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別紙 2.2-1 大綱ユースケースの業務整理表 
 
 
 
 

 
 
 



 



大綱ユースケースの業務整理表 別紙２．２－１

【凡例】
　・制度・業務の明確さ　・・・　△：該当する制度・業務内容が不明確なもの（現状はない制度など）、（△）：既存の制度・業務だが、明確に整理できていないもの
　・具体的な手続等を想定して設定したもの　・・・　○：該当
　・概略フローの作成　・・・　●：作成対象、×：該当する制度・業務内容が不明確なため、現時点では作成していないもの、―：作成対象外（自治体が登場しない、他のユースケースと同様、などにより作成対象外としたもの）
　・自治体の関連あり（住基ネットが関連する場合も含む）　・・・　○：関連あり
　・連携　・・・　組織名／業務名　を記載。業務名について、ＡＰＰＬＩＣの自治体業務アプリケーションユニット標準仕様に規定されているユニットの場合は、そのユニット名を記載する。記載されていない場合は、ユニット名を想定し「《》」を付けて記載する。

・制度、業務が不明確なユースケースについては現時点での想定内容を記載。 ※概略フロー（協力自治体様ヒアリング結果反映版）では組織間連携対象外となる場合は組織／業務名、又は情報名の後に（☆）を記載する。

自治体 自治体以外
市町村 都道府県 組織／業務 業務 組織／業務 組織

1 ・総合合算（医療・介護・保育・障害）の、自己負
担の限度額を所得に応じて設定し、限度額を超
えた分は支払なし（窓口現物給付化）とする。

〔制度内容が不明確のため未記入〕
※現行にはない新しい制度のため全体の流れが不
明

〔制度内容が不明確のため未記入〕 △ × ―

2 ・高額医療・高額介護合算制度において、自己
負担の限度額を超えた分は支払なし（窓口現物
給付化）とする。

〔制度内容が不明確のため未記入〕
※窓口での現物給付化に対して、必要となる情報連
携等の内容が不明

〔制度内容が不明確のため未記入〕 △ × ―

3-① ・医療保険者（健保・
共済組合（☆））

・医療保険者（健
保・共済組合（☆））
・市町村
・医療機関

○ ― ・医療保険者（健保・
共済組合（☆））／《高
額医療・介護合算》

― ・市町村（現住所地）／介護保険 ・医療機関 ・医療現物給付情報
・介護現物給付情報
・計算結果情報（介護分・医療分）

健康保険法、高齢者の
医療の確保に関する法
律、介護保険法等

3-② ・市町村 ・市町村
・医療機関

○ ― ・市町村（現住所地）
／国民健康保険、後
期高齢者医療

・介護保険 ― ・医療機関 ・医療現物給付情報 国民健康保険法、介護
保険法等

4 ・健康保険における手当等（傷病手当等）の給
付金支給の審査の際に、年金等の給付状況を
確認する。

※傷病手当金について整理する。
※国民健康保険においては、傷病手当の給付の実
施は保険者（市町村）が定めるものであるが、傷病
手当は病気やけがのために会社を休み、事業主か
ら十分な報酬が受けられない場合に支給されるも
のであるため、国民健康保険では行われていない
場合が多いものと想定する。

傷病手当金の申請手続において、処
理に必要な情報を他組織から直接
参照する。参照した情報等をもとに
審査等を行い、結果を住民に通知す
る。

○ ― ・医療保険者（健保・
共済組合）

・医療保険者（健
保・共済組合）

― ― ・医療保険者（健保・
共済組合）／《傷病手
当》

― ― ・日本年金機構 ・年金受給情報 健康保険法、国民健康
保険法等

5-① ・市
・福祉事務所を設置
する町村

・市町村
・年金保険者
・医療機関（☆）
・住基ネット

○ ― ・市町村（現住所地）
／《児童扶養手当》

・戸籍
・個人住民税
・住民基本台帳

・市町村（本籍地）／戸籍
・市町村（１月１日住所地）／個人住民税
・住基ネット

・年金保険者
・医療機関（☆）

・戸籍全部事項証明書
・所得証明書
・住民票の写し
・年金受給情報
・診断書等（☆）

児童扶養手当法等

5-② ・都道府県（福祉事
務所のない町村の
場合）

・都道府県
・市町村
・年金保険者
・医療機関（☆）
・住基ネット

○ ○ ・都道府県／《児童扶
養手当》

― ・市町村（本籍地）／戸籍
・市町村（１月１日住所地）／個人住民税
・住基ネット

・年金保険者
・医療機関（☆）

・戸籍全部事項証明書
・所得証明書
・住民票の写し
・年金受給情報
・診断書等（☆）

児童扶養手当法等

6 特別児童扶
養手当の認
定における
公的年金受
給状況の把
握

・特別児童扶養手当の認定審査の際に、公的
年金の受給状況を確認する。

※申請から認定までを対象とし、支給は対象外とす
る。

特別児童扶養手当の認定手続にお
いて、都道府県は市町村から申請書
等を受け取り、処理に必要な情報を
他組織から直接参照する。結果は都
道府県から市町村へ連絡し、市町村
は住民に通知する。

● ・都道府県（市町村
⇒都道府県の経由
事務）

・都道府県
・市町村
・年金保険者（☆）
・医療機関（☆）
・住基ネット
・労働基準監督署

○ ○ ・都道府県／《特別児
童扶養手当》

― ・市町村（現住所地）／障害者福祉
・市町村（本籍地）／戸籍
・市町村（１月１日住所地）／個人住民税
・住基ネット

・年金保険者（☆）
・医療機関（☆）
・労働基準監督署

・特別児童扶養手当支給申請書（紙）
・別居監護申立書等（紙）
・特別児童扶養手当認定結果通知（紙）
・特別児童扶養手当認定証書（紙）
・戸籍全部事項証明書
・所得証明書
・住民票の写し
・年金受給情報（☆）
・診断書等（☆）
・労災受給情報

特別児童扶養手当等の
支給に関する法律

6-2-① ・市
・福祉事務所を設置
する町村

・市町村
・年金保険者（☆）
・医療機関（☆）

○ ― ・市町村（現住所地）
／障害者福祉

・住民基本台帳
・戸籍
・個人住民税

・市町村（本籍地）／戸籍
・市町村（１月１日住所地）／個人住民税

・年金保険者（☆）
・医療機関（☆）

・戸籍全部事項証明書
・所得証明書
・年金受給情報（☆）
・診断書等（☆）

特別児童扶養手当等の
支給に関する法律

6-2-② ・都道府県（福祉事
務所のない町村の
場合）

・都道府県
・市町村
・年金保険者（☆）
・医療機関（☆）
・住基ネット

○ ○ ・都道府県／《障害児
福祉手当》

― ・市町村（本籍地）／戸籍
・市町村（１月１日住所地）／個人住民税
・住基ネット

・年金保険者（☆）
・医療機関（☆）

・戸籍全部事項証明書
・所得証明書
・住民票の写し
・年金受給情報（☆）
・診断書等（☆）

特別児童扶養手当等の
支給に関する法律

6-3-① ・市
・福祉事務所を設置
する町村

・市町村
・年金保険者
・医療機関（☆）

○ ― ・市町村（現住所地）
／障害者福祉

・住民基本台帳
・戸籍
・個人住民税

・市町村（本籍地）／戸籍
・市町村（１月１日住所地）／個人住民税

・年金保険者
・医療機関（☆）

・戸籍全部事項証明書
・所得証明書
・年金受給情報
・診断書等（☆）

特別児童扶養手当等の
支給に関する法律

6-3-② ・都道府県（福祉事
務所のない町村の
場合）

・都道府県
・市町村
・年金保険者
・医療機関（☆）
・住基ネット

○ ○ ・都道府県／《特別障
害者手当》

― ・市町村（本籍地）／戸籍
・市町村（１月１日住所地）／個人住民税
・住基ネット

・年金保険者
・医療機関（☆）

・戸籍全部事項証明書
・所得証明書
・住民票の写し
・年金受給情報
・診断書等（☆）

特別児童扶養手当等の
支給に関する法律

9 ・公的年金の給付請求の審査の際に、雇用保
険の受給状況を確認する。

※老齢厚生年金の年金請求手続について整理す
る。

老齢厚生年金の年金請求手続にお
いて、処理に必要な情報を他組織か
ら直接参照する。参照した情報等を
もとに審査等を行い、結果を住民に
通知する。

○ ● ・日本年金機構 ・日本年金機構
・市町村
・住基ネット
・公共職業安定所
・年金保険者
・金融機関

○ ― ・日本年金機構／《厚
生年金》

― ・市町村（本籍地）／戸籍
・市町村（１月１日住所地）／個人住民税
・住基ネット

・公共職業安定所
・年金保険者（日本年金機
構以外）
・金融機関

・戸籍全部事項証明書
・所得証明書
・住民票の写し
・雇用保険受給情報
・年金加入期間確認通知書
・口座有無情報

厚生年金保険法、国民
年金法等

10 ・労災保険の年金給付の支給決定の際に、厚
生年金等の受給状況を確認する。

※傷病（補償）年金の支給手続について整理する。
※傷病（補償）年金の支給・不支給の決定は、所轄
の労働基準監督署長の職権によって行われるた
め、請求手続は不要

傷病（補償）年金の支給決定処理に
おいて、処理に必要な情報を他組織
から直接参照する。参照した情報等
をもとに審査等を行い、結果を住民
に通知する。

― ・労働基準監督署 ・労働基準監督署
・年金保険者

― ― ・労働基準監督署／
《傷病年金》

― ― ・年金保険者 ・年金受給情報 労働者災害補償保険
法、厚生年金法、国民年
金法等

9-① ・市
・福祉事務所を設置
する町村

・市町村
・都道府県
・住基ネット
・公共職業安定所
・運輸支局
・年金保険者
・医療保険者（共済
組合は（☆））
・医療機関
・金融機関
・郵便局
・保険会社
・不動産会社

○ ○ ・市町村（現住所地）
／生活保護

・戸籍
・個人住民税
・固定資産税
・国民健康保険
・後期高齢者医療
・介護保険
・障害者福祉
・子ども手当
・《児童扶養手当》
・ひとり親医療
・乳幼児医療
・軽自動車税

・市町村（本籍地）／戸籍
・市町村（１月１日住所地）／個人住民税
・市町村（固定資産所在地）／固定資産税
・都道府県／《小児慢性特定疾患医療》、
《結核児童療育給付》、《未熟児養育医
療》、《特別児童扶養手当》、《母子・寡婦福
祉資金》
・住基ネット

・公共職業安定所
・運輸支局
・労働基準監督署
・年金保険者
・医療保険者（共済組合は
（☆））
・医療機関
・金融機関
・郵便局
・保険会社
・不動産会社

・戸籍全部事項証明書
・戸籍の附票の写し
・所得証明書
・固定資産情報
・住民票の写し
・公費負担医療証情報
・福祉手当受給情報
・雇用保険受給情報
・自動車車両情報
・労災受給情報
・年金受給情報
・医療保険加入情報
・銀行預金額
・郵便貯金額
・簡易保険加入情報
・生命保険加入情報
・生命保険解約金額
・医療要否意見書
・検診命令書
・賃貸契約書（写）

生活保護法等

大綱ユースケースの概要
ユースケースの補足

（整理する範囲・前提・業務内容など）

・児童扶養手当の認定審査の際に、公的年金
の受給状況を確認する。

※申請から認定までを対象とし、支給は対象外とす
る。

・特別障害者手当の認定審査の際に、公的年
金の受給状況を確認する。

制度・
業務の
明確さ

児童扶養手当の認定手続において、
処理に必要な情報を他組織から直
接参照する。参照した情報等をもと
に審査等を行い、結果を住民に通知
する。

・生活保護認定の審査の際に、他制度の給付
状況（各種公的年金、雇用保険給付、児童扶養
手当等）を確認する。

6-2

具体的な手
続等を想定
して設定し
たもの

概略
フロー
の作成

※市町村の医療保険（国民健康保険、後期高齢者
医療）については、同様の処理の流れとなるため、
例として国民健康保険のみを記載する。
※窓口現物給付を想定する（限度額を超えた分の
請求が事業者からくることを想定する）
※介護の自己負担分は、現状は住民が高額療養費
支給手続の際に添付する「介護保険自己負担額証
明書」で把握していると想定する。

医療保険者が、介護事業者及び医
療機関での現物給付分（＊１）を把
握し、医療保険者と介護保険者の費
用負担を按分して、介護保険者へ通
知する。
＊１．サービスを利用した際、自己負
担限度額を超えた分は、払わなくて
よいようにする（＝現物給付化）

整理する範囲の処理概要

・障害児福祉手当の認定審査の際に、公的年
金の受給状況を確認する。

連携元
ユースケースの主体

となる組織
庁外との連携情報

ユースケースに関
係する組織

自治体の関連あり
（住基ネットが関連
する場合も含む）

連携
連携先

庁外
庁内

●

●

※生活保護の受給申請手続について整理する。

8

11

※申請から認定までを対象とし、支給は対象外とす
る。
※公的年金の受給情報は、所得額の計算の際に参
照する。（遺族年金などの非課税の年金についても
所得の計算に含めるため）

特別障害者手当の認定申請手続に
おいて、処理に必要な情報を他組織
から直接参照する。参照した情報等
をもとに審査等を行い、結果を住民
に通知する。

※申請から認定までを対象とし、支給は対象外とす
る。

障害児福祉手当の認定手続におい
て、処理に必要な情報を他組織から
直接参照する。参照した情報等をも
とに審査等を行い、結果を住民に通
知する。

項
番

№ 大綱ユースケース

5

7

3

1

2

（１）社会
保障給付
の実現

5

特別児童
扶養手当
等の認定
における
公的年金
受給状況
の把握

障害児福祉
手当の認定
における公
的年金受給
状況の把握

健康保険の給付金支給
（傷病手当等）における
他制度給付状況の把握

児童扶養手当の認定に
おける公的年金受給状
況の把握

9

二重給付
等の防止

4

6-1

7

高額医療・高額介護合
算制度における給付状
況の把握

3

6-3 特別障害者
手当の認定
における公
的年金受給
状況の把握

各種公的年金給付にお
ける雇用保険の受給状
況の把握

労災保険の年金給付に
おける厚生年金等の受
給状況の把握

関連する主な法令

8

社会保障の総合合算制度の導入

高額医療・高額介護合算制度の現
物給付化

・高額医療・高額介護合算制度にいて、自己負
担の限度額を超えた分について、医療保険者と
介護保険者の負担分を医療保険者が按分計算
し、介護保険者に通知する。

生活保護認定における
他制度給付状況の把握

〔制度内容が不明確のため未記入〕

〔制度内容が不明確のため未記入〕

●

●

●

生活保護の申請手続において、処理
に必要な情報を他組織から直接参
照する。また、現状では紙等で行っ
ている組織間の連携を電子で行う。
参照した情報等をもとに審査等を行
い、結果を住民に通知する。

1/5



大綱ユースケースの業務整理表 別紙２．２－１

・制度、業務が不明確なユースケースについては現時点での想定内容を記載。 ※概略フロー（協力自治体様ヒアリング結果反映版）では組織間連携対象外となる場合は組織／業務名、又は情報名の後に（☆）を記載する。

自治体 自治体以外
市町村 都道府県 組織／業務 業務 組織／業務 組織

大綱ユースケースの概要
ユースケースの補足

（整理する範囲・前提・業務内容など）

制度・
業務の
明確さ

具体的な手
続等を想定
して設定し
たもの

概略
フロー
の作成

整理する範囲の処理概要 連携元
ユースケースの主体

となる組織
庁外との連携情報

ユースケースに関
係する組織

自治体の関連あり
（住基ネットが関連
する場合も含む）

連携
連携先

庁外
庁内

項
番

№ 大綱ユースケース 関連する主な法令

9-② ・都道府県（福祉事
務所のない町村の
場合）

・市町村
・都道府県
・公共職業安定所
・運輸支局
・年金保険者
・医療保険者（共済
組合は（☆））
・医療機関
・金融機関
・郵便局
・保険会社
・不動産会社

○ ○ ・都道府県／《生活保
護》

・《小児慢性特定
疾患医療》
・《結核児童療育
給付》
・《未熟児養育医
療》
・《特別児童扶養
手当》
・《母子・寡婦福祉
資金》

・市町村（本籍地）／戸籍
・市町村（１月１日住所地）／個人住民税
・市町村（固定資産所在地）／固定資産税
・市町村（現住所地）／国民健康保険、後
期高齢者医療、介護保険、障害者福祉、子
ども手当、《児童扶養手当》、ひとり親医
療、乳幼児医療、軽自動車税
・住基ネット

・公共職業安定所
・運輸支局
・労働基準監督署
・年金保険者
・医療保険者（共済組合は
（☆））
・医療機関
・金融機関
・郵便局
・保険会社
・不動産会社

・戸籍全部事項証明書
・戸籍の附票の写し
・所得証明書
・固定資産情報
・住民票の写し
・国民健康保険加入情報
・後期高齢者医療保険加入情報
・介護保険資格・高額給付情報
・手帳情報
・子ども手当受給情報
・児童扶養手当受給情報
・ひとり親医療証情報
・乳幼児医療証情報
・軽自動車車両情報
・雇用保険受給情報
・自動車車両情報
・労災受給情報
・年金受給情報
・医療保険加入情報
・銀行預金額
・郵便貯金額
・簡易保険加入情報
・生命保険加入情報
・生命保険解約金額
・医療要否意見書
・検診命令書
・賃貸契約書（写）

生活保護法等

12 ・各種公費負担医療制度と医療保険間での調
整事務や公費負担医療制度間での調整事務

〔制度内容が不明確のため未記入〕

※現状では、医療機関が医療証、及び保険証を確
認してそれぞれ医療費の請求を行っているものと想
定する。そのため、公費負担医療制度と医療保険者
間、及び公費負担医療間での調整事務の内容が不
明である。

〔制度内容が不明確のため未記入〕 （△） × ―

13 （２）所得
把握の精
度向上

・税務当局が取得する各種所得情報や扶養情
報について、名寄せ・突合することでより正確な
所得を把握する。

〔制度内容が不明確のため未記入〕

※扶養の状態を把握するのは国税（税務署）である
と考える。
市町村がどのように関連するのか不明である。

〔制度内容が不明確のため未記入〕 （△） × ―

14 ・要介護認定や障害等級等の情報等、分野横
断的に要援護者の情報を集約できる。
・各種個人情報に変更等が生じた場合に迅速
にリストを更新する。
・本人同意の下、服薬情報等もリストに掲載し、
医療機関等とも連携を図る。

〔制度内容が不明確のため未記入〕 〔制度内容が不明確のため未記入〕 △ × ―

15 ・住民が申し出た情報と、住基ネット等の情報を
付き合わせることで本人確認を行い、避難者リ
ストを作成する。
・４情報に加えて、顔写真データを保有する。

〔制度内容が不明確のため未記入〕 〔制度内容が不明確のため未記入〕 △ × ―

16 ・医療機関と医療保険者間のレセプト情報を連
携する。

〔制度内容が不明確のため未記入〕 〔制度内容が不明確のため未記入〕 △ × ―

17 被災者生活
再建支援金
の申請

・被災者生活再建支援金の申請に際して、組織
間で情報連携することにより添付書類が不要と
なる。
・被災地市町村から転出した場合にも、必要な
支援を継続して行うことが可能になる。

〔制度内容が不明確のため未記入〕
※被災者生活再建支援金の制度は、現状でも行わ
れているが、市⇒都道府県⇒都道府県会館の経由
事務となっており、市町村や都道府県の業務内容が
不明確である。

〔制度内容が不明確のため未記入〕 （△） × ―

18 被災者への
預金の払い
戻し

・金融機関から被災者への預金の払戻し等に
おいて「番号」を活用する。

〔制度内容が不明確のため未記入〕 〔制度内容が不明確のため未記入〕 △ × ―

19 ・国民が、自分の情報や、利用するサービスに
関する情報を自宅のパソコン等から容易に閲覧
可能となる。
【対象情報】各種社会保険料（年金・医療保険・
介護保険・雇用保険）

※対象情報については、年金、医療保険、介護保
険、雇用保険を対象として整理する。

住民がポータルにログインし、自身
の各種保険料（年金、医療、介護、
雇用）に関する情報を参照する。

● ・市町村 ・ポータル
・市町村
・年金保険者
・医療保険者
・公共職業安定所

○ ― ・ポータル ― ・市町村（現住所地）／国民健康保険、後
期高齢者医療、介護保険

・年金保険者
・医療保険者
・公共職業安定所

・介護保険保険料情報
・国民健康保険保険料情報
・後期高齢者医療保険料情報
・年金保険保険料情報
・医療保険保険料情報
・雇用保険保険料情報

―

20 国民が、自分の情報や、利用するサービスに関
する情報を自宅のパソコン等から容易に閲覧可
能となる。
【対象情報】サービスを受けた際に支払った費
用（医療保険・介護保険等の費用、保育料等）

※対象情報については、医療保険、介護保険、保育
を対象として整理する。

住民がポータルにログインし、自身
のサービス利用における自己負担
額の情報を参照する。

● ・市町村 ・ポータル
・市町村
・医療保険者

○ ― ・ポータル ― ・市町村（現住所地）／国民健康保険、後
期高齢者医療、介護保険、《保育》

・医療保険者 ・医療保険自己負担額情報
・サービス利用額情報
・介護保険自己負担額情報
・国民健康保険自己負担額情報
・後期高齢者医療自己負担額情報

―

21 ・国民が、自分の情報や、利用するサービスに
関する情報を自宅のパソコン等から容易に閲覧
可能となる。
【対象情報】自己が受給しているサービスの制
度改正のお知らせ

※対象情報については、他ユースケースやAPPLIC
業務標準で規定されている市町村業務ユニットを対
象として整理する。（実際の福祉サービスは範囲が
広いため、例として上記の範囲で記載する）

住民がポータルにログインし、自身
の受給している制度について、制度
改正のお知らせ情報を参照する。

● ・市町村、都道府県 ・ポータル
・市町村
・都道府県
・公共職業安定所

○ ○ ・ポータル ― ・市町村（現住所地）／生活保護、障害者
福祉、子ども手当、ひとり親医療、乳幼児
医療、《児童扶養手当》、《助産の実施》、
《母子福祉》、《母子・寡婦福祉資金》
・都道府県／《生活保護》、《助産の実施》、
《障害者扶養共済》、《児童扶養手当》、《特
別児童扶養手当》、《障害児福祉手当》、
《特別障害者手当》、《母子・寡婦福祉資
金》

・公共職業安定所 ・制度改正等の情報 ―

22 ・国民が、自分の情報や、利用するサービスに
関する情報を自宅のパソコン等から容易に閲覧
可能となる。
【対象情報】自己が受給しているサービスの制
度改正のお知らせ

※対象情報については、市町村（固定資産税、個人
住民税、軽自動車税）、都道府県（自動車税）、国税
を例として整理する。

住民がポータルにログインし、自身
の税の申告情報や納付情報を参照
する。

● ・市町村、都道府県 ・ポータル
・市町村
・都道府県
・税務署

○ ○ ・ポータル ― ・市町村（固定資産所在地）／固定資産税
・市町村（1月1日住所地）／個人住民税
・市町村（軽自動車登録地）／軽自動車税
・都道府県／《自動車税》

・税務署 ・申告内容
・税、納付情報

―

23 ・国民が、自分の情報や、利用するサービスに
関する情報を自宅のパソコン等から容易に閲覧
可能となる。
【対象情報】確定申告等を行う際に参考となる
情報

※対象情報については、医療費、年金保険料・受給
額、源泉徴収表、金融所得情報を例として整理す
る。

住民がポータルにログインし、確定
申告時に必要となる各種情報を参照
する。

● ・市町村 ・ポータル
・市町村
・年金保険者
・医療保険者
・金融機関
・保険会社
・税務署

○ ― ・ポータル ― ・市町村（現住所地）／国民健康保険、後
期高齢者医療、障害者福祉

・年金保険者
・医療保険者（健保・共済
組合）
・金融機関
・保険会社
・税務署

・保険料情報
・医療費情報
・障害者情報
・保険料情報（生命保険）
・保険料情報（損害保険）
・借入金の年末残高等証明書
・年末調整情報

―

各種保険料（年金、医療、介護、雇
用）の情報提供

生活再建における手
続の効率化

13

18

19

11

12

災害時の本人確認手続の効率化

公費負担医療制度と医
療保険間の調整

10

税務や納付に関する情報提供

15-2

（４）Push
型情報提
供

20

福祉サービスの制度改正等の情報
提供

確定申告時の自己情報の情報提
供

17

14

16

税務当局による名寄せ・突合

15-1

サービス利用時の自己負担情報の
情報提供

災害時要援護者リスト作成手続の
効率化

（３）災害

災害時の医療情報の共用

〔制度内容が不明確のため未記入〕

〔制度内容が不明確のため未記入〕

〔制度内容が不明確のため未記入〕

〔制度内容が不明確のため未記入〕

〔制度内容が不明確のため未記入〕

〔制度内容が不明確のため未記入〕

〔制度内容が不明確のため未記入〕

2/5



大綱ユースケースの業務整理表 別紙２．２－１

・制度、業務が不明確なユースケースについては現時点での想定内容を記載。 ※概略フロー（協力自治体様ヒアリング結果反映版）では組織間連携対象外となる場合は組織／業務名、又は情報名の後に（☆）を記載する。

自治体 自治体以外
市町村 都道府県 組織／業務 業務 組織／業務 組織

大綱ユースケースの概要
ユースケースの補足

（整理する範囲・前提・業務内容など）

制度・
業務の
明確さ

具体的な手
続等を想定
して設定し
たもの

概略
フロー
の作成

整理する範囲の処理概要 連携元
ユースケースの主体

となる組織
庁外との連携情報

ユースケースに関
係する組織

自治体の関連あり
（住基ネットが関連
する場合も含む）

連携
連携先

庁外
庁内

項
番

№ 大綱ユースケース 関連する主な法令

24 厚生年金の
加給年金の
申請手続の
効率化

・厚生年金の加給年金の申請手続に際して、組
織間で情報連携することにより所得情報等に関
する証明書等の添付が不要となる。

※特別支給の老齢厚生年金の受給者が定額部分
の支給開始（年齢到達）時点に加給年金の対象と
なった場合を整理する。（老齢厚生年金の受給権を
取得した際に加給の対象となる場合は、老齢厚生
年金の裁定請求と同時に手続が行われるため）

厚生年金の加給年金の申請の手続
において、添付書類の代わりに他組
織から所得などの情報を直接参照す
る。参照した情報等をもとに審査等
を行い、結果を住民に通知する。

● ・日本年金機構 ・日本年金機構
・市町村
・医療機関（☆）
・住基ネット

○ ― ・日本年金機構／《厚
生年金》

― ・市町村（本籍地）／戸籍
・市町村（１月１日住所地）／個人住民税
・住基ネット

・医療機関（☆） ・戸籍全部事項証明書
・所得証明書
・住民票の写し
・診断書等（☆）

厚生年金保険法等

25 国民年金の
振替加算の
申請手続の
効率化

・国民年金の振替加算の申請手続に際して、組
織間で情報連携することにより所得情報等に関
する証明書等の添付が不要となる。

※申請は以下の場合を想定する。
　・夫（妻）が被用者年金制度の老齢年金等を受け
られるようになったために、妻（夫）老齢基礎年金に
振替加算が加算されるようになった場合
　・夫（妻）が厚生年金の加給年金を受けていて振
替加算に変わる場合（ただし年金裁定請求時にすで
に『配偶者の基礎年金番号・年金コード・氏名・生年
月日』を届け出ている場合は申請は不要）

国民年金の振替加算の申請の手続
において、添付書類の代わりに他組
織から所得などの情報を直接参照す
る。参照した情報等をもとに審査等
を行い、結果を住民に通知する。

● ・日本年金機構 ・日本年金機構
・市町村
・年金保険者(日本
年金機構以外)
・住基ネット

○ ― ・日本年金機構／《国
民年金》

― ・市町村（本籍地）／戸籍
・市町村（１月１日住所地）／個人住民税
・住基ネット

・年金保険者(日本年金機
構以外)

・戸籍全部事項証明書
・所得証明書
・住民票の写し
・年金証書等

国民年金法等

26 国民年金の
障害基礎年
金の申請手
続の効率化

・国民年金の障害基礎年金の申請手続に際し
て、組織間で情報連携することにより所得情報
等に関する証明書等の添付が不要となる。

※初診日が国民年金第1号被保険者期間中の場合
は市町村から日本年金機構への経由事務となるた
め、ここでは上記の流れを対象として整理する。（上
記以外の場合は、日本年金機構での手続となる）

障害基礎年金の裁定請求の手続に
おいて、添付書類の代わりに他組織
から所得などの情報を直接参照す
る。参照した情報等をもとに審査等
を行い、結果を住民に通知する。

● ・日本年金機構（市
町村⇒日本年金機
構の経由事務）

・年金保険者
・市町村
・住基ネット
・医療機関
・金融機関

○ ― ・日本年金機構／《国
民年金》

― ・市町村（現住所地）／国民年金
・市町村（本籍地）／戸籍
・市町村（１月１日住所地）／個人住民税
・住基ネット

・年金保険者(日本年金機
構以外)
・医療機関(☆)
・金融機関(☆)

・障害基礎年金裁定請求書（紙）
・戸籍全部事項証明書
・所得証明書
・住民票の写し
・年金証書等
・診断書等(☆)
・口座有無情報(☆)

国民年金法等

22-① ・医療保険者（健保） ・医療保険者（健
保）
・市町村

○ ― ・医療保険者（健保）
／《高額療養費》

― ・市町村（1月1日住所地）／個人住民税
・市町村（現住所地）／生活保護

― ・課税・所得証明書
・生活保護受給証明書

健康保険法等

22-② ・医療保険者（共済
組合）

・医療保険者（共済
組合）

― ― ・医療保険者（共済組
合）／《高額療養費》

― ― ・医療機関 ・レセプト情報 国家公務員共済組合
法、地方公務員等共済
組合法、私立学校教職
員共済法等

22-③ ・市町村 ・市町村 ○ ― ・市町村（現住所地）
／国民健康保険、後
期高齢者医療

・個人住民税
・生活保護

・市町村（1月1日住所地）／個人住民税 ― ・課税・所得証明書 国民健康保険法、高齢
者の医療の確保に関す
る法律等

23-① ・医療保険者（健保・
共済組合（☆））

・医療保険者（健
保・共済組合（☆））
・市町村

○ ― ・医療保険者（健保・
共済組合（☆））／《高
額医療・介護合算》

― ・市町村（1月1日住所地）／個人住民税
・市町村（現住所地）／介護保険

― ・課税・所得証明書
・計算結果情報（介護分・医療分）
・自己負担情報（介護保険分）

健康保険法、国家公務
員共済組合法、地方公
務員等共済組合法、私
立学校教職員共済法、
介護保険法等

23-② ・市町村 ・市町村 ○ ― ・市町村（現住所地）
／国民健康保険、後
期高齢者医療

・介護保険
・個人住民税

・市町村（1月1日住所地）／個人住民税 ― ・課税・所得証明書 国民健康保険法、高齢
者の医療の確保に関す
る法律、介護保険法等

24-① ・医療保険者（健保） ・医療保険者（健
保）
・市町村

○ ― ・医療保険者（健保）
／《高額療養費》

― ・市町村（1月1日住所地）／個人住民税
・市町村（現住所地）／生活保護

― ・課税証明書
・生活保護受給証明書

健康保険法等

24-② ・医療保険者（共済
組合）

・医療保険者（共済
組合）

― ― ・医療保険者（共済組
合）／《高額療養費》

― ― ・医療機関 ・レセプト情報 国家公務員共済組合
法、地方公務員等共済
組合法、私立学校教職
員共済法等

24-③ ・市町村 ・市町村 ○ ― ・市町村（現住所地）
／国民健康保険、後
期高齢者医療

― ― ― ― 国民健康保険法、高齢
者の医療の確保に関す
る法律等

30

31

27-① ・都道府県 ・都道府県
・市町村
・住基ネット
・医療保険者
・医療機関（☆）

○ ○ ・都道府県／《小児慢
性特定疾患医療》

― ・市町村（１月１日住所地）／個人住民税
・市町村（現住所地）／国民健康保険、生
活保護
・住基ネット

・医療保険者
・医療機関（☆）

・課税証明書
・国民健康保険加入情報
・医療保険加入情報
・生活保護受給証明書
・住民票の写し
・医療意見書（☆）

児童福祉法等

27-② ・市（指定都市、中
核市）

・市町村
・住基ネット
・医療保険者
・医療機関（☆）

○ ― ・市／《小児慢性特定
疾患医療》

・住民基本台帳
・個人住民税
・国民健康保険

・市町村（１月１日住所地）／個人住民税 ・医療保険者
・医療機関（☆）

・課税証明書
・医療保険加入情報
・医療意見書（☆）

児童福祉法等

28-① ・都道府県 ・都道府県
・市町村
・住基ネット
・医療機関（☆）

○ ○ ・都道府県／《結核児
童療育給付》

― ・市町村（１月１日住所地）／個人住民税
・住基ネット

・医療機関（☆） ・所得税額等を証明する書類
・住民票の写し
・医療意見書（☆）

児童福祉法等

28-② ・市（指定都市、中
核市）

・市町村
・医療機関（☆）

○ ― ・市／《結核児童療育
給付》

・住民基本台帳
・個人住民税

・市町村（１月１日住所地）／個人住民税 ・医療機関（☆） ・所得税額等を証明する書類
・医療意見書（☆）

児童福祉法等

29-① ・市
・福祉事務所を設置
する町村

・市町村
・医療保険者

○ ― ・市（現住所地）／《助
産の実施》

・健康管理
・国民健康保険
・生活保護
・住民基本台帳
・個人住民税

・市町村（１月１日住所地／個人住民税 ・医療保険者 ・課税証明書
・医療保険加入情報
・出産育児一時金情報

児童福祉法等

29-② ・都道府県（福祉事
務所のない町村の
場合）

・都道府県
・市町村
・住基ネット
・医療保険者

○ ○ ・都道府県／《助産の
実施》

― ・市町村（現住所地）／健康管理、国民健
康保険、生活保護
・市町村（１月１日住所地／個人住民税
・住基ネット

・医療保険者 ・母子健康手帳
・医療保険加入情報
・国民健康保険加入情報
・出産育児一時金情報
・生活保護受給証明書
・住民票の写し
・課税証明書

児童福祉法等

30-① ・都道府県 ・都道府県
・市町村
・住基ネット
・医療保険者（健
保・共済組合）
・医療機関（☆）

○ ○ ・都道府県／《未熟児
養育医療》

― ・市町村（１月１日住所地）／個人住民税
・市町村（現住所地）／生活保護、国民健
康保険
・住基ネット

・医療保険者（健保・共済
組合）
・医療機関（☆）

・課税証明書
・生活保護受給証明書
・国民健康保険加入情報
・住民票の写し
・医療意見書（☆）
・医療保険加入情報

母子保健法等

30-② ・市（指定都市、中
核市）

・市町村
・医療保険者（健
保・共済組合）
・医療機関（☆）

○ ― ・市／《未熟児養育医
療》

・住民基本台帳
・生活保護
・国民健康保険
・個人住民税

・市町村（１月１日住所地）／個人住民税 ・医療保険者（健保・共済
組合）
・医療機関（☆）

・課税証明書
・医療意見書（☆）
・医療保険加入情報

母子保健法等

・健康保険の高額療養費の支給決定手続に際
して、組織間で情報連携することにより所得情
報等に関する証明書等の添付が不要となる。

※国民健康保険、後期高齢者医療以外の健康保険
の場合を対象として整理する。
※窓口現物給付ではなく、高額療養費の支給（償還
払い）の申請を整理する。
※申請受付と支給決定までとし、支払は対象外とす
る。

・高額医療・高額介護合算制度の療養費支給
手続に際して、組織間で情報連携することによ
り所得情報等に関する証明書等の添付が不要
となる。

健康保険の、標準負担額減額認定
等の申請手続において、添付書類の
代わりに他組織から所得などの情報
を直接参照する。参照した情報等を
もとに審査等を行い、結果を住民に
通知する。

・結核児童への療育の給付申請手続に際して、
組織間で情報連携することにより所得情報等に
関する証明書等の添付が不要となる。

・小児慢性特定疾患治療研究事業による医療
の給付申請手続に際して、組織間で情報連携
することにより所得情報等に関する証明書等の
添付が不要となる。

・助産の実施の給付申請の手続に際して、組織
間で情報連携することにより所得情報等に関す
る証明書等の添付が不要となる。

●

●

●※国民健康保険、後期高齢者医療以外の健康保険
の場合を対象として整理する。
※窓口現物給付ではなく、高額療養費の支給（償還
払い）の申請を整理する。
※申請受付と支給決定までとし、支払は対象外とす
る。

健康保険の、高額医療・高額介護合
算療養費の支給申請の手続におい
て、添付書類の代わりに他組織から
所得などの情報を直接参照する。参
照した情報等をもとに審査等を行
い、結果を住民に通知する。

健康保険の高額医療・
高額介護合算制度の療
養費支給手続の効率化

健康保険の高額療養費
の支給決定手続の効率
化

21-2

21-1

27

添付削減
（所得）

年金請求
の手続の
効率化

※助産の実施の給付＝助産施設の入所申し込みに
ついて整理する。
※加入する医療保険情報を連携しているが、妊産
婦が対象となるため、後期高齢者医療は対象外と
する。

※未熟児への養育医療を給付＝養育医療券の交
付について整理する。
※加入する医療保険情報を連携するが、未熟児が
対象となるため、後期高齢者医療は対象外とする。

27

24

23

25

・未熟児への養育医療を給付申請の手続に際
して、組織間で情報連携することにより所得情
報等に関する証明書等の添付が不要となる。

21-3

健康保険で、医療費の支払が限度
額を超えた際の高額療養費支給申
請の手続において、添付書類の代わ
りに他組織から所得などの情報を直
接参照する。参照した情報等をもと
に審査等を行い、結果を住民に通知
する。

未熟児への療育給付の手続におい
て、添付書類の代わりに他組織から
所得などの情報を直接参照する。参
照した情報等をもとに審査等を行
い、結果を住民に通知する。

28

35 30

29

（５）事務・
手続の簡
素化

32

●

●

児童扶養手当の認定手続の効率化（所得証明書の省略）
※№5と同一ユースケース
特別児童扶養手当等の認定手続の効率化（所得証明書の省略）
※№6と同一ユースケース

●

●

健康保険における入院
時食事療養費等の決定
手続の効率化

結核児童の療育給付手
続の効率化

助産の実施の給付手続
の効率化

未熟児養育医療給付手
続の効率化

34

22

28

29

※指定医療機関における入院医療にかかる療育の
給付（医療給付）について整理する。（同一手続で、
日用品や学用品の支給も行っているが、医療給付
のための受診券の交付について整理する）
※専門医による審査がある。

結核児童への療育給付の手続にお
いて、添付書類の代わりに他組織か
ら所得などの情報を直接参照する。
参照した情報等をもとに審査等を行
い、結果を住民に通知する。

※小児慢性特定疾患治療研究事業による医療の給
付＝小児慢性特定疾患の医療受診券交付申請に
ついて整理する。
※専門医による審査がある。
※加入する医療保険情報を連携するが、小児が対
象となるため、後期高齢者医療は対象外と想定す
る。

・健康保険における入院時食事療養費等の決
定手続に際して、組織間で情報連携することに
より所得情報等に関する証明書等の添付が不
要となる。

26

小児慢性特定疾患の医
療給付手続の効率化

※国民健康保険、後期高齢者医療以外の健康保険
の場合を対象として整理する。
※申請受付と支給決定までとし、支払は対象外とす
る。

助産施設の入所手続において、添付
書類の代わりに他組織から課税状
況などの情報を直接参照する。参照
した情報等をもとに審査等を行い、
結果を住民に通知する。

小児慢性特定疾患の医療給付手続
において、添付書類の代わりに他組
織から所得などの情報を直接参照す
る。参照した情報等をもとに審査等
を行い、結果を住民に通知する。

33
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大綱ユースケースの業務整理表 別紙２．２－１

・制度、業務が不明確なユースケースについては現時点での想定内容を記載。 ※概略フロー（協力自治体様ヒアリング結果反映版）では組織間連携対象外となる場合は組織／業務名、又は情報名の後に（☆）を記載する。

自治体 自治体以外
市町村 都道府県 組織／業務 業務 組織／業務 組織

大綱ユースケースの概要
ユースケースの補足

（整理する範囲・前提・業務内容など）

制度・
業務の
明確さ

具体的な手
続等を想定
して設定し
たもの

概略
フロー
の作成

整理する範囲の処理概要 連携元
ユースケースの主体

となる組織
庁外との連携情報

ユースケースに関
係する組織

自治体の関連あり
（住基ネットが関連
する場合も含む）

連携
連携先

庁外
庁内

項
番

№ 大綱ユースケース 関連する主な法令

36 ・養護老人ホームに入所する際の利用者負担
の決定手続に際して、組織間で情報連携するこ
とにより所得情報等に関する証明書等の添付
が不要となる。

※養護老人ホーム入所の手続について整理する。
※入所判定委員会による審査がある。

養護老人ホーム入所の手続におい
て、添付書類の代わりに他組織から
所得などの情報を直接参照する。参
照した情報等をもとに審査等を行
い、結果を住民に通知する。

● ・市町村 ・市町村
・年金保険者
・医療保険者

○ ― ・市町村／《高齢者福
祉》

・住民基本台帳
・国民健康保険
・後期高齢者医療
・個人住民税

・市町村（本籍地）／戸籍
・市町村（１月１日住所地）／個人住民税

・年金保険者
・医療保険者（健保・共済
組合）
・医療機関

・戸籍全部事項証明書
・所得税額等を証明する書類
・年金受給情報
・医療費情報（自己負担分）
・医療費自己負担分（保険診療以外）

母子保健法等

37 年金の裁定
請求の効率
化

・国民年金法及び厚生年金保険法による被保
険者・受給者に係る裁定請求・届出に関する手
続に際して、組織間で情報連携することにより
住民票等の添付が不要となる。

※老齢基礎年金の裁定請求について整理する。（№
7のユースケースで老齢厚生年金の裁定請求につ
いては整理しているため）
※国民年金第1号被保険者期間のみの場合を対象
とする。（厚生年金･共済組合の加入期間、第３号被
保険者期間（厚生年金・共済組合の加入者の被扶
養配偶者）がある場合は日本年金機構での手続と
なる）

国民年金の老齢基礎年金の年金請
求手続において、添付書類の代わり
に他組織から情報を直接参照する。
参照した情報等をもとに審査等を行
い、結果を住民に通知する。

○ ● ・日本年金機構（市
町村⇒日本年金機
構の経由事務）

・年金保険者
・市町村
・住基ネット
・金融機関

○ ― ・日本年金機構／《国
民年金》

― ・市町村（現住所地）／国民年金
・市町村（本籍地）／戸籍
・市町村（１月１日住所地）／個人住民税
・住基ネット

・年金保険者(日本年金機
構以外)
・金融機関

・年金請求書（国民年金・厚生年金保険老
齢給付）（紙）
・戸籍全部事項証明書（または市町村長の
証明書）
・所得証明書
・住民票の写し
・年金加入期間確認通知書
・口座有無情報

国民年金法、厚生年金
保険法等

38 年金受給者
による氏名
変更届の効
率化

・国民年金法及び厚生年金保険法による被保
険者・受給者に係る氏名変更の届出に関する
手続に際して、組織間で情報連携することによ
り住民票等の添付が不要となる。

※受給者による氏名変更届について整理する。（氏
名変更については、国民年金と厚生年金は共通の
手続となっている）
※添付書類は戸籍抄本又は住民票だが、ここでは
住民票を添付する場合を整理する。
※受給者の届出を対象とする。（国民年金の被保険
者の氏名変更、住所変更については住民票の添付
は行っていない。また、厚生年金の被保険者の氏名
変更などの届出は事業主が行っており、現状で住民
票の添付は行っていないものと考える）

年金受給権者からの氏名変更の手
続において、添付書類の代わりに他
組織から情報を直接参照する。参照
した情報等をもとに審査等を行い、
結果を住民に通知する。

○ ● ・日本年金機構 ・年金保険者
・住基ネット

○ ― ・日本年金機構／《国
民年金》、《厚生年
金》

― ・住基ネット ― ・住民票の写し 国民年金法、厚生年金
保険法等

39

34-① ・市
・福祉事務所を設置
する町村

・市町村
・医療機関（☆）
・住基ネット

○ ― ・市（施設所在地）／
《母子福祉》

・住民基本台帳
・生活保護
・個人住民税

・市町村（１月１日住所地／個人住民税
・住基ネット

・医療機関（☆） ・課税証明書
・健康診断書（☆）
・住民票の写し

児童福祉法、社会福祉
法等

34-② ・都道府県（福祉事
務所のない町村の
場合）（町村⇒都道
府県の経由事務）

・都道府県
・市町村
・住基ネット
・医療機関（☆）

○ ○ ・都道府県／《母子福
祉》

・《生活保護》 ・町村（現住所地）／《母子福祉》
・市町村（１月１日住所地／個人住民税
・住基ネット

・医療機関（☆） ・母子生活支援施設入所申込書（紙：町村
⇒都道府県への経由）
・課税証明書
・住民票の写し
・健康診断書（☆）

児童福祉法等

35-① ・都道府県 ・都道府県
・市町村
・住基ネット

○ ○ ・都道府県／《母子・
寡婦福祉資金》

― ・市町村（本籍地）／戸籍
・市町村（現住所地）／《母子・寡婦福祉資
金》
・住基ネット

― ・戸籍全部事項証明書
・住民票の写し
・貸付台帳情報

母子及び寡婦福祉法等

35-② ・市（指定都市、中
核市）

・市町村 ○ ― ・市／《母子・寡婦福
祉資金》

・住民基本台帳
・戸籍

・市町村（本籍地）／戸籍 ― ・戸籍全部事項証明書 母子及び寡婦福祉法等

42

37-① ・都道府県（市町村
⇒都道府県の経由
事務）

・都道府県
・市町村
・住基ネット

○ ○ ・都道府県／《障害者
扶養共済》

― ・市町村（現住所地）／《障害者扶養共
済》、障害者福祉
・住基ネット

― ・心身障害者扶養共済加入等申込書（紙）
・身体障害者手帳の写し等
・住民票の写し

独立行政法人福祉医療
機構法等

37-② ・市（指定都市） ・市町村 ○ ― ・市（現住所地）／《障
害者扶養共済》

・住民基本台帳
・障害者福祉

― ― ― 独立行政法人福祉医療
機構法等

44 ・住宅借入金等（特定増改築等住宅借入金等を
含む。)を有する場合の特別控除に係る所得税
の確定申告手続に際して、組織間で情報連携
することにより住民票等の添付が不要となる。

※確定申告までとし、税額計算は対象外とする。
※例として、住宅を新築又は新築住宅を取得した場
合で、敷地の取得がない場合を整理する。（上記以
外の場合、必要となる添付書類が異なる）

確定申告の住宅借入金等の特別控
除の場合について、添付書類の代わ
りに他組織から情報を直接参照す
る。

○ ● ・税務署 ・税務署
・住基ネット
・法務局
・金融機関
・勤務先（給与支払
者）

○ ― ・税務署／《確定申
告》

― ・住基ネット ・法務局
・金融機関
・勤務先（給与支払者）

・住民票の写し
・家屋の登記事項証明書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等
証明書
・源泉徴収票

所得税法、租税特別措
置法等

45 ・居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得
の課税の特例に係る所得税の確定申告手続に
際して、組織間で情報連携することにより住民
票等の添付が不要となる。

※確定申告までとし、税額計算は対象外とする。 確定申告で長期譲渡所得の課税の
特例を受ける場合について、添付書
類の代わりに他組織から情報を直接
参照する。

● ・税務署 ・税務署
・市町村
・住基ネット
・法務局

○ ― ・税務署／《確定申
告》

― ・住基ネット ・法務局 ・除票住民票の写し
・住民票の写し
・家屋や敷地の登記事項証明書

所得税法、租税特別措
置法等

46 ・居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特
例に係る所得税の確定申告手続に際して、組
織間で情報連携することにより住民票等の添付
が不要となる。

※確定申告までとし、税額計算は対象外とする。 確定申告で居住用財産の譲渡所得
の特別控除を受ける場合について、
添付書類の代わりに他組織から情
報を直接参照する。

● ・税務署 ・税務署
・市町村
・住基ネット

○ ― ・税務署／《確定申
告》

― ・住基ネット ― ・除票住民票の写し
・住民票の写し

所得税法、租税特別措
置法等

47 ・既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の
特別税額控除に係る所得税の確定申告手続に
際して、組織間で情報連携することにより住民
票等の添付が不要となる。

※確定申告までとし、税額計算は対象外とする。
※住宅特定改修には省エネ改修工事やバリアフ
リー工事があるが、例として省エネ改修工事を整理
する。

確定申告で特定の改修工事に関す
る特別控除を受ける場合について、
添付書類の代わりに他組織から情
報を直接参照する。

● ・税務署 ・税務署
・住基ネット
・法務局
・工事業者
・勤務先（給与支払
者）

○ ― ・税務署／《確定申
告》

― ・住基ネット ・法務局
・工事業者
・勤務先（給与支払者）

・住民票の写し
・家屋の登記事項証明書
・増改築等工事証明書
・源泉徴収票

所得税法、租税特別措
置法等

48 ・認定長期優良住宅の新築等をした場合の特
別税額控除に係る所得税の確定申告手続に際
して、組織間で情報連携することにより住民票
等の添付が不要となる。

※確定申告までとし、税額計算は対象外とする。
※例として、居住年に認定長期優良住宅新築等特
別税額控除を適用する場合整理する。（居住年の翌
年の所得税の額から控除未済税額控除額を控除す
る場合は、住民票の添付が不要となる場合がある）

確定申告で認定長期優良住宅の特
別控除を受ける場合について、添付
書類の代わりに他組織から情報を直
接参照する。

● ・税務署 ・税務署
・市町村
・都道府県
・住基ネット
・法務局
・勤務先（給与支払
者）

○ ○ ・税務署／《確定申
告》

― ・市町村（資産の所在地）／《建築》
・都道府県／《建築》
・住基ネット

・法務局
・勤務先（給与支払者）

・住民票の写し
・家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認
定通知書の写し
・住宅用家屋証明書
・家屋の登記事項証明書
・源泉徴収票

所得税法、租税特別措
置法等

49 ・特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡
損失の損益通算及び繰越控除の特例に係る所
得税の確定申告手続に際して、組織間で情報
連携することにより住民票等の添付が不要とな
る。

※確定申告までとし、税額計算は対象外とする。
※例として、損益通算（譲渡損失をその年の他の所
得から控除）の場合を整理する。（繰越控除の場合
は、住民票の添付を行っていない）

確定申告で居住用財産の買換えの
控除を受ける場合について、添付書
類の代わりに他組織から情報を直接
参照する。

● ・税務署 ・税務署
・市町村
・住基ネット
・法務局
・金融機関

○ ― ・税務署／《確定申
告》

― ・住基ネット ・法務局
・金融機関

・除票住民票の写し
・住民票の写し
・登記事項証明書
・借入金の年末残高等証明書

所得税法、租税特別措
置法等

50 ・居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得
の課税の特例に係る所得税の確定申告手続に
際して、組織間で情報連携することにより住民
票等の添付が不要となる。

※確定申告までとし、税額計算は対象外とする。 確定申告で居住用財産の買換えの
際の長期譲渡所得の特例を受ける
場合について、添付書類の代わりに
他組織から情報を直接参照する。

● ・税務署 ・税務署
・市町村
・住基ネット
・法務局

○ ― ・税務署／《確定申
告》

― ・住基ネット ・法務局 ・除票住民票の写し
・住民票の写し
・登記事項証明書

所得税法、租税特別措
置法等

51 ・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び
繰越控除の特例に係る所得税の確定申告手続
に際して、組織間で情報連携することにより住
民票等の添付が不要となる。

※確定申告までとし、税額計算は対象外とする。
※例として、損益通算（譲渡損失をその年の他の所
得から控除）の場合を整理する。（繰越控除の場合
は、住民票の添付を行っていない）

確定申告で特定居住用財産の譲渡
損失の特例を受ける場合について、
添付書類の代わりに他組織から情
報を直接参照する。

○ ● ・税務署 ・税務署
・市町村
・住基ネット
・法務局
・金融機関

○ ― ・税務署／《確定申
告》

― ・住基ネット ・法務局
・金融機関

・除票住民票の写し
・住民票の写し
・登記事項証明書
・住宅ローンの残高証明書

所得税法、租税特別措
置法等

52 ・特定の居住用財産を交換した場合の長期譲
渡所得の課税の特例に係る所得税の確定申告
手続に際して、組織間で情報連携することによ
り住民票等の添付が不要となる。

※確定申告までとし、税額計算は対象外とする。 確定申告で居住用財産の交換の際
の長期譲渡所得の特例を受ける場
合について、添付書類の代わりに他
組織から情報を直接参照する。

● ・税務署 ・税務署
・市町村
・住基ネット
・法務局

○ ― ・税務署／《確定申
告》

― ・住基ネット ・法務局 ・除票住民票の写し
・住民票の写し
・登記事項証明書

所得税法、租税特別措
置法等

母子生活支援施設の入所申し込み
の手続において、添付書類の代わり
に他組織から情報を直接参照する。
参照した情報等をもとに審査等を行
い、結果を住民に通知する。

確定申告手続の効率化
（特定の改修工事の特
別控除）

44

45

46

・心身障害者扶養共済の加入の手続に際して、
組織間で情報連携することにより住民票等の添
付が不要となる。

・児童福祉法等による社会福祉施設等の入所
手続に際して、組織間で情報連携することによ
り住民票等の添付が不要となる。

※児童福祉法等による社会福祉施設等のうち、「母
子生活支援施設」について整理する。
※手続先は現住所地の市町村となるため、住基ネッ
トの照会は発生しないものと考える。（なお、現状で
は福祉事務所で受け付けを行っているため、同一
市町村内でも住民票の添付が求められているもの
と想定する。）

特別児童扶養手当等の認定手続の効率化（住民票の省略）
※№6と同一ユースケース

確定申告手続の効率化
（住宅借入金の特別控
除）

確定申告手続の効率化
（長期譲渡所得の課税
の特例）

確定申告手続の効率化
（居住用財産の買換え
の課税の特例）

確定申告手続の効率化
（居住用財産の譲渡所
得の特別控除）

●○

32-1

32-2

31

●

34

※就学支度資金、修学資金の場合について整理す
る。

心身障害者扶養共済の加入手続に
おいて、添付書類の代わりに他組織
から情報を直接参照する。参照した
情報等をもとに審査等を行い、結果
を住民に通知する。

母子・寡婦福祉資金貸付申請の手
続において、添付書類の代わりに他
組織から住民票などの情報を直接
参照する。参照した情報等をもとに
審査等を行い、結果を住民に通知す
る。

35

確定申告手続の効率化
（認定長期優良住宅の
特別控除）

確定申告手続の効率化
（居住用財産交換の課
税の特例）

33

36

38

確定申告手続の効率化
（特定居住用財産の譲
渡損失の特例）

確定申告手続の効率化
（居住用財産の買換え
の控除）

42

41

43

児童扶養手当の認定手続の効率化（住民票の省略）
※№5と同一ユースケース

●母子・寡婦福祉資金貸
付申請手続の効率化

社会福祉施設等の入所
手続の効率化

養護老人ホーム入所の
利用者負担額決定手続
の効率化

年金に関
する手続
の効率化

39

43

40

・母子・寡婦福祉資金貸付の申請手続に際し
て、組織間で情報連携することにより住民票等
の添付が不要となる。

40

41

37 心身障害者扶養共済の
加入手続の効率化

添付削減
（住民票）
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大綱ユースケースの業務整理表 別紙２．２－１

・制度、業務が不明確なユースケースについては現時点での想定内容を記載。 ※概略フロー（協力自治体様ヒアリング結果反映版）では組織間連携対象外となる場合は組織／業務名、又は情報名の後に（☆）を記載する。

自治体 自治体以外
市町村 都道府県 組織／業務 業務 組織／業務 組織

大綱ユースケースの概要
ユースケースの補足

（整理する範囲・前提・業務内容など）

制度・
業務の
明確さ

具体的な手
続等を想定
して設定し
たもの

概略
フロー
の作成

整理する範囲の処理概要 連携元
ユースケースの主体

となる組織
庁外との連携情報

ユースケースに関
係する組織

自治体の関連あり
（住基ネットが関連
する場合も含む）

連携
連携先

庁外
庁内

項
番

№ 大綱ユースケース 関連する主な法令

53 ・小規模宅地等の特例に係る相続税の申告手
続に際して、組織間で情報連携することにより
住民票等の添付が不要となる。

※相続税の申告までとし、税額計算は対象外とす
る。
※例として、特定居住用宅地等を、同居している親
族が取得した場合を想定する。（特定居住用宅地等
以外の場合、特定居住用宅地等でも同居していな
い親族が取得した場合は、必要となる添付書類が
異なる）

相続税の申告で小規模宅地等の特
例を受ける場合について、添付書類
の代わりに他組織から情報を直接参
照する。

○ ● ・税務署 ・税務署
・市町村
・住基ネット

○ ― ・税務署／《相続税申
告》

― ・市町村（本籍地）／戸籍
・住基ネット

― ・戸籍全部事項証明書
・住民票の写し

所得税法、租税特別措
置法等

54 ・相続時精算課税選択届出に係る贈与税の申
告手続に際して、組織間で情報連携することに
より住民票等の添付が不要となる。

※確定申告までとし、税額計算は対象外とする。 贈与税の相続時精算課税選択の届
出において、添付書類の代わりに他
組織から情報を直接参照する。

● ・税務署 ・税務署
・市町村
・住基ネット

○ ― ・税務署／《贈与税申
告》

― ・市町村（本籍地）／戸籍
・住基ネット

― ・戸籍全部事項証明書
・戸籍の附票の写し
・住民票の写し

所得税法、租税特別措
置法等

55 ・配偶者控除の特例に係る贈与税の申告手続
に際して、組織間で情報連携することにより住
民票等の添付が不要となる。
（夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときに
配偶者控除ができる）

※贈与税の申告までとし、税額計算は対象外とす
る。
※戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住
用不動産の所在場所でない場合を整理する（それ
以外は住民票の添付が不要となる）

贈与税の配偶者控除を受ける場合
に、添付書類の代わりに他組織から
情報を直接参照する。

○ ● ・税務署 ・税務署
・市町村
・住基ネット
・法務局

○ ― ・税務署／《贈与税申
告》

― ・市町村（本籍地）／戸籍
・住基ネット

・法務局 ・戸籍全部事項証明書
・戸籍の附票の写し
・住民票の写し
・登記事項証明書

所得税法、租税特別措
置法等

56 ・住宅取得等資金の非課税制度に係る贈与税
の申告手続に際して、組織間で情報連携するこ
とにより住民票等の添付が不要となる。
（直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受け
た場合に非課税）

※確定申告までとし、税額計算は対象外とする。
※例として、新築又は取得の場合を整理する。（増
改築等の場合は、必要となる添付書類が異なる）

贈与税の住宅取得等資金の非課税
の申告手続において、添付書類の代
わりに他組織から情報を直接参照す
る。

● ・税務署 ・税務署
・市町村
・住基ネット
・法務局

○ ― ・税務署／《贈与税申
告》

― ・市町村（本籍地）／戸籍
・住基ネット

・法務局 ・戸籍全部事項証明書
・住民票の写し
・登記事項証明書

所得税法、租税特別措
置法等

57

58 ・国と地方にそれぞれ記載事項が共通であるも
のを提出する義務のある一定額以上の給与、
年金の支払調書について、電子的な提出先を
一か所とする

※各種法定調書の提出を、オンラインで手続できる
ようにし、調書間で重複する内容は、入力を１回で
処理可能とする。
※勤務先（給与支払者）、及び年金保険者による提
出の場合を対象に整理する。
※法定調書の提出者は、連携組織ではなく、住民等
と同様の利用者という位置づけと考える。（組織間
連携の対象ではなく、ポータルから申請を行うものと
いう位置づけ）
※国税と地方税への提出を同時に行えるようにする
ため、e-Tax、elTaxでの手続ではなく、ポータルでの
手続を想定して整理する。

法定調書の提出者は、ポータルで電
子的な提出処理を行う。入力は１回
とし、ポータルから、各提出先の組織
へ情報を振り分ける。

● ・市町村 ・ポータル
・市町村
・税務署
・e-Tax
・eLTAX

○ ― ・ポータル ― ・市町村（現住所地）／個人住民税 ・税務署
・e-Tax
・eLTAX

・給与支払報告書
・退職所得の特別徴収票
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・年金支払報告書
・公的年金等の源泉徴収票

地方税法、所得税法等

59 ・引越した場合でも、健診や予防接種の受給状
況を、市町村間で引き継げるようにする。

※引越後の市町村での転入時の手続を整理する。
※手続は各課で行うことを想定する。

引越しに際して、引越前の市町村で
の健診や予防接種の受給状況を、
引越後の市町村で引き継ぎ、必要に
応じて住民に勧奨を行う。

● ・市町村 ・市町村 ○ ― ・市町村（引越後）／
健康管理

・住民基本台帳 ・市町村（引越前）／健康管理 ― ・健診情報
・予防接種歴情報

母子保健法、予防接種
法、児童福祉法、学校保
健安全法等

60 ・行政機関において、乳幼児健診履歴等につい
て、継続的に把握できるようになる。

※児童虐待の可能性として、健診や予防接種を受
けていないというケースが多いため、児童相談所が
健診情報や予防接種情報を参照する流れを整理す
る。

市町村は医療機関より健診や予防
接種の受診情報を受け取る。児童相
談所は、健診や予防接種の受診状
況を把握し、児童虐待の早期発見に
活用する。

● ・市町村 ・市町村
・児童相談所
・医療機関

○ ― ・市町村／《健康管
理》

― ― ・児童相談所
・医療機関

・健診情報
・予防接種歴情報
・健診対象者情報
・予防接種対象者情報

児童福祉法、児童虐待
の防止等に関する法律
等

61 ・難病等の医学研究等において、継続的で正し
いデータの蓄積が可能となる。

〔制度内容が不明確のため未記入〕 〔制度内容が不明確のため未記入〕 △ × ―

62 ・地域がん登録等において患者の予後の追跡
が容易となる。

〔制度内容が不明確のため未記入〕 〔制度内容が不明確のため未記入〕 △ × ―

63 ・引越した際に、転出前の市町村での介護（要
介護度）の認定状況や、受給サービスに関する
情報を市町村（新）でで引き継げるようにする。

※受給サービス情報含め、引継ぐ情報は、市町村
がすべて保有するものとする。

介護保険の受給者（認定者）が引越
しした際に、引越後の市町村が、引
越前の市町村から、認定内容や受
給サービスの情報を引き継ぐ。

● ・市町村 ・市町村 ○ ― ・市町村（引越後）／
介護保険

・住民基本台帳 ・市町村（引越前）／介護保険、個人住民
税
・住基ネット（※市町村（引越後）／住民基
本台帳、市町村（引越前）／住民基本台帳
との連携

― ・介護保険受給資格証明書
・意見書
・実施調査結果（特記事項）
・一次判定結果
・所得証明書
・転入通知情報

介護保険法等

64

65 ・保険証をＩＣカード化し、ＩＣカードの提示により、
年金手帳、医療保険証、介護保険証等を提示し
たものとみなすこととする。

〔制度内容が不明確のため未記入〕 〔制度内容が不明確のため未記入〕 △ × ―

52

57

58

53

介護保険認定情報の引継ぎ

乳幼児健診履歴等の把握による児
童虐待等の早期発見

56

（６）医療・
介護等の
サービス
の質向上

引越時の健診・予防接種履歴の引
継ぎ

地域がん登録等における予後の追
跡

保険証のICカード化

贈与税の申告手続の効
率化（相続時精算課税
選択）

59

医療機関における保険資格の確認
※№59に含む（被保険者証がＩＣカードかどうかだけの違いであるため）

医療機関との連携による診断書の添付省略
※具体的な手続の例については、他ユースケースに含まれているため詳細は記載しない（№26など）

55

54

48

49

47

難病等の医学研究におけるデータ
の蓄積

贈与税の申告手続の効
率化（住宅取得等資金
の非課税）

贈与税の申告手続の効
率化（配偶者控除の特
例）

〔制度内容が不明確のため未記入〕

〔制度内容が不明確のため未記入〕

〔制度内容が不明確のため未記入〕

法定調書提出の効率化

50

51

相続税の申告手続の効
率化（小規模宅地等の
特例）

5/5



 



 
 
 
 

別紙 2.2-2 大綱ユースケースの機能等による整理表 
 



 



大綱ユースケースの機能等による整理表 別紙２．２－２

【凡例】
　・詳細検討対象候補　・・・　○：再度整理した詳細検討対象ユースケース案
　・制度・業務の明確さ　・・・　△：該当する制度・業務内容が不明確なもの（現状はない制度など）、（△）：既存の制度・業務だが、明確に整理できていないもの
　・ユースケースの主体となる組織　・・・　◎：ユースケースの主体が複数想定される場合に整理対象として取り上げたもの
　・自治体の関連あり（住基ネットが関連する場合も含む）　・・・　○：関連あり
　・業務機能、連携形態等の網羅性　・・・　●：該当する
　・大綱に記載されたカテゴリー　・・・　●：該当する、○：当該カテゴリー内に記載されていないユースケースでも、ユースケースのなかで該当する処理等が発生する場合に記載
　・大綱に記載されたカテゴリー　・・・　●：該当する、□：社会保障分野に該当する場合で、更にその中の１～５の各分野について該当する場合に記載

(1) (2) (3) (4) (6)

市
町
村

都
道
府
県

所
得

住
民
票

1 △ 〔制度内容が不明確のため未記入〕 ● ● □ □ □
2 △ 〔制度内容が不明確のため未記入〕 ● ● □ □

3-① ・医療保険者（健保・共済組合）
3-② ・市町村

4 ・医療保険者（健保・共済組合）
― ― ● ● □

5-① ・市
・福祉事務所を設置する町村

5-② ・都道府県（福祉事務所のない町村の場合）
6 特別児童扶養手当の認定にお

ける公的年金受給状況の把握
・都道府県（市町村⇒都道府県の経由事務）

○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● □

6-2-① ・市
・福祉事務所を設置する町村

6-2-② ・都道府県（福祉事務所のない町村の場合）
6-3-① ・市

・福祉事務所を設置する町村
6-3-② ・都道府県（福祉事務所のない町村の場合）

9 ・日本年金機構
○ ― ● ● ● ● ● ○ ○ ● □

10 ・労働基準監督署
― ― ● ● □

9-① ・市
・福祉事務所を設置する町村

9-② ・都道府県（福祉事務所のない町村の場合）
12 （△） 〔制度内容が不明確のため未記入〕 ●
13 （２）所得

把握の精
度向上

（△） 〔制度内容が不明確のため未記入〕
● ●

14 △ 〔制度内容が不明確のため未記入〕 ● ●
15 △ 〔制度内容が不明確のため未記入〕 ● ●
16 △ 〔制度内容が不明確のため未記入〕 ● ●
17 被災者生活再建支援金の申請 （△） 〔制度内容が不明確のため未記入〕 ● ●
18 被災者への預金の払い戻し △ 〔制度内容が不明確のため未記入〕 ●
19 ・市町村 ○ ― ● ● ● ● ●
20 ・市町村 ○ ― ● ● ● ● ●
21 ・市町村、都道府県

○ ○ ● ● ● ● ●

22 ・市町村、都道府県 ○ ○ ● ● ● ● ●
23 ・市町村 ○ ― ● ● ● ● ●

№

災害時要援護者リスト作成手続の効率化
災害時の本人確認手続の効率化

16
17
18

19
20

災害時の医療情報の共用
生活再建における手
続の効率化

確定申告時の自己情報の情報提供

社
会
保
障
給
付
の
実
現

■
税
務
分
野

11

12
13
14
15-1
15-2

詳
細
検
討
対
象
候
補

1
2

4

6-1

7

公費負担医療制度と医療保険間の調整

6-2 障害児福祉手当の認定におけ
る公的年金受給状況の把握

（１）社会
保障給付
の実現

社会保障の総合合算制度の導入
高額医療・高額介護合算制度の現物給付化

8

10
税務当局による名寄せ・突合

（３）災害

■
そ
の
他

状
況
把
握

１
年
金
分
野

情報の連携
相手

照
会

大綱に記載されたカテゴリー

２
医
療
分
野

３
介
護
保
険
分
野

４
福
祉
分
野

■
社
会
保
障
分
野

番号等を利用できる手続の範囲
（分野）(5)

他行
政
機
関

受
取

住
民

そ
の
他

所
得
把
握
の
精
度
向
上

災
害

P
u
s
h
型
情
報
提
供

手続の簡素化 医
療
介
護
等
の
サ
ー

ビ
ス

の
質
の
向
上

５
労
働
保
険
分
野

添付削減
項
番

大綱ユースケース

制
度
・
業
務
の
明
確
さ

網羅性の観点
業務機能、連携形態等の網羅性 大綱のカテゴリー、分野の網羅性

●

● ●

回
答

行政業務を構成
する４つの機能

情報連携の形態

審
査

賦
課
・
給
付
決
定

徴
収
・
支
給

● ●

連
絡

●●

自治体の関
連あり（住基
ネットが関連
する場合も

含む）
ユースケースの主体となる組織

（◎：ユースケースの主体が複数想定される場
合に整理対象として取り上げたもの）

○

●

―

●

●

○ ― ● ● ●

○ ● ● ●― ●

●● □ □

●

●

● ○ ○ ●

3 3 二重給付
等の防止

高額医療・高額介護合算制度における給付
状況の把握

○

各種公的年金給付における雇用保険の受
給状況の把握
労災保険の年金給付における厚生年金等
の受給状況の把握
生活保護認定における他制度給付状況の
把握

○11 9

健康保険の給付金支給（傷病手当等）にお
ける他制度給付状況の把握

5 5 児童扶養手当の認定における公的年金受
給状況の把握

特別児童
扶養手当
等の認定
における
公的年金
受給状況
の把握

7

8 6-3 特別障害者手当の認定におけ
る公的年金受給状況の把握 ●

● ●●

□

○ □

●

●

● ●

●●

●●

● ●●

● ● ● ● ● □

○ ○ ● ●●● ●● ● ● ●

●○ ― ○ ○ ●

● ● ○ ● □

○

（４）Push
型情報提
供

各種保険料（年金、医療、介護、雇用）の情報提供
サービス利用時の自己負担情報の情報提供
福祉サービスの制度改正等の情報提供

税務や納付に関する情報提供
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大綱ユースケースの機能等による整理表 別紙２．２－２

(1) (2) (3) (4) (6)

市
町
村

都
道
府
県

所
得

住
民
票

№

社
会
保
障
給
付
の
実
現

■
税
務
分
野

詳
細
検
討
対
象
候
補

■
そ
の
他

状
況
把
握

１
年
金
分
野

情報の連携
相手

照
会

大綱に記載されたカテゴリー

２
医
療
分
野

３
介
護
保
険
分
野

４
福
祉
分
野

■
社
会
保
障
分
野

番号等を利用できる手続の範囲
（分野）(5)

他行
政
機
関

受
取

住
民

そ
の
他

所
得
把
握
の
精
度
向
上

災
害

P
u
s
h
型
情
報
提
供

手続の簡素化 医
療
介
護
等
の
サ
ー

ビ
ス

の
質
の
向
上

５
労
働
保
険
分
野

添付削減
項
番

大綱ユースケース

制
度
・
業
務
の
明
確
さ

網羅性の観点
業務機能、連携形態等の網羅性 大綱のカテゴリー、分野の網羅性

回
答

行政業務を構成
する４つの機能

情報連携の形態

審
査

賦
課
・
給
付
決
定

徴
収
・
支
給

連
絡

自治体の関
連あり（住基
ネットが関連
する場合も

含む）
ユースケースの主体となる組織

（◎：ユースケースの主体が複数想定される場
合に整理対象として取り上げたもの）

24 厚生年金の加給年金の申請手
続の効率化

・日本年金機構
○ ― ● ● ● ● ● □

25 国民年金の振替加算の申請手
続の効率化

・日本年金機構
○ ― ● ● ● ● ● □

26 国民年金の障害基礎年金の申
請手続の効率化

・日本年金機構（市町村⇒日本年金機構の経
由事務）

○ ― ● ● ● ● ● ● ● ● □

22-① ・医療保険者（健保）
22-② ・医療保険者（共済組合）
22-③ ・市町村
23-① ・医療保険者（健保・共済組合）
23-② ・市町村
24-① ・医療保険者（健保）
24-② ・医療保険者（共済組合）
24-③ ・市町村

30

31

27-① ・都道府県
27-② ・市（指定都市、中核市）
28-① ・都道府県
28-② ・市（指定都市、中核市）
29-① ・市

・福祉事務所を設置する町村
29-② ・都道府県（福祉事務所のない町村の場合）
30-① ・都道府県
30-② ・市（指定都市、中核市）

36 ・市町村
○ ― ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

37 年金の裁定請求の効率化 ○ ・日本年金機構（市町村⇒日本年金機構の経
由事務）

○ ― ● ● ● ● ● ● ○ ● ● □

38 年金受給者による氏名変更届の
効率化

・日本年金機構
○ ― ● ● □

39

34-① ・市
・福祉事務所を設置する町村

34-② ・都道府県（福祉事務所のない町村の場合）
（町村⇒都道府県の経由事務）

35-① ・都道府県
35-② ・市（指定都市、中核市）

42

37-① ・都道府県（市町村⇒都道府県の経由事務）
37-② ・市（指定都市）

44 ・税務署
○ ― ● ●

45 ・税務署
○ ― ● ● ● ● ●

46 ・税務署
○ ― ● ● ● ● ●

47 ・税務署
○ ― ● ●

48 ・税務署
○ ○ ● ● ● ● ●

○ ― ●

36

38

39

40

41

42

21-2

21-3

25

26

31

32-1

21-1

未熟児養育医療給付手続の効率化

健康保険の高額療養費の支給決定手続の
効率化

22

24 健康保険における入院時食事療養費等の
決定手続の効率化

児童扶養手当の認定手続の効率化（所得証明書の省略）
※№5と同一ユースケース
特別児童扶養手当等の認定手続の効率化（所得証明書の省略）
※№6と同一ユースケース

○32 27

27

29

小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率
化

○

○

児童扶養手当の認定手続の効率化（住民票の省略）
※№5と同一ユースケース

特別児童扶養手当等の認定手続の効率化（住民票の省略）
※№6と同一ユースケース

○

― ●

● ●

34 29 助産の実施の給付手続の効率化

（５）事務・
手続の簡
素化

添付削減
（所得）

年金請求
の手続の
効率化

35 30

33 28 結核児童の療育給付手続の効率化

43

40

28 23

32-2

33

37 心身障害者扶養共済の加入手続の効率化

●

●

○ ○

●○ ● ●

●

●●● ●

●

●

● ● ○ ● □●● ●●

● ● ●

●

●

●

●

● ● ● ● ●

● ●

● ●

● ● ● ● ● ●

● ●●● ● ● ●● ● ●

●

●

○ □

○

●

●
41 35

●

● ● ●○ ●

●

社会福祉施設等の入所手続の効率化34

添付削減
（住民票）

● ●● □

●

養護老人ホーム入所の利用者負担額決定
手続の効率化
年金に関
する手続
の効率化

● ●○

● ●―

□

●

●

● ●

● ○

○

母子・寡婦福祉資金貸付申請手続の効率
化

● ●

○ ○ ● ●●

確定申告手続の効率化（特定の改修工事
の特別控除）

● ●

確定申告手続の効率化（住宅借入金の特
別控除）

確定申告手続の効率化（認定長期優良住
宅の特別控除）

●

確定申告手続の効率化（長期譲渡所得の
課税の特例）

○ ○ ●

●●

確定申告手続の効率化（居住用財産の譲
渡所得の特別控除）

□●● ● ●

○ ●● ● □●

― ●

○ ●

― ●○

健康保険の高額医療・高額介護合算制度
の療養費支給手続の効率化

●
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大綱ユースケースの機能等による整理表 別紙２．２－２

(1) (2) (3) (4) (6)

市
町
村

都
道
府
県

所
得

住
民
票

№

社
会
保
障
給
付
の
実
現

■
税
務
分
野

詳
細
検
討
対
象
候
補

■
そ
の
他

状
況
把
握

１
年
金
分
野

情報の連携
相手

照
会

大綱に記載されたカテゴリー

２
医
療
分
野

３
介
護
保
険
分
野

４
福
祉
分
野

■
社
会
保
障
分
野

番号等を利用できる手続の範囲
（分野）(5)

他行
政
機
関

受
取

住
民

そ
の
他

所
得
把
握
の
精
度
向
上

災
害

P
u
s
h
型
情
報
提
供

手続の簡素化 医
療
介
護
等
の
サ
ー

ビ
ス

の
質
の
向
上

５
労
働
保
険
分
野

添付削減
項
番

大綱ユースケース

制
度
・
業
務
の
明
確
さ

網羅性の観点
業務機能、連携形態等の網羅性 大綱のカテゴリー、分野の網羅性

回
答

行政業務を構成
する４つの機能

情報連携の形態

審
査

賦
課
・
給
付
決
定

徴
収
・
支
給

連
絡

自治体の関
連あり（住基
ネットが関連
する場合も

含む）
ユースケースの主体となる組織

（◎：ユースケースの主体が複数想定される場
合に整理対象として取り上げたもの）

49 ・税務署
○ ― ● ● ● ● ●

50 ・税務署
○ ― ● ● ● ● ●

51 ・税務署
○ ― ● ● ● ● ●

52 ・税務署
○ ― ● ● ● ● ●

53 ・税務署
○ ― ● ● ● ● ●

54 ・税務署
○ ― ● ● ● ● ●

55 ・税務署
○ ― ● ● ● ● ●

56 ・税務署
○ ― ● ● ● ● ●

57

58 ・市町村 ○ ― ● ● ● ● ●
59 ・市町村 ○ ― ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ●
60 ・市町村

○ ― ● ● ● ● ● ●

61 △ 〔制度内容が不明確のため未記入〕 ● ●
62 △ 〔制度内容が不明確のため未記入〕 ●
63 ・市町村 ○ ― ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● □
64

65 △ 〔制度内容が不明確のため未記入〕 ● ●

55
56
57
58

59

49

50

51

52
53
54

43

44

45

46

47

48

確定申告手続の効率化（居住用財産交換
の課税の特例）
相続税の申告手続の効率化（小規模宅地
等の特例）
贈与税の申告手続の効率化（相続時精算
課税選択）
贈与税の申告手続の効率化（配偶者控除
の特例）

確定申告手続の効率化（特定居住用財産
の譲渡損失の特例）

確定申告手続の効率化（居住用財産の買
換えの控除）

贈与税の申告手続の効率化（住宅取得等
資金の非課税）

確定申告手続の効率化（居住用財産の買
換えの課税の特例）

（６）医療・
介護等の
サービス
の質向上

引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎ ○
乳幼児健診履歴等の把握による児童虐待等の早期発
見
難病等の医学研究におけるデータの蓄積
地域がん登録等における予後の追跡
介護保険認定情報の引継ぎ

保険証のICカード化

法定調書提出の効率化

医療機関における保険資格の確認
※№59に含む（被保険者証がＩＣカードかどうかだけの違いであるため）

医療機関との連携による診断書の添付省略
※具体的な手続の例については、他ユースケースに含まれているため詳細は記載しない（№26など）
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別紙 2.2-3 大綱ユースケースの概略フロー 
 
 



 



別紙２．２－３

大綱ユースケースの概略フロー大綱 ケ の概略



（１）よりきめ細やかな社会保障給付の実現（１）よりきめ細やかな社会保障給付の実現

社会保障の給付や負担の状況に関する情報を、国・地方公共団体等相互で、正確かつ効率的にやり社会保障の給付や負担の状況に関する情報を、国 地方公共団体等相互で、正確か 効率的にやり
取りすることで、以下に例示するように、個人や世帯の状況に応じたきめ細やかな社会保障給付の実現が
可能になる。

大綱のユースケース 概略フロー 1



大綱の記載

№３．高額医療・高額介護合算制度における給付状況の把握

〔給付過誤や給付漏れ、二重給付等の防止〕
高額医療・高額介護合算制度における保険者等の関係機関間での給付状況の把握

大綱ユースケースの概要綱 概要

・高額医療・高額介護合算制度にいて、自己負担の限度額を超えた分について、医療保険者と介護保険者の負担分を医療保険者が按分計算し、
介護保険者に通知する。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※市町村の医療保険（国民健康保険、後期高齢者医療）については、同様の処理の流れとなるため、例として国民健康保険のみを記載する。
※窓口現物給付を想定する（限度額を超えた分の請求が事業者からくることを想定する）
※介護の自己負担分は、現状は住民が高額療養費支給手続の際に添付する「介護保険自己負担額証明書」で把握していると想定する。

大綱のユースケース 概略フロー 2



№３．高額医療・高額介護合算制度における給付状況の把握

医療保険者が、介護事業者及び医療機関での現物給付分（＊１）を把握し、医療保険者と介護保険者の費用負担を按分して、介護保険者へ通知
する

医療保険者（健保・共済組合）

《高額医療・介護合算》《高額医療・介護合算》

市町村（現住所地）

介護保険介護保険

する。
＊１．サービスを利用した際、自己負担限度額を超えた分は、払わなくてよいようにする（＝現物給付化）

《高額医療 介護合算》《高額医療 介護合算》 介護保険介護保険

徴収・支給

医療機関

介護現物給付情報

（台帳）

医療現物給付情報

状況把握

介護保険の現物給付の情
報は、レセプト情報として介
護保険がすでに把握してい
るものと想定する。

賦課・給付

（台帳）

（各種）健康保険組合

（各種）国民健康保険組合

計算結果情報（介護分・医療分）
状況把握

全国健康保険協会

（各種）健康保険組合

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

医療保険者が市町村の国民健康保険及
び、後期高齢者医療の場合は、介護保険
は庁内連携となる。

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

大綱のユースケース 概略フロー 3



大綱の記載

№５．児童扶養手当の認定における公的年金受給状況の把握

〔給付過誤や給付漏れ、二重給付等の防止〕
児童扶養手当の認定に当たっての公的年金の受給状況の確認

大綱ユースケースの概要綱 概要

・児童扶養手当の認定審査の際に、公的年金の受給状況を確認する。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※申請から認定までを対象とし、支給は対象外とする。

大綱のユースケース 概略フロー 4



№５．児童扶養手当の認定における公的年金受給状況の把握

児童扶養手当の認定手続において、処理に必要な情報を他組織から直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を行い、結果を住民に通知す
る

市町村
（本籍地）

利用者
（住民）

る。

市町村（現住所地）

《児童扶養手当》《児童扶養手当》

状況把握

戸籍戸籍

照会応答

市町村

児童扶養手当
認定請求書

戸籍全部事項証明書

状況把握
（１月１日住所地）

個人住民税個人住民税

（台帳）

Ａさん

照会応答
審査

児童扶養手当
認定通知書

所得証明書

別居監護
申立書等

住基ネット

認定通知書

住民票の写し賦課・給付

※子どもが別居している場合は、
他市町村との連携となる

戸籍全部事項証明書
年金保険者

日本年金機構

国家公務員共済組合年金受給情報

戸籍戸籍

個人住 税個人住 税

戸籍全部事項証明書

所得証明書

照会応答

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

住民基本台帳住民基本台帳

住民票の写し

個人住民税個人住民税都道府県が業務を行
う場合は、庁内の連携
はなく、すべて他組織
（市町村、住基ネット）
との連携となる。

照会応答

大綱のユースケース 概略フロー

医療機関
診断書等

※父母はいるが、父又は母が
一定程度の障害の状態にある
場合等に必要となる

照会応答

5



大綱の記載

№６－１．特別児童扶養手当の認定における公的年金受給状況の把握

〔給付過誤や給付漏れ、二重給付等の防止〕
特別児童扶養手当、障害児福祉手当又は特別障害者手当の認定に当たっての公的年金の受給状況の確認

大綱ユースケースの概要綱 概要

・特別児童扶養手当の認定審査の際に、公的年金の受給状況を確認する。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※申請から認定までを対象とし、支給は対象外とする。

大綱のユースケース 概略フロー 6



№６－１．特別児童扶養手当の認定における公的年金受給状況の把握

特別児童扶養手当の認定手続において、都道府県は市町村から申請書等を受け取り、処理に必要な情報を他組織から直接参照する。結果は都
道府県から市町村へ連絡し 市町村は住民に通知する

利用者
（住民）

市町村（現住所地）

障害者福祉障害者福祉

道府県から市町村へ連絡し、市町村は住民に通知する。

※住民が市町村に相談し、必要
な診断書等を確認した上で病院状況把握（住民） 障害者福祉障害者福祉

特別児童扶養手当
支給申請書

医療機関

診断書等

受診（診断書依頼）

な診断書等を確認した上で病院
で受診する流れを想定。

状況把握
（相談）

状況把握 市町村
（本籍地）

戸籍戸籍

照会応答

支給申請書

Ａさん

戸籍全部事項証明書

別居監護
申立書等

市町村
（１月１日住所地）

個人住民税個人住民税
（台帳）

審査
（形式チェック）

特別児童扶養手当
認定結果通知

所得証明書特別児童扶養手当

特別児童扶養手当
支給申請書

都道府県

照会応答

住基ネット

所得証明書

住民票の写し

状況把握
特別児童扶養手当

認定証書

支給申請書

別居監護
申立書等

《特別児童扶養手当》《特別児童扶養手当》
年金保険者

日本年金機構

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

年金受給情報

審査

状況把握

特別児童扶養手当
認定結果通知

特別児童扶養手当
認定証書
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地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

（台帳）

賦課・給付
労働基準監督署

労災受給情報



大綱の記載

№６－２．障害児福祉手当の認定における公的年金受給状況の把握

〔給付過誤や給付漏れ、二重給付等の防止〕
特別児童扶養手当、障害児福祉手当又は特別障害者手当の認定に当たっての公的年金の受給状況の確認

大綱ユースケースの概要綱 概要

・障害児福祉手当の認定審査の際に、公的年金の受給状況を確認する。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※申請から認定までを対象とし、支給は対象外とする。

大綱のユースケース 概略フロー 8



№６－２．障害児福祉手当の認定における公的年金受給状況の把握

障害児福祉手当の認定手続において、処理に必要な情報を他組織から直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を行い、結果を住民に通知
する

利用者
（住民）

市町村（現住所地）

障害者福祉障害者福祉

する。

障害者福祉障害者福祉

Ａさん 医療機関

状況把握
（相談） 受診（診断書依頼）

※住民が市町村に相談し、必要
な診断書等を確認した上で病院
で受診する流れを想定。

状況把握 市町村
（本籍地）

戸籍戸籍

診断書等障害児福祉手当
認定請求書

市町村
（１月１日住所地）

（台帳）

審査

賦課・給付

戸籍戸籍

照会応答
戸籍全部事項証明書

障害児福祉手当
認定通知書

（１月１日住所地）

個人住民税個人住民税

照会応答
所得証明書

年金保険者

住民基本台帳住民基本台帳

照会応答

住民票の写し

戸籍全部事項証明書 年金保険者

日本年金機構

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合年金受給情報

戸籍戸籍

戸籍全部事項証明書

所得証明書

照会応答

都道府県が業務を行
う場合は 庁内の連携 地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

個人住民税個人住民税

照会応答

う場合は、庁内の連携
はなく、すべて他組織
（市町村、住基ネット）
との連携となる。
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大綱の記載

№６－３．特別障害者手当の認定における公的年金受給状況の把握

〔給付過誤や給付漏れ、二重給付等の防止〕
特別児童扶養手当、障害児福祉手当又は特別障害者手当の認定に当たっての公的年金の受給状況の確認

大綱ユースケースの概要綱 概要

・特別障害者手当の認定審査の際に、公的年金の受給状況を確認する。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

（一部調査中）

※申請から認定までを対象とし、支給は対象外とする。
特 障害者 年金 併給が 能 あ れ が 的年金受給状 把握が 踏査中※特別障害者手当は年金との併給が可能であると思われるが、公的年金受給状況の把握が必要かどうか踏査中。
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№６－３．特別障害者手当の認定における公的年金受給状況の把握

特別障害者手当の認定申請手続において、処理に必要な情報を他組織から直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を行い、結果を住民に
通知する

利用者
（住民）

市町村（現住所地）

障害者福祉障害者福祉

通知する。

障害者福祉障害者福祉

Ａさん 医療機関

状況把握
（相談）

受診（診断書依頼）

※住民が市町村に相談し、必要
な診断書等を確認した上で病院
で受診する流れを想定。

状況把握

特別障害者手当
認定請求書

市町村
（本籍地）

戸籍戸籍

診断書等

市町村
（１月１日住所地）

（台帳）

審査
特別障害者手当

認定通知書

賦課・給付

戸籍戸籍

照会応答
戸籍全部事項証明書

（１月１日住所地）

個人住民税個人住民税

照会応答
所得証明書

年金保険者

住民基本台帳住民基本台帳

照会応答

住民票の写し

戸籍全部事項証明書 年金保険者

日本年金機構

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合年金受給情報

戸籍戸籍

戸籍全部事項証明書

所得証明書

照会応答

都道府県が業務を行
う場合は 庁内の連携 地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

個人住民税個人住民税

照会応答

う場合は、庁内の連携
はなく、すべて他組織
（市町村、住基ネット）
との連携となる。
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※公的年金の受給情報は、所得額の計
算の際に参照する。（遺族年金などの非
課税の年金についても所得の計算に含
めるため）



大綱の記載

№７．各種公的年金給付における雇用保険の受給状況の把握

〔給付過誤や給付漏れ、二重給付等の防止〕
各種公的年金給付に当たっての雇用保険の受給状況の確認

大綱ユースケースの概要綱 概要

・公的年金の給付請求の審査の際に、雇用保険の受給状況を確認する。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※老齢厚生年金の年金請求手続について整理する。
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№７．各種公的年金給付における雇用保険の受給状況の把握

老齢厚生年金の年金請求手続において、処理に必要な情報を他組織から直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を行い、結果を住民に通
知する知する。

市町村
（１月１日住所地）

市町村
（本籍地）

日本年金機構

《厚生年金》《厚生年金》
利用者
（住民）

状況把握

個人住民税個人住民税

照会応答

所得証明書

戸籍戸籍

照会応答

戸籍全部事項証明書

年金請求書（国民年金・
厚生年金保険老齢給付）

（台帳）
Ａさん

審査

状況把握

賦課 給付

住基ネット
住民票の写し

賦課・給付
年金証書 公共職業安定所

雇用保険受給情報

年金保険者

国家公務員共済組合

年金裁定通知書

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

年金加入期間確認通知書

金融機関
口座有無情報
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大綱の記載

№９．生活保護認定における他制度給付状況の把握

〔給付過誤や給付漏れ、二重給付等の防止〕
生活保護法（昭和25 年法律第144 号）に基づく各種扶助支給に当たっての他制度給付状況（各種公的年金、雇用保険給付、児童扶養手当

等）の確認

大綱ユースケースの概要綱 概要

・生活保護認定の審査の際に、他制度の給付状況（各種公的年金、雇用保険給付、児童扶養手当等）を確認する。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※生活保護の支給申請手続について整理する。

大綱のユースケース 概略フロー 14



№９．生活保護認定における他制度給付状況の把握 （①市町村で実施する場合）

生活保護の申請手続において、処理に必要な情報を他組織から直接参照する。また、現状では紙等で行っている組織間の連携を電子で行う。
参照した情報等をもとに審査等を行い 結果を住民に通知する参照した情報等をもとに審査等を行い、結果を住民に通知する。

利用者
（住民）

市町村
（現住所地）

市町村
（本籍地）

戸籍

市町村
（１月１日住所地）

個人住民税

都道府県市町村
（固定資産所在地）

固定資産税

公費負担医療

《小児慢性特定疾患医療》

福祉

《特別児童扶養手当》

生活保護

戸籍

照会応答

個人住民税

保護申請書

Ａさん

照会応答

固定資産税

照会応答

照会応答

《小児慢性特定疾患医療》

《結核児童療育給付》

照会応答

《特別児童扶養手当》

収入申告書

資産申告書

戸籍全部事項証明書
所得証明書 固定資産情報

公費負担医療証情報

・・・ ・・・《未熟児養育医療》

《母子・寡婦福祉資金》

住基ネット
住民票の写し

戸籍の附票の写し

公共職業安定所 運輸支局年金保険者

日本年金機構

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

雇用保険給付金 自動車

同意書

生活暦申告書

公費負担医療証情報
福祉手当受給情報

医療保険者

（各種）健康保険組合

年金受給情報 雇用保険受給情報
自動車車両情報

（各種）国民健康保険組合民生委員意見書

状況把握

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

全国健康保険協会

（各種）健康保険組合

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
共済事業

医療保険加入情報 労働基準監督署

労災

金融機関 保険会社 医療機関

・共済事業団

銀行預金額

生命保険解約金額

不動産会社

賃貸契約書（写）

郵便局

郵便貯金額

簡易保険加入情報

医療要否意見書

検診命令書

生命保険加入情報

労災受給情報

子ども手当

照会応答

国民健康保険

照会応答

障害者福祉

照会応答

軽自動車税

照会応答

後期高齢者医療

照会応答

審査
保護決定通知書

《児童扶養手当》

照会応答

ひとり親医療

照会応答

乳幼児医療

照会応答

国民健康保険
保険加入情報

手帳情報後期高齢者
医療保険加入情報

子ども手当
受給情報

児童扶養手当
受給情報

ひとり親医療証情報 乳幼児医療証情報 軽自動車車両情報

介護保険

照会応答

介護保険資格・
高額給付情報

（台帳）

審査

生活保護受給証

賦課・給付
徴収・支給

戸籍

照会応答

個人住民税

照会応答

固定資産税

照会応答

戸籍全部事項証明書 所得証明書 固定資産情報

住民基本台帳

照会応答

住民票の写し
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№９．生活保護認定における他制度給付状況の把握 （②都道府県で実施する場合）

生活保護の申請手続において、処理に必要な情報を他組織から直接参照する。また、現状では紙等で行っている組織間の連携を電子で行う。
参照した情報等をもとに審査等を行い 結果を住民に通知する参照した情報等をもとに審査等を行い、結果を住民に通知する。

利用者
（住民）

都道府県

《生活保護》

市町村
（本籍地）

戸籍

照会応答

市町村
（１月１日住所地）

個人住民税

照会応答

市町村
（固定資産所在地）

固定資産税

照会応答

市町村（現住所地）

子ども手当

照会応答

国民健康保険

照会応答

障害者福祉

照会応答

後期高齢者医療

照会応答

後期高齢者 療

介護保険

照会応答

介護保険資格

保護申請書

Ａさん
収入申告書

資産申告書

同意書

戸籍全部事項証明書
所得証明書 固定資産情報

軽自動車税

照会応答

《児童扶養手当》

照会応答

ひとり親医療

照会応答

乳幼児医療

照会応答

国民健康保険
加入情報

手帳情報後期高齢者医療
保険加入情報

子ども手当受給情報

児童扶養手当受給情報 ひとり親医療証情報 乳幼児医療証情報 軽自動車車両情報

介護保険資格・
高額給付情報

戸籍の附票の写し

公共職業安定所 運輸支局年金保険者

日本年金機構

国家公務員共済組合

雇用保険給付金 自動車

生活暦申告書

医療保険者

年金受給情報 雇用保険受給情報
（各種）国民健康保険組合

児童扶養手当受給情報 ひとり親医療証情報 乳幼児医療証情報 軽自動車車両情報

住基ネット

住民票の写し
自動車車両情報

民生委員意見書

状況把握

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

全国健康保険協会

（各種）健康保険組合

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興

医療保険加入情報
労働基準監督署

労災

労災受給情報

金融機関 生命保険会社 医療機関

日本私立学校振興
・共済事業団

銀行預金額

不動産会社

賃貸契約書（写）

郵便局

郵便貯金額

簡易保険加入情報

医療要否意見書

検診命令書生命保険解約金額

生命保険加入情報

労災受給情報

公費負担医療

照会応答

《小児慢性特定疾患医療》 《結核児童療育給付》

福祉

照会応答

《特別児童扶養手当》

公費負担医療証情報 福祉手当受給情報

・・・

《未熟児養育医療》 《母子・寡婦福祉資金》

・・・

（台帳）

審査
保護決定通知書

生活保護受給証

賦課・給付
徴収・支給

大綱のユースケース 概略フロー 16



（４）自己の情報の入手や必要なお知らせ等の情報の提供に関するもの（４）自己の情報の入手や必要なお知らせ等の情報の提供に関するもの

国民が、社会保障・税に関する自分の情報や、利用するサービスに関する情報を自宅のパソコン等から国民が、社会保障 税に関する自分の情報や、利用するサ スに関する情報を自宅の ソ ン等から
容易に閲覧可能となり、必要なサービスを受けやすくなるなど国民の利便が高まる。
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大綱の記載

№１６．各種保険料（年金、医療、介護、雇用）の情報提供

〔情報の提供〕
各種社会保険料（年金・医療保険・介護保険・雇用保険）

大綱ユースケースの概要綱 概要

・国民が、自分の情報や、利用するサービスに関する情報を自宅のパソコン等から容易に閲覧可能となる。
【対象情報】各種社会保険料（年金・医療保険・介護保険・雇用保険）

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※対象情報については、年金、医療保険、介護保険、雇用保険を対象として整理する。
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№１６．各種保険料（年金、医療、介護、雇用）の情報提供

住民がポータルにログインし、自身の各種保険料（年金、医療、介護、雇用）に関する情報を参照する。

ポータルポータル利用者
（住民）

市町村（現住所地）
（住民）

Ａさん

国民健康保険国民健康保険

照会応答

ログインログイン 後期高齢者医療後期高齢者医療

照会応答

介護保険介護保険

照会応答

後期高齢者医療保険料情報

国民健康保険保険料情報

Ａさん

年金保険者

日本年金機構

介護保険保険料情報

後期高齢者医療保険料情報

医療保険者

（各種）国民健康保険組合

情報提供情報提供

日本年金機構

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興 全国健康保険協会

（各種）健康保険組合

（各種）国民健康保険組合

・共済事業団

年金保険保険料情報

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

医療保険保険料情報

・共済事業団

公共職業安定所

雇用保険保険料情報雇用保険保険料情報
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大綱の記載

№１７．サービス利用時の自己負担情報の情報提供

〔情報の提供〕
サービスを受けた際に支払った費用（医療保険・介護保険等の費用、保育料等）

大綱ユースケースの概要綱 概要

国民が、自分の情報や、利用するサービスに関する情報を自宅のパソコン等から容易に閲覧可能となる。
【対象情報】サービスを受けた際に支払った費用（医療保険・介護保険等の費用、保育料等）

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※対象情報については、医療保険、介護保険、保育を対象として整理する。
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№１７．サービス利用時の自己負担情報の情報提供

住民がポータルにログインし、自身のサービス利用における自己負担額の情報を参照する。

ポータルポータル利用者
（住民）

市町村（現住所地）
（住民）

Ａさん

国民健康保険国民健康保険

照会応答

後期高齢者医療後期高齢者医療

照会応答

介護保険介護保険

照会応答

国民健康保険自己負担額情報

《保育》《保育》

照会応答

ログインログイン

Ａさん

介護保険自己負担額情報

後期高齢者医療自己負担額情報

サービス利用額情報

情報提供情報提供

医療保険者

（各種）国民健康保険組合

全国健康保険協会

（各種）健康保険組合

国家公務員共済組合

医療保険自己負担額情報

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

医療保険自己負担額情報
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大綱の記載

№１８．福祉サービスの制度改正等の情報提供

〔情報の提供〕
福祉サービスを受給している者に対する制度改正等のお知らせ

大綱ユースケースの概要綱 概要

・国民が、自分の情報や、利用するサービスに関する情報を自宅のパソコン等から容易に閲覧可能となる。
【対象情報】自己が受給しているサービスの制度改正のお知らせ

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※対象情報については、他ユースケースやAPPLIC業務標準で規定されている市町村業務ユニットを対象として整理する。（実際の福祉サービスは
範囲が広いため、例として上記の範囲で記載する）
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№１８．福祉サービスの制度改正等の情報提供

住民がポータルにログインし、自身の受給している制度について、制度改正のお知らせ情報を参照する。

ポータルポータル
利用者
（住民）

市町村（現住所地）

子ども手当子ども手当生活保護生活保護 障害者福祉障害者福祉 ひとり親医療ひとり親医療 乳幼児医療乳幼児医療（住民）

Ａさん

ログインログイン

制度改正等の情報

子ども手当子ども手当

照会応答

生活保護生活保護

照会応答

障害者福祉障害者福祉

照会応答

《児童扶養手当》《児童扶養手当》

ひとり親医療ひとり親医療

照会応答

乳幼児医療乳幼児医療

照会応答

《助産の実施》《助産の実施》 《母子福祉》《母子福祉》 《母子・寡婦福祉資金》《母子・寡婦福祉資金》Ａさん 《児童扶養手当》《児童扶養手当》

照会応答

《助産の実施》《助産の実施》

照会応答

《母子福祉》《母子福祉》

照会応答

《母子 寡婦福祉資金》《母子 寡婦福祉資金》

照会応答

都道府県

福祉福祉

制度改正等の情報

情報提供情報提供
福祉福祉

照会応答

《生活保護》

・・・

《特別児童扶養手当》 《障害児福祉手当》 《特別障害者手当》

《児童扶養手当》《助産の実施》 《障害者扶養共済》

《母子・寡婦福祉資金》

制度改正等の情報

制度改正等の情報

公共職業安定所
制度改正等の情報

制度改正等の情報

※制度改正等の情報の保管場所等については検討が必要。
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大綱の記載

№１９．税務や納付に関する情報提供

〔情報の提供〕
自己の過去の税務申告や納付履歴に関する情報

大綱ユースケースの概要綱 概要

・国民が、自分の情報や、利用するサービスに関する情報を自宅のパソコン等から容易に閲覧可能となる。
【対象情報】自己の申告内容、税、納付状況に関する情報

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※対象情報については、市町村（固定資産税、個人住民税、軽自動車税）、都道府県（自動車税）、国税を例として整理する。
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№１９．税務や納付に関する情報提供

住民がポータルにログインし、自身の税の情報や納付情報を参照する。

利用者
（住民）

ポータルポータル
市町村市町村市町村

（住民）
（軽自動車登録地）（1月1日住所地）

Ａさん

（固定資産所在地）

固定資産税固定資産税

照会応答

ログインログイン

個人住民税個人住民税

照会応答

軽自動車税軽自動車税

照会応答

情報提供情報提供

Ａさん

申告内容

税、納付情報

申告内容

税、納付情報

申告内容

税、納付情報

情報提供情報提供
都道府県

《自動車税》《自動車税》

照会応答 ・・・

税務署

申告内容

税、納付情報

申告内容

税、納付情報
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大綱の記載

№２０．確定申告時の自己情報の情報提供

〔情報の提供〕
確定申告等を行う際に参考となる控除等に関する情報

大綱ユースケースの概要綱 概要

・国民が、自分の情報や、利用するサービスに関する情報を自宅のパソコン等から容易に閲覧可能となる。
【対象情報】申告に必要な情報として、控除に関する情報（各種保険料、医療費、障害者情報、借入金の年末残高等証明書）を例として整理する。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※対象情報については、申告に必要な情報として、控除に関する情報（各種保険料、医療費、障害者情報、借入金の年末残高等証明書）を例と
して整理する。
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№２０．確定申告時の自己情報の情報提供

住民がポータルにログインし、確定申告時に必要となる各種情報を参照する。

ポータルポータル利用者
（住民）

市町村（現住所地）
（住民）

Ａさん

国民健康保険国民健康保険

照会応答

ログインログイン 後期高齢者医療後期高齢者医療

照会応答

医療保険者

（各種）国民健康保険組合

障害者福祉障害者福祉

照会応答

障害者情報保険料情報

医療費情報

保険料情報

医療費情報Ａさん

年金保険者

日本年金機構 全国健康保険協会

（各種）健康保険組合

（各種）国民健康保険組合医療費情報 医療費情報

情報提供情報提供

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団共済事業団

保険料情報
保険料情報

医療費情報

保険会社

保険料情報（生命保険）

保険料情報（損害保険）

金融機関

借入金の年末残高等証明書

税務署

年末調整情報

大綱のユースケース 概略フロー 27



（５）事務・手続の簡素化、負担軽減に関するもの（５）事務・手続の簡素化、負担軽減に関するもの

国・地方公共団体等間で、申請等に必要な情報を適時にやり取りすることで、事務・手続の簡素化が図国 地方公共団体等間で、申請等に必要な情報を適時にやり取りする とで、事務 手続の簡素化が図
られ、国民及び国・地方公共団体等の負担が軽減され、利便が高まる。

①① 添付書類 削減等添付書類 削減等①① 添付書類の削減等添付書類の削減等

国民が申請･申告等をする場合に必要な行政機関が発行する書類の添付を省略化すること等で、
国民の利便が高まるとともに、各機関の事務コストも削減できる。
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【【所得情報等に関する証明書（所得証明書、納税証明書等）の添付が省略される手続の例所得情報等に関する証明書（所得証明書、納税証明書等）の添付が省略される手続の例】】【【所得情報等 関する証明書（所得証明書、納税証明書等）の添付が省略される手続の例所得情報等 関する証明書（所得証明書、納税証明書等）の添付が省略される手続の例】】

番号制度の導入に併せて、税法上の守秘義務が課せられている所得情報等の提供を可能とす
る立法措置が講じられていることを前提に、以下の手続における所得情報等に関する証明書の添付
を省略することが想定される。
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大綱の記載

№２１－１．厚生年金の加給年金の申請手続の効率化

〔所得情報等に関する証明書（所得証明書、納税証明書等）の添付の省略〕
国民年金法（昭和34 年法律第141 号）等による加給年金、振替加算及び障害基礎年金の申請に関する手続
（加給年金は厚生年金法）

大綱ユースケースの概要綱 概要

・厚生年金の加給年金の申請手続に際して、組織間で情報連携することにより所得情報等に関する証明書等の添付が不要となる。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※特別支給の老齢厚生年金の受給者が定額部分の支給開始（年齢到達）時点に加給年金の対象となった場合を整理する。（老齢厚生年金の受
給権を取得した際に加給の対象となる場合は、老齢厚生年金の裁定請求と同時に手続が行われるため）
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№２１－１．厚生年金の加給年金の申請手続の効率化

厚生年金の加給年金の申請の手続において、添付書類の代わりに他組織から所得などの情報を直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を
行い 結果を住民に通知する行い、結果を住民に通知する。

市町村
（本籍地）

加給年金額
日本年金機構

《厚生年金》《厚生年金》

利用者
（住民）

状況把握

戸籍戸籍

照会応答
戸籍全部事項証明書

加給年金額
加算開始事由

該当届

（台帳）
Ａさん

審査 市町村
（１月１日住所地）

個人住民税個人住民税

照会応答
所得証明書賦課・給付

結果通知

住基ネット
住

医療機関
診断書等

住 ッ
住民票の写し
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大綱の記載

№２１－２．国民年金の振替加算の申請手続の効率化

〔所得情報等に関する証明書（所得証明書、納税証明書等）の添付の省略〕
国民年金法（昭和34 年法律第141 号）等による加給年金、振替加算及び障害基礎年金の申請に関する手続

大綱ユースケースの概要綱 概要

・国民年金の振替加算の申請手続に際して、組織間で情報連携することにより所得情報等に関する証明書等の添付が不要となる。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※申請は以下の場合を想定する。
・夫（妻）が被用者年金制度の老齢年金等を受けられるようになったために、妻（夫）老齢基礎年金に振替加算が加算されるようになった場合
・夫（妻）が厚生年金の加給年金を受けていて振替加算に変わる場合（ただし年金裁定請求時にすでに『配偶者の基礎年金番号・年金コード・氏
名 生年 』を 出 場合 申請 ）名・生年月日』を届け出ている場合は申請は不要）
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№２１－２．国民年金の振替加算の申請手続の効率化

国民年金の振替加算の申請の手続において、添付書類の代わりに他組織から所得などの情報を直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を
行い 結果を住民に通知する行い、結果を住民に通知する。

市町村
（本籍地）老齢基礎年金額

日本年金機構

《国民年金》《国民年金》

利用者
（住民）

状況把握

（本籍地）

戸籍戸籍

照会応答
戸籍全部事項証明書

老齢基礎年金額
加算開始事由

該当届

（台帳）
Ａさん

審査 市町村
（１月１日住所地）

個人住民税個人住民税

照会応答
所得証明書

賦課・給付
結果通知

照会応答

住基ネット
住民票の写し

年金保険者

国家公務員共済組合

住民票の写し

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

年金証書等
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大綱の記載

№２１－３．国民年金の障害基礎年金の申請手続の効率化

〔所得情報等に関する証明書（所得証明書、納税証明書等）の添付の省略〕
国民年金法（昭和34 年法律第141 号）等による加給年金、振替加算及び障害基礎年金の申請に関する手続

大綱ユースケースの概要綱 概要

・国民年金の障害基礎年金の申請手続に際して、組織間で情報連携することにより所得情報等に関する証明書等の添付が不要となる。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

・初診日が国民年金第1号被保険者期間中の場合を想定する。（上記以外の場合は、日本年金機構での手続となる）
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№２１－３．国民年金の障害基礎年金の申請手続の効率化

国民年金の障害基礎年金の裁定請求の手続において、添付書類の代わりに他組織から所得などの情報を直接参照する。参照した情報等をもとに
審査等を行い 結果を住民に通知する審査等を行い、結果を住民に通知する。

市町村（現住所地）
利用者 障害基礎年金

国民年金国民年金

状況把握

市町村
（本籍地）

戸籍戸籍

照会応答

利用者
（住民）

障害基礎年金
裁定請求書

審査

戸籍全部事項証明書
照会応答

市町村
（１月１日住所地）

個人住民税個人住民税

（台帳）

Ａさん

審査
（形式チェック）

個人住民税個人住民税

照会応答
所得証明書

障害基礎年金
裁定請求書 住基ネット

住

日本年金機構

《国民年金》《国民年金》

年金保険者

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

住 ッ
住民票の写し

日本私立学校振興
・共済事業団

医療機関
裁定結果通知

年金証書等

（台帳）

審査

状況把握
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大綱の記載

№２２．健康保険の高額療養費の支給決定手続の効率化

〔所得情報等に関する証明書（所得証明書、納税証明書等）の添付の省略〕
健康保険法（大正11 年法律第70 号）等による高額療養費の決定に関する手続

大綱ユースケースの概要綱 概要

・健康保険の高額療養費の支給決定手続に際して、組織間で情報連携することにより所得情報等に関する証明書等の添付が不要となる。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※国民健康保険、後期高齢者医療以外の健康保険の場合を対象として整理する。
※窓口現物給付ではなく、高額療養費の支給（償還払い）の申請を整理する。
※申請受付と支給決定までとし、支払は対象外とする。
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健康保険で、医療費の支払が限度額を超えた際の高額療養費支給申請の手続において、添付書類の代わりに他組織から所得などの情報を直接
参照する 参照した情報等をもとに審査等を行い 結果を住民に通知する

№２２．健康保険の高額療養費の支給決定手続の効率化 （①健康保険組合で実施する場合）

参照する。参照した情報等をもとに審査等を行い、結果を住民に通知する。

健康保険

（各種）国民健康保険組合

医療保険者（健保）

《高額療養費》《高額療養費》

利用者
（住民）

状況把握

健康保険
高額療養費
支給申請書

全国健康保険協会

（各種）健康保険組合

（台帳）
Ａさん

審査

賦課・給付
支給決定通知

市町村
（１月１日住所地）

個人住民税個人住民税

会応答
課税・所得証明書医療保険者が市町村の国民健康保険及

照会応答

市町村
（現住所地）

び後期高齢者医療の場合は、生活保護
は庁内連携となる。
なお、課税証明書については、賦課業務
の際に取得した所得情報を活用するため、
新たに連携は行わないものと想定する。

生活保護生活保護

照会応答
生活保護受給証明書
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健康保険で、医療費の支払が限度額を超えた際の高額療養費支給の手続において、医療機関から連絡されるレセプト情報に基づき審査等を行い、
結果を住民に通知する

№２２．健康保険の高額療養費の支給決定手続の効率化 （②共済組合で実施する場合）

結果を住民に通知する。

国家公務員共済組合

医療保険者（共済組合）

《高額療養費》《高額療養費》

利用者
（住民）

状況把握

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

（台帳）
Ａさん

審査

賦課・給付
支給決定通知

医療機関
レセプト情報

共済組合の場合、住民からの申請ではなく、
レセプト情報を基に処理を行っているものと
想定する。
また、課税等の情報、生保の情報についてま 、課税等 情報、 保 情報
は、賦課業務の際に取得した本俸情報を活
用するため、新たな情報連携は行わないも
のと想定する。
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大綱の記載

№２３．健康保険の高額医療・高額介護合算制度の療養費支給手続の効率化

〔所得情報等に関する証明書（所得証明書、納税証明書等）の添付の省略〕
健康保険法等による高額医療・高額介護合算制度の申請に関する手続

大綱ユースケースの概要綱 概要

・高額医療・高額介護合算制度の療養費支給手続に際して、組織間で情報連携することにより所得情報等に関する証明書等の添付が不要となる。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※国民健康保険、後期高齢者医療以外の健康保険の場合を対象として整理する。
※窓口現物給付ではなく、高額療養費の支給（償還払い）の申請を整理する。
※申請受付と支給決定までとし、支払は対象外とする。
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№２３．健康保険の高額医療・高額介護合算制度の療養費支給手続の効率化

健康保険の、高額医療・高額介護合算療養費の支給申請の手続において、添付書類の代わりに他組織から所得などの情報を直接参照する。参照
した情報等をもとに審査等を行い 結果を住民に通知する

医療保険者（国保 後期高齢以外）

した情報等をもとに審査等を行い、結果を住民に通知する。

利用者
（各種）国民健康保険組合

医療保険者（国保・後期高齢以外）

《高額医療・介護合算》《高額医療・介護合算》

利用者
（住民）

状況把握

高額医療・高額介護合算
療養費支給申請

全国健康保険協会

（各種）健康保険組合

国家公務員共済組合

賦課・給付

（台帳）

Ａさん
審査 市町村

（１月１日住所地）

個人住民税個人住民税
課税・所得証明書

高額合算療養費
支給決定通知書
（医療保険分）

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

照会応答
課税 所得証明書

賦課・給付

※療養支給の決定

※費用の按分計算

市町村
（現住所地）

介護保険介護保険

照会応答

医療保険者が市町村の国民健康保険及
び後期高齢者医療の場合は、介護保険
は庁内連携となる。
なお、課税・所得証明書については、賦課
業務のために収集した情報を活用するた 照会応答

自己負担情報（介護保険分）

賦課・給付

状況把握

高額合算療養費
支給決定通知書

計算結果情報（介護分・医療分）

業務のために収集した情報を活用するた
め、新たに連携は行わない。

賦課 給付
支給決定通知書
（介護保険分）
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大綱の記載

№２４．健康保険における入院時食事療養費等の決定手続の効率化

〔所得情報等に関する証明書（所得証明書、納税証明書等）の添付の省略〕
健康保険法等による入院時食事療養費等の決定に関する手続

大綱ユースケースの概要綱 概要

・健康保険における入院時食事療養費等の決定手続に際して、組織間で情報連携することにより所得情報等に関する証明書等の添付が不要とな
る。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※国民健康保険、後期高齢者医療以外の健康保険の場合を対象として整理する。
※申請受付と支給決定までとし、支払は対象外とする。
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№２４．健康保険における入院時食事療養費等の決定手続の効率化 （①健康保険組合で実施する場合）

健康保険の、標準負担額減額認定等の申請手続において、添付書類の代わりに他組織から所得などの情報を直接参照する。参照した情報等をも
とに審査等を行い 結果を住民に通知するとに審査等を行い、結果を住民に通知する。

標準負担額減額

医療保険者（健保）

《高額療養費》《高額療養費》

利用者
（住民） （各種）健康保険組合

（各種）国民健康保険組合

標準負担額減額
認定申請書

限度額適用・
標準負担額減額

認定申請書

標準負担額
減額認定証 （台帳）

Ａさん
審査

状況把握

限度額適用・
標準負担額減額

全国健康保険協会

市町村
（１月１日住所地）

賦課・給付
標準負担額減額

認定証

個人住民税個人住民税

照会応答
課税証明書

医療保険者が市町村の国民健康保険及
び後期高齢者医療の場合は、生活保護
受給証明書は庁内連携となる。
なお、課税・所得証明書については、賦課

市町村
（現住所地）

生活保護生活保護

照会応答
生活保護受給証明書

なお、課税 所得証明書 、賦課
業務のために収集した情報を活用するた
め、新たに連携は行わない。
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№２４．健康保険における入院時食事療養費等の決定手続の効率化 （②共済組合で実施する場合）

共済組合における健康保険の、標準負担額減額認定等の処理において、他組織から所得などの情報を直接参照する。参照した情報等をもとに審
査等を行い 結果を住民に通知する査等を行い、結果を住民に通知する。

国家公務員共済組合

医療保険者（共済組合）

《高額療養費》《高額療養費》

利用者
（住民）

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

（台帳）

Ａさん

審査

状況把握 医療機関
レセプト情報

賦課・給付
標準負担額
減額認定証

限度額適用・
標準負担額減額

認定証認定証
共済組合の場合、住民からの申請ではなく、
レセプト情報を基に処理を行っているものと
想定する。
また、課税等の情報、生保の情報について
は、賦課業務の際に取得した本俸情報を活
用するため 新たな情報連携は行わないも用するため、新たな情報連携は行わないも
のと想定する。
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大綱の記載

№２７．小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化

〔所得情報等に関する証明書（所得証明書、納税証明書等）の添付の省略〕
児童福祉法（昭和22 年法律第164 号）に基づく小児慢性特定疾患治療研究事業による医療の給付申請に関する手続

大綱ユースケースの概要綱 概要

・小児慢性特定疾患治療研究事業による医療の給付申請手続に際して、組織間で情報連携することにより所得情報等に関する証明書等の添付
が不要となる。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※小児慢性特定疾患治療研究事業による医療の給付＝小児慢性特定疾患の医療受診券交付申請について整理する。
※専門医による審査がある。
※加入する医療保険情報を連携しているが、小児が対象となるため、後期高齢者医療は対象外と想定する。
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№２７．小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化

小児慢性特定疾患の医療給付手続において、添付書類の代わりに他組織から所得などの情報を直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を
行い 結果を住民に通知する

市町村
（１月１日住所地）

都道府県

《小児慢性特定疾患医療》《小児慢性特定疾患医療》

利用者
（住民）

行い、結果を住民に通知する。

小児慢性特定疾患医療

個人住民税個人住民税
《小児慢性特定疾患医療》《小児慢性特定疾患医療》

Ａさん

状況把握

小児慢性特定疾患医療
受診券交付申請書

照会応答
課税証明書

同意書

市町村
（現住所地）

国民健康保険国民健康保険

審査

決定通知書

（専門医による
審査）

国民健康保険加入情報

生活保護受給証明書

照会応答

生活保護生活保護

照会応答

（台帳）

賦課・給付
徴収・支給

住基ネット
住民票の写し

医療保険者

小児慢性特定疾患
医療受診券

生活保護受給証明書

全国健康保険協会

（各種）健康保険組合

（各種）国民健康保険組合

医療保険加入情報
指定都市、中核市が小児慢性特定疾患医療

全国健康保険協会

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興

の業務を行う場合、医療保険者が国民健康
保険であれば、庁内連携となる。
なお、現住所地と１月１日時点の住所地が同
じ場合は、個人住民税は庁内連携となる。

医療機関
医療意見書

日本私立学校振興
・共済事業団
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大綱の記載

№２８．結核児童の療育給付手続の効率化

〔所得情報等に関する証明書（所得証明書、納税証明書等）の添付の省略〕
児童福祉法による結核児童への療育の給付申請に関する手続

大綱ユースケースの概要綱 概要

・結核児童への療育の給付申請手続に際して、組織間で情報連携することにより所得税額情報等に関する証明書等の添付が不要となる。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※指定医療機関における入院医療にかかる療育の給付（医療給付）について整理する。（同一手続で、日用品や学用品の支給も行っているが、
医療給付のための受診券の交付について整理する）

※専門医による審査がある。

大綱のユースケース 概略フロー 48



№２８．結核児童の療育給付手続の効率化

結核児童への療育給付の手続において、添付書類の代わりに他組織から所得などの情報を直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を行い、
結果を住民に通知する

市町村
（１月１日住所地）

都道府県

《結核児童療育給付》《結核児童療育給付》

利用者
（住民）

結果を住民に通知する。

結核児童

個人住民税個人住民税
《結核児童療育給付》《結核児童療育給付》

Ａさん

状況把握

結核児童
療育給付申請書

住民票の写し

照会応答
所得税額等を証明する書類

世帯調書

審査

住基ネット
住民票の写し

決定通知書

医療機関
医療意見書

（専門医による
審査）

（台帳）
賦課・給付
徴収・支給

医療機関

療育券

指定都市、中核市が
結核児童療育給付の
業務を行う場合、現住
所地と１月１日時点の
住所地が同じであれば、
個人住民税は庁内連
携となる。
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大綱の記載

№２９．助産の実施の給付手続の効率化

〔所得情報等に関する証明書（所得証明書、納税証明書等）の添付の省略〕
児童福祉法による助産の実施の給付申請に関する手続

大綱ユースケースの概要綱 概要

・助産の実施の給付申請の手続に際して、組織間で情報連携することにより所得情報等に関する証明書等の添付が不要となる。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※助産の実施の給付＝助産施設の入所申し込みについて整理する。
※加入する医療保険情報を連携しているが、妊産婦が対象となるため、後期高齢者医療は対象外と想定する。

大綱のユースケース 概略フロー 50



№２９．助産の実施の給付手続の効率化

助産施設の入所手続において、添付書類の代わりに他組織から課税状況などの情報を直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を行い、結果
を住民に通知する

市町村（現住所地）
市町村

（１月１日住所地）

利用者
（住民）

を住民に通知する。

《助産の実施》《助産の実施》

状況把握

個人住民税個人住民税
助産施設

入所申込書

照会応答
課税証明書

健康管理健康管理

照会応答

Ａさん

照会応答

母子健康手帳

国民健康保険国民健康保険

照会応答
審査

医療保険者

（各種）健康保険組合

（各種）国民健康保険組合

医療保険加入情報

（台帳）

賦課・給付

国民健康保険加入情報

生活保護生活保護

照会応答

全国健康保険協会

（各種）健康保険組合

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

助産施設
入所承諾書

出産育児一時金情報

出産育児一時金情報

照会応答

生活保護受給証明書

住民基本台帳住民基本台帳

照会応答

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

照会応答

住民票の写し

個人住民税個人住民税

照会応答

都道府県が業務を行
う場合は、庁内の連携
はなく、すべて他組織
（市町村）との連携とな
る。

課税証明書
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大綱の記載

№３０．未熟児養育医療給付手続の効率化

〔所得情報等に関する証明書（所得証明書、納税証明書等）の添付の省略〕
母子保健法（昭和48 年法律第141 号）による未熟児への養育医療を給付申請する手続

大綱ユースケースの概要綱 概要

・未熟児への養育医療を給付申請の手続に際して、組織間で情報連携することにより所得情報等に関する証明書等の添付が不要となる。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※未熟児への養育医療を給付＝養育医療券の交付について整理する。
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№３０．未熟児養育医療給付手続の効率化

未熟児への療育給付の手続において、添付書類の代わりに他組織から所得などの情報を直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を行い、結
果を住民に通知する

市町村
（１月１日住所地）

果を住民に通知する。

市町村
（現住所地）

個人住民税個人住民税

照会応答

都道府県

《未熟児養育医療》《未熟児養育医療》
利用者

課税証明書
未熟児養育医療

給付申請

生活保護生活保護

照会応答

生活保護受給証明書

国民健康保険国民健康保険

照会応答

国民健康保険加入情報《未熟児養育医療》《未熟児養育医療》
（住民）

Ａさん

状況把握

課税証明書給付申請 生活保護受給証明書 国民健康保険加入情報

世帯調書

審査

（台帳）
賦課・給付
徴収・支給

住基ネット
住民票の写し

決定通知書

医療保険者

養育医療券

全国健康保険協会

（各種）健康保険組合

（各種）国民健康保険組合

医療保険加入情報

養育医療券

生活保護生活保護

照会応答
全国健康保険協会

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興

指定都市、中核市が未熟児養育医
療の業務を行う場合、生活保護は庁
内連携する。
また、医療保険者が国民健康保険の
場合は国民健康保険と庁内連携 現

生活保護受給証明書

医療機関

・共済事業団場合は国民健康保険と庁内連携、現
住所地と１月１日時点の住所地が同
じ場合は個人住民税も庁内連携する。
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大綱の記載

№３１．養護老人ホーム入所の利用者負担額決定手続の効率化

〔所得情報等に関する証明書（所得証明書、納税証明書等）の添付の省略〕
老人福祉法（昭和38 年法律第133 号）による養護老人ホームに入所する際の利用者負担の決定に関する手続

大綱ユースケースの概要綱 概要

・養護老人ホームに入所する際の利用者負担の決定手続に際して、組織間で情報連携することにより所得情報等に関する証明書等の添付が不
要となる。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※養護老人ホーム入所の手続について整理する。
※入所判定委員会による審査がある。
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№３１．養護老人ホーム入所の利用者負担額決定手続の効率化

養護老人ホーム入所の手続において、添付書類の代わりに他組織から所得などの情報を直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を行い、結
果を住民に通知する果を住民に通知する。

市町村
（ 住 ）

市町村（現住所地）

利用者
（住民） 養護老人ホーム 市町村

（本籍 ）個人住民税個人住民税所得税額等を証明する書類

生活保護生活保護

照会応答
生活保護受給証明書

（１月１日住所地）

個人住民税個人住民税《高齢者福祉》《高齢者福祉》

Ａさん
状況把握

養護老
入所申請

照会応答

（本籍地）

戸籍戸籍

照会応答

住民基本台帳住民基本台帳

個人住民税個人住民税

照会応答
所得税額等を証明する書類

所得税額等を証明する書類

世帯調書

戸籍全部事項証明書 年金保険者

日本年金機構

国家公務員共済組合年金受給情報

照会応答

国民健康保険国民健康保険

照会応答

住民票の写し生活歴等

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

照会応答

後期高齢者医療後期高齢者医療

照会応答

国民健康保険加入情報、医療費情報（自己負担分）、国民健康保険料情報

医療保険者

（各種）健康保険組合

（各種）国民健康保険組合

介護保険介護保険

照会応答

利用者負担情報 介護保険料情報

後期高齢者医療加入情報、医療費情報（自己負担額）、後期高齢者医療保険料情報

審査

措置決定

（入所判定委員会
による審査）

全国健康保険協会

（各種）健康保険組合

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

医療保険加入情報、医療費情報（自己負担分）

利用者負担情報、介護保険料情報
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（台帳）賦課・給付

措置決定
通知書

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団医療機関

医療費自己負担分（保険診療以外）
※入所の承認や負担金の決定を行う



【【住民票の添付が省略される手続の例住民票の添付が省略される手続の例】】【【住民票の添付が省略される手続の例住民票の添付が省略される手続の例】】

番号制度を契機に、住民基本台帳ネットワークシステム（以下「住基ネット」という。）を活用するこ
とにより、以下の手続における住民票の添付を省略することも想定される。
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大綱の記載

№３２－１．国民年金の裁定請求の効率化

〔住民票の添付の省略〕
国民年金法及び厚生年金保険法による被保険者・受給者に係る裁定請求・届出に関する手続

大綱ユースケースの概要綱 概要

・国民年金法及び厚生年金保険法による被保険者・受給者に係る裁定請求・届出に関する手続に際して、組織間で情報連携することにより住民
票等の添付が不要となる。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※老齢基礎年金の裁定請求について整理する。（№7のユースケースで老齢厚生年金の裁定請求については整理しているため）
※国民年金第1号被保険者期間のみの場合を対象とする。（厚生年金･共済組合の加入期間、第３号被保険者期間（厚生年金・共済組合の加
入者の被扶養配偶者）がある場合は日本年金機構での手続となる）
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№３２－１．国民年金の裁定請求の効率化

国民年金の老齢基礎年金の年金請求手続において、添付書類の代わりに他組織から情報を直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を行い、
結果を住民に通知する

市町村（現住所地）

国民年金国民年金

結果を住民に通知する。

年金請求書（国民年金・
厚生年金保険老齢給付）

利用者
（住民）

国民年金国民年金

審査（形式チェック）

状況把握
市町村

（本籍地）

戸籍戸籍

照会応答
戸籍全部事項証明書

（台帳）

Ａさん 市町村
（１月１日住所地）

個人住民税個人住民税

戸籍全部事項証明書

照会応答
所得証明書

住基ネット
住民票の写し

年金請求書（国民年金・
厚生年金保険老齢給付）

日本年金機構

《国民年金》《国民年金》

年金保険者

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興

年金加入期間確認通知書状況把握

年金証書

・共済事業団

年金裁定通知書

金融機関
口座有無情報

（台帳）審査

賦課・給付

年金裁定通知書
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大綱の記載

№３２－２．国民年金の受給者による氏名変更届の効率化

〔住民票の添付の省略〕
国民年金法及び厚生年金保険法による被保険者・受給者に係る裁定請求・届出に関する手続

大綱ユースケースの概要綱 概要

・国民年金法及び厚生年金保険法による被保険者・受給者に係る裁定請求・届出に関する手続に際して、組織間で情報連携することにより住民
票等の添付が不要となる。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※受給者による氏名変更届について整理する。（氏名変更については、国民年金と厚生年金は共通の手続となっている）
※添付書類は戸籍抄本又は住民票だが、ここでは住民票を添付する場合を整理する。
※受給者の届出を対象とする。（国民年金の被保険者の氏名変更、住所変更については住民票の添付は行っていない。また、厚生年金の被保
険者 名変 な 出 事業主が 状 住 付 な も 考 ）険者の氏名変更などの届出は事業主が行っており、現状で住民票の添付は行っていないものと考える）
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№３２－２．国民年金の受給者による氏名変更届の効率化

年金受給権者からの氏名変更の手続において、添付書類の代わりに他組織から情報を直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を行い、結果
を住民に通知する

日本年金機構

を住民に通知する。

《国民年金・厚生年金》《国民年金・厚生年金》
利用者
（住民）

状況把握 住基ネット
住民票の写し

（台帳）
Ａさん

審査

年金証書
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大綱の記載

№３４．社会福祉施設等の入所手続の効率化

〔住民票の添付の省略〕
児童福祉法等による社会福祉施設等の入所に関する手続

大綱ユースケースの概要綱 概要

・児童福祉法等による社会福祉施設等の入所手続に際して、組織間で情報連携することにより住民票等の添付が不要となる。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※児童福祉法等による社会福祉施設等のうち、「母子生活支援施設」について整理する。
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№３４．社会福祉施設等の入所手続の効率化

母子生活支援施設の入所申し込みの手続において、添付書類の代わりに他組織から情報を直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を行い、
結果を住民に通知する

市町村
（施設所在地）

結果を住民に通知する。

市町村
（１月１日住所地）

（施設所在地）

《母子福祉》《母子福祉》

利用者
（住民）

状況把握

個人住民税個人住民税

照会応答
課税証明書母子生活支援施設

入所申込書

（台帳）
Ａさん

審査

賦課・給付母子生活支援施設
入所承諾書

医療機関
健康診断書

住民基本台帳住民基本台帳

照会応答
住民票の写し

母子生活支援施設
入所費用徴収金

決定通知書

住基ネット

住民票の写し

※施設所在地が現住所地の場合

生活保護生活保護

照会応答

個人住 税個人住 税

生活保護受給証明書

都道府県（福祉事務所のない
町村）が 業務を行う場合 生

個人住民税個人住民税

照会応答
課税証明書

町村）が、業務を行う場合、生
活保護以外の庁内連携はなく、
他組織（市町村、住基ネット）と
の連携となる。
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大綱の記載

№３５．母子・寡婦福祉資金貸付申請手続の効率化

〔住民票の添付の省略〕
母子及び寡婦福祉法（昭和39 年法律第129 号）による母子寡婦福祉資金貸付金の貸付申請に関する手続

大綱ユースケースの概要綱 概要

・母子・寡婦福祉資金貸付の申請手続に際して、組織間で情報連携することにより住民票等の添付が不要となる。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※就学支度資金、修学資金の場合について整理する。
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№３５．母子・寡婦福祉資金貸付申請手続の効率化

母子・寡婦福祉資金貸付申請の手続において、添付書類の代わりに他組織から住民票などの情報を直接参照する。参照した情報等をもとに審査
等を行い 結果を住民に通知する

都道府県

《母子 寡婦福祉資金》《母子 寡婦福祉資金》

利用者
（住民）

等を行い、結果を住民に通知する。

貸付申請書

市町村
（本籍地）

《母子・寡婦福祉資金》《母子・寡婦福祉資金》

Ａさん

状況把握

（母子福祉資金）

口座証明書

在学証明書

戸籍戸籍

照会応答
戸籍全部事項証明書

審査

Ａさん 在学証明書

住基ネット
住民票の写し

貸付決定
通知書

市町村が業務を行う

口座振替
案内書

（台帳）賦課・給付
徴収・支給

連絡

貸付台帳情報

市町村が業務を行う場
合に、現住所地と本籍
地が同じ場合は、全て
庁内連携となる。

市町村が業務を行う
場合は、庁内連携とな
る。

市町村
（現住所地）

《母子・寡婦福祉資金》《母子・寡婦福祉資金》
状況把握
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大綱の記載

№３７．心身障害者扶養共済の加入手続の効率化

〔住民票の添付の省略〕
独立行政法人福祉医療機構法（平成14 年法律第166 号）による心身障害者扶養共済の加入申込みに関する手続

大綱ユースケースの概要綱 概要

・心身障害者扶養共済の加入の手続に際して、組織間で情報連携することにより住民票等の添付が不要となる。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）
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№３７．心身障害者扶養共済の加入手続の効率化

心身障害者扶養共済の加入手続において、添付書類の代わりに他組織から情報を直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を行い、結果を
住民に通知する

利用者
（住民）

市町村（現住所地）

住民に通知する。

心身障害者扶養共済
加入等申込書 市町村が業務を行う場（住民）

《障害者扶養共済》《障害者扶養共済》

（台帳）
Ａさん

審査（形式チ ク）

状況把握

障害者福祉障害者福祉

照会応答

加入等申込書

身体障害者手帳の写し等

市町村が業務を行う場
合は、庁内連携となる。

（台帳）審査（形式チェック）

心身障害者扶養共済
加入等申込書

都道府県

《障害者扶養共済》《障害者扶養共済》

掛金納付書

住基ネット
住民票の写し

（台帳）審査

状況把握

市町村が業務を行う場合
は、庁内連携となる。

加入証書

賦課・給付
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大綱の記載

№３８．確定申告手続の効率化（住宅借入金の特別控除）

〔住民票の添付の省略〕
住宅借入金等（特定増改築等住宅借入金等を含む。)を有する場合の特別控除に係る所得税の確定申告手続

大綱ユースケースの概要綱 概要

・住宅借入金等（特定増改築等住宅借入金等を含む。)を有する場合の特別控除に係る所得税の確定申告手続に際して、組織間で情報連携す
ることにより住民票等の添付が不要となる。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※確定申告までとし、税額計算は対象外とする。
※例として、住宅を新築又は新築住宅を取得した場合で、敷地の取得がない場合を整理する。（上記以外の場合、必要となる添付書類が異なる）
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№３８．確定申告手続の効率化（住宅借入金の特別控除）

確定申告の住宅借入金等の特別控除の場合について、添付書類の代わりに他組織から情報を直接参照する。

住基ネット
住民票の写し

税務署

《確定申告》《確定申告》

利用者
（住民）

状況把握

確定申告書

「(特定増改築等)住宅借入金等 家屋の登記事項証明書
（台帳）

Ａさん
審査

「(特定増改築等)住宅借入金等
特別控除額の計算明細書 法務局

家屋の登記事項証明書

金融機関

住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書

泉徴収
勤務先（給与支払者）

源泉徴収票
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大綱の記載

№３９．確定申告手続の効率化（長期譲渡所得の課税の特例）

〔住民票の添付の省略〕
居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例に係る所得税の確定申告手続

大綱ユースケースの概要綱 概要

・居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例に係る所得税の確定申告手続に際して、組織間で情報連携することにより住民票等
の添付が不要となる。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※確定申告までとし、税額計算は対象外とする。
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№３９．確定申告手続の効率化（長期譲渡所得の課税の特例）

確定申告で長期譲渡所得の課税の特例を受ける場合について、添付書類の代わりに他組織から情報を直接参照する。

税務署

《確定申告》《確定申告》

利用者
（住民）

状況把握

確定申告書

譲渡所得の内訳書

除票住民票の写し

住基ネット

住民票の写し

（台帳）
Ａさん

審査
(確定申告書付表兼計算明細書

〔土地・建物用〕） 住民票（もしくは除票住民票）の写しは、資産を譲渡した日
から２か月経過した後に、譲渡した資産の所在地を管轄す
る市町村から交付されたものが必要となる。

法務局法務局
家屋や敷地の登記事項証明書
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大綱の記載

№４０．確定申告手続の効率化（居住用財産の譲渡所得の特別控除）

〔住民票の添付の省略〕
居住用財産の譲渡所得の特別控除に係る所得税の確定申告手続

大綱ユースケースの概要綱 概要

・居住用財産を譲渡した場合の特別控除の特例に係る所得税の確定申告手続に際して、組織間で情報連携することにより住民票等の添付が不
要となる。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※確定申告までとし、税額計算は対象外とする。
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№４０．確定申告手続の効率化（居住用財産の譲渡所得の特別控除）

確定申告で居住用財産の譲渡所得の特別控除を受ける場合について、添付書類の代わりに他組織から情報を直接参照する。

税務署

《確定申告》《確定申告》

利用者
（住民）

状況把握

確定申告書

譲渡所得の内訳書

除票住民票の写し

住基ネット

住民票の写し

（台帳）
Ａさん

審査
(確定申告書付表兼計算明細書

〔土地・建物用〕） 住民票（もしくは除票住民票）の写しは、資産を譲渡した日
から２か月経過した後に、譲渡した資産の所在地を管轄す
る市町村から交付されたものが必要となる。
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大綱の記載

№４１．確定申告手続の効率化（特定の改修工事の特別控除）

〔住民票の添付の省略〕
既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の特別税額控除に係る所得税の確定申告手続

大綱ユースケースの概要綱 概要

・既存住宅に係る特定の改修工事をした場合の特別税額控除に係る所得税の確定申告手続に際して、組織間で情報連携することにより住民票
等の添付が不要となる。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※確定申告までとし、税額計算は対象外とする。
※住宅特定改修には省エネ改修工事やバリアフリー工事があるが、例として省エネ改修工事を整理する。
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№４１．確定申告手続の効率化（特定の改修工事の特別控除）

確定申告で特定の改修工事に関する特別控除を受ける場合について、添付書類の代わりに他組織から情報を直接参照する。

住民票の写し
税務署

《確定申告》《確定申告》

利用者
（住民）

状況把握

住基ネット
住民票の写し

確定申告書

住宅特定改修

（台帳）
Ａさん

審査
特別税額控除額の

計算明細書 法務局
家屋の登記事項証明書

工事請負契約書の写し

工事業者
増改築等工事証明書

源泉徴収票
勤務先（給与支払者）

源泉徴収票
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大綱の記載

№４２．確定申告手続の効率化（認定長期優良住宅の特別控除）

〔住民票の添付の省略〕
認定長期優良住宅の新築等をした場合の特別税額控除に係る所得税の確定申告手続

大綱ユースケースの概要綱 概要

・認定長期優良住宅の新築等をした場合の特別税額控除に係る所得税の確定申告手続に際して、組織間で情報連携することにより住民票等の
添付が不要となる。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※確定申告までとし、税額計算は対象外とする。
※例として、居住年に認定長期優良住宅新築等特別税額控除を適用する場合整理する。（居住年の翌年の所得税の額から控除未済税額控除
額を控除する場合は、住民票の添付が不要となる場合がある）
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№４２．確定申告手続の効率化（認定長期優良住宅の特別控除）

確定申告で認定長期優良住宅の特別控除を受ける場合について、添付書類の代わりに他組織から情報を直接参照する。

住民票の写し
税務署

《確定申告》《確定申告》

利用者
（住民）

状況把握

住基ネット
住民票の写し

確定申告書

認定長期優良住宅新築等

市町村（資産の所在地）

《建築》《建築》
（台帳）

Ａさん
審査

認定長期優良住宅新築等
特別税額控除額の計算明細書

工事請負契約書の写し

《建築》《建築》

照会応答

家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し

住宅用家屋証明書住宅用家屋証明書

都道府県

《建築》《建築》

照会応答

家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書（※）の写し

法務局
家屋の登記事項証明書

勤務先（給与支払者）
源泉徴収票

勤務先（給与支払者）

※『家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書』は、
都道府県もしくは市町村が交付するもの
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大綱の記載

№４３．確定申告手続の効率化（居住用財産の買換えの控除）

〔住民票の添付の省略〕
特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例に係る所得税の確定申告手続

大綱ユースケースの概要綱 概要

・特定の居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例に係る所得税の確定申告手続に際して、組織間で情報連携
することにより住民票等の添付が不要となる。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※確定申告までとし、税額計算は対象外とする。
※例として、損益通算（譲渡損失をその年の他の所得から控除）の場合を整理する。（繰越控除の場合は、住民票の添付を行っていない）
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№４３．確定申告手続の効率化（居住用財産の買換えの控除）

確定申告で居住用財産の買換えの控除を受ける場合について、添付書類の代わりに他組織から情報を直接参照する。

（旧居宅の所在地）住民票の写し

税務署

《確定申告》《確定申告》

利用者
（住民）

状況把握 住基ネット

確定申告書

居住用財産の譲渡損失の

（新居宅の所在地）住民票の写し

（旧居宅の所在地）除票住民票の写し

（台帳）
Ａさん

審査
金額の明細書

（確定申告書付表）

居住用財産の譲渡損失の
損益通算及び繰越控除の
対象となる金額 計算書

住民票（もしくは除票住民票）の写しは、買換えた居住用財
産について旧居宅から新居宅へ異動後、２か月経過した後
に、旧居宅の所在地を管轄する市町村から交付されたもの
が必要となる。

対象となる金額の計算書
（租税特別措置法第41条の5用）

法務局法務局
登記事項証明書
（旧居宅、及び新居宅に関するもの）

金融機関金融機関
借入金の年末残高等証明書
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大綱の記載

№４４．確定申告手続の効率化（居住用財産の買換えの課税の特例）

〔住民票の添付の省略〕
居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例に係る所得税の確定申告手続

大綱ユースケースの概要綱 概要

・居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例に係る所得税の確定申告手続に際して、組織間で情報連携することにより住民票等
の添付が不要となる。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※確定申告までとし、税額計算は対象外とする。
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№４４．確定申告手続の効率化（居住用財産の買換えの課税の特例）

確定申告で居住用財産の買換えの際の長期譲渡所得の特例を受ける場合について、添付書類の代わりに他組織から情報を直接参照する。

（旧居宅の所在地）住民票の写し
税務署

《確定申告》《確定申告》

利用者
（住民）

状況把握

確定申告書

住基ネット

（旧居宅の所在地）住民票の写し

（新居宅の所在地）住民票の写し

（旧居宅の所在地）除票住民票の写し

（台帳）
Ａさん

審査
譲渡所得計算明細書

住民票（もしくは除票住民票）の写しは、買換えた居住用財
産について旧居宅から新居宅へ異動後、２か月経過した後
に、旧居宅の所在地を管轄する市町村から交付されたもの
が必要となる。

法務局
登記事項証明書
（旧居宅、及び新居宅に関するもの）
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大綱の記載

№４５．確定申告手続の効率化（特定居住用財産の譲渡損失の特例）

〔住民票の添付の省略〕
特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例に係る所得税の確定申告手続

大綱ユースケースの概要綱 概要

・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例に係る所得税の確定申告手続に際して、組織間で情報連携することにより住民票
等の添付が不要となる。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※確定申告までとし、税額計算は対象外とする。
※例として、損益通算（譲渡損失をその年の他の所得から控除）の場合を整理する。（繰越控除の場合は、住民票の添付を行っていない）
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№４５．確定申告手続の効率化（特定居住用財産の譲渡損失の特例）

確定申告で特定居住用財産の譲渡損失の特例を受ける場合について、添付書類の代わりに他組織から情報を直接参照する。

税務署

《確定申告》《確定申告》

利用者
（住民）

状況把握

確定申告書

特定居住用財産の譲渡損失の

住基ネット

（売却した居宅の所在地）住民票の写し

（売却した居宅の所在地）除票住民票の写し

（台帳）
Ａさん

審査

特定居住用財産の譲渡損失の
金額の明細書（確定申告書付表）

特定居住用財産の譲渡損失の
損益通算及び繰越控除の

住民票（もしくは除票住民票）の写しは、資産を売却した日
から２か月経過した後に、譲渡した資産の所在地を管轄す
る市町村から交付されたものが必要となる。

損益通算及び繰越控除の
対象となる金額の計算書

（租税特別措置法第41条の5の2用）

法務局
登記事項証明書
（売却した居宅に関するもの）

住宅ローンの残高証明書
金融機関
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大綱の記載

№４６．確定申告手続の効率化（居住用財産交換の課税の特例）

〔住民票の添付の省略〕
特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例に係る所得税の確定申告手続

大綱ユースケースの概要綱 概要

・特定の居住用財産を交換した場合の長期譲渡所得の課税の特例に係る所得税の確定申告手続に際して、組織間で情報連携することにより住
民票等の添付が不要となる。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※確定申告までとし、税額計算は対象外とする。
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№４６．確定申告手続の効率化（居住用財産交換の課税の特例）

確定申告で居住用財産の交換の際の長期譲渡所得の特例を受ける場合について、添付書類の代わりに他組織から情報を直接参照する。

（旧居宅の所在地）住民票の写し

税務署

《確定申告》《確定申告》

利用者
（住民）

状況把握

確定申告書

住基ネット

（旧居宅の所在地）住民票の写し

（新居宅の所在地）住民票の写し

（旧居宅の所在地）除票住民票の写し

（台帳）
Ａさん

審査
譲渡所得計算明細書

住民票（もしくは除票住民票）の写しは、好感した居住用財
産について旧居宅から新居宅へ異動後、２か月経過した後
に、旧居宅の所在地を管轄する市町村から交付されたもの
が必要となる。

法務局
登記事項証明書
（ 宅 び新 宅 関す も ）（旧居宅、及び新居宅に関するもの）
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大綱の記載

№４７．相続税の申告手続の効率化（小規模宅地等の特例）

〔住民票の添付の省略〕
小規模宅地等の特例に係る相続税の申告手続

大綱ユースケースの概要綱 概要

・小規模宅地等の特例に係る相続税の申告手続に際して、組織間で情報連携することにより住民票等の添付が不要となる。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※相続税の申告までとし、税額計算は対象外とする。
※例として、特定居住用宅地等を、同居している親族が取得した場合を想定する。（特定居住用宅地等以外の場合、特定居住用宅地等でも同居
していない親族が取得した場合は、必要となる添付書類が異なる）
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№４７．相続税の申告手続の効率化（小規模宅地等の特例）

相続税の申告で小規模宅地等の特例を受ける場合について、添付書類の代わりに他組織から情報を直接参照する。

住民票の写し
税務署

《相続税申告》《相続税申告》

利用者
（住民）

状況把握

住基ネット
住民票の写し

相続税の申告書

遺言書の写し又は

市町村（本籍地）

戸籍戸籍
（台帳）

Ａさん
審査

遺言書の写し又は
遺産分割協議書の写し

申告期限後３年以内の
分割見込書

戸籍戸籍

照会応答
戸籍全部事項証明書

分割見込書

印鑑登録証明書
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大綱の記載

№４８．贈与税の申告手続の効率化（相続時精算課税選択）

〔住民票の添付の省略〕
相続時精算課税選択届出に係る贈与税の申告手続

大綱ユースケースの概要綱 概要

・相続時精算課税選択届出に係る贈与税の申告手続に際して、組織間で情報連携することにより住民票等の添付が不要となる。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※確定申告までとし、税額計算は対象外とする。
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№４８．贈与税の申告手続の効率化（相続時精算課税選択）

贈与税の相続時精算課税選択の届出において、添付書類の代わりに他組織から情報を直接参照する。

市町村（本籍地）

税務署

《贈与税申告》《贈与税申告》

利用者
（住民）

状況把握

相続時精算課税選択
届出書

戸籍戸籍

照会応答
戸籍全部事項証明書

戸籍の附票の写し

（台帳）
Ａさん

審査

住基ネット
住民票の写し
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大綱の記載

№４９．贈与税の申告手続の効率化（配偶者控除の特例）

〔住民票の添付の省略〕
配偶者控除の特例に係る贈与税の申告手続

大綱ユースケースの概要綱 概要

・配偶者控除の特例に係る贈与税の申告手続に際して、組織間で情報連携することにより住民票等の添付が不要となる。
（夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときに配偶者控除ができる）

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※贈与税の申告までとし、税額計算は対象外とする。
※戸籍の附票の写しに記載されている住所が居住用不動産の所在場所でない場合を整理する（それ以外は住民票の添付が不要となる）
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№４９．贈与税の申告手続の効率化（配偶者控除の特例）

贈与税の配偶者控除を受ける場合に、添付書類の代わりに他組織から情報を直接参照する。

市町村（本籍地）

税務署

《贈与税申告》《贈与税申告》

利用者
（住民）

状況把握

贈与税の申告書
戸籍戸籍

照会応答
戸籍全部事項証明書

戸籍の附票の写し

（台帳）
Ａさん

審査

住基ネット
住民票の写し

法務局
登記事項証明書
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大綱の記載

№５０．贈与税の申告手続の効率化（住宅取得等資金の非課税）

〔住民票の添付の省略〕
住宅取得等資金の非課税制度に係る贈与税の申告手続

大綱ユースケースの概要綱 概要

・住宅取得等資金の非課税制度に係る贈与税の申告手続に際して、組織間で情報連携することにより住民票等の添付が不要となる。
（直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合に非課税）

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※確定申告までとし、税額計算は対象外とする。
※例として、新築又は取得の場合を整理する。（増改築等の場合は、必要となる添付書類が異なる）
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№５０．贈与税の申告手続の効率化（住宅取得等資金の非課税）

贈与税の住宅取得等資金の非課税の申告手続において、添付書類の代わりに他組織から情報を直接参照する。

市町村（本籍地）

税務署

《贈与税申告》《贈与税申告》

利用者
（住民）

状況把握

贈与税の申告書 戸籍戸籍

照会応答
戸籍全部事項証明書

住宅取得等資金の

（台帳）
Ａさん

審査

住基ネット
住民票の写し

住宅取得等資金の
非課税の計算明細書

法務局
登記事項証明書
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②② 法定調書 提出 係 事業者負担 軽減法定調書 提出 係 事業者負担 軽減②② 法定調書の提出に係る事業者負担の軽減法定調書の提出に係る事業者負担の軽減
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大綱の記載

№５２．法定調書提出の効率化

現在、国と地方にそれぞれ記載事項が共通であるものを提出する義務のある一定額以上の給与、年金の支払調書について、オンラインでの電子
的な提出状況を踏まえ、電子的な提出先を一か所とするなど事業者負担の軽減が実現できるとともに、各機関の事務コストも削減できる。

大綱ユースケースの概要綱 概要

・国と地方にそれぞれ記載事項が共通であるものを提出する義務のある一定額以上の給与、年金の支払調書について、電子的な提出先を一か
所とする

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※各種法定調書の提出を、オンラインで手続できるようにし、調書間で重複する内容は、入力を１回で処理可能とする。
※勤務先（給与支払者）による提出の場合を対象に整理する。
※法定調書の提出者は、連携組織ではなく、住民等と同様の利用者という位置づけと考える。（組織間連携の対象ではなく、ポータルから申請を

も 位 づ ）行うものという位置づけ）
※国税と地方税への提出を同時に行えるようにするため、e-Tax、elTaxでの手続ではなく、ポータルでの手続を想定して整理する。

大綱のユースケース 概略フロー 96



№５２．法定調書提出の効率化

法定調書の提出者は、ポータルで電子的な提出処理を行う。入力は１回とし、ポータルから、各提出先の組織へ情報を振り分ける。

ポータルポータル

状況把握状況把握

ログインログイン
勤務先

（給与支払者）

市町村（現住所地）
※法定調書の作成

給与所得の源泉徴収票・給与支払報告書

退職所得の源泉徴収票・特別徴収票

市町村（現住所地）

個人住民税個人住民税

状況把握
給与支払報告書

退職所得 特別徴収票

連絡連絡

ｅＬＴＡＸｅＬＴＡＸ

年金保険者
公的年金等の源泉徴収票

税務署

退職所得の特別徴収票

ｅ－ＴＡＸｅ－ＴＡＸ

年金保険者 年金支払報告書
年金支払報告書

給与所得の源泉徴収票

退職所得の源泉徴収票

公的年金等の源泉徴収票
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（６）医療・介護等のサービスの質の向上等に資するもの（６）医療・介護等のサービスの質の向上等に資するもの

地方公共団体からの提案には、上記の行政等の事務や手続の効率化等に関するもののほか、個々人地方公共団体からの提案には、上記の行政等の事務や手続の効率化等に関するもののほか、個 人
の心身の状況や提供された医療・介護等のサービスの内容の情報を用いることで医療・介護等のサービ
スの質や公衆衛生・医療水準の向上に資するとするものが含まれている。また、行政等の事務や手続の
中には、給付申請等に当たり医師の診断書等の添付を求めているものも多く、その書面の添付を省略でき
れば、国民や関係者にとって一定の負担軽減となると考えられる。医療・介護等のサービスの充実や質のれば、国民や関係者 と て 定 負担軽減となると考えられる。医療 介護等 サ 充実や質
向上は、国民生活の充実に直結するものであり、番号制度の下でできる限り多くの場面で用いることができ
るようにすべきものである。
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大綱の記載

№５３．引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎ

転居した場合であっても、継続的に健診情報・予防接種履歴が確認できるようになる。

大綱ユースケースの概要綱 概要

・引越した場合でも、健診や予防接種の受給状況を、市町村間で引き継げるようにする。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※市町村（引越後）での転入時の手続を整理する。
※手続は各課で行うことを想定する。
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№５３．引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎ

引越しに際して、引越前の市町村での健診や予防接種の受給状況を、引越後の市町村で引き継ぎ、必要に応じて住民に勧奨を行う。

利用者
市町村（引越後）

住民基本台帳住民基本台帳

利用者
（住民）

Ａさん
状況把握

転入届

市町村（引越前）

健康管理健康管理

照会応答

（台帳）

Ａさん

審査

照会応答

健康管理健康管理

健診情報

状況把握

審査

健診情報

予防接種歴情報

予防接種勧奨

（台帳）
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大綱の記載

№５４．乳幼児健診履歴等の把握による児童虐待等の早期発見

行政機関において、乳幼児健診履歴等について、継続的に把握できるようになり、児童虐待等の早期発見に資する。

大綱ユースケースの概要綱 概要

・行政機関において、乳幼児健診履歴等について、継続的に把握できるようになる。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※児童相談所が健診情報や予防接種情報を参照する流れを整理する。
※対象となる情報として、健診等の内容と、児童虐待の可能性として、健診や予防接種を受けていないというケースが多いことから、健診や予防接
種の対象者の情報を想定する。
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№５４．乳幼児健診履歴等の把握による児童虐待等の早期発見

市町村は医療機関より健診や予防接種の受診情報を受け取る。児童相談所は、健診や予防接種の受診状況を把握し、児童虐待の早期発見に活
用する

利用者

用する。

受診利用者
（住民）

市 村（ 住 地）
Ａさん

医療機関

健診情報

予防接種歴情報

受診

市町村（現住所地）

健康管理健康管理

Ａさん

状況把握

フォロー

児童相談所

（台帳）

照会応答

（保健師等）

児童相談所

《児童の保護》《児童の保護》

照会応答

状況把握
健診情報

健診対象者情報

予防接種対象者情報

予防接種歴情報
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大綱の記載

№５７．介護保険認定情報の引継ぎ

介護保険の被保険者が市町村を異動した場合において異動元での認定状況、介護情報の閲覧が可能となる。

大綱ユースケースの概要綱 概要

・引越した際に、転出前の市町村での介護（要介護度）の認定状況や、受給サービスに関する情報を市町村（新）で引き継げるようにする。

ユ スケ スの補足（整理する範囲 前提 業務内容など）ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※受給サービス情報含め、引継ぐ情報は、市町村がすべて保有するものとする。
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№５７．介護保険認定情報の引継ぎ

介護保険の受給者（認定者）が引越しした際に、引越後の市町村が、引越前の市町村から、認定内容や受給サービスの情報を引き継ぐ。

利用者
（住民）

※住所地特例者の場合は対象外となる。

市町村（引越後）

Ａさん
転入届

市町村（引越前）

住民基本台帳住民基本台帳

状況把握

住民基本台帳住民基本台帳

状況把握
転入通知情報

転入通知情報

介護保険介護保険

照会応答

（台帳）

審査 個人住民税個人住民税

照会応答状況把握

住基ネット
転入通知情報

転入通知情報

介護保険介護保険

介護保険受給資格証明書

照会応答

意見書

実施調査結 （特 事 ）

所得証明書

審査

状況把握

実施調査結果（特記事項）

一次判定結果

徴収・支給

介護保険
被保険者証

（台帳）賦課・給付
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別紙 2.2-4 大綱ユースケースの情報連携の対象業務組合せ図 
 
 
 



 



大綱ユースケースの情報連携の対象業務組合せ図全体版

都道府県（情報利用者）自治体業務 プ ケ シ ト標準仕様 規定された ト
市町村（情報利用者）
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産使用料・譲受けの対価・あっ
せん手数料等の支払者
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自治体業務 プ ケ シ ト標準仕様 規定された ト

(1) 社会保障給付の実現

都道府県（情報利用者）市町村（情報利用者）

大綱のユースケース 情報連携の対象業務組合せ図
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(4) Push型情報提供

都道府県（情報利用者）自治体業務 プ ケ シ ト標準仕様 規定された ト
市町村（情報利用者）

大綱のユースケース 情報連携の対象業務組合せ図
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ＡＰＰＬＩＣ 自治体業務アプリケーションユニット標準仕様に規定されたユニット
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(5) 事務・手続の簡素化
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大綱のユースケース 情報連携の対象業務組合せ図
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都道府県（情報利用者）自治体業務 プ ケ シ ト標準仕様 規定された ト
市町村（情報利用者）

(6) 医療・介護等のサービスの質向上 大綱のユースケース 情報連携の対象業務組合せ図
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台
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療

険 当当
）
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療

医
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療
）

管
理

手
当
）

祉
）

理 施
）

）養
共
済
）

福
祉
資
金
）

）

運輸支局

登記所（法務局）

税務署（国税庁）
中間インターフェース機能

連携インターフェース機能

中間インターフェース機能

連携インターフェース機能

運輸支局
国

労働基準監督署
（公共職業安定所）

人事・恩給局（総務省）

警察

虐待通告情報
No.54

医療保険証

がん登録結果情報
No.56

そ
の

日本年金機構・年金事務所

後期高齢広域連合

国保中央会

人事 恩給局（総務省）

住民票の写し
No.55

医療保険証
No.55

医療保険証
No.55

住基ネット
の
他
（
独
立

国保中央会

支払基金

共済組合（含む私学共済） ※1

地方公務員災害補償基金

世帯状況
No.54

意見書
No.55

情報提供ネットワークシステム

行
政
法
人
等

国民年金基金

児童相談所

都道府県会館

虐待通告情報

被保険者情報
No.59

ポータル

等
）

医療機関（国立がん研究センター、
県がん・生活習慣病センター等）

医療機関（含む薬局）

民生委員

健診情報
予防接種歴情報
No.53

医療保険証

虐待通告情報
No.54受給サービス情報

No.57

処方箋情報
No.59

がん登録届出票
No.56

全国健康保険協会

民生委員

生命保険会社

金融機関（含む郵便局）

医療保険証
No.55

介護認定情報
受給サービス情報
No.57

被保険者情報
No 59 全国健康保険協会

民
間

介護事業者

健康保険組合

国民健康保険組合

課税証明書

登録情報
No.55

転出情報
介護認定情報

No.59

被保険者情報

連携インタ フェ ス機能

福祉サービス事業者

保育施設

雇用主（給与支払者）
連携インタ フ ス機能

課税証明書
No.55

がん罹患報告書
No.56

介護認定情報
受給サービス情報
No.57

被保険者情報
No.59

（
地（

建

中間インターフェース機能

連携インターフェース機能
不動産会社（貸主）

各種支払者 ※2
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※1…国家公務員共済組合、地方公務
員等共済組合、日本私立学校振
興・共済事業団 等

※2…報酬・料金・契約金・賞金・不動

ＡＰＰＬＩＣ 自治体業務アプリケーションユニット標準仕様に規定されたユニット市町村（情報保有者）

療 ）

都道府県（情報保有者）

金
）

医
療
）

付
）

）共
済
）

金
）

5

産使用料・譲受けの対価・あっ
せん手数料等の支払者



 



 
 
 
 

別紙 2.2-5 大綱ユースケースの情報保有者の整理表 
 
 



 



大綱ユースケースの情報保有者の整理表 別紙２．２－５

組織
業務

（自治体の場合のみ記載）
1 市町村 戸籍
2 市町村 個人住民税
3 住基ネット（本人確認情報）

市町村（庁内の場合）
―

4 個人住民税 市町村 個人住民税
5 所得税 税務署 ―
6 固定資産税 市町村 固定資産税
7 自動車税 都道府県 《自動車税》
8 不動産取得税 都道府県 《不動産取得税》
9 市町村 固定資産税

10 法務局（登記所） ― 登記簿の内容を照会する際は
法務局への照会とする。

11 軽自動車 市町村 軽自動車税 市町村のみでしか管理されて
いない情報（原付の情報）があ
るため、市町村への照会とす
る。

12 自動車 運輸支局 ―
13 国民健康保険（地域） 市町村 国民健康保険
14 国民健康保険（職域） （各種）国民健康保険組合 ―
15 組合管掌健康保険 （各種）健康保険組合 ―
16 全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康保険協会 ―
17 船員保険 全国健康保険協会 ―
18 国家公務員共済組合 国家公務員共済組合 ―
19 地方公務員等共済組合 地方公務員等共済組合 ―
20 私立学校教職員共済 日本私立学校振興・共済事業団 ―
21 後期高齢者医療 市町村 後期高齢者医療
22 国民年金 日本年金機構 ―
23 厚生年金保険 日本年金機構 ―
24 国家公務員共済組合 ―
25 地方公務員等共済組合 ―
26 私立学校教職員共済組合 ―
27 介護に関する情報 市町村 介護保険
28 都道府県 《生活保護》
29 市町村 生活保護
30 市町村 子ども手当
31 都道府県

市町村
《児童扶養手当》

32 手帳（身体障害者手帳） 市町村 障害者福祉
33 手帳（療育手帳） 市町村 障害者福祉
34 手帳（精神障害者保健福祉手帳） 市町村 障害者福祉
35 特別児童扶養手当 都道府県 《障害者福祉》
36 小児慢性特定疾患医療 都道府県 《小児慢性特定疾患医療》
37 結核児童療育給付 都道府県 《結核児童療育給付》
38 未熟児養育医療 都道府県 《未熟児養育医療》
39 母子・寡婦福祉資金 都道府県 《母子・寡婦福祉資金》
40 健康管理に関する情報 健診・予防接種 市町村 健康管理
41 災害に関する情報 被災者 市町村 《被災者支援》
42 市町村 《保育》
43 市町村 《助産の実施》
44 市町村 《母子福祉》
45 都道府県 《障害者扶養共済》
46 都道府県 《特別児童扶養手当》
47 都道府県 《障害児福祉手当》
48 都道府県 《特別障害者手当》
49 都道府県 《建築》
50 公共職業安定所 公共職業安定所
51 労働基準監督署 ―

保育に関する情報
助産の実施に関する情報
母子福祉に関する情報
障害者扶養共済に関する情報

労災に関する情報

特別児童扶養手当に関する情報
障害児福祉手当に関する情報
特別障害者手当に関する情報
建築に関する情報
雇用保険に関する情報

照会先（情報保有者）
備考

戸籍に関する情報
所得に関する情報

福祉等に関する情報

年金に関する情報

障害者に関する情報

項
番

共済年金

生活保護に関する情報

子ども手当に関する情報
児童扶養手当に関する情報

住基に関する情報

税に関する情報

資産に関する情報 固定資産

医療保険に関する情報

情報内容

1/1



 



 
 
 
 

別紙 2.2-6 大綱ユースケースの概略フロー 
(協力自治体ヒアリング結果反映版) 

 
 
 



 



別紙２．２－６

大綱ユースケースの概略フロー大綱 ケ の概略
（協力自治体ヒアリング結果反映版）

～抜粋～～抜粋～



（１）よりきめ細やかな社会保障給付の実現（１）よりきめ細やかな社会保障給付の実現

社会保障の給付や負担の状況に関する情報を、国・地方公共団体等相互で、正確かつ効率的にやり社会保障の給付や負担の状況に関する情報を、国 地方公共団体等相互で、正確か 効率的にやり
取りすることで、以下に例示するように、個人や世帯の状況に応じたきめ細やかな社会保障給付の実現が
可能になる。

大綱のユースケース 概略フロー[協力自治体様ヒアリング結果反映版]～抜粋～ 1



概略フロー（協力自治体様ヒアリング結果反映版）を記載する上での変更点

№３．高額医療・高額介護合算制度における給付状況の把握

・医療保険者のうち、共済組合は対象外とする。
※介護保険との合算が発生するのは、国保と後期高齢の対象者が殆どであり、共済組合の対象者は少ないと想定するため。

大綱の記載

〔給付過誤や給付漏れ、二重給付等の防止〕
高額医療・高額介護合算制度における保険者等の関係機関間での給付状況の把握

大綱ユースケースの概要

・高額医療・高額介護合算制度にいて、自己負担の限度額を超えた分について、医療保険者と介護保険者の負担分を医療保険者が按分計算し、高額医療 高額介護合算制度 、自己負担 限度額を超え 分 、医療保険者 介護保険者 負担分を医療保険者 按分計算 、
介護保険者に通知する。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※市町村の医療保険（国民健康保険、後期高齢者医療）については、同様の処理の流れとなるため、例として国民健康保険のみを記載する。
※窓口現物給付を想定する（限度額を超えた分の請求が事業者からくることを想定する）
※介護の自己負担分は 現状は住民が高額療養費支給手続の際に添付する「介護保険自己負担額証明書」で把握していると想定する

2

※介護の自己負担分は、現状は住民が高額療養費支給手続の際に添付する「介護保険自己負担額証明書」で把握していると想定する。

大綱のユースケース 概略フロー[協力自治体様ヒアリング結果反映版]～抜粋～



№３．高額医療・高額介護合算制度における給付状況の把握

医療保険者が、介護事業者及び医療機関での現物給付分（＊１）を把握し、医療保険者と介護保険者の費用負担を按分して、介護保険者へ通知
する

医療保険者（健保）

《高額医療・介護合算》《高額医療・介護合算》

市町村（現住所地）

介護保険介護保険

する。
＊１．サービスを利用した際、自己負担限度額を超えた分は、払わなくてよいようにする（＝現物給付化）

《高額医療 介護合算》《高額医療 介護合算》 介護保険介護保険

徴収・支給

医療機関

介護現物給付情報

（台帳）

医療現物給付情報

状況把握

介護保険の現物給付の情
報は、レセプト情報として介
護保険がすでに把握してい
るものと想定する。

賦課・給付

（台帳）

（各種）健康保険組合

（各種）国民健康保険組合

計算結果情報（介護分・医療分）
状況把握

全国健康保険協会

（各種）健康保険組合

医療保険者が市町村の国民健康保険及
び、後期高齢者医療の場合は、介護保険
は庁内連携となる。

3大綱のユースケース 概略フロー[協力自治体様ヒアリング結果反映版]～抜粋～



概略フロー（協力自治体様ヒアリング結果反映版）を記載する上での変更点

№５．児童扶養手当の認定における公的年金受給状況の把握

・医療機関からの診断書等は組織間の連携ではなく、従来通り、住民からの添付とする。
※診断書が必要なケースは限定されており、対象者が少ないと想定するため。（障害がある場合でも、障害等級1級もしくは身体障害がある場合
は診断書が添付不要となる）

大綱の記載

〔給付過誤や給付漏れ、二重給付等の防止〕
児童扶養手当の認定に当たっての公的年金の受給状況の確認

大綱ユースケースの概要

・児童扶養手当の認定審査の際に、公的年金の受給状況を確認する。児童扶養手当 認定審査 際 、公的年金 受給状況を確認する。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※申請から認定までを対象とし、支給は対象外とする。

大綱のユースケース 概略フロー[協力自治体様ヒアリング結果反映版]～抜粋～ 4



№５．児童扶養手当の認定における公的年金受給状況の把握

児童扶養手当の認定手続において、処理に必要な情報を他組織から直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を行い、結果を住民に通知す
る

市町村
（本籍地）

利用者
（住民）

る。

市町村（現住所地）

《児童扶養手当》《児童扶養手当》

状況把握

戸籍戸籍

照会応答

市町村

児童扶養手当
認定請求書

戸籍全部事項証明書

状況把握
（１月１日住所地）

個人住民税個人住民税

（台帳）

Ａさん

照会応答
審査 所得証明書

別居監護
申立書等

※父母はいるが、父又
は母が一定程度の障害

状態にある場合等に

診断書等

住基ネット

児童扶養手当
認定通知書

住民票の写し

賦課・給付
※子どもが別居している場合は、
他市町村との連携となる

の状態にある場合等に
必要となる

戸籍全部事項証明書
年金保険者

日本年金機構

国家公務員共済組合年金受給情報

戸籍戸籍

個人住 税個人住 税

戸籍全部事項証明書

所得証明書

照会応答

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

住民基本台帳住民基本台帳

住民票の写し

個人住民税個人住民税都道府県が業務を行
う場合は、庁内の連携
はなく、すべて他組織
（市町村、住基ネット）
との連携となる。

照会応答

大綱のユースケース 概略フロー[協力自治体様ヒアリング結果反映版]～抜粋～

照会応答
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概略フロー（協力自治体様ヒアリング結果反映版）を記載する上での変更点

№６－３．特別障害者手当の認定における公的年金受給状況の把握

・医療機関からの診断書等は組織間の連携ではなく、従来通り、住民からの添付とする。
※診断書に記載するべき検査結果の種類等が対象者によって様々であり、定型化が難しいと想定するため。

大綱の記載

〔給付過誤や給付漏れ、二重給付等の防止〕
特別児童扶養手当、障害児福祉手当又は特別障害者手当の認定に当たっての公的年金の受給状況の確認

大綱ユースケースの概要

・特別障害者手当の認定審査の際に、公的年金の受給状況を確認する。特別障害者手当 認定審査 際 、公的年金 受給状況を確認する。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

（一部調査中）

※申請から認定までを対象とし 支給は対象外とする

大綱のユースケース 概略フロー[協力自治体様ヒアリング結果反映版]～抜粋～ 6

※申請から認定までを対象とし、支給は対象外とする。
※特別障害者手当は年金との併給が可能であると思われるが、公的年金受給状況の把握が必要かどうか踏査中。



№６－３．特別障害者手当の認定における公的年金受給状況の把握

特別障害者手当の認定申請手続において、処理に必要な情報を他組織から直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を行い、結果を住民に
通知する

利用者
（住民）

市町村（現住所地）

障害者福祉障害者福祉

通知する。

医療機関

障害者福祉障害者福祉

Ａさん

状況把握
（相談）

受診（診断書依頼）

※住民が市町村に相談し、必要
な診断書等を確認した上で病院
で受診する流れを想定。

診断書等

状況把握

特別障害者手当
認定請求書

市町村
（本籍地）

戸籍戸籍

診断書等

診断書等

市町村
（１月１日住所地）

（台帳）

審査
特別障害者手当

認定通知書

賦課・給付

戸籍戸籍

照会応答
戸籍全部事項証明書

（１月１日住所地）

個人住民税個人住民税

照会応答
所得証明書

年金保険者

住民基本台帳住民基本台帳

照会応答

住民票の写し

戸籍全部事項証明書 年金保険者

日本年金機構

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合年金受給情報

戸籍戸籍

戸籍全部事項証明書

所得証明書

照会応答

都道府県が業務を行
う場合は 庁内の連携 地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

個人住民税個人住民税

照会応答

う場合は、庁内の連携
はなく、すべて他組織
（市町村、住基ネット）
との連携となる。

大綱のユースケース 概略フロー[協力自治体様ヒアリング結果反映版]～抜粋～ 7

※公的年金の受給情報は、所得額の計
算の際に参照する。（遺族年金などの非
課税の年金についても所得の計算に含
めるため）



概略フロー（協力自治体様ヒアリング結果反映版）を記載する上での変更点

№９．生活保護認定における他制度給付状況の把握

・医療保険者のうち、共済組合は対象外とする。
※生活保護申請をするのは、国保と後期高齢の対象者が殆どであり、共済組合の対象者は少ないと想定するため。

・医療機関からの医療要否意見書や健診結果は、組織間の連携ではなく、従来通り、住民からの添付とする。
※医療要否意見書や健診結果が必要なケースは限定されており、対象者が少ないと想定するため。

大綱の記載

〔給付過誤や給付漏れ、二重給付等の防止〕
生活保護法（昭和25 年法律第144 号）に基づく各種扶助支給に当たっての他制度給付状況（各種公的年金、雇用保険給付、児童扶養手当

等）の確認

大綱ユースケースの概要

・生活保護認定の審査の際に、他制度の給付状況（各種公的年金、雇用保険給付、児童扶養手当等）を確認する。生活保護認定 審査 際 、他制度 給付状況（各種公的年金、雇用保険給付、児童扶養手当等）を確認する。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※生活保護の支給申請手続について整理する。

大綱のユースケース 概略フロー[協力自治体様ヒアリング結果反映版]～抜粋～ 8



№９．生活保護認定における他制度給付状況の把握 （①市町村で実施する場合）

生活保護の申請手続において、処理に必要な情報を他組織から直接参照する。また、現状では紙等で行っている組織間の連携を電子で行う。
参照した情報等をもとに審査等を行い 結果を住民に通知する参照した情報等をもとに審査等を行い、結果を住民に通知する。

利用者
（住民）

市町村
（現住所地）

市町村
（本籍地）

戸籍

市町村
（１月１日住所地）

個人住民税

都道府県市町村
（固定資産所在地）

固定資産税

公費負担医療

《小児慢性特定疾患医療》

福祉

《特別児童扶養手当》

生活保護

戸籍

照会応答

個人住民税

保護申請書

Ａさん

照会応答

固定資産税

照会応答

照会応答

《小児慢性特定疾患医療》

《結核児童療育給付》

照会応答

《特別児童扶養手当》

収入申告書

資産申告書

戸籍全部事項証明書
所得証明書 固定資産情報

公費負担医療証情報

・・・ ・・・《未熟児養育医療》

《母子・寡婦福祉資金》

住基ネット住民票の写し

戸籍の附票の写し

公共職業安定所 運輸支局年金保険者

日本年金機構

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

雇用保険給付金 自動車

同意書

生活暦申告書

公費負担医療証情報
福祉手当受給情報

医療保険者

年金受給情報 雇用保険受給情報
自動車車両情報

（各種）国民健康保険組合

民生委員意見書

医療要否意見書

状況把握

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

全国健康保険協会

（各種）健康保険組合

医療保険加入情報 労働基準監督署

労災

検診命令書

金融機関 保険会社

銀行預金額

生命保険解約金額

不動産会社

賃貸契約書（写）

郵便局

郵便貯金額

簡易保険加入情報

生命保険加入情報

労災受給情報

子ども手当

照会応答

国民健康保険

照会応答

障害者福祉

照会応答

軽自動車税

照会応答

後期高齢者医療

照会応答

審査
保護決定通知書

《児童扶養手当》

照会応答

ひとり親医療

照会応答

乳幼児医療

照会応答

国民健康保険
保険加入情報

手帳情報後期高齢者
医療保険加入情報

子ども手当
受給情報

児童扶養手当
受給情報

ひとり親医療証情報 乳幼児医療証情報 軽自動車車両情報

介護保険

照会応答

介護保険資格・
高額給付情報

大綱のユースケース 概略フロー[協力自治体様ヒアリング結果反映版]～抜粋～ 9

（台帳）

審査

生活保護受給証

賦課・給付
徴収・支給

戸籍

照会応答

個人住民税

照会応答

固定資産税

照会応答

戸籍全部事項証明書 所得証明書 固定資産情報

住民基本台帳

照会応答

住民票の写し



№９．生活保護認定における他制度給付状況の把握 （②都道府県で実施する場合）

生活保護の申請手続において、処理に必要な情報を他組織から直接参照する。また、現状では紙等で行っている組織間の連携を電子で行う。
参照した情報等をもとに審査等を行い 結果を住民に通知する参照した情報等をもとに審査等を行い、結果を住民に通知する。

利用者
（住民）

都道府県

《生活保護》

市町村
（本籍地）

戸籍

照会応答

市町村
（１月１日住所地）

個人住民税

照会応答

市町村
（固定資産所在地）

固定資産税

照会応答

市町村（現住所地）

子ども手当

照会応答

国民健康保険

照会応答

障害者福祉

照会応答

後期高齢者医療

照会応答

後期高齢者 療

介護保険

照会応答

介護保険資格

保護申請書

Ａさん
収入申告書

資産申告書

同意書

戸籍全部事項証明書
所得証明書 固定資産情報

軽自動車税

照会応答

《児童扶養手当》

照会応答

ひとり親医療

照会応答

乳幼児医療

照会応答

国民健康保険
加入情報

手帳情報後期高齢者医療
保険加入情報

子ども手当受給情報

児童扶養手当受給情報ひとり親医療証情報 乳幼児医療証情報 軽自動車車両情報

介護保険資格・
高額給付情報

戸籍の附票の写し

公共職業安定所 運輸支局年金保険者

日本年金機構

国家公務員共済組合

雇用保険給付金 自動車

生活暦申告書

医療保険者

年金受給情報 雇用保険受給情報
（各種）国民健康保険組合

児童扶養手当受給情報ひとり親医療証情報 乳幼児医療証情報 軽自動車車両情報

住基ネット

住民票の写し
自動車車両情報

民生委員意見書

医療要否意見書

検診命令書

状況把握

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

全国健康保険協会

（各種）健康保険組合

医療保険加入情報
労働基準監督署

労災

労災受給情報

金融機関 保険会社

銀行預金額

不動産会社

賃貸契約書（写）

郵便局

郵便貯金額

簡易保険加入情報 生命保険解約金額

生命保険加入情報

労災受給情報

公費負担医療

照会応答

《小児慢性特定疾患医療》 《結核児童療育給付》

福祉

照会応答

《特別児童扶養手当》

公費負担医療証情報 福祉手当受給情報

・・・

《未熟児養育医療》 《母子・寡婦福祉資金》

・・・

大綱のユースケース 概略フロー[協力自治体様ヒアリング結果反映版]～抜粋～ 10

（台帳）

審査
保護決定通知書

生活保護受給証

賦課・給付
徴収・支給



このページは空白です
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（５）事務・手続の簡素化、負担軽減に関するもの（５）事務・手続の簡素化、負担軽減に関するもの

国・地方公共団体等間で、申請等に必要な情報を適時にやり取りすることで、事務・手続の簡素化が図国 地方公共団体等間で、申請等に必要な情報を適時にやり取りする とで、事務 手続の簡素化が図
られ、国民及び国・地方公共団体等の負担が軽減され、利便が高まる。

①① 添付書類 削減等添付書類 削減等①① 添付書類の削減等添付書類の削減等

国民が申請･申告等をする場合に必要な行政機関が発行する書類の添付を省略化すること等で、
国民の利便が高まるとともに、各機関の事務コストも削減できる。

大綱のユースケース 概略フロー[協力自治体様ヒアリング結果反映版]～抜粋～ 12



【【所得情報等に関する証明書（所得証明書、納税証明書等）の添付が省略される手続の例所得情報等に関する証明書（所得証明書、納税証明書等）の添付が省略される手続の例】】【【所得情報等 関する証明書（所得証明書、納税証明書等）の添付が省略される手続の例所得情報等 関する証明書（所得証明書、納税証明書等）の添付が省略される手続の例】】

番号制度の導入に併せて、税法上の守秘義務が課せられている所得情報等の提供を可能とす
る立法措置が講じられていることを前提に、以下の手続における所得情報等に関する証明書の添付
を省略することが想定される。

大綱のユースケース 概略フロー[協力自治体様ヒアリング結果反映版]～抜粋～ 13



概略フロー（協力自治体様ヒアリング結果反映版）を記載する上での変更点

№２１－１．厚生年金の加給年金の申請手続の効率化

医療機関からの診断書等は組織間の連携ではなく、従来通り、住民からの添付とする。
※診断書が必要なケースは限定されており、対象者が少ないと想定するため。

大綱の記載

〔所得情報等に関する証明書（所得証明書、納税証明書等）の添付の省略〕
国民年金法（昭和34 年法律第141 号）等による加給年金、振替加算及び障害基礎年金の申請に関する手続
（加給年金は厚生年金法）

大綱ユースケースの概要

・厚生年金の加給年金の申請手続に際して、組織間で情報連携することにより所得情報等に関する証明書等の添付が不要となる。厚生年金 加給年金 申請手続 際 、組織間 情報連携する より所得情報等 関する証明書等 添付 不要 なる。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※特別支給の老齢厚生年金の受給者が定額部分の支給開始（年齢到達）時点に加給年金の対象となった場合を整理する。（老齢厚生年金の受
給権を取得した際に加給の対象となる場合は、老齢厚生年金の裁定請求と同時に手続が行われるため）

大綱のユースケース 概略フロー[協力自治体様ヒアリング結果反映版]～抜粋～ 14



№２１－１．厚生年金の加給年金の申請手続の効率化

厚生年金の加給年金の申請の手続において、添付書類の代わりに他組織から所得などの情報を直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を
行い 結果を住民に通知する行い、結果を住民に通知する。

市町村
（本籍地）

加給年金額
日本年金機構

《厚生年金》《厚生年金》

利用者
（住民）

状況把握

戸籍戸籍

照会応答
戸籍全部事項証明書

加給年金額
加算開始事由

該当届

診断書等

（台帳）
Ａさん

審査 市町村
（１月１日住所地）

個人住民税個人住民税

照会応答
所得証明書賦課・給付

結果通知

住基ネット
住

住 ッ
住民票の写し

大綱のユースケース 概略フロー[協力自治体様ヒアリング結果反映版]～抜粋～ 15



概略フロー（協力自治体様ヒアリング結果反映版）を記載する上での変更点

№２１－３．国民年金の障害基礎年金の申請手続の効率化

・医療機関からの診断書等は組織間の連携ではなく、従来通り、住民からの添付とする。
※障害年金の場合は過去の診断結果が必要になるため、電子的な情報連携が難しいと想定する。

・金融機関の連携は、組織間の連携ではなく、従来通り、住民からの添付とする。
※現状では金融機関から改めて取得するのではなく、すでに保有している通帳を持参してもらうことで口座の有無を確認しているため、同様の運

大綱の記載

用であれば、金融機関と連携する必要性が低いと想定する。
・経由事務の省略等についての考え方をコメントとして補記する。

〔所得情報等に関する証明書（所得証明書、納税証明書等）の添付の省略〕
国民年金法（昭和34 年法律第141 号）等による加給年金、振替加算及び障害基礎年金の申請に関する手続

大綱ユースケースの概要

・国民年金の障害基礎年金の申請手続に際して、組織間で情報連携することにより所得情報等に関する証明書等の添付が不要となる。国民年金 障害基礎年金 申請手続 際 、組織間 情報連携する より所得情報等 関する証明書等 添付 不要 なる。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

・初診日が国民年金第1号被保険者期間中の場合を想定する。（上記以外の場合は、日本年金機構での手続となる）

大綱のユースケース 概略フロー[協力自治体様ヒアリング結果反映版]～抜粋～ 16



№２１－３．国民年金の障害基礎年金の申請手続の効率化

国民年金の障害基礎年金の裁定請求の手続において、添付書類の代わりに他組織から所得などの情報を直接参照する。参照した情報等をもとに
審査等を行い 結果を住民に通知する審査等を行い、結果を住民に通知する。

市町村（現住所地）
利用者 障害基礎年金

国民年金国民年金

状況把握

市町村
（本籍地）

戸籍戸籍

照会応答

利用者
（住民）

障害基礎年金
裁定請求書

審査

診断書等
照会応答

市町村
（１月１日住所地）

個人住民税個人住民税

（台帳）

Ａさん

審査
（形式チェック）

戸籍全部事項証明書

現状でも、市町村では形式チェック等の
確認しかしていないこと、また、各種情報

通帳

個人住民税個人住民税

照会応答
所得証明書障害基礎年金

裁定請求書

住基ネット
住

の収集を日本年金機構が行う想定である
ことから、市町村の経由事務を不要として
も良いという意見あり。

また、経由事務のままとする場合でも、
情報の収集は、現状通り市町村で行うとい
う案もある

診断書等

通帳（写）

日本年金機構

《国民年金》《国民年金》

年金保険者

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

住 ッ
住民票の写し

う案もある。 通帳（写）

日本私立学校振興
・共済事業団

年金証書等

（台帳）

審査

状況把握

裁定結果通知

大綱のユースケース 概略フロー[協力自治体様ヒアリング結果反映版]～抜粋～ 17

（台帳）

賦課・給付

金融機関
口座有無情報



概略フロー（協力自治体様ヒアリング結果反映版）を記載する上での変更点

№２３．健康保険の高額医療・高額介護合算制度の療養費支給手続の効率化

・医療保険者のうち、共済組合は対象外とする。
※介護保険との合算が発生するのは、国保と後期高齢の対象者が殆どであり、共済組合の対象者は少ないと想定するため。

大綱の記載

〔所得情報等に関する証明書（所得証明書、納税証明書等）の添付の省略〕
健康保険法等による高額医療・高額介護合算制度の申請に関する手続

大綱ユースケースの概要

・高額医療・高額介護合算制度の療養費支給手続に際して、組織間で情報連携することにより所得情報等に関する証明書等の添付が不要となる。高額医療 高額介護合算制度 療養費支給手続 際 、組織間 情報連携する より所得情報等 関する証明書等 添付 不要 なる。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※国民健康保険、後期高齢者医療以外の健康保険の場合を対象として整理する。
※窓口現物給付ではなく、高額療養費の支給（償還払い）の申請を整理する。
※申請受付と支給決定までとし 支払は対象外とする

大綱のユースケース 概略フロー[協力自治体様ヒアリング結果反映版]～抜粋～ 18

※申請受付と支給決定までとし、支払は対象外とする。



№２３．健康保険の高額医療・高額介護合算制度の療養費支給手続の効率化

健康保険の、高額医療・高額介護合算療養費の支給申請の手続において、添付書類の代わりに他組織から所得などの情報を直接参照する。参照
した情報等をもとに審査等を行い 結果を住民に通知する

医療保険者（健保）

した情報等をもとに審査等を行い、結果を住民に通知する。

利用者
（各種）国民健康保険組合

医療保険者（健保）

《高額医療・介護合算》《高額医療・介護合算》

利用者
（住民）

状況把握

高額医療・高額介護合算
療養費支給申請

全国健康保険協会

（各種）健康保険組合

賦課・給付

（台帳）

Ａさん
審査 市町村

（１月１日住所地）

個人住民税個人住民税
課税・所得証明書

高額合算療養費
支給決定通知書
（医療保険分）

照会応答
課税 所得証明書

賦課・給付

※療養支給の決定

※費用の按分計算

市町村
（現住所地）

介護保険介護保険

照会応答

医療保険者が市町村の国民健康保険及
び後期高齢者医療の場合は、介護保険
は庁内連携となる。
なお、課税・所得証明書については、賦課
業務のために収集した情報を活用するた 照会応答

自己負担情報（介護保険分）

賦課・給付

状況把握

高額合算療養費
支給決定通知書

計算結果情報（介護分・医療分）

業務のために収集した情報を活用するた
め、新たに連携は行わない。

賦課 給付
支給決定通知書
（介護保険分）
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概略フロー（協力自治体様ヒアリング結果反映版）を記載する上での変更点

№２７．小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化

・医療機関からの医療意見書は組織間の連携ではなく、従来通り、住民からの添付とする。
※医療機関へ受診した後に手続を行う流れであり、その際に医療機関から意見書を取得できるため、医療機関と連携する必要性が低いと想定
する。

大綱の記載

〔所得情報等に関する証明書（所得証明書、納税証明書等）の添付の省略〕
児童福祉法（昭和22 年法律第164 号）に基づく小児慢性特定疾患治療研究事業による医療の給付申請に関する手続

大綱ユースケースの概要

・小児慢性特定疾患治療研究事業による医療の給付申請手続に際して、組織間で情報連携することにより所得情報等に関する証明書等の添付小児慢性特定疾患治療研究事業 よる医療 給付申請手続 際 、組織間 情報連携する より所得情報等 関する証明書等 添付
が不要となる。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※小児慢性特定疾患治療研究事業による医療の給付＝小児慢性特定疾患の医療受診券交付申請について整理する。
※専門医による審査がある。
※加入する医療保険情報を連携しているが 小児が対象となるため 後期高齢者医療は対象外と想定する

大綱のユースケース 概略フロー[協力自治体様ヒアリング結果反映版]～抜粋～ 20
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№２７．小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化

小児慢性特定疾患の医療給付手続において、添付書類の代わりに他組織から所得などの情報を直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を
行い 結果を住民に通知する

市町村
（１月１日住所地）

都道府県

《小児慢性特定疾患医療》《小児慢性特定疾患医療》

利用者
（住民）

行い、結果を住民に通知する。

小児慢性特定疾患医療

個人住民税個人住民税
《小児慢性特定疾患医療》《小児慢性特定疾患医療》

Ａさん

状況把握

小児慢性特定疾患医療
受診券交付申請書

照会応答
課税証明書

同意書

市町村
（現住所地）

国民健康保険国民健康保険

審査

決定通知書

（専門医による
審査）

国民健康保険加入情報

生活保護受給証明書

照会応答

生活保護生活保護

照会応答

医療意見書

（台帳）

賦課・給付
徴収・支給

住基ネット
住民票の写し

医療保険者

小児慢性特定疾患
医療受診券

生活保護受給証明書

全国健康保険協会

（各種）健康保険組合

（各種）国民健康保険組合

医療保険加入情報
指定都市、中核市が小児慢性特定疾患医療

全国健康保険協会

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興

の業務を行う場合、医療保険者が国民健康
保険であれば、庁内連携となる。
なお、現住所地と１月１日時点の住所地が同
じ場合は、個人住民税は庁内連携となる。

日本私立学校振興
・共済事業団
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概略フロー（協力自治体様ヒアリング結果反映版）を記載する上での変更点

№２８．結核児童の療育給付手続の効率化

・医療機関からの医療意見書は組織間の連携ではなく、従来通り、住民からの添付とする。
※医療機関へ受診した後に手続を行う流れであり、その際に医療機関から意見書を取得できるため、医療機関と連携する必要性が低いと想定
する。

大綱の記載

〔所得情報等に関する証明書（所得証明書、納税証明書等）の添付の省略〕
児童福祉法による結核児童への療育の給付申請に関する手続

大綱ユースケースの概要

・結核児童への療育の給付申請手続に際して、組織間で情報連携することにより所得税額情報等に関する証明書等の添付が不要となる。結核児童 療育 給付申請手続 際 、組織間 情報連携する より所得税額情報等 関する証明書等 添付 不要 なる。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※指定医療機関における入院医療にかかる療育の給付（医療給付）について整理する。（同一手続で、日用品や学用品の支給も行っているが、
医療給付のための受診券の交付について整理する）

※専門医による審査がある

大綱のユースケース 概略フロー[協力自治体様ヒアリング結果反映版]～抜粋～ 22

※専門医による審査がある。



№２８．結核児童の療育給付手続の効率化

結核児童への療育給付の手続において、添付書類の代わりに他組織から所得などの情報を直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を行い、
結果を住民に通知する

市町村
（１月１日住所地）

都道府県

《結核児童療育給付》《結核児童療育給付》

利用者
（住民）

結果を住民に通知する。

結核児童

個人住民税個人住民税
《結核児童療育給付》《結核児童療育給付》

Ａさん

状況把握

結核児童
療育給付申請書

住民票の写し

照会応答
所得税額等を証明する書類

世帯調書

審査

住基ネット
住民票の写し

決定通知書

（専門医による
審査）

医療意見書

（台帳）
賦課・給付
徴収・支給

療育券

指定都市、中核市が
結核児童療育給付の
業務を行う場合、現住
所地と１月１日時点の
住所地が同じであれば、
個人住民税は庁内連
携となる。
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概略フロー（協力自治体様ヒアリング結果反映版）を記載する上での変更点

№３０．未熟児養育医療給付手続の効率化

・医療機関からの医療意見書は組織間の連携ではなく、従来通り、住民からの添付とする。
※医療機関で出産した後に手続を行う流れであり、その際に医療機関から意見書を取得できるため、医療機関と連携する必要性が低いと想定
する。

大綱の記載

〔所得情報等に関する証明書（所得証明書、納税証明書等）の添付の省略〕
母子保健法（昭和48 年法律第141 号）による未熟児への養育医療を給付申請する手続

大綱ユースケースの概要

・未熟児への養育医療を給付申請の手続に際して、組織間で情報連携することにより所得情報等に関する証明書等の添付が不要となる。未熟児 養育医療を給付申請 手続 際 、組織間 情報連携する より所得情報等 関する証明書等 添付 不要 なる。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※未熟児への養育医療を給付＝養育医療券の交付について整理する。
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№３０．未熟児養育医療給付手続の効率化

未熟児への療育給付の手続において、添付書類の代わりに他組織から所得などの情報を直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を行い、結
果を住民に通知する

市町村
（１月１日住所地）

果を住民に通知する。

市町村
（現住所地）

個人住民税個人住民税

照会応答

都道府県

《未熟児養育医療》《未熟児養育医療》
利用者

課税証明書
未熟児養育医療

給付申請

生活保護生活保護

照会応答

生活保護受給証明書

国民健康保険国民健康保険

照会応答

国民健康保険加入情報《未熟児養育医療》《未熟児養育医療》
（住民）

Ａさん

状況把握

課税証明書給付申請 生活保護受給証明書 国民健康保険加入情報

医療意見書

世帯調書

審査

（台帳）
賦課・給付
徴収・支給

住基ネット
住民票の写し

決定通知書

医療保険者

養育医療券

世帯調書

全国健康保険協会

（各種）健康保険組合

（各種）国民健康保険組合

医療保険加入情報

養育医療券

生活保護生活保護

照会応答
全国健康保険協会

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興

指定都市、中核市が未熟児養育医
療の業務を行う場合、生活保護は庁
内連携する。
また、医療保険者が国民健康保険の
場合は国民健康保険と庁内連携 現

生活保護受給証明書

・共済事業団場合は国民健康保険と庁内連携、現
住所地と１月１日時点の住所地が同
じ場合は個人住民税も庁内連携する。
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【【住民票の添付が省略される手続の例住民票の添付が省略される手続の例】】【【住民票の添付が省略される手続の例住民票の添付が省略される手続の例】】

番号制度を契機に、住民基本台帳ネットワークシステム（以下「住基ネット」という。）を活用するこ
とにより、以下の手続における住民票の添付を省略することも想定される。
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概略フロー（協力自治体様ヒアリング結果反映版）を記載する上での変更点

№３２－１．国民年金の裁定請求の効率化

・経由事務の省略等についての考え方をコメントとして補記する。

大綱の記載

〔住民票の添付の省略〕
国民年金法及び厚生年金保険法による被保険者・受給者に係る裁定請求・届出に関する手続

大綱ユースケースの概要

・国民年金法及び厚生年金保険法による被保険者・受給者に係る裁定請求・届出に関する手続に際して、組織間で情報連携することにより住民国民年金法及び厚生年金保険法 よる被保険者 受給者 係る裁定請求 届出 関する手続 際 、組織間 情報連携する より住民
票等の添付が不要となる。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※老齢基礎年金の裁定請求について整理する。（№7のユースケースで老齢厚生年金の裁定請求については整理しているため）
※国民年金第1号被保険者期間のみの場合を対象とする。（厚生年金･共済組合の加入期間、第３号被保険者期間（厚生年金・共済組合の加
入者の被扶養配偶者）がある場合は日本年金機構での手続となる）
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№３２－１．国民年金の裁定請求の効率化

国民年金の老齢基礎年金の年金請求手続において、添付書類の代わりに他組織から情報を直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を行い、
結果を住民に通知する結果を住民に通知する。

市町村（現住所地）

国民年金国民年金

年金請求書（国民年金・
厚生年金保険老齢給付）

利用者
（住民）

国民年金国民年金

審査（形式チェック）

状況把握
市町村

（本籍地）

戸籍戸籍

照会応答
戸籍全部事項証明書

（台帳）

Ａさん 市町村
（１月１日住所地）

個人住民税個人住民税

戸籍全部事項証明書

現状でも、市町村では形式チェック等の
確認しかしていないこと また 各種情報

照会応答
所得証明書

住基ネット
住民票の写し

年金請求書（国民年金・
厚生年金保険老齢給付）

確認しかしていないこと、また、各種情報
の収集を日本年金機構が行う想定である
ことから、市町村の経由事務を不要として
も良いという意見あり。

また、経由事務のままとする場合でも、
情報の収集は、現状通り市町村で行うとい

案もあ
日本年金機構

《国民年金》《国民年金》

年金保険者

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興

年金加入期間確認通知書状況把握

う案もある。

年金証書

・共済事業団

年金裁定通知書

金融機関
口座有無情報

（台帳）審査

賦課・給付
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概略フロー（協力自治体様ヒアリング結果反映版）を記載する上での変更点

№３４．社会福祉施設等の入所手続の効率化

・医療機関からの健康診断書は組織間の連携ではなく、従来通り、住民からの添付とする。
※健康診断書を不要としている市町村がある。また、必要としている場合でも対象者が限定されているため、医療機関と連携する必要性が低いと
想定する。

大綱の記載

〔住民票の添付の省略〕
児童福祉法等による社会福祉施設等の入所に関する手続

大綱ユースケースの概要

・児童福祉法等による社会福祉施設等の入所手続に際して、組織間で情報連携することにより住民票等の添付が不要となる。児童福祉法等 よる社会福祉施設等 入所手続 際 、組織間 情報連携する より住民票等 添付 不要 なる。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※児童福祉法等による社会福祉施設等のうち、「母子生活支援施設」について整理する。
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№３４．社会福祉施設等の入所手続の効率化

母子生活支援施設の入所申し込みの手続において、添付書類の代わりに他組織から情報を直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を行い、
結果を住民に通知する

市町村
（現住所地）

結果を住民に通知する。

市町村
（１月１日住所地）

（現住所地）

《母子福祉》《母子福祉》

利用者
（住民）

状況把握

個人住民税個人住民税

照会応答
課税証明書母子生活支援施設

入所申込書

健康診断書

（台帳）
Ａさん

審査

賦課・給付母子生活支援施設
入所承諾書

健康診断書

住民基本台帳住民基本台帳

照会応答
住民票の写し

母子生活支援施設
入所費用徴収金

決定通知書

住基ネット

住民票の写し

※施設所在地が現住所地の場合

生活保護生活保護

照会応答

個人住 税個人住 税

生活保護受給証明書

都道府県（福祉事務所のない
町村）が、業務を行う場合、1

個人住民税個人住民税

照会応答
課税証明書

） 、業務 場合、
月1日所在地と現住所地が同
じ場合は、課税証明書が庁内
連携となる。
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別紙 2.3-1 詳細検討対象ユースケース選定経緯 
 
 



 



詳細検討対象ユースケース選定経緯 別紙２．３－１

詳細検討対象ユースケースの選定手順について

実施内容 ユースケース数

65

6

平成22年度地域情報プラットフォーム活用推進事業で策定したユースケース

STEP4

■本事業の詳細検討対象ユースケースの選定
STEP2で選定した大綱のユースケースに基づく詳細検討対象ユースケース（8
つ）、STEP3で選定した平成22年度地域情報プラットフォーム活用推進事業等
に基づく詳細検討対象ユースケース（6つ）について、業務の関連性や処理の
流れの類似性等を考慮して統合等を行い、 終的に本事業における8つの詳
細検討対象ユースケース案を選定した。

8

STEP3

■平成22年度地域情報プラットフォーム活用推進事業等に基づく詳細検討対
象ユースケースの選定
平成22年度地域情報プラットフォーム活用推進事業のユースケースの中で、
自治体や住民にとって効果が期待できる5つのユースケースを取りあげ、本事
業の詳細検討対象ユースケースに加える。
なお、災害のユースケースについても追加検討を実施することとする。

本事業において業務プロセス案の策定や連携データ項目分析等の深掘した検討を実施するユースケースを、以下の手順で大綱に記載された65
ユースケース等から選定し、 終的に8つの詳細検討対象ユースケース案とした。

■詳細検討対象ユースケース候補の抽出
大綱に記載された65ユースケースについて、本事業の検討対象外であるもの
（下記①～⑤）を除外し、詳細検討対象ユースケースの候補を抽出する。
①重複するユースケースを除外する。
②自治体（市町村、都道府県）が関連しないユースケースを除外する。
③災害のユースケースはいったん除外する。
④制度・業務が明確でないユースケースを除外する。
⑤その他（自治体から見て情報連携基盤を介した情報連携が行われないもの
を除外する。）

35

■大綱のユースケースに基づく詳細検討対象ユースケースの選定
STEP1で抽出した候補について、効果、実現性、一部実施可能性の観点で評
価を実施する。
さらに、大綱に記載されたカテゴリー（(1)社会保障給付の実現、・・・）ごとに、
処理の流れの類似性等も考慮して、（大綱に記載されたユースケースのうち）
本事業で今後深掘検討を行っていく詳細検討対象ユースケースを選定する。

8

STEP

大綱に記載されたユースケース

STEP1

STEP2
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STEP1：詳細検討対象ユースケース候補の抽出（35ユースケース）

市町村 都道府県
1 1 △
2 2 △
3 1 3
4 4 × ×
5 2 5
6 3 6-1 特別児童扶養手当の認定における公的年金受給状況の把握
7 4 6-2 障害児福祉手当の認定における公的年金受給状況の把握
8 5 6-3 特別障害者手当の認定における公的年金受給状況の把握
9 6 7
10 8 × ×
11 7 9
12 10 （△）
13 11 （２）所得把握

の精度向上
（△）

14 12 災害
15 13 災害
16 14 災害
17 15-1 被災者生活再建支援金の申請 災害
18 15-2 被災者への預金の払い戻し 災害
19 8 16
20 9 17
21 10 18
22 11 19
23 12 20
24 13 21-1 厚生年金の加給年金の申請手続の効率化
25 14 21-2 国民年金の振替加算の申請手続の効率化
26 15 21-3 国民年金の障害基礎年金の申請手続の効率化
27 16 22
28 17 23
29 18 24
30 25 No.5と同一
31 26 No.6と同一
32 19 27
33 20 28
34 21 29
35 22 30
36 23 31
37 24 32-1 年金の裁定請求の効率化
38 32-2 年金受給者による氏名変更届の効率化 住基ネット

単独利用
39 33 No.5と同一
40 25 34
41 26 35
42 36 No.6と同一
43 27 37
44 38 住基ネット

単独利用
45 39 住基ネット

単独利用
46 40 住基ネット

単独利用
47 41 住基ネット

単独利用
48 28 42
49 43 住基ネット

単独利用
50 44 住基ネット

単独利用
51 45 住基ネット

単独利用
52 46 住基ネット

単独利用
53 29 47
54 30 48
55 31 49
56 32 50
57 51 No.59に含
58 52 情報提供

ネットワーク
システム対

象外
59 33 53
60 34 54
61 55 × ×
62 56 × ×
63 35 57
64 58 No.26等に

含む
65 59 △

カテゴリー

大綱に記載された65ユースケースについて、本事業の検討対象外であるもの（下記①～⑤）を除外し、詳細検討対象ユースケースの候補を抽出する。
①重複するユースケースを除外する。
②自治体（市町村、都道府県）が関連しないユースケースを除外する。
③災害のユースケースは別途整理することとし、いったん除外する。
④制度・業務が明確でないユースケースを除外する。
⑤その他（自治体から見て情報提供ネットワークシステムを介した情報連携が行われないものを除外する。）
※下表網掛け部分が除外されたユースケース

④制度・業
務の明確さ

母子・寡婦福祉資金貸付申請手続の効率化

（３）災害

確定申告時の自己情報の情報提供

③災害

心身障害者扶養共済の加入手続の効率化

健康保険の高額医療・高額介護合算制度の療養費支給手続の効率化

福祉サービスの制度改正等の情報提供
税務や納付に関する情報提供

高額医療・高額介護合算制度における給付状況の把握

児童扶養手当の認定における公的年金受給状況の把握

生活保護認定における他制度給付状況の把握

健康保険の高額療養費の支給決定手続の効率化

健康保険における入院時食事療養費等の決定手続の効率化

小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化
結核児童の療育給付手続の効率化

児童扶養手当の認定手続の効率化（所得証明書の省略）
特別児童扶養手当等の認定手続の効率化（所得証明書の省略）

税務当局による名寄せ・突合

災害時要援護者リスト作成手続の効率化
災害時の本人確認手続の効率化

（６）医療・介
護等のサー
ビスの質向上

引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎ
乳幼児健診履歴等の把握による児童虐待等の早期発見

助産の実施の給付手続の効率化
未熟児養育医療給付手続の効率化

社会福祉施設等の入所手続の効率化

保険証のICカード化

難病等の医学研究におけるデータの蓄積
地域がん登録等における予後の追跡
介護保険認定情報の引継ぎ
医療機関との連携による診断書の添付省略
※具体的な手続の例については、他ユースケースに含まれているため詳細は記載しない

医療機関における保険資格の確認
法定調書提出の効率化

贈与税の申告手続の効率化（配偶者控除の特例）
贈与税の申告手続の効率化（住宅取得等資金の非課税）

確定申告手続の効率化（特定居住用財産の譲渡損失の特例）

確定申告手続の効率化（居住用財産交換の課税の特例）

相続税の申告手続の効率化（小規模宅地等の特例）

確定申告手続の効率化（居住用財産の買換えの課税の特例）

確定申告手続の効率化（長期譲渡所得の課税の特例）

確定申告手続の効率化（居住用財産の譲渡所得の特別控除）

確定申告手続の効率化（特定の改修工事の特別控除）

確定申告手続の効率化（居住用財産の買換えの控除）

贈与税の申告手続の効率化（相続時精算課税選択）

（５）事務・手
続の簡素化

添付削減
（所得）

年金請求の手
続の効率化

災害時の医療情報の共用
生活再建における手続の効
率化

（４）Push型情
報提供

各種保険料（年金、医療、介護、雇用）の情報提供
サービス利用時の自己負担情報の情報提供

確定申告手続の効率化（住宅借入金の特別控除）

特別児童扶養手当等の認定手続の効率化（住民票の省略）

養護老人ホーム入所の利用者負担額決定手続の効率化
添付削減
（住民票）

年金に関する
手続の効率化

児童扶養手当の認定手続の効率化（住民票の省略）

確定申告手続の効率化（認定長期優良住宅の特別控除）

通
番

№

二重給付
等の防止

⑤その他

（１）社会保障
給付の実現

社会保障の総合合算制度の導入
高額医療・高額介護合算制度の現物給付化

各種公的年金給付における雇用保険の受給状況の把握
労災保険の年金給付における厚生年金等の受給状況の把握

特別児童扶養
手当等の認定
における公的

健康保険の給付金支給における他制度給付状況の把握

公費負担医療制度と医療保険間の調整

①重複
②自治体が関連するか

どうか項番
（選定後）

大綱のユースケース
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STEP2：大綱のユースケースに基づく詳細検討対象ユースケースの選定（8ユースケース）

1 1
2 2
3 1 3 － C × 【効】不明

【実】医療保険者、介護事業者との連携は困難
【一】医療保険者、介護事業者双方と連携しなければ効果は望めな
い

4 4
5 2 5 B B ○ 【効】認定請求受付件数142,340件/年・全国。公的年金受給状況の

把握により不正受給防止の効果あり
【実】市町村、年金保険者と連携可能性大
【一】年金保険者との連携のみでも不正受給防止の効果あり

1 児童扶養手当に認定申請における手続の効率化 No.5,No.6-1,No.6-2,No.6-3,No.37は処理の流れ、連携する情報、連携先
が類似しているため、件数が多く効果が期待できるNo.5を選定する。た
だし、こども手当（所得制限あり）も含んだ検討とする。

6 3 6-1 特別児童扶養手当の認定における公的年金受給状況の把
握

C B ○ 【効】認定請求受付件数26,928件/年・全国
その他は、No.5と同じ

7 4 6-2 障害児福祉手当の認定における公的年金受給状況の把握 D B ○ 【効】認定請求受付件数8,635件/年・全国
その他は、No.5と同じ

8 5 6-3 特別障害者手当の認定における公的年金受給状況の把握 C B ○ 【効】認定請求受付件数21,812件/年・全国
その他は、No.5と同じ

9 6 7 － － － ※ユースケースの主体が自治体でないため評価対象外
10 8
11 7 9 A B ○ 【効】認定請求受付件数349,223件/年・全国。対象者数も多い。

【実】市町村、年金保険者、運輸支局と連携可能性大
【一】市町村との連携のみでも効果あり

2 生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府
県で実施）

件数や対象者が多く、効果が期待でき、また、認定請求及び市町村～さ
まざまな民間企業への照会という幅広い処理を含むため、選定する。

12 10
13 11 （２）所得把握

の精度向上
14 12
15 13
16 14
17 15-1 被災者生活再建支援金の申請
18 15-2 被災者への預金の払い戻し
19 8 16 B B ○ 【効】住民ニーズあり

【実】市町村、年金保険者と連携可能性大
【一】市町村との連携のみでも効果あり

20 9 17 B C ○ 【効】住民ニーズあり
【実】自己負担情報のリアルタイムの提供は難しい
【一】市町村との連携のみでも効果あり

21 10 18 B C ○ 【効】住民ニーズあり
【実】フィルタリングが必要であり、難易度が高い
【一】市町村との連携のみでも効果あり

22 11 19 A A ○ 【効】確定申告は件数も多くニーズあり
【実】所得情報の更新は年1回であり、実現性は高い
【一】市町村との連携のみでも効果あり

3 税務や納付に関する情報提供

23 12 20 A B ○ 【効】確定申告は件数も多くニーズあり
【実】市町村、年金保険者と連携可能性大
【一】市町村、年金保険者との連携のみでも効果あり

4 確定申告時の自己情報の情報提供

24 13 21-1 厚生年金の加給年金の申請手続の効率化 － － － ※ユースケースの主体が自治体でないため評価対象外
25 14 21-2 国民年金の振替加算の申請手続の効率化 － － － ※ユースケースの主体が自治体でないため評価対象外
26 15 21-3 国民年金の障害基礎年金の申請手続の効率化 C B ○ 【効】受給権者（新規裁定）81,225件/年・全国。対象者数も多い。

【実】市町村、年金保険者と連携可能性大
【一】市町村、年金保険者との連携のみでも効果あり

27 16 22 － － － ※ユースケースの主体が自治体でないため評価対象外
28 17 23 － － － ※ユースケースの主体が自治体でないため評価対象外
29 18 24 － － － ※ユースケースの主体が自治体でないため評価対象外
30 25
31 26
32 19 27 B B ○ 【効】年次登録者102,343件/年・全国

【実】市町村と連携可能性大
【一】市町村との連携のみでも効果あり

5 小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化 No.27～No.31、No.34、No.35は連携情報は異なるものの、処理の流れ
（申請の受付～必要となる情報の照会（連携）～通知）は類似している。
件数が多く、効果が期待できるNo.27を選定する。

33 20 28 D B ○ 【効】給付申請13件/年・全国
【実】市町村と連携可能性大
【一】市町村との連携のみでも効果あり

34 21 29 D B ○ 【効】施設入所措置5,732件/年・全国
【実】市町村と連携可能性大
【一】市町村との連携のみでも効果あり

35 22 30 C B ○ 【効】給付申請29,417件/年・全国
【実】市町村と連携可能性大
【一】市町村との連携のみでも効果あり

36 23 31 C B ○ 【効】介護型が増加しているため、申請件数は少ないと思われる。
【実】市町村、年金保険者と連携可能性大
【一】市町村との連携のみでも効果あり

STEP1で詳細検討対象ユースケースの候補となったものについて、効果、実現性、一部実施可能性の観点で評価を実施する。
①【効果】：当該ユースケースが実現された場合の効果について、当該業務の件数（手続の受付件数や対象者数）等に基づき、A：効果大、B：効果中、C：効果小、D：効果なし、で評価。
②【実現性】：当該ユースケースの2015年1月時点の実現可能性について、連携対象機関等を踏まえて、A：実現性高、B：実現性中、C：実現性低、で評価。
③【一部実施可能性】：当該ユースケースで想定される団体間の情報連携のうち、一部実施のみで効果が享受できるかを○、×で評価。

大綱に記載されたカテゴリー((1)社会保障給付の実現、・・・)ごとに、そこに含まれるユースケースの間で評価結果を比較し、さらに処理の流れの類似性等も考慮して、大綱に記載されたユースケースのうち本事業で今後深掘検討を行っていく詳細検討対象ユースケースを選定する。

# 大綱ユースケース 選定理由

医療機関、介護事業者双方との連携が必要であり、実現性が低いため、対象外とする。

実現性
一部実施
可能性

左記評価の理由
（【効】：効果、【実】：実現性、【一】：一部実施可能性）

特別児童扶養手当等の認定手続の効率化（所得証明書の省略）

健康保険の高額療養費の支給決定手続の効率化
健康保険の高額医療・高額介護合算制度の療養費支給手続の効率化

助産の実施の給付手続の効率化

結核児童の療育給付手続の効率化

No.16～No.20は連携情報は異なるものの、処理の流れ（必要な情報を
収集しポータルにて利用者に情報提供）は類似している。Push型の情報
提供は住民のニーズが高く、その中でも効果が期待できるNo.19、No.20
を選定する。

税務当局による名寄せ・突合

小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化

各種保険料（年金、医療、介護、雇用）の情報提供

サービス利用時の自己負担情報の情報提供

福祉サービスの制度改正等の情報提供

税務や納付に関する情報提供

確定申告時の自己情報の情報提供

災害時要援護者リスト作成手続の効率化
災害時の本人確認手続の効率化
災害時の医療情報の共用
生活再建における手続の効
率化

（３）災害

（５）事務・手続
の簡素化

添付削減
（所得）

年金請求の手
続の効率化

健康保険における入院時食事療養費等の決定手続の効率化
児童扶養手当の認定手続の効率化（所得証明書の省略）

未熟児養育医療給付手続の効率化

（４）Push型情
報提供

養護老人ホーム入所の利用者負担額決定手続の効率化

通
番

項番
（選定後）

№ 効果カテゴリー 大綱のユースケース

（１）社会保障
給付の実現

社会保障の総合合算制度の導入
高額医療・高額介護合算制度の現物給付化
二重給付等
の防止

高額医療・高額介護合算制度における給付状況の把握

各種公的年金給付における雇用保険の受給状況の把握
労災保険の年金給付における厚生年金等の受給状況の把握
生活保護認定における他制度給付状況の把握

健康保険の給付金支給における他制度給付状況の把握
児童扶養手当の認定における公的年金受給状況の把握

公費負担医療制度と医療保険間の調整

特別児童扶養
手当等の認定
における公的
年金受給状況
の把握

#6に包含

#6に包含
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# 大綱ユースケース 選定理由実現性
一部実施
可能性

左記評価の理由
（【効】：効果、【実】：実現性、【一】：一部実施可能性）

通
番

項番
（選定後）

№ 効果カテゴリー 大綱のユースケース

37 24 32-1 年金の裁定請求の効率化 A B ○ 【効】受給権者（新規裁定）231,764件/年・全国
【実】市町村、年金保険者と連携可能性大
【一】一部連携のみでも効果あり

6 国民年金の裁定請求の効率化 No.7、No.21-1～No.24、No.32-1は処理の流れ（利用者から申請等を受
付け、市町村や年金保険者に必要な情報を照会）は類似している。件数
が多く、効果が期待できるNo.32-1を選定する。

38 32-2 年金受給者による氏名変更届の効率化
39 33
40 25 34 C B ○ 【効】在所者数2,709,347。申込は入所時のみのため、件数は少ない

と思われる。
【実】市町村と連携可能性大
【一】市町村との連携のみでも効果あり

41 26 35 C B ○ 【効】貸付件数51,170件/年・全国
【実】市町村と連携可能性大（戸籍の扱いによる）
【一】市町村との連携のみでも効果あり

42 36
43 27 37 D C × 【効】新規申請396件/年・全国

【実】都道府県で障害者扶養共済業務はシステム化されていない場
合が多い。
【一】一部連携では効果は望めない

44 38
45 39
46 40
47 41
48 28 42 － － － ※ユースケースの主体が自治体でないため評価対象外 自治体側から見ると他団体からの照会への回答であり、他のユースケースで選定されているため、対象外とする。
49 43
50 44
51 45
52 46
53 29 47 － － － ※ユースケースの主体が自治体でないため評価対象外
54 30 48 － － － ※ユースケースの主体が自治体でないため評価対象外
55 31 49 － － － ※ユースケースの主体が自治体でないため評価対象外
56 32 50 － － － ※ユースケースの主体が自治体でないため評価対象外
57 51
58 52
59 33 53 B C － 【効】件数不明。H22事業のヒアリングでも問題点として挙げられてお

り、住民ニーズは高い
【実】市町村でシステム化されていない場合が多い
【一】連携先が市町村のみ

7 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎ

60 34 54 A C × 【効】人命に関わるため効果あり
【実】市町村でシステム化されていない場合が多い
【一】市町村、医療機関双方と連携できなれけば効果は望めない

8 乳幼児健診履歴等の把握による児童虐待等の早期
発見

61 55
62 56
63 35 57 B B － 【効】自治体側の効果は望める

【実】全国一律でシステム化されているが、転出時の情報（転出証明
書等）に付加すればよい
【一】連携先が市町村のみ

64 58
65 59

No.53～No.57は連携情報は異なるものの、処理の流れ（団体間で情報
を引継ぎ活用する）は類似している。No.57は転出証明書の拡張で対応
できる可能性もある。
No.53は住民のニーズも高く、また、No.54は人命に関わるため効果が期
待できるため選定する。

確定申告手続の効率化（特定居住用財産の譲渡損失の特例）

確定申告手続の効率化（居住用財産の譲渡所得の特別控除）

地域がん登録等における予後の追跡
介護保険認定情報の引継ぎ

法定調書提出の効率化

確定申告手続の効率化（居住用財産交換の課税の特例）
相続税の申告手続の効率化（小規模宅地等の特例）

確定申告手続の効率化（居住用財産の買換えの控除）
確定申告手続の効率化（居住用財産の買換えの課税の特例）

（６）医療・介護
等のサービス
の質向上

引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎ

乳幼児健診履歴等の把握による児童虐待等の早期発見

難病等の医学研究におけるデータの蓄積

贈与税の申告手続の効率化（配偶者控除の特例）
贈与税の申告手続の効率化（住宅取得等資金の非課税）

医療機関における保険資格の確認

保険証のICカード化
医療機関との連携による診断書の添付省略

添付削減
（住民票）

年金に関する
手続の効率化

児童扶養手当の認定手続の効率化（住民票の省略）
社会福祉施設等の入所手続の効率化

心身障害者扶養共済の加入手続の効率化

確定申告手続の効率化（住宅借入金の特別控除）
確定申告手続の効率化（長期譲渡所得の課税の特例）

母子・寡婦福祉資金貸付申請手続の効率化

特別児童扶養手当等の認定手続の効率化（住民票の省略）

贈与税の申告手続の効率化（相続時精算課税選択）

確定申告手続の効率化（特定の改修工事の特別控除）
確定申告手続の効率化（認定長期優良住宅の特別控除）

#5に包含

#1に包含
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STEP3：平成22年度地域情報プラットフォーム活用推進事業等に基づく詳細検討対象ユースケースの選定

■本事業で取り挙げる平成22年度地域情報プラットフォーム活用推進事業のユースケース（自治体や住民にとって効果が期待できるもの）

9
10
11
12
13

■災害

14 災害時の住民の状況把握や手続の効率化

4滞納者の資産等照会の効率化
5受給者の所得情報照会の効率化
19退職に伴う国民年金の業務（経由事務）の削減
24不動産の登録作業の効率化
30土地家屋異動通知に係る作業の効率化

# その他ユースケース

平成22年度地域情報プラットフォーム活用推進事業のユースケースの中で、自治体や住民にとって効果が期待できる5つのユースケースを取りあげ、
本事業の詳細検討対象ユースケースに加える。また、災害のユースケースについても追加検討を実施することとする。

# 平成22年度地域情報プラットフォーム活用推進事業ユースケース
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STEP4：本事業の詳細検討対象ユースケースの選定

■STEP2：大綱のユースケースに基づく詳細検討対象ユースケース

1 児童扶養手当に認定申請における手続の効率化 －

2 生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施） －

3 税務や納付に関する情報提供

4 確定申告時の自己情報の情報提供

5 小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化 －

6 国民年金の裁定請求の効率化 －

7 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎ

8 乳幼児健診履歴等の把握による児童虐待等の早期発見

■STEP3：平成22年度地域情報プラットフォーム活用推進事業等に基づく詳細検討対象ユースケース

9 4滞納者の資産等照会の効率化 項番2における資産照会と同様の処理を行っているため、項番2を検討することで代替する。

10 5受給者の所得情報照会の効率化 項番1における所得情報照会と同様の処理を行っているため、項番1を検討することで代替する。

11 19退職に伴う国民年金の業務（経由事務）の削減 項番6の国民年金裁定請求と同様の業務であるため、項番6を検討することで代替する。

12 24不動産の登録作業の効率化

13 30土地家屋異動通知に係る作業の効率化

14 災害時の住民の状況把握や手続の効率化 －

■本事業の詳細検討対象ユースケース

1

2

3

4

5

6

7

8

※網羅性の確認

災害時の住民の状況把握や手続の効率化

新No. 本事業の詳細検討対象ユースケース

児童扶養手当に認定申請における手続の効率化

生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）

税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など）

小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化

国民年金の裁定請求の効率化

引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握

不動産に関する業務の効率化

平成22年度地域情報プラットフォーム活用推進事業ユース
ケース等

業務の関連性や処理の流れの類似性等

住民が不動産を登録し、市町村及び都道府県が土地家屋異動通知に基づく業務を実施するという一
連の業務を考慮し、項番12、項番13を統合し、ユースケース「不動産に関する業務の効率化」とする。

項番

引越時に健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待等の把握を同時に行うことを想定し、項番7、項番8
を統合し、ユースケース「引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握」とする。

STEP2で選定した大綱のユースケースに基づく詳細検討対象ユースケース（8つ）、STEP3で選定した平成22年度地域情報プラットフォーム活用推進事業等に基づく詳細検
討対象ユースケース（6つ）について、業務の関連性や処理の流れの類似性等を考慮して統合等を行い、 終的に本事業における8つの詳細検討対象ユースケース案を選
定した。
なお、選定した詳細検討対象ユースケースは、行政業務を構成する4つの機能（状況把握、審査、賦課・給付決定、徴収・支給）、情報の連携形態（連絡、受取、照会、回
答）、情報の連携相手（住民、行政機関、その他）を全体として網羅しているため、検討結果はさまざまなユースケースに適用可能となる。

項番 本事業の詳細検討対象ユースケース 業務の関連性や処理の流れの類似性等

税に関する情報提供であり、同様の処理であるため、項番3、項番4を統合し、ユースケース「税務に関
する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など）」として取り扱う。

1 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
2 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
3 ● ● ●
4 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
5 ● ● ● ● ● ●
6 ● ● ● ● ● ● ● ● ●
7 ● ● ● ● ● ● ● ●
8 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
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生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）

税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など）

小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化

本事業の詳細検討対象ユースケース新No.

住
民

国民年金の裁定請求の効率化

引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握

不動産に関する業務の効率化

災害時の住民の状況把握や手続の効率化

網羅性の観点

業務機能、連携形態等の網羅性

行政業務を構成する
４つの機能

情報連携の形態 情報の連携相手

児童扶養手当に認定申請における手続の効率化

6/6



 
 
 
 

別紙 2.3-2 詳細検討対象ユースケースの業務整理表 
 



 



詳細検討対象ユースケースの業務整理表 別紙２．３－２

【凡例】
　・自治体の関連あり（住基ネットが関連する場合も含む）　・・・　○：関連あり
　・連携　・・・　組織名／業務名　を記載。業務名について、ＡＰＰＬＩＣの自治体業務アプリケーションユニット標準仕様に規定されているユニットの場合は、そのユニット名を記載する。記載されていない場合は、ユニット名を想定し「《》」を付けて記載する。

自治体 自治体以外
市町村 都道府県 組織／業務 業務 組織／業務 組織

1 1 児童扶養手当の認定申請に
おける手続の効率化

【大綱】№5児童扶養手当
の認定における公的年金
受給状況の把握

・児童扶養手当の認定の手続におい
て、組織間で直接情報を連携すること
により、添付書類を省略する。また、年
金受給情報の確認を行うことにより、
重複給付を防止する。

※申請から認定までを対象とし、支給は対象外とする。 児童扶養手当の認定手続において、処理
に必要な情報を他組織から直接参照す
る。参照した情報等をもとに審査等を行
い、結果を住民に通知する。

・市
・福祉事務所を設
置する町村

・市町村
・年金保険者
・医療機関
・住基ネット

○ ― ・市町村（現住所地）／
《児童扶養手当》

・戸籍
・個人住民税
・住民基本台帳

・市町村（本籍地）／戸籍
・市町村（１月１日住所
地）／個人住民税
・住基ネット

・年金保険者
・医療機関

・戸籍全部事項証明書
・所得証明書
・住民票の写し
・年金受給情報
・診断書等

2 2 生活保護の保護申請に伴う
調査の効率化（都道府県で
実施）

【大綱】№9生活保護認定
における他制度給付状況
の把握

・生活保護認定の審査の際に、他制度
の給付状況（各種公的年金、雇用保険
給付、児童扶養手当等）を確認する。

※生活保護の保護申請手続について整理する。 生活保護の申請手続において、処理に必
要な情報を他組織から直接参照する。ま
た、現状では紙等で行っている組織間の
連携を電子で行う。
参照した情報等をもとに審査等を行い、
結果を住民に通知する。

・都道府県（福祉
事務所のない町
村の場合）

・市町村
・都道府県
・公共職業安定所
・運輸支局
・年金保険者
・医療保険者
・医療機関
・金融機関
・郵便局
・保険会社
・不動産会社

○ ○ ・都道府県／《生活保
護》

・《小児慢性特定疾患医療》
・《結核児童療育給付》
・《未熟児養育医療》
・《特別児童扶養手当》
・《母子・寡婦福祉資金》
・《児童扶養手当》

・市町村（本籍地）／戸籍
・市町村（１月１日住所
地）／個人住民税
・市町村（固定資産所在
地）／固定資産税
・市町村（現住所地）／国
民健康保険、後期高齢
者医療、介護保険、障害
者福祉、子ども手当、《児
童扶養手当》、ひとり親
医療、乳幼児医療、軽自
動車税
・住基ネット

・公共職業安定所
・運輸支局
・労働基準監督署
・年金保険者
・医療保険者
・医療機関
・金融機関
・郵便局
・保険会社
・不動産会社
・民生委員

・戸籍全部事項証明書
・戸籍の附票の写し
・所得証明書
・固定資産情報
・住民票の写し
・国民健康保険加入情報
・後期高齢者医療保険加入情報
・介護保険資格・高額給付情報
・手帳情報
・子ども手当受給情報
・児童扶養手当受給情報
・ひとり親医療証情報
・乳幼児医療証情報
・軽自動車車両情報
・雇用保険受給情報
・自動車車両情報
・労災受給情報
・年金受給情報
・医療保険加入情報
・銀行預金額
・郵便貯金額
・簡易保険加入情報
・生命保険加入情報
・生命保険解約金額
・医療要否意見書
・検診書
・賃貸契約書（写）
・民生委員意見書

3 3 税務に関する情報提供（税
額、納付状況、申告に必要な
情報など）

【大綱】№19税務や納付に
関する情報提供
【大綱】№20確定申告時の
自己情報の情報提供

・国民が、自分の情報や、利用する
サービスに関する情報を自宅のパソコ
ン等から容易に閲覧可能となる。
【対象情報】自己の税や納付状況に関
する情報、確定申告等を行う際に参考
となる控除等に関する情報

※対象情報については、
　　税額、納付状況として、市町村（固定資産税、個人住民
税、軽自動車税）、都道府県（自動車税）、国税を例として整
理する。
　　申告に必要な情報として、控除に関する情報（各種保険
料、医療費、障害者情報、借入金の年末残高等証明書）を
例として整理する。

住民がポータルにログインし、自身に関す
る、税額、納付状況、控除に関する情報
などの各種情報を参照する。

・市町村、都道府
県

・ポータル
・市町村
・都道府県
・税務署

○ ○ ・ポータル ― ・市町村（固定資産所在
地）／固定資産税
・市町村（1月1日住所地）
／個人住民税
・市町村（軽自動車登録
地）／軽自動車税
・都道府県／《自動車税》
・市町村（現住所地）／国
民健康保険、後期高齢
者医療

・税務署
・年金保険者
・医療保険者（国保、
後期高齢以外）
・金融機関
・保険会社

・申告内容
・税、納付状況
・保険料情報
・医療費情報
・障害者情報
・保険料情報（生命保険）
・保険料情報（損害保険）
・借入金の年末残高等証明書
・年末調整情報

4 4 小児慢性特定疾患の医療給
付手続の効率化

【大綱】№27小児慢性特定
疾患の医療給付手続の効
率化

・小児慢性特定疾患治療研究事業によ
る医療の給付申請手続に際して、組織
間で情報連携することにより所得情報
等に関する証明書等の添付が不要と
なる。

※小児慢性特定疾患治療研究事業による医療の給付＝小
児慢性特定疾患の医療受診券交付申請について整理す
る。
※専門医による審査がある。
※加入する医療保険情報を連携するが、小児が対象となる
ため、後期高齢者医療は対象外と想定する。

小児慢性特定疾患の医療給付手続にお
いて、添付書類の代わりに他組織から所
得などの情報を直接参照する。参照した
情報等をもとに審査等を行い、結果を住
民に通知する。

・都道府県 ・都道府県
・市町村
・住基ネット
・医療保険者
・医療機関

○ ○ ・都道府県／《小児慢
性特定疾患医療》

― ・市町村（１月１日住所
地）／個人住民税
・市町村（現住所地）／国
民健康保険、生活保護
・住基ネット

・医療保険者
・医療機関

・課税証明書
・国民健康保険加入情報
・医療保険加入情報
・医療保険者の所得区分
・生活保護受給証明書
・住民票の写し
・医療意見書
・小児慢性特定疾患結果情報

5 5 国民年金の裁定請求の効率
化

【大綱】№32-1年金の裁定
請求の効率化

・国民年金法及び厚生年金保険法によ
る被保険者・受給者に係る裁定請求・
届出に関する手続に際して、組織間で
情報連携することにより住民票等の添
付が不要となる。

※老齢基礎年金の裁定請求について整理する。
※国民年金第1号被保険者期間のみの場合を対象とする。
（厚生年金･共済組合の加入期間、第３号被保険者期間（厚
生年金・共済組合の加入者の被扶養配偶者）がある場合は
日本年金機構での手続となる）

国民年金の老齢基礎年金の年金請求手
続において、添付書類の代わりに他組織
から情報を直接参照する。参照した情報
等をもとに審査等を行い、結果を住民に
通知する。

・日本年金機構
（市町村⇒日本年
金機構の経由事
務）

・年金保険者
・市町村
・住基ネット
・金融機関

○ ― ・日本年金機構／《国
民年金》

― ・市町村（現住所地）／国
民年金
・市町村（本籍地）／戸籍
・市町村（１月１日住所
地）／個人住民税
・住基ネット

・年金保険者(日本年
金機構以外)
・金融機関

年金請求書（国民年金・厚生年金保
険老齢給付）（紙）
・戸籍全部事項証明書（または市町
村長の証明書）
・所得証明書
・住民票の写し
・年金加入期間確認通知書
・口座有無情報

6 6 引越時の健診・予防接種履
歴の引継ぎと児童虐待の把
握

【大綱】№53引越時の健
診・予防接種履歴の引継
ぎ
【大綱】№54乳幼児健診履
歴等の把握による児童虐
待等の早期発見

・引越した場合でも、健診や予防接種
の受給状況を、市町村間で引き継げる
ようにする。引き継いだ情報は市町村
で管理し、児童相談所が健診情報や
予防接種情報を参照し、児童虐待等の
早期発見に活用する。

※市町村（引越後）での転入時の手続を整理する。
※手続は各課で行うことを想定する。
※児童相談所が健診情報や予防接種情報を参照する流れ
を整理する。
※対象となる情報として、健診等の内容と、児童虐待の可能
性として、健診や予防接種を受けていないというケースが多
いことから、健診や予防接種の対象者の情報を想定する。

引越しに際して、引越前の市町村での健
診や予防接種の受給状況を、引越後の
市町村で引き継ぎ、必要に応じて住民に
勧奨を行う。
さらに、児童相談所が健診や予防接種の
受診状況を把握し、児童虐待の早期発見
に活用する。

・市町村 ・市町村
・児童相談所

○ ― ・市町村（引越後）／健
康管理

・住民基本台帳 ・市町村（引越前）／健康
管理

・児童相談所 ・健診情報
・予防接種歴情報

7 7 不動産に関する業務の効率
化

【H22事業】№２４．不動産
の登録作業の効率化
【H22事業】№３０．土地家
屋異動通知に係る作業の
効率化

・不動産に関する情報を組織化で電子
的にやり取りすることにより、連携の際
に必要となる作業（パンチ入力など）が
不要となる。

※法務局からの土地家屋の異動状況の連絡と、市町村（固
定資産税）と都道府県（不動産取得税）の間での不動産の
価格情報のやりとりについて整理する。
※都道府県は把握した情報をもとに軽減対象となる場合を
抽出し、住民に通知することを想定する。

法務局からの連絡や、市町村と都道府県
の間の連絡など、現状では紙等で行って
いる組織間の連携を電子で行う。また、住
民の状況をもとに、不動産取得税が軽減
される住民を把握し、申告の勧奨を行う。

・市町村 ・市町村
・都道府県
・住基ネット
・法務局

○ ○ ・市町村（固定資産所
在地）／固定資産税

― ・都道府県／《不動産取
得税》

・法務局 ・土地家屋異動通知情報（承継分）
・閲覧転記情報
・価格通知情報（家屋原始）
・価格通知情報（原始、承継）

8 8 災害時の住民の状況把握や
手続の効率化

【該当ユースケースなし】 ・他市町村と情報連携することで、自市
町村に避難してきた方の状況を把握で
きるようにする。また、把握した状況に
併せて適切な情報提供を行う。
・被災者への支援に関する各種手続
を、避難先の市町村で行えるようにす
る。

※住所地から離れた市町村に避難している場合を想定す
る。
※避難先における避難者状況の把握、被災者へのお知らせ
等の情報提供、避難先での手続の実施、を対象として整理
する。

・被災地（住所地）から離れた市町村に避
難している場合でも、情報を連携すること
で迅速に避難者の状況を把握できる。
・最新の所在地や被災状況を把握し、被
災者の状況に応じて適切なお知らせなど
を送ることが可能になる。
・義援金や税の免除、保険証の再発行な
どの申請・届出を、避難先の市町村でま
とめて行えるようにする。

・市町村 ・市町村
・都道府県
・住基ネット
・医療機関
・ＮＰＯなど
・保険会社
・ＮＨＫ
・電気・ガス・電話

○ ○ ・市町村（避難先）／
《被災者支援》

― ・市町村（被災地）／《被
災者支援》、健康管理、
介護保険
・都道府県（被災地）／
《被災者支援》
・都道府県（避難先）／
《被災者支援》
・住基ネット

・医療機関
・ＮＰＯなど
・保険会社
・ＮＨＫ
・電気・ガス・電話

※保険会社、ＮＨＫ、
電気・ガス・電話につ
いては、市町村（被災
地）との連携となる。

・住基情報
・病歴・処方薬履歴等の情報
・健診情報
・介護認定情報
・避難者の所在地情報
・避難者リスト（紙）
・り災証明書交付申請
・義援金の申請
・個人住民税の減免申請
・国民健康保険証の再発行申請
・国民健康保険料の免除申請
・被災状況

ユースケースの主
体となる組織

ユースケースに関
係する組織

自治体の関連あり
（住基ネットが関連
する場合も含む）

連携

庁外との連携情報連携元
連携先

庁内
庁外詳細検討対象ユースケースの概要

ユースケースの補足
（整理する範囲・前提・業務内容など）

整理する範囲の処理概要
項
番

新№ 詳細検討ユースケース
該当するユースケース
（大綱・Ｈ２２年度事業）
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別紙 2.3-3 詳細検討対象ユースケースの機能等による整理表 
 



 



詳細検討対象ユースケースの機能等による整理表 別紙２．３－３

【凡例】
　・ユースケースの主体となる組織　・・・　◎：ユースケースの主体が複数想定される場合に整理対象として取り上げたもの
　・自治体の関連あり（住基ネットが関連する場合も含む）　・・・　○：関連あり
　・業務機能、連携形態等の網羅性　・・・　●：該当する
　・大綱に記載されたカテゴリー　・・・　●：該当する、○：当該カテゴリー内に記載されていないユースケースでも、ユースケースのなかで該当する処理等が発生する場合に記載
　・大綱に記載されたカテゴリー　・・・　●：該当する、□：社会保障分野に該当する場合で、更にその中の１～５の各分野について該当する場合に記載

(1) (2) (3) (4) (6)

市
町
村

都
道
府
県

所
得

住
民
票

1 1 児童扶養手当の認定申請における手続の効率化 ◎市
・福祉事務所を設置する町村

○ ― ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● □

2 2 生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施） ◎都道府県（福祉事務所のない町村
の場合）

○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ○ ● □

3 3 税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ◎市町村、都道府県 ○ ○ ● ● ● ● ●

4 4 小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化 ◎都道府県 ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● □

5 5 国民年金の裁定請求の効率化 ◎日本年金機構（市町村⇒日本年金
機構の経由事務）

○ ― ● ● ● ● ● ● ○ ● ● □

6 6 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握 ◎市町村 ○ ― ● ● ● ● ● ● ● ● ● ○ ● ●

7 7 不動産に関する業務の効率化 ◎市町村 ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

8 8 災害時の住民の状況把握や手続の効率化 ◎市町村 ○ ○ ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ― ― ○ ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

状
況
把
握

項
番

新№ 詳細検討ユースケース ユースケースの主体となる組織

自治体の関
連あり（住基
ネットが関連
する場合も

含む）

網羅性の観点
業務機能、連携形態等の網羅性 大綱のカテゴリー、分野の網羅性

行政業務を構成
する４つの機能

情報連携の形態

１
年
金
分
野
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査

賦
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・
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付
決
定

情報の連携
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大綱に記載されたカテゴリー 番号等を利用できる手続の範囲
（分野）(5)

徴
収
・
支
給

連
絡

受
取

医
療
介
護
等
の
サ
ー

ビ

ス
の
質
の
向
上

他
■
税
務
分
野

■
そ
の
他

２
医
療
分
野

３
介
護
保
険
分
野

４
福
祉
分
野

５
労
働
保
険
分
野

照
会

社
会
保
障
給
付
の
実
現

■
社
会
保
障
分
野

回
答

住
民

行
政
機
関

そ
の
他

添付削減
所
得
把
握
の
精
度
向
上

災
害

P
u
s
h
型
情
報
提
供

手続の簡素化
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別紙 2.3-4 詳細検討対象ユースケースの次期概略フロー 
 



 



別紙２．３－４

詳細検討対象ユースケースの詳細検討対象 ケ の
次期概略フロー



このページは空白です
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該当するユースケース（大綱・Ｈ２２年度事業）

新№１．児童扶養手当の認定申請における手続の効率化
次期概略フロー（１／３）

・№５．児童扶養手当の認定における公的年金受給状況の把握

ユースケースの概要

童・児童扶養手当の認定手続において、処理に必要な情報を他組織から直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を行い、結果を住民に通知
する。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※申請から認定までを対象とし、支給は対象外とする。

2



新№１．児童扶養手当の認定申請における手続の効率化
次期概略フロー （２／３）

児童扶養手当の認定手続において、処理に必要な情報を他組織から直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を行い、結果を住民に通知す
るる。

市町村
（本籍地）

利用者
（住民）

市町村（現住所地）

《児童扶養手当》《児童扶養手当》

状況把握

戸籍戸籍

照会応答

市町村

児童扶養手当
認定請求書

戸籍全部事項証明書

状況把握
（１月１日住所地）

個人住民税個人住民税

（台帳）

Ａさん

照会応答
審査

児童扶養手当
支給決定通知書

所得証明書

別居監護
申立書等

住民票 写し
住基ネット

年金保険者

日本年金機構

支給決定通知書 住民票の写し
賦課・給付

※子どもが別居している場合は、
他市町村との連携となる

住民票の写し

児童扶養手当
不支給決定通知

日本年金機構

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興

年金受給情報
住民基本台帳住民基本台帳

住民票の写し

籍籍

戸籍全部事項証明書

照会応答

・共済事業団

医療機関
診断書等

※父母はいるが、父又は母が
一定程度の障害の状態にある

戸籍戸籍

個人住民税個人住民税

所得証明書

都道府県が業務を行
う場合は、庁内の連携
はなく、すべて他組織
（市町村、住基ネット）
との連携となる。

照会応答

3

定程度 障害 状態 ある
場合等に必要となる照会応答

金融機関
口座有無情報



新№１．児童扶養手当の認定申請における手続の効率化
次期概略フロー （３／３）

児童扶養手当の申請に関する主な法令

児童扶養手当法

（認定）
第六条 手当の支給要件に該当する者（以下「受給資格者」という。）は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の
認定を受けなければならない。
２ 前項の認定を受けた者が 手当の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において その該当するに至つた後の期間に係る手当の支２ 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支
給を受けようとするときも、同項と同様とする。

児童扶養手当法

（調査）（調査）
第二十九条 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類（当該児
童の父又は母が支払つた当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。）その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格
者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。
２ 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、第三条第一項若しくは第四条第一項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態に
あることにより手当の支給が行われる児童若しくは児童の父若しくは母につき、その指定する医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は当該職員をしてその者の障害の
状態を診断させることができる状態を診断させることができる。
３ 前二項の規定によつて質問又は診断を行なう当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

児童扶養手当法

（資料の提供等）
第三十条 都道府県知事等は、手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、当該児童若しくは受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者の
資産若しくは収入の状況又は受給資格者、当該児童若しくは当該児童の父若しくは母に対する公的年金給付の支給状況につき、官公署、公的年金給付に係る年金制度
の管掌者たる組合若しくは国家公務員共済組合連合会若しくは日本私立学校振興・共済事業団に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託
会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係人に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

※ 申請書、添付書類については、以下に規定されている。

4

児童扶養手当法施行規則 第一条



該当するユースケース（大綱・Ｈ２２年度事業）

新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）
次期概略フロー （１／３）

・№９．生活保護認定における他制度給付状況の把握 （②都道府県で実施する場合）

ユースケースの概要

際 童・生活保護認定の審査の際に、他制度の給付状況（各種公的年金、雇用保険給付、児童扶養手当等）を確認する。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※生活保護の支給申請手続について整理する。
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新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）
次期概略フロー （２／３）

生活保護の申請手続において、処理に必要な情報を他組織から直接参照する。また、現状では紙等で行っている組織間の連携を電子で行う。
参照した情報等をもとに審査等を行い 結果を住民に通知する参照した情報等をもとに審査等を行い、結果を住民に通知する。

利用者
（住民）

都道府県

《生活保護》

市町村
（本籍地）

戸籍

照会応答

市町村
（１月１日住所地）

個人住民税

照会応答

市町村
（固定資産所在地）

固定資産税

照会応答

戸籍全部事項証明書

市町村（現住所地）

子ども手当

照会応答

国民健康保険

照会応答

障害者福祉

照会応答

後期高齢者医療

照会応答

国民健康保険 手帳情報後期高齢者医療 子ども手当受給情報

介護保険

照会応答

介護保険資格・
生活保護申請書

Ａさん
生活歴申告書

戸籍全部事項証明書
所得証明書

軽自動車税

照会応答

《児童扶養手当》

照会応答

ひとり親医療

照会応答

乳幼児医療

照会応答

国民健康保険
加入情報

手帳情報後期高齢者医療
保険加入情報

子ども手当受給情報

児童扶養手当受給情報 ひとり親医療証情報 乳幼児医療証情報 軽自動車車両情報

介護保険資格
高額給付情報戸籍の附票の写し 固定資産情報

資産申告書

収入申告書

公共職業安定所

年金保険者

日本年金機構

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

医療保険者

（各種）健康保険組合

年金受給情報
（各種）国民健康保険組合

住基ネット労働基準監督署

《福祉》

通知受領

公共職業安定所

運輸支局

日本私立学校振興
・共済事業団

雇用保険給付金

自動車

全国健康保険協会

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

医療保険加入情報

雇用保険受給情報

住基ネット

住民票の写し

自動車車 情報

労働基準監督署

労災

労災受給情報状況把握

金融機関 保険会社 医療機関

銀行預金額

不動産会社

賃貸契約書（写）

郵便局

郵便貯金額

簡易保険加入情報

医療要否意見書

検診書生命保険解約金額

生命保険加入情報

自動車車両情報

民生委員

民生委員意見書

《公費負担医療》

照会応答
《小児慢性特定疾患医療》

《福祉》

照会応答
《特別児童扶養手当》審査

保護決定通知書

公費負担医療証情報 福祉手当受給情報

6

（台帳）

照会応答
《結核児童療育給付》

照会応答
生活保護受給証

・
・

《未熟児養育医療》

賦課・給付
徴収・支給

《母子・寡婦福祉資金》

・
・

通知

保護決定情報



新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）
次期概略フロー （３／３）

生活保護の申請に関する主な法令

生活保護法

（申請保護の原則）
第七条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請が
なくても、必要な保護を行うことができる。

生活保護法

（申請による保護の開始及び変更）
第二十四条 保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければ
ならない。

生活保護法

（調査及び検診）
第二十八条 保護の実施機関は、保護の決定又は実施のため必要があるときは、要保護者の資産状況、健康状態その他の事項を調査するために、要保護者について、
当該職員に その居住の場所に立ち入り これらの事項を調査させ 又は当該要保護者に対して 保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき当該職員に、その居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき
旨を命ずることができる。
２ 前項の規定によつて立入調査を行う当該職員は、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示
しなければならない。
３ 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
４ 保護の実施機関は、要保護者が第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないと
きは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる。

生活保護法

（調査の嘱託及び報告の請求）

※ 申請書、添付書類については、以下に規定されている。

第二十九条 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定又は実施のために必要があるときは、要保護者又はその扶養義務者の資産及び収入の状況につき、
官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、要保護者若しくはその扶養義務者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。

7

生活保護法施行規則 第二条

生活保護法施行細則 第三条 （福岡県の例）



該当するユースケース（大綱・Ｈ２２年度事業）

新№３ 税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など）
次期概略フロー （１／２）

〔情報の提供〕
・№１９．税務や納付に関する情報提供
・№２０．確定申告時の自己情報の情報提供

ユースケースの概要

・国民が、自分の情報や、利用するサービスに関する情報を自宅のパソコン等から容易に閲覧可能となる。
【対象情報】自己の申告内容、税（賦課）情報、納付情報、確定申告等を行う際に参考となる控除等に関する情報

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※対象情報については、
申告内容、税（賦課）情報、納付情報として、市町村（固定資産税、個人住民税、軽自動車税）、都道府県（自動車税）、国税を例として整理

する。
申告に必要な情報として、控除に関する情報（各種保険料、医療費、障害者情報、借入金の年末残高等証明書）を例として整理する。
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新№３ 税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など）
次期概略フロー （２／２）

住民がポータルにログインし、自身に関する、税（賦課）情報、納付情報、控除に関する情報などの各種情報を参照する。

利用者
（住民）

ポータルポータル

ログインログイン

年金保険者

日本年金機構

医療保険者

（各種）国民健康保険組合

市町村
（軽自動車登録地）

市町村
（1月1日住所地）

市町村
（固定資産所在地）

Ａさん

市 村（ 住 地）

グイングイン

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
共済事業団

全国健康保険協会

（各種）健康保険組合

（各種）国民健康保険組合
固定資産税固定資産税

照会応答

個人住民税個人住民税

照会応答

軽自動車税軽自動車税

照会応答申告内容

税（賦課）情報、納付情報

市町村（現住所地）

国民健康保険国民健康保険

照会応答

後期高齢者医療後期高齢者医療

照会応答

・共済事業団

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

障害者福祉障害者福祉

照会応答

障害者情報保険料情報 保険料情報

情報提供情報提供

共済事業団障害者情報

保険料情報

保険料情報

医療費情報

保険料情報

医療費情報
保険料情報

医療費情報

金融機関税務署都道府県

《自動車税》《自動車税》

照会応答
・・・

申告内容

税（賦課）情報 納付情報

借入金の年末残高等証明書
（住宅ローン）

保険会社

保険料情報（生命保険）

保険料情報（損害保険）

申告内容

税（賦課）情報、納付情報

税（賦課）情報、納付情報

年末調整情報

保険料情報（損害保険）
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該当するユースケース（大綱・Ｈ２２年度事業）

新№４．小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化
次期概略フロー （１／３）

・ №２７．小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化

ユースケースの概要

際・小児慢性特定疾患治療研究事業による医療の給付申請手続に際して、組織間で情報連携することにより所得情報等に関する証明書等の添付
が不要となる。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※小児慢性特定疾患治療研究事業による医療の給付＝小児慢性特定疾患の医療受診券交付申請について整理する。
※専門医による審査がある。
※加入する医療保険情報を連携しているが、小児が対象となるため、後期高齢者医療は対象外と想定する。
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新№４．小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化
次期概略フロー （２／３）

小児慢性特定疾患の医療給付手続において、添付書類の代わりに他組織から所得などの情報を直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を
行い 結果を住民に通知する行い、結果を住民に通知する。

市町村
（１月１日住所地）

都道府県

《小児慢性特定疾患医療》《小児慢性特定疾患医療》

利用者
（住民） 小児慢性特定疾患医療

個人住民税個人住民税
《小児慢性特定疾患医療》《小児慢性特定疾患医療》

Ａさん

状況把握

小児慢性特定疾患医療
受診券交付申請書

照会応答
課税証明書

研究医療への
参加に対する

同意書

市町村
（現住所地）

国民健康保険国民健康保険

照会応答
国民健康保険の所得区分

審査

住民票 写し

同意書

（専門医による
審査）

生活保護受給証明書

生活保護生活保護

照会応答

国民健康保険の所得区分
国民健康保険加入情報

（台帳）

賦課・給付
徴収・支給

住基ネット
住民票の写し

決定通知書

医療保険者

（各種）国民健康保険組合

全国健康保険協会

（各種）健康保険組合

（各種）国民健康保険組合

小児慢性特定疾患
医療受診券

医療保険者の所得区分

医療保険加入情報

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

指定都市、中核市が小児慢性特定疾患
医療の業務を行う場合、医療保険者が国
民健康保険であれば、庁内連携となる。
なお、現住所地と１月１日時点の住所地
が同じ場合は、個人住民税は庁内連携と
な

医療機関

医療意見書

小児慢性特定疾患結果情報

11
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新№４．小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化
次期概略フロー （３／３）

小児慢性特定疾患の申請に関する主な法令

児童福祉法

第二十一条の五 都道府県は、厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかつていることにより長期にわたり療養を必要とする児童又は児童以外の満二十歳に満たない者
（政令で定めるものに限る。）であつて、当該疾患の状態が当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める程度であるものの健全な育成を図るため、当該疾患の治療方法に関す
る研究その他必要な研究に資する医療の給付その他の政令で定める事業を行うことができる。

児童福祉法

第二十三条の二 法第二十一条の五 の政令で定める者は 児童以外の満二十歳に満たない者であつて 満十八歳に達する日前から引き続き次項第一号に掲げる医第二十三条の二 法第二十 条の五 の政令で定める者は、児童以外の満二十歳に満たない者であつて、満十八歳に達する日前から引き続き次項第 号に掲げる医
療の給付又は同項第二号に掲げる医療に要する費用の支給を受けているものとする。
○２ 法第二十一条の五 の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。 一 法第二十一条の五 の規定により厚生労働大臣が定める程度の状態の慢性疾患の治療
方法に関する研究その他必要な研究に資する医療の給付
二 前号の医療の給付が困難であると認められる場合に、これに代えて行う当該医療に要する費用の支給

※ 申請手続については、以下に規定されている。

小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱
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該当するユースケース（大綱・Ｈ２２年度事業）

新№５．国民年金の裁定請求の効率化
次期概略フロー （１／３）

・ №３２－１．国民年金の裁定請求の効率化

ユースケースの概要

際・国民年金法及び厚生年金保険法による被保険者・受給者に係る裁定請求・届出に関する手続に際して、組織間で情報連携することにより住民
票等の添付が不要となる。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※老齢基礎年金の裁定請求について整理する。
※国民年金第1号被保険者期間のみの場合を対象とする。（厚生年金･共済組合の加入期間、第３号被保険者期間（厚生年金・共済組合の加
入者の被扶養配偶者）がある場合は日本年金機構での手続となる）
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新№５．国民年金の裁定請求の効率化
次期概略フロー （２／３）

国民年金の老齢基礎年金の年金請求手続において、添付書類の代わりに他組織から情報を直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を行い、
結果を住民に通知する結果を住民に通知する。

市町村（現住所地）

国民年金国民年金

年金請求書（国民年金・
厚生年金保険老齢給付）

利用者
（住民）

国民年金国民年金

審査（形式チェック）

状況把握
市町村

（本籍地）

戸籍戸籍

照会応答
戸籍全部事項証明書

（台帳）

Ａさん 市町村
（１月１日住所地）

個人住民税個人住民税

戸籍全部事項証明書

照会応答
所得証明書

住基ネット
住民票の写し

年金請求書（国民年金・
厚生年金保険老齢給付）

日本年金機構

《国民年金》《国民年金》

年金保険者

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興

年金加入期間確認通知書状況把握

年金証書

・共済事業団

年金裁定通知書

金融機関
口座有無情報

（台帳）審査

賦課・給付

年金裁定通知書
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新№５．国民年金の裁定請求の効率化
次期概略フロー （３／３）

国民年金の裁定請求に関する主な法令

国民年金法

（裁定）
第十六条 給付を受ける権利は、その権利を有する者（以下「受給権者」という。）の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。

国民年金法施行令

（市町村が処理する事務）
第一条の二 法第三条第三項 の規定により、次に掲げる事務は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該
事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、市町村長に関する規定として市町村長に適用があるものとする。
【中略】

四 法第十六条 に規定する給付を受ける権利の裁定（次に掲げる給付を受ける権利の裁定に限る。）の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事
務 イ 法第七条第一項第一号 に規定する第一号 被保険者（法附則第五条第一項の規定による被保険者、平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保
険者、平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者及び国民年金法 等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年
改正法」という。）第一条 の規定による改正前の法（以下「旧法」という。）による被保険者を含む。以下「第一号被保険者」という。）としての被保険者期間のみを有する者
（厚生年金保険法 （昭和二十九年法律第百十五号）第七十八条の七 に規定する離婚時みなし被保険者期間、国家公務員共済組合法 （昭和三十三年法律第百二十
八号）第九十三条の十第二項 に規定する離婚時みなし組合員期間 地方公務員等共済組合法 （昭和三十七年法律第百五十二号）第百七条の四第二項 に規定する八号）第九十三条の十第二項 に規定する離婚時みなし組合員期間、地方公務員等共済組合法 （昭和三十七年法律第百五十二号）第百七条の四第二項 に規定する
離婚時みなし組合員期間又は私立学校教職員共済法 （昭和二十八年法律第二百四十五号）第二十五条 において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第九
十三条の十第二項 に規定する離婚時みなし加入者期間を有する者を除く。）に支給する老齢基礎年金（昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に
より支給するものを除く。）
【後略】

国民年金法施行規則

（裁定の請求）
第十六条 法第十六条 の規定による老齢基礎年金（法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。）についての裁定の請求は、次の各号に掲げ
る事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
【後略】【後略】

国民年金法施行規則

（申請書等の経由）
第二十七条 第十六条第一項、第十六条の二第三項、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項及び第十六条の六第一項の老齢基礎年
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第 条 第 条第 項、第 条 第 項、第 条 第 項、第 条 第 項、第 条 第 項 第 条 第 項 齢 礎年
金の裁定請求書並びに第二十五条第一項の請求書（同項後段に該当する場合に係るものに限る。）は、令第一条 、第一条の二及び第二条の規定により当該老齢基礎
年金及び老齢年金に係る法第十六条 に規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
【後略】



該当するユースケース（大綱・Ｈ２２年度事業）

新№６ 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握
次期概略フロー （１／５）

・№５３．引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎ
・№５４．乳幼児健診履歴等の把握による児童虐待等の早期発見

ユースケースの概要

・引越した場合でも、乳幼児健診や予防接種の受診状況を、市町村間で引き継げるようにする。引き継いだ情報は引越後の市町村で管理し、児
童相談所が健診情報や予防接種情報を参照し、児童虐待等の早期発見に活用する。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※市町村（引越後）での転入時の手続を整理する。
※手続は各課で行うことを想定する。
※児童相談所が健診情報や予防接種情報を参照する流れを整理する。
※対象となる情報として、健診等の内容と、児童虐待の可能性として、健診や予防接種を受けていないというケースが多いことから、健診や予防接
種の対象者の情報を想定する種の対象者の情報を想定する。
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新№６ 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握
次期概略フロー （２／５）

引越時に、住民票の異動を届出る。

利用者
市町村（現住所地） (*1)

住民基本台帳住民基本台帳

利用者
（住民）

Ａさん
状況把握

住民異動届
（転入届）

（台帳）

Ａさん

審査

＊1  市町村（現住所地）は、引越後の市町村。
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新№６ 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握
次期概略フロー （３／５）

引越時に、引越前の市町村での乳幼児健診や予防接種の受診状況を、引越後の市町村で引き継ぐ。
（乳幼児健診や予防接種の受診履歴は母子健康手帳に記入されるが 記入が漏れるケ スがある

利用者
妊婦健康診査母子健康手帳

（乳幼児健診や予防接種の受診履歴は母子健康手帳に記入されるが、記入が漏れるケースがある。
引越前に照会を行うことにより情報を正確に把握ができ、記入が漏れた情報を引越後の市町村で母子健康手帳に追記する等が可能となる。）

市町村（現住所地） (*1)

住民基本台帳住民基本台帳健康管理健康管理

利用者
（住民）

Ａさん

市町村（前住所地） (*2)

健康管理健康管理

照会応答照会応答

受診票交付申請書

母子健康手帳
（変更前）

変更届

Ａさん

状況把握

健診情報

予防接種歴情報

住民票の写し

審査

（台帳）

妊婦健康診査
受診票

賦課・給付

（台帳）

母子健康手帳
（変更後）

＊1  市町村（現住所地）は、引越後の市町村。

＊2 市町村（前住所地）は、引越前の市町村。 18



新№６ 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握
次期概略フロー （４／５）

乳幼児健診や予防接種の未受診者を把握し、受診勧奨と未受診理由の確認を行うとともに、育児相談等の保健支援を行う。

児童虐待の疑いがある場合 関係部門と対応協議の上 児童相談所に虐待通告するとともに 健診情報等を連絡する

利用者

児童虐待の疑いがある場合、関係部門と対応協議の上、児童相談所に虐待通告するとともに、健診情報等を連絡する。

市町村（現住所地） (*1)

健康管理健康管理

利用者
（住民）

Ａさん 受診勧奨Ａさん 受診勧奨
(*2)

連絡

審査

（台帳）

状況把握

児童相談所

（台帳）

連絡

《児童の保護》《児童の保護》

状況把握
健診情報

予防接種歴情報予防接種歴情報

＊1  市町村（現住所地）は、引越後の市町村。

＊2  はがき等を郵送。または、電話や家庭訪問を行う。 19



新№６ 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握
次期概略フロー （５／５）

児童扶養手当の申請に関する主な法令

※ 乳幼児の健診については、以下のような規定がある。

母子保健法 第十三条
※健康診査の実施や勧奨について※健康診査の実施や勧奨について

母子保健法 第十六条（母子健康手帳）
※母子健康手帳の交付について

※ 予防接種については 以下のような規定がある※ 予防接種については、以下のような規定がある。

予防接種法 第三条
※予防接種の実施について

予防接種法 第四条
※予防接種済証の交付（母子健康手帳 の記載）について※予防接種済証の交付（母子健康手帳への記載）について

予防接種法 第七条の二
※予防接種の勧奨について

※ 児童虐待については、以下のような規定がある。

児童虐待の防止等に関する法律 第四条（国及び地方公共団体の責務等）
※児童虐待の予防、早期発見等に関する責務について

児童虐待の防止等に関する法律 第五条（児童虐待の早期発見等）児童虐待の防止等に関する法律 第五条（児童虐待の早期発見等）
※児童虐待の早期発見等について

児童虐待の防止等に関する法律 第三条（資料又は情報の提供）
※地方公共団体の機関による情報提供について

20



該当するユースケース（大綱・Ｈ２２年度事業）

新№.７ 不動産に関する業務の効率化
次期概略フロー （１／３）

【H22事業】№２４．不動産の登録作業の効率化
【H22事業】№３０．土地家屋異動通知に係る作業の効率化

ユースケースの概要

際 （ ）・不動産に関する情報を組織化で電子的にやり取りすることにより、連携の際に必要となる作業（パンチ入力など）が不要となる。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※法務局からの土地家屋の異動状況の連絡と、市町村（固定資産税）と都道府県（不動産取得税）の間での不動産の価格情報のやりとりについて
整理する。

※法務局への登記申請書の閲覧は、法務局と都道府県との情報連携として整理する。
※都道府県は把握した情報をもとに軽減対象となる場合を抽出し、住民に通知することを想定する。

21



新№.７ 不動産に関する業務の効率化
次期概略フロー （２／３）

法務局からの連絡や、市町村と都道府県の間の連絡など、現状では紙等で行っている組織間の連携を電子で行う。必要に応じて法務局への閲覧
依頼を行い 閲覧転記情報（登記申請情報）を入手する また 住民の状況をもとに 不動産取得税が軽減される住民を把握し 申告の勧奨を行う依頼を行い、閲覧転記情報（登記申請情報）を入手する。また、住民の状況をもとに、不動産取得税が軽減される住民を把握し、申告の勧奨を行う。

登記申請書

利用者
（住民） 法務局

市町村（固定資産所在地）

固定資産税固定資産税

土地家屋異動
通知情報（承継分）

状況把握賦課・給付

＜（ａ）市町村：固定資産税①、都道府県：不動産取得税①＞

Ａさん
状況把握

（台帳）

連絡

納税通知書
（固定資産税）

状況把握

審査
＜（ｂ）市町村：
固定資産税②＞

閲覧転記情報

都道府県

《 動産取得税》《 動産取得税》

価格通知情報（家屋原始） 価格通知情報（原始、承継）

《不動産取得税》《不動産取得税》

状況把握連絡
納税通知書

状況把握

審査

申告勧奨通知
（台帳）

賦課・給付

納税通知書
（不動産取得税）

状況把握

＜（ｂ）都道府県：
不動産取得税②＞

※１

帳

※不動産取得税が軽減される住民を把握し、
申告の勧奨を行う。

閲覧転記情報

※１ この台帳は固定資産課税台帳ではなくマスタ情報の意味
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新№.７ 不動産に関する業務の効率化
次期概略フロー （３／３）

不動産に関する主な法令

地方税法

（登記所からの通知及びこれに基づく土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載）
第三百八十二条 登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、十日以内に、その旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならな
い。
２ 前項の規定は 所有権 質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記又はこれらの登記の抹消 これらの権利の登記名義人の氏名若しくは名称若２ 前項の規定は、所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記又はこれらの登記の抹消、これらの権利の登記名義人の氏名若しくは名称若
しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記若しくは百年より長い存続期間を百年より短い存続期間に変更する地上権の変更の登記をした場合に準用する。た
だし、登記簿の表題部に記録した所有者のために所有権の保存の登記をした場合又は当該登記を抹消した場合は、この限りでない。
３ 市町村長は、前二項の規定による登記所からの通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該土地又は家屋についての異動を土地課税台帳又は家屋課税台帳に記
載（当該土地課税台帳又は家屋課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。以下本項に
おいて同じ。）をし、又はこれに記載をされた事項を訂正しなければならない。

地方税法

（固定資産課税台帳の閲覧）
第三百八十二条の二 市町村長は、納税義務者その他の政令で定める者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものに
関する事項が記載（当該固定資産課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。次項、次
条及び第三百九十四条において同じ。）をされている部分又はその写し（当該固定資産課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをも
つて行われている場合にあつては、当該固定資産課税台帳に記録をされている事項を記載した書類。次項及び第三百八十七条第三項において同じ。）をこれらの者の閲
覧に供しなければならない。
２ 市町村長は、前項の規定により固定資産課税台帳又はその写しを閲覧に供する場合においては、固定資産課税台帳に記載をされている事項を映像面に表示して閲
覧に供することができる。

地方税法

（不動産の価格の決定等）
第七十三条の二十一 道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産については、当該価格により当該不動産に係る不動産取得税の
課税標準となるべき価格を決定するものとする。但し、当該不動産について増築、改築、損かい、地目の変換その他特別の事情がある場合において当該固定資産の価格
により難いときは この限りでないにより難いときは、この限りでない。
２ 道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されていない不動産又は前項但書の規定に該当する不動産については、第三百八十八条第一項の固
定資産評価基準によつて、当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする。
３ 道府県知事は、前項の規定によつて不動産の価格を決定した場合においては、直ちに、当該価格その他必要な事項を当該不動産の所在地の市町村長に通知しな
ければならない。
４ 道府県知事は、不動産取得税の課税標準となるべき価格の決定を行つた結果、固定資産課税台帳に登録されている不動産の価格について、市町村間に不均衡を
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認めた場合においては、理由を附けて、関係市町村の長に対し、固定資産税の課税標準となるべき価格の決定について助言をするものとする。



該当するユースケース（大綱・Ｈ２２年度事業）

新№８．災害時の住民の状況把握や手続の効率化
次期概略フロー （１／３）

【該当ユースケースなし】

ユースケースの概要

・他市町村と情報連携することで、自市町村に避難してきた方の状況を把握できるようにする。また、把握した状況に併せて適切な情報提供を行う。
・被災者への支援に関する各種手続を、避難先の市町村で行えるようにする。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※住所地から離れた市町村に避難している場合を想定する。
※避難先における避難者状況の把握、被災者へのお知らせ等の情報提供、避難先での手続の実施、を対象として整理する。
※義援金の申請については、支給の決定までとり、支給については対象外とする。

24



新№８．災害時の住民の状況把握や手続の効率化
次期概略フロー（１／２）

≪①避難者リスト作成の流れ≫
被災地（住所地）から離れた市町村に避難している場合でも 情報を連携することで迅速に避難者の状況を把握できる被災地（住所地）から離れた市町村に避難している場合でも、情報を連携することで迅速に避難者の状況を把握できる。
 新の所在地や被災状況を把握し、被災者の状況に応じて適切なお知らせなどを送ることが可能になる。

※本人を確認し、基本的な情報をもとに
避難者リストを作成する。（「市町村（避難
先） 住民票があるかな か 関わらず

市町村（避難先）

《被災者支援》

住基ネット
住基情報

先）」に住民票があるかないかに関わらず、

リスト作成が可能）
住所地以外の自治体でも、番号や氏名な
どの申し出を受けて、住基ネットを照会す
ることができることとする。

医療機関
病歴・処方薬履歴等の情報

都道府県
（避難先）

状況把握

《被災者支援》

状況把握

都道府県
（被災地）

市町村（被災地）

《被災者支援》

状況把握

《被災者支援》
（台帳）

Ａさん

避難所

介護保険

医療機関

健康管理

健診情報

※避難者リストに、病歴、

要介護の状況、処方薬な

どの情報も追記する。

※避難者の把握

※他市町村へ避難してい

介護認定情報

※Ａさんは、住所地

からはなれた市町村
に避難してきた

状況把握状況把握

状況把握

連絡

介護保険

照会応答

健康管理

照会応答

※他市町村 避難してい

る住民の把握と連絡

（台帳）

避難者の所在地情報

※Ａさんが現在「市町村
（避難先）」にいることを、
「市町村（被災地）」等に

連絡する

避難者の所在地情報 避難者の所在地情報※病歴など追記した詳細
な避難者リストを避難所や
ＮＰＯなどに連絡する。

避難者リスト

連絡

※所在地の連絡

避難者リスト

連絡

連絡する。

各種連絡

ＮＰＯなど

避難者リスト
（詳細）

※避難者リストの連絡

避難者リスト
（詳細）
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※各種生活支援のお知らせや、
見舞金等の各種給付の連絡



新№８．災害時の住民の状況把握や手続の効率化
次期概略フロー（２／２）

≪②各種申請受付の流れ≫
義援金や税の免除 保険証の再発行などの申請 届出を 避難先の市町村でまとめて行えるようにする義援金や税の免除、保険証の再発行などの申請・届出を、避難先の市町村でまとめて行えるようにする。

市町村（避難先） 市町村（被災地）
※Ａさんは、住所地
からはなれた市町村

《被災者支援》 《被災者支援》
Ａさん

避難所

照会応答

被災状況
保険会社

ＮＨＫ

電気・ガス・電話状況把握
各種申請

※ 寄の市町村で
まとめて手続可能

各種申請
各種申請

※義援金・減免等
の申請受付

（台帳）

避難者リスト

義援金の申請

個人住民税の減免申請

被災状況

被災状況

からはなれた市町村
に避難してきた

り災証明交付申請

電気 ガス 電話

個人住民税 国民健康保険

状況把握

国民健康保険料の免除申請

国民健康保険証の再発行申請

各種申請
各種申請

連絡

※義援金・減免等の申請
受付

状況把握

個人住民税の減免申請

国民健康保険料の免除申請

国民健康保険証の再発行申請

※り災証明書交付申請・

個人住民税の減免申請

国民健康保険証の再発行申請

義援金の申請

個人住民税の減免申請

り災証明交付申請

※被災の状況を確認して、
保険請求や減免の対象者
を把握し、連絡する。

個人住民税 国民健康保険

状況把握 状況把握

賦課・給付
賦課・給付
徴収・支給

※り災証明書交付申請・
義援金申請の受付

状況把握

り災証明書

審査

住民票の写し

※現状では、義援金申請の添付書類

として「り災証明書」が必要になる場合

があるが、ここでは、同時に申請するこ

とを想定する。

（義援金は、住家被害に対する義援

金の場合を想定する）

国民健康保険料の免除申請

国民健康保険証

減免決定通知

住民基本台帳

照会応答

住民票の写し

国民健康保険証

減免決定通知

減免等の
お知らせ
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別紙 2.3-5 詳細検討対象ユースケースの情報連携の 
対象業務組合せ図 

 



 



詳細検討対象ユースケースの情報連携の対象業務組合せ図詳細検討対象

都道府県（情報利用者）ＡＰＰＬＩＣ 自治体業務アプリケ ションユニット標準仕様に規定されたユニット
市町村（情報利用者）
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土地家屋異動通知情報

援
）

援
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運輸支局

登記所（法務局）

税務署（国税庁）

国

中間インターフェース機能

連携インターフェース機能

中間インターフェース機能

連携インターフェース機能

自動車保有情報
新N 2医療意見書

土地家屋異動通知情報
新No.7

土地家屋異動通知情報
新No.7

国

労働基準監督署
（公共職業安定所）

人事・恩給局（総務省）

警察
新No. 2医療意見書

新No.4

年金受給情報
新No 1、2

雇用保険受給情報
新No. 2

介護認定情報

住民票の写し
新No.4

健診情報
予防接種歴情報
新No.6

本人確認情報
新No.7

病歴等
新No.8

住基ネ ト

そ
の
他

後期高齢広域連合

国保中央会

日本年金機構・年金事務所診断書等
新No.1

年金受給情報
新No.1、2

住民票の写し
新No.1

新No.1、2

医療保険加入情報
新No. 2

医療要否意見書

介護認定情報
新No.8

年金加入期間確認通知書
新No.5価格情報

新No 7

住基情報
新No.8

住基ネット 他
（
独
立
行
政

支払基金

地方公務員災害補償基金

国民年金基金

共済組合（含む私学共済） ※1
所得証明書
新No. 1

銀行預金額
郵便貯金額
簡易保険加入情報
生命保険加入情報

医療要否意見書
健診命令結果
民生委員意見書
新No. 2

保険料情報
新No. 3

保険料情報
医療費情報
新No. 3

住民票の写し
新No.5

新No.7

情報提供ネットワークシステム

政
法
人
等
）

医療機関（国立がん研究センター、
県がん・生活習慣病センター等）

国民年金基金

児童相談所

都道府県会館

生命保険加入情報
生命保険解約金額
新No. 2

申告内容
税、納付情報
新No. 3

新No. 3

年金請求書
（国民年金・厚生年金保険老齢給付）
新No. 5

所得税額等を証明する書類 金融機関の証明書

ポータル

県がん 生活習慣病センタ 等）

医療機関（含む薬局）

民生委員

保険会社（生命保険 損害保険）

固定資産情報
新No. 2

介護保険資格・高額給付情報
新No. 2 手当等受給情報

新No. 2

医療保険加入情報
新No. 2、4

保険料情報（生命保険、損害保険）
新No. 3

所得税額等を証明する書類
新No.5

金融機関の証明書
新No.5

申告内容

異動情報
新No.8

全国健康保険協会

民
健康保険組合

保険会社（生命保険、損害保険）

金融機関（含む郵便局）
所得情報
新No. 2

医療証情報
新No. 2

保険料情報
医療費情報
新No. 3障害者情報報

新No. 3
申告内容

借入金の年末残高証明書
新No. 3

新No. 3

保険料情報
医療費情報
新No. 3

税、納付情報
新No. 3

民
間

介護事業者

康

国民健康保険組合

福祉サービス事業者

戸籍全部事項証明書
新No.1

医療保険加入情報
新No. 2

軽自動車車両情報 賃貸契約書（写）
新N 2

保険料情報
医療費情報

申告内容
税、納付情報
新No. 3

戸籍個人事項証明書
（または市町村長の証明書）
新No.5

健診情報
予防接種歴情報 価格情報

避難者の所在地
情報 新No. 8

減免申請等
避難者の所在地情報
新No 8

保育施設

雇用主（給与支払者）

不動産会社（貸主）

各種支払者

戸籍情報
新No.2手帳情報

新No. 2

新No. 2 新No. 2
医療費情報
新No. 3

予防接種歴情報
健診対象者情報
予防接種対象者情報
新No.6

新No.7

健診情報
新No.8

被災状況
新No 8

新No.8

被災状況
新No. 8

被災状況
新No. 8

（
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ＡＰＰＬＩＣ 自治体業務アプリケーションユニット標準仕様に規定されたユニット市町村（情報保有者）
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別紙 2.3-6 詳細検討対象ユースケースの情報保有者の整理表 
 



 



詳細検討対象ユースケースの情報保有者の整理表 別紙２．３－６

組織
業務

（自治体の場合のみ記載）
1 市町村 戸籍
2 市町村 個人住民税
3 住基ネット ―
4 個人住民税 市町村 個人住民税
5 所得税 税務署 ―
6 固定資産税 市町村 固定資産税
7 自動車税 都道府県 《自動車税》
8 不動産取得税 都道府県 《不動産取得税》
9 市町村 固定資産税

10 法務局（登記所） ― 登記簿の内容を照会する際は
法務局への照会とする。

11 軽自動車 市町村 軽自動車税 市町村のみでしか管理されて
いない情報（原付の情報）があ
るため、市町村への照会とす
る。

12 自動車 運輸支局 ―
13 国民健康保険（地域） 市町村 国民健康保険
14 国民健康保険（職域） （各種）国民健康保険組合 ―
15 組合管掌健康保険 （各種）健康保険組合 ―
16 全国健康保険協会管掌健康保険 全国健康保険協会 ―
17 船員保険 全国健康保険協会 ―
18 国家公務員共済組合 国家公務員共済組合 ―
19 地方公務員等共済組合 地方公務員等共済組合 ―
20 私立学校教職員共済 日本私立学校振興・共済事業団 ―
21 後期高齢者医療 市町村 後期高齢者医療
22 国民年金 日本年金機構 ―
23 厚生年金保険 日本年金機構 ―
24 国家公務員共済組合 ―
25 地方公務員等共済組合 ―
26 私立学校教職員共済組合 ―
27 介護に関する情報 市町村 介護保険
28 都道府県 《生活保護》
29 市町村 生活保護
30 市町村 子ども手当
31 都道府県

市町村
《児童扶養手当》

32 手帳（身体障害者手帳） 市町村 障害者福祉
33 手帳（療育手帳） 市町村 障害者福祉
34 手帳（精神障害者保健福祉手帳） 市町村 障害者福祉
35 特別児童扶養手当 都道府県 《障害者福祉》
36 小児慢性特定疾患医療 都道府県 《小児慢性特定疾患医療》
37 結核児童療育給付 都道府県 《結核児童療育給付》
38 未熟児養育医療 都道府県 《未熟児養育医療》
39 母子・寡婦福祉資金 都道府県 《母子・寡婦福祉資金》
40 健康管理に関する情報 健診・予防接種 市町村 健康管理
41 災害に関する情報 被災者 市町村 《被災者支援》

項
番

情報内容
照会先（情報保有者）

児童扶養手当に関する情報

障害者に関する情報

福祉等に関する情報

備考

戸籍に関する情報
所得に関する情報
住基に関する情報

共済年金

年金に関する情報

医療保険に関する情報

資産に関する情報

税に関する情報

固定資産

生活保護に関する情報

子ども手当に関する情報

1/1



 



 
 
 
 

別紙 2.4-1 業務プロセス案等検討結果 
 

資料 1 新№1 児童扶養手当の認定申請における手続の効率化 

資料 2 新№2 生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施） 

資料 3 新№3 税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） 

資料 4 新№4 小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化 

資料 5 新№5 国民年金の裁定請求の効率化 

資料 6 新№6 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握 

資料 7 新№7 不動産に関する業務の効率化 

資料 8 新№8 災害時の住民の状況把握や手続の効率化 

 



 



 
 
 
 

資料 1 

新№1 児童扶養手当の認定申請における手続の効率化 
 

資料 1-0 次期概略フロー（協力自治体ヒアリング結果反映版） 

資料 1-1 現状業務フロー 

資料 1-2 業務プロセス案 

 



 



該当するユースケース（大綱・Ｈ２２年度事業）

新№１．児童扶養手当の認定申請における手続の効率化
次期概略フロー（協力自治体ヒアリング結果反映版） （１／３） 資料１－０

・№５．児童扶養手当の認定における公的年金受給状況の把握

ユースケースの概要

童・児童扶養手当の認定手続において、処理に必要な情報を他組織から直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を行い、結果を住民に通知
する。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※申請から認定までを対象とし、支給は対象外とする。

1



新№１．児童扶養手当の認定申請における手続の効率化
次期概略フロー（協力自治体ヒアリング結果反映版） （２／３）

児童扶養手当の認定手続において、処理に必要な情報を他組織から直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を行い、結果を住民に通知す
るる。

市町村
（本籍地）

利用者
（住民）

市町村（現住所地）

《児童扶養手当》《児童扶養手当》

状況把握

戸籍戸籍

照会応答

市町村

児童扶養手当
認定請求書

戸籍全部事項証明書

状況把握
（１月１日住所地）

個人住民税個人住民税

（台帳）

Ａさん

照会応答
審査

児童扶養手当
支給決定通知書

所得証明書

別居監護
申立書等

住民票 写し
住基ネット

年金保険者

日本年金機構

支給決定通知書 住民票の写し
賦課・給付

※子どもが別居している場合は、
他市町村との連携となる

住民票の写し

児童扶養手当
不支給決定通知

日本年金機構

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興

年金受給情報
住民基本台帳住民基本台帳

住民票の写し

籍籍

戸籍全部事項証明書

照会応答

・共済事業団

医療機関
診断書等

※父母はいるが、父又は母が
一定程度の障害の状態にある

戸籍戸籍

個人住民税個人住民税

所得証明書

都道府県が業務を行
う場合は、庁内の連携
はなく、すべて他組織
（市町村、住基ネット）
との連携となる。

照会応答

2

定程度 障害 状態 ある
場合等に必要となる照会応答

金融機関
口座有無情報



新№１．児童扶養手当の認定申請における手続の効率化
次期概略フロー（協力自治体ヒアリング結果反映版） （３／３）

児童扶養手当の申請に関する主な法令

児童扶養手当法

（認定）
第六条 手当の支給要件に該当する者（以下「受給資格者」という。）は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の
認定を受けなければならない。
２ 前項の認定を受けた者が 手当の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において その該当するに至つた後の期間に係る手当の支２ 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支
給を受けようとするときも、同項と同様とする。

児童扶養手当法

（調査）（調査）
第二十九条 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類（当該児
童の父又は母が支払つた当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。）その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格
者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。
２ 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、第三条第一項若しくは第四条第一項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態に
あることにより手当の支給が行われる児童若しくは児童の父若しくは母につき、その指定する医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は当該職員をしてその者の障害の
状態を診断させることができる状態を診断させることができる。
３ 前二項の規定によつて質問又は診断を行なう当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

児童扶養手当法

（資料の提供等）
第三十条 都道府県知事等は、手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、当該児童若しくは受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者の
資産若しくは収入の状況又は受給資格者、当該児童若しくは当該児童の父若しくは母に対する公的年金給付の支給状況につき、官公署、公的年金給付に係る年金制度
の管掌者たる組合若しくは国家公務員共済組合連合会若しくは日本私立学校振興・共済事業団に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託
会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係人に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

※ 申請書、添付書類については、以下に規定されている。

3

児童扶養手当法施行規則 第一条



 



現状業務フロー 資料１－１

新No.１ 児童扶養手当の認定申請における手続の効率化

　凡例

利用者（住民）
市町村（現住所地） 市町村（本籍地） 市町村（１月１日住所地）

住基ネット
市町村（別居の住所地）

医療機関
児童扶養手当 住民基本台帳 戸籍 個人住民税

年金保険者

【住民票の写しの取得】

提出

窓口訪問

受取

【所得証明書の取得】

窓口訪問

提出

受取

受取
戸籍全部事項証

明書

所得証明書

所得証明書
交付申請

本人確認

形式チェック

決裁

通知・交付

受取

本人確認

形式チェック

決裁

通知・交付

提出

窓口訪問

受取

住民票の写し

受取

本人確認

形式チェック

決裁

通知・交付

①

②

③

【戸籍全部事項証明書の取得】

処理
分岐 処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子 ヒアリング結果

帳票団体間連携
以外の処理

自治体以外(国・
民間)の処理

※対象となる児童が父母と別居している場合に、別居している児童の住民票を取得する流れ。

（別居している児童の住所地の市町村は特定済みの想定）

※対象となる児童、及び、父母の本籍地が現住所地の市町村と異なる場合に、戸籍全部事項証明書を取得する流れ。

（本籍地の市町村は特定済みの想定）

※対象となる父母の1月1日付住所地が現住所地の市町村と異なる場合に、所得証明書を取得する流れ。

（1月1日付住所地の市町村は特定済みの想定）

補足

申請書作成

申請書作成

申請書作成

住民票の写し
交付申請書

戸籍全部事項証明書交
付申請書

申請準備

＜（a）住民基本台帳＞

＜（b）戸籍＞

＜（c）個人住民税＞

訂正事項

・団体ごとの賦課の時期が異なるため、同じ年

度の情報を照会しても、時期によって提供可

能な団体と不可能な団体がある。

・申請者が未申告の場合、その場で税の申

告をしてもらう。

1/2



現状業務フロー 資料１－１

新No.１ 児童扶養手当の認定申請における手続の効率化

　凡例

利用者（住民）
市町村（現住所地） 市町村（本籍地） 市町村（１月１日住所地）

住基ネット
市町村（別居の住所地）

医療機関
児童扶養手当 住民基本台帳 戸籍 個人住民税

年金保険者

処理
分岐 処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子 ヒアリング結果

帳票団体間連携
以外の処理

自治体以外(国・
民間)の処理

補足 訂正事項

窓口訪問

提出

児童扶養手当
認定請求書

診断書等

【児童扶養手当の申請】

通知・交付受取

戸籍全部事項証
明書

所得証明書

【診断書の取得】

診断書作成依頼

受取

診断書等

帰宅

受取

本人確認

形式チェック

起案作成

決裁

公印押印

依頼

受取

配布

真正性確認

発送元確認

審査

公用照会（年金保険者への照会・照会応答結果受取の流れ）

児童扶養手当
支給決定通知書

児童扶養手当
不支給決定通知書

④

①

診断書発行

回答

住民票の写し

申請書作成

※対象となる父母に障害等があり、医療機関の診断書が必要な場合に、診断書を取得する流れ。

別居監護
申立書等

照会依頼

照会回答

申請

＜（d）医療機関＞

＜（e）児童扶養手当＞

決裁

預金通帳
の写し

② ③ ④ ・申請者が税を未申告の場合は、その場で

税の申告を促す。

・現状は添付書類との突合によって本人確認

を行っている。

・現行の運用では、すべての添付書類が揃うまで申請を受け付け

ない。それゆえ、添付書類が揃った時が受付日となる。

・離婚成立直後など、戸籍情報の更新が

間に合わない場合は、添付書類が不足し

ていても仮で受付ける。

・現状では本人同意不要のはずだが、実際に公用

照会をすると、団体によっては本人同意がないと回

答できないと言われる場合もある。
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業務プロセス案 資料１－２

医療機関

新No.1 児童扶養手当の認定申請における手続の効率化

金融機関

受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者 受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者

年金保険者住基ネット利用者（住民） 《児童扶養手当》

市（現住所地）

決裁権者

戸籍 個人住民税

市町村（1月1日住所地）市町村（本籍地）

送信担当者 受信担当者 情報作成者 証跡権者 送信担当者

窓口訪問

申請書作成

提出 受取

本人確認

形式チェック

「番号」確認

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

電子署名付与

B‐1:住民から受け取る際の業務処理の流れ

C‐2：行政機関（他団体）へ照会し

回答を受け取る際の業務処理の流れ

児童扶養手当

認定請求書

別居監護

申立書

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼 決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

送信

署名付与状況の確認送信の依頼

■業務プロセス案の前提

(1)申請者は、現住所の市役所の窓口で申請を行う。
(2)他組織への照会については、照会先の組織をあらかじめ特定した上で、照会依頼を行うこととする。

(3)審査に必要な情報は、申請の都度、他組織への照会を行うこととする。（他の申請等で照会した情報を、活用することはしない）

(4)他組織への情報照会に対する本人同意については、フロー上には記載しない。

(5)現状、資格状況等の確認のために「被保険者証」等を提示させている場合、番号制度導入後は、各団体が保有する「資格状況の情報」を照会することとする。

(6)結果通知は、申請者に郵送する。

【凡例】

処理 分岐 帳票団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理

帰宅

受
領

確
認

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

ICカード提示

処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子 ヒアリング結果補足事項

送信記録

訂正事項

情報連携するためのシ

ステムを操作できる権

限が付与されたカード

等を職員に付与するこ

とで、情報連携に関す

る決裁権限を委譲した

と見なすことができれば、

照会依頼の際の決裁処

理は省略してもよいの

ではないか。

公的な連携として公印に値するようなものが必要と考える。公印

に値する何かについて、署名以外の代替手段がないため、ここで

は署名が必要としてもよいのではないか。

また、署名の付与処理は、自動で複数件一括処理ができるとよい

のではないか。

画面上で照会すると、即座に照会結果が表示されるような処理が望まし

いのではないか。（審査が迅速に行えるため。また、窓口で住民の応対

をする際に照会することも可能となるため）

【番号導入後の想定される効果】

・住民が他組織から取得して窓口に持参する添付書類が削減されるため、住民・職員の負荷軽減につながる。

・年金受給状況等の正確な情報を把握できるので、住民に対して適正な給付が可能となる。

・現状では紙等で照会している情報を、電子で照会できるようになるため、照会に係る職員の時間及び業務負荷が軽減される。

想定される効果

住民が窓口で手続することは現状と変わらないため、本人から

聞き取って照会先を特定するのでよいのではないか。

また、1月1日時点の住所地、及び、本籍地については、住基ネッ

トから参照することができるとよいのではないか。

決裁権者以外は業務担当者が担当してよいのではないか。また、

情報連携時の決裁が必要な場合は業務担当者が決裁権者の職

責を兼ねてもよいのではないか。

現状は添付書類との突合による本人確認を行ってい

るが、添付書類を省略した後、窓口での本人確認の

方法について検討が必要ではないか。

離婚成立直後など、戸籍情報の更新が間に合わない場合は、

添付書類が不足していても仮で受け付けている。このように情

報の更新に時間差がある場合について、検討が必要ではない

か。

番号制度導入後は、添付書類が省略され、団体間の情報連

携に変わるため、申請の到達時期を添付書類が揃った時点で

はなく、申請書（申請意思）を提示した日とするなどの検討が

必要ではないか。
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業務プロセス案 資料１－２

医療機関

新No.1 児童扶養手当の認定申請における手続の効率化

金融機関

受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者 受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者

年金保険者住基ネット利用者（住民） 《児童扶養手当》

市（現住所地）

決裁権者

戸籍 個人住民税

市町村（1月1日住所地）市町村（本籍地）

送信担当者 受信担当者 情報作成者 証跡権者 送信担当者

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

検
証

D‐2：行政機関（他団体）から問い合わせを受け取り回答する際の業務処理の流れ

※受給者の現住所地と1月1日現在の住所地が異なる場合

受信

振分

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼 メッセージ確認

決裁

署名付与状況の確認

送信の依頼

到達記録

D‐2：行政機関（他団体）から問い合わせを受け取り回答する際の業務処理の流れ

※受給者（父、母、養育者）と支給対象児童の現住所地と本籍地が異なる場合

送信元検証

署名検証

証明書検証

照会応答情報（戸籍全部事項証明書）

決裁状況の確認

署名付与の依頼 決裁状況の確認

電子署名付与

署名付与状況の確認

送信

受
信

照会応答情報（所得証明書）

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

受信

振分

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼 メッセージ確認

決裁

署名付与状況の確認

送信の依頼

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

決裁状況の確認

署名付与の依頼 決裁状況の確認

電子署名付与

署名付与状況の確認

送信

照会依頼情報（戸籍全部事項証明書）

照会依頼情報（所得証明書）

検
証

受
信

送信記録 送信記録

照会応答 照会応答

照会応答情報（住民票の写し）

照会応答情報（年金受給情報）

受給者（父、母、養育者）と支給

対象児童が別居している場合

照会依頼情報（住民票の写し）

照会依頼情報（年金受給情報）

照会応答

照会応答情報（診断書等）

照会依頼情報（診断書等）

照会応答

照会応答情報（口座有無情報）

照会依頼情報（口座有無情報）

・制度で規定された以外の不正な照会依頼はできないよう

にすること、また、不正な照会には応答しないことが担保さ

れれば、自動で応答できるとよいのではないか。

・団体ごとの賦課の時期が異なるため、時期によって提

供可能な団体と不可能な団体が出ないよう、連携する

情報ごとに提供可能な時期を統一するなどの運用を検

討する必要があるのではないか。

・申請者の所得が未申告の場合はそ

の場で申告を促している。申請者が税

情報を未申告の場合について、検討

が必要ではないか。

自動で照会応答する場合、予め

連携可能と定められた情報であ

れば、照会応答が発生する都度

の決裁処理は省略することがで

きるのではないか。

送信元・署名・証明書の検証は人

手を介する必要がなく、自動化し

てよいのではないか。

情報の受信時の各検証（送信

元・署名・証明書）は人手を介す

る必要がないため、自動化してよ

いのではないか。

自動で照会応答する場合、予め

連携可能と定められた情報であ

れば、照会応答が発生する都度

の決裁処理は省略することがで

きるのではないか。

・制度で規定された以外の不正な照会依頼はできないよう

にすること、また、不正な照会には応答しないことが担保さ

れれば、自動で応答できるとよいのではないか。
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業務プロセス案 資料１－２

医療機関

新No.1 児童扶養手当の認定申請における手続の効率化

金融機関

受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者 受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者

年金保険者住基ネット利用者（住民） 《児童扶養手当》

市（現住所地）

決裁権者

戸籍 個人住民税

市町村（1月1日住所地）市町村（本籍地）

送信担当者 受信担当者 情報作成者 証跡権者 送信担当者

原
案
作
成

内
部
決
裁

公
印
押
印

検
証

受
信

受信

審査

個人の特定

内容の作成

宛先の特定

決裁依頼

決裁

原案の確認

決裁状況の確認

受取

発送元確認

公印の確認

通知内容の確認

公印押印依頼 決裁状況の確認

公印押印

送信元検証

署名検証

証明書検証

到達記録

A‐1：住民に連絡する際の業務処理の流れ

児童扶養手当

支給決定通知書

振分

発送の依頼 公印の確認

発
送

児童扶養手当

不支給決定通知書

公印の確認

発送

発送記録

検証については、自動で行っても問題

ないのではないか。
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生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施） 
 

資料 2-0 次期概略フロー（協力自治体ヒアリング結果反映版） 
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該当するユースケース（大綱・Ｈ２２年度事業）

新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）
次期概略フロー（協力自治体ヒアリング結果反映版） （１／３） 資料２－０

・№９．生活保護認定における他制度給付状況の把握 （②都道府県で実施する場合）

ユースケースの概要

際 童・生活保護認定の審査の際に、他制度の給付状況（各種公的年金、雇用保険給付、児童扶養手当等）を確認する。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※生活保護の支給申請手続について整理する。

1



新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）
次期概略フロー（協力自治体ヒアリング結果反映版） （２／３）

生活保護の申請手続において、処理に必要な情報を他組織から直接参照する。また、現状では紙等で行っている組織間の連携を電子で行う。
参照した情報等をもとに審査等を行い 結果を住民に通知する参照した情報等をもとに審査等を行い、結果を住民に通知する。

利用者
（住民）

都道府県

《生活保護》

市町村
（本籍地）

戸籍

照会応答

市町村
（１月１日住所地）

個人住民税

照会応答

市町村
（固定資産所在地）

固定資産税

照会応答

市町村（現住所地）

子ども手当

照会応答

国民健康保険

照会応答

障害者福祉

照会応答

後期高齢者医療

照会応答

後期高齢者 療

介護保険

照会応答

介護保険資格

保護申請書

Ａさん
生活歴申告書

戸籍全部事項証明書
所得証明書

軽自動車税

照会応答

《児童扶養手当》

照会応答

ひとり親医療

照会応答

乳幼児医療

照会応答

国民健康保険
加入情報

手帳情報後期高齢者医療
保険加入情報

子ども手当受給情報

児童扶養手当受給情報 ひとり親医療証情報 乳幼児医療証情報 軽自動車車両情報

介護保険資格・
高額給付情報戸籍の附票の写し 固定資産情報

資産申告書

収入申告書

公共職業安定所

年金保険者

日本年金機構

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

医療保険者

（各種）健康保険組合

年金受給情報
（各種）国民健康保険組合

児童扶養手当受給情報 ひとり親医療証情報 乳幼児医療証情報 軽自動車車両情報

住基ネット労働基準監督署

《福祉》

通知受領

ひとり親医療、乳幼児医療
の情報は審査には不要。

賃貸契約書（写）

団体間連携情報ではなく、
添付書類とする。

ひとり親医療、乳幼児医療
の情報は審査には不要。

公共職業安定所

運輸支局

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

雇用保険給付金

自動車

全国健康保険協会

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

医療保険加入情報

雇用保険受給情報

住基ネット

住民票の写し

労働基準監督署

労災

労災受給情報状況把握

金融機関 保険会社 医療機関

共済事業団

銀行預金額

不動産会社

賃貸契約書（写）

郵便局

郵便貯金額

簡易保険加入情報

医療要否意見書

検診書生命保険解約金額

生命保険加入情報

自動車車両情報

民生委員

民生委員意見書

雇用主

給与所得情報

《公費負担医療》

照会応答
《小児慢性特定疾患医療》

《福祉》

照会応答
《特別児童扶養手当》審査

保護決定通知書

公費負担医療証情報 福祉手当受給情報 雇用主からの給与所得
情報を追加する。

従来どおり添付書類
とする。

（台帳）

照会応答
《結核児童療育給付》

照会応答
《特別児童扶養手当》審査

生活保護受給証

・
・

《未熟児養育医療》

賦課・給付
徴収・支給

《母子・寡婦福祉資金》

・
・

通知

保護決定情報 2



新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）
次期概略フロー（協力自治体ヒアリング結果反映版） （３／３）

生活保護の申請に関する主な法令

生活保護法

（申請保護の原則）
第七条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請が
なくても、必要な保護を行うことができる。

生活保護法

（申請による保護の開始及び変更）
第二十四条 保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければ
ならない。

生活保護法

（調査及び検診）
第二十八条 保護の実施機関は、保護の決定又は実施のため必要があるときは、要保護者の資産状況、健康状態その他の事項を調査するために、要保護者について、
当該職員に その居住の場所に立ち入り これらの事項を調査させ 又は当該要保護者に対して 保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき当該職員に、その居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき
旨を命ずることができる。
２ 前項の規定によつて立入調査を行う当該職員は、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示
しなければならない。
３ 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
４ 保護の実施機関は、要保護者が第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないと
きは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる。

生活保護法

（調査の嘱託及び報告の請求）

※ 申請書、添付書類については、以下に規定されている。

第二十九条 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定又は実施のために必要があるときは、要保護者又はその扶養義務者の資産及び収入の状況につき、
官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、要保護者若しくはその扶養義務者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。

3

生活保護法施行規則 第二条

生活保護法施行細則 第三条 （福岡県の例）



 



現状業務フロー 資料２－１

個人住民税

町村（現住所地）

《福祉》《公費負担医療》

都道府県福祉事務所（現住所地）

固定資産税乳幼児医療後期高齢者医療 介護保険 障害者福祉 子ども手当 児童扶養手当 ひとり親医療 軽自動車税

新No.2 生活保護の受給申請に伴う調査の効率化

　凡例

利用者（住民）

市町村（固定資産所在
地）

住基ネット その他
生活保護 《福祉》 住民基本台帳 国民健康保険 固定資産税

市町村（１月１日住所
地）

個人住民税

市町村（本籍地）

戸籍

年金保険者

証明書発行

【医療要否意見書、検診書の取得】

診断書作成依頼

受取

①

年金証明依頼

受取

①

年金証明書

【年金証明書の取得】 ※申請者が年金を受給している場合、年金保険者から、受給額を証明してもらう。

医療機関

診断書発行

医療要否意見

書（回答）

※病気、精神病等が保護の理由となる場合、医師の医療要否意見書及び検診書を取得する。

処理の

まとまり
（詳細を別途作成）

処理
分岐 処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子帳票団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理
補足

申請準備

＜(a)年金保険者＞

＜(b)医療機関＞

検診命令書

生活保護の受給に関して住民が町村に相談に来たときに、住民へ医

療要否意見書（依頼）と検診命令書を渡す。

検診書

医療要否意見

書（依頼）

ヒアリング結果 訂正事項
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現状業務フロー 資料２－１

個人住民税

町村（現住所地）

《福祉》《公費負担医療》

都道府県福祉事務所（現住所地）

固定資産税乳幼児医療後期高齢者医療 介護保険 障害者福祉 子ども手当 児童扶養手当 ひとり親医療 軽自動車税

新No.2 生活保護の受給申請に伴う調査の効率化

　凡例

利用者（住民）

市町村（固定資産所在
地）

住基ネット その他
生活保護 《福祉》 住民基本台帳 国民健康保険 固定資産税

市町村（１月１日住所
地）

個人住民税

市町村（本籍地）

戸籍

処理の

まとまり
（詳細を別途作成）

処理
分岐 処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子帳票団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理
補足 ヒアリング結果 訂正事項

窓口訪問

提出

【生活保護の申請】

通知・交付受取

帰宅

受取

本人確認

形式チェック

保護決定通知

書

生活保護受給

証

① 生活保護申請

書

資産申告書

収入申告書

年金証明書
賃貸契約書

（写）
生活歴申告書

現住所地への各

種照会

固定資産所在地
への照会

年金保険者への
照会

運輸支局への照
会

公共職業安定所
への照会

労働基準監督署
への照会

審査

住所地への各本籍地への照会

住所地への各
1月1日住所地へ

の照会

申請書作成

金融機関への照会

（預金）

郵便局への照会
（預金、簡易保険）

生命保険会社へ
の照会

民生委員への意

見照会

・収入申告書、資産申告書、同意書、生活歴申告書は、申請者自身が作成する添付書類。

・契約書（写）は、申請者自身が保管する契約書を基に準備する（コピー）添付書類。

・添付書類は、自治体や申請者の条件によって異なる。

申請

＜(c)生活保護＞

医療要否意見

書

検診書

公費負担医療費
照会

福祉手当（都道府
県分）照会

町村の窓口でも、受付を行っている。

医療保険者への照会を

追加。

町村の《福祉》に、審査結果を連絡する

流れを追加。

情報収集に時間がかかり、標準処理期間

である14日以内に、審査結果を返すこと

が困難となっている。

申請の前後に、相談（面接）があるが、必要な情報は、

申請者から聞き取って、相談に応じている。

・保護対象者と扶養義務者の情報を照会している。

・市でも生活保護の申請から審査、通知・交付までを行っている。

医療保険者
への照会

受取

審査結果

※1月1日住所地が現住所地と異なる場合
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現状業務フロー 資料２－１

個人住民税

町村（現住所地）

《福祉》《公費負担医療》

都道府県福祉事務所（現住所地）

固定資産税乳幼児医療後期高齢者医療 介護保険 障害者福祉 子ども手当 児童扶養手当 ひとり親医療 軽自動車税

新No.2 生活保護の受給申請に伴う調査の効率化

　凡例

利用者（住民）

市町村（固定資産所在
地）

住基ネット その他
生活保護 《福祉》 住民基本台帳 国民健康保険 固定資産税

市町村（１月１日住所
地）

個人住民税

市町村（本籍地）

戸籍

処理の

まとまり
（詳細を別途作成）

処理
分岐 処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子帳票団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理
補足 ヒアリング結果 訂正事項

起案作成

決裁

公印押印

依頼 受取

配布

照会依頼

調査依頼

調査依頼受取

調査

調査結果回答

調査結果受取

・町村内の連携箇所（団体内連携）。

・県からの照会は、担当の業務に個別に照会する場合もあるが、ここでは、町村の生活保護を担当する《福祉》にとりまとめをお願いし、他業務分も合

わせて回答してもらう場合について記載。

・依頼を受けた《福祉》が直接、システムを参照して調査するケースもあるが、ここでは、各業務の担当課に依頼して、調査を行うケースを記載。

・申請者の所在確認と世帯情報確認。その後、申請者及び世帯員の各種情報を取得し、調査の必要となる人を特定し、各業務へ照会することを想定。

現住所地への
各種照会

公費負担医療
費照会

起案作成

決裁

調査依頼 調査依頼受取

調査

公費負担医療情報照会依頼

調査結果受取
公費負担医療情報

調査結果回答

福祉手当（都道
府県分）調査

調査依頼

調査結果受取

調査依頼受取

調査

調査結果回答

調査依頼受取

調査

調査結果回答

調査依頼受取

調査

調査結果回答

調査依頼受取

調査

調査結果回答

調査依頼受取

調査

調査結果回答

調査依頼受取

調査

調査結果回答

調査依頼受取

調査

調査結果回答

調査依頼受取

調査

調査結果回答

調査依頼受取

調査

調査結果回答

内容確認

調査対象者特定

調査依頼受取

調査

調査結果回答

・県内の連携箇所。

・生活保護の担当の方が直接、システムを参照して調査するケー

スもあると思うが、ここでは、担当課に依頼して、調査を行うケース

を記載。

真正性確認

発送元確認

起案作成

決裁

調査依頼 調査依頼受取

調査

福祉手当受給情報照会依頼

調査結果受取
福祉手当受給情報

調査結果回答

・団体内の連携箇所。

・生活保護の担当の方が直接、システムを参照して調査する

ケースもあるが、ここでは、情報を保有する担当課に依頼して、

調査を行うケースを記載。

個人住民税への照会を追加。

町村で受付けた場合は、予め、町村にて必要な情報を収

集して、申請書と共に県に提供している。

調査依頼受取

調査

調査結果回答
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現状業務フロー 資料２－１

個人住民税

町村（現住所地）

《福祉》《公費負担医療》

都道府県福祉事務所（現住所地）

固定資産税乳幼児医療後期高齢者医療 介護保険 障害者福祉 子ども手当 児童扶養手当 ひとり親医療 軽自動車税

新No.2 生活保護の受給申請に伴う調査の効率化

　凡例

利用者（住民）

市町村（固定資産所在
地）

住基ネット その他
生活保護 《福祉》 住民基本台帳 国民健康保険 固定資産税

市町村（１月１日住所
地）

個人住民税

市町村（本籍地）

戸籍

処理の

まとまり
（詳細を別途作成）

処理
分岐 処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子帳票団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理
補足 ヒアリング結果 訂正事項

受取

起案作成

決裁

公印押印

回答

住民票の写し

本籍地への照
会

起案作成

決裁

公印押印

発送 受取

戸籍全部事項証明

書照会依頼

起案作成

決裁

公印押印

依頼

調査

受取

起案作成

決裁

公印押印

回答

配布

真正性確認

発送元確認

配布

真正性確認

発送元確認

民生委員

意見書作成

起案作成

決裁

公印押印

依頼
民生委員意見書

情報照会依頼

民生委員への
意見照会

受取

配布

真正性確認

発送元確認

民生委員意見書

配布

真正性確認

発送元確認

国民健康加入

情報

後期高齢者医

療保険加入情

介護保険資格・

高額給付情報
手帳情報

子ども手当情

報

児童扶養手当

受給情報

ひとり親医療証

情報

乳幼児医療証

情報
固定資産情報

軽自動車車両

情報

戸籍の附票の写し

照会依頼

戸籍全部事項証明

書
戸籍の附票の写し
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現状業務フロー 資料２－１

個人住民税

町村（現住所地）

《福祉》《公費負担医療》

都道府県福祉事務所（現住所地）

固定資産税乳幼児医療後期高齢者医療 介護保険 障害者福祉 子ども手当 児童扶養手当 ひとり親医療 軽自動車税

新No.2 生活保護の受給申請に伴う調査の効率化

　凡例

利用者（住民）

市町村（固定資産所在
地）

住基ネット その他
生活保護 《福祉》 住民基本台帳 国民健康保険 固定資産税

市町村（１月１日住所
地）

個人住民税

市町村（本籍地）

戸籍

処理の

まとまり
（詳細を別途作成）

処理
分岐 処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子帳票団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理
補足 ヒアリング結果 訂正事項

年金保険者

1月1日住所地
への照会

起案作成

決裁

公印押印

発送
所得証明書照

会依頼

起案作成

決裁

公印押印

依頼

受取 所得証明書 回答

年金保険者へ
の照会

起案作成

決裁

公印押印

年金受給照会

依頼

起案作成

決裁

公印押印

依頼

受取

回答

年金受給情報

配布

真正性確認

発送元確認

配布

真正性確認

発送元確認

受取

調査

起案作成

決裁

公印押印

配布

真正性確認

発送元確認
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現状業務フロー 資料２－１

個人住民税

町村（現住所地）

《福祉》《公費負担医療》

都道府県福祉事務所（現住所地）

固定資産税乳幼児医療後期高齢者医療 介護保険 障害者福祉 子ども手当 児童扶養手当 ひとり親医療 軽自動車税

新No.2 生活保護の受給申請に伴う調査の効率化

　凡例

利用者（住民）

市町村（固定資産所在
地）

住基ネット その他
生活保護 《福祉》 住民基本台帳 国民健康保険 固定資産税

市町村（１月１日住所
地）

個人住民税

市町村（本籍地）

戸籍

処理の

まとまり
（詳細を別途作成）

処理
分岐 処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子帳票団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理
補足 ヒアリング結果 訂正事項

固定資産所在
地への照会

固定資産情報

照会依頼

起案作成

決裁

公印押印

依頼

受取

配布

固定資産情報 回答

※所有する固定資産の所在地市町村へそれぞれ照会する

医療保険者

医療保険者（健
保等）への照会

起案作成

決裁

公印押印

医療保険加入情
報照会依頼依頼

受取

回答

医療保険加入

情報

配布

真正性確認

発送元確認

受取

調査

起案作成

決裁

公印押印

配布

真正性確認

発送元確認

真正性確認

発送元確認

金融機関

金融機関への
照会

起案作成

決裁

公印押印

銀行預金額照

会依頼依頼

受取

回答

配布

真正性確認

発送元確認

銀行預金額
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現状業務フロー 資料２－１

個人住民税

町村（現住所地）

《福祉》《公費負担医療》

都道府県福祉事務所（現住所地）

固定資産税乳幼児医療後期高齢者医療 介護保険 障害者福祉 子ども手当 児童扶養手当 ひとり親医療 軽自動車税

新No.2 生活保護の受給申請に伴う調査の効率化

　凡例

利用者（住民）

市町村（固定資産所在
地）

住基ネット その他
生活保護 《福祉》 住民基本台帳 国民健康保険 固定資産税

市町村（１月１日住所
地）

個人住民税

市町村（本籍地）

戸籍

処理の

まとまり
（詳細を別途作成）

処理
分岐 処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子帳票団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理
補足 ヒアリング結果 訂正事項

生命保険会社

起案作成

決裁

公印押印
生命保険加入

情報照会依頼

依頼

受取

回答

運輸支局

起案作成

決裁

公印押印

自動車車両情

報照会依頼依頼

受取

回答

自動車車両情

報

郵便局

郵便局への照会

起案作成

決裁

公印押印

郵便貯金額照会

依頼

依頼

受取

配布

回答

保険会社への
照会

運輸支局への
照会

配布

真正性確認

発送元確認

配布

真正性確認

発送元確認

簡易保険加入情

報照会依頼

郵便貯金額
簡易保険加入情

報

生命保険解約金

額情報照会依頼

生命保険加入情

報

生命保険解約金

額情報

公共職業安定所

起案作成

決裁

公印押印
雇用保険受給

情報照会依頼

依頼

受取

回答

公共職業安定
所への照会

配布

真正性確認

発送元確認

雇用保険受給情

報

真正性確認

発送元確認
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現状業務フロー 資料２－１

個人住民税

町村（現住所地）

《福祉》《公費負担医療》

都道府県福祉事務所（現住所地）

固定資産税乳幼児医療後期高齢者医療 介護保険 障害者福祉 子ども手当 児童扶養手当 ひとり親医療 軽自動車税

新No.2 生活保護の受給申請に伴う調査の効率化

　凡例

利用者（住民）

市町村（固定資産所在
地）

住基ネット その他
生活保護 《福祉》 住民基本台帳 国民健康保険 固定資産税

市町村（１月１日住所
地）

個人住民税

市町村（本籍地）

戸籍

処理の

まとまり
（詳細を別途作成）

処理
分岐 処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子帳票団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理
補足 ヒアリング結果 訂正事項

労働基準監督署

起案作成

決裁

公印押印

労災受給情報

照会依頼

依頼

受取

回答

労働基準監督
署への照会

配布

真正性確認

発送元確認

労災受給情報
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業務プロセス案 資料２－２

生活保護の受給申請に伴う調査の効率化新No.2

受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者

利用者（住民）

都道府県福祉事務所（現住所地）

《公費負担医療》 《福祉》
送信担当者

町村（現住所地）

決裁権者 証跡権者

照会先業務（国民健康保険／後期高齢者医療／介護保険／障害者福祉／子ども手当／《児童扶養手当》／ひとり親医療／乳幼
児医療／軽自動車税）

《生活保護》 《福祉》

受信担当者 情報作成者 送信担当者決裁権者 証跡権者 送信担当者 受信担当者 情報作成者

戸籍業務

市町村（本籍地）

送信担当者受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者

窓口訪問

申請書作成

提出 受取

本人確認

形式チェック

B‐1:住民から受け取る際の業務処理の流れ

受
領

【凡例】

処理 分岐
帳票団体間連携

以外の処理
自治体以外(国・

民間)の処理

処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子 補足事項 ヒアリング結果 想定される効果

番号制導入後も、町村の窓口でも受付けると思われるため、町村で受付

けた場合の都道府県と町村の役割分担と処理範囲について、検討する必

要があるのではないか.。

決裁処理以外は、業務担当者が処理を担当してよいのではないか。生活保護受給の相談にみえた方に対し、有効な相談

ができるよう、必要な情報を即時に照会できるような

検討が必要ではないか。

■業務プロセス案の前提

(1)申請者は、現住所のある都道府県福祉事務所の窓口で申請を行う。

(2)他組織への照会については、照会先の組織をあらかじめ特定した上で、照会依頼を行うこととする。

(3)審査に必要な情報は、申請の都度、他組織への照会を行うこととする。（他の申請等で照会した情報を、活用することはしない）

(4)他組織への情報照会に対する本人同意については、フロー上には記載しない。

(5)現状、資格状況等の確認のために「被保険者証」等を提示させている場合、番号制度導入後は、各団体が保有する「資格状況の情報」を照会することとする。

(6)結果通知は、申請者に郵送する。

住民が窓口で手続することは現状と変わらないため、本人か

ら聞き取って照会先を特定するのでよいのではないか。

訂正事項

ひとり親医療、乳幼児医

療の情報は審査には不要。

生活保護申請書

生活歴申告書

収入申告書

資産申告書

賃貸契約書

（写）
形式チェック

「番号」確認

帰宅

確
認

ICカード提示

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

C‐2：行政機関（他団体）へ照会し

回答を受け取る際の業務処理の流れ

決裁

メッセージ確認

決裁状況の確認

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

【番号導入後の想定される効果】

・今まで調査が困難であった情報が調査できるようになり、審査に必要な情報が正確に把握できるため、住民に対して公正な給付が可能となる。

・審査に利用する情報が多岐に渡っているため、職員は多くの機関に照会する必要があるが、情報連携の実現により、照会に係る職員の時間及び業務負荷が軽減される。

・情報連携の実現により、照会依頼から回答までの期間が大幅に短縮されるため、審査に必要な情報を早期に収集できるようになる。

ら聞き取って照会先を特定するのでよいのではないか。

また、1月1日時点の住所地、及び、本籍地については、住基

ネットから参照することができるとよいのではないか。

情報連携するためのシステムを操作できる権限が付与された

カード等を職員に付与することで、情報連携に関する決裁権

限を委譲したと見なすことができれば、照会依頼の際の決裁

処理は省略してもよいのではないか。

団体間連携情報ではなく、

添付書類とする。

電子署名付与

署名付与依頼 決裁状況の確認

署名付与状況の確認

送信

署名付与状況の確認送信の依頼

署
名
付
与

送
信

照会依頼情報（住民票の写し／戸籍の附票の写し）

検
証

受
信

受信

送信元検証

署名検証

到達記録

振分

照会応答情報（住民票の写し／戸籍の附票の写し）

検証については、自動で行って

も問題ないのではないか。
証明書検証

照会依頼情報

公費負担医療費）
照会依頼情報

（福祉手当受給情報）

照会応答 照会応答

照会応答情報

（公費負担医療費）
照会応答情報

（祉手当受給情報）

照会依頼

照会依頼

①

②

も問題な な 。
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業務プロセス案 資料２－２

個人住民税業務

市町村（1月1日住所地）

受信担当者 情報作成者 証跡権者 送信担当者決裁権者

その他

証跡権者 送信担当者

市町村
（住所地・本籍地）

住基ネット

市町村（固定資産所在地）

固定資産税業務

受信担当者 情報作成者 決裁権者

照会応答
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業務プロセス案 資料２－２

生活保護の受給申請に伴う調査の効率化新No.2

受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者

利用者（住民）

都道府県福祉事務所（現住所地）

《公費負担医療》 《福祉》
送信担当者

町村（現住所地）

決裁権者 証跡権者

照会先業務（国民健康保険／後期高齢者医療／介護保険／障害者福祉／子ども手当／《児童扶養手当》／ひとり親医療／乳幼
児医療／軽自動車税）

《生活保護》 《福祉》

受信担当者 情報作成者 送信担当者決裁権者 証跡権者 送信担当者 受信担当者 情報作成者

戸籍業務

市町村（本籍地）

送信担当者受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

決裁

メッセージ確認

決裁状況の確認

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

C‐2：行政機関（他団体）へ照会し

回答を受け取る際の業務処理の流れ

①

ＤＶ等の本人の状況によって、他団体へ照会してはいけな

い場合もあるため、メッセージ作成の際に、照会可否を判

断できるような仕組みが必要ではないか。

情報連携するための

システムを操作できる

権限が付与された

カード等を職員に付与

することで、情報連携

に関する決裁権限を

委譲したと見なすこと

ができれば、照会依

頼の際の決裁処理は

省略してもよいのでは

ないか。

電子署名付与

署名付与依頼 決裁状況の確認

署名付与状況の確認

送信

署名付与状況の確認送信の依頼

署
名
付
与

送
信

受
信

受信

振分

到達記録

D‐2：行政機関（他団体）から問い合わせを受け取り回答する際の業務処理の流れ

照会依頼情報（戸籍全部事項証明書）

受信

振分

到達記録

D‐2：行政機関（他団体）から問い合わせを受け取り回答する際の業務処理の流

れ

照会依頼情報

（国民健康保険加入情報／後期高齢者医療保険加入情報／介護保険資格・高額給付情報

手帳情報／子ども手当受給情報／児童扶養手当受給情報／ひとり親医療証情報／乳幼児医療証情報

軽自動車車両情報）

受
信

照会依頼に際して、本人の同意なしで、照会先が回答

してくれるように、制度面の検討が必要ではないか。

１申請に対して多くの照会が発生するため、職員が、

照会処理状況（ステータス）が確認できるようにした方

が良いのではないか。

無駄な照会をなくすため、審査で必要な情報のうち優先度の

高い情報から照会する等、照会の順序を加味した照会方法を

検討した方が良いのではないか。

ひとり親医療、乳幼児医

療の情報は審査には不要。

検
証

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼 メッセージ確認

決裁

署名付与状況の確認

送信元検証

署名検証

証明書検証

決裁状況の確認

署名付与の依頼 決裁状況の確認

電子署名付与

検
証

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼 メッセージ確認

決裁

署名付与状況の確認

送信元検証

署名検証

証明書検証

決裁状況の確認

署名付与の依頼 決裁状況の確認

電子署名付与

情報の受信時の各検証（送

信元・署名・証明書）は人手

を介する必要がないため、

自動化してよいのではない

か。

自動で照会応答する場合、

予め連携可能と定められた

情報であれば、照会応答が

発生する都度の決裁処理

は省略することができるの

ではないか。

情報の受信時の各検証（送

信元・署名・証明書）は人手

を介する必要がないため、

自動化してよいのではない

か。

自動で照会応答する場合、

予め連携可能と定められた

情報であれば、照会応答が

発生する都度の決裁処理

は省略することができるの

ではないか。

受
信

受信

到達記録

振分

送
信

送信の依頼

照会応答情報（戸籍全部事項証明書）

署名付与状況の確認

送信

照会応答情報

（国民健康保険加入情報／後期高齢者医療保険加入情報／介護保険資格・高額給付情報

手帳情報／子ども手当受給情報／児童扶養手当受給情報／ひとり親医療証情報／乳幼児医療証情報

軽自動車車両情報）

照会応答情報（戸籍全部事項証明書）

送
信

送信の依頼 署名付与状況の確認

送信

制度で規定された以外の不正な照会依頼はでき

ないようにすること、また、不正な照会には応答し

ないことが担保されれば、自動で応答できるとよ

いのではないか。

制度で規定された以外の不正な照会依頼はでき

ないようにすること、また、不正な照会には応答し

ないことが担保されれば、自動で応答できるとよ

いのではないか。

ひとり親医療、乳幼児医

療の情報は審査には不要。
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業務プロセス案 資料２－２

個人住民税業務

市町村（1月1日住所地）

受信担当者 情報作成者 証跡権者 送信担当者決裁権者

その他

証跡権者 送信担当者

市町村
（住所地・本籍地）

住基ネット

市町村（固定資産所在地）

固定資産税業務

受信担当者 情報作成者 決裁権者

受
信

受信

振分

到達記録

D‐2：行政機関（他団体）から問い合わせを受け取り回答する際の業務処理の流れ

受
信

受信

振分

到達記録

D‐2：行政機関（他団体）から問い合わせを受け取り回答する際の業務処理の流れ

照会応答情報

（医療保険加入情報）
公共職業安定所

照会応答

照会依頼情報（所得証明書）

照会依頼情報（固定資産情報）

照会依頼情報

（年金受給情報）

照会依頼情報

（医療保険加入情報）

照会応答

照会応答

照会応答情報

（年金受給情報）

年金保険者

医療保険者

照会依頼情報

（雇用保険受給情報）

照会依頼情報

（自動車車両情報）

照会応答

民生委員

照会依頼情報

（民生委員意見書）

照会応答情報

（民生委員意見書）

情報の受信時の各検証（送

信元・署名・証明書）は人手

を介する必要がないため、

自動化してよいのではない

情報の受信時の各検証（送

信元・署名・証明書）は人手

を介する必要がないため、

自動化してよいのではない

照会応答情報

（雇用保険受給情報）

検
証

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼 メッセージ確認

決裁

署名付与状況の確認

送信元検証

署名検証

証明書検証

決裁状況の確認

署名付与の依頼 決裁状況の確認

電子署名付与

検
証

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼 メッセージ確認

決裁

署名付与状況の確認

送信元検証

署名検証

証明書検証

決裁状況の確認

署名付与の依頼 決裁状況の確認

電子署名付与

運輸支局

照会応答

労働基準監督署

照会応答

金融機関

照会応答

郵便局

照会応答

保険会社

照会応答情報

照会応答情報

（労災受給情報）

照会応答情報

（郵便貯金額／

簡易保険加入情報）

照会応答情報

（銀行預金額）

（自動車車両情報）

照会依頼情報

（労災受給情報）

照会依頼情報

（銀行預金情報）

照会依頼情報

（郵便貯金額／

照会依頼情報

（生命保険加入情報／

生命保険解約金額）

医療機関

照会応答

照会応答情報

（医療要否意見書、

検診書）

照会依頼情報

（医療要否意見書、

検診書）

か。

自動で照会応答する場合、

予め連携可能と定められた

情報であれば、照会応答が

発生する都度の決裁処理

は省略することができるの

ではないか。

か。

自動で照会応答する場合、

予め連携可能と定められた

情報であれば、照会応答が

発生する都度の決裁処理

は省略することができるの

ではないか。

照会応答情報（戸籍全部事項証明書） 照会応答情報（戸籍全部事項証明書）

送
信

送信の依頼

照会応答情報（所得証明書）

署名付与状況の確認

送信

送
信

送信の依頼

照会応答情報（固定資産情報）

署名付与状況の確認

送信

照会応答

不動産会社

照会応答

照会応答情報

（生命保険加入情報／

生命保険解約金額）

照会依頼情報

（賃貸契約書（写））

照会応答情報

（賃貸契約書（写））

団体ごとの賦課の時期が異なるため、時期に

よって提供可能な団体と不可能な団体が出な

いよう、連携する情報ごとに提供可能な時期を

統一するなどの運用を検討する必要があるの

ではないか。

申請者が税情報を未申告の場

合について、検討が必要ではな

いか。

制度で規定された以外の不正な照会依頼はでき

ないようにすること、また、不正な照会には応答し

ないことが担保されれば、自動で応答できるとよ

いのではないか。

制度で規定された以外の不正な照会依頼はでき

ないようにすること、また、不正な照会には応答し

ないことが担保されれば、自動で応答できるとよ

いのではないか。

雇用主からの給与所

得情報を追加する。

従来どおり添付書類

とする。

雇用主

照会応答

照会依頼情報

（給与所得情報）

照会応答情報

（給与所得情報）
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業務プロセス案 資料２－２

生活保護の受給申請に伴う調査の効率化新No.2

受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者

利用者（住民）

都道府県福祉事務所（現住所地）

《公費負担医療》 《福祉》
送信担当者

町村（現住所地）

決裁権者 証跡権者

照会先業務（国民健康保険／後期高齢者医療／介護保険／障害者福祉／子ども手当／《児童扶養手当》／ひとり親医療／乳幼
児医療／軽自動車税）

《生活保護》 《福祉》

受信担当者 情報作成者 送信担当者決裁権者 証跡権者 送信担当者 受信担当者 情報作成者

戸籍業務

市町村（本籍地）

送信担当者受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者

原
案

検
証

審査

個人の特定

送信元検証

署名検証

証明書検証

A‐1：住民に連絡する際の業務処理の流れ

②

検証については、自動で行って

も問題ないのではないか。

案
作
成

内
部
決
裁

公
印
押
印

内容の作成

宛先の特定

決裁依頼

決裁

原案の確認

決裁状況の確認

受取

発送元確認

公印押印依頼 決裁状況の確認

公印押印

保護決定通知書 発送の依頼 公印の確認

発
送生活保護受給証

公印の確認

発送

公印の確認

通知内容の確認

A‐3：行政機関（他団体）に連絡する際の業務処理の流れ

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

電子署名付与

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼 決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

署名付与状況の確認送信の依頼

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

必要な業務に同時に連絡した方が良いのではないか。

情報連携するためのシステムを操作できる権限が付与された

カード等を職員に付与することで、情報連携に関する決裁権

限を委譲したと見なすことができれば、照会依頼の際の決裁

処理は省略してもよいのではないか。

送信

署名付与状況の確認送信の依頼

送
信

検
証

受信

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

受
信

B‐2:行政機関（他団体）から受け取る際の業務処理の流れ

保護決定情報

検証については、自動で行っても

問題ないのではないか。
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業務プロセス案 資料２－２

個人住民税業務

市町村（1月1日住所地）

受信担当者 情報作成者 証跡権者 送信担当者決裁権者

その他

証跡権者 送信担当者

市町村
（住所地・本籍地）

住基ネット

市町村（固定資産所在地）

固定資産税業務

受信担当者 情報作成者 決裁権者
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該当するユースケース（大綱・Ｈ２２年度事業）

新№３ 税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など）
次期概略フロー（協力自治体ヒアリング結果反映版） （１／２） 資料３－０

〔情報の提供〕
・№１９．税務や納付に関する情報提供
・№２０．確定申告時の自己情報の情報提供

ユースケースの概要

・国民が、自分の情報や、利用するサービスに関する情報を自宅のパソコン等から容易に閲覧可能となる。
【対象情報】自己の申告内容、税（賦課）情報、納付情報、確定申告等を行う際に参考となる控除等に関する情報

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※対象情報については、
申告内容、税（賦課）情報、納付情報として、市町村（固定資産税、個人住民税、軽自動車税）、都道府県（自動車税）、国税を例として整理

する。
申告に必要な情報として、控除に関する情報（各種保険料、医療費、障害者情報、借入金の年末残高等証明書）を例として整理する。
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新№３ 税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など）
次期概略フロー（協力自治体ヒアリング結果反映版） （２／２）

住民がポータルにログインし、自身に関する、税（賦課）情報、納付情報、控除に関する情報などの各種情報を参照する。

利用者
（住民）

ポータルポータル

ログインログイン

年金保険者

日本年金機構

医療保険者

（各種）国民健康保険組合

市町村
（軽自動車登録地）

市町村
（1月1日住所地）

市町村
（固定資産所在地）

Ａさん

市 村（ 住 地）

グイングイン

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
共済事業団

全国健康保険協会

（各種）健康保険組合

（各種）国民健康保険組合
固定資産税固定資産税

照会応答

個人住民税個人住民税

照会応答

軽自動車税軽自動車税

照会応答申告内容

税（賦課）情報、納付情報

市町村（現住所地）

国民健康保険国民健康保険

照会応答

後期高齢者医療後期高齢者医療

照会応答

・共済事業団

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

障害者福祉障害者福祉

照会応答

障害者情報保険料情報 保険料情報

情報提供情報提供

共済事業団障害者情報

保険料情報

保険料情報

医療費情報

保険料情報

医療費情報
保険料情報

医療費情報

金融機関税務署都道府県

《自動車税》《自動車税》

照会応答
・・・

申告内容

税（賦課）情報 納付情報

借入金の年末残高等証明書
（住宅ローン）

保険会社

保険料情報（生命保険）

保険料情報（損害保険）

申告内容

税（賦課）情報、納付情報

税（賦課）情報、納付情報

年末調整情報

保険料情報（損害保険）
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業務プロセス案 資料３－１　

新No.３

利用者（住民）

税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など）

企業（特徴義務者）

受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者

保険会社年金保険者 医療保険者ポータル

送信担当者受信担当者 情報作成者 決裁権者

金融機関税務署

市町村

固定資産税、個人住民税、軽自動車税、国民健康保険税（料）《自動車税》

証跡権者送信担当者

都道府県

署名付与

■業務プロセス案の前提

(1) ポータルにて、利用者は問合せ先を選択して、情報の照会要求を行う。

(2) 情報の要求先は、以下の通りとする。

①自動車税 ：都道府県（自動車登録地）

②固定資産税 ：市町村（固定資所在地）

③個人住民税 ：市町村（1月1日住所地）

④軽自動車税 ：市町村（軽自動車登録地）

⑤国民健康保険税（料） ：市町村（現住所地）

【凡例】

処理 分岐 帳票団体間連携

以外の処理
自治体以外(国・

民間)の処理

処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子
補足事項

ログイン ログイン認証

送信

メッセージ作成

認証ICカード読込

要求情報選択

ヒアリング結果 訂正事項 想定される効果

・自動車の課税は自動車登録地になるので、入力

する情報はナンバープレートの都道府県名（地域

名）とするのがよいのではないか。

・情報の要求先を「都道府県」「市町村」「年金保険者」「医療保険者」

「税務署」「金融機関」「保険会社」「企業（特徴事業主）」から選択す

る。また、要求する情報の種類を選択する。

【番号導入後の想定される効果】

・住民が直接ポータルから必要な情報の照会が可能となり、窓口での業務負荷が軽減されるため、住民・職員の負荷軽減につながる。

・現状では電話等で照会している情報を、電子で自動的に照会できるようになるため、電話等の対応に必要となる職員の業務時間、業務負荷が

・ポータルからの照会は即時でできるとよい

のではないか。なお、ポータルへの情報提供

時は、何月何日何時時点の情報かを明示す

る必要があるのではないか。

B‐1:ポータルから受け取る際の業務処理の流れ

受信

振分

到達記録

送信元検証

署名検証
検
証

受
信

B‐1:ポータルから受け取る際の業務処理の流れ

受信

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

検
証

受
信

軽減される。

A‐2：ポータルに連絡する際の業務処理の流れ個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

電子署名付与

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼 決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

署名付与状況の確認送信の依頼

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

証明書検証

A‐2：ポータルに連絡する際の業務処理の流れ個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

電子署名付与

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼 決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

署名付与状況の確認送信の依頼

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

証明書検証

照会応答

照会応答

照会応答

照会応答

照会応答

照会依頼情報

（申告内容、税（賦課）情報、納付情報、年末調整情報）

照会依頼情報

（保険料情報）

照会依頼情報

（保険料情報、医療費情報）

照会依頼情報

（借入金の年末残高等証明書）

照会応答情報

（保険料情報（生命保険）、

保険料情報（損害保険））

・予め連携可能と定められた情報で

あれば、照会応答が発生する都度の

決裁処理は省略することができるの

ではないか。

・予め連携可能と定められた情報で

あれば、照会応答が発生する都度の

決裁処理は省略することができるの

ではないか。

送信
送
信

受信

到達記録

送信元検証

署名検証

情報格納

送信記録

証明書検証

送信
送
信

送信記録

3 4 5 6

照会応答

申告内容

（給与報告分）

2１

申告内容、

税、納付情報

照会応答情報

（申告内容、税（賦課）情報、納付情報）

照会応答情報

（申告内容、税（賦課）情報、納付情報）

・制度で規定された以外の不正な照会依頼は

できないようにすること、また、不正な照会には

応答しないことが担保されれば、自動で応答で

きるとよいのではないか。

・制度で規定された以外の不正な照会依頼は

できないようにすること、また、不正な照会には

応答しないことが担保されることにより、自動で

応答できるとよいのではないか。

・団体ごとの賦課の時期が異なるため、時

期によって提供可能な団体と不可能な団

体が出ないよう、連携する情報ごとに提供

可能な時期を統一するなどの運用を検討

する必要があるのではないか。
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業務プロセス案 資料３－１　

新No.３

利用者（住民）

税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など）

企業（特徴義務者）

受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者

保険会社年金保険者 医療保険者ポータル

送信担当者受信担当者 情報作成者 決裁権者

金融機関税務署

市町村

固定資産税、個人住民税、軽自動車税、国民健康保険税（料）《自動車税》

証跡権者送信担当者

都道府県

受信

到達記録

送信元検証

署名検証

情報格納

証明書検証

受信

3 4 5 62１

照会依頼情報

（申告内容、税（賦課）情報、納付情報、年末調整情報）

保険料情報

照会依頼情報

照会応答情報

（保険料情報、医療費情報）

受信

到達記録

送信元検証

署名検証

到達記録

送信元検証

署名検証

情報格納

証明書検証

保険料情報

医療費情報

照会依頼情報

（保険料情報）

照会応答情報

（保険料情報（生命保険）、保険料情報（損害保険））

照会応答情報

（借入金の年末残高等証明書）

情報格納

証明書検証

受信

到達記録

送信元検証

署名検証

情報格納

証明書検証

受信

借入金の年末残高等

証明書

申告内容

税・納付情報

年末調整情報

到達記録

送信元検証

署名検証

情報格納

証明書検証

受信

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

保険料情報（生命保険）

保険料情報（損害保険）

申告内容

（給与報告分）

情報格納

証明書検証

申告内容

（給与報告分）
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該当するユースケース（大綱・Ｈ２２年度事業）

新№４．小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化
次期概略フロー（協力自治体ヒアリング結果反映版） （１／３） 資料４－０

・ №２７．小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化

ユースケースの概要

際・小児慢性特定疾患治療研究事業による医療の給付申請手続に際して、組織間で情報連携することにより所得情報等に関する証明書等の添付
が不要となる。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※小児慢性特定疾患治療研究事業による医療の給付＝小児慢性特定疾患の医療受診券交付申請について整理する。
※専門医による審査がある。
※加入する医療保険情報を連携しているが、小児が対象となるため、後期高齢者医療は対象外と想定する。
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新№４．小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化
次期概略フロー（協力自治体ヒアリング結果反映版） （２／３）

小児慢性特定疾患の医療給付手続において、添付書類の代わりに他組織から所得などの情報を直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を
行い 結果を住民に通知する行い、結果を住民に通知する。

市町村
（１月１日住所地）

個人住民税個人住民税都道府県

《小児慢性特定疾患医療》《小児慢性特定疾患医療》

利用者
（住民） 小児慢性特定疾患医療

照会応答
課税証明書

市町村
（現住所地）

《小児慢性特定疾患医療》《小児慢性特定疾患医療》

Ａさん

状況把握

小児慢性特定疾患医療
受診券交付申請書

照会応答

研究医療への
参加に対する

同意書

国民健康保険国民健康保険

照会応答

生活保護生活保護

国民健康保険の所得区分
国民健康保険加入情報

所得税額については、
本来情報を所管する
税務署へ照会を行うこ
ととする

審査

住民票の写し

同意書

（専門医による
審査）

生活保護受給証明書
照会応答

税務署
所得税額

ととする。

（台帳）

賦課・給付
徴収・支給

住基ネット
住民票の写し

決定通知書

医療保険者

（各種）国民健康保険組合

全国健康保険協会

（各種）健康保険組合

国家公務員共済組合

小児慢性特定疾患
医療受診券

医療保険の所得区分

医療保険加入情報

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

指定都市、中核市が小児慢性特定疾患
医療の業務を行う場合、医療保険者が国
民健康保険であれば、庁内連携となる。
なお、現住所地と１月１日時点の住所地
が同じ場合は、個人住民税は庁内連携と
な

医療機関

医療意見書
なる。

小児慢性特定疾患結果情報
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新№４．小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化
次期概略フロー（協力自治体ヒアリング結果反映版） （３／３）

小児慢性特定疾患の申請に関する主な法令

児童福祉法

第二十一条の五 都道府県は、厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかつていることにより長期にわたり療養を必要とする児童又は児童以外の満二十歳に満たない者
（政令で定めるものに限る。）であつて、当該疾患の状態が当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める程度であるものの健全な育成を図るため、当該疾患の治療方法に関す
る研究その他必要な研究に資する医療の給付その他の政令で定める事業を行うことができる。

児童福祉法施行令

第二十三条の二 法第二十一条の五 の政令で定める者は 児童以外の満二十歳に満たない者であつて 満十八歳に達する日前から引き続き次項第一号に掲げる医第二十三条の二 法第二十 条の五 の政令で定める者は、児童以外の満二十歳に満たない者であつて、満十八歳に達する日前から引き続き次項第 号に掲げる医
療の給付又は同項第二号に掲げる医療に要する費用の支給を受けているものとする。
○２ 法第二十一条の五 の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 法第二十一条の五 の規定により厚生労働大臣が定める程度の状態の慢性疾患の治療方法に関する研究その他必要な研究に資する医療の給付
二 前号の医療の給付が困難であると認められる場合に、これに代えて行う当該医療に要する費用の支給

※ 申請手続については、以下に規定されている。

小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱
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現状業務フロー 資料４－１

国民健康保険生活保護

新No.４ 小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化

　凡例

利用者（住民）
都道府県 専門医による審査 市町村（現住所地）

市町村（１月１日住所
地）

市町村（現住所地）
医療機関

《小児慢性特定疾患医療》 《小児慢性特定疾患医療》 住民基本台帳
医療保険者

個人住民税

医療保険者（市町村）

【住民票の写しの取得】

【生活保護受給証明書の取得】

窓口訪問

提出

受取
生活保護受給

証明書

【医療意見書の取得】

医療意見書

の依頼

受取

医療意見書

生活保護受給証明

書

交付申請書

受取

本人確認

形式チェック

決裁

通知・交付

③

④

処理
分岐 処理のきっかけ 情報・処理の流れ ヒアリング結果団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理

医療意見書発行

国民健康保険の場合は、市町村（現住所地）となる。

申請書作成

※申請する疾患ごとに意見書の様式が異なる。

帳票

申請準備

＜(a)住民基本台帳＞

＜(b)個人住民税＞

＜(c)生活保護＞

＜(d)医療機関＞

提出

窓口訪問

受取

住民票の写し

受取

本人確認

形式チェック

決裁

通知・交付

①

申請書作成

住民票の写し

交付申請書

【課税証明書の取得】

窓口訪問

提出

受取
課税証明書

課税証明書

交付申請書

受取

本人確認

形式チェック

決裁

通知・交付

②

※1月1日付住所地の市町村は特定済みの想定

申請書作成

結合子

・団体ごとの賦課の時期が異なるため、

同じ年度の情報を照会しても、時期によっ

て提供可能な団体と不可能な団体がある。

・申請者が未申告の場合、その場で税

の申告をしてもらう。

・所得税の情報は、税務署が保有しており、

地方自治体では保有している団体と保有

していない団体がある。

訂正事項
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現状業務フロー 資料４－１

国民健康保険生活保護

新No.４ 小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化

　凡例

利用者（住民）
都道府県 専門医による審査 市町村（現住所地）

市町村（１月１日住所
地）

市町村（現住所地）
医療機関

《小児慢性特定疾患医療》 《小児慢性特定疾患医療》 住民基本台帳
医療保険者

個人住民税

医療保険者（市町村）

処理
分岐 処理のきっかけ 情報・処理の流れ ヒアリング結果団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理

帳票 結合子 訂正事項

窓口訪問

提出

小児慢性特定疾

患医療受診券交

付申請書
医療意見書

【小児慢性特定疾患の医療給付手続の申請】

通知・交付受取

課税証明書

帰宅

受取

本人確認

形式チェック

起案作成

決裁

公印押印

依頼

受取

配布

真正性確認

発送元確認

小児慢性特定疾患医

療受診券

決定通知書

①

受取

住民票の写し

申請書作成

研究医療への参

加に対する同意書

【医療保険者に所得区分を照会】

起案作成

依頼

受取

審査結果登録

【専門医（協議会委員）に審査依頼】

医療意見書対象者判定一

覧
案内文

専門医による

審査

回答

決裁

公印押印

回答

生活保護受給

証明書

※申請先が都道府県の場合を想定して記載。市に申請する場合は、”都道府県”を”市”と置き換える。

申請

＜(e)小児慢性特定疾患＞

受取

小児慢性特定疾患結

果情報

発送元確認

健康保険証等

② ④③

真正性確認

回答

審査

配布

起案作成

・所得区分の照会については、法令に基づ

く公用照会ではないため、同意書により本

人同意を得て照会を行っている。

・医療保険者への所得区分の照会につい

ては、照会タイミングが。自治体運用に

よって随時／月次と異なっている。

・自治体によっては、「小児慢性特定疾患

結果情報」を医療機関だけではなく、医療

保険者にも送付している。

・医療機関へ「小児慢性特定疾患結果情

報」を送付するか否かは、自治体運用に

よって異なっている。
・所得区分の照会が行えない場合は、申請

者に確認の上、自己負担の最高限度額を設

定し、審査を行っている。

※小児慢性特定疾患治療研究事業の対象療養に係る自己負担限度額が所得に応じて異なるため、

算定根拠となる医療保険者の所得区分について照会を行う。
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業務プロセス案 資料４－２

新No.4 小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化

利用者（住民）

都道府県 市町村

医療機関《小児慢性特定疾患医療》 専門医による審査
住基ネット

受信担当者 受信担当者 情報作成者情報作成者 証跡権者 送信担当者決裁権者

市町村（1月1日住所地）

個人住民税

受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者証跡権者 送信担当者 情報作成者 証跡権者受信担当者

医療保険者

決裁権者

生活保護

送信担当者

市町村（現住所地）

決裁権者

医療保険者（市町村）

国民健康保険 税務署

受
信

D‐2：行政機関（他団体）から問い合わせを受け取り回答する際の業務処理の流れ

窓口訪問

申請書作成

提出 受取

本人確認

形式チェック

「番号」確認

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

電子署名付与

受信

B‐1:住民から受け取る際の業務処理の流れ

C‐2：行政機関（他団体）へ照会し

回答を受け取る際の業務処理の流れ

到達記録

小児慢性特定疾患

医療受診券交付申

請書

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼 決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

送信

署名付与状況の確認送信の依頼

振分

■業務プロセス案の前提

(1)申請者は、現住所の市役所の窓口で申請を行う。

(2)他組織への照会については、照会先の組織をあらかじめ特定した上で、照会依頼を行うこととする。

(3)審査に必要な情報は、申請の都度、他組織への照会を行うこととする。（他の申請等で照会した情報を、活用することはしない）

(4)他組織への情報照会に対する本人同意については、フロー上には記載しない。

(5)現状、資格状況等の確認のために「被保険者証」等を提示させている場合、番号制度導入後は、各団体が保有する「資格状況の情報」を照会することとする。

(6)結果通知は、申請者に郵送する。

帰宅

受
領

確
認

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

照会応答情報（国民健康保険の所得区分、

国民健康保険加入情報）

ICカード提示

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

受信

振分

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼 メッセージ確認

決裁

署名付与状況の確認

送信の依頼

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

決裁状況の確認

署名付与の依頼 決裁状況の確認

電子署名付与

署名付与状況の確認

送信

送信記録

送信記録

照会応答

照会応答情報（住民票の写し）

照会依頼情報（住民票の写し）

D‐2：行政機関（他団体）から問い合わせを受け取り回答する際の業務処理の流れ

照会応答情報（生活保護受給証明書）

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

受信

振分

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼 メッセージ確認

決裁

署名付与状況の確認

送信の依頼

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

決裁状況の確認

署名付与の依頼 決裁状況の確認

電子署名付与

署名付与状況の確認

送信

送信記録

D‐2：行政機関（他団体）から問い合わせを受け取り回答する際の業務処理の流れ

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

受信

振分

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼 メッセージ確認

決裁

署名付与状況の確認

送信の依頼

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

決裁状況の確認

署名付与の依頼 決裁状況の確認

電子署名付与

署名付与状況の確認

送信

送信記録

検
証

受
信

検
証

受
信

検
証

受
信

照会依頼情報（課税証明書） 照会依頼情報（生活保護受給証明書）
照会依頼情報（国民健康保険の所得区分、

国民健康保険加入情報）

照会応答情報（課税証明書）

【凡例】

処理 分岐 帳票団体間連携以

外の処理

自治体以外(国・民

間)の処理

処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子 補足事項

照会応答

照会応答情報（医療意見書）

照会依頼情報（医療意見書）

国民健康保険該当の場合は、市町村（現住所地）となる。
国民健康保険該当の場合は、市町村（現住所地）となる。

申請先が都道府県の場合を想定して記載しています。

指定都市、中核市が小児慢性特定疾患医療の業務を行う場合は、

資料上、”都道府県”を”市”と置き換えます。

研究医療への参加

に対する同意書

照会応答

照会応答情報（医療保険者の所得区分、

医療保険加入情報）

照会依頼情報（医療保険の所得区分、

医療保険加入情報）

情報の受信時の各検証（送信

元・署名・証明書）は人手を介す

る必要がないため、自動化して

よいのではないか。

自動で照会応答する場合、予め

連携可能と定められた情報であ

れば、照会応答が発生する都度

の決裁処理は省略することがで

きるのではないか。

・制度で規定された以外の不正な照会依頼はできないよ

うにすること、また、不正な照会には応答しないことが担

保されることにより、自動で応答できるとよいのではない

か。

・制度で規定された以外の不正な照会依頼はできないよ

うにすること、また、不正な照会には応答しないことが担

保されれば、自動で応答できるとよいのではないか。

・制度で規定された以外の不正な照会依頼はできないよ

うにすること、また、不正な照会には応答しないことが担

保されることにより、自動で応答できるとよいのではない

か。

・所得区分について、業務上必要な情報であることを

踏まえ、連携しなければならない情報として制度に規

定することにより、照会に対する本人の同意を省略で

きるとよいのではないか。
情報の受信時の各検証（送信

元・署名・証明書）は人手を介す

る必要がないため、自動化して

よいのではないか。

自動で照会応答する場合、予め

連携可能と定められた情報であ

れば、照会応答が発生する都度

の決裁処理は省略することがで

きるのではないか。

情報の受信時の各検証（送信

元・署名・証明書）は人手を介す

る必要がないため、自動化して

よいのではないか。

【番号導入後の想定される効果】

・住民が他組織から取得して窓口に持参する添付書類が削減されるため、住民・職員の負荷軽減につながる。

・現状では紙等で照会している情報を、電子で照会できるようになるため、照会に係る職員の時間及び業務負荷が軽減される。

・「所得区分」や「課税情報」の正確な情報を、職員負担なく審査前に把握できるので、住民に対して適正な自己負担額の提示が可能となる。

ヒアリング結果 訂正事項 想定される効果

・現状運用として、「医療意見書」が、小児慢性特定疾患医療受診券交付の申

請の受け取りの重要な判断資料となっている。

番号制度導入後も受け取りのための重要な判断資料であることに変わりはな

いと考える。そのため、後で照会するのではなく、申請書に添付すべきという意

見もあった。

・業務特性を考慮すると、番号制度導入後であっても、

申請受付時に「医療意見書」の提出と「被保険者証」の

確認は必要ではないか。

決裁権者以外は業務担当者が担当してよいのではないか。また、

情報連携時の決裁が必要な場合は業務担当者が決裁権者の職

責を兼ねてもよいのではないか。

住民が窓口で手続することは現状と変わらないため、本人から

聞き取って照会先を特定するのでよいのではないか。

また、1月1日時点の住所地、及び、本籍地については、住基

ネットから参照することができるとよいのではないか。

情報連携するためのシ

ステムを操作できる権

限が付与されたカード

等を職員に付与するこ

とで、情報連携に関する

決裁権限を委譲したと

見なすことができれば、

照会依頼の際の決裁処

理は省略してもよいの

ではないか。

照会応答

照会応答情報（所得税額）

照会依頼情報（所得税額）

・団体ごとの賦課の時期が異なるため、時期によって

提供可能な団体と不可能な団体が出ないよう、連携す

る情報ごとに提供可能な時期を統一するなどの運用を

検討する必要があるのではないか。 自動で照会応答する場合、予め

連携可能と定められた情報であ

れば、照会応答が発生する都度

の決裁処理は省略することがで

きるのではないか。

所得税額については、本来情報を所

管する税務署へ照会を行うこととす

る。

所得税額については、本来情報

を所管する税務署へ照会を行う

こととする。

・申請者の所得が未申告の場合はそ

の場で申告を促している。申請者が

税情報を未申告の場合について、検

討が必要ではないか。
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業務プロセス案 資料４－２

新No.4 小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化

利用者（住民）

都道府県 市町村

医療機関《小児慢性特定疾患医療》 専門医による審査
住基ネット

受信担当者 受信担当者 情報作成者情報作成者 証跡権者 送信担当者決裁権者

市町村（1月1日住所地）

個人住民税

受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者証跡権者 送信担当者 情報作成者 証跡権者受信担当者

医療保険者

決裁権者

生活保護

送信担当者

市町村（現住所地）

決裁権者

医療保険者（市町村）

国民健康保険 税務署

原
案
作
成

内
部
決
裁

公
印
押
印

検
証

受取

個人の特定

内容の作成

宛先の特定

決裁依頼

決裁

原案の確認

決裁状況の確認

受取

発送元確認

公印の確認

通知内容の確認

公印押印依頼 決裁状況の確認

公印押印

送信元検証

署名検証

証明書検証

A‐1：住民に連絡する際の業務処理の流れ

小児慢性特定疾患医

療受診券

発送の依頼 公印の確認

発
送

決定通知書

公印の確認

発送

発送記録

既存業務処理の流れ

専門医による

審査

回答

医療意見書対象者判定一覧 案内文

起案作成

依頼

対象者判定一覧

（結果）

「対象者判定一覧」、「案内文」を作成する。

受取

小児慢性特定疾患結果情報

賦課・給付

徴収・支給

審査結果登録

審査

・医療機関への「小児慢性特定疾患結果情報」通知は、必須事項ではなく、自治体運用

によって異なる。

・自治体運用によっては、医療保険者へ「小児慢性特定疾患結果情報」を通知する場合

もある。

検証については、自動で行っても問題

ないのではないか。
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新№5 国民年金の裁定請求の効率化 
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該当するユースケース（大綱・Ｈ２２年度事業）

新№５．国民年金の裁定請求の効率化
次期概略フロー （協力自治体ヒアリング結果反映版） （１／３） 資料５－０

・ №３２－１．国民年金の裁定請求の効率化

ユースケースの概要

際・国民年金法及び厚生年金保険法による被保険者・受給者に係る裁定請求・届出に関する手続に際して、組織間で情報連携することにより住民
票等の添付が不要となる。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※老齢基礎年金の裁定請求について整理する。
※国民年金第1号被保険者期間のみの場合を対象とする。（厚生年金･共済組合の加入期間、第３号被保険者期間（厚生年金・共済組合の加
入者の被扶養配偶者）がある場合は日本年金機構での手続となる）

1



新№５．国民年金の裁定請求の効率化
次期概略フロー（協力自治体ヒアリング結果反映版） （２／３）

国民年金の老齢基礎年金の年金請求手続において、添付書類の代わりに他組織から情報を直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を行い、
結果を住民に通知する結果を住民に通知する。

市町村（現住所地）

国民年金国民年金 市町村

年金請求書（国民年金・
厚生年金保険老齢給付）

利用者
（住民）

国民年金国民年金

審査（形式チェック）

状況把握

市町村
（１月１日住所地）

個人住民税個人住民税

照会応答
所得証明書

（台帳）

Ａさん
市町村

（本籍地）

戸籍戸籍

照会応答

住基ネット
住民票の写し

戸籍全部事項証明書
年金請求書（国民年金・
厚生年金保険老齢給付）

日本年金機構

《国民年金》《国民年金》

年金保険者

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興

年金加入期間確認通知書状況把握

年金証書

・共済事業団

年金裁定通知書

金融機関
口座有無情報

（台帳）審査

賦課・給付

年金裁定通知書

2



新№５．国民年金の裁定請求の効率化
次期概略フロー （協力自治体ヒアリング結果反映版） （３／３）

国民年金の裁定請求に関する主な法令

国民年金法

（裁定）
第十六条 給付を受ける権利は、その権利を有する者（以下「受給権者」という。）の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。

国民年金法施行令

（市町村が処理する事務）
第一条の二 法第三条第三項 の規定により、次に掲げる事務は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該
事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、市町村長に関する規定として市町村長に適用があるものとする。
【中略】

四 法第十六条 に規定する給付を受ける権利の裁定（次に掲げる給付を受ける権利の裁定に限る。）の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事
務 イ 法第七条第一項第一号 に規定する第一号 被保険者（法附則第五条第一項の規定による被保険者、平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保
険者、平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者及び国民年金法 等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年
改正法」という。）第一条 の規定による改正前の法（以下「旧法」という。）による被保険者を含む。以下「第一号被保険者」という。）としての被保険者期間のみを有する者
（厚生年金保険法 （昭和二十九年法律第百十五号）第七十八条の七 に規定する離婚時みなし被保険者期間、国家公務員共済組合法 （昭和三十三年法律第百二十
八号）第九十三条の十第二項 に規定する離婚時みなし組合員期間 地方公務員等共済組合法 （昭和三十七年法律第百五十二号）第百七条の四第二項 に規定する八号）第九十三条の十第二項 に規定する離婚時みなし組合員期間、地方公務員等共済組合法 （昭和三十七年法律第百五十二号）第百七条の四第二項 に規定する
離婚時みなし組合員期間又は私立学校教職員共済法 （昭和二十八年法律第二百四十五号）第二十五条 において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第九
十三条の十第二項 に規定する離婚時みなし加入者期間を有する者を除く。）に支給する老齢基礎年金（昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に
より支給するものを除く。）
【後略】

国民年金法施行規則

（裁定の請求）
第十六条 法第十六条 の規定による老齢基礎年金（法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。）についての裁定の請求は、次の各号に掲げ
る事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
【後略】【後略】

国民年金法施行規則

（申請書等の経由）
第二十七条 第十六条第一項、第十六条の二第三項、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項及び第十六条の六第一項の老齢基礎年

3

第 条 第 条第 項、第 条 第 項、第 条 第 項、第 条 第 項、第 条 第 項 第 条 第 項 齢 礎年
金の裁定請求書並びに第二十五条第一項の請求書（同項後段に該当する場合に係るものに限る。）は、令第一条 、第一条の二及び第二条の規定により当該老齢基礎
年金及び老齢年金に係る法第十六条 に規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
【後略】



 



現状業務フロー 資料５－１

年金保険者

新No.５ 国民年金の裁定請求の効率化

　凡例

利用者（住民）
市町村（現住所地） 市町村（現住所地） 市町村（１月１日住所地） 市町村（本籍地）

国民年金 住民基本台帳
日本年金機構

個人住民税 戸籍

【住民票の写しの取得】

【戸籍全部事項証明書の取得】

窓口訪問

提出

受取

受取

本人確認

形式チェック

決裁

通知・交付

③

処理
分岐 処理のきっかけ 情報・処理の流れ ヒアリング結果

団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理
補足

申請書作成

帳票

申請準備

＜(a)住民基本台帳＞

＜(b)個人住民税＞

＜(c)戸籍＞

提出

窓口訪問

受取

住民票の写し

受取

本人確認

形式チェック

決裁

通知・交付

①

申請書作成

住民票の写し

交付申請書

【所得証明書の取得】

窓口訪問

提出

受取
所得証明書

所得証明書

交付申請書

受取

本人確認

形式チェック

決裁

通知・交付

②

※1月1日付住所地の市町村は特定済みの想定

申請書作成

戸籍全部事項

証明書

戸籍全部事項証明書

交付申請書

【年金加入期間確認通知書の取得】

年金加入期間確

認通知書の請求

受取

年金加入期間確

認通知書発行

④

＜(d)国民年金①＞

年金加入期間確認

通知書 申請書

年金加入期間確認

通知書

結合子

・団体ごとの賦課の時期が異なるため、同

じ年度の情報を照会しても、時期によって

提供可能な団体と不可能な団体がある。

・申請者が未申告の場合、その場で税

の申告をしてもらう。
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現状業務フロー 資料５－１

年金保険者

新No.５ 国民年金の裁定請求の効率化

　凡例

利用者（住民）
市町村（現住所地） 市町村（現住所地） 市町村（１月１日住所地） 市町村（本籍地）

国民年金 住民基本台帳
日本年金機構

個人住民税 戸籍

処理
分岐 処理のきっかけ 情報・処理の流れ ヒアリング結果

団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理
補足

帳票 結合子

窓口訪問

提出

年金請求書（国民年

金・厚生年金保険老

齢給付）

戸籍全部事項

証明書

【国民年金の裁定請求】

受取

所得証明書

帰宅

受取

本人確認

形式チェック

起案作成

決裁

公印押印

依頼

年金証書

年金裁定通知書

①

住民票の写し

申請書作成

預金通帳の写

し

年金加入期間確認

通知書

【日本年金機構に裁定請求を通知】

申請

＜(e)国民年金②＞

審査

賦課・給付

② ④③
・添付書類は申請者の条件によって異なる。

加入期間が足りない場合は、免除期間を

確認するため、生活保護受給証明書や在

学証明書が必要な場合も出てくる。
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業務プロセス案 資料５－２

情報作成者 証跡権者 送信担当者

日本年金機構

決裁権者 証跡権者 送信担当者 受信担当者 情報作成者 決裁権者

戸籍 個人住民税 住基ネット

新No.5 国民年金の裁定請求の効率化

利用者（住民）

市町村（現住所地） 市町村（本籍地） 市町村（1月1日住所地）

年金保険者 金融機関国民年金

受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者 受信担当者

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

D‐2：行政機関（他団体）から問い合わせを受け取り回答する際の業務処理の流れ

※受給者の現住所地と1月1日現在の住所地が異なる場合

※配偶者が加給年金の場合

窓口訪問

申請書作成

提出 受取

本人確認

形式チェック

「番号」確認

起案作成

決裁

公印押印

依頼

受信

振分

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼 メッセージ確認

決裁

署名付与状況の確認

送信の依頼

到達記録

B‐1:住民から受け取る際の業務処理の流れ

D‐2：行政機関（他団体）から問い合わせを受け取り回答する際の業務処理の流れ

送信元検証

署名検証

証明書検証

年金請求書（国民年

金・厚生年金保険老齢

給付）

照会応答情報（戸籍全部事項証明書）

決裁状況の確認

署名付与の依頼 決裁状況の確認

電子署名付与

署名付与状況の確認

送信

■業務プロセス案の前提

(1)申請者は、現住所の市役所の窓口で申請を行う。

(2)結果通知は、申請者に郵送する。

(3)審査に必要な情報は、申請の都度、他組織への照会を行うこととする。（他の申請等で照会した情報を、活用することはしない）

(4)他組織への情報照会に対する本人同意については、フロー上には記載しない。

【凡例】

処理 分岐
帳票団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理

帰宅

受
領

確
認

照会応答情報（所得証明書）

ICカード提示

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

受信

振分

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼 メッセージ確認

決裁

署名付与状況の確認

送信の依頼

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

決裁状況の確認

署名付与の依頼 決裁状況の確認

電子署名付与

署名付与状況の確認

送信

処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子

照会依頼情報（戸籍全部事項証明書） 照会依頼情報（所得証明書）

検
証

受
信

送信記録 送信記録

照会応答 照会応答

照会応答情報（住民票の写し）
照会応答情報

（年金加入期間確認通知書）

配偶者（子）と同一世帯でない場合

照会依頼情報（住民票の写し）
照会依頼情報

（年金加入期間確認通知書）

照会応答

照会応答情報（口座有無情報）

照会依頼情報（口座有無情報）

国家公務員共済組合、地方公務員等共済

組合、私立学校教職員共済、農林漁業団体

職員共済組合の被保険者または組合員と

なったことがある場合

状況把握

応答情報（年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付））

依頼情報（年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付））
受取

検
証

受
信

審査

情報の受信時の各検証（送信

元・署名・証明書）は人手を介す

る必要がないため、自動化して

よいのではないか。

自動で照会応答する場合、予め

連携可能と定められた情報であ

れば、照会応答が発生する都度

の決裁処理は省略することがで

きるのではないか。

・制度で規定された以外の不正な照会依頼はできないよ

うにすること、また、不正な照会には応答しないことが担

保されれば、自動で応答できるとよいのではないか。

自動で照会応答する場合、予め

連携可能と定められた情報であ

れば、照会応答が発生する都度

の決裁処理は省略することがで

きるのではないか。

・制度で規定された以外の不正な照会依頼はできないよ

うにすること、また、不正な照会には応答しないことが担

保されることにより、自動で応答できるとよいのではない

か。

情報の受信時の各検証（送信

元・署名・証明書）は人手を介す

る必要がないため、自動化して

よいのではないか。

【番号導入後の想定される効果】

・住民が他組織から取得して窓口に持参する添付書類が削減されるため、住民・職員の負荷軽減につながる。

・現状では紙等で照会している情報を、電子で照会できるようになるため、照会に係る職員の時間及び業務負荷が軽減される。

ヒアリング結果 訂正事項 想定される効果

決裁権者以外は業務担当者が担当してよいのではないか。また、

情報連携時の決裁が必要な場合は業務担当者が決裁権者の職

責を兼ねてもよいのではないか。

番号制度導入によって、添付書類の取得が不要になり、住

民が市町村窓口へ来庁する必要がなければ、国民年金の

裁定請求について市町村の経由事務をなくし、日本年金機

構に一元化してもよいのではないか。

日本年金機構と住基ネット（市町村の住民基本台帳）で、登

録している住民の住所表記が異なる場合が多いが、肩書等

住所表記が異なる場合も想定した仕組みの検討を行っては

どうか。

・団体ごとの賦課の時期が異なるため、時期によって

提供可能な団体と不可能な団体が出ないよう、連携す

る情報ごとに提供可能な時期を統一するなどの運用を

検討する必要があるのではないか。

・申請者の所得が未申告の場合はそ

の場で申告を促している。申請者が税

情報を未申告の場合について、検討

が必要ではないか。
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業務プロセス案 資料５－２

情報作成者 証跡権者 送信担当者

日本年金機構

決裁権者 証跡権者 送信担当者 受信担当者 情報作成者 決裁権者

戸籍 個人住民税 住基ネット

新No.5 国民年金の裁定請求の効率化

利用者（住民）

市町村（現住所地） 市町村（本籍地） 市町村（1月1日住所地）

年金保険者 金融機関国民年金

受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者 受信担当者

受取

発送元確認

公印の確認

通知内容の確認

年金証書

年金裁定通知書

賦課・給付
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新№6 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握 
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該当するユースケース（大綱・Ｈ２２年度事業）

新№６ 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握
次期概略フロー（協力自治体ヒアリング結果反映版） （１／５） 資料６－０

・№５３．引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎ
・№５４．乳幼児健診履歴等の把握による児童虐待等の早期発見

ユースケースの概要

・引越した場合でも、乳幼児健診や予防接種の受診状況を、市町村間で引き継げるようにする。引き継いだ情報は引越後の市町村で管理し、児
童相談所が健診情報や予防接種情報を参照し、児童虐待等の早期発見に活用する。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※市町村（引越後）での転入時の手続を整理する。
※手続は各課で行うことを想定する。
※児童相談所が健診情報や予防接種情報を参照する流れを整理する。
※対象となる情報として、健診等の内容と、児童虐待の可能性として、健診や予防接種を受けていないというケースが多いことから、健診や予防接
種の対象者の情報を想定する種の対象者の情報を想定する。
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新№６ 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握
次期概略フロー（協力自治体ヒアリング結果反映版） （２／５）

引越時に、住民票の異動を届出る。

利用者
市町村（現住所地） (*1)

住民基本台帳住民基本台帳

利用者
（住民）

Ａさん
状況把握

住民異動届
（転入届）

（台帳）

Ａさん

審査

＊1  市町村（現住所地）は、引越後の市町村。

2



新№６ 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握
次期概略フロー（協力自治体ヒアリング結果反映版） （３／５）

引越時に、引越前の市町村での乳幼児健診や予防接種の受診状況を、引越後の市町村で引き継ぐ。
（乳幼児健診や予防接種の受診履歴は母子健康手帳に記入されるが 記入が漏れるケ スがある

利用者
妊婦健康診査母子健康手帳

（乳幼児健診や予防接種の受診履歴は母子健康手帳に記入されるが、記入が漏れるケースがある。
引越前に照会を行うことにより情報を正確に把握ができ、記入が漏れた情報を引越後の市町村で母子健康手帳に追記する等が可能となる。）

市町村（現住所地） (*1)

住民基本台帳住民基本台帳健康管理健康管理

利用者
（住民）

Ａさん

市町村（前住所地） (*2)

健康管理健康管理

照会応答照会応答

受診票交付申請書

母子健康手帳
（変更前）

変更届

Ａさん

状況把握

健診情報

予防接種歴情報

住民票の写し

・母子健康手帳の記載内容を
変更したり再交付する とはし
・母子健康手帳の記載内容を
変更したり再交付する とはし

審査

（台帳）

変更したり再交付することはし
ない（現状のまま継続利用）
変更したり再交付することはし
ない（現状のまま継続利用）

妊婦健康診査
受診票

賦課・給付

（台帳）

母子健康手帳
（変更後）

＊1  市町村（現住所地）は、引越後の市町村。

＊2 市町村（前住所地）は、引越前の市町村。
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新№６ 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握
次期概略フロー（協力自治体ヒアリング結果反映版） （４／５）

乳幼児健診や予防接種の未受診者を把握し、受診勧奨と未受診理由の確認を行うとともに、育児相談等の保健支援を行う。

児童虐待の疑いがある場合 関係部門と対応協議の上 児童相談所に虐待通告するとともに 健診情報等を連絡する

利用者

児童虐待の疑いがある場合、関係部門と対応協議の上、児童相談所に虐待通告するとともに、健診情報等を連絡する。

市町村（現住所地） (*1)

健康管理健康管理

利用者
（住民）

Ａさん 受診勧奨

・児童虐待の疑いに関する情報など非定型な情報については微妙なニュアン
スを伝えなければならない場合も多く、すべての情報を電子データ化すること
は困難な場合が多い。
定型的かつ標準化が可能な情報に比べ電子的な連携の効果を発揮しづらいＡさん 受診勧奨

(*2)

連絡

定型的かつ標準化が可能な情報に比べ電子的な連携の効果を発揮しづらい
領域と言える。

・虐待など緊急性が高く、かつ機微な情報のやり取りに関しては担当者間の対
面協議などの手順を踏む場合も多く、そもそも情報連携という手続きのニーズ
が高くない。連携というよりも協同による対応となる場合が多い。
機械的な情報連携が効果を発揮するには個々の組織が独立して事務を遂行

審査

（台帳）

状況把握
機械的 情報連携 効果を発揮す 個 組織 独 事務を遂行
し、かつ定型的な情報連携、交換が発生する場合と考えることができる。

・前住地との電子データ連携によって、継続的な情報管理・提供が可能となる
ことから児童虐待の早期発見に資することが可能であるが、児童相談所などと
の連携についても電子データ連携を活用するべきかについては慎重に検討す
る必要があるのではないか。

児童相談所

（台帳）

連絡

《児童の保護》《児童の保護》

状況把握
健診情報

予防接種歴情報

・多くの団体で児童相談所から健康管理部門への直接連絡は行っ
ていない。福祉部門を経由して連絡を行っている。
福祉部門は団体内部門であるため 福祉部門 健康管理部門間 予防接種歴情報

＊1  市町村（現住所地）は、引越後の市町村。

＊2  はがき等を郵送。または、電話や家庭訪問を行う。
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新№６ 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握
次期概略フロー（協力自治体ヒアリング結果反映版） （５／５）

児童扶養手当の申請に関する主な法令

※ 乳幼児の健診については、以下のような規定がある。

母子保健法 第十三条
※健康診査の実施や勧奨について※健康診査の実施や勧奨について

母子保健法 第十六条（母子健康手帳）
※母子健康手帳の交付について

※ 予防接種については 以下のような規定がある※ 予防接種については、以下のような規定がある。

予防接種法 第三条
※予防接種の実施について

予防接種法 第七条の二
※予防接種の勧奨について※予防接種の勧奨について

予防接種法施行規則 第四条
※予防接種済証の交付（母子健康手帳への記載）について

※ 児童虐待については、以下のような規定がある。

児童虐待の防止等に関する法律 第四条（国及び地方公共団体の責務等）
※児童虐待の予防、早期発見等に関する責務について

児童虐待の防止等に関する法律 第五条（児童虐待の早期発見等）児童虐待の防止等に関する法律 第五条（児童虐待の早期発見等）
※児童虐待の早期発見等について

児童虐待の防止等に関する法律 第十三条の三（資料又は情報の提供）
※地方公共団体の機関による情報提供について
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現状業務フロー 資料６－１

新No.６ 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握

　凡例

利用者（住民）
健康管理

市町村（現住所地）

住民基本台帳

児童相談所

《児童の保護》

市町村（前住所地）

健康管理

窓口訪問

提出

住民異動届

（転入届）

【住民票の異動の届出】

受取

本人確認

形式チェック

申請書作成

帰宅

審査

決裁

申請①

＜（a）住民基本台帳＞
※引越時に住民票の異動を届出る。

【母子健康手帳の異動の届出】

①

申請②

＜（b）健康管理①＞

①

※引越時に健康管理部門へ異動の旨を伝え、母子健康手帳の内容等を開示する。

処理
分岐 処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子 ヒアリング結果帳票団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理
補足 訂正事項

受領

窓口訪問

提出

母子健康手帳

変更届け

通知・交付受取

帰宅

受取

本人確認

形式チェック

審査

妊婦健康診査受診

票交付申請書

申請書作成

決裁

母子健康手帳

母子健康手帳

（変更後）

照会結果受取

住基確認

照会依頼

照会依頼受取

照会結果回答

妊婦健康診査

受診票（新）

妊婦健康診査

受診票（旧）

・母子健康手帳の記載内容を変更したり再交付することはしない（現状のまま継続利用）

・予防接種履歴引き継ぎの根拠は母子手帳に依存している。

母子手帳に記載漏れなどがあると正確な履歴を引き継ぐことができない。
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現状業務フロー 資料６－１

新No.６ 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握

　凡例

利用者（住民）
健康管理

市町村（現住所地）

住民基本台帳

児童相談所

《児童の保護》

市町村（前住所地）

健康管理

処理
分岐 処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子 ヒアリング結果帳票団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理
補足 訂正事項

【健診・予防接種の未受診者のフォローアップ】

内部処理

＜（c）健康管理②＞

未受診者特定

回答

対応協議

連絡 受取

受診勧奨

（はがき）

受診勧奨

（電話・家庭訪問）

※乳幼児健診や予防接種の未受診者を把握し、受診勧奨と未受診理由の確認を行うとともに、育児相談等の保健支援を行う。

又、児童虐待の疑いがある場合、関係部門と対応協議の上、児童相談所に虐待の疑いを通告する。

起案作成

決裁

公印押印

受取

配布

真正性確認

発送元確認

起案作成

決裁

依頼

公印押印

・はがき（郵送）での連絡に対しては回答を求めない団体がある。

郵送に対して受診意思の表明（回答）がない場合は電話連絡

等で 意思の表明（回答）を得ている。

・連絡は福祉部門を通して行う団体が多く、その場合、健康管理

部門から直接の連携は行っていない。

連絡 受取

児童虐待に

係る通告

・児童相談所への連絡は、状況により電話や対面、文書で行う。
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現状業務フロー 資料６－１

新No.６ 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握

　凡例

利用者（住民）
健康管理

市町村（現住所地）

住民基本台帳

児童相談所

《児童の保護》

市町村（前住所地）

健康管理

処理
分岐 処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子 ヒアリング結果帳票団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理
補足 訂正事項

【児童相談所への通告】

＜（d）児童の保護＞

起案作成

決裁

公印押印

依頼

受取

配布

真正性確認

発送元確認

状況把握

健診情報等

照会依頼

健診情報

※必要があると認める場合、関係機関等からの、資料又は情報の提供依頼にこたえる。

予防接種暦

情報

受取

配布

真正性確認

発送元確認

審査

起案作成

決裁

回答

公印押印

・児童相談所からの問合せは、主に電話や対面で受ける。

・連絡は福祉部門を通して行う団体が多く、その場合、健康管理

部門から直接の連携は行っていない。

状況把握

3/3



 



業務プロセス案（異動の届出） 資料６－２（ア）　

新No.6 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握

利用者（住民）

市（現住所地） 市（前住所地） 児童相談所

健康管理
住民基本台帳

健康管理
《児童の保護》

情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者 受信担当者

窓口訪問

申請書作成

提出 受取

B‐1:住民から受け取る際の業務処理の流れ

■業務プロセス案の前提

(1)母子健康手帳は、紙媒体とする。

(2)利用者（住民）は、現住所地の市役所または保健センター等の窓口で申請届出を行う。

(3)母子健康手帳の異動手続きの際に、健診や予防接種の受診状況を確認する。

(4)乳幼児健診や予防接種の受診状況は、前住所地に照会を行うこととする。

（※乳幼児健診や予防接種の受診履歴は母子健康手帳に記入されるが、記入が漏れるケースも想定される為。）

(5)他組織への照会については、照会先の組織をあらかじめ特定した上で、照会依頼を行うこととする。

受
領

母子健康手帳

変更届出書

B‐1:住民から受け取る際の業務処理の流れ

【凡例】

処理 分岐
帳票団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理

処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子 ヒアリング結果補足事項 訂正事項 想定される効果

【番号導入後の想定される効果】

＜（ａ）健康管理①＞

【母子健康手帳の異動の届出】

≪母子健康手帳の異動の届出≫

※住民の状況把握

決裁権者以外は業務担当者が担当してよいのではないか。

また、情報連携時の決裁が必要な場合は業務担当者が決

裁権者の職責を兼ねてもよいのではないか。

本人確認

形式チェック

「番号」確認

個人の特定

A‐1：住民に連絡する際の業務処理の流れ

妊婦健康診査

受診票交付申請書

母子健康手帳

確
認

ICカード提示

変更届出書

照会

照会依頼

照会結果受取

【番号導入後の想定される効果】

・引越時に、前住所地と情報連携することにより、乳幼児健診や予防接種履歴の情報をより迅速かつ正確に引継ぐことができる。

母子手帳からだけでは実現困難な情報の正確性や情報量を期待でき、前住地でのサービスを途切れなく継続することができる。

・母子手帳の紛失や記載漏れなどに対して適切なフォローアップが可能となる。

≪母子健康手帳の異動の届出≫

※住民への連絡

妊婦健康診査

受診票（旧）

原
案
作
成

内
部
決
裁

公
印
押
印

内容の作成

宛先の特定

決裁依頼

決裁

原案の確認

決裁状況の確認

公印押印依頼 決裁状況の確認

公印押印

A 住民に連絡する際の業務処理の流れ

発送の依頼 公印の確認

公印の確認

受取

発送元確認

公印の確認

記載内容の確認

発
送

発送

発送記録

妊婦健康診査

受診票（新）

帰宅

母子健康手帳

（変更後）

・母子健康手帳の記載内容を変更したり再交付することはしない（現状のまま継続利用）
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業務プロセス案（異動の届出） 資料６－２（ア）　

新No.6 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握

利用者（住民）

市（現住所地） 市（前住所地） 児童相談所

健康管理
住民基本台帳

健康管理
《児童の保護》

情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者 受信担当者

内容の作成

宛先の指定

C‐2：行政機関（他団体）へ照会し

回答を受け取る際の業務処理の流れ

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

個人の特定

≪母子健康手帳の異動の届出≫

※健診情報、予防接種歴情報の照会

情報連携するための

システムを操作できる

権限が付与された

カード等を職員に付与

することで、情報連携

に関する決裁権限を

委譲したと見なすこと

情報連携は住民帰宅後の処理でも問題ないが、画面上で照会する

と、即座に照会結果が表示されるような処理が望ましいのではない

か。（窓口で住民の応対をする際に照会することも可能となるため）

決裁の依頼

電子署名付与

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼 決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

送信

署名付与状況の確認送信の依頼

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

送信記録

委譲したと見なす と

ができれば、照会依

頼の際の決裁処理は

省略してもよいのでは

ないか。

照会依頼に際して、本人の同意なしで、照会先が回

答してくれるように、制度面の検討が必要ではないか。

公的な連携として公印に値するようなものが必要と考える。

公印に値する何かについて、署名以外の代替手段がない

ため、ここでは署名が必要としてもよいのではないか。

また、署名の付与処理は、自動で複数件一括処理ができ

るとよいのではないか。

D‐2：行政機関（他団体）から問い合わせを受け取り回答する際の業務処理の流れ

受信

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

検
証

受
信

照会依頼情報（健診情報、予防接種履歴情報）
≪母子健康手帳の異動の届出≫

※健診情報、予防接種歴情報の照会への応答

送信元・署名・証明書の検証は

人手を介する必要がなく、自動

化してよいのではないか。

現状、母子健康手帳相当の健康関連情報が全て電子化され

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼 メッセージ確認

決裁決裁状況の確認

自動で照会応答する場合、予

め連携可能と定められた情報

であれば、照会応答が発生す

る都度の決裁処理は省略する

ことができるのではないか。

ているわけではないため、連携可能な情報は予防接種履歴

など限定的である。

より充実した情報連携の実現には健康関連情報の電子化促

進などが重要となるのではないか。
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業務プロセス案（異動の届出） 資料６－２（ア）　

新No.6 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握

利用者（住民）

市（現住所地） 市（前住所地） 児童相談所

健康管理
住民基本台帳

健康管理
《児童の保護》

情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者 受信担当者

署
名
付
与

送
信

署名付与状況の確認

送信の依頼

署名付与の依頼 決裁状況の確認

電子署名付与

署名付与状況の確認

送信

送信記録

公的な連携として公印に値するようなものが必要と考える。公

印に値する何かについて、署名以外の代替手段がないため、

ここでは署名が必要としてもよいのではないか。

検
証

受
信

受信

送信元検証

署名検証

到達記録

振分

照会応答情報（健診情報、予防接種歴情報）

・制度で規定された以外の不正な照会依頼はできな

いようにすること、また、不正な照会には応答しないこ

とが担保されることにより、自動で応答できるとよいの

ではないか。

検証については、自動で行っても問

題ないのではないか。

審査

証明書検証

・前住所地より健診履歴、予防接種履歴な

どを引き継ぎ、サービスを継続する。

原
案
作
成

個人の特定

内容の作成

宛先の特定

A‐1：住民に連絡する際の業務処理の流れ

≪母子健康手帳の異動の届出≫

※住民への連絡

・フォローアップ作業

・前住所地から連携した情報内容に従い

住民 の適切なフ ロ ア プを行う

内
部
決
裁

公
印
押
印

決裁依頼

決裁

原案の確認

決裁状況の確認

公印押印依頼 決裁状況の確認

公印押印公印の確認

住民への適切なフォローアップを行う。

母子手帳からの情報に加え、前住所地

からの引き継ぎ情報があるからこそ、実

現できるサービス。
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業務プロセス案（異動の届出） 資料６－２（ア）　

新No.6 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握

利用者（住民）

市（現住所地） 市（前住所地） 児童相談所

健康管理
住民基本台帳

健康管理
《児童の保護》

情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者 受信担当者

受取

発送の依頼 公印の確認

発
送

発送

発送記録フォローアップ

連絡

発送元確認

公印の確認

帰宅

記載内容の確認
・必要に応じてフォローアップの連絡などを行う。

たとえば、前住所地との連携内容と母子手帳の

記載内容に差異があるなど。
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業務プロセス案（未受診者のフォロー） 資料６－２（イ）　

情報作成者

新No.6 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握

受信担当者 情報作成者 決裁権者

児童相談所

証跡権者決裁権者受信担当者
《児童の保護》

送信担当者

市（前住所地）

健康管理

証跡権者

市（現住所地）

送信担当者

健康管理
住民基本台帳

利用者（住民）

【凡例】

処理 分岐
帳票団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理

処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子 ヒアリング結果補足事項 訂正事項 想定される効果

状況把握

【健診・予防接種の未受診者のフォローアップ】

＜（b）健康管理②＞

≪児童の保護≫

※健診・予防接種の未受診者の把握

■業務プロセス案の前提

(1)乳幼児健診や予防接種の未受診者を把握し、受診勧奨と未受診理由の確認を行うとともに、育児相談等の保健支援を行う。

(2)児童虐待の疑いがある場合、関係部門と対応協議の上、児童相談所の依頼を受け健診情報等を連絡することとする。

原
案
作
成
成

内
部
決
裁

公
印
押
印

個人の特定

内容の作成

宛先の特定

決裁依頼

決裁

原案の確認

決裁状況の確認

公印押印依頼 決裁状況の確認

公印押印

C‐1：住民に照会し回答を受け取る際の業務処理の流れ

公印の確認

発送の依頼 公印の確認

発
送 発送

受取

発送元確認

公印の確認

回答作成

発送記録

回答作成

送付

受取

本人確認

形式チェック

「番号」確認

受
領

確
認

・はがき（郵送）での連絡に対しては回答を求めない団体がある。

郵送に対して受診意思の表明（回答）がない場合は電話連絡等で

意思の表明（回答）を得ている。
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業務プロセス案（未受診者のフォロー） 資料６－２（イ）　

情報作成者

新No.6 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握

受信担当者 情報作成者 決裁権者

児童相談所

証跡権者決裁権者受信担当者
《児童の保護》

送信担当者

市（前住所地）

健康管理

証跡権者

市（現住所地）

送信担当者

健康管理
住民基本台帳

利用者（住民）

照会

≪児童の保護≫

照会依頼情報（健診情報、予防接種歴情報）

・多くの団体で児童相談所から健康管理部門への直接連絡は

行っていない。福祉部門を経由して連絡を行っている。

福祉部門は団体内部門であるため、福祉部門、健康管理部門

間の連絡には署名、決裁などの運用はない。
照会

≪母子健康手帳の異動の届出≫

※健診情報、予防接種歴情報の照会
＜（ａ）健康管理①＞

・前住所地より健診履歴、予防接種履

歴などを引き継ぎ、サービスを継続す

る。
審査

【母子健康手帳の異動の届出】

検
証

受信

振分

個人の特定

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

受
信

D‐2：行政機関（他団体）から問い合わせを受け取り

回答する際の業務処理の流れ

※健診情報、予防接種歴情報の照会への応答

・児童の状況に関する情報などは必ずしも電子データとなっておらず、

電子化に係る負荷や手間が課題となる。

・児童の状況により必要な情報が異なる為、児童相談所が必要な情報

を判断して照会する仕組みがよいのではないか。

・児童虐待の疑いに関する情報など非定型な情報については微妙なニュアンスを伝

えなければならない場合も多く、すべての情報を電子データ化することは困難な場合

が多い。

定型的かつ標準化が可能な情報に比べ電子的な連携の効果を発揮しづらい領域と

言える
メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼 メッセージ確認

決裁

署名付与状況の確認

送信の依頼

決裁状況の確認

署名付与の依頼 決裁状況の確認

電子署名付与

署名付与状況の確認

・児童虐待の疑いなどに関する児童相談所への連絡は、詳細、機微な情報交換を必

要とするものも多く、全てを電子データ化して交換することは困難ではないかとの意見

が多く見られた。電子化範囲については慎重な検討が必要ではないか。

・緊急を要する場合もあり、電子データとして送信するだけでは不安が残るとの意見も

言える。

・虐待など緊急性が高く、かつ機微な情報のやり取りに関しては担当者間の対面協議

などの手順を踏む場合も多く、そもそも情報連携という手続きのニーズが高くない。連

携というよりも協同による対応となる場合が多い。

機械的な情報連携が効果を発揮するには個々の組織が独立して事務を遂行し、かつ

定型的な情報連携、交換が発生する場合と考えることができる。

・前住地との電子データ連携によって、継続的な情報管理・提供が可能となることから

児童虐待の早期発見に資することが可能であるが、児童相談所などとの連携につい

ても電子データ連携を活用するべきかについては慎重に検討する必要があるのでは

ないか。

・前住地より引き継いだ予防接種履歴や検診情報を活用できることで、よ

り正確かつ過去にまで遡った情報提供が可能となり、児童虐待の早期発

見などに資することができる。

送
信

送信

送信記録

受信

照会応答情報（健診情報、予防接種歴情報）

多く見られた。迅速かつ確実な対応を可能とする手順のあり方について慎重な検討が

必要ではないか。
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業務プロセス案（児童の保護） 資料６－２（ウ）　

決裁権者 証跡権者 送信担当者 受信担当者

新No.6 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握

利用者（住民）

市（現住所地） 市（前住所地） 児童相談所

健康管理
住民基本台帳

健康管理
《児童の保護》

情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者受信担当者 情報作成者

【凡例】

処理 分岐
帳票団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理

処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子 ヒアリング結果補足事項 訂正事項 想定される効果

＜（c）児童の保護＞

【児童相談所への通告】
■業務プロセス案の前提

(1)乳幼児健診や予防接種の未受診者を把握し、未受診理由の確認を行うとともに、育児相談等の保健支援を行う。

(2)児童虐待の疑いがある場合、関係部門と対応協議の上、児童相談所に虐待通告するとともに、健診情報等を連絡することとする。≪母子健康手帳の異動の届出≫

※健診情報、予防接種歴情報の照会
＜（ａ）健康管理①＞

・前住所地より健診履歴、予防接種履歴

などを引き継ぎ、サービスを継続する。審査

【母子健康手帳の異動の届出】

A‐3：行政機関（他団体）に連絡する際の業務処理の流れ

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼 メッセージ確認

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部

対応協議

≪児童の保護≫

※虐待児童の通告

・児童の状況に関する情報などは必ずしも電子データとなっておらず、

電子化に係る負荷や手間が課題となる。

受診勧奨を行ったが、回答がなかった、回

答内容に問題があったなど、虐待の疑い

がある対象を抽出、対応を検討する。

・前住地より引き継いだ予防接種履歴や検診情報を活用できることで、より正確

かつ過去にまで遡った情報提供が可能となり、児童虐待の早期発見などに資

することができる。

・児童虐待の疑いに関する情報など非定型な情報については微妙なニュアンスを伝えなけ

ればならない場合も多く、すべての情報を電子データ化することは困難な場合が多い。

定型的かつ標準化が可能な情報に比べ電子的な連携の効果を発揮しづらい領域と言える。

・虐待など緊急性が高く、かつ機微な情報のやり取りに関しては担当者間の対面協議など

の手順を踏む場合も多く、そもそも情報連携という手続きのニーズが高くない。連携というよ

りも協同による対応となる場合が多い。

機械的な情報連携が効果を発揮するには個々の組織が独立して事務を遂行し、かつ定型

的な情報連携、交換が発生する場合と考えることができる。

・前住地との電子データ連携によって、継続的な情報管理・提供が可能となることから児童

虐待の早期発見に資することが可能であるが、児童相談所などとの連携についても電子

データ連携を活用するべきかについては慎重に検討する必要があるのではないか。

電子署名付与

決裁

署名付与依頼 決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

送信

署名付与状況の確認送信の依頼

決
裁

署
名
付
与

送
信

送信記録

連絡情報（健診情報、予防接種歴情報）

・児童の状況により必要な情報が多岐にわたり全ての情報を連携対

象とすることは情報を提供する側・受取る側の双方にとって非効率と

なるため、児童相談所で必要な情報を判断して、照会する連携のみ

でよいのではないか。

・多くの団体で健康管理部門から児童相談所への直接連絡は

行っていない。福祉部門を経由して連絡を行っている。

福祉部門は団体内部門であるため、福祉部門、健康管理部門

間の連絡には署名、決裁などの運用はない。

受信

・児童虐待の疑いなどに関する児童相談所への連絡は、詳細、機微な情報交換を必要とする

ものも多く、全てを電子データ化して交換することは困難ではないかとの意見が多く見られた。

電子化範囲については慎重な検討が必要ではないか。

・緊急を要する場合もあり、電子データとして送信するだけでは不安が残るとの意見も多く見

られた。迅速かつ確実な対応を可能とする手順のあり方について慎重な検討が必要ではな

いか。
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該当するユースケース（大綱・Ｈ２２年度事業）

新№.７ 不動産に関する業務の効率化
次期概略フロー（協力自治体ヒアリング結果反映版） （１／３） 資料７－０

【H22事業】№２４．不動産の登録作業の効率化
【H22事業】№３０．土地家屋異動通知に係る作業の効率化

ユースケースの概要

際 （ ）・不動産に関する情報を組織化で電子的にやり取りすることにより、連携の際に必要となる作業（パンチ入力など）が不要となる。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※法務局からの土地家屋の異動状況の連絡と、市町村（固定資産税）と都道府県（不動産取得税）の間での不動産の価格情報のやりとりについて
整理する。

※法務局への登記申請書の閲覧は、法務局と都道府県との情報連携として整理する。
※都道府県は把握した情報をもとに軽減対象となる場合を抽出し、住民に通知することを想定する。
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新№.７ 不動産に関する業務の効率化
次期概略フロー（協力自治体ヒアリング結果反映版） （２／３）

法務局からの連絡や、市町村と都道府県の間の連絡など、現状では紙等で行っている組織間の連携を電子で行う。必要に応じて法務局への閲覧
依頼を行い 閲覧転記情報（登記申請情報）を入手する また 住民の状況をもとに 不動産取得税が軽減される住民を把握し 申告の勧奨を行う依頼を行い、閲覧転記情報（登記申請情報）を入手する。また、住民の状況をもとに、不動産取得税が軽減される住民を把握し、申告の勧奨を行う。

登記申請書

利用者
（住民） 法務局

市町村（固定資産所在地）

固定資産税固定資産税

土地家屋異動
通知情報（承継分）

状況把握賦課・給付

Ａさん
状況把握

（台帳）

連絡

納税通知書
（固定資産税）

状況把握

審査

閲覧転記情報

市町村で不動産
の価格を変更した
場合は、県への送
付とともに、法務
局にも価格通知情
報を送付す

都道府県

《 動産取得税》《 動産取得税》

価格通知情報（家屋原始） 価格通知情報（原始、承継）

報を送付するので、
両方と連携可能と
する。

《不動産取得税》《不動産取得税》

状況把握連絡
納税通知書

状況把握

審査

申告勧奨通知
（台帳）

賦課・給付

納税通知書
（不動産取得税）

状況把握

※１

帳

※不動産取得税が軽減される住民を把握し、
申告の勧奨を行う。

閲覧転記情報

※１ この台帳は固定資産課税台帳ではなくマスタ情報の意味
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新№.７ 不動産に関する業務の効率化
次期概略フロー（協力自治体ヒアリング結果反映版） （３／３）

不動産に関する主な法令

地方税法

（登記所からの通知及びこれに基づく土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載）
第三百八十二条 登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、十日以内に、その旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならな
い。
２ 前項の規定は 所有権 質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記又はこれらの登記の抹消 これらの権利の登記名義人の氏名若しくは名称若２ 前項の規定は、所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記又はこれらの登記の抹消、これらの権利の登記名義人の氏名若しくは名称若
しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記若しくは百年より長い存続期間を百年より短い存続期間に変更する地上権の変更の登記をした場合に準用する。た
だし、登記簿の表題部に記録した所有者のために所有権の保存の登記をした場合又は当該登記を抹消した場合は、この限りでない。
３ 市町村長は、前二項の規定による登記所からの通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該土地又は家屋についての異動を土地課税台帳又は家屋課税台帳に記
載（当該土地課税台帳又は家屋課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。以下本項に
おいて同じ。）をし、又はこれに記載をされた事項を訂正しなければならない。

地方税法

（固定資産課税台帳の閲覧）
第三百八十二条の二 市町村長は、納税義務者その他の政令で定める者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものに
関する事項が記載（当該固定資産課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。次項、次
条及び第三百九十四条において同じ。）をされている部分又はその写し（当該固定資産課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをも
つて行われている場合にあつては、当該固定資産課税台帳に記録をされている事項を記載した書類。次項及び第三百八十七条第三項において同じ。）をこれらの者の閲
覧に供しなければならない。
２ 市町村長は、前項の規定により固定資産課税台帳又はその写しを閲覧に供する場合においては、固定資産課税台帳に記載をされている事項を映像面に表示して閲
覧に供することができる。

地方税法

（不動産の価格の決定等）
第七十三条の二十一 道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産については、当該価格により当該不動産に係る不動産取得税の
課税標準となるべき価格を決定するものとする。但し、当該不動産について増築、改築、損かい、地目の変換その他特別の事情がある場合において当該固定資産の価格
により難いときは この限りでないにより難いときは、この限りでない。
２ 道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されていない不動産又は前項但書の規定に該当する不動産については、第三百八十八条第一項の固
定資産評価基準によつて、当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする。
３ 道府県知事は、前項の規定によつて不動産の価格を決定した場合においては、直ちに、当該価格その他必要な事項を当該不動産の所在地の市町村長に通知しな
ければならない。
４ 道府県知事は、不動産取得税の課税標準となるべき価格の決定を行つた結果、固定資産課税台帳に登録されている不動産の価格について、市町村間に不均衡を

3

認めた場合においては、理由を附けて、関係市町村の長に対し、固定資産税の課税標準となるべき価格の決定について助言をするものとする。



 



現状業務フロー 資料７－１　

法務局
都道府県（固定資産所在地）

≪不動産取得税≫

新No.7 不動産に関する業務の効率化

　凡例

利用者（住民）
市町村（固定資産所在地）

固定資産税

【土地・家屋の登記情報の登録】

提出

窓口訪問

処理
分岐

処理のきっかけ 情報・処理の流れ団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理

※登記情報の異動（所有者変更、増改築等）があった場合も登記情報の登録と同じ流れで異動登録を行う。

補足

申請書作成

登記申請書

登記受付・登録

送付

（異動通知発行）

土地家屋異動通

知情報（承継分）

【土地・家屋異動通知情報の取得】 ※土地・家屋異動通知情報（承継分）を法務局から受け取り、市町村での価格評価、都道府県での価格評価を行う。

結合子帳票

把握準備

＜（ａ）法務局：登記登録＞

把握

＜（ｂ）市町村：固定資産税①、都道府県：不動産取得税①＞

ヒアリング結果 訂正事項

発送元確認

配布

真正性確認

決裁

公印押印

依頼

起案作成

受取

配布

発送元確認

価格通知情報

（原始、継承）

真正性確認

②

受取

審査

審査①

・審査では、不動産の現地

調査を行い価格評価等の

作業を行う。

・審査では、不動産の現地

調査を行い価格評価等の

作業を行う。

（納税通知書発行時）

・法務局からの異動通知情報（承継分）を利用してい

る県と、利用していない県がある。

受取

（価格通知）

・市町村で不動産の価格を決定（変更を

含む）した場合は、県への送付とともに、

法務局にも価格通知情報を送付している。・県と市町村との家屋評価の役割分担は、非木造は

県分担で全国共通であるが、木造は面積の大小に

応じて県と市町村で分担しており、基準面積は県ご

とに異なる。
・価格評価実施に必要となる情報について、市町村か

ら原始分、承継分双方の価格通知情報を入手する県

と、市町村からは原始分の価格通知情報のみ入手し、

承継分の異動情報を法務局での閲覧情報で入手して

いる県がある。

・住民への納税通知書（不

動産取得税）交付時に、納

税通知書の審査から処理

を開始する。
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現状業務フロー 資料７－１　

法務局
都道府県（固定資産所在地）

≪不動産取得税≫

新No.7 不動産に関する業務の効率化

　凡例

利用者（住民）
市町村（固定資産所在地）

固定資産税

処理
分岐

処理のきっかけ 情報・処理の流れ団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理
補足結合子帳票

ヒアリング結果 訂正事項

起案作成

決裁

公印押印

価格通知情報

（家屋原始）

受取

配布

真正性確認

通知・交付

納税通知書

（不動産取得税）

受取

起案作成

決裁

公印押印

依頼

審査

申告勧奨通知

・住民に納税通知を送付時に、県によって、お知ら

せ情報のみを添付する場合と、申告勧奨通知まで

添付する場合がある。

・市町村への価格通知を

送付する時に、決定した価

格通知内容の審査から処

理を開始する。

発送元確認

起案作成

決裁

公印押印

通知・交付

納税通知書

（固定資産税）

審査

受取

・住民への納税通知書（固

定資産税）交付時に、納税

通知書の審査から処理を

開始する。
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現状業務フロー 資料７－１　

法務局
都道府県（固定資産所在地）

≪不動産取得税≫

新No.7 不動産に関する業務の効率化

　凡例

利用者（住民）
市町村（固定資産所在地）

固定資産税

処理
分岐

処理のきっかけ 情報・処理の流れ団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理
補足結合子帳票

ヒアリング結果 訂正事項

【登記申請書の閲覧時】

閲覧転記情報

受取

形式チェック

決裁

公印押印

閲覧

起案作成

照会回答

（閲覧）

閲覧依頼

②

※土地・家屋異動通知情報（承継分）を、直接法務局において登記申請書の閲覧を行い、異動情報を入手する

場合の手続きである。

＜（ｃ）市町村：固定資産税②、都道府県：不動産取得税②＞

決裁

起案作成

登記簿謄本

（全部事項証明書）

・承継分の異動情報を、すべて法務局から閲覧（価格

情報無し）にて入手し価格評価に利用している県と、

市町村からの価格通知情報に加えて法務局から閲覧

にて補完的に入手している県がある。

・土地・家屋異動通知情報（承継分）は法

務局における閲覧、転記作業で入手する

・土地・家屋異動通知情報（承継分）は法

務局における閲覧・転記作業で入手する

受取

形式チェック

決裁

公印押印

閲覧

①

場合と、登記簿謄本（全部事項証明書）等

で入手する場合とがある。

照会回答

（閲覧）

閲覧転記情報

閲覧依頼

登記簿謄本

（全部事項証明書）

場合と、登記簿謄本（全部事項証明書）等

で入手する場合とがある。

3/3



 



業務プロセス案 資料７－２　

送信担当者

都道府県（固定資産所在地）

≪不動産取得税≫

決裁権者 証跡権者受信担当者

新No.7 不動産に関する業務の効率化

受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者

固定資産税利用者（住民）

市町村（固定資産所在地）

法務局

送信担当者 情報作成者

■業務プロセス案の前提

・法務局からの土地・家屋異動通知情報（承継分）は、番号制度導入後は、所有者、使用者の情報とも連携先の法務局側で紐付けされて送付されるものとする。

・家屋建築完了（新築、増築、改築）等の進捗状況確認のための市町村への状況照会は、現状どおり、電話、文書、現地調査等によるものとする。

・法務局への登記申請書の異動情報閲覧は、番号制度導入後は、法務局との情報連携で照会回答できるものとする。

・納税通知書、申告勧奨通知は、マイ・ポータルではなく、現状どおり、住民（納税者）に郵送する。

・都税、区税は別扱いとする。

処理 分岐 帳票団体間連携 自治体以外(国・
処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子 補足事項

＜（ａ）市町村：固定資産税①、都道府県：不動産取得税①＞
【凡例】

ヒアリング結果 訂正事項 想定される効果

【番号導入後の想定される効果】

・現状では法務局と紙媒体でやり取りしている情報が、電子化され、自動連携できるようになるため、これまでの閲覧等に係る職員の時間及

び業務負荷が軽減される。

・現状では都道府県と市町村間において紙媒体でやり取りしている情報が、電子化され、自動連携できるようになるため、これまでの媒体交

決裁権者以外は、業務担当者が担当してよいのではないか。

また、情報連携時の決裁が必要な場合は、業務担当者が決

裁権者の職責を兼ねてもよいのではないか。

送信

【土地・家屋異動通知情報の取得】

検
証

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

受
信

B‐2:行政機関（他団体）から受け取る際の業務処理の流れ

受信

土地家屋異動通知情報

（承継分）

土地家屋異動通知情報

（承継分）

審査では 不動産の現地調査を行い価格

県では市町村からの価格通知情報（承継分）を利

用している場合と、法務局からの異動通知情報（承

継分）を利用している場合があるため、標準化を含

検 が な な

換等に係る職員の時間及び業務負荷が軽減される。

情報の受信時の各検証（送信元・署名・証明書）

は人手を介する必要がないため、自動化してよ

いのではないか。

A‐3：行政機関（他団体）に連絡する際の業務処理の流れ

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼 メッセージ確認

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内

個人の特定

審査

審査では、不動産の現地調査を行い価格

評価等の作業を行う。

①

めた運用の検討が必要なのではないか。

職員による内部決裁が必要ではないか、という意見が

あった。

電子署名付与

決裁

署名付与依頼 決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

送信

署名付与状況の確認送信の依頼

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

送信記録

価格通知情報

（原始、承継）

受信

価格通知情報

（承継）

市町村で不動産の価格を変更した場合は、県へ

の送付とともに、法務局にも価格通知情報を送

付するので、両方と連携可能とする。
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業務プロセス案 資料７－２　

送信担当者

都道府県（固定資産所在地）

≪不動産取得税≫

決裁権者 証跡権者受信担当者

新No.7 不動産に関する業務の効率化

受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者

固定資産税利用者（住民）

市町村（固定資産所在地）

法務局

送信担当者 情報作成者

受信

到達記録
受
信

B‐2:行政機関（他団体）から受け取る際の業務処理の流れ

県によって、原始分の価格通知情報は市町村から受

取り、承継分の異動情報は法務局からの閲覧情報で

入手し価格評価を実施している場合と、市町村からの

価格通知情報（原始、承継分）により価格評価を実施

している場合があるため、標準化を含めた運用の検討

が必要なのではないか。

検
証

振分

送信元検証

署名検証

証明書検証

原
案
作
成

内容の作成

A‐1：住民に連絡する際の業務処理の流れ
個人の特定

② 審査

審査では、不動産の現地調査を行い価格評

価等の作業を行う。

情報の受信時の各検証（送信元・署名・証明書）

は人手を介する必要がないため、自動化してよい

のではないか。

・住民への納税通知書（不動産

取得税）交付時に、納税通知書

の審査から処理を開始する。

成

内
部
決
裁

公
印
押
印

宛先の特定

決裁依頼

決裁

原案の確認

決裁状況の確認

公印押印依頼 決裁状況の確認

公印押印

発送の依頼 公印の確認

発
送

公印の確認

発送

発送記録

受取

発送元確認

公印の確認

通知内容の確認

納税通知書

（不動産取得税）
申告勧奨通知

審査

・市町村への価格通知を送付する

時に、決定した価格通知内容の

審査から処理を開始する。
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業務プロセス案 資料７－２　

送信担当者

都道府県（固定資産所在地）

≪不動産取得税≫

決裁権者 証跡権者受信担当者

新No.7 不動産に関する業務の効率化

受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者

固定資産税利用者（住民）

市町村（固定資産所在地）

法務局

送信担当者 情報作成者

A‐3：行政機関（他団体）に連絡する際の業務処理の流れ

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼 メッセージ確認

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

個人の特定

職員による内部決裁が必要ではないか、という意見が

あった。

B 2:行政機関（他団体）から受け取る際の業務処理の流れ

電子署名付与

決裁

署名付与依頼 決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

送信

署名付与状況の確認送信の依頼

裁

署
名
付
与

送
信

送信記録

価格通知情報

（家屋原始）

検
証

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

受
信

B‐2:行政機関（他団体）から受け取る際の業務処理の流れ

受信

A‐1：住民に連絡する際の業務処理の流れ
個人の特定

審査

情報の受信時の各検証（送信元・署名・証明書）

は人手を介する必要がないため、自動化してよい

のではないか。

・住民への納税通知書（固定資

産税）交付時に、納税通知書の

審査から処理を開始する。

原
案
作
成

内
部
決
裁

公
印
押
印

内容の作成

宛先の特定

決裁依頼

決裁

原案の確認

決裁状況の確認

公印押印依頼 決裁状況の確認

公印押印公印の確認
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業務プロセス案 資料７－２　

送信担当者

都道府県（固定資産所在地）

≪不動産取得税≫

決裁権者 証跡権者受信担当者

新No.7 不動産に関する業務の効率化

受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者

固定資産税利用者（住民）

市町村（固定資産所在地）

法務局

送信担当者 情報作成者

発送の依頼 公印の確認

発
送 発送

発送記録

受取

発送元確認

公印の確認

納税通知書

（固定資産税）

公印 確認

通知内容の確認
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業務プロセス案 資料７－２　

送信担当者

都道府県（固定資産所在地）

≪不動産取得税≫

決裁権者 証跡権者受信担当者

新No.7 不動産に関する業務の効率化

受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者

固定資産税利用者（住民）

市町村（固定資産所在地）

法務局

送信担当者 情報作成者

C‐2：行政機関（他団体）へ照会し

回答を受け取る際の業務処理の流れ

【登記申請書の閲覧時】

＜（ｂ）市町村：固定資産税②、都道府県：不動産取得税②＞

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

電子署名付与

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼 決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

送信

署名付与状況の確認送信の依頼

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

情報連携するためのシステムを操作できる権

限が付与されたカード等を職員に付与すること

で、情報連携に関する決裁権限を委譲したと

見なすことができれば、照会依頼の際の決裁

処理は省略してもよいのではないか。

照会応答

送信記録

検
証

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

受
信

受信

照会依頼情報

登記簿謄本情報

情報の受信時の各検証（送信元・署名・証明書）

は人手を介する必要がないため、自動化してよい

のではないか。
証 署名検証

証明書検証

②
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業務プロセス案 資料７－２　

送信担当者

都道府県（固定資産所在地）

≪不動産取得税≫

決裁権者 証跡権者受信担当者

新No.7 不動産に関する業務の効率化

受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者

固定資産税利用者（住民）

市町村（固定資産所在地）

法務局

送信担当者 情報作成者

個人の特定

メ
ッ

C‐2：行政機関（他団体）へ照会し

回答を受け取る際の業務処理の流れ

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

電子署名付与

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼 決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

送信

署名付与状況の確認送信の依頼

ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

送信記録

照会依頼

情報連携するためのシステムを操作できる権

限が付与されたカード等を職員に付与すること

で、情報連携に関する決裁権限を委譲したと

見なすことができれば、照会依頼の際の決裁

処理は省略してもよいのではないか。

検
証

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

受
信

受信

登記簿謄本情報

情報の受信時の各検証（送信元・署名・証明書）

は人手を介する必要がないため、自動化してよい

のではないか。

照会応答

証明書検証

①

6/6
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該当するユースケース（大綱・Ｈ２２年度事業）

新№８．災害時の住民の状況把握や手続の効率化
次期概略フロー（協力自治体ヒアリング結果反映版） （１／３） 資料８－０

【該当ユースケースなし】

ユースケースの概要

・他市町村と情報連携することで、自市町村に避難してきた方の状況を把握できるようにする。また、把握した状況に併せて適切な情報提供を行う。
・被災者への支援に関する各種手続を、避難先の市町村で行えるようにする。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※住所地から離れた市町村に避難している場合を想定する。
※避難先における避難者状況の把握、被災者へのお知らせ等の情報提供、避難先での手続の実施、を対象として整理する。
※義援金の申請については、支給の決定までとり、支給については対象外とする。
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新№８．災害時の住民の状況把握や手続の効率化
次期概略フロー（協力自治体ヒアリング結果反映版） （１／２）

≪①避難者リスト作成の流れ≫
被災地（住所地）から離れた市町村に避難している場合でも 情報を連携することで迅速に避難者の状況を把握できる被災地（住所地）から離れた市町村に避難している場合でも、情報を連携することで迅速に避難者の状況を把握できる。
最新の所在地や被災状況を把握し、被災者の状況に応じて適切なお知らせなどを送ることが可能になる。

※本人を確認し、基本的な情報をもとに
避難者リストを作成する。（「市町村（避難
先） 住民票があるかな か 関わらず

市町村（避難先）

《被災者支援》

住基ネット
住基情報

先）」に住民票があるかないかに関わらず、

リスト作成が可能）
住所地以外の自治体でも、番号や氏名な
どの申し出を受けて、住基ネットを照会す
ることができることとする。

医療機関
病歴・処方薬履歴等の情報

都道府県
（避難先）

状況把握

《被災者支援》

状況把握

都道府県
（被災地）

市町村（被災地）

《被災者支援》

状況把握

《被災者支援》
（台帳）

Ａさん

避難所

介護保険

医療機関

健康管理

健診情報

※避難者リストに、病歴、

要介護の状況、処方薬な

どの情報も追記する。

※避難者の把握

※他市町村へ避難してい

介護認定情報

※Ａさんは、住所地

からはなれた市町村
に避難してきた

状況把握状況把握

状況把握

連絡

介護保険

照会応答

健康管理

照会応答

※他市町村 避難してい

る住民の把握と連絡

（台帳）

避難者の所在地情報

※Ａさんが現在「市町村
（避難先）」にいることを、
「市町村（被災地）」等に

連絡する

避難者の所在地情報 避難者の所在地情報※病歴など追記した詳細
な避難者リストを避難所や
ＮＰＯなどに連絡する。

避難者リスト

連絡

※所在地の連絡

避難者リスト

連絡

連絡する。

各種連絡

ＮＰＯなど

避難者リスト
（詳細）

※避難者リストの連絡

避難者リスト
（詳細）

2

※各種生活支援のお知らせや、
見舞金等の各種給付の連絡



新№８．災害時の住民の状況把握や手続の効率化
次期概略フロー（協力自治体ヒアリング結果反映版） （２／２）

≪②各種申請受付の流れ≫
義援金や税の免除 保険証の再発行などの申請 届出を 避難先の市町村でまとめて行えるようにする義援金や税の免除、保険証の再発行などの申請・届出を、避難先の市町村でまとめて行えるようにする。

市町村（避難先）

《被災者支援》

市町村（被災地）

《被災者支援》
Ａさん

避難所

照会応答

被災状況
保険会社

ＮＨＫ

※最寄の市町村で
まとめて手続可能

※義援金・減免等
の申請受付

（台帳）

避難者リスト
被災状況

※Ａさんは、住所地
からはなれた市町村
に避難してきた

り災証明書の申請
義援金の申請

個人住民税の減免申請

国民健康保険証の再発行申請
国民健康保険料の免除申請

照会応答

※被災の状況を確認して、
保険請求や減免の対象者
を把握し、連絡する。

電気・ガス・電話状況把握
各種申請

各種申請
各種申請

連絡

の申請受付

※義援金・減免等の申請
受付

状況把握

被災状況

国民健康保険料の免除申請

国民健康保険証の再発行申請
個人住民税の減免申請

後期高齢者医療保険料の免除申請
後期高齢者医療証の再発行申請

介護保険証の再発行申請
介護保険料の減免申請

受給者証の再発行申請
り災証明書の申請

義援金の申請
個人住民税の減免申請

国民健康保険証の再発行申請
国民健康保険料の免除申請

申請可能と思われる
続（業務） 追加

個人住民税 国民健康保険

状況把握 状況把握

賦課・給付
賦課・給付
徴収・支給

国民健康保険料の免除申請

※り災証明書交付申請・
義援金申請の受付

状況把握

り災証明書

審査

※現状では、義援金申請の添付書類として
「り災証明書」が必要になる場合があるが、こ
こでは、同時に申請することを想定する。

（義援金は、住家被害に対する義援金の場
合を想定する）

国民健康保険料の免除申請
後期高齢者医療保険料の免除申請
後期高齢者医療証の再発行申請

介護保険証の再発行申請
介護保険料の減免申請

受給者証の再発行申請

申請可能と思わ
れる手続（業務）
を追加

手続（業務）を追加

後期高齢者医療保険料の免除申請
後期高齢者医療証の再発行申請
介護保険証の再発行申請

介護保険料の減免申請

減免決定通知

り災証明書

住民基本台帳

照会応答

住民票の写し

合を想定する）

国民健康保険
国民健康保険

後期高齢者医療

※以下の業務につい
申請 応

介護保険料の減免申請
受給者証の再発行申請

申請可能と思われる
手続（業務）を追加

国民健康保険証

減免決定通知

減免等の
お知らせ

ても申請に対応する
・後期高齢者医療

・介護保険
・乳幼児医療
・ひとり親医療
・障害者医療

受給証
受給証

受給者証

介護保険証

後期高齢者医療証

3

お知らせ



 



業務プロセス案（避難者リスト作成） 資料８－１

≪（１）避難者リスト作成≫

《被災者支援》
照会先業務（健康管理／介護保険）

送信担当者

ＮＰＯなど

市町村（被災地）

《被災者支援》

受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者

都道府県（避難先）／（被災地）

住基ネット利用者（住民）

新No.8

医療機関

受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者 受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者

避難所

災害時の住民の状況把握や手続の効率化

《被災者支援》

市町村（避難先）

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

電子署名付与

C‐2：行政機関（他団体）へ照会し

回答を受け取る際の業務処理の流れ

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼 決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

送信

署名付与状況の確認送信の依頼

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

送信記録

窓口訪問

申出

照会応答

照会依頼情報（住基情報）

照会応答情報（住基情報）

検
証

受
信

受信

送信元検証

署名検証

証明書検証

到達記録

振分

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

電子署名付与

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼 決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

C‐2：行政機関（他団体）へ照会し

回答を受け取る際の業務処理の流れ

送信

署名付与状況の確認送信の依頼

送
信

送信記録

避難者が自分の氏名などを申し出る（特に申請書等はないも

のと想定する）。また、ＩＣカード等を含む身分証明書は持参し

ていない場合を想定する。
【凡例】

処理 分岐
帳票団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理

処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子

避難者本人が申し出た内容と、住基

情報とを突き合わせることによって、

申出の内容を確認し、正しい情報を

避難者リストに記載する。

《被災者支援》

※避難者の把握

《被災者支援》

※避難者の介護や医療の情報照会

■業務プロセス案の前提

(1)避難者はＩＣカード等を含む身分証明書は所有していないものと想定する。

(2)避難者は、住所地以外の市町村に避難しているものとする。

(3)審査に必要な情報は、申請の都度、他組織への照会を行うこととする。（他の申請等で照会した情報を、活用することはしない）

(4)他組織への情報照会に対する本人同意については、フロー上には記載しない。

(5)結果通知は、申請者に郵送、もしくは窓口で交付する。

【番号導入後の想定される効果】

・被災地（住所地）から離れた市町村に避難している場合でも、情報を連携することで迅速に避難

者の状況を把握できるようになるため、災害時の住民への支援、サービスが的確に行えるように

なる。

・避難者の状況の把握が迅速に行えるようになることで、状況の把握にかかる職員の業務負荷が

軽減される。

・最新の所在地や被災状況を把握し、被災者の状況に応じて適切なお知らせなどを送ることが可

能になるため、住民の利便性向上につながる。

・避難先の市町村で各種手続の申請を受け付けることにより、住民が被災地（住所地）まで出向か

なくてよくなり、住民の負荷軽減、手続にかかる時間短縮につながる。

基本的には本人同意は不要と考えるが、状況に

よって、本人の望む場合は、情報連携（収集・提

供）に対して何らかの配慮もしくは措置が必要と

なるのではないか。

避難先を変える人も多いことか

ら、異動履歴を管理するために、

避難者リスト自体を自治体間で

引き継いでいくことを検討する

必要があるのではないか。

ヒアリング結果補足事項 訂正事項 想定される効果

情報連携するためのシステムを操作

できる権限が付与されたカード等を職

員に付与することで、情報連携に関す

る決裁権限を委譲したと見なすことが

できれば、照会依頼の際の決裁処理

は省略してもよいのではないか。

基本は随時で即時の応答可能とすることが望まし

いが、災害の状況等に合わせて、ある程度まとめ

て処理することも可能とするとよいのではないか。

情報連携するためのシス

テムを操作できる権限が

付与されたカード等を職

員に付与することで、情

報連携に関する決裁権限

を委譲したと見なすことが

できれば、照会依頼の際

の決裁処理は省略しても

よいのではないか。

決裁権者以外は業務担当者が担当してよいのではないか。また、

情報連携時の決裁が必要な場合は業務担当者が決裁権者の職

責を兼ねてもよいのではないか。

情報の受信時の各検証（送信元・署

名・証明書）は人手を介する必要がな

いため、自動化してよいのではないか。

基本は随時で即時の応答可能とすることが望まし

いが、災害の状況等に合わせて、ある程度まとめ

て処理することも可能とするとよいのではないか。

避難者リストは様々な立場の人が利用することと

なる。そこで、利用する目的や立場に応じて、情報

の内容ごとに利用可否をあらかじめ設定しておく

べきではないか。

また、利用可否については避難者自身の意思（同

意）も確認できるとよいのではないか。

運転免許証等の公的な身分証明書等

を持参している場合は、身分証明書に

て本人確認を行うが、身分証明書がな

ければ、住民が申し出た内容をもとに

住基情報等で確認を行えばよいので

はないか。

1／4



業務プロセス案（避難者リスト作成） 資料８－１

《被災者支援》
照会先業務（健康管理／介護保険）

送信担当者

ＮＰＯなど

市町村（被災地）

《被災者支援》

受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者

都道府県（避難先）／（被災地）

住基ネット利用者（住民）

新No.8

医療機関

受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者 受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者

避難所

災害時の住民の状況把握や手続の効率化

《被災者支援》

市町村（避難先）

D‐2：行政機関（他団体）から問い合わせを受け取り回答する際の業務処理の流れ

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

受信

振分

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼 メッセージ確認

決裁

署名付与状況の確認

送信の依頼

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

決裁状況の確認

署名付与の依頼 決裁状況の確認

電子署名付与

署名付与状況の確認

送信

検
証

受
信

送信記録

照会依頼情報

（健診情報／介護認定情報）

検
証

受
信

受信

送信元検証

署名検証

証明書検証

到達記録

振分

照会応答

審査

避難者リストを作成する

検診情報

介護認定情報照会依頼情報

（健診情報／介護認定情報）

照会先業務（健康管理／介護保険）

※避難者の健診情報、介護認定情報の照会応答

（健康管理と介護は同じ流れを想定）

①

病歴・処方薬履歴等の照会依頼情報

病歴・処方薬履歴等の情報

②

情報の受信時の各検証（送信元・

署名・証明書）は人手を介する必

要がないため、自動化してよいの

ではないか。

情報の受信時の各検証（送信元・署

名・証明書）は人手を介する必要がな

いため、自動化してよいのではないか。

基本は自動で問題ないと考えるが、取扱に注意すべき情報は

災害時であっても慎重に取り扱う必要があるため、職員が確認

できる手段も備える必要があるのではないか。

予め連携可能と定められた情報であ

れば、照会応答が発生する都度の決

裁処理は省略することができるので

はないか。

・制度で規定された以外の不正な照会依頼はできないようにする

こと、また、不正な照会には応答しないことが担保されることによ

り、自動で応答できるとよいのではないか。

基本は随時で即時の応答可能とすることが望ましいが、災害

の状況等に合わせて、ある程度まとめて処理することも可能と

するとよいのではないか。
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業務プロセス案（避難者リスト作成） 資料８－１

《被災者支援》
照会先業務（健康管理／介護保険）

送信担当者

ＮＰＯなど

市町村（被災地）

《被災者支援》

受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者

都道府県（避難先）／（被災地）

住基ネット利用者（住民）

新No.8

医療機関

受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者 受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者

避難所

災害時の住民の状況把握や手続の効率化

《被災者支援》

市町村（避難先）

A‐3：行政機関（他団体）に連絡する際の業務処理の流れ

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

電子署名付与

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼 決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

送信

署名付与状況の確認送信の依頼

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

送信記録

検
証

受信

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

受
信

B‐2:行政機関（他団体）から受け取る際の業務処理の流れ

検
証

受信

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

受
信

B‐2:行政機関（他団体）から受け取る際の業務処理の流れ

避難者の所在地情報

《被災者支援》

※避難者の所在地情報の連絡

《被災者支援》

※避難者の所在地情報の受取

都道府県（避難先）／（被災地）の《被災者支

援》

①

情報連携するためのシス

テムを操作できる権限が

付与されたカード等を職

員に付与することで、情

報連携に関する決裁権限

を委譲したと見なすことが

できれば、照会依頼の際

の決裁処理は省略しても

よいのではないか。

基本は１件ずつの処理が適当であると考えるが、災害

の状況等に合わせて、ある程度まとめて処理することも

可能とするとよいのではないか。

基本は随時の処理とすることが望ましいが、災害の状況等に合

わせて、ある程度まとめて処理することも可能とするとよいので

はないか。

情報の受信時の各検証（送信元・署

名・証明書）は人手を介する必要が

ないため、自動化してよいのではな

いか。

基本は随時の処理とすることが望ましいが、

災害の状況等に合わせて、ある程度まとめ

て処理することも可能とするとよいのではな

いか。

情報の受信時の各検証（送信

元・署名・証明書）は人手を介す

る必要がないため、自動化してよ

いのではないか。
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業務プロセス案（避難者リスト作成） 資料８－１

《被災者支援》
照会先業務（健康管理／介護保険）

送信担当者

ＮＰＯなど

市町村（被災地）

《被災者支援》

受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者

都道府県（避難先）／（被災地）

住基ネット利用者（住民）

新No.8

医療機関

受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者 受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者

避難所

災害時の住民の状況把握や手続の効率化

《被災者支援》

市町村（避難先）

受取

原
案
作
成

内
部
決
裁

公
印
押
印

個人の特定

内容の作成

宛先の特定

決裁依頼

決裁

原案の確認

決裁状況の確認

受取

発送元確認

公印の確認

公印押印依頼 決裁状況の確認

公印押印

A‐1：住民に連絡する際の業務処理の流れ

発送の依頼 公印の確認

発
送

公印の確認

発送

発送記録

受取

各種連絡

《被災者支援》

※避難者への各種お知らせ

《被災者支援》

※避難者リストの連絡

避難者リスト 避難者リスト

②

連絡
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業務プロセス案（各種申請受付） 資料８－２　

≪（２）各種申請受付≫

保険会社
ＮＨＫ

電気・ガス・電話

災害時の住民の状況把握や手続の効率化新No.8

利用者（住民）

市町村（避難先）

受信担当者 情報作成者 決裁権者 情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者

《被災者支援》 《被災者支援》 個人住民税／国民健康保険／後期高齢者医療／介護保険／乳幼児医療／ひとり親医療／障害者医療

証跡権者 送信担当者 受信担当者
住民基本台帳

市町村（被災地）

受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者

窓口訪問

申請書作成

提出 受取

本人確認

形式チェック

「番号」確認

B‐1:住民から受け取る際の業務処理の流れ

帰宅

受
領

確
認

A‐3：行政機関（他団体）に連絡する際の業務処理の流れ

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

電子署名付与

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼 決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

送信

署名付与状況の確認送信の依頼

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

送信記録

■業務プロセス案の前提

(1)避難者はＩＣカード等を含む身分証明書は所有していないものと想定する。

(2)避難者は、住所地以外の市町村に避難しているものとする。

(3)審査に必要な情報は、申請の都度、他組織への照会を行うこととする。（他の申請等で照会した情報を、活用することはしない）

(4)他組織への情報照会に対する本人同意については、フロー上には記載しない。

(5)結果通知は、申請者に郵送、もしくは窓口で交付する。

り災証明交付申請
義援金の申請

個人住民税の減免申請

国民健康保険証の再発行申請
国民健康保険料の免除申請

後期高齢者医療保険料の免除申請

後期高齢者医療証の再発行申請
介護保険証の再発行申請

介護保険料の減免申請

受給者証の再発行申請

《被災者支援》

※各種申請の受取

《被災者支援》

※受け取った申請を本来の申請先団体へ連絡

各種申請書は、避難先の市町村で受け付け、避難先市町村

から被災地市町村へ送ることとする。

また、被災地市町村では、《被災者支援》担当課がまとめて

申請情報を受け取り、庁内の各課（個人住民税、国民健康保

険）へ振り分けることを想定している。

情報連携するためのシステムを操作できる権限が付与さ

れたカード等を職員に付与することで、情報連携に関する

決裁権限を委譲したと見なすことができれば、照会依頼の

際の決裁処理は省略してもよいのではないか。

基本は１件ずつの処理が適当であると考えるが、災害

の状況等に合わせて、ある程度まとめて処理すること

も可能とするとよいのではないか。

【凡例】

処理 分岐
帳票団体間連携

以外の処理
自治体以外(国・
民間)の処理

処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子 ヒアリング結果補足事項 訂正事項 想定される効果

申請可能と思われる手続（業務）

を追加

申請可能と思われる手続（業務）を

追加

り災証明交付申請
義援金の申請

個人住民税の減免申請

国民健康保険証の再発行申請
国民健康保険料の免除申請

後期高齢者医療保険料の免除申請

後期高齢者医療証の再発行申請
介護保険証の再発行申請

介護保険料の減免申請

受給者証の再発行申請

申請可能と思われる手続（業

務）を追加
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業務プロセス案（各種申請受付） 資料８－２　

保険会社
ＮＨＫ

電気・ガス・電話

災害時の住民の状況把握や手続の効率化新No.8

利用者（住民）

市町村（避難先）

受信担当者 情報作成者 決裁権者 情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者

《被災者支援》 《被災者支援》 個人住民税／国民健康保険／後期高齢者医療／介護保険／乳幼児医療／ひとり親医療／障害者医療

証跡権者 送信担当者 受信担当者
住民基本台帳

市町村（被災地）

受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者

検
証

受信

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

受
信

B‐2:行政機関（他団体）から受け取る際の業務処理の流れ

審査

照会応答

原
案
作
成

内
部
決
裁

公
印
押
印

個人の特定

内容の作成

宛先の特定

決裁依頼

決裁

原案の確認

決裁状況の確認

受取

発送元確認

公印の確認

公印押印依頼 決裁状況の確認

公印押印

A‐1：住民に連絡する際の業務処理の流れ

発送の依頼 公印の確認

発
送

公印の確認

発送

発送記録

①

①

《被災者支援》

※各種申請をまとめて受取

《被災者支援》

※審査の結果を住民に通知する

り災証明交付申請
義援金の申請

り災証明書

② ③

照会依頼情報（住民票の写し）

照会依頼

照会結果受取

照会応答情報（住民票の写し）

情報の受信時の各検証（送信元・署

名・証明書）は人手を介する必要がな

いため、自動化してよいのではないか。

基本は随時で即時の処理が望ましいが、災害の状況等に合わ

せて、ある程度まとめて処理することも可能とするとよいのでは

ないか。
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業務プロセス案（各種申請受付） 資料８－２　

保険会社
ＮＨＫ

電気・ガス・電話

災害時の住民の状況把握や手続の効率化新No.8

利用者（住民）

市町村（避難先）

受信担当者 情報作成者 決裁権者 情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者

《被災者支援》 《被災者支援》 個人住民税／国民健康保険／後期高齢者医療／介護保険／乳幼児医療／ひとり親医療／障害者医療

証跡権者 送信担当者 受信担当者
住民基本台帳

市町村（被災地）

受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者

審査

原
案
作
成

内
部
決
裁

公
印
押
印

個人の特定

内容の作成

宛先の特定

決裁依頼

決裁

原案の確認

決裁状況の確認

受取

発送元確認

公印の確認

公印押印依頼 決裁状況の確認

公印押印

A‐1：住民に連絡する際の業務処理の流れ

発送の依頼 公印の確認

発
送

公印の確認

発送

発送記録

②

個人住民税の減免申請

個人住民税

※審査の結果を住民に通知する

減免決定通知
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業務プロセス案（各種申請受付） 資料８－２　

保険会社
ＮＨＫ

電気・ガス・電話

災害時の住民の状況把握や手続の効率化新No.8

利用者（住民）

市町村（避難先）

受信担当者 情報作成者 決裁権者 情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者

《被災者支援》 《被災者支援》 個人住民税／国民健康保険／後期高齢者医療／介護保険／乳幼児医療／ひとり親医療／障害者医療

証跡権者 送信担当者 受信担当者
住民基本台帳

市町村（被災地）

受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者

受給者証

減免決定通知

審査

原
案
作
成

内
部
決
裁

公
印
押
印

個人の特定

内容の作成

宛先の特定

決裁依頼

決裁

原案の確認

決裁状況の確認

公印押印依頼 決裁状況の確認

公印押印

発送の依頼 公印の確認

発
送

公印の確認

発送

発送記録

受取

発送元確認

公印の確認

③

A‐1：住民に連絡する際の業務処理の流れ

国民健康保険／後期高齢者医療／介護

保険／乳幼児医療／ひとり親医療／障

害者医療

※審査の結果を住民に通知する

国民健康保険証

国民健康保険証の再発行申請
国民健康保険料の免除申請

後期高齢者医療保険料の免除申請

後期高齢者医療証の再発行申請
介護保険証の再発行申請

介護保険料の減免申請

受給者証の再発行申請

申請可能と思われる手続（業務）

を追加

申請可能と思われる手続（業務）

を追加

介護保険証

後期高齢者医療証

申請可能と思われる手続（業務）

を追加
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業務プロセス案（各種申請受付） 資料８－２　

保険会社
ＮＨＫ

電気・ガス・電話

災害時の住民の状況把握や手続の効率化新No.8

利用者（住民）

市町村（避難先）

受信担当者 情報作成者 決裁権者 情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者

《被災者支援》 《被災者支援》 個人住民税／国民健康保険／後期高齢者医療／介護保険／乳幼児医療／ひとり親医療／障害者医療

証跡権者 送信担当者 受信担当者
住民基本台帳

市町村（被災地）

受信担当者 情報作成者 決裁権者 証跡権者 送信担当者

D‐2：他団体（民間）から問い合わせを受け取り回答する際の業務処理の流れ

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

受信

振分

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼 メッセージ確認

決裁

署名付与状況の確認

送信の依頼

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

決裁状況の確認

署名付与の依頼 決裁状況の確認

電子署名付与

署名付与状況の確認

送信

検
証

受
信

送信記録

被災状況の照会依頼情報

《被災者支援》

※被災状況の照会への回答

照会

受取

被災状況

受取

発送元確認

公印の確認

減免等の
お知らせ

通知

民間との連携については、制度面での決定状況

に応じて検討する必要があると考える。

予め連携可能と定められた情報であれば、照会

応答が発生する都度の決裁処理は省略すること

ができるのではないか。

情報の受信時の各検証（送信元・署名・証

明書）は人手を介する必要がないため、自

動化してよいのではないか。

対象者が被災者かどうか、という旨のみの

回答であれば自動での回答でよいのでは

ないか。
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ユースケース全体考察 別紙２．５－１

差異の
有無

差異の内容

1 ・基本的には本人の申し出に基づき、照会依頼の宛先を設定できることとする。
・１月１日住所地、本籍については、住基(住基ネット)、戸籍（戸籍の附票）を参照するこ
とで宛先を特定できるような仕組みも備えることとする。

有 ・年金保険者等については、新№1（児童扶養手当）、新№5（国民年金）では、現状でも
本人から窓口で聞き取っている場合は、同様の方法でよいという意見があった。しか
し、新№2（生活保護）では、本人が把握していない場合等を考慮して、情報保有者に照
会すべきという意見もあった。

・年金保険者、医療保険者、資産所在地等についても、本人が把握していない場合など
を考慮し情報保有者に照会する仕組みを検討する必要がある。
・個人が所有する固定資産について、個人の番号を利用してすべて把握できるような方
法を、法務局との連携も含め、検討する必要がある。

2 ・法制度で規定できれば、同意は不要とする。 有 ・新№8（災害）では、本人が風評被害等を恐れて被災者や避難者であることに関する
情報連携（収集・提供等）を望まない場合は、何らかの配慮もしくは措置が必要となるだ
ろうという意見があった。なお、本人の意思を確認する場合は、全体の連携可否のみで
なく、避難者の情報等をどの範囲まで共有（連携）するかなどについても確認することが
必要と考える。

・情報連携において「できる」規定にすると団体によって解釈が異なるため、結果的に運
用が異なってしまうことが想定される。それゆえ、画一的な運用が実現できるような制
度にする必要がある。
・災害の場合等においては、本人が連携を望まない場合は対応できるような仕組みを
備える必要がある。

3 ・照会に対して応答する時点で、 新の情報ではない可能性があるため、応答を行う際
には、いつ時点の情報か（例えば、○年度や、○年○月○日○時○分　時点等）を明示
して提供することとする。

無 ― ・応答する情報については、離婚届等、異動の届出を受け付けて、まだ処理を行ってい
ない間に照会依頼がきた場合、どのように応答すべきか検討する必要がある。
・賦課の時期が税別、団体別に異なる場合があるため、連携する情報ごとに提供可能
な時期を統一するなどの運用を検討する必要がある。

4 ・申請書の受付時点（申請意思が表示された時点）を到達とする。

※番号制度導入後の業務運用では、添付書類を住民が持参せず、団体間で情報照会
を行うことになる。そのため、住民が申請書等を提出する時点では、申請書以外の添付
書類が揃っていない状況となることが想定されるが、書類が揃っていなくても申請意思
が示された時点で到達とするべきではないかと考える。

有 ・基本は、添付書類等に不備があっても申請意思の表示がなされた時点（申請書提出
等）を到達とするべきと考える。ただし、新№5（国民年金）は、経由事務であるため、市
町村が受付を行うが、市町村の窓口で提出すべき申請書や添付書類が揃った時点と
するのがよいという意見があった。

・児童扶養手当など、現行の制度上、全ての添付書類が揃った時点を到達としている
業務もあるので、制度上の対応も必要になる。

5 ・他組織への情報照会は、利用者（住民）が退庁した後でもよいこととする。（窓口での
対応時に照会してもよい）

※住民が帰宅した後の情報照会で、何かの不備があった場合は、現状通り、電話等に
て本人に確認をとるという運用を行う。

無 ― ―

6 ・照会依頼後の情報収集（応答）の状況を自動で管理できることとする。
・業務によっては、情報が一部しか揃っていない場合でも審査を開始できる場合がある
ため、審査を開始してよいかどうかは、情報収集の状況をもとに職員が判断できるよう
にする。

有 ・新№2（生活保護）、新№4（小児慢性）では、全ての情報が揃わなくても審査を開始で
きるとの意見があった。

―

7 ･随時での照会、定期的な照会、のいずれにも対応可能とする。
・随時処理／定期処理は、業務や情報内容ごとに設定可能とする。（ただし、ポータル
からの照会に対する応答は随時とする。）

有 ・新№7（不動産）、新№8（災害）では、随時処理、定期処理を選択可能とするとよいとい
う意見があった。

―

8 ・即時での応答、非即時での応答、のいずれにも対応可能とする。
・即時／非即時は、業務や情報内容ごとに設定可能とする。（ただし、ポータルからの
照会に対する応答は即時とする。）

有 ・基本は即時での対応が必要と考えるが、新№2（生活保護）、新№7（不動産）では即時
処理は不要との意見があった。（新№2（生活保護）では、業務の処理期間の範囲で行
えばよい。また新№7（不動産）では定期処理が主である。）

―

9 ・基本は単件（メッセージ単位の）処理とする。ただし、複数の情報（メッセージ）をまとめ
て処理することも可能とする。
・複数の照会先がある場合、照会先（組織及び業務）ごとに、照会依頼を行うかどうか
指定できることとする。
・複数の照会先に対して、１回のオペレーションで依頼処理を行うことも可能とする。

有 ・新№7（不動産）では、1件ずつの処理は不要であるとの意見があった。
・新№8（災害）では、基本は１件ずつの処理が適当であると考えるが、災害の状況等に
合わせて、ある程度まとめて処理することも可能とするべきと考えるとの意見があった。
・新№2（生活保護）において、優先度の高い情報から照会することで、無駄な照会を省
けるとの意見があった。

―

10 ･随時での連絡、定期的な連絡、のいずれにも対応可能とする。
・随時処理／定期処理は、業務や情報内容ごとに設定可能とする。

有 ・新№7（不動産）、新№8（災害）では、随時処理、定期処理を選択可能とするとよいとい
う意見があった。

―

11 ・基本は単件（メッセージ単位の）処理とする。ただし、複数の情報（メッセージ）をまとめ
て処理することも可能とする。
・受信は随時行われることが前提となるため、受信した情報をいったん溜めた後に、複
数件まとめた定期処理をすることも可能とする。

有 ・新№8（災害）では、基本は１件ずつの処理が適当であると考えるが、災害の状況等に
合わせて、ある程度まとめて処理することも可能とするべきと考えるとの意見があった。

―

12 ・連携先の団体が連絡を受け取った後に、情報が届いた旨の通知等が返ってくることと
する。なお、受取後の通知は、自動で行う。

有 ・新№2（生活保護）では連絡は不要との意見があり、新№8（災害）では連絡が必要との
意見があった。

―

処理の形
態・タイミン
グ等

照会・応答　（双方向型）

※「照会・応答」・・・連携
先の団体に対して照会依
頼を行い、連携先の団体
から回答を受け取るまで
の流れ。

連絡・受取　（一方向型）

※「連絡・受取」・・・連携
先の団体に対して連絡
（通知等の送付）する、及
び、連携先の団体から連
絡を受け取る流れ。

全体

申請に関する事項

照会に関する事項

申請受付における到達時
点の考え方

住民の帰宅の判断条件

審査開始の判断条件

課題№ 検討事項 業務要件区分

ユースケース別の差異

1月1日住所地、本籍地、
固定資産所在地の把握
方法

情報照会における本人同
意の必要性

照会に対して応答する際
の日時の取扱い

照会・応答処理のタイミン
グ （随時／定期）

照会・応答処理の即時性

照会・応答処理の単位
（単件／複数件）

連絡・受取処理のタイミン
グ （随時／定期）

連絡・受取処理の単位
（単件／複数件）

受取後の通知の必要性
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ユースケース全体考察 別紙２．５－１

差異の
有無

差異の内容
課題№ 検討事項 業務要件区分

ユースケース別の差異

13 連絡・照会
時

・連絡・照会時のメッセージ作成は、申請書等のデータをもとにして、自動で行う。 無 ― ―

14 応答（他団
体への回
答）時

・応答（他団体への回答）時のメッセージ作成は、自動で行う。ただし、業務、情報内容、
対象者の状況等に応じて、職員が判断した上で手動の処理に切り替えることも可能と
する。
（DV等の場合を想定）

無 ― ―

15 応答（ポータ
ルへの回
答）時

・応答（ポータルへの回答）時のメッセージ作成は、自動で行う。 無 ― ―

16 内部決裁 ・内部決裁は省略する。ただし、業務、情報内容、対象者の状況等に応じて、職員が確
認した上で送信できるような仕組みを設ける。
・事後に、他団体への連絡・照会等の内容や状況を確認できる仕組みも設けることとす
る。

有 ・新№7（不動産）では価格通知情報の連絡において決裁が必要との意見もあった。 ―

17 署名付与 ･署名付与は必須とし、付与は自動で行う。 無 ― ―

18 送信 ・送信は自動で行う。 無 ― ―

19 証跡 ①管理番号
②送信日（日時）
③送信担当者氏名（※）
④送信担当者所属（※）
⑤送信先団体
⑥対象者氏名
⑦情報内容（情報名、年度など）

※自動処理の場合は、③④不要。

有 ・照会応答（住民基本台帳、戸籍）では、受け取った照会に対して応答する際の送信日
の記録について、「日」だけではなく「日時」まで明示する必要があるという意見があっ
た。

・記録として残す項目については、制度面での決定内容に準じることになると考える。

20 受信・検証 ・受信した情報は自動で振り分けを行う。
・送信元団体、及び職員の職責の確認は自動で行う。

無 ― ―

21 証跡 ①管理番号
②受信日（日時）
③送信元団体
④送信担当者氏名（※）
⑤送信担当者所属（※）
⑥対象者氏名
⑦情報内容（情報名、年度など）

※連携先での送信が自動処理の場合は、④⑤不要。

有 ・照会応答（住民基本台帳、戸籍）では、照会依頼の情報を受信した際の受信日の記録
について、「日」だけではなく「日時」まで明示する必要があるという意見があった。

・記録として残す項目については、制度面での決定内容に準じることになると考える。

22 ・連携情報に不備があった場合、不備内容について送信元に連絡することとする。な
お、受信側に情報が届いている場合は、受信側で検知する。

無 ― ―

23 ・不備内容の連絡については、内部決裁は省略し、署名を付与する。なお、システム稼
働時間外等で応答ができない等の単純な不備等の場合は署名を付与しない。

無 ― ―

24 ・システム稼働時間外等で応答ができない等の単純な不備等の場合は、自動で再度処
理を行うこととする。ただし、送信情報の訂正が必要となる不備等の連絡については、
自動での再処理を行わないような制御も可能とする。
・画面等に不備等の内容を出力し、職員が確認を行えることとする。
・処理状況(ステータス）を管理し、職員が処理状況を確認できることとする。

無 ― ―

25 職員の属性 各処理の職
員属性
（属性の種
類・権限）

・決裁を省略する場合、もしくは、システムが自動で照会応答する場合は、あらかじめシ
ステムでの応答を可能として取り決めておくものと考える。なお、職員がオペレーション
する場合は、必要に応じて職員の属性を「業務担当者」と「決裁権者」の2つとして整理
する。

無 ― ―

その他

個別の処理
要件等

受信

送信 メッセージ作
成

（対象者特
定、連絡・依
頼・回答情
報の作成）

イレギュラー処理

情報連携に関する内部決
裁の必要性

署名の必要性、自動化

メッセージ作
成の自動化

不備等の連絡の際の、内
部決裁、署名の必要性

不備等があった場合の再
処理の自動化

番号制度導入後の一連
の処理に必要な職員属
性

連絡情報に不備等があっ
た場合の連絡の必要性

送信の自動化

処理の自動化

送信時の証跡

受信時の証跡
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連携データ項目（新№１．児童扶養手当の認定申請における手続の効率化） 別紙３．３－１－１

連携情報一覧

条件の詳細
1 戸籍全部事項証明書 本籍地市町村／戸籍 必須 受給者（父、母、又は養育者）と支給対象児童との扶養関係、受給資格（父母

の離婚等）を確認するため
・受給者
・支給対象児童

2 所得証明書 1月1日時点の住所地市町村／個人住民
税

必須 所得制限限度額を超えていないかを確認するため
・合計所得の確認
総所得、退職所得、山林所得、土地等に係る事業所得等、長期譲渡所得、、
短期譲渡所得、先物取引に係る雑所得等、条約適用利子等、条約適用配当
等
・控除の確認
雑損控除、医療費控除、小規模企業共済等掛金控除、配偶者特別控除、肉
牛用の売却による事業所得

・受給者
・受給者の配偶者
・受給者の扶養義務者

3 住民票の写し （住基ネット）
現住所地市町村／住民基本台帳

必須 受給者（父、母、又は養育者）と支給対象児童の世帯状況を確認するため ・受給者（受給者は住登者であるた
め庁内連携となる）
・支給対象児

4 年金受給情報 年金保険者 必須 老齢福祉年金以外の公的年金給付の受給有無を確認するため ・受給者

5 診断書等 医療機関 条件付 ・父又は母が重度の障害にある場
合
・児童が重度の障害にある場合

障害の程度を確認するため ・受給者の配偶者
・支給対象児童

6 口座有無情報 金融機関 必須 手当の振込口座を確認するため ・受給者

情報の対象者No 必要な情報 連携先
必須／条件付

情報の用途
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連携データ項目（新№１．児童扶養手当の認定申請における手続の効率化） 別紙３．３－１－１

連携データ項目【所得証明書】

1 所得証明書 ○
2 　課税対象者情報
3 　　団体間共通識別番号
4 　　氏名
5 　　賦課期日住所
6 　課税情報 ○
7 　　相当年度 賦課の対象となる年度（課税すべき年度） ○
8 　　年税額
9 　　市区町村民税額情報
10 　　　市区町村民税均等割額 地方税法第292条第1項第1号。地方税法第323に規定する市区町村民税の減免があった場合

は、減免後
11 　　　市区町村民税所得割額 地方税法第292条第1項第2号。同法第323に規定する市区町村民税の減免があった場合は、減

免後。同法第314条の7（外国税額控除）及び同法附則第5条第2項（配当控除）の規定は適用し
ない

12 　　都道府県民税額情報
13 　　　都道府県民税均等割額
14 　　　都道府県民税所得割額
15 　総合分 総合課税の対象になる所得 ○
16 　　営業所得額 （所得税法第二十二条、第二十七条）
17 　　農業所得額 肉用牛の売却による所得（免税対象の所得）を含む

（所得税法第二十二条、第二十七条）
18 　　不動産所得額 （所得税法第二十二条、第二十六条）
19 　　利子所得額 （所得税法第二十二条、第二十三条）
20 　　株式配当所得額 市配当控除が1.6%の配当所得

（所得税法第二十二条、第二十四条）
21 　　証券投資配当所得額 市配当控除が0.8%の配当所得

（所得税法第二十二条、第二十四条）
22 　　外貨建配当所得額 市配当控除が0.4%の配当所得

（所得税法第二十二条、第二十四条）
23 　　配当控除無配当所得 市配当控除が0%の配当所得

（所得税法第二十二条、第二十四条）
24 　　給与所得額 税法上の給与控除額を超える特定支出控除がある場合は、その控除後の額

（所得税法第二十二条、第二十八条）
25 　　公的年金等雑所得額 公的年金等の雑所得
26 　　その他雑所得額 公的年金等以外の雑所得
27 　　雑所得合計額 （公的年金等雑所得額－公的年金等控除額）＋その他雑所得額

（所得税法第二十二条（第六十九条（損益通算）の規定の適用がある場合には、その適用後の
金額））

28 　　短期譲渡所得額 所得税法第三十三条第三項第一号に該当する短期譲渡所得額
29 　　長期譲渡所得額 所得税法第三十三条第三項第二号に該当する長期譲渡所得額
30 　　一時所得額 所得税法第三十三条第三項第二号に該当する一時所得額
31 　　譲渡一時所得額

追加 32 　　総所得額 地方税法第三十二条第一項に規定する総所得金額（母子家庭自立支援給付金に係るものを除
く

○

33 　　給与収入額 給与主たる収入額＋給与一般収入額＋給与専従者収入額
34 　　公的年金収入額

追加 35 　　免税対象肉用牛所得 地方税法附則第六条第一項に該当する額（免税対象肉用牛の売却により生じた所得） ○
36 　分離分 課税総所得（総合課税の対象になる所得）とは別計算されて課税される分 ○

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№１．児童扶養手当の認定申請における手続の効率化） 別紙３．３－１－１

連携データ項目【所得証明書】

使用する項目№ 連携データ 項目説明

37 　　分離短期土地等事業・雑所得額 地方税法附則第三十三条の三第一項 ○
38 　　分離短期譲渡一般所得額 地方税法附則第三十五条第一項に該当する短期譲渡所得 ○
39 　　分離短期譲渡軽減所得額 特別控除前の金額。国または地方公共団体に対する土地等の譲渡に係る所得
40 　　分離長期譲渡一般所得額 地方税法附則第三十四条第一項に該当する長期譲渡所得 ○
41 　　分離長期譲渡特定所得額 特別控除前の金額。優良住宅地等に係る長期譲渡所得
42 　　分離長期譲渡軽課所得額 特別控除前の金額。居住用財産の長期譲渡所得

追加 43 　　山林所得額 地方税法第三十二条第一項に該当する山林所得額 ○
追加 44 　　分離退職所得額 地方税法第三十二条第一項に該当する退職所得額 ○
追加 45 　　先物取引所得額 地方税法附則第三十五条の四第一項に該当する先物取引所得額 ○
追加 46 　　条約適用利子等所得額 租税法第三条の二の二第四項に該当する条約適用利子等所得額 ○
追加 47 　　条約適用配当等所得額 租税法第三条の二の二第四項に該当する条約適用配当等所得額 ○

48 　　分離短期一般特別控除額 「分離短期一般譲渡所得額」から控除される特別控除額
49 　　分離短期軽減特別控除額 「分離短期軽減譲渡所得額」から控除される特別控除額
50 　　分離長期一般特別控除額 「分離長期一般譲渡所得額」から控除される特別控除額
51 　　分離長期特定特別控除額 「分離長期特定譲渡所得額」から控除される特別控除額
52 　　分離長期軽課特別控除額 「分離長期軽課譲渡所得額」から控除される特別控除額
53 　合計所得額 地方税法上の合計所得（分離退職所得は除く）
54 　繰越純損失額
55 　繰越雑損失額
56 　繰越株式損失額
57 　繰越先物損失額
58 　繰越居住用損失額
59 　控除情報 ○
60 　　雑損控除額 前年中、災害等により日常生活に必要な資産に損害を受けた場合の控除相当額

（地方税法第三十四条第一項第一号）
○

61 　　医療費控除額 前年中、本人や本人と生計をともにする親族のために医療費を支払った場合の控除相当額
（地方税法第三十四条第一項第二号）

○

62 　　社会保険控除額 前年中、本人や本人と生計をともにする親族のために社会保険料（国民健康保険、国民年金な
ど）を支払った場合、支払った額

63 　　小規模企業共済掛金控除額 前年中、小規模企業共済法の規定による第１種共済契約の掛金、心身障害者扶養共済制度に
基づく掛金を支払った場合、支払った額
（地方税法第三十四条第一項第四号）

○

64 　　生命保険住民税控除額 受取人が本人か配偶者又は親族となっている生命保険契約・個人年金保険契約などで、支払っ
た額（支払った保険料ー配当を受けた金額）により控除される金額。

65 　　損害保険住民税控除額 本人や生計を一にする配偶者又は親族が所有する家屋・家財や、これらの方の身体の障害な
どを保険の対象とする損害保険契約等について支払った額で（支払った保険料ー配当を受けた
金額）、控除される金額。短期と長期の合計の控除額。

66 　　寄付金住民税控除額 共同募金会、日本赤十字社への募金、または都道府県・市区町村に対する寄付を行った場合の
控除相当額

67 　　障害者控除額 本人、控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合の控除額合計
68 　　老年者控除額 本人、控除対象配偶者又は扶養親族が老年者である場合の控除額合計
69 　　寡婦控除額 寡婦に該当する場合、その控除額
70 　　勤労学生控除額 前年中、自己の勤労に基づく給与所得が有り、合計所得金額が65万円以下で、そのうち自己の

勤労によらない所得の合計額が10万円以下の場合、その控除額
71 　　配偶者控除額 配偶者控除に該当する場合、その控除額
72 　　配偶者特別控除額 配偶者特別控除に該当する場合、その控除額

（地方税法第三十四条第一項第十号の二）
○

73 　　扶養控除額 扶養控除の対象となる親族がいる場合、その控除額の合計
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連携データ項目（新№１．児童扶養手当の認定申請における手続の効率化） 別紙３．３－１－１

連携データ項目【所得証明書】

使用する項目№ 連携データ 項目説明

74 　　基礎控除額 基礎控除額
75 　　控除計 控除額の合計。「雑損控除額」から「基礎控除額 」までの合計
76 　　控除対象配偶者区分 配偶者控除の区分（控除対象配偶者、老人控除対象配偶者の有無）

（地方税法第三十四条第一項第十号の二）
○

77 　　同居老人扶養人数 老人扶養親族（同居老親等）の数
（所得税法第二条の三十四）

○

78 　　老人扶養人数 老人扶養親族の数
（所得税法第二条の三十四）

○

79 　　一般扶養人数 一般扶養親族の数
（所得税法第二条の三十四）

○

80 　　特定扶養人数 特定扶養親族の数
（所得税法第二条の三十四）

○

81 　　同居特別障害者内数 同居特別障害者である扶養親族の数
82 　　特別障害者人数 特別障害者の数

（地方税法第三十四条第一項第六号）
○

83 　　普通障害者人数 一般の障害者の数
（地方税法第三十四条第一項第六号）

○

84 　本人情報 ○
85 　　本人障害区分 本人が障害者であるかどうかの、障害であれば普通か特別かを表す区分 ○
86 　　本人寡婦区分 本人が寡婦に該当するかどうか、該当する場合は、男性か女性かを表す区分該当するかどうか

を表す区分
（地方税法第三十四条第一項第八号）

○

87 　　本人勤労学生区分 本人が勤労学生に該当するかどうかを表す区分
（地方税法第三十四条第一項第九号）

○

88 　　本人未成年区分 本人が未成年に該当するかどうかを表す区分
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連携データ項目（新№１．児童扶養手当の認定申請における手続の効率化） 別紙３．３－１－１

連携データ項目【住民票の写し】

1 住民票の写し ○
2   自治体名
3   世帯主 住民票の写しに記載する世帯主漢字氏名を表す。 ○
4   住所 住民票の写しに記載する現住所を表す。 ○
5 　世帯員情報 ○
6 　  カナ氏名 住民票の写しに記載する本人カナ氏名を表す。 ○
7   　漢字氏名 住民票の写しに記載する本人漢字氏名を表す。 ○
8   　生年月日 住民票の写しに記載する本人生年月日を表す。 ○
9   　性別 住民票の写しに記載する性別を表す。 ○
10   　続柄漢字 住民票の写しに記載する続柄漢字を表す。 ○
11   　住民票コード 住民票の写しに記載する住民票コードを表す。
12   　住民日 住民票の写しに記載する住民となった日を表す。 ○
13  　 住定日 住民票の写しに記載する住定日を表す。 ○
14  　 届出日 住民票の写しに記載する届出日を表す。
15 　　戸籍情報 ○
16   　　本籍 住民票の写しに記載する本籍地を表す。 ○
17   　　筆頭者 住民票の写しに記載する筆頭者漢字氏名を表す。
18 　　前住所情報
19   　　前住所 住民票の写しに記載する前住所を表す。
20 　　転出先情報
21   　  転出先 住民票の写しに記載する転出先を表す。
22 　　　予定日 住民票の写しに記載する転出先予定日を表す。
23   　  予届出日 住民票の写しに記載する転出先予定届出日を表す。
24 　　実定地情報
25 　　　実定地 住民票の写しに記載する実定地を表す。
26 　　　実定日 住民票の写しに記載する実定日を表す。
27 　　　通知日 住民票の写しに記載する通知日を表す。
28   備考日付 住民票の写しに記載する備考の日付を表す。
29   備考メッセージ 住民票の写しに記載する備考の内容を表す。
30   認証文 住民票の写しに記載する認証文を表す。
31   発行日 住民票の写しに記載する発行日を表す。
32   首長名 住民票の写しに記載する首長名を表す。

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№１．児童扶養手当の認定申請における手続の効率化） 別紙３．３－１－１

連携データ項目【年金受給情報】

1 年金受給情報 ○
2 　団体間共通識別番号
3 　氏名
4 　年金情報 繰り返し ○
5 　　加入有無 ○
6 　　年金種類 ○
7 　　備考
8 　　支給開始年月日 ○
9 　　基礎年金番号

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№１．児童扶養手当の認定申請における手続の効率化） 別紙３．３－１－１

連携データ項目【診断書等】

1 診断書等 ○
2 　氏名
3 　生年月日
4 　年齢
5 　性別
6 　住所
7 　障害の原因となった傷病名 ○
8 　傷病の原因または誘因 ○
9 　傷病発生年月日 ○
10 　障害の原因となった傷病のため初めて医師の診断を受けた日 ○
11 　将来再認定の要 ○
12 　現症 ○
13 　　眼所見 ○
14 　　視力 ○
15 　　視野 ○
16 　現症時の日常生活活動能力 ○
17 　予後 ○
18 　備考 ○
19 　診断日 ○
20 　医療機関名
21 　医療機関の住所 ○
22 　医師名 ○

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№１．児童扶養手当の認定申請における手続の効率化） 別紙３．３－１－１

連携データ項目【口座有無情報】

1 口座有無情報 ○
2 　口座有無 ○
3 　金融機関コード
4 　金融機関名称
5 　支店コード
6 　支店名称
7 　口座番号
8 　口座種別 預金種目
9 　名義人カナ名

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携情報一覧
必須／条件付

条件の詳細
1 戸籍全部事項証明書 本籍地市町村／戸籍 必須 生活を援助してくれる身内がいないことを確認するため

・配偶者、絶対的扶養義務者、相対的扶養義務者（生活暦に見て取れる場
合）等の扶養関係の確認

・要保護者（保護世帯の世帯員）
・要保護者の扶養義務者

2 所得証明書 1月1日時点の住所地市町村／個人住民
税

必須 生活を維持して行けるだけの収入が無いことを確認するため
・所得額の確認
・控除額の確認
・収入額の確認

・要保護者（保護世帯の世帯員）
・要保護者の扶養義務者

3 固定資産情報 固定資産所在地の市町村／固定資産税 必須 ※本人に申告させるが、申告以外
に下記の市町村に照会する。
・現住所地町村
・前住所地
・本籍地

最低生活費に充当できる様な財産が無いことを確認する
・固定資産の有無の確認
・評価額の確認

・要保護者（保護世帯の世帯員）
・要保護者の扶養義務者

4 国民健康保険加入情報 現住所地市町村／国民健康保険 条件付 国民健康保険の被保険者である場
合

公費負担医療と支払う保険料を把握する。
・国民健康保険の加入有無の確認
・保険料

・要保護者（保護世帯の世帯員）

5 後期高齢者医療保険加入情報 現住所地市町村／後期高齢者医療 条件付 後期高齢者医療の被保険者である
場合

公費負担医療と支払う保険料を把握する。
・後期高齢者医療保険の加入有無の確認
・保険料

・要保護者（保護世帯の世帯員）

6 介護保険資格・高額給付情報 現住所地市町村／介護保険 条件付 介護保険の被保険者である場合 公費負担医療支払う保険料、高額給付を受けている額等を把握する。
・被保険者区分の確認
・保険料
・自己負担額の確認
・サービス給付額の確認

・要保護者（保護世帯の世帯員）

7 手帳情報 現住所地市町村／障害者福祉 条件付 身体障害者手帳・療育手帳・精神保
健福祉手帳のいずれかを持ってい
る場合
※収入申告書に記載

自立支援法等に規定されるサービスを受けられる根拠があることを確認する
ため
・障害の有無の確認
・障害の種類の確認

・要保護者（保護世帯の世帯員）

8 子ども手当受給情報 現住所地市町村／子ども手当 条件付 手当を受給している場合
※収入申告書に記載

生活を維持して行けるだけの収入が無いことを確認するため
・受給有無の確認
・受給額の確認
・有効期限の確認

・要保護者（保護世帯の世帯主（受
給者））

9 児童扶養手当受給情報 現住所地市町村／児童扶養手当 条件付 手当を受給している場合
※収入申告書に記載

生活を維持して行けるだけの収入が無いことを確認するため
・受給有無の確認
・受給額の確認
・有効期限の確認

・要保護者（保護世帯の世帯員）

10 軽自動車車両情報 軽自動車登録地の市町村／軽自動車税 条件付 軽自動車を保有する場合
（資産申告書に記載）

※本人に申告させるが、申告以外
に下記の市町村に照会する。
・現住所地町村

最低生活に充当できるる様な財産が無いことを確認するため
・軽自動車の保有有無の確認
・所有者の確認
・使用者の確認

・要保護者（保護世帯の世帯員）

11 年金受給情報 年金事業者 条件付 年金を受給している場合
※収入申告書に記載

生活を維持して行けるだけの収入が無いことを確認するため
・受給有無の確認
・受給額の確認

・要保護者（保護世帯の世帯員）

12 医療保険加入情報 医療保険者（国民健康保険者以外） 条件付 医療保険の被保険者である場合 医療保険及び保険料を把握する。
・医療保険（国保以外）の加入有無の確認
・保険料

・要保護者（保護世帯の世帯員）

13 雇用保険受給情報 公共職業安定所 条件付 労災がある場合
※収入申告書に記載

生活を維持して行けるだけの収入が無いことを確認するため（失業手当、訓練
手当の確認）
・受給有無の確認
・受給額の確認

・要保護者（保護世帯の世帯員）

No 連携データ 情報の用途 情報の対象者連携先
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携情報一覧
必須／条件付

条件の詳細
No 連携データ 情報の用途 情報の対象者連携先

14 自動車車両情報 運輸支局 条件付 自動車を保有する場合
※資産申告書に記載

最低生活費に充当出来る様な財産が無いことを確認するため
・自動車の保有有無の確認
・所有者の確認
・使用者の確認

・要保護者（保護世帯の世帯員）

15 労災受給情報 労働基準監督署 条件付 労災がある場合
※収入申告書に記載

生活を維持して行けるだけの収入が無いことを確認するため
・受給有無の確認
・受給額の確認

・要保護者（保護世帯の世帯員）

16 住民票の写し （住基ネット）
現住所地市町村／住民基本台帳

必須 要保護者の同一世帯員を確認するため
・世帯構成の確認
・同居人の有無の確認

・要保護者（保護世帯の世帯員）

17 戸籍の附票の写し 本籍地市町村／戸籍 条件付 照会先（1月1日住所地）がわからな
い場合

所得証明書情報の照会先を確認するため
・住所地履歴の確認

・要保護者（保護世帯の世帯員）

18 銀行預金額 銀行 必須 生活資金に換算出来る様な財産が無いことを確認するため
・預金残高の確認

・要保護者（保護世帯の世帯員）

19 郵便貯金額 郵便局 必須 生活資金に換算出来る様な財産が無いことを確認するため
・預金残高の確認

・要保護者（保護世帯の世帯員）

20 簡易保険加入情報 郵便局 必須 生活資金に換算出来る様な財産が無いことを確認するため
・簡易保険の加入有無の確認

・要保護者（保護世帯の世帯員）

21 生命保険加入情報 生命保険会社 必須 生活資金に換算出来る様な財産が無いことを確認するため
・生命保険の加入有無の確認

・要保護者（保護世帯の世帯員）

22 生命保険解約金額 生命保険会社 必須 生活資金に換算出来る様な財産が無いことを確認するため
・生命保険の解約金額の確認

・要保護者（保護世帯の世帯員）

23 医療要否意見書 医療機関 条件付 疾病を理由とする場合 医療扶助の給付対象を特定するため
・疾病情報の確認
・診察見込期間の確認
・概算医療費の確認

・要保護者（保護世帯の世帯員）

24 検診書 医療機関 条件付 疾病を理由とする場合 医療扶助の給付対象を特定するため
・病状の確認
・検診目的に対する回答（稼働能力判定等）の確認

・要保護者（保護世帯の世帯員）

25 保護決定情報 現住所地町村
／《福祉》、
　国民健康保険、
　後期高齢者医療
　国民年金、
　障害者福祉、
　介護保険、
　乳幼児医療、
　ひとり親医療、
　就学

必須 生活保護の受給が決定された場合 現住所地の町村に対し、要保護者に対する生活保護受給決定の事実を伝達
するため（2重給付の防止等）

・要保護者（保護世帯の世帯員）

26 給与所得情報 雇用主 条件付 雇用されている場合 生活を維持して行けるだけの収入が無いことを確認するため
・給与所得額

・要保護者（保護世帯の世帯員）

27 法務局登記情報 法務局 条件付 固定資産を保有している場合 対象の資産の担保状況を確認する ・要保護者（保護世帯の世帯員）
・要保護者の扶養義務者

追加 28 特別障害者給付金受給情報 日本年金機構 条件付 心身に重度の障害がある在宅の２
０歳以上で、日常生活において常時
特別の介護を必要とする場合

生活を維持して行けるだけの収入が無いことを確認するため
・特別障害者給付金

・要保護者（保護世帯の世帯員）
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携データ項目【戸籍全部事項証明書】

1 戸籍全部事項証明書 ○
2   本籍
3 　筆頭者団体間共通識別番号
4 　筆頭者氏名
5 　戸籍事項情報 ○
6 　　戸籍事項タイトル ○
7 　　戸籍事項 ○
8 　戸籍に登録されている者情報 人数分繰り返し ○
9 　　除籍等区分 ○
10 　　団体間共通識別番号
11 　　氏名 ○
12 　　生年月日 ○
13 　　配偶者区分 夫か妻の区分 ○
14 　　実父母の情報 ○
15 　　　父の団体間共通識別番号
16 　　　父の氏名 ○
17 　　　母の団体間共通識別番号
18 　　　母の氏名 ○
19 　　　父母との続柄 ○
20 　　養父母の情報 ○
21 　　　父の団体間共通識別番号
22 　　　父の氏名 ○
23 　　　母の団体間共通識別番号
24 　　　母の氏名 ○
25 　　　父母との続柄 ○
26 　　身分事項情報 ○
27 　　　身分事項タイトル ○
28 　　　身分事項 項目名を含め、必要事項(身分事項発生により戸籍がかわった場合、その戸籍と称する氏）を編

集してセットすることを想定。
○

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携データ項目【所得証明書】

1 所得証明書 ○
2 　課税対象者情報
3 　　団体間共通識別番号
4 　　氏名
5 　　賦課期日住所
6 　課税情報 ○
7 　　相当年度 賦課の対象となる年度（課税すべき年度） ○
8 　　年税額 市区町村民税額と都道府県民税額の合計 ○
9 　　市区町村民税額情報
10 　　　市区町村民税均等割額 地方税法第292条第1項第1号。地方税法第323に規定する市区町村民税の減免があった場合

は、減免後
11 　　　市区町村民税所得割額 地方税法第292条第1項第2号。同法第323に規定する市区町村民税の減免があった場合は、減

免後。同法第314条の7（外国税額控除）及び同法附則第5条第2項（配当控除）の規定は適用し
ない

12 　　都道府県民税額情報
13 　　　都道府県民税均等割額
14 　　　都道府県民税所得割額
15 　　課税総所得額等 課税の対象となる金額（所得金額から所得控除の合計額を差し引いた金額）（分離分を含む）
16 　総合分
17 　　営業所得額
18 　　農業所得額 肉用牛の売却による所得（免税対象の所得）を含む
19 　　不動産所得額
20 　　利子所得額
21 　　株式配当所得額 市配当控除が1.6%の配当所得
22 　　証券投資配当所得額 市配当控除が0.8%の配当所得
23 　　外貨建配当所得額 市配当控除が0.4%の配当所得
24 　　配当控除無配当所得 市配当控除が0%の配当所得
25 　　給与所得額 税法上の給与控除額を超える特定支出控除がある場合は、その控除後の額
26 　　公的年金等雑所得額 公的年金等の雑所得
27 　　その他雑所得額 公的年金等以外の雑所得
28 　　雑所得合計額 （公的年金等雑所得額－公的年金等控除額）＋その他雑所得額
29 　　短期譲渡所得額 特別控除後の金額
30 　　長期譲渡所得額 特別控除後損益通算前１／２前の金額
31 　　一時所得額 特別控除後損益通算前１／２前の金額
32 　　譲渡一時所得額
33 　　給与収入額 給与主たる収入額＋給与一般収入額＋給与専従者収入額
34 　　公的年金収入額
35 　分離分
36 　　分離短期土地等事業・雑所得額 地方税法附則第33条の3第1項
37 　　分離短期譲渡一般所得額 特別控除前の金額。一般の短期譲渡所得
38 　　分離短期譲渡軽減所得額 特別控除前の金額。国または地方公共団体に対する土地等の譲渡に係る所得
39 　　分離長期譲渡一般所得額 特別控除前の金額。一般の長期譲渡所得
40 　　分離長期譲渡特定所得額 特別控除前の金額。優良住宅地等に係る長期譲渡所得
41 　　分離長期譲渡軽課所得額 特別控除前の金額。居住用財産の長期譲渡所得
42 　　分離短期一般特別控除額 「分離短期一般譲渡所得額」から控除される特別控除額
43 　　分離短期軽減特別控除額 「分離短期軽減譲渡所得額」から控除される特別控除額
44 　　分離長期一般特別控除額 「分離長期一般譲渡所得額」から控除される特別控除額
45 　　分離長期特定特別控除額 「分離長期特定譲渡所得額」から控除される特別控除額

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携データ項目【所得証明書】

使用する項目№ 連携データ 項目説明

46 　　分離長期軽課特別控除額 「分離長期軽課譲渡所得額」から控除される特別控除額
47 　　合計所得額 地方税法上の合計所得（分離退職所得は除く）
48 　　繰越純損失額
49 　　繰越雑損失額
50 　　繰越株式損失額
51 　　繰越先物損失額
52 　　繰越居住用損失額
53 　控除情報 ○
54 　　雑損控除額 前年中、災害等により日常生活に必要な資産に損害を受けた場合の控除相当額
55 　　医療費控除額 前年中、本人や本人と生計をともにする親族のために医療費を支払った場合の控除相当額
56 　　社会保険控除額 前年中、本人や本人と生計をともにする親族のために社会保険料（国民健康保険、国民年金な

ど）を支払った場合、支払った額
57 　　小規模企業共済掛金控除額 前年中、小規模企業共済法の規定による第１種共済契約の掛金、心身障害者扶養共済制度に

基づく掛金を支払った場合、支払った額
58 　　生命保険住民税控除額 受取人が本人か配偶者又は親族となっている生命保険契約・個人年金保険契約などで、支払っ

た額（支払った保険料ー配当を受けた金額）により控除される金額。
○

59 　　損害保険住民税控除額 本人や生計を一にする配偶者又は親族が所有する家屋・家財や、これらの方の身体の障害な
どを保険の対象とする損害保険契約等について支払った額で（支払った保険料ー配当を受けた
金額）、控除される金額。短期と長期の合計の控除額。

60 　　寄付金住民税控除額 共同募金会、日本赤十字社への募金、または都道府県・市区町村に対する寄付を行った場合の
控除相当額

61 　　障害者控除額 本人、控除対象配偶者又は扶養親族が障害者である場合の控除額合計
62 　　老年者控除額 本人、控除対象配偶者又は扶養親族が老年者である場合の控除額合計
63 　　寡婦控除額 寡婦に該当する場合、その控除額
64 　　勤労学生控除額 前年中、自己の勤労に基づく給与所得が有り、合計所得金額が65万円以下で、そのうち自己の

勤労によらない所得の合計額が10万円以下の場合、その控除額
65 　　配偶者控除額 配偶者控除に該当する場合、その控除額
66 　　配偶者特別控除額 配偶者特別控除に該当する場合、その控除額
67 　　扶養控除額 扶養控除の対象となる親族がいる場合、その控除額の合計
68 　　基礎控除額 基礎控除額
69 　　控除計 控除額の合計。「雑損控除額」から「基礎控除額 」までの合計
70 　　控除対象配偶者区分 配偶者控除の区分
71 　　同居老人扶養人数 老人扶養親族（同居老親等）の数
72 　　老人扶養人数 老人扶養親族の数
73 　　一般扶養人数 一般扶養親族の数
74 　　特定扶養人数 特定扶養親族の数
75 　　同居特別障害者内数 同居特別障害者である扶養親族の数
76 　　特別障害者人数 特別障害者の数
77 　　普通障害者人数 一般の障害者の数
78 　本人情報
79 　　本人障害区分 本人が障害者であるかどうかの、障害であれば普通か特別かを表す区分
80 　　本人寡婦区分 本人が寡婦に該当するかどうか、該当する場合は、男性か女性かを表す区分該当するかどうか

を表す区分
81 　　本人勤労学生区分 本人が寡婦に該当するかどうか、該当する場合は、男性か女性かを表す区分
82 　　本人未成年区分 本人が未成年に該当するかどうかを表す区分
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携データ項目【固定資産情報】

1 固定資産情報 ○
2 　対象者情報
3 　　団体間共通識別番号
4 　　氏名
5 　　住所
6 　不動産の有無 ○
7 　土地情報
8 　　土地所在地 ○
9 　　地番 ○
10 　　現況地目コード ○
11 　　現況地積 ○
12 　　評価額 ○
13 　家屋情報
14 　　家屋所在地 ○
15 　　家屋番号 ○
16 　　種類コード ○
17 　　床面積 ○
18 　　評価額 ○
19 　備考

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携データ項目【国民健康保険加入情報】

1 国民健康保険加入情報 ○
2 　団体間共通識別番号
3 　氏名
4 　健康保険情報 ○
5 　　加入有無 ○
6 　　健康保険制度の種類
7 　賦課情報 ○
8 　　相当年度 ○
9 　　保険料額 年額 ○
10 　備考

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携データ項目【後期高齢者医療保険加入情報】

1 後期高齢者医療保険加入情報 ○
2 　団体間共通識別番号
3 　氏名
4 　健康保険情報 ○
5 　　加入有無 ○
6 　　健康保険制度の種類
7 　賦課情報 ○
8 　　相当年度 ○
9 　　保険料額 年額 ○
10 　備考

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携データ項目【介護保険資格・高額給付情報】

1 介護保険資格・高額給付情報 ○
2 　識別番号 住基システムや外国人登録システムなどにより、一つの自治体内で一意に個人を特定するため

に振られる番号
3 　被保険者番号 識別番号で特定される個人に交付されている介護保険被保険者証に付与されている介護保険

の被保険者番号
4 　介護有無 識別番号で特定される個人が、介護保険の資格を保有しているか否かを設定する。また、資格

保有者の場合、第1号被保険者か第2号被保険者かを設定する。
○

5 　認定区分 当該個人が行政基準に照らし、要介護者と認定されているか否かを示す ○
6 　要介護状態区分 当該個人が要介護者と認定されている場合、その要介護状態が行政の認定基準区分のうちど

れに該当するかを示す
○

7 　認定期間開始日 当該個人が要介護認定もしくは要支援認定された後、介護保険サービスの利用が開始できる年
月日を記載

○

8 　認定期間終了日 当該個人の要介護認定、もしくは要支援認定の有効期間が終了し、介護保険サービスの利用不
可となる年月日を記載

○

9 　喪失年月日 市外への転出、死亡等の事由により、当該個人が介護保険の被保険者資格を喪失した年月日
10 　喪失事由 当該個人が介護保険の被保険者資格を失った理由を示す
11 　高額給付情報 ○
12 　　利用月 当該個人が利用した介護サービスの１割の利用者負担の合計額が、一定の額を超えた年月情

報を記載。
○

13 　　利用者負担額 上記に設定した利用月に、個人が負担した介護保険サービス料の総額 ○
14 　　高額介護サービス費 同じ月に個人が負担した介護保険サービス料が自己負担上限額をうわまった場合に、その超過

分として支給された高額介護サービス費の総額
○

15 　賦課情報 ○
16 　　相当年度 ○
17 　　保険料額 年額 ○

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携データ項目【手帳情報】

1 手帳情報 ○
2 　団体間共通識別番号
3 　氏名 対象者の氏名
4 　各種手帳情報 繰り返し ○
5 　　取得の有無 ○
6 　　現在取得の手帳種類 ○
7 　　再認定要否 ○
8 　　備考

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携データ項目【子ども手当受給情報】

1 子ども手当受給情報 ○
2 　受給者情報 ○
3 　　受給者番号 受給者世帯を特定するために振られる番号
4 　　受給者氏名 　
5 　　子ども手当支給有無 ○
6 　　子ども手当支給人数 　 ○
7 　　手当月額 月額 ○
8 　　支給開始年月 ○
9 　受給児童情報 ○
10 　　員番
11 　　受給児童氏名 対象児童 ○

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携データ項目【児童扶養手当受給情報】

1 児童扶養手当受給情報 ○
2 　受給者情報 ○
3 　　受給者番号 受給者世帯を特定するために振られる番号
4 　　受給者氏名 　
5 　　児童扶養手当支給有無 ○
6 　　児童扶養手当支給人数 　 ○
7 　　特別児童扶養手当支給有無 ○
8 　　特別児童扶養手当支給人数 ○
9 　　手当月額 月額 ○
10 　　支給開始年月 ○
11 　受給児童情報 ○
12 　　員番
13 　　受給児童氏名 対象児童 ○

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携データ項目【軽自動車車両情報】

1 軽自動車車両情報 ○
2 　標識情報 ○
3 　　新標識 ○
4 　　　標識番号1 自動車の種別及び用途による分類番号を表示する三けた以下のアラビア数字（左詰め） ○
5 　　　標識記号 自家用又は事業用の別等を表示する平仮名またはローマ字 ○
6 　　　標識番号2 一連指定番号を表す ○
7 　　　標識サイン 標識の表示方法を表す
8 　　旧標識 ○
9 　　　標識番号1
10 　　　標識記号
11 　　　標識番号2
12 　　　標識サイン
13 　車名 軽自動車の種別 ○
14 　車台番号
15 　型式 ○
16 　年式 ○
17 　型式番号
18 　型式認定番号
19 　総排気量（定格出力） ○
20 　排気量区分 ○
21 　営業・自家用区分情報 ○
22 　　新営業・自家用区分 ○
23 　　旧営業・自家用区分
24 　納税義務者情報
25 　　団体間共通識別番号
26 　　氏名
27 　　生年月日
28 　　住所
29 　　電話番号
30 　使用者情報
31 　　新使用者情報 ○
32 　　　団体間共通識別番号
33 　　　氏名 ○
34 　　　生年月日 ○
35 　　　住所 ○
36 　　　電話番号
37 　　旧使用者情報
38 　　　団体間共通識別番号
39 　　　氏名
40 　　　生年月日
41 　　　住所
42 　　　電話番号
43 　所有者情報
44 　　新所有者情報 ○
45 　　　団体間共通識別番号
46 　　　氏名 ○
47 　　　生年月日 ○
48 　　　住所 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携データ項目【軽自動車車両情報】

№ 連携データ 項目説明 使用する項目

49 　　　電話番号
50 　　旧所有者情報
51 　　　団体間共通識別番号
52 　　　氏名
53 　　　生年月日
54 　　　住所
55 　　　電話番号
56 　定置場情報
57 　　新定置場
58 　　旧定置場
59 　受理年月日
60 　所有形態
61 　所有形態備考
62 　申告理由
63 　備考
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携データ項目【年金受給情報】

1 年金受給情報 ○
2 　団体間共通識別番号
3 　氏名
4 　年金情報 繰り返し ○
5 　　加入有無 ○
6 　　年金種類 ○
7 　　年金受給額 ○
8 　　備考
9 　受給権残月数 ○

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携データ項目【医療保険加入情報】

1 医療保険加入情報 ○
2 　団体間共通識別番号
3 　氏名
4 　健康保険情報 ○
5 　　加入有無 ○
6 　　健康保険制度の種類 ○
7 　賦課情報 ○
8 　　相当年度 ○
9 　　保険料額 年額 ○
10 　備考

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携データ項目【雇用保険受給情報】

1 雇用保険受給情報 ○
2 　調査対象者住所
3 　氏名
4 　氏名(ｶﾅ)
5 　性別
6 　生年月日
7 　受給有無 ○
8 　受給額 ○

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携データ項目【自動車車両情報】

1 自動車車両情報 ○
2 　識別番号
3 　申請年度
4 　行番号
5 　所有者 ○
6 　使用者 ○
7 　車種 ○
8 　ナンバー 標識 ○
9 　年式 ○
10 　排気量 ○
11 　保有区分 営業/自家用 ○
12 　指示日
13 　指示内容
14 　指示結果
15 　備考

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携データ項目【労災受給情報】

1 労災受給情報 ○
2 　調査対象者住所
3 　氏名
4 　氏名(ｶﾅ)
5 　性別
6 　生年月日
7 　受給有無 ○
8 　受給額 ○

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携データ項目【住民票の写し】

1 住民票の写し ○
2   自治体名
3 　世帯主氏名 世帯主の漢字氏名 ○
4 　住所 世帯の住所 ○
5 　世帯員情報 世帯員の情報 ○
6   　カナ氏名 ○
7   　漢字氏名 世帯員の氏名 ○
8   　生年月日 世帯員の生年月日 ○
9   　性別 世帯員の性別 ○
10   　続柄漢字 世帯主との続柄 ○
11   　住民票コード 世帯員住民票コード
12   　住民日 住民となった日 ○
13   　住定日 住所を定めた日
14   　届出日 住所を定めた届出年月日
15 　　戸籍情報 ○
16   　　本籍 本籍地 ○
17  　　　筆頭者 筆頭者の氏名
18 　　前住所情報 ○
19   　　前住所 前住所 ○
20   発行日 発行日
21   長名 首長名

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携データ項目【戸籍の附票の写し】

1 戸籍の附票の写し ○
2 　編製日
3 　本籍
4 　筆頭者
5 　附票に記載されている者の情報 ○
6 　　除籍有無
7 　　氏名 ○
8 　　住所 ○
9 　　住定日 ○
10 　発行番号
11 　発行日

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携データ項目【銀行預金額】

1 銀行預金額 ○
2 　識別番号 住民基本台帳システムや外国人登録システムにより、一つの自治体内で一意に個人を特定する

ために振られる番号。
3 　連番
4 　預金有無 ○
5 　調査日
6 　機関コード
7 　機関名
8 　預金額 ○

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携データ項目【郵便貯金額】

1 郵便貯金額 ○
2 　識別番号 住民基本台帳システムや外国人登録システムにより、一つの自治体内で一意に個人を特定する

ために振られる番号。
3 　連番
4 　預金有無 ○
5 　調査日
6 　機関コード
7 　機関名
8 　預金額 ○

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携データ項目【簡易保険加入状況】

1 簡易保険加入状況 ○
2   識別番号 住民基本台帳システムや外国人登録システムにより、一つの自治体内で一意に個人を特定する

ために振られる番号。
3 　連番
4 　加入有無 ○
5 　調査日
6 　機関コード
7 　機関名

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携データ項目【生命保険加入情報】

1 生命保険加入情報 ○
2 　生命保険会社名
3 　契約者氏名
4 　生年月日
5 　性別
6 　契約詳細情報 ○

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携データ項目【生命保険解約金額】

1 生命保険解約金額 ○
2 　生命保険会社名
3 　契約者氏名
4 　生年月日
5 　性別
6 　解約金額情報 ○

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携データ項目【医療要否意見書】

1 医療要否意見書 ○
2 　区分 ○
3 　　医療区分 医科、歯科の区分 ○
4 　　発行区分 新規、継続の区分 ○
5 　　発行番号 ○
6 　　受理年月日
7 　　地区担当者 当該地区において意見書管理する地区毎の担当者名
8 　　発行取扱者 当該意見書を発行、管理する担当者名 ○
9 　対象者情報 医療要否認の対象者
10 　　住所 　
11 　　氏名
12 　　性別
13 　　生年月日
14 　疾病情報 ○
15 　　疾病名・部位（１） ○
16 　　疾病名・部位（２） ○
17 　　疾病名・部位（３） ○
18 　　初診年月日（１） ○
19 　　初診年月日（２） ○
20 　　初診年月日（３） ○
21 　転帰情報 ○
22 　　転帰年月日 ○
23 　　転帰区分 治癒、死亡、中止の区分 ○
24 　主要症状及び今後の予定 ○
25 　　現在の状況 ○
26 　　診療予定 ○
27 　　検査結果 ○
28 　診察見込期間 ○
29 　　入院外・入院区分 近後の診察における入院／入院外の区分 ○
30 　　期間 診察見込み期間 ○
31 　概算医療費 ○
32 　　今回診療日以降1ヶ月間医療費 ○
33 　　うち入院費 ○
34 　　2ヶ月目以降6ヶ月目まで医療費 ○
35 　　うち入院費 ○
36 　　院外処方有無 ○
37 　　稼働能力有無 ○
38 　　稼働能力有の場合、程度 ○
39 　医療要否情報 ○
40 　　医療要否区分 入院外・入院の区分 ○
41 　　要否 要する／要しない ○
42 　　作成年月日 ○
43 　指定医療機関情報
44 　　住所
45 　　名称 ○
46 　　　院（所）長氏名
47 　　　診療科名 ○
48 　　　担当医師名 診察を行なう担当医師名。 ○

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携データ項目【医療要否意見書】

使用する項目№ 連携データ 項目説明

49 　嘱託医意見 ○
50 　　意見欄 ○
51 　　承認期間（開始日）
52 　　承認期間（終了日）
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携データ項目【検診書】

1 検診書 ○
2 　検診者 ○
3 　　住所 ○
4 　　氏名
5 　　生年月日
6 　傷病名 ○
7 　病状 ○
8 　検診目的に対する回答 ○
9 　稼動能力レベル ○

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携データ項目【保護決定情報】

1 保護決定情報 都道府県福祉事務所での受給決定を、現住所地の町村へ通知するための情報 ○
2 　ケース番号
3 　氏名
4 　住所
5 　申請日
6 　支給日 ○
7 　保護開始日 ○
8 　決定理由 ○
9 　保護の種類及び支給額 ○
10 　　生活扶助額 ○
11 　　住宅扶助額 ○
12 　　教育扶助額 ○
13 　　その他 ○
14 　　合計 ○
15 　備考

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携データ項目【給与所得情報】

1 給与所得情報 ○
2 　氏名
3 　住所
4 　対象年分 ○
5 　種別 給与、賞与等の別 ○
6 　支払金額 ○
7 　給与所得控除後の金額 ○
8 　所得控除の額の合計額 ○
9 　支払者名称 ○

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携データ項目【法務局登記情報】

追加 1 法務局登記情報 ○
追加 2 　土地情報 ○
追加 3 　　所在地 ○
追加 4 　　担保有無 ○
追加 5 　家屋情報 ○
追加 6 　　所在地 ○
追加 7 　　担保有無 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）） 別紙３．３－１－２

連携データ項目【特別障害者給付金受給情報】

1 特別障害者給付金受給情報 ○
2 　対象者情報 ○
3 　　氏名
4 　　受給有無 　 ○
5 　　給付金 月額 ○
6 　　支給開始年月 ○

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

連携情報一覧
必須／条件付

条件の詳細
1 （自動車税） 自動車登録地の都道府県／自動車税 条件付 自動車を保有している場合 自身の申告内容を把握するため

・申告の内容を提供
・利用者自身

2 （個人住民税） 1月1日時点の住所地市町村／個人住民
税

条件付 所得等の申告をしている場合 自身の申告内容を把握するため
・申告の内容を提供

・利用者自身

3 （固定資産税） 固定資産所在地の市町村／固定資産税 条件付 固定資産を保有している場合 自身の申告内容を把握するため
・申告の内容を提供

・利用者自身

4 （軽自動車税） 軽自動車登録地の市町村／軽自動車税 条件付 軽自動車を保有している場合 自身の申告内容を把握するため
・申告の内容を提供

・利用者自身

5 （所得税） 税務署 条件付 所得等の申告をしている場合 自身の申告内容を把握するため
・申告の内容を提供

・利用者自身

6 （自動車税） 自動車登録地の都道府県／自動車税 条件付 自動車税の賦課対象者の場合 ・利用者自身
7 （個人住民税） 1月1日時点の住所地市町村／個人住民

税
条件付 個人住民税の賦課対象者の場合 ・利用者自身

8 （固定資産税） 固定資産所在地の市町村／固定資産税 条件付 固定資産税の賦課対象者の場合 ・利用者自身
9 （軽自動車税） 軽自動車登録地の市町村／軽自動車税 条件付 軽自動車税の賦課対象者の場合 ・利用者自身
10 （所得税） 税務署 条件付 所得税の賦課対象者の場合 ・利用者自身
11 （自動車税） 自動車登録地の都道府県／自動車税 条件付 自動車税の賦課対象者の場合 ・利用者自身
12 （個人住民税） 1月1日時点の住所地市町村／個人住民

税
条件付 個人住民税の賦課対象者の場合 ・利用者自身

13 （固定資産税） 固定資産所在地の市町村／固定資産税 条件付 固定資産税の賦課対象者の場合 ・利用者自身
14 （軽自動車税） 軽自動車登録地の市町村／軽自動車税 条件付 軽自動車税の賦課対象者の場合 ・利用者自身
15 （所得税） 税務署 条件付 所得税の賦課対象者の場合 ・利用者自身
16 （国民健康保険） 現住所地の市町村／国民健康保険 条件付 国民健康保険の被保険者であり、

保険料を支払っている場合
・利用者自身

17 （後期高齢者医療） 現住所地の市町村／後期高齢者医療 条件付 後期高齢者医療の被保険者であ
り、保険料を支払っている場合

・利用者自身

18 （健康保険） 医療保険者 条件付 健康保険の被保険者であり、保険
料を支払っている場合

・利用者自身

19 （年金） 年金保険者 条件付 年金の加入者であり、保険料を支
払っている場合

・利用者自身

20 （国民健康保険） 現住所地の市町村／国民健康保険 条件付 健康保険等の被保険者である場合 ・利用者自身
21 （後期高齢者医療） 現住所地の市町村／後期高齢者医療 条件付 健康保険等の被保険者である場合 ・利用者自身
22 （健康保険） 医療保険者 条件付 健康保険等の被保険者である場合 ・利用者自身
23 （身体障害者） 現住所地の市町村／障害者福祉 条件付 障害者である場合（身体障害者と認

定されている場合）
・利用者自身

24 （知的障害者） 現住所地の市町村／障害者福祉 条件付 障害者である場合（知的障害者と認
定されている場合）

・利用者自身

25 （精神障害者） 現住所地の市町村／障害者福祉 条件付 障害者である場合（精神障害者と認
定されている場合）

・利用者自身

26 税務署 条件付 サラリーマンや公務員などの給与所
得者の場合

12月の最終支払日に所得税を再計算し所得税の過不足を調整するため
・課税総支給額を提供
・控除額を提供

・利用者自身

27 金融機関 条件付 金融機関からお金を借りている場合
（住宅ローンを借り入れている場合）

借入金の残高を把握するため
・借入金（住宅ローン）の年末残高を提供

・利用者自身

28 保険会社 条件付 生命保険に加入している場合 生命保険の保険料を把握するため
・参考額（年間の支払額）を提供

・利用者自身

29 保険会社 条件付 損害保険に加入している場合 損害保険の保険料を把握するため
・参考額（年間の支払額）を提供

・利用者自身保険料情報（損害保険）

No 情報の用途 情報の対象者必要な情報

保険料情報（生命保険）

自身に課された保険料を把握するため
・保険料賦課額を提供

自身で支払った医療料を把握するため
・自己負担額を提供

自身の等級やサービスを把握するため
・障害有無を提供
・障害種類を提供

医療費情報

税（賦課）に対する、自身の納付状況を把握するため
・完納か未納か等を提供

年末調整情報

借入金の年末残高等証明書（住宅ローン）

障害者情報

連携先

保険料情報

申告内容

税（賦課）情報

納付情報

自身に対する税（賦課）額等を把握するため
・税（賦課）額等を提供
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

連携データ項目【申告内容（自動車税）】

1 申告内容（自動車税） ○
2 　申告書整理番号
3 　申告年月日 ○
4 　申告理由 ○
5 　申告理由備考 ○
6 　種別 ○
7 　種別備考 ○
8 　標識 ○
9 　　標識番号1 ○
10 　　標識記号 ○
11 　　標識番号2 ○
12 　　標識サイン ○
13 　納税義務発生年月日 ○
14 　旧標識 ○
15 　　標識番号1 ○
16 　　標識記号 ○
17 　　標識番号2 ○
18 　　標識サイン ○
19 　所有者住所 ○
20 　所有者氏名 ○
21 　所有者生年月日
22 　所有者電話番号
23 　使用者住所 ○
24 　使用者氏名 ○
25 　使用者生年月日
26 　使用者電話番号
27 　届出者住所
28 　届出者氏名
29 　届出者電話番号
30 　所有形態 ○
31 　所有形態備考 ○
32 　定置場住所
33 　旧定置場住所
34 　車名
35 　型式
36 　年式
37 　型式番号
38 　車台番号
39 　型式認定番号
40 　積載量 ○
41 　総排気量（定格出力） ○
42 　排気量区分 ○
43 　販売譲渡証明書　
44 　　年月日
45 　　住所
46 　　氏名

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

№ 連携データ 項目説明 使用する項目

47 　　電話番号
48 　備考 ○
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

連携データ項目【申告内容（個人住民税）】

1 申告内容（個人住民税） ○
2 　本年度１月１日の住所 ○
3 　氏名 ○
4 　電話番号 ○
5 　生年月日 ○
6 　収入金額 ○
7 　　給与収入金額 ○
8 　　公的年金等収入金額 ○
9 　所得金額 ○
10 　　営業所得金額 ○
11 　　農業所得金額 ○
12 　　不動産所得金額 ○
13 　　利子所得金額 ○
14 　　配当所得金額 ○
15 　　給与所得金額 ○
16 　　公的年金等所得金額 ○
17 　　雑その他の所得金額 ○
18 　　総合譲渡短期所得金額 ○
19 　　総合譲渡長期所得金額 ○
20 　　総合譲渡一時所得金額 ○
21 　　合計 ○
22 　特別控除額 ○
23 　　総合譲渡短期特別控除額 ○
24 　　総合譲渡長期特別控除額 ○
25 　　総合譲渡一時特別控除額 ○
26 　所得から差し引かれる金額 ○
27 　　雑損控除額 ○
28 　　医療費控除額 ○
29 　　社会保険料控除額 ○
30 　　小規模企業共済掛金控除額 ○
31 　　生命保険料控除 ○
32 　　　個人年金保険料の計 ○
33 　　　生命保険控除額 ○
34 　　損害保険料控除 ○
35 　　　長期保険料の計 ○
36 　　　損害保険控除額 ○
37 　　寄付金控除額 ○
38 　　本人障害者区分 ○
39 　　配偶者情報 ○
40 　　　生年月日 ○
41 　　　障害者に該当する場合 ○
42 　　　　同居別居の区分 ○
43 　　　　障害者区分 ○
44 　　　配偶者特別控除額 ○
45 　　　配偶者合計所得金額 ○
46 　　扶養控除 ○
47 　　　氏名 ○
48 　　　生年月日 ○

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

使用する項目№ 連携データ 項目説明

49 　　　同居別居の区分 ○
50 　　　障害者区分 ○
51 　　事業専従者 ○
52 　　　生年月日 ○
53 　　　専従者給与（控除）額 ○
54 　　所得控除計 ○
55 　　住宅借入金（取得）等控除 ○
56 　　所得税額 ○
57 　　専従者給与額の合計 ○
58 　住民税の納税方法 ○
59 　所得の内訳（源泉徴収税額） ○
60 　　所得の種類 ○
61 　　種目・所得の生ずる場所又は給与などの支払者の氏名・名称 ○
62 　　収入金額 ○
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

連携データ項目【申告内容（固定資産税）】

1 申告内容（固定資産税） ○
2 　相当年度 ○
3 　現住所 ○
4 　送付先住所 ○
5 　氏名 ○
6 　義務者電話番号 ○
7 　事業種目 ○
8 　資本金 ○
9 　事業開始年月日 ○
10 　応答者氏名 ○
11 　応答者電話番号 ○
12 　税理士等の氏名 ○
13 　税理士等の電話番号 ○
14 　短縮耐用年数承認区分 ○
15 　増加償却届出区分 ○
16 　非課税該当資産区分 ○
17 　課税標準特例区分 ○
18 　特例償却圧縮記帳区分 ○
19 　税務会計上償却方法区分 ○
20 　青色申告区分 ○
21 　事業所等資産の所在地 ○
22 　借用資産区分 ○
23 　借用資産貸主名称 ○
24 　事業所用家屋所有区分 ○
25 　備考 ○
26 　決算期１ ○
27 　決算期２ ○
28 　種類コード ○
29 　前年前取得価額 ○
30 　前年中減少価額 ○
31 　前年中取得価額 ○
32 　取得価額合計 ○
33 　帳簿価額 ○
34 　評価額 ○
35 　　土地_評価額 ○
36 　　家屋_評価額 ○
37 　　償却資産_評価額 ○
38 　決定価格 ○
39 　課税標準額 ○
40 　　土地_課税標準額 ○
41 　　家屋_課税標準額 ○
42 　　償却資産_課税標準額 ○

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

連携データ項目【申告内容（軽自動車税）】

1 申告内容（軽自動車税）　 ○
2 　申告書整理番号
3 　申告年月日 ○
4 　申告理由 ○
5 　申告理由備考 ○
6 　種別 ○
7 　種別備考 ○
8 　標識 ○
9 　　標識番号1 ○
10 　　標識記号 ○
11 　　標識番号2 ○
12 　　標識サイン ○
13 　納税義務発生年月日 ○
14 　旧標識 ○
15 　　標識番号1 ○
16 　　標識記号 ○
17 　　標識番号2 ○
18 　　標識サイン ○
19 　所有者住所 登録時の住所 ○
20 　所有者氏名 ○
21 　所有者生年月日 ○
22 　所有者電話番号 ○
23 　使用者住所 ○
24 　使用者氏名 ○
25 　使用者生年月日 ○
26 　使用者電話番号 ○
27 　届出者住所 ○
28 　届出者氏名 ○
29 　届出者電話番号 ○
30 　所有形態 ○
31 　所有形態備考 ○
32 　定置場住所 ○
33 　旧定置場住所 ○
34 　車名 ○
35 　型式 ○
36 　年式 ○
37 　型式番号 ○
38 　車台番号 ○
39 　型式認定番号 ○
40 　総排気量（定格出力） ○
41 　排気量区分 ○
42 　販売譲渡証明書　 ○
43 　　年月日
44 　　住所
45 　　氏名
46 　　電話番号
47 　備考 ○

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

連携データ項目【申告内容（所得税）】

1 申告内容（所得税） ○
2 　住所－１月１日 ○
3 　氏名 ○
4 　性別 ○
5 　職業 ○
6 　屋号・雅号 ○
7 　世帯主氏名 ○
8 　世帯主との続柄 ○
9 　生年月日 ○
10 　電話番号区分 ○
11 　電話番号 ○
12 　収入金額等 ○
13 　　給与収入金額 ○
14 　　公的年金等収入金額 ○
15 　　一時収入金額 ○
16 　　総合譲渡短期収入金額 ○
17 　　総合譲渡長期収入金額 ○
18 　所得金額 ○
19 　　営業等所得金額 ○
20 　　農業所得金額 ○
21 　　不動産所得金額 ○
22 　　利子所得金額 ○
23 　　配当所得金額 ○
24 　　雑所得金額 ○
25 　　譲渡一時所得額 ○
26 　　合計 ○
27 　所得から差し引かれる金額 ○
28 　　社会保険料控除 ○
29 　　小規模企業共済等掛金控除 ○
30 　　生命保険料控除 ○
31 　　損害保険料控除 ○
32 　　老年者、寡婦、寡夫控除 ○
33 　　勤労学生、障害者控除 ○
34 　　配偶者控除 ○
35 　　配偶者特別控除 ○
36 　　扶養控除 ○
37 　　基礎控除 ○
38 　　小計 ○
39 　　雑損控除 ○
40 　　医療費控除 ○
41 　　寄付金控除 ○
42 　　合計 ○
43 　税金の計算 ○
44 　　住宅借入金（取得）等特別控除 ○
45 　　政党等寄付金特別控除 ○
46 　　住宅耐震改修特別控除 ○
47 　　災害減免額外国税額控除 ○
48 　　再差引所得税額 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

№ 連携データ 項目説明 使用する項目

49 　　定率減税額 ○
50 　その他 ○
51 　　配偶者の合計所得金額 ○
52 　　専従者給与（控除）額の合計額 ○
53 　　変動・臨時所得 ○
54 　　　変動・臨時所得区分 ○
55 　　　変動・臨時所得金額 ○
56 　所得の内訳 ○
57 　　所得の種類 ○
58 　　種目・所得の生ずる場所又は給与などの支払者の氏名・名称 ○
59 　　収入金額 ○
60 　事業専従者に関する事項 ○
61 　　氏名 ○
62 　　生年月日 ○
63 　　専従者給与（控除）額 ○
64 　住民税・事業税に関する事項 ○
65 　　給与所得以外の住民税の徴収方法の選択 ○
66 　　住民税 ○
67 　　　配当割額控除額 ○
68 　　　株式等譲渡所得割額控除額 ○
69 　　寄附金税額控除 ○
70 　　　都道府県、市区町村分 ○
71 　　　住所地の共同募金、日赤支部分 ○
72 　　　条例指定分都道府県 ○
73 　　　条例指定分市区町村 ○
74 　　生命保険料控除 ○
75 　　　個人年金保険料の計 ○
76 　　損害保険料控除 ○
77 　　　長期保険料の計 ○
78 　　本人該当事項 ○
79 　　　本人該当区分 ○
80 　　　寡婦（夫）・特別寡婦理由 ○
81 　　配偶者（特別）控除・扶養控除 ○
82 　　　配偶者生年月日 ○
83 　　　扶養者生年月日 ○
84 　分離課税分 ○
85 　　所得金額 ○
86 　　　分離課税短期譲渡 ○
87 　　　　一般分 ○
88 　　　　軽減分 ○
89 　　　分離課税長期譲渡 ○
90 　　　　一般分 ○
91 　　　　特定分 ○
92 　　　　軽課分 ○
93 　　　分離課税株式等の譲渡 ○
94 　　　　未公開分 ○
95 　　　　上場分 ○
96 　　　分離課税上場株式等の配当 ○
97 　　　分離課税先物取引 ○
98 　　　山林 ○
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

№ 連携データ 項目説明 使用する項目

99 　　　退職 ○
100 　　その他 ○
101 　　　株式等本年分で差し引く繰越損失額 ○
102 　　　配当本年分で差し引く繰越損失額 ○
103 　　　先物取引本年分で差し引く繰越損失額 ○
104 　　短期長期譲渡所得に関する事項 ○
105 　　　区分 ○
106 　　　所得の生ずる場所 ○
107 　　　必要経費 ○
108 　　　特別控除額 ○
109 　損失申告用 ○
110 　　純損失額 ○
111 　　　山林以外所得損失（青色） ○
112 　　　山林所得損失（青色） ○
113 　　　変動所得損失（白色） ○
114 　　　山林以外所得損失（白色） ○
115 　　　山林所得損失（白色） ○
116 　　居住用損失額 ○
117 　　雑損失額 ○
118 　計算明細書等 ○
119 　　給与特定支出合計額 ○
120 　　特定の肉用牛の売却による所得額 ○
121 　　特定の肉用牛の売却による収入額 ○
122 　　山林所得特別控除額 ○
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

連携データ項目【税（賦課）情報（自動車税）】

1 税（賦課）情報（自動車税） ○
2 　税目コード 「自動車税」を表すコードがセットされる。
3 　標識 税を賦課した対象の軽自動車の標識 ○
4 　　標識番号1 自動車の種別及び用途による分類番号を表示する三けた以下のアラビア数字（左詰め） ○

5 　　標識記号 自家用又は事業用の別等を表示する平仮名またはローマ字 ○
6 　　標識番号2 一連指定番号を表す ○
7 　　標識サイン 標識の表示方法を表す ○
8 　種別 自動車の種別 ○
9 　団体間共通識別番号 個人を識別する番号。この場合、対象の自動車の納税義務者の番号。
10 　賦課年度（調定年度） 賦課した年度 ○
11 　相当年度（課税年度） 賦課の対象となる年度（課税すべき年度） ○
12 　徴収番号 徴収番号 ○
13 　税額 対象の自動車の納税額 ○
14 　納期限 自動車税を納める納期の末日 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

連携データ項目【税（賦課）情報（個人住民税）】

1 税（賦課）情報（個人住民税）（特徴） ※特徴分
2 　税目コード 「個人住民税」を表すコードがセットされる。
3 　賦課年度 賦課した年度
4 　相当年度 賦課の対象となる年度（課税すべき年度）
5 　徴収番号 徴収単位に付与された番号
6 　識別番号 個人（法人を含む）を識別する番号。この場合、対象の特徴義務者
7 　特徴指定番号 特別徴収義務者に割り振られた一意の番号
8 　特別徴収税額 対象従業員の個人住民税額の総額
9 　期別情報 期数分繰返し
10 　　期別 徴収の期を表す内容。
11 　　期別税額 徴収の期に対応する税額
12 　　期別充当額 控除できない額があった場合の期別ごとの充当額
13 　　期別納期限 徴収の期に対応する納付期限日
14 税（賦課）情報（個人住民税）（普徴） ※普徴分 ○
15 　税目コード 「個人住民税」を表すコードがセットされる。
16 　賦課年度 賦課した年度 ○
17 　相当年度 賦課の対象となる年度（課税すべき年度） ○
18 　徴収番号 徴収単位に付与された番号 ○
19 　識別番号 個人（法人含む）を識別する番号。この場合、住民税を賦課された対象の個人
20 　年税額 対象の個人の1年分の住民税額の総額 ○
21 　期別情報 期数分繰返し ○
22 　　期別 徴収の期を表す内容。 ○
23 　　期別税額 徴収の期に対応する税額 ○
24 　　期別充当額 控除できない額があった場合の期別ごとの充当額 ○
25 　　期別納期限 徴収の期に対応する納付期限日 ○
26 　年金特別徴収分期別情報 期数分繰返し ○
27 　　期別 該当期 ○
28 　　期別税額 期ごとの税額 ○
29 　　納期限 期別ごとの納期限 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

連携データ項目【税（賦課）情報（固定資産税）】

1 税（賦課）情報（固定資産税） ○
2 　税目コード 「固定資産税」を表すコードがセットされる。
3 　賦課年度 賦課した年度 ○
4 　相当年度 賦課の対象となる年度（課税すべき年度） ○
5 　徴収番号 徴収単位に付与された番号（通知書番号） ○
6 　識別番号 納税義務者となる個人（法人、共有者含む）を識別する番号
7 　法定納期限 地方税法上に定める、法定納期限を表す。 ○
8 　指定納期限 法定納期限とは別に、通知書等で指定された納期限日を表す。 ○
9 　年税額 対象の納税義務者の１年分の税額の総額 ○
10 　期別情報 期数分繰返し ○
11 　　期別 徴収の期を表す内容。 ○
12 　　期別税額 徴収の期に対応する税額 ○
13 　　期別納期限 徴収の期に対応する納付期限日 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

連携データ項目【税（賦課）情報（軽自動車税）】

1 税（賦課）情報（軽自動車税） ○
2 　税目コード 「軽自動車税」を表すコードがセットされる。
3 　標識 税を賦課した対象の軽自動車の標識 ○
4 　　標識番号1 自動車の種別及び用途による分類番号を表示する三けた以下のアラビア数字（左詰め） ○
5 　　標識記号 自家用又は事業用の別等を表示する平仮名またはローマ字 ○
6 　　標識番号2 一連指定番号を表す ○
7 　　標識サイン 標識の表示方法を表す ○
8 　種別 軽自動車の種別 ○
9 　識別番号 個人を識別する番号。この場合、対象の軽自動車の納税義務者の番号。
10 　賦課年度 賦課した年度 ○
11 　相当年度 賦課の対象となる年度（課税すべき年度） ○
12 　徴収番号 徴収番号 ○
13 　税額 対象の軽自動車の納税額 ○
14 　納期限 軽自動車税を納める納期の末日 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

連携データ項目【税（賦課）情報（所得税）】

1 税（賦課）情報（所得税） ○
2 　税目コード 税の種類。「所得税」を表すコードがセットされる。
3 　賦課年度 賦課した年度 ○
4 　相当年度 賦課の対象となる年度（課税すべき年度） ○
5 　徴収番号 徴収単位に付与された番号 ○
6 　識別番号 個人（法人含む）を識別する番号。この場合、所得税を賦課された対象の個人
7 　年税額 対象の個人の1年分の所得税額の総額 ○
8 　期別情報 期数分繰返し ○
9 　　期別 徴収の期を表す内容。 ○
10 　　期別税額 徴収の期に対応する税額 ○
11 　　期別充当額 控除できない額があった場合の期別ごとの充当額 ○
12 　　期別納期限 徴収の期に対応する納付期限日 ○

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

連携データ項目【納付情報（自動車税）】

1 納付情報（自動車税） ○
2 　納税者情報 ○
3 　　団体間共通識別番号
4 　　氏名 ○
5 　　住所 ○
6 　　生年月日 ○
7 　　未納額情報 ○
8 　　　税目コード 「自動車税」を表すコードがセットされる。
9 　　　賦課年度（調定年度） 賦課した年度 ○
10 　　　相当年度（課税年度） 賦課の対象となる年度（課税すべき年度） ○
11 　　　未納有無 未納の有無（完納か未納か）を表す ○
12 　　　未納額 滞納額 ○
13 　　　　本税未納額 ○
14 　　　　延滞金未納額 ○
15 　　処分情報
16 　　　処分内容
17 　　　処分財産
18 　　　処分等の日

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

連携データ項目【納付情報（個人住民税）】

1 納付情報（個人住民税） ※普徴分 ○
2 　納税者情報 ○
3 　　団体間共通識別番号
4 　　氏名 ○
5 　　住所 ○
6 　　生年月日 ○
7 　　未納情報 ○
8 　　　税目コード 「個人住民税」を表すコードがセットされる。
9 　　　賦課年度 賦課した年度 ○
10 　　　相当年度 賦課の対象となる年度（課税すべき年度） ○
11 　　　未納有無 未納の有無（完納か未納か）を表す ○
12 　　　未納額 滞納額 ○
13 　　　　本税未納額 ○
14 　　　　延滞金未納額 ○
15 　　処分情報
16 　　　処分内容
17 　　　処分財産
18 　　　処分等の日

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

連携データ項目【納付情報（固定資産税）】

1 納付情報（固定資産税） ○
2 　納税者情報 ○
3 　　団体間共通識別番号
4 　　氏名 ○
5 　　住所 ○
6 　　生年月日 ○
7 　　未納情報 ○
8 　　　税目コード 「固定資産税」を表すコードがセットされる。
9 　　　賦課年度 賦課した年度 ○
10 　　　相当年度 賦課の対象となる年度（課税すべき年度） ○
11 　　　未納有無 未納の有無（完納か未納か）を表す ○
12 　　　未納額 滞納額 ○
13 　　　　本税未納額 ○
14 　　　　延滞金未納額 ○
15 　　処分情報
16 　　　処分内容
17 　　　処分財産
18 　　　処分等の日

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

連携データ項目【納付情報（軽自動車税）】

1 納付情報（軽自動車税） ○
2 　納税者情報 ○
3 　　団体間共通識別番号
4 　　氏名 ○
5 　　住所 ○
6 　　生年月日 ○
7 　　未納情報 ○
8 　　　税目コード 「軽自動車税」を表すコードがセットされる。
9 　　　賦課年度 賦課した年度 ○
10 　　　相当年度 賦課の対象となる年度（課税すべき年度） ○
11 　　　未納有無 未納の有無（完納か未納か）を表す ○
12 　　　未納額 滞納額 ○
13 　　　　本税未納額 ○
14 　　　　延滞金未納額 ○
15 　　処分情報
16 　　　処分内容
17 　　　処分財産
18 　　　処分等の日

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

連携データ項目【納付情報（所得税）】

1 納付情報（所得税） ○
2 　納税者情報 ○
3 　　団体間共通識別番号
4 　　氏名 ○
5 　　住所 ○
6 　　生年月日 ○
7 　　未納情報 ○
8 　　　税目コード 「所得税」を表すコードがセットされる。

9 　　　賦課年度 賦課した年度 ○
10 　　　相当年度 賦課の対象となる年度（課税すべき年度） ○
11 　　　未納有無 未納の有無（完納か未納か）を表す ○
12 　　　未納額 滞納額 ○
13 　　　　本税未納額 ○
14 　　　　延滞金未納額 ○
15 　　処分情報
16 　　　処分内容
17 　　　処分財産
18 　　　処分等の日

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

連携データ項目【保険料情報（国民健康保険）】

1 保険料情報（国民健康保険） ○
2 　税目コード 「国民健康保険料（税）」を表すコードがセットされる。
3 　賦課年度 賦課を行った年度（調定をたてる年度） ○
4 　相当年度 賦課の対象となる年度（課税すべき年度） ○
5 　徴収番号 徴収番号 ○
6 　国保記号番号 国保被保険者証の記号番号 ○
7 　世帯主識別番号 国保世帯主の識別番号
8 　世帯主氏名 国保世帯主の氏名 ○
9 　年税額（保険料額） 年間の国民健康保険税額（保険料額） ○
10 　医療一般分 年税額のうち医療一般分 ○
11 　医療退職分 年税額のうち医療退職分 ○
12 　介護一般分 年税額のうち介護保険料一般分 ○
13 　介護退職分 年税額のうち介護保険料退職分 ○
14 　支援一般分 年税額のうち後期高齢者支援金一般分 ○
15 　支援退職分 年税額のうち後期高齢者支援金退職分 ○
16 　普通徴収分期別情報 期数分繰返し ○
17 　　期別 該当期 ○
18 　　期別税（料）額 期ごとの税額（保険料額） ○
19 　　期別医療一般分 期別額のうち医療一般分 ○
20 　　期別医療退職分 期別額のうち医療退職分 ○
21 　　期別介護一般分 期別額のうち介護保険料一般分 ○
22 　　期別介護退職分 期別額のうち介護保険料退職分 ○
23 　　期別支援一般分 期別額のうち後期高齢者支援金一般分 ○
24 　　期別支援退職分 期別額のうち後期高齢者支援金退職分 ○
25 　　納期限 期別ごとの納期限 ○
26 　特別徴収分期別情報 期数分繰返し ○
27 　　期別 該当期 ○
28 　　期別税（料）額 期ごとの税額（保険料額） ○
29 　　期別医療一般分 期別額のうち医療一般分 ○
30 　　期別医療退職分 期別額のうち医療退職分 ○
31 　　期別介護一般分 期別額のうち介護保険料一般分 ○
32 　　期別介護退職分 期別額のうち介護保険料退職分 ○
33 　　期別支援一般分 期別額のうち後期高齢者支援金一般分 ○
34 　　期別支援退職分 期別額のうち後期高齢者支援金退職分 ○
35 　　納期限 期別ごとの納期限 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

連携データ項目【保険料情報（後期高齢者医療）】

1 保険料情報（後期高齢者医療） 統一ﾌｫｰﾏｯﾄ(後期高齢者医療広域連合電算ｼｽﾃﾑ仕様書ｼｽﾃﾑ仕様編) ○
2 　担当年度 ○
3 　被保険者番号 ○
4 　賦課管理番号
5 　市区町村別保険料 ○
6 　不均一賦課地区コード ○
7 　暫定確定賦課フラグ ○
8 　申告区分 ○
9 　通知書発送要否フラグ
10 　資格取得年月日 ○
11 　資格喪失年月日 ○
12 　広域内転居取得年月日 ○
13 　広域内転居喪失年月日 ○
14 　賦課事由コード ○
15 　賦課事由 ○
16 　賦課決定年月日 ○
17 　所得割率 ○
18 　賦課のもととなる所得金額 ○
19 　所得割額 ○
20 　均等割額 ○
21 　算出額 ○
22 　賦課期日 ○
23 　減額区分 ○
24 　均等割軽減額 ○
25 　限度超過額 ○
26 　年保険料額 ○
27 　月数 ○
28 　月割減額 ○
29 　特別軽減区分 ○
30 　月別資格情報 ○
31 　減免額 ○
32 　後期高齢者医療保険料 ○
33 　賦課のもととなる所得金額（変更前） ○
34 　所得割額（変更前） ○
35 　均等割額（変更前） ○
36 　算出額（変更前） ○
37 　賦課期日（変更前） ○
38 　減額区分（変更前） ○
39 　均等割軽減額（変更前） ○
40 　限度超過額（変更前） ○
41 　年保険料額（変更前） ○
42 　月数（変更前） ○
43 　月割減額（変更前） ○
44 　特別軽減区分（変更前） ○
45 　月別資格情報（変更前） ○
46 　減免額（変更前） ○
47 　後期高齢者医療保険料（変更前） ○
48 　所得割軽減額

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

№ 連携データ 項目説明 使用する項目

49 　所得割減額区分
50 　所得割軽減額（変更前） ○
51 　所得割減額区分（変更前） ○
52 　予備
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

連携データ項目【保険料情報（健康保険）】

1 保険料情報（健康保険） ○
2

　税目コード
「健康保険料」を表すコードがセットされる。

3 　賦課年度 賦課を行った年度（調定をたてる年度） ○
4 　相当年度 賦課の対象となる年度（課税すべき年度） ○
5 　徴収番号 徴収番号 ○
6 　記号番号 健保被保険者証の記号番号 ○
7 　識別番号 健保被保険者の識別番号
8 　被保険者氏名 被保険者の氏名 ○
9 　被扶養者氏名 被扶養者の氏名 ○
10 　年間保険料額 年間の健康保険料額 ○
11 　医療一般分 年間の保険料額のうち医療一般分 ○
12 　医療退職分 年間の保険料額のうち医療退職分 ○
13 　介護一般分 年間の保険料額のうち介護保険料一般分 ○
14 　介護退職分 年間の保険料額のうち介護保険料退職分 ○
15 　支援一般分 年間の保険料額のうち後期高齢者支援金一般分 ○
16 　支援退職分 年間の保険料額のうち後期高齢者支援金退職分 ○
17 　普通徴収分期別情報 期数分繰返し ○
18 　　期別 該当期 ○
19 　　期別保険料額 期ごとの保険料額 ○
20 　　期別医療一般分 期別額のうち医療一般分 ○
21 　　期別医療退職分 期別額のうち医療退職分 ○
22 　　期別介護一般分 期別額のうち介護保険料一般分 ○
23 　　期別介護退職分 期別額のうち介護保険料退職分 ○
24 　　期別支援一般分 期別額のうち後期高齢者支援金一般分 ○
25 　　期別支援退職分 期別額のうち後期高齢者支援金退職分 ○
26 　　納期限 期別ごとの納期限 ○
27 　特別徴収分期別情報 期数分繰返し ○
28 　　期別 該当期 ○
29 　　期別保険料額 期ごとの保険料額 ○
30 　　期別医療一般分 期別額のうち医療一般分 ○
31 　　期別医療退職分 期別額のうち医療退職分 ○
32 　　期別介護一般分 期別額のうち介護保険料一般分 ○
33 　　期別介護退職分 期別額のうち介護保険料退職分 ○
34 　　期別支援一般分 期別額のうち後期高齢者支援金一般分 ○
35 　　期別支援退職分 期別額のうち後期高齢者支援金退職分 ○
36 　　納期限 期別ごとの納期限 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

連携データ項目【保険料情報（年金）】

1 保険料情報（年金） ○
2 　対象年度 ○
3 　基礎年金番号 ○
4 　氏名 ○
5 　納付月 ○
6 　保険料額 ○
7 　納付期限 ○
8 　保険料 ○
9 　付加保険料をあわせて納める場合の保険料 ○
10 　半額免除の承認を受けている場合の保険料 ○
11 　1年前納 ○
12 　　保険料額 ○
13 　　保険料割引額 ○
14 　　納付月分 ○
15 　　納付期限 ○
16 　6ヶ月前納 ○
17 　　保険料額 ○
18 　　保険料割引額 ○
19 　　納付月分 ○
20 　　納付期限 ○
21 　備考 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

連携データ項目【医療費情報（国民健康保険）】

1 医療費情報（国民健康保険） ○
2 　受診者情報 ○
3 　　受診者氏名 ○
4 　　受診者住所 ○
5 　受診機関情報 ○
6 　　受診機関名 ○
7 　支払額情報 ○
8 　　検査名 ○
9 　　診察料 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

連携データ項目【医療費情報（後期高齢者医療）】

1 医療費情報（後期高齢者医療） ○
2 　受診者情報 ○
3 　　受診者氏名 ○
4 　　受診者住所 ○
5 　受診機関情報 ○
6 　　受診機関名 ○
7 　支払額情報 ○
8 　　検査名 ○
9 　　診察料 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

連携データ項目【医療費情報（健康保険）】

1 医療費情報（健康保険） ○
2 　受診者情報 ○
3 　　受診者氏名 ○
4 　　受診者住所 ○
5 　受診機関情報 ○
6 　　受診機関名 ○
7 　支払額情報 ○
8 　　検査名 ○
9 　　診察料 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

連携データ項目【障害者情報（身体障害者）】

1 障害者情報（身体障害者） ○
2 　交付年月日 障害者手帳の交付年月日 ○
3 　本人情報 ○
4 　　団体間共通識別番号
5 　　氏名 ○
6 　　生年月日 ○
7 　　現住所 ○
8 　　本籍
9 　　転入年月日
10 　身体障害者手帳情報 ○
11 　　身障手帳番号 ○
12 　　身障手帳種別 ○
13 　　身障手帳等級 ○
14 　　障害部位 ○
15 　旅客運賃減額 ○
16 　保護者情報 ○
17 　　団体間共通識別番号
18 　　氏名 ○
19 　　続柄 ○
20 　　現住所 ○
21 　　保護者となった年月日 ○
22 　補装具情報 ○
23 　　交付又は修理年月日 ○
24 　　種類 ○
25 　備考 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

連携データ項目【障害者情報（知的障害者）】

1 障害者情報（知的障害者） ○
2 　交付年月日 障害者手帳の交付年月日 ○
3 　本人情報 ○
4 　　団体間共通識別番号
5 　　氏名 ○
6 　　性別 ○
7 　　生年月日 ○
8 　　住所 ○
9 　療育手帳情報 ○
10 　　療育手帳番号 ○
11 　　療育手帳等級 ○
12 　旅客運賃減額 ○
13 　保護者情報 ○
14 　　団体間共通識別番号
15 　　氏名 ○
16 　　続柄 ○
17 　　職業 ○
18 　　電話番号 ○
19 　判定記録情報 ○
20 　　療育手帳等級 ○
21 　　身障手帳等級 ○
22 　　判定年月日 ○
23 　　次回判定年月 ○
24 　　判定機関 ○
25 　予備欄
26 　療育・相談の記録 ○
27 　　発生年月日 ○
28 　　事項 ○
29 　　取扱機関 ○
30 　　保護者の記録欄

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

連携データ項目【障害者情報（精神障害者）】

1 障害者情報（精神障害者） ○
2 　交付年月日 障害者手帳の交付年月日 ○
3 　本人情報 ○
4 　　団体間共通識別番号
5 　　氏名 ○
6 　　性別 ○
7 　　生年月日 ○
8 　　住所 ○
9 　精神障害者手帳情報 ○
10 　　精神障害者手帳番号 ○
11 　　精神障害者手帳等級 ○
12 　有効期限日

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

連携データ項目【年末調整情報】

1 年末調整情報 ○
2 　給与、賞与 ○
3 　給与所得控除額 ○
4 　給与所得控除後の金額 ○
5 　社会保険料等控除額 ○
6 　生命保険料控除額 ○
7 　地震保険料控除額 ○
8 　配偶者特別控除額 ○
9 　基礎控除額 ○
10 　配偶者控除額 ○
11 　扶養控除額 ○
12 　所得控除額の合計 ○
13 　差引課税給与所得金額及び算出年税額 ○
14 　住宅借入金等特別控除額 ○
15 　年調年税額 ○
16 　年税額 ○
17 　差引超過額又は不足額 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

連携データ項目【借入金の年末残高等証明書（住宅ローン）】

1 借入金の年末残高等証明書（住宅ローン） ○
2 　住所 ○
3 　氏名 ○
4 　借入金の区分 ○
5 　借入金の内訳 ○
6 　借入金の金額 ○
7 　　年末残高 ○
8 　　当初金額 ○
9 　償還期間 ○
10 　証明日 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

連携データ項目【保険料情報（生命保険）】

1 保険料情報（生命保険） ○
2 　契約者氏名 ○
3 　証券番号 ○
4 　保険種類 ○
5 　保険期間 ○
6 　保険料 ○
7 　配当金 ○
8 　保険額 ○
9 　払込方法 ○
10 　契約日 ○
11 　年間保険料 ○
12 　年間配当金 ○
13 　申告額 ○
14 　証明日 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№３　税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など） ） 別紙３．３－１－３

課連携データ項目【保険料情報（損害保険）】

1 保険料情報（損害保険） ○
2 　契約者氏名 ○
3 　証券番号 ○
4 　保険種類 ○
5 　保険期間 ○
6 　保険料 ○
7 　配当金 ○
8 　保険額 ○
9 　払込方法 ○
10 　契約日 ○
11 　年間保険料 ○
12 　年間配当金 ○
13 　申告額 ○
14 　証明日 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№４．小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化） 別紙３．３－１－４

連携情報一覧

必須／条件付

条件の詳細

1 課税証明書 1月1日時点の住所地市町村／個人住民
税

条件付 所得税額が0円の場合 所得税額が0円の場合に住民税を確認し、自己負担限度額を決定するため
・住民税課税額の確認
※非課税かどうか

・生計中心者である保護者
（支給対象児童（※1）を税制上扶養
している保護者）

2 所得税額情報 税務署 必須 所得税額を確認し、自己負担限度額を決定するため
・所得税課税額の確認

・生計中心者である保護者
（支給対象児童（※1）を税制上扶養
している保護者）

3 国民健康保険の所得区分 現住所地市町村／国民健康保険 条件付 国民健康保険の被保険者である場
合

公費負担医療の受診券に記載する医療保険の所得区分を確認するため
・所得区分の確認

・支給対象児童(※1)
・保護者（生計中心者）

4 国民健康保険加入情報 現住所地市町村／国民健康保険 条件付 国民健康保険の被保険者である場
合

児童(※)と保護者の健康保険加入状況を確認するため
・国民健康保険の加入有無の確認

・支給対象児童(※1)
・保護者（生計中心者）

5 生活保護受給証明書 居住地市町村／生活保護 条件付 生活保護の医療扶助の受給者であ
り、医療保険がない場合

生活保護の被保護世帯か否かを確認し、所得区分を決定するため
・生活保護の受給有無の確認

・支給対象児童の世帯員、保護者

6 住民票の写し （住基ネット）
現住所地市町村／住民基本台帳

必須 対象者（児童）の世帯状況を確認するため

・世帯構成の確認
・同居の有無の確認

・世帯全員

7 医療保険の所得区分 医療保険者 条件付 国保以外の医療保険の被保険者で
ある場合

公費負担医療の受診券に記載する医療保険の所得区分を確認するため
・所得区分の確認

・支給対象児童(※1)
・保護者（生計中心者）

8 医療保険加入情報 医療保険者 条件付 国保以外の医療保険の被保険者で
ある場合

児童と保護者の健康保険加入状況を確認するため
・健康保険（国保以外）の加入有無の確認

・支給対象児童(※1)
・保護者（生計中心者）

9 医療意見書 医療機関 必須 児童の病名が小児慢性特定疾患の対象であるかどうか、認定基準を満たす
かどうかを確認するため
・疾患名の確認
・疾患状態の程度の確認
・症状の確認
・治療内容の確認
・検査結果の確認

・支給対象児童(※1)

10 小児慢性特定疾患結果情報 医療機関 必須 小児慢性特定疾患の医療給付が決
定された場合

医療機関に対し、児童に対する医療給付の事実を伝達するため(新規で決定
した場合)
・医療機関へ受給者情報の通知

・支給対象児童(※1)

No 必要な情報 情報の用途 情報の対象者連携先

1/12



連携データ項目（新№４．小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化） 別紙３．３－１－４

連携データ項目【課税証明書】

1 課税証明書 ○
2 　課税対象者情報
3 　　団体間共通識別番号
4 　　氏名
5 　　賦課期日住所
6 　課税情報 ○
7 　　相当年度 ○
8 　　年税額 ○
9 　　市区町村民税額情報 ○
10 　　　市区町村民税均等割額 ○
11 　　　市区町村民税所得割額 ○
12 　　都道府県民税額情報
13 　　　都道府県民税均等割額
14 　　　都道府県民税所得割額
15 　　所得税課税額
16 　総合分
17 　　営業所得額
18 　　農業所得額
19 　　不動産所得額
20 　　利子所得額
21 　　株式配当所得額
22 　　証券投資配当所得額
23 　　外貨建配当所得額
24 　　配当控除無配当所得
25 　　給与所得額
26 　　公的年金等雑所得額
27 　　その他雑所得額
28 　　雑所得合計額
29 　　短期譲渡所得額
30 　　長期譲渡所得額
31 　　一時所得額
32 　　譲渡一時所得額
33 　　給与収入額
34 　　公的年金収入額
35 　分離分
36 　　分離短期土地等事業・雑所得額
37 　　分離短期譲渡一般所得額
38 　　分離短期譲渡軽減所得額
39 　　分離長期譲渡一般所得額
40 　　分離長期譲渡特定所得額
41 　　分離長期譲渡軽課所得額
42 　　分離短期一般特別控除額
43 　　分離短期軽減特別控除額
44 　　分離長期一般特別控除額
45 　　分離長期特定特別控除額
46 　　分離長期軽課特別控除額
47 　　合計所得額
48 　　繰越純損失額

使用する項目№ 連携データ 項目説明

2/12



連携データ項目（新№４．小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化） 別紙３．３－１－４

使用する項目№ 連携データ 項目説明

49 　　繰越雑損失額
50 　　繰越株式損失額
51 　　繰越先物損失額
52 　　繰越居住用損失額
53 　控除情報
54 　　雑損控除額
55 　　医療費控除額
56 　　社会保険控除額
57 　　小規模企業共済掛金控除額
58 　　生命保険住民税控除額
59 　　損害保険住民税控除額
60 　　寄付金住民税控除額
61 　　障害者控除額
62 　　老年者控除額
63 　　寡婦控除額
64 　　勤労学生控除額
65 　　配偶者控除額
66 　　配偶者特別控除額
67 　　扶養控除額
68 　　基礎控除額
69 　　控除計
70 　　控除対象配偶者区分
71 　　同居老人扶養人数
72 　　老人扶養人数
73 　　一般扶養人数
74 　　特定扶養人数
75 　　同居特別障害者内数
76 　　特別障害者人数
77 　　普通障害者人数
78 　本人情報
79 　　本人障害区分
80 　　本人寡婦区分
81 　　本人勤労学生区分
82 　　本人未成年区分
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連携データ項目（新№４．小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化） 別紙３．３－１－４

連携データ項目【所得税額情報】

1 所得税額情報 ○
2 　所得税課税情報 ○
3 　　相当年度 ○
4 　　所得税額 （配当控除、一部の外国税額控除等は除く） ○

追加 5 　給与所得控除後の金額 ○
追加 6 　所得控除の額の合計額 ○
追加 7 　課税される所得金額 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№４．小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化） 別紙３．３－１－４

連携データ項目【国民健康保険の所得区分】

1 国民健康保険の所得区分 ○
2 　加入保険の種類
3 　氏名
4 　所得区分 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№４．小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化） 別紙３．３－１－４

連携データ項目【国民健康保険加入情報】

1 国民健康保険加入情報 ○
2 　団体間共通識別番号
3 　氏名
4 　健康保険情報 ○
5 　　加入有無 ○
6 　　健康保険制度の種類
7 　　取得異動年月日
8 　　喪失異動年月日
9 　　備考

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№４．小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化） 別紙３．３－１－４

連携データ項目【生活保護受給証明書】

1 生活保護受給証明書 ○
2 　受給者情報
3 　　世帯主氏名
4 　　世帯主住所
5 　　交付年月日
6 　　有効期限
7 　世帯員情報 ○
8 　　世帯員氏名 ○
9 　　性別コード ○
10 　　続柄コード ○
11 　　生年月日 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№４．小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化） 別紙３．３－１－４

連携データ項目【住民票の写し】

1 住民票の写し ○
2   自治体名
3 　世帯主氏名 世帯主の漢字氏名 ○
4 　住所 世帯の住所 ○
5 　世帯員情報 世帯員の情報

（複数人の場合は複数人分）
○

6   　カナ氏名 ○
7   　漢字氏名 世帯員の氏名 ○
8   　生年月日 世帯員の生年月日 ○
9   　性別 世帯員の性別 ○
10   　続柄漢字 世帯主との続柄 ○
11   　住民票コード 世帯員住民票コード
12   　住民日 住民となった日 ○
13   　住定日 住所を定めた日
14   　届出日 住所を定めた届出年月日
15 　　戸籍情報
16   　　本籍 本籍地
17   　　筆頭者 筆頭者の氏名
18 　　前住所情報 ○
19   　　前住所 前住所 ○
20   発行日 発行日
21   長名 首長名

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№４．小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化） 別紙３．３－１－４

連携データ項目【医療保険の所得区分】

1 医療保険の所得区分 ○
2 　加入保険の種類 ○
3 　氏名
4 　所得区分 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№４．小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化） 別紙３．３－１－４

連携データ項目【医療保険加入情報】

1 医療保険加入情報 ○
2 　団体間共通識別番号
3 　氏名
4 　健康保険情報 ○
5 　　加入有無 ○
6 　　健康保険制度の種類 ○
7 　　取得異動年月日
8 　　喪失異動年月日
9 　　備考

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№４．小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化） 別紙３．３－１－４

連携データ項目【医療意見書】

1 医療意見書 民間（医療機関）からの情報 ○
2 　受給者番号
3 　区分 ○
4 　患者 ○
5 　　氏名
6 　　氏名（かな）
7 　　性別
8 　　生年月日
9 　発病年月 ○
10 　初診日 ○
11 　疾患群 ○
12 　疾患名 ○
13 　現在の症状 ○
14 　現在の治療 ○
15 　診断の根拠 ○
16 　その他の現在の主な所見等 ○
17 　経過 ○
18 　今後の治療方針 ○
19 　治療見込期間 ○
20 　　入院開始期間 ○
21 　　入院終了期間 ○
22 　　通院開始期間 ○
23 　　通院終了期間 ○
24 　　通院回数 月間の通院回数 ○
25 　診断年月日 ○
26 　医療機関 ○
27 　　所在地 ○
28 　　名称
29 　　医師氏名 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№４．小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化） 別紙３．３－１－４

連携データ項目【小児慢性特定疾患結果情報】

1 小児慢性特定疾患結果情報 ○
2 　患者 ○
3 　　受給者番号
4 　　氏名
5 　　氏名（かな）
6 　　性別
7 　　生年月日
8 　疾患群 ○
9 　疾患名 ○
10 　通知年月日

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№５．国民年金の裁定請求の効率化 ） 別紙３．３－１－５

連携情報一覧 ※住民票コードを日本年金機構に通知済みの場合を想定。

必須／条件付
条件の詳細

1 戸籍全部事項証明書 本籍地市町村／戸籍 条件付 加給年金等の対象である場合（対
象となる配偶者や子がいる場合も
含む）

加給年金等の対象者か否かを判断するために、以下の事項を確認する。
・加給年金等の対象となる配偶者や子がいるかを確認する

・年金請求者
・配偶者
・子

2 所得証明書 1月1日時点の住所地市町村／個人住
民税

条件付 加給年金等の対象である場合（対
象となる配偶者や子がいる場合も
含む）

加給年金等の対象となるか否か、年金請求者本人および配偶者の課税
（又は非課税）を確認する
・課税額（非課税）

・年金請求者
・配偶者

3 住民票の写し （住基ネット）
現住所地市町村／住民基本台帳

条件付 加給年金等の対象である場合（対
象となる配偶者や子がいる場合も
含む）

・加給年金等の対象となる配偶者や子との生計同一要件をみる ・世帯全員
（加給年金等の対象となる配偶者
や子と別居している場合は、別居
している配偶者や子の世帯分も必
要）

4 年金加入期間確認通知書 年金保険者
（国家公務員共済組合、地方公務員等
共済組合、私立学校教職員共済、農林
漁業団体職員共済組合）

条件付 国家公務員共済組合、地方公務
員等共済組合、私立学校教職員
共済、農林漁業団体職員共済組
合の被保険者または組合員となっ
たことがある場合

年金加入期間を確認する ・年金請求者

5 口座有無情報 金融機関 必須 年金の振込先に利用する ・年金請求者

No 必要な情報 情報の用途 情報の対象者連携先

1/7



連携データ項目（新№５．国民年金の裁定請求の効率化 ） 別紙３．３－１－５

連携データ項目【戸籍全部事項証明書】

1 戸籍全部事項証明書 ○

2   本籍
3 　筆頭者団体間共通識別番号
4 　筆頭者氏名
5 　戸籍事項情報
6 　　戸籍事項タイトル
7 　　戸籍事項
8 　戸籍に登録されている者情報 人数分繰り返し ○

9 　　除籍等区分
10 　　団体間共通識別番号
11 　　氏名 ○
12 　　生年月日 ○
13 　　配偶者区分 夫か妻の区分 ○
14 　　実父母の情報 ○

15 　　　父の団体間共通識別番号
16 　　　父の氏名
17 　　　母の団体間共通識別番号
18 　　　母の氏名
19 　　　父母との続柄 ○
20 　　養父母の情報 ○

21 　　　父の団体間共通識別番号
22 　　　父の氏名
23 　　　母の団体間共通識別番号
24 　　　母の氏名
25 　　　父母との続柄 ○
26 　身分事項情報 ○

27 　　身分事項タイトル
28 　　身分事項 項目名を含め、必要事項を編集してセットすることを想定 ○

使用する項目№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（新№５．国民年金の裁定請求の効率化 ） 別紙３．３－１－５

連携データ項目【所得証明書】

1 所得証明書 ○

2 　課税対象者情報
3 　　団体間共通識別番号
4 　　氏名
5 　　賦課期日住所
6 　課税情報 ○

7 　　相当年度 ○

8 　　年税額
9 　　市区町村民税額情報
10 　　　市区町村民税均等割額
11 　　　市区町村民税所得割額
12 　　都道府県民税額情報 ○

13 　　　都道府県民税均等割額
14 　　　都道府県民税所得割額
15 　　課税総所得額等 課税の対象となる総所得金額等（所得金額から所得控除の合計額を差し引いた金額）（分離分を含む） ○

16 　総合分
17 　　営業所得額
18 　　農業所得額
19 　　不動産所得額
20 　　利子所得額
21 　　株式配当所得額
22 　　証券投資配当所得額
23 　　外貨建配当所得額
24 　　配当控除無配当所得
25 　　給与所得額
26 　　公的年金等雑所得額
27 　　その他雑所得額
28 　　雑所得合計額
29 　　短期譲渡所得額
30 　　長期譲渡所得額
31 　　一時所得額
32 　　譲渡一時所得額
33 　　給与収入額
34 　　公的年金収入額
35 　分離分
36 　　分離短期土地等事業・雑所得額
37 　　分離短期譲渡一般所得額
38 　　分離短期譲渡軽減所得額
39 　　分離長期譲渡一般所得額
40 　　分離長期譲渡特定所得額
41 　　分離長期譲渡軽課所得額
42 　　分離短期一般特別控除額
43 　　分離短期軽減特別控除額
44 　　分離長期一般特別控除額
45 　　分離長期特定特別控除額
46 　　分離長期軽課特別控除額
47 　　合計所得額
48 　　繰越純損失額
49 　　繰越雑損失額
50 　　繰越株式損失額
51 　　繰越先物損失額
52 　　繰越居住用損失額
53 　控除情報
54 　　雑損控除額
55 　　医療費控除額

№ 連携データ 項目説明 使用する項目

3/7



連携データ項目（新№５．国民年金の裁定請求の効率化 ） 別紙３．３－１－５

№ 連携データ 項目説明 使用する項目

56 　　社会保険控除額
57 　　小規模企業共済掛金控除額
58 　　生命保険住民税控除額
59 　　損害保険住民税控除額
60 　　寄付金住民税控除額
61 　　障害者控除額
62 　　老年者控除額
63 　　寡婦控除額
64 　　勤労学生控除額
65 　　配偶者控除額
66 　　配偶者特別控除額
67 　　扶養控除額
68 　　基礎控除額
69 　　控除計
70 　　控除対象配偶者区分
71 　　同居老人扶養人数
72 　　老人扶養人数
73 　　一般扶養人数
74 　　特定扶養人数
75 　　同居特別障害者内数
76 　　特別障害者人数
77 　　普通障害者人数
78 　本人情報
79 　　本人障害区分
80 　　本人寡婦区分
81 　　本人勤労学生区分
82 　　本人未成年区分

4/7



連携データ項目（新№５．国民年金の裁定請求の効率化 ） 別紙３．３－１－５

連携データ項目【住民票の写し】

1 住民票の写し ○

2   自治体名
3 　世帯主氏名 世帯主の漢字氏名
4 　住所 世帯の住所
5 　世帯員情報 世帯員の情報

（複数人の場合は複数人分）
○

6   　カナ氏名
7   　漢字氏名 世帯員の氏名 ○

8   　生年月日 世帯員の生年月日 ○

9   　性別 世帯員の性別 ○

10   　続柄漢字 世帯主との続柄 ○

11   　住民票コード 世帯員住民票コード
12   　住民日 住民となった日
13   　住定日 住所を定めた日
14   　届出日 住所を定めた届出年月日
15 　　戸籍情報 ○
16   　　本籍 本籍地 ○

17   　　筆頭者 筆頭者の氏名
18 　　前住所情報
19   　　前住所 前住所
20   発行日 発行日
21   長名 首長名

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№５．国民年金の裁定請求の効率化 ） 別紙３．３－１－５

連携データ項目【年金加入期間確認通知書】

1 年金加入期間確認通知書 ○
2  氏名
3  生年月日
4  年金証書記号番号
5  年金加入期間 開始年月日と終了年月日を記載 ○

6  期間の種類 組合員等を記載 ○

7  組合員期間 月数を記載
8  退職年金共済組合期間 開始年月日と終了年月日を記載

9  備考

№ 連携データ 項目説明 使用する項目

6/7



連携データ項目（新№５．国民年金の裁定請求の効率化 ） 別紙３．３－１－５

連携データ項目案【口座有無情報】

1 口座有無情報 ○
2 　口座有無 ○

3 　金融機関コード ※裁定請求書の項目より抜粋。
4 　金融機関名称 ※裁定請求書の項目より抜粋。
5 　支店コード
6 　支店名称 ※裁定請求書の項目より抜粋。
7 　口座番号 ※裁定請求書の項目より抜粋。
8 　名義人名

№ 連携データ 項目説明 使用する項目

7/7



 



連携データ項目（新№６　引越時の検診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握） 別紙３．３－１－６

連携情報一覧

条件の詳細
1 健診情報（児童） 転出元市町村/健康管理 必須 引越後市町村が、転入者に適切な健診案内や健康指導等を行うため、引越

前市町村での健診の結果を把握するため
転入者（児童）

2 予防接種歴情報 転出元市町村/健康管理 必須 引越後市町村が、転入者に適切な予防接種の案内を行うため、引越前市町
村での予防接種の接種歴を把握するため

転入者（児童）

3 健診情報（妊婦） 転出元市町村/健康管理 必須 引越後市町村が、転入者に適切な健診案内や健康指導等を行うため、引越
前市町村での健診の結果を把握するため

転入者（妊婦）

情報の対象者連携先
必須／条件付

No 必要な情報 情報の用途

1/4



連携データ項目（新№６　引越時の検診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握） 別紙３．３－１－６

連携データ項目【健診情報（児童）】

1 健診情報（児童） ○
2 　宛名情報
3   １歳６ヶ月児健診情報 ○
4 　　１歳６ヶ月児健診受診日 ○
5 　　１歳６ヶ月児健診受診医療機関 ○
6 　　１歳６ヶ月児健診結果 ○
7 　　１歳６ヶ月児健診医師コメント ○
8   ３歳児健診情報
9 　　３歳児健診受診日 ○
10 　　３歳児健診受診医療機関 ○
11 　　３歳児健診結果 ○
12 　　３歳児健診医師コメント ○
13   その他の健診情報 １歳６ヶ月児健診、３歳児健診以外の各市で独自に実施する健診情報 ○
14 　　その他健診名 「1歳児健診」等、健診の名称（種類）を表す ○
15 　　その他健診受診日 ○
16 　　その他健診受診医療機関 ○
17 　　その他健診健診結果 ○
18 　　その他健診医師コメント ○
19 　児童相談所の関わり有無 ○
20 　保健師の関わり有無 ○

使用する項目№ 連携データ 項目説明

2/4



連携データ項目（新№６　引越時の検診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握） 別紙３．３－１－６

連携データ項目【予防接種歴情報】

1 予防接種歴情報 ○
2 　宛名情報
3 　過去に接種している予防接種の種類 ○
4 　接種日 ○
5 　接種医療機関
6 　接種医師名 ○
7 　ロット番号 ○
8 　メーカー ○
9 　接種量 ○
10 　予診のみ情報
11 　児童相談所の関わり有無
12 　保健師の関わり有無

№ 連携データ 項目説明 使用する項目

3/4



連携データ項目（新№６　引越時の検診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握） 別紙３．３－１－６

連携データ項目【健診情報（妊婦）】

1 健診情報（妊婦） ○
2 　宛名情報
3 　健診名 「妊婦健康診査1回目」等、妊婦健診の名称を表す ○
4 　受診日 ○
5 　受診医療機関 ○
6 　出産予定日 ○
7 　健診時妊娠週数 ○
8 　健診結果 ○
9 　医師コメント ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目

4/4



連携データ項目（新№.７　不動産に関する業務の効率化） 別紙３．３－１－７

連携情報一覧

条件の詳細
1 土地家屋異動通知情報（承継分） 法務局 必須 都道府県及び市町村が、土地家屋の課税対象物件の把握と、課税額算出に

必要な情報を取得するため
＜対象物件の把握に必要な情報＞
・土地所在地/・家屋所在地/・納税義務者情報
＜課税額算出に必要な情報＞
・用途／・土地情報/・家屋情報（広さ等）／・減免、免除情報

・不動産（都道府県）
・固定資産（市町村）

2 価格通知情報（原始、承継）
※市町村から都道府県へ

都道府県／《不動産取得税》 必須 都道府県が評価する価格を決定するため、すでに市町が評価した額があれ
ば利用する
・市が評価した評価額／根拠

・不動産

3 価格通知情報（家屋原始）
※都道府県から市町村へ

市町村／固定資産税 必須 都道府県が評価した結果を市町へお知らせするため。
市町は、固定資産税の算出に利用する
・都道府県が評価した評価額／根拠

・固定資産

4 閲覧情報（登記簿謄本） 法務局 条件付 ※上記の通知に関して情報が不足
している場合、共有者等の登記情
報を確認する場合

直接法務局にて土地家屋の異動情報を入手するため
・登記簿謄本（全部事項証明書）

・不動産（都道府県）
・固定資産（市町村）

情報の対象者No 必要な情報 連携先
必須／条件付

情報の用途

1/10



連携データ項目（新№.７　不動産に関する業務の効率化） 別紙３．３－１－７

連携データ項目【土地家屋異動通知情報（承継分）】

1 土地家屋異動通知情報（承継分） ○
2 　土地情報 ○
3 　　不動産番号 ○
4 　　土地所在地 ○
5 　　地番 ○
6 　　登記地目コード ○
7 　　登記地積 ○
8 　　敷地権持分 ○
9 　　用途 税の減免対象かどうかの判断に利用 ○
10 　　登記原因（表示） ○
11 　　登記原因年月日（表示） ○
12 　　所有者情報 ○
13 　　　団体間共通識別番号
14 　　　氏名 ○
15 　　　住所 ○
16 　　　共有持分(分子) ○
17 　　　共有持分(分母) ○
18 　　権利者情報 ○
19 　　　団体間共通識別番号
20 　　　氏名 ○
21 　　　住所 ○
22 　　　共有持分(分子) ○
23 　　　共有持分(分母) ○
24 　　義務者情報 ○
25 　　　団体間共通識別番号
26 　　　氏名 ○
27 　　　住所 ○
28 　　受付年月日 ○
29 　　登記目的 ○
30 　　登記原因（所有権） ○
31 　　登記原因年月日（所有権） ○
32 　　備考
33 　家屋情報 ○
34 　　不動産番号 ○
35 　　家屋所在地 ○
36 　　家屋番号 ○
37 　　種類コード ○
38 　　構造コード ○
39 　　屋根コード ○
40 　　床面積（１階） ○
41 　　床面積（１階以外） ○
42 　　用途 税の減免対象かどうかの判断に利用 ○
43 　　登記原因（表示） ○
44 　　登記原因年月日（表示） ○
45 　　建築年月日 ○
46 　　所有者情報 ○
47 　　　団体間共通識別番号
48 　　　氏名 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目

2/10



連携データ項目（新№.７　不動産に関する業務の効率化） 別紙３．３－１－７

連携データ項目【土地家屋異動通知情報（承継分）】

№ 連携データ 項目説明 使用する項目

49 　　　住所 ○
50 　　　共有持分(分子) ○
51 　　　共有持分(分母) ○
52 　　権利者情報 ○
53 　　　団体間共通識別番号
54 　　　氏名 ○
55 　　　住所 ○
56 　　　共有持分(分子) ○
57 　　　共有持分(分母) ○
58 　　義務者情報 ○
59 　　　団体間共通識別番号
60 　　　氏名 ○
61 　　　住所 ○
62 　　受付年月日 ○
63 　　登記目的 ○
64 　　登記原因（所有権） ○
65 　　登記原因年月日（所有権） ○
66 　　備考
67 　申請年月日 ○
68 　申請人団体間共通識別番号
69 　申請人 ○
70 　代理人団体間共通識別番号
71 　代理人 ○

3/10



連携データ項目（新№.７　不動産に関する業務の効率化） 別紙３．３－１－７

連携データ項目【価格通知情報（原始、承継）】

1 価格通知情報（原始、承継） 市町村⇒都道府県への情報
原始分、承継分とも同じデータ項目を想定

○

2 　事務所コード
3 　市町村コード
4 　原始･承継区分 ○
5 　受付年度 ○
6 　連番
7 　取得者義務者区分 ○
8 　主従区分 ○
9 　共有者数 ○
10 　データ取得年月日
11 　権利者･義務者･取得者氏名(漢字) ○
12 　権利者･義務者･取得者氏名(カナ) ○
13 　郵便番号 ○
14 　都道府県コード ○
15 　市区郡町村コード ○
16 　大字･通称コード ○
17 　字コード ○
18 　都道府県名 ○
19 　方書 ○
20 　法人個人コード ○
21 　取得者持分(分子) ○
22 　取得者持分(分母) ○
23 　市区郡町村コード ○
24 　大字･通称コード ○
25 　字コード ○
26 　市区郡町村名 ○
27 　番地 ○
28 　家屋番号 ○
29 　土地家屋区分 ○
30 　登記年月日 ○
31 　取得年月日 ○
32 　取得区分 ○
33 　取得区分(その他) ○
34 　登地構造区分 ○
35 　現地種類 ○
36 　宅地比準 ○
37 　家屋構造区分 ○
38 　家屋構造区分(長期優良住宅) ○
39 　家屋構造区分(貸家) ○
40 　屋根構造区分 ○
41 　地上階段 ○
42 　地下階段 ○
43 　戸数 ○
44 　住宅面積 ○
45 　他面積 ○
46 　建床面積 ○
47 　延床面積 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№.７　不動産に関する業務の効率化） 別紙３．３－１－７

連携データ項目【価格通知情報（原始、承継）】

№ 連携データ 項目説明 使用する項目

48 　地積 ○
49 　築年月日 ○
50 　平米単価 ○
51 　造成費 ○
52 　評価額 ○
53 　1㎡当評点数 ○
54 　再建築評点数 ○
55 　１点単価 ○
56 　需給事情による減点補正率 上昇率 ○
57 　在来家屋　住宅面積 ○
58 　在来家屋　取得年月日 ○
59 　共同住宅等物件明細連番
60 　家屋種類(明細分) ○
61 　住宅面積(明細分) ○
62 　住宅再建築費評点数(明細分) ○
63 　戸数(明細分) ○
64 　他面積(明細分) ○
65 　戸数(明細分) ○
66 　申告書提出区分 ○
67 　評価額控除コード
68 　評価額住宅控除額
69 　評価額
70 　控除戸数
71 　課税標準額
72 　税率
73 　税額
74 　課税標準額
75 　税率
76 　税額
77 　合計税額

5/10



連携データ項目（新№.７　不動産に関する業務の効率化） 別紙３．３－１－７

連携データ項目【価格通知情報（家屋原始）】

1 価格通知情報（家屋原始） 都道府県⇒市町村への情報 ○
2 　評価区分 都道府県か市町村かの区分 ○
3 　通知番号
4 　市町村コード
5 　資料番号
6 　課税番号 ○
7 　取得者情報 ○
8 　　取得者住所 ○
9 　　取得者氏名 ○
10 　　取得者法人個人区分 ○
11 　　取得者共有者数 「ほか○○名」 ○
12 　　取得者持分分子 ○
13 　　取得者持分分母 ○
14 　所在地 ○
15 　需給事情による減点補正率 ○
16 　物件情報 ○
17 　　構造区分 ○
18 　　構造区分その他名称 構造区分が「その他」の場合、その内容 ○
19 　　厚み 鉄骨厚み ○
20 　　用途区分 ○
21 　　用途区分その他名称 用途区分が「その他」の場合、その内容 ○
22 　　取得原因区分 ○
23 　　取得原因区分その他名称 取得原因区分が「その他」の場合、その内容 ○
24 　　屋根構造区分 ○
25 　　屋根構造区分その他名称 屋根構造区分が「その他」の場合、その内容 ○
26 　　地上階数 ○
27 　　地下階数 ○
28 　　取得年月日 ○
29 　　建床面積 ○
30 　　延床面積 ○
31 　　居住部分の面積 併用住宅の内訳 ○
32 　　他の部分の面積 併用住宅の内訳 ○
33 　　1㎡当評点数 ○
34 　　再建築費評点数 ○
35 　　共同住宅等物件情報 ○
36 　　　面積 ○
37 　　　戸数 ○
38 　在来家屋住宅分情報 在来家屋の住宅分（在来用付属家を含む） ○
39 　　取得年月日 ○
40 　　面積 ○
41 　課税戸数 ○
42 　解家の有無 ○
43 　適用建物 ○
44 　調査年月日 ○
45 　調査員名 ○
46 　備考
47 　物件評価情報
48 　　評点数

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№.７　不動産に関する業務の効率化） 別紙３．３－１－７

連携データ項目【価格通知情報（家屋原始）】

№ 連携データ 項目説明 使用する項目

49 　　上昇率又は換算率
50 　　1点単価
51 　　評価額
52 　棟数
53 　課税床面積
54 　合計評価額
55 　評価額1
56 　評価額1控除コード
57 　評価額1控除額
58 　評価額2
59 　評価額2控除コード
60 　評価額2控除額
61 　評価額3
62 　評価額3控除コード
63 　評価額3住宅控除額
64 　評価額4
65 　控除戸数
66 　課税標準額1
67 　税率1
68 　税額1
69 　課税標準額2
70 　税率2
71 　税額2
72 　合計税額
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連携データ項目（新№.７　不動産に関する業務の効率化） 別紙３．３－１－７

連携データ項目【閲覧情報（登記簿謄本）】

1 閲覧情報 ○
2 　土地情報 ○
3 　　不動産番号 ○
4 　　地図番号 ○
5 　　筆界特定 ○
6 　　所在 ○
7 　　地目 ○
8 　　地番 ○
9 　　地積 ○
10 　　登記原因（表示） ○
11 　　登記の日付 登記原因年月日（表示） ○
12 　　順位番号 ○
13 　　受付年月日 ○
14 　　受付番号 ○
15 　　登記目的 ○
16 　　登記原因（所有権） ○
17 　　登記原因年月日（所有権） ○
18 　　所有者 ○
19 　　　氏名 ○
20 　　　住所 ○
21 　　　共有持分(分子) ○
22 　　　共有持分(分母) ○
23 　　登記権利者 ○
24 　　　氏名 ○
25 　　　住所 ○
26 　　　共有持分(分子) ○
27 　　　共有持分(分母) ○
28 　　登記義務者 ○
29 　　　氏名 ○
30 　　　住所 ○
31 　家屋情報 主たる建物、付属建物等 ○
32 　　建物 ○
33 　　　不動産番号 ○
34 　　　所在図番号 ○
35 　　　所在 ○
36 　　　家屋番号 ○
37 　　　符号 ○
38 　　　種類 項目名を「用途」から「種類」に変更 ○
39 　　　構造 ○
40 　　　屋根 ○
41 　　　床面積（１階） ○
42 　　　床面積（１階以外） ○
43 　　　登記原因（表示） ○
44 　　　登記の日付 登記原因年月日（表示） ○
45 　　　建築年月日 ○
46 　　区分建物 ○
47 　　　専有部分の家屋番号 ○
48 　　　所在図番号 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目

8/10



連携データ項目（新№.７　不動産に関する業務の効率化） 別紙３．３－１－７

連携データ項目【閲覧情報（登記簿謄本）】

№ 連携データ 項目説明 使用する項目

49 　　　所在 ○
50 　　　建物の名称 ○
51 　　　構造 ○
52 　　　床面積（階数） ○
53 　　　床面積 ○
54 　　　登記原因（表示） ○
55 　　　登記の日付 登記原因年月日（表示） ○
56 　　　建築年月日 ○
57 　　敷地権（土地） 敷地権の目的である土地の表示 ○
58 　　　土地の符号 ○
59 　　　所在 ○
60 　　　地目 ○
61 　　　地番 ○
62 　　　地積 ○
63 　　専有部分 ○
64 　　　不動産番号 ○
65 　　　家屋番号 ○
66 　　　建物の名称 ○
67 　　　種類 項目名を「用途」から「種類」に変更 ○
68 　　　構造 ○
69 　　　床面積（階数） ○
70 　　　床面積 ○
71 　　　登記原因（表示） ○
72 　　　登記の日付 登記原因年月日（表示） ○
73 　　敷地権の表示 ○
74 　　　土地の符号 ○
75 　　　敷地権の種類 ○
76 　　　登記原因（表示） ○
77 　　　登記の日付 登記原因年月日（表示） ○
78 　　順位番号 ○
79 　　受付年月日 ○
80 　　受付番号 ○
81 　　登記目的 ○
82 　　登記原因（所有権） ○
83 　　登記原因年月日（所有権） ○
84 　　所有者 ○
85 　　　氏名 ○
86 　　　住所 ○
87 　　　共有持分(分子) ○
88 　　　共有持分(分母) ○
89 　　登記権利者 ○
90 　　　氏名 ○
91 　　　住所 ○
92 　　　共有持分(分子) ○
93 　　　共有持分(分母) ○
94 　　登記義務者 ○
95 　　　氏名 ○
96 　　　住所 ○
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連携データ項目（新№.７　不動産に関する業務の効率化） 別紙３．３－１－７

連携データ項目【閲覧情報（登記簿謄本）】

№ 連携データ 項目説明 使用する項目

97 　評価額
98 　隣接地情報(公図情報)
99 　現況地目
100 　宅地比準
101 　敷地権持分(分子) ○
102 　敷地権持分(分母) ○
103 　農地法適用条項 ○
104 　農地法許可届出 ○
105 　農地法許可年月日 ○
106 　隣接地情報(宅地単価)
107 　登記簿謄本（全部事項証明書）情報
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連携データ項目（新№８　災害時の住民の状況把握や手続の効率化） 別紙３．３－１－８

連携情報一覧

条件の詳細
1 住基情報 （住基ネット）

現住所地市町村／住民基本台帳
必須 避難者リスト作成のため ・避難者

2 病歴・処方薬履歴等の情報 医療機関 必須 避難者リスト作成のため ・避難者

3 健診情報 現住所地市町村／健康管理 条件付 健診の受診歴がある場合 避難者リスト作成のため ・避難者

4 介護認定情報 現住所地市町村／介護保険 条件付 要介護・要支援認定を受けている場
合

避難者リスト作成のため ・避難者

5 避難者の所在地情報 避難先市町村／被災者支援 必須 避難者の現在の所在地把握のため ・避難者

6 母子健康手帳情報 現住所地市町村／健康管理 条件付 妊娠中もしくは乳幼児がいるため、
母子手帳が交付されている場合

避難者リスト作成のため ・避難者

7 生活保護受給情報 居住地市町村／生活保護 条件付 生活保護の受給者 避難者リスト作成のため ・避難者

8 被災状況 避難先市町村／被災者支援 必須 民間企業からの問い合わせに対して回答する ・避難者

9 り災証明書交付申請 被災地市町村／被災者支援 条件付 証明書が必要な場合 避難先の市町村で受け付けた申請を被災地の市町村へ送る ・避難者
（避難者＝世帯主とする）

10 義援金の申請 被災地市町村／被災者支援 条件付 支給要件を満たす場合 避難先の市町村で受け付けた申請を被災地の市町村へ送る ・避難者
（避難者＝世帯主とする）

11 個人住民税の減免申請 被災地市町村／個人住民税 条件付 証の再発行が必要な場合 避難先の市町村で受け付けた申請を被災地の市町村へ送る ・避難者

12 国民健康保険証の再発行申請 被災地市町村／国民健康保険 条件付 証の再発行が必要な場合 避難先の市町村で受け付けた申請を被災地の市町村へ送る ・避難者

13 国民健康保険料の免除申請 被災地市町村／国民健康保険 条件付 申請が必要な場合 避難先の市町村で受け付けた申請を被災地の市町村へ送る ・避難者

14 後期高齢者医療証の再発行申請 被災地市町村／後期高齢者医療 条件付 証の再発行が必要な場合 避難先の市町村で受け付けた申請を被災地の市町村へ送る ・避難者

15 後期高齢者医療保険料の免除申請 被災地市町村／後期高齢者医療 条件付 申請が必要な場合 避難先の市町村で受け付けた申請を被災地の市町村へ送る ・避難者

16 受給者証の再発行申請
（乳幼児医療、重度障害者医療、ひとり親
家庭等医療）

被災地市町村／乳幼児医療、障害者医
療、ひとり親医療等

条件付 証の再発行が必要な場合 避難先の市町村で受け付けた申請を被災地の市町村へ送る ・避難者

17 介護保険証の再発行申請 被災地市町村／介護保険 条件付 証の再発行が必要な場合 避難先の市町村で受け付けた申請を被災地の市町村へ送る ・避難者

18 介護保険料の減免申請 被災地市町村／介護保険 条件付 申請が必要な場合 避難先の市町村で受け付けた申請を被災地の市町村へ送る ・避難者

No 必要な情報 情報の対象者連携先
必須／条件付

情報の用途
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連携データ項目（新№８　災害時の住民の状況把握や手続の効率化） 別紙３．３－１－８

連携データ項目【病歴・処方薬履歴等の情報】

1 病歴・処方薬履歴等の情報 ○
2 　対象者情報
3 　　対象者氏名
4 　　対象者性別
5 　　対象者生年月日
6 　病歴 ○
7 　　病名 ○
8 　　発症年月日 ○
9 　　治癒年月日 ○
10 　処方薬歴 ○
11 　　処方薬名 ○
12 　　投与開始時期 ○
13 　　投与終了時期 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№８　災害時の住民の状況把握や手続の効率化） 別紙３．３－１－８

連携データ項目【健診情報】

1 健診情報 ○
2 　成人健診受診結果情報 ○
3 　　受診者氏名
4 　　受診者性別
5 　　受診者生年月日
6 　　基本健康診査受診日 ○
7 　　基本健康診査結果 ○
8 　　基本健康診査検診方式 ○
9 　　基本健康診査健診形態 ○
10 　　基本健康診査身長 ○
11 　　基本健康診査体重 ○
12 　　基本健康診査肥満度・標準体重 ○
13 　　基本健康診査理学的所見 ○
14 　　基本健康診査血圧（高） ○
15 　　基本健康診査血圧（低） ○
16 　　基本健康診査総コレステロール値 ○
17 　　基本健康診査中性脂肪 ○
18 　　基本健康診査ＨＤＬ－コレステロール ○
19 　　基本健康診査ＧＯＴ ○
20 　　基本健康診査ＧＰＴ ○
21 　　基本健康診査γーＧＰＴ ○
22 　　基本健康診査空腹時血糖 ○
23 　　基本健康診査尿酸 ○
24 　　基本健康診査ヘモグロビンＡ１ｃ ○
25 　　基本健康診査ヘマトクリット値 ○
26 　　基本健康診査血色素 ○
27 　　基本健康診査赤血球数 ○
28 　　基本健康診査尿蛋白 基本健康診査尿検査結果 ○
29 　　基本健康診査尿糖 基本健康診査尿検査結果 ○
30 　　基本健康診査尿潜血 基本健康診査尿検査結果 ○
31 　　基本健康診査血清クレアチニン ○
32 　　基本健康診査心電図結果 基本健康診査検査結果 ○
33 　　基本健康診査眼底結果 基本健康診査検査結果 ○
34 　　基本健康診査たばこ有無 ○
35 　　基本健康診査喫煙本数 ○
36 　　Ｃ型肝炎ウィルス検査受診日 ○
37 　　Ｃ型肝炎ウィルス検査検診形態 ○
38 　　Ｃ型肝炎ウィルス検査結果 ○
39 　　Ｃ型肝炎ウィルス検査ＨＣＶ抗体 ○
40 　　Ｃ型肝炎ウィルス検査ＨＣＶＲＮＡ ○
41 　　胃がん検診受診日 ○
42 　　胃がん検診結果 ○
43 　　胃がん検診方式 ○
44 　　大腸がん検診受診日 ○
45 　　便潜血検査（１回目）結果 ○
46 　　便潜血検査（２回目）結果 ○
47 　　大腸がん検診方式 ○
48 　　胸部エックス線受診日 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№８　災害時の住民の状況把握や手続の効率化） 別紙３．３－１－８

№ 連携データ 項目説明 使用する項目

49 　　胸部エックス線結果 ○
50 　　胸部エックス線検診方式 ○
51 　　喀痰細胞診検査日 ○
52 　　喀痰細胞診検査結果 ○
53 　　喀痰細胞診検査検診方式 ○
54 　　子宮がん検診（頸部）受診日 ○
55 　　子宮がん検診（頸部）結果 ○
56 　　子宮がん検診（頸部）検査方式 ○
57 　　子宮がん検診（体部）受診日 ○
58 　　子宮がん検診（体部）結果 ○
59 　　子宮がん検診（体部）検査方式 ○
60 　　乳がん検診受診日 ○
61 　　乳がん検診結果 ○
62 　　乳がん検診方式 ○
63 　　歯科・歯周疾患検診受診日 ○
64 　　歯科・歯周疾患検診結果 ○
65 　　骨粗しょう症検診受診日 ○
66 　　骨粗しょう症検診結果 ○
67 　成人健診精検結果情報 ○
68 　　受診者氏名
69 　　受診者性別
70 　　受診者生年月日
71 　　胃がん検診精検結果 ○
72 　　大腸がん検診精検結果 ○
73 　　胸部エックス線精検結果 ○
74 　　喀痰細胞診検査精検結果 ○
75 　　子宮がん検診（頸部）精検結果 ○
76 　　子宮がん検診（体部）精検結果 ○
77 　　乳がん検診精検結果 ○
78 　成人健診生活機能評価 ○
79 　　受診者氏名
80 　　受診者性別
81 　　受診者生年月日
82 　　基本チェックリスト　回答 ○
83 　　血清アルブミン値 ○
84 　　口腔内視診判定 ○
85 　　間接触診判定 ○
86 　健診結果情報（児童） ○
87 　　１歳６ヶ月児健診情報 ○
88 　　　１歳６ヶ月児健診受診日 ○
89 　　　１歳６ヶ月児健診受診医療機関 ○
90 　　　１歳６ヶ月児健診結果 ○
91 　　　１歳６ヶ月児健診医師コメント ○
92 　　３歳児健診情報 ○
93 　　　３歳児健診受診日 ○
94 　　　３歳児健診受診医療機関 ○
95 　　　３歳児健診結果 ○
96 　　　３歳児健診医師コメント ○
97 　　その他健診情報 ○
98 　　　その他健診受診日 ○

4/20



連携データ項目（新№８　災害時の住民の状況把握や手続の効率化） 別紙３．３－１－８

№ 連携データ 項目説明 使用する項目

99 　　　その他健診受診医療機関 ○
100 　　　その他健診結果 ○
101 　　　その他健診医師コメント ○
102 　予防接種履歴情報 ○
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連携データ項目（新№８　災害時の住民の状況把握や手続の効率化） 別紙３．３－１－８

連携データ項目【介護認定情報】

1 介護認定情報 ○
2 　識別番号 住基システムや外国人登録システムなどにより、一つの自治体内で一意に個人を特定する

ために振られる番号
3 　被保険者番号 識別番号で特定される個人に交付されている介護保険被保険者証に付与されている介護保

険の被保険者番号
4 　介護有無 識別番号で特定される個人が、介護保険の資格を保有しているか否かを設定する。また、

資格保有者の場合、第1号被保険者か第2号被保険者かを設定する。
○

5 　認定区分 当該個人が行政基準に照らし、要介護者と認定されているか否かを示す ○
6 　要介護状態区分 当該個人が要介護者と認定されている場合、その要介護状態が行政の認定基準区分のうち

どれに該当するかを示す
○

7 　認定期間開始日 当該個人が要介護認定もしくは要支援認定された後、介護保険サービスの利用が開始でき
る年月日を記載

○

8 　認定期間終了日 当該個人の要介護認定、もしくは要支援認定の有効期間が終了し、介護保険サービスの利
用不可となる年月日を記載

○

9 　喪失年月日 市外への転出、死亡等の事由により、当該個人が介護保険の被保険者資格を喪失した年月
日を記載

○

10 　喪失事由 当該個人が介護保険の被保険者資格を失った理由を示す ○
11 　かかりつけ医意見 ○
12 　居宅サービス計画等

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№８　災害時の住民の状況把握や手続の効率化） 別紙３．３－１－８

連携データ項目【避難者の所在地情報】

1 避難者の所在地情報 ○
2 　識別番号 人を統一的に管理する番号
3 　住民種別 人の種別（住民・外国人・住登外・法人等）を表す区分 ○
4 　住民状態 人の状態（住民・転出・死亡・消除等）を表す区分
5 　氏名 住登外者等の氏名 ○
6 　性別 住登外者等の性別 ○
7 　生年月日 住登外者等の生年月日 ○
8 　続柄 住登外者等の世帯主との続柄
9 　住所 住登外者の現住所（被災地の住所） ○
10 　電話番号 住登外者の現電話番号 ○
11 　メールアドレス 住登外者のメールアドレス ○
12 　住所（避難元） 住登外者の避難元の住所 ○
13 　最初登録業務ユニット 当該データを最初に登録した業務ユニットの番号
14 　利用業務ユニット 当該データを利用している業務ユニットを表す項目（業務ユニットの該当桁に１をたて

る）
15 　異動年月日 当該データを登録・更新した際の日付時間 ○
16 　独自領域 自治体で独自に管理する情報の領域 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№８　災害時の住民の状況把握や手続の効率化） 別紙３．３－１－８

連携データ項目【母子健康手帳情報】

1 母子健康手帳情報 ○
2 　宛名情報
3 　母子手帳番号
4 　保護者・出生届出済証明 ○
5 　妊婦の健康状態など ○
6 　妊婦の職業と環境 ○
7 　妊娠中の経過 ○
8 　出産の状態と産後の経過 ○
9 　妊娠中と産後の体重変化の記録 ○
10 　妊娠中と産後の歯の状態 ○
11 　母親（両親）学級受講記録 ○
12 　乳幼児身体発達曲線 ○
13 　予防接種履歴情報 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№８　災害時の住民の状況把握や手続の効率化） 別紙３．３－１－８

連携データ項目【生活保護受給情報】

1 生活保護受給情報 ○
2 　生活保護受給開始日 ○
3 　準生活保護受給開始日 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№８　災害時の住民の状況把握や手続の効率化） 別紙３．３－１－８

連携データ項目【被災状況】

1 被災状況 ○
2 　対象者情報
3 　　住所
4 　　氏名
5 　被災状況 ○
6 　　り災場所 ○
7 　　り災住家等 ○
8 　　り災日時 ○
9 　　り災理由 ○
10 　　被害の程度 ○
11 　り災証明者情報 ○
12 　　氏名 ○
13 　　証明日 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№８　災害時の住民の状況把握や手続の効率化） 別紙３．３－１－８

連携データ項目【り災証明書交付申請】

1 り災証明書の申請 ○
2 　申請者情報 ○
3 　　住所
4 　　氏名
5 　　電話番号 ○
6 　　携帯電話番号 ○
7 　申請年月日 ○
8 　代理人情報 ○
9 　　住所
10 　　氏名
11 　　電話番号 ○
12 　　申請者との関係 ○
13 　り災場所情報 ○
14 　　住所 ○
15 　　り災住家等 持家／借家、住家／非住家の区分 ○
16 　　申請者との関係 り災住家に対する申請者の関係 ○
17 　り災日時 ○
18 　り災理由 ○
19 　り災内容 ○
20 　証明必要数 ○
21 　証明必要理由 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№８　災害時の住民の状況把握や手続の効率化） 別紙３．３－１－８

連携データ項目【義援金の申請】

1 義援金の申請 住家被害の場合を想定 ○
2 　請求者情報 ○
3 　　住所（所在地） ○
4 　　氏名
5 　　性別
6 　　生年月日
7 　　電話番号 ○
8 　義援金内訳 該当する義援金の種類 ○
9 　申請年月日 ○
10 　死亡・行方不明者情報 ○
11 　　住所 ○
12 　　氏名 ○
13 　　生年月日 ○
14 　　請求者との続柄 ○
15 　り災場所情報 ○
16 　　住所 ○
17 　振込先情報 ○
18 　　振込口座 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№８　災害時の住民の状況把握や手続の効率化） 別紙３．３－１－８

連携データ項目【個人住民税の減免申請】

1 個人住民税の減免申請 ○
2 　氏名
3 　住所（所在地）
4 　代表者氏名 ○
5 　電話番号 ○
6 　申請年月日 ○
7 　減免申請理由 ○
8 　年度 ○
9 　通知書番号
10 　税目 ○
11 　期別 ○
12 　税額 ○
13 　所得状況等 ○
14 　減免申請理由 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№８　災害時の住民の状況把握や手続の効率化） 別紙３．３－１－８

連携データ項目【国民健康保険証の再発行申請】

1 国民健康保険証の再発行申請 ○
2 　届出者情報 ○
3 　　住所
4 　　氏名
5 　　連絡先 ○
6 　　異動対象者との関係 ○
7 　　異動届出年月日 ○
8 　申請年月日 ○
9 　発行証情報
10 　　国保記号番号
11 　　被保険者情報 ○
12 　　　氏名 ○
13 　　　続柄 ○
14 　　　生年月日 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№８　災害時の住民の状況把握や手続の効率化） 別紙３．３－１－８

連携データ項目【国民健康保険料の免除申請】

1 国民健康保険料の免除申請 ○
2 　申請者情報 ○
3 　　住所
4 　　氏名
5 　　連絡先 ○
6 　　課税対象者との関係 ○
7 　　申請年月日 ○
8 　申請情報 ○
9 　　国保記号番号
10 　　世帯主氏名 ○
11 　　減免申請事由 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№８　災害時の住民の状況把握や手続の効率化） 別紙３．３－１－８

連携データ項目【後期高齢者医療証の再発行申請】

1 後期高齢者医療証の再発行申請 ○
2 　届出者情報 ○
3 　　住所
4 　　氏名
5 　　連絡先 ○
6 　　異動対象者との関係 ○
7 　　異動届出年月日 ○
8 　申請年月日 ○
9 　発行証情報 ○
10 　　被保険者情報 ○
11 　　　被保険者番号
12 　　　氏名 ○
13 　　　続柄 ○
14 　　　生年月日 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№８　災害時の住民の状況把握や手続の効率化） 別紙３．３－１－８

連携データ項目【後期高齢者医療保険料の免除申請】

1 後期高齢者医療保険料の免除申請 ○
2 　申請者情報 ○
3 　　住所
4 　　氏名
5 　　連絡先 ○
6 　　申請年月日 ○
7 　申請情報 ○
8 　　被保険者番号
9 　　氏名
10 　　減免申請事由 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№８　災害時の住民の状況把握や手続の効率化） 別紙３．３－１－８

連携データ項目【受給者証の再発行申請】

1 受給者証の再発行申請 ○
2 　申請者情報 ○
3 　　住所
4 　　氏名
5 　　連絡先 ○
6 　　対象者との関係 ○
7 　　申請年月日 ○
8 　対象者情報 ○
9 　　保険者番号 ○
10 　　保険者名称 ○
11 　　被保険者記号番号
12 　　被保険者氏名 ○
13 　　被保険者住所 ○
14 　　対象者氏名 ○
15 　　対象者住所 ○
16 　　対象者生年月日 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№８　災害時の住民の状況把握や手続の効率化） 別紙３．３－１－８

連携データ項目【介護保険証の再発行申請】

1 介護保険証の再発行申請 ○
2 　申請者情報 ○
3 　　住所
4 　　氏名
5 　　連絡先 ○
6 　　対象者との関係 ○
7 　　申請年月日 ○
8 　発行証情報 ○
9 　　　被保険者番号
10 　　　氏名 ○
11 　　　生年月日 ○
12 　　　要介護度 ○
13 　　　有効期限 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携データ項目（新№８　災害時の住民の状況把握や手続の効率化） 別紙３．３－１－８

連携データ項目【介護保険料の減免申請】

1 介護保険料の減免申請 ○
2 　届出者情報 ○
3 　　住所
4 　　氏名
5 　　連絡先 ○
6 　　課税対象者との関係 ○
7 　　申請年月日 ○
8 　発行証情報 ○
9 　　　被保険者番号
10 　　　氏名
11 　　　減免申請事由 ○

№ 連携データ 項目説明 使用する項目
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連携情報一覧（全体） 別紙３．４－１

団体 ﾕﾆｯﾄ№
業務/

業務ﾕﾆｯﾄ名

新№1児童扶養手当
の認定申請における
手続の効率化

新№2生活保護の受
給申請に伴う調査の
効率化（都道府県で
実施）

新№3税務に関する情
報提供（税額、納付状
況、申告に必要な情
報など）

新№4小児慢性特定
疾患の医療給付手続
の効率化

新№5国民年金の裁
定請求の効率化

新№6引越時の健診・
予防接種履歴の引継
ぎと児童虐待の把握

新№7不動産に関する
業務の効率化

新№8災害時の住民
の状況把握や手続の
効率化

1 住基ネット ― ― 本人確認情報 照会 ・住民票の写し ・住民票の写し ・住民票の写し ・住民票の写し ・住基情報

2 市町村 1 住民基本台帳 住民票情報 照会 ・住民票の写し ・住民票の写し ・住民票の写し ・住民票の写し ・住基情報

3 市町村 5 固定資産税 固定資産情報 照会 ・固定資産情報

4 市町村 5 固定資産税 申告内容（固定資産税） 照会
・申告内容　（固定資
産税）

5 市町村 5 固定資産税 税（賦課）情報（固定資産税） 照会
・税（賦課）情報　（固
定資産税）

6 市町村 5 固定資産税 納付情報（固定資産税） 照会
・納付情報（固定資産
税）

7 市町村 5 固定資産税 価格通知情報（市から県への連絡） 連絡
・価格通知情報（原
始、承継）※市町村か
ら都道府県へ

8 市町村 6 個人住民税 所得課税証明書情報 照会 ・所得証明書 ・所得証明書 ・課税証明書 ・所得証明書

9 市町村 6 個人住民税 申告内容（個人住民税） 照会
・申告内容　（個人住
民税）

10 市町村 6 個人住民税 税（賦課）情報（個人住民税） 照会
・税（賦課）情報　（個
人住民税）

11 市町村 6 個人住民税 納付情報（個人住民税） 照会
・納付情報（個人住民
税）

12 市町村 8 軽自動車税 軽自動車車両情報 照会 ・軽自動車車両情報

13 市町村 8 軽自動車税 申告内容（軽自動車税） 照会
・申告内容　（軽自動
車税）

14 市町村 8 軽自動車税 税（賦課）情報（軽自動車税） 照会
・税（賦課）情報　（軽
自動車税）

15 市町村 8 軽自動車税 納付情報（軽自動車税） 照会
・納付情報（軽自動車
税）

16 市町村 10 国民健康保険 国民健康保険情報 照会
・国民健康保険加入
情報

・国民健康保険加入
情報
・国民健康保険の所
得区分

17 市町村 10 国民健康保険 保険料情報（国民健康保険） 照会
・保険料情報（国民健
康保険）

18 市町村 10 国民健康保険 医療費情報（国民健康保険） 照会
・医療費情報（国民健
康保険）

19 市町村 12 障害者福祉 手帳情報 照会 ・手帳情報

情報保有者

連携情報
連携形態
（照会／
連絡）

ユースケース別　使用する情報

項
番
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連携情報一覧（全体） 別紙３．４－１

団体 ﾕﾆｯﾄ№
業務/

業務ﾕﾆｯﾄ名

新№1児童扶養手当
の認定申請における
手続の効率化

新№2生活保護の受
給申請に伴う調査の
効率化（都道府県で
実施）

新№3税務に関する情
報提供（税額、納付状
況、申告に必要な情
報など）

新№4小児慢性特定
疾患の医療給付手続
の効率化

新№5国民年金の裁
定請求の効率化

新№6引越時の健診・
予防接種履歴の引継
ぎと児童虐待の把握

新№7不動産に関する
業務の効率化

新№8災害時の住民
の状況把握や手続の
効率化

情報保有者

連携情報
連携形態
（照会／
連絡）

ユースケース別　使用する情報

項
番

20 市町村 12 障害者福祉 障害者情報（身体障害者） 照会
・障害者情報（身体障
害者）

21 市町村 12 障害者福祉 障害者情報（知的障害者） 照会
・障害者情報（精神障
害者）

22 市町村 12 障害者福祉 障害者情報（精神障害者） 照会
・障害者情報（知的障
害者）

23 市町村 12 障害者福祉 特別児童扶養手当受給情報 照会
・特別児童扶養手当
受給情報

24 市町村 13
後期高齢者医
療

後期高齢者医療保険加入情報 照会
・後期高齢者医療保
険加入情報

25 市町村 13
後期高齢者医
療

保険料情報（後期高齢者医療） 照会
・保険料情報（後期高
齢者医療）

26 市町村 13
後期高齢者医
療

医療費情報（後期高齢者医療） 照会
・医療費情報（後期高
齢者医療）

27 市町村 14 介護保険 介護保険加入情報 照会
・介護保険資格・高額
給付情報

・介護認定情報

28 市町村 14 介護保険 介護保険高額給付情報 照会
・介護保険資格・高額
給付情報

29 市町村 14 介護保険 介護保険賦課情報 照会
・介護保険資格・高額
給付情報

30 市町村 16 生活保護 生活保護受給情報 照会
・生活保護受給証明
書

・生活保護受給情報

31 市町村 19 健康管理 健診情報（児童） 照会 ・健診情報（児童）

32 市町村 19 健康管理 健診情報（妊婦） 照会 ・健診情報（妊婦）

33 市町村 19 健康管理 健診情報 照会 ・健診情報

34 市町村 19 健康管理 予防接種歴情報 照会 ・予防接種歴情報

35 市町村 19 健康管理 母子健康手帳情報 照会 ・母子健康手帳情報

36 市町村 21 戸籍 戸籍情報 照会
・戸籍全部事項証明
書

・戸籍全部事項証明
書
・戸籍の附票の写し

・戸籍全部事項証明
書

37 市町村 22 子ども手当 子ども手当受給情報 照会 ・子ども手当受給情報

38 市町村 ― 児童扶養手当 児童扶養手当受給情報 照会
・児童扶養手当受給
情報

39 市町村 ― 被災者支援 避難者の所在地情報 連絡
・避難者の所在地情
報
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連携情報一覧（全体） 別紙３．４－１

団体 ﾕﾆｯﾄ№
業務/

業務ﾕﾆｯﾄ名

新№1児童扶養手当
の認定申請における
手続の効率化

新№2生活保護の受
給申請に伴う調査の
効率化（都道府県で
実施）

新№3税務に関する情
報提供（税額、納付状
況、申告に必要な情
報など）

新№4小児慢性特定
疾患の医療給付手続
の効率化

新№5国民年金の裁
定請求の効率化

新№6引越時の健診・
予防接種履歴の引継
ぎと児童虐待の把握

新№7不動産に関する
業務の効率化

新№8災害時の住民
の状況把握や手続の
効率化

情報保有者

連携情報
連携形態
（照会／
連絡）

ユースケース別　使用する情報

項
番

40 市町村 ― 被災者支援 被災状況 照会 ・被災状況

41 市町村 ― 被災者支援 り災証明書の申請 連絡 ・り災証明書交付申請

42 市町村 ― 被災者支援 義援金の申請 連絡 ・義援金の申請

43 市町村 ― 被災者支援 個人住民税の減免申請 連絡
・個人住民税の減免
申請

44 市町村 ― 被災者支援 国民健康保険証の再発行申請 連絡
・国民健康保険証の
再発行申請

45 市町村 ― 被災者支援 国民健康保険料の免除申請 連絡
・国民健康保険料の
免除申請

46 市町村 ― 被災者支援 後期高齢者医療証の再発行申請 連絡
・後期高齢者医療証
の再発行申請

47 市町村 ― 被災者支援 後期高齢者医療保険料の免除申請 連絡
・後期高齢者医療保
険料の免除申請

48 市町村 ― 被災者支援 受給者証の再発行申請 連絡

・受給者証の再発行
申請
（乳幼児医療、重度障
害者医療、ひとり親家
庭等医療）

49 市町村 ― 被災者支援 介護保険証の再発行申請 連絡
・介護保険証の再発
行申請

50 市町村 ― 被災者支援 介護保険料の減免申請 連絡
・介護保険料の減免
申請

51 都道府県 ― 生活保護 保護決定情報 連絡 ・保護決定情報

52 都道府県 ― 自動車税 申告内容（自動車税） 照会
・申告内容　（自動車
税）

53 都道府県 ― 自動車税 税（賦課）情報（自動車税） 照会
・税（賦課）情報　（自
動車税）

54 都道府県 ― 自動車税 納付情報（自動車税） 照会
・納付情報（自動車
税）

55 都道府県 ―
小児慢性特定
疾患

小児慢性特定疾患結果情報 連絡
・小児慢性特定疾患
結果情報

56 都道府県 ― 不動産取得税 価格通知情報（県から市への連絡） 連絡
・価格通知情報（家屋
原始）※都道府県から
市町村へ

57 税務署 ― ― 所得税額情報 照会 ・所得税額情報

58 税務署 ― ― 申告内容（所得税） 照会 ・申告内容　（所得税）
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連携情報一覧（全体） 別紙３．４－１

団体 ﾕﾆｯﾄ№
業務/

業務ﾕﾆｯﾄ名

新№1児童扶養手当
の認定申請における
手続の効率化

新№2生活保護の受
給申請に伴う調査の
効率化（都道府県で
実施）

新№3税務に関する情
報提供（税額、納付状
況、申告に必要な情
報など）

新№4小児慢性特定
疾患の医療給付手続
の効率化

新№5国民年金の裁
定請求の効率化

新№6引越時の健診・
予防接種履歴の引継
ぎと児童虐待の把握

新№7不動産に関する
業務の効率化

新№8災害時の住民
の状況把握や手続の
効率化

情報保有者

連携情報
連携形態
（照会／
連絡）

ユースケース別　使用する情報

項
番

59 税務署 ― ― 税（賦課）情報（所得税） 照会
・税（賦課）情報　（所
得税）

60 税務署 ― ― 納付情報（所得税） 照会 ・納付情報（所得税）

61 税務署 ― ― 年末調整情報 照会 ・年末調整情報

62 法務局 ― ― 土地家屋異動通知情報 連絡
・土地家屋異動通知
情報（承継分）

63 法務局 ― ― 登記簿閲覧情報 照会 ・法務局登記情報
・閲覧情報（登記簿謄
本）

64
公共職業安
定所

― ― 雇用保険受給情報 照会 ・雇用保険受給情報

65 運輸支局 ― ― 自動車車両情報 照会 ・自動車車両情報

66
労働基準監
督署

― ― 労災受給情報 照会 ・労災受給情報

67 年金保険者 ― ― 特別障害者給付金受給情報 照会
・特別障害者給付金
受給情報

68 年金保険者 ― ― 年金受給情報 照会 ・年金受給情報 ・年金受給情報

69 年金保険者 ― ― 保険料情報（年金） 照会 ・保険料情報（年金）

70 年金保険者 ― ― 年金加入期間確認通知書 照会
・年金加入期間確認
通知書

71 医療保険者 ― ― 医療保険情報 照会 ・医療保険加入情報
・医療保険加入情報
・医療保険の所得区
分

72 医療保険者 ― ― 保険料情報（健康保険） 照会
・保険料情報（健康保
険）

73 医療保険者 ― ― 医療費情報（健康保険） 照会
・医療費情報（健康保
険）

74 医療機関 ― ― 診断書等 照会 ・診断書等

75 医療機関 ― ― 医療要否意見書 照会 ・医療要否意見書

76 医療機関 ― ― 検診書 照会 ・検診書

77 医療機関 ― ― 医療意見書 照会 ・医療意見書

78 医療機関 ― ― 病歴・処方薬履歴等の情報 照会
・病歴・処方薬履歴等
の情報
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連携情報一覧（全体） 別紙３．４－１

団体 ﾕﾆｯﾄ№
業務/

業務ﾕﾆｯﾄ名

新№1児童扶養手当
の認定申請における
手続の効率化

新№2生活保護の受
給申請に伴う調査の
効率化（都道府県で
実施）

新№3税務に関する情
報提供（税額、納付状
況、申告に必要な情
報など）

新№4小児慢性特定
疾患の医療給付手続
の効率化

新№5国民年金の裁
定請求の効率化

新№6引越時の健診・
予防接種履歴の引継
ぎと児童虐待の把握

新№7不動産に関する
業務の効率化

新№8災害時の住民
の状況把握や手続の
効率化

情報保有者

連携情報
連携形態
（照会／
連絡）

ユースケース別　使用する情報

項
番

79 金融機関 ― ― 口座有無情報 照会 ・口座有無情報 ・口座有無情報

80 金融機関 ― ―
借入金の年末残高等証明書（住宅
ローン）

照会
・借入金の年末残高
等証明書（住宅ロー
ン）

81 金融機関 ― ― 銀行預金額 照会 ・銀行預金額

82 郵便局 ― ― 郵便貯金額 照会 ・郵便貯金額

83 郵便局 ― ― 簡易保険加入情報 照会 ・簡易保険加入情報

84 保険会社 ― ― 生命保険情報 照会
・生命保険加入情報
・生命保険解約金額

85 保険会社 ― ― 保険料情報（生命保険） 照会
・保険料情報（生命保
険）

86 保険会社 ― ― 保険料情報（損害保険） 照会
・保険料情報（損害保
険）

87 雇用主 ― ― 給与所得情報 照会 ・給与所得情報
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別紙 3.4-2 連携データ項目（全体） 
 
 
 
 
 

 
 



 



連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

本人確認情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 本人確認情報 ○ ○ ○ ○ ○

2 氏名 ○ ○ ○ ○ ○

3 漢字氏名 ○ ○ ○ ○ ○

4 カナ氏名 ○ ○ ○ ○ ○

5 生年月日 ○ ○ ○ ○ ○

6 性別 ○ ○ ○ ○ ○

7 住所 ○ ○ ○ ○

№ 連携データ 項目説明
ユースケース別　使用する項目
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

住民票情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 住民票情報 ○ ○ ○ ○ ○

2 世帯主氏名 ○ ○ ○ ○

3 世帯員情報 世帯主を含む世帯員全員 ○ ○ ○ ○ ○

4 氏名 ○ ○ ○ ○ ○

5 続柄漢字 住民基本台帳の世帯主との続柄 ○ ○ ○ ○ ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

固定資産情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 固定資産情報 ○

2 不動産の有無 ○

3 土地情報 ○

4 土地所在地 ○

5 地番 ○

6 現況地目コード ○

7 現況地積 ○

8 評価額 ○

9 家屋情報 ○

10 家屋所在地 ○

11 家屋番号 ○

12 種類コード ○

13 床面積 ○

14 評価額 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

申告内容（固定資産税）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 申告内容（固定資産税） ○

2 相当年度 ○

3 現住所 ○

4 送付先住所 ○

5 氏名 ○

6 義務者電話番号 ○

7 事業種目 ○

8 資本金 ○

9 事業開始年月日 ○

10 応答者氏名 ○

11 応答者電話番号 ○

12 税理士等の氏名 ○

13 税理士等の電話番号 ○

14 短縮耐用年数承認区分 ○

15 増加償却届出区分 ○

16 非課税該当資産区分 ○

17 課税標準特例区分 ○

18 特例償却圧縮記帳区分 ○

19 税務会計上償却方法区分 ○

20 青色申告区分 ○

21 事業所等資産の所在地 ○

22 借用資産区分 ○

23 借用資産貸主名称 ○

24 事業所用家屋所有区分 ○

25 備考 ○

26 決算期１ ○

27 決算期２ ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明

4/116



連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

申告内容（固定資産税）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別　使用する項目

№ 連携データ 項目説明

28 種類コード ○

29 前年前取得価額 ○

30 前年中減少価額 ○

31 前年中取得価額 ○

32 取得価額合計 ○

33 帳簿価額 ○

34 評価額 ○

35 土地_評価額 ○

36 家屋_評価額 ○

37 償却資産_評価額 ○

38 決定価格 ○

39 課税標準額 ○

40 土地_課税標準額 ○

41 家屋_課税標準額 ○

42 償却資産_課税標準額 ○
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

税（賦課）情報（固定資産税）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 税（賦課）情報（固定資産税） ○

2 賦課年度 ○

3 相当年度 ○

4 徴収番号 ○

5 法定納期限 ○

6 指定納期限 ○

7 年税額 ○

8 期別情報 ○

9 期別 ○

10 期別税額 ○

11 期別納期限 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

納付情報（固定資産税）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 納付情報（固定資産税） ○

2 納税者情報 ○

3 氏名 ○

4 住所 ○

5 生年月日 ○

6 未納情報 ○

7 賦課年度 ○

8 相当年度 ○

9 未納有無 ○

10 未納額 ○

11 本税未納額 ○

12 延滞金未納額 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

価格通知情報（市から県への連絡）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 価格通知情報（市から県への連絡） ○

2 原始・承継区分 ○

3 受付年度 ○

4 物件情報 ○

5 取得者義務者区分 ○

6 主従区分 ○

7 共有者数 ○

8 権利者・義務者・取得者氏名 ○

9 権利者・義務者・取得者住所 ○

10 法人個人コード ○

11 取得者持分（分子） ○

12 取得者持分（分母） ○

13 物件所在地コード ○

14 番地 ○

15 家屋番号 ○

16 土地家屋区分 ○

17 登記年月日 ○

18 取得年月日 ○

19 取得区分（原始） ○

20 取得区分（承継） ○

21 取得区分（その他） ○

22 登地構造区分（土地） ○

23 登地構造区分（家屋） ○

24 現地種類 ○

25 宅地比準 ○

26 家屋構造区分 ○

27 家屋構造区分（長期優良住宅） ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

価格通知情報（市から県への連絡）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別　使用する項目

№ 連携データ 項目説明

28 家屋構造区分（貸家） ○

29 屋根構造区分 ○

30 地上階段 ○

31 地下階段 ○

32 戸数 ○

33 住宅面積 ○

34 他面積 ○

35 建床面積 ○

36 延床面積 ○

37 地積 ○

38 築年月日 ○

39 平米単価 ○

40 造成費 ○

41 評価額 ○

42 1㎡当評点数 ○

43 再建築評点数 ○

44 １点単価 ○

45 需給事情による減点補正率 ○

46 在来家屋住宅面積 ○

47 在来家屋取得年月日 ○

48 共同住宅物件情報 ○

49 家屋種類（明細分） ○

50 住宅面積（明細分） ○

51 住宅再建築費評点数（明細分） ○

52 住宅戸数（明細分） ○

53 他面積（明細分） ○

54 他戸数（明細分） ○
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

価格通知情報（市から県への連絡）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別　使用する項目

№ 連携データ 項目説明

55 申告書提出区分 ○
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

所得課税証明書情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 所得課税証明書情報 ○ ○ ○ ○

2 課税情報 ○ ○ ○ ○

3 相当年度 ○ ○ ○ ○

4 年税額 ○

5 市区町村民税額情報 ○

6 市区町村民税均等割額 ○

7 市区町村民税所得割額 ○

8 都道府県民税額情報 ○

9 課税総所得額等 ○

10 総合分 ○

11 総所得額 ○

12 免税対象肉用牛所得 ○

13 分離分 ○

14 分離短期土地等事業・雑所得額 ○

15 分離短期譲渡一般所得額 ○

16 分離長期譲渡一般所得額 ○

17 山林所得額 ○

18 分離退職所得額 ○

19 先物取引所得額 ○

20 条約適用利子等所得額 ○

21 条約適用配当等所得額 ○

22 控除情報 ○

23 雑損控除額 ○

24 医療費控除額 ○

25 小規模企業共済掛金控除額 ○

26 生命保険住民税控除額 ○

27 配偶者特別控除額 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

所得課税証明書情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別　使用する項目

№ 連携データ 項目説明

28 控除対象配偶者区分 ○

29 同居老人扶養人数 ○

30 老人扶養人数 ○

31 一般扶養人数 ○

32 特定扶養人数 ○

33 特別障害者人数 ○

34 普通障害者人数 ○

35 本人情報 ○

36 本人障害区分 ○

37 本人寡婦区分 ○

38 本人勤労学生区分 ○
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

申告内容（個人住民税）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 申告内容（個人住民税） ○

2 本年度１月１日の住所 ○

3 氏名 ○

4 電話番号 ○

5 生年月日 ○

6 収入金額 ○

7 給与収入金額 ○

8 公的年金等収入金額 ○

9 所得金額 ○

10 営業所得金額 ○

11 農業所得金額 ○

12 不動産所得金額 ○

13 利子所得金額 ○

14 配当所得金額 ○

15 給与所得金額 ○

16 公的年金等所得金額 ○

17 雑その他の所得金額 ○

18 総合譲渡短期所得金額 ○

19 総合譲渡長期所得金額 ○

20 総合譲渡一時所得金額 ○

21 合計 ○

22 特別控除額 ○

23 総合譲渡短期特別控除額 ○

24 総合譲渡長期特別控除額 ○

25 総合譲渡一時特別控除額 ○

26 所得から差し引かれる金額 ○

27 雑損控除額 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

申告内容（個人住民税）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別　使用する項目

№ 連携データ 項目説明

28 医療費控除額 ○

29 社会保険料控除額 ○

30 小規模企業共済掛金控除額 ○

31 生命保険料控除 ○

32 個人年金保険料の計 ○

33 生命保険控除額 ○

34 損害保険料控除 ○

35 長期保険料の計 ○

36 損害保険控除額 ○

37 寄付金控除額 ○

38 本人障害者区分 ○

39 配偶者情報 ○

40 生年月日 ○

41 障害者に該当する場合 ○

42 同居別居の区分 ○

43 障害者区分 ○

44 配偶者特別控除額 ○

45 配偶者合計所得金額 ○

46 扶養控除 ○

47 氏名 ○

48 生年月日 ○

49 同居別居の区分 ○

50 障害者区分 ○

51 事業専従者 ○

52 生年月日 ○

53 専従者給与（控除）額 ○

54 所得控除計 ○
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

申告内容（個人住民税）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別　使用する項目

№ 連携データ 項目説明

55 住宅借入金（取得）等控除 ○

56 所得税額 ○

57 専従者給与額の合計 ○

58 住民税の納税方法 ○

59 所得の内訳（源泉徴収税額） ○

60 所得の種類 ○

61 種目・所得の生ずる場所又は給与などの支払者の氏名・名称 ○

62 収入金額 ○
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

税（賦課）情報（個人住民税）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 税（賦課）情報（個人住民税） ※普通徴収分のみとする。 ○

2 賦課年度 ○

3 相当年度 ○

4 徴収番号 ○

5 年税額 ○

6 期別情報 ○

7 期別 ○

8 期別税額 ○

9 期別充当額 ○

10 期別納期限 ○

11 年金特別徴収分期別情報 ○

12 期別 ○

13 期別税額 ○

14 納期限 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

納付情報（個人住民税）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 納付情報（個人住民税） ○

2 納税者情報 ○

3 氏名 ○

4 住所 ○

5 生年月日 ○

6 未納情報 ○

7 賦課年度 ○

8 相当年度 ○

9 未納有無 ○

10 未納額 ○

11 本税未納額 ○

12 延滞金未納額 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

軽自動車車両情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 軽自動車車両情報 ○

2 軽自動車情報 ○

3 標識情報 ○

4 標識番号1 自動車の種別及び用途による分類番号を表示する三けた
以下のアラビア数字（左詰め）

○

5 標識記号 自家用又は事業用の別等を表示する平仮名またはローマ
字

○

6 標識番号2 一連指定番号を表す ○

7 車名 ○

8 型式 ○

9 年式 ○

10 総排気量（定格出力） ○

11 排気量区分 ○

12 営業・自家用区分 ○

13 使用者情報 ○

14 氏名 ○

15 生年月日 ○

16 住所 ○

17 所有者情報 ○

18 氏名 ○

19 生年月日 ○

20 住所 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明

18/116



連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

申告内容（軽自動車税）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 申告内容（軽自動車税） ○

2 申告年月日 ○

3 申告理由 ○

4 申告理由備考 ○

5 種別 ○

6 種別備考 ○

7 標識 ○

8 標識番号1 ○

9 標識記号 ○

10 標識番号2 ○

11 標識サイン ○

12 納税義務発生年月日 ○

13 旧標識 ○

14 標識番号1 ○

15 標識記号 ○

16 標識番号2 ○

17 標識サイン ○

18 所有者情報 ○

19 所有者住所 ○

20 所有者氏名 ○

21 所有者生年月日 ○

22 所有者電話番号 ○

23 使用者情報 ○

24 使用者住所 ○

25 使用者氏名 ○

26 使用者生年月日 ○

27 使用者電話番号 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

申告内容（軽自動車税）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別　使用する項目

№ 連携データ 項目説明

28 届出者情報 ○

29 届出者住所 ○

30 届出者氏名 ○

31 届出者電話番号 ○

32 所有形態 ○

33 所有形態備考 ○

34 定置場住所 ○

35 旧定置場住所 ○

36 車名 ○

37 型式 ○

38 年式 ○

39 型式番号 ○

40 車台番号 ○

41 型式認定番号 ○

42 総排気量（定格出力） ○

43 排気量区分 ○

44 備考 ○

20/116



連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

税（賦課）情報（軽自動車税）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 税（賦課）情報（軽自動車税） ○

2 標識 自動車の種別及び用途による分類番号を表示する三けた
以下のアラビア数字（左詰め）

○

3 標識番号1 自家用又は事業用の別等を表示する平仮名またはローマ
字

○

4 標識記号 一連指定番号を表す ○

5 標識番号2 標識の表示方法を表す ○

6 標識サイン ○

7 種別 ○

8 賦課年度 ○

9 相当年度 ○

10 徴収番号 ○

11 税額 ○

12 納期限 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

納付情報（軽自動車税）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 納付情報（軽自動車税） ○

2 納税者情報 ○

3 氏名 ○

4 住所 ○

5 生年月日 ○

6 未納情報 ○

7 賦課年度 ○

8 相当年度 ○

9 未納有無 ○

10 未納額 ○

11 本税未納額 ○

12 延滞金未納額 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

国民健康保険情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 国民健康保険情報 ○ ○

2 健康保険加入有無 ○ ○

3 賦課情報 ○

4 相当年度 ○

5 保険料額 ○

6 所得区分 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

保険料情報（国民健康保険）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 保険料情報（国民健康保険） ○

2 賦課年度 ○

3 相当年度 ○

4 徴収番号 ○

5 国保記号番号 ○

6 世帯主氏名 ○

7 年税額（保険料額） ○

8 医療一般分 ○

9 医療退職分 ○

10 介護一般分 ○

11 介護退職分 ○

12 支援一般分 ○

13 支援退職分 ○

14 普通徴収分期別情報 ○

15 期別 ○

16 期別税（料）額 ○

17 期別医療一般分 ○

18 期別医療退職分 ○

19 期別介護一般分 ○

20 期別介護退職分 ○

21 期別支援一般分 ○

22 期別支援退職分 ○

23 納期限 ○

24 特別徴収分期別情報 ○

25 期別 ○

26 期別税（料）額 ○

27 期別医療一般分 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

保険料情報（国民健康保険）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別　使用する項目

№ 連携データ 項目説明

28 期別医療退職分 ○

29 期別介護一般分 ○

30 期別介護退職分 ○

31 期別支援一般分 ○

32 期別支援退職分 ○

33 納期限 ○
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

医療費情報（国民健康保険）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 医療費情報（国民健康保険） ○

2 受診者情報 ○

3 受診者氏名 ○

4 受診者住所 ○

5 受診機関情報 ○

6 受診機関名 ○

7 支払額情報 ○

8 検査名 ○

9 診察料 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

手帳情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 手帳情報 ○

2 各種手帳情報 ○

3 取得の有無 ○

4 現在取得の手帳種類 ○

5 再認定要否 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

障害者情報（身体障害者）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 障害者情報（身体障害者） ○

2 交付年月日 ○

3 本人情報 ○

4 氏名 ○

5 生年月日 ○

6 現住所 ○

7 身体障害者手帳情報 ○

8 身障手帳番号 ○

9 身障手帳種別 ○

10 身障手帳等級 ○

11 障害部位 ○

12 旅客運賃減額 ○

13 保護者情報 ○

14 氏名 ○

15 続柄 ○

16 現住所 ○

17 保護者となった年月日 ○

18 補装具情報 ○

19 交付又は修理年月日 ○

20 種類 ○

21 備考 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

障害者情報（知的障害者）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 障害者情報（知的障害者） ○

2 交付年月日 ○

3 本人情報 ○

4 氏名 ○

5 性別 ○

6 生年月日 ○

7 住所 ○

8 療育手帳情報 ○

9 療育手帳番号 ○

10 療育手帳等級 ○

11 旅客運賃減額 ○

12 保護者情報 ○

13 氏名 ○

14 続柄 ○

15 職業 ○

16 電話番号 ○

17 判定記録情報 ○

18 療育手帳等級 ○

19 身障手帳等級 ○

20 判定年月日 ○

21 次回判定年月 ○

22 判定機関 ○

23 療育・相談の記録 ○

24 発生年月日 ○

25 事項 ○

26 取扱機関 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

障害者情報（精神障害者）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 障害者情報（精神障害者） ○

2 交付年月日 障害者手帳の交付年月日 ○

3 本人情報 ○

4 氏名 ○

5 性別 ○

6 生年月日 ○

7 住所 ○

8 精神障害者手帳情報 ○

9 精神障害者手帳番号 ○

10 精神障害者手帳等級 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

特別児童扶養手当受給情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 特別児童扶養手当受給情報 ○

2 受給者情報 ○

3 特別児童扶養手当支給有無 ○

4 特別児童扶養手当支給人数 ○

5 手当月額 ○

6 支給開始年月 ○

7 受給児童氏名 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

後期高齢者医療保険加入情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 後期高齢者医療保険加入情報 ○

2 加入有無 ○

3 賦課情報 ○

4 相当年度 ○

5 保険料額 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

保険料情報（後期高齢者医療）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 保険料情報（後期高齢者医療） 統一ﾌｫｰﾏｯﾄ(後期高齢者医療広域連合電算ｼｽﾃﾑ仕様書ｼ

ｽﾃﾑ仕様編)
○

2 担当年度 ○

3 被保険者番号 ○

4 市区町村別保険料 ○

5 不均一賦課地区コード ○

6 暫定確定賦課フラグ ○

7 申告区分 ○

8 資格取得年月日 ○

9 資格喪失年月日 ○

10 広域内転居取得年月日 ○

11 広域内転居喪失年月日 ○

12 賦課事由コード ○

13 賦課事由 ○

14 賦課決定年月日 ○

15 所得割率 ○

16 賦課のもととなる所得金額 ○

17 所得割額 ○

18 均等割額 ○

19 算出額 ○

20 賦課情報 ○

21 賦課期日 ○

22 減額区分 ○

23 均等割軽減額 ○

24 限度超過額 ○

25 年保険料額 ○

26 月数 ○

27 月割減額 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

保険料情報（後期高齢者医療）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別　使用する項目

№ 連携データ 項目説明

28 特別軽減区分 ○

29 月別資格情報 ○

30 減免額 ○

31 後期高齢者医療保険料 ○

32 賦課のもととなる所得金額（変更前） ○

33 所得割額（変更前） ○

34 均等割額（変更前） ○

35 算出額（変更前） ○

36 賦課情報（変更前） ○

37 賦課期日（変更前） ○

38 減額区分（変更前） ○

39 均等割軽減額（変更前） ○

40 限度超過額（変更前） ○

41 年保険料額（変更前） ○

42 月数（変更前） ○

43 月割減額（変更前） ○

44 特別軽減区分（変更前） ○

45 月別資格情報（変更前） ○

46 減免額（変更前） ○

47 後期高齢者医療保険料（変更前） ○

48 所得割軽減額（変更前） ○

49 所得割減額区分（変更前） ○
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

医療費情報（後期高齢者医療）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 医療費情報（後期高齢者医療） ○

2 受診者情報 ○

3 受診者氏名 ○

4 受診者住所 ○

5 受診機関名 ○

6 支払額情報 ○

7 検査名 ○

8 診察料 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

介護保険加入情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 介護保険加入情報 ○ ○

2 介護有無 ○ ○

3 認定区分 ○ ○

4 要介護状態区分 ○ ○

5 認定期間開始日 ○ ○

6 認定期間終了日 ○ ○

7 喪失年月日 ○

8 喪失事由 ○

9 かかりつけ医意見 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

介護保険高額給付情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 介護保険高額給付情報 ○

2 高額給付情報 ○

3 利用月 ○

4 利用者負担額 ○

5 高額介護サービス費 ○

№ 連携データ 項目説明
ユースケース別　使用する項目
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

##

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 介護保険賦課情報 ○

2 相当年度 ○

3 保険料額 ○

№ 連携データ 項目説明
ユースケース別　使用する項目

38/116



連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

生活保護受給情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 生活保護受給情報 ○ ○

2 世帯員情報 ○

3 世帯員氏名 ○

4 性別 ○

5 続柄 ○

6 生年月日 ○

7 生活保護受給開始日情報 ○

8 生活保護受給開始日 ○

9 準生活保護受給開始日 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

健診情報（児童）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 健診情報（児童） ○ ○

2 １歳６ヶ月児健診結果情報 ○ ○

3 １歳６ヶ月児健診受診日 ○ ○

4 １歳６ヶ月児健診受診医療機関 ○ ○

5 １歳６ヶ月児健診結果 ○ ○

6 １歳６ヶ月児健診医師コメント ○ ○

7 ３歳児健診結果情報 ○ ○

8 ３歳児健診受診日 ○ ○

9 ３歳児健診受診医療機関 ○ ○

10 ３歳児健診結果 ○ ○

11 ３歳児健診医師コメント ○ ○

12 その他の健診結果情報 ○ ○

13 その他健診名 ○ ○

14 その他健診受診日 ○ ○

15 その他健診受診医療機関 ○ ○

16 その他健診結果 ○ ○

17 その他健診医師コメント ○ ○

18 児童相談所の関わり有無 ○

19 保健師の関わり有無 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

健診情報（妊婦）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 健診情報（妊婦） ○

2 健診結果情報 ○

3 健診名 ○

4 受診日 ○

5 受診医療機関 ○

6 出産予定日 ○

7 健診時妊娠週数 ○

8 健診結果 ○

9 医師コメント ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

健診情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 健診情報 ○

2 成人健診受診結果情報 ○

3 基本健康診査受診日 ○

4 基本健康診査結果 ○

5 基本健康診査検診方式 ○

6 基本健康診査健診形態 ○

7 基本健康診査身長 ○

8 基本健康診査体重 ○

9 基本健康診査肥満度・標準体重 ○

10 基本健康診査理学的所見 ○

11 基本健康診査血圧（高） ○

12 基本健康診査血圧（低） ○

13 基本健康診査総コレステロール値 ○

14 基本健康診査中性脂肪 ○

15 基本健康診査ＨＤＬ－コレステロール ○

16 基本健康診査ＧＯＴ ○

17 基本健康診査ＧＰＴ ○

18 基本健康診査γーＧＰＴ ○

19 基本健康診査空腹時血糖 ○

20 基本健康診査尿酸 ○

21 基本健康診査ヘモグロビンＡ１ｃ ○

22 基本健康診査ヘマトクリット値 ○

23 基本健康診査血色素 ○

24 基本健康診査赤血球数 ○

25 基本健康診査尿蛋白 ○

26 基本健康診査尿糖 ○

27 基本健康診査尿潜血 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

健診情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別　使用する項目

№ 連携データ 項目説明

28 基本健康診査血清クレアチニン ○

29 基本健康診査心電図結果 ○

30 基本健康診査眼底結果 ○

31 基本健康診査たばこ有無 ○

32 基本健康診査喫煙本数 ○

33 Ｃ型肝炎ウィルス検査受診日 ○

34 Ｃ型肝炎ウィルス検査検診形態 ○

35 Ｃ型肝炎ウィルス検査結果 ○

36 Ｃ型肝炎ウィルス検査ＨＣＶ抗体 ○

37 Ｃ型肝炎ウィルス検査ＨＣＶＲＮＡ ○

38 胃がん検診受診日 ○

39 胃がん検診結果 ○

40 胃がん検診方式 ○

41 大腸がん検診受診日 ○

42 便潜血検査（１回目）結果 ○

43 便潜血検査（２回目）結果 ○

44 大腸がん検診方式 ○

45 胸部エックス線受診日 ○

46 胸部エックス線結果 ○

47 胸部エックス線検診方式 ○

48 喀痰細胞診検査日 ○

49 喀痰細胞診検査結果 ○

50 喀痰細胞診検査検診方式 ○

51 子宮がん検診（頸部）受診日 ○

52 子宮がん検診（頸部）結果 ○

53 子宮がん検診（頸部）検査方式 ○

54 子宮がん検診（体部）受診日 ○
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

健診情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別　使用する項目

№ 連携データ 項目説明

55 子宮がん検診（体部）結果 ○

56 子宮がん検診（体部）検査方式 ○

57 乳がん検診受診日 ○

58 乳がん検診結果 ○

59 乳がん検診方式 ○

60 歯科・歯周疾患検診受診日 ○

61 歯科・歯周疾患検診結果 ○

62 骨粗しょう症検診受診日 ○

63 骨粗しょう症検診結果 ○

64 成人健診精検結果情報 ○

65 胃がん検診精検結果 ○

66 大腸がん検診精検結果 ○

67 胸部エックス線精検結果 ○

68 喀痰細胞診検査精検結果 ○

69 子宮がん検診（頸部）精検結果 ○

70 子宮がん検診（体部）精検結果 ○

71 乳がん検診精検結果 ○

72 成人健診生活機能評価 ○

73 基本チェックリスト 回答 ○

74 血清アルブミン値 ○

75 口腔内視診判定 ○

76 関節触診判定 ○
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

予防接種歴情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 予防接種歴情報 ○ ○

2 予防接種情報 ○ ○

3 過去に接種している予防接種の種類 ○ ○

4 接種日 ○ ○

5 接種医師名 ○ ○

6 ロット番号 ○ ○

7 メーカー ○ ○

8 接種量 ○ ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

母子健康手帳情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 母子健康手帳情報 ○

2 子の保護者情報 ○

3 母（妊婦）の氏名 ○

4 父の氏名 ○

5 保護者・出生届出済証明 ○

6 子の氏名 ○

7 子の性別 ○

8 出生場所 ○

9 出生年月日 ○

10 届出済証明 ○

11 妊婦の健康状態など ○

12 身長 ○

13 ふだんの体重 ○

14 結婚年齢 ○

15 既往歴 ○

16 服薬情報 ○

17 過去の妊娠情報 ○

18 出産年月 ○

19 妊娠・出産・産後の状態 ○

20 出生児の体重 ○

21 出生児の性別 ○

22 現在の子の状態 ○

23 妊婦の職業と環境 ○

24 妊娠に気付いたときの状況 ○

25 妊娠してからの変更点 ○

26 休業予定・実績 ○

27 家庭環境 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

母子健康手帳情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別　使用する項目

№ 連携データ 項目説明

28 妊娠中の経過 ○

29 診察月日 ○

30 妊娠週数 ○

31 子宮底長 ○

32 腹囲 ○

33 血圧（高） ○

34 血圧（低） ○

35 浮腫 ○

36 尿蛋白 ○

37 尿糖 ○

38 その他検査結果 ○

39 体重 ○

40 特記指示事項 ○

41 施設名または担当者名 ○

42 出産の状態と産後の経過 ○

43 出産時の母の状態 ○

44 妊娠期間 ○

45 娩出日時 ○

46 分娩の経過（母児の状態） ○

47 分娩の様式 ○

48 分娩所要時間 ○

49 特定生物由来製剤の使用 ○

50 出血量 ○

51 輸血 ○

52 出産時の児の状態 ○

53 性別 ○

54 数 ○
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

母子健康手帳情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別　使用する項目

№ 連携データ 項目説明

55 体重 ○

56 身長 ○

57 胸囲 ○

58 頭囲 ○

59 特別な所見・処置 ○

60 証明情報 ○

61 証明の種類 ○

62 出産場所 ○

63 分娩取扱者氏名 ○

64 その他 ○

65 出産後の母体の経過 ○

66 産後日月数（月） ○

67 産後日月数（日） ○

68 子宮復古 ○

69 悪露 ○

70 乳房の状態 ○

71 血圧（高） ○

72 血圧（低） ○

73 尿蛋白 ○

74 尿糖 ○

75 妊娠中と産後の体重 ○

76 妊娠中と産後の歯の状態 ○

77 診査年月日 ○

78 妊娠期間 ○

79 むし歯（処置歯） ○

80 むし歯（未処置歯） ○

81 歯石 ○
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

母子健康手帳情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別　使用する項目

№ 連携データ 項目説明

82 歯周疾患 ○

83 その他 ○

84 指導メモ ○

85 施設名および担当者名 ○

86 母親（両親）学級受講記録 ○

87 受講年月日 ○

88 課目 ○

89 備考 ○

90 乳幼児身体発達曲線 ○

91 身長 ○

92 体重 ○
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

戸籍情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 戸籍情報 ○ ○ ○

2 戸籍事項情報 ○

3 戸籍事項タイトル ○

4 戸籍事項 ○

5 戸籍に登録されている者情報 筆頭者含む登録者全員 ○ ○ ○

6 除籍等区分 ○ ○

7 氏名 戸籍に登録されている者 ○ ○ ○

8 生年月日 ○ ○ ○

9 配偶者区分 ○ ○ ○

10 実父母の情報 ○ ○ ○

11 実父の氏名 ○ ○

12 実母の氏名 ○ ○

13 実父母との続柄 ○ ○ ○

14 養父母の情報 ○ ○ ○

15 養父の氏名 ○ ○

16 養母の氏名 ○ ○

17 養父母との続柄 ○ ○ ○

18 身分事項情報 ○ ○ ○

19 身分事項タイトル ○ ○

20 身分事項 ○ ○ ○

21 項目 ○ ○ ○

22 日付 ○ ○ ○

23 内容 ○ ○ ○

24 附票情報 ○

25 附票に記載されている者の情報 ○

26 氏名 ○

27 住所 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

戸籍情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別　使用する項目

№ 連携データ 項目説明

28 住定日 ○
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

子ども手当受給情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 子ども手当受給情報 ○

2 受給者情報 ○

3 子ども手当支給有無 ○

4 子ども手当支給人数 ○

5 手当月額 ○

6 支給開始年月 ○

7 受給児童氏名 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

児童扶養手当受給情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 児童扶養手当受給情報 ○

2 受給者情報 ○

3 児童扶養手当支給有無 ○

4 児童扶養手当支給人数 ○

5 手当月額 ○

6 支給開始年月 ○

7 受給児童氏名 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

避難者の所在地情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 避難者の所在地情報 ○

2 住民種別 ○

3 氏名 ○

4 性別 ○

5 生年月日 ○

6 住所 ○

7 電話番号 ○

8 メールアドレス ○

9 住所（避難元） ○

10 異動年月日 ○

11 独自領域 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

被災状況

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 被災状況 ○

2 被災状況 ○

3 り災場所 ○

4 り災住家等 ○

5 り災日時 ○

6 り災理由 ○

7 被害の程度 ○

8 り災証明者情報 ○

9 氏名 ○

10 証明日 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

り災証明書の申請

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 り災証明書の申請 ○

2 申請者情報 ○

3 電話番号 ○

4 携帯電話番号 ○

5 申請年月日 ○

6 代理人情報 ○

7 電話番号 ○

8 申請者との関係 ○

9 り災場所情報 ○

10 住所 ○

11 り災住家等の持家区分 持家／借家の区分等 ○

12 り災住家等の住家区分 住家／非住家の区分等 ○

13 申請者との関係 り災住家に対する申請者の関係 ○

14 り災日時 ○

15 り災理由 ○

16 り災内容 ○

17 証明必要数 ○

18 証明必要理由 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

義援金の申請

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 義援金の申請 ○

2 請求者情報 ○

3 住所（所在地） 申請時の住所（避難している場合は避難先の住所） ○

4 電話番号 ○

5 義援金内訳 ○

6 申請年月日 ○

7 死亡・行方不明者情報 ○

8 住所 ○

9 氏名 ○

10 生年月日 ○

11 請求者との続柄 ○

12 り災場所 ○

13 振込先振込口座 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

個人住民税の減免申請

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 個人住民税の減免申請 ○

2 代表者氏名 ○

3 電話番号 ○

4 申請年月日 ○

5 減免申請理由 ○

6 年度 ○

7 税目 ○

8 期別税額情報 ○

9 期別 ○

10 税額 ○

11 所得状況等 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

国民健康保険証の再発行申請

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 国民健康保険証の再発行申請 ○

2 届出者情報 ○

3 連絡先 ○

4 異動対象者との関係 ○

5 異動届出年月日 ○

6 申請年月日 ○

7 発行証情報 ○

8 被保険者情報 ○

9 氏名 ○

10 続柄 ○

11 生年月日 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

国民健康保険料の免除申請

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 国民健康保険料の免除申請 ○

2 申請者情報 ○

3 連絡先 ○

4 課税対象者との関係 ○

5 申請年月日 ○

6 申請情報 ○

7 世帯主氏名 ○

8 減免申請事由 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

後期高齢者医療証の再発行申請

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 後期高齢者医療証の再発行申請 ○

2 届出者情報 ○

3 連絡先 ○

4 異動対象者との関係 ○

5 異動届出年月日 ○

6 申請年月日 ○

7 発行証情報 ○

8 被保険者情報 ○

9 氏名 ○

10 続柄 ○

11 生年月日 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

後期高齢者医療保険料の免除申請

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 後期高齢者医療保険料の免除申請 ○

2 申請者情報 ○

3 連絡先 ○

4 申請年月日 ○

5 減免申請事由 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

受給者証の再発行申請

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 受給者証の再発行申請 乳幼児医療、重度障害者医療、ひとり親家庭等医療 ○

2 申請者情報 ○

3 連絡先 ○

4 対象者との関係 ○

5 申請年月日 ○

6 対象者情報 ○

7 保険者番号 ○

8 保険者名称 ○

9 被保険者情報 ○

10 被保険者氏名 ○

11 被保険者住所 ○

12 対象者情報 ○

13 対象者氏名 ○

14 対象者住所 ○

15 対象者生年月日 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

介護保険証の再発行申請

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 介護保険証の再発行申請 ○

2 申請者情報 ○

3 連絡先 ○

4 対象者との関係 ○

5 申請年月日 ○

6 発行証情報 ○

7 氏名 ○

8 生年月日 ○

9 要介護度 ○

10 有効期限 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

介護保険料の減免申請

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 介護保険料の減免申請 ○

2 届出者情報 ○

3 連絡先 ○

4 課税対象者との関係 ○

5 申請年月日 ○

6 減免申請事由 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

保護決定情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 保護決定情報 ○

2 支給日 ○

3 保護開始日 ○

4 決定理由 ○

5 保護の種類及び支給額 ○

6 生活扶助額 ○

7 住宅扶助額 ○

8 教育扶助額 ○

9 その他 ○

10 合計 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

申告内容（自動車税）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 申告内容（自動車税） ○

2 自動車税申告情報 ○

3 申告年月日 ○

4 申告理由 ○

5 申告理由備考 ○

6 種別 ○

7 種別備考 ○

8 標識 ○

9 標識番号1 ○

10 標識記号 ○

11 標識番号2 ○

12 標識サイン ○

13 納税義務発生年月日 ○

14 旧標識 ○

15 標識番号1 ○

16 標識記号 ○

17 標識番号2 ○

18 標識サイン ○

19 所有者情報 ○

20 所有者住所 ○

21 所有者氏名 ○

22 使用者情報 ○

23 使用者住所 ○

24 使用者氏名 ○

25 所有形態 ○

26 所有形態備考 ○

27 積載量 ○

№ 連携データ 項目説明
ユースケース別　使用する項目
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

申告内容（自動車税）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
№ 連携データ 項目説明

ユースケース別　使用する項目

28 総排気量（定格出力） ○

29 排気量区分 ○

30 備考 ○
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

税（賦課）情報（自動車税）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 税（賦課）情報（自動車税） ○

2 標識 ○

3 標識番号1 ○

4 標識記号 ○

5 標識番号2 ○

6 標識サイン ○

7 種別 ○

8 賦課年度 ○

9 相当年度 ○

10 徴収番号 ○

11 税額 ○

12 納期限 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

納付情報（自動車税）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 納付情報（自動車税） ○

2 納税者情報 ○

3 氏名 ○

4 住所 ○

5 生年月日 ○

6 未納情報 ○

7 賦課年度 ○

8 相当年度 ○

9 未納有無 ○

10 未納額 ○

11 本税未納額 ○

12 延滞金未納額 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

小児慢性特定疾患結果情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 小児慢性特定疾患結果情報 ○

2 疾患群 ○

3 疾患名 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

価格通知情報（県から市への連絡）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 価格通知情報（県から市への連絡） 都道府県⇒市町村への情報 ○

2 評価区分 都道府県か市町村かの区分 ○

3 課税番号 ○

4 取得者情報 ○

5 取得者住所 ○

6 取得者氏名 ○

7 取得者法人個人区分 ○

8 取得者共有者数 「ほか○○名」 ○

9 取得者持分分子 ○

10 取得者持分分母 ○

11 所在地コード ○

12 所在地（漢字） ○

13 需給事情による減点補正率 ○

14 物件情報 ○

15 構造区分 ○

16 構造区分その他名称 構造区分が「その他」の場合、その内容 ○

17 厚み 鉄骨厚み ○

18 用途区分 ○

19 用途区分その他名称 用途区分が「その他」の場合、その内容 ○

20 取得原因区分 ○

21 取得原因区分その他名称 取得原因区分が「その他」の場合、その内容 ○

22 屋根構造区分 ○

23 屋根構造区分その他名称 屋根構造区分が「その他」の場合、その内容 ○

24 地上階数 ○

25 地下階数 ○

26 取得年月日 ○

27 建床面積 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明

72/116



連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

価格通知情報（県から市への連絡）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別　使用する項目

№ 連携データ 項目説明

28 延床面積 ○

29 居住部分の面積 併用住宅の内訳 ○

30 他の部分の面積 併用住宅の内訳 ○

31 1㎡当評点数 ○

32 再建築費評点数 ○

33 共同住宅等物件情報 ○

34 面積 ○

35 戸数 ○

36 在来家屋住宅分情報 在来家屋の住宅分（在来用付属家を含む） ○

37 取得年月日 ○

38 面積 ○

39 課税戸数 ○

40 解家の有無 ○

41 適用建物 ○

42 調査年月日 ○

43 調査員名 ○
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

所得税額情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 所得税額情報 ○

2 所得税課税情報 ○

3 相当年度 ○

4 所得税額 ○

5 給与所得控除後の金額 ○

6 所得控除の額の合計額 ○

7 課税される所得金額 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

申告内容（所得税）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 申告内容（所得税） ○

2 住所－１月１日 ○

3 氏名 ○

4 性別 ○

5 職業 ○

6 屋号・雅号 ○

7 世帯主氏名 ○

8 世帯主との続柄 ○

9 生年月日 ○

10 連絡先情報 ○

11 電話番号区分 ○

12 電話番号 ○

13 収入金額等 ○

14 給与収入金額 ○

15 公的年金等収入金額 ○

16 一時収入金額 ○

17 総合譲渡短期収入金額 ○

18 総合譲渡長期収入金額 ○

19 所得金額 ○

20 営業等所得金額 ○

21 農業所得金額 ○

22 不動産所得金額 ○

23 利子所得金額 ○

24 配当所得金額 ○

25 雑所得金額 ○

26 譲渡一時所得額 ○

27 合計 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

申告内容（所得税）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別　使用する項目

№ 連携データ 項目説明

28 所得から差し引かれる金額 ○

29 社会保険料控除 ○

30 小規模企業共済等掛金控除 ○

31 生命保険料控除 ○

32 損害保険料控除 ○

33 老年者、寡婦、寡夫控除 ○

34 勤労学生、障害者控除 ○

35 配偶者控除 ○

36 配偶者特別控除 ○

37 扶養控除 ○

38 基礎控除 ○

39 小計 ○

40 雑損控除 ○

41 医療費控除 ○

42 寄付金控除 ○

43 合計 ○

44 税金の計算 ○

45 住宅借入金（取得）等特別控除 ○

46 政党等寄付金特別控除 ○

47 住宅耐震改修特別控除 ○

48 災害減免額外国税額控除 ○

49 再差引所得税額 ○

50 定率減税額 ○

51 その他 ○

52 配偶者の合計所得金額 ○

53 専従者給与（控除）額の合計額 ○

54 変動・臨時所得 ○
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

申告内容（所得税）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別　使用する項目

№ 連携データ 項目説明

55 変動・臨時所得区分 ○

56 変動・臨時所得金額 ○

57 所得の内訳 ○

58 所得の種類 ○

59 種目・所得の生ずる場所又は給与などの支払者の氏名・名称 ○

60 収入金額 ○

61 事業専従者に関する事項 ○

62 氏名 ○

63 生年月日 ○

64 専従者給与（控除）額 ○

65 住民税・事業税に関する事項 ○

66 給与所得以外の住民税の徴収方法の選択 ○

67 住民税 ○

68 配当割額控除額 ○

69 株式等譲渡所得割額控除額 ○

70 寄附金税額控除 ○

71 都道府県、市区町村分 ○

72 住所地の共同募金、日赤支部分 ○

73 条例指定分都道府県 ○

74 条例指定分市区町村 ○

75 生命保険_個人年金保険料の計 ○

76 損害保険_長期保険料の計 ○

77 本人該当事項 ○

78 本人該当区分 ○

79 寡婦（夫）・特別寡婦理由 ○

80 配偶者（特別）控除・扶養控除 ○

81 配偶者生年月日 ○
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

申告内容（所得税）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別　使用する項目

№ 連携データ 項目説明

82 扶養者生年月日 ○

83 分離課税分 ○

84 所得金額 ○

85 分離課税短期譲渡 ○

86 一般分 ○

87 軽減分 ○

88 分離課税長期譲渡 ○

89 一般分 ○

90 特定分 ○

91 軽課分 ○

92 分離課税株式等の譲渡 ○

93 未公開分 ○

94 上場分 ○

95 分離課税上場株式等の配当 ○

96 分離課税先物取引 ○

97 山林 ○

98 退職 ○

99 その他 ○

100 株式等本年分で差し引く繰越損失額 ○

101 配当本年分で差し引く繰越損失額 ○

102 先物取引本年分で差し引く繰越損失額 ○

103 短期長期譲渡所得に関する事項 ○

104 区分 ○

105 所得の生ずる場所 ○

106 必要経費 ○

107 特別控除額 ○

108 損失申告用 ○
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

申告内容（所得税）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別　使用する項目

№ 連携データ 項目説明

109 純損失額 ○

110 山林以外所得損失（青色） ○

111 山林所得損失（青色） ○

112 変動所得損失（白色） ○

113 山林以外所得損失（白色） ○

114 山林所得損失（白色） ○

115 居住用損失額 ○

116 雑損失額 ○

117 計算明細書等 ○

118 給与特定支出合計額 ○

119 特定の肉用牛の売却による所得額 ○

120 特定の肉用牛の売却による収入額 ○

121 山林所得特別控除額 ○
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

税（賦課）情報（所得税）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 税（賦課）情報（所得税） ○

2 年税額 ○

3 期別情報 ○

4 期別 ○

5 期別税額 ○

6 期別充当額 ○

7 期別納期限 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明

80/116



連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

納付情報（所得税）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 納付情報（所得税） ○

2 納税者情報 ○

3 氏名 ○

4 住所 ○

5 生年月日 ○

6 未納情報 ○

7 賦課年度 ○

8 相当年度 ○

9 未納有無 ○

10 未納額 ○

11 本税未納額 ○

12 延滞金未納額 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

年末調整情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 年末調整情報 ○

2 給与、賞与 ○

3 給与所得控除額 ○

4 給与所得控除後の金額 ○

5 社会保険料等控除額 ○

6 生命保険料控除額 ○

7 地震保険料控除額 ○

8 配偶者特別控除額 ○

9 基礎控除額 ○

10 配偶者控除額 ○

11 扶養控除額 ○

12 所得控除額の合計 ○

13 差引課税給与所得金額及び算出年税額 ○

14 住宅借入金等特別控除額 ○

15 年調年税額 ○

16 年税額 ○

17 差引超過額又は不足額 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

土地家屋異動通知情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 土地家屋異動通知情報 ○

2 土地情報 ○

3 不動産番号 ○

4 土地所在地コード ○

5 土地所在地（漢字） ○

6 地番 ○

7 登記地目コード ○

8 登記地積 ○

9 敷地権持分(分子) ○

10 敷地権持分(分母) ○

11 用途 ○

12 登記原因（表示） ○

13 登記原因年月日（表示） ○

14 所有者情報 ○

15 氏名 ○

16 住所 ○

17 共有持分(分子) ○

18 共有持分(分母) ○

19 権利者情報 ○

20 氏名 ○

21 住所 ○

22 共有持分(分子) ○

23 共有持分(分母) ○

24 義務者情報 ○

25 氏名 ○

26 住所 ○

27 受付年月日 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

土地家屋異動通知情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別　使用する項目

№ 連携データ 項目説明

28 登記目的 ○

29 登記原因（所有権） ○

30 登記原因年月日（所有権） ○

31 家屋情報 ○

32 不動産番号 ○

33 家屋所在地 ○

34 土地所在地（漢字） ○

35 家屋番号 ○

36 種類コード ○

37 構造コード ○

38 屋根コード ○

39 床面積（１階） ○

40 床面積（１階以外） ○

41 用途 ○

42 登記原因（表示） ○

43 登記原因年月日（表示） ○

44 建築年月日 ○

45 所有者情報 ○

46 氏名 ○

47 住所 ○

48 共有持分(分子) ○

49 共有持分(分母) ○

50 権利者情報 ○

51 氏名 ○

52 住所 ○

53 共有持分(分子) ○

54 共有持分(分母) ○
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

土地家屋異動通知情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別　使用する項目

№ 連携データ 項目説明

55 義務者情報 ○

56 氏名 ○

57 住所 ○

58 受付年月日 ○

59 登記目的 ○

60 登記原因（所有権） ○

61 登記原因年月日（所有権） ○

62 申請年月日 ○

63 申請人 ○

64 代理人 ○
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

登記簿閲覧情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 登記簿閲覧情報 ○ ○

2 土地情報 ○ ○

3 不動産番号 ○

4 地図番号 ○

5 筆界特定 ○

6 所在地コード ○ ○

7 所在地（漢字） ○ ○

8 地目 ○

9 地番 ○

10 地積 ○

11 登記原因（表示） ○

12 登記の日付 ○

13 権利等の情報 ○

14 順位番号 ○

15 受付年月日 ○

16 受付番号 ○

17 登記目的 ○

18 登記原因（所有権） ○

19 登記原因年月日（所有権） ○

20 所有者 ○

21 氏名 ○

22 住所 ○

23 共有持分(分子) ○

24 共有持分(分母) ○

25 登記権利者 ○

26 氏名 ○

27 住所 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

登記簿閲覧情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別　使用する項目

№ 連携データ 項目説明

28 共有持分(分子) ○

29 共有持分(分母) ○

30 登記義務者 ○

31 氏名 ○

32 住所 ○

33 担保有無 ○

34 家屋情報 ○ ○

35 建物 ○ ○

36 不動産番号 ○

37 所在図番号 ○

38 所在地コード ○ ○

39 所在地（漢字） ○ ○

40 家屋番号 ○

41 符号 ○

42 種類 ○

43 構造 ○

44 屋根 ○

45 床面積（１階） ○

46 床面積（１階以外） ○

47 登記原因（表示） ○

48 登記の日付 ○

49 建築年月日 ○

50 区分建物 ○ ○

51 専有部分の家屋番号 ○

52 所在図番号 ○

53 所在地コード ○ ○

54 所在地（漢字） ○ ○
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

登記簿閲覧情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別　使用する項目

№ 連携データ 項目説明

55 建物の名称 ○

56 構造 ○

57 床面積（階数） ○

58 床面積 ○

59 登記原因（表示） ○

60 登記の日付 ○

61 建築年月日 ○

62 敷地権（土地） ○

63 土地の符号 ○

64 所在地コード ○ ○

65 所在地（漢字） ○ ○

66 地目 ○

67 地番 ○

68 地積 ○

69 専有部分 ○

70 不動産番号 ○

71 家屋番号 ○

72 建物の名称 ○

73 種類 ○

74 構造 ○

75 床面積（階数） ○

76 床面積 ○

77 登記原因（表示） ○

78 登記の日付 ○

79 敷地権の表示 ○

80 土地の符号 ○

81 敷地権の種類 ○
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

登記簿閲覧情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別　使用する項目

№ 連携データ 項目説明

82 登記原因（表示） ○

83 登記の日付 ○

84 権利等の情報 ○

85 順位番号 ○

86 受付年月日 ○

87 受付番号 ○

88 登記目的 ○

89 登記原因（所有権） ○

90 登記原因年月日（所有権） ○

91 所有者 ○

92 氏名 ○

93 住所 ○

94 共有持分(分子) ○

95 共有持分(分母) ○

96 登記権利者 ○

97 氏名 ○

98 住所 ○

99 共有持分(分子) ○

100 共有持分(分母) ○

101 登記義務者 ○

102 氏名 ○

103 住所 ○

104 担保有無 ○

105 敷地権持分(分子) ○

106 敷地権持分(分母) ○

107 農地法適用条項 ○

108 農地法許可届出 ○
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

登記簿閲覧情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別　使用する項目

№ 連携データ 項目説明

109 農地法許可年月日 ○
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

雇用保険受給情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 雇用保険受給情報 ○

2 受給有無 ○

3 受給額 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

自動車車両情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 自動車車両情報 ○

2 自動車情報 ○

3 標識 ○

4 標識番号1 ○

5 標識記号 ○

6 標識番号2 ○

7 標識サイン ○

8 所有者氏名 ○

9 使用者氏名 ○

10 所有形態 ○

11 車名 ○

12 型式 ○

13 年式 ○

14 総排気量（定格出力） ○

15 排気量区分 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

労災受給情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 労災受給情報 ○

2 受給有無 ○

3 受給額 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

特別障害者給付金受給情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 特別障害者給付金受給情報 ○

2 対象者情報 ○

3 受給有無 ○

4 給付金 ○

5 支給開始年月 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

年金受給情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 年金受給情報 ○ ○

2 年金情報 ○ ○

3 加入有無 ○ ○

4 年金種類 ○ ○

5 支給開始年月日 ○ ○

6 受給権残月数 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

保険料情報（年金）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 保険料情報（年金） ○

2 対象年度 ○

3 基礎年金番号 ○

4 氏名 ○

5 納付月 ○

6 保険料額 ○

7 納付期限 ○

8 保険料 ○

9 付加保険料をあわせて納める場合の保険料 ○

10 半額免除の承認を受けている場合の保険料 ○

11 1年前納 ○

12 保険料額 ○

13 保険料割引額 ○

14 納付月数 納付する月数 ○

15 納付期限 ○

16 6ヶ月前納 ○

17 保険料額 ○

18 保険料割引額 ○

19 納付月数 納付する月数 ○

20 納付期限 ○

21 備考 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

年金加入期間確認通知書

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 年金加入期間確認通知書 ○

2 年金加入期間情報 ○

3 年金加入期間 ○

4 開始年月日 ○

5 終了年月日 ○

6 期間の種類 ○

7 組合員期間 ○

8 退職年金共済組合期間 ○

9 開始年月日 ○

10 終了年月日 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

医療保険情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 医療保険情報 ○ ○

2 健康保険情報 ○ ○

3 加入有無 ○ ○

4 健康保険制度の種類 ○ ○

5 賦課情報 ○

6 相当年度 ○

7 保険料額 ○

8 医療保険の所得区分 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

保険料情報（健康保険）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 保険料情報（健康保険） ○

2 賦課年度 ○

3 相当年度 ○

4 徴収番号 ○

5 記号番号 ○

6 被保険者氏名 ○

7 被扶養者氏名 ○

8 年間保険料額 ○

9 医療一般分 ○

10 医療退職分 ○

11 介護一般分 ○

12 介護退職分 ○

13 支援一般分 ○

14 支援退職分 ○

15 普通徴収分期別情報 ○

16 期別 ○

17 期別税（料）額 ○

18 期別医療一般分 ○

19 期別医療退職分 ○

20 期別介護一般分 ○

21 期別介護退職分 ○

22 期別支援一般分 ○

23 期別支援退職分 ○

24 納期限 ○

25 特別徴収分期別情報 ○

26 期別 ○

27 期別税（料）額 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

保険料情報（健康保険）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別　使用する項目

№ 連携データ 項目説明

28 期別医療一般分 ○

29 期別医療退職分 ○

30 期別介護一般分 ○

31 期別介護退職分 ○

32 期別支援一般分 ○

33 期別支援退職分 ○

34 納期限 ○
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

医療費情報（健康保険）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 医療費情報（健康保険） ○

2 受診者情報 ○

3 受診者氏名 ○

4 受診者住所 ○

5 受診機関名 ○

6 支払額情報 ○

7 検査名 ○

8 診察料 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

診断書等

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 診断書等 ○

2 障害の原因となった傷病名 ○

3 傷病の原因または誘因 ○

4 傷病発生年月日 ○

5 障害の原因となった傷病のため初めて医師の診断を受けた日 ○

6 将来再認定の要 ○

7 現症 ○

8 眼所見 ○

9 視力 ○

10 視野 ○

11 現症時の日常生活活動能力 ○

12 予後 ○

13 備考 ○

14 診断日 ○

15 医療機関の住所 ○

16 医師名 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

医療要否意見書

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 医療要否意見書 ○

2 区分 ○

3 医療区分 医科、歯科の区分 ○

4 発行区分 新規、継続の区分 ○

5 発行番号 ○

6 発行取扱者 当該意見書を発行、管理する担当者名 ○

7 疾病情報 ○

8 疾病名・部位 ○

9 初診年月日 ○

10 転帰情報 ○

11 転帰年月日 ○

12 転帰区分 治癒、死亡、中止の区分 ○

13 主要症状及び今後の予定 ○

14 現在の状況 ○

15 診療予定 ○

16 検査結果 ○

17 診察見込期間 ○

18 入院外・入院区分 今後の診察における入院／入院外の区分 ○

19 期間 診察見込み期間（入院予定年月日） ○

20 概算医療費 ○

21 今回診療日以降1ヶ月間医療費 ○

22 うち入院費 ○

23 2ヶ月目以降6ヶ月目まで医療費 ○

24 うち入院費 ○

25 院外処方有無 ○

26 稼働能力有無 ○

27 稼働能力有の場合、程度 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

医療要否意見書

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別　使用する項目

№ 連携データ 項目説明

28 医療要否情報 ○

29 医療要否区分 入院外・入院の区分 ○

30 要否 要する／要しない ○

31 作成年月日 ○

32 指定医療機関情報 ○

33 名称 ○

34 診療科名 ○

35 担当医師名 診察を行なう担当医師名。 ○

36 嘱託医意見欄 ○
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

検診書

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 検診書 ○

2 傷病名 ○

3 病状 ○

4 検診目的に対する回答 ○

5 稼動能力レベル ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

医療意見書

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 医療意見書 ○

2 区分 ○

3 発病年月 ○

4 初診日 ○

5 疾患群 ○

6 疾患名 ○

7 現在の症状 ○

8 現在の治療 ○

9 診断の根拠 ○

10 その他の現在の主な所見等 ○

11 経過 ○

12 今後の治療方針 ○

13 治療見込期間 ○

14 入院開始期間 ○

15 入院終了期間 ○

16 通院開始期間 ○

17 通院終了期間 ○

18 通院回数 月間の通院回数 ○

19 診断年月日 ○

20 医療機関 ○

21 所在地 ○

22 医師氏名 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

病歴・処方薬履歴等の情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 病歴・処方薬履歴等の情報 ○

2 病歴 ○

3 病名 ○

4 発症年月日 ○

5 治癒年月日 ○

6 処方薬歴 ○

7 処方薬名 ○

8 投与開始時期 ○

9 投与終了時期 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

口座有無情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 口座有無情報 ○ ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

借入金の年末残高等証明書（住宅ローン）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 借入金の年末残高等証明書（住宅ローン） ○

2 住所 ○

3 氏名 ○

4 借入金情報 ○

5 借入金の区分 ○

6 借入金の内訳 ○

7 借入金の金額 ○

8 年末残高 ○

9 当初金額 ○

10 償還期間（開始） ○

11 償還期間（終了） ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

銀行預金額

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 銀行預金額 ○

2 預貯金有無 ○

3 預金額 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

郵便貯金額

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 郵便貯金額 ○

2 預貯金有無 ○

3 貯金額 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

簡易保険加入情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 簡易保険加入情報 ○

2 加入有無 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

生命保険情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 生命保険情報 ○

2 生命保険_契約詳細情報 ○

3 生命保険解約金額情報 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

保険料情報（生命保険）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 保険料情報（生命保険） ○

2 契約者氏名 ○

3 証券番号 ○

4 保険種類 ○

5 保険期間（開始） ○

6 保険期間（終了） ○

7 保険料 ○

8 配当金 ○

9 保険額 ○

10 払込方法 ○

11 契約日 ○

12 年間保険料 ○

13 年間配当金 ○

14 申告額 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

保険料情報（損害保険）

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 保険料情報（損害保険） ○

2 契約者氏名 ○

3 証券番号 ○

4 保険種類 ○

5 保険期間（開始） ○

6 保険期間（終了） ○

7 保険料 ○

8 配当金 ○

9 保険額 ○

10 払込方法 ○

11 契約日 ○

12 年間保険料 ○

13 年間配当金 ○

14 申告額 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明
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連携データ項目（全体） 別紙３．４－２

給与所得情報

№1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 給与所得情報 ○

2 対象年分 ○

3 種別 ○

4 支払金額 ○

5 給与所得控除後の金額 ○

6 所得控除の額の合計額 ○

7 支払者名称 ○

ユースケース別　使用する項目
№ 連携データ 項目説明

116/116
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インタフェース仕様 別紙３．５－１

― ―
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1 本人確認情報 O I I I I I I
2 　氏名 住基ﾈｯﾄの「氏名」 O I I I I I I
3 　　漢字氏名 N 住基ﾈｯﾄの「氏名漢字」 O I I I I I I
4 　　カナ氏名 N 住基ﾈｯﾄの「氏名ふりが

な」
O I I I I I I

5 　生年月日 X 9 住基ﾈｯﾄの「生年月日」 O I I I I I I
6 　性別 ○ 性別 X 1 住基ﾈｯﾄの「性別」 O I I I I I I
7 　住所 住基ﾈｯﾄの「住所」 O I I I I I
8 住民票情報 O I I I I I I
9 　世帯主氏名 氏名情報 O I I I I I
10 　世帯員情報 世帯主を含む世帯員全

員
O I I I I I I

11 　　氏名 氏名情報 O I I I I I I
12 　　続柄漢字 続柄情報 住民基本台帳の世帯主

との続柄
O I I I I I I

13 固定資産情報 O I I
14 　不動産の有無 ○ 有無 X 1 O I I
15 　土地情報 O I I
16 　　土地所在地 ○ 所在地 N 50 O I I
17 　　地番 N 50 O I I
18 　　現況地目コード ○ 現況地目 X 3 O I I
19 　　現況地積 9V 9,2 O I I
20 　　評価額 S9 13 O I I
21 　家屋情報 O I I
22 　　家屋所在地 N 100 O I I
23 　　家屋番号 X 10 O I I
24 　　種類コード ○ 家屋種類 X 2 O I I
25 　　床面積 9V 9,2 O I I
26 　　評価額 S9 13 O I I
27 申告内容（固定資産税） O I
28 　相当年度 X 4 O I
29 　現住所 住所情報 O I
30 　送付先住所 住所情報 O I
31 　氏名 氏名情報 O I
32 　義務者電話番号 X 20 O I
33 　事業種目 N 50 O I
34 　資本金 S9 15 O I
35 　事業開始年月日 日付情報 O I
36 　応答者氏名 N 75 O I
37 　応答者電話番号 X 20 O I
38 　税理士等の氏名 N 75 O I
39 　税理士等の電話番号 X 20 O I
40 　短縮耐用年数承認区分 ○ 有無 X 1 O I
41 　増加償却届出区分 ○ 有無 X 1 O I
42 　非課税該当資産区分 ○ 有無 X 1 O I
43 　課税標準特例区分 ○ 有無 X 1 O I
44 　特例償却圧縮記帳区分 ○ 有無 X 1 O I
45 　税務会計上償却方法区分 ○ 有無 X 1 O I
46 　青色申告区分 ○ 有無 X 1 O I
47 　事業所等資産の所在地 住所情報 O I
48 　借用資産区分 ○ 有無 X 1 O I
49 　借用資産貸主名称 N 50 O I
50 　事業所用家屋所有区分 ○ 事業所用家屋所有区

分
X 1

O I

51 　備考 N 100 O I
52 　決算期１ 9 2 O I

インタフェース仕様（団体間連携情報） 中間インターフェース

№ 情報名

コード

データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

その他
（行政機関等）

民間
市町村 都道府県 市町村 都道府県
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インタフェース仕様（団体間連携情報） 中間インターフェース

№ 情報名

コード

データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

その他
（行政機関等）

民間
市町村 都道府県 市町村 都道府県

53 　決算期２ 9 2 O I
54 　種類コード ○ 種類 X 2 O I
55 　前年前取得価額 S9 13 O I
56 　前年中減少価額 S9 13 O I
57 　前年中取得価額 S9 13 O I
58 　取得価額合計 S9 13 O I
59 　帳簿価額 S9 13 O I
60 　評価額 O I
61 　　土地_評価額 S9 13 O I
62 　　家屋_評価額 S9 13 O I
63 　　償却資産_評価額 S9 13 O I
64 　決定価格 S9 13 O I
65 　課税標準額 O I
66 　　土地_課税標準額 S9 13 O I
67 　　家屋_課税標準額 S9 13 O I
68 　　償却資産_課税標準額 S9 13 O I
69 税（賦課）情報（固定資産税） O I
70 　賦課年度 X 4 O I
71 　相当年度 X 4 O I
72 　徴収番号 X 20 O I
73 　法定納期限 日付情報 O I
74 　指定納期限 日付情報 O I
75 　年税額 S9 13 O I
76 　期別情報 O I
77 　　期別 X 2 O I
78 　　期別税額 S9 13 O I
79 　　期別納期限 日付情報 O I
80 納付情報（固定資産税） O I
81 　納税者情報 O I
82 　　氏名 氏名情報 O I
83 　　住所 住所情報 O I
84 　　生年月日 生年月日情報 O I
85 　　未納情報 O I
86 　　　賦課年度 X 4 O I
87 　　　相当年度 X 4 O I
88 　　　未納有無 ○ 有無 X 1 O I
89 　　　未納額 O I
90 　　　本税未納額 S9 13 O I
91 　　　延滞金未納額 S9 13 O I
92 価格通知情報（市から県への連絡） O I
93 　原始・承継区分 ○ 原始･承継区分 X 2 O I
94 　受付年度 X 4 O I
95 　物件情報 O I
96 　　取得者義務者区分 ○ 権利者・義務者区分 X 1 O I
97 　　主従区分 X 2 O I
98 　　共有者数 9 3 O I
99 　　権利者・義務者・取得者氏名 氏名情報 O I
100 　　権利者・義務者・取得者住所 住所情報 O I
101 　　法人個人コード ○ 法人・個人区分 X 1 O I
102 　　取得者持分（分子） 9 13 O I
103 　　取得者持分（分母） 9 13 O I
104 　　物件所在地コード ○ 所在地 X 40 O I
105 　　番地 N 50 O I
106 　　家屋番号 X 10 O I
107 　　土地家屋区分 ○ 土地・家屋区分 X 2 O I
108 　　登記年月日 日付情報 7 O I
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インタフェース仕様（団体間連携情報） 中間インターフェース

№ 情報名

コード

データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

その他
（行政機関等）

民間
市町村 都道府県 市町村 都道府県

109 　　取得年月日 日付情報 7 O I
110 　　取得区分（原始） ○ 取得区分(原始) X 2 O I
111 　　取得区分（承継） ○ 取得区分(承継) X 2 O I
112 　　取得区分（その他） N 60 O I
113 　　登地構造区分（土地） ○ 登地構造区分（土

地）
X 2

O I

114 　　登地構造区分（家屋） ○ 登地構造区分（家
屋）

X 2
O I

115 　　現地種類 ○ 現地種類区分 X 2 O I
116 　　宅地比準 ○ 宅地比準土地区分 X 2 O I
117 　　家屋構造区分 ○ 家屋構造 X 2 O I
118 　　家屋構造区分（長期優良住宅） ○ 長期優良住宅 X 1 O I
119 　　家屋構造区分（貸家） ○ 貸家 X 1 O I
120 　　屋根構造区分 ○ 屋根種類 X 2 O I
121 　　地上階段 9 3 O I
122 　　地下階段 9 2 O I
123 　　戸数 9 3 O I
124 　　住宅面積 9V 9,2 O I
125 　　他面積 9V 9,2 O I
126 　　建床面積 9V 9,2 O I
127 　　延床面積 9V 9,2 O I
128 　　地積 9V 9,2 O I
129 　　築年月日 日付情報 7 O I
130 　　平米単価 9 11 O I
131 　　造成費 9 5 O I
132 　　評価額 9 13 O I
133 　　1㎡当評点数 9 11 O I
134 　　再建築評点数 9 11 O I
135 　　１点単価 9 11 O I
136 　　需給事情による減点補正率 9V 1.4 O I
137 　　在来家屋住宅面積 9V 9,2 O I
138 　　在来家屋取得年月日 日付情報 7 O I
139 　　共同住宅物件情報 O I
140 　　　家屋種類（明細分） ○ 家屋種類 X 2 O I
141 　　　住宅面積（明細分） 9V 9,2 O I
142 　　　住宅再建築費評点数（明細分） 9 11 O I
143 　　　住宅戸数（明細分） 9 2 O I
144 　　　他面積（明細分） 9V 9,2 O I
145 　　　他戸数（明細分） 9 2 O I
146 　　申告書提出区分 ○ 有無 X 1 O I
147 所得課税証明書情報 O I I I I I
148 　課税情報 O I I I I I
149 　　相当年度 X 4 O I I I I I
150 　　年税額 S9 13 O I
151 　　市区町村民税額情報 O I
152 　　　市区町村民税均等割額 S9 13 O I
153 　　　市区町村民税所得割額 S9 13 O I
154 　　都道府県民税額情報 S9 13 O I I
155 　　課税総所得額等 S9 13 O I
156 　総合分 O I
157 　　総所得額 S9 13 O I
158 　　免税対象肉用牛所得 S9 13 O I
159 　分離分 O I
160 　　分離短期土地等事業・雑所得額 S9 13 O I
161 　　分離短期譲渡一般所得額 S9 13 O I
162 　　分離長期譲渡一般所得額 S9 13 O I
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インタフェース仕様（団体間連携情報） 中間インターフェース

№ 情報名
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情報提供者 情報利用者

CD コード名

その他
（行政機関等）

民間
市町村 都道府県 市町村 都道府県

163 　　山林所得額 S9 13 O I
164 　　分離退職所得額 S9 13 O I
165 　　先物取引所得額 S9 13 O I
166 　　条約適用利子等所得額 S9 13 O I
167 　　条約適用配当等所得額 S9 13 O I
168 　控除情報 O I
169 　　雑損控除額 S9 13 O I
170 　　医療費控除額 S9 13 O I
171 　　小規模企業共済掛金控除額 S9 13 O I
172 　　生命保険住民税控除額 S9 13 O I I
173 　　配偶者特別控除額 S9 13 O I
174 　　控除対象配偶者区分 ○ 控除対象配偶者区分 X 1 O I
175 　　同居老人扶養人数 9 2 O I
176 　　老人扶養人数 9 2 O I
177 　　一般扶養人数 9 2 O I
178 　　特定扶養人数 9 2 O I
179 　　特別障害者人数 9 2 O I
180 　　普通障害者人数 9 2 O I
181 　本人情報 O I
182 　　本人障害区分 ○ 本人障害区分 X 1 O I
183 　　本人寡婦区分 ○ 本人寡婦区分 X 1 O I
184 　　本人勤労学生区分 ○ 有無 X 1 O I
185 申告内容（個人住民税） O I
186 　本年度１月１日の住所 住所情報 O I
187 　氏名 氏名情報 O I
188 　電話番号 X 20 O I
189 　生年月日 生年月日情報 O I
190 　収入金額 O I
191 　　給与収入金額 S9 13 O I
192 　　公的年金等収入金額 S9 13 O I
193 　所得金額 O I
194 　　営業所得金額 S9 13 O I
195 　　農業所得金額 S9 13 O I
196 　　不動産所得金額 S9 13 O I
197 　　利子所得金額 S9 13 O I
198 　　配当所得金額 S9 13 O I
199 　　給与所得金額 S9 13 O I
200 　　公的年金等所得金額 S9 13 O I
201 　　雑その他の所得金額 S9 13 O I
202 　　総合譲渡短期所得金額 S9 13 O I
203 　　総合譲渡長期所得金額 S9 13 O I
204 　　総合譲渡一時所得金額 S9 13 O I
205 　　合計 S9 13 O I
206 　特別控除額 O I
207 　　総合譲渡短期特別控除額 S9 13 O I
208 　　総合譲渡長期特別控除額 S9 13 O I
209 　　総合譲渡一時特別控除額 S9 13 O I
210 　所得から差し引かれる金額 O I
211 　　雑損控除額 S9 13 O I
212 　　医療費控除額 S9 13 O I
213 　　社会保険料控除額 S9 13 O I
214 　　小規模企業共済掛金控除額 S9 13 O I
215 　　生命保険料控除 O I
216 　　　個人年金保険料の計 S9 13 O I
217 　　　生命保険控除額 S9 13 O I
218 　　損害保険料控除 O I
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情報提供者 情報利用者

CD コード名

その他
（行政機関等）

民間
市町村 都道府県 市町村 都道府県

219 　　　長期保険料の計 S9 13 O I
220 　　　損害保険控除額 S9 13 O I
221 　　寄付金控除額 S9 13 O I
222 　　本人障害者区分 ○ 本人障害区分 X 1 O I
223 　　配偶者情報 O I
224 　　　生年月日 生年月日情報 O I
225 　　　障害者に該当する場合 O I
226 　　　同居別居の区分 ○ 同居別居区分 X 1 O I
227 　　　障害者区分 ○ 障害者区分 X 1 O I
228 　　　配偶者特別控除額 S9 13 O I
229 　　　配偶者合計所得金額 S9 13 O I
230 　　扶養控除 O I
231 　　　氏名 氏名情報 O I
232 　　　生年月日 生年月日情報 O I
233 　　　同居別居の区分 ○ 同居別居区分 X 1 O I
234 　　　障害者区分 ○ 障害者区分 X 1 O I
235 　　事業専従者 O I
236 　　　生年月日 生年月日情報 O I
237 　　　専従者給与（控除）額 S9 13 O I
238 　　所得控除計 S9 13 O I
239 　　住宅借入金（取得）等控除 S9 13 O I
240 　　所得税額 S9 13 O I
241 　　専従者給与額の合計 S9 13 O I
242 　住民税の納税方法 ○ 納税方法 X 1 O I
243 　所得の内訳（源泉徴収税額） O I
244 　　所得の種類 ○ 所得の種類 X 2 O I
245 　　種目・所得の生ずる場所又は給与など

の支払者の氏名・名称
N 100

O I

246 　　収入金額 S9 13 O I
247 税（賦課）情報（個人住民税） O I
248 　賦課年度 X 4 O I
249 　相当年度 X 4 O I
250 　徴収番号 X 20 O I
251 　年税額 S9 13 O I
252 　期別情報 O I
253 　　期別 X 2 O I
254 　　期別税額 S9 13 O I
255 　　期別充当額 S9 13 O I
256 　　期別納期限 日付情報 O I
257 　年金特別徴収分期別情報 O I
258 　　期別 X 2 O I
259 　　期別税額 S9 13 O I
260 　　納期限 日付情報 O I
261 納付情報（個人住民税） O I
262 　納税者情報 O I
263 　　氏名 氏名情報 O I
264 　　住所 住所情報 O I
265 　　生年月日 生年月日情報 O I
266 　　未納情報 O I
267 　　　賦課年度 X 4 O I
268 　　　相当年度 X 4 O I
269 　　　未納有無 ○ 有無 X 1 O I
270 　　　未納額 O I
271 　　　本税未納額 S9 13 O I
272 　　　延滞金未納額 S9 13 O I
273 軽自動車車両情報 O I I
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インタフェース仕様（団体間連携情報） 中間インターフェース

№ 情報名

コード

データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

その他
（行政機関等）

民間
市町村 都道府県 市町村 都道府県

274 　軽自動車情報 O I I
275 　　標識情報 O I I
276 　　　標識番号1 X 3 自動車の種別及び用途

による分類番号を表示
する三けた以下のアラ
ビア数字（左詰め）

O I I

277 　　　標識記号 N 2 自家用又は事業用の別
等を表示する平仮名ま
たはローマ字

O I I

278 　　　標識番号2 X 5 一連指定番号を表す O I I
279 　　車名 N 20 O I I
280 　　型式 X 10 O I I
281 　　年式 X 10 O I I
282 　　総排気量（定格出力） X 10 O I I
283 　　排気量区分 ○ 排気量区分 X 2 O I I
284 　　営業・自家用区分 ○ 営業・自家用区分 X 1 O I I
285 　　使用者情報 O I I
286 　　　氏名 氏名情報 O I I
287 　　　生年月日 生年月日情報 O I I
288 　　　住所 住所情報 O I I
289 　　所有者情報 O I I
290 　　　氏名 氏名情報 O I I
291 　　　生年月日 生年月日情報 O I I
292 　　　住所 住所情報 O I I
293 申告内容（軽自動車税） O I
294 　申告年月日 日付情報 O I
295 　申告理由 ○ 申告理由 X 2 O I
296 　申告理由備考 N 20 O I
297 　種別 ○ 軽自動車種別 X 2 O I
298 　種別備考 N 20 O I
299 　標識 O I
300 　　標識番号1 X 3 O I
301 　　標識記号 N 2 O I
302 　　標識番号2 X 5 O I
303 　　標識サイン ○ 標識サイン X 2 O I
304 　納税義務発生年月日 日付情報 O I
305 　旧標識 O I
306 　　標識番号1 X 3 O I
307 　　標識記号 N 2 O I
308 　　標識番号2 X 5 O I
309 　　標識サイン ○ 標識サイン X 2 O I
310 　所有者情報 O I
311 　　所有者住所 住所情報 O I
312 　　所有者氏名 氏名情報 O I
313 　　所有者生年月日 生年月日情報 O I
314 　　所有者電話番号 X 20 O I
315 　使用者情報 O I
316 　　使用者住所 住所情報 O I
317 　　使用者氏名 氏名情報 O I
318 　　使用者生年月日 生年月日情報 O I
319 　　使用者電話番号 X 20 O I
320 　届出者情報 O I
321 　　届出者住所 住所情報 O I
322 　　届出者氏名 氏名情報 O I
323 　　届出者電話番号 X 20 O I
324 　所有形態 ○ 所有形態 X 2 O I
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№ 情報名

コード

データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

その他
（行政機関等）

民間
市町村 都道府県 市町村 都道府県

325 　所有形態備考 N 20 O I
326 　定置場住所 住所情報 O I
327 　旧定置場住所 住所情報 O I
328 　車名 N 20 O I
329 　型式 X 10 O I
330 　年式 X 10 O I
331 　型式番号 X 20 O I
332 　車台番号 X 20 O I
333 　型式認定番号 X 20 O I
334 　総排気量（定格出力） X 10 O I
335 　排気量区分 ○ 排気量区分 X 2 O I
336 　備考 N 100 O I
337 税（賦課）情報（軽自動車税） O I
338 　標識 O I
339 　　標識番号1 X 3 自動車の種別及び用途

による分類番号を表示
する三けた以下のアラ
ビア数字（左詰め）

O I

340 　　標識記号 N 2 自家用又は事業用の別
等を表示する平仮名ま
たはローマ字

O I

341 　　標識番号2 X 5 一連指定番号を表す O I
342 　　標識サイン ○ 標識サイン X 2 標識の表示方法を表す O I
343 　種別 ○ 軽自動車種別 X 2 O I
344 　賦課年度 X 4 O I
345 　相当年度 X 4 O I
346 　徴収番号 X 20 O I
347 　税額 S9 13 O I
348 　納期限 日付情報 O I
349 納付情報（軽自動車税） O I
350 　納税者情報 O I
351 　　氏名 氏名情報 O I
352 　　住所 住所情報 O I
353 　　生年月日 生年月日情報 O I
354 　　未納情報 O I
355 　　　賦課年度 X 4 O I
356 　　　相当年度 X 4 O I
357 　　　未納有無 ○ 有無 X 1 O I
358 　　　未納額 O I
359 　　　本税未納額 S9 13 O I
360 　　　延滞金未納額 S9 13 O I
361 国民健康保険情報 O I I I
362 　健康保険加入有無 ○ 有無 X 1 O I I I
363 　賦課情報 O I I
364 　　相当年度 X 4 O I I
365 　　保険料額 S9 13 O I I
366 　所得区分 ○ 所得区分 X 1 O I
367 保険料情報（国民健康保険） O I
368 　賦課年度 X 4 O I
369 　相当年度 X 4 O I
370 　徴収番号 X 20 O I
371 　国保記号番号 X 12 O I
372 　世帯主氏名 氏名情報 O I
373 　年税額（保険料額） S9 13 O I
374 　医療一般分 S9 13 O I
375 　医療退職分 S9 13 O I
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№ 情報名
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データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

その他
（行政機関等）

民間
市町村 都道府県 市町村 都道府県

376 　介護一般分 S9 13 O I
377 　介護退職分 S9 13 O I
378 　支援一般分 S9 13 O I
379 　支援退職分 S9 13 O I
380 　普通徴収分期別情報 O I
381 　　期別 X 2 O I
382 　　期別税（料）額 S9 13 O I
383 　　期別医療一般分 S9 13 O I
384 　　期別医療退職分 S9 13 O I
385 　　期別介護一般分 S9 13 O I
386 　　期別介護退職分 S9 13 O I
387 　　期別支援一般分 S9 13 O I
388 　　期別支援退職分 S9 13 O I
389 　　納期限 日付情報 O I
390 　特別徴収分期別情報 O I
391 　　期別 X 2 O I
392 　　期別税（料）額 S9 13 O I
393 　　期別医療一般分 S9 13 O I
394 　　期別医療退職分 S9 13 O I
395 　　期別介護一般分 S9 13 O I
396 　　期別介護退職分 S9 13 O I
397 　　期別支援一般分 S9 13 O I
398 　　期別支援退職分 S9 13 O I
399 　　納期限 日付情報 O I
400 医療費情報（国民健康保険） O I
401 　受診者情報 O I
402 　　受診者氏名 氏名情報 O I
403 　　受診者住所 住所情報 O I
404 　受診機関情報 O I
405 　　受診機関名 N 100 O I
406 　支払額情報 O I
407 　　検査名 N 100 O I
408 　　診察料 S9 13 O I
409 手帳情報 O I
410 　各種手帳情報 O I
411 　　取得の有無 ○ 有無 X 1 O I
412 　　現在取得の手帳種類 N O I
413 　　再認定要否 ○ X 1 O I
414 障害者情報（身体障害者） O I
415 　交付年月日 日付情報 O I
416 　本人情報 O I
417 　　氏名 氏名情報 O I
418 　　生年月日 生年月日情報 O I
419 　　現住所 住所情報 O I
420 　身体障害者手帳情報 O I
421 　　身障手帳番号 X 12 O I
422 　　身障手帳種別 ○ 身体障害者種別 X 1 O I
423 　　身障手帳等級 ○ 身体障害者等級 X 1 O I
424 　　障害部位 ○ 障害部位 X 2 O I
425 　旅客運賃減額 ○ 有無 X 1 O I
426 　保護者情報 O I
427 　　氏名 氏名情報 O I
428 　　続柄 続柄情報 O I
429 　　現住所 住所情報 O I
430 　　保護者となった年月日 日付情報 O I
431 　補装具情報 O I
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情報提供者 情報利用者
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（行政機関等）

民間
市町村 都道府県 市町村 都道府県

432 　　交付又は修理年月日 日付情報 O I
433 　　種類 N 50 O I
434 　備考 N 200 O I
435 障害者情報（知的障害者） O I
436 　交付年月日 日付情報 O I
437 　本人情報 O I
438 　　氏名 氏名情報 O I
439 　　性別 ○ 性別 X 1 O I
440 　　生年月日 生年月日情報 O I
441 　　住所 住所情報 O I
442 　療育手帳情報 O I
443 　　療育手帳番号 X 5 O I
444 　　療育手帳等級 ○ 療育手帳等級 X 2 O I
445 　旅客運賃減額 ○ 有無 X 1 O I
446 　保護者情報 O I
447 　　氏名 氏名情報 O I
448 　　続柄 続柄情報 O I
449 　　職業 ○ X 2 O I
450 　　電話番号 X 20 O I
451 　判定記録情報 O I
452 　　療育手帳等級 ○ 療育手帳等級 X 2 O I
453 　　身障手帳等級 ○ 身体障害者等級 X 1 O I
454 　　判定年月日 日付情報 O I
455 　　次回判定年月 年月情報 O I
456 　　判定機関 N 50 O I
457 　療育・相談の記録 O I
458 　　発生年月日 日付情報 O I
459 　　事項 N 200 O I
460 　　取扱機関 N 50 O I
461 障害者情報（精神障害者） O I
462 　交付年月日 日付情報 O I
463 　本人情報 O I
464 　　氏名 氏名情報 O I
465 　　性別 ○ 性別 X 1 O I
466 　　生年月日 生年月日情報 O I
467 　　住所 住所情報 O I
468 　精神障害者手帳情報 O I
469 　　精神障害者手帳番号 X 7 O I
470 　　精神障害者手帳等級 ○ 精神障害手帳等級 X 1 O I
471 特別児童扶養手当受給情報 O I
472 　受給者情報 O I
473 　　特別児童扶養手当支給有無 ○ 有無 X 1 O I
474 　　特別児童扶養手当支給人数 9 2 O I
475 　　手当月額 9 13 O I
476 　　支給開始年月 年月情報 O I
477 　受給児童氏名 氏名情報 O I
478 後期高齢者医療保険加入情報 O I
479 　加入有無 ○ 有無 O I
480 　賦課情報 O I
481 　　相当年度 X 4 O I
482 　　保険料額 S9 13 O I
483 保険料情報（後期高齢者医療） 統一ﾌｫｰﾏｯﾄ(後期高

齢者医療広域連合
電算ｼｽﾃﾑ仕様書ｼｽ
ﾃﾑ仕様編)

O I

484 　担当年度 X 4 O I
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インタフェース仕様（団体間連携情報） 中間インターフェース

№ 情報名

コード

データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

その他
（行政機関等）

民間
市町村 都道府県 市町村 都道府県

485 　被保険者番号 X 8 O I
486 　市区町村別保険料 9 7 O I
487 　不均一賦課地区コード X 10 O I
488 　暫定確定賦課フラグ ○ X 1 O I
489 　申告区分 ○ X 1 O I
490 　資格取得年月日 X 8 O I
491 　資格喪失年月日 X 8 O I
492 　広域内転居取得年月日 X 8 O I
493 　広域内転居喪失年月日 X 8 O I
494 　賦課事由コード ○ X 2 O I
495 　賦課事由 N 100 O I
496 　賦課決定年月日 X 8 O I
497 　所得割率 X 4 O I
498 　賦課のもととなる所得金額 9 11 O I
499 　所得割額 9 11 O I
500 　均等割額 9 7 O I
501 　算出額 9 11 O I
502 　賦課情報 O I
503 　　賦課期日 X 8 O I
504 　　減額区分 ○ X 1 O I
505 　　均等割軽減額 9 7 O I
506 　　限度超過額 9 11 O I
507 　　年保険料額 9 7 O I
508 　　月数 X 2 O I
509 　　月割減額 9 7 O I
510 　　特別軽減区分 ○ X 1 O I
511 　　月別資格情報 X 12 O I
512 　減免額 9 7 O I
513 　後期高齢者医療保険料 9 7 O I
514 　賦課のもととなる所得金額（変更前） 9 11 O I
515 　所得割額（変更前） 9 11 O I
516 　均等割額（変更前） 9 7 O I
517 　算出額（変更前） 9 11 O I
518 　賦課情報（変更前） O I
519 　　賦課期日（変更前） X 8 O I
520 　　減額区分（変更前） ○ X 1 O I
521 　　均等割軽減額（変更前） 9 7 O I
522 　　限度超過額（変更前） 9 11 O I
523 　　年保険料額（変更前） 9 7 O I
524 　　月数（変更前） X 2 O I
525 　　月割減額（変更前） 9 7 O I
526 　　特別軽減区分（変更前） ○ X 1 O I
527 　　月別資格情報（変更前） X 12 O I
528 　減免額（変更前） 9 7 O I
529 　後期高齢者医療保険料（変更前） 9 7 O I
530 　所得割軽減額（変更前） 9 7 O I
531 　所得割減額区分（変更前） ○ X 1 O I
532 医療費情報（後期高齢者医療） O I
533 　受診者情報 O I
534 　　受診者氏名 氏名情報 O I
535 　　受診者住所 住所情報 O I
536 　受診機関名 N 100 O I
537 　支払額情報 O I
538 　　検査名 N 100 O I
539 　　診察料 S9 13 O I
540 介護保険加入情報 O I I I
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№ 情報名

コード

データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

その他
（行政機関等）

民間
市町村 都道府県 市町村 都道府県

541 　介護有無 ○ 介護保険資格区分
コード

X 1
O I I I

542 　認定区分 ○ 要介護認定有無 X 1 O I I I
543 　要介護状態区分 ○ 要介護状態区分 X 2 O I I I
544 　認定期間開始日 日付情報 O I I I
545 　認定期間終了日 日付情報 O I I I
546 　喪失年月日 日付情報 O I
547 　喪失事由 ○ 介護保険喪失事由 X 2 O I
548 　かかりつけ医意見 N 200 O I
549 介護保険高額給付情報 O I I
550 　高額給付情報 O I I
551 　　利用月 年月情報 O I I
552 　　利用者負担額 9 10 O I I
553 　　高額介護サービス費 9 10 O I I
554 介護保険賦課情報 O I I
555 　相当年度 X 4 O I I
556 　保険料額 S9 13 O I I
557 生活保護受給情報 O O I I
558 　世帯員情報 O O I
559 　　世帯員氏名 氏名情報 O O I
560 　　性別 ○ 性別 X 1 O O I
561 　　続柄 続柄情報 O O I
562 　　生年月日 生年月日情報 O O I
563 　生活保護受給開始日情報 O O I
564 　　生活保護受給開始日 日付情報 O O I
565 　　準生活保護受給開始日 日付情報 O O I
566 健診情報（児童） O I I
567 　１歳６ヶ月児健診結果情報 O I I
568 　　１歳６ヶ月児健診受診日 日付情報 O I I
569 　　１歳６ヶ月児健診受診医療機関 ○ 医療機関 X 10 O I I
570 　　１歳６ヶ月児健診結果 ○ 母子保健管理　健診

結果
X 2

O I I

571 　　１歳６ヶ月児健診医師コメント N 100 O I I
572 　３歳児健診結果情報 O I I
573 　　３歳児健診受診日 日付情報 O I I
574 　　３歳児健診受診医療機関 ○ 医療機関 X 10 O I I
575 　　３歳児健診結果 ○ 母子保健管理　健診

結果
X 2

O I I

576 　　３歳児健診医師コメント N 100 O I I
577 　その他の健診結果情報 O I I
578 　　その他健診名 N 20 O I I
579 　　その他健診受診日 日付情報 O I I
580 　　その他健診受診医療機関 ○ 医療機関 X 10 O I I
581 　　その他健診結果 ○ 母子保健管理　健診

結果
X 2

O I I

582 　　その他健診医師コメント N 100 O I I
583 　児童相談所の関わり有無 ○ 有無 X 1 O I
584 　保健師の関わり有無 ○ 有無 X 1 O I
585 健診情報（妊婦） O I
586 　健診結果情報 O I
587 　　健診名 N 20 O I
588 　　受診日 日付情報 O I
589 　　受診医療機関 ○ 医療機関 X 10 O I
590 　　出産予定日 日付情報 O I
591 　　健診時妊娠週数 9 2 O I
592 　　健診結果 健診管理　検診結果 X 2 O I
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情報提供者 情報利用者

CD コード名

その他
（行政機関等）
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市町村 都道府県 市町村 都道府県

593 　　医師コメント N 100 O I
594 健診情報 O I
595 　成人健診受診結果情報 O I
596 　　基本健康診査受診日 日付情報 O I
597 　　基本健康診査結果 ○ 健診管理　検診結果 X 2 O I
598 　　基本健康診査検診方式 ○ 健診管理　検診方式 X 1 O I
599 　　基本健康診査健診形態 ○ 基本健康診査健診形

態
X 1

O I

600 　　基本健康診査身長 9V 3,1 O I
601 　　基本健康診査体重 9V 3,1 O I
602 　　基本健康診査肥満度・標準体重 9V 3,1 O I
603 　　基本健康診査理学的所見 ○ 基本健康診査理学的

所見
X 2

O I

604 　　基本健康診査血圧（高） 9 3 O I
605 　　基本健康診査血圧（低） 9 3 O I
606 　　基本健康診査総コレステロール値 9 4 O I
607 　　基本健康診査中性脂肪 9 4 O I
608 　　基本健康診査ＨＤＬ－コレステロール 9 3 O I
609 　　基本健康診査ＧＯＴ 9 4 O I
610 　　基本健康診査ＧＰＴ 9 4 O I
611 　　基本健康診査γーＧＰＴ 9 4 O I
612 　　基本健康診査空腹時血糖 9 4 O I
613 　　基本健康診査尿酸 9V 2,1 O I
614 　　基本健康診査ヘモグロビンＡ１ｃ 9V 2,1 O I
615 　　基本健康診査ヘマトクリット値 9V 2,1 O I
616 　　基本健康診査血色素 9V 2,1 O I
617 　　基本健康診査赤血球数 9 4 O I
618 　　基本健康診査尿蛋白 ○ 本健康診査尿検査結

果
X 1

O I

619 　　基本健康診査尿糖 ○ 基本健康診査尿検査
結果

X 1
O I

620 　　基本健康診査尿潜血 ○ 基本健康診査尿検査
結果

X 1
O I

621 　　基本健康診査血清クレアチニン 9V 2,2 O I
622 　　基本健康診査心電図結果 ○ 健診管理　検診結果 X 2 O I
623 　　基本健康診査眼底結果 ○ 健診管理　検診結果 X 2 O I
624 　　基本健康診査たばこ有無 ○ 基本健康診査たばこ

有無
X 1

O I

625 　　基本健康診査喫煙本数 9 2 O I
626 　　Ｃ型肝炎ウィルス検査受診日 日付情報 O I
627 　　Ｃ型肝炎ウィルス検査検診形態 ○ Ｃ型肝炎ウィルス検査

検診形態
X 1

O I

628 　　Ｃ型肝炎ウィルス検査結果 ○ Ｃ型肝炎ウィルス検査
結果

X 2
O I

629 　　Ｃ型肝炎ウィルス検査ＨＣＶ抗体 ○ Ｃ型肝炎ウィルス検査
ＨＣＶ抗体

X 1
O I

630 　　Ｃ型肝炎ウィルス検査ＨＣＶＲＮＡ ○ Ｃ型肝炎ウィルス検査
ＨＣＶＲＮＡ

X 1
O I

631 　　胃がん検診受診日 日付情報 O I
632 　　胃がん検診結果 ○ 健診管理　検診結果 X 2 O I
633 　　胃がん検診方式 ○ 健診管理　検診方式 X 1 O I
634 　　大腸がん検診受診日 日付情報 O I
635 　　便潜血検査（１回目）結果 ○ 便潜血検査結果 X 1 O I
636 　　便潜血検査（２回目）結果 ○ 便潜血検査結果 X 1 O I
637 　　大腸がん検診方式 ○ 健診管理　検診方式 X 1 O I
638 　　胸部エックス線受診日 日付情報 O I
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639 　　胸部エックス線結果 ○ 健診管理　検診結果 X 2 O I
640 　　胸部エックス線検診方式 ○ 健診管理　検診方式 X 1 O I
641 　　喀痰細胞診検査日 日付情報 O I
642 　　喀痰細胞診検査結果 ○ 健診管理　検診結果 X 2 O I
643 　　喀痰細胞診検査検診方式 ○ 健診管理　検診方式 X 1 O I
644 　　子宮がん検診（頸部）受診日 日付情報 O I
645 　　子宮がん検診（頸部）結果 ○ 健診管理　検診結果 X 2 O I
646 　　子宮がん検診（頸部）検査方式 ○ 健診管理　検診方式 X 1 O I
647 　　子宮がん検診（体部）受診日 日付情報 O I
648 　　子宮がん検診（体部）結果 ○ 健診管理　検診結果 X 2 O I
649 　　子宮がん検診（体部）検査方式 ○ 健診管理　検診方式 X 1 O I
650 　　乳がん検診受診日 日付情報 O I
651 　　乳がん検診結果 ○ 健診管理　検診結果 X 2 O I
652 　　乳がん検診方式 ○ 健診管理　検診方式 X 1 O I
653 　　歯科・歯周疾患検診受診日 日付情報 O I
654 　　歯科・歯周疾患検診結果 ○ 健診管理　検診結果 X 2 O I
655 　　骨粗しょう症検診受診日 日付情報 O I
656 　　骨粗しょう症検診結果 ○ 健診管理　検診結果 X 2 O I
657 　成人健診精検結果情報 O I
658 　　胃がん検診精検結果 ○ 健診管理　精検結果 X 2 O I
659 　　大腸がん検診精検結果 ○ 健診管理　精検結果 X 2 O I
660 　　胸部エックス線精検結果 ○ 健診管理　精検結果 X 2 O I
661 　　喀痰細胞診検査精検結果 ○ 健診管理　精検結果 X 2 O I
662 　　子宮がん検診（頸部）精検結果 ○ 健診管理　精検結果 X 2 O I
663 　　子宮がん検診（体部）精検結果 ○ 健診管理　精検結果 X 2 O I
664 　　乳がん検診精検結果 ○ 健診管理　精検結果 X 2 O I
665 　成人健診生活機能評価 O I
666 　　基本チェックリスト ○ 生活機能評価基本

チェックリスト回答
X 1

O I

667 　　血清アルブミン値 9V 2,2 O I
668 　　口腔内視診判定 ○ 受診者の生活機能の

低下有無
X 1

O I

669 　　関節触診判定 ○ 受診者の生活機能の
低下有無

X 1
O I

670 予防接種歴情報 O I I
671 　予防接種情報 O I I
672 　　過去に接種している予防接種の種類 ○ 予防接種の種類 X 3 O I I
673 　　接種日 日付情報 O I I
674 　　接種医師名 氏名情報 O I I
675 　　ロット番号 X 10 O I I
676 　　メーカー N 20 O I I
677 　　接種量 9V 1,3 O I I
678 母子健康手帳情報 O I
679 　子の保護者情報 O I
680 　　母（妊婦）の氏名 氏名情報 O I
681 　　父の氏名 氏名情報 O I
682 　保護者・出生届出済証明 O I
683 　　子の氏名 氏名情報 O I
684 　　子の性別 ○ 性別 X 1 O I
685 　　出生場所 N 50 O I
686 　　出生年月日 日付情報 O I
687 　　届出済証明 N 50 O I
688 　妊婦の健康状態など O I
689 　　身長 9 3 O I
690 　　ふだんの体重 9 3 O I
691 　　結婚年齢 9 2 O I
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692 　　既往歴 N 100 O I
693 　　服薬情報 N 100 O I
694 　　過去の妊娠情報 O I
695 　　　出産年月 年月情報 O I
696 　　　妊娠・出産・産後の状態 N 50 O I
697 　　　出生児の体重 9 3 O I
698 　　　出生児の性別 ○ 性別 X 1 O I
699 　　　現在の子の状態 N 10 O I
700 　妊婦の職業と環境 O I
701 　　妊娠に気付いたときの状況 N 100 O I
702 　　妊娠してからの変更点 N 50 O I
703 　　休業予定・実績 N 50 O I
704 　　家庭環境 N 100 O I
705 　妊娠中の経過 O I
706 　　診察月日 日付情報 O I
707 　　妊娠週数 9 2 O I
708 　　子宮底長 9 3 O I
709 　　腹囲 9 3 O I
710 　　血圧（高） 9 3 O I
711 　　血圧（低） 9 3 O I
712 　　浮腫 ○ 浮腫 X 1 O I
713 　　尿蛋白 ○ 尿蛋白 X 1 O I
714 　　尿糖 ○ 尿糖 X 1 O I
715 　　その他検査結果 N 100 O I
716 　　体重 9 3 O I
717 　　特記指示事項 N 100 O I
718 　　施設名または担当者名 N 50 O I
719 　出産の状態と産後の経過 O I
720 　　出産時の母の状態 O I
721 　　　妊娠期間 9 2 O I
722 　　　娩出日時 日付情報 O I
723 　　　分娩の経過（母児の状態） N 50 O I
724 　　　分娩の様式 N 50 O I
725 　　　分娩所要時間 N 10 O I
726 　　　特定生物由来製剤の使用 N 10 O I
727 　　　出血量 N 10 O I
728 　　　輸血 N 10 O I
729 　　出産時の児の状態 O I
730 　　　性別 ○ 性別 X 1 O I
731 　　　数 9 2 O I
732 　　　体重 9 3 O I
733 　　　身長 9 3 O I
734 　　　胸囲 9 3 O I
735 　　　頭囲 9 3 O I
736 　　　特別な所見・処置 N 50 O I
737 　　証明情報 O I
738 　　　証明の種類 ○ 証明区分 X 1 O I
739 　　　出産場所 N 50 O I
740 　　　分娩取扱者氏名 N 50 O I
741 　　　その他 N 50 O I
742 　　出産後の母体の経過 O I
743 　　　産後日月数（月） 9 3 O I
744 　　　産後日月数（日） 9 2 O I
745 　　　子宮復古 ○ 子宮復古区分 X 1 O I
746 　　　悪露 ○ 悪露区分 X 1 O I
747 　　　乳房の状態 N 20 O I
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748 　　　血圧（高） 9 3 O I
749 　　　血圧（低） 9 3 O I
750 　　　尿蛋白 ○ 尿蛋白 X 1 O I
751 　　　尿糖 ○ 尿糖 X 1 O I
752 　妊娠中と産後の体重 9 3 O I
753 　妊娠中と産後の歯の状態 O I
754 　　診査年月日 日付情報 O I
755 　　妊娠期間 9 2 O I
756 　　むし歯（処置歯） 9 2 O I
757 　　むし歯（未処置歯） 9 2 O I
758 　　歯石 ○ 有無 X 1 O I
759 　　歯周疾患 N 20 O I
760 　　その他 N 20 O I
761 　　指導メモ N 50 O I
762 　　施設名および担当者名 N 50 O I
763 　母親（両親）学級受講記録 O I
764 　　受講年月日 日付情報 O I
765 　　課目 N 20 O I
766 　　備考 N 50 O I
767 　乳幼児身体発達曲線 O I
768 　　身長 9 3 O I
769 　　体重 9 3 O I
770 戸籍情報 O I I I
771 　戸籍事項情報 O I
772 　　戸籍事項タイトル N O I
773 　　戸籍事項 N O I
774 　戸籍に登録されている者情報 O I I I
775 　　除籍等区分 N 2 O I I
776 　　氏名 氏名情報 O I I I
777 　　生年月日 生年月日情報 O I I I
778 　　配偶者区分 N 2 O I I I
779 　　実父母の情報 O I I I
780 　　　実父の氏名 氏名情報 O I I
781 　　　実母の氏名 氏名情報 O I I
782 　　　実父母との続柄 続柄情報 O I I I
783 　　養父母の情報 O I I I
784 　　　養父の氏名 氏名情報 O I I
785 　　　養母の氏名 氏名情報 O I I
786 　　　養父母との続柄 続柄情報 O I I I
787 　　身分事項情報 O I I I
788 　　　身分事項タイトル N 10 O I I
789 　　　身分事項 O I I I
790 　　　　項目 N 50 O I I I
791 　　　　日付 日付情報 O I I I
792 　　　　内容 N 100 O I I I
793 　　附票情報 O I
794 　　　附票に記載されている者の情報 O I
795 　　　　氏名 氏名情報 O I
796 　　　　住所 住所情報 O I
797 　　　　住定日 日付情報 O I
798 子ども手当受給情報 O I
799 　受給者情報 O I
800 　　子ども手当支給有無 ○ 有無 X 1 O I
801 　　子ども手当支給人数 9 2 O I
802 　　手当月額 9 13 O I
803 　　支給開始年月 年月情報 O I
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804 　受給児童氏名 氏名情報 O I
805 児童扶養手当受給情報 O I
806 　受給者情報 O I
807 　　児童扶養手当支給有無 ○ 有無 X 1 O I
808 　　児童扶養手当支給人数 9 2 O I
809 　　手当月額 9 13 O I
810 　　支給開始年月 年月情報 O I
811 　受給児童氏名 氏名情報 O I
812 避難者の所在地情報 O I I
813 　住民種別 ○ 住民種別 X 1 O I I
814 　氏名 氏名情報 O I I
815 　性別 ○ 性別 X 1 O I I
816 　生年月日 生年月日情報 O I I
817 　住所 住所情報 O I I
818 　電話番号 X 20 O I I
819 　メールアドレス X 100 O I I
820 　住所（避難元） 住所情報 O I I
821 　異動年月日 日付時間情報 O I I
822 　独自領域 X 50 O I I
823 被災状況 O I
824 　被災状況 O I
825 　　り災場所 N 100 O I
826 　　り災住家等 N 100 O I
827 　　り災日時 日付情報 O I
828 　　り災理由 N 100 O I
829 　　被害の程度 N 100 O I
830 　り災証明者情報 O I
831 　　氏名 氏名情報 O I
832 　　証明日 日付情報 O I
833 り災証明書の申請 O I
834 　申請者情報 O I
835 　　電話番号 X 20 O I
836 　　携帯電話番号 X 20 O I
837 　申請年月日 日付情報 O I
838 　代理人情報 O I
839 　　電話番号 X 20 O I
840 　　申請者との関係 N 50 O I
841 　り災場所情報 O I
842 　　住所 住所情報 O I
843 　　り災住家等の持家区分 ○ 持家区分 X 2 O I
844 　　り災住家等の住家区分 ○ 住家区分 X 2 O I
845 　　申請者との関係 N 50 り災住家に対する申請

者の関係
O I

846 　り災日時 日付情報 O I
847 　り災理由 N 100 O I
848 　り災内容 N 200 O I
849 　証明必要数 X 2 O I
850 　証明必要理由 N 100 O I
851 義援金の申請 O
852 　請求者情報 O I
853 　　住所（所在地） 住所情報 O I
854 　　電話番号 X 20 O I
855 　義援金内訳 ○ 義援金区分 X 2 O I
856 　申請年月日 日付情報 O I
857 　死亡・行方不明者情報 O I
858 　　住所 住所情報 O I
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インタフェース仕様（団体間連携情報） 中間インターフェース

№ 情報名

コード

データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

その他
（行政機関等）

民間
市町村 都道府県 市町村 都道府県

859 　　氏名 氏名情報 O I
860 　　生年月日 生年月日情報 O I
861 　　請求者との続柄 続柄情報 O I
862 　り災場所 住所情報 O I
863 　振込先振込口座 金融機関情報 O I
864 個人住民税の減免申請 O I
865 　代表者氏名 氏名情報 O I
866 　電話番号 X 20 O I
867 　申請年月日 日付情報 O I
868 　減免申請理由 N 100 O I
869 　年度 X 4 O I
870 　税目 ○ 税目 X 2 O I
871 　期別税額情報 O I
872 　　期別 X 2 O I
873 　　税額 S9 13 O I
874 　所得状況等 N 100 O I
875 国民健康保険証の再発行申請 O I
876 　届出者情報 O I
877 　　連絡先 X 20 O I
878 　　異動対象者との関係 続柄情報 O I
879 　　異動届出年月日 日付情報 O I
880 　申請年月日 日付情報 O I
881 　発行証情報 O I
882 　　被保険者情報 O I
883 　　　氏名 氏名情報 O I
884 　　　続柄 続柄情報 O I
885 　　　生年月日 生年月日情報 O I
886 国民健康保険料の免除申請 O I
887 　申請者情報 O I
888 　　連絡先 X 20 O I
889 　　課税対象者との関係 続柄情報 O I
890 　　申請年月日 日付情報 O I
891 　申請情報 O I
892 　　世帯主氏名 氏名情報 O I
893 　　減免申請事由 N 100 O I
894 後期高齢者医療証の再発行申請 O I
895 　届出者情報 O I
896 　　連絡先 X 20 O I
897 　　異動対象者との関係 続柄情報 O I
898 　　異動届出年月日 日付情報 O I
899 　申請年月日 日付情報 O I
900 　発行証情報 O I
901 　　被保険者情報 O I
902 　　　氏名 氏名情報 O I
903 　　　続柄 続柄情報 O I
904 　　　生年月日 生年月日情報 O I
905 後期高齢者医療保険料の免除申請 O I
906 　申請者情報 O I
907 　　連絡先 X 20 O I
908 　　申請年月日 日付情報 O I
909 　減免申請事由 N 100 O I
910 受給者証の再発行申請 O I
911 　申請者情報 O I
912 　　連絡先 X 20 O I
913 　　対象者との関係 続柄情報 O I
914 　　申請年月日 日付情報 O I
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インタフェース仕様（団体間連携情報） 中間インターフェース

№ 情報名

コード

データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

その他
（行政機関等）

民間
市町村 都道府県 市町村 都道府県

915 　対象者情報 O I
916 　　保険者番号 X 12 O I
917 　　保険者名称 N 25 O I
918 　　被保険者情報 O I
919 　　　被保険者氏名 氏名情報 O I
920 　　　被保険者住所 住所情報 O I
921 　　対象者情報 O I
922 　　　対象者氏名 氏名情報 O I
923 　　　対象者住所 住所情報 O I
924 　　　対象者生年月日 生年月日情報 O I
925 介護保険証の再発行申請 O I
926 　申請者情報 O I
927 　　連絡先 X 20 O I
928 　　対象者との関係 続柄情報 O I
929 　　申請年月日 日付情報 O I
930 　発行証情報 O I
931 　　氏名 氏名情報 O I
932 　　生年月日 生年月日情報 O I
933 　　要介護度 ○ 要介護状態区分 X 2 O I
934 　　有効期限 日付情報 O I
935 介護保険料の減免申請 O I
936 　届出者情報 O I
937 　　連絡先 X 20 O I
938 　　課税対象者との関係 続柄情報 O I
939 　　申請年月日 日付情報 O I
940 　減免申請事由 N 100 O I
941 保護決定情報 O I
942 　支給日 日付情報 O I
943 　保護開始日 日付情報 O I
944 　決定理由 N 100 O I
945 　保護の種類及び支給額 O I
946 　　生活扶助額 S9 13 O I
947 　　住宅扶助額 S9 13 O I
948 　　教育扶助額 S9 13 O I
949 　　その他 S9 13 O I
950 　　合計 S9 13 O I
951 申告内容（自動車税） O I
952 　自動車税申告情報 O I
953 　　申告年月日 日付情報 O I
954 　　申告理由 ○ X 2 O I
955 　　申告理由備考 N 20 O I
956 　　種別 ○ X 2 O I
957 　　種別備考 N 20 O I
958 　　標識 O I
959 　　　標識番号1 X 3 O I
960 　　　標識記号 N 2 O I
961 　　　標識番号2 X 5 O I
962 　　　標識サイン ○ X 2 O I
963 　　納税義務発生年月日 日付情報 O I
964 　　所有者情報 照会対象者（本人）の情

報のみ
O I

965 　　　所有者住所 住所情報 O I
966 　　　所有者氏名 氏名情報 O I
967 　　使用者情報 照会対象者（本人）の情

報のみ
O I

968 　　　使用者住所 住所情報 O I
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インタフェース仕様（団体間連携情報） 中間インターフェース

№ 情報名

コード

データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

その他
（行政機関等）

民間
市町村 都道府県 市町村 都道府県

969 　　　使用者氏名 氏名情報 O I
970 　　所有形態 ○ X 2 O I
971 　　所有形態備考 N 20 O I
972 　　積載量 X 20 O I
973 　　総排気量（定格出力） X 10 O I
974 　　排気量区分 X 2 O I
975 　　備考 N 100 O I
976 税（賦課）情報（自動車税） O I
977 　標識 O I
978 　　標識番号1 X 3 O I
979 　　標識記号 N 2 O I
980 　　標識番号2 X 5 O I
981 　　標識サイン ○ X 2 O I
982 　種別 ○ X 2 O I
983 　賦課年度 X 4 O I
984 　相当年度 X 4 O I
985 　徴収番号 X 20 O I
986 　税額 S9 13 O I
987 　納期限 日付情報 O I
988 納付情報（自動車税） O I
989 　納税者情報 O I
990 　　氏名 氏名情報 O I
991 　　住所 住所情報 O I
992 　　生年月日 生年月日情報 O I
993 　　未納情報 O I
994 　　　賦課年度 X 4 O I
995 　　　相当年度 X 4 O I
996 　　　未納有無 ○ 有無 X 1 O I
997 　　　未納額 O I
998 　　　　本税未納額 S9 13 O I
999 　　　　延滞金未納額 S9 13 O I
1000 小児慢性特定疾患結果情報 O I
1001 　疾患群 N 50 O I
1002 　疾患名 N 50 O I
1003 価格通知情報（県から市への連絡） O I
1004 　評価区分 ○ X 1 O I
1005 　課税番号 X 15 O I
1006 　取得者情報 O I
1007 　　取得者住所 住所情報 O I
1008 　　取得者氏名 氏名情報 O I
1009 　　取得者法人個人区分 ○ 法人・個人区分 X 1 O I
1010 　　取得者共有者数 9 3 O I
1011 　　取得者持分分子 9 13 O I
1012 　　取得者持分分母 9 13 O I
1013 　所在地コード ○ 所在地 X 40 O I
1014 　所在地（漢字） N 100 O I
1015 　需給事情による減点補正率 9V 1.4 O I
1016 　物件情報 O I
1017 　　構造区分 ○ 家屋構造 X 2 O I
1018 　　構造区分その他名称 N 20 O I
1019 　　厚み 9 5 O I
1020 　　用途区分 ○ X 2 O I
1021 　　用途区分その他名称 N 20 O I
1022 　　取得原因区分 ○ 取得区分【原始】 X 2 O I
1023 　　取得原因区分その他名称 N 20 O I
1024 　　屋根構造区分 ○ 屋根種類 X 2 O I
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情報提供者 情報利用者

CD コード名

その他
（行政機関等）

民間
市町村 都道府県 市町村 都道府県

1025 　　屋根構造区分その他名称 N 20 O I
1026 　　地上階数 9 3 O I
1027 　　地下階数 9 2 O I
1028 　　取得年月日 日付情報 O I
1029 　　建床面積 9V 9,2 O I
1030 　　延床面積 9V 9,2 O I
1031 　　居住部分の面積 9V 9,2 O I
1032 　　他の部分の面積 9V 9,2 O I
1033 　　1㎡当評点数 9 11 O I
1034 　　再建築費評点数 9 11 O I
1035 　　共同住宅等物件情報 O I
1036 　　　面積 9V 9,2 O I
1037 　　　戸数 9 3 O I
1038 　在来家屋住宅分情報 O I
1039 　　取得年月日 日付情報 O I
1040 　　面積 9V 9,2 O I
1041 　課税戸数 9 3 O I
1042 　解家の有無 ○ 有無 X 1 O I
1043 　適用建物 N 20 O I
1044 　調査年月日 日付情報 O I
1045 　調査員名 氏名情報 O I
1046 所得税額情報 I O
1047 　相当年度 X 4 I O
1048 　所得税額 S9 13 I O
1049 　給与所得控除後の金額 S9 13 I O
1050 　所得控除の額の合計額 S9 13 I O
1051 　課税される所得金額 S9 13 I O
1052 申告内容（所得税） I O
1053 　住所－１月１日 住所情報 I O
1054 　氏名 氏名情報 I O
1055 　性別 ○ 性別 X 1 I O
1056 　職業 N 100 I O
1057 　屋号・雅号 N 100 I O
1058 　世帯主氏名 氏名情報 I O
1059 　世帯主との続柄 続柄情報 I O
1060 　生年月日 生年月日情報 I O
1061 　連絡先情報 I O
1062 　　電話番号区分 ○ X 1 I O
1063 　　電話番号 X 20 I O
1064 　収入金額等 I O
1065 　　給与収入金額 S9 13 I O
1066 　　公的年金等収入金額 S9 13 I O
1067 　　一時収入金額 S9 13 I O
1068 　　総合譲渡短期収入金額 S9 13 I O
1069 　　総合譲渡長期収入金額 S9 13 I O
1070 　所得金額 I O
1071 　　営業等所得金額 S9 13 I O
1072 　　農業所得金額 S9 13 I O
1073 　　不動産所得金額 S9 13 I O
1074 　　利子所得金額 S9 13 I O
1075 　　配当所得金額 S9 13 I O
1076 　　雑所得金額 S9 13 I O
1077 　　譲渡一時所得額 S9 13 I O
1078 　　合計 S9 13 I O
1079 　所得から差し引かれる金額 I O
1080 　　社会保険料控除 S9 13 I O
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№ 情報名

コード
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情報提供者 情報利用者

CD コード名

その他
（行政機関等）

民間
市町村 都道府県 市町村 都道府県

1081 　　小規模企業共済等掛金控除 S9 13 I O
1082 　　生命保険料控除 S9 13 I O
1083 　　損害保険料控除 S9 13 I O
1084 　　老年者、寡婦、寡夫控除 S9 13 I O
1085 　　勤労学生、障害者控除 S9 13 I O
1086 　　配偶者控除 S9 13 I O
1087 　　配偶者特別控除 S9 13 I O
1088 　　扶養控除 S9 13 I O
1089 　　基礎控除 S9 13 I O
1090 　　小計 S9 13 I O
1091 　　雑損控除 S9 13 I O
1092 　　医療費控除 S9 13 I O
1093 　　寄付金控除 S9 13 I O
1094 　　合計 S9 13 I O
1095 　税金の計算 I O
1096 　　住宅借入金（取得）等特別控除 S9 13 I O
1097 　　政党等寄付金特別控除 S9 13 I O
1098 　　住宅耐震改修特別控除 S9 13 I O
1099 　　災害減免額外国税額控除 S9 13 I O
1100 　　再差引所得税額 S9 13 I O
1101 　　定率減税額 S9 13 I O
1102 　その他 I O
1103 　　配偶者の合計所得金額 S9 13 I O
1104 　　専従者給与（控除）額の合計額 S9 13 I O
1105 　　変動・臨時所得 I O
1106 　　　変動・臨時所得区分 ○ X 1 I O
1107 　　　変動・臨時所得金額 S9 13 I O
1108 　所得の内訳 I O
1109 　　所得の種類 ○ X 2 I O
1110 　　種目・所得の生ずる場所又は給与など

の支払者の氏名・名称
N 100

I O

1111 　　収入金額 S9 13 I O
1112 　事業専従者に関する事項 I O
1113 　　氏名 氏名情報 I O
1114 　　生年月日 生年月日情報 I O
1115 　　専従者給与（控除）額 S9 13 I O
1116 　住民税・事業税に関する事項 I O
1117 　　給与所得以外の住民税の徴収方法の選

択
○ X 1

I O

1118 　　住民税 I O
1119 　　　配当割額控除額 S9 13 I O
1120 　　　株式等譲渡所得割額控除額 S9 13 I O
1121 　寄附金税額控除 I O
1122 　　都道府県、市区町村分 S9 13 I O
1123 　　住所地の共同募金、日赤支部分 S9 13 I O
1124 　　条例指定分都道府県 S9 13 I O
1125 　　条例指定分市区町村 S9 13 I O
1126 　生命保険_個人年金保険料の計 S9 13 I O
1127 　損害保険_長期保険料の計 S9 13 I O
1128 　本人該当事項 I O
1129 　　本人該当区分 ○ X 1 I O
1130 　　寡婦（夫）・特別寡婦理由 N 150 I O
1131 　配偶者（特別）控除・扶養控除 I O
1132 　　配偶者生年月日 生年月日情報 I O
1133 　　扶養者生年月日 生年月日情報 I O
1134 　分離課税分 I O
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データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

その他
（行政機関等）

民間
市町村 都道府県 市町村 都道府県

1135 　　所得金額 I O
1136 　　　分離課税短期譲渡 I O
1137 　　　　一般分 S9 13 I O
1138 　　　　軽減分 S9 13 I O
1139 　　　分離課税長期譲渡 I O
1140 　　　　一般分 S9 13 I O
1141 　　　　特定分 S9 13 I O
1142 　　　　軽課分 S9 13 I O
1143 　　　分離課税株式等の譲渡 I O
1144 　　　　未公開分 S9 13 I O
1145 　　　　上場分 S9 13 I O
1146 　　　分離課税上場株式等の配当 S9 13 I O
1147 　　　分離課税先物取引 S9 13 I O
1148 　　　山林 S9 13 I O
1149 　　　退職 S9 13 I O
1150 　　その他 I O
1151 　　　株式等本年分で差し引く繰越損失額 S9 13 I O
1152 　　　配当本年分で差し引く繰越損失額 S9 13 I O
1153 　　　先物取引本年分で差し引く繰越損失

額
S9 13

I O

1154 　　短期長期譲渡所得に関する事項 I O
1155 　　　区分 ○ X 2 I O
1156 　　　所得の生ずる場所 N 100 I O
1157 　　　必要経費 S9 13 I O
1158 　　　特別控除額 S9 13 I O
1159 　損失申告用 I O
1160 　　純損失額 I O
1161 　　　山林以外所得損失（青色） S9 13 I O
1162 　　　山林所得損失（青色） S9 13 I O
1163 　　　変動所得損失（白色） S9 13 I O
1164 　　　山林以外所得損失（白色） S9 13 I O
1165 　　　山林所得損失（白色） S9 13 I O
1166 　　居住用損失額 S9 13 I O
1167 　　雑損失額 S9 13 I O
1168 　計算明細書等 I O
1169 　　給与特定支出合計額 S9 13 I O
1170 　　特定の肉用牛の売却による所得額 S9 13 I O
1171 　　特定の肉用牛の売却による収入額 S9 13 I O
1172 　　山林所得特別控除額 S9 13 I O
1173 税（賦課）情報（所得税） I O
1174 　年税額 S9 13 I O
1175 　期別情報 I O
1176 　　期別 X 2 I O
1177 　　期別税額 S9 13 I O
1178 　　期別充当額 S9 13 I O
1179 　　期別納期限 日付情報 I O
1180 納付情報（所得税） I O
1181 　納税者情報 I O
1182 　　氏名 氏名情報 I O
1183 　　住所 住所情報 I O
1184 　　生年月日 生年月日情報 I O
1185 　　未納情報 I O
1186 　　　賦課年度 X 4 I O
1187 　　　相当年度 X 4 I O
1188 　　　未納有無 ○ 有無 X 1 I O
1189 　　　未納額 I O
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市町村 都道府県 市町村 都道府県

1190 　　　　本税未納額 S9 13 I O
1191 　　　　延滞金未納額 S9 13 I O
1192 年末調整情報 I O
1193 　給与、賞与 S9 13 I O
1194 　給与所得控除額 S9 13 I O
1195 　給与所得控除後の金額 S9 13 I O
1196 　社会保険料等控除額 S9 13 I O
1197 　生命保険料控除額 S9 13 I O
1198 　地震保険料控除額 S9 13 I O
1199 　配偶者特別控除額 S9 13 I O
1200 　基礎控除額 S9 13 I O
1201 　配偶者控除額 S9 13 I O
1202 　扶養控除額 S9 13 I O
1203 　所得控除額の合計 S9 13 I O
1204 　差引課税給与所得金額及び算出年税額 S9 13 I O
1205 　住宅借入金等特別控除額 S9 13 I O
1206 　年調年税額 S9 13 I O
1207 　年税額 S9 13 I O
1208 　差引超過額又は不足額 S9 13 I O
1209 土地家屋異動通知情報 I I O
1210 　土地情報 I I O
1211 　　不動産番号 X 13 I I O
1212 　　土地所在地コード ○ 所在地 X 40 I I O
1213 　　土地所在地（漢字） N 100 I I O
1214 　　地番 N 50 I I O
1215 　　登記地目コード ○ I I O
1216 　　登記地積 9V 9,2 I I O
1217 　　敷地権持分(分子) 9 13 I I O
1218 　　敷地権持分(分母) 9 13 I I O
1219 　　用途 ○ I I O
1220 　　登記原因（表示） N 50 I I O
1221 　　登記原因年月日（表示） 日付情報 I I O
1222 　　所有者情報 I I O
1223 　　　氏名 氏名情報 I I O
1224 　　　住所 住所情報 I I O
1225 　　　共有持分(分子) 9 13 I I O
1226 　　　共有持分(分母) 9 13 I I O
1227 　　権利者情報 I I O
1228 　　　氏名 氏名情報 I I O
1229 　　　住所 住所情報 I I O
1230 　　　共有持分(分子) 9 13 I I O
1231 　　　共有持分(分母) 9 13 I I O
1232 　　義務者情報 I I O
1233 　　　氏名 氏名情報 I I O
1234 　　　住所 住所情報 I I O
1235 　　受付年月日 日付情報 I I O
1236 　　登記目的 N 50 I I O
1237 　　登記原因（所有権） N 50 I I O
1238 　　登記原因年月日（所有権） 日付情報 I I O
1239 　家屋情報 I I O
1240 　　不動産番号 X 13 I I O
1241 　　家屋所在地 ○ 所在地 X 40 I I O
1242 　　土地所在地（漢字） N 100 I I O
1243 　　家屋番号 X 10 I I O
1244 　　種類コード ○ I I O
1245 　　構造コード ○ 家屋構造 X 2 I I O
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市町村 都道府県 市町村 都道府県

1246 　　屋根コード ○ 屋根種類 X 2 I I O
1247 　　床面積（１階） 9V 9,2 I I O
1248 　　床面積（１階以外） 9V 9,2 I I O
1249 　　用途 ○ I I O
1250 　　登記原因（表示） N 50 I I O
1251 　　登記原因年月日（表示） 日付情報 I I O
1252 　　建築年月日 日付情報 I I O
1253 　　所有者情報 I I O
1254 　　　氏名 氏名情報 I I O
1255 　　　住所 住所情報 I I O
1256 　　　共有持分(分子) 9 13 I I O
1257 　　　共有持分(分母) 9 13 I I O
1258 　　権利者情報 I I O
1259 　　　氏名 氏名情報 I I O
1260 　　　住所 住所情報 I I O
1261 　　　共有持分(分子) 9 13 I I O
1262 　　　共有持分(分母) 9 13 I I O
1263 　　義務者情報 I I O
1264 　　　氏名 氏名情報 I I O
1265 　　　住所 住所情報 I I O
1266 　　受付年月日 日付情報 I I O
1267 　　登記目的 N 50 I I O
1268 　　登記原因（所有権） N 50 I I O
1269 　　登記原因年月日（所有権） 日付情報 I I O
1270 　申請年月日 日付情報 I I O
1271 　申請人 氏名情報 I I O
1272 　代理人 氏名情報 I I O
1273 登記簿閲覧情報 I I I I O
1274 　土地情報 I I I I O
1275 　　不動産番号 X 13 I I O
1276 　　地図番号 X 10 I I O
1277 　　筆界特定 N 50 I I O
1278 　　所在地コード ○ 所在地 X 40 I I I I O
1279 　　所在地（漢字） N 100 I I I I O
1280 　　地目 ○ I I O
1281 　　地番 N 50 I I O
1282 　　地積 9V 9,2 I I O
1283 　　登記原因（表示） N 50 I I O
1284 　　登記の日付 日付情報 I I O
1285 　　権利等の情報 I I O
1286 　　　順位番号 9 3 I I O
1287 　　　受付年月日 日付情報 I I O
1288 　　　受付番号 X 10 I I O
1289 　　　登記目的 N 50 I I O
1290 　　　登記原因（所有権） N 50 I I O
1291 　　　登記原因年月日（所有権） 日付情報 I I O
1292 　　　所有者 I I O
1293 　　　　氏名 氏名情報 I I O
1294 　　　　住所 住所情報 I I O
1295 　　　　共有持分(分子) 9 13 I I O
1296 　　　　共有持分(分母) 9 13 I I O
1297 　　　登記権利者 I I O
1298 　　　　氏名 氏名情報 I I O
1299 　　　　住所 住所情報 I I O
1300 　　　　共有持分(分子) 9 13 I I O
1301 　　　　共有持分(分母) 9 13 I I O
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インタフェース仕様（団体間連携情報） 中間インターフェース

№ 情報名

コード

データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

その他
（行政機関等）

民間
市町村 都道府県 市町村 都道府県

1302 　　　登記義務者 I I O
1303 　　　　氏名 氏名情報 I I O
1304 　　　　住所 住所情報 I I O
1305 　　担保有無 ○ 有無 X 1 I I O
1306 　家屋情報 I I I I O
1307 　　建物 I I I I O
1308 　　　不動産番号 X 13 I I O
1309 　　　所在図番号 X 10 I I O
1310 　　　所在地コード ○ 所在地 X 40 I I I I O
1311 　　　所在地（漢字） N 100 I I I I O
1312 　　　家屋番号 X 10 I I O
1313 　　　符号 9 3 I I O
1314 　　　種類 ○ I I O
1315 　　　構造 ○ 家屋構造 X 2 I I O
1316 　　　屋根 ○ 屋根種類 X 2 I I O
1317 　　　床面積（１階） 9V 9,2 I I O
1318 　　　床面積（１階以外） 9V 9,2 I I O
1319 　　　登記原因（表示） N 50 I I O
1320 　　　登記の日付 日付情報 I I O
1321 　　　建築年月日 日付情報 I I O
1322 　　区分建物 I I I I O
1323 　　　専有部分の家屋番号 N 50 I I O
1324 　　　所在図番号 X 10 I I O
1325 　　　所在地コード ○ 所在地 X 40 I I I I O
1326 　　　所在地（漢字） N 100 I I I I O
1327 　　　建物の名称 N 50 I I O
1328 　　　構造 ○ 家屋構造 X 2 I I O
1329 　　　床面積（階数） 9V 9,2 I I O
1330 　　　床面積 9V 9,2 I I O
1331 　　　登記原因（表示） N 50 I I O
1332 　　　登記の日付 日付情報 I I O
1333 　　　建築年月日 日付情報 I I O
1334 　　敷地権（土地） I I O
1335 　　　土地の符号 9 3 I I O
1336 　　　所在地コード ○ 所在地 X 40 I I I I O
1337 　　　所在地（漢字） N 100 I I I I O
1338 　　　地目 ○ I I O
1339 　　　地番 N 50 I I O
1340 　　　地積 9V 9,2 I I O
1341 　　専有部分 I I O
1342 　　　不動産番号 X 13 I I O
1343 　　　家屋番号 X 10 I I O
1344 　　　建物の名称 N 50 I I O
1345 　　　種類 ○ I I O
1346 　　　構造 ○ 家屋構造 X 2 I I O
1347 　　　床面積（階数） N 20 I I O
1348 　　　床面積 9V 9,2 I I O
1349 　　　登記原因（表示） N 50 I I O
1350 　　　登記の日付 日付情報 I I O
1351 　　敷地権の表示 I I O
1352 　　　土地の符号 9 3 I I O
1353 　　　敷地権の種類 N 20 I I O
1354 　　　登記原因（表示） N 50 I I O
1355 　　　登記の日付 日付情報 I I O
1356 　　権利等の情報 I I O
1357 　　　順位番号 9 3 I I O
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インタフェース仕様（団体間連携情報） 中間インターフェース

№ 情報名

コード

データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

その他
（行政機関等）

民間
市町村 都道府県 市町村 都道府県

1358 　　　受付年月日 日付情報 I I O
1359 　　　受付番号 X 10 I I O
1360 　　　登記目的 N 50 I I O
1361 　　　登記原因（所有権） N 50 I I O
1362 　　　登記原因年月日（所有権） 日付情報 I I O
1363 　　　所有者 I I O
1364 　　　　氏名 氏名情報 I I O
1365 　　　　住所 住所情報 I I O
1366 　　　　共有持分(分子) 9 13 I I O
1367 　　　　共有持分(分母) 9 13 I I O
1368 　　　登記権利者 I I O
1369 　　　　氏名 氏名情報 I I O
1370 　　　　住所 住所情報 I I O
1371 　　　　共有持分(分子) 9 13 I I O
1372 　　　　共有持分(分母) 9 13 I I O
1373 　　　登記義務者 I I O
1374 　　　　氏名 氏名情報 I I O
1375 　　　　住所 住所情報 I I O
1376 　　担保有無 ○ 有無 X 1 I I O
1377 　敷地権持分(分子) 9 13 I I O
1378 　敷地権持分(分母) 9 13 I I O
1379 　農地法適用条項 N 50 I I O
1380 　農地法許可届出 N 50 I I O
1381 　農地法許可年月日 日付情報 I I O
1382 雇用保険受給情報 I I O
1383 　受給有無 ○ 有無 X 1 I I O
1384 　受給額 S9 13 I I O
1385 自動車車両情報 I I O
1386 　自動車情報 I I O
1387 　　所有者氏名 氏名情報 I I O
1388 　　使用者氏名 氏名情報 I I O
1389 　　車種 N 50 I I O
1390 　　標識 I I O
1391 　　　標識番号1 X 3 I I O
1392 　　　標識記号 N 2 I I O
1393 　　　標識番号2 X 5 I I O
1394 　　　標識サイン ○ X 2 I I O
1395 　　年式 X 10 I I O
1396 　　排気量 X 10 I I O
1397 　　保有区分 ○ X 2 I I O
1398 労災受給情報 I I O
1399 　受給有無 ○ 有無 X 1 I I O
1400 　受給額 S9 13 I I O
1401 特別障害者給付金受給情報 I I O
1402 　対象者情報 I I O
1403 　　受給有無 ○ 有無 X 1 I I O
1404 　　給付金 9 13 I I O
1405 　　支給開始年月 年月情報 I I O
1406 年金受給情報 I I I O O
1407 　年金情報 I I I O O
1408 　　加入有無 ○ 有無 X 1 I I I O O
1409 　　年金種類 ○ 受給年金種別 X 4 I I I O O
1410 　　支給開始年月日 日付情報 I I I O O
1411 　　受給権残月数 9 3 I I O O
1412 保険料情報（年金） I O O
1413 　対象年度 X 4 I O O
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№ 情報名

コード

データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

その他
（行政機関等）

民間
市町村 都道府県 市町村 都道府県

1414 　基礎年金番号 X 10 I O O
1415 　氏名 氏名情報 I O O
1416 　納付月 9 3 I O O
1417 　保険料額 S9 13 I O O
1418 　納付期限 日付情報 I O O
1419 　保険料 S9 13 I O O
1420 　付加保険料をあわせて納める場合の保険

料
S9 13

I O O

1421 　半額免除の承認を受けている場合の保険
料

S9 13
I O O

1422 　1年前納 I O O
1423 　　保険料額 S9 13 I O O
1424 　　保険料割引額 S9 13 I O O
1425 　　納付月数 9 3 納付する月数 I O O
1426 　　納付期限 日付情報 I O O
1427 　6ヶ月前納 I O O
1428 　　保険料額 S9 13 I O O
1429 　　保険料割引額 S9 13 I O O
1430 　　納付月数 9 3 納付する月数 I O O
1431 　　納付期限 日付情報 I O O
1432 　備考 N 100 I O O
1433 年金加入期間確認通知書 I O
1434 　年金加入期間情報 I O
1435 　　年金加入期間 I O
1436 　　　開始年月日 日付情報 I O
1437 　　　終了年月日 日付情報 I O
1438 　　期間の種類 N 20 I O
1439 　　組合員期間 9 4 I O
1440 　退職年金共済組合期間 I O
1441 　　開始年月日 日付情報 I O
1442 　　終了年月日 日付情報 I O
1443 医療保険情報 I I I O
1444 　健康保険情報 I I I O
1445 　　加入有無 ○ 有無 X 1 I I I O
1446 　　健康保険制度の種類 N 50 I I I O
1447 　賦課情報 I I O
1448 　　相当年度 X 4 I I O
1449 　　保険料額 S9 13 I I O
1450 　医療保険の所得区分 ○ X 1 I O
1451 保険料情報（健康保険） I O
1452 　賦課年度 X 4 I O
1453 　相当年度 X 4 I O
1454 　徴収番号 X 20 I O
1455 　記号番号 X 12 I O
1456 　被保険者氏名 氏名情報 I O
1457 　被扶養者氏名 氏名情報 I O
1458 　年間保険料額 S9 13 I O
1459 　医療一般分 S9 13 I O
1460 　医療退職分 S9 13 I O
1461 　介護一般分 S9 13 I O
1462 　介護退職分 S9 13 I O
1463 　支援一般分 S9 13 I O
1464 　支援退職分 S9 13 I O
1465 　普通徴収分期別情報 I O
1466 　　期別 X 2 I O
1467 　　期別税（料）額 S9 13 I O
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情報提供者 情報利用者

CD コード名

その他
（行政機関等）

民間
市町村 都道府県 市町村 都道府県

1468 　　期別医療一般分 S9 13 I O
1469 　　期別医療退職分 S9 13 I O
1470 　　期別介護一般分 S9 13 I O
1471 　　期別介護退職分 S9 13 I O
1472 　　期別支援一般分 S9 13 I O
1473 　　期別支援退職分 S9 13 I O
1474 　　納期限 日付情報 I O
1475 　特別徴収分期別情報 I O
1476 　　期別 X 2 I O
1477 　　期別税（料）額 S9 13 I O
1478 　　期別医療一般分 S9 13 I O
1479 　　期別医療退職分 S9 13 I O
1480 　　期別介護一般分 S9 13 I O
1481 　　期別介護退職分 S9 13 I O
1482 　　期別支援一般分 S9 13 I O
1483 　　期別支援退職分 S9 13 I O
1484 　　納期限 日付情報 I O
1485 医療費情報（健康保険） I O
1486 　受診者情報 I O
1487 　　受診者氏名 氏名情報 I O
1488 　　受診者住所 住所情報 I O
1489 　受診機関名 N 100 I O
1490 　支払額情報 I O
1491 　　検査名 N 100 I O
1492 　　診察料 S9 13 I O
1493 診断書等 I O
1494 　障害の原因となった傷病名 N 100 I O
1495 　傷病の原因または誘因 N 100 I O
1496 　傷病発生年月日 日付情報 I O
1497 　障害の原因となった傷病のため初めて医

師の診断を受けた日
日付情報

I O

1498 　将来再認定の要 ○ 要否 X 1 I O
1499 　現症 I O
1500 　　眼所見 N 100 I O
1501 　　視力 N 50 I O
1502 　　視野 N 50 I O
1503 　現症時の日常生活活動能力 N 100 I O
1504 　予後 N 100 I O
1505 　備考 N 100 I O
1506 　診断日 日付情報 I O
1507 　医療機関の住所 住所情報 I O
1508 　医師名 氏名情報 I O
1509 医療要否意見書 I I O
1510 　区分 I I O
1511 　　医療区分 ○ 医療区分 X 1 I I O
1512 　　発行区分 ○ 発行区分 X 1 I I O
1513 　　発行番号 X 8 I I O
1514 　　発行取扱者 氏名情報 I I O
1515 　疾病情報 I I O
1516 　　疾病名・部位 N 40 I I O
1517 　　初診年月日 日付情報 I I O
1518 　転帰情報 I I O
1519 　　転帰年月日 日付情報 I I O
1520 　　転帰区分 ○ 転帰区分 X 1 I I O
1521 　主要症状及び今後の予定 I I O
1522 　　現在の状況 N 40 I I O
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インタフェース仕様（団体間連携情報） 中間インターフェース

№ 情報名

コード

データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

その他
（行政機関等）

民間
市町村 都道府県 市町村 都道府県

1523 　　診療予定 N 40 I I O
1524 　　検査結果 N 40 I I O
1525 　診察見込期間 I I O
1526 　　入院外・入院区分 N 10 I I O
1527 　　期間 日付情報 I I O
1528 　概算医療費 I I O
1529 　　今回診療日以降1ヶ月間医療費 9 10 I I O
1530 　　うち入院費 9 10 I I O
1531 　　2ヶ月目以降6ヶ月目まで医療費 9 10 I I O
1532 　　うち入院費 9 10 I I O
1533 　　院外処方有無 ○ 有無 X 1 I I O
1534 　　稼働能力有無 ○ 有無 X 1 I I O
1535 　　稼働能力有の場合、程度 N 40 I I O
1536 　医療要否情報 I I O
1537 　　医療要否区分 ○ 医療要否区分 X 1 I I O
1538 　　要否 ○ 要否 X 1 I I O
1539 　　作成年月日 日付情報 I I O
1540 　指定医療機関情報 I I O
1541 　　名称 I I O
1542 　　　診療科名 N 10 I I O
1543 　　　担当医師名 氏名情報 I I O
1544 　嘱託医意見欄 N 40 I I O
1545 検診書 I I O
1546 　傷病名 N 40 I I O
1547 　病状 N 40 I I O
1548 　検診目的に対する回答 N 40 I I O
1549 　稼動能力レベル N 40 I I O
1550 医療意見書 I O
1551 　区分 ○ 意見書区分 X 1 I O
1552 　発病年月 年月情報 I O
1553 　初診日 日付情報 I O
1554 　疾患群 N 50 I O
1555 　疾患名 N 50 I O
1556 　現在の症状 N 100 I O
1557 　現在の治療 N 100 I O
1558 　診断の根拠 N 200 I O
1559 　その他の現在の主な所見等 N 100 I O
1560 　経過 N 100 I O
1561 　今後の治療方針 N 50 I O
1562 　治療見込期間 I O
1563 　　入院開始期間 日付情報 I O
1564 　　入院終了期間 日付情報 I O
1565 　　通院開始期間 日付情報 I O
1566 　　通院終了期間 日付情報 I O
1567 　　通院回数 9 3 月間の通院回数 I O
1568 　診断年月日 日付情報 I O
1569 　医療機関 I O
1570 　　所在地 住所情報 I O
1571 　　医師氏名 氏名情報 I O
1572 病歴・処方薬履歴等の情報 I O
1573 　病歴 I O
1574 　　病名 N 40 I O
1575 　　発症年月日 日付情報 I O
1576 　　治癒年月日 日付情報 I O
1577 　処方薬歴 I O
1578 　　処方薬名 N 40 I O
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インタフェース仕様（団体間連携情報） 中間インターフェース

№ 情報名

コード

データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

その他
（行政機関等）

民間
市町村 都道府県 市町村 都道府県

1579 　　投与開始時期 日付情報 I O
1580 　　投与終了時期 日付情報 I O
1581 口座有無情報 ○ 有無 X 1 I I O O
1582 借入金の年末残高等証明書（住宅ローン） I O
1583 　住所 住所情報 I O
1584 　氏名 氏名情報 I O
1585 　借入金情報 I O
1586 　　借入金の区分 ○ X 1 I O
1587 　　借入金の内訳 N 100 I O
1588 　　借入金の金額 I O
1589 　　　年末残高 S9 13 I O
1590 　　　当初金額 S9 13 I O
1591 　償還期間（開始） 日付情報 I O
1592 　償還期間（終了） 日付情報 I O
1593 銀行預金額 I I O
1594 　預貯金有無 ○ 有無 X 1 I I O
1595 　預金額 S9 13 I I O
1596 郵便貯金額 I I O
1597 　預貯金有無 ○ 有無 X 1 I I O
1598 　貯金額 S9 13 I I O
1599 簡易保険加入情報 I I O
1600 　加入有無 ○ 有無 X 1 I I O
1601 生命保険情報 I I O
1602 　生命保険_契約詳細情報 N 200 I I O
1603 　生命保険解約金額情報 N 200 I I O
1604 保険料情報（生命保険） I O
1605 　契約者氏名 氏名情報 I O
1606 　証券番号 N 20 I O
1607 　保険種類 ○ N 50 I O
1608 　保険期間（開始） 日付情報 I O
1609 　保険期間（終了） 日付情報 I O
1610 　保険料 S9 13 I O
1611 　配当金 S9 13 I O
1612 　保険額 S9 13 I O
1613 　払込方法 ○ X 1 I O
1614 　契約日 日付情報 I O
1615 　年間保険料 S9 13 I O
1616 　年間配当金 S9 13 I O
1617 　申告額 S9 13 I O
1618 保険料情報（損害保険） I O
1619 　契約者氏名 氏名情報 I O
1620 　証券番号 N 20 I O
1621 　保険種類 ○ N 50 I O
1622 　保険期間（開始） 日付情報 I O
1623 　保険期間（終了） 日付情報 I O
1624 　保険料 S9 13 I O
1625 　配当金 S9 13 I O
1626 　保険額 S9 13 I O
1627 　払込方法 ○ X 1 I O
1628 　契約日 日付情報 I O
1629 　年間保険料 S9 13 I O
1630 　年間配当金 S9 13 I O
1631 　申告額 S9 13 I O
1632 給与所得情報 I I O
1633 　対象年分 X 4 I I O
1634 　種別 ○ X 1 I I O
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インタフェース仕様（団体間連携情報） 中間インターフェース

№ 情報名

コード

データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

その他
（行政機関等）

民間
市町村 都道府県 市町村 都道府県

1635 　支払金額 S9 13 I I O
1636 　給与所得控除後の金額 S9 13 I I O
1637 　所得控除の額の合計額 S9 13 I I O
1638 　支払者名称 N 50 I I O
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 本人確認情報 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

2 氏名 1 1 住基ﾈｯﾄの「氏名」 ○ ○ ○ ○ ○

3 漢字氏名 N 1 1 住基ﾈｯﾄの「氏名漢字」 ○ ○ ○ ○ ○

4 カナ氏名 N 1 1 住基ﾈｯﾄの「氏名ふりがな」 ○ ○ ○ ○ ○

5 生年月日 X 9 1 1 住基ﾈｯﾄの「生年月日」 ○ ○ ○ ○ ○

6 性別 X 1 ○ 性別 1 1 住基ﾈｯﾄの「性別」 ○ ○ ○ ○ ○

7 住所 1 1 住基ﾈｯﾄの「住所」 ○ ○ ○ ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（住基ネット）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 住民票情報 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

2 世帯主氏名 氏名情報 1 1 ○ ○ ○ ○

3 世帯員情報 1 N 世帯主を含む世帯員全員 ○ ○ ○ ○ ○

4 氏名 氏名情報 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

5 続柄漢字 続柄情報 1 1 住民基本台帳の世帯主との続柄 ○ ○ ○ ○ ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：住民基本台帳（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 固定資産情報 1 1 ○

2 不動産の有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

3 土地情報 1 N ○

4 土地所在地 N 50 ○ 所在地 1 1 ○

5 地番 N 50 1 1 ○

6 現況地目コード X 3 ○ 現況地目 1 1 ○

7 現況地積 9V 9,2 1 1 ○

8 評価額 S9 13 1 1 ○

9 家屋情報 1 N ○

10 家屋所在地 N 100 1 1 ○

11 家屋番号 X 10 1 1 ○

12 種類コード X 2 ○ 家屋種類 1 1 ○

13 床面積 9V 9,2 1 1 ○

14 評価額 S9 13 1 1 ○

15 申告内容（固定資産税） 1 1 ○

16 相当年度 X 4 1 1 ○

17 現住所 住所情報 1 1 ○

18 送付先住所 住所情報 1 1 ○

19 氏名 氏名情報 1 1 ○

20 義務者電話番号 X 20 1 1 ○

21 事業種目 N 50 1 1 ○

22 資本金 S9 15 1 1 ○

23 事業開始年月日 日付情報 1 1 ○

24 応答者氏名 N 75 1 1 ○

25 応答者電話番号 X 20 1 1 ○

26 税理士等の氏名 N 75 1 1 ○

27 税理士等の電話番号 X 20 1 1 ○

28 短縮耐用年数承認区分 X 1 ○ 有無 1 1 ○

29 増加償却届出区分 X 1 ○ 有無 1 1 ○

30 非課税該当資産区分 X 1 ○ 有無 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：固定資産税（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：固定資産税（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

31 課税標準特例区分 X 1 ○ 有無 1 1 ○

32 特例償却圧縮記帳区分 X 1 ○ 有無 1 1 ○

33 税務会計上償却方法区
分

X 1 ○ 有無 1 1 ○

34 青色申告区分 X 1 ○ 有無 1 1 ○

35 事業所等資産の所在地 住所情報 1 1 ○

36 借用資産区分 X 1 ○ 有無 1 1 ○

37 借用資産貸主名称 N 50 1 1 ○

38 事業所用家屋所有区分 X 1 ○ 事業所用家屋
所有区分

1 1 ○

39 備考 N 100 1 1 ○

40 決算期１ 9 2 1 1 ○

41 決算期２ 9 2 1 1 ○

42 種類コード X 2 ○ 種類 1 1 ○

43 前年前取得価額 S9 13 1 1 ○

44 前年中減少価額 S9 13 1 1 ○

45 前年中取得価額 S9 13 1 1 ○

46 取得価額合計 S9 13 1 1 ○

47 帳簿価額 S9 13 1 1 ○

48 評価額 1 1 ○

49 土地_評価額 S9 13 1 1 ○

50 家屋_評価額 S9 13 1 1 ○

51 償却資産_評価額 S9 13 1 1 ○

52 決定価格 S9 13 1 1 ○

53 課税標準額 1 1 ○

54 土地_課税標準額 S9 13 1 1 ○

55 家屋_課税標準額 S9 13 1 1 ○

56 償却資産_課税標準額 S9 13 1 1 ○

57 税（賦課）情報（固定資
産税）

1 1 ○

58 賦課年度 X 4 1 1 ○

59 相当年度 X 4 1 1 ○

60 徴収番号 X 20 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：固定資産税（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

61 法定納期限 日付情報 1 1 ○

62 指定納期限 日付情報 1 1 ○

63 年税額 S9 13 1 1 ○

64 期別情報 1 N ○

65 期別 X 2 1 1 ○

66 期別税額 S9 13 1 1 ○

67 期別納期限 日付情報 1 1 ○

68 納付情報（固定資産税） 1 1 ○

69 納税者情報 1 1 ○

70 氏名 氏名情報 1 1 ○

71 住所 住所情報 1 1 ○

72 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

73 未納情報 1 N ○

74 賦課年度 X 4 1 1 ○

75 相当年度 X 4 1 1 ○

76 未納有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

77 未納額 1 1 ○

78 本税未納額 S9 13 1 1 ○

79 延滞金未納額 S9 13 1 1 ○

80 価格通知情報（市から
県への連絡）

1 1 ○

81 原始・承継区分 X 2 ○ 原始･承継区分 1 1 ○

82 受付年度 X 4 1 1 ○

83 物件情報 1 N ○

84 取得者義務者区分 X 1 ○ 権利者・義務
者区分

1 1 ○

85 主従区分 X 2 1 1 ○

86 共有者数 9 3 1 1 ○

87 権利者・義務者・取得者
氏名

氏名情報 1 1 ○

88 権利者・義務者・取得者
住所

住所情報 1 1 ○

89 法人個人コード X 1 ○ 法人・個人区
分

1 1 ○

90 取得者持分（分子） 9 13 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：固定資産税（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

91 取得者持分（分母） 9 13 1 1 ○

92 物件所在地コード X 40 ○ 所在地 1 1 ○

93 番地 N 50 1 1 ○

94 家屋番号 X 10 1 1 ○

95 土地家屋区分 X 2 ○ 土地・家屋区
分

1 1 ○

96 登記年月日 日付情報 7 1 1 ○

97 取得年月日 日付情報 7 1 1 ○

98 取得区分（原始） X 2 ○ 取得区分(原
始)

1 1 ○

99 取得区分（承継） X 2 ○ 取得区分(承
継)

1 1 ○

100 取得区分（その他） N 60 1 1 ○

101 登地構造区分（土地） X 2 ○ 登地構造区分
（土地）

1 1 ○

102 登地構造区分（家屋） X 2 ○ 登地構造区分
（家屋）

1 1 ○

103 現地種類 X 2 ○ 現地種類区分 1 1 ○

104 宅地比準 X 2 ○ 宅地比準土地
区分

1 1 ○

105 家屋構造区分 X 2 ○ 家屋構造 1 1 ○

106 家屋構造区分（長期優
良住宅）

X 1 ○ 長期優良住宅 1 1 ○

107 家屋構造区分（貸家） X 1 ○ 貸家 1 1 ○

108 屋根構造区分 X 2 ○ 屋根種類 1 1 ○

109 地上階段 9 3 1 1 ○

110 地下階段 9 2 1 1 ○

111 戸数 9 3 1 1 ○

112 住宅面積 9V 9,2 1 1 ○

113 他面積 9V 9,2 1 1 ○

114 建床面積 9V 9,2 1 1 ○

115 延床面積 9V 9,2 1 1 ○

116 地積 9V 9,2 1 1 ○

117 築年月日 日付情報 7 1 1 ○

118 平米単価 9 11 1 1 ○

119 造成費 9 5 1 1 ○

120 評価額 9 13 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：固定資産税（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

121 1㎡当評点数 9 11 1 1 ○

122 再建築評点数 9 11 1 1 ○

123 １点単価 9 11 1 1 ○

124 需給事情による減点補
正率

9V 1.4 1 1 ○

125 在来家屋住宅面積 9V 9,2 1 1 ○

126 在来家屋取得年月日 日付情報 7 1 1 ○

127 共同住宅物件情報 1 N ○

128 家屋種類（明細分） X 2 ○ 家屋種類 1 1 ○

129 住宅面積（明細分） 9V 9,2 1 1 ○

130 住宅再建築費評点数
（明細分）

9 11 1 1 ○

131 住宅戸数（明細分） 9 2 1 1 ○

132 他面積（明細分） 9V 9,2 1 1 ○

133 他戸数（明細分） 9 2 1 1 ○

134 申告書提出区分 X 1 ○ 有無 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 所得課税証明書情報 1 1 ○ ○ ○ ○

2 課税情報 1 1 ○ ○ ○ ○

3 相当年度 X 4 1 1 ○ ○ ○ ○

4 年税額 S9 13 1 1 ○

5 市区町村民税額情報 1 1 ○

6 市区町村民税均等割額 S9 13 1 1 ○

7 市区町村民税所得割額 S9 13 1 1 ○

8 都道府県民税額情報 S9 13 1 1 ○

9 課税総所得額等 S9 13 1 1 課税の対象額（所得金額－所得控除
の合計額）（分離分を含む）

○

10 総合分 1 1 ○

11 総所得額 S9 13 1 1 ○

12 免税対象肉用牛所得 S9 13 1 1 ○

13 分離分 1 1 ○

14 分離短期土地等事業・
雑所得額

S9 13 1 1 ○

15 分離短期譲渡一般所得
額

S9 13 1 1 ○

16 分離長期譲渡一般所得
額

S9 13 1 1 ○

17 山林所得額 S9 13 1 1 ○

18 分離退職所得額 S9 13 1 1 ○

19 先物取引所得額 S9 13 1 1 ○

20 条約適用利子等所得額 S9 13 1 1 ○

21 条約適用配当等所得額 S9 13 1 1 ○

22 控除情報 1 1 ○

23 雑損控除額 S9 13 1 1 ○

24 医療費控除額 S9 13 1 1 ○

25 小規模企業共済掛金控
除額

S9 13 1 1 ○

26 生命保険住民税控除額 S9 13 1 1 ○

27 配偶者特別控除額 S9 13 1 1 ○

28 控除対象配偶者区分 X 1 ○ 控除対象配偶
者区分

1 1 ○

29 同居老人扶養人数 9 2 1 1 ○

30 老人扶養人数 9 2 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：個人住民税（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：個人住民税（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

31 一般扶養人数 9 2 1 1 ○

32 特定扶養人数 9 2 1 1 ○

33 特別障害者人数 9 2 1 1 ○

34 普通障害者人数 9 2 1 1 ○

35 本人情報 1 1 ○

36 本人障害区分 X 1 ○ 本人障害区分 1 1 ○

37 本人寡婦区分 X 1 ○ 本人寡婦区分 1 1 ○

38 本人勤労学生区分 X 1 ○ 有無 1 1 ○

39 申告内容（個人住民税） 1 1 ○

40 本年度１月１日の住所 住所情報 1 1 ○

41 氏名 氏名情報 1 1 ○

42 電話番号 X 20 1 1 ○

43 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

44 収入金額 1 1 ○

45 給与収入金額 S9 13 1 1 ○

46 公的年金等収入金額 S9 13 1 1 ○

47 所得金額 1 1 ○

48 営業所得金額 S9 13 1 1 ○

49 農業所得金額 S9 13 1 1 ○

50 不動産所得金額 S9 13 1 1 ○

51 利子所得金額 S9 13 1 1 ○

52 配当所得金額 S9 13 1 1 ○

53 給与所得金額 S9 13 1 1 ○

54 公的年金等所得金額 S9 13 1 1 ○

55 雑その他の所得金額 S9 13 1 1 ○

56 総合譲渡短期所得金額 S9 13 1 1 ○

57 総合譲渡長期所得金額 S9 13 1 1 ○

58 総合譲渡一時所得金額 S9 13 1 1 ○

59 合計 S9 13 1 1 ○

60 特別控除額 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：個人住民税（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

61 総合譲渡短期特別控除
額

S9 13 1 1 ○

62 総合譲渡長期特別控除
額

S9 13 1 1 ○

63 総合譲渡一時特別控除
額

S9 13 1 1 ○

64 所得から差し引かれる
金額

1 1 ○

65 雑損控除額 S9 13 1 1 ○

66 医療費控除額 S9 13 1 1 ○

67 社会保険料控除額 S9 13 1 1 ○

68 小規模企業共済掛金控
除額

S9 13 1 1 ○

69 生命保険料控除 1 1 ○

70 個人年金保険料の計 S9 13 1 1 ○

71 生命保険控除額 S9 13 1 1 ○

72 損害保険料控除 1 1 ○

73 長期保険料の計 S9 13 1 1 ○

74 損害保険控除額 S9 13 1 1 ○

75 寄付金控除額 S9 13 1 1 ○

76 本人障害者区分 X 1 ○ 本人障害区分 1 1 ○

77 配偶者情報 1 1 ○

78 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

79 障害者に該当する場合 1 1 ○

80 同居別居の区分 X 1 ○ 同居別居区分 1 1 ○

81 障害者区分 X 1 ○ 障害者区分 1 1 ○

82 配偶者特別控除額 S9 13 1 1 ○

83 配偶者合計所得金額 S9 13 1 1 ○

84 扶養控除 1 N ○

85 氏名 氏名情報 1 1 ○

86 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

87 同居別居の区分 X 1 ○ 同居別居区分 1 1 ○

88 障害者区分 X 1 ○ 障害者区分 1 1 ○

89 事業専従者 1 N ○

90 生年月日 生年月日情報 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：個人住民税（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

91 専従者給与（控除）額 S9 13 1 1 ○

92 所得控除計 S9 13 1 1 ○

93 住宅借入金（取得）等控
除

S9 13 1 1 ○

94 所得税額 S9 13 1 1 ○

95 専従者給与額の合計 S9 13 1 1 ○

96 住民税の納税方法 X 1 ○ 納税方法 1 1 ○

97 所得の内訳（源泉徴収
税額）

1 N ○

98 所得の種類 X 2 ○ 所得の種類 1 1 ○

99 種目・所得の生ずる場
所又は給与などの支払
者の氏名・名称

N 100 1 1 ○

100 収入金額 S9 13 1 1 ○

101 税（賦課）情報（個人住
民税）

1 1 ※普通徴収分のみとする。 ○

102 賦課年度 X 4 1 1 ○

103 相当年度 X 4 1 1 ○

104 徴収番号 X 20 1 1 ○

105 年税額 S9 13 1 1 ○

106 期別情報 1 N ○

107 期別 X 2 1 1 ○

108 期別税額 S9 13 1 1 ○

109 期別充当額 S9 13 1 1 ○

110 期別納期限 日付情報 1 1 ○

111 年金特別徴収分期別情
報

1 N ○

112 期別 X 2 1 1 ○

113 期別税額 S9 13 1 1 ○

114 納期限 日付情報 1 1 ○

115 納付情報（個人住民税） 1 1 ○

116 納税者情報 1 1 ○

117 氏名 氏名情報 1 1 ○

118 住所 住所情報 1 1 ○

119 生年月日 生年月日情報 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：個人住民税（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

120 未納情報 1 N ○

121 賦課年度 X 4 1 1 ○

122 相当年度 X 4 1 1 ○

123 未納有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

124 未納額 1 1 ○

125 本税未納額 S9 13 1 1 ○

126 延滞金未納額 S9 13 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 軽自動車車両情報 1 1 ○

2 軽自動車情報 1 N ○

3 標識情報 1 1 ○

4 標識番号1 X 3 1 1 自動車の種別及び用途による分類番
号を表示する三けた以下のアラビア数
字（左詰め）

○

5 標識記号 N 2 1 1 自家用又は事業用の別等を表示する
平仮名またはローマ字

○

6 標識番号2 X 5 1 1 一連指定番号を表す ○

7 車名 N 20 1 1 ○

8 型式 X 10 1 1 ○

9 年式 X 10 1 1 ○

10 総排気量（定格出力） X 10 1 1 ○

11 排気量区分 X 2 ○ 排気量区分 1 1 ○

12 営業・自家用区分 X 1 ○ 営業・自家用
区分

1 1 ○

13 使用者情報 1 1 ○

14 氏名 氏名情報 1 1 ○

15 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

16 住所 住所情報 1 1 ○

17 所有者情報 1 1 ○

18 氏名 氏名情報 1 1 ○

19 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

20 住所 住所情報 1 1 ○

21 申告内容（軽自動車税） 1 1 ○

22 申告年月日 日付情報 1 1 ○

23 申告理由 X 2 ○ 申告理由 1 1 ○

24 申告理由備考 N 20 1 1 ○

25 種別 X 2 ○ 軽自動車種別 1 1 ○

26 種別備考 N 20 1 1 ○

27 標識 1 1 ○

28 標識番号1 X 3 1 1 ○

29 標識記号 N 2 1 1 ○

30 標識番号2 X 5 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：軽自動車税（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：軽自動車税（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

31 標識サイン X 2 ○ 標識サイン 1 1 ○

32 納税義務発生年月日 日付情報 1 1 ○

33 旧標識 1 N ○

34 標識番号1 X 3 1 1 ○

35 標識記号 N 2 1 1 ○

36 標識番号2 X 5 1 1 ○

37 標識サイン X 2 ○ 標識サイン 1 1 ○

38 所有者情報 1 N ○

39 所有者住所 住所情報 1 1 ○

40 所有者氏名 氏名情報 1 1 ○

41 所有者生年月日 生年月日情報 1 1 ○

42 所有者電話番号 X 20 1 1 ○

43 使用者情報 1 N ○

44 使用者住所 住所情報 1 1 ○

45 使用者氏名 氏名情報 1 1 ○

46 使用者生年月日 生年月日情報 1 1 ○

47 使用者電話番号 X 20 1 1 ○

48 届出者情報 1 1 ○

49 届出者住所 住所情報 1 1 ○

50 届出者氏名 氏名情報 1 1 ○

51 届出者電話番号 X 20 1 1 ○

52 所有形態 X 2 ○ 所有形態 1 1 ○

53 所有形態備考 N 20 1 1 ○

54 定置場住所 住所情報 1 1 ○

55 旧定置場住所 住所情報 1 N ○

56 車名 N 20 1 1 ○

57 型式 X 10 1 1 ○

58 年式 X 10 1 1 ○

59 型式番号 X 20 1 1 ○

60 車台番号 X 20 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：軽自動車税（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

61 型式認定番号 X 20 1 1 ○

62 総排気量（定格出力） X 10 1 1 ○

63 排気量区分 X 2 ○ 排気量区分 1 1 ○

64 備考 N 100 1 1 ○

65 税（賦課）情報（軽自動
車税）

1 1 ○

66 標識 1 1 自動車の種別及び用途による分類番
号を表示する三けた以下のアラビア数
字（左詰め）

○

67 標識番号1 X 3 1 1 自家用又は事業用の別等を表示する
平仮名またはローマ字

○

68 標識記号 N 2 1 1 一連指定番号を表す ○

69 標識番号2 X 5 1 1 標識の表示方法を表す ○

70 標識サイン X 2 ○ 標識サイン 1 1 ○

71 種別 X 2 ○ 軽自動車種別 1 1 ○

72 賦課年度 X 4 1 1 ○

73 相当年度 X 4 1 1 ○

74 徴収番号 X 20 1 1 ○

75 税額 S9 13 1 1 ○

76 納期限 日付情報 1 1 ○

77 納付情報（軽自動車税） 1 1 ○

78 納税者情報 1 1 ○

79 氏名 氏名情報 1 1 ○

80 住所 住所情報 1 1 ○

81 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

82 未納情報 1 N ○

83 賦課年度 X 4 1 1 ○

84 相当年度 X 4 1 1 ○

85 未納有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

86 未納額 1 1 ○

87 本税未納額 S9 13 1 1 ○

88 延滞金未納額 S9 13 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 国民健康保険情報 1 1 ○ ○

2 健康保険加入有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○ ○

3 賦課情報 1 1 ○

4 相当年度 X 4 1 1 ○

5 保険料額 S9 13 1 1 ○

6 所得区分 X 1 ○ 所得区分 1 1 ○

7 保険料情報（国民健康
保険）

1 1 ○

8 賦課年度 X 4 1 1 ○

9 相当年度 X 4 1 1 ○

10 徴収番号 X 20 1 1 ○

11 国保記号番号 X 12 1 1 ○

12 世帯主氏名 氏名情報 1 1 ○

13 年税額（保険料額） S9 13 1 1 ○

14 医療一般分 S9 13 1 1 ○

15 医療退職分 S9 13 1 1 ○

16 介護一般分 S9 13 1 1 ○

17 介護退職分 S9 13 1 1 ○

18 支援一般分 S9 13 1 1 ○

19 支援退職分 S9 13 1 1 ○

20 普通徴収分期別情報 1 N ○

21 期別 X 2 1 1 ○

22 期別税（料）額 S9 13 1 1 ○

23 期別医療一般分 S9 13 1 1 ○

24 期別医療退職分 S9 13 1 1 ○

25 期別介護一般分 S9 13 1 1 ○

26 期別介護退職分 S9 13 1 1 ○

27 期別支援一般分 S9 13 1 1 ○

28 期別支援退職分 S9 13 1 1 ○

29 納期限 日付情報 1 1 ○

30 特別徴収分期別情報 1 N ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：国民健康保険（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

16/73



データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：国民健康保険（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

31 期別 X 2 1 1 ○

32 期別税（料）額 S9 13 1 1 ○

33 期別医療一般分 S9 13 1 1 ○

34 期別医療退職分 S9 13 1 1 ○

35 期別介護一般分 S9 13 1 1 ○

36 期別介護退職分 S9 13 1 1 ○

37 期別支援一般分 S9 13 1 1 ○

38 期別支援退職分 S9 13 1 1 ○

39 納期限 日付情報 1 1 ○

40 医療費情報（国民健康
保険）

1 1 ○

41 受診者情報 1 1 ○

42 受診者氏名 氏名情報 1 1 ○

43 受診者住所 住所情報 1 1 ○

44 受診機関情報 1 1 ○

45 受診機関名 N 100 1 1 ○

46 支払額情報 1 N ○

47 検査名 N 100 1 1 ○

48 診察料 S9 13 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 手帳情報 1 1 ○

2 各種手帳情報 1 N ○

3 取得の有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

4 現在取得の手帳種類 N 1 1 ○

5 再認定要否 X 1 ○ 1 1 ○

6 障害者情報（身体障害
者）

1 1 ○

7 交付年月日 日付情報 1 1 ○

8 本人情報 1 1 ○

9 氏名 氏名情報 1 1 ○

10 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

11 現住所 住所情報 1 1 ○

12 身体障害者手帳情報 1 1 ○

13 身障手帳番号 X 12 1 1 ○

14 身障手帳種別 X 1 ○ 身体障害者種別 1 1 ○

15 身障手帳等級 X 1 ○ 身体障害者等級 1 1 ○

16 障害部位 X 2 ○ 障害部位 1 1 ○

17 旅客運賃減額 X 1 ○ 有無 1 1 ○

18 保護者情報 1 1 ○

19 氏名 氏名情報 1 1 ○

20 続柄 続柄情報 1 1 ○

21 現住所 住所情報 1 1 ○

22 保護者となった年月日 日付情報 1 1 ○

23 補装具情報 1 N ○

24 交付又は修理年月日 日付情報 1 1 ○

25 種類 N 50 1 1 ○

26 備考 N 200 1 1 ○

27 障害者情報（知的障害
者）

1 1 ○

28 交付年月日 日付情報 1 1 ○

29 本人情報 1 1 ○

30 氏名 氏名情報 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：障害者福祉（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：障害者福祉（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

31 性別 X 1 ○ 性別 1 1 ○

32 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

33 住所 住所情報 1 1 ○

34 療育手帳情報 1 1 ○

35 療育手帳番号 X 5 1 1 ○

36 療育手帳等級 X 2 ○ 療育手帳等級 1 1 ○

37 旅客運賃減額 X 1 ○ 有無 1 1 ○

38 保護者情報 1 1 ○

39 氏名 氏名情報 1 1 ○

40 続柄 続柄情報 1 1 ○

41 職業 X 2 ○ 1 1 ○

42 電話番号 X 20 1 1 ○

43 判定記録情報 1 N ○

44 療育手帳等級 X 2 ○ 療育手帳等級 1 1 ○

45 身障手帳等級 X 1 ○ 身体障害者等級 1 1 ○

46 判定年月日 日付情報 1 1 ○

47 次回判定年月 年月情報 1 1 ○

48 判定機関 N 50 1 1 ○

49 療育・相談の記録 1 N ○

50 発生年月日 日付情報 1 1 ○

51 事項 N 200 1 1 ○

52 取扱機関 N 50 1 1 ○

53 障害者情報（精神障害
者）

1 1 ○

54 交付年月日 日付情報 1 1 障害者手帳の交付年月日 ○

55 本人情報 1 1 ○

56 氏名 氏名情報 1 1 ○

57 性別 X 1 ○ 性別 1 1 ○

58 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

59 住所 住所情報 1 1 ○

60 精神障害者手帳情報 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：障害者福祉（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

61 精神障害者手帳番号 X 7 1 1 ○

62 精神障害者手帳等級 X 1 ○ 精神障害手帳
等級

1 1 ○

63 特別児童扶養手当受給
情報

1 1 ○

64 受給者情報 1 1 ○

65 特別児童扶養手当支給
有無

X 1 ○ 有無 1 1 ○

66 特別児童扶養手当支給
人数

9 2 1 1 ○

67 手当月額 9 13 1 1 ○

68 支給開始年月 年月情報 1 1 ○

69 受給児童氏名 氏名情報 1 N ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 後期高齢者医療保険加

入情報
1 1 ○

2 加入有無 ○ 有無 1 1 ○

3 賦課情報 1 1 ○

4 相当年度 X 4 1 1 ○

5 保険料額 S9 13 1 1 ○

6 保険料情報（後期高齢
者医療）

1 1 統一ﾌｫｰﾏｯﾄ(後期高齢者医療広域連
合電算ｼｽﾃﾑ仕様書ｼｽﾃﾑ仕様編)

○

7 相当年度 X 4 1 1 ○

8 被保険者番号 X 8 1 1 ○

9 市区町村別保険料 9 7 1 1 ○

10 不均一賦課地区コード X 10 1 1 ○

11 暫定確定賦課フラグ X 1 ○ 1 1 ○

12 申告区分 X 1 ○ 1 1 ○

13 資格取得年月日 X 8 1 1 ○

14 資格喪失年月日 X 8 1 1 ○

15 広域内転居取得年月日 X 8 1 1 ○

16 広域内転居喪失年月日 X 8 1 1 ○

17 賦課事由コード X 2 ○ 1 1 ○

18 賦課事由 N 100 1 1 ○

19 賦課決定年月日 X 8 1 1 ○

20 所得割率 X 4 1 1 ○

21 賦課のもととなる所得
金額

9 11 1 1 ○

22 所得割額 9 11 1 1 ○

23 均等割額 9 7 1 1 ○

24 算出額 9 11 1 1 ○

25 賦課情報 1 N ○

26 賦課期日 X 8 1 1 ○

27 減額区分 X 1 ○ 1 1 ○

28 均等割軽減額 9 7 1 1 ○

29 限度超過額 9 11 1 1 ○

30 年保険料額 9 7 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：後期高齢者医療（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：後期高齢者医療（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

31 月数 X 2 1 1 ○

32 月割減額 9 7 1 1 ○

33 特別軽減区分 X 1 ○ 1 1 ○

34 月別資格情報 X 12 1 1 ○

35 減免額 9 7 1 1 ○

36 後期高齢者医療保険料 9 7 1 1 ○

37 賦課のもととなる所得
金額（変更前）

9 11 1 1 ○

38 所得割額（変更前） 9 11 1 1 ○

39 均等割額（変更前） 9 7 1 1 ○

40 算出額（変更前） 9 11 1 1 ○

41 賦課情報（変更前） 1 N ○

42 賦課期日（変更前） X 8 1 1 ○

43 減額区分（変更前） X 1 ○ 1 1 ○

44 均等割軽減額（変更前） 9 7 1 1 ○

45 限度超過額（変更前） 9 11 1 1 ○

46 年保険料額（変更前） 9 7 1 1 ○

47 月数（変更前） X 2 1 1 ○

48 月割減額（変更前） 9 7 1 1 ○

49 特別軽減区分（変更前） X 1 ○ 1 1 ○

50 月別資格情報（変更前） X 12 1 1 ○

51 減免額（変更前） 9 7 1 1 ○

52 後期高齢者医療保険料
（変更前）

9 7 1 1 ○

53 所得割軽減額（変更前） 9 7 1 1 ○

54 所得割減額区分（変更
前）

X 1 ○ 1 1 ○

55 医療費情報（後期高齢
者医療）

1 1 ○

56 受診者情報 1 1 ○

57 受診者氏名 氏名情報 1 1 ○

58 受診者住所 住所情報 1 1 ○

59 受診機関名 N 100 1 1 ○

60 支払額情報 1 N ○

22/73



データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：後期高齢者医療（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

61 検査名 N 100 1 1 ○

62 診察料 S9 13 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 介護保険加入情報 1 1 ○ ○

2 介護有無 X 1 ○ 介護保険資格
区分コード

1 1 ○ ○

3 認定区分 X 1 ○ 要介護認定有
無

1 1 ○ ○

4 要介護状態区分 X 2 ○ 要介護状態区
分

1 1 ○ ○

5 認定期間開始日 日付情報 1 1 ○ ○

6 認定期間終了日 日付情報 1 1 ○ ○

7 喪失年月日 日付情報 1 1 ○

8 喪失事由 X 2 ○ 介護保険喪失
事由

1 1 ○

9 かかりつけ医意見 N 200 1 1 ○

10 介護保険高額給付情報 1 1 ○

11 高額給付情報 1 N ○

12 利用月 年月情報 1 1 ○

13 利用者負担額 9 10 1 1 ○

14 高額介護サービス費 9 10 1 1 ○

15 介護保険賦課情報 1 1 ○

16 相当年度 X 4 1 1 ○

17 保険料額 S9 13 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：介護保険（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 生活保護受給情報 1 1 ○ ○

2 世帯員情報 1 N ○

3 世帯員氏名 氏名情報 1 1 ○

4 性別 X 1 ○ 性別 1 1 ○

5 続柄 続柄情報 1 1 ○

6 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

7 生活保護受給開始日情
報

1 1 ○

8 生活保護受給開始日 日付情報 1 1 ○

9 準生活保護受給開始日 日付情報 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：生活保護（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 健診情報（児童） 1 1 ○ ○

2 １歳６ヶ月児健診結果
情報

1 1 ○ ○

3 １歳６ヶ月児健診受診
日

日付情報 1 1 ○ ○

4 １歳６ヶ月児健診受診
医療機関

X 10 ○ 医療機関 1 1 ○ ○

5 １歳６ヶ月児健診結果 X 2 ○ 母子保健管理
健診結果

1 1 ○ ○

6 １歳６ヶ月児健診医師コ
メント

N 100 1 1 ○ ○

7 ３歳児健診結果情報 1 1 ○ ○

8 ３歳児健診受診日 日付情報 1 1 ○ ○

9 ３歳児健診受診医療機
関

X 10 ○ 医療機関 1 1 ○ ○

10 ３歳児健診結果 X 2 ○ 母子保健管理
健診結果

1 1 ○ ○

11 ３歳児健診医師コメント N 100 1 1 ○ ○

12 その他の健診結果情報 1 N ○ ○

13 その他健診名 N 20 1 1 ○ ○

14 その他健診受診日 日付情報 1 1 ○ ○

15 その他健診受診医療機
関

X 10 ○ 医療機関 1 1 ○ ○

16 その他健診結果 X 2 ○ 母子保健管理
健診結果

1 1 ○ ○

17 その他健診医師コメント N 100 1 1 ○ ○

18 児童相談所の関わり有
無

X 1 ○ 有無 1 1 ○

19 保健師の関わり有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

20 健診情報（妊婦） 1 1 ○

21 健診結果情報 1 N ○

22 健診名 N 20 1 1 ○

23 受診日 日付情報 1 1 ○

24 受診医療機関 X 10 ○ 医療機関 1 1 ○

25 出産予定日 日付情報 1 1 ○

26 健診時妊娠週数 9 2 1 1 ○

27 健診結果 X 2 健診管理　検
診結果

1 1 ○

28 医師コメント N 100 1 1 ○

29 健診情報 1 1 ○

30 成人健診受診結果情報 1 N ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：健康管理（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：健康管理（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

31 基本健康診査受診日 日付情報 1 1 ○

32 基本健康診査結果 X 2 ○ 健診管理　検
診結果

1 1 ○

33 基本健康診査検診方式 X 1 ○ 健診管理　検
診方式

1 1 ○

34 基本健康診査健診形態 X 1 ○ 基本健康診査
健診形態

1 1 ○

35 基本健康診査身長 9V 3,1 1 1 ○

36 基本健康診査体重 9V 3,1 1 1 ○

37 基本健康診査肥満度・
標準体重

9V 3,1 1 1 ○

38 基本健康診査理学的所
見

X 2 ○ 基本健康診査
理学的所見

1 1 ○

39 基本健康診査血圧（高） 9 3 1 1 ○

40 基本健康診査血圧（低） 9 3 1 1 ○

41 基本健康診査総コレス
テロール値

9 4 1 1 ○

42 基本健康診査中性脂肪 9 4 1 1 ○

43 基本健康診査ＨＤＬ－コ
レステロール

9 3 1 1 ○

44 基本健康診査ＧＯＴ 9 4 1 1 ○

45 基本健康診査ＧＰＴ 9 4 1 1 ○

46 基本健康診査γーＧＰ
Ｔ

9 4 1 1 ○

47 基本健康診査空腹時血
糖

9 4 1 1 ○

48 基本健康診査尿酸 9V 2,1 1 1 ○

49 基本健康診査ヘモグロ
ビンＡ１ｃ

9V 2,1 1 1 ○

50 基本健康診査ヘマトク
リット値

9V 2,1 1 1 ○

51 基本健康診査血色素 9V 2,1 1 1 ○

52 基本健康診査赤血球数 9 4 1 1 ○

53 基本健康診査尿蛋白 X 1 ○ 本健康診査尿
検査結果

1 1 ○

54 基本健康診査尿糖 X 1 ○ 基本健康診査
尿検査結果

1 1 ○

55 基本健康診査尿潜血 X 1 ○ 基本健康診査
尿検査結果

1 1 ○

56 基本健康診査血清クレ
アチニン

9V 2,2 1 1 ○

57 基本健康診査心電図結
果

X 2 ○ 健診管理　検
診結果

1 1 ○

58 基本健康診査眼底結果 X 2 ○ 健診管理　検
診結果

1 1 ○

59 基本健康診査たばこ有
無

X 1 ○ 基本健康診査
たばこ有無

1 1 ○

60 基本健康診査喫煙本数 9 2 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：健康管理（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

61 Ｃ型肝炎ウィルス検査
受診日

日付情報 1 1 ○

62 Ｃ型肝炎ウィルス検査
検診形態

X 1 ○ Ｃ型肝炎ウィ
ルス検査検診

形態

1 1 ○

63 Ｃ型肝炎ウィルス検査
結果

X 2 ○ Ｃ型肝炎ウィ
ルス検査結果

1 1 ○

64 Ｃ型肝炎ウィルス検査Ｈ
ＣＶ抗体

X 1 ○ Ｃ型肝炎ウィ
ルス検査ＨＣ

Ｖ抗体

1 1 ○

65 Ｃ型肝炎ウィルス検査Ｈ
ＣＶＲＮＡ

X 1 ○ Ｃ型肝炎ウィ
ルス検査ＨＣ

ＶＲＮＡ

1 1 ○

66 胃がん検診受診日 日付情報 1 1 ○

67 胃がん検診結果 X 2 ○ 健診管理　検
診結果

1 1 ○

68 胃がん検診方式 X 1 ○ 健診管理　検
診方式

1 1 ○

69 大腸がん検診受診日 日付情報 1 1 ○

70 便潜血検査（１回目）結
果

X 1 ○ 便潜血検査結
果

1 1 ○

71 便潜血検査（２回目）結
果

X 1 ○ 便潜血検査結
果

1 1 ○

72 大腸がん検診方式 X 1 ○ 健診管理　検
診方式

1 1 ○

73 胸部エックス線受診日 日付情報 1 1 ○

74 胸部エックス線結果 X 2 ○ 健診管理　検
診結果

1 1 ○

75 胸部エックス線検診方
式

X 1 ○ 健診管理　検
診方式

1 1 ○

76 喀痰細胞診検査日 日付情報 1 1 ○

77 喀痰細胞診検査結果 X 2 ○ 健診管理　検
診結果

1 1 ○

78 喀痰細胞診検査検診方
式

X 1 ○ 健診管理　検
診方式

1 1 ○

79 子宮がん検診（頸部）受
診日

日付情報 1 1 ○

80 子宮がん検診（頸部）結
果

X 2 ○ 健診管理　検
診結果

1 1 ○

81 子宮がん検診（頸部）検
査方式

X 1 ○ 健診管理　検
診方式

1 1 ○

82 子宮がん検診（体部）受
診日

日付情報 1 1 ○

83 子宮がん検診（体部）結
果

X 2 ○ 健診管理　検
診結果

1 1 ○

84 子宮がん検診（体部）検
査方式

X 1 ○ 健診管理　検
診方式

1 1 ○

85 乳がん検診受診日 日付情報 1 1 ○

86 乳がん検診結果 X 2 ○ 健診管理　検
診結果

1 1 ○

87 乳がん検診方式 X 1 ○ 健診管理　検
診方式

1 1 ○

88 歯科・歯周疾患検診受
診日

日付情報 1 1 ○

89 歯科・歯周疾患検診結
果

X 2 ○ 健診管理　検
診結果

1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：健康管理（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

90 骨粗しょう症検診受診
日

日付情報 1 1 ○

91 骨粗しょう症検診結果 X 2 ○ 健診管理　検
診結果

1 1 ○

92 成人健診精検結果情報 1 N ○

93 胃がん検診精検結果 X 2 ○ 健診管理　精
検結果

1 1 ○

94 大腸がん検診精検結果 X 2 ○ 健診管理　精
検結果

1 1 ○

95 胸部エックス線精検結
果

X 2 ○ 健診管理　精
検結果

1 1 ○

96 喀痰細胞診検査精検結
果

X 2 ○ 健診管理　精
検結果

1 1 ○

97 子宮がん検診（頸部）精
検結果

X 2 ○ 健診管理　精
検結果

1 1 ○

98 子宮がん検診（体部）精
検結果

X 2 ○ 健診管理　精
検結果

1 1 ○

99 乳がん検診精検結果 X 2 ○ 健診管理　精
検結果

1 1 ○

100 成人健診生活機能評価 1 N ○

101 基本チェックリスト X 1 ○ 生活機能評価
基本チェック
リスト回答

1 1 回答 ○

102 血清アルブミン値 9V 2,2 1 1 ○

103 口腔内視診判定 X 1 ○ 受診者の生活
機能の低下有

無

1 1 ○

104 関節触診判定 X 1 ○ 受診者の生活
機能の低下有

無

1 1 ○

105 予防接種歴情報 1 1 ○ ○

106 予防接種情報 1 N ○ ○

107 過去に接種している予
防接種の種類

X 3 ○ 予防接種の種
類

1 1 ○ ○

108 接種日 日付情報 1 1 ○ ○

109 接種医師名 氏名情報 1 1 ○ ○

110 ロット番号 X 10 1 1 ○ ○

111 メーカー N 20 1 1 ○ ○

112 接種量 9V 1,3 1 1 ○ ○

113 母子健康手帳情報 1 1 ○

114 子の保護者情報 1 1 ○

115 母（妊婦）の氏名 氏名情報 1 1 ○

116 父の氏名 氏名情報 1 1 ○

117 保護者・出生届出済証
明

1 1 ○

118 子の氏名 氏名情報 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：健康管理（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

119 子の性別 X 1 ○ 性別 1 1 ○

120 出生場所 N 50 1 1 ○

121 出生年月日 日付情報 1 1 ○

122 届出済証明 N 50 1 1 ○

123 妊婦の健康状態など 1 1 ○

124 身長 9 3 1 1 ○

125 ふだんの体重 9 3 1 1 ○

126 結婚年齢 9 2 1 1 ○

127 既往歴 N 100 1 1 ○

128 服薬情報 N 100 1 1 ○

129 過去の妊娠情報 1 N ○

130 出産年月 年月情報 1 1 ○

131 妊娠・出産・産後の状態 N 50 1 1 ○

132 出生児の体重 9 3 1 1 ○

133 出生児の性別 X 1 ○ 性別 1 1 ○

134 現在の子の状態 N 10 1 1 ○

135 妊婦の職業と環境 1 1 ○

136 妊娠に気付いたときの
状況

N 100 1 1 ○

137 妊娠してからの変更点 N 50 1 1 ○

138 休業予定・実績 N 50 1 1 ○

139 家庭環境 N 100 1 1 ○

140 妊娠中の経過 1 N ○

141 診察月日 日付情報 1 1 ○

142 妊娠週数 9 2 1 1 ○

143 子宮底長 9 3 1 1 ○

144 腹囲 9 3 1 1 ○

145 血圧（高） 9 3 1 1 ○

146 血圧（低） 9 3 1 1 ○

147 浮腫 X 1 ○ 浮腫 1 1 ○

148 尿蛋白 X 1 ○ 尿蛋白 1 1 ○

30/73



データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：健康管理（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

149 尿糖 X 1 ○ 尿糖 1 1 ○

150 その他検査結果 N 100 1 1 ○

151 体重 9 3 1 1 ○

152 特記指示事項 N 100 1 1 ○

153 施設名または担当者名 N 50 1 1 ○

154 出産の状態と産後の経
過

1 1 ○

155 出産時の母の状態 1 1 ○

156 妊娠期間 9 2 1 1 ○

157 娩出日時 日付情報 1 1 ○

158 分娩の経過（母児の状
態）

N 50 1 1 ○

159 分娩の様式 N 50 1 1 ○

160 分娩所要時間 N 10 1 1 ○

161 特定生物由来製剤の使
用

N 10 1 1 ○

162 出血量 N 10 1 1 ○

163 輸血 N 10 1 1 ○

164 出産時の児の状態 1 1 ○

165 性別 X 1 ○ 性別 1 1 ○

166 数 9 2 1 1 ○

167 体重 9 3 1 1 ○

168 身長 9 3 1 1 ○

169 胸囲 9 3 1 1 ○

170 頭囲 9 3 1 1 ○

171 特別な所見・処置 N 50 1 1 ○

172 証明情報 1 1 ○

173 証明の種類 X 1 ○ 証明区分 1 1 ○

174 出産場所 N 50 1 1 ○

175 分娩取扱者氏名 N 50 1 1 ○

176 その他 N 50 1 1 ○

177 出産後の母体の経過 1 N ○

178 産後日月数（月） 9 3 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：健康管理（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

179 産後日月数（日） 9 2 1 1 ○

180 子宮復古 X 1 ○ 子宮復古区分 1 1 ○

181 悪露 X 1 ○ 悪露区分 1 1 ○

182 乳房の状態 N 20 1 1 ○

183 血圧（高） 9 3 1 1 ○

184 血圧（低） 9 3 1 1 ○

185 尿蛋白 X 1 ○ 尿蛋白 1 1 ○

186 尿糖 X 1 ○ 尿糖 1 1 ○

187 妊娠中と産後の体重 9 3 1 N ○

188 妊娠中と産後の歯の状
態

1 N ○

189 診査年月日 日付情報 1 1 ○

190 妊娠期間 9 2 1 1 ○

191 むし歯（処置歯） 9 2 1 1 ○

192 むし歯（未処置歯） 9 2 1 1 ○

193 歯石 X 1 ○ 有無 1 1 ○

194 歯周疾患 N 20 1 1 ○

195 その他 N 20 1 1 ○

196 指導メモ N 50 1 1 ○

197 施設名および担当者名 N 50 1 1 ○

198 母親（両親）学級受講記
録

1 N ○

199 受講年月日 日付情報 1 1 ○

200 課目 N 20 1 1 ○

201 備考 N 50 1 1 ○

202 乳幼児身体発達曲線 1 N ○

203 身長 9 3 1 1 ○

204 体重 9 3 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 戸籍情報 1 1 ○ ○ ○

2 戸籍事項情報 1 1 ○

3 戸籍事項タイトル N 1 1 ○

4 戸籍事項 N 1 1 ○

5 戸籍に登録されている
者情報

1 N 筆頭者含む登録者全員 ○ ○ ○

6 除籍等区分 N 2 1 1 ○ ○

7 氏名 氏名情報 1 1 戸籍に登録されている者 ○ ○ ○

8 生年月日 生年月日情報 1 1 ○ ○ ○

9 配偶者区分 N 2 1 1 ○ ○ ○

10 実父母の情報 1 1 ○ ○ ○

11 実父の氏名 氏名情報 1 1 ○ ○

12 実母の氏名 氏名情報 1 1 ○ ○

13 実父母との続柄 続柄情報 1 1 ○ ○ ○

14 養父母の情報 1 1 ○ ○ ○

15 養父の氏名 氏名情報 1 1 ○ ○

16 養母の氏名 氏名情報 1 1 ○ ○

17 養父母との続柄 続柄情報 1 1 ○ ○ ○

18 身分事項情報 1 N ○ ○ ○

19 身分事項タイトル N 10 1 1 ○ ○

20 身分事項 1 N ○ ○ ○

21 項目 N 50 1 1 ○ ○ ○

22 日付 日付情報 1 1 ○ ○ ○

23 内容 N 100 1 1 ○ ○ ○

24 附票情報 1 1 ○

25 附票に記載されている
者の情報

1 N ○

26 氏名 氏名情報 1 1 ○

27 住所 住所情報 1 1 ○

28 住定日 日付情報 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：戸籍（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 子ども手当受給情報 1 1 ○

2 受給者情報 1 1 ○

3 子ども手当支給有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

4 子ども手当支給人数 9 2 1 1 ○

5 手当月額 9 13 1 1 ○

6 支給開始年月 年月情報 1 1 ○

7 受給児童氏名 氏名情報 1 N ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：子ども手当（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 児童扶養手当受給情報 1 1 ○

2 受給者情報 1 1 ○

3 児童扶養手当支給有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

4 児童扶養手当支給人数 9 2 1 1 ○

5 手当月額 9 13 1 1 ○

6 支給開始年月 年月情報 1 1 ○

7 受給児童氏名 氏名情報 1 N ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：《児童扶養手当》（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 避難者の所在地情報 1 1 ○

2 住民種別 X 1 ○ 住民種別 1 1 ○

3 氏名 氏名情報 1 1 ○

4 性別 X 1 ○ 性別 1 1 ○

5 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

6 住所 住所情報 1 1 ○

7 電話番号 X 20 1 N ○

8 メールアドレス X 100 1 N ○

9 住所（避難元） 住所情報 1 N ○

10 異動年月日 日付時間情報 1 1 ○

11 独自領域 X 50 1 1 ○

12 被災状況 1 1 ○

13 被災状況 1 N ○

14 り災場所 N 100 1 1 ○

15 り災住家等 N 100 1 1 ○

16 り災日時 日付情報 1 1 ○

17 り災理由 N 100 1 1 ○

18 被害の程度 N 100 1 1 ○

19 り災証明者情報 1 1 ○

20 氏名 氏名情報 1 1 ○

21 証明日 日付情報 1 1 ○

22 り災証明書の申請 1 1 ○

23 申請者情報 1 1 ○

24 電話番号 X 20 1 1 ○

25 携帯電話番号 X 20 1 1 ○

26 申請年月日 日付情報 1 1 ○

27 代理人情報 1 1 ○

28 電話番号 X 20 1 1 ○

29 申請者との関係 続柄情報 1 1 ○

30 り災場所情報 1 N ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：《被災者支援》（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：《被災者支援》（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

31 住所 住所情報 1 1 ○

32 り災住家等の持家区分 X 2 ○ 持家区分 1 1 持家／借家の区分等 ○

33 り災住家等の住家区分 X 2 ○ 住家区分 1 1 住家／非住家の区分等 ○

34 申請者との関係 N 50 1 1 り災住家に対する申請者の関係 ○

35 り災日時 日付情報 1 1 ○

36 り災理由 N 100 1 1 ○

37 り災内容 N 200 1 1 ○

38 証明必要数 X 2 1 1 ○

39 証明必要理由 N 100 1 1 ○

40 義援金の申請 1 1 ○

41 請求者情報 1 1 ○

42 住所（所在地） 住所情報 1 1 申請時の住所（避難している場合は避
難先の住所）

○

43 電話番号 X 20 1 1 ○

44 義援金内訳 X 2 ○ 義援金区分 1 N ○

45 申請年月日 日付情報 1 1 ○

46 死亡・行方不明者情報 1 N ○

47 住所 住所情報 1 1 ○

48 氏名 氏名情報 1 1 ○

49 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

50 請求者との続柄 続柄情報 1 1 ○

51 り災場所 住所情報 1 N ○

52 振込先振込口座 金融機関情報 1 1 ○

53 個人住民税の減免申請 1 1 ○

54 代表者氏名 氏名情報 1 1 ○

55 電話番号 X 20 1 1 ○

56 申請年月日 日付情報 1 1 ○

57 減免申請理由 N 100 1 1 ○

58 年度 X 4 1 1 ○

59 税目 X 2 ○ 税目 1 1 ○

60 期別税額情報 1 N ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：《被災者支援》（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

61 期別 X 2 1 1 ○

62 税額 S9 13 1 1 ○

63 所得状況等 N 100 1 1 ○

64 国民健康保険証の再発
行申請

1 1 ○

65 届出者情報 1 1 ○

66 連絡先 X 20 1 1 ○

67 異動対象者との関係 続柄情報 1 1 ○

68 異動届出年月日 日付情報 1 1 ○

69 申請年月日 日付情報 1 1 ○

70 発行証情報 1 N ○

71 被保険者情報 1 1 ○

72 氏名 氏名情報 1 1 ○

73 続柄 続柄情報 1 1 ○

74 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

75 国民健康保険料の免除
申請

1 1 ○

76 申請者情報 1 1 ○

77 連絡先 X 20 1 1 ○

78 課税対象者との関係 続柄情報 1 1 ○

79 申請年月日 日付情報 1 1 ○

80 申請情報 1 1 ○

81 世帯主氏名 氏名情報 1 1 ○

82 減免申請事由 N 100 1 1 ○

83 後期高齢者医療証の再
発行申請

1 1 ○

84 届出者情報 1 1 ○

85 連絡先 X 20 1 1 ○

86 異動対象者との関係 続柄情報 1 1 ○

87 異動届出年月日 日付情報 1 1 ○

88 申請年月日 日付情報 1 1 ○

89 発行証情報 1 1 ○

90 被保険者情報 1 N ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：《被災者支援》（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

91 氏名 氏名情報 1 1 ○

92 続柄 続柄情報 1 1 ○

93 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

94 後期高齢者医療保険料
の免除申請

1 1 ○

95 申請者情報 1 1 ○

96 連絡先 X 20 1 1 ○

97 申請年月日 日付情報 1 1 ○

98 減免申請事由 N 100 1 1 ○

99 受給者証の再発行申請 1 1 乳幼児医療、重度障害者医療、ひとり
親家庭等医療

○

100 申請者情報 1 1 ○

101 連絡先 X 20 1 1 ○

102 対象者との関係 続柄情報 1 1 ○

103 申請年月日 日付情報 1 1 ○

104 対象者情報 1 1 ○

105 保険者番号 X 12 1 1 ○

106 保険者名称 N 25 1 1 ○

107 被保険者情報 1 N ○

108 被保険者氏名 氏名情報 1 1 ○

109 被保険者住所 住所情報 1 1 ○

110 対象者情報 1 N ○

111 対象者氏名 氏名情報 1 1 ○

112 対象者住所 住所情報 1 1 ○

113 対象者生年月日 生年月日情報 1 1 ○

114 介護保険証の再発行申
請

1 1 ○

115 申請者情報 1 1 ○

116 連絡先 X 20 1 1 ○

117 対象者との関係 続柄情報 1 1 ○

118 申請年月日 日付情報 1 1 ○

119 発行証情報 1 N ○

120 氏名 氏名情報 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：《被災者支援》（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

121 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

122 要介護度 X 2 ○ 要介護状態区
分

1 1 ○

123 有効期限 日付情報 1 1 ○

124 介護保険料の減免申請 1 1 ○

125 届出者情報 1 1 ○

126 連絡先 X 20 1 1 ○

127 課税対象者との関係 続柄情報 1 1 ○

128 申請年月日 日付情報 1 1 ○

129 減免申請事由 N 100 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 保護決定情報 1 1 ○

2 支給日 日付情報 1 1 ○

3 保護開始日 日付情報 1 1 ○

4 決定理由 N 100 1 1 ○

5 保護の種類及び支給額 1 1 ○

6 生活扶助額 S9 13 1 1 ○

7 住宅扶助額 S9 13 1 1 ○

8 教育扶助額 S9 13 1 1 ○

9 その他 S9 13 1 1 ○

10 合計 S9 13 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：《生活保護》（都道府県）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 申告内容（自動車税） 1 1 ○

2 自動車税申告情報 1 N ○

3 申告年月日 日付情報 1 1 ○

4 申告理由 X 2 ○ 1 1 ○

5 申告理由備考 N 20 1 1 ○

6 種別 X 2 ○ 1 1 ○

7 種別備考 N 20 1 1 ○

8 標識 1 1 ○

9 標識番号1 X 3 1 1 ○

10 標識記号 N 2 1 1 ○

11 標識番号2 X 5 1 1 ○

12 標識サイン X 2 ○ 1 1 ○

13 納税義務発生年月日 日付情報 1 1 ○

14 旧標識 1 N ○

15 標識番号1 X 3 1 1 ○

16 標識記号 N 2 1 1 ○

17 標識番号2 X 5 1 1 ○

18 標識サイン X 2 ○ 1 1 ○

19 所有者情報 1 1 照会対象者（本人）の情報のみ ○

20 所有者住所 住所情報 1 1 ○

21 所有者氏名 氏名情報 1 1 ○

22 使用者情報 1 1 照会対象者（本人）の情報のみ ○

23 使用者住所 住所情報 1 1 ○

24 使用者氏名 氏名情報 1 1 ○

25 所有形態 X 2 ○ 1 1 ○

26 所有形態備考 N 20 1 1 ○

27 積載量 X 20 1 1 ○

28 総排気量（定格出力） X 10 1 1 ○

29 排気量区分 X 2 1 1 ○

30 備考 N 100 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：《自動車税》（都道府県）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：《自動車税》（都道府県）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

31 税（賦課）情報（自動車
税）

1 1 ○

32 標識 1 1 ○

33 標識番号1 X 3 1 1 ○

34 標識記号 N 2 1 1 ○

35 標識番号2 X 5 1 1 ○

36 標識サイン X 2 ○ 1 1 ○

37 種別 X 2 ○ 1 1 ○

38 賦課年度 X 4 1 1 ○

39 相当年度 X 4 1 1 ○

40 徴収番号 X 20 1 1 ○

41 税額 S9 13 1 1 ○

42 納期限 日付情報 1 1 ○

43 納付情報（自動車税） 1 1 ○

44 納税者情報 1 1 ○

45 氏名 氏名情報 1 1 ○

46 住所 住所情報 1 1 ○

47 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

48 未納情報 1 N ○

49 賦課年度 X 4 1 1 ○

50 相当年度 X 4 1 1 ○

51 未納有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

52 未納額 1 1 ○

53 本税未納額 S9 13 1 1 ○

54 延滞金未納額 S9 13 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 小児慢性特定疾患結果

情報
1 1 ○

2 疾患群 N 50 1 1 ○

3 疾患名 N 50 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：《小児慢性特定疾患》（都道府県）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 価格通知情報（県から

市への連絡）
1 1 都道府県⇒市町村への情報 ○

2 評価区分 X 1 ○ 1 1 都道府県か市町村かの区分 ○

3 課税番号 X 15 1 1 ○

4 取得者情報 1 1 ○

5 取得者住所 住所情報 1 1 ○

6 取得者氏名 氏名情報 1 1 ○

7 取得者法人個人区分 X 1 ○ 法人・個人区
分

1 1 ○

8 取得者共有者数 9 3 1 1 「ほか○○名」 ○

9 取得者持分分子 9 13 1 1 ○

10 取得者持分分母 9 13 1 1 ○

11 所在地コード X 40 ○ 所在地 1 1 ○

12 所在地（漢字） N 100 1 1 ○

13 需給事情による減点補
正率

9V 1.4 1 1 ○

14 物件情報 1 1 ○

15 構造区分 X 2 ○ 家屋構造 1 1 ○

16 構造区分その他名称 N 20 1 1 構造区分が「その他」の場合、その内
容

○

17 厚み 9 5 1 1 鉄骨厚み ○

18 用途区分 X 2 ○ 1 1 ○

19 用途区分その他名称 N 20 1 1 用途区分が「その他」の場合、その内
容

○

20 取得原因区分 X 2 ○ 取得区分【原
始】

1 1 ○

21 取得原因区分その他名
称

N 20 1 1 取得原因区分が「その他」の場合、そ
の内容

○

22 屋根構造区分 X 2 ○ 屋根種類 1 1 ○

23 屋根構造区分その他名
称

N 20 1 1 屋根構造区分が「その他」の場合、そ
の内容

○

24 地上階数 9 3 1 1 ○

25 地下階数 9 2 1 1 ○

26 取得年月日 日付情報 1 1 ○

27 建床面積 9V 9,2 1 1 ○

28 延床面積 9V 9,2 1 1 ○

29 居住部分の面積 9V 9,2 1 1 併用住宅の内訳 ○

30 他の部分の面積 9V 9,2 1 1 併用住宅の内訳 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：《不動産取得税》（都道府県）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：《不動産取得税》（都道府県）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

31 1㎡当評点数 9 11 1 1 ○

32 再建築費評点数 9 11 1 1 ○

33 共同住宅等物件情報 1 1 ○

34 面積 9V 9,2 1 1 ○

35 戸数 9 3 1 1 ○

36 在来家屋住宅分情報 1 N 在来家屋の住宅分（在来用付属家を含
む）

○

37 取得年月日 日付情報 1 1 ○

38 面積 9V 9,2 1 1 ○

39 課税戸数 9 3 1 1 ○

40 解家の有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

41 適用建物 N 20 1 1 ○

42 調査年月日 日付情報 1 1 ○

43 調査員名 氏名情報 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 所得税額情報 1 1 ○

2 相当年度 X 4 1 1 ○

3 所得税額 S9 13 1 1 ○

4 給与所得控除後の金額 S9 13 1 1 ○

5 所得控除の額の合計額 S9 13 1 1 ○

6 課税される所得金額 S9 13 1 1 ○

7 申告内容（所得税） 1 1 ○

8 住所－１月１日 住所情報 1 1 ○

9 氏名 氏名情報 1 1 ○

10 性別 X 1 ○ 性別 1 1 ○

11 職業 N 100 1 1 ○

12 屋号・雅号 N 100 1 1 ○

13 世帯主氏名 氏名情報 1 1 ○

14 世帯主との続柄 続柄情報 1 1 ○

15 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

16 連絡先情報 1 N ○

17 電話番号区分 X 1 ○ 1 1 ○

18 電話番号 X 20 1 1 ○

19 収入金額等 1 1 ○

20 給与収入金額 S9 13 1 1 ○

21 公的年金等収入金額 S9 13 1 1 ○

22 一時収入金額 S9 13 1 1 ○

23 総合譲渡短期収入金額 S9 13 1 1 ○

24 総合譲渡長期収入金額 S9 13 1 1 ○

25 所得金額 1 1 ○

26 営業等所得金額 S9 13 1 1 ○

27 農業所得金額 S9 13 1 1 ○

28 不動産所得金額 S9 13 1 1 ○

29 利子所得金額 S9 13 1 1 ○

30 配当所得金額 S9 13 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（税務署）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（税務署）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

31 雑所得金額 S9 13 1 1 ○

32 譲渡一時所得額 S9 13 1 1 ○

33 合計 S9 13 1 1 ○

34 所得から差し引かれる
金額

1 1 ○

35 社会保険料控除 S9 13 1 1 ○

36 小規模企業共済等掛金
控除

S9 13 1 1 ○

37 生命保険料控除 S9 13 1 1 ○

38 損害保険料控除 S9 13 1 1 ○

39 老年者、寡婦、寡夫控
除

S9 13 1 1 ○

40 勤労学生、障害者控除 S9 13 1 1 ○

41 配偶者控除 S9 13 1 1 ○

42 配偶者特別控除 S9 13 1 1 ○

43 扶養控除 S9 13 1 1 ○

44 基礎控除 S9 13 1 1 ○

45 小計 S9 13 1 1 ○

46 雑損控除 S9 13 1 1 ○

47 医療費控除 S9 13 1 1 ○

48 寄付金控除 S9 13 1 1 ○

49 合計 S9 13 1 1 ○

50 税金の計算 1 1 ○

51 住宅借入金（取得）等特
別控除

S9 13 1 1 ○

52 政党等寄付金特別控除 S9 13 1 1 ○

53 住宅耐震改修特別控除 S9 13 1 1 ○

54 災害減免額外国税額控
除

S9 13 1 1 ○

55 再差引所得税額 S9 13 1 1 ○

56 定率減税額 S9 13 1 1 ○

57 その他 1 1 ○

58 配偶者の合計所得金額 S9 13 1 1 ○

59 専従者給与（控除）額の
合計額

S9 13 1 1 ○

60 変動・臨時所得 1 N ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（税務署）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

61 変動・臨時所得区分 X 1 ○ 1 1 ○

62 変動・臨時所得金額 S9 13 1 1 ○

63 所得の内訳 1 N ○

64 所得の種類 X 2 ○ 1 1 ○

65 種目・所得の生ずる場
所又は給与などの支払
者の氏名・名称

N 100 1 1 ○

66 収入金額 S9 13 1 1 ○

67 事業専従者に関する事
項

1 N ○

68 氏名 氏名情報 1 1 ○

69 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

70 専従者給与（控除）額 S9 13 1 1 ○

71 住民税・事業税に関す
る事項

1 1 ○

72 給与所得以外の住民税
の徴収方法の選択

X 1 ○ 1 1 ○

73 住民税 1 1 ○

74 配当割額控除額 S9 13 1 1 ○

75 株式等譲渡所得割額控
除額

S9 13 1 1 ○

76 寄附金税額控除 1 1 ○

77 都道府県、市区町村分 S9 13 1 1 ○

78 住所地の共同募金、日
赤支部分

S9 13 1 1 ○

79 条例指定分都道府県 S9 13 1 1 ○

80 条例指定分市区町村 S9 13 1 1 ○

81 生命保険_個人年金保
険料の計

S9 13 1 1 ○

82 損害保険_長期保険料
の計

S9 13 1 1 ○

83 本人該当事項 1 1 ○

84 本人該当区分 X 1 ○ 1 1 ○

85 寡婦（夫）・特別寡婦理
由

N 150 1 1 ○

86 配偶者（特別）控除・扶
養控除

1 1 ○

87 配偶者生年月日 生年月日情報 1 1 ○

88 扶養者生年月日 生年月日情報 1 N ○

89 分離課税分 1 1 ○

90 所得金額 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（税務署）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

91 分離課税短期譲渡 1 1 ○

92 一般分 S9 13 1 1 ○

93 軽減分 S9 13 1 1 ○

94 分離課税長期譲渡 1 1 ○

95 一般分 S9 13 1 1 ○

96 特定分 S9 13 1 1 ○

97 軽課分 S9 13 1 1 ○

98 分離課税株式等の譲渡 1 1 ○

99 未公開分 S9 13 1 1 ○

100 上場分 S9 13 1 1 ○

101 分離課税上場株式等の
配当

S9 13 1 1 ○

102 分離課税先物取引 S9 13 1 1 ○

103 山林 S9 13 1 1 ○

104 退職 S9 13 1 1 ○

105 その他 1 1 ○

106 株式等本年分で差し引
く繰越損失額

S9 13 1 1 ○

107 配当本年分で差し引く
繰越損失額

S9 13 1 1 ○

108 先物取引本年分で差し
引く繰越損失額

S9 13 1 1 ○

109 短期長期譲渡所得に関
する事項

1 N ○

110 区分 X 2 ○ 1 1 ○

111 所得の生ずる場所 N 100 1 1 ○

112 必要経費 S9 13 1 1 ○

113 特別控除額 S9 13 1 1 ○

114 損失申告用 1 1 ○

115 純損失額 1 1 ○

116 山林以外所得損失（青
色）

S9 13 1 1 ○

117 山林所得損失（青色） S9 13 1 1 ○

118 変動所得損失（白色） S9 13 1 1 ○

119 山林以外所得損失（白
色）

S9 13 1 1 ○

120 山林所得損失（白色） S9 13 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（税務署）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

121 居住用損失額 S9 13 1 1 ○

122 雑損失額 S9 13 1 1 ○

123 計算明細書等 1 1 ○

124 給与特定支出合計額 S9 13 1 1 ○

125 特定の肉用牛の売却に
よる所得額

S9 13 1 1 ○

126 特定の肉用牛の売却に
よる収入額

S9 13 1 1 ○

127 山林所得特別控除額 S9 13 1 1 ○

128 税（賦課）情報（所得税） 1 1 ○

129 年税額 S9 13 1 1 ○

130 期別情報 1 N ○

131 期別 X 2 1 1 ○

132 期別税額 S9 13 1 1 ○

133 期別充当額 S9 13 1 1 ○

134 期別納期限 日付情報 1 1 ○

135 納付情報（所得税） 1 1 ○

136 納税者情報 1 1 ○

137 氏名 氏名情報 1 1 ○

138 住所 住所情報 1 1 ○

139 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

140 未納情報 1 N ○

141 賦課年度 X 4 1 1 ○

142 相当年度 X 4 1 1 ○

143 未納有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

144 未納額 1 1 ○

145 本税未納額 S9 13 1 1 ○

146 延滞金未納額 S9 13 1 1 ○

147 年末調整情報 1 1 ○

148 給与、賞与 S9 13 1 1 ○

149 給与所得控除額 S9 13 1 1 ○

150 給与所得控除後の金額 S9 13 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（税務署）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

151 社会保険料等控除額 S9 13 1 1 ○

152 生命保険料控除額 S9 13 1 1 ○

153 地震保険料控除額 S9 13 1 1 ○

154 配偶者特別控除額 S9 13 1 1 ○

155 基礎控除額 S9 13 1 1 ○

156 配偶者控除額 S9 13 1 1 ○

157 扶養控除額 S9 13 1 1 ○

158 所得控除額の合計 S9 13 1 1 ○

159 差引課税給与所得金額
及び算出年税額

S9 13 1 1 ○

160 住宅借入金等特別控除
額

S9 13 1 1 ○

161 年調年税額 S9 13 1 1 ○

162 年税額 S9 13 1 1 ○

163 差引超過額又は不足額 S9 13 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 土地家屋異動通知情報 1 1 ○

2 土地情報 1 N ○

3 不動産番号 X 13 1 1 ○

4 土地所在地コード X 40 ○ 所在地 1 1 ○

5 土地所在地（漢字） N 100 1 1 ○

6 地番 N 50 1 1 ○

7 登記地目コード ○ 1 1 ○

8 登記地積 9V 9,2 1 1 ○

9 敷地権持分(分子) 9 13 1 1 ○

10 敷地権持分(分母) 9 13 1 1 ○

11 用途 ○ 1 1 ○

12 登記原因（表示） N 50 1 1 ○

13 登記原因年月日（表示） 日付情報 1 1 ○

14 所有者情報 1 N ○

15 氏名 氏名情報 1 1 ○

16 住所 住所情報 1 1 ○

17 共有持分(分子) 9 13 1 1 ○

18 共有持分(分母) 9 13 1 1 ○

19 権利者情報 1 N ○

20 氏名 氏名情報 1 1 ○

21 住所 住所情報 1 1 ○

22 共有持分(分子) 9 13 1 1 ○

23 共有持分(分母) 9 13 1 1 ○

24 義務者情報 1 N ○

25 氏名 氏名情報 1 1 ○

26 住所 住所情報 1 1 ○

27 受付年月日 日付情報 1 1 ○

28 登記目的 N 50 1 1 ○

29 登記原因（所有権） N 50 1 1 ○

30 登記原因年月日（所有
権）

日付情報 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（法務局）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（法務局）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

31 家屋情報 1 N ○

32 不動産番号 X 13 1 1 ○

33 家屋所在地 X 40 ○ 所在地 1 1 ○

34 土地所在地（漢字） N 100 1 1 ○

35 家屋番号 X 10 1 1 ○

36 種類コード ○ 1 1 ○

37 構造コード X 2 ○ 家屋構造 1 1 ○

38 屋根コード X 2 ○ 屋根種類 1 1 ○

39 床面積（１階） 9V 9,2 1 1 ○

40 床面積（１階以外） 9V 9,2 1 1 ○

41 用途 ○ 1 1 ○

42 登記原因（表示） N 50 1 1 ○

43 登記原因年月日（表示） 日付情報 1 1 ○

44 建築年月日 日付情報 1 1 ○

45 所有者情報 1 N ○

46 氏名 氏名情報 1 1 ○

47 住所 住所情報 1 1 ○

48 共有持分(分子) 9 13 1 1 ○

49 共有持分(分母) 9 13 1 1 ○

50 権利者情報 1 N ○

51 氏名 氏名情報 1 1 ○

52 住所 住所情報 1 1 ○

53 共有持分(分子) 9 13 1 1 ○

54 共有持分(分母) 9 13 1 1 ○

55 義務者情報 1 N ○

56 氏名 氏名情報 1 1 ○

57 住所 住所情報 1 1 ○

58 受付年月日 日付情報 1 1 ○

59 登記目的 N 50 1 1 ○

60 登記原因（所有権） N 50 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（法務局）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

61 登記原因年月日（所有
権）

日付情報 1 1 ○

62 申請年月日 日付情報 1 1 ○

63 申請人 氏名情報 1 1 ○

64 代理人 氏名情報 1 1 ○

65 登記簿閲覧情報 1 1 ○ ○

66 土地情報 1 1 ○ ○

67 不動産番号 X 13 1 1 ○

68 地図番号 X 10 1 1 ○

69 筆界特定 N 50 1 1 ○

70 所在地コード X 40 ○ 所在地 1 1 ○ ○

71 所在地（漢字） N 100 1 1 ○ ○

72 地目 ○ 1 1 ○

73 地番 N 50 1 1 ○

74 地積 9V 9,2 1 1 ○

75 登記原因（表示） N 50 1 1 ○

76 登記の日付 日付情報 1 1 ○

77 権利等の情報 1 N ○

78 順位番号 9 3 1 1 ○

79 受付年月日 日付情報 1 1 ○

80 受付番号 X 10 1 1 ○

81 登記目的 N 50 1 1 ○

82 登記原因（所有権） N 50 1 1 ○

83 登記原因年月日（所有
権）

日付情報 1 1 ○

84 所有者 1 N ○

85 氏名 氏名情報 1 1 ○

86 住所 住所情報 1 1 ○

87 共有持分(分子) 9 13 1 1 ○

88 共有持分(分母) 9 13 1 1 ○

89 登記権利者 1 N ○

90 氏名 氏名情報 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（法務局）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

91 住所 住所情報 1 1 ○

92 共有持分(分子) 9 13 1 1 ○

93 共有持分(分母) 9 13 1 1 ○

94 登記義務者 1 N ○

95 氏名 氏名情報 1 1 ○

96 住所 住所情報 1 1 ○

97 担保有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

98 家屋情報 1 1 ○ ○

99 建物 1 1 ○ ○

100 不動産番号 X 13 1 1 ○

101 所在図番号 X 10 1 1 ○

102 所在地コード X 40 ○ 所在地 1 1 ○ ○

103 所在地（漢字） N 100 1 1 ○ ○

104 家屋番号 X 10 1 1 ○

105 符号 9 3 1 1 ○

106 種類 ○ 1 1 ○

107 構造 X 2 ○ 家屋構造 1 1 ○

108 屋根 X 2 ○ 屋根種類 1 1 ○

109 床面積（１階） 9V 9,2 1 1 ○

110 床面積（１階以外） 9V 9,2 1 1 ○

111 登記原因（表示） N 50 1 1 ○

112 登記の日付 日付情報 1 1 ○

113 建築年月日 日付情報 1 1 ○

114 区分建物 1 1 ○ ○

115 専有部分の家屋番号 N 50 1 1 ○

116 所在図番号 X 10 1 1 ○

117 所在地コード X 40 ○ 所在地 1 1 ○ ○

118 所在地（漢字） N 100 1 1 ○ ○

119 建物の名称 N 50 1 1 ○

120 構造 X 2 ○ 家屋構造 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（法務局）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

121 床面積（階数） 9V 9,2 1 1 ○

122 床面積 9V 9,2 1 1 ○

123 登記原因（表示） N 50 1 1 ○

124 登記の日付 日付情報 1 1 ○

125 建築年月日 日付情報 1 1 ○

126 敷地権（土地） 1 1 ○

127 土地の符号 9 3 1 1 ○

128 所在地コード X 40 ○ 所在地 1 1 ○ ○

129 所在地（漢字） N 100 1 1 ○ ○

130 地目 ○ 1 1 ○

131 地番 N 50 1 1 ○

132 地積 9V 9,2 1 1 ○

133 専有部分 1 1 ○

134 不動産番号 X 13 1 1 ○

135 家屋番号 X 10 1 1 ○

136 建物の名称 N 50 1 1 ○

137 種類 ○ 1 1 ○

138 構造 X 2 ○ 家屋構造 1 1 ○

139 床面積（階数） N 20 1 1 ○

140 床面積 9V 9,2 1 1 ○

141 登記原因（表示） N 50 1 1 ○

142 登記の日付 日付情報 1 1 ○

143 敷地権の表示 1 1 ○

144 土地の符号 9 3 1 1 ○

145 敷地権の種類 N 20 1 1 ○

146 登記原因（表示） N 50 1 1 ○

147 登記の日付 日付情報 1 1 ○

148 権利等の情報 1 N ○

149 順位番号 9 3 1 1 ○

150 受付年月日 日付情報 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（法務局）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

151 受付番号 X 10 1 1 ○

152 登記目的 N 50 1 1 ○

153 登記原因（所有権） N 50 1 1 ○

154 登記原因年月日（所有
権）

日付情報 1 1 ○

155 所有者 1 N ○

156 氏名 氏名情報 1 1 ○

157 住所 住所情報 1 1 ○

158 共有持分(分子) 9 13 1 1 ○

159 共有持分(分母) 9 13 1 1 ○

160 登記権利者 1 N ○

161 氏名 氏名情報 1 1 ○

162 住所 住所情報 1 1 ○

163 共有持分(分子) 9 13 1 1 ○

164 共有持分(分母) 9 13 1 1 ○

165 登記義務者 1 N ○

166 氏名 氏名情報 1 1 ○

167 住所 住所情報 1 1 ○

168 担保有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

169 敷地権持分(分子) 9 13 1 1 ○

170 敷地権持分(分母) 9 13 1 1 ○

171 農地法適用条項 N 50 1 1 ○

172 農地法許可届出 N 50 1 1 ○

173 農地法許可年月日 日付情報 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 雇用保険受給情報 1 1 ○

2 受給有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

3 受給額 S9 13 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（公共職業安定所）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 自動車車両情報 1 1 ○

2 自動車情報 1 N ○

3 所有者氏名 氏名情報 1 1 照会対象者（本人）の情報のみ ○

4 使用者氏名 氏名情報 1 1 照会対象者（本人）の情報のみ ○

5 車種 N 50 1 1 ○

6 標識 1 1 ナンバー ○

7 標識番号1 X 3 1 1 ○

8 標識記号 N 2 1 1 ○

9 標識番号2 X 5 1 1 ○

10 標識サイン X 2 ○ 1 1 ○

11 年式 X 10 1 1 ○

12 排気量 X 10 1 1 ○

13 保有区分 X 2 ○ 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（運輸支局）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 労災受給情報 1 1 ○

2 受給有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

3 受給額 S9 13 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（労働基準監督署）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

61/73



データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 特別障害者給付金受給

情報
1 1 ※日本年金機構の場合 ○

2 対象者情報 1 1 ○

3 受給有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

4 給付金 9 13 1 1 ○

5 支給開始年月 年月情報 1 1 ○

6 年金受給情報 1 1 ※日本年金機構・年金保険者双方とも
の場合

○ ○

7 年金情報 1 N ○ ○

8 加入有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○ ○

9 年金種類 X 4 ○ 受給年金種別 1 1 ○ ○

10 支給開始年月日 日付情報 1 1 ○ ○

11 受給権残月数 9 3 1 1 ○

12 保険料情報（年金） 1 1 ○

13 対象年度 X 4 1 1 ○

14 基礎年金番号 X 10 1 1 ○

15 氏名 氏名情報 1 1 ○

16 納付月 9 3 1 1 ○

17 保険料額 S9 13 1 1 ○

18 納付期限 日付情報 1 1 ○

19 保険料 S9 13 1 1 ○

20 付加保険料をあわせて
納める場合の保険料

S9 13 1 1 ○

21 半額免除の承認を受け
ている場合の保険料

S9 13 1 1 ○

22 1年前納 1 1 ○

23 保険料額 S9 13 1 1 ○

24 保険料割引額 S9 13 1 1 ○

25 納付月数 9 3 1 1 納付する月数 ○

26 納付期限 日付情報 1 1 ○

27 6ヶ月前納 1 N ○

28 保険料額 S9 13 1 1 ○

29 保険料割引額 S9 13 1 1 ○

30 納付月数 9 3 1 1 納付する月数 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（日本年金機構・年金保険者）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（日本年金機構・年金保険者）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

31 納付期限 日付情報 1 1 ○

32 備考 N 100 1 1 ○

33 年金加入期間確認通知
書

1 1 ※日本年金機構以外の年金保険者の
場合

○

34 年金加入期間情報 1 N ○

35 年金加入期間 1 1 ○

36 開始年月日 日付情報 1 1 ○

37 終了年月日 日付情報 1 1 ○

38 期間の種類 N 20 1 1 ○

39 組合員期間 9 4 1 1 ○

40 退職年金共済組合期間 1 N ○

41 開始年月日 日付情報 1 1 ○

42 終了年月日 日付情報 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 医療保険情報 1 1 ○ ○

2 健康保険情報 1 1 ○ ○

3 加入有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○ ○

4 健康保険制度の種類 N 50 1 1 ○ ○

5 賦課情報 1 N ○

6 相当年度 X 4 1 1 ○

7 保険料額 S9 13 1 1 ○

8 医療保険の所得区分 X 1 ○ 1 1 ○

9 保険料情報（健康保険） 1 1 ○

10 賦課年度 X 4 1 1 ○

11 相当年度 X 4 1 1 ○

12 徴収番号 X 20 1 1 ○

13 記号番号 X 12 1 1 ○

14 被保険者氏名 氏名情報 1 1 ○

15 被扶養者氏名 氏名情報 1 N ○

16 年間保険料額 S9 13 1 1 ○

17 医療一般分 S9 13 1 1 ○

18 医療退職分 S9 13 1 1 ○

19 介護一般分 S9 13 1 1 ○

20 介護退職分 S9 13 1 1 ○

21 支援一般分 S9 13 1 1 ○

22 支援退職分 S9 13 1 1 ○

23 普通徴収分期別情報 1 N ○

24 期別 X 2 1 1 ○

25 期別税（料）額 S9 13 1 1 ○

26 期別医療一般分 S9 13 1 1 ○

27 期別医療退職分 S9 13 1 1 ○

28 期別介護一般分 S9 13 1 1 ○

29 期別介護退職分 S9 13 1 1 ○

30 期別支援一般分 S9 13 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（医療保険者（市町村/国保・後期高齢）以外））

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（医療保険者（市町村/国保・後期高齢）以外））

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

31 期別支援退職分 S9 13 1 1 ○

32 納期限 日付情報 1 1 ○

33 特別徴収分期別情報 1 N ○

34 期別 X 2 1 1 ○

35 期別税（料）額 S9 13 1 1 ○

36 期別医療一般分 S9 13 1 1 ○

37 期別医療退職分 S9 13 1 1 ○

38 期別介護一般分 S9 13 1 1 ○

39 期別介護退職分 S9 13 1 1 ○

40 期別支援一般分 S9 13 1 1 ○

41 期別支援退職分 S9 13 1 1 ○

42 納期限 日付情報 1 1 ○

43 医療費情報（健康保険） 1 1 ○

44 受診者情報 1 1 ○

45 受診者氏名 氏名情報 1 1 ○

46 受診者住所 住所情報 1 1 ○

47 受診機関名 N 100 1 1 ○

48 支払額情報 1 N ○

49 検査名 N 100 1 1 ○

50 診察料 S9 13 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 診断書等 1 1 ○

2 障害の原因となった傷
病名

N 100 1 1 ○

3 傷病の原因または誘因 N 100 1 1 ○

4 傷病発生年月日 日付情報 1 1 ○

5 障害の原因となった傷
病のため初めて医師の
診断を受けた日

日付情報 1 1 ○

6 将来再認定の要 X 1 ○ 要否 1 1 ○

7 現症 1 N ○

8 眼所見 N 100 1 1 ○

9 視力 N 50 1 1 ○

10 視野 N 50 1 1 ○

11 現症時の日常生活活動
能力

N 100 1 1 ○

12 予後 N 100 1 N ○

13 備考 N 100 1 1 ○

14 診断日 日付情報 1 1 ○

15 医療機関の住所 住所情報 1 1 ○

16 医師名 氏名情報 1 1 ○

17 医療要否意見書 1 1 ○

18 区分 1 1 ○

19 医療区分 X 1 ○ 医療区分 1 1 医科、歯科の区分 ○

20 発行区分 X 1 ○ 発行区分 1 1 新規、継続の区分 ○

21 発行番号 X 8 1 1 ○

22 発行取扱者 氏名情報 1 1 当該意見書を発行、管理する担当者名 ○

23 疾病情報 1 N ○

24 疾病名・部位 N 40 1 1 ○

25 初診年月日 日付情報 1 1 ○

26 転帰情報 1 1 ○

27 転帰年月日 日付情報 1 1 ○

28 転帰区分 X 1 ○ 転帰区分 1 1 治癒、死亡、中止の区分 ○

29 主要症状及び今後の予
定

1 1 ○

30 現在の状況 N 40 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（医療機関）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（医療機関）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

31 診療予定 N 40 1 1 ○

32 検査結果 N 40 1 1 ○

33 診察見込期間 1 1 ○

34 入院外・入院区分 N 10 1 1 今後の診察における入院／入院外の
区分

○

35 期間 日付情報 1 1 診察見込み期間（入院予定年月日） ○

36 概算医療費 1 1 ○

37 今回診療日以降1ヶ月
間医療費

9 10 1 1 ○

38 うち入院費 9 10 1 1 ○

39 2ヶ月目以降6ヶ月目ま
で医療費

9 10 1 1 ○

40 うち入院費 9 10 1 1 ○

41 院外処方有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

42 稼働能力有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

43 稼働能力有の場合、程
度

N 40 1 1 ○

44 医療要否情報 1 1 ○

45 医療要否区分 X 1 ○ 医療要否区分 1 1 入院外・入院の区分 ○

46 要否 X 1 ○ 要否 1 1 要する／要しない ○

47 作成年月日 日付情報 1 1 ○

48 指定医療機関情報 1 1 ○

49 名称 1 1 ○

50 診療科名 N 10 1 1 ○

51 担当医師名 氏名情報 1 1 診察を行なう担当医師名 ○

52 嘱託医意見欄 N 40 1 1 ○

53 検診書 1 1 ○

54 傷病名 N 40 1 1 ○

55 病状 N 40 1 1 ○

56 検診目的に対する回答 N 40 1 1 ○

57 稼動能力レベル N 40 1 1 ○

58 医療意見書 1 1 ○

59 区分 X 1 ○ 意見書区分 1 1 ○

60 発病年月 年月情報 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（医療機関）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

61 初診日 日付情報 1 1 ○

62 疾患群 N 50 1 1 ○

63 疾患名 N 50 1 1 ○

64 現在の症状 N 100 1 1 ○

65 現在の治療 N 100 1 1 ○

66 診断の根拠 N 200 1 1 ○

67 その他の現在の主な所
見等

N 100 1 1 ○

68 経過 N 100 1 1 ○

69 今後の治療方針 N 50 1 1 ○

70 治療見込期間 1 1 ○

71 入院開始期間 日付情報 1 1 ○

72 入院終了期間 日付情報 1 1 ○

73 通院開始期間 日付情報 1 1 ○

74 通院終了期間 日付情報 1 1 ○

75 通院回数 9 3 1 1 月間の通院回数 ○

76 診断年月日 日付情報 1 1 ○

77 医療機関 1 1 ○

78 所在地 住所情報 1 1 ○

79 医師氏名 氏名情報 1 1 ○

80 病歴・処方薬履歴等の
情報

1 1 ○

81 病歴 1 N ○

82 病名 N 40 1 1 ○

83 発症年月日 日付情報 1 1 ○

84 治癒年月日 日付情報 1 1 ○

85 処方薬歴 1 N ○

86 処方薬名 N 40 1 1 ○

87 投与開始時期 日付情報 1 1 ○

88 投与終了時期 日付情報 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 口座有無情報 X 1 ○ 有無 1 1 ○ ○

2 借入金の年末残高等証
明書（住宅ローン）

1 1 ○

3 住所 住所情報 1 1 ○

4 氏名 氏名情報 1 1 ○

5 借入金情報 1 N ○

6 借入金の区分 X 1 ○ 1 1 ○

7 借入金の内訳 N 100 1 1 ○

8 借入金の金額 1 1 ○

9 年末残高 S9 13 1 1 ○

10 当初金額 S9 13 1 1 ○

11 償還期間（開始） 日付情報 1 1 ○

12 償還期間（終了） 日付情報 1 1 ○

13 銀行預金額 1 1 ○

14 預貯金有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

15 預金額 S9 13 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（金融機関）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 郵便貯金額 1 1 ○

2 預貯金有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

3 貯金額 S9 13 1 1 ○

4 簡易保険加入情報 1 1 ○

5 加入有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（郵便局）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 生命保険情報 1 1 ※生命保険会社の場合 ○

2 生命保険_契約詳細情
報

N 200 1 N ○

3 生命保険解約金額情報 N 200 1 N ○

4 保険料情報（生命保険） 1 1 ※生命保険会社の場合 ○

5 契約者氏名 氏名情報 1 1 ○

6 証券番号 N 20 1 1 ○

7 保険種類 N 50 ○ 1 1 ○

8 保険期間（開始） 日付情報 1 1 ○

9 保険期間（終了） 日付情報 1 1 ○

10 保険料 S9 13 1 1 ○

11 配当金 S9 13 1 1 ○

12 保険額 S9 13 1 1 ○

13 払込方法 X 1 ○ 1 1 ○

14 契約日 日付情報 1 1 ○

15 年間保険料 S9 13 1 N ○

16 年間配当金 S9 13 1 N ○

17 申告額 S9 13 1 1 ○

18 保険料情報（損害保険） 1 1 ※損害保険会社の場合 ○

19 契約者氏名 氏名情報 1 1 ○

20 証券番号 N 20 1 1 ○

21 保険種類 N 50 ○ 1 1 ○

22 保険期間（開始） 日付情報 1 1 ○

23 保険期間（終了） 日付情報 1 1 ○

24 保険料 S9 13 1 1 ○

25 配当金 S9 13 1 1 ○

26 保険額 S9 13 1 1 ○

27 払込方法 X 1 ○ 1 1 ○

28 契約日 日付情報 1 1 ○

29 年間保険料 S9 13 1 N ○

30 年間配当金 S9 13 1 N ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（保険会社（生命保険・損害保険））

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（保険会社（生命保険・損害保険））

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

31 申告額 S9 13 1 1 ○
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データ一覧　 別紙３．５－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 給与所得情報 1 1 ○

2 対象年分 X 4 1 1 ○

3 種別 X 1 ○ 1 1 ○

4 支払金額 S9 13 1 1 ○

5 給与所得控除後の金額 S9 13 1 1 ○

6 所得控除の額の合計額 S9 13 1 1 ○

7 支払者名称 N 50 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（雇用主）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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連携形態と照会キーの一覧 別紙３．５－３

ﾕﾆｯﾄ№ 業務/業務ﾕﾆｯﾄ名
1 ― （住基ネット） 本人確認情報 照会 ・対象者（世帯主もしくは世帯員のいずれか本人のみ）を特

定する番号
2 1 住民基本台帳 住民票情報 照会 ・対象者（世帯主を含む世帯員）を特定する番号
3 固定資産情報 照会 ・対象者（固定資産の所有者）を特定する番号
4 申告内容（固定資産税） 照会 ・対象者（固定資産の所有者）を特定する番号

・相当年度
5 税（賦課）情報（固定資産税） 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号

・相当年度
6 納付情報（固定資産税） 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号

・相当年度
7 価格通知情報（市から県への連絡） 連絡 ―
8 所得課税証明書情報 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号

・相当年度
9 申告内容（個人住民税） 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号

・相当年度
10 税（賦課）情報（個人住民税） 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号

・相当年度
11 納付情報（個人住民税） 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号

・相当年度
12 軽自動車車両情報 照会 ・対象者（所有者、使用者）を特定する番号

・相当年度
13 申告内容（軽自動車税） 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号

・相当年度
14 税（賦課）情報（軽自動車税） 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号

・相当年度
15 納付情報（軽自動車税） 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号

・相当年度
16 国民健康保険情報 照会 ・対象者を特定する番号
17 保険料情報（国民健康保険） 照会 ・対象者を特定する番号
18 医療費情報（国民健康保険） 照会 ・対象者を特定する番号
19 手帳情報 照会 ・対象者を特定する番号
20 障害者情報（身体障害者） 照会 ・対象者を特定する番号
21 障害者情報（知的障害者） 照会 ・対象者を特定する番号
22 障害者情報（精神障害者） 照会 ・対象者を特定する番号
23 特別児童扶養手当受給情報 照会 ・対象者を特定する番号
24 後期高齢者医療保険加入情報 照会 ・対象者を特定する番号
25 保険料情報（後期高齢者医療） 照会 ・対象者を特定する番号
26 医療費情報（後期高齢者医療） 照会 ・対象者を特定する番号
27 介護保険加入情報 照会 ・対象者を特定する番号
28 介護保険高額給付情報 照会 ・対象者を特定する番号
29 介護保険賦課情報 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号

・相当年度
30 16 生活保護 生活保護受給情報 照会 ・対象者を特定する番号
31 健診情報（児童） 照会 ・対象者を特定する番号
32 健診情報（妊婦） 照会 ・対象者を特定する番号
33 健診情報 照会 ・対象者を特定する番号
34 予防接種歴情報 照会 ・対象者を特定する番号
35 母子健康手帳情報 照会 ・対象者を特定する番号
36 21 戸籍 戸籍情報 照会 ・対象者（筆頭者を含む戸籍の構成員）を特定する番号
37 22 子ども手当 子ども手当受給情報 照会 ・対象者を特定する番号
38 ― 児童扶養手当 児童扶養手当受給情報 照会 ・対象者を特定する番号
39 ― 避難者の所在地情報 連絡 ―
40 ― 被災状況 照会 ・対象者を特定する番号
41 ― り災証明書の申請 連絡 ―
42 ― 義援金の申請 連絡 ―
43 ― 個人住民税の減免申請 連絡 ―
44 ― 国民健康保険証の再発行申請 連絡 ―
45 ― 国民健康保険料の免除申請 連絡 ―
46 ― 後期高齢者医療証の再発行申請 連絡 ―
47 ― 後期高齢者医療保険料の免除申請 連絡 ―
48 ― 受給者証の再発行申請 連絡 ―
49 ― 介護保険証の再発行申請 連絡 ―
50 ― 介護保険料の減免申請 連絡 ―
51 ― 生活保護 保護決定情報 連絡 ―
52 ― 申告内容（自動車税） 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号
53 ― 税（賦課）情報（自動車税） 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号

・相当年度
54 ― 納付情報（自動車税） 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号

・相当年度
55 ― 小児慢性特定疾患 小児慢性特定疾患結果情報 連絡 ―
56 ― 不動産取得税 価格通知情報（県から市への連絡） 連絡 ―

連携形態 連携形態が照会の場合に照会のキーとなる情報

固定資産税

国民健康保険10

軽自動車税8

項番
業務

連携情報

個人住民税

5

6

12 障害者福祉

後期高齢者医療13

14 介護保険

健康管理19

被災者支援

自動車税
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連携形態と照会キーの一覧 別紙３．５－３

ﾕﾆｯﾄ№ 業務/業務ﾕﾆｯﾄ名
連携形態 連携形態が照会の場合に照会のキーとなる情報項番

業務
連携情報

57 ― 所得税額情報 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号
・相当年度

58 ― 申告内容（所得税） 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号
・相当年度

59 ― 税（賦課）情報（所得税） 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号
・相当年度

60 ― 納付情報（所得税） 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号
・相当年度

61 ― 年末調整情報 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号
・相当年度

62 ― 土地家屋異動通知情報 連絡 ―
63 ― 登記簿閲覧情報 照会 ・対象物件を特定する情報（所在地、地番、家屋番号）
64 ― （公共職業安定所） 雇用保険受給情報 照会 ・対象者を特定する番号
65 ― （運輸支局） 自動車車両情報 照会 ・対象者（所有者、使用者）を特定する番号
66 ― （労働基準監督署） 労災受給情報 照会 ・対象者を特定する番号
67 ― 特別障害者給付金受給情報 照会 ・対象者を特定する番号
68 ― 年金受給情報 照会 ・対象者を特定する番号
69 ― 保険料情報（年金） 照会 ・対象者を特定する番号
70 ― 年金加入期間確認通知書 照会 ・対象者を特定する番号
71 ― 医療保険情報 照会 ・対象者を特定する番号
72 ― 保険料情報（健康保険） 照会 ・対象者を特定する番号
73 ― 医療費情報（健康保険） 照会 ・対象者を特定する番号
74 ― 診断書等 照会 ・対象者を特定する番号
75 ― 医療要否意見書 照会 ・対象者を特定する番号
76 ― 検診書 照会 ・対象者を特定する番号
77 ― 医療意見書 照会 ・対象者を特定する番号
78 ― 病歴・処方薬履歴等の情報 照会 ・対象者を特定する番号
79 ― 口座有無情報 照会 ・口座を特定する情報
80 ― 借入金の年末残高等証明書（住宅ローン） 照会 ・対象者を特定する番号
81 ― 銀行預金額 照会 ・対象者を特定する番号
82 ― 郵便貯金額 照会 ・対象者を特定する番号
83 ― 簡易保険加入情報 照会 ・対象者を特定する番号
84 ― 生命保険情報 照会 ・対象者を特定する番号
85 ― 保険料情報（生命保険） 照会 ・対象者を特定する番号
86 ― 保険料情報（損害保険） 照会 ・対象者を特定する番号
87 ― （雇用主） 給与所得情報 照会 ・対象者を特定する番号

（保険会社）

（税務署）

（法務局）

（年金保険者）

（医療保険者）

（医療機関）

（金融機関）

（郵便局）
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第４章 連携インターフェース機能等の検討 別紙 

 

別紙 4.2-1 機能構成図（仮説） 

別紙 4.2-2 具体的な処理の流れ（仮説） 

別紙 4.3-1 機能要件一覧（業務プロセス案） 

別紙 4.3-2 具体的な処理の流れ（専用端末） 

別紙 4.3-3 具体的な処理の流れ（業務端末） 

別紙 4.4-1 機能構成図（見直し） 

別紙 4.5-1 データサイズの試算結果 

別紙 4.5-2 トラフィック量の試算結果 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 



 
 
 
 

別紙 4.2-1 機能構成図（仮説） 
 
 
 
 
 

 



 



機能構成図(仮説) 別紙４．２－１

←新たに構築するシステム 既存のシステム→

クラウド環境A

業務システム群連携インターフェース機能

※個別連携の方式：
a .オンライン連携 b. バッチ連携
c .媒体連携
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別紙 4.2-2 具体的な処理の流れ（仮説） 
 
 
 
 
 

 
 



 



具体的な処理の流れ（仮説） 別紙４．２－２

＜概略フロー＞

機能概要 処理内容 ログ出力
ログ管理機能
（団体間）

ログ管理機能
（自団体）

- 照会依頼メッセ－ジ送信

↓

① 照会依頼メッセ－ジ受信
【情報提供ネットワークシステム接続機能】

↓

② 復号・署名検証
【暗号・署名機能（団体間）】

↓

③ 連携元の団体・職責の確認、
法令確認

【認証・認可機能（団体間）】

↓

④ 照会依頼メッセージ転送
【情報提供ネットワークシステム接続機能】

↓

プロトコル変換、制御情報の付与
【PF通信機能】

↓

⑤ 復号・署名検証
【暗号・署名機能（自団体）】

↓

⑥ 受付可否の確認
【認証・認可機能（自団体）】

↓

メッセージの転送
【PF通信機能】

↓

⑧ リンクコードから既存番号へ変換
【ID変換機能】

↓

⑨ 要求情報の取得先・対象情報の特定
【連携確認機能】

↓

⑩ 所得証明書情報の取得
【連携情報保管機能】

↓

⑪ 応答メッセージ作成
【連携確認機能】

↓

⑫ 既存番号からリンクコードへ変換
【ID変換機能】

↓

メッセージの転送
【PF通信機能】

↓

⑭ 送信可否の確認
【認証・認可機能（自団体）】

↓

⑮ 署名付与・暗号
【暗号・署名機能（自団体）】

↓

⑯ プロトコル変換、制御情報付与
【PF通信機能 】

↓

応答メッセージ転送
【情報提供ネットワークシステム接続機能】

↓

⑰ 連携先の団体・職責の確認、
法令確認

【認証・認可機能（団体間）】

↓

⑱ 署名付与・暗号
【暗号・署名機能（団体間）】

↓

⑲ 応答メッセージ送信
【情報提供ネットワークシステム接続機能】

↓

- 応答メッセージ受信

要求

応答

新No1「児童扶養手当の認定申請における手続の効率化」において、市町村（現住所地）と市町村（1月1日住所地）間 の所得証明書情報の照会依頼・応答の連携のうち、“市町村（1月1日住所地）
側”の処理

分類 番号 処理の流れ 連携IFログ出力

○

暗号・署名機能（自団体）は、PF通信機能から受信した照会依頼
メッセージのデータ部を復号し、付与された電子署名の検証を行い、
真正性を確認した上で、認証・認可機能（自団体）に送信する。

復号、署名検証に関するログの出力

○

認証・認可機能（団体間）は、暗号・署名機能（団体間）から受信し
た照会依頼メッセージについて、連携相手の確認、連携の根拠法令に
見合った職責の確認、（仮称）番号法等に規定された範囲であること
を形式チェックにより確認した上で、情報提供ネットワークシステム
接続機能に送信する。

各確認に関するログの出力

○

市町村（現住所地）は、情報提供ネットワークシステムを介して、市
町村（１月１日住所地）の情報提供ネットワークシステム接続機能
へ、照会依頼メッセ－ジ（所得証明書情報の要求メッセージ）を送信
する。

-

- -

情報提供ネットワークシステム接続機能は、情報提供ネットワークシ
ステムを介して、市町村（現住所地）からの照会依頼メッセ－ジを受
信し、暗号・署名機能（団体間）に送信する。

メッセージ送受信に関するログの出力

○

暗号・署名機能（団体間）は、情報提供ネットワークシステム接続機
能から受信した照会依頼メッセ－ジを復号し、付与された電子署名の
検証を行い、市町村（現住所地）の要求電文について真正性を確認し
た上で、認証・認可機能（団体間）に送信する。

復号、署名検証に関するログの出力

○

PF通信機能は、情報提供ネットワークシステム接続機能から照会依
頼メッセージを受信し、プロトコル変換、制御情報の付与等を行った
上で、暗号・署名機能（自団体）に送信する。

メッセージ送受信、プロトコル変換、制御
情報付与に関するログの出力

情報提供ネットワークシステム接続機能は、認証・認可機能（団体
間）から受信した照会依頼メッセージをPF通信機能に送信する。

メッセージ送受信に関するログの出力

○

認証・認可機能（自団体）は、暗号・署名機能（自団体）から受信し
た照会依頼メッセージについて、自団体での受付可否を照会依頼メッ
セージのヘッダとデータ部の整合などの形式チェックにより確認した
上で、PF通信機能に送信する。

受付可否に関するログの出力

○

⑦ PF通信機能は、認証・認可機能（自団体）から受信した照会依頼
メッセージを、ID変換機能に送信する。

メッセージ送受信に関するログの出力

○

ID変換機能は、PF通信機能から受信した照会依頼メッセージから、
住民のリンクコードを取得し、自団体が管理する住民の既存番号に変
換した上で、連携確認機能に送信する。

―

―

連携確認機能は、ID変換機能から受信した照会依頼メッセージの中か
ら、要求情報の取得先（参照DB）、対象情報（所得証明書情報）を
特定し、住民の既存番号と当該年度をキーとして情報の存在確認を
し、連携情報保管機能に送信する。

―

―

⑬ PF通信機能は、ID変換機能から受信した応答メッセージを、認証・
認可機能（自団体）に送信する。

メッセージの送受信に関するログの出力

○

連携情報保管機能は、連携確認機能から受信した対象情報、住民の既
存番号、当該年度をキーとして、参照DBから所得証明書情報を抽出
し、連携確認機能に送信する。

―

―

連携確認機能は、連携情報保管機能から受信した所得証明書情報を元
に、応答メッセージを作成し、ID変換機能に送信する。

―

―

ID変換機能は、連携確認機能から受信した応答メッセージについて、
住民の既存番号をリンクコードに変換し、応答メッセージに設定した
上で、PF通信機能に送信する。

―

署名付与、暗号に関するログの出力
○

PF通信機能は、暗号・署名機能（自団体）から応答メッセ－ジを受
信し、プロトコル変換、制御情報付与等を行った上で、情報提供ネッ
トワークシステム接続機能に送信する。

メッセージ送受信、プロトコル変換、制御
情報付与に関するログの出力 ○

情報提供ネットワークシステム接続機能は、PF通信機能からの応答
メッセージを受信し、認証・認可機能（団体間）に送信する。

メッセージ送受信に関するログの出力

○

暗号・署名機能（団体間）は、認証・認可機能（団体間）から受信し
た応答メッセージに電子署名を付与し、暗号した上で、情報提供ネッ
トワークシステム接続機能に送信する。
情報提供ネットワークシステム接続機能は、暗号・署名機能（団体
間）から受信した応答メッセージを、情報提供ネットワークシステム
を介して、市町村（現住所地）に送信する。

メッセージ送受信に関するログの出力
○

市町村（現住所地）は、応答メッセージを情報提供ネットワークシス
テムを介して受信する。

-
- -

―

認証・認可機能（団体間）は、情報提供ネットワークシステム接続機
能から受信した応答メッセ－ジについて、連携相手の確認、連携の根
拠法令に見合った職責の確認、（仮称）番号法等に規定された範囲で
あることを形式チェックにより確認した上で、暗号・署名機能（団体
間）に送信する。

各確認に関するログの出力

○

認証・認可機能（自団体）は、PF通信機能から受信した応答メッ
セージについて、送信可否を応答メッセージのヘッダとデータ部の整
合などの形式チェックにより確認し、暗号・署名機能（自団体）に送
信する。

送信可否に関するログの出力

○

暗号・署名機能（自団体）は、認証・認可機能（自団体）から受信し
た応答メッセージのデータ部に自団体である事を証明するための電子
署名を付与し、暗号した上で、PF通信機能に送信する。

署名付与、暗号に関するログの出力

○

市町村（現住所地）

《児童扶養手当》

状況把握

市町村

（本籍地）

戸籍

照会応答

市町村

（１月１日住所地）

個人住民税

利用者

（住民）

児童扶養手当

認定請求書

（台
帳）

Ａさん

照会応答

住基ネット

年金保険者

日本年金機構

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

医療機関

審査

児童扶養手当

支給決定通知書

戸籍全部事項証明書

所得証明書

診断書等

年金受給情報

別居監護

申立書等

住民票の写し賦課・給付

※子どもが別居している場合は、他市町村との
連携となる

住民基本台帳

住民票の写し

※父母はいるが、父又は母が一定程度の障害
の状態にある場合等に必要となる

戸籍

個人住民税

戸籍全部事項証明書

所得証明書

都道府県が業務を行う場合は、

庁内の連携はなく、すべて他

組織（市町村、住基ネット）との

連携となる。

照会応答

照会応答

照会応答

児童扶養手当

不支給決定通知

金融機関
口座有無情報

照会依頼

応答



 



 
 
 
 

別紙 4.3-1 機能要件一覧（業務プロセス案） 
 
 
 
 
 

 
 
 



 



機能要件一覧（業務プロセス案）

NO 業務要件 業務要件・課題

課題ウとしての
取り組み方針

○・・機能要件として
　取り込む

△・・将来的な連携を
　　　前提に検討する

　×・・機能要件としては
　取り込まない

機能要件

1 全体 【業務要件】
・基本的には本人の申し出に基づき、照会依頼の宛先を設定できることとする。 ○ → 照会依頼時に宛先指定を行える事。

2 【業務要件】
・１月１日住所地、本籍については、住基(住基ネット)、戸籍（戸籍の附票）を参照すること
で宛先を特定できるような仕組みも備えることとする。
　→　社会保障･税番号大綱「第３ 法整備/Ⅷ 情報連携/３．情報保有機関が保有す
る基本４情報の住基ネット基本４情報との同期化」をふまえて将来的な連携を前提に
検討する。

△

3 【課題】
・年金保険者、医療保険者、資産所在地等についても、本人が把握していない場合などを
考慮し情報保有者に照会する仕組みを検討する必要がある。
　→　課題オで方針を整理する。

×

4 【課題】
・個人が所有する固定資産について、個人の番号を利用してすべて把握できるような方法
を、法務局との連携も含め、検討する必要がある。
　→　課題オで方針を整理する。

×

5 情報照会における本人
同意の必要性

【業務要件】
・法制度で規定できれば、同意は不要とする。
【課題】
・情報連携において「できる」規定にすると団体によって解釈が異なるため、結果的に運用
が異なってしまうことが想定される。それゆえ、画一的な運用が実現できるような制度にす
る必要がある。
・災害の場合等においては、本人が連携を望まない場合は対応できるような仕組みを備え
る必要がある。

○ →

基本的には、本人同意を不要として連携が行える事。ユース
ケース、もしくは、人単位に連携を望まない場合は、連携を拒
否出来る事。

6 照会に対して応答する
際
の日時の取扱い

【業務要件】
・照会に対して応答する時点で、 新の情報ではない可能性があるため、応答を行う際に
は、いつ時点の情報か（例えば、○年度や、○年○月○日○時○分　時点等）を明示して
提供することとする。
【課題】
・応答する情報については、離婚届等、異動の届出を受け付けて、まだ処理を行っていな
い間に照会依頼がきた場合、どのように応答すべきか検討する必要がある。
・賦課の時期が税別、団体別に異なる場合があるため、連携する情報ごとに提供可能な
時期を統一するなどの運用を検討する必要がある。

× →

連携における情報項目に、日時情報を持つ事。
※　メッセージデータ定義

7 申請受付における到達
時点の考え方

【業務要件】
・申請書の受付時点（申請意思が表示された時点）を到達とする。
【課題】
・児童扶養手当など、現行の制度上、全ての添付書類が揃った時点を到達としている業務
もあるので、制度上の対応も必要になる。
　→　到達時点の考え方として、受付時点を基本として整理。制度上すべての
　　書類が揃った時点を到達を見なす事については、課題アにおいて制度上
　　の扱いを整理する。

×

8 住民の帰宅の判断条
件

【業務要件】
・他組織への情報照会は、利用者（住民）が退庁した後でもよいこととする。（窓口での対
応時に照会してもよい）

○ →
照会依頼については、オンライン（即時）、バッチ（随時、定期）
で行える事。

9 審査開始の判断条件 【業務要件】
・照会依頼後の情報収集（応答）の状況を自動で管理できることとする。
・業務によっては、情報が一部しか揃っていない場合でも審査を開始できる場合があるた
め、審査を開始してよいかどうかは、情報収集の状況をもとに職員が判断できるようにす
る。

○ →

照会依頼した情報項目について、システムが自動で収集し、
依頼元が情報収集状況を確認できる事。

10 処理の形
態・タイミ
ング等

【業務要件】
･随時での照会、定期的な照会、のいずれにも対応可能とする。 ○ →

照会依頼については、オンライン（即時）、バッチ（随時、定期）
で行える事。また、応答についても、オンライン（即時）、バッチ
（随時、定期）で行える事。

11 【業務要件】
・随時処理／定期処理は、業務や情報内容ごとに設定可能とする。（ただし、ポータルから
の照会に対する応答は随時とする。）

○ →

オンライン（即時）、バッチ（随時、定期）は、ユースケースや情
報項目ごとに設定可能である事。

12 照会・応答処理の即時
性

【業務要件】
・即時での応答、非即時での応答、のいずれにも対応可能とする。
・即時／非即時は、業務や情報内容ごとに設定可能とする。（ただし、ポータルからの照会
に対する応答は即時とする。）

○ →

照会依頼・連絡については、オンライン（即時）、バッチ（随時、
定期）で行える事。また、応答・受取についても、オンライン（即
時）、バッチ（随時、定期）で行える事。

13 照会・応答処理の単位
（単件／複数件）

【業務要件】
・基本は単件（メッセージ単位の）処理とする。ただし、複数の情報（メッセージ）をまとめて
処理することも可能とする。
・複数の照会先がある場合、照会先（組織及び業務）ごとに、照会依頼を行うかどうか指定
できることとする。
・複数の照会先に対して、１回のオペレーションで依頼処理を行うことも可能とする。

○ →

ユースケース毎に単件を基本とし、複数件（１ユースケースに
複数の宛先を含める場合、及び、複数ユースケース）を照会先
（組織、及び、業務）ごとにまとめて依頼出来る事。

14 連絡・受取処理のタイミ
ング （随時／定期）

【業務要件】
･随時での連絡、定期的な連絡、のいずれにも対応可能とする。
・随時処理／定期処理は、業務や情報内容ごとに設定可能とする。

○ →

照会依頼・連絡については、オンライン（即時）、バッチ（随時、
定期）で行える事。また、応答・受取についても、オンライン（即
時）、バッチ（随時、定期）で行える事。

15 連絡・受取処理の単位
（単件／複数件）

【業務要件】
・基本は単件（メッセージ単位の）処理とする。ただし、複数の情報（メッセージ）をまとめて
処理することも可能とする。
・受信は随時行われることが前提となるため、受信した情報をいったん溜めた後に、複数
件まとめた定期処理をすることも可能とする。

○ →

ユースケース毎に単件を基本とし、複数件（１ユースケースに
複数の宛先を含める場合、及び、複数ユースケース）を照会先
（組織、及び、業務）ごとにまとめて依頼出来る事。

16 受取後の通知の必要
性

【業務要件】
・連携先の団体が連絡を受け取った後に、情報が届いた旨の通知等が返ってくることとす
る。なお、受取後の通知は、自動で行う。

○ →

連絡・受取（一方向型）であっても、情報を受け取った後は受
取側が結果を発信元に通知する事。また、その通知は発信元
が自動で受信し、管理し画面で確認出来る事。

17 個別の処
理要件

送信 【メッセージ作成の自動
化】連絡・照会時

【業務要件】
・連絡・照会時のメッセージ作成は、申請書等のデータをもとにして、自動で行う。

○ →

照会・連絡におけるメッセ－ジ作成は、原則自動で行う事。

18 【メッセージ作成の自動
化】応答（他団体への
回答）時

【業務要件】
・応答（他団体への回答）時のメッセージ作成は、自動で行う。ただし、業務、情報内容、対
象者の状況等に応じて、職員が判断した上で手動の処理に切り替えることも可能とする。
（DV等の場合を想定）

○ →

応答におけるメッセージ作成は、原則自動で行うこと。ただし、
ユースケース、または、対象者毎に手動処理に切り替えらるよ
うにする事。

19 【メッセージ作成の自動
化】応答（ポータ
ルへの回答）時

【業務要件】
・応答（ポータルへの回答）時のメッセージ作成は、自動で行う。 ○ →

応答時メッセージ作成は自動で行う事。

20 内部決裁 情報連携に関する内
部決裁の必要性

【業務要件】
・内部決裁は省略する。ただし、業務、情報内容、対象者の状況等に応じて、職員が確認
した上で送信できるような仕組みを設ける。

○ →

原則内部決裁は省略とし、自動で処理を行う事。ただし、ユー
スケース、または、対象者毎に職員が手動で確認を行えるよう
にし、必要に応じて決裁文書の出力や電子決裁の連携を行え
ること。
職員の確認は、自治体内部既存業務システムとの連携、及
び、連携IFにおける簡易画面により確認が行えるようにする

21 【業務要件】
・事後に、他団体への連絡・照会等の内容や状況を確認できる仕組みも設けることとす
る。

○ →
連絡・照会等の内容や状況を一覧画面等で確認できる事。

22 署名付与 署名の必要性、自動化 【業務要件】･署名付与は必須とし、付与は自動で行う。 ○ → 署名付与は自動で行う事。
23 送信 送信の自動化 【業務要件】・送信は自動で行う。 ○ → 送信は自動で行う事。
24 証跡 送信時の証跡 【業務要件】

①管理番号　②送信日（日時）　③送信担当者氏名（※）　④送信担当者所属（※）　⑤送
信先団体　⑥対象者氏名　⑦情報内容（情報名、年度など）
※自動処理の場合は、③④不要。 ○ →

ログとして、左記項目を保持する事。

25 受信 受信・検証 処理の自動化 【業務要件】
・受信した情報は自動で振り分けを行う。 ○ → 受信した情報は自動で振り分けを行う事。

26 【業務要件】
・送信元団体、及び職員の職責の確認は自動で行う。 ○ →

送信元団体、及び、職員の職責の確認は自動で行う事。

27 受信時の証跡 【業務要件】
①管理番号　②受信日（日時）　③送信元団体　④送信担当者氏名（※）　⑤送信担当者
所属（※）　⑥対象者氏名　⑦情報内容（情報名、年度など）
※連携先での送信が自動処理の場合は、④⑤不要。 ○ →

ログとして、左記項目を保持する事。

28 その他 連絡情報に不備等が
あった場合の連絡の必
要性

【業務要件】
連携情報に不備があった場合、不備内容について送信元に連絡することとする。なお、受
信側に情報が届いている場合は、受信側で検知する。 ○ →

連絡時の連携情報に不備があった場合、不備の発生箇所に
応じて送信元、受信側それぞれで不備内容の連絡・検知がで
きる亊。

29 不備等の連絡の際の、
内部決裁、署名の必要
性

【業務要件】
不備内容の連絡については、内部決裁は省略し、署名を付与する。なお、システム稼働時
間外等で応答ができない等の単純な不備等の場合は署名を付与しない。 ○ →

不備の連絡は内部決裁を省略し、署名を付与して行う亊。ただ
し、単純な不備の連絡の場合は署名の付与は行わない。

30 不備等があった場合の
再処理の自動化

【業務要件】
・システム稼働時間外等で応答ができない等の単純な不備等の場合は、自動で再度処理
を行うこととする。ただし、送信情報の訂正が必要となる不備等の連絡については、自動
での再処理を行わないような制御も可能とする。

○ →

不備の連絡は、単純な不備で再処理可能なものは自動で再
処理を行う亊。ただし、送信情報の訂正が必要なものなど、再
処理すべきでないものは、自動で再処理しない制御を可能と
する。

31 【業務要件】
・画面等に不備等の内容を出力し、職員が確認を行えることとする。
・処理状況(ステータス）を管理し、職員が処理状況を確認できることとする。 ○ →

連絡・照会等の内容や状況を一覧画面等で確認できる事。

32 番号制度導入後の一
連の処理に必要な職
員属性

【業務要件】
・決裁を省略する場合、もしくは、システムが自動で照会応答する場合は、「業務担当者」
と「決裁権者」の権限がシステムに移譲されると考える。なお、職員がオペレーションする
場合は、必要に応じて職員の属性を「業務担当者」と「決裁権者」の2つとして整理する。

○ →
決裁を省略する場合、業務システムと連携して、「業務担当
者」と「決裁権者」の権限で業務システムが処理をできる亊。

33

→
決裁を省略する場合、専用端末で「業務担当者」と「決裁権者」
を識別し、処理をできる亊。

イレギュラー処理

職員属性

別紙４．３－１

1月1日住所地、本籍
地、固定資産所在地の
把握方法

照会・応答処理のタイミ
ング （随時／定期）

メッセージ作成
（対象者特定、
連絡・依頼・回
答情報の作
成）

連絡・受取（一方向型）※
「連絡・受取」・・・連携先
の団体に対して連絡（通
知等の送付）する。及び、
連携先の団体から連絡を
受け取る流れ。

照会・応答（双方向型）※
「照会・応答」・・・連携先
の団体に対して照会依頼
を行い、連携先の団体か
ら回答を受け取るまでの
流れ。

申請に関する事項

照会に関する事項

区分

８．暗号・署名機能（団体間）

９．認証・認可機能（団体間）

５．暗号・署名機能（自団体）

６．認証・認可機能（自団体）

７．ログ管理機能（自団体）

１．ＩＤ変換機能

２．連携確認機能

３．連携情報保管機能

４．個別業務接続確認機能

１０．ログ管理機能（団体間）

１１．情報連携基盤接続機能

１２．ＰＦ通信機能



 



 
 
 
 
 

別紙 4.3-2 具体的な処理の流れ（専用端末） 
 
 
 
 
 

 
 
 



 



要求側団体

業務システム

別紙４．３－２

業務担当者

自治体B

応答側団体

具体的な処理の流れ（専用端末）

業務担当者 決裁権者 業務システム群
（新たに構築するシステム）

利用者（住民）

自治体A

連携インタフェース機能 決裁権者

情報提供ネットワークシ
ステム

業務システム群
（新たに構築するシステム）

連携インターフェース機
能

業務システム

申請内容

登録

帳票 処理のきっかけ 情報・処理の流れ
結合子

【凡例】

人の処理
システムを利用した

自動処理

窓口訪問

申請書作成

申請書提出

受取

本人確認

形式チェック

「番号」確認

システムを

利用した

人の処理

申請

照会依頼

1

2

3

4

5

6

7

8

9‐1
業務担当者が 台帳等から照会依頼の対象者を確認する

確
認

本資料の前提

＜使用する端末＞

（ 業務端末 / 専用端末 ）

＜応答メッセージの送信方法＞

（ 自動 / 手動（参照用DBを利用） / 手動（専用端末から直接入力） ）

業務担当者が申請内容を台帳等に登録する。申請内容

登録

帳票 処理のきっかけ 情報・処理の流れ
結合子

【凡例】

人の処理
システムを利用した

自動処理

窓口訪問

申請書作成

申請書提出

受取

本人確認

形式チェック

「番号」確認

内容の作成

宛先の指定

照
会
依
頼
作
成

連
携
確
認
機
能

ID変換

I
D
変
換
機
能

システムを

利用した

人の処理

申請

照会依頼

送信 メッセージ作成

1

2

3

4

5

6

7

8

9‐1

10‐1

11‐1

12‐1 12‐3

13

業務担当者が、台帳等から照会依頼の対象者を確認する。

住民の既存番号をリンクコードに変換し、照会依頼メッセージに設定する。

確
認

本資料の前提

＜使用する端末＞

（ 業務端末 / 専用端末 ）

＜応答メッセージの送信方法＞

（ 自動 / 手動（参照用DBを利用） / 手動（専用端末から直接入力） ）

内容入力

10‐2

業務担当者が連携確認機能に接続する専用端末から、照会依頼の内容を作成する。

業務担当者が連携確認機能に接続する専用端末から、照会依頼の宛先を指定する。

連携確認機能が専用端末から入力された照会依頼の情報をもとに照会依頼メッセージを作成し、ID

変換機能へ送信する。

宛先の指定

11‐2

業務担当者が連携確認機能に接続する専用端末で照会依頼の内容を確定し、照会依頼メッ

セージの作成と応答側団体への送信を依頼する。

業務担当者が申請内容を台帳等に登録する。

個人の確認

1/5



要求側団体

業務システム

別紙４．３－２

業務担当者

自治体B

応答側団体

具体的な処理の流れ（専用端末）

業務担当者 決裁権者 業務システム群
（新たに構築するシステム）

利用者（住民）

自治体A

連携インタフェース機能 決裁権者

情報提供ネットワークシ
ステム

業務システム群
（新たに構築するシステム）

連携インターフェース機
能

業務システム

データ署名・暗号化

メッセージ送信

署
名
付
与

送信可否チェック

認
証
・
認
可
機
能

（
自
団
体
）

暗
号
・
署
名
機
能

（
自
団
体
）

送
信

連携相手・根拠法令等

確認

ﾒｯｾｰｼﾞ署名・暗号化

認
証
・
認
可
機
能

（
団
体
間
）

暗
号
・
署
名
機
能

（
団
体
間
）

情
報
連
携
基
盤

接
続
機
能

照会回答

14

15

16

17

18

送信可否を照会依頼メッセージのヘッダとデータ部の整合などの形式チェックにより確認する。

照会依頼メッセージのデータ部に自団体である事を証明するための電子署名を付与し、暗号する。

照会依頼メッセージについて、連携相手の確認、連携の根拠法令やマイナンバー法等に規定された

範囲であることを形式チェックにより確認する。

照会依頼メッセージに電子署名を付与し、暗号する。

照会依頼メッセージを応答側団体に送信する。

プロトコル変換

P
F
通
信
機
能

照会依頼メッセージにプロトコル変換を行い、団体間で情報の流通が可能な形式に変換する。

19

データ署名・暗号化

メッセージ送信

メッセージ受信

署
名
付
与

送信可否チェック

認
証
・
認
可
機
能

（
自
団
体
）

暗
号
・
署
名
機
能

（
自
団
体
）

送
信

連携相手・根拠法令等

確認

ﾒｯｾｰｼﾞ署名・暗号化

認
証
・
認
可
機
能

（
団
体
間
）

暗
号
・
署
名
機
能

（
団
体
間
）

受
信

ﾒｯｾｰｼﾞ復号・署名検

証

連携相手・根拠法令等

確認

検
証

暗
号
・
署
名
機
能

（
団
体
間
）

受付可否チェック

データ復号・署名検証

暗
号
・
署
名
機
能

（
自
団
体
）

認
証
・
認
可
機
能

（
自
団
体
）

情
報
連
携
基
盤

接
続
機
能

情
報
連
携
基
盤

接
続
機
能

照会回答

14

15

16

17

18

20

24

認
証
・
認
可
機
能

（
団
体
間
）

要求側団体から送信された照会依頼メッセ－ジを受信する。

照会依頼メッセ－ジを復号し、付与された電子署名の検証を行い、照会依頼メッセージについて真正

性を確認する。

照会依頼メッセージについて、連携相手の確認、連携の根拠法令やマイナンバー法等に規定された

範囲であることを形式チェックにより確認する。

照会依頼メッセージのデータ部を復号し、付与された電子署名の検証を行い、真正性を確認する。

自団体での受付可否を照会依頼メッセージのヘッダとデータ部の整合などの形式チェックにより確認

する。

送信可否を照会依頼メッセージのヘッダとデータ部の整合などの形式チェックにより確認する。

照会依頼メッセージのデータ部に自団体である事を証明するための電子署名を付与し、暗号する。

照会依頼メッセージについて、連携相手の確認、連携の根拠法令やマイナンバー法等に規定された

範囲であることを形式チェックにより確認する。

照会依頼メッセージに電子署名を付与し、暗号する。

照会依頼メッセージを応答側団体に送信する。

プロトコル変換

P
F
通
信
機
能

照会依頼メッセージにプロトコル変換を行い、団体間で情報の流通が可能な形式に変換する。

25

プロトコル変換

P
F
通
信
機
能

照会依頼メッセージにプロトコル変換を行い、自団体で情報の流通が可能な形式に変換する。

19

21

22

23
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要求側団体

業務システム

別紙４．３－２

業務担当者

自治体B

応答側団体

具体的な処理の流れ（専用端末）

業務担当者 決裁権者 業務システム群
（新たに構築するシステム）

利用者（住民）

自治体A

連携インタフェース機能 決裁権者

情報提供ネットワークシ
ステム

業務システム群
（新たに構築するシステム）

連携インターフェース機
能

業務システム

ID変換

連携可否の確認

照
会
応
答
作
成

ID変換

送信可否チェック

認
証
・
認
可
機
能

（
自
団
体
）

暗

26

27

28‐2

29‐2

32

33

34

Ｉ
Ｄ
変
換

機
能

Ｉ
Ｄ
変
換
機
能

住民のリンクコードを取得し、自団体が管理する住民の既存番号に変換する。

要求情報の取得先（参照用DB）、対象情報を特定し、住民の既存番号から連携情報の存在確認をす

る。連携情報が参照用DBに存在しない場合、業務担当者に通知し、確認を促す。

連携確認機能が専用端末から入力された照会応答の情報をもとに照会応答メッセージを作成し、ID

変換機能へ送信する。

送信可否を応答メッセージのヘッダとデータ部の整合などの形式チェックにより確認する。

＜自動処理の場合＞

連携情報の存在確認を実施した結果、自動処理可能な場合、業

務担当者への通知は行わず、システムにより自動で応答メッセー

ジの作成を行う。

（「28-1」「28-2」「29-1」「29-2」「30-1」「30-2」「31-1」

の処理が省略となり、「31-2」で自動で参照用DBから

連携情報の取得と照会応答メッセージの作成が

行われる）

連
携
確
認
機
能

連
携
情
報
保
管
機
能

住民の既存番号をリンクコードに変換し、応答メッセージに設定する。

業務担当者が連携確認機能から、依頼内容を確認する。

個人の特定

28‐1

メッセージ作成

依頼対象者確認

内容入力

宛先の指定

内容の作成

宛先の指定

送信依頼

業務担当者が連携確認機能から、照会応答の内容を作成する。

業務担当者が連携確認機能から、照会応答の宛先を指定する。

29‐1

30‐130‐2

31‐2 31‐1

＜手動処理（参照用ＤＢを利用）の場合＞

連携情報の存在確認を実施した結果、連携情報は存在するが、

業務担当者による確認が必要な場合、業務担当者が手動で確認

を行った後、システムにより自動で応答メッセージの作成を行う。

（「28-1」「28-2」「29-1」「29-2」「30-1」「30-2」

の処理が省略となり、

「31-1」で業務担当者による連携可否の確認を行い

「31-2」で参照用ＤＢの連携情報を抽出し、自動で

照会応答メッセージの作成を行う）

ID変換

連携可否の確認

照
会
応
答
作
成

データ署名・暗号化

送信

ID変換

送信可否チェック

連携相手・根拠法令等

確認

ﾒｯｾｰｼﾞ署名・暗号化

署
名
付
与

送
信

認
証
・
認
可
機
能

（
自
団
体
）

暗
号
・
署
名
機
能

（
自
団
体
）

認
証
・
認
可
機
能

（
団
体
間
）

暗
号
・
署
名
機
能

（
団
体
間
）

情
報
連
携
基
盤

接
続
機
能

26

27

28‐2

29‐2

32

33

34

35

37

38

Ｉ
Ｄ
変
換

機
能

Ｉ
Ｄ
変
換
機
能

住民のリンクコードを取得し、自団体が管理する住民の既存番号に変換する。

要求情報の取得先（参照用DB）、対象情報を特定し、住民の既存番号から連携情報の存在確認をす

る。連携情報が参照用DBに存在しない場合、業務担当者に通知し、確認を促す。

連携確認機能が専用端末から入力された照会応答の情報をもとに照会応答メッセージを作成し、ID

変換機能へ送信する。

送信可否を応答メッセージのヘッダとデータ部の整合などの形式チェックにより確認する。

応答メッセージのデータ部に自団体である事を証明するための電子署名を付与し、暗号する。

応答メッセ－ジについて、連携相手の確認、連携の根拠法令やマイナンバー法等に規定された範囲

であることを形式チェックにより確認する。

応答メッセージに電子署名を付与し、暗号する。

応答メッセージを要求側団体に送信する。

＜自動処理の場合＞

連携情報の存在確認を実施した結果、自動処理可能な場合、業

務担当者への通知は行わず、システムにより自動で応答メッセー

ジの作成を行う。

（「28-1」「28-2」「29-1」「29-2」「30-1」「30-2」「31-1」

の処理が省略となり、「31-2」で自動で参照用DBから

連携情報の取得と照会応答メッセージの作成が

行われる）

プロトコル変換

P
F
通
信
機
能

応答メッセージにプロトコル変換を行い、団体間で情報の流通が可能な形式に変換する。

連
携
確
認
機
能

連
携
情
報
保
管
機
能

36

住民の既存番号をリンクコードに変換し、応答メッセージに設定する。

業務担当者が連携確認機能から、依頼内容を確認する。

個人の特定

28‐1

メッセージ作成

依頼対象者確認

内容入力

宛先の指定

内容の作成

宛先の指定

送信依頼

業務担当者が連携確認機能から、照会応答の内容を作成する。

業務担当者が連携確認機能から、照会応答の宛先を指定する。

29‐1

30‐130‐2

31‐2 31‐1

＜手動処理（参照用ＤＢを利用）の場合＞

連携情報の存在確認を実施した結果、連携情報は存在するが、

業務担当者による確認が必要な場合、業務担当者が手動で確認

を行った後、システムにより自動で応答メッセージの作成を行う。

（「28-1」「28-2」「29-1」「29-2」「30-1」「30-2」

の処理が省略となり、

「31-1」で業務担当者による連携可否の確認を行い

「31-2」で参照用ＤＢの連携情報を抽出し、自動で

照会応答メッセージの作成を行う）
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要求側団体

業務システム

別紙４．３－２

業務担当者

自治体B

応答側団体

具体的な処理の流れ（専用端末）

業務担当者 決裁権者 業務システム群
（新たに構築するシステム）

利用者（住民）

自治体A

連携インタフェース機能 決裁権者

情報提供ネットワークシ
ステム

業務システム群
（新たに構築するシステム）

連携インターフェース機
能

業務システム

メッセージ受信
受
信

ﾒｯｾｰｼﾞ復号・署名検

証

連携相手・根拠法令等

確認

検
証

受付可否チェック

データ復号・署名検証

暗
号
・
署
名
機
能

（
自
団
体
）

認
証
・
認
可
機
能

（
自
団
体
）

ID変換
I
D
変
換

機
能

格納

情
報
連
携
基
盤

接
続
機
能

照会回答受領

39

40

41

42

43

45

46

暗
号
・
署
名
機
能

（
団
体
間
）

認
証
・
認
可
機
能

（
団
体
間
）

応答側団体から送信された応答メッセージを受信する。

応答メッセ－ジを復号し、付与された電子署名の検証を行い、応答メッセージについて真正性を確認

する。

応答メッセージについて、連携相手の確認、連携の根拠法令やマイナンバー法等に規定された範囲

であることを形式チェックにより確認する。

応答メッセージのデータ部を復号し、付与された電子署名の検証を行い、真正性を確認する。

自団体での受付可否を応答メッセージのヘッダとデータ部の整合などの形式チェックにより確認する。

住民のリンクコードを取得し、自団体が管理する住民の既存番号に変換する。

プロトコル変換

P
F
通
信
機
能

応答メッセージにプロトコル変換を行い、自団体で情報の流通が可能な形式に変換する。

44

業務担当者が専用端末から回答結果を参照する。

メッセージ受信
受
信

ﾒｯｾｰｼﾞ復号・署名検

証

連携相手・根拠法令等

確認

検
証

内部決裁

公印押印

発送

受取

受付可否チェック

データ復号・署名検証

暗
号
・
署
名
機
能

（
自
団
体
）

認
証
・
認
可
機
能

（
自
団
体
）

ID変換
I
D
変
換

機
能

格納

連
携
確
認
機
能

情
報
連
携
基
盤

接
続
機
能

参照

照会回答受領

審査・通知

39

40

41

42

43

45

46

47‐1

48

49

50

51

52

53

47‐2

暗
号
・
署
名
機
能

（
団
体
間
）

認
証
・
認
可
機
能

（
団
体
間
）

応答側団体から送信された応答メッセージを受信する。

応答メッセ－ジを復号し、付与された電子署名の検証を行い、応答メッセージについて真正性を確認

する。

応答メッセージについて、連携相手の確認、連携の根拠法令やマイナンバー法等に規定された範囲

であることを形式チェックにより確認する。

応答メッセージのデータ部を復号し、付与された電子署名の検証を行い、真正性を確認する。

自団体での受付可否を応答メッセージのヘッダとデータ部の整合などの形式チェックにより確認する。

応答メッセージを回答結果として保存する。

住民のリンクコードを取得し、自団体が管理する住民の既存番号に変換する。

プロトコル変換

P
F
通
信
機
能

応答メッセージにプロトコル変換を行い、自団体で情報の流通が可能な形式に変換する。

提供

44

業務担当者が専用端末から回答結果を参照する。

専用端末からの問合せに応じて、回答結果を提供する。

審査

原案作成
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要求側団体

業務システム

別紙４．３－２

業務担当者

自治体B

応答側団体

具体的な処理の流れ（専用端末）

業務担当者 決裁権者 業務システム群
（新たに構築するシステム）

利用者（住民）

自治体A

連携インタフェース機能 決裁権者

情報提供ネットワークシ
ステム

業務システム群
（新たに構築するシステム）

連携インターフェース機
能

業務システム

事後確認・事後決裁

事後確認 処理内容確認

54‐254‐1 連
携
確
認
機
能

業務担当者と決裁権者が必要に応じて専用端末から処理結

果の事後確認を行う。

57‐2

56

業務担当者と決裁権者が必要に応じて専用端末から処理結

果の事後確認を行う。

事後確認 処理内容確認

連
携
確
認
機
能

業務担当者と決裁権者が必要に応じて専用端末から処理結果の事

後確認を行い、必要に応じて紙媒体への印字等を行い、決裁起案

の依頼を行う。

57‐1

事
後
確
認

事
後
決
裁

55‐1 55‐2

事後決裁依頼

事後決裁依頼

事後確認・事後決裁

事後確認 処理内容確認

54‐254‐1 連
携
確
認
機
能

業務担当者と決裁権者が必要に応じて専用端末から処理結

果の事後確認を行う。

事後確認処理内容確認

57‐2

56

連
携
確
認
機
能

業務担当者と決裁権者が必要に応じて専用端末から処理結

果の事後確認を行う。

事後確認 処理内容確認

連
携
確
認
機
能

業務担当者と決裁権者が必要に応じて専用端末から処理結果の事

後確認を行い、必要に応じて紙媒体への印字等を行い、決裁起案

の依頼を行う。

事後確認処理内容確認

57‐1

連
携
確
認
機
能

事
後
確
認

事
後
決
裁

事
後
決
裁

事
後
確
認

業務担当者と決裁権者が必要に応じて専用端末から処理結果の事

後確認を行い、必要に応じて紙媒体への印字等を行い、決裁起案

の依頼を行う。

55‐1

58‐158‐2

55‐2

59

事後決裁依頼
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別紙 4.3-3 具体的な処理の流れ（業務端末） 
 
 
 
 
 

 
 
 



 



業務システム群
（新たに構築するシステム）

連携インタ-フェース機能

別紙４．３－３

業務担当者

自治体B

応答側団体

具体的な処理の流れ（業務端末）

業務担当者

要求側団体

業務システム

情報提供ネットワークシ
ステム

決裁権者

利用者（住民）

自治体A

業務システム業務システム群
（新たに構築するシステム）

連携インターフェース機
能

決裁権者

帳票 処理のきっかけ 情報・処理の流れ
結合子

【凡例】

人の処理
システムを利用した

自動処理

窓口訪問

申請書作成

申請書提出

受取

本人確認

形式チェック

「番号」確認

申請内容

登録

システムを

利用した

人の処理

申請

照会依頼

1

2

3

4

5

6

7

8‐1

9‐1

申請内容登録

8‐2

9‐2
業務担当者が業務端末を操作し 照会依頼の対象者を確認する

確
認

本資料の前提

＜使用する端末＞

（ 業務端末 / 専用端末 ）

＜応答メッセージの送信方法＞

（ 自動 / 手動（参照用DBを利用） / 手動（専用端末から直接入力） ）

業務担当者が業務端末を操作し、申請内容を登録する。

帳票 処理のきっかけ 情報・処理の流れ
結合子

【凡例】

人の処理
システムを利用した

自動処理

窓口訪問

申請書作成

申請書提出

受取

本人確認

形式チェック

「番号」確認

申請内容

登録

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

照
会
依
頼
作
成

連
携
確
認
機
能

ID変換

I
D
変
換
機
能

システムを

利用した

人の処理

申請

照会依頼

送信 メッセージ作成

1

2

3

4

5

6

7

8‐1

9‐1

10‐1

11‐1

12‐1 12‐3

13

申請内容登録

依頼対象者確認

8‐2

9‐2
業務担当者が業務端末を操作し、照会依頼の対象者を確認する。

住民の既存番号をリンクコードに変換し、照会依頼メッセージに設定する。

確
認

本資料の前提

＜使用する端末＞

（ 業務端末 / 専用端末 ）

＜応答メッセージの送信方法＞

（ 自動 / 手動（参照用DBを利用） / 手動（専用端末から直接入力） ）

内容確認

10‐2

業務担当者が業務端末から照会依頼を確認し、必要に応じて宛先を指定する。

業務担当者が業務端末から申請内容を入力し、宛先を指定する。

連携確認機能が照会依頼メッセージを自動で作成し、ID変換機能へ送信する。

宛先指定

11‐2

照会依頼送信

12‐2

業務担当者が業務端末から連携確認機能に照会依頼の内容を送信し、照

会依頼メッセージの作成と応答側団体への送信を依頼する。

業務担当者が業務端末を操作し、申請内容を登録する。
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業務システム群
（新たに構築するシステム）

連携インタ-フェース機能

別紙４．３－３

業務担当者

自治体B

応答側団体

具体的な処理の流れ（業務端末）

業務担当者

要求側団体

業務システム

情報提供ネットワークシ
ステム

決裁権者

利用者（住民）

自治体A

業務システム業務システム群
（新たに構築するシステム）

連携インターフェース機
能

決裁権者

データ署名・暗号化

メッセージ送信

署
名
付
与

送信可否チェック

認
証
・
認
可
機
能

（
自
団
体
）

暗
号
・
署
名
機
能

（
自
団
体
）

送
信

連携相手・根拠法令等

確認

ﾒｯｾｰｼﾞ署名・暗号化

認
証
・
認
可
機
能

（
団
体
間
）

暗
号
・
署
名
機
能

（
団
体
間
）

情
報
連
携
基
盤

接
続
機
能

照会回答

14

15

16

17

18

送信可否を照会依頼メッセージのヘッダとデータ部の整合などの形式チェックにより確認する。

照会依頼メッセージのデータ部に自団体である事を証明するための電子署名を付与し、暗号する。

照会依頼メッセージについて、連携相手の確認、連携の根拠法令やマイナンバー法等に規定された

範囲であることを形式チェックにより確認する。

照会依頼メッセージに電子署名を付与し、暗号する。

照会依頼メッセージを応答側団体に送信する。

プロトコル変換

P
F
通
信
機
能

照会依頼メッセージにプロトコル変換を行い、団体間で情報の流通が可能な形式に変換する。

19

データ署名・暗号化

メッセージ送信

メッセージ受信

署
名
付
与

送信可否チェック

認
証
・
認
可
機
能

（
自
団
体
）

暗
号
・
署
名
機
能

（
自
団
体
）

送
信

連携相手・根拠法令等

確認

ﾒｯｾｰｼﾞ署名・暗号化

認
証
・
認
可
機
能

（
団
体
間
）

暗
号
・
署
名
機
能

（
団
体
間
）

受
信

ﾒｯｾｰｼﾞ復号・署名検

証

連携相手・根拠法令等

確認

検
証

暗
号
・
署
名
機
能

（
団
体
間
）

受付可否チェック

データ復号・署名検証

暗
号
・
署
名
機
能

（
自
団
体
）

認
証
・
認
可
機
能

（
自
団
体
）

情
報
連
携
基
盤

接
続
機
能

情
報
連
携
基
盤

接
続
機
能

照会回答

14

15

16

17

18

20

24

認
証
・
認
可
機
能

（
団
体
間
）

要求側団体から送信された照会依頼メッセ－ジを受信する。

照会依頼メッセ－ジを復号し、付与された電子署名の検証を行い、照会依頼メッセージについて真正

性を確認する。

照会依頼メッセージについて、連携相手の確認、連携の根拠法令やマイナンバー法等に規定された

範囲であることを形式チェックにより確認する。

照会依頼メッセージのデータ部を復号し、付与された電子署名の検証を行い、真正性を確認する。

自団体での受付可否を照会依頼メッセージのヘッダとデータ部の整合などの形式チェックにより確認

する。

送信可否を照会依頼メッセージのヘッダとデータ部の整合などの形式チェックにより確認する。

照会依頼メッセージのデータ部に自団体である事を証明するための電子署名を付与し、暗号する。

照会依頼メッセージについて、連携相手の確認、連携の根拠法令やマイナンバー法等に規定された

範囲であることを形式チェックにより確認する。

照会依頼メッセージに電子署名を付与し、暗号する。

照会依頼メッセージを応答側団体に送信する。

プロトコル変換

P
F
通
信
機
能

照会依頼メッセージにプロトコル変換を行い、団体間で情報の流通が可能な形式に変換する。

25

プロトコル変換

P
F
通
信
機
能

照会依頼メッセージにプロトコル変換を行い、自団体で情報の流通が可能な形式に変換する。

19

21

22

23
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業務システム群
（新たに構築するシステム）

連携インタ-フェース機能

別紙４．３－３

業務担当者

自治体B

応答側団体

具体的な処理の流れ（業務端末）

業務担当者

要求側団体

業務システム

情報提供ネットワークシ
ステム

決裁権者

利用者（住民）

自治体A

業務システム業務システム群
（新たに構築するシステム）

連携インターフェース機
能

決裁権者

ID変換

連携可否の確認

宛先の指定

照
会
応
答
作
成

データ署名・暗号化

ID変換

送信可否チェック

連携相手・根拠法令等

確認

署
名
付
与

認
証
・
認
可
機
能

（
自
団
体
）

暗
号
・
署
名
機
能

（
自
団
体
）

認
証
・
認
可
機
能

（
団
体
間
）

26

27

28‐1

29

30

31

32

33

Ｉ
Ｄ
変
換

機
能

Ｉ
Ｄ
変
換
機
能

住民のリンクコードを取得し、自団体が管理する住民の既存番号に変換する。

要求情報の取得先（参照用DB）、対象情報を特定し、住民の既存番号から連携情報の存在確認をす

る。連携情報が手動処理対象の場合、業務担当者に通知し、確認を促す。

業務担当者の確認が完了した後、対象情報と住民の既存番号から参照用DBの連携情報を抽出し、

自動で応答メッセージを作成する。

応答メッセージに団体間の連携に必要な宛先（照会元の団体）が設定されていることを確認する。

送信可否を応答メッセージのヘッダとデータ部の整合などの形式チェックにより確認する。

応答メッセージのデータ部に自団体である事を証明するための電子署名を付与し、暗号する。

応答メッセ－ジについて、連携相手の確認、連携の根拠法令やマイナンバー法等に規定された範囲

であることを形式チェックにより確認する。

＜自動処理の場合＞

連携情報の存在確認を実施した結果、自動処理可能な場

合、業務担当者への通知は行わず、システムにより自動で

応答メッセージの作成を行う。

（「28-2」と「28-3」の処理を省略する）

プロトコル変換

P
F
通
信
機
能

応答メッセージにプロトコル変換を行い、団体間で情報の流通が可能な形式に変換する。

連
携
確
認
機
能

連
携
情
報
保
管
機
能

34

住民の既存番号をリンクコードに変換し、応答メッセージに設定する。

業務担当者が依頼内容を確認

する。

28‐2

確認メッセージ作成 確認依頼

28‐3

ID変換

連携可否の確認

宛先の指定

照
会
応
答
作
成

データ署名・暗号化

送信

ID変換

送信可否チェック

連携相手・根拠法令等

確認

ﾒｯｾｰｼﾞ署名・暗号化

署
名
付
与

送
信

認
証
・
認
可
機
能

（
自
団
体
）

暗
号
・
署
名
機
能

（
自
団
体
）

認
証
・
認
可
機
能

（
団
体
間
）

暗
号
・
署
名
機
能

（
団
体
間
）

情
報
連
携
基
盤

接
続
機
能

26

27

28‐1

29

30

31

32

33

35

36

Ｉ
Ｄ
変
換

機
能

Ｉ
Ｄ
変
換
機
能

住民のリンクコードを取得し、自団体が管理する住民の既存番号に変換する。

要求情報の取得先（参照用DB）、対象情報を特定し、住民の既存番号から連携情報の存在確認をす

る。連携情報が手動処理対象の場合、業務担当者に通知し、確認を促す。

業務担当者の確認が完了した後、対象情報と住民の既存番号から参照用DBの連携情報を抽出し、

自動で応答メッセージを作成する。

応答メッセージに団体間の連携に必要な宛先（照会元の団体）が設定されていることを確認する。

送信可否を応答メッセージのヘッダとデータ部の整合などの形式チェックにより確認する。

応答メッセージのデータ部に自団体である事を証明するための電子署名を付与し、暗号する。

応答メッセ－ジについて、連携相手の確認、連携の根拠法令やマイナンバー法等に規定された範囲

であることを形式チェックにより確認する。

応答メッセージに電子署名を付与し、暗号する。

応答メッセージを要求側団体に送信する。

＜自動処理の場合＞

連携情報の存在確認を実施した結果、自動処理可能な場

合、業務担当者への通知は行わず、システムにより自動で

応答メッセージの作成を行う。

（「28-2」と「28-3」の処理を省略する）

プロトコル変換

P
F
通
信
機
能

応答メッセージにプロトコル変換を行い、団体間で情報の流通が可能な形式に変換する。

連
携
確
認
機
能

連
携
情
報
保
管
機
能

34

住民の既存番号をリンクコードに変換し、応答メッセージに設定する。

業務担当者が依頼内容を確認

する。

28‐2

確認メッセージ作成 確認依頼

28‐3
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業務システム群
（新たに構築するシステム）

連携インタ-フェース機能

別紙４．３－３

業務担当者

自治体B

応答側団体

具体的な処理の流れ（業務端末）

業務担当者

要求側団体

業務システム

情報提供ネットワークシ
ステム

決裁権者

利用者（住民）

自治体A

業務システム業務システム群
（新たに構築するシステム）

連携インターフェース機
能

決裁権者

メッセージ受信
受
信

ﾒｯｾｰｼﾞ復号・署名検

証

連携相手・根拠法令等

確認

検
証

受付可否チェック

データ復号・署名検証

暗
号
・
署
名
機
能

（
自
団
体
）

認
証
・
認
可
機
能

（
自
団
体
）

ID変換
I
D
変
換

機
能

格納

情
報
連
携
基
盤

接
続
機
能

照会回答受領

37

38

39

40

41

43

44

暗
号
・
署
名
機
能

（
団
体
間
）

認
証
・
認
可
機
能

（
団
体
間
）

応答側団体から送信された応答メッセージを受信する。

応答メッセ－ジを復号し、付与された電子署名の検証を行い、応答メッセージについて真正性を確認

する。

応答メッセージについて、連携相手の確認、連携の根拠法令やマイナンバー法等に規定された範囲

であることを形式チェックにより確認する。

応答メッセージのデータ部を復号し、付与された電子署名の検証を行い、真正性を確認する。

自団体での受付可否を応答メッセージのヘッダとデータ部の整合などの形式チェックにより確認する。

住民のリンクコードを取得し、自団体が管理する住民の既存番号に変換する。

プロトコル変換

P
F
通
信
機
能

応答メッセージにプロトコル変換を行い、自団体で情報の流通が可能な形式に変換する。

42

業務担当者が業務端末から回答結果を取得する。

メッセージ受信
受
信

ﾒｯｾｰｼﾞ復号・署名検

証

連携相手・根拠法令等

確認

検
証

内部決裁

公印押印

発送

受取

受付可否チェック

データ復号・署名検証

暗
号
・
署
名
機
能

（
自
団
体
）

認
証
・
認
可
機
能

（
自
団
体
）

ID変換
I
D
変
換

機
能

格納

連
携
確
認
機
能

連
携
情
報
保
管
機
能

審査

原案作成

情
報
連
携
基
盤

接
続
機
能

取り込み

照会回答受領

審査・通知

37

38

39

40

41

43

44

45‐1

46‐1

47‐1

48

49

50

51

審査

原案作成

取得

45‐2

46‐2

47‐2

暗
号
・
署
名
機
能

（
団
体
間
）

認
証
・
認
可
機
能

（
団
体
間
）

応答側団体から送信された応答メッセージを受信する。

応答メッセ－ジを復号し、付与された電子署名の検証を行い、応答メッセージについて真正性を確認

する。

応答メッセージについて、連携相手の確認、連携の根拠法令やマイナンバー法等に規定された範囲

であることを形式チェックにより確認する。

応答メッセージのデータ部を復号し、付与された電子署名の検証を行い、真正性を確認する。

自団体での受付可否を応答メッセージのヘッダとデータ部の整合などの形式チェックにより確認する。

応答メッセージを回答結果として保存する。

住民のリンクコードを取得し、自団体が管理する住民の既存番号に変換する。

プロトコル変換

P
F
通
信
機
能

応答メッセージにプロトコル変換を行い、自団体で情報の流通が可能な形式に変換する。

提供

42

45‐3

業務担当者が業務端末から回答結果を取得する。

業務システムからの問合せに応じて、回答結果を業務システムに提供する。
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業務システム群
（新たに構築するシステム）

連携インタ-フェース機能

別紙４．３－３

業務担当者

自治体B

応答側団体

具体的な処理の流れ（業務端末）

業務担当者

要求側団体

業務システム

情報提供ネットワークシ
ステム

決裁権者

利用者（住民）

自治体A

業務システム業務システム群
（新たに構築するシステム）

連携インターフェース機
能

決裁権者

事後確認・事後決裁

事後確認 処理内容確認

5252‐1
連
携
確
認
機
能

業務担当者と決裁権者が必要に応じて業務端末から処理結

果の事後確認を行う。

処理結果問合せ

52‐2

55‐3 55‐1

業務担当者と決裁権者が必要に応じて業務端末から処理結

果の事後確認を行う。

事後確認 処理内容確認

53‐353‐1 連
携
確
認
機
能

業務担当者と決裁権者が業務端末から処理結果の事後確認を行

い、必要に応じて電子決裁システムへの連携や紙媒体への印字を

行い、決裁起案の依頼を行う。

処理結果問合せ

53‐2

事後決裁依頼
電子決裁システム

等との連携

事
後
確
認

事
後
決
裁 54‐1 54‐2

55‐2

事後確認・事後決裁

事後確認 処理内容確認

5252‐1
連
携
確
認
機
能

業務担当者と決裁権者が必要に応じて業務端末から処理結

果の事後確認を行う。

処理結果問合せ

52‐2

事後確認処理内容確認

55‐3 55‐1

連
携
確
認
機
能

業務担当者と決裁権者が必要に応じて業務端末から処理結

果の事後確認を行う。

事後確認 処理内容確認

53‐353‐1 連
携
確
認
機
能

業務担当者と決裁権者が業務端末から処理結果の事後確認を行

い、必要に応じて電子決裁システムへの連携や紙媒体への印字を

行い、決裁起案の依頼を行う。

処理結果問合せ

53‐2

事後確認処理内容確認

56‐3 56‐1

連
携
確
認
機
能

処理結果問合せ

処理結果問合せ

事後決裁依頼
電子決裁システム

等との連携

事後決裁依頼

事
後
確
認

事
後
決
裁

事
後
決
裁

事
後
確
認

電子決裁システム

等との連携

業務担当者と決裁権者が業務端末から処理結果の事後確認を行

い、必要に応じて電子決裁システムへの連携や紙媒体への印字を

行い、決裁起案の依頼を行う。

54‐1 54‐2

55‐2

56‐2

57‐157‐2
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別紙 4.4-1 機能構成図（見直し） 
 
 
 
 
 

 
 
 



 



機能構成図(見直し)

住基ネット

別紙４．４－１

クラウド環境A

スタンドアロン
専 端末

業務システム群

連携インターフェース機能

スタンドアロン
システム

専用端末

住基
ＣＳ

中間インターフェース機能

個人情報関連機能

連携インタ フェ ス機能

団体間連携機能情
報
提
供
ネ

個
別
連
携

（
デ
ー
タ
送

【地域情報PF
未準拠・
対象外】

システム

ログ管理機能
（連携IF）

個
別
連
携

ログ管理機能
（中間IF）

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ

Ｆ認証・認可機能

携
業
務
接
続

送
受
信
）
機
能

システム

【地域情報PF準拠】

業務端末

連携情報保管機能

参照用DB

PF
通

シ
ス
テ
ム

Ｗ

暗号・署名機能 Ａ
シス
テム

Ｂ
シス
テム

【地域情報PF準拠】
システムID変換機能

連携確認機能

情報提供ネットワーク
システム接続機能

通
信
機
能

クラウド環境B クラウド環境Aと同様の機能を有する

地域情報PFサービス基盤
業務端末

クラウド環境B クラウド環境Aと同様の機能を有する

・
・
・ 本事業の検討・検証範囲←新たに構築するシステム 既存のシステム→

1



機能構成図 照会側の自治体の流れ

住基ネット

別紙４．４－１

クラウド環境A

専用端末
団体間の通信

団体内の連携の処理の流れ（応答）
団体内の連携の処理の流れ（照会依頼）

連携インターフェース機能

業務システム群

④①操作端末との接続

団体内の連携の処理の流れ（応答）

既存業務システムとの連携

住基
ＣＳ

連携インタ フェ ス機能

団体間連携機能

中間インターフェース機能

個人情報関連機能
情
報
提
供
ネ

個
別
連
携

（
デ
ー
タ
送

【地域情報PF
未準拠・
対象外】

システム
ログ管理機能
（中間IF）

個
別
連
携 ①ログ管理機能

（連携IF）

認証・認可機能

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ

Ｆ

連携情報保管機能

参照用DB

携
業
務
接
続

送
受
信
）
機
能

【地域情報PF準拠】

業務端末
④

暗号・署名機能

P
F

シ
ス
テ
ム

Ｗ ID変換機能

連携確認機能

Ａ
シス
テム

Ｂ
シス
テム

【地域情報PF準拠】
システム

②

④

①

③

情報提供ネットワーク
システム接続機能

F
通
信
機
能

クラウド環境B クラウド環境Aと同様の機能を有する

地域情報PFサービス基盤

業務端末④

クラウド環境B クラウド環境Aと同様の機能を有する

・
・
・

←新たに構築するシステム 既存のシステム→

2



機能構成図 応答側の自治体の流れ

住基ネット

別紙４．４－１

クラウド環境A

専用端末
団体間の通信

団体内の連携の処理の流れ（応答）
団体内の連携の処理の流れ（照会依頼）

業務システム群

連携インターフェース機能

住基
ＣＳ

操作端末との接続

団体内の連携の処理の流れ（応答）

既存業務システムとの連携

中間インターフェース機能

個人情報関連機能

連携インタ フェ ス機能

団体間連携機能情
報
提
供
ネ

個
別
連
携

（
デ
ー
タ
送

【地域情報PF
未準拠・
対象外】

システム
ログ管理機能
（連携IF）

ログ管理機能
（中間IF）

個
別
連
携

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ

Ｆ

連携情報保管機能

参照用DB

携
業
務
接
続

送
受
信
）
機
能

【地域情報PF準拠】

業務端末

認証・認可機能

ID変換機能

連携確認機能

P
F

シ
ス
テ
ム

Ｗ

Ａ
シス
テム

Ｂ
シス
テム

【地域情報PF準拠】
システム

②

③

④①

暗号・署名機能

情報提供ネットワーク
システム接続機能

F
通
信
機
能

クラウド環境B クラウド環境Aと同様の機能を有する

地域情報PFサービス基盤

業務端末

クラウド環境B クラウド環境Aと同様の機能を有する

・
・
・

←新たに構築するシステム 既存のシステム→
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機能構成図 参照用DBへの登録の流れ

住基ネット

別紙４．４－１

クラウド環境A

操作端末との接続
スタンドアロンPF通信仕様による連携

専用端末

業務システム群

連携インターフェース機能

個別連携 システム

住基
ＣＳ

個別メンテナンス

中間インターフェース機能

個人情報関連機能

連携インタ フェ ス機能

団体間連携機能情
報
提
供
ネ

個
別
連
携

（
デ
ー
タ
送

【地域情報PF
未準拠・
対象外】

システム

業務端末
ログ管理機能
（中間IF）

個
別
連
携

ログ管理機能
（連携IF）

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ

Ｆ

連携情報保管機能

参照用DB

携
業
務
接
続

送
受
信
）
機
能

【地域情報PF準拠】

業務端末

認証・認可機能

P
F

シ
ス
テ
ム

Ｗ

Ａ
シス
テム

Ｂ
シス
テム

【地域情報PF準拠】
システムID変換機能

連携確認機能

暗号・署名機能

情報提供ネットワーク
システム接続機能

F
通
信
機
能

クラウド環境B クラウド環境Aと同様の機能を有する

地域情報PFサービス基盤

業務端末

クラウド環境B クラウド環境Aと同様の機能を有する

・
・
・

←新たに構築するシステム 既存のシステム→
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別紙 4.5-1 データサイズの試算結果 
 
 
 
 
 

 
 
 



 



データサイズの試算結果 別紙４．５－１

団体 ﾕﾆｯﾄ№
業務/

業務ﾕﾆｯﾄ名
№1　児童扶養手当 №2　生活保護 №3　税情報提供

№4　小児慢性特定
疾患

№5　国民年金
№6　健診・予防接
種履歴

№7　不動産 №8　災害

1 住基ネット ― ― 本人確認情報 照会 ・住民票の写し ・住民票の写し ・住民票の写し ・住民票の写し ・住基情報
979 979 979 189 979

2
住民基本
台帳

1 ― 住民票情報 照会 ・住民票の写し ・住民票の写し ・住民票の写し ・住民票の写し ・住基情報

1853 1845 1545 1237 1539
3 市町村 5 固定資産税 固定資産情報 照会 ・固定資産情報

1174

4 市町村 5 固定資産税 申告内容（固定資産税） 照会
・申告内容　（固定
資産税）

6132

5 市町村 5 固定資産税 税（賦課）情報（固定資産税） 照会
・税（賦課）情報
（固定資産税）

459

6 市町村 5 固定資産税 納付情報（固定資産税） 照会
・納付情報（固定資
産税）

1819

7 市町村 5 固定資産税 価格通知情報（市から県への連絡） 連絡
・価格通知情報（原
始、承継）※市町村
から都道府県へ

4576
8 市町村 6 個人住民税 所得課税証明書情報 照会 ・所得証明書 ・所得証明書 ・課税証明書 ・所得証明書

2054 1895 1895 1869

9 市町村 6 個人住民税 申告内容（個人住民税） 照会
・申告内容　（個人
住民税）

5840

10 市町村 6 個人住民税 税（賦課）情報（個人住民税） 照会
・税（賦課）情報
（個人住民税）

584

11 市町村 6 個人住民税 納付情報（個人住民税） 照会
・納付情報（個人住
民税）

1819
12 市町村 8 軽自動車税 軽自動車車両情報 照会 ・軽自動車車両情報

3529

13 市町村 8 軽自動車税 申告内容（軽自動車税） 照会
・申告内容　（軽自
動車税）

8068

14 市町村 8 軽自動車税 税（賦課）情報（軽自動車税） 照会
・税（賦課）情報
（軽自動車税）

431

15 市町村 8 軽自動車税 納付情報（軽自動車税） 照会
・納付情報（軽自動
車税）

1819

16 市町村 10 国民健康保険 国民健康保険情報 照会
・国民健康保険加入
情報

・国民健康保険加入
情報
・国民健康保険の所
得区分

240 224

17 市町村 10 国民健康保険 保険料情報（国民健康保険） 照会
・保険料情報（国民
健康保険）

2304

18 市町村 10 国民健康保険 医療費情報（国民健康保険） 照会
・医療費情報（国民
健康保険）

2348
19 市町村 12 障害者福祉 手帳情報 照会 ・手帳情報

201

20 市町村 12 障害者福祉 障害者情報（身体障害者） 照会
・障害者情報（身体
障害者）

4336

21 市町村 12 障害者福祉 障害者情報（知的障害者） 照会
・障害者情報（精神
障害者）

3834

22 市町村 12 障害者福祉 障害者情報（精神障害者） 照会
・障害者情報（知的
障害者）

1815

項
番

情報保有者
連携情報

連携形態
（照会／
連絡）

変動サイズ部分（byte）
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データサイズの試算結果 別紙４．５－１

団体 ﾕﾆｯﾄ№
業務/

業務ﾕﾆｯﾄ名
№1　児童扶養手当 №2　生活保護 №3　税情報提供

№4　小児慢性特定
疾患

№5　国民年金
№6　健診・予防接
種履歴

№7　不動産 №8　災害
項
番

情報保有者
連携情報

連携形態
（照会／
連絡）

変動サイズ部分（byte）

23 市町村 12 障害者福祉 特別児童扶養手当受給情報 照会
・特別児童扶養手当
受給情報

999

24 市町村 13
後期高齢者医
療

後期高齢者医療保険加入情報 照会
・後期高齢者医療保
険加入情報

216

25 市町村 13
後期高齢者医
療

保険料情報（後期高齢者医療） 照会
・保険料情報（後期
高齢者医療）

3118

26 市町村 13
後期高齢者医
療

医療費情報（後期高齢者医療） 照会
・医療費情報（後期
高齢者医療）

2313

27 市町村 14 介護保険 介護保険加入情報 照会
・介護保険資格・高
額給付情報

・介護認定情報

389 999

28 市町村 14 介護保険 介護保険高額給付情報 照会
・介護保険資格・高
額給付情報

255

29 市町村 14 介護保険 介護保険賦課情報 照会
・介護保険資格・高
額給付情報

128

30 市町村 16 生活保護 生活保護受給情報 照会
・生活保護受給証明
書

・生活保護受給情報

1000 397
31 市町村 19 健康管理 健診情報（児童） 照会 ・健診情報（児童）

2245
32 市町村 19 健康管理 健診情報（妊婦） 照会 ・健診情報（妊婦）

723
33 市町村 19 健康管理 健診情報 照会 ・健診情報

5391
34 市町村 19 健康管理 予防接種歴情報 照会 ・予防接種歴情報

1020
35 市町村 19 健康管理 母子健康手帳情報 照会 ・母子健康手帳情報

9840

36 市町村 21 戸籍 戸籍情報 照会
・戸籍全部事項証明
書

・戸籍全部事項証明
書
・戸籍の附票の写し

・戸籍全部事項証明
書

4542 5940 2106
37 市町村 22 子ども手当 子ども手当受給情報 照会 ・子ども手当受給情

945

38 市町村 ― 児童扶養手当 児童扶養手当受給情報 照会
・児童扶養手当受給
情報

963

39 市町村 ― 被災者支援 避難者の所在地情報 連絡
・避難者の所在地情
報

2731
40 市町村 ― 被災者支援 被災状況 照会 ・被災状況

2118
41 市町村 ― 被災者支援 り災証明書の申請 連絡 ・り災証明書交付申

2932
42 市町村 ― 被災者支援 義援金の申請 連絡 ・義援金の申請

3747

43 市町村 ― 被災者支援 個人住民税の減免申請 連絡
・個人住民税の減免
申請

1598

44 市町村 ― 被災者支援 国民健康保険証の再発行申請 連絡
・国民健康保険証の
再発行申請

1083
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データサイズの試算結果 別紙４．５－１

団体 ﾕﾆｯﾄ№
業務/

業務ﾕﾆｯﾄ名
№1　児童扶養手当 №2　生活保護 №3　税情報提供

№4　小児慢性特定
疾患

№5　国民年金
№6　健診・予防接
種履歴

№7　不動産 №8　災害
項
番

情報保有者
連携情報

連携形態
（照会／
連絡）

変動サイズ部分（byte）

45 市町村 ― 被災者支援 国民健康保険料の免除申請 連絡
・国民健康保険料の
免除申請

1270

46 市町村 ― 被災者支援 後期高齢者医療証の再発行申請 連絡
・後期高齢者医療証
の再発行申請

1089

47 市町村 ― 被災者支援 後期高齢者医療保険料の免除申請 連絡
・後期高齢者医療保
険料の免除申請

557

48 市町村 ― 被災者支援 受給者証の再発行申請 連絡

・受給者証の再発行
申請
（乳幼児医療、重度
障害者医療、ひとり
親家庭等医療）

3498

49 市町村 ― 被災者支援 介護保険証の再発行申請 連絡
・介護保険証の再発
行申請

1006

50 市町村 ― 被災者支援 介護保険料の減免申請 連絡
・介護保険料の減免
申請

594
51 都道府県 ― 生活保護 保護決定情報 連絡 ・保護決定情報

719

52 都道府県 ― 自動車税 申告内容（自動車税） 照会
・申告内容　（自動
車税）

4402

53 都道府県 ― 自動車税 税（賦課）情報（自動車税） 照会
・税（賦課）情報
（自動車税）

445

54 都道府県 ― 自動車税 納付情報（自動車税） 照会
・納付情報（自動車
税）

1813

55 都道府県 ―
小児慢性特定
疾患

小児慢性特定疾患結果情報 連絡
・小児慢性特定疾患
結果情報

423

56 都道府県 ― 不動産取得税 価格通知情報（県から市への連絡） 連絡
・価格通知情報（家
屋原始）※都道府県
から市町村へ

4594
57 税務署 ― ― 所得税額情報 照会 ・所得税額情報

344
58 税務署 ― ― 申告内容（所得税） 照会 ・申告内容　（所得

11356

59 税務署 ― ― 税（賦課）情報（所得税） 照会
・税（賦課）情報
（所得税）

294
60 税務署 ― ― 納付情報（所得税） 照会 ・納付情報（所得税）

1807
61 税務署 ― ― 年末調整情報 照会 ・年末調整情報

1079

62 法務局 ― ― 土地家屋異動通知情報 連絡
・土地家屋異動通知
情報（承継分）

14034

63 法務局 ― ― 登記簿閲覧情報 照会 ・法務局登記情報
・閲覧情報（登記簿
謄本）

5225 16683

64
公共職業
安定所

― ― 雇用保険受給情報 照会 ・雇用保険受給情報

119
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データサイズの試算結果 別紙４．５－１

団体 ﾕﾆｯﾄ№
業務/

業務ﾕﾆｯﾄ名
№1　児童扶養手当 №2　生活保護 №3　税情報提供

№4　小児慢性特定
疾患

№5　国民年金
№6　健診・予防接
種履歴

№7　不動産 №8　災害
項
番

情報保有者
連携情報

連携形態
（照会／
連絡）

変動サイズ部分（byte）

65 運輸支局 ― ― 自動車車両情報 照会 ・自動車車両情報
1777

66
労働基準
監督署

― ― 労災受給情報 照会 ・労災受給情報

107

67
年金保険
者

― ― 特別障害者給付金受給情報 照会
・特別障害者給付金
受給情報

225
68 年金保険 ― ― 年金受給情報 照会 ・年金受給情報 ・年金受給情報

229 232
69 年金保険 ― ― 保険料情報（年金） 照会 ・保険料情報（年金）

1876

70
年金保険
者

― ― 年金加入期間確認通知書 照会
・年金加入期間確認
通知書

536

71
医療保険
者

― ― 医療保険情報 照会 ・医療保険加入情報
・医療保険加入情報
・医療保険の所得区
分

484 468

72
医療保険
者

― ― 保険料情報（健康保険） 照会
・保険料情報（健康
保険）

2909

73
医療保険
者

― ― 医療費情報（健康保険） 照会
・医療費情報（健康
保険）

2295
74 医療機関 ― ― 診断書等 照会 ・診断書等

4225
75 医療機関 ― ― 医療要否意見書 照会 ・医療要否意見書

3477
76 医療機関 ― ― 検診書 照会 ・検診書

655
77 医療機関 ― ― 医療意見書 照会 ・医療意見書

4444

78 医療機関 ― ― 病歴・処方薬履歴等の情報 照会
・病歴・処方薬履歴
等の情報

593
79 金融機関 ― ― 口座有無情報 照会 ・口座有無情報 ・口座有無情報

42 42

80 金融機関 ― ―
借入金の年末残高等証明書（住宅
ローン）

照会
・借入金の年末残高
等証明書（住宅ロー
ン）

2208
81 金融機関 ― ― 銀行預金額 照会 ・銀行預金額

107
82 郵便局 ― ― 郵便貯金額 照会 ・郵便貯金額

107
83 郵便局 ― ― 簡易保険加入状況 照会 ・簡易保険加入状況

83

84 保険会社 ― ― 生命保険情報 照会
・生命保険加入状況
・生命保険解約金額

1377

85 保険会社 ― ― 保険料情報（生命保険） 照会
・保険料情報（生命
保険）

1397

86 保険会社 ― ― 保険料情報（損害保険） 照会
・保険料情報（損害
保険）

1397
87 雇用主 ― ― 給与所得情報 照会 ・給与所得情報

475
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トラフィック量の試算結果 別紙４．５－２

手順１

連携形態
固定サイズ部分

 [byte]
変動サイズ部分

 [byte]
課題ア

調査結果
連携件数
ランク

補正係数
1万人の市町村のトラ
フィック量[KB/年間]

5万人の市町村のトラ
フィック量[KB/年間]

10万人の市町村のトラ
フィック量[KB/年間]

100万人の市町村のト
ラフィック量
[KB/年間]

1

2

・医療現物給付情報

・介護現物給付情報

・計算結果情報（介護分・医療分）

4 ・年金受給情報

・戸籍全部事項証明書 ○ 23,848 照会依頼・応答 17,908 5,940 1 284,680 2 6,832,320

・所得証明書 ○ 19,962 照会依頼・応答 17,908 2,054 3 284,680 2 17,080,800

・住民票の写し

・年金受給情報 ○ 18,140 照会依頼・応答 17,908 232 1 142,340 1 2,704,460

・診断書等（☆） ○ 22,133 照会依頼・応答 17,908 4,225 1 142,340 1 3,273,820

・特別児童扶養手当支給申請書（紙）

・別居監護申立書等（紙）

・特別児童扶養手当認定結果通知（紙）

・特別児童扶養手当認定証書（紙）

・戸籍全部事項証明書 ○ 23,848 照会依頼・応答 17,908 5,940 1 26,928 1 646,272

・所得証明書 ○ 19,962 照会依頼・応答 17,908 2,054 3 26,928 1 1,615,680

・住民票の写し

・年金受給情報（☆）

・診断書等（☆）

・労災受給情報

・戸籍全部事項証明書 ○ 23,848 照会依頼・応答 17,908 5,940 1 17,270 2 414,480

・所得証明書 ○ 19,962 照会依頼・応答 17,908 2,054 3 17,270 2 1,036,200

・住民票の写し

・年金受給情報（☆） ○ 18,140 照会依頼・応答 17,908 232 1 8,635 1 164,065

・診断書等（☆） ○ 22,133 照会依頼・応答 17,908 4,225 1 8,635 1 198,605

・戸籍全部事項証明書 ○ 23,848 照会依頼・応答 17,908 5,940 1 43,624 2 1,046,976

・所得証明書 ○ 19,962 照会依頼・応答 17,908 2,054 3 43,624 2 2,617,440

・住民票の写し

・年金受給情報 ○ 18,140 照会依頼・応答 17,908 232 1 21,812 1 414,428

・診断書等（☆） ○ 22,133 照会依頼・応答 17,908 4,225 1 21,812 1 501,676

・戸籍全部事項証明書 ○ 23,848 照会依頼・応答 17,908 5,940 1 1,000,000 1 24,000,000

・所得証明書 ○ 19,962 照会依頼・応答 17,908 2,054 3 1,000,000 1 60,000,000

・住民票の写し

・雇用保険受給情報

・年金加入期間確認通知書

・口座有無情報

10 ・年金受給情報

・戸籍全部事項証明書 ○ 23,848 照会依頼・応答 17,908 5,940 2 698,446 2 33,525,408

・所得証明書 ○ 19,962 照会依頼・応答 17,908 2,054 6 698,446 2 83,813,520

・固定資産情報 ○ 19,082 照会依頼・応答 17,908 1,174 12 698,446 2 167,627,040

・住民票の写し

・戸籍の附票の写し ○ 23,848 照会依頼・応答 17,908 5,940 2 698,446 2 33,525,408

・国民健康保険加入情報 ○ 18,148 照会依頼・応答 17,908 240 2 349,223 1 13,270,474

・後期高齢者医療保険加入情報 ○ 18,124 照会依頼・応答 17,908 216 2 349,223 1 13,270,474

・介護保険資格・高額給付情報 ○ 18,680 照会依頼・応答 17,908 772 2 349,223 1 13,270,474

・手帳情報 ○ 18,109 照会依頼・応答 17,908 201 2 349,223 1 13,270,474

・児童扶養手当受給情報 ○ 18,871 照会依頼・応答 17,908 963 2 349,223 1 13,270,474

・ひとり親医療証情報 ○ 27,748 照会依頼・応答 17,908 9,840 2 349,223 1 19,556,488

・乳幼児医療証情報 ○ 27,748 照会依頼・応答 17,908 9,840 2 349,223 1 19,556,488

・軽自動車車両情報 ○ 21,500 照会依頼・応答 17,908 3,592 2 349,223 1 15,365,812

・雇用保険受給情報 ○ 18,027 照会依頼・応答 17,908 119 2 349,223 1 13,270,474

・自動車車両情報 ○ 19,685 照会依頼・応答 17,908 1,777 2 349,223 1 13,968,920

・労災受給情報 ○ 18,015 照会依頼・応答 17,908 107 2 349,223 1 13,270,474

・年金受給情報 ○ 18,140 照会依頼・応答 17,908 232 2 349,223 1 13,270,474

・医療保険加入情報 ○ 18,392 照会依頼・応答 17,908 484 2 349,223 1 13,270,474

・銀行預金額 ○ 18,015 照会依頼・応答 17,908 107 2 349,223 1 13,270,474

・郵便貯金額 ○ 18,015 照会依頼・応答 17,908 107 2 349,223 1 13,270,474

・簡易保険加入情報 ○ 17,991 照会依頼・応答 17,908 83 2 349,223 1 12,572,028

・生命保険加入情報 ○ 19,285 照会依頼・応答 17,908 1,377 2 349,223 1 13,968,920

・生命保険解約金額 ○ 19,285 照会依頼・応答 17,908 1,377 2 349,223 1 13,968,920

・医療要否意見書 ○ 21,385 照会依頼・応答 17,908 3,477 2 349,223 1 15,365,812

・健診命令結果 ○ 27,748 照会依頼・応答 17,908 9,840 2 349,223 1 19,556,488

・賃貸契約書（写） ○ 27,748 照会依頼・応答 17,908 9,840 2 349,223 1 19,556,488

12

13 （２）所得把握の精度向上

14

15

16

17 被災者生活再建支援金の申請

18 被災者への預金の払い戻し

・介護保険保険料情報 ○ 27,748 照会依頼・応答 17,908 9,840 1 10,000,000 1 280,000,000

・国民健康保険保険料情報 ○ 20,212 照会依頼・応答 17,908 2,304 1 10,000,000 1 210,000,000

・後期高齢者医療保険料情報 ○ 21,026 照会依頼・応答 17,908 3,118 1 10,000,000 1 220,000,000

・年金保険保険料情報

・医療保険保険料情報

・雇用保険保険料情報

・自己負担額情報

・サービス利用額情報 ○ 27,748 照会依頼・応答 17,908 9,840 1 10,000,000 1 280,000,000

・介護保険自己負担額情報 ○ 27,748 照会依頼・応答 17,908 9,840 1 10,000,000 1 280,000,000

・国民健康保険事項負担額情報 ○ 27,748 照会依頼・応答 17,908 9,840 1 10,000,000 1 280,000,000

・後期高齢者医療自己負担額情報 ○ 27,748 照会依頼・応答 17,908 9,840 1 10,000,000 1 280,000,000

21 ・制度改正等の情報 ○ 27,748 照会依頼・応答 17,908 9,840 1 10,000,000 - A 1 280,000,000 280,000,000 21,865 109,326 218,652 2,186,520

・申告内容 ○ 37,948 照会依頼・応答 17,908 20,040 3 10,000,000 1 1,140,000,000

・税、納付情報 ○ 29,152 照会依頼・応答 17,908 11,244 3 10,000,000 1 900,000,000

・保険料情報 ○ 23,330 照会依頼・応答 17,908 5,422 2 10,000,000 1 480,000,000

・医療費情報 ○ 22,569 照会依頼・応答 17,908 4,661 2 10,000,000 1 460,000,000

・障害者情報 ○ 27,893 照会依頼・応答 17,908 9,985 1 10,000,000 1 280,000,000

・保険料情報（生命保険）

・保険料情報（損害保険）

・借入金の年末残高等証明書

・年末調整情報

・戸籍全部事項証明書 ○ 23,848 照会依頼・応答 17,908 5,940 1 1,000,000 1 24,000,000

・所得証明書 ○ 19,962 照会依頼・応答 17,908 2,054 3 1,000,000 1 60,000,000

・住民票の写し

・診断書等（☆）

・戸籍全部事項証明書 ○ 23,848 照会依頼・応答 17,908 5,940 1 1,000,000 1 24,000,000

・所得証明書 ○ 19,962 照会依頼・応答 17,908 2,054 3 1,000,000 1 60,000,000

・住民票の写し

・年金証書等

・障害基礎年金裁定請求書（紙）

・戸籍全部事項証明書 ○ 23,848 照会依頼・応答 17,908 5,940 1 81,225 1 1,949,400

・所得証明書 ○ 19,962 照会依頼・応答 17,908 2,054 3 81,225 1 4,873,500

・住民票の写し

・年金証書等

・診断書等(☆)

・口座有無情報(☆)

・課税・所得証明書 ○ 19,803 照会依頼・応答 17,908 1,895 3 10,000,000 1 600,000,000

・生活保護受給証明書 ○ 18,908 照会依頼・応答 17,908 1,000 1 10,000,000 1 190,000,000

・課税・所得証明書 ○ 19,803 照会依頼・応答 17,908 1,895 3 10,000,000 1 600,000,000

・計算結果情報（介護分・医療分） ○ 20,435 連絡・受取 10,595 9,840 1 10,000,000 1 210,000,000

・自己負担情報（介護保険分） ○ 27,748 照会依頼・応答 17,908 9,840 1 10,000,000 1 280,000,000

・課税証明書 ○ 19,803 照会依頼・応答 17,908 1,895 3 1,000,000 1 60,000,000

・生活保護受給証明書 ○ 18,908 照会依頼・応答 17,908 1,000 1 1,000,000 1 19,000,000

30

31

（３）災害

災害時の本人確認手続の効率化

生活再建における手続の効率
化

災害時の医療情報の共用

税務当局による名寄せ・突合

健康保険の給付金支給における他制度給付状況の把握

労災保険の年金給付における厚生年金等の受給状況の把握

高額医療・高額介護合算制度の現物給付化

社会保障の総合合算制度の導入（１）社会保障給付の実現

生活保護認定における他制度給付状況の把握

障害児福祉手当の認定における公的年金受給状
況の把握

特別障害者手当の認定における公的年金受給状
況の把握

特別児童扶養
手当等の認定
における公的
年金受給状況
の把握

カテゴリー 連携情報大綱のユースケース

災害時要援護者リスト作成手続の効率化

各種公的年金給付における雇用保険の受給状況の把握

公費負担医療制度と医療保険間の調整

（４）Push型情報提供

厚生年金の加給年金の申請手続の効率化

国民年金の障害基礎年金の申請手続の効率化

年金請求の手
続の効率化

福祉サービスの制度改正等の情報提供

児童扶養手当の認定手続の効率化（所得証明書の省略）
※№5と同一ユースケース

確定申告時の自己情報の情報提供

各種保険料（年金、医療、介護、雇用）の情報提供

税務や納付に関する情報提供

サービス利用時の自己負担情報の情報提供

（５）事務・手続の簡素化

健康保険の高額療養費の支給決定手続の効率化

142,340

616,911

21,812

349,223

-

-

-

-

・平成21年度の市町村国保の高額療養費及び高額介護合算療養費の
「単独分」の内、「入院分」の総額および1件あたりの金額より申請
件数を計算：3,315,346件

61,691

790,000,000

手順３

課題ア業務量調査結果より

課題ア業務量調査結果より

①全国市町村の合計
トラフィック量[KB/年

間]

358

233,422

35,769

1,766 17,664

②市町村の人口規模別トラフィック量[KB/年間]

29,891,400

616,911

2,664

32,798

32,798

476,349

87,461

159,304 796,518

655,956

65,596

・21年度の高額医療合算介護（介護予防）サービス費の給付件数：
110,046件
(平成21年度介護保険事業状況報告（年報）より)
・平成21年度の市町村国保の高額療養費及び高額介護合算療養費の
合算分の総額および1件あたりの金額より申請件数を計算：
2,715,065件
（国民健康保険事業年報平成21年度　事業概況 表5より）
両者の合計値をもとに国民健康保険の加入者数3925万から全国の申
請件数を仮定。

(110,046件+2,715,065件)×127057860/39250000=

53,280

6,169,111

8,511,811851,181

8,746,081

15,930,362

9,526,981

655,956

65,596

Push型情報提供の対象者として、年齢20歳以上の人口の約3割がマ
イ・ポータルを利用していると仮定して試算。

年齢20歳以上の人口：103,958,984人（平成22年住民基本台帳年
齢別人口より）

課題ア業務量調査結果より

・21年度の市町村国保の高額療養費総額および1件あたりの金額か
ら件数を試算：13,335,597件（国民健康保険事業年報平成21年度
より）し、国民健康保険の加入者数3925万から全国の申請件数を仮
定。

平成22年度の所得税の確定申告の申告者数：23,150,000人
国税庁レポート2011年度版　資料編より

平成22年度の所得税の確定申告の申告者数：23,150,000人
国税庁レポート2011年度版　資料編より

平成21年度の加給年金新規対象者数：621,895人
（平成21年度厚生年金保険・国民年金事業年報より）

平成21年度の加給年金新規対象者数の内配偶者の数：608,621人を
申請者と仮定
（平成21年度厚生年金保険・国民年金事業年報より）

平成21年度　厚生年金保険・国民年金事業年報
における平成21年度の新規裁定の受給者数
・国民年金　539,476人
・厚生年金　1,752,608人

84,000,000

627,902,954

④情報毎のトラフィック量
 [KB/年間]

※（①*②*③/1000）

23,3422,334

874,608

1,593,036

952,698

11,671

883

14,1601,416708

備考

課題ア業務量調査結果より

課題ア業務量調査結果より

課題ア業務量調査結果より

437,304

277,220

手順２

-

3,577

A

A

-

-

-

-

-

B

① 1件あたりのデータサイズ[byte]
※（固定サイズ部分+変動サイズ部分）

③連携の件数[件]
※（課題ア調査結果or連携件数ランク*補正係数）

②情報対象者数[件]

8,635

26,928

65,596

490,329

554,439

655,956

4,903,295

5,544,391

1,788

245,165

6,560 32,798

55,444A

4,580,520

- B

A

-

1,090,000,000

-

1,220,000,000

84,000,000

84,000,000

5,328

B

A

A

81,225

-

-

-

308,456

30,846

425,591

添付削減（所
得）

健康保険における入院時食事療養費等の決定手続の効率化

B国民年金の振替加算の申請手続の効率化

特別児童扶養手当等の認定手続の効率化（所得証明書の省略）
※№6と同一ユースケース

健康保険の高額医療・高額介護合算制度の療養費支給手続の効
率化

79,000,000

6,822,900

95,270

6,560

6,560

533

61,691

85,118

6,169

49,033

710,000,000

2,040,000,000

1,120,000,000

二重給付等の
防止

特別児童扶養手当の認定における公的年金受給
状況の把握

児童扶養手当の認定における公的年金受給状況の把握

高額医療・高額介護合算制度における給付状況の把握

2,261,952 177

1,813,350 142

22

23

24

3

5

6

7

8

9

11

19

20

試算対象

25

26

27

28

29

No

 2



トラフィック量の試算結果 別紙４．５－２
手順１

連携形態
固定サイズ部分

 [byte]
変動サイズ部分

 [byte]
課題ア

調査結果
連携件数
ランク

補正係数
1万人の市町村のトラ
フィック量[KB/年間]

5万人の市町村のトラ
フィック量[KB/年間]

10万人の市町村のトラ
フィック量[KB/年間]

100万人の市町村のト
ラフィック量
[KB/年間]

カテゴリー 連携情報大綱のユースケース

手順３

①全国市町村の合計
トラフィック量[KB/年

間]

②市町村の人口規模別トラフィック量[KB/年間]

④情報毎のトラフィック量
 [KB/年間]

※（①*②*③/1000）

備考

手順２
① 1件あたりのデータサイズ[byte]
※（固定サイズ部分+変動サイズ部分）

③連携の件数[件]
※（課題ア調査結果or連携件数ランク*補正係数）

②情報対象者数[件]試算対象

No

・課税証明書 ○ 19,803 照会依頼・応答 17,908 1,895 3 204,686 2 12,281,160

・国民健康保険加入情報 ○ 18,148 照会依頼・応答 17,908 240 1 102,343 1 1,944,517

・生活保護受給証明書 ○ 18,908 照会依頼・応答 17,908 1,000 1 102,343 1 1,944,517

・住民票の写し

・医療保険加入情報 ○ 17,908 照会依頼・応答 17,908 1 102,343 1 1,842,174

・医療意見書（☆） ○ 22,352 照会依頼・応答 17,908 4,444 1 102,343 1 2,353,889

・所得税額等を証明する書類 ○ 19,803 照会依頼・応答 17,908 1,895 3 13 1 780

・住民票の写し

・医療意見書（☆）

・母子健康手帳 ○ 27,748 照会依頼・応答 17,908 9,840 1 5,732 1 160,496

・医療保険加入情報 ○ 18,392 照会依頼・応答 17,908 484 1 5,732 1 108,908

・国民健康保険加入情報 ○ 18,148 照会依頼・応答 17,908 240 1 5,732 1 108,908

・出産育児一時金情報 ○ 27,748 照会依頼・応答 17,908 9,840 1 5,732 1 160,496

・生活保護受給証明書 ○ 18,908 照会依頼・応答 17,908 1,000 1 5,732 1 108,908

・住民票の写し

・課税証明書 ○ 19,803 照会依頼・応答 17,908 1,895 3 11,464 2 687,840

・課税証明書 ○ 19,803 照会依頼・応答 17,908 1,895 3 58,834 2 3,530,040

・生活保護受給証明書 ○ 18,908 照会依頼・応答 17,908 1,000 1 29,417 1 558,923

・国民健康保険加入情報 ○ 18,148 照会依頼・応答 17,908 240 1 29,417 1 558,923

・住民票の写し

・医療意見書（☆）

・戸籍全部事項証明書 ○ 23,848 照会依頼・応答 17,908 5,940 1 2,000,000 2 48,000,000

・所得税額等を証明する書類 ○ 19,803 照会依頼・応答 17,908 1,895 3 2,000,000 2 120,000,000

・年金受給情報 ○ 18,140 照会依頼・応答 17,908 232 1 1,000,000 1 19,000,000

・医療費情報（自己負担分） ○ 27,748 照会依頼・応答 17,908 9,840 1 1,000,000 1 28,000,000

・医療費自己負担分（保険診療以外） ○ 27,748 照会依頼・応答 17,908 9,840 1 1,000,000 1 28,000,000

・年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付）
（紙）・戸籍全部事項証明書（または市町村長の証明書） ○ 27,748 照会依頼・応答 17,908 9,840 1 231,764 1 6,489,392

・所得証明書 ○ 19,803 照会依頼・応答 17,908 1,895 3 231,764 1 13,905,840

・住民票の写し

・年金加入期間確認通知書

・口座有無情報

38 年金受給者による氏名変更届の効率化 ・住民票の写し

39 0

・母子生活支援施設入所申込書（紙）

・課税証明書 ○ 19,803 照会依頼・応答 17,908 1,895 3 5,418,694 2 325,121,640

・住民票の写し

・健康診断書（☆） ○ 27,748 照会依頼・応答 17,908 9,840 1 2,709,347 1 75,861,716

・戸籍全部事項証明書 ○ 23,848 照会依頼・応答 17,908 5,940 1 102,340 2 2,456,160

・住民票の写し

・貸付台帳情報 ○ 20,435 連絡・受取 10,595 9,840 1 102,340 2 2,149,140

42

・心身障害者扶養共済加入等申込書（紙）

・身体障害者手帳の写し等 ○ 27,748 照会依頼・応答 17,908 9,840 1 396 1 11,088

・住民票の写し

44 ・住民票の写し
・家屋の登記事項証明書
・住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書
・源泉徴収票

45 ・除票住民票の写し
・住民票の写し
・家屋や敷地の登記事項証明書

46 ・除票住民票の写し
・住民票の写し

47 ・住民票の写し
・家屋の登記事項証明書
・増改築等工事証明書
・源泉徴収票

・住民票の写し

・家屋に係る長期優良住宅建築等計画の認定通知書の写し ○ 27,748 照会依頼・応答 17,908 9,840 1 100,000 1 2,800,000

・住宅用家屋証明書 ○ 27,748 照会依頼・応答 17,908 9,840 1 100,000 1 2,800,000

・家屋の登記事項証明書

・源泉徴収票

49 ・除票住民票の写し
・住民票の写し
・登記事項証明書
・借入金の年末残高等証明書

50 ・除票住民票の写し
・住民票の写し
・登記事項証明書

51 ・除票住民票の写し
・住民票の写し
・登記事項証明書
・住宅ローンの残高証明書

52 ・除票住民票の写し
・住民票の写し
・登記事項証明書

・戸籍全部事項証明書 ○ 23,848 照会依頼・応答 17,908 5,940 1 100,000 1 2,400,000

・住民票の写し

・戸籍全部事項証明書 ○ 23,848 照会依頼・応答 17,908 5,940 1 100,000 1 2,400,000

・戸籍の附票の写し ○ 23,848 照会依頼・応答 17,908 5,940 1 100,000 1 2,400,000

・住民票の写し

・戸籍全部事項証明書 ○ 23,848 照会依頼・応答 17,908 5,940 1 10,000 1 240,000

・戸籍の附票の写し ○ 23,848 照会依頼・応答 17,908 5,940 1 10,000 1 240,000

・住民票の写し

・登記事項証明書

・戸籍全部事項証明書 ○ 23,848 照会依頼・応答 17,908 5,940 1 10,000 1 240,000

・住民票の写し

・登記事項証明書

57

58 ・給与支払報告書
・退職所得の特別徴収票
・給与所得の源泉徴収票
・退職所得の源泉徴収票
・年金支払報告書
・公的年金等の源泉徴収票

・健診情報 ○ 20,153 照会依頼・応答 17,908 2,245 1 2,000,000 2 42,000,000

・予防接種歴情報 ○ 18,928 照会依頼・応答 17,908 1,020 1 2,000,000 2 38,000,000

・健診情報 ○ 20,153 照会依頼・応答 17,908 2,245 1 1,000,000 1 21,000,000

・予防接種歴情報 ○ 18,928 照会依頼・応答 17,908 1,020 1 1,000,000 1 19,000,000

・健診対象者情報 ○ 27,748 照会依頼・応答 17,908 9,840 1 1,000,000 1 28,000,000

・予防接種対象者情報 ○ 27,748 照会依頼・応答 17,908 9,840 1 1,000,000 1 28,000,000

61

62

・介護保険受給資格証明書 ○ 27,748 照会依頼・応答 17,908 9,840 1 200,000 2 5,600,000

・意見書 ○ 27,748 照会依頼・応答 17,908 9,840 1 200,000 2 5,600,000

・実施調査結果（特記事項） ○ 27,748 照会依頼・応答 17,908 9,840 1 200,000 2 5,600,000

・一次判定結果 ○ 27,748 照会依頼・応答 17,908 9,840 1 200,000 2 5,600,000

・所得証明書 ○ 19,962 照会依頼・応答 17,908 2,054 3 200,000 2 12,000,000

64

65

試算対象ユースケースの合計
[KB]

9,173,538,531 716,362 3,581,809 7,163,617 71,636,172

母子・寡婦福祉資金貸付申請手続の効率化

添付削減（住
民票）

確定申告手続の効率化（長期譲渡所得の課税の特例）

医療機関との連携による診断書の添付省略
※具体的な手続の例については、他ユースケースに含まれているため詳細は記
載しない（№26など）

地域がん登録等における予後の追跡

難病等の医学研究におけるデータの蓄積

保険証のICカード化

乳幼児健診履歴等の把握による児童虐待等の早期発見

介護保険認定情報の引継ぎ

引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎ（６）医療・介護等のサービ
スの質向上

法定調書提出の効率化

贈与税の申告手続の効率化（住宅取得等資金の非課税）

特別児童扶養手当等の認定手続の効率化（住民票の省略）
※№6と同一ユースケース

心身障害者扶養共済の加入手続の効率化

贈与税の申告手続の効率化（相続時精算課税選択）

贈与税の申告手続の効率化（配偶者控除の特例）

確定申告手続の効率化（特定居住用財産の譲渡損失の特例）

確定申告手続の効率化（居住用財産交換の課税の特例）

確定申告手続の効率化（居住用財産の買換えの課税の特例）

年金に関する
手続の効率化

児童扶養手当の認定手続の効率化（住民票の省略）
※№5と同一ユースケース

確定申告手続の効率化（居住用財産の譲渡所得の特別控除）

確定申告手続の効率化（特定の改修工事の特別控除）

介護被保険者の要介護認定者総数4,846,000人の人口割合3.8%お
よび年間の市町村間の人口移動数5,084,579人から試算：
5,084,579人×3.8%
（住民基本台帳人口移動報告　平成22年基本集計結果、平成21年度
介護保険事業状況報告（年報）より）

37,483

159,040

624,720

749,664

268,63026,863

3,748

375

187

62,472

74,966

3,748

1,874

29,417

課題ア業務量調査結果より

課題ア業務量調査結果より

43,730

18,742

35,963

87

課題ア業務量調査結果より

課題ア業務量調査結果より

313,128

3,596

9

159,266

3,131,279

15,927

189,759

課題ア業務量調査結果より

課題ア業務量調査結果より

・保険者別食費・居住費に係る負担限度額認定の年間申請総数：
1,228,556件
（平成21年度介護保険事業状況報告（年報）より）

課題ア業務量調査結果より

課題ア業務量調査結果より

15,904

1

10,429

36,295

1,897,587

1,043

3,630

6

未熟児養育医療給付手続の効率化

年金の裁定請求の効率化

20,366,257

780

-

-

-結核児童の療育給付手続の効率化

-

231,764

-

2,709,347

102,343

13

5,732

養護老人ホーム入所の利用者負担額決定手続の効率化

社会福祉施設等の入所手続の効率化

助産の実施の給付手続の効率化

小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化

-

確定申告手続の効率化（居住用財産の買換えの控除）

確定申告手続の効率化（認定長期優良住宅の特別控除）

確定申告手続の効率化（住宅借入金の特別控除）

243,000,000

400,983,356

1,335,556

4,647,886

20,395,232

-

B

B

-

-

-

-

-

-

-

51,170

396

- 長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく長期優良住宅建築等
計画の認定状況について（平成２４年１月末時点）より平成23年度
実績から試算

平成21年度の相続税人の数：134,493人
国税庁統計情報　平成21年より

相続税の申告手続の効率化（小規模宅地等の特例）

4,373

1,874

平成21年度の贈与税配偶者控除の人員：66,505人
国税庁統計情報　平成21年より

平成21年度の贈与税住宅取得等資金の贈与額の人員：21,029人
国税庁統計情報　平成21年より

0歳～14歳までの人口合計数17,054,019の人口割合13.4%および
年間の市町村間の人口移動数5,084,579人から試算：5,084,579
人×13.4%
（住民基本台帳人口移動報告　平成22年基本集計結果、平成22年住
民基本台帳年齢別人口より）

乳児・幼児の健康診査の平成19年度実施数の合計から試算
（平成19年度地域保健・老人保健事業報告の概況より）

平成21年度の贈与税相続時精算課税分の人員：66,505人
国税庁統計情報　平成21年より

-

-

医療機関における保険資格の確認
※№59に含む（被保険者証がＩＣカードかどうかだけの違いであるため）

C

B

D

D

C

C

C

13,431

94

187

1,874

31,236

37,483

2,68634,400,000

4,605,300

11,088

5,600,000

2,400,000

4,800,000

240,000

80,000,000

480,000

96,000,000

937

2,187

4

1,798

363

18,976

1,593

31,313

360

1

187

437

156,564

1,590

0 0

7,952

6,247
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１１
運用検証の対象
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１. 運用検証の対象

児童扶養手当認定請求手続を対象に、他団体との情報連携に関する処理を中心に運用検証を行います。
情報連携実 後 童扶養 定請求 流

他自治体、年金保険者と電子的に連携します。

※民間企業とは、従来どおり紙等による連携と

認定請求は窓口で行ないます。

情報連携実現後の児童扶養手当認定請求の流れを以下に示します。

市町村（現住所地）

《児童扶養手当》《児童扶養手当》

状況把握

市町村
（本籍地）

戸籍戸籍

照会応答

住民
（利用者）

児童扶養手当
認定請求書 戸籍全部事項証明書

振込先口座

※民間企業とは、従来どおり紙等による連携と
します。

照会応答

市町村
（１月１日住所地）（台帳）

Ａさん

審査

振込先口座
のわかるもの

別居監護申立書 戸籍との情報連携も実現
できている姿を描きます。

個人住民税個人住民税

照会応答

児童扶養手当

所得証明書賦課・給付

住民票の写し
年金保険者

日本年金機構

国家公務員共済組合

児童扶養手当
支給決定通知書

年金受給情報

住民基本台帳住民基本台帳

住民票

戸籍戸籍

戸籍全部事項証明書

照会応答
児童扶養手当
不支給決定通知

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

戸籍戸籍

個人住民税個人住民税

所得証明書

都道府県が業務を行
う場合は、庁内の連携
はなく、すべて他組織
（市町村、住基ネット）

照会応答 庁内の他業務システムとは地
域情報プラットフォームに準拠
した形で庁内連携が実現でき
ているものとします。

3

住基ネット
住民票の写し

※子どもが別居している場合は、
他市町村との連携となる

との連携となる。 照会応答



２２
他団体との情報連携の考え方
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２. 他団体との情報連携の考え方

他団体との情報連携の考え方を以下に示します。

情報提供ネット
ワークシステム【照会元の団体（児童扶養手当）】 【照会先の団体（個人住民税）】

情報連携のイメージ

ワ クシステム

業務システム
参照用
DB

業務システム

依頼

DB

情報連携の際は 直接業務システムの

回答

情報連携で他団体へ送る情報は、
あらかじめ連携用のデータベースに情報連携の際は、直接業務システムの

情報を参照するのではなく、連携用の
データベース（以下、参照用DB）に登録
された情報を参照します。

【照会応答の方法について】

あらかじめ連携用のデ タベ スに
登録しておきます。

 参照用ＤＢには、連携するための情報とともに、自動で応答してよいか、職員の判断が必要か、といった区別を登録しておきます。

 照会依頼があった場合、その内容に基づいて、「① システムによる自動応答」もしくは「② 職員による手動応答」を行います。

 参照用ＤＢには、応答方法として、以下のような内容を登録しておきます。

【照会応答の方法について】

応答方法の区別 システムの処理 備考

自動 ・自動で回答（保有情報）を即時送信 ・通常の設定

手動1～手動10 ・職員の操作端末に通知 ・情報提供により、住民が不利益等を被る可能性があるが状況次第で提供できる場合の

5

手動 手動
※理由により区別

職員の操作端末に通知
（送信の是非は職員判断）

情報提供により、住民が不利益等を被る可能性があるが状況次第で提供できる場合の
設定（ＤＶ対象者等）

却下 ・自動で回答（却下の旨）を即時送信 ・情報提供により、住民が不利益等を被る場合の設定



２. 他団体との情報連携の考え方

【手動による照会応答の方法について】

手動応答の方法 メリット デメリット

 職員による手動応答には、「②-1 専用端末から行う方式」と「②-2 既存の業務端末から行う方式」があります。自治体様には、ご都合に

あった方式でご対応いただく想定です。

手動応答の方法 メリット デメリット

専用端末から行う方式 ・業務システムの改修を最小限に抑えられる ・複数の端末を扱う（使い分ける）必要が生じる

既存の業務端末から行う方式 ・一つの端末で対応できる ・業務システムの改修が増える

 参照用DBに情報が格納されていなかった場合には、専用端末から直接入力し回答を行ないます。

（「③専用端末から直接入力」）（「③専用端末から直接入力」）。

6

２. 他団体との情報連携の考え方

業務端末から一連の照会操作を行なう場合の情報連携のイメージを以下に示します。
情報提供ネット
ワークシステム【照会元の団体】 【照会先の団体】

業務システム群連携インターフェース機能等業務システム群

業務端末

①
システム

連携インターフェース機能等

参照用
ＤＢ

依頼

回答 フラグが「自動」「却下」
の場合は、即時で回答
が送信されます。

による
自動応答

フラグが「手動」の場合
は 職員の判断のもと

業務システム群業務システム群

業務端末 依頼

②
職員
による

【照会元の団体】 【照会先の団体】
は、職員の判断のもと
回答が送信されます。

Push型通知

連携インターフェース機能等 連携インターフェース機能等

専用端末

回答

②-1 専用端末から行う方式

による
手動応答 参照用

ＤＢ

業務端末

受領済メッセージ

業務端末

回答

②-2 既存の業務端末から行う方式

参照用DBにデータがな

業務システム群業務システム群

【照会元の団体】 【照会先の団体】

業務端末 依頼
参照用

い場合、専用端末から
直接入力、回答します。

③

専用端末
から直接

Push型通知

連携インターフェース機能等 連携インターフェース機能等

7

専用端末

回答

参照用
ＤＢ

から直接
入力

受領済メッセージ



３３
登場人物（ペルソナ）の設定
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３. 登場人物（ペルソナ）の設定

ペルソナのバリエーション

運用検証を実施するにあたり、内容の具体化を図るため、以下に示す架空のユーザをペルソナとして設定します。
架空のユーザは、母子世帯（子どもと同居）／父子世帯（子どもと別居）の２パターンを準備しています。

（ペルソナＡ）母子世帯（子どもと同居）の場合

静田陽子さん一家静田陽子さん一家

一家の住所一家の住所
（静岡県掛川市）（静岡県掛川市）

福田誠さん一家福田誠さん一家

（ペルソナＢ）父子世帯（子どもと別居）の場合

福田三郎さん一家福田三郎さん一家

住所（ ）住所（ ）一家の住所一家の住所
（（福岡県北九州市）福岡県北九州市）

9

一家の住所（子どもの別居先）一家の住所（子どもの別居先）
（静岡県富士宮市）（静岡県富士宮市）



３. 登場人物（ペルソナ）の設定

（ペルソナＡ）の具体的な内容

世帯主１人、子供１人の２人家族

母子世帯（子どもと同居）の場合として、予め設定しているペルソナの内容を以下に示します。

静田陽子さん一家（掛川市在住）

NoNo 世帯構成世帯構成 氏名氏名 続柄続柄 年齢年齢 状態状態

１ 世帯主 静田 陽子 本人 ２９歳  国民年金に加入

静田陽子さん 家（掛川市在住）

１ 世帯主 静田 陽子 本人 ２９歳  国民年金に加入
 本籍地は現住所地
 1月1日住所地は富士宮市
 夫と離婚した

２ 子供 静田 陸 長男 ５歳

※請求の背景：夫と離婚したことを受けて、児童扶養手当認定請求を行う。

10

３. 登場人物（ペルソナ）の設定

（ペルソナＢ）の具体的な内容

世帯主１人の単身家族（子どもは世帯主の父母のところに別居）

父子世帯（子どもと別居）の場合として、予め設定しているペルソナの内容を以下に示します。

福田誠さん一家（北九州市在住） 福田三郎さん一家（富士宮市在住）

NoNo 世帯構成世帯構成 氏名氏名 続柄続柄 年齢年齢 状態状態

１ 世帯主 福田 誠 本人 ３０歳  国民年金に加入
 本籍地は富士宮市
 1月1日住所地は富士宮市
 妻と死別した

NoNo 世帯構成世帯構成 氏名氏名 続柄続柄 年齢年齢 状態状態

１ 世帯主 福田 三郎 本人 ６６歳  福田誠さんの父親

２ 配偶者 福田 千代子 配偶者 ６５歳  福田誠さんの母親

３ 孫 福田 大輝 孫 ５歳  父親と別居している

11

３ 孫 福田 大輝 孫 ５歳 父親と別居している

※請求の背景：富士宮市から北九州市に一時出稼で単身引越したことを受けて、児童扶養手当認定請求を行う。



４４
シナリオの詳細
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４．シナリオの詳細

番号制度導入後の児童扶養手当の認定処理の流れを以下に示します。

４－１ 住民の申請 STEP1-1 請求書の提出

STEP2-1 請求書の受付

４－２ 市（照会元）の運用① STEP2-2 庁内他業務の情報取得
※児童扶養手当担当課

STEP2 2 庁内他業務の情報取得

STEP2-3 他団体の情報取得

４－３ 他団体（照会先）の運用
※個人住民税担当課 STEP3-2 照会依頼に対する回答（照会応答）

STEP3-1 参照用DBへの情報登録（事前準備）

※個人住民税担当課 STEP3 2 照会依頼に対する回答（照会応答）

４ ４ 市（照会元） 運用②
STEP4-1 照会応答の取込

４－４ 市（照会元）の運用②
※児童扶養手当担当課 STEP4-2 請求内容の審査

STEP4 1 照会応答の取込

13

４－５ 事後確認 STEP5-1 照会依頼、照会回答の状況確認



４－１４ １
住民の申請

ＳＴＥＰ１-１ 請求書の提出
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４－１．住民の申請

処理の概要

情報連携が実現したときに想定される住民の処理を以下に示します。

● 認定請求に必要となる書類等（民間企業発行の書類等）を予め準備します。

● 現住所地の窓口で申請書等を受け取り 自身のマイナンバー等の必要事項を記入します● 現住所地の窓口で申請書等を受け取り、自身のマイナンバ 等の必要事項を記入します。

● 記入済の申請書等と準備した書類等を窓口に提出します。

15



ＳＴＥＰ１-１

請求書 提出請求書の提出
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４－１．住民の申請

窓口訪問

窓口訪問 申請書作成 提出

処理イメージ

住民住民住民住民
認定請求に必要となる
書類等を準備

住民住民住民住民

自宅自宅自宅自宅

ICカード

など

役所（現住所地）役所（現住所地）役所（現住所地）役所（現住所地）

住民住民 ① 認定請求に必要となる書類等を用意し、現住所地の児童扶養手当窓口を
訪問する。

[予め準備するもの]
・身分を証明するもの
・マイナンバーのわかるもの（ICカード等）

17

・振込先口座のわかるもの（通帳等） など



４－１．住民の申請

申請書作成

窓口訪問 申請書作成 提出

処理イメージ
住民住民

養手

認定請求に必要となる
申請書等を記載

住民住民

児童扶養手当
認定請求書

マイナンバー ■■■
児童扶養手当
認定請求書

マイナンバ
氏名

・・・

【情報照会先】

■■■
■■■

■■■

別居監護申立書
※

1月1日住所地
本籍地

■■■
■■■

※（ペルソナＡ）の場合は不要

住民住民 ① 窓口にて認定請求に必要となる申請書等を入手する。

② 申請書等に 自身のマイナンバーを記載する② 申請書等に、自身のマイナンバーを記載する。

③ １月１日住所地や本籍地等、自身の情報の保有先（情報照会先）を記載する。

④ その他必要事項を記載する。
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４－１．住民の申請

提出

窓口訪問 申請書作成 提出

処理イメージ

お願いします。
住民住民

申請書等一式を提出

別居監護
申立書

児童扶養手当
認定請求書担当者

ICカード

申立書

児童扶養手当窓口児童扶養手当窓口
など

① 記入した児童扶養手当認定請求書と予め準備した書類（ICカードなど）を児童扶養手当窓口
に提出する。

住民住民

19



４－２４ ２
市（照会元）の運用①

ＳＴＥＰ２-１ 請求書の受付

ＳＴＥＰ２-２ 庁内他業務の情報取得

ＳＴＥＰ２-３ 他団体の情報取得ＳＴＥＰ２ ３ 他団体の情報取得
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４－２．市（照会元）の運用①

処理の概要処理の概要

情報連携が実現したときに想定される市（照会元）の職員の処理を以下に示します。

● 住民の本人性、住民登録有無、マイナンバーの真正性等を確認し、申請を受け付けます。

● 請求者及び対象児童等の情報を庁内他業務から取得します● 請求者及び対象児童等の情報を庁内他業務から取得します。

● 庁内で取得できなかった情報について、他団体から取得します。

21



ＳＴＥＰ２-１

請求書 受付請求書の受付
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４－２．市（照会元）の運用①

内容確認

内容確認
申請者情報

検索
受付

処理イメージ 住民住民

申請書等一式を受取

別居監護
申立書

児童扶養手当
認定請求書

確認します。 担当者

ICカード

申立書
認定請求書

など
児童扶養手当窓口児童扶養手当窓口

① 児童扶養手当認定請求書等一式を住民から受け取る。

② 提出された身分を証明するものを基に、対面で住民の本人確認を行う。

児童扶養手当児童扶養手当
窓口担当者窓口担当者

② 提出された身分を証明するものを基に、対面で住民の本人確認を行う。

③ 提示された申請書等一式の形式チェックを行う。

④ マイナンバーの真正性の確認を行う。
※具体的な確認方法は国で検討中

23

※具体的な確認方法は国で検討中
ＩＣカード内の証明書で確認する、付番機関への問い合わせを行う、など



４－２．市（照会元）の運用①

申請者情報検索（住民登録チェック） 現住所地

内容確認
申請者情報

検索
受付

処理イメージ

①
住民基本台帳

システム
窓口担当者

児童扶養手当
システム

②、③

①
システムシステム

住民登録
情報

児童扶養手当課児童扶養手当課 住民課住民課住民課住民課

②、③ 情報

① 申請書のマイナンバー（または基本４情報）で、住民基本台帳システムに住民の住民登録有
無を問い合わせる。

児童扶養手当児童扶養手当
窓口担当者窓口担当者

② 住民の住民登録が確認できた場合は、住民の住民登録情報（審査に必要な部分のみ）を児
童扶養手当システムに取り込む。

③ 住民の住民登録が確認できなかった場合は、住民または住民課に問い合わせる。

24

③ 場

４－２．市（照会元）の運用①

受付（住民の帰宅）

内容確認
申請者情報

検索
受付

処理イメージ請求を受け付けました。
結果が出るまで

住民住民住民住民
結果が出るまで

２週間程度かかります。

わかりました。

住民住民住民住民

自宅自宅自宅自宅担当者

役所（現住所地）役所（現住所地）役所（現住所地）役所（現住所地）

児童扶養手当窓口児童扶養手当窓口

① 住民登録が確認できた場合は、認定請求を受け付けた旨を住民に伝える。
住民登録が確認できない場合は、申請を受け付けられない旨を伝える。

児童扶養手当児童扶養手当
窓口担当者窓口担当者

住民登録が確認できない場合は、申請を受け付けられない旨を伝える。

住民住民 ② 帰宅する。

25



ＳＴＥＰ２-２

庁内他業務 情報 得庁内他業務の情報取得

26

４－２．市（照会元）の運用①

庁内情報取得 現住所地

庁内情報の
取得

処理イメージ

①
戸籍システム

担当者 児童扶養手当
システム

②

①

戸籍全部事項
証明書※

システム

戸籍課戸籍課戸籍課戸籍課

②
※（ペルソナＡ）の場合の例。

（ペルソナＢ）においては、
庁内情報取得はなし（住基のみ）。

児童扶養手当課児童扶養手当課

児童扶養手当課児童扶養手当課
担当者担当者 ① 親子関係や婚姻関係を確認するために、庁内の戸籍システムから戸籍全部事項証明書を取

得する。

② 戸籍システムから取得した情報を児童扶養手当システムに取り込む。

27



ＳＴＥＰ２-３

他 体 情報 得他団体の情報取得

28

４－２．市（照会元）の運用①

他団体への照会依頼

他団体への
照会依頼

照会応答の
受信・検証

照会応答の
取込

処理イメージ

連携イ タ 機能等業務シ テム群

処理イメージ

現住所地（照会元）

日本年金機構日本年金機構日本年金機構日本年金機構

他団体（照会先）

連携インターフェース機能等業務システム群

①、②
１月１日住所地１月１日住所地１月１日住所地１月１日住所地

メッセージ
作成

署名付与・
送信

③
日本年金機構日本年金機構日本年金機構日本年金機構

担当者 依頼

参照用
ＤＢ

児童扶養手当課児童扶養手当課

業務端末

児童扶養児童扶養
手当課担当者手当課担当者

児童扶養手当課児童扶養手当課

① 庁内で取得できなかった情報について、申請内容を基に、業務端末から照会対象者と照会
先等を入力し、他団体への照会依頼を行う。先等を入力し、他団体への照会依頼を行う。

② 入力内容から依頼メッセージを自動で生成する。

③ 予め登録されている署名を依頼メッセージに自動的に付与して、指定された照会先に送信
する

連携インター連携インター
フェース機能等フェース機能等

業務システム群業務システム群

現住所地する。フェ ス機能等フェ ス機能等

児童扶養児童扶養
手当課担当者手当課担当者

処理イメージ 処理イメージ
現住所地

住基ネット担当者

依頼

④
④ 対象児童が別居している場合、住民基本台帳

ネットワークを活用して、対象児童の属する世帯
の住民票情報を取得し児童扶養手当システムに

29

住基ネット担当者 回答

児童扶養手当課児童扶養手当課

の住民票情報を取得し児童扶養手当システムに
取りこむ。



４－２．市（照会元）の運用①

照会応答の受信・検証

他団体への
照会依頼

照会応答の
受信・検証

照会応答の
取込

処理イメージ 処理イメージ

現住所地（照会元） 他団体（照会先）

連携インターフェース機能等業務システム群

１月１日住所地１月１日住所地１月１日住所地１月１日住所地

日本年金機構日本年金機構日本年金機構日本年金機構

ラ

受信・検証

担当者

参照用
ＤＢ回答

エラー

①、②
児童扶養手当課児童扶養手当課

① 照会先からの回答メッセージを自動的に受信する。

② 受信した回答メッセージについて、送信元、通信経路上の改ざん有無、職責の検証等を自
動的に行う（検証結果が正常の場合のみ 業務端末から回答内容の取り込みが可能）

連携インター連携インター
フェース機能等フェース機能等

動的に行う（検証結果が正常の場合のみ、業務端末から回答内容の取り込みが可能）。

検証事項 検証内容 検証結果

照会先（回答元） 照会先（回答元）が正しい団体であるか ＯＫ／ＮＧ 一つでも異常が
あれば 照会先

30

改ざんの有無 通信経路上で改ざんされていないか ＯＫ／ＮＧ

職責 連携の根拠法令に見合った職責からの回答であるか ＯＫ／ＮＧ

あれば、照会先
にエラーを返す

４－２．市（照会元）の運用①

照会応答の取込

他団体への
照会依頼

照会応答の
受信・検証

照会応答の
取込

処理イメージ

現住所地（照会元）

連携インターフェース機能等業務システム群

受信・検証
確認・

取り込み

担当者

②
回答

①
児童扶養手当課児童扶養手当課

取り込み

① 業務端末から、照会応答結果の取り込みを行う。

② 取り込んだ内容を確認する。必要に応じて、照会先に電話等で問い合わせる。

児童扶養児童扶養
手当課担当者手当課担当者

② 取り込んだ内容を確認する。必要に応じて、照会先に電話等で問い合わせる。

31



「市（照会元）の運用①」のここまでの流れについて、
システムで対応する部分の操作を行います。

児童扶養手当システムのログイン画面へ

32

このスライドは空白です。
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４－３４ ３
他団体（照会先）の運用

ＳＴＥＰ３-１ 参照用DBへの情報登録（事前準備）

ＳＴＥＰ３-２ 照会依頼に対する回答（照会応答）

34

４－３．他団体（照会先）の運用

処理の概要

情報連携が実現したときに想定される他団体（照会先）の職員の処理を以下に示します。

● 参照用ＤＢには、他団体に提供する可能性のある情報を予め登録しておきます。

● 照会元からの依頼に対して、回答を返します。● 照会元からの依頼に対して、回答を返します。

35



ＳＴＥＰ３-１

参 情報登録（事前準備）参照用ＤＢへの情報登録（事前準備）

36

４－３．他団体（照会先）の運用

参照用ＤＢへの情報登録（事前準備）

参照用ＤＢ
への登録

処理イメージ

照会先（１月１日住所地）

業務システム群

参照用ＤＢ ■所得情報

基本は「自動」でよいけれど、この人は「手動（職員が
判断）」としたほうがよさそうだ。

登録情報の
フラグが

「自動」「却下」

参照用ＤＢ

業務システム 業務システム業務システム

所得
情報

氏名 所得額 フラグ 補足

福田誠 6,000,000 自動

静田陽子 10,000,000 手動 高額滞納者

■所得情報

XXXX課課 YYYY課課

原本 原本

税務課税務課

原本 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

① 制度で規定され、他団体から提供が求められうる情報を予め登録する。

② 登録にあたっては、情報の特性や対象者の事情を踏まえ、自動応答可否を判定するための

業務システム群業務システム群

② 登録にあたっては、情報の特性や対象者の事情を踏まえ、自動応答可否を判定するための
フラグを付与する。

フラグの種類 システムの判断

自動 自動で回答（保有情報）を即時送信。

37

自動 自動 回答（保有情報） 即時送信。

手動1～手動10 職員の操作端末に通知（送信の是非は職員が判断）。

却下 自動で回答（却下の旨）を即時送信。



ＳＴＥＰ３-２

会依頼に対 答（ 会応答）照会依頼に対する回答（照会応答）

38

４－３．他団体（照会先）の運用

照会依頼の受信・検証

照会依頼の
受信・検証

照会応答

処理イメージ処理イメージ

照会元（現住所地） 照会先（１月１日住所地）

連携インターフェース機能等 業務システム群

依頼 受信・検証

①、②

参照用ＤＢOK

エラー

担当者

業務端末

児童扶養手当課児童扶養手当課

業務端末

① 照会元からの依頼メッセージを自動的に受信する。

② 受信した依頼メッセージについて、送信元、通信経路上の改ざん有無、職責の検証を自動
的に行なう（検証結果が正常の場合のみ 参照用ＤＢへの情報検索が可能）

連携インター連携インター
フェース機能等フェース機能等

的に行なう（検証結果が正常の場合のみ、参照用ＤＢへの情報検索が可能）。

検証事項 検証内容 検証結果

照会元（依頼元） 照会元（依頼元）が正しい団体であるか ＯＫ／ＮＧ

改ざんの有無 通信経路上で改ざんされていないか ＯＫ／ＮＧ
一つでも異常が

39

改ざんの有無 通信経路上で改ざんされていないか ＯＫ／ＮＧ

職責 連携の根拠法令に見合った職責からの依頼であるか ＯＫ／ＮＧ

根拠法令 マイナンバー法に規定された範囲であるか ＯＫ／ＮＧ

あれば、照会元
にエラーを返す



４－３．他団体（照会先）の運用

照会応答①

照会依頼の
受信・検証

照会応答

処理イメージ処理イメージ

照会元（現住所地） 照会先（１月１日住所地）

連携インターフェース機能等 業務システム群

参照用ＤＢ

①、②

登録情報の
フラグが

「自動」「却下」

担当者

業務端末

児童扶養手当課児童扶養手当課

署名・送信回答
メッセージ

作成
回答

③

業務端末

① 参照用ＤＢから該当する情報を検索し、付与されたフラグ（自動／手動／却下）を確認する。

② フラグの内容が「自動」「却下」であれば、システムが自動的に回答メッセージを作成する。

業務システム群業務システム群

② フラグの内容が 自動」 却下」であれば、システムが自動的に回答メッセ ジを作成する。

③ システムが予め登録された署名を回答メッセージに自動的に付与して送信する。連携インター連携インター
フェース機能等フェース機能等
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４－３．他団体（照会先）の運用

照会応答②

照会依頼の
受信・検証

照会応答

処理イメージ処理イメージ

照会元（現住所地） 照会先（１月１日住所地）

連携インターフェース機能等 業務システム群

参照用

① ② Push型通知

参照用ＤＢ

③
担当者

業務端末

端末
登録情報の
フラグが
「手動」

④

児童扶養手当課児童扶養手当課

署名・送信回答
メッセージ

作成
回答

⑤ 税務課税務課税務課税務課

業務端末

担当者

① 参照用ＤＢから該当する情報を検索し、付与されたフラグ（自動／手動／却下）を確認する。

② フラグの内容が「手動」であれば、担当者にＰｕｓｈ型で通知が送られる。

業務システム群業務システム群

② フラグの内容が 手動」であれば、担当者にＰｕｓｈ型で通知が送られる。

③ 担当者は、「専用端末」または「業務端末」から判断を行う。

④ 担当者の判断に応じた回答メッセージをシステムが作成する。

⑤ システムが予め登録された署名を回答メッセ ジに自動的に付与して送信する

連携インター連携インター
フェース機能等フェース機能等

41

⑤ システムが予め登録された署名を回答メッセージに自動的に付与して送信する。



４－３．他団体（照会先）の運用

照会応答③

照会依頼の
受信・検証

照会応答

処理イメージ 処理イメージ

照会元（現住所地） 照会先（１月１日住所地）

連携インターフェース機能等 業務システム群

参照用ＤＢ① ② Push型通知

担当者

業務端末 担当者
専用端末

登録情報
がない

児童扶養手当課児童扶養手当課

署名・送信回答
メッセージ

作成 ③
④

業務端末 担当者

回答

税務課税務課税務課税務課

① 参照用ＤＢから該当する情報を検索し、付与されたフラグ（自動／手動／却下）を確認する。

② 該当する情報がなければ、担当者にＰｕｓｈ型で通知が送られる。

業務システム群業務システム群

② 該当する情報がなければ、担当者にＰｕｓｈ型で通知が送られる。

③ 担当者が「専用端末」から直接入力して回答メッセージを作成する。

④ システムが予め登録された署名を回答メッセージに自動的に付与して送信する。連携インター連携インター
フェース機能等フェース機能等
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「他団体（照会先）の運用」のここまでの流れについて、
システムで対応する部分の操作を行います。

専用端末のログイン画面へ
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４－４４ ４
市（照会元）の運用②

ＳＴＥＰ４-１ 照会応答の取込

ＳＴＥＰ４-２ 請求内容の審査

44

４－４．市（照会元）の運用②

処理の概要処理の概要

情報連携が実現したときに想定される市（照会元）の職員の処理を以下に示します。

● 他団体（照会先）の回答待ちであった情報の取り込みを行います。

● 審査に必要な情報が全て揃った後 申請内容を審査し 結果の通知を行ないます● 審査に必要な情報が全て揃った後、申請内容を審査し、結果の通知を行ないます。

45



ＳＴＥＰ４-１

会応答照会応答の取込

46

４－４．市（照会元）の運用②

照会応答の受信・検証

照会応答の
受信・検証

照会応答の
取込

処理イメージ 処理イメージ

現住所地（照会元） 他団体（照会先）

連携インターフェース機能等業務システム群

１月１日住所地１月１日住所地１月１日住所地１月１日住所地

日本年金機構日本年金機構日本年金機構日本年金機構

ラ

受信・検証

担当者

参照用
ＤＢ回答

エラー

①、②
児童扶養手当課児童扶養手当課

① 照会先からの回答メッセージを自動的に受信する。

② 受信した回答メッセージについて、送信元、通信経路上の改ざん有無、職責の検証等を自
動的に行う（検証結果が正常の場合のみ 業務端末から回答内容の取り込みが可能）

連携インター連携インター
フェース機能等フェース機能等

動的に行う（検証結果が正常の場合のみ、業務端末から回答内容の取り込みが可能）。

検証事項 検証内容 検証結果

照会先（回答元） 照会先（回答元）が正しい団体であるか ＯＫ／ＮＧ 一つでも異常が
あれば 照会先

47

改ざんの有無 通信経路上で改ざんされていないか ＯＫ／ＮＧ

職責 連携の根拠法令に見合った職責からの回答であるか ＯＫ／ＮＧ

あれば、照会先
にエラーを返す



４－４．市（照会元）の運用②

照会応答の取込

照会応答の
受信・検証

照会応答の
取込

処理イメージ

現住所地（照会元）

連携インターフェース機能等業務システム群

受信・検証
確認・

取り込み

担当者

②
回答

①
児童扶養手当課児童扶養手当課

取り込み

① 業務端末から、照会応答結果の取り込みを行う。

② 取り込んだ内容を確認する。必要に応じて、照会先に電話等で問い合わせる。

児童扶養児童扶養
手当課担当者手当課担当者

② 取り込んだ内容を確認する。必要に応じて、照会先に電話等で問い合わせる。
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このスライドは空白です。
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ＳＴＥＰ４-２

請求内容 審査請求内容の審査
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４－４．市（照会元）の運用②

審査

請求内容の
審査

結果通知書
交付

処理イメージ
庁内保有情報庁内保有情報庁内保有情報庁内保有情報

担当者

庁内保有情報庁内保有情報庁内保有情報庁内保有情報

・住民登録情報※

・戸籍情報※

①

・所得情報※

・年金受給情報※

②

決裁権者

他団体保有情報他団体保有情報他団体保有情報他団体保有情報②

児童扶養手当課児童扶養手当課
※（ペルソナＡ）の場合の例。（ペルソナＢ）においては、庁内保有情報：
住民登録、他団体保有情報：戸籍、所得、年金、住民登録

児童扶養児童扶養
手当課担当者手当課担当者 ① 審査に必要な情報が全て揃った後、申請内容の審査を行う。

② 現状と同様の方法（紙で出力するなど）で決裁を行う児童扶養手当児童扶養手当 ② 現状と同様の方法（紙で出力するなど）で決裁を行う。児童扶養手当児童扶養手当
課決裁権者課決裁権者
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４－４．市（照会元）の運用②

結果通知書交付

請求内容の
審査

結果通知書
交付

処理イメージ 処理イメージ
ご苦労さまです。ご苦労さまです。

①

担当者

③
児童扶養手当
審査結果
通知書

① 審査結果
通知書

住民住民

②
〒

児童扶養手当課児童扶養手当課

① 審査結果通知書を出力する。

② 審査結果通知書を住民に郵送で送付する

児童扶養児童扶養
手当課担当者手当課担当者

② 審査結果通知書を住民に郵送で送付する。

住民住民 ③ 審査結果通知書を受け取る。
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「市（照会元）の運用②」のここまでの流れについて、
システムで対応する部分の操作を行います。

児童扶養手当システムのログイン画面へ
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４－５４ ５
事後確認

ＳＴＥＰ５-１ 照会依頼、照会回答の状況確認

54

４－５．事後確認

処理の概要

情報連携が実現したときに想定される市（照会元）及び他団体（照会先）の職員の処理を以下に示します。

● 他団体と連携した情報の履歴を必要に応じて確認します。
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ＳＴＥＰ５-１

会依頼 会 答 状況確照会依頼、照会回答の状況確認
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４－５．事後確認

事後決裁への対応

事後決裁
への対応

処理イメージ
決裁権者
（紙決裁）

照会元、照会先

担当者

事後決裁をお願いしよう

紙に印刷

端末

決裁権者
（電子決裁）

データ電子で送信

担当課担当課

端末
デ タ電子で送信

担当者担当者 ① 担当者が、決裁権者が事後決裁を行う際の書類の印刷や電子決裁システムへのデータの
送信を行う。

② 決裁権者が決裁を行う。決裁権者決裁権者
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４－５．事後確認

問い合わせへの対応

問い合わせ
への対応

処理イメージ 処理イメージ

照会元、照会先

お待ちください

自宅

住民

○月×日に提出した
認定請求の状況を教えて
いただきたいのですが。

お待ちください。
・・・1月1日住所地の△△
市から所得情報の回答を
待っている状況です。

端末

担当課担当課

担当者

担当者担当者 ① 住民や職員からの問い合わせがあった際に、該当する案件の状況を確認し、問い合わせに
適切に対応する。
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４－５．事後確認

内部チェックへの対応

内部チェック
への対応

処理イメージ

照会元、照会先

決裁権者なにか問題は
起こっていないか？

端末

担当課担当課

① 決裁権者が部署全体の照会履歴を確認し、不適切な照会をしていないかチェックする。決裁権者決裁権者
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「事後確認」のここまでの流れについて、
システムで対応する部分の操作を行います。

児童扶養手当システムのログイン画面へ

60

終了です。
ご協力ありがとうございました。
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１１
運用検証の対象

2

１. 運用検証の対象

生活保護受給申請手続を対象に、他団体との情報連携に関する処理を中心に運用検証を行います。
情報連携実現後の生活保護受給申請の流れを以下に示します

利用者
（住民）

都道府県
市町村

（本籍地）
市町村

（１月１日住所地）
市町村

（固定資産所在地）
市町村（現住所地）

国民健康保険 障害者福祉後期高齢者医療 介護保険

他自治体、年金保険者等と電子的に連携します。
※民間企業とは、従来どおり紙等による連携とします。

情報連携実現後の生活保護受給申請の流れを以下に示します。

（住民）

《生活保護》
戸籍

照会応答

個人住民税

保護申請書

Ａさん

照会応答

固定資産税

照会応答

生活歴申告書

戸籍全部事項証明書 所得証明書

国民健康保険

照会応答

障害者福祉

照会応答

後期高齢者医療

照会応答

国民健康保険
加入情報

手帳情報後期高齢者医療
保険加入情報

子ども手当受給情報 児童扶養手当受給情報 軽自動車車両情報

介護保険

照会応答

介護保険資格・
高額給付情報戸籍の附票の写し

固定資産情報

収入申告書 戸籍、固定資産との情報連携が戸籍、固定資産との情報連携が

年金保険者

日本年金機構

国家公務員共済組合

医療保険者

年金受給情報
（各種）国民健康保険組合

子ども手当

照会応答

軽自動車税

照会応答

《児童扶養手当》

照会応答

子ども手当受給情報 児童扶養手当受給情報 軽自動車車両情報

《福祉》

通知受領賃貸契約書（写）

資産申告書

申請は窓口で行ないます。

戸籍、固定資産 情報連携
実現できている姿を描きます。
戸籍、固定資産との情報連携が
実現できている姿を描きます。

公共職業安定所

運輸支局

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

雇用保険給付金

自動車

全国健康保険協会

（各種）健康保険組合

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興

医療保険加入情報

雇用保険受給情報

住基ネット

労働基準監督署

労災

労災受給情報状況把握

自動車

金融機関 保険会社 医療機関

日本私立学校振興
・共済事業団

銀行預金額

郵便局

郵便貯金額

簡易保険加入

医療要否意見
書

住民票の写し

生命保険解約

生命保険加入
情報

自動車車両情報

民生委員

民生委員意見書

雇用主

給与所得情報

《公費負担医療》

《小児慢性特定疾患医療》

《福祉》

《特別児童扶養手当》審査
保護決定通知書

公費負担医療証情報 福祉手当受給情報

簡易保険加入
情報 検診書

生命保険解約
金額

庁内の他業務システムと
は地域情報プラットフォー
ムに準拠した形で庁内連

（台帳）

照会応答
《結核児童療育給付》

照会応答
《特別児童扶養手当》審査

生活保護受給証

・
・

《未熟児養育医療》

賦課・給付
徴収・支給

《母子・寡婦福祉資金》

・
・

通知

保護決定情報
3

ムに準拠した形で庁内連
携が実現できているものと
します。



２２
他団体との情報連携の考え方

4

２. 他団体との情報連携の考え方

他団体との情報連携の考え方を以下に示します。

情報提供ネット
ワークシステム【照会元の団体（生活保護）】 【照会先の団体（個人住民税）】

情報連携のイメージ

業務システム
参照用
DB

業務システム

依頼

DB

情報連携の際は 直接業務システムの

回答

情報連携で他団体へ送る情報は、
あらかじめ連携用のデータベースに情報連携の際は、直接業務システムの

情報を参照するのではなく、連携用の
データベース（以下、参照用DB）に登録
された情報を参照します。

【照会応答の方法について】

あらかじめ連携用のデ タベ スに
登録しておきます。

 参照用ＤＢには、連携するための情報とともに、自動で応答してよいか、職員の判断が必要か、といった区別を登録しておきます。

 照会依頼があった場合、その内容に基づいて、「① システムによる自動応答」もしくは「② 職員による手動応答」を行います。

 参照用ＤＢには、応答方法として、以下のような内容を登録しておきます。

【照会応答の方法について】

応答方法の区別 システムの処理 備考

自動 ・自動で回答（保有情報）を即時送信 ・通常の設定

手動1～手動10 ・職員の操作端末に通知 ・情報提供により、住民が不利益等を被る可能性があるが状況次第で提供できる場合の

5

手動 手動
※理由により区別

職員の操作端末に通知
（送信の是非は職員判断）

情報提供により、住民が不利益等を被る可能性があるが状況次第で提供できる場合の
設定（ＤＶ対象者等）

却下 ・自動で回答（却下の旨）を即時送信 ・情報提供により、住民が不利益等を被る場合の設定



２. 他団体との情報連携の考え方

【手動による照会応答の方法について】

手動応答の方法 メリット デメリット

 職員による手動応答には、「②-1 専用端末から行う方式」と「②-2 既存の業務端末から行う方式」があります。自治体様には、ご都合に

あった方式でご対応いただく想定です。

手動応答の方法 メリット デメリット

専用端末から行う方式 ・業務システムの改修を最小限に抑えられる ・複数の端末を扱う（使い分ける）必要が生じる

既存の業務端末から行う方式 ・一つの端末で対応できる ・業務システムの改修が増える

 参照用DBに情報が格納されていなかった場合には、専用端末から直接入力し回答を行ないます。

（「③専用端末から直接入力」）（「③専用端末から直接入力」）。

6

２. 他団体との情報連携の考え方

業務端末から一連の照会操作を行なう場合の情報連携のイメージを以下に示します。
情報提供ネット
ワークシステム【照会元の団体】 【照会先の団体】

業務システム群連携インターフェース機能等業務システム群

業務端末

①
システム

連携インターフェース機能等

参照用
ＤＢ

依頼

回答 フラグが「自動」「却下」
の場合は、即時で回答
が送信されます。

による
自動応答

フラグが「手動」の場合
は 職員の判断のもと

業務システム群業務システム群

業務端末 依頼

②
職員
による

【照会元の団体】 【照会先の団体】
は、職員の判断のもと
回答が送信されます。

Push型通知

連携インターフェース機能等 連携インターフェース機能等

専用端末

回答

②-1 専用端末から行う方式

による
手動応答 参照用

ＤＢ

業務端末

受領済メッセージ

業務端末

回答

②-2 既存の業務端末から行う方式

参照用DBにデータがな

業務システム群業務システム群

【照会元の団体】 【照会先の団体】

業務端末 依頼
参照用

い場合、専用端末から
直接入力、回答します。

③

専用端末
から直接

Push型通知

連携インターフェース機能等 連携インターフェース機能等

7

専用端末

回答

参照用
ＤＢ

から直接
入力

受領済メッセージ



３３
登場人物（ペルソナ）の設定

8

３. 登場人物（ペルソナ）の設定

ペルソナの具体的な内容①

福岡花子さんを世帯主とした、花子さんの子と花子さんの母の３人世帯（香春町在住）

予め設定しているペルソナの内容を以下に示します。

福岡さん世帯（３人家族）

NoNo 世帯構成世帯構成 氏名氏名 続柄続柄 年齢年齢 状態状態

１ 世帯主 福岡 花子 本人 ４０歳  国民健康保険に加入

福岡さん世帯（３人家族）

１ 世帯主
（パート）

福岡 花子 本人 ４０歳  国民健康保険に加入
 国民年金に加入
 ひとり親医療を受給
 子ども手当を受給

２ 子ども 福岡 太郎 長男 １０歳  ひとり親医療を受給
 子ども手当対象児童

３ 母（無職） 香春 陽子 母 ７０歳  後期高齢者医療保険に加入

9

３ 母（無職） 香春 陽子 母 ７０歳  後期高齢者医療保険に加入
 国民年金を受給



３. 登場人物（ペルソナ）の設定

ペルソナの具体的な内容②

福岡さん世帯の系譜を以下に示します。

福岡さん世帯の系譜
陽子さんの
義母（死亡）

陽子さんの
義父（死亡）

陽子さんの父
（死亡）

陽子さんの母
（死亡）

陽子さん
陽子さんの夫

（死亡）
陽子さんの兄

（静岡清さん：７２歳）

花子さんの
義母（死亡）

花子さんの
義父（死亡）

花子さん
花子さんの夫

（死亡）
花子さんの義兄

（福岡亮さん：５０歳）
花子さんの義弟

（一郎さん
花子さんの妹

（北九州良子さん

太郎君

（死亡）（福岡亮さん：５０歳）

保護対象世帯

（ 郎さん
４０歳）

（北九州良子さん
３５歳）

10

保護対象世帯

３. 登場人物（ペルソナ）の設定

ペルソナの具体的な内容③

福岡花子さんの妹（香春陽子さんの子）家族

福岡さん世帯の扶養義務者の状況を以下に示します。

福岡花子さんの妹（香春陽子さんの子）家族

NoNo 続柄続柄 氏名氏名 年齢年齢 状況状況

１ 福岡花子さんの妹 北九州 良子 ３５歳 無職（専業主婦）１ 福岡花子さんの妹 北九州 良子 ３５歳 無職（専業主婦）

２ 福岡花子さんの義弟 北九州 一郎 ４０歳 会社勤め
北九州市に自宅を所有

NoNo 続柄続柄 氏名氏名 年齢年齢 状況状況

香春陽子さんの兄（花子さんの伯父）

１ 香春陽子さんの兄 静岡 清 ７２歳 国民年金受給者
静岡県御殿場市に自宅を所有

NoNo 続柄続柄 氏名氏名 年齢年齢 状況状況

１ 福岡花子さんの義兄 福岡 亮 ５０歳 会社勤め

福岡花子さんの義兄（太郎君の伯父）

11

１ 福岡花子さんの義兄 福岡 亮 ５０歳 会社勤め
静岡県御殿場市で借家住まい



４４
シナリオの詳細

12

４．シナリオの詳細

処理のステップ

４－１ 住民の申請 STEP1-1 申請書の提出

生活保護の受給申請の処理全体を、処理の主体ごとに分けて整理します。

４ １ 住民の申請 STEP1 1 申請書の提出

STEP2-1 申請書の受付

４－２ 都道府県（照会元）の対応

STEP2-2 世帯情報の確認

STEP2-3 庁内他業務、他団体の情報取得

STEP2-4 申請内容の審査

STEP2-5 照会依頼状況の事後確認

４ ３ 他団体（照会先）の対応 STEP3-2 照会応答状況の事後確認

STEP3-1 照会依頼に対する回答（照会応答）

４－３ 他団体（照会先）の対応 STEP3 2 照会応答状況の事後確認

STEP3-3 参照用ＤＢへの情報登録（事前準備）

13

４－４ 町村の対応（結果通知受取） STEP4-1 結果通知受取



４－１４ １
住民の申請

ＳＴＥＰ１-１ 申請書の提出

14

４－１ 住民の申請

処理の概要

情報連携が実現したときに想定される住民の処理を以下に示します。

● 福祉事務所の窓口で申請書等を受け取り、自身のマイナンバー等の必要事項を記入します。

● 記入済の申請書等と準備した書類等を窓口に提出します。

15



ＳＴＥＰ１-１

申請書 提出申請書の提出

16

窓口訪問

４－１ 住民の申請 窓口訪問 申請書作成STEP1‐1 提出

申請に必要となる書類
を準備 住民住民住民住民

自宅自宅自宅自宅 ＩＣカード

など

利用者利用者 ① 申請に必要となる書類を用意し、現住所地の都道府県福祉事務所の生活

福祉事務所福祉事務所福祉事務所福祉事務所

利用者利用者 ① 申請に必要となる書類を用意し、現住所地の都道府県福祉事務所の生活
保護担当窓口を訪問する。

[予め準備するもの]
身分を証明するもの

17

・身分を証明するもの
・マイナンバーのわかるもの（ICカード等） など



申請書作成

４－１ 住民の申請 窓口訪問 申請書作成STEP1‐1 提出

住民住民
申請に必要となる申請

生活保護申請書

申請に必要となる申請
書等を記載

生活保護申請書

マイナンバー
氏名

■■■
■■■生活保護申請書

資産申告書

・・・

【情報照会先】
1月1日住所地
本籍地

■■■

■■■
■■■本籍地 ■■■

住民住民 ① 窓口にて申請に必要となる申請書等を入手する。

② 申請書等に、自身のマイナンバーを記載する。

③ 本籍地や１月１日の住所地等、自身の情報の保有先（照会先）を記載する。

18

④ その他必要事項を記載する。

提出

４－１ 住民の申請 窓口訪問 申請書作成STEP1‐1 提出

お願 します
住民住民申請書類一式を提出

生活保護申請書

お願いします。
住民住民

生活保護申請書

申請書類一式を提出

ＩＣカード

など

① 記載した生活保護申請書一式と予め準備した書類（ICカードなど）を住民住民

生活保護担当窓口生活保護担当窓口

① 記載した生活保護申請書 式と予め準備した書類（ICカ ドなど）を

窓口に提示する。

住民住民

19



４－２４ ２
都道府県（照会元）の運用

ＳＴＥＰ２-１ 申請書の受付

ＳＴＥＰ２-２ 世帯情報の確認ＳＴＥＰ２-２ 世帯情報の確認

ＳＴＥＰ２-３ 庁内他業務、他団体の情報取得

ＳＴＥＰ２ ４ 申請内容の審査ＳＴＥＰ２-４ 申請内容の審査

ＳＴＥＰ２-５ 照会依頼状況の事後確認

20

４－２．都道府県（照会元）の運用

処理の概要

情報連携が実現したときに想定される職員の処理を以下に示します。

● 住民の本人性、住民登録有無、マイナンバーの真正性等を確認し、申請内容を受け付けます。

● 要保護世帯の必要な情報を庁内他業務、他団体から取得します。

● 要保護世帯の扶養義務者を特定し、扶養義務者の情報を他団体から取得します。

● 取得した情報を基に審査を行い、結果の通知を行います。

● 他団体と連携した情報の履歴を必要に応じて確認します● 他団体と連携した情報の履歴を必要に応じて確認します。

21



４－２．都道府県（照会元）の運用

ＳＴＥＰ２-１

申請書 受付申請書の受付

22

内容確認

内容確認 受付STEP2‐1４－２．都道府県（照会元）の運用

処理イメージ

住民住民
確認します。 申請書等一式を受取

別居監護
申立書

生活保護申請書

ICカード

申立書

など

生活保護窓口生活保護窓口

① 生活保護申請書等一式を住民から受け取る。

② 提出された身分を証明するものを基に 対面で住民の本人確認を行う

生活保護生活保護
窓口担当者窓口担当者

生活保護窓口生活保護窓口

② 提出された身分を証明するものを基に、対面で住民の本人確認を行う。

③ 提示された申請書等一式の形式チェックを行う。

④ マイナンバーの真正性の確認を行う。

23

※具体的な確認方法は国で検討中
ＩＣカード内の証明書で確認する、付番機関への問い合わせを行う、など



受付（申請者の帰宅）

内容確認 受付STEP2‐1４－２．都道府県（照会元）の運用

処理イメージ申請を受け付けました。
結果が出るまで

住民住民住民住民
結果が出るまで

２週間程度かかります。

わかりました。

住民住民住民住民

自宅自宅自宅自宅

福祉事務所福祉事務所福祉事務所福祉事務所

生活保護窓口生活保護窓口

① 申請書等一式の確認が終了したことを伝える。生活保護生活保護
窓口担当者窓口担当者

住民住民 ② 帰宅する。

24

このスライドは空白です。

25



４－２．都道府県（照会元）の運用

ＳＴＥＰ２-２

世帯情報 確世帯情報の確認

26

世帯情報の確認

世帯情報の
確認STEP2‐2４－２．都道府県（照会元）の運用

処理イメージ 処理イメージ

福祉事務所（照会元） 住基ネット等

生活保護
システム

頼

担当者

システム
依頼

回答①
生活保護課生活保護課

生活保護課生活保護課
担当者担当者

① 申請書をもとに、要保護者の世帯構成や、調査のために必要となる基本的な情報を
住民基本台帳ネットワーク等を活用して取得し、確認する。

◆ 要保護者の世帯構成
◆ 要保護者の本籍地
◆ 要保護者の現住所地、前住所地、1月1日時点の住所地

※ 町村から進達された申請書についても 同様の処理を行います※ 町村から進達された申請書についても、同様の処理を行います。

② 取得した情報を生活保護システムに取り込む。

27

※事前に相談があった方からの申請の場合は、相談時に生活保護システムに登録した内
容を確認する。



４－２．都道府県（照会元）の運用

ＳＴＥＰ２-３

庁内他業務 他 体 情報 得庁内他業務、他団体の情報取得

28

庁内情報取得 福祉事務所

庁内情報
取得

行政機関の
情報取得

民間の情報
取得STEP2‐3 扶養義務者

の把握４－２．都道府県（照会元）の運用

処理イメージ

①
担当者

生活保護
システム

《《福祉福祉》》《《福祉福祉》》

《《公費負担医療公費負担医療》》《《公費負担医療公費負担医療》》

②

①

公費負担
医療費情報

福祉手当
受給情報

生活保護課生活保護課

② 医療費情報

生活保護課生活保護課
担当者担当者

① 庁内のシステムから、公費負担医療情報、福祉手当受給情報を取得する。

② 取得した情報を生活保護システムに取り込む② 取得した情報を生活保護システムに取り込む。

29



行政機関の情報取得 （１）行政機関への照会依頼

４－２．都道府県（照会元）の運用
庁内情報
取得

行政機関の
情報取得

民間の情報
取得STEP2‐3 扶養義務者

の把握

処理イメージ 処理イメージ

他団体（照会先）福祉事務所（照会元）

①、②
現住所地町村現住所地町村現住所地町村現住所地町村

連携インターフェース機能等

メ セ ジ 署名付与
③

日本年金機構日本年金機構日本年金機構日本年金機構業務システム群

参照用
ＤＢ

メッセージ
作成

署名付与・
送信

③
依頼担当者

業務システム
端末

生活保護課生活保護課

① 申請書または、取得した保護世帯の情報を基に、業務システム端末から照会対象者と照会
先等を入力し、他行政機関への照会依頼を行う。

生活保護課生活保護課
担当者担当者

② 入力内容から依頼メッセージを自動で生成する。

③ 予め登録されている署名を依頼メッセージに自動的に付与して、指定された照会先に送信
する。

連携インター連携インター
フェース機能等フェース機能等

業務システム群業務システム群

30

４－２．都道府県（照会元）の運用

行政機関の情報取得 （２）照会応答の受信・検証

庁内情報
取得

行政機関の
情報取得

民間の情報
取得STEP2‐3 扶養義務者

の把握

処理イメージ 処理イメージ

福祉事務所（照会元） 他団体（照会先）

現住所地町村現住所地町村現住所地町村現住所地町村

連携インターフェース機能等 日本年金機構日本年金機構日本年金機構日本年金機構業務システム群

受信・検証

担当者

参照用
ＤＢ回答

エラー

①、②
生活保護課生活保護課

① 照会先からの回答メッセージを自動的に受信する。

② 受信した回答メッセージについて、送信元、通信経路上の改ざん有無、職責の検証を自動
的に行う（検証結果が正常の場合のみ 業務システム端末から回答内容の取り込みが可

連携インター連携インター
フェース機能等フェース機能等

的に行う（検証結果が正常の場合のみ、業務システム端末から回答内容の取り込みが可
能）。

検証事項 検証内容 検証結果

照会先（回答元） 照会先（回答元）が登録されている正しい団体であるか ＯＫ／ＮＧ
でも異常

31

照会先（回答元） 照会先（回答元）が登録されている正しい団体であるか ＯＫ／ＮＧ

改ざんの有無 通信経路上で改ざんされていないか ＯＫ／ＮＧ

職責 照会元（送信元）の正しい職責者からの依頼であるか ＯＫ／ＮＧ

一つでも異常
があれば、

照会先にエ
ラーを返す



４－２．都道府県（照会元）の運用

行政機関の情報取得 （３）照会応答の取込

庁内情報
取得

行政機関の
情報取得

民間の情報
取得STEP2‐3 扶養義務者

の把握

処理イメージ

福祉事務所（照会元）

連携インターフェース機能等業務システム群

受信・検証
確認・

取り込み

担当者

回答②

①
生活保護課生活保護課

取り込み

① 業務システム端末から、照会応答結果の取り込みを行う。

② 取り込んだ内容を確認する。必要に応じて、照会先に電話等で問い合わせる。

生活保護課生活保護課
担当者担当者

② 取り込んだ内容を確認する。必要に応じて、照会先に電話等で問い合わせる。
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民間の情報取得

庁内情報
取得

行政機関の
情報取得

民間の情報
取得STEP2‐3 扶養義務者

の把握４－２．都道府県（照会元）の運用

福祉事務所（照会元） 民間（照会先）

● 民間企業への照会は、現状通り、手作業で実施する。

処理イメージ
福祉事務所（照会元）

依頼

民間（照会先）

①

金融機関金融機関金融機関金融機関回答

①

②
依頼

郵便局郵便局郵便局郵便局
回答

②

生活保護課生活保護課

① 民間企業等への情報照会は、現状通りの方法で実施する。

：
回答生活保護課生活保護課

生活保護課生活保護課
担当者担当者

◆ 紙／郵送での問い合わせ

◆ 電話での問い合わせ

◆ 担当窓口訪問 等

担当者担当者

33

◆ 担当窓口訪問 等

② 民間企業等からの回答を受け取る。



扶養義務者の把握

庁内情報
取得

行政機関へ
の照会依頼

民間への照
会依頼STEP2‐3 扶養義務者

の把握４－２．都道府県（照会元）の運用

● 要保護者の本籍地から戸籍全部事項証明書を取得し、これを起点に扶養義務者を把握する。
● 要保護者の戸籍全部事項証明書は、連携インターフェース機能等を用いて取得する（①～⑤）が、それ以降、

必要な扶養義務者の情報は、これまで通り、手作業で入手する（⑥）。

処理イメージ 要保護者の本籍地要保護者の本籍地要保護者の本籍地要保護者の本籍地

福祉事務所（照会元）

連携インタ フ ス機能等業務システム群

他団体（照会先）

①②
参照用ＤＢ

メッセージ
作成

署名付与・
送信

③
依頼

連携インターフェース機能等業務システム群

確認・取り
込み

受信・検証

④⑤

回答

要保護者の本籍地へ
の照会以降は、これま

扶養義務者の本籍地扶養義務者の本籍地扶養義務者の本籍地扶養義務者の本籍地照会依頼 依頼

⑥

の照会以降は、これま
で通り、手作業で行い
ます。

回答受取

戸籍システム

回答
回答

⑥

生活保護課生活保護課
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調査へ

扶養義務者の把握

庁内情報
取得

行政機関へ
の照会依頼

民間への照
会依頼STEP2‐3 扶養義務者

の把握４－２．都道府県（照会元）の運用

① 業務システム端末から、要保護者と照会先である本籍地を入力し、照会依頼を行う。生活保護課生活保護課
担当者担当者

② 入力内容から依頼メッセージを自動で生成する。

③ 予め登録されている署名を依頼メッセージに自動的に付与して、指定された照会先に

業務システム群業務システム群

依
送信する。

④ 照会先から回答メッセージを自動的に受信する。
⑤ 受信した回答メッセージについて、送信元、通信経路上の改ざん有無、職責の検証を

自動的に行う

連携インター連携インター
フェース機能等フェース機能等

自動的に行う。
（検証結果が正常の場合のみ、業務システム端末から回答内容の取り込みが可能）。

※ 要保護者の戸籍情報取得後は これまで通りの処理方法で 必要な扶養義務者の情報を取得します

⑥ 扶養義務者の本籍地に、扶養義務者の情報を照会依頼し、必要な情報を取得する。
◆ 扶養義務者の現住所地

※ 要保護者の戸籍情報取得後は、これまで通りの処理方法で、必要な扶養義務者の情報を取得します。

生活保護課生活保護課
担当者担当者

◆ 扶養義務者の現住所地
◆ 扶養義務者の前住所地
◆ 扶養義務者の1月1日住所地

※ 扶養義務者の必要情報取得後、扶養義務者の資産等についての調査を行う。調査は、要保護者の調査と同様。

行政機関の情報収集（P30～32）、民間の情報取得（P33) 参照行政機関の情報収集（P30～32）、民間の情報取得（P33) 参照
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４－２．都道府県（照会元）の運用

ＳＴＥＰ２-４

申請内容 審査申請内容の審査

36

４－２．都道府県（照会元）の運用

審査

審査
結果通知
交付STEP2‐4 結果通知

連絡

処理イメージ
担当者

庁内保有情報庁内保有情報庁内保有情報庁内保有情報

①

担当者 ・公費負担医療費
・福祉手当受給有無/受給額

②

決裁権者

・個人住民税額
・年金受給額
・資産の有無

（固定資産、軽自動車）

②

他団体保有情報他団体保有情報他団体保有情報他団体保有情報

・各種手当等受給額 等

・銀行預金額
・郵便貯金額
・生命保険加入状況

民間企業民間企業民間企業民間企業

生命保険加入状況
：

生活保護課生活保護課

① 審査が可能な状態になったら、申請内容の審査を行う。
生活保護課生活保護課

担当者担当者

37

② 現状と同様の方法（紙で出力するなど）で決裁を行う。生活保護課生活保護課
決裁権者決裁権者



結果通知書交付

審査
結果通知
交付STEP2‐4 結果通知

連絡４－２．都道府県（照会元）の運用

処理イメージ 処理イメージ
ご苦労さまです。

①

担当者

③
生活保護結果

通知書

① 審査結果
通知書

住民住民

②
〒

生活保護課生活保護課

① 審査結果通知書を出力する。

② 審査結果通知書を住民に郵送で送付する

生活保護課生活保護課
担当者担当者

② 審査結果通知書を住民に郵送で送付する。

住民住民 ③ 審査結果通知書を受け取る。
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結果通知連絡

４－２．都道府県（照会元）の運用 審査
結果通知
交付STEP2‐4 結果通知

連絡

処理イメージ 処理イメージ

福祉事務所（通知元） 現住所地町村（通知先）

①、②

連携インターフェース機能等

メ セ ジ 署名付与
③

業務システム群 業務システム群

ＤＢ

メッセージ
作成

署名付与・
送信

③
通知担当者

業務システム
端末

生活保護課生活保護課

① 業務システム端末から、通知対象者を入力する。

② 入力内容から通知メッセ ジを自動で生成する業務 群業務 群

生活保護課生活保護課
担当者担当者

② 入力内容から通知メッセージを自動で生成する。

③ 予め登録されている署名を通知メッセージに自動的に付与して、指定された通知先に送信
する。

連携インター連携インター
フェース機能等フェース機能等

業務システム群業務システム群
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する。



４－２．都道府県（照会元）の運用

ＳＴＥＰ２-５

会依頼状況 事後確照会依頼状況の事後確認

40

４－２．市（照会元）の運用

照会依頼の事後決裁

照会依頼の
事後決裁

処理イメージ
決裁権者
（紙決裁）

照会元（福祉事務所）

担当者

事後決裁をお願いしよう

紙に印刷

端末

決裁権者
（電子決裁）

データ電子で送信

生活保護課生活保護課

端末
デ タ電子で送信

生活保護課担生活保護課担
当者当者 ① 担当者が、決裁権者が事後決裁を行う際の書類の印刷や電子決裁システムへのデータの

送信を行う。

② 決裁権者が決裁を行う。生活保護課生活保護課
決裁権者決裁権者
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４－２．市（照会元）の運用

照会依頼状況の確認（問い合わせ）

照会依頼
状況の確認

処理イメージ 処理イメージ

照会元（福祉事務所）

お待ちください

自宅

住民

○月×日に提出した
認定請求の状況を教えて
いただきたいのですが。

お待ちください。
・・・1月1日住所地の△△
市から所得情報の回答を

待っている状況です。

端末担当者

生活保護課生活保護課

① 住民からの問い合わせがあった際に、該当する案件の状況を確認し、問い合わせに適切に
対応する。

生活保護課生活保護課
担当者担当者
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４－２．市（照会元）の運用

照会依頼状況の確認（内部チェック）

照会依頼
状況の確認

処理イメージ

照会元（福祉事務所）

決裁権者なにか問題は
起こっていないか？

端末

生活保護課生活保護課

① 決裁権者が部署全体の照会履歴を確認し、不適切な照会をしていないかチェックする。生活保護課生活保護課
決裁権者決裁権者
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以上で、都道府県（照会元）の運用は終了です。
引き続き、都道府県（照会元）のシステム画面操作を行ないます。

都道府県（照会元）の業務システム操作へ

44

このスライドは空白です。

45



４－３４ ３
他団体（照会先）の運用

ＳＴＥＰ３-１ 照会依頼に対する回答（照会応答）

ＳＴＥＰ３-２ 照会応答状況の事後確認

ＳＴＥＰ３-３ 参照用ＤＢへの情報登録（事前準備）ＳＴＥＰ３ ３ 参照用ＤＢへの情報登録（事前準備）
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４－３．他団体（照会先）の運用

処理の概要

情報連携が実現したときに想定される職員の処理を以下に示します。

● 照会元からの依頼に対して、回答を返します。

● 他団体と連携した情報の履歴を必要に応じて確認します。

● 参照用ＤＢには、他団体に提供する可能性のある情報を予め登録しておきます。
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４－３．他団体（照会先）の運用

ＳＴＥＰ３-1

会依頼に対 答（ 会応答）照会依頼に対する回答（照会応答）
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４－３．他団体（照会先）の運用

照会依頼の受信・検証

照会依頼の
受信・検証

照会応答STEP3‐1

処理イメージ 処理イメージ

照会元（福祉事務所） 照会先（１月１日住所地）

連携インターフェース機能等 業務システム群

依頼 受信・検証

①、②

参照用ＤＢOK

エラー

担当者

業務システム

生活保護課生活保護課

業務システム
端末

① 照会元からの依頼メッセージを自動的に受信する。

② 受信した依頼メッセージについて、送信元、通信経路上の改ざん有無、職責の検証を自動
的に行なう（検証結果が正常の場合のみ 参照用ＤＢへの情報検索が可能）

連携インター連携インター
フェース機能等フェース機能等

的に行なう（検証結果が正常の場合のみ、参照用ＤＢへの情報検索が可能）。

検証事項 検証内容 検証結果

照会元（依頼元） 照会元（依頼元）が正しい団体であるか ＯＫ／ＮＧ

改ざんの有無 通信経路上で改ざんされていないか ＯＫ／ＮＧ
一つでも異常
が ば

49

改ざんの有無 通信経路上で改ざんされていないか ＯＫ／ＮＧ

職責 連携の根拠法令に見合った職責からの依頼であるか ＯＫ／ＮＧ

根拠法令 マイナンバー法に規定された範囲であるか ＯＫ／ＮＧ

があれば、

照会元にエ
ラーを返す



４－３．他団体（照会先）の運用

照会応答① ＜自動回答（フラグが「自動」「却下」の場合）＞

照会依頼の
受信・検証

照会応答

処理イメージ 処理イメージ

照会元（福祉事務所） 照会先（１月１日住所地）

連携インターフェース機能等 業務システム群

参照用ＤＢ

①、②

登録情報の
フラグが

「自動」「却下」

担当者

業務システム

生活保護課生活保護課

署名・送信回答
メッセージ

作成
回答

③ 税務課税務課税務課税務課

業務システム
端末

① 参照用ＤＢから該当する情報を検索し、付与されたフラグ（自動／手動／却下）を確認する。

② フラグの内容が「自動」「却下」であれば、システムが自動的に回答を送信する。

業務システム群業務システム群

② フラグの内容が 自動」 却下」であれば、システムが自動的に回答を送信する。

③ システムが予め登録された署名を回答メッセージに自動的に付与して送信する。連携インター連携インター
フェース機能等フェース機能等
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４－３．他団体（照会先）の運用

照会応答② ＜手動回答（フラグが「手動」の場合）＞

照会依頼の
受信・検証

照会応答

処理イメージ 処理イメージ

照会先（１月１日住所地）照会元（福祉事務所）

連携インターフェース機能等 業務システム群

参照用

① ② Push型通知

参照用ＤＢ

③
担当者

業務システム

端末
登録情報の
フラグが
「手動」

④

署名・送信回答
メッセージ

作成
回答

⑤ 税務課税務課税務課税務課

業務システム
端末 担当者

生活保護課生活保護課

業務システム群業務システム群 ① 参照用ＤＢから該当する情報を検索し、付与されたフラグ（自動／手動／却下）を確認する。

② フラグの内容が「手動」であれば、担当者にＰｕｓｈ型で通知が送られる。

連携インター連携インター

② フラグの内容が 手動」であれば、担当者にＰｕｓｈ型で通知が送られる。

③ 担当者は、「専用端末」または「業務システム端末」から判定を行う。

④ 担当者の判定に応じた回答メッセージをシステムが作成する。

⑤ システムが予め登録された署名を回答メッセ ジに自動的に付与して送信する

51

連携インタ連携インタ
フェース機能等フェース機能等

⑤ システムが予め登録された署名を回答メッセージに自動的に付与して送信する。



４－３．他団体（照会先）の運用

照会応答③ ＜該当情報がない場合＞

照会依頼の
受信・検証

照会応答

処理イメージ 処理イメージ

照会先（１月１日住所地）照会元（福祉事務所）

連携インターフェース機能等 業務システム群

参照用ＤＢ① ② Push型通知

担当者

業務システム 担当者
専用端末

登録情報
がない

署名・送信回答
メッセージ

作成 ③
④ 税務課税務課税務課税務課

業務システム
端末

担当者

生活保護課生活保護課

回答

業務システム群業務システム群 ① 参照用ＤＢから該当する情報を検索し、付与されたフラグ（自動／手動／却下）を確認する。

② 該当する情報がなければ、担当者にＰｕｓｈ型で通知が送られる。

連携インター連携インター
フェース機能等フェース機能等

② 該当する情報がなければ、担当者にＰｕｓｈ型で通知が送られる。

③ 担当者が「専用端末」から直接入力して回答メッセージを作成する。

④ システムが予め登録された署名を回答メッセージに自動的に付与して送信する。
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このスライドは空白です。
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４－３．他団体（照会先）の運用

ＳＴＥＰ３-２

会応答状況 事後確照会応答状況の事後確認
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４－３．他団体（照会先）の運用

照会応答の事後決裁

照会応答の
事後決裁

処理イメージ
決裁権者
（紙決裁）

照会先（1月1日住所地）

処理イメ ジ

担当者

（紙決裁）

事後決裁をお願いしよう

紙に印

決裁権者
（電子決裁）

紙に印刷

税務課税務課

端末

（電子決裁）
データ電子で送信

税務課担当者税務課担当者 ① 担当者が、決裁権者が事後決裁を行う際の書類の印刷や電子決裁システムへのデータの
送信を行う。

税務課税務課

送信を行う。

② 決裁権者が決裁を行う。税務課決裁権者税務課決裁権者
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４－３．他団体（照会先）の運用

照会応答状況の確認（問い合わせ）

照会応答
状況の確認

処理イメージ 処理イメージ

照会先（1月1日住所地）照会元（福祉事務所）

処理イメ ジ 処理イメ ジ

△△市です。
○月×日に依頼した

所得情報の照会状況を教
えていただきたいのですが。担当者

確認します。
・・・本日中に回答できる

見込みです。
担当者

端末

税務課税務課

担当者

生活保護課生活保護課

税務課担当者税務課担当者 ① 照会元の福祉事務所の担当者等からの問い合わせがあった際に、該当する案件の状況を
確認し 問い合わせに適切に対応する

税務課税務課生活保護課生活保護課

確認し、問い合わせに適切に対応する。
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４－３．他団体（照会先）の運用

照会応答状況の確認（内部チェック）

照会応答
状況の確認

処理イメ ジ

照会先（1月1日住所地）

処理イメージ

決裁権者なにか問題は起こっ
ていないかしら？

端末

税務課税務課

① 決裁権者が部署全体の照会履歴を確認し、不適切な照会をしていないかチェックする。税務課決裁権者税務課決裁権者

税務課税務課
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４－３．他団体（照会先）の運用

ＳＴＥＰ３-３

参 情報登録（事前準備）参照用ＤＢへの情報登録（事前準備）
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４－３．他団体（照会先）の運用

参照用ＤＢへの情報登録（事前準備）

参照用ＤＢへ
の情報登録STEP3‐3

処理イメージ

照会先（１月１日住所地）

業務システム群

参照用ＤＢ ■所得情報

基本は「自動」でよいけれど、この人は「職員が判断
（手動）」としたほうがよさそうだ。

登録情報の
フラグが

「自動」「却下」

参照用ＤＢ

業務システム 業務システム業務システム

所得
情報

氏名 所得額 フラグ 補足

福岡花子 2,000,000 自動

香春陽子 1,000,000 手動

■所得情報

XXXX課課 YYYY課課

原本 原本

税務課税務課

原本 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

① 制度で規定され、他団体から提供が求められうる情報を予め登録する。

② 登録にあたっては、情報の特性や対象者の事情を踏まえ、自動応答可否を判定するための

業務システム群業務システム群

② 登録にあたっては、情報の特性や対象者の事情を踏まえ、自動応答可否を判定するための
フラグを付与する。

フラグの種類 フラグの意味

自動 自動で回答（保有情報）を即時送信。
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自動 自動 回答（保有情報） 即時送信。

手動１～手動10 職員の操作端末に通知（送信の是非は職員が判断）。

却下 自動で回答（却下の旨）を即時送信。



以上で、他団体（照会先）の運用は終了です。
引き続き、他団体（照会先）のシステム画面操作を行ないます。

他団体（照会先）のシステム操作へ
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このスライドは空白です。
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４－４４ ４
町村の運用（結果通知受取）

ＳＴＥＰ４-１ 結果通知受取
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４－４．町村の運用（結果通知受取）

処理の概要

情報連携が実現したときに想定される職員の処理を以下に示します。

● 都道府県福祉事務所から、当該町村住民の生活保護の結果通知が送られてきます。

● 通知された情報は、予め設定された業務に、自動的に配布されます。

● 各業務担当は、通知された内容を確認します。
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４－４．町村の運用（結果通知受取）

通知情報の受信・検証

通知情報の
受信・検証

配布STEP4‐1

処理イメージ

福祉事務所（通知元） 現住所地町村

連携インターフェース機能等 業務システム群

通知 受信・検証

①、②

ＤＢ

OK

エラー

担当者

業務システム

生活保護課生活保護課

業務システム
端末

① 通知元からの通知メッセージを自動的に受信する。

② 受信した通知メッセージについて、送信元、通信経路上の改ざん有無、職責の検証を自動
的に行なう（検証結果が正常の場合のみ ＤＢへの情報登録が可能）

連携インター連携インター
フェース機能等フェース機能等

的に行なう（検証結果が正常の場合のみ、ＤＢへの情報登録が可能）。

検証事項 検証内容 検証結果

通知元 通知元が正しい団体であるか ＯＫ／ＮＧ

改ざんの有無 通信経路上で改ざんされていないか ＯＫ／ＮＧ
一つでも異常
が ば
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改ざんの有無 通信経路上で改ざんされていないか ＯＫ／ＮＧ

職責 連携の根拠法令に見合った職責からの依頼であるか ＯＫ／ＮＧ

根拠法令 マイナンバー法に規定された範囲であるか ＯＫ／ＮＧ

があれば、

照会元にエ
ラーを返す

４－４．町村の運用（結果通知受取）

配布

通知情報の
受信・検証

配布STEP4‐1

処理イメージ

現住所地町村（通知元）

連携インターフェース機能等 業務システム群

受信・検証 ＤＢ

国民健康保険
システム

：配布

個人住民税
システム

①

① ＤＢに登録された通知情報は、予め配布先として設定された業務システムに通知される。業務システム群業務システム群

システム

① ＤＢに登録された通知情報は、予め配布先として設定された業務システムに通知される。
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終了です。
ご協力ありがとうございました。
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１１
運用検証の対象

2

１. 運用検証の対象

生活保護受給申請手続を対象に、他団体との情報連携に関する処理を中心に運用検証を行います。
情報連携実現後の生活保護受給申請の流れを以下に示します

利用者
市町村

市（現住所地）

庁内の他業務システムとは地域情報
ＰＦに準拠した形で庁内連携が実現で
きているものとします。

情報連携実現後の生活保護受給申請の流れを以下に示します。
戸籍、固定資産との情報連携が実現
できている姿を描きます。
戸籍、固定資産との情報連携が実現
できている姿を描きます。

（住民）

《生活保護》

市町村
（本籍地）

戸籍

照会応答

市町村

保護申請書

Ａさん

戸籍全部事項証明書

子ども手当

照会応答

国民健康保険

照会応答

障害者福祉

照会応答

軽自動車税

後期高齢者医療

照会応答

《児童扶養手当》

国民健康保険
加入情報

手帳情報後期高齢者医療
保険加入情報

子ども手当受給情報

介護保険

照会応答

介護保険資格・
高額給付情報

生活歴申告書

固定資産税
市町村

（１月１日住所地）

個人住民税

照会応答

市町村

所得証明書

軽自動車税

照会応答

《児童扶養手当》

照会応答

児童扶養手当受給情報 軽自動車車両情報

照会応答

所得証明書

固定資産情報

会応答

住民票情報

会応答

公費負担医療費情報
福祉手当情報

収入申告書

資産申告書

賃貸契約書(写)

固定資産税

照会応答

申請は窓口で行ないます。 市町村
（固定資産所在地）

固定資産税

照会応答

年金保険者 医療保険者

固定資産情報

個人住民税

照会応答

状況把握

住民基本台帳

照会応答

《公費負担医療/福祉》

照会応答
申請は窓口で行ないます。

日本年金機構

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

全国健康保険協会

（各種）健康保険組合

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

年金受給情報
（各種）国民健康保険組合

医療保険加入
情報

他自治体、年金保険者等と電
子的に連携します。

※民間企業とは、従来どおり
紙等による連携とします。

公共職業安定所 運輸支局

雇用保険給付金 自動車

保護決定通知書

雇用保険受給情報

住基ネット

住民票の写し
戸籍の附票の写し自動車車両情報

労働基準監督署

労災

労災受給情報

民生委員意見書給与所得情報医療要否意見書生命保険加入情報郵便貯金額銀行預金額

（台帳）
金融機関 生命保険会社 医療機関

審査

保護決定通知書

生活保護受給証

雇用主郵便局

賦課・給付
徴収・支給

民生委員

検診書
生命保険
解約金額

簡易保険加入
情報

3



２２
他団体との情報連携の考え方

4

２. 他団体との情報連携の考え方

他団体との情報連携の考え方を以下に示します。

情報提供ネット
ワークシステム【照会元の団体（生活保護）】 【照会先の団体（個人住民税）】

情報連携のイメージ

クシ テ

業務システム
参照用
DB

業務システム

依頼

DB

情報連携の際は 直接業務システムの

回答

情報連携で他団体へ送る情報は、
あらかじめ連携用のデータベースに情報連携の際は、直接業務システムの

情報を参照するのではなく、連携用の
データベース（以下、参照用DB）に登録
された情報を参照します。

【照会応答の方法について】

あらかじめ連携用のデ タベ スに
登録しておきます。

 参照用ＤＢには、連携するための情報とともに、自動で応答してよいか、職員の判断が必要か、といった区別を登録しておきます。

 照会依頼があった場合、その内容に基づいて、「① システムによる自動応答」もしくは「② 職員による手動応答」を行います。

 参照用ＤＢには、応答方法として、以下のような内容を登録しておきます。

【照会応答の方法について】

応答方法の区別 システムの処理 備考

自動 ・自動で回答（保有情報）を即時送信 ・通常の設定

手動1～手動10 ・職員の操作端末に通知 ・情報提供により、住民が不利益等を被る可能性があるが状況次第で提供できる場合の

5

手動 手動
※理由により区別

職員の操作端末に通知
（送信の是非は職員判断）

情報提供により、住民が不利益等を被る可能性があるが状況次第で提供できる場合の
設定（ＤＶ対象者等）

却下 ・自動で回答（却下の旨）を即時送信 ・情報提供により、住民が不利益等を被る場合の設定



２. 他団体との情報連携の考え方

【手動による照会応答の方法について】

手動応答の方法 メリット デメリット

 職員による手動応答には、「②-1 専用端末から行う方式」と「②-2 既存の業務端末から行う方式」があります。自治体様には、ご都合に

あった方式でご対応いただく想定です。

手動応答の方法 メリット デメリット

専用端末から行う方式 ・業務システムの改修を最小限に抑えられる ・複数の端末を扱う（使い分ける）必要が生じる

既存の業務端末から行う方式 ・一つの端末で対応できる ・業務システムの改修が増える

 参照用DBに情報が格納されていなかった場合には、専用端末から直接入力し回答を行ないます。

（「③専用端末から直接入力」）（「③専用端末から直接入力」）。
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２. 他団体との情報連携の考え方

業務端末から一連の照会操作を行なう場合の情報連携のイメージを以下に示します。
情報提供ネット
ワークシステム

【照会元の団体】 【照会先の団体】

業務システム群連携インターフェース機能等連携インターフェース機能等業務システム群

業務端末

①
システム

参照用
ＤＢ

依頼

回答 フラグが「自動」「却下」
の場合は、即時で回答
が送信されます。

による
自動応答

フラグが「手動」の場合
は 職員の判断のもと

業務システム群業務システム群

業務端末 依頼

②
職員
による

【照会元の団体】 【照会先の団体】
は、職員の判断のもと
回答が送信されます。

Push型通知

連携インターフェース機能等連携インターフェース機能等

専用端末

回答

②-1 専用端末から行う方式

による
手動応答 参照用

ＤＢ

業務端末

受領済メッセージ

業務端末

回答

②-2 既存の業務端末から行う方式

参照用DBにデータがな

業務システム群業務システム群

【照会元の団体】 【照会先の団体】

業務端末 依頼
参照用

③

専用端末
から直接

Push型通知

連携インターフェース機能等連携インターフェース機能等

い場合、専用端末から
直接入力、回答します。

7

専用端末

回答

参照用
ＤＢ

から直接
入力

受領済メッセージ



３３
登場人物（ペルソナ）の設定
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３. 登場人物（ペルソナ）の設定

ペルソナの具体的な内容①

●福岡花子さんを世帯主とした、花子さんの子と花子さんの母の３人世帯（北九州市在住）

予め設定しているペルソナの内容を以下に示します。

●今年、御殿場市から北九州市に引っ越してきた（1月1日時点は、御殿場市）

福岡さん世帯（３人家族）

NoNo 世帯構成世帯構成 氏名氏名 続柄続柄 年齢年齢 状態状態

１ 世帯主 福岡 花子 本人 ４０歳  国民健康保険に加入

福岡さん世帯（３人家族）

１ 世帯主
（パート）

福岡 花子 本人 ４０歳  国民健康保険に加入
 国民年金に加入
 ひとり親医療を受給
 子ども手当を受給

２ 子ども 福岡 太郎 長男 １０歳  ひとり親医療を受給
 子ども手当対象児童

３ 母（無職） 香春 陽子 母 ７０歳  後期高齢者医療保険に加入

9

３ 母（無職） 香春 陽子 母 ７０歳  後期高齢者医療保険に加入
 国民年金を受給



３. 登場人物（ペルソナ）の設定

ペルソナの具体的な内容②

福岡さん世帯の系譜を以下に示します。

福岡さん世帯の系譜
陽子さんの
義母（死亡）

陽子さんの
義父（死亡）

陽子さんの父
（死亡）

陽子さんの母
（死亡）

陽子さん
陽子さんの夫

（死亡）
陽子さんの兄

（静岡清さん：７２歳）

花子さんの
義母（死亡）

花子さんの
義父（死亡）

花子さん
花子さんの夫

（死亡）
花子さんの義兄

（福岡亮さん：５０歳）
花子さんの義弟

（一郎さん
花子さんの妹

（北九州良子さん

太郎君

（死亡）（福岡亮さん：５０歳）

保護対象世帯

（ 郎さん
４０歳）

（北九州良子さん
３５歳）
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保護対象世帯

３. 登場人物（ペルソナ）の設定

ペルソナの具体的な内容③

福岡花子さんの妹（香春陽子さんの子）家族

福岡さん世帯の扶養義務者の状況を以下に示します。

福岡花子さんの妹（香春陽子さんの子）家族

NoNo 続柄続柄 氏名氏名 年齢年齢 状況状況

１ 福岡花子さんの妹 北九州 良子 ３５歳 無職（専業主婦）１ 福岡花子さんの妹 北九州 良子 ３５歳 無職（専業主婦）

２ 福岡花子さんの義弟 北九州 一郎 ４０歳 会社勤め
北九州市に自宅を所有

NoNo 続柄続柄 氏名氏名 年齢年齢 状況状況

香春陽子さんの兄（花子さんの伯父）

１ 香春陽子さんの兄 静岡 清 ７２歳 国民年金受給者
静岡県御殿場市に自宅を所有

NoNo 続柄続柄 氏名氏名 年齢年齢 状況状況

１ 福岡花子さんの義兄 福岡 亮 ５０歳 会社勤め

福岡花子さんの義兄（太郎君の伯父）
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１ 福岡花子さんの義兄 福岡 亮 ５０歳 会社勤め
静岡県御殿場市で借家住まい



４４
シナリオの詳細
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４．シナリオの詳細

処理のステップ

４－１ 住民の申請 STEP1-1 申請書の提出

生活保護の受給申請の処理全体を、処理の主体ごとに分けて整理します。

４ １ 住民の申請 STEP1 1 申請書の提出

STEP2-1 申請書の受付

４－２ 市（照会元）の対応

STEP2-2 世帯情報の確認

STEP2-3 庁内他業務、他団体の情報取得

STEP2-4 申請内容の審査

STEP2-5 照会依頼状況の事後確認

４－３ 他団体（照会先）の対応 STEP3-2 照会応答状況の事後確認

STEP3-1 照会依頼に対する回答（照会応答）

４ ３ 他団体（照会先）の対応

STEP3-3 参照用ＤＢへの情報登録（事前準備）

13



４－１４ １
住民の申請

ＳＴＥＰ１-１ 申請書の提出
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４－１ 住民の申請

処理の概要

情報連携が実現したときに想定される住民の処理を以下に示します。

● 現住所地役所の窓口で申請書等を受け取り、自身のマイナンバー等の必要事項を記入します。

● 記入済の申請書等と準備した書類等を窓口に提出します。

15



ＳＴＥＰ１-１

申請書 提出申請書の提出
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窓口訪問

４－１ 住民の申請 窓口訪問 申請書作成STEP1‐1 提出

申請に必要となる書類
を準備

住民住民住民住民

自宅自宅自宅自宅 ICカード

など

住民住民 ① 申請に必要となる書類を用意し、現住所地の生活保護担当窓口を訪問す

役所（現住所地）役所（現住所地）役所（現住所地）役所（現住所地）

住民住民 ① 申請に必要となる書類を用意し、現住所地の生活保護担当窓口を訪問す
る。

[予め準備するもの]
身分を証明するもの

17

・身分を証明するもの
・マイナンバーのわかるもの（ICカード等） など



申請書作成

４－１ 住民の申請 窓口訪問 申請書作成STEP1‐1 提出

住民住民
申請に必要となる申請

生活保護申請書

申請に必要となる申請
書等を記載

生活保護申請書

マイナンバー
氏名

■■■
■■■生活保護申請書

資産申告書

・・・

【情報照会先】
1月1日住所地
本籍地

■■■

■■■
■■■本籍地 ■■■

住民住民 ① 窓口にて申請に必要となる申請書等を入手する。

② 申請書等に、自身のマイナンバーを記載する。

③ 本籍地や１月１日の住所地等、自身の情報の保有先（照会先）を記載する。
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④ その他必要事項を記載する。

提出

４－１ 住民の申請 窓口訪問 申請書作成STEP1‐1 提出

お願 します
住民住民申請書類一式を提出

生活保護申請書

お願いします。
住民住民

生活保護申請書

申請書類一式を提出

ICカード

など

① 記載した生活保護申請書一式と予め準備した書類（ICカードなど）を住民住民

生活保護担当窓口生活保護担当窓口

① 記載した生活保護申請書 式と予め準備した書類（ICカ ドなど）を

窓口に提示する。

住民住民

19



４－２４ ２
市（照会元）の運用

ＳＴＥＰ２-１ 申請書の受付

ＳＴＥＰ２-２ 世帯情報の確認ＳＴＥＰ２-２ 世帯情報の確認

ＳＴＥＰ２-３ 庁内他業務、他団体の情報取得

ＳＴＥＰ２ ４ 申請内容の審査ＳＴＥＰ２-４ 申請内容の審査

ＳＴＥＰ２-５ 照会依頼状況の事後確認

20

４－２．市（照会元）の運用

処理の概要

情報連携が実現したときに想定される職員の処理を以下に示します。

● 住民の本人性、住民登録有無、マイナンバーの真正性等を確認し、申請内容を受け付けます。

● 要保護世帯の必要な情報を庁内他業務、他団体から取得します。

● 要保護世帯の扶養義務者を特定し、扶養義務者の情報を他団体から取得します。

● 取得した情報を基に審査を行い、結果の通知を行います。

● 他団体と連携した情報の履歴を必要に応じて確認します● 他団体と連携した情報の履歴を必要に応じて確認します。

21



４－２．市（照会元）の運用

ＳＴＥＰ２-１

申請書 受付申請書の受付

22

内容確認

内容確認 受付STEP2‐1４－２．市（照会元）の運用

処理イメージ

住民住民
確認します。 申請書等一式を受取

別居監護
申立書

生活保護申請書

ICカード

申立書

など

生活保護窓口生活保護窓口

① 生活保護申請書等一式を住民から受け取る。

② 提出された身分を証明するものを基に 対面で住民の本人確認を行う

生活保護生活保護
窓口担当者窓口担当者

生活保護窓口生活保護窓口

② 提出された身分を証明するものを基に、対面で住民の本人確認を行う。

③ 提示された申請書等一式の形式チェックを行う。

④ マイナンバーの真正性の確認を行う。

23

※具体的な確認方法は国で検討中
ＩＣカード内の証明書で確認する、付番機関への問い合わせを行う、など



受付（申請者の帰宅）

内容確認 受付STEP2‐1４－２．市（照会元）の運用

処理イメージ申請を受け付けました。
結果が出るまで

住民住民住民住民
結果が出るまで

２週間程度かかります。

わかりました。

住民住民住民住民

自宅自宅自宅自宅

役所（現住所地）役所（現住所地）役所（現住所地）役所（現住所地）

生活保護窓口生活保護窓口

① 申請書等一式の確認が終了したことを伝える。生活保護生活保護
窓口担当者窓口担当者

住民住民 ② 帰宅する。

24

このスライドは空白です。
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４－２．市（照会元）の運用

ＳＴＥＰ２-２

世帯情報 確世帯情報の確認

26

世帯情報の確認

世帯情報の
確認STEP2‐2４－２．市（照会元）の運用

現住所地

処理イメージ

現住所地

担当者

生活保護
システム

住民基本台帳
システム

担当者

①
システム

住民票情報

住民課住民課住民課住民課
生活保護課生活保護課

②

生活保護課生活保護課
担当者担当者

① 申請書をもとに、要保護者の世帯構成や、調査のために必要となる基本的な情報を
住民基本台帳システムを活用して取得し、確認する。

◆ 要保護者の世帯構成◆ 要保護者の世帯構成
◆ 要保護者の本籍地
◆ 要保護者の現住所地、前住所地、1月1日時点の住所地

② 取得した情報を生活保護システムに取り込む。

※事前に相談があった方からの申請の場合は、相談時に生活保護システムに登録した

27

内容を画面上に表示する。



４－２．市（照会元）の運用

ＳＴＥＰ２-３

庁内他業務 他 体 情報 得庁内他業務、他団体の情報取得

28

庁内情報取得 現住所地

庁内情報
取得

行政機関の
情報取得

民間の情報
取得STEP2‐3 扶養義務者

の把握４－２．市（照会元）の運用

処理イメージ

現

①
担当者

生活保護
システム

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

個人住民税個人住民税個人住民税個人住民税

②

①

国民健康
保険 所得証明書

国民健康保険国民健康保険国民健康保険国民健康保険

生活保護課生活保護課

②
保険

加入情報

所得証明書・・

生活保護課生活保護課
担当者担当者

① 庁内の各種システムから、要保護者の情報を取得する。

② 取得した情報を生活保護システムに取り込む② 取得した情報を生活保護システムに取り込む。

29



行政機関の情報取得 （１）行政機関への照会依頼

４－２．市（照会元）の運用
庁内情報
取得

行政機関の
情報取得

民間の情報
取得STEP2‐3 扶養義務者

の把握

処理イメージ 処理イメージ

他団体（照会先）現住所地（照会元）

①、②
１月１日住所地１月１日住所地１月１日住所地１月１日住所地

連携インターフェース機能等

メ セ ジ 署名付与
③

日本年金機構日本年金機構日本年金機構日本年金機構業務システム群

参照用
ＤＢ

メッセージ
作成

署名付与・
送信

③
依頼担当者

業務端末

生活保護課生活保護課

① 申請書または、取得した保護世帯の情報を基に、業務端末から照会対象者と照会先等を
入力し、他行政機関への照会依頼を行う。

生活保護課生活保護課
担当者担当者

② 入力内容から依頼メッセージを自動で生成する。

③ 予め登録されている署名を依頼メッセージに自動的に付与して、指定された照会先に送信
する。

連携インター連携インター
フェース機能等フェース機能等

業務システム群業務システム群

30

４－２．市（照会元）の運用

行政機関の情報取得 （２）照会応答の受信・検証

庁内情報
取得

行政機関の
情報取得

民間の情報
取得STEP2‐3 扶養義務者

の把握

処理イメージ 処理イメージ

現住所地（照会元） 他団体（照会先）

１月１日住所地１月１日住所地１月１日住所地１月１日住所地

連携インターフェース機能等 日本年金機構日本年金機構日本年金機構日本年金機構業務システム群

受信・検証

担当者

参照用
ＤＢ回答

エラー

①、②
生活保護課生活保護課

① 照会先からの回答メッセージを自動的に受信する。

② 受信した回答メッセージについて、送信元、通信経路上の改ざん有無、職責の検証を自動
的に行う（検証結果が正常の場合のみ 業務端末から回答内容の取り込みが可能）

連携インター連携インター
フェース機能等フェース機能等

的に行う（検証結果が正常の場合のみ、業務端末から回答内容の取り込みが可能）。

検証事項 検証内容 検証結果

照会先（回答元） 照会先（回答元）が登録されている正しい団体であるか ＯＫ／ＮＧ
でも異常

31

照会先（回答元） 照会先（回答元）が登録されている正しい団体であるか ＯＫ／ＮＧ

改ざんの有無 通信経路上で改ざんされていないか ＯＫ／ＮＧ

職責 照会元（送信元）の正しい職責者からの依頼であるか ＯＫ／ＮＧ

一つでも異常
があれば、

照会先にエ
ラーを返す



４－２．市（照会元）の運用

行政機関の情報取得 （３）照会応答の取込

庁内情報
取得

行政機関の
情報取得

民間の情報
取得STEP2‐3 扶養義務者

の把握

処理イメージ

現住所地（照会元）

連携インターフェース機能等業務システム群

受信・検証
確認・

取り込み

担当者

回答②

①
生活保護課生活保護課

取り込み

① 業務端末から、照会応答結果の取り込みを行う。

② 取り込んだ内容を確認する。必要に応じて、照会先に電話等で問い合わせる。

生活保護課生活保護課
担当者担当者

② 取り込んだ内容を確認する。必要に応じて、照会先に電話等で問い合わせる。

32

民間の情報取得

庁内情報
取得

行政機関の
情報取得

民間の情報
取得STEP2‐3 扶養義務者

の把握４－２．市（照会元）の運用

現住所地（照会元） 民間（照会先）

● 民間企業への照会は、現状通り、手作業で実施する。

処理イメージ
現住所地（照会元）

依頼

民間（照会先）

①

金融機関金融機関金融機関金融機関回答

①

②
依頼

郵便局郵便局郵便局郵便局
回答

②

生活保護課生活保護課

① 民間企業等への情報照会は、現状通りの方法で実施する。

：
回答生活保護課生活保護課

生活保護課生活保護課
担当者担当者

◆ 紙／郵送での問い合わせ

◆ 電話での問い合わせ

◆ 担当窓口訪問 等

担当者担当者

33

◆ 担当窓口訪問 等

② 民間企業等からの回答を受け取る。



扶養義務者の把握

庁内情報
取得

行政機関へ
の照会依頼

民間への照
会依頼STEP2‐3 扶養義務者

の把握４－２．市（照会元）の運用

● 要保護者の本籍地から戸籍全部事項証明書を取得し、これを起点に扶養義務者を把握する。
● 要保護者の戸籍全部事項証明書は、連携インターフェース機能等を用いて取得する（①～⑤）が、それ以降、

必要な扶養義務者の情報は、これまで通り、手作業で入手する（⑥）。

処理イメージ 要保護者の本籍地要保護者の本籍地要保護者の本籍地要保護者の本籍地

現住所地（照会元）

連携インタ フ ス機能等業務システム群

他団体（照会先）

①②

参照用ＤＢ

メッセージ
作成

署名付与・
送信

③
依頼

連携インターフェース機能等業務システム群

確認・取り
込み

受信・検証

④⑤

回答

要保護者の本籍地へ
の照会以降は、これま

扶養義務者の本籍地扶養義務者の本籍地扶養義務者の本籍地扶養義務者の本籍地照会依頼 依頼

⑥

の照会以降は、これま
で通り、手作業で行い
ます。

回答受取

戸籍システム

回答
回答

⑥

生活保護課生活保護課
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調査へ

扶養義務者の把握

庁内情報
取得

行政機関へ
の照会依頼

民間への照
会依頼STEP2‐3 扶養義務者

の把握４－２．市（照会元）の運用

① 業務端末から、要保護者と照会先である本籍地を入力し、照会依頼を行う。生活保護課生活保護課
担当者担当者

② 入力内容から依頼メッセージを自動で生成する。

③ 予め登録されている署名を依頼メッセージに自動的に付与して、指定された照会先に
送信

業務システム群業務システム群

送信する。
④ 照会先から回答メッセージを自動的に受信する。
⑤ 受信した回答メッセージについて、送信元、通信経路上の改ざん有無、職責の検証を

自動的に行う

連携インター連携インター
フェース機能等フェース機能等

自動的に行う。
（検証結果が正常の場合のみ、業務端末から回答内容の取り込みが可能）。

※ 要保護者の戸籍情報取得後は、これまで通りの処理方法で、必要な扶養義務者の情報を取得します。

⑥ 扶養義務者の本籍地に、扶養義務者の情報を照会依頼し、必要な情報を取得する。
◆ 扶養義務者の現住所地

生活保護課生活保護課
担当者担当者

◆ 扶養義務者の前住所地
◆ 扶養義務者の1月1日住所地

※ 扶養義務者の必要情報取得後、扶養義務者の資産等についての調査を行う。調査方法は、要保護者と同様。

行政機関の情報収集（P30～32）、民間の情報取得（P33) 参照行政機関の情報収集（P30～32）、民間の情報取得（P33) 参照
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４－２．市（照会元）の運用

ＳＴＥＰ２-４

申請内容 審査申請内容の審査

36

４－２．市（照会元）の運用

審査

審査
結果通知
交付STEP2‐4

処理イメージ
担当者

庁内保有情報庁内保有情報庁内保有情報庁内保有情報

①

担当者 ・個人住民税額
・資産の有無

（固定資産、軽自動車）
・各種手当等受給額

②

決裁権者 ・資産の有無 （固定資産）
・年金受給額 等

②

他団体保有情報他団体保有情報他団体保有情報他団体保有情報・銀行預金額
・郵便貯金額
・生命保険加入状況

民間企業民間企業民間企業民間企業

生命保険加入状況
：

生活保護課生活保護課

① 審査が可能な状態になったら、申請内容の審査を行う。
生活保護課生活保護課
担当者担当者
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② 現状と同様の方法（紙で出力するなど）で決裁を行う。生活保護課生活保護課
決裁権者決裁権者



結果通知書交付

審査
結果通知
交付STEP2‐4４－２．市（照会元）の運用

処理イメージ 処理イメージ
ご苦労さまです。

①

担当者

③
生活保護結果

通知書

① 審査結果
通知書

住民住民

②
〒

生活保護課生活保護課

① 審査結果通知書を出力する。

② 審査結果通知書を住民に郵送で送付する

生活保護課生活保護課
担当者担当者

② 審査結果通知書を住民に郵送で送付する。

住民住民 ③ 審査結果通知書を受け取る。
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このスライドは空白です。
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４－２．市（照会元）の運用

ＳＴＥＰ２-５

会依頼状況 事後確照会依頼状況の事後確認

40

４－２．市（照会元）の運用

照会依頼の事後決裁

照会依頼
の事後決裁

処理イメージ
決裁権者
（紙決裁）

照会元（現住所地）

担当者

事後決裁をお願いしよう

紙に印刷

端末

決裁権者
（電子決裁）

データ電子で送信

生活保護課生活保護課

端末
デ タ電子で送信

生活保護課担生活保護課担
当者当者 ① 担当者が、決裁権者が事後決裁を行う際の書類の印刷や電子決裁システムへのデータの

送信を行う。

② 決裁権者が決裁を行う。生活保護課生活保護課
決裁権者決裁権者
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４－２．市（照会元）の運用

照会依頼状況の確認（問い合わせ）

照会依頼
状況の確認

処理イメージ 処理イメージ

照会元（現住所地）

お待ちください

自宅

住民

○月×日に提出した
認定請求の状況を教えて
いただきたいのですが。

お待ちください。
・・・1月1日住所地の△△
市から所得情報の回答を
待っている状況です。

端末担当者

生活保護課生活保護課

① 住民からの問い合わせがあった際に、該当する案件の状況を確認し、問い合わせに適切に
対応する。

生活保護課生活保護課
担当者担当者
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４－２．市（照会元）の運用

照会依頼状況の確認（内部チェック）

照会依頼
状況の確認

処理イメージ

照会元（現住所地）

決裁権者なにか問題は
起こっていないか？

端末

生活保護課生活保護課

① 決裁権者が部署全体の照会履歴を確認し、不適切な照会をしていないかチェックする。生活保護課生活保護課
決裁権者決裁権者
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以上で、市（照会元）の運用は終了です。
引き続き、市（照会元）のシステム画面操作を行ないます。

市（照会元）の業務システム操作へ

44

このスライドは空白です。
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４－３４ ３
他団体（照会先）の運用

ＳＴＥＰ３-１ 照会依頼に対する回答（照会応答）

ＳＴＥＰ３-２ 照会応答状況の事後確認

ＳＴＥＰ３-３ 参照用ＤＢへの情報登録（事前準備）ＳＴＥＰ３ ３ 参照用ＤＢへの情報登録（事前準備）
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４－３．他団体（照会先）の運用

処理の概要

情報連携が実現したときに想定される職員の処理を以下に示します。

● 照会元からの依頼に対して、回答を返します。

● 他団体と連携した情報の履歴を必要に応じて確認します。

● 参照用ＤＢには、他団体に提供する可能性のある情報を予め登録しておきます。
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４－３．他団体（照会先）の運用

ＳＴＥＰ３-1

会依頼に対 答（ 会応答）照会依頼に対する回答（照会応答）
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４－３．他団体（照会先）の運用

照会依頼の受信・検証

照会依頼の
受信・検証

照会応答STEP3‐1

処理イメージ 処理イメージ

照会元（現住所地） 照会先（１月１日住所地）

連携インターフェース機能等 業務システム群

依頼 受信・検証

①、②

参照用ＤＢOK

エラー

担当者

業務端末

生活保護課生活保護課

業務端末

① 照会元からの依頼メッセージを自動的に受信する。

② 受信した依頼メッセージについて、送信元、通信経路上の改ざん有無、職責の検証を自動
的に行なう（検証結果が正常の場合のみ 参照用ＤＢへの情報検索が可能）

連携インター連携インター
フェース機能等フェース機能等

的に行なう（検証結果が正常の場合のみ、参照用ＤＢへの情報検索が可能）。

検証事項 検証内容 検証結果

照会元（依頼元） 照会元（依頼元）が正しい団体であるか ＯＫ／ＮＧ

改ざんの有無 通信経路上で改ざんされていないか ＯＫ／ＮＧ
一つでも異常
が ば
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改ざんの有無 通信経路上で改ざんされていないか ＯＫ／ＮＧ

職責 連携の根拠法令に見合った職責からの依頼であるか ＯＫ／ＮＧ

根拠法令 マイナンバー法に規定された範囲であるか ＯＫ／ＮＧ

があれば、

照会元にエ
ラーを返す



４－３．他団体（照会先）の運用

照会応答①

照会依頼の
受信・検証

照会応答

処理イメージ 処理イメージ

照会元（現住所地） 照会先（１月１日住所地）

連携インターフェース機能等 業務システム群

参照用ＤＢ

①、②

登録情報の
フラグが

「自動」「却下」

担当者

業務端末

生活保護課生活保護課

署名・送信回答
メッセージ

作成
回答

③ 税務課税務課税務課税務課

業務端末

① 参照用ＤＢから該当する情報を検索し、付与されたフラグ（自動／手動／却下）を確認する。

② フラグの内容が「自動」「却下」であれば、システムが自動的に回答を送信する。

業務システム群業務システム群

② フラグの内容が 自動」 却下」であれば、システムが自動的に回答を送信する。

③ システムが予め登録された署名を回答メッセージに自動的に付与して送信する。連携インター連携インター
フェース機能等フェース機能等

50

４－３．他団体（照会先）の運用

照会応答②

照会依頼の
受信・検証

照会応答

処理イメージ 処理イメージ

照会先（１月１日住所地）照会元（現住所地）

連携インターフェース機能等 業務システム群

参照用

① ② Push型通知

参照用ＤＢ

③
担当者

業務端末

端末
登録情報の
フラグが
「手動」

④
署名・送信回答

メッセージ
作成

回答

⑤ 税務課税務課税務課税務課

業務端末

担当者

生活保護課生活保護課

業務システム群業務システム群 ① 参照用ＤＢから該当する情報を検索し、付与されたフラグ（自動／手動／却下）を確認する。

② フラグの内容が「手動」であれば、担当者にＰｕｓｈ型で通知が送られる。

連携インター連携インター
フェース機能等フェース機能等

② フラグの内容が 手動」であれば、担当者にＰｕｓｈ型で通知が送られる。

③ 担当者は、「専用端末」または「業務端末」から判断を行う。

④ 担当者の判断に応じた回答メッセージをシステムが作成する。

⑤ システムが予め登録された署名を回答メッセ ジに自動的に付与して送信する
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⑤ システムが予め登録された署名を回答メッセージに自動的に付与して送信する。



４－３．他団体（照会先）の運用

照会応答③

照会依頼の
受信・検証

照会応答

処理イメージ 処理イメージ

照会先（１月１日住所地）照会元（現住所地）

連携インターフェース機能等 業務システム群

参照用ＤＢ① ② Push型通知

担当者

業務端末 担当者
専用端末

登録情報
がない

署名・送信回答
メッセージ

作成
回答 ③

④ 税務課税務課税務課税務課

業務端末 担当者

生活保護課生活保護課

① 参照用ＤＢから該当する情報を検索し、付与されたフラグ（自動／手動／却下）を確認する。

② 該当する情報がなければ、担当者にＰｕｓｈ型で通知が送られる。

業務システム群業務システム群

② 該当する情報がなければ、担当者にＰｕｓｈ型で通知が送られる。

③ 担当者が「専用端末」から直接入力して回答メッセージを作成する。

④ システムが予め登録された署名を回答メッセージに自動的に付与して送信する。連携インター連携インター
フェース機能等フェース機能等

52

このスライドは空白です。
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４－３．他団体（照会先）の運用

ＳＴＥＰ３-２

会応答状況 事後確照会応答状況の事後確認
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４－３．他団体（照会先）の運用

照会応答の事後決裁

照会応答の
事後決裁

処理イメージ
決裁権者
（紙決裁）

照会先（1月1日住所地）

担当者

事後決裁をお願いしよう

紙に印刷

端末

決裁権者
（電子決裁）

データ電子で送信

税務課税務課

端末
デ タ電子で送信

税務課担当者税務課担当者 ① 担当者が、決裁権者が事後決裁を行う際の書類の印刷や電子決裁システムへのデータの
送信を行う。

② 決裁権者が決裁を行う。税務課決裁権者税務課決裁権者
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４－３．他団体（照会先）の運用

照会応答状況の確認（問い合わせ）

照会応答
状況の確認

処理イメージ 処理イメージ

照会先（1月1日住所地）照会元（現住所地）

△△市です。
○月×日に依頼した

所得情報の照会状況を教
えていただきたいのですが。担当者

確認します。
・・・本日中に回答できる

見込みです。

端末

税務課税務課

担当者

生活保護課生活保護課

税務課担当者税務課担当者 ① 照会元市町村の担当者等からの問い合わせがあった際に、該当する案件の状況を確認し、
問い合わせに適切に対応する。
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４－３．他団体（照会先）の運用

照会応答状況の確認（内部チェック）

照会応答
状況の確認

処理イメージ

照会先（1月1日住所地）

決裁権者なにか問題は起こっ
ていないかしら？

端末

税務課税務課

① 決裁権者が部署全体の照会履歴を確認し、不適切な照会をしていないかチェックする。税務課決裁権者税務課決裁権者
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４－３．他団体（照会先）の運用

ＳＴＥＰ３-３

参 情報登録（事前準備）参照用ＤＢへの情報登録（事前準備）
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４－３．他団体（照会先）の運用

参照用ＤＢへの情報登録（事前準備）

参照用ＤＢへ
の情報登録STEP3‐3

処理イメージ

照会先（１月１日住所地）

業務システム群

参照用ＤＢ ■所得情報

基本は「自動」でよいけれど、この人は「職員が判断
（手動）」としたほうがよさそうだ。

登録情報の
フラグが

「自動」「却下」

参照用ＤＢ

業務システム 業務システム業務システム

所得
情報

氏名 所得額 フラグ 補足

福岡花子 2,000,000 自動

香春陽子 1,000,000 手動 高額滞納者

■所得情報

XXXX課課 YYYY課課

原本 原本

税務課税務課

原本 ・・・ ・・・ ・・・ ・・・

① 制度で規定され、他団体から提供が求められうる情報を予め登録する。

② 登録にあたっては、情報の特性や対象者の事情を踏まえ、自動応答可否を判定するための

業務システム群業務システム群

② 登録にあたっては、情報の特性や対象者の事情を踏まえ、自動応答可否を判定するための
フラグを付与する。

フラグの種類 フラグの意味

自動 自動で回答（保有情報）を即時送信。
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自動 自動 回答（保有情報） 即時送信。

手動１～手動10 職員の操作端末に通知（送信の是非は職員が判断）。

却下 自動で回答（却下の旨）を即時送信。



以上で、他団体（照会先）の運用は終了です。
引き続き、他団体（照会先）のシステム画面操作を行ないます。

他団体（照会先）のシステム操作へ
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終了です。
ご協力ありがとうございました。
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別紙 5.2-4 運用検証ヒアリング結果のサマリー 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



運用検証ヒアリング結果のサマリー 別紙５．２－４

（１）児童扶養手当（照会元）のヒアリング結果

業務プロセス案／連携データ項目等へのフィードバック事項 課題

1 業務遂行の可
否

処理の不足の有無 概ね問題がないが、運用にあたって一部不足している処理がある。 ・住民からの申請書の受付に始まり、住民に結果を通知する流れにおいては概ね問題ないが、実際の運用では、申請書を受け付ける
前の事前相談や同住所地検索を行う。

－ －

2 情報、照会先の不足の
有無

標準的なケースとしては不足している情報はない。 ・申請者の状況によっては、必要となる添付書類は様々であり、例えば、住所が同じであるが別生計を立てている場合等は、民生委員
の証明書が必要になる。

－ －

3 運用の妥当性 照会先の特定方法 申請書の記載内容から把握する方法でよい。 ・記載内容に誤りがあること、忘れていて記載できないことも考えられるので、申請書の記載内容以外からも確認できる手段を設けて
おくことが必要ではないか。

－ ・現状、審査に必要な証明書等は住民が準備できているので、照会先について住
民は基本把握できていると考えられるが、1月1日住所地は住基ネットの履歴から
把握する等、照会先を特定できなかった場合の代替手段があれば、より望ましい
のではないか。

4 単件即時決裁の要否 照会依頼時は、単件即時決裁でなくとも問題ない。 ・月末等急いで照会を行う場合も想定され、その際1件1件決裁を取る時間はないと考えられる。番号制度等の中で一括事後決裁につ
いて容認してもらいたい。

－ ・照会依頼時の決裁のあり方については、自治体それぞれの考え方があり、国と
して一律に規定することは難しいと想定されるため、自治体の判断によると整理し
た方がよいのではないか。

5 業務プロセスの改善 情報連携の実現により、業務プロセスの効率化が図れそうな部分が
ある。

・ハローワークと連携し、働き口の紹介ができればよい。また、紹介後、安定した収入が得られるようになった時には、ハローワークから
その旨の連絡をもらいたい。そうすれば、住民満足度の向上、業務の適正化につながる。
・日本年金機構と連携し、受給者の 新の年金受給状況が適宜確認できるようになると、業務が効率化する。

－ －

6 イレギュラー
ケースの対応

受信（取込）時のエラー
に対する対応

情報がない（空欄）場合や却下の場合は、その理由が必要。理由を
踏まえて対応を行う。

・情報がない（空欄）場合や却下の場合として、住民が未申告であるケースが想定される。その場合は、未申告である旨を把握した上
で、住民に電話等で連絡、または照会先と調整する必要がある。

■連携データ項目の追加
・回答メッセージに、情報がない（空欄）場合や却下の場合の理由を追加する。

7 未申告の場合など後日しか情報が受け取れないものについては、情
報取得に係る職員の手間を極力かけない運用がよい。

・職員の手間を考えると、未申告であった場合の所得情報の取得は、再依頼をしなくても、住民が申告し所得情報が確定（登録）された
時点でPushで送られてくる形が望ましい。

8 回答が疑わしい場合、職権修正は行わず、電話等で回答を催促す
る。

・問題があっては困るので、正式な回答として、電子的な照会回答を待つことになる。 － －

9 即時で回答を得られない場合、職権による入力は行わず、電話等で
回答を催促する。

・問題があっては困るので、正式な回答として、電子的な照会回答を待つことになる。 － －

10 運用面を考えると追加して欲しい項目がある。 ・電話等で連絡することを見越して、担当職員の電話番号を表示して欲しい。
・老齢年金以外の年金については、年金の受給有無及び受給開始年月日が欲しい。年金保険者でそのような情報を管理しているの
かがわからない。管理しているのであれば、連携できればよいと思う。

■連携データ項目の追加
・依頼／回答メッセージに担当職員の連絡先電話番号を追加する。
※項目として追加するが、電話番号は回答作成時に手入力で入力されることも想定
されるため、留意が必要である。

・年金の情報については、マイナンバー法の別表第二の記載「児童扶養手当法第
三条第二項に規定する公的年金給付の支給に関する情報であって主務省令で定
めるもの」に含まれればよいが、含まれない場合は追加が難しいのではないか。

11 その他 処理の削減時間 手入力時間、回答の待ち時間が削減できる。 ・添付資料の手入力時間が削減できる。申請1件あたり1分から2分程度の削減が期待できる。
・照会依頼に係る実質作業時間（依頼文書の作成～発送まで）は現状30分程度かかっているが、ほぼかからなくなるのではないか。
・照会に係る待ち時間を削減できる。現状定期的に実施している年金情報の照会は1週間ぐらいかけているが、自動であればすぐに
返ってくることになるので効果は大きい。

－ －

12 戸籍の処理中である旨が照会元で確認できるようにする。 ・現状、受理証明書で一旦受け付けているので、本籍地において戸籍の届出を受け付け現在処理中である旨が照会元で確認できるよ
うにすればよい。

－

13 受付日に遡っての対応ができるようにする。 ・現在処理中である旨を事前に連絡した住民については、遡って対応できるとしたほうが公平ではないか。（月を跨いだために翌月から
の支払いに支障がある場合など）

14 その他 ー ・市町村に証明書発行端末を置き、住民自身が個人番号カード（マイナンバーが登録されたもの）を使って他団体から必要な証明書を
取得し窓口に提出する、そうしたやり方もあるのではないか。この方法であれば、照会先を市町村が把握する必要もなく、ほぼ現状と
変わらない運用で対応できる。

－ －

（２）生活保護（照会元）のヒアリング結果

業務プロセス案／連携データ項目等へのフィードバック事項 課題

1 処理の不足の有無 大きな流れとして、不足している処理はない。 ・要保護者の世帯の住民票が分かれている場合もあるため、世帯員の確認の処理に留意が必要である。 ■業務プロセス案への補足説明追記
・世帯の情報を照会する処理において、要保護者の世帯が住民票と異なる場合が
ある旨、補足説明する。

－

2 情報、照会先の不足の
有無

不足する情報、照会先がある。 不足する情報、照会先として、以下のようなものが挙げられた。
・過去の居住地からの生活保護受給歴
・ライフライン会社（上下水道、電気、ガス等）が保有する連絡先の情報
・勤務先からの源泉徴収票情報
・警察からの暴力団員情報

ー ・挙げられた情報については、マイナンバー法の別表第二に含まれていないた
め、当面は情報連携の対象外となるが、今後拡充されることも考えられるので、将
来的には検討が必要ではないか。

3 運用の妥当性 照会先の特定方法 申請書の記載内容から把握する方法で問題ない。 ・生活保護は申請主義であるため、住民から情報を得ることで問題ない。
・ただし、住民が照会先を知らない場合もあるため、自治体側で調べる方法も準備する。

ー ・1月1日住所地は住基ネットの履歴から把握する等、申請書から照会先を特定で
きなかった場合の代替手段について、予め定めておくのが望ましいのではない
か。

4 単件即時決裁の要否 照会依頼時は、単件即時決裁でなくとも問題ない。 ・履歴が残るため、不正利用を抑制できると考える。
・さらに、不正利用できないような制度面での規定があった方が良い。
・回答までの期間が短縮できるので、単件即時決裁でもよいのではないか。
・照会依頼の都度、決裁することになれば、依頼を出すまでに時間がかかり、回答までの期間が短縮されても効果が半減する。

ー ー

5 業務プロセスの改善 連携部分が も効果が図れる部分である。その他の箇所について
は、特に効率化を求める必要はない。

・審査については、過去ではなく、申請時点の困窮の度合いを判断する必要があるため、自動で収集した情報のみで判断できるもので
もなく、審査の自動化は、困難である。
・ただし、一次集計的な位置づけで、収入額の合計算出程度はあっても良いかもしれない。

－ －

6 情報がない（空欄）の場合や、却下の場合は、その理由も一緒に欲し
い。

・中身がない理由も一緒に伝えてほしい。たとえば、「未申告」の場合は、未申告である情報を返してほしい。
・却下の場合は、理由によって対応方法を判断するため、却下の理由も返してほしい。

■連携データ項目の追加
・回答結果が空欄になる場合は、回答メッセージに空欄になる理由を表す項目を追
加する。
（例）所得証明書情報：申告／未申告フラグ
　　　各種資格情報：資格有無　　　　　　　　　　等
・回答メッセージに、却下理由を追加する。

・「未申告」や「資格無」等の運用については、利用側（生活保護）と提供側のニー
ズや住民に申告等を促す際の処理フロー（誰が、どのように）、そして双方のメリッ
ト・デメリット等を整理した上で、総合的に判断する必要があるのではないか。

7 回答が疑わしい場合は、照会先又は本人に確認し、正確な情報を把
握する。

・照会先に確認し、誤りであれば、照会先で情報を修正してもらい、再度、送信してもらう。 － ・照会先の回答情報が誤っていた場合の照会先のデータ修正に係る運用方法を
検討しておくのが望ましいのではないか。

8 回答を即時で得られない場合は、一時的にシステムに入力することも
ありうるが、正式な回答として電子データの回答が必要である。

・電話等での回答結果を一時的にシステムに入力し、そのデータをもとに審査することが想定される。
・ただし、 終的には、照会先から送られてきた電子データが正式回答となる。

－ ・電話での一時的な回答の登録・管理方法と、 終的に送信された正式回答の登
録・管理方法を検討しておくのが望ましいのではないか。

9 不足している項目がある。 不足している項目として、以下のようなものが挙げられた。
・所得証明書情報：課税総所得額等
・固定資産情報：共有者区分

■連携データ項目の追加
・所得証明書情報の「課税総所得額等」については、マイナンバー法に規定のある
「保護の決定に関する事務」に必要な情報であると判断できるため、連携項目として
追加する。
・固定資産情報については、現時点では連携不可であるが、「保護の決定に関する
事務」に必要な情報であるため、将来的に連携する場合を視野に入れ、「共有者区
分」を追加しておく。

・固定資産情報については、マイナンバー法の別表第二に含まれていないため、
当面は情報連携の対象外となるが、今後拡充されることも考えられるので、将来
的には検討が必要ではないか。

10 その他 処理の削減時間 情報連携の実現により、依頼から回答までの期間短縮効果が大き
い。

・依頼から回答までの時間が短縮されることが一番の効果である。短縮されることにより、次の調査を実施することができ、期間内に多
くの調査に対応できる。
・１照会先あたりの照会依頼の実質作業時間（依頼文書作成・決裁・封入等）は、現状30分程度から、2～3分程度に削減できそうであ
る。

－ －

11 想定する運用案
※固定資産の把握

固定資産の照会先（調査範囲）としては、「現住所地」、「前住所地」、
「本籍地」に照会できるようにする。

・理想を言えば、全国を調査できればよいが、現実的には、無理だと思うので、「現住所地」、「前住所地」、「本籍地」を照会できればよ
いと思う。

－ ・将来的には、全国の固定資産情報の照会ができるような姿についても検討する
ことが必要ではないか。

12 その他 － ・生活保護の受給申請者は、他業務と比べるとマイナンバーを持っていない人や照会先が不明な人が多いことが考えられるため、こう
した申請者に対しどのように対応するかが課題となる。

－ ・マイナンバーを持っていない人や照会先が不明な人からの申請があった場合の
運用方法を検討しておく必要があるのではないか。

13 － ・現在の制度においては、法第29条による調査権が発生するのは申請後から受給廃止までであるため、相談時や受給廃止後に調査
は行えない。検証した情報連携が実現した際には、許されるのであれば相談時点から利用したい。現在の制度を理由に相談時点で利
用できないとする場合は、制御する仕掛けが必要となるのではないか。

－ ・相談時から利用できるような制度面の対応か、利用できない場合においては、相
談時には利用できないようにする仕掛けが必要となるのではないか。

想定する運用案
※戸籍処理完了前に申
請が行われた場合の対
応

運用検証評価結果に対する対応方針

イレギュラー
ケースの対応

受信（取込）時のエラー
に対する対応

連携データ項目等の妥当性

業務遂行の可
否

・未申告時の運用については、利用側（児童扶養手当）と提供側（個人住民税）の
ニーズや住民に申告を促す際の処理フロー（誰が、どのように）、そして双方のメ
リット・デメリット等を整理した上で、総合的に判断する必要があるのではないか。

・戸籍に関する情報については、マイナンバー法の別表第二に含まれていないた
め、当面は情報連携の対象外となるが、今後拡充されることも考えられるので、将
来的には検討が必要ではないか。

No 区分 運用検証評価結果 協力自治体様のご意見のまとめ

連携データ項目等の妥当性

No 区分 運用検証評価結果 協力自治体様のご意見のまとめ
運用検証評価結果に対する対応方針

1/2



運用検証ヒアリング結果のサマリー 別紙５．２－４

（３）個人住民税（照会先）のヒアリング結果

業務プロセス案／連携データ項目等へのフィードバック事項 課題

1 業務遂行の可
否

処理の不足の有無 特に不足している処理はない。 ・特に不足している処理はない。
・回答後に所得情報が更新された際に、回答相手に対して更新した旨がPush型で通知できると良いのではないか。

－ －

2 運用の妥当性 電話で問い合わせが
あった場合の対応

電話での回答は行わない。 ・金額などの情報は、電話で回答することはできない。
・電話で回答をした場合、回答内容を後から確認できないため、責任がとれない。

－ －

3 単件即時決裁の要否 照会応答時は単件即時決裁でなくとも問題ない。 ・自動応答の場合は一括事後決裁でよいが、手動応答の場合には、担当者の判断だけで回答するのは問題があることも考えられるた
め、回答を送信する前に単件即時決裁が必要になるかもしれない。

－ ・照会回答時の決裁のあり方については、自治体それぞれの考え方があり、国と
して一律に規定することは難しいと想定されるため、自治体の判断によると整理し
た方がよいのではないか。

4 参照用DBのフラグの種
類

手動の理由としては、未申告の場合が挙げられる。 ・未申告に関しては、申告してもらったうえで回答する必要がある。
・未申告以外のケースについては、法令に基づいた照会依頼であれば、情報を自動で提供してよいと考える。

－ ・未申告時の運用については、利用側と提供側（個人住民税）のニーズや住民に
申告を促す際の処理フロー（誰が、どのように）、そして双方のメリット・デメリット等
を整理した上で、総合的に判断する必要があるのではないか。

5 イレギュラー
ケースの対応

送信時のエラーに対す
る対応

エラー表示、システムによる再送信など、想定している対応でよい。 ・エラー表示、システムによる再送信など、想定している対応でよい。 － －

6 運用面を考えると追加して欲しい項目がある。 ・依頼内容や履歴の確認時に、連携先の電話番号を表示して欲しい。
・依頼内容や履歴の確認時に、送信者の職責と業務名が欲しい。送信者の職責や業務名は回答する際の判断材料のひとつになると
考える（回答してよい相手かどうか）。

■連携データ項目の追加
・依頼／回答メッセージに、送信元電話番号、送信担当者職責、送信担当者業務名
を追加する。
※項目として追加するが、電話番号等は依頼作成時に手入力で入力されることも想
定されるため、留意が必要である。

－

7 自動回答の場合は、回答に係る作業時間分だけ削減できる。 ・自動回答の場合は、処理時間が0分となるため、公用照会に掛かっている時間（1件当たり、3～5分）が削減できる。 － －

（４）住民のヒアリング結果

業務プロセス案／連携データ項目等へのフィードバック事項 課題

1 申請書への記
入

照会先団体名の記入 自分自身及び家族の住所地や本籍地は記入できると思うが、生活保
護で求められるような親族等の状況までは記入できない。

・自分自身や家族の１月１日住所地や本籍地等については憶えている場合が多いと思うが、生活保護で求められるような、親族等の
状況については、その場では憶えていないと思う。
・正確に記憶していないものについては、行政側から提示していただけるとよいと思う。

ー ・現状、審査に必要な証明書等は住民が準備できているので、照会先について住
民は基本把握できていると考えられるが、1月1日住所地は住基ネットの履歴から
把握する等、照会先を特定できなかった場合の代替手段があれば、より望ましい
のではないか。

2 個人情報の流
通

個人情報の流通に対す
る不安

不安はないが、自身の情報のやり取りの履歴はいつでも確認できる
ようにして欲しい。

・信頼できる相手同士の連携であれば、自分自身の情報が団体間で連携することについて不安は感じない。
・自分自身の情報が、どのような目的で、どの組織間で、いつやり取りされたかを確認できるようにしてもらいたい。

ー ・自分自身の情報が、どのような目的で、どの組織間で、いつやり取りされたかを
住民が確認できるような仕組みの検討が必要ではないか。

3 流通に対する同意の必
要性

行政機関間では事前の本人同意は不要であるが、民間と流通する
際には同意をとってもらいたい。

・行政機関間で情報を連携する場合には、事前の本人同意は不要と考える。
・官・民間で情報を連携する場合には、事前の同意が必要と思う。

ー ・官・民で情報を連携する場合には、申請時に情報連携に対する同意を取るなど、
申請者の事前同意を得る行為が必要なのではないか。

4 後で担当者から問い合わせがくるのは手間なので、多少時間がか
かってもその場で解決してしまいたい。

・役所へ申請する際は、会社を休んでくる場合が多い。事後の電話問い合わせであれば問題ないが、再来庁が発生するようなことは、
極力避けたい。それならば 大1時間程度であれば、待つほうを選びたい。
・団体間で情報照会する場合、相手先に照会して情報の有無程度の確認はしてから帰宅することでよいと思う。後から電話等で連絡
がくるよりも、その場で対応できることはしておきたい。

ー ー

5 今後、国民への周知が必要と考える。 ・個人番号カードが2015年に交付されることも知らなかった。番号制度についての議論がなされていることがまだ浸透しきれておらず、
国民の認知度も低いのではないか。
・住基ネットの時と比べると共通番号に対する抵抗感はないように感じている。

ー ー

（５）番号制度全般に係る討議

No

1 2016年7月の
稼動に向けた
アクション

自治体側の実施事項、
スケジュール

2 番号制度導
入・団体間連
携実現に向け
た課題

前提となる庁内業務シ
ステム連携の現状や連
携実現に向けた課題

3 制度・運用に関する課
題

備考

・自治体の状況によって、前段の準備に掛かる時間や経費が様々であるが、早いところでは、来年度早々にも予算要求が必要になることが考えられるため、なるべく早
期に具体的な実施内容や仕様を提示する必要がある。

・現状で庁内連携ができていない自治体においては、団体間連携の対応以前に、庁内連携の対応が必要となり、庁内連携に掛かる期間、費用等も考慮する必要があ
ると考えられる。

・マイナンバーの管理としては、今後セキュリティ面や改修規模、コストの観点から一箇所での管理が望ましいと考えられる。一箇所で管理するとした場合、住基や統合
DB等が管理先の候補にあがるが、マイナンバー法に規定されていない対象外業務からの問い合わせ等があった場合の対応が課題となる。

区分

・国から自治体で実施すべき事項、スケジュール、システム仕様等が示されないと動きようがないため、自治体が、どのような業務を対象として、何を、どのようなスケジュールで実施すべきかを具体的に示
してもらいたい。そうしなければ、業者への見積依頼や議会への説明ができず、必要な対応ができない。

協力自治体様のご意見等のまとめ

・複数の団体間で情報をやりとりする際にいつも問題となるのが外字である。外字を流通させるとシステムの仕掛けも煩雑になり、コストもかかるため、例えば、公用文に用いる漢字は第２水準漢字の範囲
内とするなど、国に決めてもらいたい。

・固定資産税において、例えば、資産の共有者などが現在は「その他」と管理されており、マイナンバーが付番されても固定資産の保有者として特定できない場合がある。そのような場合、どのように対処す
るのかを国として決めて示してもらいたい。

・税情報の庁内連携について、地方税法第22条により制限をかけている場合があるが、このような情報連携についても、全国でできるようにならないと意味がないため、制度改正等の対応を検討してもらい
たい。

・自動・手動応答について、ある自治体は自動応答で返ってくるのに、ある自治体では手動応答で時間がかかるというのは運用上問題がある。このような運用について、国で指針を示して、全国の自治体で
一律となるようにする必要がある。

・現状の庁内連携については、自治体によってばらばらの状態である。小規模の自治体では統合パッケージを導入しており庁内連携ができている場合が多いが、ある程度の規模の自治体ではマルチベン
ダ化しており、庁内連携できていない場合が多い。また、庁内連携ができている自治体でも、固定資産や戸籍は連携していない場合が多い。

・団体間で連携する前に、①庁内の業務システムの調査(番号制度で市町村等と連携する情報・システムや、庁内業務システムの整理等も含む)、②庁内連携基盤の整備、③庁内連携基盤上で動作させる
業務システムの選定及び、番号制度等に向けたシステム改修(番号制度等に向けた改修等含む)を行う必要がある。こうした前段での工程が重要であり、時間も掛かる。

・業務システムのマイナンバーへの対応としては、個々の業務システムで　マイナンバーの領域を確保するのは現実的ではないので、マイナンバーと、各業務システムで管理している既存番号との対応テー
ブルを庁内基盤上で実装して、変換等の処理を行うのが現実的と考えられる。しかし、マイナンバーと既存番号との同定処理にあたっては、業務システム毎に対応することも考えられ、同定処理をどのよう
に行うかが課題として挙げられる。

帰宅のタイミング

番号制度の認知度

連携データ項目等の妥当性

削減時間

No 区分 運用検証評価結果 協力自治体様のご意見のまとめ
運用検証評価結果に対する対応方針

No 区分 運用検証評価結果 住民役のご意見のまとめ
運用検証評価結果に対する対応方針
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第６章 マイナンバー法案等を考慮した業務プロセス案の見直し  
別紙 

 

別紙 6.2-1 業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 
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別紙 6.2-1 業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 
 
 

別紙 6.2-1-1  
新№1 
児童扶養手当の認定申請における 
手続の効率化 

別紙 6.2-1-1-1 

次期概略フロー（課題ア～エ反映版） 

別紙 6.2-1-1-2 

業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 

 
 
 



 



該当するユースケース（大綱・Ｈ２２年度事業）

新№１．児童扶養手当の認定申請における手続の効率化
次期概略フロー （課題ア～エ反映版） （１／３） 別紙６．２－１－１－１

・№５．児童扶養手当の認定における公的年金受給状況の把握

ユースケースの概要

童・児童扶養手当の認定手続において、処理に必要な情報を他組織から直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を行い、結果を住民に通知
する。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※申請から認定までを対象とし、支給は対象外とする。
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新№１．児童扶養手当の認定申請における手続の効率化
次期概略フロー （課題ア～エ反映版） （２／３）

児童扶養手当の認定手続において、処理に必要な情報を他組織から直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を行い、結果を住民に通知す
るる。

利用者
（住民）

住基ネット
本人確認情報

市町村
（別居の住所地）

市町村（現住所地）

《児童扶養手当》《児童扶養手当》

状況把握 市町村

児童扶養手当
認定請求書

※子どもが別居している
場合は、他市町村との連
携となる

（別居の住所地）

住民基本台帳住民基本台帳

照会応答
住民票情報

情

状況把握 市町村
（１月１日住所地）

個人住民税個人住民税

（台帳）

Ａさん

照会応答

審査

児童扶養手当
支給決定通知書

所得課税証明書情報

別居監護
申立書等

情
報
提
供
ネ
ッ
ト

戸籍情報

市町村
（本籍地）

戸籍戸籍

照会応答

支給決定通知書

賦課・給付

住民票情報

児童扶養手当
不支給決定通知

ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

年金保険者

日本年金機構

国家公務員共済組合年金受給情報

住民基本台帳住民基本台帳

住民票情報

個人住 税個人住 税

所得課税証明書情報

照会応答

ム

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

診断書等

個人住民税個人住民税

戸籍戸籍

戸籍情報

都道府県が業務を行う
場合は、庁内の連携は
なく、すべて他組織（市
町村）との連携となる。

照会応答

2

医療機関
診断書等

※父母はいるが、父又は母が一定程度の
障害の状態にある場合等に必要となる

照会応答

金融機関
口座有無情報



新№１．児童扶養手当の認定申請における手続の効率化
次期概略フロー （課題ア～エ反映版） （３／３）

児童扶養手当の申請に関する主な法令

児童扶養手当法

（認定）
第六条 手当の支給要件に該当する者（以下「受給資格者」という。）は、手当の支給を受けようとするときは、その受給資格及び手当の額について、都道府県知事等の
認定を受けなければならない。
２ 前項の認定を受けた者が 手当の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において その該当するに至つた後の期間に係る手当の支２ 前項の認定を受けた者が、手当の支給要件に該当しなくなつた後再びその要件に該当するに至つた場合において、その該当するに至つた後の期間に係る手当の支
給を受けようとするときも、同項と同様とする。

児童扶養手当法

（調査）（調査）
第二十九条 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無及び手当の額の決定のために必要な事項に関する書類（当該児
童の父又は母が支払つた当該児童の養育に必要な費用に関するものを含む。）その他の物件を提出すべきことを命じ、又は当該職員をしてこれらの事項に関し受給資格
者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。
２ 都道府県知事等は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、第三条第一項若しくは第四条第一項第一号ハに規定する政令で定める程度の障害の状態に
あることにより手当の支給が行われる児童若しくは児童の父若しくは母につき、その指定する医師の診断を受けさせるべきことを命じ、又は当該職員をしてその者の障害の
状態を診断させることができる状態を診断させることができる。
３ 前二項の規定によつて質問又は診断を行なう当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

児童扶養手当法

（資料の提供等）
第三十条 都道府県知事等は、手当の支給に関する処分に関し必要があると認めるときは、受給資格者、当該児童若しくは受給資格者の配偶者若しくは扶養義務者の
資産若しくは収入の状況又は受給資格者、当該児童若しくは当該児童の父若しくは母に対する公的年金給付の支給状況につき、官公署、公的年金給付に係る年金制度
の管掌者たる組合若しくは国家公務員共済組合連合会若しくは日本私立学校振興・共済事業団に対し、必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求め、又は銀行、信託
会社その他の機関若しくは受給資格者の雇用主その他の関係人に対し、必要な事項の報告を求めることができる。

※ 申請書、添付書類については、以下に規定されている。

3

児童扶養手当法施行規則 第一条



 



業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－１－２

新No.1 児童扶養手当の認定申請における手続の効率化

利用者（住民）

市（現住所地） 市町村（別居の住所地） 市町村（1月1日住所地）

決裁権者決裁権者 業務担当者

《児童扶養手当》 住民基本台帳 個人住民税

業務担当者 決裁権者 業務担当者

市町村（本籍地）

戸籍 金融機関住基ネット 年金保険者 医療機関

業務担当者 決裁権者

窓口訪問

申請書作成

提出 受取

本人確認

形式チェック

B‐1:住民から受け取る際の業務処理の流れ

児童扶養手当

認定請求書

別居監護

申立書

受
領

確
認

■業務プロセス案の前提

(1)申請者は、現住所の市役所の窓口で申請を行う。

(2)他組織への照会において、照会先の組織は、申請書に記入してもらうことで把握する。

(3)審査に必要な情報は、申請の都度、他組織への照会を行うこととする。（他の申請等で照会した情報を、活用することはしない）

(4)結果通知は、申請者に郵送する。

【凡例】

処理 分岐
帳票団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理

処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子 補足事項 想定される効果

形式チェック

「番号」確認

認

ICカード提示

帰宅

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

C‐2：行政機関（他団体）へ照会し

回答を受け取る際の

業務処理の流れ

【番号導入後の想定される効果】

・住民が他組織から取得して窓口に持参する添付書類が削減されるため、住民・職員の負荷軽減につながる。

・年金受給状況等の正確な情報を把握できるので、住民に対して適正な給付が可能となる。

・現状では紙等で照会している情報を、電子で照会できるようになるため、照会に係る職員の時間及び業務負荷が軽減される。

決裁の依頼

決裁

メッセージ確認

決裁状況の確認

内
部
決
裁

署名付与依頼

電子署名付与

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

署
名
付
与

送信の依頼

単件即時決裁を行わなくてもよい。

その場合、一括事後決裁を行うこととする。

送信

署名付与状況の確認

送信記録

送
信
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業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－１－２

新No.1 児童扶養手当の認定申請における手続の効率化

利用者（住民）

市（現住所地） 市町村（別居の住所地） 市町村（1月1日住所地）

決裁権者決裁権者 業務担当者

《児童扶養手当》 住民基本台帳 個人住民税

業務担当者 決裁権者 業務担当者

市町村（本籍地）

戸籍 金融機関住基ネット 年金保険者 医療機関

業務担当者 決裁権者

受信

到達記録受
信

D‐2：行政機関（他団体）から問い合わせを受け取り

回答する際の業務処理の流れ

※子どもが別居している場合

受信

到達記録受
信

D‐2：行政機関（他団体）から問い合わせを受け取り

回答する際の業務処理の流れ

※受給者の現住所地と1月1日現在の住所地が

異なる場合

受信

到達記録受
信

D‐2：行政機関（他団体）から問い合わせを受け取り

回答する際の業務処理の流れ

※受給者（父、母、養育者）と支給対象児童の

現住所地と本籍地が異なる場合

照会応答 照会応答 照会応答照会応答

照会依頼情報（戸籍情報）照会依頼情報（所得課税証明書情報）照会依頼情報（住民票情報）

照会依頼情報（本人確認情報）

照会依頼情報（年金受給情報）

照会依頼情報（診断書等）

照会依頼情報（口座有無情報）

振分

送信元検証

証明書検証

署名検証検
証

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

振分

送信元検証

証明書検証

署名検証検
証

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

振分

送信元検証

証明書検証

署名検証検
証

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

署名付与依頼

電子署名付与

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

署
名
付
与

送信の依頼

決裁の依頼

決裁

メッセージ確認

決裁状況の確認

内
部
決
裁

署名付与依頼

電子署名付与

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

署
名
付
与

送信の依頼

決裁の依頼

決裁

メッセージ確認

決裁状況の確認

内
部
決
裁

署名付与依頼

電子署名付与

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

署
名
付
与

送信の依頼

決裁の依頼

決裁

メッセージ確認

決裁状況の確認

内
部
決
裁

単件即時決裁を行

わなくてもよい。

その場合、一括事後

決裁を行うこととする。

単件即時決裁を行

わなくてもよい。

その場合、一括事後

決裁を行うこととする。

単件即時決裁を行わ

なくてもよい。

その場合、一括事後

決裁を行うこととする。

送信

署名付与状況の確認

送信記録

送
信

送信

署名付与状況の確認

送信記録

送
信

送信

署名付与状況の確認

送信記録

送
信

照会応答情報（戸籍情報）照会応答情報（所得課税証明書情報）照会応答情報（住民票情報）

2/3



業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－１－２

新No.1 児童扶養手当の認定申請における手続の効率化

利用者（住民）

市（現住所地） 市町村（別居の住所地） 市町村（1月1日住所地）

決裁権者決裁権者 業務担当者

《児童扶養手当》 住民基本台帳 個人住民税

業務担当者 決裁権者 業務担当者

市町村（本籍地）

戸籍 金融機関住基ネット 年金保険者 医療機関

業務担当者 決裁権者

受
信

受信

到達記録

振分

送信元検証

署名検証 検
証

証明書検証

審査

個人の特定

内容の作成

宛先の特定

原
案
作
成

A‐1：住民に連絡する際の

業務処理の流れ

決裁の依頼

決裁

原案の確認

決裁状況の確認

内
部
決
裁

公印押印依頼

公印押印

決裁状況の確認

公印の確認

公
印
押
印

発送の依頼

発送

公印の確認

発送記録

発
送

発送記録

受取

発送元確認

公印の確認

通知内容の確認

児童扶養手当

支給決定通知書

児童扶養手当

不支給決定通知書
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別紙 6.2-1 業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 
 
 

6.2-1-2  
新№2 
生活保護の受給申請に伴う調査の 
効率化(都道府県で実施) 

別紙 6.2-1-2-1 

次期概略フロー（課題ア～エ反映版） 

別紙 6.2-1-2-2 

業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 

 
 

 



 



該当するユースケース（大綱・Ｈ２２年度事業）

新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）
次期概略フロー （課題ア～エ反映版） （１／３） 別紙６．２－１－２－１

・№９．生活保護認定における他制度給付状況の把握 （②都道府県で実施する場合）

ユースケースの概要

際 童・生活保護認定の審査の際に、他制度の給付状況（各種公的年金、雇用保険給付、児童扶養手当等）を確認する。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※生活保護の支給申請手続について整理する。

1



新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）
次期概略フロー （課題ア～エ反映版） （２／３）

生活保護の申請手続において、処理に必要な情報を他組織から直接参照する。また、現状では紙等で行っている組織間の連携を電子で行う。
参照した情報等をもとに審査等を行い 結果を住民に通知する参照した情報等をもとに審査等を行い、結果を住民に通知する。

利用者
（住民）

都道府県

《生活保護》
市町村

（本籍地）
市町村

（１月１日住所地）
市町村

（固定資産所在地）
市町村（現住所地）

住基ネット
本人確認情報

世帯の情報を照会する場合、要保護
者の世帯が住民票上の世帯とは異な
る場合もある。

戸籍

照会応答

個人住民税

保護申請書

Ａさん

照会応答

固定資産税

照会応答

戸籍情報

国民健康保険

照会応答

障害者福祉

照会応答

軽自動車税

照会応答

国民健康保険情報 手帳情報
特別児童扶養手当受給情報

後期高齢者医療 子ども手当受給情報 児童扶養手当受給情報

軽自動車車両情報

介護保険加入情報

固定資産情報

住民基本台帳

照会応答

住民票情報所得課税証明書情報

収入申告書

情
報
提

年金保険者

日本年金機構

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

生活歴申告書
医療保険者

全国健康保険協会

（各種）健康保険組合

（各種）国民健康保険組合

子ども手当

照会応答

後期高齢者医療

照会応答

《児童扶養手当》

照会応答

保険加入情報
子ども手当受給情報 児童扶養手当受給情報

介護保険

照会応答

介護保険加入情報
介護保険高額給付情報
介護保険賦課情報

《福祉》
年金受給情報

特別障害者給付金受給情報

賃貸契約書(写)

資産申告書

供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス
テ

公共職業安定所 運輸支局

日本私立学校振興
・共済事業団

雇用保険給付金 自動車

全国健康保険協会

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

医療保険情報

雇用保険受給情報 自動車車両情報

労働基準監督署

労災

労災受給情報

通知受領

保護決定情報
法務局

登記

登記簿閲覧情報

状況把握

テ
ム

金融機関 保険会社 医療機関

銀行預金額

雇用主

給与所得情報

郵便局

郵便貯金額
簡易保険加入情報

医療要否意見書

検診書

生命保険情報

《公費負担医療》 《福祉》
審査

保護決定通知書

公費負担医療証情報 福祉手当受給情報

民生委員

民生委員意見書

（台帳）

《公費負担医療》

照会応答 《小児慢性特定疾患医療》

《結核児童療育給付》

照会応答 《特別児童扶養手当》

審査

生活保護受給証

・
・

《未熟児養育医療》

賦課・給付
徴収・支給 《母子・寡婦福祉資金》

・
・

民生委員

通知

2



新№２．生活保護の受給申請に伴う調査の効率化（都道府県で実施）
次期概略フロー （課題ア～エ反映版） （３／３）

生活保護の申請に関する主な法令

生活保護法

（申請保護の原則）
第七条 保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請が
なくても、必要な保護を行うことができる。

生活保護法

（申請による保護の開始及び変更）
第二十四条 保護の実施機関は、保護の開始の申請があつたときは、保護の要否、種類、程度及び方法を決定し、申請者に対して書面をもつて、これを通知しなければ
ならない。

生活保護法

（調査及び検診）
第二十八条 保護の実施機関は、保護の決定又は実施のため必要があるときは、要保護者の資産状況、健康状態その他の事項を調査するために、要保護者について、
当該職員に その居住の場所に立ち入り これらの事項を調査させ 又は当該要保護者に対して 保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき当該職員に、その居住の場所に立ち入り、これらの事項を調査させ、又は当該要保護者に対して、保護の実施機関の指定する医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき
旨を命ずることができる。
２ 前項の規定によつて立入調査を行う当該職員は、厚生労働省令の定めるところにより、その身分を示す証票を携帯し、且つ、関係人の請求があるときは、これを呈示
しなければならない。
３ 第一項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
４ 保護の実施機関は、要保護者が第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は医師若しくは歯科医師の検診を受けるべき旨の命令に従わないと
きは、保護の開始若しくは変更の申請を却下し、又は保護の変更、停止若しくは廃止をすることができる。

生活保護法

（調査の嘱託及び報告の請求）

※ 申請書、添付書類については、以下に規定されている。

第二十九条 保護の実施機関及び福祉事務所長は、保護の決定又は実施のために必要があるときは、要保護者又はその扶養義務者の資産及び収入の状況につき、
官公署に調査を嘱託し、又は銀行、信託会社、要保護者若しくはその扶養義務者の雇主その他の関係人に、報告を求めることができる。

3

生活保護法施行規則 第二条

生活保護法施行細則 第三条 （福岡県の例）



 



業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－２－２

町村（現住所地）

《福祉》

業務担当者 決裁権者

照会先業務（住民基本台帳／軽自動車税／国民健康保険／障
害者福祉／後期高齢者医療／介護保険／子ども手当／《児童

業務担当者 決裁権者

住基ネット

市町村（固定資産所在地）

固定資産税

業務担当者 決裁権者

新No.2 生活保護の受給申請に伴う調査の効率化

利用者（住民）

市町村（本籍地） 市町村（1月1日住所地）

送信担当者決裁権者 受信担当者

《生活保護》 戸籍 個人住民税

業務担当者 決裁権者 業務担当者

都道府県福祉事務所（現住所地）

窓口訪問

申請書作成

提出 受取

本人確認

形式チェック

「番号」確認

B‐1:住民から受け取る際の業務処理の流れ

受
領

確
認

ICカード提示

生活保護申請書

■業務プロセス案の前提

(1)申請者は、現住所のある都道府県福祉事務所の窓口で申請を行う。

(2)他組織への照会において、照会先の組織は、申請書に記入してもらうことで把握する。

(3)審査に必要な情報は、申請の都度、他組織への照会を行うこととする。（他の申請等で照会した情報を、活用することはしない）

(4)結果通知は 申請者に郵送する

【凡例】

処理 分岐
帳票団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理

処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子 補足事項 想定される効果

収入申告書

資産申告書

生活歴申告書

賃貸契約書（写）

帰宅

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

決裁の依頼

決裁

メッセージ確認

決裁状況の確認

内
部
決
裁

署名付与依頼

決裁状況の確認
署

C‐2：行政機関（他団体）へ照会し

回答を受け取る際の

【番号導入後の想定される効果】

・今まで調査が困難であった情報が調査できるようになり、審査に必要な情報が正確に把握できるため、住民に対して公正な給付が可能となる。

・審査に利用する情報が多岐に渡っているため、職員は多くの機関に照会する必要があるが、情報連携の実現により、照会に係る職員の時間及び業務負荷が軽減される。

・情報連携の実現により、照会依頼から回答までの期間が大幅に短縮されるため、審査に必要な情報を早期に収集できるようになる。

(4)結果通知は、申請者に郵送する。

単件即時決裁を行

わなくてもよい。

その場合、一括事後

決裁を行うこととす

電子署名付与

署名付与状況の確認

署
名
付
与

送信の依頼

送信

署名付与状況の確認

送信記録

送
信

受信

照会応答

照会依頼情報（本人確認情報）

照会応答情報（本人確認情報）

受
信

到達記録

振分

送信元検証

証明書検証

署名検証 検
証

①
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業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－２－２

その他
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業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－２－２

町村（現住所地）

《福祉》

業務担当者 決裁権者

照会先業務（住民基本台帳／軽自動車税／国民健康保険／障
害者福祉／後期高齢者医療／介護保険／子ども手当／《児童

業務担当者 決裁権者

住基ネット

市町村（固定資産所在地）

固定資産税

業務担当者 決裁権者

新No.2 生活保護の受給申請に伴う調査の効率化

利用者（住民）

市町村（本籍地） 市町村（1月1日住所地）

送信担当者決裁権者 受信担当者

《生活保護》 戸籍 個人住民税

業務担当者 決裁権者 業務担当者

都道府県福祉事務所（現住所地）

①

C‐2：行政機関（他団体）へ照会し

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

決裁の依頼

決裁

メッセージ確認

決裁状況の確認

内
部
決
裁

署名付与依頼

電子署名付与

決裁状況の確認
署
名
付
与

C 2：行政機関（他団体）へ照会し

回答を受け取る際の業務処理の流れ

単件即時決裁を行

わなくてもよい。

その場合、一括事後

決裁を行うこととする。

署名付与状況の確認

送信の依頼

送信

署名付与状況の確認

送信記録

送
信
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その他
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業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－２－２

町村（現住所地）

《福祉》

業務担当者 決裁権者

照会先業務（住民基本台帳／軽自動車税／国民健康保険／障
害者福祉／後期高齢者医療／介護保険／子ども手当／《児童

業務担当者 決裁権者

住基ネット

市町村（固定資産所在地）

固定資産税

業務担当者 決裁権者

新No.2 生活保護の受給申請に伴う調査の効率化

利用者（住民）

市町村（本籍地） 市町村（1月1日住所地）

送信担当者決裁権者 受信担当者

《生活保護》 戸籍 個人住民税

業務担当者 決裁権者 業務担当者

都道府県福祉事務所（現住所地）

受信

振分

到達記録受
信

受信

振分

到達記録受
信

受信

振分

到達記録受
信

受信

振分

到達記録受
信

照会依頼情報

（住民票情報／軽自動車車両情報／国民健康保険情報／

手帳情報／特別児童扶養手当受給情報／

後期高齢者医療保険加入情報／介護保険加入情報／

介護保険高額給付情報／介護保険賦課情報／

子ども手当受給情報／児童扶養手当受給情報）

照会依頼情報（戸籍情報） 照会依頼情報（固定資産情報） 照会依頼情報（所得課税証明書情報）

D‐2：行政機関（他団体）から問い合わせを受け取り

回答する際の業務処理の流れ

D‐2：行政機関（他団体）から問い合わせを受け取り

回答する際の業務処理の流れ

D‐2：行政機関（他団体）から問い合わせを受け取り

回答する際の業務処理の流れ

D‐2：行政機関（他団体）から問い合わせを受け取り

回答する際の業務処理の流れ

送信元検証

証明書検証

署名検証検
証

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

決裁の依頼

決裁

メッセージ確認

決裁状況の確認

内
部
決
裁

送信元検証

証明書検証

署名検証検
証

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

決裁の依頼

決裁

メッセージ確認

決裁状況の確認

内
部
決
裁

送信元検証

証明書検証

署名検証検
証

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

決裁の依頼

決裁

メッセージ確認

決裁状況の確認

内
部
決
裁

送信元検証

証明書検証

署名検証検
証

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

決裁の依頼

決裁

メッセージ確認

決裁状況の確認

内
部
決
裁

単件即時決裁を行 単件即時決裁を行
署名付与依頼

電子署名付与

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

署
名
付
与

送信の依頼

送信

署名付与状況の確認

送信記録

送
信

署名付与依頼

電子署名付与

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

署
名
付
与

送信の依頼

送信

署名付与状況の確認

送信記録

送
信

署名付与依頼

電子署名付与

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

署
名
付
与

送信の依頼

送信

署名付与状況の確認

送信記録

送
信

署名付与依頼

電子署名付与

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

署
名
付
与

送信の依頼

送信

署名付与状況の確認

送信記録

送
信

照会応答情報 照会応答情報（戸籍情報） 照会応答情報（固定資産情報） 照会応答情報（所得課税証明書情報）

単件即時決裁を行

わなくてもよい。

その場合、一括事後

決裁を行うこととする。

単件即時決裁を行

わなくてもよい。

その場合、一括事後

決裁を行うこととする。

単件即時決裁を行

わなくてもよい。

その場合、一括事後

決裁を行うこととする。

単件即時決裁を行

わなくてもよい。

その場合、一括事後

決裁を行うこととす

受
信

受信

到達記録

振分

送信元検証

証明書検証

署名検証 検
証

（住民票情報／軽自動車車両情報／国民健康保険情報／

手帳情報／特別児童扶養手当受給情報／

後期高齢者医療保険加入情報／介護保険加入情報／

介護保険高額給付情報／介護保険賦課情報／

子ども手当受給情報／児童扶養手当受給情報）
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業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－２－２

その他

照会依頼情報

（年金受給情報／

特別障害者給付金受給情報）

照会依頼情報

（医療保険情報）

照会応答

照会応答情報

（年金受給情報／

特別障害者給付金受給情報）
医療保険者

照会依頼情報

照会応答

民生委員

照会依頼情報

（民生委員意見書）

照会応答情報

（民生委員意見書）

照会応答

年金保険者

照会応答情報

（雇用保険受給情報）

照会応答情報

（医療保険情報）
公共職業安定所

照会応答

運輸支局

照会応答

労働基準監督署

照会応答

金融機関

照会応答情報

（自動車車両情報）

照会応答情報

（労災受給情報）

照会依頼情報

（雇用保険受給情報）

照会依頼情報

（自動車車両情報）

照会依頼情報

（労災受給情報）

照会依頼情報

（銀行預金情報）

法務局

照会応答

照会依頼情報

（登記閲覧情報）

照会応答情報

（登記閲覧情報）

照会応答

郵便局

照会応答

保険会社

照会応答

雇用主

照会応答

照会応答情報

（郵便貯金額／

簡易保険加入情報）

照会応答情報

（生命保険情報）

照会応答情報

（銀行預金額）

照会依頼情報

（郵便貯金額／

簡易保険加入情報

照会依頼情報

（生命保険情報）

医療機関

照会応答

照会応答情報

（医療要否意見書／

検診書）

照会依頼情報

（医療要否意見書／

検診書）

照会依頼情報

（給与所得情報）

照会応答情報

（給与所得情報）
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業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－２－２

町村（現住所地）

《福祉》

業務担当者 決裁権者

照会先業務（住民基本台帳／軽自動車税／国民健康保険／障
害者福祉／後期高齢者医療／介護保険／子ども手当／《児童

業務担当者 決裁権者

住基ネット

市町村（固定資産所在地）

固定資産税

業務担当者 決裁権者

新No.2 生活保護の受給申請に伴う調査の効率化

利用者（住民）

市町村（本籍地） 市町村（1月1日住所地）

送信担当者決裁権者 受信担当者

《生活保護》 戸籍 個人住民税

業務担当者 決裁権者 業務担当者

都道府県福祉事務所（現住所地）

審査

②

個人の特定

内容の作成

宛先の特定

原
案
作
成

A‐1：住民に連絡する際の

業務処理の流れ

決裁の依頼 原案の確認
内
部
決

決裁決裁状況の確認

決
裁

公印押印依頼

公印押印

決裁状況の確認

公印の確認

公
印
押
印

発送の依頼

発送

公印の確認

発送記録

発
送

保護決定通知書

生活保護受給証

受取

発送元確認

公印の確認

通知内容の確認
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業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－２－２

その他
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業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－２－２

町村（現住所地）

《福祉》

業務担当者 決裁権者

照会先業務（住民基本台帳／軽自動車税／国民健康保険／障
害者福祉／後期高齢者医療／介護保険／子ども手当／《児童

業務担当者 決裁権者

住基ネット

市町村（固定資産所在地）

固定資産税

業務担当者 決裁権者

新No.2 生活保護の受給申請に伴う調査の効率化

利用者（住民）

市町村（本籍地） 市町村（1月1日住所地）

送信担当者決裁権者 受信担当者

《生活保護》 戸籍 個人住民税

業務担当者 決裁権者 業務担当者

都道府県福祉事務所（現住所地）

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

決裁の依頼

決裁

メッセージ確認

決裁状況の確認

内
部
決
裁

A‐3：行政機関（他団体）に連絡する際の業務処理の流

署名付与依頼

電子署名付与

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

署
名
付
与

送信の依頼

送信

署名付与状況の確認

送信記録

送
信

受
信

受信

到達記録

B‐2:行政機関（他団体）から

受け取る際の業務処理の流れ

保護決定情報

単件即時決裁を行

わなくてもよい。

その場合、一括事後

決裁を行うこととする。

振分

送信元検証

証明書検証

署名検証 検
証
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業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－２－２

その他
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該当するユースケース（大綱・Ｈ２２年度事業）

新№３ 税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など）
次期概略フロー （課題ア～エ反映版） （１／２） 別紙６．２－１－３－１

〔情報の提供〕
・№１９．税務や納付に関する情報提供
・№２０．確定申告時の自己情報の情報提供

ユースケースの概要

・国民が、自分の情報や、利用するサービスに関する情報を自宅のパソコン等から容易に閲覧可能となる。
【対象情報】自己の申告内容、税（賦課）情報、納付情報、確定申告等を行う際に参考となる控除等に関する情報

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※対象情報については、
申告内容、税（賦課）情報、納付情報として、市町村（固定資産税、個人住民税、軽自動車税）、都道府県（自動車税）、国税を例として整理

する。
申告に必要な情報として、控除に関する情報（各種保険料、医療費、障害者情報、借入金の年末残高等証明書）を例として整理する。
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新№３ 税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など）
次期概略フロー （課題ア～エ反映版） （２／２）

住民がポータルにログインし、自身に関する、税（賦課）情報、納付情報、控除に関する情報などの各種情報を参照する。

利用者
（住民）

ポータルポータル

ログインログイン

年金保険者

日本年金機構

医療保険者

（各種）国民健康保険組合

市町村
（軽自動車登録地）

市町村
（1月1日住所地）

市町村
（固定資産所在地）

Ａさん

グイングイン

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
共済事業団

全国健康保険協会

（各種）健康保険組合

（各種）国民健康保険組合
固定資産税固定資産税

照会応答

個人住民税個人住民税

照会応答

軽自動車税軽自動車税

照会応答

申告内容（固定資産税）
税（賦課）情報（固定資産税）

申告内容（個人住民税）
税（賦課）情報（個人住民税）

申告内容（軽自動車税）
税（賦課）情報（軽自動車税）

市町村（現住所地）

国民健康保険国民健康保険 後期高齢者医療後期高齢者医療

・共済事業団

国家公務員共済組合

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団障害者福祉障害者福祉

保険料情報（年金）

（ 課）情報（ 資 ）
納付情報（固定資産税）

（ 課）情報（個 住 ）
納付情報（個人住民税）

（ 課）情報（ 車 ）
納付情報（軽自動車税）

情
報
提
供
ネ情報提供情報提供

国民健康保険国民健康保険

照会応答

後期高齢者医療後期高齢者医療

照会応答

共済事業団障害者福祉障害者福祉

照会応答

障害者情報（身体障害者）
障害者情報（精神障害者）
障害者情報（知的障害者）

保険料情報（国民健康保険）
医療費情報（国民健康保険）

保険料情報（後期高齢者医療）
医療費情報（後期高齢者医療）

保険料情報（健康保険）
医療費情報（健康保険）

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ

情報提供情報提供 障害者情報（知的障害者）

ス
テ
ム

金融機関

保険会社

税務署都道府県

《自動車税》《自動車税》

照会応答
・・・

申告内容（所得税）
税（賦課）情報（所得税）
納付情報（所得税）
年末調整情報

借入金の年末残高等証明書（住宅ローン）

申告内容（自動車税）
保険会社

保険料情報（生命保険）
保険料情報（損害保険）
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申告内容（自動車税）
税（賦課）情報（自動車税）
納付情報（自動車税）



業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－３－２

市町村（1月1日住所地）

個人住民税

業務担当者 決裁権者

市町村（固定資産所在地）

固定資産税

業務担当者 決裁権者

軽自動車税

業務担当者 決裁権者業務担当者 決裁権者

保険会社

新No.３ 税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など）

利用者（住民） ポータル 税務署 年金保険者 医療保険者 金融機関《自動車税》

都道府県

業務担当者 決裁権者

国民健康保険、後期高齢者医療、障害者福祉

市町村（現住所地）市町村（軽自動車登録地）

署名付与

ログイン ログイン認証

送信

メッセージ作成

認証ICカード読込

要求情報選択

・情報の要求先を「都道府県」「市町村」「年金保険者」「医療保険

者」「税務署」「金融機関」「保険会社」から選択する。また、要求す

る情報の種類を選択する。
■業務プロセス案の前提

(1) ポータルにて、利用者は問合せ先を選択して、情報の照会要求を行う。

(2) 情報の要求先は、以下の通りとする。

①自動車税 ：都道府県（自動車登録地）

②固定資産税 ：市町村（固定資所在地）

③個人住民税 ：市町村（1月1日住所地）

④軽自動車税 ：市町村（軽自動車登録地）

⑤国民健康保険税（料） ：市町村（現住所地）

【凡例】

処理 分岐 帳票団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理

処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子
補足事項 想定される効果

【番号導入後の想定される効果】

・住民が直接ポータルから必要な情報の照会が可能となり、窓口での業務負荷が軽減されるため、住民・職員の負荷軽減につながる。

署名付与

ログイン ログイン認証

送信

メッセージ作成

認証ICカード読込

要求情報選択

B‐1:ポータルから受け取る際

の業務処理の流れ

受信

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

検
証

受
信

照会依頼情報

（申告内容（所得税）、

税（賦課）情報（所得税）

・情報の要求先を「都道府県」「市町村」「年金保険者」「医療保険

者」「税務署」「金融機関」「保険会社」から選択する。また、要求す

る情報の種類を選択する。

B‐1:ポータルから受け取る際

の業務処理の流れ

受信

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

検
証

受
信

B‐1:ポータルから受け取る際

の業務処理の流れ

受信

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

検
証

受
信

照会依頼情報

（申告内容（自動車税）、

税（賦課）情報（自動車税）、

納付情報（自動車税））

照会依頼情報

（申告内容（軽自動車税）、

税（賦課）情報（軽自動車税）、

納付情報（軽自動車税））

B‐1:ポータルから受け取る際

の業務処理の流れ

受信

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

検
証

受
信

照会依頼情報

（申告内容（個人住民税）、

税（賦課）情報（個人住民税）、

納付情報（個人住民税））

B‐1:ポータルから受け取る際

の業務処理の流れ

受信

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

検
証

受
信

照会依頼情報

（申告内容（固定資産税）、

税（賦課）情報（固定資産税）、

納付情報（固定資産税））

照会依頼情報

（保険料情報（国民健康保険）、医療費情報（国民健康保険）、

保険料情報（後期高齢者医療）、医療費情報（後期高齢者医療）、

障害者情報（身体障害者）、 障害者情報（精神障害者）、 障害者情報（知的障害者））

■業務プロセス案の前提

(1) ポータルにて、利用者は問合せ先を選択して、情報の照会要求を行う。

(2) 情報の要求先は、以下の通りとする。

①自動車税 ：都道府県（自動車登録地）

②固定資産税 ：市町村（固定資所在地）

③個人住民税 ：市町村（1月1日住所地）

④軽自動車税 ：市町村（軽自動車登録地）

⑤国民健康保険税（料） ：市町村（現住所地）

【凡例】

処理 分岐 帳票団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理

処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子
補足事項 想定される効果

【番号導入後の想定される効果】

・住民が直接ポータルから必要な情報の照会が可能となり、窓口での業務負荷が軽減されるため、住民・職員の負荷軽減につながる。

・現状では電話等で照会している情報を、電子で自動的に照会できるようになるため、電話等の対応に必要となる職員の業務時間、業務負荷が

軽減される。

署名付与

ログイン ログイン認証

送信

メッセージ作成

認証ICカード読込

要求情報選択

B‐1:ポータルから受け取る際

の業務処理の流れ

A‐2：ポータルに連絡する

際の業務処理の流れ

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

電子署名付与

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼

決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

受信

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

検
証

受
信

照会応答

照会応答

照会応答

照会応答

照会依頼情報

（申告内容（所得税）、

税（賦課）情報（所得税）、

納付情報（所得税）、

年末調整情報）

照会依頼情報

（保険料情報（年金））

照会依頼情報

（保険料情報（健康保険）、医療費情報（健康保険））

照会依頼情報

（借入金の年末残高等証明書（住宅ローン））

照会依頼情報

（保険料情報（生命保険）、

保険料情報（損害保険））

・情報の要求先を「都道府県」「市町村」「年金保険者」「医療保険

者」「税務署」「金融機関」「保険会社」から選択する。また、要求す

る情報の種類を選択する。

B‐1:ポータルから受け取る際

の業務処理の流れ

受信

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

検
証

受
信

A‐2：ポータルに連絡する

際の業務処理の流れ

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

電子署名付与

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼

決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

B‐1:ポータルから受け取る際

の業務処理の流れ

受信

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

検
証

受
信

A‐2：ポータルに連絡する

際の業務処理の流れ

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

電子署名付与

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼

決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

照会依頼情報

（申告内容（自動車税）、

税（賦課）情報（自動車税）、

納付情報（自動車税））

照会依頼情報

（申告内容（軽自動車税）、

税（賦課）情報（軽自動車税）、

納付情報（軽自動車税））

B‐1:ポータルから受け取る際

の業務処理の流れ

受信

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

検
証

受
信

A‐2：ポータルに連絡する

際の業務処理の流れ

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

電子署名付与

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼

決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

照会依頼情報

（申告内容（個人住民税）、

税（賦課）情報（個人住民税）、

納付情報（個人住民税））

B‐1:ポータルから受け取る際

の業務処理の流れ

受信

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

検
証

受
信

A‐2：ポータルに連絡する

際の業務処理の流れ

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

電子署名付与

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼

決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

照会依頼情報

（申告内容（固定資産税）、

税（賦課）情報（固定資産税）、

納付情報（固定資産税））

照会依頼情報

（保険料情報（国民健康保険）、医療費情報（国民健康保険）、

保険料情報（後期高齢者医療）、医療費情報（後期高齢者医療）、

障害者情報（身体障害者）、 障害者情報（精神障害者）、 障害者情報（知的障害者））

■業務プロセス案の前提

(1) ポータルにて、利用者は問合せ先を選択して、情報の照会要求を行う。

(2) 情報の要求先は、以下の通りとする。

①自動車税 ：都道府県（自動車登録地）

②固定資産税 ：市町村（固定資所在地）

③個人住民税 ：市町村（1月1日住所地）

④軽自動車税 ：市町村（軽自動車登録地）

⑤国民健康保険税（料） ：市町村（現住所地）

【凡例】

処理 分岐 帳票団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理

処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子
補足事項 想定される効果

【番号導入後の想定される効果】

・住民が直接ポータルから必要な情報の照会が可能となり、窓口での業務負荷が軽減されるため、住民・職員の負荷軽減につながる。

・現状では電話等で照会している情報を、電子で自動的に照会できるようになるため、電話等の対応に必要となる職員の業務時間、業務負荷が

軽減される。

単件即時決裁を行わ

なくてもよい。

その場合、一括事後

決裁を行うこととする。

単件即時決裁を行わ

なくてもよい。

その場合、一括事後

決裁を行うこととする。

単件即時決裁を行わ

なくてもよい。

その場合、一括事後

決裁を行うこととする。

単件即時決裁を行わ

なくてもよい。

その場合、一括事後

決裁を行うこととする。

単件即時決裁を行わ

なくてもよい。

その場合、一括事後

決裁を行うこととする。

署名付与

受信

到達記録

送信元検証

署名検証

情報格納

ログイン ログイン認証

送信

メッセージ作成

証明書検証

認証ICカード読込

要求情報選択

B‐1:ポータルから受け取る際

の業務処理の流れ

A‐2：ポータルに連絡する

際の業務処理の流れ

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

電子署名付与

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼

決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

送信

署名付与状況の確認

送信の依頼

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

受信

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

検
証

受
信

送信記録

照会応答

照会応答

照会応答

照会応答

照会応答

照会依頼情報

（申告内容（所得税）、

税（賦課）情報（所得税）、

納付情報（所得税）、

年末調整情報）

照会依頼情報

（保険料情報（年金））

照会依頼情報

（保険料情報（健康保険）、医療費情報（健康保険））

照会依頼情報

（借入金の年末残高等証明書（住宅ローン））

照会依頼情報

（保険料情報（生命保険）、

保険料情報（損害保険））

申告内容

税（賦課）情報

納付情報

保険料情報

医療費情報

障害者情報

・情報の要求先を「都道府県」「市町村」「年金保険者」「医療保険

者」「税務署」「金融機関」「保険会社」から選択する。また、要求す

る情報の種類を選択する。

照会応答情報

（保険料情報（国民健康保険）、医療費情報（国民健康保険）、

保険料情報（後期高齢者医療）、医療費情報（後期高齢者医療）、

障害者情報（身体障害者）、 障害者情報（精神障害者）、 障害者情報（知的障害者））

B‐1:ポータルから受け取る際

の業務処理の流れ

受信

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

検
証

受
信

A‐2：ポータルに連絡する

際の業務処理の流れ

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

電子署名付与

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼

決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

送信

署名付与状況の確認

送信の依頼

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

送信記録

B‐1:ポータルから受け取る際

の業務処理の流れ

受信

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

検
証

受
信

A‐2：ポータルに連絡する

際の業務処理の流れ

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

電子署名付与

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼

決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

送信

署名付与状況の確認

送信の依頼

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

送信記録

照会依頼情報

（申告内容（自動車税）、

税（賦課）情報（自動車税）、

納付情報（自動車税））

照会依頼情報

（申告内容（軽自動車税）、

税（賦課）情報（軽自動車税）、

納付情報（軽自動車税））

B‐1:ポータルから受け取る際

の業務処理の流れ

受信

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

検
証

受
信

A‐2：ポータルに連絡する

際の業務処理の流れ

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

電子署名付与

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼

決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

送信

署名付与状況の確認

送信の依頼

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

送信記録

照会依頼情報

（申告内容（個人住民税）、

税（賦課）情報（個人住民税）、

納付情報（個人住民税））

B‐1:ポータルから受け取る際

の業務処理の流れ

受信

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

検
証

受
信

A‐2：ポータルに連絡する

際の業務処理の流れ

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

電子署名付与

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼

決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

送信

署名付与状況の確認

送信の依頼

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

送信記録

照会依頼情報

（申告内容（固定資産税）、

税（賦課）情報（固定資産税）、

納付情報（固定資産税））

照会応答情報

（申告内容（固定資産税）、

税（賦課）情報（固定資産税）、

納付情報（固定資産税））

照会応答情報

（申告内容（軽自動車税）、

税（賦課）情報（軽自動車税）、

納付情報（軽自動車税））

照会応答情報

（申告内容（個人住民税）、

税（賦課）情報（個人住民税）、

納付情報（個人住民税））

照会依頼情報

（保険料情報（国民健康保険）、医療費情報（国民健康保険）、

保険料情報（後期高齢者医療）、医療費情報（後期高齢者医療）、

障害者情報（身体障害者）、 障害者情報（精神障害者）、 障害者情報（知的障害者））

照会応答情報

（申告内容（自動車税）、

税（賦課）情報（自動車税）、

納付情報（自動車税））

■業務プロセス案の前提

(1) ポータルにて、利用者は問合せ先を選択して、情報の照会要求を行う。

(2) 情報の要求先は、以下の通りとする。

①自動車税 ：都道府県（自動車登録地）

②固定資産税 ：市町村（固定資所在地）

③個人住民税 ：市町村（1月1日住所地）

④軽自動車税 ：市町村（軽自動車登録地）

⑤国民健康保険税（料） ：市町村（現住所地）

【凡例】

処理 分岐 帳票団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理

処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子
補足事項 想定される効果

【番号導入後の想定される効果】

・住民が直接ポータルから必要な情報の照会が可能となり、窓口での業務負荷が軽減されるため、住民・職員の負荷軽減につながる。

・現状では電話等で照会している情報を、電子で自動的に照会できるようになるため、電話等の対応に必要となる職員の業務時間、業務負荷が

軽減される。

単件即時決裁を行わ

なくてもよい。

その場合、一括事後

決裁を行うこととする。

単件即時決裁を行わ

なくてもよい。

その場合、一括事後

決裁を行うこととする。

単件即時決裁を行わ

なくてもよい。

その場合、一括事後

決裁を行うこととする。

単件即時決裁を行わ

なくてもよい。

その場合、一括事後

決裁を行うこととする。

単件即時決裁を行わ

なくてもよい。

その場合、一括事後

決裁を行うこととする。

署名付与

受信

到達記録

送信元検証

署名検証

情報格納

ログイン ログイン認証

送信

メッセージ作成

証明書検証

認証ICカード読込

要求情報選択

B‐1:ポータルから受け取る際

の業務処理の流れ

A‐2：ポータルに連絡する

際の業務処理の流れ

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

電子署名付与

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼

決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

送信

署名付与状況の確認

送信の依頼

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

受信

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

検
証

受
信

送信記録

照会応答

照会応答

照会応答

照会応答

照会応答

照会依頼情報

（申告内容（所得税）、

税（賦課）情報（所得税）、

納付情報（所得税）、

年末調整情報）

照会依頼情報

（保険料情報（年金））

照会依頼情報

（保険料情報（健康保険）、医療費情報（健康保険））

照会依頼情報

（借入金の年末残高等証明書（住宅ローン））
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照会依頼情報

（保険料情報（生命保険）、

保険料情報（損害保険））

申告内容

税（賦課）情報

納付情報

保険料情報

医療費情報

障害者情報

・情報の要求先を「都道府県」「市町村」「年金保険者」「医療保険

者」「税務署」「金融機関」「保険会社」から選択する。また、要求す

る情報の種類を選択する。

照会応答情報

（保険料情報（国民健康保険）、医療費情報（国民健康保険）、

保険料情報（後期高齢者医療）、医療費情報（後期高齢者医療）、

障害者情報（身体障害者）、 障害者情報（精神障害者）、 障害者情報（知的障害者））

B‐1:ポータルから受け取る際

の業務処理の流れ

受信

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

検
証

受
信

A‐2：ポータルに連絡する

際の業務処理の流れ

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

電子署名付与

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼

決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

送信

署名付与状況の確認

送信の依頼

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

送信記録

B‐1:ポータルから受け取る際

の業務処理の流れ

受信

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

検
証

受
信

A‐2：ポータルに連絡する

際の業務処理の流れ

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

電子署名付与

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼

決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

送信

署名付与状況の確認

送信の依頼

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

送信記録

照会依頼情報

（申告内容（自動車税）、

税（賦課）情報（自動車税）、

納付情報（自動車税））

照会依頼情報

（申告内容（軽自動車税）、

税（賦課）情報（軽自動車税）、

納付情報（軽自動車税））

B‐1:ポータルから受け取る際

の業務処理の流れ

受信

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

検
証

受
信

A‐2：ポータルに連絡する

際の業務処理の流れ

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

電子署名付与

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼

決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

送信

署名付与状況の確認

送信の依頼

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

送信記録

照会依頼情報

（申告内容（個人住民税）、

税（賦課）情報（個人住民税）、

納付情報（個人住民税））

B‐1:ポータルから受け取る際

の業務処理の流れ

受信

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

検
証

受
信

A‐2：ポータルに連絡する

際の業務処理の流れ

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

電子署名付与

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼

決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

送信

署名付与状況の確認

送信の依頼

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

送信記録

照会依頼情報

（申告内容（固定資産税）、

税（賦課）情報（固定資産税）、

納付情報（固定資産税））

照会応答情報

（申告内容（固定資産税）、

税（賦課）情報（固定資産税）、

納付情報（固定資産税））

照会応答情報

（申告内容（軽自動車税）、

税（賦課）情報（軽自動車税）、

納付情報（軽自動車税））

照会応答情報

（申告内容（個人住民税）、

税（賦課）情報（個人住民税）、

納付情報（個人住民税））

照会依頼情報

（保険料情報（国民健康保険）、医療費情報（国民健康保険）、

保険料情報（後期高齢者医療）、医療費情報（後期高齢者医療）、

障害者情報（身体障害者）、 障害者情報（精神障害者）、 障害者情報（知的障害者））

照会応答情報

（申告内容（自動車税）、

税（賦課）情報（自動車税）、

納付情報（自動車税））

■業務プロセス案の前提

(1) ポータルにて、利用者は問合せ先を選択して、情報の照会要求を行う。

(2) 情報の要求先は、以下の通りとする。

①自動車税 ：都道府県（自動車登録地）

②固定資産税 ：市町村（固定資所在地）

③個人住民税 ：市町村（1月1日住所地）

④軽自動車税 ：市町村（軽自動車登録地）

⑤国民健康保険税（料） ：市町村（現住所地）

【凡例】

処理 分岐 帳票団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理

処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子
補足事項 想定される効果

【番号導入後の想定される効果】

・住民が直接ポータルから必要な情報の照会が可能となり、窓口での業務負荷が軽減されるため、住民・職員の負荷軽減につながる。

・現状では電話等で照会している情報を、電子で自動的に照会できるようになるため、電話等の対応に必要となる職員の業務時間、業務負荷が

軽減される。

単件即時決裁を行わ

なくてもよい。

その場合、一括事後

決裁を行うこととする。

単件即時決裁を行わ

なくてもよい。

その場合、一括事後

決裁を行うこととする。

単件即時決裁を行わ

なくてもよい。

その場合、一括事後

決裁を行うこととする。

単件即時決裁を行わ

なくてもよい。

その場合、一括事後

決裁を行うこととする。

単件即時決裁を行わ

なくてもよい。

その場合、一括事後

決裁を行うこととする。
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業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－３－２

市町村（1月1日住所地）

個人住民税

業務担当者 決裁権者

市町村（固定資産所在地）

固定資産税

業務担当者 決裁権者

軽自動車税

業務担当者 決裁権者業務担当者 決裁権者

保険会社

新No.３ 税務に関する情報提供（税額、納付状況、申告に必要な情報など）

利用者（住民） ポータル 税務署 年金保険者 医療保険者 金融機関《自動車税》

都道府県

業務担当者 決裁権者

国民健康保険、後期高齢者医療、障害者福祉

市町村（現住所地）市町村（軽自動車登録地）

受信

到達記録

送信元検証

署名検証

情報格納

証明書検証

3 4 52１

申告内容（所得税）

税（賦課）情報（所得税）

納付情報（所得税）

年末調整情報

照会応答情報

（申告内容（所得税）、

税（賦課）情報（所得税）、

納付情報（所得税）、

年末調整情報）

受信

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

受信

到達記録

送信元検証

署名検証

情報格納

証明書検証

受信

到達記録

送信元検証

署名検証

情報格納

証明書検証

3 4 52１

申告内容（所得税）

税（賦課）情報（所得税）

納付情報（所得税）

年末調整情報

保険料情報（年金）

照会応答情報

（保険料情報（年金））

照会応答情報

（申告内容（所得税）、

税（賦課）情報（所得税）、

納付情報（所得税）、

年末調整情報）

照会応答情報

（保険料情報（健康保険）、医療費情報（健康保険））

照会応答情報

（保険料情報（生命保険）、保険料情報（損害保険））

照会応答情報

（借入金の年末残高等証明書（住宅ローン））

受信

到達記録

送信元検証

署名検証

情報格納

証明書検証

受信

到達記録

送信元検証

署名検証

情報格納

証明書検証

受信

到達記録

送信元検証

署名検証

情報格納

証明書検証

受信

到達記録

送信元検証

署名検証

情報格納

証明書検証

3 4 52１

受信

到達記録

送信元検証

借入金の年末残高等

証明書

保険料情報（健康保険）

医療費情報（健康保険）

申告内容（所得税）

税（賦課）情報（所得税）

納付情報（所得税）

年末調整情報

保険料情報（年金）

照会応答情報

（保険料情報（年金））

照会応答情報

（申告内容（所得税）、

税（賦課）情報（所得税）、

納付情報（所得税）、

年末調整情報）

照会応答情報

（保険料情報（健康保険）、医療費情報（健康保険））

照会応答情報

（保険料情報（生命保険）、保険料情報（損害保険））

照会応答情報

（借入金の年末残高等証明書（住宅ローン））

受信

到達記録

送信元検証

署名検証

情報格納

証明書検証

受信

到達記録

送信元検証

署名検証

情報格納

証明書検証

受信

到達記録

送信元検証

署名検証

情報格納

証明書検証

受信

到達記録

送信元検証

署名検証

情報格納

証明書検証

3 4 52１

受信

到達記録

送信元検証

署名検証

情報格納

証明書検証

保険料情報（生命保険）

保険料情報（損害保険）

借入金の年末残高等

証明書

保険料情報（健康保険）

医療費情報（健康保険）

申告内容（所得税）

税（賦課）情報（所得税）

納付情報（所得税）

年末調整情報

保険料情報（年金）

照会応答情報

（保険料情報（年金））

照会応答情報

（申告内容（所得税）、

税（賦課）情報（所得税）、

納付情報（所得税）、

年末調整情報）

照会応答情報

（保険料情報（健康保険）、医療費情報（健康保険））
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該当するユースケース（大綱・Ｈ２２年度事業）

新№４．小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化
次期概略フロー （課題ア～エ反映版） （１／３） 別紙６．２－１－４－１

・ №２７．小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化

ユースケースの概要

際・小児慢性特定疾患治療研究事業による医療の給付申請手続に際して、組織間で情報連携することにより所得情報等に関する証明書等の添付
が不要となる。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※小児慢性特定疾患治療研究事業による医療の給付＝小児慢性特定疾患の医療受診券交付申請について整理する。
※専門医による審査がある。
※加入する医療保険情報を連携しているが、小児が対象となるため、後期高齢者医療は対象外と想定する。
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新№４．小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化
次期概略フロー （課題ア～エ反映版） （２／３）

小児慢性特定疾患の医療給付手続において、添付書類の代わりに他組織から所得などの情報を直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を
行い 結果を住民に通知する行い、結果を住民に通知する。

都道府県

《小児慢性特定疾患医療》《小児慢性特定疾患医療》

利用者
（住民）

小児慢性特定疾患医療

住基ネット 市町村（現住所地）

住民基本台帳住民基本台帳
本人確認情報

《小児慢性特定疾患医療》《小児慢性特定疾患医療》

Ａさん

状況把握

小児慢性特定疾患医療
受診券交付申請書

住民票情報

研究医療への
参加に対する

同意書

国民健康保険国民健康保険

照会応答
国民健康保険情報

照会応答

情
市町村（１月１日住所地）

審査

同意書

（専門医による
審査）

生活保護受給情報

生活保護生活保護

照会応答

国民健康保険情報

情
報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ

市町村（１月１日住所地）

個人住民税個人住民税
（台帳）

賦課・給付
徴収・支給

決定通知書

照会応答
所得課税証明書情報

ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

医療保険者

（各種）国民健康保険組合

小児慢性特定疾患
医療受診券

税務署
所得税額情報

全国健康保険協会

（各種）健康保険組合

国家公務員共済組合

（ 種） 健 保険組
指定都市、中核市が小児慢性特定疾患
医療の業務を行う場合、医療保険者が国
民健康保険であれば、庁内連携となる。
なお、現住所地と１月１日時点の住所地
が同じ場合は、個人住民税は庁内連携と
なる

医療保険情報

医療機関

医療意見書
地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

なる。

小児慢性特定疾患結果情報
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新№４．小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化
次期概略フロー （課題ア～エ反映版） （３／３）

小児慢性特定疾患の申請に関する主な法令

児童福祉法

第二十一条の五 都道府県は、厚生労働大臣が定める慢性疾患にかかつていることにより長期にわたり療養を必要とする児童又は児童以外の満二十歳に満たない者
（政令で定めるものに限る。）であつて、当該疾患の状態が当該疾患ごとに厚生労働大臣が定める程度であるものの健全な育成を図るため、当該疾患の治療方法に関す
る研究その他必要な研究に資する医療の給付その他の政令で定める事業を行うことができる。

児童福祉法施行令

第二十三条の二 法第二十一条の五 の政令で定める者は 児童以外の満二十歳に満たない者であつて 満十八歳に達する日前から引き続き次項第一号に掲げる医第二十三条の二 法第二十 条の五 の政令で定める者は、児童以外の満二十歳に満たない者であつて、満十八歳に達する日前から引き続き次項第 号に掲げる医
療の給付又は同項第二号に掲げる医療に要する費用の支給を受けているものとする。
○２ 法第二十一条の五 の政令で定める事業は、次に掲げる事業とする。
一 法第二十一条の五 の規定により厚生労働大臣が定める程度の状態の慢性疾患の治療方法に関する研究その他必要な研究に資する医療の給付
二 前号の医療の給付が困難であると認められる場合に、これに代えて行う当該医療に要する費用の支給

※ 申請手続については、以下に規定されている。

小児慢性特定疾患治療研究事業実施要綱
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業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－４－２

住民基本台帳

業務担当者 決裁権者

市町村（1月1日住所地）

個人住民税

業務担当者 決裁権者決裁権者 決裁権者業務担当者

住基ネット 医療保険者 医療機関

新No.4 小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化

利用者（住民） 専門医による審査 税務署

決裁権者業務担当者

都道府県

《小児慢性特定疾患医療》 生活保護国民健康保険

業務担当者

市町村（現住所地）

窓口訪問

申請書作成

提出 受取

本人確認

形式チェック

「番号」確認

B‐1:住民から受け取る際の業務処理の流れ

小児慢性特定疾

患医療受診券交

付申請書

受
領

確
認

ICカード提示

研究医療への

参加に対する

同意書

■業務プロセス案の前提

(1)申請者は、現住所の市役所の窓口で申請を行う。

(2)他組織への照会において、照会先の組織は、申請書に記入してもらうことで把握する。

(3)審査に必要な情報は、申請の都度、他組織への照会を行うこととする。（他の申請等で照会した情報を、活用することはしない）

(4)結果通知は、申請者に郵送する。

国民健康保険以外の場合

【凡例】

処理 分岐 帳票団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理

処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子 補足事項 想定される効果

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

C‐2：行政機関（他団体）へ照会し

回答を受け取る際の業務処理の流れ

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼

決裁状況の確認

帰宅

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

【番号導入後の想定される効果】

・住民が他組織から取得して窓口に持参する添付書類が削減されるため、住民・職員の負荷軽減につながる。

・現状では紙等で照会している情報を、電子で照会できるようになるため、照会に係る職員の時間及び業務負荷が軽減される。

・「所得区分」や「課税情報」の正確な情報を、職員負担なく審査前に把握できるので、住民に対して適正な自己負担額の提示が可能となる。

単件即時決裁を行わなくてもよい。

その場合、一括事後決裁を行うこととする。

電子署名付与

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

送信

署名付与状況の確認

送信の依頼

署
名
付
与

送
信

送信記録

照会応答

照会依頼情報（本人確認情報）

D‐2：行政機関（他団体）から問い合わせを受け取り回

答する際の業務処理の流れ

D‐2：行政機関（他団体）から問い合わせを受け取り

回答する際の業務処理の流れ

照会依頼情報（所得課税証明書情報）照会依頼情報（生活保護受給情報）

D‐2：行政機関（他団体）から問い合わせを受け取り回

答する際の業務処理の流れ

照会依頼情報（住民票情報）

D‐2：行政機関（他団体）から問い合わせを受け取り回

答する際の業務処理の流れ

照会依頼情報（国民健康保険情報）

照会応答

照会応答情報（本人確認情報）

受信

振分

到達記録
受
信

照会依頼情報（医療保険情報）

照会応答

照会応答情報（所得税額情報）

照会依頼情報（所得税額情報）

受信

振分

到達記録
受
信

受信

振分

到達記録
受
信

受信

振分

到達記録
受
信
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業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－４－２

住民基本台帳

業務担当者 決裁権者

市町村（1月1日住所地）

個人住民税

業務担当者 決裁権者決裁権者 決裁権者業務担当者

住基ネット 医療保険者 医療機関

新No.4 小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化

利用者（住民） 専門医による審査 税務署

決裁権者業務担当者

都道府県

《小児慢性特定疾患医療》 生活保護国民健康保険

業務担当者

市町村（現住所地）

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

送信元検証

署名検証

証明書検証

検
証

照会応答

照会応答情報（医療意見書）

照会依頼情報（医療意見書）

照会応答

照会応答情報（医療保険情報）

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

送信元検証

署名検証

証明書検証

検
証

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

送信元検証

署名検証

証明書検証

検
証

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

送信元検証

署名検証

証明書検証

検
証

単件即時決裁を行わ

なくてもよい。

その場合、一括事後決

裁を行うこととする。

単件即時決裁を行わ

なくてもよい。

その場合、一括事後決

裁を行うこととする。

単件即時決裁を行わ

なくてもよい。

その場合、一括事後決

裁を行うこととする。

単件即時決裁を行わな

くてもよい。

その場合、一括事後決

裁を行うこととする。

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

決裁の依頼 メッセージ確認

決裁

署名付与状況の確認

送信の依頼

決裁状況の確認

署名付与の依頼

決裁状況の確認

電子署名付与

署名付与状況の確認

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

決裁の依頼 メッセージ確認

決裁

署名付与状況の確認

送信の依頼

決裁状況の確認

署名付与の依頼

決裁状況の確認

電子署名付与

署名付与状況の確認

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

決裁の依頼 メッセージ確認

決裁

署名付与状況の確認

送信の依頼

決裁状況の確認

署名付与の依頼

決裁状況の確認

電子署名付与

署名付与状況の確認

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

決裁の依頼 メッセージ確認

決裁

署名付与状況の確認

送信の依頼

決裁状況の確認

署名付与の依頼

決裁状況の確認

電子署名付与

署名付与状況の確認

単件即時決裁を行

わなくてもよい。

その場合、一括事

後決裁を行うことと

する。

単件即時決裁を行

わなくてもよい。

その場合、一括事

後決裁を行うことと

単件即時決裁を行

わなくてもよい。

その場合、一括事

後決裁を行うことと

する。

単件即時決裁を行

わなくてもよい。

その場合、一括事

後決裁を行うことと

する。

検
証

受
信

受信

送信元検証

署名検証

証明書検証

到達記録

振分

照会応答情報（生活保護受給情報）

信

送信

送信記録

照会応答情報（所得課税証明書情報）

信

送信

送信記録

照会応答情報（住民票情報）

信

送信

送信記録

照会応答情報（国民健康保険情報）

信

送信

送信記録
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業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－４－２

住民基本台帳

業務担当者 決裁権者

市町村（1月1日住所地）

個人住民税

業務担当者 決裁権者決裁権者 決裁権者業務担当者

住基ネット 医療保険者 医療機関

新No.4 小児慢性特定疾患の医療給付手続の効率化

利用者（住民） 専門医による審査 税務署

決裁権者業務担当者

都道府県

《小児慢性特定疾患医療》 生活保護国民健康保険

業務担当者

市町村（現住所地）

受取

既存業務処理の流れ

専門医による

審査

回答

医療意見書対象者判定一覧 案内文

起案作成

依頼

対象者判定一覧

（結果）

「対象者判定一覧」、「案内文」を作成する。

賦課・給付

徴収・支給

審査結果登録

審査

原
案
作
成

内
部
決
裁

公
印
押

個人の特定

内容の作成

宛先の特定

決裁依頼

決裁

原案の確認

決裁状況の確認

公印押印依頼

決裁状況の確認

A‐1：住民に連絡する際の業務処理の

単件即時決裁を行

わなくてもよい。

その場合、一括事

後決裁を行うことと

する。

押
印

受取

発送元確認

公印の確認

公印押印

小児慢性特定疾患

医療受診券

発送の依頼

公印の確認

発
送

決定通知書

公印の確認

発送

発送記録

受取

小児慢性特定疾患結果情報

通知内容の確認
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該当するユースケース（大綱・Ｈ２２年度事業）

新№５．国民年金の裁定請求の効率化
次期概略フロー （課題ア～エ反映版） （１／３） 別紙６．２－１－５－１

・ №３２－１．国民年金の裁定請求の効率化

ユースケースの概要

際・国民年金法及び厚生年金保険法による被保険者・受給者に係る裁定請求・届出に関する手続に際して、組織間で情報連携することにより住民
票等の添付が不要となる。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※老齢基礎年金の裁定請求について整理する。
※国民年金第1号被保険者期間のみの場合を対象とする。（厚生年金･共済組合の加入期間、第３号被保険者期間（厚生年金・共済組合の加
入者の被扶養配偶者）がある場合は日本年金機構での手続となる）

1



新№５．国民年金の裁定請求の効率化
次期概略フロー （課題ア～エ反映版） （２／３）

国民年金の老齢基礎年金の年金請求手続において、添付書類の代わりに他組織から情報を直接参照する。参照した情報等をもとに審査等を行い、
結果を住民に通知する結果を住民に通知する。

市町村（現住所地）

国民年金国民年金

年金請求書（国民年金・
厚生年金保険老齢給付）

利用者
（住民）

国民年金国民年金

審査（形式チェック）

状況把握
市町村（１月１日住所地）

個人住民税個人住民税

照会応答
所得課税証明書情報住民基本台帳住民基本台帳

情
報
提

（台帳）

Ａさん
市町村（本籍地）

戸籍戸籍

照会応答
戸籍情報

照会応答

住民票情報

提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

住基ネット

本人確認情報
年金保険者

国家公務員共済組合

戸籍情報
年金請求書（国民年金・
厚生年金保険老齢給付）

ク
シ
ス
テ
ム

日本年金機構

《国民年金》《国民年金》

地方公務員等共済組合

日本私立学校振興
・共済事業団

年金加入期間
確認通知書

状況把握

年金証書

年金裁定通知書

金融機関
口座有無情報

（台帳）審査

賦課・給付

年金裁定通知書

2



新№５．国民年金の裁定請求の効率化
次期概略フロー （課題ア～エ反映版） （３／３）

国民年金の裁定請求に関する主な法令

国民年金法

（裁定）
第十六条 給付を受ける権利は、その権利を有する者（以下「受給権者」という。）の請求に基いて、厚生労働大臣が裁定する。

国民年金法施行令

（市町村が処理する事務）
第一条の二 法第三条第三項 の規定により、次に掲げる事務は、市町村長（特別区の区長を含む。以下同じ。）が行うこととする。この場合においては、法の規定中当該
事務に係る厚生労働大臣に関する規定は、市町村長に関する規定として市町村長に適用があるものとする。
【中略】

四 法第十六条 に規定する給付を受ける権利の裁定（次に掲げる給付を受ける権利の裁定に限る。）の請求の受理及びその請求に係る事実についての審査に関する事
務 イ 法第七条第一項第一号 に規定する第一号 被保険者（法附則第五条第一項の規定による被保険者、平成六年改正法附則第十一条第一項の規定による被保
険者、平成十六年改正法附則第二十三条第一項の規定による被保険者及び国民年金法 等の一部を改正する法律（昭和六十年法律第三十四号。以下「昭和六十年
改正法」という。）第一条 の規定による改正前の法（以下「旧法」という。）による被保険者を含む。以下「第一号被保険者」という。）としての被保険者期間のみを有する者
（厚生年金保険法 （昭和二十九年法律第百十五号）第七十八条の七 に規定する離婚時みなし被保険者期間、国家公務員共済組合法 （昭和三十三年法律第百二十
八号）第九十三条の十第二項 に規定する離婚時みなし組合員期間 地方公務員等共済組合法 （昭和三十七年法律第百五十二号）第百七条の四第二項 に規定する八号）第九十三条の十第二項 に規定する離婚時みなし組合員期間、地方公務員等共済組合法 （昭和三十七年法律第百五十二号）第百七条の四第二項 に規定する
離婚時みなし組合員期間又は私立学校教職員共済法 （昭和二十八年法律第二百四十五号）第二十五条 において読み替えて準用する国家公務員共済組合法第九
十三条の十第二項 に規定する離婚時みなし加入者期間を有する者を除く。）に支給する老齢基礎年金（昭和六十年改正法附則第十五条第一項又は第二項の規定に
より支給するものを除く。）
【後略】

国民年金法施行規則

（裁定の請求）
第十六条 法第十六条 の規定による老齢基礎年金（法附則第九条の三第一項の規定による老齢年金を含む。以下同じ。）についての裁定の請求は、次の各号に掲げ
る事項を記載した請求書を機構に提出することによつて行わなければならない。
【後略】【後略】

国民年金法施行規則

（申請書等の経由）
第二十七条 第十六条第一項、第十六条の二第三項、第十六条の三第一項、第十六条の四第一項、第十六条の五第一項及び第十六条の六第一項の老齢基礎年

3

第 条 第 条第 項、第 条 第 項、第 条 第 項、第 条 第 項、第 条 第 項 第 条 第 項 齢 礎年
金の裁定請求書並びに第二十五条第一項の請求書（同項後段に該当する場合に係るものに限る。）は、令第一条 、第一条の二及び第二条の規定により当該老齢基礎
年金及び老齢年金に係る法第十六条 に規定する裁定の請求の受理を行うこととされた者を経由して提出しなければならない。
【後略】



 



業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－５－２

住基ネット

新No.5 国民年金の裁定請求の効率化

利用者（住民）

市町村（現住所地）

日本年金機構 年金保険者 金融機関国民年金

業務担当者 決裁権者

個人住民税

市町村（1月1日住所地）

業務担当者 決裁権者

戸籍

市町村（本籍地）

住民基本台帳

業務担当者 決裁権者 業務担当者 決裁権者

D‐2：行政機関（他団体）から問い合わせを受け取り回答す

る際の業務処理の流れ

※受給者の現住所地と1月1日現在の住所地が異なる場合

※配偶者が加給年金の場合

窓口訪問

申請書作成

提出 受取

本人確認

形式チェック

「番号」確認

起案作成

決裁

公印押印

依頼

受信

振分

到達記録

B‐1:住民から受け取る際の業務処理の流れ

D‐2：行政機関（他団体）から問い合わせを受け取り

回答する際の業務処理の流れ

送信元検証

署名検証

証明書検証

年金請求書（国民年

金・厚生年金保険老

齢給付）

帰宅

受
領

確
認

ICカード提示

照会依頼情報（所得課税証明書情報） 照会依頼情報（戸籍情報）

照会応答 照会応答

照会応答情報（本人確認情報）

照会応答情報

（年金加入期間確認通知書）

配偶者（子）と同一世帯でない場合

照会依頼情報（本人確認情報）

照会依頼情報

（年金加入期間確認通知書）

照会応答

照会応答情報（口座有無情報）

照会依頼情報（口座有無情報）

国家公務員共済組合、地方公務員等共済

組合、私立学校教職員共済、農林漁業団

体職員共済組合の被保険者または組合員

となったことがある場合状況把握

応答情報（年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付））

依頼情報（年金請求書（国民年金・厚生年金保険老齢給付））
受取

検
証

受
信

受信

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

検
証

受
信

■業務プロセス案の前提

(1)申請者は、現住所の市役所の窓口で申請を行う。

(2)他組織への照会において、照会先の組織は、申請書に記入してもらうことで把握する。

(3)審査に必要な情報は、申請の都度、他組織への照会を行うこととする。（他の申請等で照会した情報を、活用することはしない）

【番号導入後の想定される効果】

・住民が他組織から取得して窓口に持参する添付書類が削減されるため、住民・職員の負荷軽減につながる。

・現状では紙等で照会している情報を、電子で照会できるようになるため、照会に係る職員の時間及び業務負荷が軽減される。

受信

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

照会依頼情報（住民票情報）

検
証

受
信

D‐2：行政機関（他団体）から問い合わせを受け取り

回答する際の業務処理の流れ

【凡例】

処理 分岐
帳票団体間連携以

外の処理

自治体以外(国・民

間)の処理

処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子 補足事項 想定される効果
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業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－５－２

住基ネット

新No.5 国民年金の裁定請求の効率化

利用者（住民）

市町村（現住所地）

日本年金機構 年金保険者 金融機関国民年金

業務担当者 決裁権者

個人住民税

市町村（1月1日住所地）

業務担当者 決裁権者

戸籍

市町村（本籍地）

住民基本台帳

業務担当者 決裁権者 業務担当者 決裁権者

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼 メッセージ確認

決裁

署名付与状況の確認

送信の依頼

受取

発送元確認

公印の確認

通知内容の確認

年金証書

照会応答情報（所得課税証明書情報）

決裁状況の確認

署名付与の依頼

決裁状況の確認

電子署名付与

署名付与状況の確認

送信

照会応答情報（戸籍情報）

年金裁定通知書

送信記録

審査

賦課・給付

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼 メッセージ確認

決裁

署名付与状況の確認

送信の依頼

決裁状況の確認

署名付与の依頼

決裁状況の確認

電子署名付与

署名付与状況の確認

送信

送信記録

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼 メッセージ確認

決裁

署名付与状況の確認

送信の依頼

決裁状況の確認

署名付与の依頼

決裁状況の確認

電子署名付与

署名付与状況の確認

送信

送信記録

照会応答情報（住民票情報）

単件即時決裁を行わな

くてもよい。

その場合、一括事後決

裁を行うこととする。

単件即時決裁を行わな

くてもよい。

その場合、一括事後決

裁を行うこととする。

単件即時決裁を行わな

くてもよい。

その場合、一括事後決

裁を行うこととする。
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該当するユースケース（大綱・Ｈ２２年度事業）

新№６ 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握
次期概略フロー （１／５） 別紙６．２－１－６－１

・№５３．引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎ
・№５４．乳幼児健診履歴等の把握による児童虐待等の早期発見

ユースケースの概要

・引越した場合でも、乳幼児健診や予防接種の受診状況を、市町村間で引き継げるようにする。引き継いだ情報は引越後の市町村で管理し、児
童相談所が健診情報や予防接種情報を参照し、児童虐待等の早期発見に活用する。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※市町村（引越後）での転入時の手続を整理する。
※手続は各課で行うことを想定する。
※児童相談所が健診情報や予防接種情報を参照する流れを整理する。
※対象となる情報として、健診等の内容と、児童虐待の可能性として、健診や予防接種を受けていないというケースが多いことから、健診や予防接
種の対象者の情報を想定する種の対象者の情報を想定する。

1



新№６ 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握
次期概略フロー （２／５）

引越時に、住民票の異動を届出る。

利用者
市町村（現住所地） (*1)

住民基本台帳住民基本台帳

利用者
（住民）

Ａさん
状況把握

住民異動届
（転入届）

（台帳）

Ａさん

審査

＊1  市町村（現住所地）は、引越後の市町村。
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新№６ 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握
次期概略フロー （３／５）

引越時に、引越前の市町村での乳幼児健診や予防接種の受診状況を、引越後の市町村で引き継ぐ。
（乳幼児健診や予防接種の受診履歴は母子健康手帳に記入されるが 記入が漏れるケ スがある

利用者

（乳幼児健診や予防接種の受診履歴は母子健康手帳に記入されるが、記入が漏れるケースがある。
引越前に照会を行うことにより情報を正確に把握ができ、記入が漏れた情報を引越後の市町村で母子健康手帳に追記する等が可能となる。）

市町村（現住所地） (*1)

住民基本台帳住民基本台帳
健康管理健康管理

利用者
（住民）

Ａさん

市町村（前住所地） (*2)

健康管理健康管理

照会応答
照会応答

妊婦健康診査
受診票交付申請書

母子健康手帳

母子健康手帳
変更届

情
報
提
供
ネ

Ａさん

状況把握

健診情報（児童）

予防接種歴情報

母子健康手帳

住民票の写し

健診情報（妊婦）

ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス

審査

（台帳）
テ
ム

妊婦健康診査
受診票

賦課・給付

（台帳）

フォローアップ
連絡

＊1  市町村（現住所地）は、引越後の市町村。

＊2 市町村（前住所地）は、引越前の市町村。
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新№６ 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握
次期概略フロー （４／５）

乳幼児健診や予防接種の未受診者を把握し、受診勧奨と未受診理由の確認を行うとともに、育児相談等の保健支援を行う。

児童虐待の疑いがある場合 関係部門と対応協議の上 児童相談所に虐待通告するとともに 健診情報等を連絡する

利用者

児童虐待の疑いがある場合、関係部門と対応協議の上、児童相談所に虐待通告するとともに、健診情報等を連絡する。

市町村（現住所地） (*1)

健康管理健康管理

利用者
（住民）

ＡさんＡさん
受診勧奨

(*2)

連絡

児童虐待の疑いがある場合の児童相

情
報
提
供

審査

（台帳）

状況把握
児童虐待の疑いがある場合の児童相
談所との連携については、情報の性質
等を鑑みた考慮が必要である。

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ

児童相談所

《児童の保護》《児童の保護》

（台帳）

連絡

状況把握
健診情報（児童）シ

ス
テ
ム

予防接種歴情報

＊1  市町村（現住所地）は、引越後の市町村。

＊2  はがき等を郵送。または、電話や家庭訪問を行う。
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新№６ 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握
次期概略フロー （５／５）

児童扶養手当の申請に関する主な法令

※ 乳幼児の健診については、以下のような規定がある。

母子保健法 第十三条
※健康診査の実施や勧奨について※健康診査の実施や勧奨について

母子保健法 第十六条（母子健康手帳）
※母子健康手帳の交付について

※ 予防接種については 以下のような規定がある※ 予防接種については、以下のような規定がある。

予防接種法 第三条
※予防接種の実施について

予防接種法 第七条の二
※予防接種の勧奨について※予防接種の勧奨について

予防接種法施行規則 第四条
※予防接種済証の交付（母子健康手帳への記載）について

※ 児童虐待については、以下のような規定がある。

児童虐待の防止等に関する法律 第四条（国及び地方公共団体の責務等）
※児童虐待の予防、早期発見等に関する責務について

児童虐待の防止等に関する法律 第五条（児童虐待の早期発見等）児童虐待の防止等に関する法律 第五条（児童虐待の早期発見等）
※児童虐待の早期発見等について

児童虐待の防止等に関する法律 第十三条の三（資料又は情報の提供）
※地方公共団体の機関による情報提供について
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業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－６－２

新No.6 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握

利用者（住民）

児童相談所

住民基本台帳 《児童の保護》
健康管理

市（現住所地）

業務担当者 決裁権者

健康管理

市（前住所地）

業務担当者 決裁権者

窓口訪問

申請書作成

提出 受取

本人確認

形式チ ク

B‐1:住民から受け取る際の業務処理の流れ

母子健康手帳

受
領

確

母子健康手帳

変更届

B‐1:住民から受け取る際の業務処理の流れ

＜（ａ）健康管理①＞

【母子健康手帳の異動の届出】

≪母子健康手帳の異動の届出≫

※住民の状況把握

■業務プロセス案の前提

(1)母子健康手帳は、紙媒体とする。

(2)利用者（住民）は、現住所地の市役所または保健センター等の窓口で申請届出を行う。

(3)母子健康手帳の異動手続きの際に、健診や予防接種の受診状況を確認する。

(4)乳幼児健診や予防接種の受診状況は、前住所地に照会を行うこととする。

（※乳幼児健診や予防接種の受診履歴は母子健康手帳に記入されるが、記入が漏れるケースも想定される為。）

【凡例】

処理 分岐
帳票団体間連携

以外の処理
自治体以外(国・

民間)の処理

処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子 補足事項 想定される効果

【番号導入後の想定される効果】

・引越時に、前住所地と情報連携することにより、乳幼児健診や予防接種履歴の情報をより迅速かつ正確に引継ぐことができる。

原
案
作
成

形式チェック

「番号」確認

個人の特定

内容の作成

宛先の特定

A‐1：住民に連絡する際の

業務処理の流れ

妊婦健康診査

受診票交付申請書

確
認

ICカード提示

照会

照会依頼

照会結果受取

≪母子健康手帳の異動の届出≫

※住民への連絡

母子手帳からだけでは実現困難な情報の正確性や情報量を期待でき、前住地でのサービスを途切れなく継続することができる。

・母子手帳の紛失や記載漏れなどに対して適切なフォローアップが可能となる。

内
部
決
裁

公
印
押
印

宛先の特定

決裁依頼

決裁

原案の確認

決裁状況の確認

公印押印依頼

決裁状況の確認

公印押印

発送の依頼

公印の確認

発
送

公印の確認

単件即時決裁を行わなくてもよい。

その場合、一括事後決裁を行うこととする。

受取

発送元確認

公印の確認

記載内容の確認

送
発送

発送記録

C‐2：行政機関（他団体）へ照会し

妊婦健康診査

受診票

帰宅

≪母子健康手帳の異動の届出≫

※健診情報、予防接種歴情報の照会
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業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－６－２

新No.6 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握

利用者（住民）

児童相談所

住民基本台帳 《児童の保護》
健康管理

市（現住所地）

業務担当者 決裁権者

健康管理

市（前住所地）

業務担当者 決裁権者

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

回答を受け取る際の業務処理の流れ

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼

決裁状況の確認

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

個人の特定

単件即時決裁を行わ

なくてもよい。

その場合 一括事後決

D‐2：行政機関（他団体）から問い合わせを受け

取り回答する際の業務処理の流れ

電子署名付与

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

送信

署名付与状況の確認

送信の依頼

署
名
付
与

送
信

送信記録

照会依頼情報（健診情報（児童）、健診情報（妊婦）、

予防接種歴情報）

≪母子健康手帳の異動の届出≫

※健診情報、予防接種歴情報の照会への応答

その場合、 括事後決

裁を行うこととする。

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

受信

振分

個人の特定

内容の作成

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

検
証

受
信

単件即時決裁を行わ

なくてもよい。

その場合、一括事後決

内
部
決
裁

宛先の指定

決裁の依頼 メッセージ確認

決裁決裁状況の確認

裁を行うこととする。
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業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－６－２

新No.6 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握

利用者（住民）

児童相談所

住民基本台帳 《児童の保護》
健康管理

市（現住所地）

業務担当者 決裁権者

健康管理

市（前住所地）

業務担当者 決裁権者

署
名
付
与

送
信

署名付与状況の確認

送信の依頼

署名付与の依頼

決裁状況の確認

電子署名付与

署名付与状況の確認

送信

検
証

受
信

受信

送信元検証

署名検証

到達記録

振分

送信

送信記録

照会応答情報（健診情報（児童）、健診情報（妊婦）、

予防接種歴情報）

審査

証明書検証 ・前住所地より健診履歴、予防接種履歴な

どを引き継ぎ、サービスを継続する。

原
案
作
成

内
部
決
裁

個人の特定

内容の作成

宛先の特定

決裁依頼 原案の確認

A‐1：住民に連絡する際の業務処理の流れ

≪母子健康手帳の異動の届出≫

※住民への連絡

・フォローアップ作業

・前住所地から連携した情報内容に従い

住民への適切なフォローアップを行う。

母子手帳からの情報に加え、前住所地

からの引き継ぎ情報があるからこそ、実

現できるサービス。

裁

公
印
押
印

決裁決裁状況の確認

公印押印依頼

決裁状況の確認

公印押印

公印の確認
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業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－６－２

新No.6 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握

利用者（住民）

児童相談所

住民基本台帳 《児童の保護》
健康管理

市（現住所地）

業務担当者 決裁権者

健康管理

市（前住所地）

業務担当者 決裁権者

受取

発送の依頼

公印の確認

発
送

発送

発送記録

フォローアップ

連絡

・必要に応じてフォローアップの連絡などを行う。

発送元確認

公印の確認

帰宅

記載内容の確認

たとえば、前住所地との連携内容と母子手帳の

記載内容に差異があるなど。
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業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－６－２

業務担当者 決裁権者 業務担当者 決裁権者

新No.6 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握

利用者（住民）

市（現住所地） 市（前住所地） 児童相談所

健康管理
住民基本台帳

健康管理
《児童の保護》

【凡例】

処理 分岐
帳票団体間連携

以外の処理
自治体以外(国・

民間)の処理

処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子 補足事項 想定される効果

C‐1：住民に照会し回答を受け取る際

の業務処理の流れ

状況把握

【健診・予防接種の未受診者のフォローアップ】

＜（b）健康管理②＞

≪児童の保護≫

※健診・予防接種の未受診者の把握

原
案
作
成

内
部
決
裁

公
印
押
印

個人の特定

内容の作成

宛先の特定

決裁依頼

決裁

原案の確認

決裁状況の確認

公印押印依頼

決裁状況の確認

公印押印

公印の確認

の業務処理の流れ

受取

発送元確認

公印の確認

回答作成

発送の依頼

公印の確認

発
送

公印の確認

発送

発送記録

送付

・はがき（郵送）での連絡に対しては回答を求めない団体がある。

郵送に対して受診意思の表明（回答）がない場合は電話連絡等で

意思の表明（回答）を得ている

受信勧奨

受取

本人確認

形式チェック

「番号」確認

受
領

確
認

意思の表明（回答）を得ている。
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業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－６－２

業務担当者 決裁権者 業務担当者 決裁権者

新No.6 引越時の健診・予防接種履歴の引継ぎと児童虐待の把握

利用者（住民）

市（現住所地） 市（前住所地） 児童相談所

健康管理
住民基本台帳

健康管理
《児童の保護》

≪母子健康手帳の異動の届出≫

※健診情報、予防接種歴情報の照会
＜（ａ）健康管理①＞

・前住所地より健診履歴、予防接種履

歴などを引き継ぎ、サービスを継続す

る。

審査

【母子健康手帳の異動の届出】

行政機関（他団体） 連絡する

≪児童の保護≫

※健診情報、予防接種歴情報の連絡

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼 メッセージ確認

決裁決裁状況の確認

署名付与の依頼

決裁状況の確認

単件即時決裁を行わなくて

もよい。

その場合、一括事後決裁を

D‐2：行政機関（他団体）へ連絡する

際の業務処理の流れ

・前住地より引き継いだ予防接種履歴や検診情報を活用できることで、より

正確かつ過去にまで遡った情報提供が可能となり、児童虐待の早期発見な

どに資することができる。

名
付
与

送
信

署名付与状況の確認

送信の依頼

電子署名付与

署名付与状況の確認

送信

送信記録

受信

連絡情報（健診情報（児童）、予防接種歴情報）

児童虐待の疑いがある場合の児童相談所との

連携については、情報の性質等を鑑みた考慮

が必要である。
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該当するユースケース（大綱・Ｈ２２年度事業）

新№.７ 不動産に関する業務の効率化
次期概略フロー（課題ア～エ反映版） （１／３） 別紙６．２－１－７－１

【H22事業】№２４．不動産の登録作業の効率化
【H22事業】№３０．土地家屋異動通知に係る作業の効率化

ユースケースの概要

際 （ ）・不動産に関する情報を組織化で電子的にやり取りすることにより、連携の際に必要となる作業（パンチ入力など）が不要となる。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※法務局からの土地家屋の異動状況の連絡と、市町村（固定資産税）と都道府県（不動産取得税）の間での不動産の価格情報のやりとりについて
整理する。

※法務局への登記申請書の閲覧は、法務局と都道府県との情報連携として整理する。
※都道府県は把握した情報をもとに軽減対象となる場合を抽出し、住民に通知することを想定する。
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新№.７ 不動産に関する業務の効率化
次期概略フロー （課題ア～エ反映版） （２／３）

法務局からの連絡や、市町村と都道府県の間の連絡など、現状では紙等で行っている組織間の連携を電子で行う。必要に応じて法務局への閲覧
依頼を行い 閲覧転記情報（登記申請情報）を入手する また 住民の状況をもとに 不動産取得税が軽減される住民を把握し 申告の勧奨を行う依頼を行い、閲覧転記情報（登記申請情報）を入手する。また、住民の状況をもとに、不動産取得税が軽減される住民を把握し、申告の勧奨を行う。

登記申請書

利用者
（住民） 法務局

市町村（固定資産所在地）

固定資産税固定資産税 土地家屋異動通知情報
状況把握

（台帳）

賦課・給付

審査

納税通知書
（固定資産税）

情
報

Ａさん

価格通知情報

状況把握

（台帳）

連絡

状況把握

審査

登記簿閲覧情報

報
提
供
ネ
ッ
ト
ワ
ー（県から市への連絡） ー
ク
シ
ス
テ
ム

情報提供ネットワークシステム
価格通知情報（市から県への連絡）

都道府県

《不動産取得税》《不動産取得税》

状況把握

価格通知情報
（市から県への連絡）

不動産取得税が軽減され
る住民を把握し、申告の勧
奨を行う 土地家屋異動通知情報

不動産の価格を変更した場合は、都
道府県への送付とともに、法務局へも
価格通知情報を送付する。

状況把握連絡

賦課・給付

納税通知書
（不動産取得税）

審査

奨を行う。 土地家屋異動通知情報

申告勧奨通知
（台帳） 登記簿閲覧情報

賦課 給付
状況把握

2
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新№.７ 不動産に関する業務の効率化
次期概略フロー （課題ア～エ反映版） （３／３）

不動産に関する主な法令

地方税法

（登記所からの通知及びこれに基づく土地課税台帳又は家屋課税台帳への記載）
第三百八十二条 登記所は、土地又は建物の表示に関する登記をしたときは、十日以内に、その旨を当該土地又は家屋の所在地の市町村長に通知しなければならな
い。
２ 前項の規定は 所有権 質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記又はこれらの登記の抹消 これらの権利の登記名義人の氏名若しくは名称若２ 前項の規定は、所有権、質権若しくは百年より長い存続期間の定めのある地上権の登記又はこれらの登記の抹消、これらの権利の登記名義人の氏名若しくは名称若
しくは住所についての変更の登記若しくは更正の登記若しくは百年より長い存続期間を百年より短い存続期間に変更する地上権の変更の登記をした場合に準用する。た
だし、登記簿の表題部に記録した所有者のために所有権の保存の登記をした場合又は当該登記を抹消した場合は、この限りでない。
３ 市町村長は、前二項の規定による登記所からの通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該土地又は家屋についての異動を土地課税台帳又は家屋課税台帳に記
載（当該土地課税台帳又は家屋課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。以下本項に
おいて同じ。）をし、又はこれに記載をされた事項を訂正しなければならない。

地方税法

（固定資産課税台帳の閲覧）
第三百八十二条の二 市町村長は、納税義務者その他の政令で定める者の求めに応じ、固定資産課税台帳のうちこれらの者に係る固定資産として政令で定めるものに
関する事項が記載（当該固定資産課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをもつて行われている場合にあつては、記録。次項、次
条及び第三百九十四条において同じ。）をされている部分又はその写し（当該固定資産課税台帳の備付けが第三百八十条第二項の規定により電磁的記録の備付けをも
つて行われている場合にあつては、当該固定資産課税台帳に記録をされている事項を記載した書類。次項及び第三百八十七条第三項において同じ。）をこれらの者の閲
覧に供しなければならない。
２ 市町村長は、前項の規定により固定資産課税台帳又はその写しを閲覧に供する場合においては、固定資産課税台帳に記載をされている事項を映像面に表示して閲
覧に供することができる。

地方税法

（不動産の価格の決定等）
第七十三条の二十一 道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されている不動産については、当該価格により当該不動産に係る不動産取得税の
課税標準となるべき価格を決定するものとする。但し、当該不動産について増築、改築、損かい、地目の変換その他特別の事情がある場合において当該固定資産の価格
により難いときは この限りでないにより難いときは、この限りでない。
２ 道府県知事は、固定資産課税台帳に固定資産の価格が登録されていない不動産又は前項但書の規定に該当する不動産については、第三百八十八条第一項の固
定資産評価基準によつて、当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定するものとする。
３ 道府県知事は、前項の規定によつて不動産の価格を決定した場合においては、直ちに、当該価格その他必要な事項を当該不動産の所在地の市町村長に通知しな
ければならない。
４ 道府県知事は、不動産取得税の課税標準となるべき価格の決定を行つた結果、固定資産課税台帳に登録されている不動産の価格について、市町村間に不均衡を

3

認めた場合においては、理由を附けて、関係市町村の長に対し、固定資産税の課税標準となるべき価格の決定について助言をするものとする。



 



業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－７－２

決裁権者

固定資産税

新No.7 不動産に関する業務の効率化

利用者（住民）

市町村（固定資産所在地）

受信担当者 決裁権者

都道府県（固定資産所在地）

法務局≪不動産取得税≫

受信担当者

■業務プロセス案の前提

・法務局からの土地家屋異動通知情報（承継分）は、番号制度導入後は、所有者、使用者の情報とも連携先の法務局側で紐付けされて送付されるものとする。

・家屋建築完了（新築、増築、改築）等の進捗状況確認のための市町村への状況照会は、現状どおり、電話、文書、現地調査等によるものとする。

・法務局への登記申請書の異動情報閲覧は、番号制度導入後は、法務局との情報連携で照会回答できるものとする。

・納税通知書、申告勧奨通知は、マイ・ポータルではなく、現状どおり、住民（納税者）に郵送する。

・都税、区税は別扱いとする。

処理 分岐 帳票団体間連携 自治体以外(国・
処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子 補足事項

送信

【土地・家屋異動通知情報の取得】

振分

到達記録
受
信

B‐2:行政機関（他団体）から受け取る際の業務処理の流

受信

土地家屋異動通知情報

土地家屋異動通知情報

＜（ａ）市町村：固定資産税①、都道府県：不動産取得税①＞

【凡例】

想定される効果

検
証

送信元検証

署名検証

証明書検証

審査
審査では、不動産の現地調査を行い価格

評価等の作業を行う。
①

【番号導入後の想定される効果】

・現状では法務局と紙媒体でやり取りしている情報が、電子化され、自動連携できるようになるため、これまでの閲覧等に係る職

員の時間及び業務負荷が軽減される。

・現状では都道府県と市町村間において紙媒体でやり取りしている情報が、電子化され、自動連携できるようになるため、これま

での媒体交換等に係る職員の時間及び業務負荷が軽減される。

A‐3：行政機関（他団体）に連絡する

際の業務処理の流れ

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

電子署名付与

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼

決裁状況の確認

決裁状況の確認

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

個人の特定

単件即時決裁を行わなくてもよい。

その場合、一括事後決裁を行うことと

する。

署名付与状況の確認

送信

署名付与状況の確認

送信の依頼

送
信

送信記録

価格通知情報

（市から県への連絡）

受信

価格通知情報（市から県への連絡）

1/6



業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－７－２

決裁権者

固定資産税

新No.7 不動産に関する業務の効率化

利用者（住民）

市町村（固定資産所在地）

受信担当者 決裁権者

都道府県（固定資産所在地）

法務局≪不動産取得税≫

受信担当者

受信

振分

到達記録

送信元検証

受
信

B‐2:行政機関（他団体）から受け取る際の業務処理の

検
証

送信元検証

署名検証

証明書検証

A‐1：住民に連絡する際の業務処

理の流れ

審査

審査では、不動産の現地調査を行い価

格評価等の作業を行う。

・住民への納税通知書（不動産取得税）交付

時に、納税通知書の審査から処理を開始す

原
案
作
成

内容の作成

個人の特定

②

内
部
決
裁

公
印
押
印

宛先の特定

決裁依頼

決裁

原案の確認

決裁状況の確認

公印押印依頼

決裁状況の確認

公印押印

公印の確認

単件即時決裁を行わなくてもよい。

その場合、一括事後決裁を行うことと

する。

受取

発送元確認

公印の確認

納税通知書

（不動産取得税）
申告勧奨通知

発送の依頼

公印の確認

発
送

発送

発送記録

・不動産取得税が軽減される住民を

把握し、申告の勧奨を行う。
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業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－７－２

決裁権者

固定資産税

新No.7 不動産に関する業務の効率化

利用者（住民）

市町村（固定資産所在地）

受信担当者 決裁権者

都道府県（固定資産所在地）

法務局≪不動産取得税≫

受信担当者

A‐3：行政機関（他団体）に連絡

する際の業務処理の流れ

通知内容の確認

審査 ・市町村への価格通知を送付す

る時に、決定した価格通知内容

の審査から処理を開始する。

メ
ッ
セ

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

電子署名付与

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼

決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

送信の依頼

セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

単件即時決裁を行わなくてもよい。

その場合、一括事後決裁を行うことと

する。

B‐2:行政機関（他団体）から受け取る

際の業務処理の流れ

受信

価格通知情報

（県から市への連絡）

送信

署名付与状況の確認

送
信

送信記録

検
証

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

受
信
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業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－７－２

決裁権者

固定資産税

新No.7 不動産に関する業務の効率化

利用者（住民）

市町村（固定資産所在地）

受信担当者 決裁権者

都道府県（固定資産所在地）

法務局≪不動産取得税≫

受信担当者

A‐1：住民に連絡する際

の業務処理の流れ個人の特定

審査

・住民への納税通知書（固定資

産税）交付時に、納税通知書の

審査から処理を開始する。

原
案
作
成

内
部
決
裁

公
印
押
印

内容の作成

宛先の特定

決裁依頼

決裁

原案の確認

決裁状況の確認

公印押印依頼

決裁状況の確認

公印押印

公印の確認

発送の依頼

公印の確認

発
送

公印の確認

発送

発送記録

受取

発送元確認

印 確認

納税通知書

（固定資産税）

公印の確認

通知内容の確認

4/6



業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－７－２

決裁権者

固定資産税

新No.7 不動産に関する業務の効率化

利用者（住民）

市町村（固定資産所在地）

受信担当者 決裁権者

都道府県（固定資産所在地）

法務局≪不動産取得税≫

受信担当者

C‐2：行政機関（他団体）へ照会し

回答を受け取る際の業務処理の流れ

【登記申請書の閲覧時】

＜（ｂ）市町村：固定資産税②、都道府県：不動産取得税②＞

内容の作成

宛先の指定

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

個人の特定

決裁の依頼

電子署名付与

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼

決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

署名付与状況の確認

送信の依頼

内
部
決
裁

署
名
付
与

送

照会応答

振分

到達記録
受
信

受信

照会依頼情報（登記簿閲覧情

照会応答情報（登記簿閲覧情報）

送信

信

送信記録

検
証

送信元検証

署名検証

証明書検証

②

5/6



業務プロセス案（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－７－２

決裁権者

固定資産税

新No.7 不動産に関する業務の効率化

利用者（住民）

市町村（固定資産所在地）

受信担当者 決裁権者

都道府県（固定資産所在地）

法務局≪不動産取得税≫

受信担当者

C‐2：行政機関（他団体）へ照会し

回答を受け取る際の業務処理の流れ

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼 メッセージ確認

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

個人の特定

照会依頼情報（登記簿閲覧情報）

電子署名付与

決裁

署名付与依頼

決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

送信

署名付与状況の確認

送信の依頼

裁

署
名
付
与

送
信

送信記録

単件即時決裁を行わなくてもよい。

その場合、一括事後決裁を行うことと

する。

検
証

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

受
信

受信

照会応答情報（登記簿閲覧情報）

照会応答

証明書検証

①
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該当するユースケース（大綱・Ｈ２２年度事業）

新№８．災害時の住民の状況把握や手続の効率化
次期概略フロー （課題ア～エ反映版） （１／３） 別紙６．２－１－８－１

【該当ユースケースなし】

ユースケースの概要

・他市町村と情報連携することで、自市町村に避難してきた方の状況を把握できるようにする。また、把握した状況に併せて適切な情報提供を行う。
・被災者への支援に関する各種手続を、避難先の市町村で行えるようにする。

ユースケースの補足（整理する範囲・前提・業務内容など）

※住所地から離れた市町村に避難している場合を想定する。
※避難先における避難者状況の把握、被災者へのお知らせ等の情報提供、避難先での手続の実施、を対象として整理する。
※義援金の申請については、支給の決定までとり、支給については対象外とする。

1



新№８．災害時の住民の状況把握や手続の効率化
次期概略フロー （課題ア～エ反映版） （２／３）

≪①避難者リスト作成の流れ≫
被災地（住所地）から離れた市町村に避難している場合でも 情報を連携することで迅速に避難者の状況を把握できる被災地（住所地）から離れた市町村に避難している場合でも、情報を連携することで迅速に避難者の状況を把握できる。
最新の所在地や被災状況を把握し、被災者の状況に応じて適切なお知らせなどを送ることが可能になる。

本人を確認し、基本的な情報をもとに避
難者リストを作成する （「市町村（避難

市町村（避難先）

《被災者支援》

住基ネット
本人確認情報

難者リストを作成する。（「市町村（避難
先）」に住民票があるかないかに関わらず、

リスト作成が可能）
住所地以外の自治体でも、番号や氏名な
どの申し出を受けて、住基ネットを照会す
ることができることとする。

医療機関
病歴・処方薬履歴等の情報

避難者リストに、病歴、要
介護の状況、処方薬など
の情報も追記する。

情
報
提
供
ネ

都道府県
（避難先）

状況把握

《被災者支援》

状況把握

都道府県
（被災地）

市町村（被災地）

《被災者支援》

状況把握

《被災者支援》
（台帳）

Ａさん

避難所

医療機関

住民基本台帳

住民票情報

※避難者の把握

※他市町村へ避難してい
健康管理

健診情報
母子健康手帳情報

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
シ
ス

状況把握状況把握

状況把握

連絡

介護保険

照会応答

照会応答
※他市町村へ避難してい
る住民の把握と連絡

介護保険加入情報

※Ａさんは、住所地
からはなれた市町村
に避難してきた

（台帳）

避難者の所在地情報

照会応答

Ａさんが現在「市町村（避
難先）」にいることを、「市町

テ
ム

避難者の所在地情報 避難者の所在地情報

避難者リスト

連絡

※所在地の連絡

避難者リスト
（詳細）

難先）」にいることを、 市町
村（被災地）」等に連絡する。

連絡 ＮＰＯなど

病歴など追記した詳細な
避難者リストを避難所やＮ
ＰＯなどに連絡する。

（詳細）

※避難者リストの連絡

各種連絡

2

※各種生活支援のお知らせや、
見舞金等の各種給付の連絡



新№８．災害時の住民の状況把握や手続の効率化
次期概略フロー （課題ア～エ反映版） （３／３）

≪②各種申請受付の流れ≫
義援金や税の免除 保険証の再発行などの申請 届出を 避難先の市町村でまとめて行えるようにする義援金や税の免除、保険証の再発行などの申請・届出を、避難先の市町村でまとめて行えるようにする。

市町村（避難先）

《被災者支援》

市町村（被災地）

《被災者支援》
Ａさん

避難所

照会応答

被災状況
保険会社

ＮＨＫ

※最寄の市町村で
まとめて手続可能

※義援金・減
免等の申請
受付

（台帳）

避難者リスト
被災状況

※Ａさんは、住所地
からはなれた市町村
に避難してきた

り災証明書の申請
義援金の申請

個人住民税の減免申請
国民健康保険証の再発行申請

国民健康保険料の免除申請

情
報
提
供
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
シ
ス
テ
ム

照会応答

※被災の状況を確認して、
保険請求や減免の対象者
を把握し、連絡する。

電気・ガス・電話状況把握
各種申請

各種申請
各種申請

連絡

受付

※義援金・減免等の申請
受付

状況把握

被災状況

国民健康保険証の再発行申請
国民健康保険料の免除申請

個人住民税の減免申請

国民健康保険料の免除申請
後期高齢者医療保険料の免除申請
後期高齢者医療証の再発行申請

介護保険証の再発行申請
介護保険料の減免申請
受給者証の再発行申請

り災証明書の申請
義援金の申請

個人住民税の減免申請
国民健康保険証の再発行申請

個人住民税 国民健康保険

状況把握 状況把握

賦課・給付
賦課・給付
徴収・支給

国民健康保険料 免除申請

※り災証明書交付申請・
義援金申請の受付

状況把握

審査

※現状では、義援金申請の添付書類として
「り災証明書」が必要になる場合があるが、こ
こでは、同時に申請することを想定する。

（義援金は、住家被害に対する義援金の場

国民健康保険証の再発行申請
国民健康保険料の免除申請

後期高齢者医療保険料の免除申請
後期高齢者医療証の再発行申請

介護保険証の再発行申請
介護保険料の減免申請
受給者証の再発行申請

後期高齢者医療保険料の免除申請
後期高齢者医療証の再発行申請
介護保険証の再発行申請
介護保険料の減免申請

減免決定通知

り災証明書

住民基本台帳

照会応答

住民票の写し

（義援金は、住家被害に対する義援金の場
合を想定する）

後期高齢者医療

受給者証の再発行申請

介護保険

乳幼児医療

ひとり親医療

《障害者医療》
以下の業務について
も申請に対応する

国民健康保険証

減免決定通知

減免等の
お知らせ

受給証受給証受給者証

《障害者医療》 も申請に対応する。
・後期高齢者医療

・介護保険
・乳幼児医療
・ひとり親医療
・障害者医療

後期高齢者医療証

介護保険証

3



 



業務プロセス案（避難者リスト作成）（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－８－２

≪（１）避難者リスト作成≫

住基ネット

受信担当者 決裁権者

新No.8 災害時の住民の状況把握や手続の効率化

利用者（住民） 避難所 医療機関 ＮＰＯなど

受信担当者 決裁権者

《被災者支援》／住民基本台帳／健康管理／介護保険

受信担当者 決裁権者

《被災者支援》

都道府県（避難先）／（被災地）市町村（被災地）

《被災者支援》

市町村（避難先）

C‐2：行政機関（他団体）へ照会し回答を受け取る際

の業務処理の流れ

窓口訪問

申出

照会応答

検
証

受
信

受信

送信元検証

署名検証

証明書検証

到達記録

振分

C‐2：行政機関（他団体）へ照会し

回答を受け取る際の業務処理の流れ

避難者が自分の氏名などを申し出る（特に申請書等はないも

のと想定する）。また、ＩＣカード等を含む身分証明書は持参し

ていない場合を想定する。

避難者本人が申し出た内容と、住基

情報とを突き合わせることによって、

申出の内容を確認し、正しい情報を

避難者リストに記載する。

《被災者支援》

※避難者の把握

《被災者支援》

※避難者の介護や医療の情報照会

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

電子署名付与

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼

決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

送信

署名付与状況の確認

送信の依頼

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

送信記録

個人の特定

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

決裁

メッセージ確認

決裁状況の確認

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

個人の特定

照会依頼情報（本人確認情報）

照会応答情報（本人確認情報）

【凡例】

処理 分岐
帳票団体間連携

以外の処理

自治体以外(国・

民間)の処理

処理のきっかけ 情報・処理の流れ結合子

■業務プロセス案の前提

(1)避難者はＩＣカード等を含む身分証明書は所有していないものと想定する。

(2)避難者は、住所地以外の市町村に避難しているものとする。

(3)審査に必要な情報は、申請の都度、他組織への照会を行うこととする。（他の申請等で照会した情報を、活用することはしない）

(4)他組織への情報照会に対する本人同意については、フロー上には記載しない。

(5)結果通知は、申請者に郵送、もしくは窓口で交付する。

【番号導入後の想定される効果】

・被災地（住所地）から離れた市町村に避難している場合でも、情報を連携することで迅速に避難者の状

況を把握できるようになるため、災害時の住民への支援、サービスが的確に行えるようになる。

・避難者の状況の把握が迅速に行えるようになることで、状況の把握にかかる職員の業務負荷が軽減

される。

・最新の所在地や被災状況を把握し、被災者の状況に応じて適切なお知らせなどを送ることが可能にな

るため、住民の利便性向上につながる。

・避難先の市町村で各種手続の申請を受け付けることにより、住民が被災地（住所地）まで出向かなくて

よくなり、住民の負荷軽減、手続にかかる時間短縮につながる。

補足事項 想定される効果

単件即時決裁を行わ

なくてもよい。

その場合、一括事後

決裁を行うこととする。

1／4



業務プロセス案（避難者リスト作成）（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－８－２

住基ネット

受信担当者 決裁権者

新No.8 災害時の住民の状況把握や手続の効率化

利用者（住民） 避難所 医療機関 ＮＰＯなど

受信担当者 決裁権者

《被災者支援》／住民基本台帳／健康管理／介護保険

受信担当者 決裁権者

《被災者支援》

都道府県（避難先）／（被災地）市町村（被災地）

《被災者支援》

市町村（避難先）

D‐2：行政機関（他団体）から問い合わせを受

け取り回答する際の業務処理の流れ

受信

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

検
証

受
信

照会依頼情報

（住民票情報、健診情報、

母子健康保険手帳情報、介護保険加入情報）

照会応答

照会先業務（健康管理／介護保険）

※避難者の健診情報、介護認定情報の照会応

答

照会応答情報

（病歴・処方薬履歴等の情報）

電子署名付与

署名付与依頼

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

送信

署名付与状況の確認

送信の依頼

署
名
付
与

送
信

送信記録

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

電子署名付与

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼

決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

送信

署名付与状況の確認

送信の依頼

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

送信記録

個人の特定

受信

照会応答情報

（住民票情報、健診情報、

母子健康保険手帳情報、介護保険加入情報）

照会依頼情報

（病歴・処方薬履歴等の情報）

単件即時決裁を行わ

なくてもよい。

その場合、一括事後

決裁を行うこととする。

単件即時決裁を行わ

なくてもよい。

その場合、一括事後

決裁を行うこととする。
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業務プロセス案（避難者リスト作成）（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－８－２

住基ネット

受信担当者 決裁権者

新No.8 災害時の住民の状況把握や手続の効率化

利用者（住民） 避難所 医療機関 ＮＰＯなど

受信担当者 決裁権者

《被災者支援》／住民基本台帳／健康管理／介護保険

受信担当者 決裁権者

《被災者支援》

都道府県（避難先）／（被災地）市町村（被災地）

《被災者支援》

市町村（避難先）

審査

避難者リストを作成する

A‐3：行政機関（他団

体）に連絡する際の業

受信

振分

到達記録
受
信

B‐2:行政機関（他団体）から受け取る際の業務

処理の流れ

受信

振分

到達記録
受
信

B‐2:行政機関（他団体）から受け取る際の業務処理の流れ

連絡情報（避難者の所在地情報）

《被災者支援》

※避難者の所在地情報の連絡

《被災者支援》

※避難者の所在地情報の受取

都道府県（避難先）／（被災地）の《被災者支

援》

①

①

②

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

検
証

受
信

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

電子署名付与

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼

決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

送信

署名付与状況の確認

送信の依頼

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

送信記録

個人の特定

単件即時決裁を行わ

なくてもよい。

その場合、一括事後

決裁を行うこととする。
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業務プロセス案（避難者リスト作成）（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－８－２

住基ネット

受信担当者 決裁権者

新No.8 災害時の住民の状況把握や手続の効率化

利用者（住民） 避難所 医療機関 ＮＰＯなど

受信担当者 決裁権者

《被災者支援》／住民基本台帳／健康管理／介護保険

受信担当者 決裁権者

《被災者支援》

都道府県（避難先）／（被災地）市町村（被災地）

《被災者支援》

市町村（避難先）

検
証

送信元検証

署名検証

証明書検証

検
証

送信元検証

署名検証

証明書検証

受取

受取

発送元確認

公印の確認

受取

《被災者支援》

※避難者への各種お知らせ

《被災者支援》

※避難者リストの連絡

②

連絡

原
案
作
成

内
部
決
裁

公
印
押
印

内容の作成

宛先の特定

決裁依頼

決裁

原案の確認

決裁状況の確認

公印押印依頼

決裁状況の確認

公印押印

発送の依頼

公印の確認

発
送

公印の確認

発送

発送記録

個人の特定

A‐1：住民に連絡する際の業務処理の流れ

連絡情報（避難者リスト（詳細））

連絡情報（避難者リスト（詳細））

連絡情報（各種連絡）
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業務プロセス案（各種申請受付）（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－８－２　

≪（２）各種申請受付≫

決裁権者

新No.8 災害時の住民の状況把握や手続の効率化

利用者（住民）

市町村（避難先） 市町村（被災地）
保険会社
ＮＨＫ

電気・ガス・電話
《被災者支援》 《被災者支援》

個人住民税／国民健康保険／後期高齢者医療／介護保険／
乳幼児医療／ひとり親医療／障害者医療

住民基本台帳
業務担当者 決裁権者 業務担当者 決裁権者 業務担当者

窓口訪問

申請書作成

提出 受取

本人確認

形式チェック

「番号」確認

B‐1:住民から受け取る際の業務処理の流れ

帰宅

受
領

確
認

《被災者支援》

※各種申請の受取

各種申請書は、避難先の市町村で受け付け、避難先市

町村から被災地市町村へ送ることとする。

また、被災地市町村では、《被災者支援》担当課がまとめ

て申請情報を受け取り、庁内の各課（個人住民税、国民

健康保険）へ振り分けることを想定している。

り災証明書の申請

義援金の申請

個人住民税の減免申請

国民健康保険証の再発行申請

国民健康保険料の免除申請

後期高齢者医療保険料の免除申請

後期高齢者医療証の再発行申請

介護保険証の再発行申請

介護保険料の減免申請

受給者証の再発行申請

内容の作成

宛先の指定

決裁の依頼

電子署名付与

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼

決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

内
部
決
裁

署
名
付
与

個人の特定

《被災者支援》

※受け取った申請を本来の申請先団体へ連絡

A‐3：行政機関（他団体）に連絡する際の業

務処理の流れ

単件即時決裁を行わ

なくてもよい。

その場合、一括事後

決裁を行うこととする。

■業務プロセス案の前提

(1)避難者はＩＣカード等を含む身分証明書は所有していないものと想定する。

(2)避難者は、住所地以外の市町村に避難しているものとする。

(3)審査に必要な情報は、申請の都度、他組織への照会を行うこととする。（他の申請等で照会した情報を、活用することはしない）

(4)他組織への情報照会に対する本人同意については、フロー上には記載しない。

(5)結果通知は、申請者に郵送、もしくは窓口で交付する。

【凡例】

処理 分岐
帳票団体間連

携以外の

自治体以外

(国・民間)の処

処理のきっか 情報・処理の流れ結合子
補足事項 想定される効果
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業務プロセス案（各種申請受付）（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－８－２　

決裁権者

新No.8 災害時の住民の状況把握や手続の効率化

利用者（住民）

市町村（避難先） 市町村（被災地）
保険会社
ＮＨＫ

電気・ガス・電話
《被災者支援》 《被災者支援》

個人住民税／国民健康保険／後期高齢者医療／介護保険／
乳幼児医療／ひとり親医療／障害者医療

住民基本台帳
業務担当者 決裁権者 業務担当者 決裁権者 業務担当者

検
証

受信

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

受
信

B‐2:行政機関（他団体）から受け取

る際の業務処理の流れ

審査

照会応答

①

①

り災証明書の申請

義援金の申請

個人住民税の減免申請

国民健康保険証の再発行申請

国民健康保険料の免除申請

後期高齢者医療保険料の免除申請

後期高齢者医療証の再発行申請

介護保険証の再発行申請

介護保険料の減免申請

受給者証の再発行申請

《被災者支援》

※各種申請をまとめて受取

り災証明書の申請

義援金の申請

② ③

照会依頼情報（住民票の写し）

照会依頼

照会結果受取

照会応答情報（住民票の写し）

送信

署名付与状況の確認

送信の依頼

送
信

送信記録

原
案
作
成

内容の作成

宛先の特定

個人の特定

A‐1：住民に連絡する際の業務

処理の流れ

《被災者支援》

※審査の結果を住民に通知する
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業務プロセス案（各種申請受付）（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－８－２　

決裁権者

新No.8 災害時の住民の状況把握や手続の効率化

利用者（住民）

市町村（避難先） 市町村（被災地）
保険会社
ＮＨＫ

電気・ガス・電話
《被災者支援》 《被災者支援》

個人住民税／国民健康保険／後期高齢者医療／介護保険／
乳幼児医療／ひとり親医療／障害者医療

住民基本台帳
業務担当者 決裁権者 業務担当者 決裁権者 業務担当者

受取

発送元確認

公印の確認

り災証明書

内
部
決
裁

公
印
押
印

決裁依頼

決裁

原案の確認

決裁状況の確認

公印押印依頼

決裁状況の確認

公印押印

発送の依頼

公印の確認

発
送

公印の確認

発送

発送記録

原
案
作
成

内
部
決
裁

内容の作成

宛先の特定

決裁依頼

決裁

原案の確認

決裁状況の確認

個人の特定

審査

A‐1：住民に連絡する際の業

務処理の流れ

②

個人住民税の減免申請

個人住民税

※審査の結果を住民に通知する
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業務プロセス案（各種申請受付）（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－８－２　

決裁権者

新No.8 災害時の住民の状況把握や手続の効率化

利用者（住民）

市町村（避難先） 市町村（被災地）
保険会社
ＮＨＫ

電気・ガス・電話
《被災者支援》 《被災者支援》

個人住民税／国民健康保険／後期高齢者医療／介護保険／
乳幼児医療／ひとり親医療／障害者医療

住民基本台帳
業務担当者 決裁権者 業務担当者 決裁権者 業務担当者

受取

発送元確認

公印の確認

減免決定通知

公
印
押
印

公印押印依頼

決裁状況の確認

公印押印

発送の依頼

公印の確認

発
送

公印の確認

発送

発送記録

原
案
作
成

内
部
決
裁

公
印
押
印

内容の作成

宛先の特定

決裁依頼

決裁

原案の確認

決裁状況の確認

公印押印依頼

決裁状況の確認

公印押印

公印の確認

個人の特定

審査

③

A‐1：住民に連絡する際の業務

処理の流れ

国民健康保険／後期高齢者医療／介

護保険／乳幼児医療／ひとり親医療

／障害者医療

※審査の結果を住民に通知する

国民健康保険証の再発行申請

国民健康保険料の免除申請

後期高齢者医療証の再発行申請

後期高齢者医療保険料の免除申請

介護保険証の再発行申請

介護保険料の減免申請

受給者証の再発行申請
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業務プロセス案（各種申請受付）（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－８－２　

決裁権者

新No.8 災害時の住民の状況把握や手続の効率化

利用者（住民）

市町村（避難先） 市町村（被災地）
保険会社
ＮＨＫ

電気・ガス・電話
《被災者支援》 《被災者支援》

個人住民税／国民健康保険／後期高齢者医療／介護保険／
乳幼児医療／ひとり親医療／障害者医療

住民基本台帳
業務担当者 決裁権者 業務担当者 決裁権者 業務担当者

受取

発送元確認

公印の確認

国民健康保険証

照会依頼情報（被災状況）

照会

後期高齢者医療証

介護保険証

発送の依頼

公印の確認

発
送

発送

発送記録

検
証

振分

到達記録

送信元検証

署名検証

証明書検証

受
信

受信

内容の作成

宛先の指定

メ
ッ
セ
ー
ジ
作
成

個人の特定

D‐2：他団体（民間）から問い合わせを受け取り回答す

る際の業務処理の流れ

《被災者支援》

※被災状況の照会への回答

減免決定通知

・・・

受給者証
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業務プロセス案（各種申請受付）（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－１－８－２　

決裁権者

新No.8 災害時の住民の状況把握や手続の効率化

利用者（住民）

市町村（避難先） 市町村（被災地）
保険会社
ＮＨＫ

電気・ガス・電話
《被災者支援》 《被災者支援》

個人住民税／国民健康保険／後期高齢者医療／介護保険／
乳幼児医療／ひとり親医療／障害者医療

住民基本台帳
業務担当者 決裁権者 業務担当者 決裁権者 業務担当者

受取

照会応答情報（被災状況）

受取

発送元確認

公印の確認

減免等の

お知らせ

通知

決裁の依頼

電子署名付与

決裁

メッセージ確認

署名付与依頼

決裁状況の確認

決裁状況の確認

署名付与状況の確認

送信

署名付与状況の確認

送信の依頼

内
部
決
裁

署
名
付
与

送
信

送信記録

単件即時決裁を行わ

なくてもよい。

その場合、一括事後

決裁を行うこととする。
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別紙 6.2-2 連携データ項目案（課題ア～エ反映版） 
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別紙 6.2-2-1 インタフェース仕様 

 
 
 
 
 

 
 



 



インタフェース仕様（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－１

― ―

1 5 6 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 21 22 30 ― ― ― ― ― ― ― ― 5 11 16 19 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

住
民
基
本
台
帳

固
定
資
産
税

個
人
住
民
税

軽
自
動
車
税

国
民
健
康
保
険

国
民
年
金

障
害
者
福
祉

後
期
高
齢
者
医
療

介
護
保
険

生
活
保
護

乳
幼
児
医
療

ひ
と
り
親
医
療

健
康
管
理

戸
籍

子
ど
も
手
当

住
登
外

児
童
扶
養
手
当

被
災
者
支
援

不
動
産
取
得
税

自
動
車
税

生
活
保
護

小
児
慢
性
特
定
疾
患

被
災
者
支
援

住
基
ネ
ッ

ト

固
定
資
産
税

国
民
年
金

生
活
保
護

健
康
管
理

児
童
扶
養
手
当

被
災
者
支
援

福
祉

不
動
産
取
得
税

自
動
車
税

生
活
保
護

小
児
慢
性
特
定
疾
患

被
災
者
支
援

ポ
ー

タ
ル

日
本
年
金
機
構

税
務
署

法
務
局

運
輸
支
局

公
共
職
業
安
定
所

労
働
基
準
監
督
署

児
童
相
談
所
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1 本人確認情報 O I I I I I I
2 　氏名 住基ﾈｯﾄの「氏名」 O I I I I I I
3 　　漢字氏名 N 住基ﾈｯﾄの「氏名漢字」 O I I I I I I
4 　　カナ氏名 N 住基ﾈｯﾄの「氏名ふりが

な」
O I I I I I I

5 　生年月日 X 9 住基ﾈｯﾄの「生年月日」 O I I I I I I
6 　性別 ○ 性別 X 1 住基ﾈｯﾄの「性別」 O I I I I I I
7 　住所 住基ﾈｯﾄの「住所」 O I I I I I
8 住民票情報 O I I I I I I
9 　世帯主氏名 氏名情報 O I I I I I
10 　世帯員情報 世帯主を含む世帯員全

員
O I I I I I I

11 　　氏名 氏名情報 O I I I I I I
12 　　続柄漢字 続柄情報 住民基本台帳の世帯主

との続柄
O I I I I I I

13 固定資産情報 O I I
14 　不動産の有無 ○ 有無 X 1 O I I
15 　土地情報 O I I
16 　　共有者区分 ○ 有無 X 1 O I I
17 　　土地所在地 ○ 所在地 N 50 O I I
18 　　地番 N 50 O I I
19 　　現況地目コード ○ 現況地目 X 3 O I I
20 　　現況地積 9V 9,2 O I I
21 　　評価額 S9 13 O I I
22 　家屋情報 O I I
23 　　共有者区分 ○ 有無 X 1 O I I
24 　　家屋所在地 N 100 O I I
25 　　家屋番号 X 10 O I I
26 　　種類コード ○ 家屋種類 X 2 O I I
27 　　床面積 9V 9,2 O I I
28 　　評価額 S9 13 O I I
29 申告内容（固定資産税） O I
30 　相当年度 X 4 O I
31 　現住所 住所情報 O I
32 　送付先住所 住所情報 O I
33 　氏名 氏名情報 O I
34 　義務者電話番号 X 20 O I
35 　事業種目 N 50 O I
36 　資本金 S9 15 O I
37 　事業開始年月日 日付情報 O I
38 　応答者氏名 N 75 O I
39 　応答者電話番号 X 20 O I
40 　税理士等の氏名 N 75 O I
41 　税理士等の電話番号 X 20 O I
42 　短縮耐用年数承認区分 ○ 有無 X 1 O I
43 　増加償却届出区分 ○ 有無 X 1 O I
44 　非課税該当資産区分 ○ 有無 X 1 O I
45 　課税標準特例区分 ○ 有無 X 1 O I
46 　特例償却圧縮記帳区分 ○ 有無 X 1 O I
47 　税務会計上償却方法区分 ○ 有無 X 1 O I
48 　青色申告区分 ○ 有無 X 1 O I
49 　事業所等資産の所在地 住所情報 O I
50 　借用資産区分 ○ 有無 X 1 O I
51 　借用資産貸主名称 N 50 O I
52 　事業所用家屋所有区分 ○ 事業所用家屋所有区

分
X 1

O I

その他
（行政機関等）

民間
市町村 都道府県 市町村 都道府県

インタフェース仕様（団体間連携情報） 中間インターフェース

№ 情報名

コード

データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名
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インタフェース仕様（団体間連携情報） 中間インターフェース

№ 情報名

コード

データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

53 　備考 N 100 O I
54 　決算期１ 9 2 O I
55 　決算期２ 9 2 O I
56 　種類コード ○ 種類 X 2 O I
57 　前年前取得価額 S9 13 O I
58 　前年中減少価額 S9 13 O I
59 　前年中取得価額 S9 13 O I
60 　取得価額合計 S9 13 O I
61 　帳簿価額 S9 13 O I
62 　評価額 O I
63 　　土地_評価額 S9 13 O I
64 　　家屋_評価額 S9 13 O I
65 　　償却資産_評価額 S9 13 O I
66 　決定価格 S9 13 O I
67 　課税標準額 O I
68 　　土地_課税標準額 S9 13 O I
69 　　家屋_課税標準額 S9 13 O I
70 　　償却資産_課税標準額 S9 13 O I
71 税（賦課）情報（固定資産税） O I
72 　賦課年度 X 4 O I
73 　相当年度 X 4 O I
74 　徴収番号 X 20 O I
75 　法定納期限 日付情報 O I
76 　指定納期限 日付情報 O I
77 　年税額 S9 13 O I
78 　期別情報 O I
79 　　期別 X 2 O I
80 　　期別税額 S9 13 O I
81 　　期別納期限 日付情報 O I
82 納付情報（固定資産税） O I
83 　納税者情報 O I
84 　　氏名 氏名情報 O I
85 　　住所 住所情報 O I
86 　　生年月日 生年月日情報 O I
87 　　未納情報 O I
88 　　　賦課年度 X 4 O I
89 　　　相当年度 X 4 O I
90 　　　未納有無 ○ 有無 X 1 O I
91 　　　未納額 O I
92 　　　本税未納額 S9 13 O I
93 　　　延滞金未納額 S9 13 O I
94 価格通知情報（市から県への連絡） O I
95 　原始・承継区分 ○ 原始･承継区分 X 2 O I
96 　受付年度 X 4 O I
97 　物件情報 O I
98 　　取得者義務者区分 ○ 権利者・義務者区分 X 1 O I
99 　　主従区分 X 2 O I
100 　　共有者数 9 3 O I
101 　　権利者・義務者・取得者氏名 氏名情報 O I
102 　　権利者・義務者・取得者住所 住所情報 O I
103 　　法人個人コード ○ 法人・個人区分 X 1 O I
104 　　取得者持分（分子） 9 13 O I
105 　　取得者持分（分母） 9 13 O I
106 　　物件所在地コード ○ 所在地 X 40 O I
107 　　番地 N 50 O I
108 　　家屋番号 X 10 O I
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№ 情報名

コード

データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

109 　　土地家屋区分 ○ 土地・家屋区分 X 2 O I
110 　　登記年月日 日付情報 7 O I
111 　　取得年月日 日付情報 7 O I
112 　　取得区分（原始） ○ 取得区分(原始) X 2 O I
113 　　取得区分（承継） ○ 取得区分(承継) X 2 O I
114 　　取得区分（その他） N 60 O I
115 　　登地構造区分（土地） ○ 登地構造区分（土

地）
X 2

O I

116 　　登地構造区分（家屋） ○ 登地構造区分（家
屋）

X 2
O I

117 　　現地種類 ○ 現地種類区分 X 2 O I
118 　　宅地比準 ○ 宅地比準土地区分 X 2 O I
119 　　家屋構造区分 ○ 家屋構造 X 2 O I
120 　　家屋構造区分（長期優良住宅） ○ 長期優良住宅 X 1 O I
121 　　家屋構造区分（貸家） ○ 貸家 X 1 O I
122 　　屋根構造区分 ○ 屋根種類 X 2 O I
123 　　地上階段 9 3 O I
124 　　地下階段 9 2 O I
125 　　戸数 9 3 O I
126 　　住宅面積 9V 9,2 O I
127 　　他面積 9V 9,2 O I
128 　　建床面積 9V 9,2 O I
129 　　延床面積 9V 9,2 O I
130 　　地積 9V 9,2 O I
131 　　築年月日 日付情報 7 O I
132 　　平米単価 9 11 O I
133 　　造成費 9 5 O I
134 　　評価額 9 13 O I
135 　　1㎡当評点数 9 11 O I
136 　　再建築評点数 9 11 O I
137 　　１点単価 9 11 O I
138 　　需給事情による減点補正率 9V 1.4 O I
139 　　在来家屋住宅面積 9V 9,2 O I
140 　　在来家屋取得年月日 日付情報 7 O I
141 　　共同住宅物件情報 O I
142 　　　家屋種類（明細分） ○ 家屋種類 X 2 O I
143 　　　住宅面積（明細分） 9V 9,2 O I
144 　　　住宅再建築費評点数（明細分） 9 11 O I
145 　　　住宅戸数（明細分） 9 2 O I
146 　　　他面積（明細分） 9V 9,2 O I
147 　　　他戸数（明細分） 9 2 O I
148 　　申告書提出区分 ○ 有無 X 1 O I
149 所得課税証明書情報 O I I I I I
150 　課税情報 O I I I I I
151 　　相当年度 X 4 O I I I I I
152 　　年税額 S9 13 O I
153 　　市区町村民税額情報 O I
154 　　　市区町村民税均等割額 S9 13 O I
155 　　　市区町村民税所得割額 S9 13 O I
156 　　都道府県民税額情報 S9 13 O I I
157 　　課税総所得額等 S9 13 O I I I
158 　総合分 O I
159 　　総所得額 S9 13 O I
160 　　免税対象肉用牛所得 S9 13 O I
161 　分離分 O I
162 　　分離短期土地等事業・雑所得額 S9 13 O I
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№ 情報名
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データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

163 　　分離短期譲渡一般所得額 S9 13 O I
164 　　分離長期譲渡一般所得額 S9 13 O I
165 　　山林所得額 S9 13 O I
166 　　分離退職所得額 S9 13 O I
167 　　先物取引所得額 S9 13 O I
168 　　条約適用利子等所得額 S9 13 O I
169 　　条約適用配当等所得額 S9 13 O I
170 　控除情報 O I
171 　　雑損控除額 S9 13 O I
172 　　医療費控除額 S9 13 O I
173 　　小規模企業共済掛金控除額 S9 13 O I
174 　　生命保険住民税控除額 S9 13 O I I
175 　　配偶者特別控除額 S9 13 O I
176 　　控除対象配偶者区分 ○ 控除対象配偶者区分 X 1 O I
177 　　同居老人扶養人数 9 2 O I
178 　　老人扶養人数 9 2 O I
179 　　一般扶養人数 9 2 O I
180 　　特定扶養人数 9 2 O I
181 　　特別障害者人数 9 2 O I
182 　　普通障害者人数 9 2 O I
183 　本人情報 O I
184 　　本人障害区分 ○ 本人障害区分 X 1 O I
185 　　本人寡婦区分 ○ 本人寡婦区分 X 1 O I
186 　　本人勤労学生区分 ○ 有無 X 1 O I
187 申告内容（個人住民税） O I
188 　本年度１月１日の住所 住所情報 O I
189 　氏名 氏名情報 O I
190 　電話番号 X 20 O I
191 　生年月日 生年月日情報 O I
192 　収入金額 O I
193 　　給与収入金額 S9 13 O I
194 　　公的年金等収入金額 S9 13 O I
195 　所得金額 O I
196 　　営業所得金額 S9 13 O I
197 　　農業所得金額 S9 13 O I
198 　　不動産所得金額 S9 13 O I
199 　　利子所得金額 S9 13 O I
200 　　配当所得金額 S9 13 O I
201 　　給与所得金額 S9 13 O I
202 　　公的年金等所得金額 S9 13 O I
203 　　雑その他の所得金額 S9 13 O I
204 　　総合譲渡短期所得金額 S9 13 O I
205 　　総合譲渡長期所得金額 S9 13 O I
206 　　総合譲渡一時所得金額 S9 13 O I
207 　　合計 S9 13 O I
208 　特別控除額 O I
209 　　総合譲渡短期特別控除額 S9 13 O I
210 　　総合譲渡長期特別控除額 S9 13 O I
211 　　総合譲渡一時特別控除額 S9 13 O I
212 　所得から差し引かれる金額 O I
213 　　雑損控除額 S9 13 O I
214 　　医療費控除額 S9 13 O I
215 　　社会保険料控除額 S9 13 O I
216 　　小規模企業共済掛金控除額 S9 13 O I
217 　　生命保険料控除 O I
218 　　　個人年金保険料の計 S9 13 O I
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№ 情報名
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データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

219 　　　生命保険控除額 S9 13 O I
220 　　損害保険料控除 O I
221 　　　長期保険料の計 S9 13 O I
222 　　　損害保険控除額 S9 13 O I
223 　　寄付金控除額 S9 13 O I
224 　　本人障害者区分 ○ 本人障害区分 X 1 O I
225 　　配偶者情報 O I
226 　　　生年月日 生年月日情報 O I
227 　　　障害者に該当する場合 O I
228 　　　同居別居の区分 ○ 同居別居区分 X 1 O I
229 　　　障害者区分 ○ 障害者区分 X 1 O I
230 　　　配偶者特別控除額 S9 13 O I
231 　　　配偶者合計所得金額 S9 13 O I
232 　　扶養控除 O I
233 　　　氏名 氏名情報 O I
234 　　　生年月日 生年月日情報 O I
235 　　　同居別居の区分 ○ 同居別居区分 X 1 O I
236 　　　障害者区分 ○ 障害者区分 X 1 O I
237 　　事業専従者 O I
238 　　　生年月日 生年月日情報 O I
239 　　　専従者給与（控除）額 S9 13 O I
240 　　所得控除計 S9 13 O I
241 　　住宅借入金（取得）等控除 S9 13 O I
242 　　所得税額 S9 13 O I
243 　　専従者給与額の合計 S9 13 O I
244 　住民税の納税方法 ○ 納税方法 X 1 O I
245 　所得の内訳（源泉徴収税額） O I
246 　　所得の種類 ○ 所得の種類 X 2 O I
247 　　種目・所得の生ずる場所又は給与など

の支払者の氏名・名称
N 100

O I

248 　　収入金額 S9 13 O I
249 税（賦課）情報（個人住民税） O I
250 　賦課年度 X 4 O I
251 　相当年度 X 4 O I
252 　徴収番号 X 20 O I
253 　年税額 S9 13 O I
254 　期別情報 O I
255 　　期別 X 2 O I
256 　　期別税額 S9 13 O I
257 　　期別充当額 S9 13 O I
258 　　期別納期限 日付情報 O I
259 　年金特別徴収分期別情報 O I
260 　　期別 X 2 O I
261 　　期別税額 S9 13 O I
262 　　納期限 日付情報 O I
263 納付情報（個人住民税） O I
264 　納税者情報 O I
265 　　氏名 氏名情報 O I
266 　　住所 住所情報 O I
267 　　生年月日 生年月日情報 O I
268 　　未納情報 O I
269 　　　賦課年度 X 4 O I
270 　　　相当年度 X 4 O I
271 　　　未納有無 ○ 有無 X 1 O I
272 　　　未納額 O I
273 　　　本税未納額 S9 13 O I
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情報提供者 情報利用者

CD コード名

274 　　　延滞金未納額 S9 13 O I
275 軽自動車車両情報 O I I
276 　軽自動車情報 O I I
277 　　標識情報 O I I
278 　　　標識番号1 X 3 自動車の種別及び用途

による分類番号を表示
する三けた以下のアラ
ビア数字（左詰め）

O I I

279 　　　標識記号 N 2 自家用又は事業用の別
等を表示する平仮名ま
たはローマ字

O I I

280 　　　標識番号2 X 5 一連指定番号を表す O I I
281 　　車名 N 20 O I I
282 　　型式 X 10 O I I
283 　　年式 X 10 O I I
284 　　総排気量（定格出力） X 10 O I I
285 　　排気量区分 ○ 排気量区分 X 2 O I I
286 　　営業・自家用区分 ○ 営業・自家用区分 X 1 O I I
287 　　使用者情報 O I I
288 　　　氏名 氏名情報 O I I
289 　　　生年月日 生年月日情報 O I I
290 　　　住所 住所情報 O I I
291 　　所有者情報 O I I
292 　　　氏名 氏名情報 O I I
293 　　　生年月日 生年月日情報 O I I
294 　　　住所 住所情報 O I I
295 申告内容（軽自動車税） O I
296 　申告年月日 日付情報 O I
297 　申告理由 ○ 申告理由 X 2 O I
298 　申告理由備考 N 20 O I
299 　種別 ○ 軽自動車種別 X 2 O I
300 　種別備考 N 20 O I
301 　標識 O I
302 　　標識番号1 X 3 O I
303 　　標識記号 N 2 O I
304 　　標識番号2 X 5 O I
305 　　標識サイン ○ 標識サイン X 2 O I
306 　納税義務発生年月日 日付情報 O I
307 　旧標識 O I
308 　　標識番号1 X 3 O I
309 　　標識記号 N 2 O I
310 　　標識番号2 X 5 O I
311 　　標識サイン ○ 標識サイン X 2 O I
312 　所有者情報 O I
313 　　所有者住所 住所情報 O I
314 　　所有者氏名 氏名情報 O I
315 　　所有者生年月日 生年月日情報 O I
316 　　所有者電話番号 X 20 O I
317 　使用者情報 O I
318 　　使用者住所 住所情報 O I
319 　　使用者氏名 氏名情報 O I
320 　　使用者生年月日 生年月日情報 O I
321 　　使用者電話番号 X 20 O I
322 　届出者情報 O I
323 　　届出者住所 住所情報 O I
324 　　届出者氏名 氏名情報 O I
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325 　　届出者電話番号 X 20 O I
326 　所有形態 ○ 所有形態 X 2 O I
327 　所有形態備考 N 20 O I
328 　定置場住所 住所情報 O I
329 　旧定置場住所 住所情報 O I
330 　車名 N 20 O I
331 　型式 X 10 O I
332 　年式 X 10 O I
333 　型式番号 X 20 O I
334 　車台番号 X 20 O I
335 　型式認定番号 X 20 O I
336 　総排気量（定格出力） X 10 O I
337 　排気量区分 ○ 排気量区分 X 2 O I
338 　備考 N 100 O I
339 税（賦課）情報（軽自動車税） O I
340 　標識 O I
341 　　標識番号1 X 3 自動車の種別及び用途

による分類番号を表示
する三けた以下のアラ
ビア数字（左詰め）

O I

342 　　標識記号 N 2 自家用又は事業用の別
等を表示する平仮名ま
たはローマ字

O I

343 　　標識番号2 X 5 一連指定番号を表す O I
344 　　標識サイン ○ 標識サイン X 2 標識の表示方法を表す O I
345 　種別 ○ 軽自動車種別 X 2 O I
346 　賦課年度 X 4 O I
347 　相当年度 X 4 O I
348 　徴収番号 X 20 O I
349 　税額 S9 13 O I
350 　納期限 日付情報 O I
351 納付情報（軽自動車税） O I
352 　納税者情報 O I
353 　　氏名 氏名情報 O I
354 　　住所 住所情報 O I
355 　　生年月日 生年月日情報 O I
356 　　未納情報 O I
357 　　　賦課年度 X 4 O I
358 　　　相当年度 X 4 O I
359 　　　未納有無 ○ 有無 X 1 O I
360 　　　未納額 O I
361 　　　本税未納額 S9 13 O I
362 　　　延滞金未納額 S9 13 O I
363 国民健康保険情報 O I I I
364 　健康保険加入有無 ○ 有無 X 1 O I I I
365 　賦課情報 O I I
366 　　相当年度 X 4 O I I
367 　　保険料額 S9 13 O I I
368 　所得区分 ○ 所得区分 X 1 O I
369 保険料情報（国民健康保険） O I
370 　賦課年度 X 4 O I
371 　相当年度 X 4 O I
372 　徴収番号 X 20 O I
373 　国保記号番号 X 12 O I
374 　世帯主氏名 氏名情報 O I
375 　年税額（保険料額） S9 13 O I
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376 　医療一般分 S9 13 O I
377 　医療退職分 S9 13 O I
378 　介護一般分 S9 13 O I
379 　介護退職分 S9 13 O I
380 　支援一般分 S9 13 O I
381 　支援退職分 S9 13 O I
382 　普通徴収分期別情報 O I
383 　　期別 X 2 O I
384 　　期別税（料）額 S9 13 O I
385 　　期別医療一般分 S9 13 O I
386 　　期別医療退職分 S9 13 O I
387 　　期別介護一般分 S9 13 O I
388 　　期別介護退職分 S9 13 O I
389 　　期別支援一般分 S9 13 O I
390 　　期別支援退職分 S9 13 O I
391 　　納期限 日付情報 O I
392 　特別徴収分期別情報 O I
393 　　期別 X 2 O I
394 　　期別税（料）額 S9 13 O I
395 　　期別医療一般分 S9 13 O I
396 　　期別医療退職分 S9 13 O I
397 　　期別介護一般分 S9 13 O I
398 　　期別介護退職分 S9 13 O I
399 　　期別支援一般分 S9 13 O I
400 　　期別支援退職分 S9 13 O I
401 　　納期限 日付情報 O I
402 医療費情報（国民健康保険） O I
403 　受診者情報 O I
404 　　受診者氏名 氏名情報 O I
405 　　受診者住所 住所情報 O I
406 　受診機関情報 O I
407 　　受診機関名 N 100 O I
408 　支払額情報 O I
409 　　検査名 N 100 O I
410 　　診察料 S9 13 O I
411 手帳情報 O I
412 　各種手帳情報 O I
413 　　取得の有無 ○ 有無 X 1 O I
414 　　現在取得の手帳種類 N O I
415 　　再認定要否 ○ X 1 O I
416 障害者情報（身体障害者） O I
417 　交付年月日 日付情報 O I
418 　本人情報 O I
419 　　氏名 氏名情報 O I
420 　　生年月日 生年月日情報 O I
421 　　現住所 住所情報 O I
422 　身体障害者手帳情報 O I
423 　　身障手帳番号 X 12 O I
424 　　身障手帳種別 ○ 身体障害者種別 X 1 O I
425 　　身障手帳等級 ○ 身体障害者等級 X 1 O I
426 　　障害部位 ○ 障害部位 X 2 O I
427 　旅客運賃減額 ○ 有無 X 1 O I
428 　保護者情報 O I
429 　　氏名 氏名情報 O I
430 　　続柄 続柄情報 O I
431 　　現住所 住所情報 O I
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№ 情報名
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データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

432 　　保護者となった年月日 日付情報 O I
433 　補装具情報 O I
434 　　交付又は修理年月日 日付情報 O I
435 　　種類 N 50 O I
436 　備考 N 200 O I
437 障害者情報（知的障害者） O I
438 　交付年月日 日付情報 O I
439 　本人情報 O I
440 　　氏名 氏名情報 O I
441 　　性別 ○ 性別 X 1 O I
442 　　生年月日 生年月日情報 O I
443 　　住所 住所情報 O I
444 　療育手帳情報 O I
445 　　療育手帳番号 X 5 O I
446 　　療育手帳等級 ○ 療育手帳等級 X 2 O I
447 　旅客運賃減額 ○ 有無 X 1 O I
448 　保護者情報 O I
449 　　氏名 氏名情報 O I
450 　　続柄 続柄情報 O I
451 　　職業 ○ X 2 O I
452 　　電話番号 X 20 O I
453 　判定記録情報 O I
454 　　療育手帳等級 ○ 療育手帳等級 X 2 O I
455 　　身障手帳等級 ○ 身体障害者等級 X 1 O I
456 　　判定年月日 日付情報 O I
457 　　次回判定年月 年月情報 O I
458 　　判定機関 N 50 O I
459 　療育・相談の記録 O I
460 　　発生年月日 日付情報 O I
461 　　事項 N 200 O I
462 　　取扱機関 N 50 O I
463 障害者情報（精神障害者） O I
464 　交付年月日 日付情報 O I
465 　本人情報 O I
466 　　氏名 氏名情報 O I
467 　　性別 ○ 性別 X 1 O I
468 　　生年月日 生年月日情報 O I
469 　　住所 住所情報 O I
470 　精神障害者手帳情報 O I
471 　　精神障害者手帳番号 X 7 O I
472 　　精神障害者手帳等級 ○ 精神障害手帳等級 X 1 O I
473 特別児童扶養手当受給情報 O I
474 　受給者情報 O I
475 　　特別児童扶養手当支給有無 ○ 有無 X 1 O I
476 　　特別児童扶養手当支給人数 9 2 O I
477 　　手当月額 9 13 O I
478 　　支給開始年月 年月情報 O I
479 　受給児童氏名 氏名情報 O I
480 後期高齢者医療保険加入情報 O I
481 　加入有無 ○ 有無 O I
482 　賦課情報 O I
483 　　相当年度 X 4 O I
484 　　保険料額 S9 13 O I
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№ 情報名

コード

データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

485 保険料情報（後期高齢者医療） 統一ﾌｫｰﾏｯﾄ(後期高
齢者医療広域連合
電算ｼｽﾃﾑ仕様書ｼｽ
ﾃﾑ仕様編)

O I

486 　担当年度 X 4 O I
487 　被保険者番号 X 8 O I
488 　市区町村別保険料 9 7 O I
489 　不均一賦課地区コード X 10 O I
490 　暫定確定賦課フラグ ○ X 1 O I
491 　申告区分 ○ X 1 O I
492 　資格取得年月日 X 8 O I
493 　資格喪失年月日 X 8 O I
494 　広域内転居取得年月日 X 8 O I
495 　広域内転居喪失年月日 X 8 O I
496 　賦課事由コード ○ X 2 O I
497 　賦課事由 N 100 O I
498 　賦課決定年月日 X 8 O I
499 　所得割率 X 4 O I
500 　賦課のもととなる所得金額 9 11 O I
501 　所得割額 9 11 O I
502 　均等割額 9 7 O I
503 　算出額 9 11 O I
504 　賦課情報 O I
505 　　賦課期日 X 8 O I
506 　　減額区分 ○ X 1 O I
507 　　均等割軽減額 9 7 O I
508 　　限度超過額 9 11 O I
509 　　年保険料額 9 7 O I
510 　　月数 X 2 O I
511 　　月割減額 9 7 O I
512 　　特別軽減区分 ○ X 1 O I
513 　　月別資格情報 X 12 O I
514 　減免額 9 7 O I
515 　後期高齢者医療保険料 9 7 O I
516 　賦課のもととなる所得金額（変更前） 9 11 O I
517 　所得割額（変更前） 9 11 O I
518 　均等割額（変更前） 9 7 O I
519 　算出額（変更前） 9 11 O I
520 　賦課情報（変更前） O I
521 　　賦課期日（変更前） X 8 O I
522 　　減額区分（変更前） ○ X 1 O I
523 　　均等割軽減額（変更前） 9 7 O I
524 　　限度超過額（変更前） 9 11 O I
525 　　年保険料額（変更前） 9 7 O I
526 　　月数（変更前） X 2 O I
527 　　月割減額（変更前） 9 7 O I
528 　　特別軽減区分（変更前） ○ X 1 O I
529 　　月別資格情報（変更前） X 12 O I
530 　減免額（変更前） 9 7 O I
531 　後期高齢者医療保険料（変更前） 9 7 O I
532 　所得割軽減額（変更前） 9 7 O I
533 　所得割減額区分（変更前） ○ X 1 O I
534 医療費情報（後期高齢者医療） O I
535 　受診者情報 O I
536 　　受診者氏名 氏名情報 O I
537 　　受診者住所 住所情報 O I

10/31



インタフェース仕様（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－１

― ―

1 5 6 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 21 22 30 ― ― ― ― ― ― ― ― 5 11 16 19 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

住
民
基
本
台
帳

固
定
資
産
税

個
人
住
民
税

軽
自
動
車
税

国
民
健
康
保
険

国
民
年
金

障
害
者
福
祉

後
期
高
齢
者
医
療

介
護
保
険

生
活
保
護

乳
幼
児
医
療

ひ
と
り
親
医
療

健
康
管
理

戸
籍

子
ど
も
手
当

住
登
外

児
童
扶
養
手
当

被
災
者
支
援

不
動
産
取
得
税

自
動
車
税

生
活
保
護

小
児
慢
性
特
定
疾
患

被
災
者
支
援

住
基
ネ
ッ

ト

固
定
資
産
税

国
民
年
金

生
活
保
護

健
康
管
理

児
童
扶
養
手
当

被
災
者
支
援

福
祉

不
動
産
取
得
税

自
動
車
税

生
活
保
護

小
児
慢
性
特
定
疾
患

被
災
者
支
援

ポ
ー

タ
ル

日
本
年
金
機
構

税
務
署

法
務
局

運
輸
支
局

公
共
職
業
安
定
所

労
働
基
準
監
督
署

児
童
相
談
所

金
融
機
関

医
療
機
関

医
療
保
険
者

年
金
保
険
者

保
険
会
社

郵
便
局

民
間
企
業

雇
用
主

その他
（行政機関等）

民間
市町村 都道府県 市町村 都道府県

インタフェース仕様（団体間連携情報） 中間インターフェース

№ 情報名
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データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

538 　受診機関名 N 100 O I
539 　支払額情報 O I
540 　　検査名 N 100 O I
541 　　診察料 S9 13 O I
542 介護保険加入情報 O I I I
543 　介護有無 ○ 介護保険資格区分

コード
X 1

O I I I

544 　認定区分 ○ 要介護認定有無 X 1 O I I I
545 　要介護状態区分 ○ 要介護状態区分 X 2 O I I I
546 　認定期間開始日 日付情報 O I I I
547 　認定期間終了日 日付情報 O I I I
548 　喪失年月日 日付情報 O I
549 　喪失事由 ○ 介護保険喪失事由 X 2 O I
550 　かかりつけ医意見 N 200 O I
551 介護保険高額給付情報 O I I
552 　高額給付情報 O I I
553 　　利用月 年月情報 O I I
554 　　利用者負担額 9 10 O I I
555 　　高額介護サービス費 9 10 O I I
556 介護保険賦課情報 O I I
557 　相当年度 X 4 O I I
558 　保険料額 S9 13 O I I
559 生活保護受給情報 O O I I
560 　世帯員情報 O O I
561 　　世帯員氏名 氏名情報 O O I
562 　　性別 ○ 性別 X 1 O O I
563 　　続柄 続柄情報 O O I
564 　　生年月日 生年月日情報 O O I
565 　生活保護受給開始日情報 O O I
566 　　生活保護受給開始日 日付情報 O O I
567 　　準生活保護受給開始日 日付情報 O O I
568 健診情報（児童） O I I
569 　１歳６ヶ月児健診結果情報 O I I
570 　　１歳６ヶ月児健診受診日 日付情報 O I I
571 　　１歳６ヶ月児健診受診医療機関 ○ 医療機関 X 10 O I I
572 　　１歳６ヶ月児健診結果 ○ 母子保健管理　健診

結果
X 2

O I I

573 　　１歳６ヶ月児健診医師コメント N 100 O I I
574 　３歳児健診結果情報 O I I
575 　　３歳児健診受診日 日付情報 O I I
576 　　３歳児健診受診医療機関 ○ 医療機関 X 10 O I I
577 　　３歳児健診結果 ○ 母子保健管理　健診

結果
X 2

O I I

578 　　３歳児健診医師コメント N 100 O I I
579 　その他の健診結果情報 O I I
580 　　その他健診名 N 20 O I I
581 　　その他健診受診日 日付情報 O I I
582 　　その他健診受診医療機関 ○ 医療機関 X 10 O I I
583 　　その他健診結果 ○ 母子保健管理　健診

結果
X 2

O I I

584 　　その他健診医師コメント N 100 O I I
585 　児童相談所の関わり有無 ○ 有無 X 1 O I
586 　保健師の関わり有無 ○ 有無 X 1 O I
587 健診情報（妊婦） O I
588 　健診結果情報 O I
589 　　健診名 N 20 O I
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№ 情報名

コード

データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

590 　　受診日 日付情報 O I
591 　　受診医療機関 ○ 医療機関 X 10 O I
592 　　出産予定日 日付情報 O I
593 　　健診時妊娠週数 9 2 O I
594 　　健診結果 健診管理　検診結果 X 2 O I
595 　　医師コメント N 100 O I
596 健診情報 O I
597 　成人健診受診結果情報 O I
598 　　基本健康診査受診日 日付情報 O I
599 　　基本健康診査結果 ○ 健診管理　検診結果 X 2 O I
600 　　基本健康診査検診方式 ○ 健診管理　検診方式 X 1 O I
601 　　基本健康診査健診形態 ○ 基本健康診査健診形

態
X 1

O I

602 　　基本健康診査身長 9V 3,1 O I
603 　　基本健康診査体重 9V 3,1 O I
604 　　基本健康診査肥満度・標準体重 9V 3,1 O I
605 　　基本健康診査理学的所見 ○ 基本健康診査理学的

所見
X 2

O I

606 　　基本健康診査血圧（高） 9 3 O I
607 　　基本健康診査血圧（低） 9 3 O I
608 　　基本健康診査総コレステロール値 9 4 O I
609 　　基本健康診査中性脂肪 9 4 O I
610 　　基本健康診査ＨＤＬ－コレステロール 9 3 O I
611 　　基本健康診査ＧＯＴ 9 4 O I
612 　　基本健康診査ＧＰＴ 9 4 O I
613 　　基本健康診査γーＧＰＴ 9 4 O I
614 　　基本健康診査空腹時血糖 9 4 O I
615 　　基本健康診査尿酸 9V 2,1 O I
616 　　基本健康診査ヘモグロビンＡ１ｃ 9V 2,1 O I
617 　　基本健康診査ヘマトクリット値 9V 2,1 O I
618 　　基本健康診査血色素 9V 2,1 O I
619 　　基本健康診査赤血球数 9 4 O I
620 　　基本健康診査尿蛋白 ○ 本健康診査尿検査結

果
X 1

O I

621 　　基本健康診査尿糖 ○ 基本健康診査尿検査
結果

X 1
O I

622 　　基本健康診査尿潜血 ○ 基本健康診査尿検査
結果

X 1
O I

623 　　基本健康診査血清クレアチニン 9V 2,2 O I
624 　　基本健康診査心電図結果 ○ 健診管理　検診結果 X 2 O I
625 　　基本健康診査眼底結果 ○ 健診管理　検診結果 X 2 O I
626 　　基本健康診査たばこ有無 ○ 基本健康診査たばこ

有無
X 1

O I

627 　　基本健康診査喫煙本数 9 2 O I
628 　　Ｃ型肝炎ウィルス検査受診日 日付情報 O I
629 　　Ｃ型肝炎ウィルス検査検診形態 ○ Ｃ型肝炎ウィルス検

査検診形態
X 1

O I

630 　　Ｃ型肝炎ウィルス検査結果 ○ Ｃ型肝炎ウィルス検
査結果

X 2
O I

631 　　Ｃ型肝炎ウィルス検査ＨＣＶ抗体 ○ Ｃ型肝炎ウィルス検
査ＨＣＶ抗体

X 1
O I

632 　　Ｃ型肝炎ウィルス検査ＨＣＶＲＮＡ ○ Ｃ型肝炎ウィルス検
査ＨＣＶＲＮＡ

X 1
O I

633 　　胃がん検診受診日 日付情報 O I
634 　　胃がん検診結果 ○ 健診管理　検診結果 X 2 O I
635 　　胃がん検診方式 ○ 健診管理　検診方式 X 1 O I
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情報提供者 情報利用者

CD コード名

636 　　大腸がん検診受診日 日付情報 O I
637 　　便潜血検査（１回目）結果 ○ 便潜血検査結果 X 1 O I
638 　　便潜血検査（２回目）結果 ○ 便潜血検査結果 X 1 O I
639 　　大腸がん検診方式 ○ 健診管理　検診方式 X 1 O I
640 　　胸部エックス線受診日 日付情報 O I
641 　　胸部エックス線結果 ○ 健診管理　検診結果 X 2 O I
642 　　胸部エックス線検診方式 ○ 健診管理　検診方式 X 1 O I
643 　　喀痰細胞診検査日 日付情報 O I
644 　　喀痰細胞診検査結果 ○ 健診管理　検診結果 X 2 O I
645 　　喀痰細胞診検査検診方式 ○ 健診管理　検診方式 X 1 O I
646 　　子宮がん検診（頸部）受診日 日付情報 O I
647 　　子宮がん検診（頸部）結果 ○ 健診管理　検診結果 X 2 O I
648 　　子宮がん検診（頸部）検査方式 ○ 健診管理　検診方式 X 1 O I
649 　　子宮がん検診（体部）受診日 日付情報 O I
650 　　子宮がん検診（体部）結果 ○ 健診管理　検診結果 X 2 O I
651 　　子宮がん検診（体部）検査方式 ○ 健診管理　検診方式 X 1 O I
652 　　乳がん検診受診日 日付情報 O I
653 　　乳がん検診結果 ○ 健診管理　検診結果 X 2 O I
654 　　乳がん検診方式 ○ 健診管理　検診方式 X 1 O I
655 　　歯科・歯周疾患検診受診日 日付情報 O I
656 　　歯科・歯周疾患検診結果 ○ 健診管理　検診結果 X 2 O I
657 　　骨粗しょう症検診受診日 日付情報 O I
658 　　骨粗しょう症検診結果 ○ 健診管理　検診結果 X 2 O I
659 　成人健診精検結果情報 O I
660 　　胃がん検診精検結果 ○ 健診管理　精検結果 X 2 O I
661 　　大腸がん検診精検結果 ○ 健診管理　精検結果 X 2 O I
662 　　胸部エックス線精検結果 ○ 健診管理　精検結果 X 2 O I
663 　　喀痰細胞診検査精検結果 ○ 健診管理　精検結果 X 2 O I
664 　　子宮がん検診（頸部）精検結果 ○ 健診管理　精検結果 X 2 O I
665 　　子宮がん検診（体部）精検結果 ○ 健診管理　精検結果 X 2 O I
666 　　乳がん検診精検結果 ○ 健診管理　精検結果 X 2 O I
667 　成人健診生活機能評価 O I
668 　　基本チェックリスト ○ 生活機能評価基本

チェックリスト回答
X 1

O I

669 　　血清アルブミン値 9V 2,2 O I
670 　　口腔内視診判定 ○ 受診者の生活機能の

低下有無
X 1

O I

671 　　関節触診判定 ○ 受診者の生活機能の
低下有無

X 1
O I

672 予防接種歴情報 O I I
673 　予防接種情報 O I I
674 　　過去に接種している予防接種の種類 ○ 予防接種の種類 X 3 O I I
675 　　接種日 日付情報 O I I
676 　　接種医師名 氏名情報 O I I
677 　　ロット番号 X 10 O I I
678 　　メーカー N 20 O I I
679 　　接種量 9V 1,3 O I I
680 母子健康手帳情報 O I
681 　子の保護者情報 O I
682 　　母（妊婦）の氏名 氏名情報 O I
683 　　父の氏名 氏名情報 O I
684 　保護者・出生届出済証明 O I
685 　　子の氏名 氏名情報 O I
686 　　子の性別 ○ 性別 X 1 O I
687 　　出生場所 N 50 O I
688 　　出生年月日 日付情報 O I
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689 　　届出済証明 N 50 O I
690 　妊婦の健康状態など O I
691 　　身長 9 3 O I
692 　　ふだんの体重 9 3 O I
693 　　結婚年齢 9 2 O I
694 　　既往歴 N 100 O I
695 　　服薬情報 N 100 O I
696 　　過去の妊娠情報 O I
697 　　　出産年月 年月情報 O I
698 　　　妊娠・出産・産後の状態 N 50 O I
699 　　　出生児の体重 9 3 O I
700 　　　出生児の性別 ○ 性別 X 1 O I
701 　　　現在の子の状態 N 10 O I
702 　妊婦の職業と環境 O I
703 　　妊娠に気付いたときの状況 N 100 O I
704 　　妊娠してからの変更点 N 50 O I
705 　　休業予定・実績 N 50 O I
706 　　家庭環境 N 100 O I
707 　妊娠中の経過 O I
708 　　診察月日 日付情報 O I
709 　　妊娠週数 9 2 O I
710 　　子宮底長 9 3 O I
711 　　腹囲 9 3 O I
712 　　血圧（高） 9 3 O I
713 　　血圧（低） 9 3 O I
714 　　浮腫 ○ 浮腫 X 1 O I
715 　　尿蛋白 ○ 尿蛋白 X 1 O I
716 　　尿糖 ○ 尿糖 X 1 O I
717 　　その他検査結果 N 100 O I
718 　　体重 9 3 O I
719 　　特記指示事項 N 100 O I
720 　　施設名または担当者名 N 50 O I
721 　出産の状態と産後の経過 O I
722 　　出産時の母の状態 O I
723 　　　妊娠期間 9 2 O I
724 　　　娩出日時 日付情報 O I
725 　　　分娩の経過（母児の状態） N 50 O I
726 　　　分娩の様式 N 50 O I
727 　　　分娩所要時間 N 10 O I
728 　　　特定生物由来製剤の使用 N 10 O I
729 　　　出血量 N 10 O I
730 　　　輸血 N 10 O I
731 　　出産時の児の状態 O I
732 　　　性別 ○ 性別 X 1 O I
733 　　　数 9 2 O I
734 　　　体重 9 3 O I
735 　　　身長 9 3 O I
736 　　　胸囲 9 3 O I
737 　　　頭囲 9 3 O I
738 　　　特別な所見・処置 N 50 O I
739 　　証明情報 O I
740 　　　証明の種類 ○ 証明区分 X 1 O I
741 　　　出産場所 N 50 O I
742 　　　分娩取扱者氏名 N 50 O I
743 　　　その他 N 50 O I
744 　　出産後の母体の経過 O I
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745 　　　産後日月数（月） 9 3 O I
746 　　　産後日月数（日） 9 2 O I
747 　　　子宮復古 ○ 子宮復古区分 X 1 O I
748 　　　悪露 ○ 悪露区分 X 1 O I
749 　　　乳房の状態 N 20 O I
750 　　　血圧（高） 9 3 O I
751 　　　血圧（低） 9 3 O I
752 　　　尿蛋白 ○ 尿蛋白 X 1 O I
753 　　　尿糖 ○ 尿糖 X 1 O I
754 　妊娠中と産後の体重 9 3 O I
755 　妊娠中と産後の歯の状態 O I
756 　　診査年月日 日付情報 O I
757 　　妊娠期間 9 2 O I
758 　　むし歯（処置歯） 9 2 O I
759 　　むし歯（未処置歯） 9 2 O I
760 　　歯石 ○ 有無 X 1 O I
761 　　歯周疾患 N 20 O I
762 　　その他 N 20 O I
763 　　指導メモ N 50 O I
764 　　施設名および担当者名 N 50 O I
765 　母親（両親）学級受講記録 O I
766 　　受講年月日 日付情報 O I
767 　　課目 N 20 O I
768 　　備考 N 50 O I
769 　乳幼児身体発達曲線 O I
770 　　身長 9 3 O I
771 　　体重 9 3 O I
772 戸籍情報 O I I I
773 　戸籍事項情報 O I
774 　　戸籍事項タイトル N O I
775 　　戸籍事項 N O I
776 　戸籍に登録されている者情報 O I I I
777 　　除籍等区分 N 2 O I I
778 　　氏名 氏名情報 O I I I
779 　　生年月日 生年月日情報 O I I I
780 　　配偶者区分 N 2 O I I I
781 　　実父母の情報 O I I I
782 　　　実父の氏名 氏名情報 O I I
783 　　　実母の氏名 氏名情報 O I I
784 　　　実父母との続柄 続柄情報 O I I I
785 　　養父母の情報 O I I I
786 　　　養父の氏名 氏名情報 O I I
787 　　　養母の氏名 氏名情報 O I I
788 　　　養父母との続柄 続柄情報 O I I I
789 　　身分事項情報 O I I I
790 　　　身分事項タイトル N 10 O I I
791 　　　身分事項 O I I I
792 　　　　項目 N 50 O I I I
793 　　　　日付 日付情報 O I I I
794 　　　　内容 N 100 O I I I
795 　　附票情報 O I
796 　　　附票に記載されている者の情報 O I
797 　　　　氏名 氏名情報 O I
798 　　　　住所 住所情報 O I
799 　　　　住定日 日付情報 O I
800 子ども手当受給情報 O I
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801 　受給者情報 O I
802 　　子ども手当支給有無 ○ 有無 X 1 O I
803 　　子ども手当支給人数 9 2 O I
804 　　手当月額 9 13 O I
805 　　支給開始年月 年月情報 O I
806 　受給児童氏名 氏名情報 O I
807 児童扶養手当受給情報 O I
808 　受給者情報 O I
809 　　児童扶養手当支給有無 ○ 有無 X 1 O I
810 　　児童扶養手当支給人数 9 2 O I
811 　　手当月額 9 13 O I
812 　　支給開始年月 年月情報 O I
813 　受給児童氏名 氏名情報 O I
814 避難者の所在地情報 O I I
815 　住民種別 ○ 住民種別 X 1 O I I
816 　氏名 氏名情報 O I I
817 　性別 ○ 性別 X 1 O I I
818 　生年月日 生年月日情報 O I I
819 　住所 住所情報 O I I
820 　電話番号 X 20 O I I
821 　メールアドレス X 100 O I I
822 　住所（避難元） 住所情報 O I I
823 　異動年月日 日付時間情報 O I I
824 　独自領域 X 50 O I I
825 被災状況 O I
826 　被災状況 O I
827 　　り災場所 N 100 O I
828 　　り災住家等 N 100 O I
829 　　り災日時 日付情報 O I
830 　　り災理由 N 100 O I
831 　　被害の程度 N 100 O I
832 　り災証明者情報 O I
833 　　氏名 氏名情報 O I
834 　　証明日 日付情報 O I
835 り災証明書の申請 O I
836 　申請者情報 O I
837 　　電話番号 X 20 O I
838 　　携帯電話番号 X 20 O I
839 　申請年月日 日付情報 O I
840 　代理人情報 O I
841 　　電話番号 X 20 O I
842 　　申請者との関係 N 50 O I
843 　り災場所情報 O I
844 　　住所 住所情報 O I
845 　　り災住家等の持家区分 ○ 持家区分 X 2 O I
846 　　り災住家等の住家区分 ○ 住家区分 X 2 O I
847 　　申請者との関係 N 50 り災住家に対する申請

者の関係
O I

848 　り災日時 日付情報 O I
849 　り災理由 N 100 O I
850 　り災内容 N 200 O I
851 　証明必要数 X 2 O I
852 　証明必要理由 N 100 O I
853 義援金の申請 O
854 　請求者情報 O I
855 　　住所（所在地） 住所情報 O I
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インタフェース仕様（団体間連携情報） 中間インターフェース

№ 情報名

コード

データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

856 　　電話番号 X 20 O I
857 　義援金内訳 ○ 義援金区分 X 2 O I
858 　申請年月日 日付情報 O I
859 　死亡・行方不明者情報 O I
860 　　住所 住所情報 O I
861 　　氏名 氏名情報 O I
862 　　生年月日 生年月日情報 O I
863 　　請求者との続柄 続柄情報 O I
864 　り災場所 住所情報 O I
865 　振込先振込口座 金融機関情報 O I
866 個人住民税の減免申請 O I
867 　代表者氏名 氏名情報 O I
868 　電話番号 X 20 O I
869 　申請年月日 日付情報 O I
870 　減免申請理由 N 100 O I
871 　年度 X 4 O I
872 　税目 ○ 税目 X 2 O I
873 　期別税額情報 O I
874 　　期別 X 2 O I
875 　　税額 S9 13 O I
876 　所得状況等 N 100 O I
877 国民健康保険証の再発行申請 O I
878 　届出者情報 O I
879 　　連絡先 X 20 O I
880 　　異動対象者との関係 続柄情報 O I
881 　　異動届出年月日 日付情報 O I
882 　申請年月日 日付情報 O I
883 　発行証情報 O I
884 　　被保険者情報 O I
885 　　　氏名 氏名情報 O I
886 　　　続柄 続柄情報 O I
887 　　　生年月日 生年月日情報 O I
888 国民健康保険料の免除申請 O I
889 　申請者情報 O I
890 　　連絡先 X 20 O I
891 　　課税対象者との関係 続柄情報 O I
892 　　申請年月日 日付情報 O I
893 　申請情報 O I
894 　　世帯主氏名 氏名情報 O I
895 　　減免申請事由 N 100 O I
896 後期高齢者医療証の再発行申請 O I
897 　届出者情報 O I
898 　　連絡先 X 20 O I
899 　　異動対象者との関係 続柄情報 O I
900 　　異動届出年月日 日付情報 O I
901 　申請年月日 日付情報 O I
902 　発行証情報 O I
903 　　被保険者情報 O I
904 　　　氏名 氏名情報 O I
905 　　　続柄 続柄情報 O I
906 　　　生年月日 生年月日情報 O I
907 後期高齢者医療保険料の免除申請 O I
908 　申請者情報 O I
909 　　連絡先 X 20 O I
910 　　申請年月日 日付情報 O I
911 　減免申請事由 N 100 O I
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インタフェース仕様（団体間連携情報） 中間インターフェース

№ 情報名

コード

データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

912 受給者証の再発行申請 O I
913 　申請者情報 O I
914 　　連絡先 X 20 O I
915 　　対象者との関係 続柄情報 O I
916 　　申請年月日 日付情報 O I
917 　対象者情報 O I
918 　　保険者番号 X 12 O I
919 　　保険者名称 N 25 O I
920 　　被保険者情報 O I
921 　　　被保険者氏名 氏名情報 O I
922 　　　被保険者住所 住所情報 O I
923 　　対象者情報 O I
924 　　　対象者氏名 氏名情報 O I
925 　　　対象者住所 住所情報 O I
926 　　　対象者生年月日 生年月日情報 O I
927 介護保険証の再発行申請 O I
928 　申請者情報 O I
929 　　連絡先 X 20 O I
930 　　対象者との関係 続柄情報 O I
931 　　申請年月日 日付情報 O I
932 　発行証情報 O I
933 　　氏名 氏名情報 O I
934 　　生年月日 生年月日情報 O I
935 　　要介護度 ○ 要介護状態区分 X 2 O I
936 　　有効期限 日付情報 O I
937 介護保険料の減免申請 O I
938 　届出者情報 O I
939 　　連絡先 X 20 O I
940 　　課税対象者との関係 続柄情報 O I
941 　　申請年月日 日付情報 O I
942 　減免申請事由 N 100 O I
943 保護決定情報 O I
944 　支給日 日付情報 O I
945 　保護開始日 日付情報 O I
946 　決定理由 N 100 O I
947 　保護の種類及び支給額 O I
948 　　生活扶助額 S9 13 O I
949 　　住宅扶助額 S9 13 O I
950 　　教育扶助額 S9 13 O I
951 　　その他 S9 13 O I
952 　　合計 S9 13 O I
953 申告内容（自動車税） O I
954 　自動車税申告情報 O I
955 　　申告年月日 日付情報 O I
956 　　申告理由 ○ X 2 O I
957 　　申告理由備考 N 20 O I
958 　　種別 ○ X 2 O I
959 　　種別備考 N 20 O I
960 　　標識 O I
961 　　　標識番号1 X 3 O I
962 　　　標識記号 N 2 O I
963 　　　標識番号2 X 5 O I
964 　　　標識サイン ○ X 2 O I
965 　　納税義務発生年月日 日付情報 O I
966 　　所有者情報 照会対象者（本人）の情

報のみ
O I
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インタフェース仕様（団体間連携情報） 中間インターフェース

№ 情報名

コード

データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

967 　　　所有者住所 住所情報 O I
968 　　　所有者氏名 氏名情報 O I
969 　　使用者情報 照会対象者（本人）の情

報のみ
O I

970 　　　使用者住所 住所情報 O I
971 　　　使用者氏名 氏名情報 O I
972 　　所有形態 ○ X 2 O I
973 　　所有形態備考 N 20 O I
974 　　積載量 X 20 O I
975 　　総排気量（定格出力） X 10 O I
976 　　排気量区分 X 2 O I
977 　　備考 N 100 O I
978 税（賦課）情報（自動車税） O I
979 　標識 O I
980 　　標識番号1 X 3 O I
981 　　標識記号 N 2 O I
982 　　標識番号2 X 5 O I
983 　　標識サイン ○ X 2 O I
984 　種別 ○ X 2 O I
985 　賦課年度 X 4 O I
986 　相当年度 X 4 O I
987 　徴収番号 X 20 O I
988 　税額 S9 13 O I
989 　納期限 日付情報 O I
990 納付情報（自動車税） O I
991 　納税者情報 O I
992 　　氏名 氏名情報 O I
993 　　住所 住所情報 O I
994 　　生年月日 生年月日情報 O I
995 　　未納情報 O I
996 　　　賦課年度 X 4 O I
997 　　　相当年度 X 4 O I
998 　　　未納有無 ○ 有無 X 1 O I
999 　　　未納額 O I
1000 　　　　本税未納額 S9 13 O I
1001 　　　　延滞金未納額 S9 13 O I
1002 小児慢性特定疾患結果情報 O I
1003 　疾患群 N 50 O I
1004 　疾患名 N 50 O I
1005 価格通知情報（県から市への連絡） O I
1006 　評価区分 ○ X 1 O I
1007 　課税番号 X 15 O I
1008 　取得者情報 O I
1009 　　取得者住所 住所情報 O I
1010 　　取得者氏名 氏名情報 O I
1011 　　取得者法人個人区分 ○ 法人・個人区分 X 1 O I
1012 　　取得者共有者数 9 3 O I
1013 　　取得者持分分子 9 13 O I
1014 　　取得者持分分母 9 13 O I
1015 　所在地コード ○ 所在地 X 40 O I
1016 　所在地（漢字） N 100 O I
1017 　需給事情による減点補正率 9V 1.4 O I
1018 　物件情報 O I
1019 　　構造区分 ○ 家屋構造 X 2 O I
1020 　　構造区分その他名称 N 20 O I
1021 　　厚み 9 5 O I
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インタフェース仕様（団体間連携情報） 中間インターフェース

№ 情報名

コード

データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

1022 　　用途区分 ○ X 2 O I
1023 　　用途区分その他名称 N 20 O I
1024 　　取得原因区分 ○ 取得区分【原始】 X 2 O I
1025 　　取得原因区分その他名称 N 20 O I
1026 　　屋根構造区分 ○ 屋根種類 X 2 O I
1027 　　屋根構造区分その他名称 N 20 O I
1028 　　地上階数 9 3 O I
1029 　　地下階数 9 2 O I
1030 　　取得年月日 日付情報 O I
1031 　　建床面積 9V 9,2 O I
1032 　　延床面積 9V 9,2 O I
1033 　　居住部分の面積 9V 9,2 O I
1034 　　他の部分の面積 9V 9,2 O I
1035 　　1㎡当評点数 9 11 O I
1036 　　再建築費評点数 9 11 O I
1037 　　共同住宅等物件情報 O I
1038 　　　面積 9V 9,2 O I
1039 　　　戸数 9 3 O I
1040 　在来家屋住宅分情報 O I
1041 　　取得年月日 日付情報 O I
1042 　　面積 9V 9,2 O I
1043 　課税戸数 9 3 O I
1044 　解家の有無 ○ 有無 X 1 O I
1045 　適用建物 N 20 O I
1046 　調査年月日 日付情報 O I
1047 　調査員名 氏名情報 O I
1048 所得税額情報 I O
1049 　相当年度 X 4 I O
1050 　所得税額 S9 13 I O
1051 　給与所得控除後の金額 S9 13 I O
1052 　所得控除の額の合計額 S9 13 I O
1053 　課税される所得金額 S9 13 I O
1054 申告内容（所得税） I O
1055 　住所－１月１日 住所情報 I O
1056 　氏名 氏名情報 I O
1057 　性別 ○ 性別 X 1 I O
1058 　職業 N 100 I O
1059 　屋号・雅号 N 100 I O
1060 　世帯主氏名 氏名情報 I O
1061 　世帯主との続柄 続柄情報 I O
1062 　生年月日 生年月日情報 I O
1063 　連絡先情報 I O
1064 　　電話番号区分 ○ X 1 I O
1065 　　電話番号 X 20 I O
1066 　収入金額等 I O
1067 　　給与収入金額 S9 13 I O
1068 　　公的年金等収入金額 S9 13 I O
1069 　　一時収入金額 S9 13 I O
1070 　　総合譲渡短期収入金額 S9 13 I O
1071 　　総合譲渡長期収入金額 S9 13 I O
1072 　所得金額 I O
1073 　　営業等所得金額 S9 13 I O
1074 　　農業所得金額 S9 13 I O
1075 　　不動産所得金額 S9 13 I O
1076 　　利子所得金額 S9 13 I O
1077 　　配当所得金額 S9 13 I O
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データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

1078 　　雑所得金額 S9 13 I O
1079 　　譲渡一時所得額 S9 13 I O
1080 　　合計 S9 13 I O
1081 　所得から差し引かれる金額 I O
1082 　　社会保険料控除 S9 13 I O
1083 　　小規模企業共済等掛金控除 S9 13 I O
1084 　　生命保険料控除 S9 13 I O
1085 　　損害保険料控除 S9 13 I O
1086 　　老年者、寡婦、寡夫控除 S9 13 I O
1087 　　勤労学生、障害者控除 S9 13 I O
1088 　　配偶者控除 S9 13 I O
1089 　　配偶者特別控除 S9 13 I O
1090 　　扶養控除 S9 13 I O
1091 　　基礎控除 S9 13 I O
1092 　　小計 S9 13 I O
1093 　　雑損控除 S9 13 I O
1094 　　医療費控除 S9 13 I O
1095 　　寄付金控除 S9 13 I O
1096 　　合計 S9 13 I O
1097 　税金の計算 I O
1098 　　住宅借入金（取得）等特別控除 S9 13 I O
1099 　　政党等寄付金特別控除 S9 13 I O
1100 　　住宅耐震改修特別控除 S9 13 I O
1101 　　災害減免額外国税額控除 S9 13 I O
1102 　　再差引所得税額 S9 13 I O
1103 　　定率減税額 S9 13 I O
1104 　その他 I O
1105 　　配偶者の合計所得金額 S9 13 I O
1106 　　専従者給与（控除）額の合計額 S9 13 I O
1107 　　変動・臨時所得 I O
1108 　　　変動・臨時所得区分 ○ X 1 I O
1109 　　　変動・臨時所得金額 S9 13 I O
1110 　所得の内訳 I O
1111 　　所得の種類 ○ X 2 I O
1112 　　種目・所得の生ずる場所又は給与など

の支払者の氏名・名称
N 100

I O

1113 　　収入金額 S9 13 I O
1114 　事業専従者に関する事項 I O
1115 　　氏名 氏名情報 I O
1116 　　生年月日 生年月日情報 I O
1117 　　専従者給与（控除）額 S9 13 I O
1118 　住民税・事業税に関する事項 I O
1119 　　給与所得以外の住民税の徴収方法の選

択
○ X 1

I O

1120 　　住民税 I O
1121 　　　配当割額控除額 S9 13 I O
1122 　　　株式等譲渡所得割額控除額 S9 13 I O
1123 　寄附金税額控除 I O
1124 　　都道府県、市区町村分 S9 13 I O
1125 　　住所地の共同募金、日赤支部分 S9 13 I O
1126 　　条例指定分都道府県 S9 13 I O
1127 　　条例指定分市区町村 S9 13 I O
1128 　生命保険_個人年金保険料の計 S9 13 I O
1129 　損害保険_長期保険料の計 S9 13 I O
1130 　本人該当事項 I O
1131 　　本人該当区分 ○ X 1 I O
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情報提供者 情報利用者

CD コード名

1132 　　寡婦（夫）・特別寡婦理由 N 150 I O
1133 　配偶者（特別）控除・扶養控除 I O
1134 　　配偶者生年月日 生年月日情報 I O
1135 　　扶養者生年月日 生年月日情報 I O
1136 　分離課税分 I O
1137 　　所得金額 I O
1138 　　　分離課税短期譲渡 I O
1139 　　　　一般分 S9 13 I O
1140 　　　　軽減分 S9 13 I O
1141 　　　分離課税長期譲渡 I O
1142 　　　　一般分 S9 13 I O
1143 　　　　特定分 S9 13 I O
1144 　　　　軽課分 S9 13 I O
1145 　　　分離課税株式等の譲渡 I O
1146 　　　　未公開分 S9 13 I O
1147 　　　　上場分 S9 13 I O
1148 　　　分離課税上場株式等の配当 S9 13 I O
1149 　　　分離課税先物取引 S9 13 I O
1150 　　　山林 S9 13 I O
1151 　　　退職 S9 13 I O
1152 　　その他 I O
1153 　　　株式等本年分で差し引く繰越損失額 S9 13 I O
1154 　　　配当本年分で差し引く繰越損失額 S9 13 I O
1155 　　　先物取引本年分で差し引く繰越損失

額
S9 13

I O

1156 　　短期長期譲渡所得に関する事項 I O
1157 　　　区分 ○ X 2 I O
1158 　　　所得の生ずる場所 N 100 I O
1159 　　　必要経費 S9 13 I O
1160 　　　特別控除額 S9 13 I O
1161 　損失申告用 I O
1162 　　純損失額 I O
1163 　　　山林以外所得損失（青色） S9 13 I O
1164 　　　山林所得損失（青色） S9 13 I O
1165 　　　変動所得損失（白色） S9 13 I O
1166 　　　山林以外所得損失（白色） S9 13 I O
1167 　　　山林所得損失（白色） S9 13 I O
1168 　　居住用損失額 S9 13 I O
1169 　　雑損失額 S9 13 I O
1170 　計算明細書等 I O
1171 　　給与特定支出合計額 S9 13 I O
1172 　　特定の肉用牛の売却による所得額 S9 13 I O
1173 　　特定の肉用牛の売却による収入額 S9 13 I O
1174 　　山林所得特別控除額 S9 13 I O
1175 税（賦課）情報（所得税） I O
1176 　年税額 S9 13 I O
1177 　期別情報 I O
1178 　　期別 X 2 I O
1179 　　期別税額 S9 13 I O
1180 　　期別充当額 S9 13 I O
1181 　　期別納期限 日付情報 I O
1182 納付情報（所得税） I O
1183 　納税者情報 I O
1184 　　氏名 氏名情報 I O
1185 　　住所 住所情報 I O
1186 　　生年月日 生年月日情報 I O
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情報提供者 情報利用者

CD コード名

1187 　　未納情報 I O
1188 　　　賦課年度 X 4 I O
1189 　　　相当年度 X 4 I O
1190 　　　未納有無 ○ 有無 X 1 I O
1191 　　　未納額 I O
1192 　　　　本税未納額 S9 13 I O
1193 　　　　延滞金未納額 S9 13 I O
1194 年末調整情報 I O
1195 　給与、賞与 S9 13 I O
1196 　給与所得控除額 S9 13 I O
1197 　給与所得控除後の金額 S9 13 I O
1198 　社会保険料等控除額 S9 13 I O
1199 　生命保険料控除額 S9 13 I O
1200 　地震保険料控除額 S9 13 I O
1201 　配偶者特別控除額 S9 13 I O
1202 　基礎控除額 S9 13 I O
1203 　配偶者控除額 S9 13 I O
1204 　扶養控除額 S9 13 I O
1205 　所得控除額の合計 S9 13 I O
1206 　差引課税給与所得金額及び算出年税額 S9 13 I O
1207 　住宅借入金等特別控除額 S9 13 I O
1208 　年調年税額 S9 13 I O
1209 　年税額 S9 13 I O
1210 　差引超過額又は不足額 S9 13 I O
1211 土地家屋異動通知情報 I I O
1212 　土地情報 I I O
1213 　　不動産番号 X 13 I I O
1214 　　土地所在地コード ○ 所在地 X 40 I I O
1215 　　土地所在地（漢字） N 100 I I O
1216 　　地番 N 50 I I O
1217 　　登記地目コード ○ I I O
1218 　　登記地積 9V 9,2 I I O
1219 　　敷地権持分(分子) 9 13 I I O
1220 　　敷地権持分(分母) 9 13 I I O
1221 　　用途 ○ I I O
1222 　　登記原因（表示） N 50 I I O
1223 　　登記原因年月日（表示） 日付情報 I I O
1224 　　所有者情報 I I O
1225 　　　氏名 氏名情報 I I O
1226 　　　住所 住所情報 I I O
1227 　　　共有持分(分子) 9 13 I I O
1228 　　　共有持分(分母) 9 13 I I O
1229 　　権利者情報 I I O
1230 　　　氏名 氏名情報 I I O
1231 　　　住所 住所情報 I I O
1232 　　　共有持分(分子) 9 13 I I O
1233 　　　共有持分(分母) 9 13 I I O
1234 　　義務者情報 I I O
1235 　　　氏名 氏名情報 I I O
1236 　　　住所 住所情報 I I O
1237 　　受付年月日 日付情報 I I O
1238 　　登記目的 N 50 I I O
1239 　　登記原因（所有権） N 50 I I O
1240 　　登記原因年月日（所有権） 日付情報 I I O
1241 　家屋情報 I I O
1242 　　不動産番号 X 13 I I O
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情報提供者 情報利用者
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1243 　　家屋所在地 ○ 所在地 X 40 I I O
1244 　　土地所在地（漢字） N 100 I I O
1245 　　家屋番号 X 10 I I O
1246 　　種類コード ○ I I O
1247 　　構造コード ○ 家屋構造 X 2 I I O
1248 　　屋根コード ○ 屋根種類 X 2 I I O
1249 　　床面積（１階） 9V 9,2 I I O
1250 　　床面積（１階以外） 9V 9,2 I I O
1251 　　用途 ○ I I O
1252 　　登記原因（表示） N 50 I I O
1253 　　登記原因年月日（表示） 日付情報 I I O
1254 　　建築年月日 日付情報 I I O
1255 　　所有者情報 I I O
1256 　　　氏名 氏名情報 I I O
1257 　　　住所 住所情報 I I O
1258 　　　共有持分(分子) 9 13 I I O
1259 　　　共有持分(分母) 9 13 I I O
1260 　　権利者情報 I I O
1261 　　　氏名 氏名情報 I I O
1262 　　　住所 住所情報 I I O
1263 　　　共有持分(分子) 9 13 I I O
1264 　　　共有持分(分母) 9 13 I I O
1265 　　義務者情報 I I O
1266 　　　氏名 氏名情報 I I O
1267 　　　住所 住所情報 I I O
1268 　　受付年月日 日付情報 I I O
1269 　　登記目的 N 50 I I O
1270 　　登記原因（所有権） N 50 I I O
1271 　　登記原因年月日（所有権） 日付情報 I I O
1272 　申請年月日 日付情報 I I O
1273 　申請人 氏名情報 I I O
1274 　代理人 氏名情報 I I O
1275 登記簿閲覧情報 I I I I O
1276 　土地情報 I I I I O
1277 　　不動産番号 X 13 I I O
1278 　　地図番号 X 10 I I O
1279 　　筆界特定 N 50 I I O
1280 　　所在地コード ○ 所在地 X 40 I I I I O
1281 　　所在地（漢字） N 100 I I I I O
1282 　　地目 ○ I I O
1283 　　地番 N 50 I I O
1284 　　地積 9V 9,2 I I O
1285 　　登記原因（表示） N 50 I I O
1286 　　登記の日付 日付情報 I I O
1287 　　権利等の情報 I I O
1288 　　　順位番号 9 3 I I O
1289 　　　受付年月日 日付情報 I I O
1290 　　　受付番号 X 10 I I O
1291 　　　登記目的 N 50 I I O
1292 　　　登記原因（所有権） N 50 I I O
1293 　　　登記原因年月日（所有権） 日付情報 I I O
1294 　　　所有者 I I O
1295 　　　　氏名 氏名情報 I I O
1296 　　　　住所 住所情報 I I O
1297 　　　　共有持分(分子) 9 13 I I O
1298 　　　　共有持分(分母) 9 13 I I O

24/31



インタフェース仕様（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－１

― ―

1 5 6 8 10 11 12 13 14 16 17 18 19 21 22 30 ― ― ― ― ― ― ― ― 5 11 16 19 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

住
民
基
本
台
帳

固
定
資
産
税

個
人
住
民
税

軽
自
動
車
税

国
民
健
康
保
険

国
民
年
金

障
害
者
福
祉

後
期
高
齢
者
医
療

介
護
保
険

生
活
保
護

乳
幼
児
医
療

ひ
と
り
親
医
療

健
康
管
理

戸
籍

子
ど
も
手
当

住
登
外

児
童
扶
養
手
当

被
災
者
支
援

不
動
産
取
得
税

自
動
車
税

生
活
保
護

小
児
慢
性
特
定
疾
患

被
災
者
支
援

住
基
ネ
ッ

ト

固
定
資
産
税

国
民
年
金

生
活
保
護

健
康
管
理

児
童
扶
養
手
当

被
災
者
支
援

福
祉

不
動
産
取
得
税

自
動
車
税

生
活
保
護

小
児
慢
性
特
定
疾
患

被
災
者
支
援

ポ
ー

タ
ル

日
本
年
金
機
構

税
務
署

法
務
局

運
輸
支
局

公
共
職
業
安
定
所

労
働
基
準
監
督
署

児
童
相
談
所

金
融
機
関

医
療
機
関

医
療
保
険
者

年
金
保
険
者

保
険
会
社

郵
便
局

民
間
企
業

雇
用
主

その他
（行政機関等）

民間
市町村 都道府県 市町村 都道府県

インタフェース仕様（団体間連携情報） 中間インターフェース

№ 情報名

コード

データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

1299 　　　登記権利者 I I O
1300 　　　　氏名 氏名情報 I I O
1301 　　　　住所 住所情報 I I O
1302 　　　　共有持分(分子) 9 13 I I O
1303 　　　　共有持分(分母) 9 13 I I O
1304 　　　登記義務者 I I O
1305 　　　　氏名 氏名情報 I I O
1306 　　　　住所 住所情報 I I O
1307 　　担保有無 ○ 有無 X 1 I I O
1308 　家屋情報 I I I I O
1309 　　建物 I I I I O
1310 　　　不動産番号 X 13 I I O
1311 　　　所在図番号 X 10 I I O
1312 　　　所在地コード ○ 所在地 X 40 I I I I O
1313 　　　所在地（漢字） N 100 I I I I O
1314 　　　家屋番号 X 10 I I O
1315 　　　符号 9 3 I I O
1316 　　　種類 ○ I I O
1317 　　　構造 ○ 家屋構造 X 2 I I O
1318 　　　屋根 ○ 屋根種類 X 2 I I O
1319 　　　床面積（１階） 9V 9,2 I I O
1320 　　　床面積（１階以外） 9V 9,2 I I O
1321 　　　登記原因（表示） N 50 I I O
1322 　　　登記の日付 日付情報 I I O
1323 　　　建築年月日 日付情報 I I O
1324 　　区分建物 I I I I O
1325 　　　専有部分の家屋番号 N 50 I I O
1326 　　　所在図番号 X 10 I I O
1327 　　　所在地コード ○ 所在地 X 40 I I I I O
1328 　　　所在地（漢字） N 100 I I I I O
1329 　　　建物の名称 N 50 I I O
1330 　　　構造 ○ 家屋構造 X 2 I I O
1331 　　　床面積（階数） 9V 9,2 I I O
1332 　　　床面積 9V 9,2 I I O
1333 　　　登記原因（表示） N 50 I I O
1334 　　　登記の日付 日付情報 I I O
1335 　　　建築年月日 日付情報 I I O
1336 　　敷地権（土地） I I O
1337 　　　土地の符号 9 3 I I O
1338 　　　所在地コード ○ 所在地 X 40 I I I I O
1339 　　　所在地（漢字） N 100 I I I I O
1340 　　　地目 ○ I I O
1341 　　　地番 N 50 I I O
1342 　　　地積 9V 9,2 I I O
1343 　　専有部分 I I O
1344 　　　不動産番号 X 13 I I O
1345 　　　家屋番号 X 10 I I O
1346 　　　建物の名称 N 50 I I O
1347 　　　種類 ○ I I O
1348 　　　構造 ○ 家屋構造 X 2 I I O
1349 　　　床面積（階数） N 20 I I O
1350 　　　床面積 9V 9,2 I I O
1351 　　　登記原因（表示） N 50 I I O
1352 　　　登記の日付 日付情報 I I O
1353 　　敷地権の表示 I I O
1354 　　　土地の符号 9 3 I I O
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インタフェース仕様（団体間連携情報） 中間インターフェース

№ 情報名

コード

データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

1355 　　　敷地権の種類 N 20 I I O
1356 　　　登記原因（表示） N 50 I I O
1357 　　　登記の日付 日付情報 I I O
1358 　　権利等の情報 I I O
1359 　　　順位番号 9 3 I I O
1360 　　　受付年月日 日付情報 I I O
1361 　　　受付番号 X 10 I I O
1362 　　　登記目的 N 50 I I O
1363 　　　登記原因（所有権） N 50 I I O
1364 　　　登記原因年月日（所有権） 日付情報 I I O
1365 　　　所有者 I I O
1366 　　　　氏名 氏名情報 I I O
1367 　　　　住所 住所情報 I I O
1368 　　　　共有持分(分子) 9 13 I I O
1369 　　　　共有持分(分母) 9 13 I I O
1370 　　　登記権利者 I I O
1371 　　　　氏名 氏名情報 I I O
1372 　　　　住所 住所情報 I I O
1373 　　　　共有持分(分子) 9 13 I I O
1374 　　　　共有持分(分母) 9 13 I I O
1375 　　　登記義務者 I I O
1376 　　　　氏名 氏名情報 I I O
1377 　　　　住所 住所情報 I I O
1378 　　担保有無 ○ 有無 X 1 I I O
1379 　敷地権持分(分子) 9 13 I I O
1380 　敷地権持分(分母) 9 13 I I O
1381 　農地法適用条項 N 50 I I O
1382 　農地法許可届出 N 50 I I O
1383 　農地法許可年月日 日付情報 I I O
1384 雇用保険受給情報 I I O
1385 　受給有無 ○ 有無 X 1 I I O
1386 　受給額 S9 13 I I O
1387 自動車車両情報 I I O
1388 　自動車情報 I I O
1389 　　所有者氏名 氏名情報 I I O
1390 　　使用者氏名 氏名情報 I I O
1391 　　車種 N 50 I I O
1392 　　標識 I I O
1393 　　　標識番号1 X 3 I I O
1394 　　　標識記号 N 2 I I O
1395 　　　標識番号2 X 5 I I O
1396 　　　標識サイン ○ X 2 I I O
1397 　　年式 X 10 I I O
1398 　　排気量 X 10 I I O
1399 　　保有区分 ○ X 2 I I O
1400 労災受給情報 I I O
1401 　受給有無 ○ 有無 X 1 I I O
1402 　受給額 S9 13 I I O
1403 特別障害者給付金受給情報 I I O
1404 　対象者情報 I I O
1405 　　受給有無 ○ 有無 X 1 I I O
1406 　　給付金 9 13 I I O
1407 　　支給開始年月 年月情報 I I O
1408 年金受給情報 I I I O O
1409 　年金情報 I I I O O
1410 　　加入有無 ○ 有無 X 1 I I I O O
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インタフェース仕様（団体間連携情報） 中間インターフェース

№ 情報名

コード

データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

1411 　　年金種類 ○ 受給年金種別 X 4 I I I O O
1412 　　支給開始年月日 日付情報 I I I O O
1413 　　受給権残月数 9 3 I I O O
1414 保険料情報（年金） I O O
1415 　対象年度 X 4 I O O
1416 　基礎年金番号 X 10 I O O
1417 　氏名 氏名情報 I O O
1418 　納付月 9 3 I O O
1419 　保険料額 S9 13 I O O
1420 　納付期限 日付情報 I O O
1421 　保険料 S9 13 I O O
1422 　付加保険料をあわせて納める場合の保険

料
S9 13

I O O

1423 　半額免除の承認を受けている場合の保険
料

S9 13
I O O

1424 　1年前納 I O O
1425 　　保険料額 S9 13 I O O
1426 　　保険料割引額 S9 13 I O O
1427 　　納付月数 9 3 納付する月数 I O O
1428 　　納付期限 日付情報 I O O
1429 　6ヶ月前納 I O O
1430 　　保険料額 S9 13 I O O
1431 　　保険料割引額 S9 13 I O O
1432 　　納付月数 9 3 納付する月数 I O O
1433 　　納付期限 日付情報 I O O
1434 　備考 N 100 I O O
1435 年金加入期間確認通知書 I O
1436 　年金加入期間情報 I O
1437 　　年金加入期間 I O
1438 　　　開始年月日 日付情報 I O
1439 　　　終了年月日 日付情報 I O
1440 　　期間の種類 N 20 I O
1441 　　組合員期間 9 4 I O
1442 　退職年金共済組合期間 I O
1443 　　開始年月日 日付情報 I O
1444 　　終了年月日 日付情報 I O
1445 医療保険情報 I I I O
1446 　健康保険情報 I I I O
1447 　　加入有無 ○ 有無 X 1 I I I O
1448 　　健康保険制度の種類 N 50 I I I O
1449 　賦課情報 I I O
1450 　　相当年度 X 4 I I O
1451 　　保険料額 S9 13 I I O
1452 　医療保険の所得区分 ○ X 1 I O
1453 保険料情報（健康保険） I O
1454 　賦課年度 X 4 I O
1455 　相当年度 X 4 I O
1456 　徴収番号 X 20 I O
1457 　記号番号 X 12 I O
1458 　被保険者氏名 氏名情報 I O
1459 　被扶養者氏名 氏名情報 I O
1460 　年間保険料額 S9 13 I O
1461 　医療一般分 S9 13 I O
1462 　医療退職分 S9 13 I O
1463 　介護一般分 S9 13 I O
1464 　介護退職分 S9 13 I O
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インタフェース仕様（団体間連携情報） 中間インターフェース

№ 情報名

コード

データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

1465 　支援一般分 S9 13 I O
1466 　支援退職分 S9 13 I O
1467 　普通徴収分期別情報 I O
1468 　　期別 X 2 I O
1469 　　期別税（料）額 S9 13 I O
1470 　　期別医療一般分 S9 13 I O
1471 　　期別医療退職分 S9 13 I O
1472 　　期別介護一般分 S9 13 I O
1473 　　期別介護退職分 S9 13 I O
1474 　　期別支援一般分 S9 13 I O
1475 　　期別支援退職分 S9 13 I O
1476 　　納期限 日付情報 I O
1477 　特別徴収分期別情報 I O
1478 　　期別 X 2 I O
1479 　　期別税（料）額 S9 13 I O
1480 　　期別医療一般分 S9 13 I O
1481 　　期別医療退職分 S9 13 I O
1482 　　期別介護一般分 S9 13 I O
1483 　　期別介護退職分 S9 13 I O
1484 　　期別支援一般分 S9 13 I O
1485 　　期別支援退職分 S9 13 I O
1486 　　納期限 日付情報 I O
1487 医療費情報（健康保険） I O
1488 　受診者情報 I O
1489 　　受診者氏名 氏名情報 I O
1490 　　受診者住所 住所情報 I O
1491 　受診機関名 N 100 I O
1492 　支払額情報 I O
1493 　　検査名 N 100 I O
1494 　　診察料 S9 13 I O
1495 診断書等 I O
1496 　障害の原因となった傷病名 N 100 I O
1497 　傷病の原因または誘因 N 100 I O
1498 　傷病発生年月日 日付情報 I O
1499 　障害の原因となった傷病のため初めて医

師の診断を受けた日
日付情報

I O

1500 　将来再認定の要 ○ 要否 X 1 I O
1501 　現症 I O
1502 　　眼所見 N 100 I O
1503 　　視力 N 50 I O
1504 　　視野 N 50 I O
1505 　現症時の日常生活活動能力 N 100 I O
1506 　予後 N 100 I O
1507 　備考 N 100 I O
1508 　診断日 日付情報 I O
1509 　医療機関の住所 住所情報 I O
1510 　医師名 氏名情報 I O
1511 医療要否意見書 I I O
1512 　区分 I I O
1513 　　医療区分 ○ 医療区分 X 1 I I O
1514 　　発行区分 ○ 発行区分 X 1 I I O
1515 　　発行番号 X 8 I I O
1516 　　発行取扱者 氏名情報 I I O
1517 　疾病情報 I I O
1518 　　疾病名・部位 N 40 I I O
1519 　　初診年月日 日付情報 I I O
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インタフェース仕様（団体間連携情報） 中間インターフェース

№ 情報名

コード

データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

1520 　転帰情報 I I O
1521 　　転帰年月日 日付情報 I I O
1522 　　転帰区分 ○ 転帰区分 X 1 I I O
1523 　主要症状及び今後の予定 I I O
1524 　　現在の状況 N 40 I I O
1525 　　診療予定 N 40 I I O
1526 　　検査結果 N 40 I I O
1527 　診察見込期間 I I O
1528 　　入院外・入院区分 N 10 I I O
1529 　　期間 日付情報 I I O
1530 　概算医療費 I I O
1531 　　今回診療日以降1ヶ月間医療費 9 10 I I O
1532 　　うち入院費 9 10 I I O
1533 　　2ヶ月目以降6ヶ月目まで医療費 9 10 I I O
1534 　　うち入院費 9 10 I I O
1535 　　院外処方有無 ○ 有無 X 1 I I O
1536 　　稼働能力有無 ○ 有無 X 1 I I O
1537 　　稼働能力有の場合、程度 N 40 I I O
1538 　医療要否情報 I I O
1539 　　医療要否区分 ○ 医療要否区分 X 1 I I O
1540 　　要否 ○ 要否 X 1 I I O
1541 　　作成年月日 日付情報 I I O
1542 　指定医療機関情報 I I O
1543 　　名称 I I O
1544 　　　診療科名 N 10 I I O
1545 　　　担当医師名 氏名情報 I I O
1546 　嘱託医意見欄 N 40 I I O
1547 検診書 I I O
1548 　傷病名 N 40 I I O
1549 　病状 N 40 I I O
1550 　検診目的に対する回答 N 40 I I O
1551 　稼動能力レベル N 40 I I O
1552 医療意見書 I O
1553 　区分 ○ 意見書区分 X 1 I O
1554 　発病年月 年月情報 I O
1555 　初診日 日付情報 I O
1556 　疾患群 N 50 I O
1557 　疾患名 N 50 I O
1558 　現在の症状 N 100 I O
1559 　現在の治療 N 100 I O
1560 　診断の根拠 N 200 I O
1561 　その他の現在の主な所見等 N 100 I O
1562 　経過 N 100 I O
1563 　今後の治療方針 N 50 I O
1564 　治療見込期間 I O
1565 　　入院開始期間 日付情報 I O
1566 　　入院終了期間 日付情報 I O
1567 　　通院開始期間 日付情報 I O
1568 　　通院終了期間 日付情報 I O
1569 　　通院回数 9 3 月間の通院回数 I O
1570 　診断年月日 日付情報 I O
1571 　医療機関 I O
1572 　　所在地 住所情報 I O
1573 　　医師氏名 氏名情報 I O
1574 病歴・処方薬履歴等の情報 I O
1575 　病歴 I O
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インタフェース仕様（団体間連携情報） 中間インターフェース

№ 情報名

コード

データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

1576 　　病名 N 40 I O
1577 　　発症年月日 日付情報 I O
1578 　　治癒年月日 日付情報 I O
1579 　処方薬歴 I O
1580 　　処方薬名 N 40 I O
1581 　　投与開始時期 日付情報 I O
1582 　　投与終了時期 日付情報 I O
1583 口座有無情報 ○ 有無 X 1 I I O O
1584 借入金の年末残高等証明書（住宅ローン） I O
1585 　住所 住所情報 I O
1586 　氏名 氏名情報 I O
1587 　借入金情報 I O
1588 　　借入金の区分 ○ X 1 I O
1589 　　借入金の内訳 N 100 I O
1590 　　借入金の金額 I O
1591 　　　年末残高 S9 13 I O
1592 　　　当初金額 S9 13 I O
1593 　償還期間（開始） 日付情報 I O
1594 　償還期間（終了） 日付情報 I O
1595 銀行預金額 I I O
1596 　預貯金有無 ○ 有無 X 1 I I O
1597 　預金額 S9 13 I I O
1598 郵便貯金額 I I O
1599 　預貯金有無 ○ 有無 X 1 I I O
1600 　貯金額 S9 13 I I O
1601 簡易保険加入情報 I I O
1602 　加入有無 ○ 有無 X 1 I I O
1603 生命保険情報 I I O
1604 　生命保険_契約詳細情報 N 200 I I O
1605 　生命保険解約金額情報 N 200 I I O
1606 保険料情報（生命保険） I O
1607 　契約者氏名 氏名情報 I O
1608 　証券番号 N 20 I O
1609 　保険種類 ○ N 50 I O
1610 　保険期間（開始） 日付情報 I O
1611 　保険期間（終了） 日付情報 I O
1612 　保険料 S9 13 I O
1613 　配当金 S9 13 I O
1614 　保険額 S9 13 I O
1615 　払込方法 ○ X 1 I O
1616 　契約日 日付情報 I O
1617 　年間保険料 S9 13 I O
1618 　年間配当金 S9 13 I O
1619 　申告額 S9 13 I O
1620 保険料情報（損害保険） I O
1621 　契約者氏名 氏名情報 I O
1622 　証券番号 N 20 I O
1623 　保険種類 ○ N 50 I O
1624 　保険期間（開始） 日付情報 I O
1625 　保険期間（終了） 日付情報 I O
1626 　保険料 S9 13 I O
1627 　配当金 S9 13 I O
1628 　保険額 S9 13 I O
1629 　払込方法 ○ X 1 I O
1630 　契約日 日付情報 I O
1631 　年間保険料 S9 13 I O
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インタフェース仕様（団体間連携情報） 中間インターフェース

№ 情報名

コード

データ型 桁数 項目説明

情報提供者 情報利用者

CD コード名

1632 　年間配当金 S9 13 I O
1633 　申告額 S9 13 I O
1634 給与所得情報 I I O
1635 　対象年分 X 4 I I O
1636 　種別 ○ X 1 I I O
1637 　支払金額 S9 13 I I O
1638 　給与所得控除後の金額 S9 13 I I O
1639 　所得控除の額の合計額 S9 13 I I O
1640 　支払者名称 N 50 I I O
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 本人確認情報 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

2 氏名 1 1 住基ﾈｯﾄの「氏名」 ○ ○ ○ ○ ○

3 漢字氏名 N 1 1 住基ﾈｯﾄの「氏名漢字」 ○ ○ ○ ○ ○

4 カナ氏名 N 1 1 住基ﾈｯﾄの「氏名ふりがな」 ○ ○ ○ ○ ○

5 生年月日 X 9 1 1 住基ﾈｯﾄの「生年月日」 ○ ○ ○ ○ ○

6 性別 X 1 ○ 性別 1 1 住基ﾈｯﾄの「性別」 ○ ○ ○ ○ ○

7 住所 1 1 住基ﾈｯﾄの「住所」 ○ ○ ○ ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（住基ネット）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 住民票情報 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

2 世帯主氏名 氏名情報 1 1 ○ ○ ○ ○

3 世帯員情報 1 N 世帯主を含む世帯員全員 ○ ○ ○ ○ ○

4 氏名 氏名情報 1 1 ○ ○ ○ ○ ○

5 続柄漢字 続柄情報 1 1 住民基本台帳の世帯主との続柄 ○ ○ ○ ○ ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：住民基本台帳（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 固定資産情報 1 1 ○

2 不動産の有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

3 土地情報 1 N ○

4 共有者区分 X 1 ○ 有無 1 1 ○

5 土地所在地 N 50 ○ 所在地 1 1 ○

6 地番 N 50 1 1 ○

7 現況地目コード X 3 ○ 現況地目 1 1 ○

8 現況地積 9V 9,2 1 1 ○

9 評価額 S9 13 1 1 ○

10 家屋情報 1 N ○

11 共有者区分 X 1 ○ 有無 1 1 ○

12 家屋所在地 N 100 1 1 ○

13 家屋番号 X 10 1 1 ○

14 種類コード X 2 ○ 家屋種類 1 1 ○

15 床面積 9V 9,2 1 1 ○

16 評価額 S9 13 1 1 ○

17 申告内容（固定資産税） 1 1 ○

18 相当年度 X 4 1 1 ○

19 現住所 住所情報 1 1 ○

20 送付先住所 住所情報 1 1 ○

21 氏名 氏名情報 1 1 ○

22 義務者電話番号 X 20 1 1 ○

23 事業種目 N 50 1 1 ○

24 資本金 S9 15 1 1 ○

25 事業開始年月日 日付情報 1 1 ○

26 応答者氏名 N 75 1 1 ○

27 応答者電話番号 X 20 1 1 ○

28 税理士等の氏名 N 75 1 1 ○

29 税理士等の電話番号 X 20 1 1 ○

30 短縮耐用年数承認区分 X 1 ○ 有無 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：固定資産税（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：固定資産税（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

31 増加償却届出区分 X 1 ○ 有無 1 1 ○

32 非課税該当資産区分 X 1 ○ 有無 1 1 ○

33 課税標準特例区分 X 1 ○ 有無 1 1 ○

34 特例償却圧縮記帳区分 X 1 ○ 有無 1 1 ○

35 税務会計上償却方法区
分

X 1 ○ 有無 1 1 ○

36 青色申告区分 X 1 ○ 有無 1 1 ○

37 事業所等資産の所在地 住所情報 1 1 ○

38 借用資産区分 X 1 ○ 有無 1 1 ○

39 借用資産貸主名称 N 50 1 1 ○

40 事業所用家屋所有区分 X 1 ○ 事業所用家屋
所有区分

1 1 ○

41 備考 N 100 1 1 ○

42 決算期１ 9 2 1 1 ○

43 決算期２ 9 2 1 1 ○

44 種類コード X 2 ○ 種類 1 1 ○

45 前年前取得価額 S9 13 1 1 ○

46 前年中減少価額 S9 13 1 1 ○

47 前年中取得価額 S9 13 1 1 ○

48 取得価額合計 S9 13 1 1 ○

49 帳簿価額 S9 13 1 1 ○

50 評価額 1 1 ○

51 土地_評価額 S9 13 1 1 ○

52 家屋_評価額 S9 13 1 1 ○

53 償却資産_評価額 S9 13 1 1 ○

54 決定価格 S9 13 1 1 ○

55 課税標準額 1 1 ○

56 土地_課税標準額 S9 13 1 1 ○

57 家屋_課税標準額 S9 13 1 1 ○

58 償却資産_課税標準額 S9 13 1 1 ○

59 税（賦課）情報（固定資
産税）

1 1 ○

60 賦課年度 X 4 1 1 ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：固定資産税（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

61 相当年度 X 4 1 1 ○

62 徴収番号 X 20 1 1 ○

63 法定納期限 日付情報 1 1 ○

64 指定納期限 日付情報 1 1 ○

65 年税額 S9 13 1 1 ○

66 期別情報 1 N ○

67 期別 X 2 1 1 ○

68 期別税額 S9 13 1 1 ○

69 期別納期限 日付情報 1 1 ○

70 納付情報（固定資産税） 1 1 ○

71 納税者情報 1 1 ○

72 氏名 氏名情報 1 1 ○

73 住所 住所情報 1 1 ○

74 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

75 未納情報 1 N ○

76 賦課年度 X 4 1 1 ○

77 相当年度 X 4 1 1 ○

78 未納有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

79 未納額 1 1 ○

80 本税未納額 S9 13 1 1 ○

81 延滞金未納額 S9 13 1 1 ○

82 価格通知情報（市から
県への連絡）

1 1 ○

83 原始・承継区分 X 2 ○ 原始･承継区分 1 1 ○

84 受付年度 X 4 1 1 ○

85 物件情報 1 N ○

86 取得者義務者区分 X 1 ○ 権利者・義務
者区分

1 1 ○

87 主従区分 X 2 1 1 ○

88 共有者数 9 3 1 1 ○

89 権利者・義務者・取得者
氏名

氏名情報 1 1 ○

90 権利者・義務者・取得者
住所

住所情報 1 1 ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：固定資産税（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

91 法人個人コード X 1 ○ 法人・個人区
分

1 1 ○

92 取得者持分（分子） 9 13 1 1 ○

93 取得者持分（分母） 9 13 1 1 ○

94 物件所在地コード X 40 ○ 所在地 1 1 ○

95 番地 N 50 1 1 ○

96 家屋番号 X 10 1 1 ○

97 土地家屋区分 X 2 ○ 土地・家屋区
分

1 1 ○

98 登記年月日 日付情報 7 1 1 ○

99 取得年月日 日付情報 7 1 1 ○

100 取得区分（原始） X 2 ○ 取得区分(原
始)

1 1 ○

101 取得区分（承継） X 2 ○ 取得区分(承
継)

1 1 ○

102 取得区分（その他） N 60 1 1 ○

103 登地構造区分（土地） X 2 ○ 登地構造区分
（土地）

1 1 ○

104 登地構造区分（家屋） X 2 ○ 登地構造区分
（家屋）

1 1 ○

105 現地種類 X 2 ○ 現地種類区分 1 1 ○

106 宅地比準 X 2 ○ 宅地比準土地
区分

1 1 ○

107 家屋構造区分 X 2 ○ 家屋構造 1 1 ○

108 家屋構造区分（長期優
良住宅）

X 1 ○ 長期優良住宅 1 1 ○

109 家屋構造区分（貸家） X 1 ○ 貸家 1 1 ○

110 屋根構造区分 X 2 ○ 屋根種類 1 1 ○

111 地上階段 9 3 1 1 ○

112 地下階段 9 2 1 1 ○

113 戸数 9 3 1 1 ○

114 住宅面積 9V 9,2 1 1 ○

115 他面積 9V 9,2 1 1 ○

116 建床面積 9V 9,2 1 1 ○

117 延床面積 9V 9,2 1 1 ○

118 地積 9V 9,2 1 1 ○

119 築年月日 日付情報 7 1 1 ○

120 平米単価 9 11 1 1 ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：固定資産税（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

121 造成費 9 5 1 1 ○

122 評価額 9 13 1 1 ○

123 1㎡当評点数 9 11 1 1 ○

124 再建築評点数 9 11 1 1 ○

125 １点単価 9 11 1 1 ○

126 需給事情による減点補
正率

9V 1.4 1 1 ○

127 在来家屋住宅面積 9V 9,2 1 1 ○

128 在来家屋取得年月日 日付情報 7 1 1 ○

129 共同住宅物件情報 1 N ○

130 家屋種類（明細分） X 2 ○ 家屋種類 1 1 ○

131 住宅面積（明細分） 9V 9,2 1 1 ○

132 住宅再建築費評点数
（明細分）

9 11 1 1 ○

133 住宅戸数（明細分） 9 2 1 1 ○

134 他面積（明細分） 9V 9,2 1 1 ○

135 他戸数（明細分） 9 2 1 1 ○

136 申告書提出区分 X 1 ○ 有無 1 1 ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 所得課税証明書情報 1 1 ○ ○ ○ ○

2 課税情報 1 1 ○ ○ ○ ○

3 相当年度 X 4 1 1 ○ ○ ○ ○

4 年税額 S9 13 1 1 ○

5 市区町村民税額情報 1 1 ○

6 市区町村民税均等割額 S9 13 1 1 ○

7 市区町村民税所得割額 S9 13 1 1 ○

8 都道府県民税額情報 S9 13 1 1 ○

9 課税総所得額等 S9 13 1 1 課税の対象額（所得金額－所得控除
の合計額）（分離分を含む）

○ ○

10 総合分 1 1 ○

11 総所得額 S9 13 1 1 ○

12 免税対象肉用牛所得 S9 13 1 1 ○

13 分離分 1 1 ○

14 分離短期土地等事業・
雑所得額

S9 13 1 1 ○

15 分離短期譲渡一般所得
額

S9 13 1 1 ○

16 分離長期譲渡一般所得
額

S9 13 1 1 ○

17 山林所得額 S9 13 1 1 ○

18 分離退職所得額 S9 13 1 1 ○

19 先物取引所得額 S9 13 1 1 ○

20 条約適用利子等所得額 S9 13 1 1 ○

21 条約適用配当等所得額 S9 13 1 1 ○

22 控除情報 1 1 ○

23 雑損控除額 S9 13 1 1 ○

24 医療費控除額 S9 13 1 1 ○

25 小規模企業共済掛金控
除額

S9 13 1 1 ○

26 生命保険住民税控除額 S9 13 1 1 ○

27 配偶者特別控除額 S9 13 1 1 ○

28 控除対象配偶者区分 X 1 ○ 控除対象配偶
者区分

1 1 ○

29 同居老人扶養人数 9 2 1 1 ○

30 老人扶養人数 9 2 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：個人住民税（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：個人住民税（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

31 一般扶養人数 9 2 1 1 ○

32 特定扶養人数 9 2 1 1 ○

33 特別障害者人数 9 2 1 1 ○

34 普通障害者人数 9 2 1 1 ○

35 本人情報 1 1 ○

36 本人障害区分 X 1 ○ 本人障害区分 1 1 ○

37 本人寡婦区分 X 1 ○ 本人寡婦区分 1 1 ○

38 本人勤労学生区分 X 1 ○ 有無 1 1 ○

39 申告内容（個人住民税） 1 1 ○

40 本年度１月１日の住所 住所情報 1 1 ○

41 氏名 氏名情報 1 1 ○

42 電話番号 X 20 1 1 ○

43 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

44 収入金額 1 1 ○

45 給与収入金額 S9 13 1 1 ○

46 公的年金等収入金額 S9 13 1 1 ○

47 所得金額 1 1 ○

48 営業所得金額 S9 13 1 1 ○

49 農業所得金額 S9 13 1 1 ○

50 不動産所得金額 S9 13 1 1 ○

51 利子所得金額 S9 13 1 1 ○

52 配当所得金額 S9 13 1 1 ○

53 給与所得金額 S9 13 1 1 ○

54 公的年金等所得金額 S9 13 1 1 ○

55 雑その他の所得金額 S9 13 1 1 ○

56 総合譲渡短期所得金額 S9 13 1 1 ○

57 総合譲渡長期所得金額 S9 13 1 1 ○

58 総合譲渡一時所得金額 S9 13 1 1 ○

59 合計 S9 13 1 1 ○

60 特別控除額 1 1 ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：個人住民税（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

61 総合譲渡短期特別控除
額

S9 13 1 1 ○

62 総合譲渡長期特別控除
額

S9 13 1 1 ○

63 総合譲渡一時特別控除
額

S9 13 1 1 ○

64 所得から差し引かれる
金額

1 1 ○

65 雑損控除額 S9 13 1 1 ○

66 医療費控除額 S9 13 1 1 ○

67 社会保険料控除額 S9 13 1 1 ○

68 小規模企業共済掛金控
除額

S9 13 1 1 ○

69 生命保険料控除 1 1 ○

70 個人年金保険料の計 S9 13 1 1 ○

71 生命保険控除額 S9 13 1 1 ○

72 損害保険料控除 1 1 ○

73 長期保険料の計 S9 13 1 1 ○

74 損害保険控除額 S9 13 1 1 ○

75 寄付金控除額 S9 13 1 1 ○

76 本人障害者区分 X 1 ○ 本人障害区分 1 1 ○

77 配偶者情報 1 1 ○

78 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

79 障害者に該当する場合 1 1 ○

80 同居別居の区分 X 1 ○ 同居別居区分 1 1 ○

81 障害者区分 X 1 ○ 障害者区分 1 1 ○

82 配偶者特別控除額 S9 13 1 1 ○

83 配偶者合計所得金額 S9 13 1 1 ○

84 扶養控除 1 N ○

85 氏名 氏名情報 1 1 ○

86 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

87 同居別居の区分 X 1 ○ 同居別居区分 1 1 ○

88 障害者区分 X 1 ○ 障害者区分 1 1 ○

89 事業専従者 1 N ○

90 生年月日 生年月日情報 1 1 ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：個人住民税（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

91 専従者給与（控除）額 S9 13 1 1 ○

92 所得控除計 S9 13 1 1 ○

93 住宅借入金（取得）等控
除

S9 13 1 1 ○

94 所得税額 S9 13 1 1 ○

95 専従者給与額の合計 S9 13 1 1 ○

96 住民税の納税方法 X 1 ○ 納税方法 1 1 ○

97 所得の内訳（源泉徴収
税額）

1 N ○

98 所得の種類 X 2 ○ 所得の種類 1 1 ○

99 種目・所得の生ずる場
所又は給与などの支払
者の氏名・名称

N 100 1 1 ○

100 収入金額 S9 13 1 1 ○

101 税（賦課）情報（個人住
民税）

1 1 ※普通徴収分のみとする。 ○

102 賦課年度 X 4 1 1 ○

103 相当年度 X 4 1 1 ○

104 徴収番号 X 20 1 1 ○

105 年税額 S9 13 1 1 ○

106 期別情報 1 N ○

107 期別 X 2 1 1 ○

108 期別税額 S9 13 1 1 ○

109 期別充当額 S9 13 1 1 ○

110 期別納期限 日付情報 1 1 ○

111 年金特別徴収分期別情
報

1 N ○

112 期別 X 2 1 1 ○

113 期別税額 S9 13 1 1 ○

114 納期限 日付情報 1 1 ○

115 納付情報（個人住民税） 1 1 ○

116 納税者情報 1 1 ○

117 氏名 氏名情報 1 1 ○

118 住所 住所情報 1 1 ○

119 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

120 未納情報 1 N ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：個人住民税（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

121 賦課年度 X 4 1 1 ○

122 相当年度 X 4 1 1 ○

123 未納有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

124 未納額 1 1 ○

125 本税未納額 S9 13 1 1 ○

126 延滞金未納額 S9 13 1 1 ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 軽自動車車両情報 1 1 ○

2 軽自動車情報 1 N ○

3 標識情報 1 1 ○

4 標識番号1 X 3 1 1 自動車の種別及び用途による分類番
号を表示する三けた以下のアラビア数
字（左詰め）

○

5 標識記号 N 2 1 1 自家用又は事業用の別等を表示する
平仮名またはローマ字

○

6 標識番号2 X 5 1 1 一連指定番号を表す ○

7 車名 N 20 1 1 ○

8 型式 X 10 1 1 ○

9 年式 X 10 1 1 ○

10 総排気量（定格出力） X 10 1 1 ○

11 排気量区分 X 2 ○ 排気量区分 1 1 ○

12 営業・自家用区分 X 1 ○ 営業・自家用
区分

1 1 ○

13 使用者情報 1 1 ○

14 氏名 氏名情報 1 1 ○

15 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

16 住所 住所情報 1 1 ○

17 所有者情報 1 1 ○

18 氏名 氏名情報 1 1 ○

19 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

20 住所 住所情報 1 1 ○

21 申告内容（軽自動車税） 1 1 ○

22 申告年月日 日付情報 1 1 ○

23 申告理由 X 2 ○ 申告理由 1 1 ○

24 申告理由備考 N 20 1 1 ○

25 種別 X 2 ○ 軽自動車種別 1 1 ○

26 種別備考 N 20 1 1 ○

27 標識 1 1 ○

28 標識番号1 X 3 1 1 ○

29 標識記号 N 2 1 1 ○

30 標識番号2 X 5 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：軽自動車税（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：軽自動車税（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

31 標識サイン X 2 ○ 標識サイン 1 1 ○

32 納税義務発生年月日 日付情報 1 1 ○

33 旧標識 1 N ○

34 標識番号1 X 3 1 1 ○

35 標識記号 N 2 1 1 ○

36 標識番号2 X 5 1 1 ○

37 標識サイン X 2 ○ 標識サイン 1 1 ○

38 所有者情報 1 N ○

39 所有者住所 住所情報 1 1 ○

40 所有者氏名 氏名情報 1 1 ○

41 所有者生年月日 生年月日情報 1 1 ○

42 所有者電話番号 X 20 1 1 ○

43 使用者情報 1 N ○

44 使用者住所 住所情報 1 1 ○

45 使用者氏名 氏名情報 1 1 ○

46 使用者生年月日 生年月日情報 1 1 ○

47 使用者電話番号 X 20 1 1 ○

48 届出者情報 1 1 ○

49 届出者住所 住所情報 1 1 ○

50 届出者氏名 氏名情報 1 1 ○

51 届出者電話番号 X 20 1 1 ○

52 所有形態 X 2 ○ 所有形態 1 1 ○

53 所有形態備考 N 20 1 1 ○

54 定置場住所 住所情報 1 1 ○

55 旧定置場住所 住所情報 1 N ○

56 車名 N 20 1 1 ○

57 型式 X 10 1 1 ○

58 年式 X 10 1 1 ○

59 型式番号 X 20 1 1 ○

60 車台番号 X 20 1 1 ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：軽自動車税（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

61 型式認定番号 X 20 1 1 ○

62 総排気量（定格出力） X 10 1 1 ○

63 排気量区分 X 2 ○ 排気量区分 1 1 ○

64 備考 N 100 1 1 ○

65 税（賦課）情報（軽自動
車税）

1 1 ○

66 標識 1 1 自動車の種別及び用途による分類番
号を表示する三けた以下のアラビア数
字（左詰め）

○

67 標識番号1 X 3 1 1 自家用又は事業用の別等を表示する
平仮名またはローマ字

○

68 標識記号 N 2 1 1 一連指定番号を表す ○

69 標識番号2 X 5 1 1 標識の表示方法を表す ○

70 標識サイン X 2 ○ 標識サイン 1 1 ○

71 種別 X 2 ○ 軽自動車種別 1 1 ○

72 賦課年度 X 4 1 1 ○

73 相当年度 X 4 1 1 ○

74 徴収番号 X 20 1 1 ○

75 税額 S9 13 1 1 ○

76 納期限 日付情報 1 1 ○

77 納付情報（軽自動車税） 1 1 ○

78 納税者情報 1 1 ○

79 氏名 氏名情報 1 1 ○

80 住所 住所情報 1 1 ○

81 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

82 未納情報 1 N ○

83 賦課年度 X 4 1 1 ○

84 相当年度 X 4 1 1 ○

85 未納有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

86 未納額 1 1 ○

87 本税未納額 S9 13 1 1 ○

88 延滞金未納額 S9 13 1 1 ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 国民健康保険情報 1 1 ○ ○

2 健康保険加入有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○ ○

3 賦課情報 1 1 ○

4 相当年度 X 4 1 1 ○

5 保険料額 S9 13 1 1 ○

6 所得区分 X 1 ○ 所得区分 1 1 ○

7 保険料情報（国民健康
保険）

1 1 ○

8 賦課年度 X 4 1 1 ○

9 相当年度 X 4 1 1 ○

10 徴収番号 X 20 1 1 ○

11 国保記号番号 X 12 1 1 ○

12 世帯主氏名 氏名情報 1 1 ○

13 年税額（保険料額） S9 13 1 1 ○

14 医療一般分 S9 13 1 1 ○

15 医療退職分 S9 13 1 1 ○

16 介護一般分 S9 13 1 1 ○

17 介護退職分 S9 13 1 1 ○

18 支援一般分 S9 13 1 1 ○

19 支援退職分 S9 13 1 1 ○

20 普通徴収分期別情報 1 N ○

21 期別 X 2 1 1 ○

22 期別税（料）額 S9 13 1 1 ○

23 期別医療一般分 S9 13 1 1 ○

24 期別医療退職分 S9 13 1 1 ○

25 期別介護一般分 S9 13 1 1 ○

26 期別介護退職分 S9 13 1 1 ○

27 期別支援一般分 S9 13 1 1 ○

28 期別支援退職分 S9 13 1 1 ○

29 納期限 日付情報 1 1 ○

30 特別徴収分期別情報 1 N ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：国民健康保険（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：国民健康保険（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

31 期別 X 2 1 1 ○

32 期別税（料）額 S9 13 1 1 ○

33 期別医療一般分 S9 13 1 1 ○

34 期別医療退職分 S9 13 1 1 ○

35 期別介護一般分 S9 13 1 1 ○

36 期別介護退職分 S9 13 1 1 ○

37 期別支援一般分 S9 13 1 1 ○

38 期別支援退職分 S9 13 1 1 ○

39 納期限 日付情報 1 1 ○

40 医療費情報（国民健康
保険）

1 1 ○

41 受診者情報 1 1 ○

42 受診者氏名 氏名情報 1 1 ○

43 受診者住所 住所情報 1 1 ○

44 受診機関情報 1 1 ○

45 受診機関名 N 100 1 1 ○

46 支払額情報 1 N ○

47 検査名 N 100 1 1 ○

48 診察料 S9 13 1 1 ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 手帳情報 1 1 ○

2 各種手帳情報 1 N ○

3 取得の有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

4 現在取得の手帳種類 N 1 1 ○

5 再認定要否 X 1 ○ 1 1 ○

6 障害者情報（身体障害
者）

1 1 ○

7 交付年月日 日付情報 1 1 ○

8 本人情報 1 1 ○

9 氏名 氏名情報 1 1 ○

10 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

11 現住所 住所情報 1 1 ○

12 身体障害者手帳情報 1 1 ○

13 身障手帳番号 X 12 1 1 ○

14 身障手帳種別 X 1 ○ 身体障害者種別 1 1 ○

15 身障手帳等級 X 1 ○ 身体障害者等級 1 1 ○

16 障害部位 X 2 ○ 障害部位 1 1 ○

17 旅客運賃減額 X 1 ○ 有無 1 1 ○

18 保護者情報 1 1 ○

19 氏名 氏名情報 1 1 ○

20 続柄 続柄情報 1 1 ○

21 現住所 住所情報 1 1 ○

22 保護者となった年月日 日付情報 1 1 ○

23 補装具情報 1 N ○

24 交付又は修理年月日 日付情報 1 1 ○

25 種類 N 50 1 1 ○

26 備考 N 200 1 1 ○

27 障害者情報（知的障害
者）

1 1 ○

28 交付年月日 日付情報 1 1 ○

29 本人情報 1 1 ○

30 氏名 氏名情報 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：障害者福祉（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：障害者福祉（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

31 性別 X 1 ○ 性別 1 1 ○

32 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

33 住所 住所情報 1 1 ○

34 療育手帳情報 1 1 ○

35 療育手帳番号 X 5 1 1 ○

36 療育手帳等級 X 2 ○ 療育手帳等級 1 1 ○

37 旅客運賃減額 X 1 ○ 有無 1 1 ○

38 保護者情報 1 1 ○

39 氏名 氏名情報 1 1 ○

40 続柄 続柄情報 1 1 ○

41 職業 X 2 ○ 1 1 ○

42 電話番号 X 20 1 1 ○

43 判定記録情報 1 N ○

44 療育手帳等級 X 2 ○ 療育手帳等級 1 1 ○

45 身障手帳等級 X 1 ○ 身体障害者等級 1 1 ○

46 判定年月日 日付情報 1 1 ○

47 次回判定年月 年月情報 1 1 ○

48 判定機関 N 50 1 1 ○

49 療育・相談の記録 1 N ○

50 発生年月日 日付情報 1 1 ○

51 事項 N 200 1 1 ○

52 取扱機関 N 50 1 1 ○

53 障害者情報（精神障害
者）

1 1 ○

54 交付年月日 日付情報 1 1 障害者手帳の交付年月日 ○

55 本人情報 1 1 ○

56 氏名 氏名情報 1 1 ○

57 性別 X 1 ○ 性別 1 1 ○

58 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

59 住所 住所情報 1 1 ○

60 精神障害者手帳情報 1 1 ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：障害者福祉（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

61 精神障害者手帳番号 X 7 1 1 ○

62 精神障害者手帳等級 X 1 ○ 精神障害手帳
等級

1 1 ○

63 特別児童扶養手当受給
情報

1 1 ○

64 受給者情報 1 1 ○

65 特別児童扶養手当支給
有無

X 1 ○ 有無 1 1 ○

66 特別児童扶養手当支給
人数

9 2 1 1 ○

67 手当月額 9 13 1 1 ○

68 支給開始年月 年月情報 1 1 ○

69 受給児童氏名 氏名情報 1 N ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 後期高齢者医療保険加

入情報
1 1 ○

2 加入有無 ○ 有無 1 1 ○

3 賦課情報 1 1 ○

4 相当年度 X 4 1 1 ○

5 保険料額 S9 13 1 1 ○

6 保険料情報（後期高齢
者医療）

1 1 統一ﾌｫｰﾏｯﾄ(後期高齢者医療広域連
合電算ｼｽﾃﾑ仕様書ｼｽﾃﾑ仕様編)

○

7 相当年度 X 4 1 1 ○

8 被保険者番号 X 8 1 1 ○

9 市区町村別保険料 9 7 1 1 ○

10 不均一賦課地区コード X 10 1 1 ○

11 暫定確定賦課フラグ X 1 ○ 1 1 ○

12 申告区分 X 1 ○ 1 1 ○

13 資格取得年月日 X 8 1 1 ○

14 資格喪失年月日 X 8 1 1 ○

15 広域内転居取得年月日 X 8 1 1 ○

16 広域内転居喪失年月日 X 8 1 1 ○

17 賦課事由コード X 2 ○ 1 1 ○

18 賦課事由 N 100 1 1 ○

19 賦課決定年月日 X 8 1 1 ○

20 所得割率 X 4 1 1 ○

21 賦課のもととなる所得
金額

9 11 1 1 ○

22 所得割額 9 11 1 1 ○

23 均等割額 9 7 1 1 ○

24 算出額 9 11 1 1 ○

25 賦課情報 1 N ○

26 賦課期日 X 8 1 1 ○

27 減額区分 X 1 ○ 1 1 ○

28 均等割軽減額 9 7 1 1 ○

29 限度超過額 9 11 1 1 ○

30 年保険料額 9 7 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：後期高齢者医療（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

21/73



データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：後期高齢者医療（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

31 月数 X 2 1 1 ○

32 月割減額 9 7 1 1 ○

33 特別軽減区分 X 1 ○ 1 1 ○

34 月別資格情報 X 12 1 1 ○

35 減免額 9 7 1 1 ○

36 後期高齢者医療保険料 9 7 1 1 ○

37 賦課のもととなる所得
金額（変更前）

9 11 1 1 ○

38 所得割額（変更前） 9 11 1 1 ○

39 均等割額（変更前） 9 7 1 1 ○

40 算出額（変更前） 9 11 1 1 ○

41 賦課情報（変更前） 1 N ○

42 賦課期日（変更前） X 8 1 1 ○

43 減額区分（変更前） X 1 ○ 1 1 ○

44 均等割軽減額（変更前） 9 7 1 1 ○

45 限度超過額（変更前） 9 11 1 1 ○

46 年保険料額（変更前） 9 7 1 1 ○

47 月数（変更前） X 2 1 1 ○

48 月割減額（変更前） 9 7 1 1 ○

49 特別軽減区分（変更前） X 1 ○ 1 1 ○

50 月別資格情報（変更前） X 12 1 1 ○

51 減免額（変更前） 9 7 1 1 ○

52 後期高齢者医療保険料
（変更前）

9 7 1 1 ○

53 所得割軽減額（変更前） 9 7 1 1 ○

54 所得割減額区分（変更
前）

X 1 ○ 1 1 ○

55 医療費情報（後期高齢
者医療）

1 1 ○

56 受診者情報 1 1 ○

57 受診者氏名 氏名情報 1 1 ○

58 受診者住所 住所情報 1 1 ○

59 受診機関名 N 100 1 1 ○

60 支払額情報 1 N ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：後期高齢者医療（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

61 検査名 N 100 1 1 ○

62 診察料 S9 13 1 1 ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 介護保険加入情報 1 1 ○ ○

2 介護有無 X 1 ○ 介護保険資格
区分コード

1 1 ○ ○

3 認定区分 X 1 ○ 要介護認定有
無

1 1 ○ ○

4 要介護状態区分 X 2 ○ 要介護状態区
分

1 1 ○ ○

5 認定期間開始日 日付情報 1 1 ○ ○

6 認定期間終了日 日付情報 1 1 ○ ○

7 喪失年月日 日付情報 1 1 ○

8 喪失事由 X 2 ○ 介護保険喪失
事由

1 1 ○

9 かかりつけ医意見 N 200 1 1 ○

10 介護保険高額給付情報 1 1 ○

11 高額給付情報 1 N ○

12 利用月 年月情報 1 1 ○

13 利用者負担額 9 10 1 1 ○

14 高額介護サービス費 9 10 1 1 ○

15 介護保険賦課情報 1 1 ○

16 相当年度 X 4 1 1 ○

17 保険料額 S9 13 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：介護保険（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 生活保護受給情報 1 1 ○ ○

2 世帯員情報 1 N ○

3 世帯員氏名 氏名情報 1 1 ○

4 性別 X 1 ○ 性別 1 1 ○

5 続柄 続柄情報 1 1 ○

6 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

7 生活保護受給開始日情
報

1 1 ○

8 生活保護受給開始日 日付情報 1 1 ○

9 準生活保護受給開始日 日付情報 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：生活保護（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

25/73



データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 健診情報（児童） 1 1 ○ ○

2 １歳６ヶ月児健診結果
情報

1 1 ○ ○

3 １歳６ヶ月児健診受診
日

日付情報 1 1 ○ ○

4 １歳６ヶ月児健診受診
医療機関

X 10 ○ 医療機関 1 1 ○ ○

5 １歳６ヶ月児健診結果 X 2 ○ 母子保健管理
健診結果

1 1 ○ ○

6 １歳６ヶ月児健診医師コ
メント

N 100 1 1 ○ ○

7 ３歳児健診結果情報 1 1 ○ ○

8 ３歳児健診受診日 日付情報 1 1 ○ ○

9 ３歳児健診受診医療機
関

X 10 ○ 医療機関 1 1 ○ ○

10 ３歳児健診結果 X 2 ○ 母子保健管理
健診結果

1 1 ○ ○

11 ３歳児健診医師コメント N 100 1 1 ○ ○

12 その他の健診結果情報 1 N ○ ○

13 その他健診名 N 20 1 1 ○ ○

14 その他健診受診日 日付情報 1 1 ○ ○

15 その他健診受診医療機
関

X 10 ○ 医療機関 1 1 ○ ○

16 その他健診結果 X 2 ○ 母子保健管理
健診結果

1 1 ○ ○

17 その他健診医師コメント N 100 1 1 ○ ○

18 児童相談所の関わり有
無

X 1 ○ 有無 1 1 ○

19 保健師の関わり有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

20 健診情報（妊婦） 1 1 ○

21 健診結果情報 1 N ○

22 健診名 N 20 1 1 ○

23 受診日 日付情報 1 1 ○

24 受診医療機関 X 10 ○ 医療機関 1 1 ○

25 出産予定日 日付情報 1 1 ○

26 健診時妊娠週数 9 2 1 1 ○

27 健診結果 X 2 健診管理　検
診結果

1 1 ○

28 医師コメント N 100 1 1 ○

29 健診情報 1 1 ○

30 成人健診受診結果情報 1 N ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：健康管理（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：健康管理（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

31 基本健康診査受診日 日付情報 1 1 ○

32 基本健康診査結果 X 2 ○ 健診管理　検
診結果

1 1 ○

33 基本健康診査検診方式 X 1 ○ 健診管理　検
診方式

1 1 ○

34 基本健康診査健診形態 X 1 ○ 基本健康診査
健診形態

1 1 ○

35 基本健康診査身長 9V 3,1 1 1 ○

36 基本健康診査体重 9V 3,1 1 1 ○

37 基本健康診査肥満度・
標準体重

9V 3,1 1 1 ○

38 基本健康診査理学的所
見

X 2 ○ 基本健康診査
理学的所見

1 1 ○

39 基本健康診査血圧（高） 9 3 1 1 ○

40 基本健康診査血圧（低） 9 3 1 1 ○

41 基本健康診査総コレス
テロール値

9 4 1 1 ○

42 基本健康診査中性脂肪 9 4 1 1 ○

43 基本健康診査ＨＤＬ－コ
レステロール

9 3 1 1 ○

44 基本健康診査ＧＯＴ 9 4 1 1 ○

45 基本健康診査ＧＰＴ 9 4 1 1 ○

46 基本健康診査γーＧＰ
Ｔ

9 4 1 1 ○

47 基本健康診査空腹時血
糖

9 4 1 1 ○

48 基本健康診査尿酸 9V 2,1 1 1 ○

49 基本健康診査ヘモグロ
ビンＡ１ｃ

9V 2,1 1 1 ○

50 基本健康診査ヘマトク
リット値

9V 2,1 1 1 ○

51 基本健康診査血色素 9V 2,1 1 1 ○

52 基本健康診査赤血球数 9 4 1 1 ○

53 基本健康診査尿蛋白 X 1 ○ 本健康診査尿
検査結果

1 1 ○

54 基本健康診査尿糖 X 1 ○ 基本健康診査
尿検査結果

1 1 ○

55 基本健康診査尿潜血 X 1 ○ 基本健康診査
尿検査結果

1 1 ○

56 基本健康診査血清クレ
アチニン

9V 2,2 1 1 ○

57 基本健康診査心電図結
果

X 2 ○ 健診管理　検
診結果

1 1 ○

58 基本健康診査眼底結果 X 2 ○ 健診管理　検
診結果

1 1 ○

59 基本健康診査たばこ有
無

X 1 ○ 基本健康診査
たばこ有無

1 1 ○

60 基本健康診査喫煙本数 9 2 1 1 ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：健康管理（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

61 Ｃ型肝炎ウィルス検査
受診日

日付情報 1 1 ○

62 Ｃ型肝炎ウィルス検査
検診形態

X 1 ○ Ｃ型肝炎ウィ
ルス検査検診

形態

1 1 ○

63 Ｃ型肝炎ウィルス検査
結果

X 2 ○ Ｃ型肝炎ウィ
ルス検査結果

1 1 ○

64 Ｃ型肝炎ウィルス検査Ｈ
ＣＶ抗体

X 1 ○ Ｃ型肝炎ウィ
ルス検査ＨＣ

Ｖ抗体

1 1 ○

65 Ｃ型肝炎ウィルス検査Ｈ
ＣＶＲＮＡ

X 1 ○ Ｃ型肝炎ウィ
ルス検査ＨＣ

ＶＲＮＡ

1 1 ○

66 胃がん検診受診日 日付情報 1 1 ○

67 胃がん検診結果 X 2 ○ 健診管理　検
診結果

1 1 ○

68 胃がん検診方式 X 1 ○ 健診管理　検
診方式

1 1 ○

69 大腸がん検診受診日 日付情報 1 1 ○

70 便潜血検査（１回目）結
果

X 1 ○ 便潜血検査結
果

1 1 ○

71 便潜血検査（２回目）結
果

X 1 ○ 便潜血検査結
果

1 1 ○

72 大腸がん検診方式 X 1 ○ 健診管理　検
診方式

1 1 ○

73 胸部エックス線受診日 日付情報 1 1 ○

74 胸部エックス線結果 X 2 ○ 健診管理　検
診結果

1 1 ○

75 胸部エックス線検診方
式

X 1 ○ 健診管理　検
診方式

1 1 ○

76 喀痰細胞診検査日 日付情報 1 1 ○

77 喀痰細胞診検査結果 X 2 ○ 健診管理　検
診結果

1 1 ○

78 喀痰細胞診検査検診方
式

X 1 ○ 健診管理　検
診方式

1 1 ○

79 子宮がん検診（頸部）受
診日

日付情報 1 1 ○

80 子宮がん検診（頸部）結
果

X 2 ○ 健診管理　検
診結果

1 1 ○

81 子宮がん検診（頸部）検
査方式

X 1 ○ 健診管理　検
診方式

1 1 ○

82 子宮がん検診（体部）受
診日

日付情報 1 1 ○

83 子宮がん検診（体部）結
果

X 2 ○ 健診管理　検
診結果

1 1 ○

84 子宮がん検診（体部）検
査方式

X 1 ○ 健診管理　検
診方式

1 1 ○

85 乳がん検診受診日 日付情報 1 1 ○

86 乳がん検診結果 X 2 ○ 健診管理　検
診結果

1 1 ○

87 乳がん検診方式 X 1 ○ 健診管理　検
診方式

1 1 ○

88 歯科・歯周疾患検診受
診日

日付情報 1 1 ○

89 歯科・歯周疾患検診結
果

X 2 ○ 健診管理　検
診結果

1 1 ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：健康管理（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

90 骨粗しょう症検診受診
日

日付情報 1 1 ○

91 骨粗しょう症検診結果 X 2 ○ 健診管理　検
診結果

1 1 ○

92 成人健診精検結果情報 1 N ○

93 胃がん検診精検結果 X 2 ○ 健診管理　精
検結果

1 1 ○

94 大腸がん検診精検結果 X 2 ○ 健診管理　精
検結果

1 1 ○

95 胸部エックス線精検結
果

X 2 ○ 健診管理　精
検結果

1 1 ○

96 喀痰細胞診検査精検結
果

X 2 ○ 健診管理　精
検結果

1 1 ○

97 子宮がん検診（頸部）精
検結果

X 2 ○ 健診管理　精
検結果

1 1 ○

98 子宮がん検診（体部）精
検結果

X 2 ○ 健診管理　精
検結果

1 1 ○

99 乳がん検診精検結果 X 2 ○ 健診管理　精
検結果

1 1 ○

100 成人健診生活機能評価 1 N ○

101 基本チェックリスト X 1 ○ 生活機能評価
基本チェック
リスト回答

1 1 回答 ○

102 血清アルブミン値 9V 2,2 1 1 ○

103 口腔内視診判定 X 1 ○ 受診者の生活
機能の低下有

無

1 1 ○

104 関節触診判定 X 1 ○ 受診者の生活
機能の低下有

無

1 1 ○

105 予防接種歴情報 1 1 ○ ○

106 予防接種情報 1 N ○ ○

107 過去に接種している予
防接種の種類

X 3 ○ 予防接種の種
類

1 1 ○ ○

108 接種日 日付情報 1 1 ○ ○

109 接種医師名 氏名情報 1 1 ○ ○

110 ロット番号 X 10 1 1 ○ ○

111 メーカー N 20 1 1 ○ ○

112 接種量 9V 1,3 1 1 ○ ○

113 母子健康手帳情報 1 1 ○

114 子の保護者情報 1 1 ○

115 母（妊婦）の氏名 氏名情報 1 1 ○

116 父の氏名 氏名情報 1 1 ○

117 保護者・出生届出済証
明

1 1 ○

118 子の氏名 氏名情報 1 1 ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：健康管理（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

119 子の性別 X 1 ○ 性別 1 1 ○

120 出生場所 N 50 1 1 ○

121 出生年月日 日付情報 1 1 ○

122 届出済証明 N 50 1 1 ○

123 妊婦の健康状態など 1 1 ○

124 身長 9 3 1 1 ○

125 ふだんの体重 9 3 1 1 ○

126 結婚年齢 9 2 1 1 ○

127 既往歴 N 100 1 1 ○

128 服薬情報 N 100 1 1 ○

129 過去の妊娠情報 1 N ○

130 出産年月 年月情報 1 1 ○

131 妊娠・出産・産後の状態 N 50 1 1 ○

132 出生児の体重 9 3 1 1 ○

133 出生児の性別 X 1 ○ 性別 1 1 ○

134 現在の子の状態 N 10 1 1 ○

135 妊婦の職業と環境 1 1 ○

136 妊娠に気付いたときの
状況

N 100 1 1 ○

137 妊娠してからの変更点 N 50 1 1 ○

138 休業予定・実績 N 50 1 1 ○

139 家庭環境 N 100 1 1 ○

140 妊娠中の経過 1 N ○

141 診察月日 日付情報 1 1 ○

142 妊娠週数 9 2 1 1 ○

143 子宮底長 9 3 1 1 ○

144 腹囲 9 3 1 1 ○

145 血圧（高） 9 3 1 1 ○

146 血圧（低） 9 3 1 1 ○

147 浮腫 X 1 ○ 浮腫 1 1 ○

148 尿蛋白 X 1 ○ 尿蛋白 1 1 ○
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CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：健康管理（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

149 尿糖 X 1 ○ 尿糖 1 1 ○

150 その他検査結果 N 100 1 1 ○

151 体重 9 3 1 1 ○

152 特記指示事項 N 100 1 1 ○

153 施設名または担当者名 N 50 1 1 ○

154 出産の状態と産後の経
過

1 1 ○

155 出産時の母の状態 1 1 ○

156 妊娠期間 9 2 1 1 ○

157 娩出日時 日付情報 1 1 ○

158 分娩の経過（母児の状
態）

N 50 1 1 ○

159 分娩の様式 N 50 1 1 ○

160 分娩所要時間 N 10 1 1 ○

161 特定生物由来製剤の使
用

N 10 1 1 ○

162 出血量 N 10 1 1 ○

163 輸血 N 10 1 1 ○

164 出産時の児の状態 1 1 ○

165 性別 X 1 ○ 性別 1 1 ○

166 数 9 2 1 1 ○

167 体重 9 3 1 1 ○

168 身長 9 3 1 1 ○

169 胸囲 9 3 1 1 ○

170 頭囲 9 3 1 1 ○

171 特別な所見・処置 N 50 1 1 ○

172 証明情報 1 1 ○

173 証明の種類 X 1 ○ 証明区分 1 1 ○

174 出産場所 N 50 1 1 ○

175 分娩取扱者氏名 N 50 1 1 ○

176 その他 N 50 1 1 ○

177 出産後の母体の経過 1 N ○

178 産後日月数（月） 9 3 1 1 ○
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CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：健康管理（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

179 産後日月数（日） 9 2 1 1 ○

180 子宮復古 X 1 ○ 子宮復古区分 1 1 ○

181 悪露 X 1 ○ 悪露区分 1 1 ○

182 乳房の状態 N 20 1 1 ○

183 血圧（高） 9 3 1 1 ○

184 血圧（低） 9 3 1 1 ○

185 尿蛋白 X 1 ○ 尿蛋白 1 1 ○

186 尿糖 X 1 ○ 尿糖 1 1 ○

187 妊娠中と産後の体重 9 3 1 N ○

188 妊娠中と産後の歯の状
態

1 N ○

189 診査年月日 日付情報 1 1 ○

190 妊娠期間 9 2 1 1 ○

191 むし歯（処置歯） 9 2 1 1 ○

192 むし歯（未処置歯） 9 2 1 1 ○

193 歯石 X 1 ○ 有無 1 1 ○

194 歯周疾患 N 20 1 1 ○

195 その他 N 20 1 1 ○

196 指導メモ N 50 1 1 ○

197 施設名および担当者名 N 50 1 1 ○

198 母親（両親）学級受講記
録

1 N ○

199 受講年月日 日付情報 1 1 ○

200 課目 N 20 1 1 ○

201 備考 N 50 1 1 ○

202 乳幼児身体発達曲線 1 N ○

203 身長 9 3 1 1 ○

204 体重 9 3 1 1 ○
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CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 戸籍情報 1 1 ○ ○ ○

2 戸籍事項情報 1 1 ○

3 戸籍事項タイトル N 1 1 ○

4 戸籍事項 N 1 1 ○

5 戸籍に登録されている
者情報

1 N 筆頭者含む登録者全員 ○ ○ ○

6 除籍等区分 N 2 1 1 ○ ○

7 氏名 氏名情報 1 1 戸籍に登録されている者 ○ ○ ○

8 生年月日 生年月日情報 1 1 ○ ○ ○

9 配偶者区分 N 2 1 1 ○ ○ ○

10 実父母の情報 1 1 ○ ○ ○

11 実父の氏名 氏名情報 1 1 ○ ○

12 実母の氏名 氏名情報 1 1 ○ ○

13 実父母との続柄 続柄情報 1 1 ○ ○ ○

14 養父母の情報 1 1 ○ ○ ○

15 養父の氏名 氏名情報 1 1 ○ ○

16 養母の氏名 氏名情報 1 1 ○ ○

17 養父母との続柄 続柄情報 1 1 ○ ○ ○

18 身分事項情報 1 N ○ ○ ○

19 身分事項タイトル N 10 1 1 ○ ○

20 身分事項 1 N ○ ○ ○

21 項目 N 50 1 1 ○ ○ ○

22 日付 日付情報 1 1 ○ ○ ○

23 内容 N 100 1 1 ○ ○ ○

24 附票情報 1 1 ○

25 附票に記載されている
者の情報

1 N ○

26 氏名 氏名情報 1 1 ○

27 住所 住所情報 1 1 ○

28 住定日 日付情報 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：戸籍（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 子ども手当受給情報 1 1 ○

2 受給者情報 1 1 ○

3 子ども手当支給有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

4 子ども手当支給人数 9 2 1 1 ○

5 手当月額 9 13 1 1 ○

6 支給開始年月 年月情報 1 1 ○

7 受給児童氏名 氏名情報 1 N ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：子ども手当（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 児童扶養手当受給情報 1 1 ○

2 受給者情報 1 1 ○

3 児童扶養手当支給有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

4 児童扶養手当支給人数 9 2 1 1 ○

5 手当月額 9 13 1 1 ○

6 支給開始年月 年月情報 1 1 ○

7 受給児童氏名 氏名情報 1 N ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：《児童扶養手当》（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 避難者の所在地情報 1 1 ○

2 住民種別 X 1 ○ 住民種別 1 1 ○

3 氏名 氏名情報 1 1 ○

4 性別 X 1 ○ 性別 1 1 ○

5 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

6 住所 住所情報 1 1 ○

7 電話番号 X 20 1 N ○

8 メールアドレス X 100 1 N ○

9 住所（避難元） 住所情報 1 N ○

10 異動年月日 日付時間情報 1 1 ○

11 独自領域 X 50 1 1 ○

12 被災状況 1 1 ○

13 被災状況 1 N ○

14 り災場所 N 100 1 1 ○

15 り災住家等 N 100 1 1 ○

16 り災日時 日付情報 1 1 ○

17 り災理由 N 100 1 1 ○

18 被害の程度 N 100 1 1 ○

19 り災証明者情報 1 1 ○

20 氏名 氏名情報 1 1 ○

21 証明日 日付情報 1 1 ○

22 り災証明書の申請 1 1 ○

23 申請者情報 1 1 ○

24 電話番号 X 20 1 1 ○

25 携帯電話番号 X 20 1 1 ○

26 申請年月日 日付情報 1 1 ○

27 代理人情報 1 1 ○

28 電話番号 X 20 1 1 ○

29 申請者との関係 続柄情報 1 1 ○

30 り災場所情報 1 N ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：《被災者支援》（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：《被災者支援》（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

31 住所 住所情報 1 1 ○

32 り災住家等の持家区分 X 2 ○ 持家区分 1 1 持家／借家の区分等 ○

33 り災住家等の住家区分 X 2 ○ 住家区分 1 1 住家／非住家の区分等 ○

34 申請者との関係 N 50 1 1 り災住家に対する申請者の関係 ○

35 り災日時 日付情報 1 1 ○

36 り災理由 N 100 1 1 ○

37 り災内容 N 200 1 1 ○

38 証明必要数 X 2 1 1 ○

39 証明必要理由 N 100 1 1 ○

40 義援金の申請 1 1 ○

41 請求者情報 1 1 ○

42 住所（所在地） 住所情報 1 1 申請時の住所（避難している場合は避
難先の住所）

○

43 電話番号 X 20 1 1 ○

44 義援金内訳 X 2 ○ 義援金区分 1 N ○

45 申請年月日 日付情報 1 1 ○

46 死亡・行方不明者情報 1 N ○

47 住所 住所情報 1 1 ○

48 氏名 氏名情報 1 1 ○

49 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

50 請求者との続柄 続柄情報 1 1 ○

51 り災場所 住所情報 1 N ○

52 振込先振込口座 金融機関情報 1 1 ○

53 個人住民税の減免申請 1 1 ○

54 代表者氏名 氏名情報 1 1 ○

55 電話番号 X 20 1 1 ○

56 申請年月日 日付情報 1 1 ○

57 減免申請理由 N 100 1 1 ○

58 年度 X 4 1 1 ○

59 税目 X 2 ○ 税目 1 1 ○

60 期別税額情報 1 N ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：《被災者支援》（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

61 期別 X 2 1 1 ○

62 税額 S9 13 1 1 ○

63 所得状況等 N 100 1 1 ○

64 国民健康保険証の再発
行申請

1 1 ○

65 届出者情報 1 1 ○

66 連絡先 X 20 1 1 ○

67 異動対象者との関係 続柄情報 1 1 ○

68 異動届出年月日 日付情報 1 1 ○

69 申請年月日 日付情報 1 1 ○

70 発行証情報 1 N ○

71 被保険者情報 1 1 ○

72 氏名 氏名情報 1 1 ○

73 続柄 続柄情報 1 1 ○

74 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

75 国民健康保険料の免除
申請

1 1 ○

76 申請者情報 1 1 ○

77 連絡先 X 20 1 1 ○

78 課税対象者との関係 続柄情報 1 1 ○

79 申請年月日 日付情報 1 1 ○

80 申請情報 1 1 ○

81 世帯主氏名 氏名情報 1 1 ○

82 減免申請事由 N 100 1 1 ○

83 後期高齢者医療証の再
発行申請

1 1 ○

84 届出者情報 1 1 ○

85 連絡先 X 20 1 1 ○

86 異動対象者との関係 続柄情報 1 1 ○

87 異動届出年月日 日付情報 1 1 ○

88 申請年月日 日付情報 1 1 ○

89 発行証情報 1 1 ○

90 被保険者情報 1 N ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：《被災者支援》（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

91 氏名 氏名情報 1 1 ○

92 続柄 続柄情報 1 1 ○

93 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

94 後期高齢者医療保険料
の免除申請

1 1 ○

95 申請者情報 1 1 ○

96 連絡先 X 20 1 1 ○

97 申請年月日 日付情報 1 1 ○

98 減免申請事由 N 100 1 1 ○

99 受給者証の再発行申請 1 1 乳幼児医療、重度障害者医療、ひとり
親家庭等医療

○

100 申請者情報 1 1 ○

101 連絡先 X 20 1 1 ○

102 対象者との関係 続柄情報 1 1 ○

103 申請年月日 日付情報 1 1 ○

104 対象者情報 1 1 ○

105 保険者番号 X 12 1 1 ○

106 保険者名称 N 25 1 1 ○

107 被保険者情報 1 N ○

108 被保険者氏名 氏名情報 1 1 ○

109 被保険者住所 住所情報 1 1 ○

110 対象者情報 1 N ○

111 対象者氏名 氏名情報 1 1 ○

112 対象者住所 住所情報 1 1 ○

113 対象者生年月日 生年月日情報 1 1 ○

114 介護保険証の再発行申
請

1 1 ○

115 申請者情報 1 1 ○

116 連絡先 X 20 1 1 ○

117 対象者との関係 続柄情報 1 1 ○

118 申請年月日 日付情報 1 1 ○

119 発行証情報 1 N ○

120 氏名 氏名情報 1 1 ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：《被災者支援》（市町村）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

121 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

122 要介護度 X 2 ○ 要介護状態区
分

1 1 ○

123 有効期限 日付情報 1 1 ○

124 介護保険料の減免申請 1 1 ○

125 届出者情報 1 1 ○

126 連絡先 X 20 1 1 ○

127 課税対象者との関係 続柄情報 1 1 ○

128 申請年月日 日付情報 1 1 ○

129 減免申請事由 N 100 1 1 ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 保護決定情報 1 1 ○

2 支給日 日付情報 1 1 ○

3 保護開始日 日付情報 1 1 ○

4 決定理由 N 100 1 1 ○

5 保護の種類及び支給額 1 1 ○

6 生活扶助額 S9 13 1 1 ○

7 住宅扶助額 S9 13 1 1 ○

8 教育扶助額 S9 13 1 1 ○

9 その他 S9 13 1 1 ○

10 合計 S9 13 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：《生活保護》（都道府県）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 申告内容（自動車税） 1 1 ○

2 自動車税申告情報 1 N ○

3 申告年月日 日付情報 1 1 ○

4 申告理由 X 2 ○ 1 1 ○

5 申告理由備考 N 20 1 1 ○

6 種別 X 2 ○ 1 1 ○

7 種別備考 N 20 1 1 ○

8 標識 1 1 ○

9 標識番号1 X 3 1 1 ○

10 標識記号 N 2 1 1 ○

11 標識番号2 X 5 1 1 ○

12 標識サイン X 2 ○ 1 1 ○

13 納税義務発生年月日 日付情報 1 1 ○

14 旧標識 1 N ○

15 標識番号1 X 3 1 1 ○

16 標識記号 N 2 1 1 ○

17 標識番号2 X 5 1 1 ○

18 標識サイン X 2 ○ 1 1 ○

19 所有者情報 1 1 照会対象者（本人）の情報のみ ○

20 所有者住所 住所情報 1 1 ○

21 所有者氏名 氏名情報 1 1 ○

22 使用者情報 1 1 照会対象者（本人）の情報のみ ○

23 使用者住所 住所情報 1 1 ○

24 使用者氏名 氏名情報 1 1 ○

25 所有形態 X 2 ○ 1 1 ○

26 所有形態備考 N 20 1 1 ○

27 積載量 X 20 1 1 ○

28 総排気量（定格出力） X 10 1 1 ○

29 排気量区分 X 2 1 1 ○

30 備考 N 100 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：《自動車税》（都道府県）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：《自動車税》（都道府県）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

31 税（賦課）情報（自動車
税）

1 1 ○

32 標識 1 1 ○

33 標識番号1 X 3 1 1 ○

34 標識記号 N 2 1 1 ○

35 標識番号2 X 5 1 1 ○

36 標識サイン X 2 ○ 1 1 ○

37 種別 X 2 ○ 1 1 ○

38 賦課年度 X 4 1 1 ○

39 相当年度 X 4 1 1 ○

40 徴収番号 X 20 1 1 ○

41 税額 S9 13 1 1 ○

42 納期限 日付情報 1 1 ○

43 納付情報（自動車税） 1 1 ○

44 納税者情報 1 1 ○

45 氏名 氏名情報 1 1 ○

46 住所 住所情報 1 1 ○

47 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

48 未納情報 1 N ○

49 賦課年度 X 4 1 1 ○

50 相当年度 X 4 1 1 ○

51 未納有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

52 未納額 1 1 ○

53 本税未納額 S9 13 1 1 ○

54 延滞金未納額 S9 13 1 1 ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 小児慢性特定疾患結果

情報
1 1 ○

2 疾患群 N 50 1 1 ○

3 疾患名 N 50 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：《小児慢性特定疾患》（都道府県）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 価格通知情報（県から

市への連絡）
1 1 都道府県⇒市町村への情報 ○

2 評価区分 X 1 ○ 1 1 都道府県か市町村かの区分 ○

3 課税番号 X 15 1 1 ○

4 取得者情報 1 1 ○

5 取得者住所 住所情報 1 1 ○

6 取得者氏名 氏名情報 1 1 ○

7 取得者法人個人区分 X 1 ○ 法人・個人区
分

1 1 ○

8 取得者共有者数 9 3 1 1 「ほか○○名」 ○

9 取得者持分分子 9 13 1 1 ○

10 取得者持分分母 9 13 1 1 ○

11 所在地コード X 40 ○ 所在地 1 1 ○

12 所在地（漢字） N 100 1 1 ○

13 需給事情による減点補
正率

9V 1.4 1 1 ○

14 物件情報 1 1 ○

15 構造区分 X 2 ○ 家屋構造 1 1 ○

16 構造区分その他名称 N 20 1 1 構造区分が「その他」の場合、その内
容

○

17 厚み 9 5 1 1 鉄骨厚み ○

18 用途区分 X 2 ○ 1 1 ○

19 用途区分その他名称 N 20 1 1 用途区分が「その他」の場合、その内
容

○

20 取得原因区分 X 2 ○ 取得区分【原
始】

1 1 ○

21 取得原因区分その他名
称

N 20 1 1 取得原因区分が「その他」の場合、そ
の内容

○

22 屋根構造区分 X 2 ○ 屋根種類 1 1 ○

23 屋根構造区分その他名
称

N 20 1 1 屋根構造区分が「その他」の場合、そ
の内容

○

24 地上階数 9 3 1 1 ○

25 地下階数 9 2 1 1 ○

26 取得年月日 日付情報 1 1 ○

27 建床面積 9V 9,2 1 1 ○

28 延床面積 9V 9,2 1 1 ○

29 居住部分の面積 9V 9,2 1 1 併用住宅の内訳 ○

30 他の部分の面積 9V 9,2 1 1 併用住宅の内訳 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：《不動産取得税》（都道府県）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：《不動産取得税》（都道府県）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

31 1㎡当評点数 9 11 1 1 ○

32 再建築費評点数 9 11 1 1 ○

33 共同住宅等物件情報 1 1 ○

34 面積 9V 9,2 1 1 ○

35 戸数 9 3 1 1 ○

36 在来家屋住宅分情報 1 N 在来家屋の住宅分（在来用付属家を含
む）

○

37 取得年月日 日付情報 1 1 ○

38 面積 9V 9,2 1 1 ○

39 課税戸数 9 3 1 1 ○

40 解家の有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

41 適用建物 N 20 1 1 ○

42 調査年月日 日付情報 1 1 ○

43 調査員名 氏名情報 1 1 ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 所得税額情報 1 1 ○

2 相当年度 X 4 1 1 ○

3 所得税額 S9 13 1 1 ○

4 給与所得控除後の金額 S9 13 1 1 ○

5 所得控除の額の合計額 S9 13 1 1 ○

6 課税される所得金額 S9 13 1 1 ○

7 申告内容（所得税） 1 1 ○

8 住所－１月１日 住所情報 1 1 ○

9 氏名 氏名情報 1 1 ○

10 性別 X 1 ○ 性別 1 1 ○

11 職業 N 100 1 1 ○

12 屋号・雅号 N 100 1 1 ○

13 世帯主氏名 氏名情報 1 1 ○

14 世帯主との続柄 続柄情報 1 1 ○

15 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

16 連絡先情報 1 N ○

17 電話番号区分 X 1 ○ 1 1 ○

18 電話番号 X 20 1 1 ○

19 収入金額等 1 1 ○

20 給与収入金額 S9 13 1 1 ○

21 公的年金等収入金額 S9 13 1 1 ○

22 一時収入金額 S9 13 1 1 ○

23 総合譲渡短期収入金額 S9 13 1 1 ○

24 総合譲渡長期収入金額 S9 13 1 1 ○

25 所得金額 1 1 ○

26 営業等所得金額 S9 13 1 1 ○

27 農業所得金額 S9 13 1 1 ○

28 不動産所得金額 S9 13 1 1 ○

29 利子所得金額 S9 13 1 1 ○

30 配当所得金額 S9 13 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（税務署）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（税務署）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

31 雑所得金額 S9 13 1 1 ○

32 譲渡一時所得額 S9 13 1 1 ○

33 合計 S9 13 1 1 ○

34 所得から差し引かれる
金額

1 1 ○

35 社会保険料控除 S9 13 1 1 ○

36 小規模企業共済等掛金
控除

S9 13 1 1 ○

37 生命保険料控除 S9 13 1 1 ○

38 損害保険料控除 S9 13 1 1 ○

39 老年者、寡婦、寡夫控
除

S9 13 1 1 ○

40 勤労学生、障害者控除 S9 13 1 1 ○

41 配偶者控除 S9 13 1 1 ○

42 配偶者特別控除 S9 13 1 1 ○

43 扶養控除 S9 13 1 1 ○

44 基礎控除 S9 13 1 1 ○

45 小計 S9 13 1 1 ○

46 雑損控除 S9 13 1 1 ○

47 医療費控除 S9 13 1 1 ○

48 寄付金控除 S9 13 1 1 ○

49 合計 S9 13 1 1 ○

50 税金の計算 1 1 ○

51 住宅借入金（取得）等特
別控除

S9 13 1 1 ○

52 政党等寄付金特別控除 S9 13 1 1 ○

53 住宅耐震改修特別控除 S9 13 1 1 ○

54 災害減免額外国税額控
除

S9 13 1 1 ○

55 再差引所得税額 S9 13 1 1 ○

56 定率減税額 S9 13 1 1 ○

57 その他 1 1 ○

58 配偶者の合計所得金額 S9 13 1 1 ○

59 専従者給与（控除）額の
合計額

S9 13 1 1 ○

60 変動・臨時所得 1 N ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（税務署）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

61 変動・臨時所得区分 X 1 ○ 1 1 ○

62 変動・臨時所得金額 S9 13 1 1 ○

63 所得の内訳 1 N ○

64 所得の種類 X 2 ○ 1 1 ○

65 種目・所得の生ずる場
所又は給与などの支払
者の氏名・名称

N 100 1 1 ○

66 収入金額 S9 13 1 1 ○

67 事業専従者に関する事
項

1 N ○

68 氏名 氏名情報 1 1 ○

69 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

70 専従者給与（控除）額 S9 13 1 1 ○

71 住民税・事業税に関す
る事項

1 1 ○

72 給与所得以外の住民税
の徴収方法の選択

X 1 ○ 1 1 ○

73 住民税 1 1 ○

74 配当割額控除額 S9 13 1 1 ○

75 株式等譲渡所得割額控
除額

S9 13 1 1 ○

76 寄附金税額控除 1 1 ○

77 都道府県、市区町村分 S9 13 1 1 ○

78 住所地の共同募金、日
赤支部分

S9 13 1 1 ○

79 条例指定分都道府県 S9 13 1 1 ○

80 条例指定分市区町村 S9 13 1 1 ○

81 生命保険_個人年金保
険料の計

S9 13 1 1 ○

82 損害保険_長期保険料
の計

S9 13 1 1 ○

83 本人該当事項 1 1 ○

84 本人該当区分 X 1 ○ 1 1 ○

85 寡婦（夫）・特別寡婦理
由

N 150 1 1 ○

86 配偶者（特別）控除・扶
養控除

1 1 ○

87 配偶者生年月日 生年月日情報 1 1 ○

88 扶養者生年月日 生年月日情報 1 N ○

89 分離課税分 1 1 ○

90 所得金額 1 1 ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（税務署）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

91 分離課税短期譲渡 1 1 ○

92 一般分 S9 13 1 1 ○

93 軽減分 S9 13 1 1 ○

94 分離課税長期譲渡 1 1 ○

95 一般分 S9 13 1 1 ○

96 特定分 S9 13 1 1 ○

97 軽課分 S9 13 1 1 ○

98 分離課税株式等の譲渡 1 1 ○

99 未公開分 S9 13 1 1 ○

100 上場分 S9 13 1 1 ○

101 分離課税上場株式等の
配当

S9 13 1 1 ○

102 分離課税先物取引 S9 13 1 1 ○

103 山林 S9 13 1 1 ○

104 退職 S9 13 1 1 ○

105 その他 1 1 ○

106 株式等本年分で差し引
く繰越損失額

S9 13 1 1 ○

107 配当本年分で差し引く
繰越損失額

S9 13 1 1 ○

108 先物取引本年分で差し
引く繰越損失額

S9 13 1 1 ○

109 短期長期譲渡所得に関
する事項

1 N ○

110 区分 X 2 ○ 1 1 ○

111 所得の生ずる場所 N 100 1 1 ○

112 必要経費 S9 13 1 1 ○

113 特別控除額 S9 13 1 1 ○

114 損失申告用 1 1 ○

115 純損失額 1 1 ○

116 山林以外所得損失（青
色）

S9 13 1 1 ○

117 山林所得損失（青色） S9 13 1 1 ○

118 変動所得損失（白色） S9 13 1 1 ○

119 山林以外所得損失（白
色）

S9 13 1 1 ○

120 山林所得損失（白色） S9 13 1 1 ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（税務署）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

121 居住用損失額 S9 13 1 1 ○

122 雑損失額 S9 13 1 1 ○

123 計算明細書等 1 1 ○

124 給与特定支出合計額 S9 13 1 1 ○

125 特定の肉用牛の売却に
よる所得額

S9 13 1 1 ○

126 特定の肉用牛の売却に
よる収入額

S9 13 1 1 ○

127 山林所得特別控除額 S9 13 1 1 ○

128 税（賦課）情報（所得税） 1 1 ○

129 年税額 S9 13 1 1 ○

130 期別情報 1 N ○

131 期別 X 2 1 1 ○

132 期別税額 S9 13 1 1 ○

133 期別充当額 S9 13 1 1 ○

134 期別納期限 日付情報 1 1 ○

135 納付情報（所得税） 1 1 ○

136 納税者情報 1 1 ○

137 氏名 氏名情報 1 1 ○

138 住所 住所情報 1 1 ○

139 生年月日 生年月日情報 1 1 ○

140 未納情報 1 N ○

141 賦課年度 X 4 1 1 ○

142 相当年度 X 4 1 1 ○

143 未納有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

144 未納額 1 1 ○

145 本税未納額 S9 13 1 1 ○

146 延滞金未納額 S9 13 1 1 ○

147 年末調整情報 1 1 ○

148 給与、賞与 S9 13 1 1 ○

149 給与所得控除額 S9 13 1 1 ○

150 給与所得控除後の金額 S9 13 1 1 ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（税務署）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

151 社会保険料等控除額 S9 13 1 1 ○

152 生命保険料控除額 S9 13 1 1 ○

153 地震保険料控除額 S9 13 1 1 ○

154 配偶者特別控除額 S9 13 1 1 ○

155 基礎控除額 S9 13 1 1 ○

156 配偶者控除額 S9 13 1 1 ○

157 扶養控除額 S9 13 1 1 ○

158 所得控除額の合計 S9 13 1 1 ○

159 差引課税給与所得金額
及び算出年税額

S9 13 1 1 ○

160 住宅借入金等特別控除
額

S9 13 1 1 ○

161 年調年税額 S9 13 1 1 ○

162 年税額 S9 13 1 1 ○

163 差引超過額又は不足額 S9 13 1 1 ○
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CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 土地家屋異動通知情報 1 1 ○

2 土地情報 1 N ○

3 不動産番号 X 13 1 1 ○

4 土地所在地コード X 40 ○ 所在地 1 1 ○

5 土地所在地（漢字） N 100 1 1 ○

6 地番 N 50 1 1 ○

7 登記地目コード ○ 1 1 ○

8 登記地積 9V 9,2 1 1 ○

9 敷地権持分(分子) 9 13 1 1 ○

10 敷地権持分(分母) 9 13 1 1 ○

11 用途 ○ 1 1 ○

12 登記原因（表示） N 50 1 1 ○

13 登記原因年月日（表示） 日付情報 1 1 ○

14 所有者情報 1 N ○

15 氏名 氏名情報 1 1 ○

16 住所 住所情報 1 1 ○

17 共有持分(分子) 9 13 1 1 ○

18 共有持分(分母) 9 13 1 1 ○

19 権利者情報 1 N ○

20 氏名 氏名情報 1 1 ○

21 住所 住所情報 1 1 ○

22 共有持分(分子) 9 13 1 1 ○

23 共有持分(分母) 9 13 1 1 ○

24 義務者情報 1 N ○

25 氏名 氏名情報 1 1 ○

26 住所 住所情報 1 1 ○

27 受付年月日 日付情報 1 1 ○

28 登記目的 N 50 1 1 ○

29 登記原因（所有権） N 50 1 1 ○

30 登記原因年月日（所有
権）

日付情報 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（法務局）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（法務局）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

31 家屋情報 1 N ○

32 不動産番号 X 13 1 1 ○

33 家屋所在地 X 40 ○ 所在地 1 1 ○

34 土地所在地（漢字） N 100 1 1 ○

35 家屋番号 X 10 1 1 ○

36 種類コード ○ 1 1 ○

37 構造コード X 2 ○ 家屋構造 1 1 ○

38 屋根コード X 2 ○ 屋根種類 1 1 ○

39 床面積（１階） 9V 9,2 1 1 ○

40 床面積（１階以外） 9V 9,2 1 1 ○

41 用途 ○ 1 1 ○

42 登記原因（表示） N 50 1 1 ○

43 登記原因年月日（表示） 日付情報 1 1 ○

44 建築年月日 日付情報 1 1 ○

45 所有者情報 1 N ○

46 氏名 氏名情報 1 1 ○

47 住所 住所情報 1 1 ○

48 共有持分(分子) 9 13 1 1 ○

49 共有持分(分母) 9 13 1 1 ○

50 権利者情報 1 N ○

51 氏名 氏名情報 1 1 ○

52 住所 住所情報 1 1 ○

53 共有持分(分子) 9 13 1 1 ○

54 共有持分(分母) 9 13 1 1 ○

55 義務者情報 1 N ○

56 氏名 氏名情報 1 1 ○

57 住所 住所情報 1 1 ○

58 受付年月日 日付情報 1 1 ○

59 登記目的 N 50 1 1 ○

60 登記原因（所有権） N 50 1 1 ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（法務局）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

61 登記原因年月日（所有
権）

日付情報 1 1 ○

62 申請年月日 日付情報 1 1 ○

63 申請人 氏名情報 1 1 ○

64 代理人 氏名情報 1 1 ○

65 登記簿閲覧情報 1 1 ○ ○

66 土地情報 1 1 ○ ○

67 不動産番号 X 13 1 1 ○

68 地図番号 X 10 1 1 ○

69 筆界特定 N 50 1 1 ○

70 所在地コード X 40 ○ 所在地 1 1 ○ ○

71 所在地（漢字） N 100 1 1 ○ ○

72 地目 ○ 1 1 ○

73 地番 N 50 1 1 ○

74 地積 9V 9,2 1 1 ○

75 登記原因（表示） N 50 1 1 ○

76 登記の日付 日付情報 1 1 ○

77 権利等の情報 1 N ○

78 順位番号 9 3 1 1 ○

79 受付年月日 日付情報 1 1 ○

80 受付番号 X 10 1 1 ○

81 登記目的 N 50 1 1 ○

82 登記原因（所有権） N 50 1 1 ○

83 登記原因年月日（所有
権）

日付情報 1 1 ○

84 所有者 1 N ○

85 氏名 氏名情報 1 1 ○

86 住所 住所情報 1 1 ○

87 共有持分(分子) 9 13 1 1 ○

88 共有持分(分母) 9 13 1 1 ○

89 登記権利者 1 N ○

90 氏名 氏名情報 1 1 ○
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CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（法務局）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

91 住所 住所情報 1 1 ○

92 共有持分(分子) 9 13 1 1 ○

93 共有持分(分母) 9 13 1 1 ○

94 登記義務者 1 N ○

95 氏名 氏名情報 1 1 ○

96 住所 住所情報 1 1 ○

97 担保有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

98 家屋情報 1 1 ○ ○

99 建物 1 1 ○ ○

100 不動産番号 X 13 1 1 ○

101 所在図番号 X 10 1 1 ○

102 所在地コード X 40 ○ 所在地 1 1 ○ ○

103 所在地（漢字） N 100 1 1 ○ ○

104 家屋番号 X 10 1 1 ○

105 符号 9 3 1 1 ○

106 種類 ○ 1 1 ○

107 構造 X 2 ○ 家屋構造 1 1 ○

108 屋根 X 2 ○ 屋根種類 1 1 ○

109 床面積（１階） 9V 9,2 1 1 ○

110 床面積（１階以外） 9V 9,2 1 1 ○

111 登記原因（表示） N 50 1 1 ○

112 登記の日付 日付情報 1 1 ○

113 建築年月日 日付情報 1 1 ○

114 区分建物 1 1 ○ ○

115 専有部分の家屋番号 N 50 1 1 ○

116 所在図番号 X 10 1 1 ○

117 所在地コード X 40 ○ 所在地 1 1 ○ ○

118 所在地（漢字） N 100 1 1 ○ ○

119 建物の名称 N 50 1 1 ○

120 構造 X 2 ○ 家屋構造 1 1 ○
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CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（法務局）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

121 床面積（階数） 9V 9,2 1 1 ○

122 床面積 9V 9,2 1 1 ○

123 登記原因（表示） N 50 1 1 ○

124 登記の日付 日付情報 1 1 ○

125 建築年月日 日付情報 1 1 ○

126 敷地権（土地） 1 1 ○

127 土地の符号 9 3 1 1 ○

128 所在地コード X 40 ○ 所在地 1 1 ○ ○

129 所在地（漢字） N 100 1 1 ○ ○

130 地目 ○ 1 1 ○

131 地番 N 50 1 1 ○

132 地積 9V 9,2 1 1 ○

133 専有部分 1 1 ○

134 不動産番号 X 13 1 1 ○

135 家屋番号 X 10 1 1 ○

136 建物の名称 N 50 1 1 ○

137 種類 ○ 1 1 ○

138 構造 X 2 ○ 家屋構造 1 1 ○

139 床面積（階数） N 20 1 1 ○

140 床面積 9V 9,2 1 1 ○

141 登記原因（表示） N 50 1 1 ○

142 登記の日付 日付情報 1 1 ○

143 敷地権の表示 1 1 ○

144 土地の符号 9 3 1 1 ○

145 敷地権の種類 N 20 1 1 ○

146 登記原因（表示） N 50 1 1 ○

147 登記の日付 日付情報 1 1 ○

148 権利等の情報 1 N ○

149 順位番号 9 3 1 1 ○

150 受付年月日 日付情報 1 1 ○
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CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（法務局）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

151 受付番号 X 10 1 1 ○

152 登記目的 N 50 1 1 ○

153 登記原因（所有権） N 50 1 1 ○

154 登記原因年月日（所有
権）

日付情報 1 1 ○

155 所有者 1 N ○

156 氏名 氏名情報 1 1 ○

157 住所 住所情報 1 1 ○

158 共有持分(分子) 9 13 1 1 ○

159 共有持分(分母) 9 13 1 1 ○

160 登記権利者 1 N ○

161 氏名 氏名情報 1 1 ○

162 住所 住所情報 1 1 ○

163 共有持分(分子) 9 13 1 1 ○

164 共有持分(分母) 9 13 1 1 ○

165 登記義務者 1 N ○

166 氏名 氏名情報 1 1 ○

167 住所 住所情報 1 1 ○

168 担保有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

169 敷地権持分(分子) 9 13 1 1 ○

170 敷地権持分(分母) 9 13 1 1 ○

171 農地法適用条項 N 50 1 1 ○

172 農地法許可届出 N 50 1 1 ○

173 農地法許可年月日 日付情報 1 1 ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 雇用保険受給情報 1 1 ○

2 受給有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

3 受給額 S9 13 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（公共職業安定所）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 自動車車両情報 1 1 ○

2 自動車情報 1 N ○

3 所有者氏名 氏名情報 1 1 照会対象者（本人）の情報のみ ○

4 使用者氏名 氏名情報 1 1 照会対象者（本人）の情報のみ ○

5 車種 N 50 1 1 ○

6 標識 1 1 ナンバー ○

7 標識番号1 X 3 1 1 ○

8 標識記号 N 2 1 1 ○

9 標識番号2 X 5 1 1 ○

10 標識サイン X 2 ○ 1 1 ○

11 年式 X 10 1 1 ○

12 排気量 X 10 1 1 ○

13 保有区分 X 2 ○ 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（運輸支局）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 労災受給情報 1 1 ○

2 受給有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

3 受給額 S9 13 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（労働基準監督署）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 特別障害者給付金受給

情報
1 1 ※日本年金機構の場合 ○

2 対象者情報 1 1 ○

3 受給有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

4 給付金 9 13 1 1 ○

5 支給開始年月 年月情報 1 1 ○

6 年金受給情報 1 1 ※日本年金機構・年金保険者双方とも
の場合

○ ○

7 年金情報 1 N ○ ○

8 加入有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○ ○

9 年金種類 X 4 ○ 受給年金種別 1 1 ○ ○

10 支給開始年月日 日付情報 1 1 ○ ○

11 受給権残月数 9 3 1 1 ○

12 保険料情報（年金） 1 1 ○

13 対象年度 X 4 1 1 ○

14 基礎年金番号 X 10 1 1 ○

15 氏名 氏名情報 1 1 ○

16 納付月 9 3 1 1 ○

17 保険料額 S9 13 1 1 ○

18 納付期限 日付情報 1 1 ○

19 保険料 S9 13 1 1 ○

20 付加保険料をあわせて
納める場合の保険料

S9 13 1 1 ○

21 半額免除の承認を受け
ている場合の保険料

S9 13 1 1 ○

22 1年前納 1 1 ○

23 保険料額 S9 13 1 1 ○

24 保険料割引額 S9 13 1 1 ○

25 納付月数 9 3 1 1 納付する月数 ○

26 納付期限 日付情報 1 1 ○

27 6ヶ月前納 1 N ○

28 保険料額 S9 13 1 1 ○

29 保険料割引額 S9 13 1 1 ○

30 納付月数 9 3 1 1 納付する月数 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（日本年金機構・年金保険者）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（日本年金機構・年金保険者）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

31 納付期限 日付情報 1 1 ○

32 備考 N 100 1 1 ○

33 年金加入期間確認通知
書

1 1 ※日本年金機構以外の年金保険者の
場合

○

34 年金加入期間情報 1 N ○

35 年金加入期間 1 1 ○

36 開始年月日 日付情報 1 1 ○

37 終了年月日 日付情報 1 1 ○

38 期間の種類 N 20 1 1 ○

39 組合員期間 9 4 1 1 ○

40 退職年金共済組合期間 1 N ○

41 開始年月日 日付情報 1 1 ○

42 終了年月日 日付情報 1 1 ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 医療保険情報 1 1 ○ ○

2 健康保険情報 1 1 ○ ○

3 加入有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○ ○

4 健康保険制度の種類 N 50 1 1 ○ ○

5 賦課情報 1 N ○

6 相当年度 X 4 1 1 ○

7 保険料額 S9 13 1 1 ○

8 医療保険の所得区分 X 1 ○ 1 1 ○

9 保険料情報（健康保険） 1 1 ○

10 賦課年度 X 4 1 1 ○

11 相当年度 X 4 1 1 ○

12 徴収番号 X 20 1 1 ○

13 記号番号 X 12 1 1 ○

14 被保険者氏名 氏名情報 1 1 ○

15 被扶養者氏名 氏名情報 1 N ○

16 年間保険料額 S9 13 1 1 ○

17 医療一般分 S9 13 1 1 ○

18 医療退職分 S9 13 1 1 ○

19 介護一般分 S9 13 1 1 ○

20 介護退職分 S9 13 1 1 ○

21 支援一般分 S9 13 1 1 ○

22 支援退職分 S9 13 1 1 ○

23 普通徴収分期別情報 1 N ○

24 期別 X 2 1 1 ○

25 期別税（料）額 S9 13 1 1 ○

26 期別医療一般分 S9 13 1 1 ○

27 期別医療退職分 S9 13 1 1 ○

28 期別介護一般分 S9 13 1 1 ○

29 期別介護退職分 S9 13 1 1 ○

30 期別支援一般分 S9 13 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（医療保険者（市町村/国保・後期高齢）以外））

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（医療保険者（市町村/国保・後期高齢）以外））

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

31 期別支援退職分 S9 13 1 1 ○

32 納期限 日付情報 1 1 ○

33 特別徴収分期別情報 1 N ○

34 期別 X 2 1 1 ○

35 期別税（料）額 S9 13 1 1 ○

36 期別医療一般分 S9 13 1 1 ○

37 期別医療退職分 S9 13 1 1 ○

38 期別介護一般分 S9 13 1 1 ○

39 期別介護退職分 S9 13 1 1 ○

40 期別支援一般分 S9 13 1 1 ○

41 期別支援退職分 S9 13 1 1 ○

42 納期限 日付情報 1 1 ○

43 医療費情報（健康保険） 1 1 ○

44 受診者情報 1 1 ○

45 受診者氏名 氏名情報 1 1 ○

46 受診者住所 住所情報 1 1 ○

47 受診機関名 N 100 1 1 ○

48 支払額情報 1 N ○

49 検査名 N 100 1 1 ○

50 診察料 S9 13 1 1 ○

65/73



データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 診断書等 1 1 ○

2 障害の原因となった傷
病名

N 100 1 1 ○

3 傷病の原因または誘因 N 100 1 1 ○

4 傷病発生年月日 日付情報 1 1 ○

5 障害の原因となった傷
病のため初めて医師の
診断を受けた日

日付情報 1 1 ○

6 将来再認定の要 X 1 ○ 要否 1 1 ○

7 現症 1 N ○

8 眼所見 N 100 1 1 ○

9 視力 N 50 1 1 ○

10 視野 N 50 1 1 ○

11 現症時の日常生活活動
能力

N 100 1 1 ○

12 予後 N 100 1 N ○

13 備考 N 100 1 1 ○

14 診断日 日付情報 1 1 ○

15 医療機関の住所 住所情報 1 1 ○

16 医師名 氏名情報 1 1 ○

17 医療要否意見書 1 1 ○

18 区分 1 1 ○

19 医療区分 X 1 ○ 医療区分 1 1 医科、歯科の区分 ○

20 発行区分 X 1 ○ 発行区分 1 1 新規、継続の区分 ○

21 発行番号 X 8 1 1 ○

22 発行取扱者 氏名情報 1 1 当該意見書を発行、管理する担当者名 ○

23 疾病情報 1 N ○

24 疾病名・部位 N 40 1 1 ○

25 初診年月日 日付情報 1 1 ○

26 転帰情報 1 1 ○

27 転帰年月日 日付情報 1 1 ○

28 転帰区分 X 1 ○ 転帰区分 1 1 治癒、死亡、中止の区分 ○

29 主要症状及び今後の予
定

1 1 ○

30 現在の状況 N 40 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（医療機関）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（医療機関）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

31 診療予定 N 40 1 1 ○

32 検査結果 N 40 1 1 ○

33 診察見込期間 1 1 ○

34 入院外・入院区分 N 10 1 1 今後の診察における入院／入院外の
区分

○

35 期間 日付情報 1 1 診察見込み期間（入院予定年月日） ○

36 概算医療費 1 1 ○

37 今回診療日以降1ヶ月
間医療費

9 10 1 1 ○

38 うち入院費 9 10 1 1 ○

39 2ヶ月目以降6ヶ月目ま
で医療費

9 10 1 1 ○

40 うち入院費 9 10 1 1 ○

41 院外処方有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

42 稼働能力有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

43 稼働能力有の場合、程
度

N 40 1 1 ○

44 医療要否情報 1 1 ○

45 医療要否区分 X 1 ○ 医療要否区分 1 1 入院外・入院の区分 ○

46 要否 X 1 ○ 要否 1 1 要する／要しない ○

47 作成年月日 日付情報 1 1 ○

48 指定医療機関情報 1 1 ○

49 名称 1 1 ○

50 診療科名 N 10 1 1 ○

51 担当医師名 氏名情報 1 1 診察を行なう担当医師名 ○

52 嘱託医意見欄 N 40 1 1 ○

53 検診書 1 1 ○

54 傷病名 N 40 1 1 ○

55 病状 N 40 1 1 ○

56 検診目的に対する回答 N 40 1 1 ○

57 稼動能力レベル N 40 1 1 ○

58 医療意見書 1 1 ○

59 区分 X 1 ○ 意見書区分 1 1 ○

60 発病年月 年月情報 1 1 ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（医療機関）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

61 初診日 日付情報 1 1 ○

62 疾患群 N 50 1 1 ○

63 疾患名 N 50 1 1 ○

64 現在の症状 N 100 1 1 ○

65 現在の治療 N 100 1 1 ○

66 診断の根拠 N 200 1 1 ○

67 その他の現在の主な所
見等

N 100 1 1 ○

68 経過 N 100 1 1 ○

69 今後の治療方針 N 50 1 1 ○

70 治療見込期間 1 1 ○

71 入院開始期間 日付情報 1 1 ○

72 入院終了期間 日付情報 1 1 ○

73 通院開始期間 日付情報 1 1 ○

74 通院終了期間 日付情報 1 1 ○

75 通院回数 9 3 1 1 月間の通院回数 ○

76 診断年月日 日付情報 1 1 ○

77 医療機関 1 1 ○

78 所在地 住所情報 1 1 ○

79 医師氏名 氏名情報 1 1 ○

80 病歴・処方薬履歴等の
情報

1 1 ○

81 病歴 1 N ○

82 病名 N 40 1 1 ○

83 発症年月日 日付情報 1 1 ○

84 治癒年月日 日付情報 1 1 ○

85 処方薬歴 1 N ○

86 処方薬名 N 40 1 1 ○

87 投与開始時期 日付情報 1 1 ○

88 投与終了時期 日付情報 1 1 ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 口座有無情報 X 1 ○ 有無 1 1 ○ ○

2 借入金の年末残高等証
明書（住宅ローン）

1 1 ○

3 住所 住所情報 1 1 ○

4 氏名 氏名情報 1 1 ○

5 借入金情報 1 N ○

6 借入金の区分 X 1 ○ 1 1 ○

7 借入金の内訳 N 100 1 1 ○

8 借入金の金額 1 1 ○

9 年末残高 S9 13 1 1 ○

10 当初金額 S9 13 1 1 ○

11 償還期間（開始） 日付情報 1 1 ○

12 償還期間（終了） 日付情報 1 1 ○

13 銀行預金額 1 1 ○

14 預貯金有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

15 預金額 S9 13 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（金融機関）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 郵便貯金額 1 1 ○

2 預貯金有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

3 貯金額 S9 13 1 1 ○

4 簡易保険加入情報 1 1 ○

5 加入有無 X 1 ○ 有無 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（郵便局）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

70/73



データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 生命保険情報 1 1 ※生命保険会社の場合 ○

2 生命保険_契約詳細情
報

N 200 1 N ○

3 生命保険解約金額情報 N 200 1 N ○

4 保険料情報（生命保険） 1 1 ※生命保険会社の場合 ○

5 契約者氏名 氏名情報 1 1 ○

6 証券番号 N 20 1 1 ○

7 保険種類 N 50 ○ 1 1 ○

8 保険期間（開始） 日付情報 1 1 ○

9 保険期間（終了） 日付情報 1 1 ○

10 保険料 S9 13 1 1 ○

11 配当金 S9 13 1 1 ○

12 保険額 S9 13 1 1 ○

13 払込方法 X 1 ○ 1 1 ○

14 契約日 日付情報 1 1 ○

15 年間保険料 S9 13 1 N ○

16 年間配当金 S9 13 1 N ○

17 申告額 S9 13 1 1 ○

18 保険料情報（損害保険） 1 1 ※損害保険会社の場合 ○

19 契約者氏名 氏名情報 1 1 ○

20 証券番号 N 20 1 1 ○

21 保険種類 N 50 ○ 1 1 ○

22 保険期間（開始） 日付情報 1 1 ○

23 保険期間（終了） 日付情報 1 1 ○

24 保険料 S9 13 1 1 ○

25 配当金 S9 13 1 1 ○

26 保険額 S9 13 1 1 ○

27 払込方法 X 1 ○ 1 1 ○

28 契約日 日付情報 1 1 ○

29 年間保険料 S9 13 1 N ○

30 年間配当金 S9 13 1 N ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（保険会社（生命保険・損害保険））

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（保険会社（生命保険・損害保険））

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明

31 申告額 S9 13 1 1 ○
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データ一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－２

CD コード名 最小 最大 №1 №2 №3 №4 №5 №6 №7 №8
1 給与所得情報 1 1 ○

2 対象年分 X 4 1 1 ○

3 種別 X 1 ○ 1 1 ○

4 支払金額 S9 13 1 1 ○

5 給与所得控除後の金額 S9 13 1 1 ○

6 所得控除の額の合計額 S9 13 1 1 ○

7 支払者名称 N 50 1 1 ○

ユースケース別使用項目

データ一覧 業務：―（雇用主）

№ 情報名 データ型 桁数
コード 出現回数

項目説明
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別紙 6.2-2-3 連携形態と照会キーの一覧 

 
 
 
 
 

 

 



 



連携形態と照会キーの一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－３

ﾕﾆｯﾄ№ 業務/業務ﾕﾆｯﾄ名
1 ― （住基ネット） 本人確認情報 照会 ・対象者（世帯主もしくは世帯員のいずれか本人のみ）を特

定する番号
2 1 住民基本台帳 住民票情報 照会 ・対象者（世帯主を含む世帯員）を特定する番号
3 固定資産情報 照会 ・対象者（固定資産の所有者）を特定する番号
4 申告内容（固定資産税） 照会 ・対象者（固定資産の所有者）を特定する番号

・相当年度
5 税（賦課）情報（固定資産税） 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号

・相当年度
6 納付情報（固定資産税） 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号

・相当年度
7 価格通知情報（市から県への連絡） 連絡 ―
8 所得課税証明書情報 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号

・相当年度
9 申告内容（個人住民税） 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号

・相当年度
10 税（賦課）情報（個人住民税） 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号

・相当年度
11 納付情報（個人住民税） 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号

・相当年度
12 軽自動車車両情報 照会 ・対象者（所有者、使用者）を特定する番号

・相当年度
13 申告内容（軽自動車税） 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号

・相当年度
14 税（賦課）情報（軽自動車税） 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号

・相当年度
15 納付情報（軽自動車税） 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号

・相当年度
16 国民健康保険情報 照会 ・対象者を特定する番号
17 保険料情報（国民健康保険） 照会 ・対象者を特定する番号
18 医療費情報（国民健康保険） 照会 ・対象者を特定する番号
19 手帳情報 照会 ・対象者を特定する番号
20 障害者情報（身体障害者） 照会 ・対象者を特定する番号
21 障害者情報（知的障害者） 照会 ・対象者を特定する番号
22 障害者情報（精神障害者） 照会 ・対象者を特定する番号
23 特別児童扶養手当受給情報 照会 ・対象者を特定する番号
24 後期高齢者医療保険加入情報 照会 ・対象者を特定する番号
25 保険料情報（後期高齢者医療） 照会 ・対象者を特定する番号
26 医療費情報（後期高齢者医療） 照会 ・対象者を特定する番号
27 介護保険加入情報 照会 ・対象者を特定する番号
28 介護保険高額給付情報 照会 ・対象者を特定する番号
29 介護保険賦課情報 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号

・相当年度
30 16 生活保護 生活保護受給情報 照会 ・対象者を特定する番号
31 健診情報（児童） 照会 ・対象者を特定する番号
32 健診情報（妊婦） 照会 ・対象者を特定する番号
33 健診情報 照会 ・対象者を特定する番号
34 予防接種歴情報 照会 ・対象者を特定する番号
35 母子健康手帳情報 照会 ・対象者を特定する番号
36 21 戸籍 戸籍情報 照会 ・対象者（筆頭者を含む戸籍の構成員）を特定する番号
37 22 子ども手当 子ども手当受給情報 照会 ・対象者を特定する番号
38 ― 児童扶養手当 児童扶養手当受給情報 照会 ・対象者を特定する番号
39 ― 避難者の所在地情報 連絡 ―
40 ― 被災状況 照会 ・対象者を特定する番号
41 ― り災証明書の申請 連絡 ―
42 ― 義援金の申請 連絡 ―
43 ― 個人住民税の減免申請 連絡 ―
44 ― 国民健康保険証の再発行申請 連絡 ―
45 ― 国民健康保険料の免除申請 連絡 ―
46 ― 後期高齢者医療証の再発行申請 連絡 ―
47 ― 後期高齢者医療保険料の免除申請 連絡 ―
48 ― 受給者証の再発行申請 連絡 ―
49 ― 介護保険証の再発行申請 連絡 ―
50 ― 介護保険料の減免申請 連絡 ―
51 ― 生活保護 保護決定情報 連絡 ―
52 ― 申告内容（自動車税） 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号
53 ― 税（賦課）情報（自動車税） 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号

・相当年度
54 ― 納付情報（自動車税） 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号

・相当年度
55 ― 小児慢性特定疾患 小児慢性特定疾患結果情報 連絡 ―
56 ― 不動産取得税 価格通知情報（県から市への連絡） 連絡 ―

連携形態 連携形態が照会の場合に照会のキーとなる情報

固定資産税

国民健康保険10

軽自動車税8

項番
業務

連携情報

個人住民税

5

6

12 障害者福祉

後期高齢者医療13

14 介護保険

健康管理19

被災者支援

自動車税
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連携形態と照会キーの一覧（課題ア～エ反映版） 別紙６．２－２－３

ﾕﾆｯﾄ№ 業務/業務ﾕﾆｯﾄ名
連携形態 連携形態が照会の場合に照会のキーとなる情報項番

業務
連携情報

57 ― 所得税額情報 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号
・相当年度

58 ― 申告内容（所得税） 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号
・相当年度

59 ― 税（賦課）情報（所得税） 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号
・相当年度

60 ― 納付情報（所得税） 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号
・相当年度

61 ― 年末調整情報 照会 ・対象者（納税義務者）を特定する番号
・相当年度

62 ― 土地家屋異動通知情報 連絡 ―
63 ― 登記簿閲覧情報 照会 ・対象物件を特定する情報（所在地、地番、家屋番号）
64 ― （公共職業安定所） 雇用保険受給情報 照会 ・対象者を特定する番号
65 ― （運輸支局） 自動車車両情報 照会 ・対象者（所有者、使用者）を特定する番号
66 ― （労働基準監督署） 労災受給情報 照会 ・対象者を特定する番号
67 ― 特別障害者給付金受給情報 照会 ・対象者を特定する番号
68 ― 年金受給情報 照会 ・対象者を特定する番号
69 ― 保険料情報（年金） 照会 ・対象者を特定する番号
70 ― 年金加入期間確認通知書 照会 ・対象者を特定する番号
71 ― 医療保険情報 照会 ・対象者を特定する番号
72 ― 保険料情報（健康保険） 照会 ・対象者を特定する番号
73 ― 医療費情報（健康保険） 照会 ・対象者を特定する番号
74 ― 診断書等 照会 ・対象者を特定する番号
75 ― 医療要否意見書 照会 ・対象者を特定する番号
76 ― 検診書 照会 ・対象者を特定する番号
77 ― 医療意見書 照会 ・対象者を特定する番号
78 ― 病歴・処方薬履歴等の情報 照会 ・対象者を特定する番号
79 ― 口座有無情報 照会 ・口座を特定する情報
80 ― 借入金の年末残高等証明書（住宅ローン） 照会 ・対象者を特定する番号
81 ― 銀行預金額 照会 ・対象者を特定する番号
82 ― 郵便貯金額 照会 ・対象者を特定する番号
83 ― 簡易保険加入情報 照会 ・対象者を特定する番号
84 ― 生命保険情報 照会 ・対象者を特定する番号
85 ― 保険料情報（生命保険） 照会 ・対象者を特定する番号
86 ― 保険料情報（損害保険） 照会 ・対象者を特定する番号
87 ― （雇用主） 給与所得情報 照会 ・対象者を特定する番号

（保険会社）

（税務署）

（法務局）

（年金保険者）

（医療保険者）

（医療機関）

（金融機関）

（郵便局）
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別紙 6.3-1 別表第二の整理（事務による整理） 
 
 
 
 
 

 

 



 



別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

情報番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
厚生労働
大臣又は
都道府県
知事等

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長

・厚生労
働大臣
・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

住民票関
係情報

地方税関
係情報

子どもの
ための手
当関係情

報

介護保険
給付関係
情報

生活保護
関係情報

児童扶養
手当関係
情報

中国残留
邦人等支
援給付関
係情報

障害者関
係情報

特別児童
扶養手当
関係情報

52ケース 53ケース 3ケース 17ケース 1ケース 1ケース 1ケース 3ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 2ケース 1ケース 20ケース 8ケース 6ケース 3ケース 1ケース 9ケース 3ケース 2ケース 2ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 2ケース
1 1 1 健康保険法第五条第二項の規定

により厚生労働大臣が行うことと
された健康保険に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 医療保険者（医療保険各法（健
康保険法、船員保険法、私立
学校教職員共済法、国家公務
員共済組合法、国民健康保険
法又は地方公務員等共済組合
法をいう。以下同じ。）により医
療に関する給付の支給を行う
全国健康保険協会、健康保険
組合、日本私立学校振興・共
済事業団、共済組合、市町村
長又は国民健康保険組合をい
う。以下同じ。）又は後期高齢
者医療広域連合

○ × ○ 医療保険各法又は高齢者の医療
の確保に関する法律による医療に
関する給付の支給又は保険料の徴
収に関する情報（以下「医療保険給
付関係情報」という。）であって主務
省令で定めるもの

2 1 2 健康保険法第五条第二項の規定
により厚生労働大臣が行うことと
された健康保険に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 地方税法その他の地方税に関する
法律に基づく条例の規定により算
定した税額若しくはその算定の基
礎となる事項に関する情報（以下
「地方税関係情報」という。）、住民
基本台帳法第七条第四号に規定
する事項（以下「住民票関係情報」
という。）又は介護保険法による保
険給付の支給若しくは保険料の徴
収に関する情報（以下「介護保険給
付関係情報」という。）であって主務
省令で定めるもの

○ ○ ○

3 1 3 健康保険法第五条第二項の規定
により厚生労働大臣が行うことと
された健康保険に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年
金機構又は共済組合等（日本
私立学校振興・共済事業団、
国家公務員共済組合連合会、
地方公務員共済組合又は全国
市町村職員共済組合連合会を
いう。以下同じ。）

× × × 国民年金法又は被用者年金各法
（私立学校教職員共済法、厚生年
金保険法、国家公務員共済組合法
又は地方公務員等共済組合法をい
う。以下同じ。）による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関
する情報（以下「年金給付関係情
報」という。）であって主務省令で定
めるもの

4 2 1 健康保険法による保険給付の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

× 全国健康保険協
会

― × × × ― 医療保険者又は後期高齢者医
療広域連合

○ × ○ 医療保険給付関係情報であって主
務省令で定めるもの

5 2 2 健康保険法による保険給付の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

× 全国健康保険協
会

― × × × ― 健康保険法第五十五条又は第
百二十八条に規定する他の法
令による給付の支給を行うこと
とされている者

○ △ ○ 健康保険法第五十五条又は第百
二十八条に規定する他の法令によ
る給付の支給に関する情報であっ
て主務省令で定めるもの

6 2 3 健康保険法による保険給付の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

× 全国健康保険協
会

― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報、住民票関係情報
又は介護保険給付関係情報であっ
て主務省令で定めるもの

○ ○ ○

7 2 4 健康保険法による保険給付の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

× 全国健康保険協
会

― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年
金機構又は共済組合等

× × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの

8 3 1 健康保険法による保険給付の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

× 健康保険組合 ― × × × ― 医療保険者又は後期高齢者医
療広域連合

○ × ○ 医療保険給付関係情報であって主
務省令で定めるもの

9 3 2 健康保険法による保険給付の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

× 健康保険組合 ― × × × ― 健康保険法第五十五条に規定
する他の法令による給付の支
給を行うこととされている者

○ △ ○ 健康保険法第五十五条に規定する
他の法令による給付の支給に関す
る情報であって主務省令で定める
もの

10 3 3 健康保険法による保険給付の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

× 健康保険組合 ― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報、住民票関係情報
又は介護保険給付関係情報であっ
て主務省令で定めるもの

○ ○ ○

11 3 4 健康保険法による保険給付の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

× 健康保険組合 ― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年
金機構又は共済組合等

× × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの

12 4 1 船員保険法第四条第二項の規定
により厚生労働大臣が行うことと
された船員保険に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 医療保険者又は後期高齢者医
療広域連合

○ × ○ 医療保険給付関係情報であって主
務省令で定めるもの

13 4 2 船員保険法第四条第二項の規定
により厚生労働大臣が行うことと
された船員保険に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報、住民票関係情報
又は介護保険給付関係情報であっ
て主務省令で定めるもの

○ ○ ○

個人情報

別表上の記載 補足

情報照会者

業務
（業務ユニット、《ユ

ニット外》）

備考補足別表上の記載

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

子どもの
ための手
当の支給
に関する
法律によ
る子ども
のための
手当の支
給に関す
る情報

生活保護
法による
保護の実
施に関す
る情報

児童扶養
手当法に
よる児童
扶養手当
の支給に
関する情

報

住民基本
台帳法第
七条第四
号に規定
する事項

地方税法
その他の
地方税に
関する法
律に基づ
く条例の
規定によ
り算定し
た税額若
しくはそ
の算定の
基礎とな
る事項に
関する情

報

市町村長 都道府県
知事又は
保健所を
設置する
市の長

都道府県知事又は
広島市長若しくは長

崎市長

都道府県知事等 都道府県知事 厚生労働
大臣又は
都道府県

知事

文部科学
大臣、都
道府県知
事又は都
道府県教
育委員会

文部科学
大臣又は
都道府県
教育委員

会

№ 項
番

枝
番

事務 情報提供者

別表上の記載

自
治
体
の
関
連 自治体に

該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該
当）

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

自治体に
該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該

当）

介護保険
法による
保険給付
の支給若
しくは保
険料の徴
収に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる介護
手当の支
給に関す
る情報

国民健康
保険法第
七十六条
の四にお
いて準用
する介護
保険法第
百三十六
条第一項
（同法第
百四十条
第三項に
おいて準
用する場
合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
百十条に
おいて準
用する介
護保険法
第百三十
六条第一
項（同法
第百四十
条第三項
において
準用する
場合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

介護保険
法第百三
十六条第
一項（同
法第百四
十条第三
項におい
て準用す
る場合を
含む。）、
第百三十
八条第一
項又は第
百四十一
条第一項
の規定に
より通知
すること
とされて
いる事項
に関する
情報

障害者自
立支援法
による自
立支援給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
による療
養介護若
しくは施
設入所支
援に関す
る情報

児童福祉
法による
障害児通
所支援に
関する情

報

国民年金
法第八十
九条第三
号の施設
に入所す
る者に関
する情報

母子保健
法による
養育医療
の給付又
は養育医
療に要す
る費用の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる手当
等の支給
に関する
情報

母子及び
寡婦福祉
法による
母子家庭
自立支援
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法による
母子生活
支援施設
における
保護の実
施に関す
る情報

中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

身体障害
者福祉法
による身
体障害者
手帳、精
神保健及
び精神障
害者福祉
に関する
法律によ
る精神障
害者保健
福祉手帳
若しくは
知的障害
者福祉法
にいう知
的障害者
に関する
情報

中国残留
邦人等の
円滑な帰
国の促進
及び永住
帰国後の
自立の支
援に関す
る法律に
よる永住
帰国旅
費、自立
支度金、
一時金、
一時帰国
旅費又は
中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

公立高等
学校に係
る授業料
の不徴収
及び高等
学校等就
学支援金
の支給に
関する法
律による
就学支援
金の支給
に関する
情報

特別支援
学校への
就学奨励
に関する
法律によ
る特別支
援学校へ
の就学の
ために必
要な経費
の支弁に
関する情

報

母子及び
寡婦福祉
法による
資金の貸
付けに関
する情報

災害救助
法による
救助若し
くは扶助
金の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
療育の給
付若しく
は障害児
入所給付
費の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援若
しくは措
置（同法
第二十七
条第一項
第三号の
措置をい
う。）に関
する情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援、
措置（同
法第二十
七条第一
項第三号
若しくは
第二項又
は第二十
七条の二
第一項の
措置をい
う。）若し
くは日常
生活上の
援助及び
生活指導
並びに就
業の支援
の実施に
関する情

報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律によ
る特別児
童扶養手
当の支給
に関する
情報
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

1 1 1 健康保険法第五条第二項の規定
により厚生労働大臣が行うことと
された健康保険に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

2 1 2 健康保険法第五条第二項の規定
により厚生労働大臣が行うことと
された健康保険に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

3 1 3 健康保険法第五条第二項の規定
により厚生労働大臣が行うことと
された健康保険に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

4 2 1 健康保険法による保険給付の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

5 2 2 健康保険法による保険給付の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

6 2 3 健康保険法による保険給付の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

7 2 4 健康保険法による保険給付の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

8 3 1 健康保険法による保険給付の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

9 3 2 健康保険法による保険給付の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

10 3 3 健康保険法による保険給付の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

11 3 4 健康保険法による保険給付の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

12 4 1 船員保険法第四条第二項の規定
により厚生労働大臣が行うことと
された船員保険に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

13 4 2 船員保険法第四条第二項の規定
により厚生労働大臣が行うことと
された船員保険に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

№ 項
番

枝
番

事務

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 68 69 70 71 72 73
公的年金
給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

医療に関
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

障害を有
する者に
ついて支
給される
手当を支
給するこ
ととされ
ている者

給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

年金であ
る給付の
支給を行
うこととさ
れている

者

障害を支
給事由と
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・市町村
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・厚生労
働大臣

・国の各
種機関
・その他
各種機関

医療保険
給付関係
情報

失業等給
付関係情

報

職業訓練
受講給付
金関係情

報

労働者災
害補償関
係情報

石綿健康
被害救済
給付等関
係情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
関係情報

地方公
務員災
害補償
関係情

報

2ケース 16ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 4ケース 1ケース 15ケース 1ケース 1ケース 4ケース 8ケース 3ケース 3ケース 3ケース 2ケース 23ケース7ケース 5ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 7ケース 2ケース 2ケース 3ケース 1ケース
○

○

○

○ ○

○

○

○

○

○

全国健
康保険
協会

国民年
金基金
連合会

特定障
害者に
対する
特別障
害給付
金の支
給に関
する法
律によ
る特別
障害給
付金の
支給に
関する
情報

社会福
祉法に
よる生
計困難
者に対
して無
利子又
は低利
で資金
を融通
する事
業の実
施に関
する情
報

独立行
政法人
農業者
年金基
金法に
よる農
業者年
金の被
保険者
に関す
る情報

船員保
険法に
よる保
険給付
の支給
に関す
る情報

国民年
金基金
の加入
員に関
する情
報

医療保険
者又は後
期高齢者
医療広域
連合

後期高齢
者医療広
域連合

石綿によ
る健康被
害の救済
に関する
法律によ
る特別遺
族給付金
の支給に
関する情

報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
援護に関
する情報

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

地方公
務員災
害補償
基金

社会福
祉協議

会

独立行
政法人
農業者
年金基

金

地方公
務員災
害補償
法によ
る公務
上の災
害又は
通勤に
よる災
害に対
する補
償に関
する情
報

64

年金給付関係情報

厚生労働大臣 厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構又は
共済組
合等

厚生年金保険制
度及び農林漁業
団体職員共済組
合制度の統合を
図るための農林
漁業団体職員共
済組合法等を廃
止する等の法律
による年金であ
る給付の支給に
関する情報

職業訓練
の実施等
による特
定求職者
の就職の
支援に関
する法律
による職
業訓練受
講給付金
の支給に
関する情

報

労働者災
害補償保
険法によ
る給付の
支給に関
する情報

国民年金法又は被用者年金各法による
年金である給付の支給又は保険料の徴

収に関する情報

国民年
金法に
よる障
害基礎
年金の
支給に
関する
情報

国民年
金法に
よる年
金であ
る給付
の支給
に関す
る情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
年金であ
る給付の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる一般
疾病医療
費の支給
に関する
情報

雇用保険
法第三十
七条第八
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

船員保険
法第三十
三条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

介護保険
法第二十
条に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

精神保健
及び精神
障害者福
祉に関す
る法律第
三十条の
二に規定
する他の
法律によ
る医療に
関する給
付の支給
に関する
情報

67
給付の支給を行うこととされている者 医療に関する給付の支給を行

うこととされている者
厚生労
働大臣
又は日
本年金
機構

共済組
合等

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組
合

厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

厚生労働大臣又
は日本年金機構

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組

合

都道府県
教育委員
会又は市
町村教育
委員会

雇用保険
法による
教育訓練
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法第二十
一条の五
の三十に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

児童福祉
法第二十
四条の二
十二に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

地方公務
員等共済
組合法第
六十二条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

国家公務
員共済組
合法第六
十条第一
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

私立学校
教職員共
済法第二
十五条に
おいて準
用する国
家公務員
共済組合
法第六十
条第一項
に規定す
る他の法
令による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法その
他の法令
による医
療に関す
る給付の
支給に関
する情報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律その
他の法令
による障
害を有す
る者に対
する手当
の支給に
関する情

報

感染症の
予防及び
感染症の
患者に対
する医療
に関する
法律第三
十九条第
一項に規
定する他
の法律に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律第
十八条第
一項ただ
し書に規
定する他
の法令に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

児童扶養
手当法第
三条第二
項に規定
する公的
年金給付
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
基本手当
若しくは
高年齢雇
用継続基
本給付金
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法又は
高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる医療
に関する
給付の支
給又は保
険料の徴
収に関す
る情報

学校保健
安全法に
よる医療
に要する
費用につ
いての援
助に関す
る情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる保険
料の徴収
に関する
情報

国民健康
保険法第
五十六条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

健康保険
法第五十
五条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる年金
である給
付の支給
に関する
情報

昭和六十
年法律第
三十四号
附則第九
十七条第
二項にお
いて準用
する特別
児童扶養
手当等の
支給に関
する法律
第十七条
第一号の
障害を支
給事由と
する給付
の支給に
関する情

報

健康保険
法第百二
十八条に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
五十七条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
第七条に
規定する
他の法令
により行
われる給
付の支給
に関する
情報

2/40



別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

情報番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
厚生労働
大臣又は
都道府県
知事等

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長

・厚生労
働大臣
・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

住民票関
係情報

地方税関
係情報

子どもの
ための手
当関係情

報

介護保険
給付関係
情報

生活保護
関係情報

児童扶養
手当関係
情報

中国残留
邦人等支
援給付関
係情報

障害者関
係情報

特別児童
扶養手当
関係情報

52ケース 53ケース 3ケース 17ケース 1ケース 1ケース 1ケース 3ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 2ケース 1ケース 20ケース 8ケース 6ケース 3ケース 1ケース 9ケース 3ケース 2ケース 2ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 2ケース

個人情報

別表上の記載 補足

情報照会者

業務
（業務ユニット、《ユ

ニット外》）

備考補足別表上の記載

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

子どもの
ための手
当の支給
に関する
法律によ
る子ども
のための
手当の支
給に関す
る情報

生活保護
法による
保護の実
施に関す
る情報

児童扶養
手当法に
よる児童
扶養手当
の支給に
関する情

報

住民基本
台帳法第
七条第四
号に規定
する事項

地方税法
その他の
地方税に
関する法
律に基づ
く条例の
規定によ
り算定し
た税額若
しくはそ
の算定の
基礎とな
る事項に
関する情

報

市町村長 都道府県
知事又は
保健所を
設置する
市の長

都道府県知事又は
広島市長若しくは長

崎市長

都道府県知事等 都道府県知事 厚生労働
大臣又は
都道府県

知事

文部科学
大臣、都
道府県知
事又は都
道府県教
育委員会

文部科学
大臣又は
都道府県
教育委員

会

№ 項
番

枝
番

事務 情報提供者

別表上の記載

自
治
体
の
関
連 自治体に

該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該
当）

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

自治体に
該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該

当）

介護保険
法による
保険給付
の支給若
しくは保
険料の徴
収に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる介護
手当の支
給に関す
る情報

国民健康
保険法第
七十六条
の四にお
いて準用
する介護
保険法第
百三十六
条第一項
（同法第
百四十条
第三項に
おいて準
用する場
合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
百十条に
おいて準
用する介
護保険法
第百三十
六条第一
項（同法
第百四十
条第三項
において
準用する
場合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

介護保険
法第百三
十六条第
一項（同
法第百四
十条第三
項におい
て準用す
る場合を
含む。）、
第百三十
八条第一
項又は第
百四十一
条第一項
の規定に
より通知
すること
とされて
いる事項
に関する
情報

障害者自
立支援法
による自
立支援給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
による療
養介護若
しくは施
設入所支
援に関す
る情報

児童福祉
法による
障害児通
所支援に
関する情

報

国民年金
法第八十
九条第三
号の施設
に入所す
る者に関
する情報

母子保健
法による
養育医療
の給付又
は養育医
療に要す
る費用の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる手当
等の支給
に関する
情報

母子及び
寡婦福祉
法による
母子家庭
自立支援
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法による
母子生活
支援施設
における
保護の実
施に関す
る情報

中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

身体障害
者福祉法
による身
体障害者
手帳、精
神保健及
び精神障
害者福祉
に関する
法律によ
る精神障
害者保健
福祉手帳
若しくは
知的障害
者福祉法
にいう知
的障害者
に関する
情報

中国残留
邦人等の
円滑な帰
国の促進
及び永住
帰国後の
自立の支
援に関す
る法律に
よる永住
帰国旅
費、自立
支度金、
一時金、
一時帰国
旅費又は
中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

公立高等
学校に係
る授業料
の不徴収
及び高等
学校等就
学支援金
の支給に
関する法
律による
就学支援
金の支給
に関する
情報

特別支援
学校への
就学奨励
に関する
法律によ
る特別支
援学校へ
の就学の
ために必
要な経費
の支弁に
関する情

報

母子及び
寡婦福祉
法による
資金の貸
付けに関
する情報

災害救助
法による
救助若し
くは扶助
金の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
療育の給
付若しく
は障害児
入所給付
費の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援若
しくは措
置（同法
第二十七
条第一項
第三号の
措置をい
う。）に関
する情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援、
措置（同
法第二十
七条第一
項第三号
若しくは
第二項又
は第二十
七条の二
第一項の
措置をい
う。）若し
くは日常
生活上の
援助及び
生活指導
並びに就
業の支援
の実施に
関する情

報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律によ
る特別児
童扶養手
当の支給
に関する
情報

14 4 3 船員保険法第四条第二項の規定
により厚生労働大臣が行うことと
された船員保険に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年
金機構又は共済組合等

× × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの

15 5 1 船員保険法による保険給付の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

× 全国健康保険協
会

― × × × ― 医療保険者又は後期高齢者医
療広域連合

○ × ○ 医療保険給付関係情報であって主
務省令で定めるもの

16 5 2 船員保険法による保険給付の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

× 全国健康保険協
会

― × × × ― 船員保険法第三十三条に規定
する他の法令による給付の支
給を行うこととされている者

○ △ ○ 船員保険法第三十三条に規定する
他の法令による給付の支給に関す
る情報であって主務省令で定める
もの

17 5 3 船員保険法による保険給付の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

× 全国健康保険協
会

― × × × ― 厚生労働大臣 × × × 労働者災害補償保険法による給付
の支給に関する情報（以下「労働者
災害補償関係情報」という。）であっ
て主務省令で定めるもの

18 6 1 船員保険法による保険給付又は
平成十九年法律第三十号附則第
三十九条の規定によりなお従前
の例によるものとされた平成十九
年法律第三十号第四条の規定に
よる改正前の船員保険法による
保険給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

× 全国健康保険協
会

― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報、住民票関係情報
又は介護保険給付関係情報であっ
て主務省令で定めるもの

○ ○ ○

19 6 2 船員保険法による保険給付又は
平成十九年法律第三十号附則第
三十九条の規定によりなお従前
の例によるものとされた平成十九
年法律第三十号第四条の規定に
よる改正前の船員保険法による
保険給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

× 全国健康保険協
会

― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年
金機構又は共済組合等

× × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの

20 7 1 労働者災害補償保険法による保
険給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 国民年金法その他の法令によ
る年金である給付の支給を行う
こととされている者

× × × 国民年金法その他の法令による年
金である給付の支給に関する情報
であって主務省令で定めるもの

21 8 1 児童福祉法による里親の認定、
養育里親の登録又は障害児入所
給付費、高額障害児入所給付費
若しくは特定入所障害児食費等
給付費の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

○ 都道府県知事 ・都道府県知
事
・指定都市の
長

○ ○ △ 《里親認定》
《障害児入所支援》

地方自治法施
行令　第8章
（指定都市）第
174条の26、
（中核市）第174
条の49の2に事
務の実施者の
規定あり

市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報又は住民票関係
情報であって主務省令で定めるも
の

○ ○

22 9 1 児童福祉法による障害児通所給
付費、特例障害児通所給付費若
しくは高額障害児通所給付費の
支給又は障害福祉サービスの提
供に関する事務であって主務省
令で定めるもの

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《障害児通所支援》 都道府県知事等 ○ ○ △ 生活保護法による保護の実施に関
する情報（以下「生活保護関係情
報」という。）又は中国残留邦人等
支援給付の支給に関する情報（以
下「中国残留邦人等支援給付関係
情報」という。）であって主務省令で
定めるもの

○ ○

23 10 1 児童福祉法による障害児通所給
付費、特例障害児通所給付費、
高額障害児通所給付費、障害児
相談支援給付費若しくは特例障
害児相談支援給付費の支給又は
障害福祉サービスの提供に関す
る事務であって主務省令で定め
るもの

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《障害児通所支援》 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報又は住民票関係
情報であって主務省令で定めるも
の

○ ○

24 11 1 児童福祉法による肢体不自由児
通所医療費の支給に関する事務
であって主務省令で定めるもの

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《障害児通所支援》 児童福祉法第二十一条の五の
三十に規定する他の法令によ
る給付の支給を行うこととされ
ている者

○ ○ ○ 児童福祉法第二十一条の五の三
十に規定する他の法令による給付
の支給に関する情報であって主務
省令で定めるもの

25 12 1 児童福祉法による保育所におけ
る保育の実施に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《保育》 都道府県知事等 ○ ○ △ 児童扶養手当法による児童扶養手
当の支給に関する情報（以下「児童
扶養手当関係情報」という。）であっ
て主務省令で定めるもの

○
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

№ 項
番

枝
番

事務

14 4 3 船員保険法第四条第二項の規定
により厚生労働大臣が行うことと
された船員保険に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

15 5 1 船員保険法による保険給付の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

16 5 2 船員保険法による保険給付の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

17 5 3 船員保険法による保険給付の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

18 6 1 船員保険法による保険給付又は
平成十九年法律第三十号附則第
三十九条の規定によりなお従前
の例によるものとされた平成十九
年法律第三十号第四条の規定に
よる改正前の船員保険法による
保険給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

19 6 2 船員保険法による保険給付又は
平成十九年法律第三十号附則第
三十九条の規定によりなお従前
の例によるものとされた平成十九
年法律第三十号第四条の規定に
よる改正前の船員保険法による
保険給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

20 7 1 労働者災害補償保険法による保
険給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

21 8 1 児童福祉法による里親の認定、
養育里親の登録又は障害児入所
給付費、高額障害児入所給付費
若しくは特定入所障害児食費等
給付費の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

22 9 1 児童福祉法による障害児通所給
付費、特例障害児通所給付費若
しくは高額障害児通所給付費の
支給又は障害福祉サービスの提
供に関する事務であって主務省
令で定めるもの

23 10 1 児童福祉法による障害児通所給
付費、特例障害児通所給付費、
高額障害児通所給付費、障害児
相談支援給付費若しくは特例障
害児相談支援給付費の支給又は
障害福祉サービスの提供に関す
る事務であって主務省令で定め
るもの

24 11 1 児童福祉法による肢体不自由児
通所医療費の支給に関する事務
であって主務省令で定めるもの

25 12 1 児童福祉法による保育所におけ
る保育の実施に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 68 69 70 71 72 73
公的年金
給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

医療に関
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

障害を有
する者に
ついて支
給される
手当を支
給するこ
ととされ
ている者

給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

年金であ
る給付の
支給を行
うこととさ
れている

者

障害を支
給事由と
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・市町村
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・厚生労
働大臣

・国の各
種機関
・その他
各種機関

医療保険
給付関係
情報

失業等給
付関係情

報

職業訓練
受講給付
金関係情

報

労働者災
害補償関
係情報

石綿健康
被害救済
給付等関
係情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
関係情報

地方公
務員災
害補償
関係情

報

2ケース 16ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 4ケース 1ケース 15ケース 1ケース 1ケース 4ケース 8ケース 3ケース 3ケース 3ケース 2ケース 23ケース7ケース 5ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 7ケース 2ケース 2ケース 3ケース 1ケース

全国健
康保険
協会

国民年
金基金
連合会

特定障
害者に
対する
特別障
害給付
金の支
給に関
する法
律によ
る特別
障害給
付金の
支給に
関する
情報

社会福
祉法に
よる生
計困難
者に対
して無
利子又
は低利
で資金
を融通
する事
業の実
施に関
する情
報

独立行
政法人
農業者
年金基
金法に
よる農
業者年
金の被
保険者
に関す
る情報

船員保
険法に
よる保
険給付
の支給
に関す
る情報

国民年
金基金
の加入
員に関
する情
報

医療保険
者又は後
期高齢者
医療広域
連合

後期高齢
者医療広
域連合

石綿によ
る健康被
害の救済
に関する
法律によ
る特別遺
族給付金
の支給に
関する情

報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
援護に関
する情報

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

地方公
務員災
害補償
基金

社会福
祉協議

会

独立行
政法人
農業者
年金基

金

地方公
務員災
害補償
法によ
る公務
上の災
害又は
通勤に
よる災
害に対
する補
償に関
する情
報

64

年金給付関係情報

厚生労働大臣 厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構又は
共済組
合等

厚生年金保険制
度及び農林漁業
団体職員共済組
合制度の統合を
図るための農林
漁業団体職員共
済組合法等を廃
止する等の法律
による年金であ
る給付の支給に
関する情報

職業訓練
の実施等
による特
定求職者
の就職の
支援に関
する法律
による職
業訓練受
講給付金
の支給に
関する情

報

労働者災
害補償保
険法によ
る給付の
支給に関
する情報

国民年金法又は被用者年金各法による
年金である給付の支給又は保険料の徴

収に関する情報

国民年
金法に
よる障
害基礎
年金の
支給に
関する
情報

国民年
金法に
よる年
金であ
る給付
の支給
に関す
る情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
年金であ
る給付の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる一般
疾病医療
費の支給
に関する
情報

雇用保険
法第三十
七条第八
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

船員保険
法第三十
三条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

介護保険
法第二十
条に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

精神保健
及び精神
障害者福
祉に関す
る法律第
三十条の
二に規定
する他の
法律によ
る医療に
関する給
付の支給
に関する
情報

67
給付の支給を行うこととされている者 医療に関する給付の支給を行

うこととされている者
厚生労
働大臣
又は日
本年金
機構

共済組
合等

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組
合

厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

厚生労働大臣又
は日本年金機構

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組

合

都道府県
教育委員
会又は市
町村教育
委員会

雇用保険
法による
教育訓練
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法第二十
一条の五
の三十に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

児童福祉
法第二十
四条の二
十二に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

地方公務
員等共済
組合法第
六十二条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

国家公務
員共済組
合法第六
十条第一
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

私立学校
教職員共
済法第二
十五条に
おいて準
用する国
家公務員
共済組合
法第六十
条第一項
に規定す
る他の法
令による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法その
他の法令
による医
療に関す
る給付の
支給に関
する情報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律その
他の法令
による障
害を有す
る者に対
する手当
の支給に
関する情

報

感染症の
予防及び
感染症の
患者に対
する医療
に関する
法律第三
十九条第
一項に規
定する他
の法律に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律第
十八条第
一項ただ
し書に規
定する他
の法令に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

児童扶養
手当法第
三条第二
項に規定
する公的
年金給付
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
基本手当
若しくは
高年齢雇
用継続基
本給付金
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法又は
高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる医療
に関する
給付の支
給又は保
険料の徴
収に関す
る情報

学校保健
安全法に
よる医療
に要する
費用につ
いての援
助に関す
る情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる保険
料の徴収
に関する
情報

国民健康
保険法第
五十六条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

健康保険
法第五十
五条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる年金
である給
付の支給
に関する
情報

昭和六十
年法律第
三十四号
附則第九
十七条第
二項にお
いて準用
する特別
児童扶養
手当等の
支給に関
する法律
第十七条
第一号の
障害を支
給事由と
する給付
の支給に
関する情

報

健康保険
法第百二
十八条に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
五十七条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
第七条に
規定する
他の法令
により行
われる給
付の支給
に関する
情報

○

○

○

○

○

○

○
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

情報番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
厚生労働
大臣又は
都道府県
知事等

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長

・厚生労
働大臣
・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

住民票関
係情報

地方税関
係情報

子どもの
ための手
当関係情

報

介護保険
給付関係
情報

生活保護
関係情報

児童扶養
手当関係
情報

中国残留
邦人等支
援給付関
係情報

障害者関
係情報

特別児童
扶養手当
関係情報

52ケース 53ケース 3ケース 17ケース 1ケース 1ケース 1ケース 3ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 2ケース 1ケース 20ケース 8ケース 6ケース 3ケース 1ケース 9ケース 3ケース 2ケース 2ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 2ケース

個人情報

別表上の記載 補足

情報照会者

業務
（業務ユニット、《ユ

ニット外》）

備考補足別表上の記載

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

子どもの
ための手
当の支給
に関する
法律によ
る子ども
のための
手当の支
給に関す
る情報

生活保護
法による
保護の実
施に関す
る情報

児童扶養
手当法に
よる児童
扶養手当
の支給に
関する情

報

住民基本
台帳法第
七条第四
号に規定
する事項

地方税法
その他の
地方税に
関する法
律に基づ
く条例の
規定によ
り算定し
た税額若
しくはそ
の算定の
基礎とな
る事項に
関する情

報

市町村長 都道府県
知事又は
保健所を
設置する
市の長

都道府県知事又は
広島市長若しくは長

崎市長

都道府県知事等 都道府県知事 厚生労働
大臣又は
都道府県

知事

文部科学
大臣、都
道府県知
事又は都
道府県教
育委員会

文部科学
大臣又は
都道府県
教育委員

会

№ 項
番

枝
番

事務 情報提供者

別表上の記載

自
治
体
の
関
連 自治体に

該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該
当）

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

自治体に
該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該

当）

介護保険
法による
保険給付
の支給若
しくは保
険料の徴
収に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる介護
手当の支
給に関す
る情報

国民健康
保険法第
七十六条
の四にお
いて準用
する介護
保険法第
百三十六
条第一項
（同法第
百四十条
第三項に
おいて準
用する場
合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
百十条に
おいて準
用する介
護保険法
第百三十
六条第一
項（同法
第百四十
条第三項
において
準用する
場合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

介護保険
法第百三
十六条第
一項（同
法第百四
十条第三
項におい
て準用す
る場合を
含む。）、
第百三十
八条第一
項又は第
百四十一
条第一項
の規定に
より通知
すること
とされて
いる事項
に関する
情報

障害者自
立支援法
による自
立支援給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
による療
養介護若
しくは施
設入所支
援に関す
る情報

児童福祉
法による
障害児通
所支援に
関する情

報

国民年金
法第八十
九条第三
号の施設
に入所す
る者に関
する情報

母子保健
法による
養育医療
の給付又
は養育医
療に要す
る費用の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる手当
等の支給
に関する
情報

母子及び
寡婦福祉
法による
母子家庭
自立支援
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法による
母子生活
支援施設
における
保護の実
施に関す
る情報

中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

身体障害
者福祉法
による身
体障害者
手帳、精
神保健及
び精神障
害者福祉
に関する
法律によ
る精神障
害者保健
福祉手帳
若しくは
知的障害
者福祉法
にいう知
的障害者
に関する
情報

中国残留
邦人等の
円滑な帰
国の促進
及び永住
帰国後の
自立の支
援に関す
る法律に
よる永住
帰国旅
費、自立
支度金、
一時金、
一時帰国
旅費又は
中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

公立高等
学校に係
る授業料
の不徴収
及び高等
学校等就
学支援金
の支給に
関する法
律による
就学支援
金の支給
に関する
情報

特別支援
学校への
就学奨励
に関する
法律によ
る特別支
援学校へ
の就学の
ために必
要な経費
の支弁に
関する情

報

母子及び
寡婦福祉
法による
資金の貸
付けに関
する情報

災害救助
法による
救助若し
くは扶助
金の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
療育の給
付若しく
は障害児
入所給付
費の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援若
しくは措
置（同法
第二十七
条第一項
第三号の
措置をい
う。）に関
する情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援、
措置（同
法第二十
七条第一
項第三号
若しくは
第二項又
は第二十
七条の二
第一項の
措置をい
う。）若し
くは日常
生活上の
援助及び
生活指導
並びに就
業の支援
の実施に
関する情

報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律によ
る特別児
童扶養手
当の支給
に関する
情報

26 13 1 児童福祉法による障害児入所給
付費、高額障害児入所給付費若
しくは特定入所障害児食費等給
付費の支給又は費用の支払命令
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

○ 都道府県知事 ・都道府県知
事
・指定都市の
長
・中核市の長

○ ○ △ 《障害児入所支援》
《小児慢性特定疾
患》

地方自治法施
行令　第8章
（指定都市）第
174条の26、
（中核市）第174
条の49の2に事
務の実施者の
規定あり
※中核市は《小
児慢性特定疾
患》のみ実施。

都道府県知事等 ○ ○ △ 生活保護関係情報又は中国残留
邦人等支援給付関係情報であって
主務省令で定めるもの

○ ○

27 14 1 児童福祉法による障害児入所医
療費の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

○ 都道府県知事 ・都道府県知
事
・指定都市の
長

○ ○ △ 《障害児入所支援》 地方自治法施
行令　第8章
（指定都市）第
174条の26、
（中核市）第174
条の49の2に事
務の実施者の
規定あり

児童福祉法第二十四条の二十
二に規定する他の法令による
給付の支給を行うこととされて
いる者

○ ○ ○ 児童福祉法第二十四条の二十二
に規定する他の法令による給付の
支給に関する情報であって主務省
令で定めるもの

28 15 1 児童福祉法による負担能力の認
定又は費用の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

○ 都道府県知事又
は市町村長

― ○ ○ ○ 《保育》《児童福祉》 都道府県知事 ○ ○ ○ 児童福祉法による障害児入所支援
若しくは措置（同法第二十七条第一
項第三号の措置をいう。）に関する
情報又は身体障害者福祉法による
身体障害者手帳、精神保健及び精
神障害者福祉に関する法律による
精神障害者保健福祉手帳若しくは
知的障害者福祉法にいう知的障害
者に関する情報（以下「障害者関係
情報」という。）であって主務省令で
定めるもの

○ ○

29 15 2 児童福祉法による負担能力の認
定又は費用の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

○ 都道府県知事又
は市町村長

― ○ ○ ○ 《保育》《児童福祉》 都道府県知事等 ○ ○ △ 児童福祉法による母子生活支援施
設における保護の実施に関する情
報、生活保護関係情報、児童扶養
手当関係情報又は中国残留邦人
等支援給付関係情報であって主務
省令で定めるもの

○ ○ ○ ○

30 15 3 児童福祉法による負担能力の認
定又は費用の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

○ 都道府県知事又
は市町村長

― ○ ○ ○ 《保育》《児童福祉》 市町村長 ○ × ○ 児童福祉法による障害児通所支援
に関する情報、地方税関係情報、
住民票関係情報又は障害者自立
支援法による自立支援給付の支給
に関する情報であって主務省令で
定めるもの

○ ○ ○ ○

31 15 4 児童福祉法による負担能力の認
定又は費用の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

○ 都道府県知事又
は市町村長

― ○ ○ ○ 《保育》《児童福祉》 厚生労働大臣又は都道府県知
事

○ ○ × 特別児童扶養手当等の支給に関
する法律による特別児童扶養手当
の支給に関する情報（以下「特別児
童扶養手当関係情報」という。）で
あって主務省令で定めるもの

○

32 15 5 児童福祉法による負担能力の認
定又は費用の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

○ 都道府県知事又
は市町村長

― ○ ○ ○ 《保育》《児童福祉》 厚生労働大臣又は日本年金機
構

× × × 国民年金法による障害基礎年金の
支給に関する情報であって主務省
令で定めるもの

33 16 1 児童福祉法による費用の支払命
令に関する事務であって主務省
令で定めるもの

○ 都道府県知事 ・都道府県知
事
・指定都市の
長
・中核市の長

○ ○ △ 《小児慢性特定疾
患》

平成17年2月21
日雇児発第
0221001号通知
（小児慢性特定
疾患治療研究
事業実施要綱）
に事務の実施
者の規定あり

市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報又は住民票関係
情報であって主務省令で定めるも
の

○ ○

34 17 1 予防接種法による給付（同法第
十一条第一項の疾病に係るもの
に限る。）の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《予防接種》 医療保険者その他の法令によ
る医療に関する給付の支給を
行うこととされている者

○ ○ ○ 医療保険各法その他の法令による
医療に関する給付の支給に関する
情報であって主務省令で定めるも
の

35 18 1 予防接種法による給付の支給又
は実費の徴収に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《予防接種》 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報又は住民票関係
情報であって主務省令で定めるも
の

○ ○

36 19 1 予防接種法による給付（同法第
十一条第一項の障害に係るもの
に限る。）の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《予防接種》 特別児童扶養手当等の支給に
関する法律その他の法令によ
る障害を有する者について支
給される手当を支給することと
されている者

○ ○ ○ 特別児童扶養手当等の支給に関
する法律その他の法令による障害
を有する者に対する手当の支給に
関する情報であって主務省令で定
めるもの
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

№ 項
番

枝
番

事務

26 13 1 児童福祉法による障害児入所給
付費、高額障害児入所給付費若
しくは特定入所障害児食費等給
付費の支給又は費用の支払命令
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

27 14 1 児童福祉法による障害児入所医
療費の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

28 15 1 児童福祉法による負担能力の認
定又は費用の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

29 15 2 児童福祉法による負担能力の認
定又は費用の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

30 15 3 児童福祉法による負担能力の認
定又は費用の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

31 15 4 児童福祉法による負担能力の認
定又は費用の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

32 15 5 児童福祉法による負担能力の認
定又は費用の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

33 16 1 児童福祉法による費用の支払命
令に関する事務であって主務省
令で定めるもの

34 17 1 予防接種法による給付（同法第
十一条第一項の疾病に係るもの
に限る。）の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

35 18 1 予防接種法による給付の支給又
は実費の徴収に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

36 19 1 予防接種法による給付（同法第
十一条第一項の障害に係るもの
に限る。）の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 68 69 70 71 72 73
公的年金
給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

医療に関
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

障害を有
する者に
ついて支
給される
手当を支
給するこ
ととされ
ている者

給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

年金であ
る給付の
支給を行
うこととさ
れている

者

障害を支
給事由と
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・市町村
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・厚生労
働大臣

・国の各
種機関
・その他
各種機関

医療保険
給付関係
情報

失業等給
付関係情

報

職業訓練
受講給付
金関係情

報

労働者災
害補償関
係情報

石綿健康
被害救済
給付等関
係情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
関係情報

地方公
務員災
害補償
関係情

報

2ケース 16ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 4ケース 1ケース 15ケース 1ケース 1ケース 4ケース 8ケース 3ケース 3ケース 3ケース 2ケース 23ケース7ケース 5ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 7ケース 2ケース 2ケース 3ケース 1ケース

全国健
康保険
協会

国民年
金基金
連合会

特定障
害者に
対する
特別障
害給付
金の支
給に関
する法
律によ
る特別
障害給
付金の
支給に
関する
情報

社会福
祉法に
よる生
計困難
者に対
して無
利子又
は低利
で資金
を融通
する事
業の実
施に関
する情
報

独立行
政法人
農業者
年金基
金法に
よる農
業者年
金の被
保険者
に関す
る情報

船員保
険法に
よる保
険給付
の支給
に関す
る情報

国民年
金基金
の加入
員に関
する情
報

医療保険
者又は後
期高齢者
医療広域
連合

後期高齢
者医療広
域連合

石綿によ
る健康被
害の救済
に関する
法律によ
る特別遺
族給付金
の支給に
関する情

報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
援護に関
する情報

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

地方公
務員災
害補償
基金

社会福
祉協議

会

独立行
政法人
農業者
年金基

金

地方公
務員災
害補償
法によ
る公務
上の災
害又は
通勤に
よる災
害に対
する補
償に関
する情
報

64

年金給付関係情報

厚生労働大臣 厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構又は
共済組
合等

厚生年金保険制
度及び農林漁業
団体職員共済組
合制度の統合を
図るための農林
漁業団体職員共
済組合法等を廃
止する等の法律
による年金であ
る給付の支給に
関する情報

職業訓練
の実施等
による特
定求職者
の就職の
支援に関
する法律
による職
業訓練受
講給付金
の支給に
関する情

報

労働者災
害補償保
険法によ
る給付の
支給に関
する情報

国民年金法又は被用者年金各法による
年金である給付の支給又は保険料の徴

収に関する情報

国民年
金法に
よる障
害基礎
年金の
支給に
関する
情報

国民年
金法に
よる年
金であ
る給付
の支給
に関す
る情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
年金であ
る給付の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる一般
疾病医療
費の支給
に関する
情報

雇用保険
法第三十
七条第八
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

船員保険
法第三十
三条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

介護保険
法第二十
条に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

精神保健
及び精神
障害者福
祉に関す
る法律第
三十条の
二に規定
する他の
法律によ
る医療に
関する給
付の支給
に関する
情報

67
給付の支給を行うこととされている者 医療に関する給付の支給を行

うこととされている者
厚生労
働大臣
又は日
本年金
機構

共済組
合等

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組
合

厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

厚生労働大臣又
は日本年金機構

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組

合

都道府県
教育委員
会又は市
町村教育
委員会

雇用保険
法による
教育訓練
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法第二十
一条の五
の三十に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

児童福祉
法第二十
四条の二
十二に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

地方公務
員等共済
組合法第
六十二条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

国家公務
員共済組
合法第六
十条第一
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

私立学校
教職員共
済法第二
十五条に
おいて準
用する国
家公務員
共済組合
法第六十
条第一項
に規定す
る他の法
令による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法その
他の法令
による医
療に関す
る給付の
支給に関
する情報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律その
他の法令
による障
害を有す
る者に対
する手当
の支給に
関する情

報

感染症の
予防及び
感染症の
患者に対
する医療
に関する
法律第三
十九条第
一項に規
定する他
の法律に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律第
十八条第
一項ただ
し書に規
定する他
の法令に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

児童扶養
手当法第
三条第二
項に規定
する公的
年金給付
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
基本手当
若しくは
高年齢雇
用継続基
本給付金
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法又は
高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる医療
に関する
給付の支
給又は保
険料の徴
収に関す
る情報

学校保健
安全法に
よる医療
に要する
費用につ
いての援
助に関す
る情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる保険
料の徴収
に関する
情報

国民健康
保険法第
五十六条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

健康保険
法第五十
五条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる年金
である給
付の支給
に関する
情報

昭和六十
年法律第
三十四号
附則第九
十七条第
二項にお
いて準用
する特別
児童扶養
手当等の
支給に関
する法律
第十七条
第一号の
障害を支
給事由と
する給付
の支給に
関する情

報

健康保険
法第百二
十八条に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
五十七条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
第七条に
規定する
他の法令
により行
われる給
付の支給
に関する
情報

○

○

○

○
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

情報番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
厚生労働
大臣又は
都道府県
知事等

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長

・厚生労
働大臣
・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

住民票関
係情報

地方税関
係情報

子どもの
ための手
当関係情

報

介護保険
給付関係
情報

生活保護
関係情報

児童扶養
手当関係
情報

中国残留
邦人等支
援給付関
係情報

障害者関
係情報

特別児童
扶養手当
関係情報

52ケース 53ケース 3ケース 17ケース 1ケース 1ケース 1ケース 3ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 2ケース 1ケース 20ケース 8ケース 6ケース 3ケース 1ケース 9ケース 3ケース 2ケース 2ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 2ケース

個人情報

別表上の記載 補足

情報照会者

業務
（業務ユニット、《ユ

ニット外》）

備考補足別表上の記載

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

子どもの
ための手
当の支給
に関する
法律によ
る子ども
のための
手当の支
給に関す
る情報

生活保護
法による
保護の実
施に関す
る情報

児童扶養
手当法に
よる児童
扶養手当
の支給に
関する情

報

住民基本
台帳法第
七条第四
号に規定
する事項

地方税法
その他の
地方税に
関する法
律に基づ
く条例の
規定によ
り算定し
た税額若
しくはそ
の算定の
基礎とな
る事項に
関する情

報

市町村長 都道府県
知事又は
保健所を
設置する
市の長

都道府県知事又は
広島市長若しくは長

崎市長

都道府県知事等 都道府県知事 厚生労働
大臣又は
都道府県

知事

文部科学
大臣、都
道府県知
事又は都
道府県教
育委員会

文部科学
大臣又は
都道府県
教育委員

会

№ 項
番

枝
番

事務 情報提供者

別表上の記載

自
治
体
の
関
連 自治体に

該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該
当）

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

自治体に
該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該

当）

介護保険
法による
保険給付
の支給若
しくは保
険料の徴
収に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる介護
手当の支
給に関す
る情報

国民健康
保険法第
七十六条
の四にお
いて準用
する介護
保険法第
百三十六
条第一項
（同法第
百四十条
第三項に
おいて準
用する場
合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
百十条に
おいて準
用する介
護保険法
第百三十
六条第一
項（同法
第百四十
条第三項
において
準用する
場合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

介護保険
法第百三
十六条第
一項（同
法第百四
十条第三
項におい
て準用す
る場合を
含む。）、
第百三十
八条第一
項又は第
百四十一
条第一項
の規定に
より通知
すること
とされて
いる事項
に関する
情報

障害者自
立支援法
による自
立支援給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
による療
養介護若
しくは施
設入所支
援に関す
る情報

児童福祉
法による
障害児通
所支援に
関する情

報

国民年金
法第八十
九条第三
号の施設
に入所す
る者に関
する情報

母子保健
法による
養育医療
の給付又
は養育医
療に要す
る費用の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる手当
等の支給
に関する
情報

母子及び
寡婦福祉
法による
母子家庭
自立支援
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法による
母子生活
支援施設
における
保護の実
施に関す
る情報

中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

身体障害
者福祉法
による身
体障害者
手帳、精
神保健及
び精神障
害者福祉
に関する
法律によ
る精神障
害者保健
福祉手帳
若しくは
知的障害
者福祉法
にいう知
的障害者
に関する
情報

中国残留
邦人等の
円滑な帰
国の促進
及び永住
帰国後の
自立の支
援に関す
る法律に
よる永住
帰国旅
費、自立
支度金、
一時金、
一時帰国
旅費又は
中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

公立高等
学校に係
る授業料
の不徴収
及び高等
学校等就
学支援金
の支給に
関する法
律による
就学支援
金の支給
に関する
情報

特別支援
学校への
就学奨励
に関する
法律によ
る特別支
援学校へ
の就学の
ために必
要な経費
の支弁に
関する情

報

母子及び
寡婦福祉
法による
資金の貸
付けに関
する情報

災害救助
法による
救助若し
くは扶助
金の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
療育の給
付若しく
は障害児
入所給付
費の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援若
しくは措
置（同法
第二十七
条第一項
第三号の
措置をい
う。）に関
する情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援、
措置（同
法第二十
七条第一
項第三号
若しくは
第二項又
は第二十
七条の二
第一項の
措置をい
う。）若し
くは日常
生活上の
援助及び
生活指導
並びに就
業の支援
の実施に
関する情

報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律によ
る特別児
童扶養手
当の支給
に関する
情報

37 20 1 身体障害者福祉法による障害福
祉サービス、障害者支援施設等
への入所等の措置又は費用の徴
収に関する事務であって主務省
令で定めるもの

○ 市町村長 ― ○ × ○ 障害者福祉 市町村長 ○ × ○ 住民票関係情報であって主務省令
で定めるもの

○

38 21 1 身体障害者福祉法による費用の
徴収に関する事務であって主務
省令で定めるもの

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 住民票関係情報であって主務省令
で定めるもの

○

39 22 1 精神保健及び精神障害者福祉に
関する法律による入院措置に関
する事務であって主務省令で定
めるもの

○ 都道府県知事 ・都道府県知
事
・指定都市の
長

○ ○ △ 障害者福祉 地方自治法施
行令　第8章
（指定都市）第
174条の36の2
に事務の実施
者の規定あり

精神保健及び精神障害者福祉
に関する法律第三十条の二に
規定する他の法律による医療
に関する給付の支給を行うこと
とされている者

○ × ○ 精神保健及び精神障害者福祉に
関する法律第三十条の二に規定す
る他の法律による医療に関する給
付の支給に関する情報であって主
務省令で定めるもの

40 23 1 精神保健及び精神障害者福祉に
関する法律による入院措置又は
費用の徴収に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

○ 都道府県知事 ・都道府県知
事
・指定都市の
長

○ ○ △ 障害者福祉 地方自治法施
行令　第8章
（指定都市）第
174条の36の2
に該当に事務
の実施者の規
定あり

市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報又は住民票関係
情報であって主務省令で定めるも
の

○ ○

41 24 1 精神保健及び精神障害者福祉に
関する法律による費用の徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

○ 都道府県知事 ・都道府県知
事
・指定都市の
長

○ ○ △ 障害者福祉 地方自治法施
行令　第8章
（指定都市）第
174条の36の2
に該当に事務
の実施者の規
定あり

都道府県知事等 ○ ○ △ 生活保護関係情報又は中国残留
邦人等支援給付関係情報であって
主務省令で定めるもの

○ ○

42 25 1 精神保健及び精神障害者福祉に
関する法律による精神障害者保
健福祉手帳の交付に関する事務
であって主務省令で定めるもの

○ 都道府県知事 ・都道府県知
事
・指定都市の
長

○ ○ △ 障害者福祉 地方自治法施
行令　第8章
（指定都市）第
174条の36の2
に事務の実施
者の規定あり

厚生労働大臣若しくは日本年
金機構、共済組合等又は農林
漁業団体職員共済組合

× × × 年金給付関係情報又は厚生年金
保険制度及び農林漁業団体職員
共済組合制度の統合を図るための
農林漁業団体職員共済組合法等を
廃止する等の法律による年金であ
る給付若しくは特定障害者に対す
る特別障害給付金の支給に関する
法律による特別障害給付金の支給
に関する情報であって主務省令で
定めるもの

43 26 1 生活保護法による保護の決定及
び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 生活保護 医療保険者又は後期高齢者医
療広域連合

○ × ○ 医療保険給付関係情報であって主
務省令で定めるもの

44 26 2 生活保護法による保護の決定及
び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 生活保護 厚生労働大臣 × × × 労働者災害補償関係情報、戦傷病
者戦没者遺族等援護法による援護
に関する情報（以下「戦傷病者戦没
者遺族等援護関係情報」という。）、
雇用保険法による給付の支給に関
する情報（以下「失業等給付関係情
報」という。）、原子爆弾被爆者に対
する援護に関する法律による一般
疾病医療費の支給に関する情報、
石綿による健康被害の救済に関す
る法律による特別遺族給付金の支
給に関する情報（以下「石綿健康被
害救済給付等関係情報」という。）
又は職業訓練の実施等による特定
求職者の就職の支援に関する法律
による職業訓練受講給付金の支給
に関する情報（以下「職業訓練受講
給付金関係情報」という。）であって
主務省令で定めるもの

45 26 3 生活保護法による保護の決定及
び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 生活保護 都道府県知事 ○ ○ ○ 災害救助法による救助若しくは扶
助金の支給、児童福祉法による療
育の給付若しくは障害児入所給付
費の支給又は母子及び寡婦福祉
法による資金の貸付けに関する情
報であって主務省令で定めるもの

○ ○ ○
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

№ 項
番

枝
番

事務

37 20 1 身体障害者福祉法による障害福
祉サービス、障害者支援施設等
への入所等の措置又は費用の徴
収に関する事務であって主務省
令で定めるもの

38 21 1 身体障害者福祉法による費用の
徴収に関する事務であって主務
省令で定めるもの

39 22 1 精神保健及び精神障害者福祉に
関する法律による入院措置に関
する事務であって主務省令で定
めるもの

40 23 1 精神保健及び精神障害者福祉に
関する法律による入院措置又は
費用の徴収に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

41 24 1 精神保健及び精神障害者福祉に
関する法律による費用の徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

42 25 1 精神保健及び精神障害者福祉に
関する法律による精神障害者保
健福祉手帳の交付に関する事務
であって主務省令で定めるもの

43 26 1 生活保護法による保護の決定及
び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

44 26 2 生活保護法による保護の決定及
び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

45 26 3 生活保護法による保護の決定及
び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 68 69 70 71 72 73
公的年金
給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

医療に関
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

障害を有
する者に
ついて支
給される
手当を支
給するこ
ととされ
ている者

給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

年金であ
る給付の
支給を行
うこととさ
れている

者

障害を支
給事由と
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・市町村
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・厚生労
働大臣

・国の各
種機関
・その他
各種機関

医療保険
給付関係
情報

失業等給
付関係情

報

職業訓練
受講給付
金関係情

報

労働者災
害補償関
係情報

石綿健康
被害救済
給付等関
係情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
関係情報

地方公
務員災
害補償
関係情

報

2ケース 16ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 4ケース 1ケース 15ケース 1ケース 1ケース 4ケース 8ケース 3ケース 3ケース 3ケース 2ケース 23ケース7ケース 5ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 7ケース 2ケース 2ケース 3ケース 1ケース

全国健
康保険
協会

国民年
金基金
連合会

特定障
害者に
対する
特別障
害給付
金の支
給に関
する法
律によ
る特別
障害給
付金の
支給に
関する
情報

社会福
祉法に
よる生
計困難
者に対
して無
利子又
は低利
で資金
を融通
する事
業の実
施に関
する情
報

独立行
政法人
農業者
年金基
金法に
よる農
業者年
金の被
保険者
に関す
る情報

船員保
険法に
よる保
険給付
の支給
に関す
る情報

国民年
金基金
の加入
員に関
する情
報

医療保険
者又は後
期高齢者
医療広域
連合

後期高齢
者医療広
域連合

石綿によ
る健康被
害の救済
に関する
法律によ
る特別遺
族給付金
の支給に
関する情

報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
援護に関
する情報

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

地方公
務員災
害補償
基金

社会福
祉協議

会

独立行
政法人
農業者
年金基

金

地方公
務員災
害補償
法によ
る公務
上の災
害又は
通勤に
よる災
害に対
する補
償に関
する情
報

64

年金給付関係情報

厚生労働大臣 厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構又は
共済組
合等

厚生年金保険制
度及び農林漁業
団体職員共済組
合制度の統合を
図るための農林
漁業団体職員共
済組合法等を廃
止する等の法律
による年金であ
る給付の支給に
関する情報

職業訓練
の実施等
による特
定求職者
の就職の
支援に関
する法律
による職
業訓練受
講給付金
の支給に
関する情

報

労働者災
害補償保
険法によ
る給付の
支給に関
する情報

国民年金法又は被用者年金各法による
年金である給付の支給又は保険料の徴

収に関する情報

国民年
金法に
よる障
害基礎
年金の
支給に
関する
情報

国民年
金法に
よる年
金であ
る給付
の支給
に関す
る情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
年金であ
る給付の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる一般
疾病医療
費の支給
に関する
情報

雇用保険
法第三十
七条第八
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

船員保険
法第三十
三条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

介護保険
法第二十
条に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

精神保健
及び精神
障害者福
祉に関す
る法律第
三十条の
二に規定
する他の
法律によ
る医療に
関する給
付の支給
に関する
情報

67
給付の支給を行うこととされている者 医療に関する給付の支給を行

うこととされている者
厚生労
働大臣
又は日
本年金
機構

共済組
合等

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組
合

厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

厚生労働大臣又
は日本年金機構

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組

合

都道府県
教育委員
会又は市
町村教育
委員会

雇用保険
法による
教育訓練
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法第二十
一条の五
の三十に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

児童福祉
法第二十
四条の二
十二に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

地方公務
員等共済
組合法第
六十二条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

国家公務
員共済組
合法第六
十条第一
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

私立学校
教職員共
済法第二
十五条に
おいて準
用する国
家公務員
共済組合
法第六十
条第一項
に規定す
る他の法
令による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法その
他の法令
による医
療に関す
る給付の
支給に関
する情報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律その
他の法令
による障
害を有す
る者に対
する手当
の支給に
関する情

報

感染症の
予防及び
感染症の
患者に対
する医療
に関する
法律第三
十九条第
一項に規
定する他
の法律に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律第
十八条第
一項ただ
し書に規
定する他
の法令に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

児童扶養
手当法第
三条第二
項に規定
する公的
年金給付
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
基本手当
若しくは
高年齢雇
用継続基
本給付金
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法又は
高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる医療
に関する
給付の支
給又は保
険料の徴
収に関す
る情報

学校保健
安全法に
よる医療
に要する
費用につ
いての援
助に関す
る情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる保険
料の徴収
に関する
情報

国民健康
保険法第
五十六条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

健康保険
法第五十
五条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる年金
である給
付の支給
に関する
情報

昭和六十
年法律第
三十四号
附則第九
十七条第
二項にお
いて準用
する特別
児童扶養
手当等の
支給に関
する法律
第十七条
第一号の
障害を支
給事由と
する給付
の支給に
関する情

報

健康保険
法第百二
十八条に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
五十七条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
第七条に
規定する
他の法令
により行
われる給
付の支給
に関する
情報

○

○ ○ ○

○

○ ○ ○ ○ ○ ○
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

情報番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
厚生労働
大臣又は
都道府県
知事等

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長

・厚生労
働大臣
・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

住民票関
係情報

地方税関
係情報

子どもの
ための手
当関係情

報

介護保険
給付関係
情報

生活保護
関係情報

児童扶養
手当関係
情報

中国残留
邦人等支
援給付関
係情報

障害者関
係情報

特別児童
扶養手当
関係情報

52ケース 53ケース 3ケース 17ケース 1ケース 1ケース 1ケース 3ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 2ケース 1ケース 20ケース 8ケース 6ケース 3ケース 1ケース 9ケース 3ケース 2ケース 2ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 2ケース

個人情報

別表上の記載 補足

情報照会者

業務
（業務ユニット、《ユ

ニット外》）

備考補足別表上の記載

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

子どもの
ための手
当の支給
に関する
法律によ
る子ども
のための
手当の支
給に関す
る情報

生活保護
法による
保護の実
施に関す
る情報

児童扶養
手当法に
よる児童
扶養手当
の支給に
関する情

報

住民基本
台帳法第
七条第四
号に規定
する事項

地方税法
その他の
地方税に
関する法
律に基づ
く条例の
規定によ
り算定し
た税額若
しくはそ
の算定の
基礎とな
る事項に
関する情

報

市町村長 都道府県
知事又は
保健所を
設置する
市の長

都道府県知事又は
広島市長若しくは長

崎市長

都道府県知事等 都道府県知事 厚生労働
大臣又は
都道府県

知事

文部科学
大臣、都
道府県知
事又は都
道府県教
育委員会

文部科学
大臣又は
都道府県
教育委員

会

№ 項
番

枝
番

事務 情報提供者

別表上の記載

自
治
体
の
関
連 自治体に

該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該
当）

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

自治体に
該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該

当）

介護保険
法による
保険給付
の支給若
しくは保
険料の徴
収に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる介護
手当の支
給に関す
る情報

国民健康
保険法第
七十六条
の四にお
いて準用
する介護
保険法第
百三十六
条第一項
（同法第
百四十条
第三項に
おいて準
用する場
合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
百十条に
おいて準
用する介
護保険法
第百三十
六条第一
項（同法
第百四十
条第三項
において
準用する
場合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

介護保険
法第百三
十六条第
一項（同
法第百四
十条第三
項におい
て準用す
る場合を
含む。）、
第百三十
八条第一
項又は第
百四十一
条第一項
の規定に
より通知
すること
とされて
いる事項
に関する
情報

障害者自
立支援法
による自
立支援給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
による療
養介護若
しくは施
設入所支
援に関す
る情報

児童福祉
法による
障害児通
所支援に
関する情

報

国民年金
法第八十
九条第三
号の施設
に入所す
る者に関
する情報

母子保健
法による
養育医療
の給付又
は養育医
療に要す
る費用の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる手当
等の支給
に関する
情報

母子及び
寡婦福祉
法による
母子家庭
自立支援
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法による
母子生活
支援施設
における
保護の実
施に関す
る情報

中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

身体障害
者福祉法
による身
体障害者
手帳、精
神保健及
び精神障
害者福祉
に関する
法律によ
る精神障
害者保健
福祉手帳
若しくは
知的障害
者福祉法
にいう知
的障害者
に関する
情報

中国残留
邦人等の
円滑な帰
国の促進
及び永住
帰国後の
自立の支
援に関す
る法律に
よる永住
帰国旅
費、自立
支度金、
一時金、
一時帰国
旅費又は
中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

公立高等
学校に係
る授業料
の不徴収
及び高等
学校等就
学支援金
の支給に
関する法
律による
就学支援
金の支給
に関する
情報

特別支援
学校への
就学奨励
に関する
法律によ
る特別支
援学校へ
の就学の
ために必
要な経費
の支弁に
関する情

報

母子及び
寡婦福祉
法による
資金の貸
付けに関
する情報

災害救助
法による
救助若し
くは扶助
金の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
療育の給
付若しく
は障害児
入所給付
費の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援若
しくは措
置（同法
第二十七
条第一項
第三号の
措置をい
う。）に関
する情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援、
措置（同
法第二十
七条第一
項第三号
若しくは
第二項又
は第二十
七条の二
第一項の
措置をい
う。）若し
くは日常
生活上の
援助及び
生活指導
並びに就
業の支援
の実施に
関する情

報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律によ
る特別児
童扶養手
当の支給
に関する
情報

46 26 4 生活保護法による保護の決定及
び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 生活保護 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報、子どものための
手当の支給に関する法律による子
どものための手当の支給に関する
情報（以下「子どものための手当関
係情報」という。）、介護保険給付関
係情報又は障害者自立支援法によ
る自立支援給付の支給に関する情
報であって主務省令で定めるもの

○ ○ ○ ○

47 26 5 生活保護法による保護の決定及
び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 生活保護 社会福祉協議会 × × × 社会福祉法による生計困難者に対
して無利子又は低利で資金を融通
する事業の実施に関する情報で
あって主務省令で定めるもの

48 26 6 生活保護法による保護の決定及
び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 生活保護 厚生労働大臣若しくは日本年
金機構、共済組合等又は農林
漁業団体職員共済組合

× × × 年金給付関係情報又は厚生年金
保険制度及び農林漁業団体職員
共済組合制度の統合を図るための
農林漁業団体職員共済組合法等を
廃止する等の法律による年金であ
る給付の支給に関する情報であっ
て主務省令で定めるもの

49 26 7 生活保護法による保護の決定及
び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 生活保護 文部科学大臣又は都道府県教
育委員会

○ ○ × 特別支援学校への就学奨励に関
する法律による特別支援学校への
就学のために必要な経費の支弁に
関する情報であって主務省令で定
めるもの

○

50 26 8 生活保護法による保護の決定及
び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 生活保護 都道府県教育委員会又は市町
村教育委員会

○ ○ ○ 学校保健安全法による医療に要す
る費用についての援助に関する情
報であって主務省令で定めるもの

51 26 9 生活保護法による保護の決定及
び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 生活保護 都道府県知事等 ○ ○ △ 児童扶養手当関係情報又は母子
及び寡婦福祉法による母子家庭自
立支援給付金の支給に関する情報
であって主務省令で定めるもの

○ ○

52 26 10 生活保護法による保護の決定及
び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 生活保護 厚生労働大臣又は都道府県知
事

○ ○ × 特別児童扶養手当関係情報であっ
て主務省令で定めるもの

○

53 26 11 生活保護法による保護の決定及
び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 生活保護 都道府県知事又は保健所を設
置する市の長

○ ○ △ 母子保健法による養育医療の給付
又は養育医療に要する費用の支給
に関する情報であって主務省令で
定めるもの

○

54 26 12 生活保護法による保護の決定及
び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 生活保護 地方公務員災害補償基金 × × × 地方公務員災害補償法による公務
上の災害又は通勤による災害に対
する補償に関する情報（以下「地方
公務員災害補償関係情報」とい
う。）であって主務省令で定めるも
の

55 26 13 生活保護法による保護の決定及
び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 生活保護 厚生労働大臣又は都道府県知
事等

○ ○ △ 中国残留邦人等の円滑な帰国の
促進及び永住帰国後の自立の支
援に関する法律による永住帰国旅
費、自立支度金、一時金、一時帰
国旅費又は中国残留邦人等支援
給付の支給に関する情報であって
主務省令で定めるもの

○

56 26 14 生活保護法による保護の決定及
び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 生活保護 都道府県知事又は広島市長若
しくは長崎市長

○ ○ △ 原子爆弾被爆者に対する援護に関
する法律による手当等の支給に関
する情報であって主務省令で定め
るもの

○

57 27 1 地方税法その他の地方税に関す
る法律及びこれらの法律に基づく
条例による地方税の賦課徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

○ 市町村長 ― ○ × ○ 国民健康保険 国民健康保険
税の減免

医療保険者又は後期高齢者医
療広域連合

○ × ○ 医療保険給付関係情報であって主
務省令で定めるもの

・医療保険の加
入、支給に係る
情報
・保険料の支払
に関する情報
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

№ 項
番

枝
番

事務

46 26 4 生活保護法による保護の決定及
び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

47 26 5 生活保護法による保護の決定及
び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

48 26 6 生活保護法による保護の決定及
び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

49 26 7 生活保護法による保護の決定及
び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

50 26 8 生活保護法による保護の決定及
び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

51 26 9 生活保護法による保護の決定及
び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

52 26 10 生活保護法による保護の決定及
び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

53 26 11 生活保護法による保護の決定及
び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

54 26 12 生活保護法による保護の決定及
び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

55 26 13 生活保護法による保護の決定及
び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

56 26 14 生活保護法による保護の決定及
び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

57 27 1 地方税法その他の地方税に関す
る法律及びこれらの法律に基づく
条例による地方税の賦課徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 68 69 70 71 72 73
公的年金
給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

医療に関
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

障害を有
する者に
ついて支
給される
手当を支
給するこ
ととされ
ている者

給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

年金であ
る給付の
支給を行
うこととさ
れている

者

障害を支
給事由と
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・市町村
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・厚生労
働大臣

・国の各
種機関
・その他
各種機関

医療保険
給付関係
情報

失業等給
付関係情

報

職業訓練
受講給付
金関係情

報

労働者災
害補償関
係情報

石綿健康
被害救済
給付等関
係情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
関係情報

地方公
務員災
害補償
関係情

報

2ケース 16ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 4ケース 1ケース 15ケース 1ケース 1ケース 4ケース 8ケース 3ケース 3ケース 3ケース 2ケース 23ケース7ケース 5ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 7ケース 2ケース 2ケース 3ケース 1ケース

全国健
康保険
協会

国民年
金基金
連合会

特定障
害者に
対する
特別障
害給付
金の支
給に関
する法
律によ
る特別
障害給
付金の
支給に
関する
情報

社会福
祉法に
よる生
計困難
者に対
して無
利子又
は低利
で資金
を融通
する事
業の実
施に関
する情
報

独立行
政法人
農業者
年金基
金法に
よる農
業者年
金の被
保険者
に関す
る情報

船員保
険法に
よる保
険給付
の支給
に関す
る情報

国民年
金基金
の加入
員に関
する情
報

医療保険
者又は後
期高齢者
医療広域
連合

後期高齢
者医療広
域連合

石綿によ
る健康被
害の救済
に関する
法律によ
る特別遺
族給付金
の支給に
関する情

報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
援護に関
する情報

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

地方公
務員災
害補償
基金

社会福
祉協議

会

独立行
政法人
農業者
年金基

金

地方公
務員災
害補償
法によ
る公務
上の災
害又は
通勤に
よる災
害に対
する補
償に関
する情
報

64

年金給付関係情報

厚生労働大臣 厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構又は
共済組
合等

厚生年金保険制
度及び農林漁業
団体職員共済組
合制度の統合を
図るための農林
漁業団体職員共
済組合法等を廃
止する等の法律
による年金であ
る給付の支給に
関する情報

職業訓練
の実施等
による特
定求職者
の就職の
支援に関
する法律
による職
業訓練受
講給付金
の支給に
関する情

報

労働者災
害補償保
険法によ
る給付の
支給に関
する情報

国民年金法又は被用者年金各法による
年金である給付の支給又は保険料の徴

収に関する情報

国民年
金法に
よる障
害基礎
年金の
支給に
関する
情報

国民年
金法に
よる年
金であ
る給付
の支給
に関す
る情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
年金であ
る給付の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる一般
疾病医療
費の支給
に関する
情報

雇用保険
法第三十
七条第八
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

船員保険
法第三十
三条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

介護保険
法第二十
条に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

精神保健
及び精神
障害者福
祉に関す
る法律第
三十条の
二に規定
する他の
法律によ
る医療に
関する給
付の支給
に関する
情報

67
給付の支給を行うこととされている者 医療に関する給付の支給を行

うこととされている者
厚生労
働大臣
又は日
本年金
機構

共済組
合等

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組
合

厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

厚生労働大臣又
は日本年金機構

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組

合

都道府県
教育委員
会又は市
町村教育
委員会

雇用保険
法による
教育訓練
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法第二十
一条の五
の三十に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

児童福祉
法第二十
四条の二
十二に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

地方公務
員等共済
組合法第
六十二条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

国家公務
員共済組
合法第六
十条第一
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

私立学校
教職員共
済法第二
十五条に
おいて準
用する国
家公務員
共済組合
法第六十
条第一項
に規定す
る他の法
令による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法その
他の法令
による医
療に関す
る給付の
支給に関
する情報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律その
他の法令
による障
害を有す
る者に対
する手当
の支給に
関する情

報

感染症の
予防及び
感染症の
患者に対
する医療
に関する
法律第三
十九条第
一項に規
定する他
の法律に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律第
十八条第
一項ただ
し書に規
定する他
の法令に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

児童扶養
手当法第
三条第二
項に規定
する公的
年金給付
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
基本手当
若しくは
高年齢雇
用継続基
本給付金
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法又は
高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる医療
に関する
給付の支
給又は保
険料の徴
収に関す
る情報

学校保健
安全法に
よる医療
に要する
費用につ
いての援
助に関す
る情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる保険
料の徴収
に関する
情報

国民健康
保険法第
五十六条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

健康保険
法第五十
五条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる年金
である給
付の支給
に関する
情報

昭和六十
年法律第
三十四号
附則第九
十七条第
二項にお
いて準用
する特別
児童扶養
手当等の
支給に関
する法律
第十七条
第一号の
障害を支
給事由と
する給付
の支給に
関する情

報

健康保険
法第百二
十八条に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
五十七条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
第七条に
規定する
他の法令
により行
われる給
付の支給
に関する
情報

○

○ ○

○

○

○
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

情報番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
厚生労働
大臣又は
都道府県
知事等

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長

・厚生労
働大臣
・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

住民票関
係情報

地方税関
係情報

子どもの
ための手
当関係情

報

介護保険
給付関係
情報

生活保護
関係情報

児童扶養
手当関係
情報

中国残留
邦人等支
援給付関
係情報

障害者関
係情報

特別児童
扶養手当
関係情報

52ケース 53ケース 3ケース 17ケース 1ケース 1ケース 1ケース 3ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 2ケース 1ケース 20ケース 8ケース 6ケース 3ケース 1ケース 9ケース 3ケース 2ケース 2ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 2ケース

個人情報

別表上の記載 補足

情報照会者

業務
（業務ユニット、《ユ

ニット外》）

備考補足別表上の記載

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

子どもの
ための手
当の支給
に関する
法律によ
る子ども
のための
手当の支
給に関す
る情報

生活保護
法による
保護の実
施に関す
る情報

児童扶養
手当法に
よる児童
扶養手当
の支給に
関する情

報

住民基本
台帳法第
七条第四
号に規定
する事項

地方税法
その他の
地方税に
関する法
律に基づ
く条例の
規定によ
り算定し
た税額若
しくはそ
の算定の
基礎とな
る事項に
関する情

報

市町村長 都道府県
知事又は
保健所を
設置する
市の長

都道府県知事又は
広島市長若しくは長

崎市長

都道府県知事等 都道府県知事 厚生労働
大臣又は
都道府県

知事

文部科学
大臣、都
道府県知
事又は都
道府県教
育委員会

文部科学
大臣又は
都道府県
教育委員

会

№ 項
番

枝
番

事務 情報提供者

別表上の記載

自
治
体
の
関
連 自治体に

該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該
当）

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

自治体に
該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該

当）

介護保険
法による
保険給付
の支給若
しくは保
険料の徴
収に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる介護
手当の支
給に関す
る情報

国民健康
保険法第
七十六条
の四にお
いて準用
する介護
保険法第
百三十六
条第一項
（同法第
百四十条
第三項に
おいて準
用する場
合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
百十条に
おいて準
用する介
護保険法
第百三十
六条第一
項（同法
第百四十
条第三項
において
準用する
場合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

介護保険
法第百三
十六条第
一項（同
法第百四
十条第三
項におい
て準用す
る場合を
含む。）、
第百三十
八条第一
項又は第
百四十一
条第一項
の規定に
より通知
すること
とされて
いる事項
に関する
情報

障害者自
立支援法
による自
立支援給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
による療
養介護若
しくは施
設入所支
援に関す
る情報

児童福祉
法による
障害児通
所支援に
関する情

報

国民年金
法第八十
九条第三
号の施設
に入所す
る者に関
する情報

母子保健
法による
養育医療
の給付又
は養育医
療に要す
る費用の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる手当
等の支給
に関する
情報

母子及び
寡婦福祉
法による
母子家庭
自立支援
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法による
母子生活
支援施設
における
保護の実
施に関す
る情報

中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

身体障害
者福祉法
による身
体障害者
手帳、精
神保健及
び精神障
害者福祉
に関する
法律によ
る精神障
害者保健
福祉手帳
若しくは
知的障害
者福祉法
にいう知
的障害者
に関する
情報

中国残留
邦人等の
円滑な帰
国の促進
及び永住
帰国後の
自立の支
援に関す
る法律に
よる永住
帰国旅
費、自立
支度金、
一時金、
一時帰国
旅費又は
中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

公立高等
学校に係
る授業料
の不徴収
及び高等
学校等就
学支援金
の支給に
関する法
律による
就学支援
金の支給
に関する
情報

特別支援
学校への
就学奨励
に関する
法律によ
る特別支
援学校へ
の就学の
ために必
要な経費
の支弁に
関する情

報

母子及び
寡婦福祉
法による
資金の貸
付けに関
する情報

災害救助
法による
救助若し
くは扶助
金の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
療育の給
付若しく
は障害児
入所給付
費の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援若
しくは措
置（同法
第二十七
条第一項
第三号の
措置をい
う。）に関
する情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援、
措置（同
法第二十
七条第一
項第三号
若しくは
第二項又
は第二十
七条の二
第一項の
措置をい
う。）若し
くは日常
生活上の
援助及び
生活指導
並びに就
業の支援
の実施に
関する情

報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律によ
る特別児
童扶養手
当の支給
に関する
情報

58 27 2 地方税法その他の地方税に関す
る法律及びこれらの法律に基づく
条例による地方税の賦課徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

○ 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税、軽自
動車税

・市町村民税の
障害者控除の
適用
・軽自動車税の
減免

都道府県知事 ○ ○ ○ 障害者関係情報であって主務省令
で定めるもの

障害者手帳等に
関する情報

○

59 27 3 地方税法その他の地方税に関す
る法律及びこれらの法律に基づく
条例による地方税の賦課徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

○ 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税、固定
資産税、軽自動車
税、市町村法定外
普通税、水利地益
税等、法定外目的
税

市町村民税、
固定資産税、
軽自動車税、
市町村法定外
普通税、水利
地益税等、法
定外目的税の
減免

都道府県知事等 ○ ○ △ 生活保護関係情報であって主務省
令で定めるもの

生活保護受給情
報

○

60 27 4 地方税法その他の地方税に関す
る法律及びこれらの法律に基づく
条例による地方税の賦課徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

○ 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税、国民
健康保険

・市町村民税の
課税
・市町村民税の
配偶者控除、
配偶者特別控
除、扶養控除
の適用
・国民健康保険
税の課税
・国民健康保険
税の課税（病院
等に入院、入
所又は入居中
の被保険者の
特例）

市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報又は住民票関係
情報であって主務省令で定めるも
の

・所得の額、障害
者・未成年者・寡
婦又は寡夫の該
当の有無
・被扶養者等の
所得の額、他の
扶養親族となっ
ていない旨、等
・所得の額
・世帯主について
はその旨、世帯
主でないものに
ついては世帯主
の氏名及び世帯
主との続柄

○ ○

61 27 5 地方税法その他の地方税に関す
る法律及びこれらの法律に基づく
条例による地方税の賦課徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

○ 市町村長 ― ○ × ○ 国民健康保険 国民健康保険
税の特別徴収
（対象者の通知
（年金保険者⇒
市町村））

厚生労働大臣若しくは日本年
金機構又は共済組合等

× × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの

年金額等

62 27 6 地方税法その他の地方税に関す
る法律及びこれらの法律に基づく
条例による地方税の賦課徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

○ 市町村長 ― ○ × ○ 国民健康保険 国民健康保険
税の課税の特
例

厚生労働大臣 × × × 失業等給付関係情報であって主務
省令で定めるもの

雇用保険受給資
格者証の情報

63 28 1 地方税法その他の地方税に関す
る法律及びこれらの法律に基づく
条例による地方税の賦課徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

○ 都道府県知事 ― ○ ○ × 個人事業税、自動
車税、自動車取得
税

個人事業税、
自動車税、自
動車取得税の
減免

都道府県知事 ○ ○ ○ 障害者関係情報であって主務省令
で定めるもの

障害者手帳等に
関する情報

○

64 28 2 地方税法その他の地方税に関す
る法律及びこれらの法律に基づく
条例による地方税の賦課徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

○ 都道府県知事 ― ○ ○ × 個人事業税、道府
県法定外普通税、
狩猟税、水利地益
税等、法定外目的
税

個人事業税、
道府県法定外
普通税、狩猟
税、水利地益
税等、法定外
目的税の減免

都道府県知事等 ○ ○ △ 生活保護関係情報であって主務省
令で定めるもの

生活保護受給情
報

○

65 28 3 地方税法その他の地方税に関す
る法律及びこれらの法律に基づく
条例による地方税の賦課徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

○ 都道府県知事 ― ○ ○ × 狩猟税 狩猟税の課税 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報であって主務省令
で定めるもの

道府県民税の所
得割額、控除対
象配偶者又は扶
養親族の該当の
有無

○

66 29 1 地方税法その他の地方税に関す
る法律及びこれらの法律に基づく
条例による地方税の賦課徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

○ 厚生労働大臣又
は共済組合等

― × × × （国民健康保険） 国民健康保険
税の特別徴収
（税額通知）（市
町村⇒年金保
険者）

市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報であって主務省令
で定めるもの

特別徴収税額等 ○

67 30 1 社会福祉法による生計困難者に
対して無利子又は低利で資金を
融通する事業の実施に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

○ 社会福祉協議会 ― × × × ― 医療保険者又は後期高齢者医
療広域連合

○ × ○ 医療保険給付関係情報であって主
務省令で定めるもの

68 30 2 社会福祉法による生計困難者に
対して無利子又は低利で資金を
融通する事業の実施に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

× 社会福祉協議会 ― × × × ― 厚生労働大臣 × × × 労働者災害補償関係情報、戦傷病
者戦没者遺族等援護関係情報、失
業等給付関係情報、石綿健康被害
救済給付等関係情報又は職業訓
練受講給付金関係情報であって主
務省令で定めるもの
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

№ 項
番

枝
番

事務

58 27 2 地方税法その他の地方税に関す
る法律及びこれらの法律に基づく
条例による地方税の賦課徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

59 27 3 地方税法その他の地方税に関す
る法律及びこれらの法律に基づく
条例による地方税の賦課徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

60 27 4 地方税法その他の地方税に関す
る法律及びこれらの法律に基づく
条例による地方税の賦課徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

61 27 5 地方税法その他の地方税に関す
る法律及びこれらの法律に基づく
条例による地方税の賦課徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

62 27 6 地方税法その他の地方税に関す
る法律及びこれらの法律に基づく
条例による地方税の賦課徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

63 28 1 地方税法その他の地方税に関す
る法律及びこれらの法律に基づく
条例による地方税の賦課徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

64 28 2 地方税法その他の地方税に関す
る法律及びこれらの法律に基づく
条例による地方税の賦課徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

65 28 3 地方税法その他の地方税に関す
る法律及びこれらの法律に基づく
条例による地方税の賦課徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

66 29 1 地方税法その他の地方税に関す
る法律及びこれらの法律に基づく
条例による地方税の賦課徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

67 30 1 社会福祉法による生計困難者に
対して無利子又は低利で資金を
融通する事業の実施に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

68 30 2 社会福祉法による生計困難者に
対して無利子又は低利で資金を
融通する事業の実施に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 68 69 70 71 72 73
公的年金
給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

医療に関
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

障害を有
する者に
ついて支
給される
手当を支
給するこ
ととされ
ている者

給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

年金であ
る給付の
支給を行
うこととさ
れている

者

障害を支
給事由と
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・市町村
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・厚生労
働大臣

・国の各
種機関
・その他
各種機関

医療保険
給付関係
情報

失業等給
付関係情

報

職業訓練
受講給付
金関係情

報

労働者災
害補償関
係情報

石綿健康
被害救済
給付等関
係情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
関係情報

地方公
務員災
害補償
関係情

報

2ケース 16ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 4ケース 1ケース 15ケース 1ケース 1ケース 4ケース 8ケース 3ケース 3ケース 3ケース 2ケース 23ケース7ケース 5ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 7ケース 2ケース 2ケース 3ケース 1ケース

全国健
康保険
協会

国民年
金基金
連合会

特定障
害者に
対する
特別障
害給付
金の支
給に関
する法
律によ
る特別
障害給
付金の
支給に
関する
情報

社会福
祉法に
よる生
計困難
者に対
して無
利子又
は低利
で資金
を融通
する事
業の実
施に関
する情
報

独立行
政法人
農業者
年金基
金法に
よる農
業者年
金の被
保険者
に関す
る情報

船員保
険法に
よる保
険給付
の支給
に関す
る情報

国民年
金基金
の加入
員に関
する情
報

医療保険
者又は後
期高齢者
医療広域
連合

後期高齢
者医療広
域連合

石綿によ
る健康被
害の救済
に関する
法律によ
る特別遺
族給付金
の支給に
関する情

報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
援護に関
する情報

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

地方公
務員災
害補償
基金

社会福
祉協議

会

独立行
政法人
農業者
年金基

金

地方公
務員災
害補償
法によ
る公務
上の災
害又は
通勤に
よる災
害に対
する補
償に関
する情
報

64

年金給付関係情報

厚生労働大臣 厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構又は
共済組
合等

厚生年金保険制
度及び農林漁業
団体職員共済組
合制度の統合を
図るための農林
漁業団体職員共
済組合法等を廃
止する等の法律
による年金であ
る給付の支給に
関する情報

職業訓練
の実施等
による特
定求職者
の就職の
支援に関
する法律
による職
業訓練受
講給付金
の支給に
関する情

報

労働者災
害補償保
険法によ
る給付の
支給に関
する情報

国民年金法又は被用者年金各法による
年金である給付の支給又は保険料の徴

収に関する情報

国民年
金法に
よる障
害基礎
年金の
支給に
関する
情報

国民年
金法に
よる年
金であ
る給付
の支給
に関す
る情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
年金であ
る給付の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる一般
疾病医療
費の支給
に関する
情報

雇用保険
法第三十
七条第八
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

船員保険
法第三十
三条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

介護保険
法第二十
条に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

精神保健
及び精神
障害者福
祉に関す
る法律第
三十条の
二に規定
する他の
法律によ
る医療に
関する給
付の支給
に関する
情報

67
給付の支給を行うこととされている者 医療に関する給付の支給を行

うこととされている者
厚生労
働大臣
又は日
本年金
機構

共済組
合等

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組
合

厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

厚生労働大臣又
は日本年金機構

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組

合

都道府県
教育委員
会又は市
町村教育
委員会

雇用保険
法による
教育訓練
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法第二十
一条の五
の三十に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

児童福祉
法第二十
四条の二
十二に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

地方公務
員等共済
組合法第
六十二条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

国家公務
員共済組
合法第六
十条第一
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

私立学校
教職員共
済法第二
十五条に
おいて準
用する国
家公務員
共済組合
法第六十
条第一項
に規定す
る他の法
令による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法その
他の法令
による医
療に関す
る給付の
支給に関
する情報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律その
他の法令
による障
害を有す
る者に対
する手当
の支給に
関する情

報

感染症の
予防及び
感染症の
患者に対
する医療
に関する
法律第三
十九条第
一項に規
定する他
の法律に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律第
十八条第
一項ただ
し書に規
定する他
の法令に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

児童扶養
手当法第
三条第二
項に規定
する公的
年金給付
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
基本手当
若しくは
高年齢雇
用継続基
本給付金
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法又は
高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる医療
に関する
給付の支
給又は保
険料の徴
収に関す
る情報

学校保健
安全法に
よる医療
に要する
費用につ
いての援
助に関す
る情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる保険
料の徴収
に関する
情報

国民健康
保険法第
五十六条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

健康保険
法第五十
五条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる年金
である給
付の支給
に関する
情報

昭和六十
年法律第
三十四号
附則第九
十七条第
二項にお
いて準用
する特別
児童扶養
手当等の
支給に関
する法律
第十七条
第一号の
障害を支
給事由と
する給付
の支給に
関する情

報

健康保険
法第百二
十八条に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
五十七条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
第七条に
規定する
他の法令
により行
われる給
付の支給
に関する
情報

○

○

○

○ ○ ○ ○ ○
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

情報番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
厚生労働
大臣又は
都道府県
知事等

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長

・厚生労
働大臣
・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

住民票関
係情報

地方税関
係情報

子どもの
ための手
当関係情

報

介護保険
給付関係
情報

生活保護
関係情報

児童扶養
手当関係
情報

中国残留
邦人等支
援給付関
係情報

障害者関
係情報

特別児童
扶養手当
関係情報

52ケース 53ケース 3ケース 17ケース 1ケース 1ケース 1ケース 3ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 2ケース 1ケース 20ケース 8ケース 6ケース 3ケース 1ケース 9ケース 3ケース 2ケース 2ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 2ケース

個人情報

別表上の記載 補足

情報照会者

業務
（業務ユニット、《ユ

ニット外》）

備考補足別表上の記載

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

子どもの
ための手
当の支給
に関する
法律によ
る子ども
のための
手当の支
給に関す
る情報

生活保護
法による
保護の実
施に関す
る情報

児童扶養
手当法に
よる児童
扶養手当
の支給に
関する情

報

住民基本
台帳法第
七条第四
号に規定
する事項

地方税法
その他の
地方税に
関する法
律に基づ
く条例の
規定によ
り算定し
た税額若
しくはそ
の算定の
基礎とな
る事項に
関する情

報

市町村長 都道府県
知事又は
保健所を
設置する
市の長

都道府県知事又は
広島市長若しくは長

崎市長

都道府県知事等 都道府県知事 厚生労働
大臣又は
都道府県

知事

文部科学
大臣、都
道府県知
事又は都
道府県教
育委員会

文部科学
大臣又は
都道府県
教育委員

会

№ 項
番

枝
番

事務 情報提供者

別表上の記載

自
治
体
の
関
連 自治体に

該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該
当）

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

自治体に
該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該

当）

介護保険
法による
保険給付
の支給若
しくは保
険料の徴
収に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる介護
手当の支
給に関す
る情報

国民健康
保険法第
七十六条
の四にお
いて準用
する介護
保険法第
百三十六
条第一項
（同法第
百四十条
第三項に
おいて準
用する場
合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
百十条に
おいて準
用する介
護保険法
第百三十
六条第一
項（同法
第百四十
条第三項
において
準用する
場合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

介護保険
法第百三
十六条第
一項（同
法第百四
十条第三
項におい
て準用す
る場合を
含む。）、
第百三十
八条第一
項又は第
百四十一
条第一項
の規定に
より通知
すること
とされて
いる事項
に関する
情報

障害者自
立支援法
による自
立支援給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
による療
養介護若
しくは施
設入所支
援に関す
る情報

児童福祉
法による
障害児通
所支援に
関する情

報

国民年金
法第八十
九条第三
号の施設
に入所す
る者に関
する情報

母子保健
法による
養育医療
の給付又
は養育医
療に要す
る費用の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる手当
等の支給
に関する
情報

母子及び
寡婦福祉
法による
母子家庭
自立支援
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法による
母子生活
支援施設
における
保護の実
施に関す
る情報

中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

身体障害
者福祉法
による身
体障害者
手帳、精
神保健及
び精神障
害者福祉
に関する
法律によ
る精神障
害者保健
福祉手帳
若しくは
知的障害
者福祉法
にいう知
的障害者
に関する
情報

中国残留
邦人等の
円滑な帰
国の促進
及び永住
帰国後の
自立の支
援に関す
る法律に
よる永住
帰国旅
費、自立
支度金、
一時金、
一時帰国
旅費又は
中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

公立高等
学校に係
る授業料
の不徴収
及び高等
学校等就
学支援金
の支給に
関する法
律による
就学支援
金の支給
に関する
情報

特別支援
学校への
就学奨励
に関する
法律によ
る特別支
援学校へ
の就学の
ために必
要な経費
の支弁に
関する情

報

母子及び
寡婦福祉
法による
資金の貸
付けに関
する情報

災害救助
法による
救助若し
くは扶助
金の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
療育の給
付若しく
は障害児
入所給付
費の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援若
しくは措
置（同法
第二十七
条第一項
第三号の
措置をい
う。）に関
する情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援、
措置（同
法第二十
七条第一
項第三号
若しくは
第二項又
は第二十
七条の二
第一項の
措置をい
う。）若し
くは日常
生活上の
援助及び
生活指導
並びに就
業の支援
の実施に
関する情

報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律によ
る特別児
童扶養手
当の支給
に関する
情報

69 30 3 社会福祉法による生計困難者に
対して無利子又は低利で資金を
融通する事業の実施に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

○ 社会福祉協議会 ― × × × ― 都道府県知事等 ○ ○ △ 生活保護関係情報、児童扶養手当
関係情報又は母子及び寡婦福祉
法による母子家庭自立支援給付金
の支給に関する情報であって主務
省令で定めるもの

○ ○ ○

70 30 4 社会福祉法による生計困難者に
対して無利子又は低利で資金を
融通する事業の実施に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

× 社会福祉協議会 ― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年
金機構又は共済組合等

× × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの

71 30 5 社会福祉法による生計困難者に
対して無利子又は低利で資金を
融通する事業の実施に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

○ 社会福祉協議会 ― × × × ― 都道府県知事 ○ ○ △ 母子及び寡婦福祉法による資金の
貸付けに関する情報であって主務
省令で定めるもの

○

72 30 6 社会福祉法による生計困難者に
対して無利子又は低利で資金を
融通する事業の実施に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

○ 社会福祉協議会 ― × × × ― 厚生労働大臣又は都道府県知
事

○ ○ × 特別児童扶養手当関係情報であっ
て主務省令で定めるもの

○

73 30 7 社会福祉法による生計困難者に
対して無利子又は低利で資金を
融通する事業の実施に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

○ 社会福祉協議会 ― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 住民票関係情報、子どものための
手当関係情報又は介護保険給付
関係情報であって主務省令で定め
るもの

○ ○ ○

74 31 1 公営住宅法による公営住宅の管
理に関する事務であって主務省
令で定めるもの

○ 公営住宅法第二
条第十六号に規
定する事業主体で
ある都道府県知
事又は市町村長

― ○ ○ ○ 《公営住宅》 公営住宅を供
給する都道府
県知事又は市
町村長

都道府県知事 ○ ○ ○ 障害者関係情報であって主務省令
で定めるもの

○

75 31 2 公営住宅法による公営住宅の管
理に関する事務であって主務省
令で定めるもの

○ 公営住宅法第二
条第十六号に規
定する事業主体で
ある都道府県知
事又は市町村長

― ○ ○ ○ 《公営住宅》 公営住宅を供
給する都道府
県知事又は市
町村長

都道府県知事等 ○ ○ △ 生活保護関係情報であって主務省
令で定めるもの

○

76 31 3 公営住宅法による公営住宅の管
理に関する事務であって主務省
令で定めるもの

○ 公営住宅法第二
条第十六号に規
定する事業主体で
ある都道府県知
事又は市町村長

― ○ ○ ○ 《公営住宅》 公営住宅を供
給する都道府
県知事又は市
町村長

市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報又は住民票関係
情報であって主務省令で定めるも
の

○ ○

77 32 1 戦傷病者戦没者遺族等援護法に
よる障害年金、遺族年金又は遺
族給与金の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年
金機構、共済組合等又は農林
漁業団体職員共済組合

× × × 年金給付関係情報又は厚生年金
保険制度及び農林漁業団体職員
共済組合制度の統合を図るための
農林漁業団体職員共済組合法等を
廃止する等の法律による年金であ
る給付の支給に関する情報であっ
て主務省令で定めるもの

78 33 1 私立学校教職員共済法による短
期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

○ 日本私立学校振
興・共済事業団

― × × × ― 医療保険者又は後期高齢者医
療広域連合

○ × ○ 医療保険給付関係情報であって主
務省令で定めるもの

79 33 2 私立学校教職員共済法による短
期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

○ 日本私立学校振
興・共済事業団

― × × × ― 私立学校教職員共済法第二十
五条において準用する国家公
務員共済組合法第六十条第一
項に規定する他の法令による
給付の支給を行うこととされて
いる者

○ △ ○ 私立学校教職員共済法第二十五
条において準用する国家公務員共
済組合法第六十条第一項に規定
する他の法令による給付の支給に
関する情報であって主務省令で定
めるもの

80 33 3 私立学校教職員共済法による短
期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

○ 日本私立学校振
興・共済事業団

― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 介護保険給付関係情報であって主
務省令で定めるもの

○

81 34 1 私立学校教職員共済法による短
期給付、年金である給付又は脱
退一時金の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

○ 日本私立学校振
興・共済事業団

― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報又は住民票関係
情報であって主務省令で定めるも
の

○ ○

82 34 2 私立学校教職員共済法による短
期給付、年金である給付又は脱
退一時金の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

× 日本私立学校振
興・共済事業団

― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年
金機構又は共済組合等

× × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

№ 項
番

枝
番

事務

69 30 3 社会福祉法による生計困難者に
対して無利子又は低利で資金を
融通する事業の実施に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

70 30 4 社会福祉法による生計困難者に
対して無利子又は低利で資金を
融通する事業の実施に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

71 30 5 社会福祉法による生計困難者に
対して無利子又は低利で資金を
融通する事業の実施に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

72 30 6 社会福祉法による生計困難者に
対して無利子又は低利で資金を
融通する事業の実施に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

73 30 7 社会福祉法による生計困難者に
対して無利子又は低利で資金を
融通する事業の実施に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

74 31 1 公営住宅法による公営住宅の管
理に関する事務であって主務省
令で定めるもの

75 31 2 公営住宅法による公営住宅の管
理に関する事務であって主務省
令で定めるもの

76 31 3 公営住宅法による公営住宅の管
理に関する事務であって主務省
令で定めるもの

77 32 1 戦傷病者戦没者遺族等援護法に
よる障害年金、遺族年金又は遺
族給与金の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

78 33 1 私立学校教職員共済法による短
期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

79 33 2 私立学校教職員共済法による短
期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

80 33 3 私立学校教職員共済法による短
期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

81 34 1 私立学校教職員共済法による短
期給付、年金である給付又は脱
退一時金の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

82 34 2 私立学校教職員共済法による短
期給付、年金である給付又は脱
退一時金の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 68 69 70 71 72 73
公的年金
給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

医療に関
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

障害を有
する者に
ついて支
給される
手当を支
給するこ
ととされ
ている者

給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

年金であ
る給付の
支給を行
うこととさ
れている

者

障害を支
給事由と
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・市町村
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・厚生労
働大臣

・国の各
種機関
・その他
各種機関

医療保険
給付関係
情報

失業等給
付関係情

報

職業訓練
受講給付
金関係情

報

労働者災
害補償関
係情報

石綿健康
被害救済
給付等関
係情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
関係情報

地方公
務員災
害補償
関係情

報

2ケース 16ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 4ケース 1ケース 15ケース 1ケース 1ケース 4ケース 8ケース 3ケース 3ケース 3ケース 2ケース 23ケース7ケース 5ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 7ケース 2ケース 2ケース 3ケース 1ケース

全国健
康保険
協会

国民年
金基金
連合会

特定障
害者に
対する
特別障
害給付
金の支
給に関
する法
律によ
る特別
障害給
付金の
支給に
関する
情報

社会福
祉法に
よる生
計困難
者に対
して無
利子又
は低利
で資金
を融通
する事
業の実
施に関
する情
報

独立行
政法人
農業者
年金基
金法に
よる農
業者年
金の被
保険者
に関す
る情報

船員保
険法に
よる保
険給付
の支給
に関す
る情報

国民年
金基金
の加入
員に関
する情
報

医療保険
者又は後
期高齢者
医療広域
連合

後期高齢
者医療広
域連合

石綿によ
る健康被
害の救済
に関する
法律によ
る特別遺
族給付金
の支給に
関する情

報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
援護に関
する情報

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

地方公
務員災
害補償
基金

社会福
祉協議

会

独立行
政法人
農業者
年金基

金

地方公
務員災
害補償
法によ
る公務
上の災
害又は
通勤に
よる災
害に対
する補
償に関
する情
報

64

年金給付関係情報

厚生労働大臣 厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構又は
共済組
合等

厚生年金保険制
度及び農林漁業
団体職員共済組
合制度の統合を
図るための農林
漁業団体職員共
済組合法等を廃
止する等の法律
による年金であ
る給付の支給に
関する情報

職業訓練
の実施等
による特
定求職者
の就職の
支援に関
する法律
による職
業訓練受
講給付金
の支給に
関する情

報

労働者災
害補償保
険法によ
る給付の
支給に関
する情報

国民年金法又は被用者年金各法による
年金である給付の支給又は保険料の徴

収に関する情報

国民年
金法に
よる障
害基礎
年金の
支給に
関する
情報

国民年
金法に
よる年
金であ
る給付
の支給
に関す
る情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
年金であ
る給付の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる一般
疾病医療
費の支給
に関する
情報

雇用保険
法第三十
七条第八
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

船員保険
法第三十
三条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

介護保険
法第二十
条に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

精神保健
及び精神
障害者福
祉に関す
る法律第
三十条の
二に規定
する他の
法律によ
る医療に
関する給
付の支給
に関する
情報

67
給付の支給を行うこととされている者 医療に関する給付の支給を行

うこととされている者
厚生労
働大臣
又は日
本年金
機構

共済組
合等

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組
合

厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

厚生労働大臣又
は日本年金機構

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組

合

都道府県
教育委員
会又は市
町村教育
委員会

雇用保険
法による
教育訓練
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法第二十
一条の五
の三十に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

児童福祉
法第二十
四条の二
十二に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

地方公務
員等共済
組合法第
六十二条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

国家公務
員共済組
合法第六
十条第一
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

私立学校
教職員共
済法第二
十五条に
おいて準
用する国
家公務員
共済組合
法第六十
条第一項
に規定す
る他の法
令による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法その
他の法令
による医
療に関す
る給付の
支給に関
する情報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律その
他の法令
による障
害を有す
る者に対
する手当
の支給に
関する情

報

感染症の
予防及び
感染症の
患者に対
する医療
に関する
法律第三
十九条第
一項に規
定する他
の法律に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律第
十八条第
一項ただ
し書に規
定する他
の法令に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

児童扶養
手当法第
三条第二
項に規定
する公的
年金給付
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
基本手当
若しくは
高年齢雇
用継続基
本給付金
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法又は
高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる医療
に関する
給付の支
給又は保
険料の徴
収に関す
る情報

学校保健
安全法に
よる医療
に要する
費用につ
いての援
助に関す
る情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる保険
料の徴収
に関する
情報

国民健康
保険法第
五十六条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

健康保険
法第五十
五条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる年金
である給
付の支給
に関する
情報

昭和六十
年法律第
三十四号
附則第九
十七条第
二項にお
いて準用
する特別
児童扶養
手当等の
支給に関
する法律
第十七条
第一号の
障害を支
給事由と
する給付
の支給に
関する情

報

健康保険
法第百二
十八条に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
五十七条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
第七条に
規定する
他の法令
により行
われる給
付の支給
に関する
情報

○

○ ○

○

○

○
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

情報番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
厚生労働
大臣又は
都道府県
知事等

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長

・厚生労
働大臣
・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

住民票関
係情報

地方税関
係情報

子どもの
ための手
当関係情

報

介護保険
給付関係
情報

生活保護
関係情報

児童扶養
手当関係
情報

中国残留
邦人等支
援給付関
係情報

障害者関
係情報

特別児童
扶養手当
関係情報

52ケース 53ケース 3ケース 17ケース 1ケース 1ケース 1ケース 3ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 2ケース 1ケース 20ケース 8ケース 6ケース 3ケース 1ケース 9ケース 3ケース 2ケース 2ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 2ケース

個人情報

別表上の記載 補足

情報照会者

業務
（業務ユニット、《ユ

ニット外》）

備考補足別表上の記載

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

子どもの
ための手
当の支給
に関する
法律によ
る子ども
のための
手当の支
給に関す
る情報

生活保護
法による
保護の実
施に関す
る情報

児童扶養
手当法に
よる児童
扶養手当
の支給に
関する情

報

住民基本
台帳法第
七条第四
号に規定
する事項

地方税法
その他の
地方税に
関する法
律に基づ
く条例の
規定によ
り算定し
た税額若
しくはそ
の算定の
基礎とな
る事項に
関する情

報

市町村長 都道府県
知事又は
保健所を
設置する
市の長

都道府県知事又は
広島市長若しくは長

崎市長

都道府県知事等 都道府県知事 厚生労働
大臣又は
都道府県

知事

文部科学
大臣、都
道府県知
事又は都
道府県教
育委員会

文部科学
大臣又は
都道府県
教育委員

会

№ 項
番

枝
番

事務 情報提供者

別表上の記載

自
治
体
の
関
連 自治体に

該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該
当）

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

自治体に
該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該

当）

介護保険
法による
保険給付
の支給若
しくは保
険料の徴
収に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる介護
手当の支
給に関す
る情報

国民健康
保険法第
七十六条
の四にお
いて準用
する介護
保険法第
百三十六
条第一項
（同法第
百四十条
第三項に
おいて準
用する場
合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
百十条に
おいて準
用する介
護保険法
第百三十
六条第一
項（同法
第百四十
条第三項
において
準用する
場合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

介護保険
法第百三
十六条第
一項（同
法第百四
十条第三
項におい
て準用す
る場合を
含む。）、
第百三十
八条第一
項又は第
百四十一
条第一項
の規定に
より通知
すること
とされて
いる事項
に関する
情報

障害者自
立支援法
による自
立支援給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
による療
養介護若
しくは施
設入所支
援に関す
る情報

児童福祉
法による
障害児通
所支援に
関する情

報

国民年金
法第八十
九条第三
号の施設
に入所す
る者に関
する情報

母子保健
法による
養育医療
の給付又
は養育医
療に要す
る費用の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる手当
等の支給
に関する
情報

母子及び
寡婦福祉
法による
母子家庭
自立支援
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法による
母子生活
支援施設
における
保護の実
施に関す
る情報

中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

身体障害
者福祉法
による身
体障害者
手帳、精
神保健及
び精神障
害者福祉
に関する
法律によ
る精神障
害者保健
福祉手帳
若しくは
知的障害
者福祉法
にいう知
的障害者
に関する
情報

中国残留
邦人等の
円滑な帰
国の促進
及び永住
帰国後の
自立の支
援に関す
る法律に
よる永住
帰国旅
費、自立
支度金、
一時金、
一時帰国
旅費又は
中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

公立高等
学校に係
る授業料
の不徴収
及び高等
学校等就
学支援金
の支給に
関する法
律による
就学支援
金の支給
に関する
情報

特別支援
学校への
就学奨励
に関する
法律によ
る特別支
援学校へ
の就学の
ために必
要な経費
の支弁に
関する情

報

母子及び
寡婦福祉
法による
資金の貸
付けに関
する情報

災害救助
法による
救助若し
くは扶助
金の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
療育の給
付若しく
は障害児
入所給付
費の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援若
しくは措
置（同法
第二十七
条第一項
第三号の
措置をい
う。）に関
する情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援、
措置（同
法第二十
七条第一
項第三号
若しくは
第二項又
は第二十
七条の二
第一項の
措置をい
う。）若し
くは日常
生活上の
援助及び
生活指導
並びに就
業の支援
の実施に
関する情

報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律によ
る特別児
童扶養手
当の支給
に関する
情報

83 35 1 私立学校教職員共済法による短
期給付又は年金である給付の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

× 日本私立学校振
興・共済事業団

― × × × ― 厚生労働大臣 × × × 失業等給付関係情報であって主務
省令で定めるもの

84 36 1 厚生年金保険法による年金であ
る保険給付又は一時金の支給に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 全国健康保険協会 × × × 船員保険法による保険給付の支給
に関する情報であって主務省令で
定めるもの

85 36 2 厚生年金保険法による年金であ
る保険給付又は一時金の支給に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 厚生労働大臣 × × × 労働者災害補償関係情報又は戦
傷病者戦没者遺族等援護法による
年金である給付若しくは雇用保険
法による基本手当若しくは高年齢
雇用継続基本給付金の支給に関
する情報であって主務省令で定め
るもの

86 36 3 厚生年金保険法による年金であ
る保険給付又は一時金の支給に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報又は住民票関係
情報であって主務省令で定めるも
の

○ ○

87 36 4 厚生年金保険法による年金であ
る保険給付又は一時金の支給に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 共済組合等 × × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの

88 36 5 厚生年金保険法による年金であ
る保険給付又は一時金の支給に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 地方公務員災害補償基金 × × × 地方公務員災害補償関係情報で
あって主務省令で定めるもの

89 37 1 厚生年金保険法による年金であ
る給付又は一時金の支給に関す
る事務であって主務省令で定め
るもの

× 厚生年金基金又
は企業年金連合
会

― × × × ― 厚生労働大臣又は日本年金機
構

× × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの

90 38 1 特別支援学校への就学奨励に関
する法律による特別支援学校へ
の就学のため必要な経費の支弁
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

○ 文部科学大臣又
は都道府県教育
委員会

― ○ ○ × 《学校》 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報又は住民票関係
情報であって主務省令で定めるも
の

○ ○

91 39 1 学校保健安全法による医療に要
する費用についての援助に関す
る事務であって主務省令で定め
るもの

○ 都道府県教育委
員会又は市町村
教育委員会

― ○ ○ ○ 《学校》 市町村長 ○ × ○ 住民票関係情報であって主務省令
で定めるもの

○

92 40 1 国家公務員共済組合法による短
期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

○ 国家公務員共済
組合

― × × × ― 医療保険者又は後期高齢者医
療広域連合

○ × ○ 医療保険給付関係情報であって主
務省令で定めるもの

93 40 2 国家公務員共済組合法による短
期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

○ 国家公務員共済
組合

― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報、住民票関係情報
又は介護保険給付関係情報であっ
て主務省令で定めるもの

○ ○ ○

94 40 3 国家公務員共済組合法による短
期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

× 国家公務員共済
組合

― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年
金機構又は共済組合等

× × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの

95 40 4 国家公務員共済組合法による短
期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

○ 国家公務員共済
組合

― × × × ― 国家公務員共済組合法第六十
条第一項に規定する他の法令
による給付の支給を行うことと
されている者

○ △ ○ 国家公務員共済組合法第六十条
第一項に規定する他の法令による
給付の支給に関する情報であって
主務省令で定めるもの

96 40 5 国家公務員共済組合法による短
期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

× 国家公務員共済
組合

― × × × ― 厚生労働大臣 × × × 失業等給付関係情報であって主務
省令で定めるもの

97 41 1 国家公務員共済組合法による年
金である給付若しくは脱退一時金
又は国家公務員共済組合法の長
期給付に関する施行法による年
金である給付の支給に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

○ 国家公務員共済
組合連合会

― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報又は住民票関係
情報であって主務省令で定めるも
の

○ ○

15/40



別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

№ 項
番

枝
番

事務

83 35 1 私立学校教職員共済法による短
期給付又は年金である給付の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

84 36 1 厚生年金保険法による年金であ
る保険給付又は一時金の支給に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

85 36 2 厚生年金保険法による年金であ
る保険給付又は一時金の支給に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

86 36 3 厚生年金保険法による年金であ
る保険給付又は一時金の支給に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

87 36 4 厚生年金保険法による年金であ
る保険給付又は一時金の支給に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

88 36 5 厚生年金保険法による年金であ
る保険給付又は一時金の支給に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

89 37 1 厚生年金保険法による年金であ
る給付又は一時金の支給に関す
る事務であって主務省令で定め
るもの

90 38 1 特別支援学校への就学奨励に関
する法律による特別支援学校へ
の就学のため必要な経費の支弁
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

91 39 1 学校保健安全法による医療に要
する費用についての援助に関す
る事務であって主務省令で定め
るもの

92 40 1 国家公務員共済組合法による短
期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

93 40 2 国家公務員共済組合法による短
期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

94 40 3 国家公務員共済組合法による短
期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

95 40 4 国家公務員共済組合法による短
期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

96 40 5 国家公務員共済組合法による短
期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

97 41 1 国家公務員共済組合法による年
金である給付若しくは脱退一時金
又は国家公務員共済組合法の長
期給付に関する施行法による年
金である給付の支給に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 68 69 70 71 72 73
公的年金
給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

医療に関
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

障害を有
する者に
ついて支
給される
手当を支
給するこ
ととされ
ている者

給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

年金であ
る給付の
支給を行
うこととさ
れている

者

障害を支
給事由と
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・市町村
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・厚生労
働大臣

・国の各
種機関
・その他
各種機関

医療保険
給付関係
情報

失業等給
付関係情

報

職業訓練
受講給付
金関係情

報

労働者災
害補償関
係情報

石綿健康
被害救済
給付等関
係情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
関係情報

地方公
務員災
害補償
関係情

報

2ケース 16ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 4ケース 1ケース 15ケース 1ケース 1ケース 4ケース 8ケース 3ケース 3ケース 3ケース 2ケース 23ケース7ケース 5ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 7ケース 2ケース 2ケース 3ケース 1ケース

全国健
康保険
協会

国民年
金基金
連合会

特定障
害者に
対する
特別障
害給付
金の支
給に関
する法
律によ
る特別
障害給
付金の
支給に
関する
情報

社会福
祉法に
よる生
計困難
者に対
して無
利子又
は低利
で資金
を融通
する事
業の実
施に関
する情
報

独立行
政法人
農業者
年金基
金法に
よる農
業者年
金の被
保険者
に関す
る情報

船員保
険法に
よる保
険給付
の支給
に関す
る情報

国民年
金基金
の加入
員に関
する情
報

医療保険
者又は後
期高齢者
医療広域
連合

後期高齢
者医療広
域連合

石綿によ
る健康被
害の救済
に関する
法律によ
る特別遺
族給付金
の支給に
関する情

報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
援護に関
する情報

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

地方公
務員災
害補償
基金

社会福
祉協議

会

独立行
政法人
農業者
年金基

金

地方公
務員災
害補償
法によ
る公務
上の災
害又は
通勤に
よる災
害に対
する補
償に関
する情
報

64

年金給付関係情報

厚生労働大臣 厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構又は
共済組
合等

厚生年金保険制
度及び農林漁業
団体職員共済組
合制度の統合を
図るための農林
漁業団体職員共
済組合法等を廃
止する等の法律
による年金であ
る給付の支給に
関する情報

職業訓練
の実施等
による特
定求職者
の就職の
支援に関
する法律
による職
業訓練受
講給付金
の支給に
関する情

報

労働者災
害補償保
険法によ
る給付の
支給に関
する情報

国民年金法又は被用者年金各法による
年金である給付の支給又は保険料の徴

収に関する情報

国民年
金法に
よる障
害基礎
年金の
支給に
関する
情報

国民年
金法に
よる年
金であ
る給付
の支給
に関す
る情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
年金であ
る給付の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる一般
疾病医療
費の支給
に関する
情報

雇用保険
法第三十
七条第八
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

船員保険
法第三十
三条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

介護保険
法第二十
条に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

精神保健
及び精神
障害者福
祉に関す
る法律第
三十条の
二に規定
する他の
法律によ
る医療に
関する給
付の支給
に関する
情報

67
給付の支給を行うこととされている者 医療に関する給付の支給を行

うこととされている者
厚生労
働大臣
又は日
本年金
機構

共済組
合等

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組
合

厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

厚生労働大臣又
は日本年金機構

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組

合

都道府県
教育委員
会又は市
町村教育
委員会

雇用保険
法による
教育訓練
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法第二十
一条の五
の三十に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

児童福祉
法第二十
四条の二
十二に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

地方公務
員等共済
組合法第
六十二条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

国家公務
員共済組
合法第六
十条第一
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

私立学校
教職員共
済法第二
十五条に
おいて準
用する国
家公務員
共済組合
法第六十
条第一項
に規定す
る他の法
令による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法その
他の法令
による医
療に関す
る給付の
支給に関
する情報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律その
他の法令
による障
害を有す
る者に対
する手当
の支給に
関する情

報

感染症の
予防及び
感染症の
患者に対
する医療
に関する
法律第三
十九条第
一項に規
定する他
の法律に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律第
十八条第
一項ただ
し書に規
定する他
の法令に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

児童扶養
手当法第
三条第二
項に規定
する公的
年金給付
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
基本手当
若しくは
高年齢雇
用継続基
本給付金
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法又は
高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる医療
に関する
給付の支
給又は保
険料の徴
収に関す
る情報

学校保健
安全法に
よる医療
に要する
費用につ
いての援
助に関す
る情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる保険
料の徴収
に関する
情報

国民健康
保険法第
五十六条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

健康保険
法第五十
五条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる年金
である給
付の支給
に関する
情報

昭和六十
年法律第
三十四号
附則第九
十七条第
二項にお
いて準用
する特別
児童扶養
手当等の
支給に関
する法律
第十七条
第一号の
障害を支
給事由と
する給付
の支給に
関する情

報

健康保険
法第百二
十八条に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
五十七条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
第七条に
規定する
他の法令
により行
われる給
付の支給
に関する
情報

○

○

○ ○ ○

○

○

○

○

○

○

○

16/40



別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

情報番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
厚生労働
大臣又は
都道府県
知事等

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長

・厚生労
働大臣
・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

住民票関
係情報

地方税関
係情報

子どもの
ための手
当関係情

報

介護保険
給付関係
情報

生活保護
関係情報

児童扶養
手当関係
情報

中国残留
邦人等支
援給付関
係情報

障害者関
係情報

特別児童
扶養手当
関係情報

52ケース 53ケース 3ケース 17ケース 1ケース 1ケース 1ケース 3ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 2ケース 1ケース 20ケース 8ケース 6ケース 3ケース 1ケース 9ケース 3ケース 2ケース 2ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 2ケース

個人情報

別表上の記載 補足

情報照会者

業務
（業務ユニット、《ユ

ニット外》）

備考補足別表上の記載

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

子どもの
ための手
当の支給
に関する
法律によ
る子ども
のための
手当の支
給に関す
る情報

生活保護
法による
保護の実
施に関す
る情報

児童扶養
手当法に
よる児童
扶養手当
の支給に
関する情

報

住民基本
台帳法第
七条第四
号に規定
する事項

地方税法
その他の
地方税に
関する法
律に基づ
く条例の
規定によ
り算定し
た税額若
しくはそ
の算定の
基礎とな
る事項に
関する情

報

市町村長 都道府県
知事又は
保健所を
設置する
市の長

都道府県知事又は
広島市長若しくは長

崎市長

都道府県知事等 都道府県知事 厚生労働
大臣又は
都道府県

知事

文部科学
大臣、都
道府県知
事又は都
道府県教
育委員会

文部科学
大臣又は
都道府県
教育委員

会

№ 項
番

枝
番

事務 情報提供者

別表上の記載

自
治
体
の
関
連 自治体に

該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該
当）

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

自治体に
該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該

当）

介護保険
法による
保険給付
の支給若
しくは保
険料の徴
収に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる介護
手当の支
給に関す
る情報

国民健康
保険法第
七十六条
の四にお
いて準用
する介護
保険法第
百三十六
条第一項
（同法第
百四十条
第三項に
おいて準
用する場
合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
百十条に
おいて準
用する介
護保険法
第百三十
六条第一
項（同法
第百四十
条第三項
において
準用する
場合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

介護保険
法第百三
十六条第
一項（同
法第百四
十条第三
項におい
て準用す
る場合を
含む。）、
第百三十
八条第一
項又は第
百四十一
条第一項
の規定に
より通知
すること
とされて
いる事項
に関する
情報

障害者自
立支援法
による自
立支援給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
による療
養介護若
しくは施
設入所支
援に関す
る情報

児童福祉
法による
障害児通
所支援に
関する情

報

国民年金
法第八十
九条第三
号の施設
に入所す
る者に関
する情報

母子保健
法による
養育医療
の給付又
は養育医
療に要す
る費用の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる手当
等の支給
に関する
情報

母子及び
寡婦福祉
法による
母子家庭
自立支援
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法による
母子生活
支援施設
における
保護の実
施に関す
る情報

中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

身体障害
者福祉法
による身
体障害者
手帳、精
神保健及
び精神障
害者福祉
に関する
法律によ
る精神障
害者保健
福祉手帳
若しくは
知的障害
者福祉法
にいう知
的障害者
に関する
情報

中国残留
邦人等の
円滑な帰
国の促進
及び永住
帰国後の
自立の支
援に関す
る法律に
よる永住
帰国旅
費、自立
支度金、
一時金、
一時帰国
旅費又は
中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

公立高等
学校に係
る授業料
の不徴収
及び高等
学校等就
学支援金
の支給に
関する法
律による
就学支援
金の支給
に関する
情報

特別支援
学校への
就学奨励
に関する
法律によ
る特別支
援学校へ
の就学の
ために必
要な経費
の支弁に
関する情

報

母子及び
寡婦福祉
法による
資金の貸
付けに関
する情報

災害救助
法による
救助若し
くは扶助
金の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
療育の給
付若しく
は障害児
入所給付
費の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援若
しくは措
置（同法
第二十七
条第一項
第三号の
措置をい
う。）に関
する情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援、
措置（同
法第二十
七条第一
項第三号
若しくは
第二項又
は第二十
七条の二
第一項の
措置をい
う。）若し
くは日常
生活上の
援助及び
生活指導
並びに就
業の支援
の実施に
関する情

報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律によ
る特別児
童扶養手
当の支給
に関する
情報

98 41 2 国家公務員共済組合法による年
金である給付若しくは脱退一時金
又は国家公務員共済組合法の長
期給付に関する施行法による年
金である給付の支給に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

× 国家公務員共済
組合連合会

― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年
金機構又は共済組合等

× × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの

99 42 1 国家公務員共済組合法による年
金である給付の支給に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

× 国家公務員共済
組合連合会

― × × × ― 厚生労働大臣 × × × 失業等給付関係情報であって主務
省令で定めるもの

100 43 1 国民健康保険法による保険給付
の支給又は保険料の徴収に関す
る事務であって主務省令で定め
るもの

○ 市町村長又は国
民健康保険組合

― ○ × ○ 国民健康保険 医療保険者又は後期高齢者医
療広域連合

○ × ○ 医療保険給付関係情報であって主
務省令で定めるもの

101 43 2 国民健康保険法による保険給付
の支給又は保険料の徴収に関す
る事務であって主務省令で定め
るもの

○ 市町村長又は国
民健康保険組合

― ○ × ○ 国民健康保険 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報、住民票関係情報
又は介護保険給付関係情報であっ
て主務省令で定めるもの

○ ○ ○

102 44 1 国民健康保険法による保険給付
の支給に関する事務であって主
務省令で定めるもの

○ 市町村長又は国
民健康保険組合

― ○ × ○ 国民健康保険 国民健康保険法第五十六条第
一項に規定する他の法令によ
る給付の支給を行うこととされ
ている者

○ ○ ○ 国民健康保険法第五十六条第一
項に規定する他の法令による給付
の支給に関する情報であって主務
省令で定めるもの

103 45 1 国民健康保険法による保険料の
徴収に関する事務であって主務
省令で定めるもの

○ 市町村長 ― ○ × ○ 国民健康保険 厚生労働大臣 × × × 失業等給付関係情報であって主務
省令で定めるもの

104 46 1 国民健康保険法による特別徴収
の方法による保険料の徴収又は
納入に関する事務であって主務
省令で定めるもの

○ 市町村長 ― ○ × ○ 国民健康保険 厚生労働大臣若しくは日本年
金機構又は共済組合等

× × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの

105 47 1 国民健康保険法による特別徴収
の方法による保険料の徴収又は
納入に関する事務であって主務
省令で定めるもの

○ 厚生労働大臣又
は共済組合等

― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 国民健康保険法第七十六条の四
において準用する介護保険法第百
三十六条第一項（同法第百四十条
第三項において準用する場合を含
む。）、第百三十八条第一項又は第
百四十一条第一項の規定により通
知することとされている事項に関す
る情報であって主務省令で定める
もの

○

106 48 1 国民年金法による年金である給
付若しくは一時金の支給又は保
険料の免除に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 全国健康保険協会 × × × 船員保険法による保険給付の支給
に関する情報であって主務省令で
定めるもの

107 48 2 国民年金法による年金である給
付若しくは一時金の支給又は保
険料の免除に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 厚生労働大臣 × × × 労働者災害補償関係情報又は戦
傷病者戦没者遺族等援護法による
年金である給付の支給に関する情
報であって主務省令で定めるもの

108 48 3 国民年金法による年金である給
付若しくは一時金の支給又は保
険料の免除に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 共済組合等 × × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの

109 48 4 国民年金法による年金である給
付若しくは一時金の支給又は保
険料の免除に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 都道府県知事等 ○ ○ △ 児童扶養手当関係情報であって主
務省令で定めるもの

○

110 48 5 国民年金法による年金である給
付若しくは一時金の支給又は保
険料の免除に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 地方公務員災害補償基金 × × × 地方公務員災害補償関係情報で
あって主務省令で定めるもの

111 49 1 国民年金法による年金である給
付若しくは一時金の支給、保険料
の納付に関する処分又は保険料
その他徴収金の徴収に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報又は住民票関係
情報であって主務省令で定めるも
の

○ ○

112 50 1 国民年金法による国民年金原簿
の記録又は保険料の納付委託に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 国民年金基金連合会 × × × 国民年金基金の加入員に関する情
報であって主務省令で定めるもの
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

№ 項
番

枝
番

事務

98 41 2 国家公務員共済組合法による年
金である給付若しくは脱退一時金
又は国家公務員共済組合法の長
期給付に関する施行法による年
金である給付の支給に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

99 42 1 国家公務員共済組合法による年
金である給付の支給に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

100 43 1 国民健康保険法による保険給付
の支給又は保険料の徴収に関す
る事務であって主務省令で定め
るもの

101 43 2 国民健康保険法による保険給付
の支給又は保険料の徴収に関す
る事務であって主務省令で定め
るもの

102 44 1 国民健康保険法による保険給付
の支給に関する事務であって主
務省令で定めるもの

103 45 1 国民健康保険法による保険料の
徴収に関する事務であって主務
省令で定めるもの

104 46 1 国民健康保険法による特別徴収
の方法による保険料の徴収又は
納入に関する事務であって主務
省令で定めるもの

105 47 1 国民健康保険法による特別徴収
の方法による保険料の徴収又は
納入に関する事務であって主務
省令で定めるもの

106 48 1 国民年金法による年金である給
付若しくは一時金の支給又は保
険料の免除に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

107 48 2 国民年金法による年金である給
付若しくは一時金の支給又は保
険料の免除に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

108 48 3 国民年金法による年金である給
付若しくは一時金の支給又は保
険料の免除に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

109 48 4 国民年金法による年金である給
付若しくは一時金の支給又は保
険料の免除に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

110 48 5 国民年金法による年金である給
付若しくは一時金の支給又は保
険料の免除に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

111 49 1 国民年金法による年金である給
付若しくは一時金の支給、保険料
の納付に関する処分又は保険料
その他徴収金の徴収に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

112 50 1 国民年金法による国民年金原簿
の記録又は保険料の納付委託に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 68 69 70 71 72 73
公的年金
給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

医療に関
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

障害を有
する者に
ついて支
給される
手当を支
給するこ
ととされ
ている者

給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

年金であ
る給付の
支給を行
うこととさ
れている

者

障害を支
給事由と
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・市町村
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・厚生労
働大臣

・国の各
種機関
・その他
各種機関

医療保険
給付関係
情報

失業等給
付関係情

報

職業訓練
受講給付
金関係情

報

労働者災
害補償関
係情報

石綿健康
被害救済
給付等関
係情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
関係情報

地方公
務員災
害補償
関係情

報

2ケース 16ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 4ケース 1ケース 15ケース 1ケース 1ケース 4ケース 8ケース 3ケース 3ケース 3ケース 2ケース 23ケース7ケース 5ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 7ケース 2ケース 2ケース 3ケース 1ケース

全国健
康保険
協会

国民年
金基金
連合会

特定障
害者に
対する
特別障
害給付
金の支
給に関
する法
律によ
る特別
障害給
付金の
支給に
関する
情報

社会福
祉法に
よる生
計困難
者に対
して無
利子又
は低利
で資金
を融通
する事
業の実
施に関
する情
報

独立行
政法人
農業者
年金基
金法に
よる農
業者年
金の被
保険者
に関す
る情報

船員保
険法に
よる保
険給付
の支給
に関す
る情報

国民年
金基金
の加入
員に関
する情
報

医療保険
者又は後
期高齢者
医療広域
連合

後期高齢
者医療広
域連合

石綿によ
る健康被
害の救済
に関する
法律によ
る特別遺
族給付金
の支給に
関する情

報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
援護に関
する情報

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

地方公
務員災
害補償
基金

社会福
祉協議

会

独立行
政法人
農業者
年金基

金

地方公
務員災
害補償
法によ
る公務
上の災
害又は
通勤に
よる災
害に対
する補
償に関
する情
報

64

年金給付関係情報

厚生労働大臣 厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構又は
共済組
合等

厚生年金保険制
度及び農林漁業
団体職員共済組
合制度の統合を
図るための農林
漁業団体職員共
済組合法等を廃
止する等の法律
による年金であ
る給付の支給に
関する情報

職業訓練
の実施等
による特
定求職者
の就職の
支援に関
する法律
による職
業訓練受
講給付金
の支給に
関する情

報

労働者災
害補償保
険法によ
る給付の
支給に関
する情報

国民年金法又は被用者年金各法による
年金である給付の支給又は保険料の徴

収に関する情報

国民年
金法に
よる障
害基礎
年金の
支給に
関する
情報

国民年
金法に
よる年
金であ
る給付
の支給
に関す
る情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
年金であ
る給付の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる一般
疾病医療
費の支給
に関する
情報

雇用保険
法第三十
七条第八
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

船員保険
法第三十
三条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

介護保険
法第二十
条に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

精神保健
及び精神
障害者福
祉に関す
る法律第
三十条の
二に規定
する他の
法律によ
る医療に
関する給
付の支給
に関する
情報

67
給付の支給を行うこととされている者 医療に関する給付の支給を行

うこととされている者
厚生労
働大臣
又は日
本年金
機構

共済組
合等

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組
合

厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

厚生労働大臣又
は日本年金機構

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組

合

都道府県
教育委員
会又は市
町村教育
委員会

雇用保険
法による
教育訓練
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法第二十
一条の五
の三十に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

児童福祉
法第二十
四条の二
十二に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

地方公務
員等共済
組合法第
六十二条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

国家公務
員共済組
合法第六
十条第一
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

私立学校
教職員共
済法第二
十五条に
おいて準
用する国
家公務員
共済組合
法第六十
条第一項
に規定す
る他の法
令による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法その
他の法令
による医
療に関す
る給付の
支給に関
する情報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律その
他の法令
による障
害を有す
る者に対
する手当
の支給に
関する情

報

感染症の
予防及び
感染症の
患者に対
する医療
に関する
法律第三
十九条第
一項に規
定する他
の法律に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律第
十八条第
一項ただ
し書に規
定する他
の法令に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

児童扶養
手当法第
三条第二
項に規定
する公的
年金給付
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
基本手当
若しくは
高年齢雇
用継続基
本給付金
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法又は
高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる医療
に関する
給付の支
給又は保
険料の徴
収に関す
る情報

学校保健
安全法に
よる医療
に要する
費用につ
いての援
助に関す
る情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる保険
料の徴収
に関する
情報

国民健康
保険法第
五十六条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

健康保険
法第五十
五条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる年金
である給
付の支給
に関する
情報

昭和六十
年法律第
三十四号
附則第九
十七条第
二項にお
いて準用
する特別
児童扶養
手当等の
支給に関
する法律
第十七条
第一号の
障害を支
給事由と
する給付
の支給に
関する情

報

健康保険
法第百二
十八条に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
五十七条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
第七条に
規定する
他の法令
により行
われる給
付の支給
に関する
情報

○

○

○

○

○

○

○

○ ○

○

○

○
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

情報番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
厚生労働
大臣又は
都道府県
知事等

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長

・厚生労
働大臣
・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

住民票関
係情報

地方税関
係情報

子どもの
ための手
当関係情

報

介護保険
給付関係
情報

生活保護
関係情報

児童扶養
手当関係
情報

中国残留
邦人等支
援給付関
係情報

障害者関
係情報

特別児童
扶養手当
関係情報

52ケース 53ケース 3ケース 17ケース 1ケース 1ケース 1ケース 3ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 2ケース 1ケース 20ケース 8ケース 6ケース 3ケース 1ケース 9ケース 3ケース 2ケース 2ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 2ケース

個人情報

別表上の記載 補足

情報照会者

業務
（業務ユニット、《ユ

ニット外》）

備考補足別表上の記載

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

子どもの
ための手
当の支給
に関する
法律によ
る子ども
のための
手当の支
給に関す
る情報

生活保護
法による
保護の実
施に関す
る情報

児童扶養
手当法に
よる児童
扶養手当
の支給に
関する情

報

住民基本
台帳法第
七条第四
号に規定
する事項

地方税法
その他の
地方税に
関する法
律に基づ
く条例の
規定によ
り算定し
た税額若
しくはそ
の算定の
基礎とな
る事項に
関する情

報

市町村長 都道府県
知事又は
保健所を
設置する
市の長

都道府県知事又は
広島市長若しくは長

崎市長

都道府県知事等 都道府県知事 厚生労働
大臣又は
都道府県

知事

文部科学
大臣、都
道府県知
事又は都
道府県教
育委員会

文部科学
大臣又は
都道府県
教育委員

会

№ 項
番

枝
番

事務 情報提供者

別表上の記載

自
治
体
の
関
連 自治体に

該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該
当）

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

自治体に
該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該

当）

介護保険
法による
保険給付
の支給若
しくは保
険料の徴
収に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる介護
手当の支
給に関す
る情報

国民健康
保険法第
七十六条
の四にお
いて準用
する介護
保険法第
百三十六
条第一項
（同法第
百四十条
第三項に
おいて準
用する場
合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
百十条に
おいて準
用する介
護保険法
第百三十
六条第一
項（同法
第百四十
条第三項
において
準用する
場合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

介護保険
法第百三
十六条第
一項（同
法第百四
十条第三
項におい
て準用す
る場合を
含む。）、
第百三十
八条第一
項又は第
百四十一
条第一項
の規定に
より通知
すること
とされて
いる事項
に関する
情報

障害者自
立支援法
による自
立支援給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
による療
養介護若
しくは施
設入所支
援に関す
る情報

児童福祉
法による
障害児通
所支援に
関する情

報

国民年金
法第八十
九条第三
号の施設
に入所す
る者に関
する情報

母子保健
法による
養育医療
の給付又
は養育医
療に要す
る費用の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる手当
等の支給
に関する
情報

母子及び
寡婦福祉
法による
母子家庭
自立支援
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法による
母子生活
支援施設
における
保護の実
施に関す
る情報

中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

身体障害
者福祉法
による身
体障害者
手帳、精
神保健及
び精神障
害者福祉
に関する
法律によ
る精神障
害者保健
福祉手帳
若しくは
知的障害
者福祉法
にいう知
的障害者
に関する
情報

中国残留
邦人等の
円滑な帰
国の促進
及び永住
帰国後の
自立の支
援に関す
る法律に
よる永住
帰国旅
費、自立
支度金、
一時金、
一時帰国
旅費又は
中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

公立高等
学校に係
る授業料
の不徴収
及び高等
学校等就
学支援金
の支給に
関する法
律による
就学支援
金の支給
に関する
情報

特別支援
学校への
就学奨励
に関する
法律によ
る特別支
援学校へ
の就学の
ために必
要な経費
の支弁に
関する情

報

母子及び
寡婦福祉
法による
資金の貸
付けに関
する情報

災害救助
法による
救助若し
くは扶助
金の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
療育の給
付若しく
は障害児
入所給付
費の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援若
しくは措
置（同法
第二十七
条第一項
第三号の
措置をい
う。）に関
する情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援、
措置（同
法第二十
七条第一
項第三号
若しくは
第二項又
は第二十
七条の二
第一項の
措置をい
う。）若し
くは日常
生活上の
援助及び
生活指導
並びに就
業の支援
の実施に
関する情

報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律によ
る特別児
童扶養手
当の支給
に関する
情報

113 51 1 国民年金法による保険料の免除
又は保険料の納付に関する処分
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 都道府県知事等 ○ ○ △ 生活保護関係情報であって主務省
令で定めるもの

○

114 51 2 国民年金法による保険料の免除
又は保険料の納付に関する処分
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 国民年金法第八十九条第三号の
施設に入所する者に関する情報で
あって主務省令で定めるもの

○

115 51 3 国民年金法による保険料の免除
又は保険料の納付に関する処分
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 厚生労働大臣 × × × 失業等給付関係情報であって主務
省令で定めるもの

116 52 1 国民年金法による年金である給
付又は一時金の支給に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

× 国民年金基金 ― × × × ― 厚生労働大臣又は日本年金機
構

× × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの

117 52 2 国民年金法による年金である給
付又は一時金の支給に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

× 国民年金基金 ― × × × ― 独立行政法人農業者年金基金 × × × 独立行政法人農業者年金基金法
による農業者年金の被保険者に関
する情報であって主務省令で定め
るもの

118 53 1 国民年金法による年金である給
付又は一時金の支給に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

× 国民年金基金連
合会

― × × × ― 厚生労働大臣又は日本年金機
構

× × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの

119 54 1 知的障害者福祉法による障害福
祉サービス、障害者支援施設等
への入所等の措置又は費用の徴
収に関する事務であって主務省
令で定めるもの

○ 市町村長 ― ○ × ○ 障害者福祉 市町村長 ○ × ○ 住民票関係情報であって主務省令
で定めるもの

○

120 55 1 住宅地区改良法による改良住宅
の管理若しくは家賃若しくは敷金
の決定若しくは変更又は収入超
過者に対する措置に関する事務
であって主務省令で定めるもの

○ 住宅地区改良法
第二条第二項に
規定する施行者で
ある都道府県知
事又は市町村長

・都道府県知
事（一部）
・市町村長（一
部）

○ △ △ ≪住宅≫ 団体の事情に
よって市町村
か都道府県が
施行する。（市
町村の実施が
困難な場合は
都道府県が施
行する等。）

都道府県知事 ○ ○ ○ 障害者関係情報であって主務省令
で定めるもの

○

121 55 2 住宅地区改良法による改良住宅
の管理若しくは家賃若しくは敷金
の決定若しくは変更又は収入超
過者に対する措置に関する事務
であって主務省令で定めるもの

○ 住宅地区改良法
第二条第二項に
規定する施行者で
ある都道府県知
事又は市町村長

・都道府県知
事（一部）
・市町村長（一
部）

○ △ △ ≪住宅≫ 団体の事情に
よって市町村
か都道府県が
施行する。（市
町村の実施が
困難な場合は
都道府県が施
行する等。）

都道府県知事等 ○ ○ △ 生活保護関係情報であって主務省
令で定めるもの

○

122 55 3 住宅地区改良法による改良住宅
の管理若しくは家賃若しくは敷金
の決定若しくは変更又は収入超
過者に対する措置に関する事務
であって主務省令で定めるもの

○ 住宅地区改良法
第二条第二項に
規定する施行者で
ある都道府県知
事又は市町村長

・都道府県知
事（一部）
・市町村長（一
部）

○ △ △ ≪住宅≫ 団体の事情に
よって市町村
か都道府県が
施行する。（市
町村の実施が
困難な場合は
都道府県が施
行する等。）

市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報又は住民票関係
情報であって主務省令で定めるも
の

○ ○

123 56 1 障害者の雇用の促進等に関する
法律による職業紹介等、障害者
職業センターの設置及び運営、
納付金関係業務若しくは納付金
関係業務に相当する業務の実
施、在宅就業障害者特例調整金
若しくは報奨金等の支給又は登
録に関する事務であって主務省
令で定めるもの

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 都道府県知事 ○ ○ ○ 障害者関係情報であって主務省令
で定めるもの

○

124 57 1 障害者の雇用の促進等に関する
法律による納付金関係業務又は
納付金関係業務に相当する業務
の実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 厚生労働大臣 × × × 失業等給付関係情報であって主務
省令で定めるもの
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

№ 項
番

枝
番

事務

113 51 1 国民年金法による保険料の免除
又は保険料の納付に関する処分
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

114 51 2 国民年金法による保険料の免除
又は保険料の納付に関する処分
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

115 51 3 国民年金法による保険料の免除
又は保険料の納付に関する処分
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

116 52 1 国民年金法による年金である給
付又は一時金の支給に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

117 52 2 国民年金法による年金である給
付又は一時金の支給に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

118 53 1 国民年金法による年金である給
付又は一時金の支給に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

119 54 1 知的障害者福祉法による障害福
祉サービス、障害者支援施設等
への入所等の措置又は費用の徴
収に関する事務であって主務省
令で定めるもの

120 55 1 住宅地区改良法による改良住宅
の管理若しくは家賃若しくは敷金
の決定若しくは変更又は収入超
過者に対する措置に関する事務
であって主務省令で定めるもの

121 55 2 住宅地区改良法による改良住宅
の管理若しくは家賃若しくは敷金
の決定若しくは変更又は収入超
過者に対する措置に関する事務
であって主務省令で定めるもの

122 55 3 住宅地区改良法による改良住宅
の管理若しくは家賃若しくは敷金
の決定若しくは変更又は収入超
過者に対する措置に関する事務
であって主務省令で定めるもの

123 56 1 障害者の雇用の促進等に関する
法律による職業紹介等、障害者
職業センターの設置及び運営、
納付金関係業務若しくは納付金
関係業務に相当する業務の実
施、在宅就業障害者特例調整金
若しくは報奨金等の支給又は登
録に関する事務であって主務省
令で定めるもの

124 57 1 障害者の雇用の促進等に関する
法律による納付金関係業務又は
納付金関係業務に相当する業務
の実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 68 69 70 71 72 73
公的年金
給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

医療に関
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

障害を有
する者に
ついて支
給される
手当を支
給するこ
ととされ
ている者

給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

年金であ
る給付の
支給を行
うこととさ
れている

者

障害を支
給事由と
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・市町村
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・厚生労
働大臣

・国の各
種機関
・その他
各種機関

医療保険
給付関係
情報

失業等給
付関係情

報

職業訓練
受講給付
金関係情

報

労働者災
害補償関
係情報

石綿健康
被害救済
給付等関
係情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
関係情報

地方公
務員災
害補償
関係情

報

2ケース 16ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 4ケース 1ケース 15ケース 1ケース 1ケース 4ケース 8ケース 3ケース 3ケース 3ケース 2ケース 23ケース7ケース 5ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 7ケース 2ケース 2ケース 3ケース 1ケース

全国健
康保険
協会

国民年
金基金
連合会

特定障
害者に
対する
特別障
害給付
金の支
給に関
する法
律によ
る特別
障害給
付金の
支給に
関する
情報

社会福
祉法に
よる生
計困難
者に対
して無
利子又
は低利
で資金
を融通
する事
業の実
施に関
する情
報

独立行
政法人
農業者
年金基
金法に
よる農
業者年
金の被
保険者
に関す
る情報

船員保
険法に
よる保
険給付
の支給
に関す
る情報

国民年
金基金
の加入
員に関
する情
報

医療保険
者又は後
期高齢者
医療広域
連合

後期高齢
者医療広
域連合

石綿によ
る健康被
害の救済
に関する
法律によ
る特別遺
族給付金
の支給に
関する情

報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
援護に関
する情報

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

地方公
務員災
害補償
基金

社会福
祉協議

会

独立行
政法人
農業者
年金基

金

地方公
務員災
害補償
法によ
る公務
上の災
害又は
通勤に
よる災
害に対
する補
償に関
する情
報

64

年金給付関係情報

厚生労働大臣 厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構又は
共済組
合等

厚生年金保険制
度及び農林漁業
団体職員共済組
合制度の統合を
図るための農林
漁業団体職員共
済組合法等を廃
止する等の法律
による年金であ
る給付の支給に
関する情報

職業訓練
の実施等
による特
定求職者
の就職の
支援に関
する法律
による職
業訓練受
講給付金
の支給に
関する情

報

労働者災
害補償保
険法によ
る給付の
支給に関
する情報

国民年金法又は被用者年金各法による
年金である給付の支給又は保険料の徴

収に関する情報

国民年
金法に
よる障
害基礎
年金の
支給に
関する
情報

国民年
金法に
よる年
金であ
る給付
の支給
に関す
る情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
年金であ
る給付の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる一般
疾病医療
費の支給
に関する
情報

雇用保険
法第三十
七条第八
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

船員保険
法第三十
三条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

介護保険
法第二十
条に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

精神保健
及び精神
障害者福
祉に関す
る法律第
三十条の
二に規定
する他の
法律によ
る医療に
関する給
付の支給
に関する
情報

67
給付の支給を行うこととされている者 医療に関する給付の支給を行

うこととされている者
厚生労
働大臣
又は日
本年金
機構

共済組
合等

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組
合

厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

厚生労働大臣又
は日本年金機構

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組

合

都道府県
教育委員
会又は市
町村教育
委員会

雇用保険
法による
教育訓練
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法第二十
一条の五
の三十に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

児童福祉
法第二十
四条の二
十二に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

地方公務
員等共済
組合法第
六十二条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

国家公務
員共済組
合法第六
十条第一
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

私立学校
教職員共
済法第二
十五条に
おいて準
用する国
家公務員
共済組合
法第六十
条第一項
に規定す
る他の法
令による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法その
他の法令
による医
療に関す
る給付の
支給に関
する情報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律その
他の法令
による障
害を有す
る者に対
する手当
の支給に
関する情

報

感染症の
予防及び
感染症の
患者に対
する医療
に関する
法律第三
十九条第
一項に規
定する他
の法律に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律第
十八条第
一項ただ
し書に規
定する他
の法令に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

児童扶養
手当法第
三条第二
項に規定
する公的
年金給付
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
基本手当
若しくは
高年齢雇
用継続基
本給付金
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法又は
高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる医療
に関する
給付の支
給又は保
険料の徴
収に関す
る情報

学校保健
安全法に
よる医療
に要する
費用につ
いての援
助に関す
る情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる保険
料の徴収
に関する
情報

国民健康
保険法第
五十六条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

健康保険
法第五十
五条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる年金
である給
付の支給
に関する
情報

昭和六十
年法律第
三十四号
附則第九
十七条第
二項にお
いて準用
する特別
児童扶養
手当等の
支給に関
する法律
第十七条
第一号の
障害を支
給事由と
する給付
の支給に
関する情

報

健康保険
法第百二
十八条に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
五十七条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
第七条に
規定する
他の法令
により行
われる給
付の支給
に関する
情報

○

○

○

○

○
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

情報番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
厚生労働
大臣又は
都道府県
知事等

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長

・厚生労
働大臣
・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

住民票関
係情報

地方税関
係情報

子どもの
ための手
当関係情

報

介護保険
給付関係
情報

生活保護
関係情報

児童扶養
手当関係
情報

中国残留
邦人等支
援給付関
係情報

障害者関
係情報

特別児童
扶養手当
関係情報

52ケース 53ケース 3ケース 17ケース 1ケース 1ケース 1ケース 3ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 2ケース 1ケース 20ケース 8ケース 6ケース 3ケース 1ケース 9ケース 3ケース 2ケース 2ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 2ケース

個人情報

別表上の記載 補足

情報照会者

業務
（業務ユニット、《ユ

ニット外》）

備考補足別表上の記載

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

子どもの
ための手
当の支給
に関する
法律によ
る子ども
のための
手当の支
給に関す
る情報

生活保護
法による
保護の実
施に関す
る情報

児童扶養
手当法に
よる児童
扶養手当
の支給に
関する情

報

住民基本
台帳法第
七条第四
号に規定
する事項

地方税法
その他の
地方税に
関する法
律に基づ
く条例の
規定によ
り算定し
た税額若
しくはそ
の算定の
基礎とな
る事項に
関する情

報

市町村長 都道府県
知事又は
保健所を
設置する
市の長

都道府県知事又は
広島市長若しくは長

崎市長

都道府県知事等 都道府県知事 厚生労働
大臣又は
都道府県

知事

文部科学
大臣、都
道府県知
事又は都
道府県教
育委員会

文部科学
大臣又は
都道府県
教育委員

会

№ 項
番

枝
番

事務 情報提供者

別表上の記載

自
治
体
の
関
連 自治体に

該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該
当）

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

自治体に
該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該

当）

介護保険
法による
保険給付
の支給若
しくは保
険料の徴
収に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる介護
手当の支
給に関す
る情報

国民健康
保険法第
七十六条
の四にお
いて準用
する介護
保険法第
百三十六
条第一項
（同法第
百四十条
第三項に
おいて準
用する場
合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
百十条に
おいて準
用する介
護保険法
第百三十
六条第一
項（同法
第百四十
条第三項
において
準用する
場合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

介護保険
法第百三
十六条第
一項（同
法第百四
十条第三
項におい
て準用す
る場合を
含む。）、
第百三十
八条第一
項又は第
百四十一
条第一項
の規定に
より通知
すること
とされて
いる事項
に関する
情報

障害者自
立支援法
による自
立支援給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
による療
養介護若
しくは施
設入所支
援に関す
る情報

児童福祉
法による
障害児通
所支援に
関する情

報

国民年金
法第八十
九条第三
号の施設
に入所す
る者に関
する情報

母子保健
法による
養育医療
の給付又
は養育医
療に要す
る費用の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる手当
等の支給
に関する
情報

母子及び
寡婦福祉
法による
母子家庭
自立支援
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法による
母子生活
支援施設
における
保護の実
施に関す
る情報

中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

身体障害
者福祉法
による身
体障害者
手帳、精
神保健及
び精神障
害者福祉
に関する
法律によ
る精神障
害者保健
福祉手帳
若しくは
知的障害
者福祉法
にいう知
的障害者
に関する
情報

中国残留
邦人等の
円滑な帰
国の促進
及び永住
帰国後の
自立の支
援に関す
る法律に
よる永住
帰国旅
費、自立
支度金、
一時金、
一時帰国
旅費又は
中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

公立高等
学校に係
る授業料
の不徴収
及び高等
学校等就
学支援金
の支給に
関する法
律による
就学支援
金の支給
に関する
情報

特別支援
学校への
就学奨励
に関する
法律によ
る特別支
援学校へ
の就学の
ために必
要な経費
の支弁に
関する情

報

母子及び
寡婦福祉
法による
資金の貸
付けに関
する情報

災害救助
法による
救助若し
くは扶助
金の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
療育の給
付若しく
は障害児
入所給付
費の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援若
しくは措
置（同法
第二十七
条第一項
第三号の
措置をい
う。）に関
する情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援、
措置（同
法第二十
七条第一
項第三号
若しくは
第二項又
は第二十
七条の二
第一項の
措置をい
う。）若し
くは日常
生活上の
援助及び
生活指導
並びに就
業の支援
の実施に
関する情

報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律によ
る特別児
童扶養手
当の支給
に関する
情報

125 58 1 児童扶養手当法による児童扶養
手当の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ ≪児童扶養手当≫ 都道府県知事 ○ ○ ○ 児童福祉法による障害児入所支
援、措置（同法第二十七条第一項
第三号若しくは第二項又は第二十
七条の二第一項の措置をいう。）若
しくは日常生活上の援助及び生活
指導並びに就業の支援の実施に関
する情報又は障害者関係情報で
あって主務省令で定めるもの

○ ○

126 58 2 児童扶養手当法による児童扶養
手当の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ ≪児童扶養手当≫ 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報、住民票関係情報
又は障害者自立支援法による療養
介護若しくは施設入所支援に関す
る情報であって主務省令で定める
もの

○ ○ ○

127 58 3 児童扶養手当法による児童扶養
手当の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ ≪児童扶養手当≫ 児童扶養手当法第三条第二項
に規定する公的年金給付の支
給を行うこととされている者

○ ○ ○ 児童扶養手当法第三条第二項に
規定する公的年金給付の支給に関
する情報であって主務省令で定め
るもの

128 58 4 児童扶養手当法による児童扶養
手当の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ ≪児童扶養手当≫ 厚生労働大臣又は都道府県知
事

○ ○ × 特別児童扶養手当関係情報であっ
て主務省令で定めるもの

○

129 59 1 地方公務員等共済組合法による
短期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

○ 地方公務員共済
組合

― × × × ― 医療保険者又は後期高齢者医
療広域連合

○ × ○ 医療保険給付関係情報であって主
務省令で定めるもの

130 59 2 地方公務員等共済組合法による
短期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

○ 地方公務員共済
組合

― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報、住民票関係情報
又は介護保険給付関係情報であっ
て主務省令で定めるもの

○ ○ ○

131 59 3 地方公務員等共済組合法による
短期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

× 地方公務員共済
組合

― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年
金機構又は共済組合等

× × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの

132 59 4 地方公務員等共済組合法による
短期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

○ 地方公務員共済
組合

― × × × ― 地方公務員等共済組合法第六
十二条第一項に規定する他の
法令による給付の支給を行うこ
ととされている者

○ △ ○ 地方公務員等共済組合法第六十
二条第一項に規定する他の法令に
よる給付の支給に関する情報で
あって主務省令で定めるもの

133 59 5 地方公務員等共済組合法による
短期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

× 地方公務員共済
組合

― × × × ― 地方公務員災害補償基金 × × × 地方公務員災害補償関係情報で
あって主務省令で定めるもの

134 59 6 地方公務員等共済組合法による
短期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

× 地方公務員共済
組合

― × × × ― 厚生労働大臣 × × × 失業等給付関係情報であって主務
省令で定めるもの

135 60 1 地方公務員等共済組合法による
年金である給付若しくは脱退一時
金又は地方公務員等共済組合法
の長期給付等に関する施行法に
よる年金である給付の支給に関
する事務であって主務省令で定
めるもの

○ 地方公務員共済
組合又は全国市
町村職員共済組
合連合会

― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報又は住民票関係
情報であって主務省令で定めるも
の

○ ○

136 60 2 地方公務員等共済組合法による
年金である給付若しくは脱退一時
金又は地方公務員等共済組合法
の長期給付等に関する施行法に
よる年金である給付の支給に関
する事務であって主務省令で定
めるもの

× 地方公務員共済
組合又は全国市
町村職員共済組
合連合会

― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年
金機構又は共済組合等

× × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの

137 61 1 地方公務員等共済組合法による
年金である給付の支給に関する
事務であって主務省令で定める
もの

× 地方公務員共済
組合又は全国市
町村職員共済組
合連合会

― × × × ― 地方公務員災害補償基金 × × × 地方公務員災害補償関係情報で
あって主務省令で定めるもの

138 61 2 地方公務員等共済組合法による
年金である給付の支給に関する
事務であって主務省令で定める
もの

× 地方公務員共済
組合又は全国市
町村職員共済組
合連合会

― × × × ― 厚生労働大臣 × × × 失業等給付関係情報であって主務
省令で定めるもの

139 62 1 老人福祉法による福祉の措置に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《老人福祉》 都道府県知事等 ○ ○ △ 生活保護関係情報であって主務省
令で定めるもの

○
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

№ 項
番

枝
番

事務

125 58 1 児童扶養手当法による児童扶養
手当の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

126 58 2 児童扶養手当法による児童扶養
手当の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

127 58 3 児童扶養手当法による児童扶養
手当の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

128 58 4 児童扶養手当法による児童扶養
手当の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

129 59 1 地方公務員等共済組合法による
短期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

130 59 2 地方公務員等共済組合法による
短期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

131 59 3 地方公務員等共済組合法による
短期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

132 59 4 地方公務員等共済組合法による
短期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

133 59 5 地方公務員等共済組合法による
短期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

134 59 6 地方公務員等共済組合法による
短期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

135 60 1 地方公務員等共済組合法による
年金である給付若しくは脱退一時
金又は地方公務員等共済組合法
の長期給付等に関する施行法に
よる年金である給付の支給に関
する事務であって主務省令で定
めるもの

136 60 2 地方公務員等共済組合法による
年金である給付若しくは脱退一時
金又は地方公務員等共済組合法
の長期給付等に関する施行法に
よる年金である給付の支給に関
する事務であって主務省令で定
めるもの

137 61 1 地方公務員等共済組合法による
年金である給付の支給に関する
事務であって主務省令で定める
もの

138 61 2 地方公務員等共済組合法による
年金である給付の支給に関する
事務であって主務省令で定める
もの

139 62 1 老人福祉法による福祉の措置に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 68 69 70 71 72 73
公的年金
給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

医療に関
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

障害を有
する者に
ついて支
給される
手当を支
給するこ
ととされ
ている者

給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

年金であ
る給付の
支給を行
うこととさ
れている

者

障害を支
給事由と
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・市町村
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・厚生労
働大臣

・国の各
種機関
・その他
各種機関

医療保険
給付関係
情報

失業等給
付関係情

報

職業訓練
受講給付
金関係情

報

労働者災
害補償関
係情報

石綿健康
被害救済
給付等関
係情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
関係情報

地方公
務員災
害補償
関係情

報

2ケース 16ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 4ケース 1ケース 15ケース 1ケース 1ケース 4ケース 8ケース 3ケース 3ケース 3ケース 2ケース 23ケース7ケース 5ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 7ケース 2ケース 2ケース 3ケース 1ケース

全国健
康保険
協会

国民年
金基金
連合会

特定障
害者に
対する
特別障
害給付
金の支
給に関
する法
律によ
る特別
障害給
付金の
支給に
関する
情報

社会福
祉法に
よる生
計困難
者に対
して無
利子又
は低利
で資金
を融通
する事
業の実
施に関
する情
報

独立行
政法人
農業者
年金基
金法に
よる農
業者年
金の被
保険者
に関す
る情報

船員保
険法に
よる保
険給付
の支給
に関す
る情報

国民年
金基金
の加入
員に関
する情
報

医療保険
者又は後
期高齢者
医療広域
連合

後期高齢
者医療広
域連合

石綿によ
る健康被
害の救済
に関する
法律によ
る特別遺
族給付金
の支給に
関する情

報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
援護に関
する情報

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

地方公
務員災
害補償
基金

社会福
祉協議

会

独立行
政法人
農業者
年金基

金

地方公
務員災
害補償
法によ
る公務
上の災
害又は
通勤に
よる災
害に対
する補
償に関
する情
報

64

年金給付関係情報

厚生労働大臣 厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構又は
共済組
合等

厚生年金保険制
度及び農林漁業
団体職員共済組
合制度の統合を
図るための農林
漁業団体職員共
済組合法等を廃
止する等の法律
による年金であ
る給付の支給に
関する情報

職業訓練
の実施等
による特
定求職者
の就職の
支援に関
する法律
による職
業訓練受
講給付金
の支給に
関する情

報

労働者災
害補償保
険法によ
る給付の
支給に関
する情報

国民年金法又は被用者年金各法による
年金である給付の支給又は保険料の徴

収に関する情報

国民年
金法に
よる障
害基礎
年金の
支給に
関する
情報

国民年
金法に
よる年
金であ
る給付
の支給
に関す
る情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
年金であ
る給付の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる一般
疾病医療
費の支給
に関する
情報

雇用保険
法第三十
七条第八
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

船員保険
法第三十
三条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

介護保険
法第二十
条に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

精神保健
及び精神
障害者福
祉に関す
る法律第
三十条の
二に規定
する他の
法律によ
る医療に
関する給
付の支給
に関する
情報

67
給付の支給を行うこととされている者 医療に関する給付の支給を行

うこととされている者
厚生労
働大臣
又は日
本年金
機構

共済組
合等

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組
合

厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

厚生労働大臣又
は日本年金機構

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組

合

都道府県
教育委員
会又は市
町村教育
委員会

雇用保険
法による
教育訓練
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法第二十
一条の五
の三十に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

児童福祉
法第二十
四条の二
十二に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

地方公務
員等共済
組合法第
六十二条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

国家公務
員共済組
合法第六
十条第一
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

私立学校
教職員共
済法第二
十五条に
おいて準
用する国
家公務員
共済組合
法第六十
条第一項
に規定す
る他の法
令による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法その
他の法令
による医
療に関す
る給付の
支給に関
する情報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律その
他の法令
による障
害を有す
る者に対
する手当
の支給に
関する情

報

感染症の
予防及び
感染症の
患者に対
する医療
に関する
法律第三
十九条第
一項に規
定する他
の法律に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律第
十八条第
一項ただ
し書に規
定する他
の法令に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

児童扶養
手当法第
三条第二
項に規定
する公的
年金給付
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
基本手当
若しくは
高年齢雇
用継続基
本給付金
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法又は
高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる医療
に関する
給付の支
給又は保
険料の徴
収に関す
る情報

学校保健
安全法に
よる医療
に要する
費用につ
いての援
助に関す
る情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる保険
料の徴収
に関する
情報

国民健康
保険法第
五十六条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

健康保険
法第五十
五条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる年金
である給
付の支給
に関する
情報

昭和六十
年法律第
三十四号
附則第九
十七条第
二項にお
いて準用
する特別
児童扶養
手当等の
支給に関
する法律
第十七条
第一号の
障害を支
給事由と
する給付
の支給に
関する情

報

健康保険
法第百二
十八条に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
五十七条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
第七条に
規定する
他の法令
により行
われる給
付の支給
に関する
情報

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

情報番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
厚生労働
大臣又は
都道府県
知事等

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長

・厚生労
働大臣
・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

住民票関
係情報

地方税関
係情報

子どもの
ための手
当関係情

報

介護保険
給付関係
情報

生活保護
関係情報

児童扶養
手当関係
情報

中国残留
邦人等支
援給付関
係情報

障害者関
係情報

特別児童
扶養手当
関係情報

52ケース 53ケース 3ケース 17ケース 1ケース 1ケース 1ケース 3ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 2ケース 1ケース 20ケース 8ケース 6ケース 3ケース 1ケース 9ケース 3ケース 2ケース 2ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 2ケース

個人情報

別表上の記載 補足

情報照会者

業務
（業務ユニット、《ユ

ニット外》）

備考補足別表上の記載

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

子どもの
ための手
当の支給
に関する
法律によ
る子ども
のための
手当の支
給に関す
る情報

生活保護
法による
保護の実
施に関す
る情報

児童扶養
手当法に
よる児童
扶養手当
の支給に
関する情

報

住民基本
台帳法第
七条第四
号に規定
する事項

地方税法
その他の
地方税に
関する法
律に基づ
く条例の
規定によ
り算定し
た税額若
しくはそ
の算定の
基礎とな
る事項に
関する情

報

市町村長 都道府県
知事又は
保健所を
設置する
市の長

都道府県知事又は
広島市長若しくは長

崎市長

都道府県知事等 都道府県知事 厚生労働
大臣又は
都道府県

知事

文部科学
大臣、都
道府県知
事又は都
道府県教
育委員会

文部科学
大臣又は
都道府県
教育委員

会

№ 項
番

枝
番

事務 情報提供者

別表上の記載

自
治
体
の
関
連 自治体に

該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該
当）

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

自治体に
該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該

当）

介護保険
法による
保険給付
の支給若
しくは保
険料の徴
収に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる介護
手当の支
給に関す
る情報

国民健康
保険法第
七十六条
の四にお
いて準用
する介護
保険法第
百三十六
条第一項
（同法第
百四十条
第三項に
おいて準
用する場
合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
百十条に
おいて準
用する介
護保険法
第百三十
六条第一
項（同法
第百四十
条第三項
において
準用する
場合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

介護保険
法第百三
十六条第
一項（同
法第百四
十条第三
項におい
て準用す
る場合を
含む。）、
第百三十
八条第一
項又は第
百四十一
条第一項
の規定に
より通知
すること
とされて
いる事項
に関する
情報

障害者自
立支援法
による自
立支援給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
による療
養介護若
しくは施
設入所支
援に関す
る情報

児童福祉
法による
障害児通
所支援に
関する情

報

国民年金
法第八十
九条第三
号の施設
に入所す
る者に関
する情報

母子保健
法による
養育医療
の給付又
は養育医
療に要す
る費用の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる手当
等の支給
に関する
情報

母子及び
寡婦福祉
法による
母子家庭
自立支援
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法による
母子生活
支援施設
における
保護の実
施に関す
る情報

中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

身体障害
者福祉法
による身
体障害者
手帳、精
神保健及
び精神障
害者福祉
に関する
法律によ
る精神障
害者保健
福祉手帳
若しくは
知的障害
者福祉法
にいう知
的障害者
に関する
情報

中国残留
邦人等の
円滑な帰
国の促進
及び永住
帰国後の
自立の支
援に関す
る法律に
よる永住
帰国旅
費、自立
支度金、
一時金、
一時帰国
旅費又は
中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

公立高等
学校に係
る授業料
の不徴収
及び高等
学校等就
学支援金
の支給に
関する法
律による
就学支援
金の支給
に関する
情報

特別支援
学校への
就学奨励
に関する
法律によ
る特別支
援学校へ
の就学の
ために必
要な経費
の支弁に
関する情

報

母子及び
寡婦福祉
法による
資金の貸
付けに関
する情報

災害救助
法による
救助若し
くは扶助
金の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
療育の給
付若しく
は障害児
入所給付
費の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援若
しくは措
置（同法
第二十七
条第一項
第三号の
措置をい
う。）に関
する情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援、
措置（同
法第二十
七条第一
項第三号
若しくは
第二項又
は第二十
七条の二
第一項の
措置をい
う。）若し
くは日常
生活上の
援助及び
生活指導
並びに就
業の支援
の実施に
関する情

報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律によ
る特別児
童扶養手
当の支給
に関する
情報

140 62 2 老人福祉法による福祉の措置に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《老人福祉》 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報、住民票関係情報
又は介護保険給付関係情報であっ
て主務省令で定めるもの

○ ○ ○

141 63 1 老人福祉法による費用の徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《老人福祉》 医療保険者又は後期高齢者医
療広域連合

○ × ○ 医療保険給付関係情報であって主
務省令で定めるもの

142 63 2 老人福祉法による費用の徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《老人福祉》 厚生労働大臣 × × × 労働者災害補償関係情報又は失
業等給付関係情報であって主務省
令で定めるもの

143 63 3 老人福祉法による費用の徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《老人福祉》 都道府県知事等 ○ ○ △ 生活保護関係情報であって主務省
令で定めるもの

○

144 63 4 老人福祉法による費用の徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《老人福祉》 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報、住民票関係情報
又は介護保険給付関係情報であっ
て主務省令で定めるもの

○ ○ ○

145 63 5 老人福祉法による費用の徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《老人福祉》 厚生労働大臣若しくは日本年
金機構又は共済組合等

× × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの

146 64 1 母子及び寡婦福祉法による償還
未済額の免除又は資金の貸付け
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

○ 都道府県知事 ・都道府県知
事
・指定都市の
長
・中核市の長

○ ○ △ 《母子寡婦福祉資
金》

地方自治法施
行令　第8章
（指定都市）第
174条の31、
（中核市）第174
条の49の9に事
務の実施者の
規定あり

市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報であって主務省令
で定めるもの

○

147 65 1 母子及び寡婦福祉法による配偶
者のない者で現に児童を扶養し
ているもの又は寡婦についての
便宜の供与に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

○ 都道府県知事又
は市町村長

― ○ ○ ○ 《母子寡婦生活支
援》

都道府県知事等 ○ ○ △ 生活保護関係情報又は児童扶養
手当関係情報であって主務省令で
定めるもの

○ ○

148 65 2 母子及び寡婦福祉法による配偶
者のない者で現に児童を扶養し
ているもの又は寡婦についての
便宜の供与に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

○ 都道府県知事又
は市町村長

― ○ ○ ○ 《母子寡婦生活支
援》

市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報であって主務省令
で定めるもの

○

149 66 1 母子及び寡婦福祉法による母子
家庭自立支援給付金の支給に関
する事務であって主務省令で定
めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 《母子家庭自立支
援給付金》

市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報であって主務省令
で定めるもの

○

150 66 2 母子及び寡婦福祉法による母子
家庭自立支援給付金の支給に関
する事務であって主務省令で定
めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 《母子家庭自立支
援給付金》

都道府県知事等 ○ ○ △ 児童扶養手当関係情報であって主
務省令で定めるもの

○

151 66 3 母子及び寡婦福祉法による母子
家庭自立支援給付金の支給に関
する事務であって主務省令で定
めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 《母子家庭自立支
援給付金》

厚生労働大臣 × × × 雇用保険法による教育訓練給付金
の支給に関する情報又は職業訓練
受講給付金関係情報であって主務
省令で定めるもの

152 67 1 特別児童扶養手当等の支給に関
する法律による特別児童扶養手
当の支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの

○ 厚生労働大臣又
は都道府県知事

― ○ ○ × 《障害者福祉》 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報又は住民票関係
情報であって主務省令で定めるも
の

○ ○

153 67 2 特別児童扶養手当等の支給に関
する法律による特別児童扶養手
当の支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの

○ 厚生労働大臣又
は都道府県知事

― ○ ○ × 《障害者福祉》 厚生労働大臣若しくは日本年
金機構又は共済組合等

× × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

№ 項
番

枝
番

事務

140 62 2 老人福祉法による福祉の措置に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

141 63 1 老人福祉法による費用の徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

142 63 2 老人福祉法による費用の徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

143 63 3 老人福祉法による費用の徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

144 63 4 老人福祉法による費用の徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

145 63 5 老人福祉法による費用の徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

146 64 1 母子及び寡婦福祉法による償還
未済額の免除又は資金の貸付け
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

147 65 1 母子及び寡婦福祉法による配偶
者のない者で現に児童を扶養し
ているもの又は寡婦についての
便宜の供与に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

148 65 2 母子及び寡婦福祉法による配偶
者のない者で現に児童を扶養し
ているもの又は寡婦についての
便宜の供与に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

149 66 1 母子及び寡婦福祉法による母子
家庭自立支援給付金の支給に関
する事務であって主務省令で定
めるもの

150 66 2 母子及び寡婦福祉法による母子
家庭自立支援給付金の支給に関
する事務であって主務省令で定
めるもの

151 66 3 母子及び寡婦福祉法による母子
家庭自立支援給付金の支給に関
する事務であって主務省令で定
めるもの

152 67 1 特別児童扶養手当等の支給に関
する法律による特別児童扶養手
当の支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの

153 67 2 特別児童扶養手当等の支給に関
する法律による特別児童扶養手
当の支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 68 69 70 71 72 73
公的年金
給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

医療に関
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

障害を有
する者に
ついて支
給される
手当を支
給するこ
ととされ
ている者

給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

年金であ
る給付の
支給を行
うこととさ
れている

者

障害を支
給事由と
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・市町村
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・厚生労
働大臣

・国の各
種機関
・その他
各種機関

医療保険
給付関係
情報

失業等給
付関係情

報

職業訓練
受講給付
金関係情

報

労働者災
害補償関
係情報

石綿健康
被害救済
給付等関
係情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
関係情報

地方公
務員災
害補償
関係情

報

2ケース 16ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 4ケース 1ケース 15ケース 1ケース 1ケース 4ケース 8ケース 3ケース 3ケース 3ケース 2ケース 23ケース7ケース 5ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 7ケース 2ケース 2ケース 3ケース 1ケース

全国健
康保険
協会

国民年
金基金
連合会

特定障
害者に
対する
特別障
害給付
金の支
給に関
する法
律によ
る特別
障害給
付金の
支給に
関する
情報

社会福
祉法に
よる生
計困難
者に対
して無
利子又
は低利
で資金
を融通
する事
業の実
施に関
する情
報

独立行
政法人
農業者
年金基
金法に
よる農
業者年
金の被
保険者
に関す
る情報

船員保
険法に
よる保
険給付
の支給
に関す
る情報

国民年
金基金
の加入
員に関
する情
報

医療保険
者又は後
期高齢者
医療広域
連合

後期高齢
者医療広
域連合

石綿によ
る健康被
害の救済
に関する
法律によ
る特別遺
族給付金
の支給に
関する情

報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
援護に関
する情報

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

地方公
務員災
害補償
基金

社会福
祉協議

会

独立行
政法人
農業者
年金基

金

地方公
務員災
害補償
法によ
る公務
上の災
害又は
通勤に
よる災
害に対
する補
償に関
する情
報

64

年金給付関係情報

厚生労働大臣 厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構又は
共済組
合等

厚生年金保険制
度及び農林漁業
団体職員共済組
合制度の統合を
図るための農林
漁業団体職員共
済組合法等を廃
止する等の法律
による年金であ
る給付の支給に
関する情報

職業訓練
の実施等
による特
定求職者
の就職の
支援に関
する法律
による職
業訓練受
講給付金
の支給に
関する情

報

労働者災
害補償保
険法によ
る給付の
支給に関
する情報

国民年金法又は被用者年金各法による
年金である給付の支給又は保険料の徴

収に関する情報

国民年
金法に
よる障
害基礎
年金の
支給に
関する
情報

国民年
金法に
よる年
金であ
る給付
の支給
に関す
る情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
年金であ
る給付の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる一般
疾病医療
費の支給
に関する
情報

雇用保険
法第三十
七条第八
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

船員保険
法第三十
三条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

介護保険
法第二十
条に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

精神保健
及び精神
障害者福
祉に関す
る法律第
三十条の
二に規定
する他の
法律によ
る医療に
関する給
付の支給
に関する
情報

67
給付の支給を行うこととされている者 医療に関する給付の支給を行

うこととされている者
厚生労
働大臣
又は日
本年金
機構

共済組
合等

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組
合

厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

厚生労働大臣又
は日本年金機構

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組

合

都道府県
教育委員
会又は市
町村教育
委員会

雇用保険
法による
教育訓練
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法第二十
一条の五
の三十に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

児童福祉
法第二十
四条の二
十二に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

地方公務
員等共済
組合法第
六十二条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

国家公務
員共済組
合法第六
十条第一
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

私立学校
教職員共
済法第二
十五条に
おいて準
用する国
家公務員
共済組合
法第六十
条第一項
に規定す
る他の法
令による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法その
他の法令
による医
療に関す
る給付の
支給に関
する情報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律その
他の法令
による障
害を有す
る者に対
する手当
の支給に
関する情

報

感染症の
予防及び
感染症の
患者に対
する医療
に関する
法律第三
十九条第
一項に規
定する他
の法律に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律第
十八条第
一項ただ
し書に規
定する他
の法令に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

児童扶養
手当法第
三条第二
項に規定
する公的
年金給付
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
基本手当
若しくは
高年齢雇
用継続基
本給付金
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法又は
高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる医療
に関する
給付の支
給又は保
険料の徴
収に関す
る情報

学校保健
安全法に
よる医療
に要する
費用につ
いての援
助に関す
る情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる保険
料の徴収
に関する
情報

国民健康
保険法第
五十六条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

健康保険
法第五十
五条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる年金
である給
付の支給
に関する
情報

昭和六十
年法律第
三十四号
附則第九
十七条第
二項にお
いて準用
する特別
児童扶養
手当等の
支給に関
する法律
第十七条
第一号の
障害を支
給事由と
する給付
の支給に
関する情

報

健康保険
法第百二
十八条に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
五十七条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
第七条に
規定する
他の法令
により行
われる給
付の支給
に関する
情報

○

○ ○

○

○ ○

○
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

情報番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
厚生労働
大臣又は
都道府県
知事等

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長

・厚生労
働大臣
・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

住民票関
係情報

地方税関
係情報

子どもの
ための手
当関係情

報

介護保険
給付関係
情報

生活保護
関係情報

児童扶養
手当関係
情報

中国残留
邦人等支
援給付関
係情報

障害者関
係情報

特別児童
扶養手当
関係情報

52ケース 53ケース 3ケース 17ケース 1ケース 1ケース 1ケース 3ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 2ケース 1ケース 20ケース 8ケース 6ケース 3ケース 1ケース 9ケース 3ケース 2ケース 2ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 2ケース

個人情報

別表上の記載 補足

情報照会者

業務
（業務ユニット、《ユ

ニット外》）

備考補足別表上の記載

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

子どもの
ための手
当の支給
に関する
法律によ
る子ども
のための
手当の支
給に関す
る情報

生活保護
法による
保護の実
施に関す
る情報

児童扶養
手当法に
よる児童
扶養手当
の支給に
関する情

報

住民基本
台帳法第
七条第四
号に規定
する事項

地方税法
その他の
地方税に
関する法
律に基づ
く条例の
規定によ
り算定し
た税額若
しくはそ
の算定の
基礎とな
る事項に
関する情

報

市町村長 都道府県
知事又は
保健所を
設置する
市の長

都道府県知事又は
広島市長若しくは長

崎市長

都道府県知事等 都道府県知事 厚生労働
大臣又は
都道府県

知事

文部科学
大臣、都
道府県知
事又は都
道府県教
育委員会

文部科学
大臣又は
都道府県
教育委員

会

№ 項
番

枝
番

事務 情報提供者

別表上の記載

自
治
体
の
関
連 自治体に

該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該
当）

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

自治体に
該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該

当）

介護保険
法による
保険給付
の支給若
しくは保
険料の徴
収に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる介護
手当の支
給に関す
る情報

国民健康
保険法第
七十六条
の四にお
いて準用
する介護
保険法第
百三十六
条第一項
（同法第
百四十条
第三項に
おいて準
用する場
合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
百十条に
おいて準
用する介
護保険法
第百三十
六条第一
項（同法
第百四十
条第三項
において
準用する
場合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

介護保険
法第百三
十六条第
一項（同
法第百四
十条第三
項におい
て準用す
る場合を
含む。）、
第百三十
八条第一
項又は第
百四十一
条第一項
の規定に
より通知
すること
とされて
いる事項
に関する
情報

障害者自
立支援法
による自
立支援給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
による療
養介護若
しくは施
設入所支
援に関す
る情報

児童福祉
法による
障害児通
所支援に
関する情

報

国民年金
法第八十
九条第三
号の施設
に入所す
る者に関
する情報

母子保健
法による
養育医療
の給付又
は養育医
療に要す
る費用の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる手当
等の支給
に関する
情報

母子及び
寡婦福祉
法による
母子家庭
自立支援
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法による
母子生活
支援施設
における
保護の実
施に関す
る情報

中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

身体障害
者福祉法
による身
体障害者
手帳、精
神保健及
び精神障
害者福祉
に関する
法律によ
る精神障
害者保健
福祉手帳
若しくは
知的障害
者福祉法
にいう知
的障害者
に関する
情報

中国残留
邦人等の
円滑な帰
国の促進
及び永住
帰国後の
自立の支
援に関す
る法律に
よる永住
帰国旅
費、自立
支度金、
一時金、
一時帰国
旅費又は
中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

公立高等
学校に係
る授業料
の不徴収
及び高等
学校等就
学支援金
の支給に
関する法
律による
就学支援
金の支給
に関する
情報

特別支援
学校への
就学奨励
に関する
法律によ
る特別支
援学校へ
の就学の
ために必
要な経費
の支弁に
関する情

報

母子及び
寡婦福祉
法による
資金の貸
付けに関
する情報

災害救助
法による
救助若し
くは扶助
金の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
療育の給
付若しく
は障害児
入所給付
費の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援若
しくは措
置（同法
第二十七
条第一項
第三号の
措置をい
う。）に関
する情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援、
措置（同
法第二十
七条第一
項第三号
若しくは
第二項又
は第二十
七条の二
第一項の
措置をい
う。）若し
くは日常
生活上の
援助及び
生活指導
並びに就
業の支援
の実施に
関する情

報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律によ
る特別児
童扶養手
当の支給
に関する
情報

154 68 1 特別児童扶養手当等の支給に関
する法律による障害児福祉手当
若しくは特別障害者手当又は昭
和六十年法律第三十四号附則第
九十七条第一項の福祉手当の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 障害者福祉 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報又は住民票関係
情報であって主務省令で定めるも
の

○ ○

155 69 1 特別児童扶養手当等の支給に関
する法律による障害児福祉手当
の支給に関する事務であって主
務省令で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 障害者福祉 厚生労働大臣若しくは日本年
金機構又は共済組合等

× × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの

156 70 1 特別児童扶養手当等の支給に関
する法律による特別障害者手当
の支給に関する事務であって主
務省令で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 障害者福祉 都道府県知事又は広島市長若
しくは長崎市長

○ ○ △ 原子爆弾被爆者に対する援護に関
する法律による介護手当の支給に
関する情報であって主務省令で定
めるもの

○

157 71 1 母子保健法による費用の徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《母子保健》 都道府県知事等 ○ ○ △ 生活保護関係情報又は中国残留
邦人等支援給付関係情報であって
主務省令で定めるもの

○ ○

158 71 2 母子保健法による費用の徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《母子保健》 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報又は住民票関係
情報であって主務省令で定めるも
の

○ ○

159 72 1 雇用対策法による職業転換給付
金の支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの

○ 厚生労働大臣又
は都道府県知事

― ○ ○ × 《雇用対策》 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報であって主務省令
で定めるもの

○

160 73 1 地方公務員災害補償法による公
務上の災害又は通勤による災害
に対する補償に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

× 地方公務員災害
補償基金

― × × × ― 国民年金法その他の法令によ
る年金である給付の支給を行う
こととされている者

× × × 国民年金法その他の法令による年
金である給付の支給に関する情報
であって主務省令で定めるもの

161 74 1 石炭鉱業年金基金法による年金
である給付又は一時金の支給に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

× 石炭鉱業年金基
金

― × × × ― 厚生労働大臣又は日本年金機
構

× × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの

162 75 1 子どものための手当の支給に関
する法律による子どものための手
当の支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの

○ 市町村長（子ども
のための手当の
支給に関する法律
第十七条第一項
の表の下欄に掲
げる者を含む。）

・市町村長
・各省各庁の
長
・都道府県の
長

○ ○ ○ 子ども手当、《人事
給与》

公務員が受給
する場合も含
む。（子どもの
ための手当の
支給に関する
法律第十七条
第一項）

市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報であって主務省令
で定めるもの

○

163 76 1 子どものための手当の支給に関
する法律による子どものための手
当の支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの

○ 市町村長 ― ○ × ○ 子ども手当 厚生労働大臣若しくは日本年
金機構又は共済組合等

× × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの

164 77 1 雇用保険法による失業等給付の
支給に関する事務であって主務
省令で定めるもの

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年
金機構又は共済組合等

× × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの

165 78 1 雇用保険法による未支給の失業
等給付又は介護休業給付金の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 住民票関係情報であって主務省令
で定めるもの

○

166 79 1 雇用保険法による傷病手当の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 雇用保険法第三十七条第八項
に規定する他の法令による給
付の支給を行うこととされてい
る者

○ ○ ○ 雇用保険法第三十七条第八項に
規定する他の法令による給付の支
給に関する情報であって主務省令
で定めるもの

167 80 1 雇用保険法による雇用安定事業
又は能力開発事業の実施に関す
る事務であって主務省令で定め
るもの

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 都道府県知事 ○ ○ ○ 障害者関係情報であって主務省令
で定めるもの

○

168 80 2 雇用保険法による雇用安定事業
又は能力開発事業の実施に関す
る事務であって主務省令で定め
るもの

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 厚生労働大臣 × × × 失業等給付関係情報であって主務
省令で定めるもの
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

№ 項
番

枝
番

事務

154 68 1 特別児童扶養手当等の支給に関
する法律による障害児福祉手当
若しくは特別障害者手当又は昭
和六十年法律第三十四号附則第
九十七条第一項の福祉手当の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

155 69 1 特別児童扶養手当等の支給に関
する法律による障害児福祉手当
の支給に関する事務であって主
務省令で定めるもの

156 70 1 特別児童扶養手当等の支給に関
する法律による特別障害者手当
の支給に関する事務であって主
務省令で定めるもの

157 71 1 母子保健法による費用の徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

158 71 2 母子保健法による費用の徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

159 72 1 雇用対策法による職業転換給付
金の支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの

160 73 1 地方公務員災害補償法による公
務上の災害又は通勤による災害
に対する補償に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

161 74 1 石炭鉱業年金基金法による年金
である給付又は一時金の支給に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

162 75 1 子どものための手当の支給に関
する法律による子どものための手
当の支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの

163 76 1 子どものための手当の支給に関
する法律による子どものための手
当の支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの

164 77 1 雇用保険法による失業等給付の
支給に関する事務であって主務
省令で定めるもの

165 78 1 雇用保険法による未支給の失業
等給付又は介護休業給付金の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

166 79 1 雇用保険法による傷病手当の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

167 80 1 雇用保険法による雇用安定事業
又は能力開発事業の実施に関す
る事務であって主務省令で定め
るもの

168 80 2 雇用保険法による雇用安定事業
又は能力開発事業の実施に関す
る事務であって主務省令で定め
るもの

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 68 69 70 71 72 73
公的年金
給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

医療に関
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

障害を有
する者に
ついて支
給される
手当を支
給するこ
ととされ
ている者

給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

年金であ
る給付の
支給を行
うこととさ
れている

者

障害を支
給事由と
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・市町村
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・厚生労
働大臣

・国の各
種機関
・その他
各種機関

医療保険
給付関係
情報

失業等給
付関係情

報

職業訓練
受講給付
金関係情

報

労働者災
害補償関
係情報

石綿健康
被害救済
給付等関
係情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
関係情報

地方公
務員災
害補償
関係情

報

2ケース 16ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 4ケース 1ケース 15ケース 1ケース 1ケース 4ケース 8ケース 3ケース 3ケース 3ケース 2ケース 23ケース7ケース 5ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 7ケース 2ケース 2ケース 3ケース 1ケース

全国健
康保険
協会

国民年
金基金
連合会

特定障
害者に
対する
特別障
害給付
金の支
給に関
する法
律によ
る特別
障害給
付金の
支給に
関する
情報

社会福
祉法に
よる生
計困難
者に対
して無
利子又
は低利
で資金
を融通
する事
業の実
施に関
する情
報

独立行
政法人
農業者
年金基
金法に
よる農
業者年
金の被
保険者
に関す
る情報

船員保
険法に
よる保
険給付
の支給
に関す
る情報

国民年
金基金
の加入
員に関
する情
報

医療保険
者又は後
期高齢者
医療広域
連合

後期高齢
者医療広
域連合

石綿によ
る健康被
害の救済
に関する
法律によ
る特別遺
族給付金
の支給に
関する情

報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
援護に関
する情報

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

地方公
務員災
害補償
基金

社会福
祉協議

会

独立行
政法人
農業者
年金基

金

地方公
務員災
害補償
法によ
る公務
上の災
害又は
通勤に
よる災
害に対
する補
償に関
する情
報

64

年金給付関係情報

厚生労働大臣 厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構又は
共済組
合等

厚生年金保険制
度及び農林漁業
団体職員共済組
合制度の統合を
図るための農林
漁業団体職員共
済組合法等を廃
止する等の法律
による年金であ
る給付の支給に
関する情報

職業訓練
の実施等
による特
定求職者
の就職の
支援に関
する法律
による職
業訓練受
講給付金
の支給に
関する情

報

労働者災
害補償保
険法によ
る給付の
支給に関
する情報

国民年金法又は被用者年金各法による
年金である給付の支給又は保険料の徴

収に関する情報

国民年
金法に
よる障
害基礎
年金の
支給に
関する
情報

国民年
金法に
よる年
金であ
る給付
の支給
に関す
る情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
年金であ
る給付の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる一般
疾病医療
費の支給
に関する
情報

雇用保険
法第三十
七条第八
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

船員保険
法第三十
三条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

介護保険
法第二十
条に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

精神保健
及び精神
障害者福
祉に関す
る法律第
三十条の
二に規定
する他の
法律によ
る医療に
関する給
付の支給
に関する
情報

67
給付の支給を行うこととされている者 医療に関する給付の支給を行

うこととされている者
厚生労
働大臣
又は日
本年金
機構

共済組
合等

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組
合

厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

厚生労働大臣又
は日本年金機構

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組

合

都道府県
教育委員
会又は市
町村教育
委員会

雇用保険
法による
教育訓練
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法第二十
一条の五
の三十に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

児童福祉
法第二十
四条の二
十二に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

地方公務
員等共済
組合法第
六十二条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

国家公務
員共済組
合法第六
十条第一
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

私立学校
教職員共
済法第二
十五条に
おいて準
用する国
家公務員
共済組合
法第六十
条第一項
に規定す
る他の法
令による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法その
他の法令
による医
療に関す
る給付の
支給に関
する情報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律その
他の法令
による障
害を有す
る者に対
する手当
の支給に
関する情

報

感染症の
予防及び
感染症の
患者に対
する医療
に関する
法律第三
十九条第
一項に規
定する他
の法律に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律第
十八条第
一項ただ
し書に規
定する他
の法令に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

児童扶養
手当法第
三条第二
項に規定
する公的
年金給付
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
基本手当
若しくは
高年齢雇
用継続基
本給付金
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法又は
高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる医療
に関する
給付の支
給又は保
険料の徴
収に関す
る情報

学校保健
安全法に
よる医療
に要する
費用につ
いての援
助に関す
る情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる保険
料の徴収
に関する
情報

国民健康
保険法第
五十六条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

健康保険
法第五十
五条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる年金
である給
付の支給
に関する
情報

昭和六十
年法律第
三十四号
附則第九
十七条第
二項にお
いて準用
する特別
児童扶養
手当等の
支給に関
する法律
第十七条
第一号の
障害を支
給事由と
する給付
の支給に
関する情

報

健康保険
法第百二
十八条に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
五十七条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
第七条に
規定する
他の法令
により行
われる給
付の支給
に関する
情報

○

○

○

○

○

○

○
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

情報番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
厚生労働
大臣又は
都道府県
知事等

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長

・厚生労
働大臣
・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

住民票関
係情報

地方税関
係情報

子どもの
ための手
当関係情

報

介護保険
給付関係
情報

生活保護
関係情報

児童扶養
手当関係
情報

中国残留
邦人等支
援給付関
係情報

障害者関
係情報

特別児童
扶養手当
関係情報

52ケース 53ケース 3ケース 17ケース 1ケース 1ケース 1ケース 3ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 2ケース 1ケース 20ケース 8ケース 6ケース 3ケース 1ケース 9ケース 3ケース 2ケース 2ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 2ケース

個人情報

別表上の記載 補足

情報照会者

業務
（業務ユニット、《ユ

ニット外》）

備考補足別表上の記載

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

子どもの
ための手
当の支給
に関する
法律によ
る子ども
のための
手当の支
給に関す
る情報

生活保護
法による
保護の実
施に関す
る情報

児童扶養
手当法に
よる児童
扶養手当
の支給に
関する情

報

住民基本
台帳法第
七条第四
号に規定
する事項

地方税法
その他の
地方税に
関する法
律に基づ
く条例の
規定によ
り算定し
た税額若
しくはそ
の算定の
基礎とな
る事項に
関する情

報

市町村長 都道府県
知事又は
保健所を
設置する
市の長

都道府県知事又は
広島市長若しくは長

崎市長

都道府県知事等 都道府県知事 厚生労働
大臣又は
都道府県

知事

文部科学
大臣、都
道府県知
事又は都
道府県教
育委員会

文部科学
大臣又は
都道府県
教育委員

会

№ 項
番

枝
番

事務 情報提供者

別表上の記載

自
治
体
の
関
連 自治体に

該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該
当）

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

自治体に
該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該

当）

介護保険
法による
保険給付
の支給若
しくは保
険料の徴
収に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる介護
手当の支
給に関す
る情報

国民健康
保険法第
七十六条
の四にお
いて準用
する介護
保険法第
百三十六
条第一項
（同法第
百四十条
第三項に
おいて準
用する場
合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
百十条に
おいて準
用する介
護保険法
第百三十
六条第一
項（同法
第百四十
条第三項
において
準用する
場合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

介護保険
法第百三
十六条第
一項（同
法第百四
十条第三
項におい
て準用す
る場合を
含む。）、
第百三十
八条第一
項又は第
百四十一
条第一項
の規定に
より通知
すること
とされて
いる事項
に関する
情報

障害者自
立支援法
による自
立支援給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
による療
養介護若
しくは施
設入所支
援に関す
る情報

児童福祉
法による
障害児通
所支援に
関する情

報

国民年金
法第八十
九条第三
号の施設
に入所す
る者に関
する情報

母子保健
法による
養育医療
の給付又
は養育医
療に要す
る費用の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる手当
等の支給
に関する
情報

母子及び
寡婦福祉
法による
母子家庭
自立支援
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法による
母子生活
支援施設
における
保護の実
施に関す
る情報

中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

身体障害
者福祉法
による身
体障害者
手帳、精
神保健及
び精神障
害者福祉
に関する
法律によ
る精神障
害者保健
福祉手帳
若しくは
知的障害
者福祉法
にいう知
的障害者
に関する
情報

中国残留
邦人等の
円滑な帰
国の促進
及び永住
帰国後の
自立の支
援に関す
る法律に
よる永住
帰国旅
費、自立
支度金、
一時金、
一時帰国
旅費又は
中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

公立高等
学校に係
る授業料
の不徴収
及び高等
学校等就
学支援金
の支給に
関する法
律による
就学支援
金の支給
に関する
情報

特別支援
学校への
就学奨励
に関する
法律によ
る特別支
援学校へ
の就学の
ために必
要な経費
の支弁に
関する情

報

母子及び
寡婦福祉
法による
資金の貸
付けに関
する情報

災害救助
法による
救助若し
くは扶助
金の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
療育の給
付若しく
は障害児
入所給付
費の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援若
しくは措
置（同法
第二十七
条第一項
第三号の
措置をい
う。）に関
する情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援、
措置（同
法第二十
七条第一
項第三号
若しくは
第二項又
は第二十
七条の二
第一項の
措置をい
う。）若し
くは日常
生活上の
援助及び
生活指導
並びに就
業の支援
の実施に
関する情

報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律によ
る特別児
童扶養手
当の支給
に関する
情報

169 81 1 高齢者の医療の確保に関する法
律による後期高齢者医療給付の
支給又は保険料の徴収に関する
事務であって主務省令で定める
もの

○ 後期高齢者医療
広域連合

― × × × ― 医療保険者又は後期高齢者医
療広域連合

○ × ○ 医療保険給付関係情報であって主
務省令で定めるもの

170 81 2 高齢者の医療の確保に関する法
律による後期高齢者医療給付の
支給又は保険料の徴収に関する
事務であって主務省令で定める
もの

○ 後期高齢者医療
広域連合

― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報、住民票関係情報
又は介護保険給付関係情報であっ
て主務省令で定めるもの

○ ○ ○

171 82 1 高齢者の医療の確保に関する法
律による後期高齢者医療給付の
支給に関する事務であって主務
省令で定めるもの

× 後期高齢者医療
広域連合

― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年
金機構又は共済組合等

× × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの

172 82 2 高齢者の医療の確保に関する法
律による後期高齢者医療給付の
支給に関する事務であって主務
省令で定めるもの

○ 後期高齢者医療
広域連合

― × × × ― 高齢者の医療の確保に関する
法律第五十七条第一項に規定
する他の法令による給付の支
給を行うこととされている者

○ ○ ○ 高齢者の医療の確保に関する法律
第五十七条第一項に規定する他の
法令による給付の支給に関する情
報であって主務省令で定めるもの

173 83 1 高齢者の医療の確保に関する法
律による保険料の徴収に関する
事務であって主務省令で定める
もの

○ 市町村長 ― ○ × ○ 後期高齢者医療 厚生労働大臣若しくは日本年
金機構又は共済組合等

× × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの

174 83 2 高齢者の医療の確保に関する法
律による保険料の徴収に関する
事務であって主務省令で定める
もの

○ 市町村長 ― ○ × ○ 後期高齢者医療 後期高齢者医療広域連合 × × × 高齢者の医療の確保に関する法律
による保険料の徴収に関する情報
であって主務省令で定めるもの

175 84 1 高齢者の医療の確保に関する法
律による特別徴収の方法による
保険料の徴収又は納入に関する
事務であって主務省令で定める
もの

○ 厚生労働大臣又
は共済組合等

― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 高齢者の医療の確保に関する法律
第百十条において準用する介護保
険法第百三十六条第一項（同法第
百四十条第三項において準用する
場合を含む。）、第百三十八条第一
項又は第百四十一条第一項の規
定により通知することとされている
事項に関する情報であって主務省
令で定めるもの

○

176 85 1 昭和六十年法律第三十四号附則
第八十七条第二項の規定により
厚生年金保険の管掌者たる政府
が支給するものとされた年金であ
る保険給付の支給に関する事務
であって主務省令で定めるもの

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報又は住民票関係
情報であって主務省令で定めるも
の

○ ○

177 85 2 昭和六十年法律第三十四号附則
第八十七条第二項の規定により
厚生年金保険の管掌者たる政府
が支給するものとされた年金であ
る保険給付の支給に関する事務
であって主務省令で定めるもの

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 共済組合等 × × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの

178 86 1 昭和六十年法律第三十四号附則
第九十七条第一項の福祉手当の
支給に関する事務であって主務
省令で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 障害者福祉 昭和六十年法律第三十四号附
則第九十七条第二項において
準用する特別児童扶養手当等
の支給に関する法律第十七条
第一号の障害を支給事由とす
る給付の支給を行うこととされ
ている者

× × × 昭和六十年法律第三十四号附則
第九十七条第二項において準用す
る特別児童扶養手当等の支給に関
する法律第十七条第一号の障害を
支給事由とする給付の支給に関す
る情報であって主務省令で定める
もの

179 87 1 中国残留邦人等の円滑な帰国の
促進及び永住帰国後の自立の支
援に関する法律による一時金の
支給又は保険料の納付に関する
事務であって主務省令で定める
もの

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 厚生労働大臣又は日本年金機
構

× × × 国民年金法による年金である給付
の支給に関する情報であって主務
省令で定めるもの

180 88 1 中国残留邦人等支援給付の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 医療保険者又は後期高齢者医
療広域連合

○ × ○ 医療保険給付関係情報であって主
務省令で定めるもの
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

№ 項
番

枝
番

事務

169 81 1 高齢者の医療の確保に関する法
律による後期高齢者医療給付の
支給又は保険料の徴収に関する
事務であって主務省令で定める
もの

170 81 2 高齢者の医療の確保に関する法
律による後期高齢者医療給付の
支給又は保険料の徴収に関する
事務であって主務省令で定める
もの

171 82 1 高齢者の医療の確保に関する法
律による後期高齢者医療給付の
支給に関する事務であって主務
省令で定めるもの

172 82 2 高齢者の医療の確保に関する法
律による後期高齢者医療給付の
支給に関する事務であって主務
省令で定めるもの

173 83 1 高齢者の医療の確保に関する法
律による保険料の徴収に関する
事務であって主務省令で定める
もの

174 83 2 高齢者の医療の確保に関する法
律による保険料の徴収に関する
事務であって主務省令で定める
もの

175 84 1 高齢者の医療の確保に関する法
律による特別徴収の方法による
保険料の徴収又は納入に関する
事務であって主務省令で定める
もの

176 85 1 昭和六十年法律第三十四号附則
第八十七条第二項の規定により
厚生年金保険の管掌者たる政府
が支給するものとされた年金であ
る保険給付の支給に関する事務
であって主務省令で定めるもの

177 85 2 昭和六十年法律第三十四号附則
第八十七条第二項の規定により
厚生年金保険の管掌者たる政府
が支給するものとされた年金であ
る保険給付の支給に関する事務
であって主務省令で定めるもの

178 86 1 昭和六十年法律第三十四号附則
第九十七条第一項の福祉手当の
支給に関する事務であって主務
省令で定めるもの

179 87 1 中国残留邦人等の円滑な帰国の
促進及び永住帰国後の自立の支
援に関する法律による一時金の
支給又は保険料の納付に関する
事務であって主務省令で定める
もの

180 88 1 中国残留邦人等支援給付の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 68 69 70 71 72 73
公的年金
給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

医療に関
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

障害を有
する者に
ついて支
給される
手当を支
給するこ
ととされ
ている者

給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

年金であ
る給付の
支給を行
うこととさ
れている

者

障害を支
給事由と
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・市町村
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・厚生労
働大臣

・国の各
種機関
・その他
各種機関

医療保険
給付関係
情報

失業等給
付関係情

報

職業訓練
受講給付
金関係情

報

労働者災
害補償関
係情報

石綿健康
被害救済
給付等関
係情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
関係情報

地方公
務員災
害補償
関係情

報

2ケース 16ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 4ケース 1ケース 15ケース 1ケース 1ケース 4ケース 8ケース 3ケース 3ケース 3ケース 2ケース 23ケース7ケース 5ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 7ケース 2ケース 2ケース 3ケース 1ケース

全国健
康保険
協会

国民年
金基金
連合会

特定障
害者に
対する
特別障
害給付
金の支
給に関
する法
律によ
る特別
障害給
付金の
支給に
関する
情報

社会福
祉法に
よる生
計困難
者に対
して無
利子又
は低利
で資金
を融通
する事
業の実
施に関
する情
報

独立行
政法人
農業者
年金基
金法に
よる農
業者年
金の被
保険者
に関す
る情報

船員保
険法に
よる保
険給付
の支給
に関す
る情報

国民年
金基金
の加入
員に関
する情
報

医療保険
者又は後
期高齢者
医療広域
連合

後期高齢
者医療広
域連合

石綿によ
る健康被
害の救済
に関する
法律によ
る特別遺
族給付金
の支給に
関する情

報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
援護に関
する情報

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

地方公
務員災
害補償
基金

社会福
祉協議

会

独立行
政法人
農業者
年金基

金

地方公
務員災
害補償
法によ
る公務
上の災
害又は
通勤に
よる災
害に対
する補
償に関
する情
報

64

年金給付関係情報

厚生労働大臣 厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構又は
共済組
合等

厚生年金保険制
度及び農林漁業
団体職員共済組
合制度の統合を
図るための農林
漁業団体職員共
済組合法等を廃
止する等の法律
による年金であ
る給付の支給に
関する情報

職業訓練
の実施等
による特
定求職者
の就職の
支援に関
する法律
による職
業訓練受
講給付金
の支給に
関する情

報

労働者災
害補償保
険法によ
る給付の
支給に関
する情報

国民年金法又は被用者年金各法による
年金である給付の支給又は保険料の徴

収に関する情報

国民年
金法に
よる障
害基礎
年金の
支給に
関する
情報

国民年
金法に
よる年
金であ
る給付
の支給
に関す
る情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
年金であ
る給付の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる一般
疾病医療
費の支給
に関する
情報

雇用保険
法第三十
七条第八
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

船員保険
法第三十
三条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

介護保険
法第二十
条に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

精神保健
及び精神
障害者福
祉に関す
る法律第
三十条の
二に規定
する他の
法律によ
る医療に
関する給
付の支給
に関する
情報

67
給付の支給を行うこととされている者 医療に関する給付の支給を行

うこととされている者
厚生労
働大臣
又は日
本年金
機構

共済組
合等

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組
合

厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

厚生労働大臣又
は日本年金機構

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組

合

都道府県
教育委員
会又は市
町村教育
委員会

雇用保険
法による
教育訓練
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法第二十
一条の五
の三十に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

児童福祉
法第二十
四条の二
十二に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

地方公務
員等共済
組合法第
六十二条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

国家公務
員共済組
合法第六
十条第一
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

私立学校
教職員共
済法第二
十五条に
おいて準
用する国
家公務員
共済組合
法第六十
条第一項
に規定す
る他の法
令による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法その
他の法令
による医
療に関す
る給付の
支給に関
する情報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律その
他の法令
による障
害を有す
る者に対
する手当
の支給に
関する情

報

感染症の
予防及び
感染症の
患者に対
する医療
に関する
法律第三
十九条第
一項に規
定する他
の法律に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律第
十八条第
一項ただ
し書に規
定する他
の法令に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

児童扶養
手当法第
三条第二
項に規定
する公的
年金給付
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
基本手当
若しくは
高年齢雇
用継続基
本給付金
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法又は
高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる医療
に関する
給付の支
給又は保
険料の徴
収に関す
る情報

学校保健
安全法に
よる医療
に要する
費用につ
いての援
助に関す
る情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる保険
料の徴収
に関する
情報

国民健康
保険法第
五十六条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

健康保険
法第五十
五条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる年金
である給
付の支給
に関する
情報

昭和六十
年法律第
三十四号
附則第九
十七条第
二項にお
いて準用
する特別
児童扶養
手当等の
支給に関
する法律
第十七条
第一号の
障害を支
給事由と
する給付
の支給に
関する情

報

健康保険
法第百二
十八条に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
五十七条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
第七条に
規定する
他の法令
により行
われる給
付の支給
に関する
情報

○

○

○

○

○

○

○

○

○
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

情報番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
厚生労働
大臣又は
都道府県
知事等

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長

・厚生労
働大臣
・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

住民票関
係情報

地方税関
係情報

子どもの
ための手
当関係情

報

介護保険
給付関係
情報

生活保護
関係情報

児童扶養
手当関係
情報

中国残留
邦人等支
援給付関
係情報

障害者関
係情報

特別児童
扶養手当
関係情報

52ケース 53ケース 3ケース 17ケース 1ケース 1ケース 1ケース 3ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 2ケース 1ケース 20ケース 8ケース 6ケース 3ケース 1ケース 9ケース 3ケース 2ケース 2ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 2ケース

個人情報

別表上の記載 補足

情報照会者

業務
（業務ユニット、《ユ

ニット外》）

備考補足別表上の記載

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

子どもの
ための手
当の支給
に関する
法律によ
る子ども
のための
手当の支
給に関す
る情報

生活保護
法による
保護の実
施に関す
る情報

児童扶養
手当法に
よる児童
扶養手当
の支給に
関する情

報

住民基本
台帳法第
七条第四
号に規定
する事項

地方税法
その他の
地方税に
関する法
律に基づ
く条例の
規定によ
り算定し
た税額若
しくはそ
の算定の
基礎とな
る事項に
関する情

報

市町村長 都道府県
知事又は
保健所を
設置する
市の長

都道府県知事又は
広島市長若しくは長

崎市長

都道府県知事等 都道府県知事 厚生労働
大臣又は
都道府県

知事

文部科学
大臣、都
道府県知
事又は都
道府県教
育委員会

文部科学
大臣又は
都道府県
教育委員

会

№ 項
番

枝
番

事務 情報提供者

別表上の記載

自
治
体
の
関
連 自治体に

該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該
当）

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

自治体に
該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該

当）

介護保険
法による
保険給付
の支給若
しくは保
険料の徴
収に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる介護
手当の支
給に関す
る情報

国民健康
保険法第
七十六条
の四にお
いて準用
する介護
保険法第
百三十六
条第一項
（同法第
百四十条
第三項に
おいて準
用する場
合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
百十条に
おいて準
用する介
護保険法
第百三十
六条第一
項（同法
第百四十
条第三項
において
準用する
場合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

介護保険
法第百三
十六条第
一項（同
法第百四
十条第三
項におい
て準用す
る場合を
含む。）、
第百三十
八条第一
項又は第
百四十一
条第一項
の規定に
より通知
すること
とされて
いる事項
に関する
情報

障害者自
立支援法
による自
立支援給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
による療
養介護若
しくは施
設入所支
援に関す
る情報

児童福祉
法による
障害児通
所支援に
関する情

報

国民年金
法第八十
九条第三
号の施設
に入所す
る者に関
する情報

母子保健
法による
養育医療
の給付又
は養育医
療に要す
る費用の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる手当
等の支給
に関する
情報

母子及び
寡婦福祉
法による
母子家庭
自立支援
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法による
母子生活
支援施設
における
保護の実
施に関す
る情報

中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

身体障害
者福祉法
による身
体障害者
手帳、精
神保健及
び精神障
害者福祉
に関する
法律によ
る精神障
害者保健
福祉手帳
若しくは
知的障害
者福祉法
にいう知
的障害者
に関する
情報

中国残留
邦人等の
円滑な帰
国の促進
及び永住
帰国後の
自立の支
援に関す
る法律に
よる永住
帰国旅
費、自立
支度金、
一時金、
一時帰国
旅費又は
中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

公立高等
学校に係
る授業料
の不徴収
及び高等
学校等就
学支援金
の支給に
関する法
律による
就学支援
金の支給
に関する
情報

特別支援
学校への
就学奨励
に関する
法律によ
る特別支
援学校へ
の就学の
ために必
要な経費
の支弁に
関する情

報

母子及び
寡婦福祉
法による
資金の貸
付けに関
する情報

災害救助
法による
救助若し
くは扶助
金の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
療育の給
付若しく
は障害児
入所給付
費の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援若
しくは措
置（同法
第二十七
条第一項
第三号の
措置をい
う。）に関
する情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援、
措置（同
法第二十
七条第一
項第三号
若しくは
第二項又
は第二十
七条の二
第一項の
措置をい
う。）若し
くは日常
生活上の
援助及び
生活指導
並びに就
業の支援
の実施に
関する情

報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律によ
る特別児
童扶養手
当の支給
に関する
情報

181 88 2 中国残留邦人等支援給付の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 厚生労働大臣 × × × 労働者災害補償関係情報、戦傷病
者戦没者遺族等援護関係情報、失
業等給付関係情報、原子爆弾被爆
者に対する援護に関する法律によ
る一般疾病医療費の支給に関する
情報、石綿健康被害救済給付等関
係情報又は職業訓練受講給付金
関係情報であって主務省令で定め
るもの

182 88 3 中国残留邦人等支援給付の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 都道府県知事 ○ ○ ○ 災害救助法による救助若しくは扶
助金の支給、児童福祉法による療
育の給付若しくは障害児入所給付
費の支給又は母子及び寡婦福祉
法による資金の貸付けに関する情
報であって主務省令で定めるもの

○ ○ ○

183 88 4 中国残留邦人等支援給付の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 都道府県知事等 ○ ○ △ 生活保護関係情報、児童扶養手当
関係情報又は母子及び寡婦福祉
法による母子家庭自立支援給付金
の支給に関する情報であって主務
省令で定めるもの

○ ○ ○

184 88 5 中国残留邦人等支援給付の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報、子どものための
手当関係情報、介護保険給付関係
情報又は障害者自立支援法による
自立支援給付の支給に関する情報
であって主務省令で定めるもの

○ ○ ○ ○

185 88 6 中国残留邦人等支援給付の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 社会福祉協議会 × × × 社会福祉法による生計困難者に対
して無利子又は低利で資金を融通
する事業の実施に関する情報で
あって主務省令で定めるもの

186 88 7 中国残留邦人等支援給付の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 厚生労働大臣若しくは日本年
金機構、共済組合等又は農林
漁業団体職員共済組合

× × × 年金給付関係情報又は厚生年金
保険制度及び農林漁業団体職員
共済組合制度の統合を図るための
農林漁業団体職員共済組合法等を
廃止する等の法律による年金であ
る給付の支給に関する情報であっ
て主務省令で定めるもの

187 88 8 中国残留邦人等支援給付の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 文部科学大臣又は都道府県教
育委員会

○ ○ × 特別支援学校への就学奨励に関
する法律による特別支援学校への
就学のために必要な経費の支弁に
関する情報であって主務省令で定
めるもの

○

188 88 9 中国残留邦人等支援給付の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 都道府県教育委員会又は市町
村教育委員会

○ ○ ○ 学校保健安全法による医療に要す
る費用についての援助に関する情
報であって主務省令で定めるもの

189 88 10 中国残留邦人等支援給付の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 厚生労働大臣又は都道府県知
事

○ ○ × 特別児童扶養手当関係情報であっ
て主務省令で定めるもの

○

190 88 11 中国残留邦人等支援給付の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 都道府県知事又は保健所を設
置する市の長

○ ○ △ 母子保健法による養育医療の給付
又は養育医療に要する費用の支給
に関する情報であって主務省令で
定めるもの

○

191 88 12 中国残留邦人等支援給付の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 地方公務員災害補償基金 × × × 地方公務員災害補償関係情報で
あって主務省令で定めるもの

192 88 13 中国残留邦人等支援給付の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

○ 都道府県知事等 ・都道府県知
事
・市長
・福祉事務所
を管理する町
村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 都道府県知事又は広島市長若
しくは長崎市長

○ ○ △ 原子爆弾被爆者に対する援護に関
する法律による手当等の支給に関
する情報であって主務省令で定め
るもの

○
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

№ 項
番

枝
番

事務

181 88 2 中国残留邦人等支援給付の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

182 88 3 中国残留邦人等支援給付の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

183 88 4 中国残留邦人等支援給付の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

184 88 5 中国残留邦人等支援給付の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

185 88 6 中国残留邦人等支援給付の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

186 88 7 中国残留邦人等支援給付の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

187 88 8 中国残留邦人等支援給付の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

188 88 9 中国残留邦人等支援給付の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

189 88 10 中国残留邦人等支援給付の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

190 88 11 中国残留邦人等支援給付の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

191 88 12 中国残留邦人等支援給付の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

192 88 13 中国残留邦人等支援給付の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 68 69 70 71 72 73
公的年金
給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

医療に関
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

障害を有
する者に
ついて支
給される
手当を支
給するこ
ととされ
ている者

給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

年金であ
る給付の
支給を行
うこととさ
れている

者

障害を支
給事由と
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・市町村
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・厚生労
働大臣

・国の各
種機関
・その他
各種機関

医療保険
給付関係
情報

失業等給
付関係情

報

職業訓練
受講給付
金関係情

報

労働者災
害補償関
係情報

石綿健康
被害救済
給付等関
係情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
関係情報

地方公
務員災
害補償
関係情

報

2ケース 16ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 4ケース 1ケース 15ケース 1ケース 1ケース 4ケース 8ケース 3ケース 3ケース 3ケース 2ケース 23ケース7ケース 5ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 7ケース 2ケース 2ケース 3ケース 1ケース

全国健
康保険
協会

国民年
金基金
連合会

特定障
害者に
対する
特別障
害給付
金の支
給に関
する法
律によ
る特別
障害給
付金の
支給に
関する
情報

社会福
祉法に
よる生
計困難
者に対
して無
利子又
は低利
で資金
を融通
する事
業の実
施に関
する情
報

独立行
政法人
農業者
年金基
金法に
よる農
業者年
金の被
保険者
に関す
る情報

船員保
険法に
よる保
険給付
の支給
に関す
る情報

国民年
金基金
の加入
員に関
する情
報

医療保険
者又は後
期高齢者
医療広域
連合

後期高齢
者医療広
域連合

石綿によ
る健康被
害の救済
に関する
法律によ
る特別遺
族給付金
の支給に
関する情

報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
援護に関
する情報

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

地方公
務員災
害補償
基金

社会福
祉協議

会

独立行
政法人
農業者
年金基

金

地方公
務員災
害補償
法によ
る公務
上の災
害又は
通勤に
よる災
害に対
する補
償に関
する情
報

64

年金給付関係情報

厚生労働大臣 厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構又は
共済組
合等

厚生年金保険制
度及び農林漁業
団体職員共済組
合制度の統合を
図るための農林
漁業団体職員共
済組合法等を廃
止する等の法律
による年金であ
る給付の支給に
関する情報

職業訓練
の実施等
による特
定求職者
の就職の
支援に関
する法律
による職
業訓練受
講給付金
の支給に
関する情

報

労働者災
害補償保
険法によ
る給付の
支給に関
する情報

国民年金法又は被用者年金各法による
年金である給付の支給又は保険料の徴

収に関する情報

国民年
金法に
よる障
害基礎
年金の
支給に
関する
情報

国民年
金法に
よる年
金であ
る給付
の支給
に関す
る情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
年金であ
る給付の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる一般
疾病医療
費の支給
に関する
情報

雇用保険
法第三十
七条第八
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

船員保険
法第三十
三条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

介護保険
法第二十
条に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

精神保健
及び精神
障害者福
祉に関す
る法律第
三十条の
二に規定
する他の
法律によ
る医療に
関する給
付の支給
に関する
情報

67
給付の支給を行うこととされている者 医療に関する給付の支給を行

うこととされている者
厚生労
働大臣
又は日
本年金
機構

共済組
合等

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組
合

厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

厚生労働大臣又
は日本年金機構

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組

合

都道府県
教育委員
会又は市
町村教育
委員会

雇用保険
法による
教育訓練
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法第二十
一条の五
の三十に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

児童福祉
法第二十
四条の二
十二に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

地方公務
員等共済
組合法第
六十二条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

国家公務
員共済組
合法第六
十条第一
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

私立学校
教職員共
済法第二
十五条に
おいて準
用する国
家公務員
共済組合
法第六十
条第一項
に規定す
る他の法
令による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法その
他の法令
による医
療に関す
る給付の
支給に関
する情報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律その
他の法令
による障
害を有す
る者に対
する手当
の支給に
関する情

報

感染症の
予防及び
感染症の
患者に対
する医療
に関する
法律第三
十九条第
一項に規
定する他
の法律に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律第
十八条第
一項ただ
し書に規
定する他
の法令に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

児童扶養
手当法第
三条第二
項に規定
する公的
年金給付
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
基本手当
若しくは
高年齢雇
用継続基
本給付金
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法又は
高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる医療
に関する
給付の支
給又は保
険料の徴
収に関す
る情報

学校保健
安全法に
よる医療
に要する
費用につ
いての援
助に関す
る情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる保険
料の徴収
に関する
情報

国民健康
保険法第
五十六条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

健康保険
法第五十
五条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる年金
である給
付の支給
に関する
情報

昭和六十
年法律第
三十四号
附則第九
十七条第
二項にお
いて準用
する特別
児童扶養
手当等の
支給に関
する法律
第十七条
第一号の
障害を支
給事由と
する給付
の支給に
関する情

報

健康保険
法第百二
十八条に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
五十七条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
第七条に
規定する
他の法令
により行
われる給
付の支給
に関する
情報

○ ○ ○ ○ ○ ○

○

○ ○

○

○
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

情報番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
厚生労働
大臣又は
都道府県
知事等

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長

・厚生労
働大臣
・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

住民票関
係情報

地方税関
係情報

子どもの
ための手
当関係情

報

介護保険
給付関係
情報

生活保護
関係情報

児童扶養
手当関係
情報

中国残留
邦人等支
援給付関
係情報

障害者関
係情報

特別児童
扶養手当
関係情報

52ケース 53ケース 3ケース 17ケース 1ケース 1ケース 1ケース 3ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 2ケース 1ケース 20ケース 8ケース 6ケース 3ケース 1ケース 9ケース 3ケース 2ケース 2ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 2ケース

個人情報

別表上の記載 補足

情報照会者

業務
（業務ユニット、《ユ

ニット外》）

備考補足別表上の記載

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

子どもの
ための手
当の支給
に関する
法律によ
る子ども
のための
手当の支
給に関す
る情報

生活保護
法による
保護の実
施に関す
る情報

児童扶養
手当法に
よる児童
扶養手当
の支給に
関する情

報

住民基本
台帳法第
七条第四
号に規定
する事項

地方税法
その他の
地方税に
関する法
律に基づ
く条例の
規定によ
り算定し
た税額若
しくはそ
の算定の
基礎とな
る事項に
関する情

報

市町村長 都道府県
知事又は
保健所を
設置する
市の長

都道府県知事又は
広島市長若しくは長

崎市長

都道府県知事等 都道府県知事 厚生労働
大臣又は
都道府県

知事

文部科学
大臣、都
道府県知
事又は都
道府県教
育委員会

文部科学
大臣又は
都道府県
教育委員

会

№ 項
番

枝
番

事務 情報提供者

別表上の記載

自
治
体
の
関
連 自治体に

該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該
当）

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

自治体に
該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該

当）

介護保険
法による
保険給付
の支給若
しくは保
険料の徴
収に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる介護
手当の支
給に関す
る情報

国民健康
保険法第
七十六条
の四にお
いて準用
する介護
保険法第
百三十六
条第一項
（同法第
百四十条
第三項に
おいて準
用する場
合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
百十条に
おいて準
用する介
護保険法
第百三十
六条第一
項（同法
第百四十
条第三項
において
準用する
場合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

介護保険
法第百三
十六条第
一項（同
法第百四
十条第三
項におい
て準用す
る場合を
含む。）、
第百三十
八条第一
項又は第
百四十一
条第一項
の規定に
より通知
すること
とされて
いる事項
に関する
情報

障害者自
立支援法
による自
立支援給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
による療
養介護若
しくは施
設入所支
援に関す
る情報

児童福祉
法による
障害児通
所支援に
関する情

報

国民年金
法第八十
九条第三
号の施設
に入所す
る者に関
する情報

母子保健
法による
養育医療
の給付又
は養育医
療に要す
る費用の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる手当
等の支給
に関する
情報

母子及び
寡婦福祉
法による
母子家庭
自立支援
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法による
母子生活
支援施設
における
保護の実
施に関す
る情報

中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

身体障害
者福祉法
による身
体障害者
手帳、精
神保健及
び精神障
害者福祉
に関する
法律によ
る精神障
害者保健
福祉手帳
若しくは
知的障害
者福祉法
にいう知
的障害者
に関する
情報

中国残留
邦人等の
円滑な帰
国の促進
及び永住
帰国後の
自立の支
援に関す
る法律に
よる永住
帰国旅
費、自立
支度金、
一時金、
一時帰国
旅費又は
中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

公立高等
学校に係
る授業料
の不徴収
及び高等
学校等就
学支援金
の支給に
関する法
律による
就学支援
金の支給
に関する
情報

特別支援
学校への
就学奨励
に関する
法律によ
る特別支
援学校へ
の就学の
ために必
要な経費
の支弁に
関する情

報

母子及び
寡婦福祉
法による
資金の貸
付けに関
する情報

災害救助
法による
救助若し
くは扶助
金の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
療育の給
付若しく
は障害児
入所給付
費の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援若
しくは措
置（同法
第二十七
条第一項
第三号の
措置をい
う。）に関
する情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援、
措置（同
法第二十
七条第一
項第三号
若しくは
第二項又
は第二十
七条の二
第一項の
措置をい
う。）若し
くは日常
生活上の
援助及び
生活指導
並びに就
業の支援
の実施に
関する情

報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律によ
る特別児
童扶養手
当の支給
に関する
情報

193 89 1 原子爆弾被爆者に対する援護に
関する法律による一般疾病医療
費の支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 原子爆弾被爆者に対する援護
に関する法律第十八条第一項
ただし書に規定する他の法令
による医療に関する給付の支
給を行うこととされている者

○ △ ○ 原子爆弾被爆者に対する援護に関
する法律第十八条第一項ただし書
に規定する他の法令による医療に
関する給付の支給に関する情報で
あって主務省令で定めるもの

194 90 1 原子爆弾被爆者に対する援護に
関する法律による保健手当又は
葬祭料の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

○ 都道府県知事又
は広島市長若しく
は長崎市長

― ○ ○ △ 《原爆》 市町村長 ○ × ○ 住民票関係情報であって主務省令
で定めるもの

○

195 91 1 原子爆弾被爆者に対する援護に
関する法律による介護手当の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

○ 都道府県知事又
は広島市長若しく
は長崎市長

― ○ ○ △ 《原爆》 都道府県知事等 ○ ○ △ 生活保護関係情報であって主務省
令で定めるもの

○

196 91 2 原子爆弾被爆者に対する援護に
関する法律による介護手当の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

○ 都道府県知事又
は広島市長若しく
は長崎市長

― ○ ○ △ 《原爆》 市町村長 ○ × ○ 介護保険給付関係情報であって主
務省令で定めるもの

○

197 92 1 平成八年法律第八十二号附則第
十六条第三項の規定により厚生
年金保険の管掌者たる政府が支
給するものとされた年金である給
付の支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報又は住民票関係
情報であって主務省令で定めるも
の

○ ○

198 92 2 平成八年法律第八十二号附則第
十六条第三項の規定により厚生
年金保険の管掌者たる政府が支
給するものとされた年金である給
付の支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 共済組合等 × × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの

199 93 1 平成八年法律第八十二号による
年金である長期給付又は年金で
ある給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

○ 平成八年法律第
八十二号附則第
三十二条第二項
に規定する存続組
合又は平成八年
法律第八十二号
附則第四十八条
第一項に規定する
指定基金

― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報又は住民票関係
情報であって主務省令で定めるも
の

○ ○

200 93 2 平成八年法律第八十二号による
年金である長期給付又は年金で
ある給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

× 平成八年法律第
八十二号附則第
三十二条第二項
に規定する存続組
合又は平成八年
法律第八十二号
附則第四十八条
第一項に規定する
指定基金

― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年
金機構又は共済組合等

× × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの

201 94 1 介護保険法による保険給付の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

○ 市町村長 ― ○ × ○ 介護保険 医療保険者又は後期高齢者医
療広域連合

○ × ○ 医療保険給付関係情報であって主
務省令で定めるもの

202 94 2 介護保険法による保険給付の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

○ 市町村長 ― ○ × ○ 介護保険 介護保険法第二十条に規定す
る他の法令による給付の支給
を行うこととされている者

○ ○ ○ 介護保険法第二十条に規定する他
の法令による給付の支給に関する
情報であって主務省令で定めるも
の

203 95 1 介護保険法による保険給付の支
給又は保険料の徴収に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

○ 市町村長 ― ○ × ○ 介護保険 都道府県知事等 ○ ○ △ 生活保護関係情報であって主務省
令で定めるもの

○

204 95 2 介護保険法による保険給付の支
給又は保険料の徴収に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

○ 市町村長 ― ○ × ○ 介護保険 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報、住民票関係情報
又は介護保険給付関係情報であっ
て主務省令で定めるもの

○ ○ ○

205 95 3 介護保険法による保険給付の支
給又は保険料の徴収に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

○ 市町村長 ― ○ × ○ 介護保険 厚生労働大臣若しくは日本年
金機構又は共済組合等

× × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

№ 項
番

枝
番

事務

193 89 1 原子爆弾被爆者に対する援護に
関する法律による一般疾病医療
費の支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの

194 90 1 原子爆弾被爆者に対する援護に
関する法律による保健手当又は
葬祭料の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

195 91 1 原子爆弾被爆者に対する援護に
関する法律による介護手当の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

196 91 2 原子爆弾被爆者に対する援護に
関する法律による介護手当の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

197 92 1 平成八年法律第八十二号附則第
十六条第三項の規定により厚生
年金保険の管掌者たる政府が支
給するものとされた年金である給
付の支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの

198 92 2 平成八年法律第八十二号附則第
十六条第三項の規定により厚生
年金保険の管掌者たる政府が支
給するものとされた年金である給
付の支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの

199 93 1 平成八年法律第八十二号による
年金である長期給付又は年金で
ある給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

200 93 2 平成八年法律第八十二号による
年金である長期給付又は年金で
ある給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

201 94 1 介護保険法による保険給付の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

202 94 2 介護保険法による保険給付の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

203 95 1 介護保険法による保険給付の支
給又は保険料の徴収に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

204 95 2 介護保険法による保険給付の支
給又は保険料の徴収に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

205 95 3 介護保険法による保険給付の支
給又は保険料の徴収に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 68 69 70 71 72 73
公的年金
給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

医療に関
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

障害を有
する者に
ついて支
給される
手当を支
給するこ
ととされ
ている者

給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

年金であ
る給付の
支給を行
うこととさ
れている

者

障害を支
給事由と
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・市町村
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・厚生労
働大臣

・国の各
種機関
・その他
各種機関

医療保険
給付関係
情報

失業等給
付関係情

報

職業訓練
受講給付
金関係情

報

労働者災
害補償関
係情報

石綿健康
被害救済
給付等関
係情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
関係情報

地方公
務員災
害補償
関係情

報

2ケース 16ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 4ケース 1ケース 15ケース 1ケース 1ケース 4ケース 8ケース 3ケース 3ケース 3ケース 2ケース 23ケース7ケース 5ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 7ケース 2ケース 2ケース 3ケース 1ケース

全国健
康保険
協会

国民年
金基金
連合会

特定障
害者に
対する
特別障
害給付
金の支
給に関
する法
律によ
る特別
障害給
付金の
支給に
関する
情報

社会福
祉法に
よる生
計困難
者に対
して無
利子又
は低利
で資金
を融通
する事
業の実
施に関
する情
報

独立行
政法人
農業者
年金基
金法に
よる農
業者年
金の被
保険者
に関す
る情報

船員保
険法に
よる保
険給付
の支給
に関す
る情報

国民年
金基金
の加入
員に関
する情
報

医療保険
者又は後
期高齢者
医療広域
連合

後期高齢
者医療広
域連合

石綿によ
る健康被
害の救済
に関する
法律によ
る特別遺
族給付金
の支給に
関する情

報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
援護に関
する情報

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

地方公
務員災
害補償
基金

社会福
祉協議

会

独立行
政法人
農業者
年金基

金

地方公
務員災
害補償
法によ
る公務
上の災
害又は
通勤に
よる災
害に対
する補
償に関
する情
報

64

年金給付関係情報

厚生労働大臣 厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構又は
共済組
合等

厚生年金保険制
度及び農林漁業
団体職員共済組
合制度の統合を
図るための農林
漁業団体職員共
済組合法等を廃
止する等の法律
による年金であ
る給付の支給に
関する情報

職業訓練
の実施等
による特
定求職者
の就職の
支援に関
する法律
による職
業訓練受
講給付金
の支給に
関する情

報

労働者災
害補償保
険法によ
る給付の
支給に関
する情報

国民年金法又は被用者年金各法による
年金である給付の支給又は保険料の徴

収に関する情報

国民年
金法に
よる障
害基礎
年金の
支給に
関する
情報

国民年
金法に
よる年
金であ
る給付
の支給
に関す
る情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
年金であ
る給付の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる一般
疾病医療
費の支給
に関する
情報

雇用保険
法第三十
七条第八
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

船員保険
法第三十
三条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

介護保険
法第二十
条に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

精神保健
及び精神
障害者福
祉に関す
る法律第
三十条の
二に規定
する他の
法律によ
る医療に
関する給
付の支給
に関する
情報

67
給付の支給を行うこととされている者 医療に関する給付の支給を行

うこととされている者
厚生労
働大臣
又は日
本年金
機構

共済組
合等

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組
合

厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

厚生労働大臣又
は日本年金機構

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組

合

都道府県
教育委員
会又は市
町村教育
委員会

雇用保険
法による
教育訓練
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法第二十
一条の五
の三十に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

児童福祉
法第二十
四条の二
十二に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

地方公務
員等共済
組合法第
六十二条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

国家公務
員共済組
合法第六
十条第一
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

私立学校
教職員共
済法第二
十五条に
おいて準
用する国
家公務員
共済組合
法第六十
条第一項
に規定す
る他の法
令による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法その
他の法令
による医
療に関す
る給付の
支給に関
する情報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律その
他の法令
による障
害を有す
る者に対
する手当
の支給に
関する情

報

感染症の
予防及び
感染症の
患者に対
する医療
に関する
法律第三
十九条第
一項に規
定する他
の法律に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律第
十八条第
一項ただ
し書に規
定する他
の法令に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

児童扶養
手当法第
三条第二
項に規定
する公的
年金給付
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
基本手当
若しくは
高年齢雇
用継続基
本給付金
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法又は
高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる医療
に関する
給付の支
給又は保
険料の徴
収に関す
る情報

学校保健
安全法に
よる医療
に要する
費用につ
いての援
助に関す
る情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる保険
料の徴収
に関する
情報

国民健康
保険法第
五十六条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

健康保険
法第五十
五条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる年金
である給
付の支給
に関する
情報

昭和六十
年法律第
三十四号
附則第九
十七条第
二項にお
いて準用
する特別
児童扶養
手当等の
支給に関
する法律
第十七条
第一号の
障害を支
給事由と
する給付
の支給に
関する情

報

健康保険
法第百二
十八条に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
五十七条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
第七条に
規定する
他の法令
により行
われる給
付の支給
に関する
情報

○

○

○

○

○

○
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

情報番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
厚生労働
大臣又は
都道府県
知事等

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長

・厚生労
働大臣
・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

住民票関
係情報

地方税関
係情報

子どもの
ための手
当関係情

報

介護保険
給付関係
情報

生活保護
関係情報

児童扶養
手当関係
情報

中国残留
邦人等支
援給付関
係情報

障害者関
係情報

特別児童
扶養手当
関係情報

52ケース 53ケース 3ケース 17ケース 1ケース 1ケース 1ケース 3ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 2ケース 1ケース 20ケース 8ケース 6ケース 3ケース 1ケース 9ケース 3ケース 2ケース 2ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 2ケース

個人情報

別表上の記載 補足

情報照会者

業務
（業務ユニット、《ユ

ニット外》）

備考補足別表上の記載

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

子どもの
ための手
当の支給
に関する
法律によ
る子ども
のための
手当の支
給に関す
る情報

生活保護
法による
保護の実
施に関す
る情報

児童扶養
手当法に
よる児童
扶養手当
の支給に
関する情

報

住民基本
台帳法第
七条第四
号に規定
する事項

地方税法
その他の
地方税に
関する法
律に基づ
く条例の
規定によ
り算定し
た税額若
しくはそ
の算定の
基礎とな
る事項に
関する情

報

市町村長 都道府県
知事又は
保健所を
設置する
市の長

都道府県知事又は
広島市長若しくは長

崎市長

都道府県知事等 都道府県知事 厚生労働
大臣又は
都道府県

知事

文部科学
大臣、都
道府県知
事又は都
道府県教
育委員会

文部科学
大臣又は
都道府県
教育委員

会

№ 項
番

枝
番

事務 情報提供者

別表上の記載

自
治
体
の
関
連 自治体に

該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該
当）

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

自治体に
該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該

当）

介護保険
法による
保険給付
の支給若
しくは保
険料の徴
収に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる介護
手当の支
給に関す
る情報

国民健康
保険法第
七十六条
の四にお
いて準用
する介護
保険法第
百三十六
条第一項
（同法第
百四十条
第三項に
おいて準
用する場
合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
百十条に
おいて準
用する介
護保険法
第百三十
六条第一
項（同法
第百四十
条第三項
において
準用する
場合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

介護保険
法第百三
十六条第
一項（同
法第百四
十条第三
項におい
て準用す
る場合を
含む。）、
第百三十
八条第一
項又は第
百四十一
条第一項
の規定に
より通知
すること
とされて
いる事項
に関する
情報

障害者自
立支援法
による自
立支援給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
による療
養介護若
しくは施
設入所支
援に関す
る情報

児童福祉
法による
障害児通
所支援に
関する情

報

国民年金
法第八十
九条第三
号の施設
に入所す
る者に関
する情報

母子保健
法による
養育医療
の給付又
は養育医
療に要す
る費用の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる手当
等の支給
に関する
情報

母子及び
寡婦福祉
法による
母子家庭
自立支援
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法による
母子生活
支援施設
における
保護の実
施に関す
る情報

中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

身体障害
者福祉法
による身
体障害者
手帳、精
神保健及
び精神障
害者福祉
に関する
法律によ
る精神障
害者保健
福祉手帳
若しくは
知的障害
者福祉法
にいう知
的障害者
に関する
情報

中国残留
邦人等の
円滑な帰
国の促進
及び永住
帰国後の
自立の支
援に関す
る法律に
よる永住
帰国旅
費、自立
支度金、
一時金、
一時帰国
旅費又は
中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

公立高等
学校に係
る授業料
の不徴収
及び高等
学校等就
学支援金
の支給に
関する法
律による
就学支援
金の支給
に関する
情報

特別支援
学校への
就学奨励
に関する
法律によ
る特別支
援学校へ
の就学の
ために必
要な経費
の支弁に
関する情

報

母子及び
寡婦福祉
法による
資金の貸
付けに関
する情報

災害救助
法による
救助若し
くは扶助
金の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
療育の給
付若しく
は障害児
入所給付
費の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援若
しくは措
置（同法
第二十七
条第一項
第三号の
措置をい
う。）に関
する情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援、
措置（同
法第二十
七条第一
項第三号
若しくは
第二項又
は第二十
七条の二
第一項の
措置をい
う。）若し
くは日常
生活上の
援助及び
生活指導
並びに就
業の支援
の実施に
関する情

報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律によ
る特別児
童扶養手
当の支給
に関する
情報

206 96 1 介護保険法による特別徴収の方
法による保険料の徴収又は納入
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

○ 厚生労働大臣又
は共済組合等

― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 介護保険法第百三十六条第一項
（同法第百四十条第三項において
準用する場合を含む。）、第百三十
八条第一項又は第百四十一条第
一項の規定により通知することとさ
れている事項に関する情報であっ
て主務省令で定めるもの

○

207 97 1 被災者生活再建支援法による被
災者生活再建支援金の支給に関
する事務であって主務省令で定
めるもの

○ 都道府県知事 ― ○ ○ × 《被災者支援》 市町村長 ○ × ○ 住民票関係情報であって主務省令
で定めるもの

○

208 98 1 感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律によ
る費用の負担又は療養費の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

○ 都道府県知事又
は保健所を設置
する市の長

― ○ ○ △ 《感染症》 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報であって主務省令
で定めるもの

○

209 98 2 感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律によ
る費用の負担又は療養費の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

○ 都道府県知事又
は保健所を設置
する市の長

― ○ ○ △ 《感染症》 感染症の予防及び感染症の患
者に対する医療に関する法律
第三十九条第一項に規定する
他の法律による医療に関する
給付の支給を行うこととされて
いる者

○ × ○ 感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律第三十
九条第一項に規定する他の法律に
よる医療に関する給付の支給に関
する情報であって主務省令で定め
るもの

210 99 1 確定給付企業年金法による年金
である給付又は一時金の支給に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

× 確定給付企業年
金法第二十九条
第一項に規定する
事業主等又は企
業年金連合会

― × × × ― 厚生労働大臣又は日本年金機
構

× × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの

211 100 1 確定拠出年金法による企業型年
金の給付又は脱退一時金の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

× 確定拠出年金法
第三条第三項第
一号に規定する事
業主

― × × × ― 厚生労働大臣又は日本年金機
構

× × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの

212 101 1 確定拠出年金法による個人型年
金の給付又は脱退一時金の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

× 国民年金基金連
合会

― × × × ― 厚生労働大臣又は日本年金機
構

× × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの

213 101 2 確定拠出年金法による個人型年
金の給付又は脱退一時金の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

× 国民年金基金連
合会

― × × × ― 独立行政法人農業者年金基金 × × × 独立行政法人農業者年金基金法
による農業者年金の被保険者に関
する情報であって主務省令で定め
るもの

214 102 1 厚生年金保険制度及び農林漁業
団体職員共済組合制度の統合を
図るための農林漁業団体職員共
済組合法等を廃止する等の法律
附則第十六条第三項の規定によ
り厚生年金保険の管掌者たる政
府が支給するものとされた年金で
ある給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報又は住民票関係
情報であって主務省令で定めるも
の

○ ○

215 102 2 厚生年金保険制度及び農林漁業
団体職員共済組合制度の統合を
図るための農林漁業団体職員共
済組合法等を廃止する等の法律
附則第十六条第三項の規定によ
り厚生年金保険の管掌者たる政
府が支給するものとされた年金で
ある給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 共済組合等又は農林漁業団体
職員共済組合

× × × 年金給付関係情報又は厚生年金
保険制度及び農林漁業団体職員
共済組合制度の統合を図るための
農林漁業団体職員共済組合法等を
廃止する等の法律による年金であ
る給付の支給に関する情報であっ
て主務省令で定めるもの

216 103 1 厚生年金保険制度及び農林漁業
団体職員共済組合制度の統合を
図るための農林漁業団体職員共
済組合法等を廃止する等の法律
による年金である給付（同法附則
第十六条第三項の規定により厚
生年金保険の管掌者たる政府が
支給するものとされた年金である
給付を除く。）若しくは一時金の支
給又は特例業務負担金の徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

○ 農林漁業団体職
員共済組合

― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報又は住民票関係
情報であって主務省令で定めるも
の

○ ○
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

№ 項
番

枝
番

事務

206 96 1 介護保険法による特別徴収の方
法による保険料の徴収又は納入
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

207 97 1 被災者生活再建支援法による被
災者生活再建支援金の支給に関
する事務であって主務省令で定
めるもの

208 98 1 感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律によ
る費用の負担又は療養費の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

209 98 2 感染症の予防及び感染症の患者
に対する医療に関する法律によ
る費用の負担又は療養費の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

210 99 1 確定給付企業年金法による年金
である給付又は一時金の支給に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

211 100 1 確定拠出年金法による企業型年
金の給付又は脱退一時金の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

212 101 1 確定拠出年金法による個人型年
金の給付又は脱退一時金の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

213 101 2 確定拠出年金法による個人型年
金の給付又は脱退一時金の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

214 102 1 厚生年金保険制度及び農林漁業
団体職員共済組合制度の統合を
図るための農林漁業団体職員共
済組合法等を廃止する等の法律
附則第十六条第三項の規定によ
り厚生年金保険の管掌者たる政
府が支給するものとされた年金で
ある給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

215 102 2 厚生年金保険制度及び農林漁業
団体職員共済組合制度の統合を
図るための農林漁業団体職員共
済組合法等を廃止する等の法律
附則第十六条第三項の規定によ
り厚生年金保険の管掌者たる政
府が支給するものとされた年金で
ある給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

216 103 1 厚生年金保険制度及び農林漁業
団体職員共済組合制度の統合を
図るための農林漁業団体職員共
済組合法等を廃止する等の法律
による年金である給付（同法附則
第十六条第三項の規定により厚
生年金保険の管掌者たる政府が
支給するものとされた年金である
給付を除く。）若しくは一時金の支
給又は特例業務負担金の徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 68 69 70 71 72 73
公的年金
給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

医療に関
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

障害を有
する者に
ついて支
給される
手当を支
給するこ
ととされ
ている者

給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

年金であ
る給付の
支給を行
うこととさ
れている

者

障害を支
給事由と
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・市町村
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・厚生労
働大臣

・国の各
種機関
・その他
各種機関

医療保険
給付関係
情報

失業等給
付関係情

報

職業訓練
受講給付
金関係情

報

労働者災
害補償関
係情報

石綿健康
被害救済
給付等関
係情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
関係情報

地方公
務員災
害補償
関係情

報

2ケース 16ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 4ケース 1ケース 15ケース 1ケース 1ケース 4ケース 8ケース 3ケース 3ケース 3ケース 2ケース 23ケース7ケース 5ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 7ケース 2ケース 2ケース 3ケース 1ケース

全国健
康保険
協会

国民年
金基金
連合会

特定障
害者に
対する
特別障
害給付
金の支
給に関
する法
律によ
る特別
障害給
付金の
支給に
関する
情報

社会福
祉法に
よる生
計困難
者に対
して無
利子又
は低利
で資金
を融通
する事
業の実
施に関
する情
報

独立行
政法人
農業者
年金基
金法に
よる農
業者年
金の被
保険者
に関す
る情報

船員保
険法に
よる保
険給付
の支給
に関す
る情報

国民年
金基金
の加入
員に関
する情
報

医療保険
者又は後
期高齢者
医療広域
連合

後期高齢
者医療広
域連合

石綿によ
る健康被
害の救済
に関する
法律によ
る特別遺
族給付金
の支給に
関する情

報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
援護に関
する情報

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

地方公
務員災
害補償
基金

社会福
祉協議

会

独立行
政法人
農業者
年金基

金

地方公
務員災
害補償
法によ
る公務
上の災
害又は
通勤に
よる災
害に対
する補
償に関
する情
報

64

年金給付関係情報

厚生労働大臣 厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構又は
共済組
合等

厚生年金保険制
度及び農林漁業
団体職員共済組
合制度の統合を
図るための農林
漁業団体職員共
済組合法等を廃
止する等の法律
による年金であ
る給付の支給に
関する情報

職業訓練
の実施等
による特
定求職者
の就職の
支援に関
する法律
による職
業訓練受
講給付金
の支給に
関する情

報

労働者災
害補償保
険法によ
る給付の
支給に関
する情報

国民年金法又は被用者年金各法による
年金である給付の支給又は保険料の徴

収に関する情報

国民年
金法に
よる障
害基礎
年金の
支給に
関する
情報

国民年
金法に
よる年
金であ
る給付
の支給
に関す
る情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
年金であ
る給付の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる一般
疾病医療
費の支給
に関する
情報

雇用保険
法第三十
七条第八
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

船員保険
法第三十
三条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

介護保険
法第二十
条に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

精神保健
及び精神
障害者福
祉に関す
る法律第
三十条の
二に規定
する他の
法律によ
る医療に
関する給
付の支給
に関する
情報

67
給付の支給を行うこととされている者 医療に関する給付の支給を行

うこととされている者
厚生労
働大臣
又は日
本年金
機構

共済組
合等

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組
合

厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

厚生労働大臣又
は日本年金機構

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組

合

都道府県
教育委員
会又は市
町村教育
委員会

雇用保険
法による
教育訓練
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法第二十
一条の五
の三十に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

児童福祉
法第二十
四条の二
十二に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

地方公務
員等共済
組合法第
六十二条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

国家公務
員共済組
合法第六
十条第一
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

私立学校
教職員共
済法第二
十五条に
おいて準
用する国
家公務員
共済組合
法第六十
条第一項
に規定す
る他の法
令による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法その
他の法令
による医
療に関す
る給付の
支給に関
する情報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律その
他の法令
による障
害を有す
る者に対
する手当
の支給に
関する情

報

感染症の
予防及び
感染症の
患者に対
する医療
に関する
法律第三
十九条第
一項に規
定する他
の法律に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律第
十八条第
一項ただ
し書に規
定する他
の法令に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

児童扶養
手当法第
三条第二
項に規定
する公的
年金給付
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
基本手当
若しくは
高年齢雇
用継続基
本給付金
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法又は
高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる医療
に関する
給付の支
給又は保
険料の徴
収に関す
る情報

学校保健
安全法に
よる医療
に要する
費用につ
いての援
助に関す
る情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる保険
料の徴収
に関する
情報

国民健康
保険法第
五十六条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

健康保険
法第五十
五条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる年金
である給
付の支給
に関する
情報

昭和六十
年法律第
三十四号
附則第九
十七条第
二項にお
いて準用
する特別
児童扶養
手当等の
支給に関
する法律
第十七条
第一号の
障害を支
給事由と
する給付
の支給に
関する情

報

健康保険
法第百二
十八条に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
五十七条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
第七条に
規定する
他の法令
により行
われる給
付の支給
に関する
情報

○

○

○

○

○

○ ○
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

情報番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
厚生労働
大臣又は
都道府県
知事等

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長

・厚生労
働大臣
・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

住民票関
係情報

地方税関
係情報

子どもの
ための手
当関係情

報

介護保険
給付関係
情報

生活保護
関係情報

児童扶養
手当関係
情報

中国残留
邦人等支
援給付関
係情報

障害者関
係情報

特別児童
扶養手当
関係情報

52ケース 53ケース 3ケース 17ケース 1ケース 1ケース 1ケース 3ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 2ケース 1ケース 20ケース 8ケース 6ケース 3ケース 1ケース 9ケース 3ケース 2ケース 2ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 2ケース

個人情報

別表上の記載 補足

情報照会者

業務
（業務ユニット、《ユ

ニット外》）

備考補足別表上の記載

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

子どもの
ための手
当の支給
に関する
法律によ
る子ども
のための
手当の支
給に関す
る情報

生活保護
法による
保護の実
施に関す
る情報

児童扶養
手当法に
よる児童
扶養手当
の支給に
関する情

報

住民基本
台帳法第
七条第四
号に規定
する事項

地方税法
その他の
地方税に
関する法
律に基づ
く条例の
規定によ
り算定し
た税額若
しくはそ
の算定の
基礎とな
る事項に
関する情

報

市町村長 都道府県
知事又は
保健所を
設置する
市の長

都道府県知事又は
広島市長若しくは長

崎市長

都道府県知事等 都道府県知事 厚生労働
大臣又は
都道府県

知事

文部科学
大臣、都
道府県知
事又は都
道府県教
育委員会

文部科学
大臣又は
都道府県
教育委員

会

№ 項
番

枝
番

事務 情報提供者

別表上の記載

自
治
体
の
関
連 自治体に

該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該
当）

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

自治体に
該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該

当）

介護保険
法による
保険給付
の支給若
しくは保
険料の徴
収に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる介護
手当の支
給に関す
る情報

国民健康
保険法第
七十六条
の四にお
いて準用
する介護
保険法第
百三十六
条第一項
（同法第
百四十条
第三項に
おいて準
用する場
合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
百十条に
おいて準
用する介
護保険法
第百三十
六条第一
項（同法
第百四十
条第三項
において
準用する
場合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

介護保険
法第百三
十六条第
一項（同
法第百四
十条第三
項におい
て準用す
る場合を
含む。）、
第百三十
八条第一
項又は第
百四十一
条第一項
の規定に
より通知
すること
とされて
いる事項
に関する
情報

障害者自
立支援法
による自
立支援給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
による療
養介護若
しくは施
設入所支
援に関す
る情報

児童福祉
法による
障害児通
所支援に
関する情

報

国民年金
法第八十
九条第三
号の施設
に入所す
る者に関
する情報

母子保健
法による
養育医療
の給付又
は養育医
療に要す
る費用の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる手当
等の支給
に関する
情報

母子及び
寡婦福祉
法による
母子家庭
自立支援
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法による
母子生活
支援施設
における
保護の実
施に関す
る情報

中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

身体障害
者福祉法
による身
体障害者
手帳、精
神保健及
び精神障
害者福祉
に関する
法律によ
る精神障
害者保健
福祉手帳
若しくは
知的障害
者福祉法
にいう知
的障害者
に関する
情報

中国残留
邦人等の
円滑な帰
国の促進
及び永住
帰国後の
自立の支
援に関す
る法律に
よる永住
帰国旅
費、自立
支度金、
一時金、
一時帰国
旅費又は
中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

公立高等
学校に係
る授業料
の不徴収
及び高等
学校等就
学支援金
の支給に
関する法
律による
就学支援
金の支給
に関する
情報

特別支援
学校への
就学奨励
に関する
法律によ
る特別支
援学校へ
の就学の
ために必
要な経費
の支弁に
関する情

報

母子及び
寡婦福祉
法による
資金の貸
付けに関
する情報

災害救助
法による
救助若し
くは扶助
金の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
療育の給
付若しく
は障害児
入所給付
費の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援若
しくは措
置（同法
第二十七
条第一項
第三号の
措置をい
う。）に関
する情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援、
措置（同
法第二十
七条第一
項第三号
若しくは
第二項又
は第二十
七条の二
第一項の
措置をい
う。）若し
くは日常
生活上の
援助及び
生活指導
並びに就
業の支援
の実施に
関する情

報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律によ
る特別児
童扶養手
当の支給
に関する
情報

217 103 2 厚生年金保険制度及び農林漁業
団体職員共済組合制度の統合を
図るための農林漁業団体職員共
済組合法等を廃止する等の法律
による年金である給付（同法附則
第十六条第三項の規定により厚
生年金保険の管掌者たる政府が
支給するものとされた年金である
給付を除く。）若しくは一時金の支
給又は特例業務負担金の徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

× 農林漁業団体職
員共済組合

― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年
金機構又は共済組合等

× × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの

218 104 1 独立行政法人農業者年金基金法
による農業者年金事業の給付の
支給若しくは保険料その他徴収
金の徴収又は同法附則第六条第
一項第一号の規定により独立行
政法人農業者年金基金が行うも
のとされた平成十三年法律第三
十九号による改正前の農業者年
金基金法若しくは平成二年法律
第二十一号による改正前の農業
者年金基金法による給付の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

○ 独立行政法人農
業者年金基金

― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報又は住民票関係
情報であって主務省令で定めるも
の

○ ○

219 104 2 独立行政法人農業者年金基金法
による農業者年金事業の給付の
支給若しくは保険料その他徴収
金の徴収又は同法附則第六条第
一項第一号の規定により独立行
政法人農業者年金基金が行うも
のとされた平成十三年法律第三
十九号による改正前の農業者年
金基金法若しくは平成二年法律
第二十一号による改正前の農業
者年金基金法による給付の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

× 独立行政法人農
業者年金基金

― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年
金機構、共済組合等又は農林
漁業団体職員共済組合

× × × 年金給付関係情報又は厚生年金
保険制度及び農林漁業団体職員
共済組合制度の統合を図るための
農林漁業団体職員共済組合法等を
廃止する等の法律による年金であ
る給付の支給に関する情報であっ
て主務省令で定めるもの

220 105 1 独立行政法人日本スポーツ振興
センター法による災害共済給付
の支給に関する事務であって主
務省令で定めるもの

○ 独立行政法人日
本スポーツ振興セ
ンター

― × × × ― 都道府県知事等 ○ ○ △ 生活保護関係情報であって主務省
令で定めるもの

○

221 106 1 独立行政法人医薬品医療機器総
合機構法による副作用救済給付
又は感染救済給付の支給に関す
る事務であって主務省令で定め
るもの

○ 独立行政法人医
薬品医療機器総
合機構

― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 住民票関係情報であって主務省令
で定めるもの

○

222 107 1 独立行政法人日本学生支援機構
法による学資の貸与に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

○ 独立行政法人日
本学生支援機構

― × × × ― 医療保険者その他の法令によ
る医療に関する給付の支給を
行うこととされている者

○ ○ ○ 医療保険各法その他の法令による
医療に関する給付の支給に関する
情報であって主務省令で定めるも
の

223 107 2 独立行政法人日本学生支援機構
法による学資の貸与に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

○ 独立行政法人日
本学生支援機構

― × × × ― 都道府県知事 ○ ○ ○ 障害者関係情報であって主務省令
で定めるもの

○

224 107 3 独立行政法人日本学生支援機構
法による学資の貸与に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

○ 独立行政法人日
本学生支援機構

― × × × ― 都道府県知事等 ○ ○ △ 生活保護関係情報であって主務省
令で定めるもの

○

225 107 4 独立行政法人日本学生支援機構
法による学資の貸与に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

○ 独立行政法人日
本学生支援機構

― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報又は住民票関係
情報であって主務省令で定めるも
の

○ ○

226 107 5 独立行政法人日本学生支援機構
法による学資の貸与に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

× 独立行政法人日
本学生支援機構

― × × × ― 国民年金法その他の法令によ
る年金である給付の支給を行う
こととされている者

× × × 国民年金法その他の法令による年
金である給付の支給に関する情報
であって主務省令で定めるもの

227 107 6 独立行政法人日本学生支援機構
法による学資の貸与に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

× 独立行政法人日
本学生支援機構

― × × × ― 厚生労働大臣 × × × 失業等給付関係情報であって主務
省令で定めるもの

228 108 1 特定障害者に対する特別障害給
付金の支給に関する法律による
特別障害給付金の支給に関する
事務であって主務省令で定める
もの

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 全国健康保険協会 × × × 船員保険法による保険給付の支給
に関する情報であって主務省令で
定めるもの
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

№ 項
番

枝
番

事務

217 103 2 厚生年金保険制度及び農林漁業
団体職員共済組合制度の統合を
図るための農林漁業団体職員共
済組合法等を廃止する等の法律
による年金である給付（同法附則
第十六条第三項の規定により厚
生年金保険の管掌者たる政府が
支給するものとされた年金である
給付を除く。）若しくは一時金の支
給又は特例業務負担金の徴収に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

218 104 1 独立行政法人農業者年金基金法
による農業者年金事業の給付の
支給若しくは保険料その他徴収
金の徴収又は同法附則第六条第
一項第一号の規定により独立行
政法人農業者年金基金が行うも
のとされた平成十三年法律第三
十九号による改正前の農業者年
金基金法若しくは平成二年法律
第二十一号による改正前の農業
者年金基金法による給付の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

219 104 2 独立行政法人農業者年金基金法
による農業者年金事業の給付の
支給若しくは保険料その他徴収
金の徴収又は同法附則第六条第
一項第一号の規定により独立行
政法人農業者年金基金が行うも
のとされた平成十三年法律第三
十九号による改正前の農業者年
金基金法若しくは平成二年法律
第二十一号による改正前の農業
者年金基金法による給付の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

220 105 1 独立行政法人日本スポーツ振興
センター法による災害共済給付
の支給に関する事務であって主
務省令で定めるもの

221 106 1 独立行政法人医薬品医療機器総
合機構法による副作用救済給付
又は感染救済給付の支給に関す
る事務であって主務省令で定め
るもの

222 107 1 独立行政法人日本学生支援機構
法による学資の貸与に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

223 107 2 独立行政法人日本学生支援機構
法による学資の貸与に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

224 107 3 独立行政法人日本学生支援機構
法による学資の貸与に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

225 107 4 独立行政法人日本学生支援機構
法による学資の貸与に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

226 107 5 独立行政法人日本学生支援機構
法による学資の貸与に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

227 107 6 独立行政法人日本学生支援機構
法による学資の貸与に関する事
務であって主務省令で定めるも
の

228 108 1 特定障害者に対する特別障害給
付金の支給に関する法律による
特別障害給付金の支給に関する
事務であって主務省令で定める
もの

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 68 69 70 71 72 73
公的年金
給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

医療に関
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

障害を有
する者に
ついて支
給される
手当を支
給するこ
ととされ
ている者

給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

年金であ
る給付の
支給を行
うこととさ
れている

者

障害を支
給事由と
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・市町村
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・厚生労
働大臣

・国の各
種機関
・その他
各種機関

医療保険
給付関係
情報

失業等給
付関係情

報

職業訓練
受講給付
金関係情

報

労働者災
害補償関
係情報

石綿健康
被害救済
給付等関
係情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
関係情報

地方公
務員災
害補償
関係情

報

2ケース 16ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 4ケース 1ケース 15ケース 1ケース 1ケース 4ケース 8ケース 3ケース 3ケース 3ケース 2ケース 23ケース7ケース 5ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 7ケース 2ケース 2ケース 3ケース 1ケース

全国健
康保険
協会

国民年
金基金
連合会

特定障
害者に
対する
特別障
害給付
金の支
給に関
する法
律によ
る特別
障害給
付金の
支給に
関する
情報

社会福
祉法に
よる生
計困難
者に対
して無
利子又
は低利
で資金
を融通
する事
業の実
施に関
する情
報

独立行
政法人
農業者
年金基
金法に
よる農
業者年
金の被
保険者
に関す
る情報

船員保
険法に
よる保
険給付
の支給
に関す
る情報

国民年
金基金
の加入
員に関
する情
報

医療保険
者又は後
期高齢者
医療広域
連合

後期高齢
者医療広
域連合

石綿によ
る健康被
害の救済
に関する
法律によ
る特別遺
族給付金
の支給に
関する情

報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
援護に関
する情報

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

地方公
務員災
害補償
基金

社会福
祉協議

会

独立行
政法人
農業者
年金基

金

地方公
務員災
害補償
法によ
る公務
上の災
害又は
通勤に
よる災
害に対
する補
償に関
する情
報

64

年金給付関係情報

厚生労働大臣 厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構又は
共済組
合等

厚生年金保険制
度及び農林漁業
団体職員共済組
合制度の統合を
図るための農林
漁業団体職員共
済組合法等を廃
止する等の法律
による年金であ
る給付の支給に
関する情報

職業訓練
の実施等
による特
定求職者
の就職の
支援に関
する法律
による職
業訓練受
講給付金
の支給に
関する情

報

労働者災
害補償保
険法によ
る給付の
支給に関
する情報

国民年金法又は被用者年金各法による
年金である給付の支給又は保険料の徴

収に関する情報

国民年
金法に
よる障
害基礎
年金の
支給に
関する
情報

国民年
金法に
よる年
金であ
る給付
の支給
に関す
る情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
年金であ
る給付の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる一般
疾病医療
費の支給
に関する
情報

雇用保険
法第三十
七条第八
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

船員保険
法第三十
三条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

介護保険
法第二十
条に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

精神保健
及び精神
障害者福
祉に関す
る法律第
三十条の
二に規定
する他の
法律によ
る医療に
関する給
付の支給
に関する
情報

67
給付の支給を行うこととされている者 医療に関する給付の支給を行

うこととされている者
厚生労
働大臣
又は日
本年金
機構

共済組
合等

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組
合

厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

厚生労働大臣又
は日本年金機構

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組

合

都道府県
教育委員
会又は市
町村教育
委員会

雇用保険
法による
教育訓練
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法第二十
一条の五
の三十に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

児童福祉
法第二十
四条の二
十二に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

地方公務
員等共済
組合法第
六十二条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

国家公務
員共済組
合法第六
十条第一
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

私立学校
教職員共
済法第二
十五条に
おいて準
用する国
家公務員
共済組合
法第六十
条第一項
に規定す
る他の法
令による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法その
他の法令
による医
療に関す
る給付の
支給に関
する情報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律その
他の法令
による障
害を有す
る者に対
する手当
の支給に
関する情

報

感染症の
予防及び
感染症の
患者に対
する医療
に関する
法律第三
十九条第
一項に規
定する他
の法律に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律第
十八条第
一項ただ
し書に規
定する他
の法令に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

児童扶養
手当法第
三条第二
項に規定
する公的
年金給付
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
基本手当
若しくは
高年齢雇
用継続基
本給付金
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法又は
高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる医療
に関する
給付の支
給又は保
険料の徴
収に関す
る情報

学校保健
安全法に
よる医療
に要する
費用につ
いての援
助に関す
る情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる保険
料の徴収
に関する
情報

国民健康
保険法第
五十六条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

健康保険
法第五十
五条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる年金
である給
付の支給
に関する
情報

昭和六十
年法律第
三十四号
附則第九
十七条第
二項にお
いて準用
する特別
児童扶養
手当等の
支給に関
する法律
第十七条
第一号の
障害を支
給事由と
する給付
の支給に
関する情

報

健康保険
法第百二
十八条に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
五十七条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
第七条に
規定する
他の法令
により行
われる給
付の支給
に関する
情報

○

○ ○

○

○

○

○

36/40



別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

情報番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
厚生労働
大臣又は
都道府県
知事等

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長

・厚生労
働大臣
・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

住民票関
係情報

地方税関
係情報

子どもの
ための手
当関係情

報

介護保険
給付関係
情報

生活保護
関係情報

児童扶養
手当関係
情報

中国残留
邦人等支
援給付関
係情報

障害者関
係情報

特別児童
扶養手当
関係情報

52ケース 53ケース 3ケース 17ケース 1ケース 1ケース 1ケース 3ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 2ケース 1ケース 20ケース 8ケース 6ケース 3ケース 1ケース 9ケース 3ケース 2ケース 2ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 2ケース

個人情報

別表上の記載 補足

情報照会者

業務
（業務ユニット、《ユ

ニット外》）

備考補足別表上の記載

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

子どもの
ための手
当の支給
に関する
法律によ
る子ども
のための
手当の支
給に関す
る情報

生活保護
法による
保護の実
施に関す
る情報

児童扶養
手当法に
よる児童
扶養手当
の支給に
関する情

報

住民基本
台帳法第
七条第四
号に規定
する事項

地方税法
その他の
地方税に
関する法
律に基づ
く条例の
規定によ
り算定し
た税額若
しくはそ
の算定の
基礎とな
る事項に
関する情

報

市町村長 都道府県
知事又は
保健所を
設置する
市の長

都道府県知事又は
広島市長若しくは長

崎市長

都道府県知事等 都道府県知事 厚生労働
大臣又は
都道府県

知事

文部科学
大臣、都
道府県知
事又は都
道府県教
育委員会

文部科学
大臣又は
都道府県
教育委員

会

№ 項
番

枝
番

事務 情報提供者

別表上の記載

自
治
体
の
関
連 自治体に

該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該
当）

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

自治体に
該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該

当）

介護保険
法による
保険給付
の支給若
しくは保
険料の徴
収に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる介護
手当の支
給に関す
る情報

国民健康
保険法第
七十六条
の四にお
いて準用
する介護
保険法第
百三十六
条第一項
（同法第
百四十条
第三項に
おいて準
用する場
合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
百十条に
おいて準
用する介
護保険法
第百三十
六条第一
項（同法
第百四十
条第三項
において
準用する
場合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

介護保険
法第百三
十六条第
一項（同
法第百四
十条第三
項におい
て準用す
る場合を
含む。）、
第百三十
八条第一
項又は第
百四十一
条第一項
の規定に
より通知
すること
とされて
いる事項
に関する
情報

障害者自
立支援法
による自
立支援給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
による療
養介護若
しくは施
設入所支
援に関す
る情報

児童福祉
法による
障害児通
所支援に
関する情

報

国民年金
法第八十
九条第三
号の施設
に入所す
る者に関
する情報

母子保健
法による
養育医療
の給付又
は養育医
療に要す
る費用の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる手当
等の支給
に関する
情報

母子及び
寡婦福祉
法による
母子家庭
自立支援
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法による
母子生活
支援施設
における
保護の実
施に関す
る情報

中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

身体障害
者福祉法
による身
体障害者
手帳、精
神保健及
び精神障
害者福祉
に関する
法律によ
る精神障
害者保健
福祉手帳
若しくは
知的障害
者福祉法
にいう知
的障害者
に関する
情報

中国残留
邦人等の
円滑な帰
国の促進
及び永住
帰国後の
自立の支
援に関す
る法律に
よる永住
帰国旅
費、自立
支度金、
一時金、
一時帰国
旅費又は
中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

公立高等
学校に係
る授業料
の不徴収
及び高等
学校等就
学支援金
の支給に
関する法
律による
就学支援
金の支給
に関する
情報

特別支援
学校への
就学奨励
に関する
法律によ
る特別支
援学校へ
の就学の
ために必
要な経費
の支弁に
関する情

報

母子及び
寡婦福祉
法による
資金の貸
付けに関
する情報

災害救助
法による
救助若し
くは扶助
金の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
療育の給
付若しく
は障害児
入所給付
費の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援若
しくは措
置（同法
第二十七
条第一項
第三号の
措置をい
う。）に関
する情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援、
措置（同
法第二十
七条第一
項第三号
若しくは
第二項又
は第二十
七条の二
第一項の
措置をい
う。）若し
くは日常
生活上の
援助及び
生活指導
並びに就
業の支援
の実施に
関する情

報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律によ
る特別児
童扶養手
当の支給
に関する
情報

229 108 2 特定障害者に対する特別障害給
付金の支給に関する法律による
特別障害給付金の支給に関する
事務であって主務省令で定める
もの

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 厚生労働大臣 × × × 労働者災害補償関係情報又は戦
傷病者戦没者遺族等援護法による
年金である給付の支給に関する情
報であって主務省令で定めるもの

230 108 3 特定障害者に対する特別障害給
付金の支給に関する法律による
特別障害給付金の支給に関する
事務であって主務省令で定める
もの

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報であって主務省令
で定めるもの

○

231 108 4 特定障害者に対する特別障害給
付金の支給に関する法律による
特別障害給付金の支給に関する
事務であって主務省令で定める
もの

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 共済組合等 × × × 年金給付関係情報であって主務省
令で定めるもの

232 108 5 特定障害者に対する特別障害給
付金の支給に関する法律による
特別障害給付金の支給に関する
事務であって主務省令で定める
もの

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 地方公務員災害補償基金 × × × 地方公務員災害補償関係情報で
あって主務省令で定めるもの

233 109 1 障害者自立支援法による自立支
援給付の支給又は地域生活支援
事業の実施に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

○ 都道府県知事又
は市町村長

― ○ ○ ○ 障害者福祉 都道府県知事等 ○ ○ △ 生活保護関係情報又は中国残留
邦人等支援給付関係情報であって
主務省令で定めるもの

○ ○

234 109 2 障害者自立支援法による自立支
援給付の支給又は地域生活支援
事業の実施に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

○ 都道府県知事又
は市町村長

― ○ ○ ○ 障害者福祉 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報又は住民票関係
情報であって主務省令で定めるも
の

○ ○

235 110 1 障害者自立支援法による自立支
援給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

○ 都道府県知事又
は市町村長

― ○ ○ ○ 障害者福祉 障害者自立支援法第七条に規
定する他の法令により行われ
る給付の支給を行うこととされ
ている者

○ ○ ○ 障害者自立支援法第七条に規定
する他の法令により行われる給付
の支給に関する情報であって主務
省令で定めるもの

236 111 1 障害者自立支援法による自立支
援医療費、療養介護医療費又は
基準該当療養介護医療費の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

○ 都道府県知事又
は市町村長

― ○ ○ ○ 障害者福祉 国民年金法その他の法令によ
る給付の支給を行うこととされ
ている者

○ ○ ○ 国民年金法その他の法令による給
付の支給に関する情報であって主
務省令で定めるもの

237 112 1 厚生年金保険の保険給付及び国
民年金の給付に係る時効の特例
等に関する法律による保険給付
又は給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 住民票関係情報であって主務省令
で定めるもの

○

238 113 1 厚生年金保険の保険給付及び国
民年金の給付の支払の遅延に係
る加算金の支給に関する法律に
よる保険給付遅延特別加算金又
は給付遅延特別加算金の支給に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 住民票関係情報であって主務省令
で定めるもの

○

239 114 1 公立高等学校に係る授業料の不
徴収及び高等学校等就学支援金
の支給に関する法律による就学
支援金の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

○ 文部科学大臣、都
道府県知事又は
都道府県教育委
員会

― ○ ○ × 《就学（高校）》 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報又は住民票関係
情報であって主務省令で定めるも
の

○ ○

240 114 2 公立高等学校に係る授業料の不
徴収及び高等学校等就学支援金
の支給に関する法律による就学
支援金の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

○ 文部科学大臣、都
道府県知事又は
都道府県教育委
員会

― ○ ○ × 《就学（高校）》 文部科学大臣、都道府県知事
又は都道府県教育委員会

○ ○ × 公立高等学校に係る授業料の不徴
収及び高等学校等就学支援金の
支給に関する法律による就学支援
金の支給に関する情報であって主
務省令で定めるもの

○

241 115 1 職業訓練の実施等による特定求
職者の就職の支援に関する法律
による職業訓練受講給付金の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報又は住民票関係
情報であって主務省令で定めるも
の

○ ○

242 115 2 職業訓練の実施等による特定求
職者の就職の支援に関する法律
による職業訓練受講給付金の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 国民年金法その他の法令によ
る年金である給付の支給を行う
こととされている者

× × × 国民年金法その他の法令による年
金である給付の支給に関する情報
であって主務省令で定めるもの
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№ 項
番

枝
番

事務

229 108 2 特定障害者に対する特別障害給
付金の支給に関する法律による
特別障害給付金の支給に関する
事務であって主務省令で定める
もの

230 108 3 特定障害者に対する特別障害給
付金の支給に関する法律による
特別障害給付金の支給に関する
事務であって主務省令で定める
もの

231 108 4 特定障害者に対する特別障害給
付金の支給に関する法律による
特別障害給付金の支給に関する
事務であって主務省令で定める
もの

232 108 5 特定障害者に対する特別障害給
付金の支給に関する法律による
特別障害給付金の支給に関する
事務であって主務省令で定める
もの

233 109 1 障害者自立支援法による自立支
援給付の支給又は地域生活支援
事業の実施に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

234 109 2 障害者自立支援法による自立支
援給付の支給又は地域生活支援
事業の実施に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

235 110 1 障害者自立支援法による自立支
援給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

236 111 1 障害者自立支援法による自立支
援医療費、療養介護医療費又は
基準該当療養介護医療費の支給
に関する事務であって主務省令
で定めるもの

237 112 1 厚生年金保険の保険給付及び国
民年金の給付に係る時効の特例
等に関する法律による保険給付
又は給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

238 113 1 厚生年金保険の保険給付及び国
民年金の給付の支払の遅延に係
る加算金の支給に関する法律に
よる保険給付遅延特別加算金又
は給付遅延特別加算金の支給に
関する事務であって主務省令で
定めるもの

239 114 1 公立高等学校に係る授業料の不
徴収及び高等学校等就学支援金
の支給に関する法律による就学
支援金の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

240 114 2 公立高等学校に係る授業料の不
徴収及び高等学校等就学支援金
の支給に関する法律による就学
支援金の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

241 115 1 職業訓練の実施等による特定求
職者の就職の支援に関する法律
による職業訓練受講給付金の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

242 115 2 職業訓練の実施等による特定求
職者の就職の支援に関する法律
による職業訓練受講給付金の支
給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 68 69 70 71 72 73
公的年金
給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

医療に関
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

障害を有
する者に
ついて支
給される
手当を支
給するこ
ととされ
ている者

給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

年金であ
る給付の
支給を行
うこととさ
れている

者

障害を支
給事由と
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・市町村
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・厚生労
働大臣

・国の各
種機関
・その他
各種機関

医療保険
給付関係
情報

失業等給
付関係情

報

職業訓練
受講給付
金関係情

報

労働者災
害補償関
係情報

石綿健康
被害救済
給付等関
係情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
関係情報

地方公
務員災
害補償
関係情

報

2ケース 16ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 4ケース 1ケース 15ケース 1ケース 1ケース 4ケース 8ケース 3ケース 3ケース 3ケース 2ケース 23ケース7ケース 5ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 7ケース 2ケース 2ケース 3ケース 1ケース

全国健
康保険
協会

国民年
金基金
連合会

特定障
害者に
対する
特別障
害給付
金の支
給に関
する法
律によ
る特別
障害給
付金の
支給に
関する
情報

社会福
祉法に
よる生
計困難
者に対
して無
利子又
は低利
で資金
を融通
する事
業の実
施に関
する情
報

独立行
政法人
農業者
年金基
金法に
よる農
業者年
金の被
保険者
に関す
る情報

船員保
険法に
よる保
険給付
の支給
に関す
る情報

国民年
金基金
の加入
員に関
する情
報

医療保険
者又は後
期高齢者
医療広域
連合

後期高齢
者医療広
域連合

石綿によ
る健康被
害の救済
に関する
法律によ
る特別遺
族給付金
の支給に
関する情

報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
援護に関
する情報

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

地方公
務員災
害補償
基金

社会福
祉協議

会

独立行
政法人
農業者
年金基

金

地方公
務員災
害補償
法によ
る公務
上の災
害又は
通勤に
よる災
害に対
する補
償に関
する情
報

64

年金給付関係情報

厚生労働大臣 厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構又は
共済組
合等

厚生年金保険制
度及び農林漁業
団体職員共済組
合制度の統合を
図るための農林
漁業団体職員共
済組合法等を廃
止する等の法律
による年金であ
る給付の支給に
関する情報

職業訓練
の実施等
による特
定求職者
の就職の
支援に関
する法律
による職
業訓練受
講給付金
の支給に
関する情

報

労働者災
害補償保
険法によ
る給付の
支給に関
する情報

国民年金法又は被用者年金各法による
年金である給付の支給又は保険料の徴

収に関する情報

国民年
金法に
よる障
害基礎
年金の
支給に
関する
情報

国民年
金法に
よる年
金であ
る給付
の支給
に関す
る情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
年金であ
る給付の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる一般
疾病医療
費の支給
に関する
情報

雇用保険
法第三十
七条第八
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

船員保険
法第三十
三条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

介護保険
法第二十
条に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

精神保健
及び精神
障害者福
祉に関す
る法律第
三十条の
二に規定
する他の
法律によ
る医療に
関する給
付の支給
に関する
情報

67
給付の支給を行うこととされている者 医療に関する給付の支給を行

うこととされている者
厚生労
働大臣
又は日
本年金
機構

共済組
合等

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組
合

厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

厚生労働大臣又
は日本年金機構

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組

合

都道府県
教育委員
会又は市
町村教育
委員会

雇用保険
法による
教育訓練
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法第二十
一条の五
の三十に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

児童福祉
法第二十
四条の二
十二に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

地方公務
員等共済
組合法第
六十二条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

国家公務
員共済組
合法第六
十条第一
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

私立学校
教職員共
済法第二
十五条に
おいて準
用する国
家公務員
共済組合
法第六十
条第一項
に規定す
る他の法
令による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法その
他の法令
による医
療に関す
る給付の
支給に関
する情報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律その
他の法令
による障
害を有す
る者に対
する手当
の支給に
関する情

報

感染症の
予防及び
感染症の
患者に対
する医療
に関する
法律第三
十九条第
一項に規
定する他
の法律に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律第
十八条第
一項ただ
し書に規
定する他
の法令に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

児童扶養
手当法第
三条第二
項に規定
する公的
年金給付
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
基本手当
若しくは
高年齢雇
用継続基
本給付金
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法又は
高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる医療
に関する
給付の支
給又は保
険料の徴
収に関す
る情報

学校保健
安全法に
よる医療
に要する
費用につ
いての援
助に関す
る情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる保険
料の徴収
に関する
情報

国民健康
保険法第
五十六条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

健康保険
法第五十
五条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる年金
である給
付の支給
に関する
情報

昭和六十
年法律第
三十四号
附則第九
十七条第
二項にお
いて準用
する特別
児童扶養
手当等の
支給に関
する法律
第十七条
第一号の
障害を支
給事由と
する給付
の支給に
関する情

報

健康保険
法第百二
十八条に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
五十七条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
第七条に
規定する
他の法令
により行
われる給
付の支給
に関する
情報

○ ○

○

○

○

○

○
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

情報番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
厚生労働
大臣又は
都道府県
知事等

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・市町村

長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長
・中核市
の長

・都道府
県知事
・指定都
市の長

・厚生労
働大臣
・都道府
県知事
・市長

・福祉事
務所を管
理する町
村長

住民票関
係情報

地方税関
係情報

子どもの
ための手
当関係情

報

介護保険
給付関係
情報

生活保護
関係情報

児童扶養
手当関係
情報

中国残留
邦人等支
援給付関
係情報

障害者関
係情報

特別児童
扶養手当
関係情報

52ケース 53ケース 3ケース 17ケース 1ケース 1ケース 1ケース 3ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 2ケース 1ケース 20ケース 8ケース 6ケース 3ケース 1ケース 9ケース 3ケース 2ケース 2ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 2ケース

個人情報

別表上の記載 補足

情報照会者

業務
（業務ユニット、《ユ

ニット外》）

備考補足別表上の記載

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

子どもの
ための手
当の支給
に関する
法律によ
る子ども
のための
手当の支
給に関す
る情報

生活保護
法による
保護の実
施に関す
る情報

児童扶養
手当法に
よる児童
扶養手当
の支給に
関する情

報

住民基本
台帳法第
七条第四
号に規定
する事項

地方税法
その他の
地方税に
関する法
律に基づ
く条例の
規定によ
り算定し
た税額若
しくはそ
の算定の
基礎とな
る事項に
関する情

報

市町村長 都道府県
知事又は
保健所を
設置する
市の長

都道府県知事又は
広島市長若しくは長

崎市長

都道府県知事等 都道府県知事 厚生労働
大臣又は
都道府県

知事

文部科学
大臣、都
道府県知
事又は都
道府県教
育委員会

文部科学
大臣又は
都道府県
教育委員

会

№ 項
番

枝
番

事務 情報提供者

別表上の記載

自
治
体
の
関
連 自治体に

該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該
当）

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

自治体に
該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該

当）

介護保険
法による
保険給付
の支給若
しくは保
険料の徴
収に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる介護
手当の支
給に関す
る情報

国民健康
保険法第
七十六条
の四にお
いて準用
する介護
保険法第
百三十六
条第一項
（同法第
百四十条
第三項に
おいて準
用する場
合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
百十条に
おいて準
用する介
護保険法
第百三十
六条第一
項（同法
第百四十
条第三項
において
準用する
場合を含
む。）、第
百三十八
条第一項
又は第百
四十一条
第一項の
規定によ
り通知す
ることとさ
れている
事項に関
する情報

介護保険
法第百三
十六条第
一項（同
法第百四
十条第三
項におい
て準用す
る場合を
含む。）、
第百三十
八条第一
項又は第
百四十一
条第一項
の規定に
より通知
すること
とされて
いる事項
に関する
情報

障害者自
立支援法
による自
立支援給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
による療
養介護若
しくは施
設入所支
援に関す
る情報

児童福祉
法による
障害児通
所支援に
関する情

報

国民年金
法第八十
九条第三
号の施設
に入所す
る者に関
する情報

母子保健
法による
養育医療
の給付又
は養育医
療に要す
る費用の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる手当
等の支給
に関する
情報

母子及び
寡婦福祉
法による
母子家庭
自立支援
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法による
母子生活
支援施設
における
保護の実
施に関す
る情報

中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

身体障害
者福祉法
による身
体障害者
手帳、精
神保健及
び精神障
害者福祉
に関する
法律によ
る精神障
害者保健
福祉手帳
若しくは
知的障害
者福祉法
にいう知
的障害者
に関する
情報

中国残留
邦人等の
円滑な帰
国の促進
及び永住
帰国後の
自立の支
援に関す
る法律に
よる永住
帰国旅
費、自立
支度金、
一時金、
一時帰国
旅費又は
中国残留
邦人等支
援給付の
支給に関
する情報

公立高等
学校に係
る授業料
の不徴収
及び高等
学校等就
学支援金
の支給に
関する法
律による
就学支援
金の支給
に関する
情報

特別支援
学校への
就学奨励
に関する
法律によ
る特別支
援学校へ
の就学の
ために必
要な経費
の支弁に
関する情

報

母子及び
寡婦福祉
法による
資金の貸
付けに関
する情報

災害救助
法による
救助若し
くは扶助
金の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
療育の給
付若しく
は障害児
入所給付
費の支給
に関する
情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援若
しくは措
置（同法
第二十七
条第一項
第三号の
措置をい
う。）に関
する情報

児童福祉
法による
障害児入
所支援、
措置（同
法第二十
七条第一
項第三号
若しくは
第二項又
は第二十
七条の二
第一項の
措置をい
う。）若し
くは日常
生活上の
援助及び
生活指導
並びに就
業の支援
の実施に
関する情

報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律によ
る特別児
童扶養手
当の支給
に関する
情報

243 116 1 平成二十三年法律第五十六号に
よる年金である給付の支給に関
する事務であって主務省令で定
めるもの

○ 平成二十三年法
律第五十六号附
則第二十三条第
一項第三号に規
定する存続共済
会

― × × × ― 市町村長 ○ × ○ 地方税関係情報であって主務省令
で定めるもの

○
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別表第二の整理（事務による整理） 別紙６．３－１

№ 項
番

枝
番

事務

243 116 1 平成二十三年法律第五十六号に
よる年金である給付の支給に関
する事務であって主務省令で定
めるもの

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65 66 68 69 70 71 72 73
公的年金
給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

医療に関
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

障害を有
する者に
ついて支
給される
手当を支
給するこ
ととされ
ている者

給付の支
給を行う
こととさ
れている

者

年金であ
る給付の
支給を行
うこととさ
れている

者

障害を支
給事由と
する給付
の支給を
行うこと
とされて
いる者

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・市町村
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共

団体

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関
※上記以
外で該当
する国、
地方公共
団体

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村

・国の各
種機関
・都道府

県
・市町村
・その他
各種機関

・厚生労
働大臣

・国の各
種機関
・その他
各種機関

医療保険
給付関係
情報

失業等給
付関係情

報

職業訓練
受講給付
金関係情

報

労働者災
害補償関
係情報

石綿健康
被害救済
給付等関
係情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
関係情報

地方公
務員災
害補償
関係情

報

2ケース 16ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 1ケース 2ケース 1ケース 1ケース 4ケース 1ケース 15ケース 1ケース 1ケース 4ケース 8ケース 3ケース 3ケース 3ケース 2ケース 23ケース7ケース 5ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 5ケース 1ケース 1ケース 7ケース 2ケース 2ケース 3ケース 1ケース

全国健
康保険
協会

国民年
金基金
連合会

特定障
害者に
対する
特別障
害給付
金の支
給に関
する法
律によ
る特別
障害給
付金の
支給に
関する
情報

社会福
祉法に
よる生
計困難
者に対
して無
利子又
は低利
で資金
を融通
する事
業の実
施に関
する情
報

独立行
政法人
農業者
年金基
金法に
よる農
業者年
金の被
保険者
に関す
る情報

船員保
険法に
よる保
険給付
の支給
に関す
る情報

国民年
金基金
の加入
員に関
する情
報

医療保険
者又は後
期高齢者
医療広域
連合

後期高齢
者医療広
域連合

石綿によ
る健康被
害の救済
に関する
法律によ
る特別遺
族給付金
の支給に
関する情

報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
援護に関
する情報

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

地方公
務員災
害補償
基金

社会福
祉協議

会

独立行
政法人
農業者
年金基

金

地方公
務員災
害補償
法によ
る公務
上の災
害又は
通勤に
よる災
害に対
する補
償に関
する情
報

64

年金給付関係情報

厚生労働大臣 厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構又は
共済組
合等

厚生年金保険制
度及び農林漁業
団体職員共済組
合制度の統合を
図るための農林
漁業団体職員共
済組合法等を廃
止する等の法律
による年金であ
る給付の支給に
関する情報

職業訓練
の実施等
による特
定求職者
の就職の
支援に関
する法律
による職
業訓練受
講給付金
の支給に
関する情

報

労働者災
害補償保
険法によ
る給付の
支給に関
する情報

国民年金法又は被用者年金各法による
年金である給付の支給又は保険料の徴

収に関する情報

国民年
金法に
よる障
害基礎
年金の
支給に
関する
情報

国民年
金法に
よる年
金であ
る給付
の支給
に関す
る情報

戦傷病者
戦没者遺
族等援護
法による
年金であ
る給付の
支給に関
する情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律に
よる一般
疾病医療
費の支給
に関する
情報

雇用保険
法第三十
七条第八
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

船員保険
法第三十
三条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

介護保険
法第二十
条に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

精神保健
及び精神
障害者福
祉に関す
る法律第
三十条の
二に規定
する他の
法律によ
る医療に
関する給
付の支給
に関する
情報

67
給付の支給を行うこととされている者 医療に関する給付の支給を行

うこととされている者
厚生労
働大臣
又は日
本年金
機構

共済組
合等

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組
合

厚生労
働大臣
若しく
は日本
年金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

厚生労働大臣又
は日本年金機構

厚生労
働大臣
若しくは
日本年
金機
構、共
済組合
等又は
農林漁
業団体
職員共
済組合

共済組
合等又
は農林
漁業団
体職員
共済組

合

都道府県
教育委員
会又は市
町村教育
委員会

雇用保険
法による
教育訓練
給付金の
支給に関
する情報

児童福祉
法第二十
一条の五
の三十に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

児童福祉
法第二十
四条の二
十二に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

地方公務
員等共済
組合法第
六十二条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

国家公務
員共済組
合法第六
十条第一
項に規定
する他の
法令によ
る給付の
支給に関
する情報

私立学校
教職員共
済法第二
十五条に
おいて準
用する国
家公務員
共済組合
法第六十
条第一項
に規定す
る他の法
令による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法その
他の法令
による医
療に関す
る給付の
支給に関
する情報

特別児童
扶養手当
等の支給
に関する
法律その
他の法令
による障
害を有す
る者に対
する手当
の支給に
関する情

報

感染症の
予防及び
感染症の
患者に対
する医療
に関する
法律第三
十九条第
一項に規
定する他
の法律に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

原子爆弾
被爆者に
対する援
護に関す
る法律第
十八条第
一項ただ
し書に規
定する他
の法令に
よる医療
に関する
給付の支
給に関す
る情報

児童扶養
手当法第
三条第二
項に規定
する公的
年金給付
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
基本手当
若しくは
高年齢雇
用継続基
本給付金
の支給に
関する情

報

雇用保険
法による
給付の支
給に関す
る情報

医療保険
各法又は
高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる医療
に関する
給付の支
給又は保
険料の徴
収に関す
る情報

学校保健
安全法に
よる医療
に要する
費用につ
いての援
助に関す
る情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律に
よる保険
料の徴収
に関する
情報

国民健康
保険法第
五十六条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

健康保険
法第五十
五条に規
定する他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる給付
の支給に
関する情

報

国民年金
法その他
の法令に
よる年金
である給
付の支給
に関する
情報

昭和六十
年法律第
三十四号
附則第九
十七条第
二項にお
いて準用
する特別
児童扶養
手当等の
支給に関
する法律
第十七条
第一号の
障害を支
給事由と
する給付
の支給に
関する情

報

健康保険
法第百二
十八条に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

高齢者の
医療の確
保に関す
る法律第
五十七条
第一項に
規定する
他の法令
による給
付の支給
に関する
情報

障害者自
立支援法
第七条に
規定する
他の法令
により行
われる給
付の支給
に関する
情報
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別表第二の整理（特定個人情報による整理） 別紙６．３－２

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

1 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 1 2 健康保険法第五条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこと
とされた健康保険に関する事務であって主務省令で定めるもの

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若し
くはその算定の基礎となる事項に関する情報（以下「地方税関係情報」という。）、住
民基本台帳法第七条第四号に規定する事項（以下「住民票関係情報」という。）又は
介護保険法による保険給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報（以下「介護
保険給付関係情報」という。）であって主務省令で定めるもの

2 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 全国健康保険協会 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 2 3 健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

3 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 健康保険組合 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 3 3 健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

4 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 4 2 船員保険法第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこと
とされた船員保険に関する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

5 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 全国健康保険協会 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 6 1 船員保険法による保険給付又は平成十九年法律第三十号附則
第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十
九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法に
よる保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるも
の

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

6 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・指定都市の長

○ ○ △ 《里親支援》
《障害児入所支
援》

地方自治法施行令　第8章
（指定都市）第174条の26、
（中核市）第174条の49の2に
事務の実施者の規定あり

市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 8 1 児童福祉法による里親の認定、養育里親の登録又は障害児入所
給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等
給付費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

7 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《障害児通所支
援》

市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 10 1 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、
高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費若しくは特例障
害児相談支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関
する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

8 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 都道府県知事又は市町村長 ― ○ ○ ○ 《保育》《児童福
祉》

市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 15 3 児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情
報又は障害者自立支援法による自立支援給付の支給に関する情報であって主務省
令で定めるもの

9 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・指定都市の長
・中核市の長

○ ○ △ 《小児慢性特定疾
患》

平成17年2月21日雇児発第
0221001号通知（小児慢性特
定疾患治療研究事業実施要
綱）に事務の実施者の規定
あり

市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 16 1 児童福祉法による費用の支払命令に関する事務であって主務省
令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

10 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《予防接種》 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 18 1 予防接種法による給付の支給又は実費の徴収に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

11 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 市町村長 ― ○ × ○ 障害者福祉 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 20 1 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等
への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省
令で定めるもの

住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

12 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 21 1 身体障害者福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務
省令で定めるもの

住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

13 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・指定都市の長

○ ○ △ 障害者福祉 地方自治法施行令　第8章
（指定都市）第174条の36の2
に該当に事務の実施者の規
定あり

市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 23 1 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置又は
費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

14 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税、固定
資産税、軽自動車
税、国民健康保険
税

市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 27 4 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づ
く条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって主務省令
で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

15 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 社会福祉協議会 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 30 7 社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を
融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるも
の

住民票関係情報、子どものための手当関係情報又は介護保険給付関係情報であっ
て主務省令で定めるもの

16 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 公営住宅法第二条第十六号
に規定する事業主体である都
道府県知事又は市町村長

― ○ ○ ○ 《公営住宅》 公営住宅を供給する都道府
県知事又は市町村長

市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 31 3 公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって主務省
令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

17 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 日本私立学校振興・共済事業
団

― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 34 1 私立学校教職員共済法による短期給付、年金である給付又は脱
退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

18 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 36 3 厚生年金保険法による年金である保険給付又は一時金の支給に
関する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

19 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 文部科学大臣又は都道府県
教育委員会

― ○ ○ × 《学校》 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 38 1 特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校へ
の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって主務省令
で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

20 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 都道府県教育委員会又は市
町村教育委員会

― ○ ○ ○ 《学校》 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 39 1 学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関す
る事務であって主務省令で定めるもの

住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

21 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 国家公務員共済組合 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 40 2 国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

22 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 国家公務員共済組合連合会 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 41 1 国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは脱退一時
金又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法による
年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定める
もの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

23 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 市町村長又は国民健康保険
組合

― ○ × ○ 国民健康保険 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 43 2 国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関
する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

24 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 49 1 国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料
の納付に関する処分又は保険料その他徴収金の徴収に関する事
務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

25 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 市町村長 ― ○ × ○ 障害者福祉 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 54 1 知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等
への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって主務省
令で定めるもの

住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

事務
（別表上の記載）

個人情報
（別表上の記載）

連携情報名 自
治
体
の
関
連

情
報
番
号

№ 枝
番自治体に

該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該

当）

別表上の記載備考業務
（業務ユニット、
《ユニット外》）

補足
情報照会者 情報提供者

自治体に
該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該
当）

補足別表上の記載 業務
（業務ユニット、
《ユニット外》）

備考
項
番
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自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

事務
（別表上の記載）

個人情報
（別表上の記載）

連携情報名 自
治
体
の
関
連

情
報
番
号

№ 枝
番自治体に

該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該

当）

別表上の記載備考業務
（業務ユニット、
《ユニット外》）

補足
情報照会者 情報提供者

自治体に
該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該
当）

補足別表上の記載 業務
（業務ユニット、
《ユニット外》）

備考
項
番

26 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 住宅地区改良法第二条第二
項に規定する施行者である都
道府県知事又は市町村長

・都道府県知事（一部）
・市町村長（一部）

△ △ △ 《住宅》 団体の事情によって市町村
か都道府県が施行する。（市
町村の実施が困難な場合は
都道府県が施行する等。）

市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 55 3 住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金
の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務
であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

27 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《児童扶養手当》 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 58 2 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援法による療養介護若しくは
施設入所支援に関する情報であって主務省令で定めるもの

28 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 地方公務員共済組合 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 59 2 地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

29 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 地方公務員共済組合又は全
国市町村職員共済組合連合
会

― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 60 1 地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは脱退一
時金又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行
法による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

30 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《老人福祉》 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 62 2 老人福祉法による福祉の措置に関する事務であって主務省令で
定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

31 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《老人福祉》 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 63 4 老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で
定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

32 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 厚生労働大臣又は都道府県
知事

― ○ ○ × 《障害者福祉》 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 67 1 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手
当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

33 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 障害者福祉 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 68 1 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当
若しくは特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第
九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

34 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《母子保健》 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 71 2 母子保健法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で
定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

35 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 78 1 雇用保険法による未支給の失業等給付又は介護休業給付金の
支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

36 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 後期高齢者医療広域連合 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 81 2 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の
支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定める
もの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

37 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 85 1 昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定によ
り厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金
である保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定める
もの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

38 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 都道府県知事又は広島市長
若しくは長崎市長

― ○ ○ △ 《原爆》 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 90 1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による保健手当又は
葬祭料の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

39 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 92 1 平成八年法律第八十二号附則第十六条第三項の規定により厚
生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金であ
る給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

40 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 平成八年法律第八十二号附
則第三十二条第二項に規定
する存続組合又は平成八年法
律第八十二号附則第四十八
条第一項に規定する指定基金

― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 93 1 平成八年法律第八十二号による年金である長期給付又は年金で
ある給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

41 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 市町村長 ― ○ × ○ 介護保険 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 95 2 介護保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事
務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

42 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 都道府県知事 ― ○ ○ × 《被災者支援》 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 97 1 被災者生活再建支援法による被災者生活再建支援金の支給に
関する事務であって主務省令で定めるもの

住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

43 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 102 1 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合
を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法
律附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる
政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事
務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

44 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 農林漁業団体職員共済組合 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 103 1 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合
を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法
律による年金である給付（同法附則第十六条第三項の規定により
厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金で
ある給付を除く。）若しくは一時金の支給又は特例業務負担金の
徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

45 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 独立行政法人農業者年金基
金

― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 104 1 独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金事業の給付
の支給若しくは保険料その他徴収金の徴収又は同法附則第六条
第一項第一号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行う
ものとされた平成十三年法律第三十九号による改正前の農業者
年金基金法若しくは平成二年法律第二十一号による改正前の農
業者年金基金法による給付の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

46 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 独立行政法人医薬品医療機
器総合機構

― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 106 1 独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による副作用救済給
付又は感染救済給付の支給に関する事務であって主務省令で定
めるもの

住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

47 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 独立行政法人日本学生支援
機構

― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 107 4 独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与に関する事
務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

48 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 都道府県知事又は市町村長 ― ○ ○ ○ 障害者福祉 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 109 2 障害者自立支援法による自立支援給付の支給又は地域生活支
援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
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49 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 112 1 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付に係る時効の特
例等に関する法律による保険給付又は給付の支給に関する事務
であって主務省令で定めるもの

住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

50 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 113 1 厚生年金保険の保険給付及び国民年金の給付の支払の遅延に
係る加算金の支給に関する法律による保険給付遅延特別加算金
又は給付遅延特別加算金の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

51 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 文部科学大臣、都道府県知事
又は都道府県教育委員会

― ○ ○ × 《就学（高校）》 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 114 1 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援
金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

52 1 1
住民票関係情報

住民基本台帳法第七条第四号に規定する事項

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 住民基本台帳 115 1 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
による職業訓練受講給付金の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

53 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 1 2 健康保険法第五条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこと
とされた健康保険に関する事務であって主務省令で定めるもの

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若し
くはその算定の基礎となる事項に関する情報（以下「地方税関係情報」という。）、住
民基本台帳法第七条第四号に規定する事項（以下「住民票関係情報」という。）又は
介護保険法による保険給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報（以下「介護
保険給付関係情報」という。）であって主務省令で定めるもの

54 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 全国健康保険協会 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 2 3 健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

55 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 健康保険組合 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 3 3 健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

56 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 4 2 船員保険法第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこと
とされた船員保険に関する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

57 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 全国健康保険協会 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 6 1 船員保険法による保険給付又は平成十九年法律第三十号附則
第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十
九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法に
よる保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるも
の

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

58 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・指定都市の長

○ ○ △ 《里親支援》
《障害児入所支
援》

地方自治法施行令　第8章
（指定都市）第174条の26、
（中核市）第174条の49の2に
事務の実施者の規定あり

市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 8 1 児童福祉法による里親の認定、養育里親の登録又は障害児入所
給付費、高額障害児入所給付費若しくは特定入所障害児食費等
給付費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

59 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《障害児通所支
援》

市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 10 1 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、
高額障害児通所給付費、障害児相談支援給付費若しくは特例障
害児相談支援給付費の支給又は障害福祉サービスの提供に関
する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

60 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 都道府県知事又は市町村長 ― ○ ○ ○ 《保育》《児童福
祉》

市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 15 3 児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情
報又は障害者自立支援法による自立支援給付の支給に関する情報であって主務省
令で定めるもの

61 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・指定都市の長
・中核市の長

○ ○ △ 《小児慢性特定疾
患》

平成17年2月21日雇児発第
0221001号通知（小児慢性特
定疾患治療研究事業実施要
綱）に事務の実施者の規定
あり

市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 16 1 児童福祉法による費用の支払命令に関する事務であって主務省
令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

62 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《予防接種》 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 18 1 予防接種法による給付の支給又は実費の徴収に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

63 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・指定都市の長

○ ○ △ 障害者福祉 地方自治法施行令　第8章
（指定都市）第174条の36の2
に該当に事務の実施者の規
定あり

市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 23 1 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置又は
費用の徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

64 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 生活保護 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 26 4 生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

地方税関係情報、子どものための手当の支給に関する法律による子どものための手
当の支給に関する情報（以下「子どものための手当関係情報」という。）、介護保険給
付関係情報又は障害者自立支援法による自立支援給付の支給に関する情報であっ
て主務省令で定めるもの

65 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 27 4 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づ
く条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって主務省令
で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

66 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 都道府県知事 ― ○ ○ × 個人住民税 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 28 3 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づ
く条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって主務省令
で定めるもの

地方税関係情報であって主務省令で定めるもの

67 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 厚生労働大臣又は共済組合
等

― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 29 1 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づ
く条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって主務省令
で定めるもの

地方税関係情報であって主務省令で定めるもの
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68 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 公営住宅法第二条第十六号
に規定する事業主体である都
道府県知事又は市町村長

― ○ ○ ○ 《公営住宅》 公営住宅を供給する都道府
県知事又は市町村長

市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 31 3 公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって主務省
令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

69 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 日本私立学校振興・共済事業
団

― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 34 1 私立学校教職員共済法による短期給付、年金である給付又は脱
退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

70 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 36 3 厚生年金保険法による年金である保険給付又は一時金の支給に
関する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

71 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 文部科学大臣又は都道府県
教育委員会

― ○ ○ × 《学校》 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 38 1 特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校へ
の就学のため必要な経費の支弁に関する事務であって主務省令
で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

72 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 国家公務員共済組合 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 40 2 国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

73 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 国家公務員共済組合連合会 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 41 1 国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは脱退一時
金又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法による
年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定める
もの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

74 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 市町村長又は国民健康保険
組合

― ○ × ○ 国民健康保険 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 43 2 国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関
する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

75 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 49 1 国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給、保険料
の納付に関する処分又は保険料その他徴収金の徴収に関する事
務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

76 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 住宅地区改良法第二条第二
項に規定する施行者である都
道府県知事又は市町村長

・都道府県知事（一部）
・市町村長（一部）

△ △ △ 《住宅》 団体の事情によって市町村
か都道府県が施行する。（市
町村の実施が困難な場合は
都道府県が施行する等。）

市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 55 3 住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金
の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務
であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

77 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《児童扶養手当》 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 58 2 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援法による療養介護若しくは
施設入所支援に関する情報であって主務省令で定めるもの

78 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 地方公務員共済組合 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 59 2 地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

79 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 地方公務員共済組合又は全
国市町村職員共済組合連合
会

― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 60 1 地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは脱退一
時金又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行
法による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

80 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《老人福祉》 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 62 2 老人福祉法による福祉の措置に関する事務であって主務省令で
定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

81 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《老人福祉》 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 63 4 老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で
定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

82 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・指定都市の長
・中核市の長

○ ○ △ 《母子寡婦福祉資
金》

地方自治法施行令　第8章
（指定都市）第174条の31、
（中核市）第174条の49の9に
事務の実施者の規定あり

市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 64 1 母子及び寡婦福祉法による償還未済額の免除又は資金の貸付
けに関する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報であって主務省令で定めるもの

83 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 都道府県知事又は市町村長 ― ○ ○ ○ 《母子寡婦生活支
援》

市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 65 2 母子及び寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養し
ているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

地方税関係情報であって主務省令で定めるもの

84 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《母子家庭自立支
援給付金》

市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 66 1 母子及び寡婦福祉法による母子家庭自立支援給付金の支給に
関する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報であって主務省令で定めるもの

85 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 厚生労働大臣又は都道府県
知事

― ○ ○ × 《障害者福祉》 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 67 1 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手
当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
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86 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 障害者福祉 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 68 1 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当
若しくは特別障害者手当又は昭和六十年法律第三十四号附則第
九十七条第一項の福祉手当の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

87 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《母子保健》 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 71 2 母子保健法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で
定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

88 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 厚生労働大臣又は都道府県
知事

― ○ ○ × 《雇用対策》 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 72 1 雇用対策法による職業転換給付金の支給に関する事務であって
主務省令で定めるもの

地方税関係情報であって主務省令で定めるもの

89 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 市町村長（子どものための手
当の支給に関する法律第十七
条第一項の表の下欄に掲げる
者を含む。）

・市町村長
・各省各庁の長
・都道府県の長

○ ○ ○ 子ども手当、《人
事給与》

公務員が受給する場合も含
む。（子どものための手当の
支給に関する法律第十七条
第一項）

市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 75 1 子どものための手当の支給に関する法律による子どものための
手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報であって主務省令で定めるもの

90 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 後期高齢者医療広域連合 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 81 2 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の
支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定める
もの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

91 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 85 1 昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定によ
り厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金
である保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定める
もの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

92 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 88 5 中国残留邦人等支援給付の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

地方税関係情報、子どものための手当関係情報、介護保険給付関係情報又は障害
者自立支援法による自立支援給付の支給に関する情報であって主務省令で定める
もの

93 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 92 1 平成八年法律第八十二号附則第十六条第三項の規定により厚
生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金であ
る給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

94 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 平成八年法律第八十二号附
則第三十二条第二項に規定
する存続組合又は平成八年法
律第八十二号附則第四十八
条第一項に規定する指定基金

― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 93 1 平成八年法律第八十二号による年金である長期給付又は年金で
ある給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

95 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 介護保険 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 95 2 介護保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事
務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

96 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 都道府県知事又は保健所を
設置する市の長

― ○ ○ △ 《感染症》 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 98 1 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律によ
る費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

地方税関係情報であって主務省令で定めるもの

97 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 102 1 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合
を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法
律附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる
政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事
務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

98 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 農林漁業団体職員共済組合 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 103 1 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合
を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法
律による年金である給付（同法附則第十六条第三項の規定により
厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金で
ある給付を除く。）若しくは一時金の支給又は特例業務負担金の
徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

99 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 独立行政法人農業者年金基
金

― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 104 1 独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金事業の給付
の支給若しくは保険料その他徴収金の徴収又は同法附則第六条
第一項第一号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行う
ものとされた平成十三年法律第三十九号による改正前の農業者
年金基金法若しくは平成二年法律第二十一号による改正前の農
業者年金基金法による給付の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

100 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 独立行政法人日本学生支援
機構

― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 107 4 独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与に関する事
務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

101 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 108 3 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による
特別障害給付金の支給に関する事務であって主務省令で定める
もの

地方税関係情報であって主務省令で定めるもの

102 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 都道府県知事又は市町村長 ― ○ ○ ○ 障害者福祉 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 109 2 障害者自立支援法による自立支援給付の支給又は地域生活支
援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの
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103 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 文部科学大臣、都道府県知事
又は都道府県教育委員会

― ○ ○ × 《就学（高校）》 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 114 1 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援
金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

104 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 115 1 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
による職業訓練受講給付金の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

地方税関係情報又は住民票関係情報であって主務省令で定めるもの

105 2 2
地方税関係情報

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の
規定により算定した税額若しくはその算定の基礎となる
事項に関する情報

○ 平成二十三年法律第五十六
号附則第二十三条第一項第
三号に規定する存続共済会

― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税 116 1 平成二十三年法律第五十六号による年金である給付の支給に関
する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報であって主務省令で定めるもの

106 3 3
子どものための手当関係情報

子どものための手当の支給に関する法律による子ども
のための手当の支給に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 生活保護 市町村長 ― ○ × ○ 子ども手当 26 4 生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

地方税関係情報、子どものための手当の支給に関する法律による子どものための手
当の支給に関する情報（以下「子どものための手当関係情報」という。）、介護保険給
付関係情報又は障害者自立支援法による自立支援給付の支給に関する情報であっ
て主務省令で定めるもの

107 3 3
子どものための手当関係情報

子どものための手当の支給に関する法律による子ども
のための手当の支給に関する情報

○ 社会福祉協議会 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 子ども手当 30 7 社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を
融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるも
の

住民票関係情報、子どものための手当関係情報又は介護保険給付関係情報であっ
て主務省令で定めるもの

108 3 3
子どものための手当関係情報

子どものための手当の支給に関する法律による子ども
のための手当の支給に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 市町村長 ― ○ × ○ 子ども手当 88 5 中国残留邦人等支援給付の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

地方税関係情報、子どものための手当関係情報、介護保険給付関係情報又は障害
者自立支援法による自立支援給付の支給に関する情報であって主務省令で定める
もの

109 4 4
介護保険給付関係情報

介護保険法による保険給付の支給若しくは保険料の徴
収に関する情報

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 介護保険 1 2 健康保険法第五条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこと
とされた健康保険に関する事務であって主務省令で定めるもの

地方税法その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若し
くはその算定の基礎となる事項に関する情報（以下「地方税関係情報」という。）、住
民基本台帳法第七条第四号に規定する事項（以下「住民票関係情報」という。）又は
介護保険法による保険給付の支給若しくは保険料の徴収に関する情報（以下「介護
保険給付関係情報」という。）であって主務省令で定めるもの

110 4 4
介護保険給付関係情報

介護保険法による保険給付の支給若しくは保険料の徴
収に関する情報

○ 全国健康保険協会 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 介護保険 2 3 健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

111 4 4
介護保険給付関係情報

介護保険法による保険給付の支給若しくは保険料の徴
収に関する情報

○ 健康保険組合 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 介護保険 3 3 健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

112 4 4
介護保険給付関係情報

介護保険法による保険給付の支給若しくは保険料の徴
収に関する情報

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 介護保険 4 2 船員保険法第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこと
とされた船員保険に関する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

113 4 4
介護保険給付関係情報

介護保険法による保険給付の支給若しくは保険料の徴
収に関する情報

○ 全国健康保険協会 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 介護保険 6 1 船員保険法による保険給付又は平成十九年法律第三十号附則
第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十
九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法に
よる保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるも
の

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

114 4 4
介護保険給付関係情報

介護保険法による保険給付の支給若しくは保険料の徴
収に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 生活保護 市町村長 ― ○ × ○ 介護保険 26 4 生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

地方税関係情報、子どものための手当の支給に関する法律による子どものための手
当の支給に関する情報（以下「子どものための手当関係情報」という。）、介護保険給
付関係情報又は障害者自立支援法による自立支援給付の支給に関する情報であっ
て主務省令で定めるもの

115 4 4
介護保険給付関係情報

介護保険法による保険給付の支給若しくは保険料の徴
収に関する情報

○ 社会福祉協議会 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 介護保険 30 7 社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を
融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるも
の

住民票関係情報、子どものための手当関係情報又は介護保険給付関係情報であっ
て主務省令で定めるもの

116 4 4
介護保険給付関係情報

介護保険法による保険給付の支給若しくは保険料の徴
収に関する情報

○ 日本私立学校振興・共済事業
団

― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 介護保険 33 3 私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

介護保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

117 4 4
介護保険給付関係情報

介護保険法による保険給付の支給若しくは保険料の徴
収に関する情報

○ 国家公務員共済組合 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 介護保険 40 2 国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

118 4 4
介護保険給付関係情報

介護保険法による保険給付の支給若しくは保険料の徴
収に関する情報

○ 市町村長又は国民健康保険
組合

― ○ × ○ 国民健康保険 市町村長 ― ○ × ○ 介護保険 43 2 国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関
する事務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

119 4 4
介護保険給付関係情報

介護保険法による保険給付の支給若しくは保険料の徴
収に関する情報

○ 地方公務員共済組合 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 介護保険 59 2 地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

120 4 4
介護保険給付関係情報

介護保険法による保険給付の支給若しくは保険料の徴
収に関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《老人福祉》 市町村長 ― ○ × ○ 介護保険 62 2 老人福祉法による福祉の措置に関する事務であって主務省令で
定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

121 4 4
介護保険給付関係情報

介護保険法による保険給付の支給若しくは保険料の徴
収に関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《老人福祉》 市町村長 ― ○ × ○ 介護保険 63 4 老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で
定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

122 4 4
介護保険給付関係情報

介護保険法による保険給付の支給若しくは保険料の徴
収に関する情報

○ 後期高齢者医療広域連合 ― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 介護保険 81 2 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の
支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定める
もの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの
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別表第二の整理（特定個人情報による整理） 別紙６．３－２
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（業務ユニット、
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項
番

123 4 4
介護保険給付関係情報

介護保険法による保険給付の支給若しくは保険料の徴
収に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 市町村長 ― ○ × ○ 介護保険 88 5 中国残留邦人等支援給付の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

地方税関係情報、子どものための手当関係情報、介護保険給付関係情報又は障害
者自立支援法による自立支援給付の支給に関する情報であって主務省令で定める
もの

124 4 4
介護保険給付関係情報

介護保険法による保険給付の支給若しくは保険料の徴
収に関する情報

○ 都道府県知事又は広島市長
若しくは長崎市長

― ○ ○ △ 《原爆》 市町村長 ― ○ × ○ 介護保険 91 2 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手当の支
給に関する事務であって主務省令で定めるもの

介護保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

125 4 4
介護保険給付関係情報

介護保険法による保険給付の支給若しくは保険料の徴
収に関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 介護保険 市町村長 ― ○ × ○ 介護保険 95 2 介護保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事
務であって主務省令で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は介護保険給付関係情報であって主務省令で
定めるもの

126 5 5

国民健康保険法第七十六条の四において準用する介
護保険法第百三十六条第一項（同法第百四十条第三
項において準用する場合を含む。）、第百三十八条第一
項又は第百四十一条第一項の規定により通知すること
とされている事項に関する情報

○ 厚生労働大臣又は共済組合
等

― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 介護保険 47 1 国民健康保険法による特別徴収の方法による保険料の徴収又は
納入に関する事務であって主務省令で定めるもの

国民健康保険法第七十六条の四において準用する介護保険法第百三十六条第一
項（同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。）、第百三十八条第一項
又は第百四十一条第一項の規定により通知することとされている事項に関する情報
であって主務省令で定めるもの

127 6 6

高齢者の医療の確保に関する法律第百十条において
準用する介護保険法第百三十六条第一項（同法第百四
十条第三項において準用する場合を含む。）、第百三十
八条第一項又は第百四十一条第一項の規定により通
知することとされている事項に関する情報

○ 厚生労働大臣又は共済組合
等

― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 介護保険 84 1 高齢者の医療の確保に関する法律による特別徴収の方法による
保険料の徴収又は納入に関する事務であって主務省令で定める
もの

高齢者の医療の確保に関する法律第百十条において準用する介護保険法第百三十
六条第一項（同法第百四十条第三項において準用する場合を含む。）、第百三十八
条第一項又は第百四十一条第一項の規定により通知することとされている事項に関
する情報であって主務省令で定めるもの

128 7 7

介護保険法第百三十六条第一項（同法第百四十条第
三項において準用する場合を含む。）、第百三十八条第
一項又は第百四十一条第一項の規定により通知するこ
ととされている事項に関する情報

○ 厚生労働大臣又は共済組合
等

― × × × ― 市町村長 ― ○ × ○ 介護保険 96 1 介護保険法による特別徴収の方法による保険料の徴収又は納入
に関する事務であって主務省令で定めるもの

介護保険法第百三十六条第一項（同法第百四十条第三項において準用する場合を
含む。）、第百三十八条第一項又は第百四十一条第一項の規定により通知することと
されている事項に関する情報であって主務省令で定めるもの

129 8 8

障害者自立支援法による自立支援給付の支給に関す
る情報

○ 都道府県知事又は市町村長 ― ○ ○ ○ 《保育》《児童福
祉》

市町村長 ― ○ × ○ 障害者福祉 15 3 児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情
報又は障害者自立支援法による自立支援給付の支給に関する情報であって主務省
令で定めるもの

130 8 8

障害者自立支援法による自立支援給付の支給に関す
る情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 生活保護 市町村長 ― ○ × ○ 障害者福祉 26 4 生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

地方税関係情報、子どものための手当の支給に関する法律による子どものための手
当の支給に関する情報（以下「子どものための手当関係情報」という。）、介護保険給
付関係情報又は障害者自立支援法による自立支援給付の支給に関する情報であっ
て主務省令で定めるもの

131 8 8

障害者自立支援法による自立支援給付の支給に関す
る情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 市町村長 ― ○ × ○ 障害者福祉 88 5 中国残留邦人等支援給付の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

地方税関係情報、子どものための手当関係情報、介護保険給付関係情報又は障害
者自立支援法による自立支援給付の支給に関する情報であって主務省令で定める
もの

132 9 9

障害者自立支援法による療養介護若しくは施設入所支
援に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《児童扶養手当》 市町村長 ― ○ × ○ 障害者福祉 58 2 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

地方税関係情報、住民票関係情報又は障害者自立支援法による療養介護若しくは
施設入所支援に関する情報であって主務省令で定めるもの

133 10 10

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報

○ 都道府県知事又は市町村長 ― ○ ○ ○ 《保育》《児童福
祉》

市町村長 ― ○ × ○ 《障害児通所支
援》

15 3 児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

児童福祉法による障害児通所支援に関する情報、地方税関係情報、住民票関係情
報又は障害者自立支援法による自立支援給付の支給に関する情報であって主務省
令で定めるもの

134 11 11

国民年金法第八十九条第三号の施設に入所する者に
関する情報

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 市町村長 （国民年金法第八十九条第三号
の施設入所者の情報を所有する
組織）

○ × ○ 《施設入所》 該当する施設は、国立ハンセン病療
養所、国立保養所、国立脊髄療養所
等

51 2 国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分
に関する事務であって主務省令で定めるもの

国民年金法第八十九条第三号の施設に入所する者に関する情報であって主務省令
で定めるもの

135 12 12

母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要
する費用の支給に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 生活保護 都道府県知事又は保健所を設置す
る市の長

― ○ ○ △ 《養育医療》 26 ## 生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
であって主務省令で定めるもの

136 12 12

母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要
する費用の支給に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 都道府県知事又は保健所を設置す
る市の長

― ○ ○ △ 《養育医療》 88 ## 中国残留邦人等支援給付の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

母子保健法による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報
であって主務省令で定めるもの

137 13 13

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による手当
等の支給に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 生活保護 都道府県知事又は広島市長若しく
は長崎市長

― ○ ○ △ 《原爆》 26 ## 生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による手当等の支給に関する情報で
あって主務省令で定めるもの

138 13 13

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による手当
等の支給に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 都道府県知事又は広島市長若しく
は長崎市長

― ○ ○ △ 《原爆》 88 ## 中国残留邦人等支援給付の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による手当等の支給に関する情報で
あって主務省令で定めるもの

139 14 14

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護
手当の支給に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 障害者福祉 都道府県知事又は広島市長若しく
は長崎市長

― ○ ○ △ 《原爆》 70 1 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別障害者手当
の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手当の支給に関する情報で
あって主務省令で定めるもの

140 15 15
生活保護関係情報

生活保護法による保護の実施に関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《障害児通所支
援》

都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 生活保護 9 1 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若
しくは高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提
供に関する事務であって主務省令で定めるもの

生活保護法による保護の実施に関する情報（以下「生活保護関係情報」という。）又は
中国残留邦人等支援給付の支給に関する情報（以下「中国残留邦人等支援給付関
係情報」という。）であって主務省令で定めるもの

141 15 15
生活保護関係情報

生活保護法による保護の実施に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・指定都市の長
・中核市の長

○ ○ △ 《障害児入所支
援》《小児慢性特
定疾患》

地方自治法施行令　第8章
（指定都市）第174条の26、
（中核市）第174条の49の2に
事務の実施者の規定あり
中核市は《小児慢性特定疾
患》のみ実施。

都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 生活保護 13 1 児童福祉法による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若
しくは特定入所障害児食費等給付費の支給又は費用の支払命令
に関する事務であって主務省令で定めるもの

生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって主務省令で定め
るもの

142 15 15
生活保護関係情報

生活保護法による保護の実施に関する情報

○ 都道府県知事又は市町村長 ― ○ ○ ○ 《保育》《児童福
祉》

都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 生活保護 15 2 児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

児童福祉法による母子生活支援施設における保護の実施に関する情報、生活保護
関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって
主務省令で定めるもの

143 15 15
生活保護関係情報

生活保護法による保護の実施に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・指定都市の長

○ ○ △ 障害者福祉 地方自治法施行令　第8章
（指定都市）第174条の36の2
に該当に事務の実施者の規
定あり

都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 生活保護 24 1 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による費用の徴収に
関する事務であって主務省令で定めるもの

生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって主務省令で定め
るもの
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連

情
報
番
号

№ 枝
番自治体に

該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該

当）

別表上の記載備考業務
（業務ユニット、
《ユニット外》）

補足
情報照会者 情報提供者

自治体に
該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該
当）

補足別表上の記載 業務
（業務ユニット、
《ユニット外》）

備考
項
番

144 15 15
生活保護関係情報

生活保護法による保護の実施に関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税、固定
資産税、軽自動車
税、国民健康保険
税

都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 生活保護 27 3 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づ
く条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって主務省令
で定めるもの

生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの

145 15 15
生活保護関係情報

生活保護法による保護の実施に関する情報

○ 都道府県知事 ― ○ ○ × 自動車税、自動車
取得税

都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 生活保護 28 2 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づ
く条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって主務省令
で定めるもの

生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの

146 15 15
生活保護関係情報

生活保護法による保護の実施に関する情報

○ 社会福祉協議会 ― × × × ― 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 生活保護 30 3 社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を
融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるも
の

生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は母子及び寡婦福祉法による母子家
庭自立支援給付金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

147 15 15
生活保護関係情報

生活保護法による保護の実施に関する情報

○ 公営住宅法第二条第十六号
に規定する事業主体である都
道府県知事又は市町村長

― ○ ○ ○ 《公営住宅》 公営住宅を供給する都道府
県知事又は市町村長

都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 生活保護 31 2 公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって主務省
令で定めるもの

生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの

148 15 15
生活保護関係情報

生活保護法による保護の実施に関する情報

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 生活保護 51 1 国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分
に関する事務であって主務省令で定めるもの

生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの

149 15 15
生活保護関係情報

生活保護法による保護の実施に関する情報

○ 住宅地区改良法第二条第二
項に規定する施行者である都
道府県知事又は市町村長

・都道府県知事（一部）
・市町村長（一部）

△ △ △ 《住宅》 団体の事情によって市町村
か都道府県が施行する。（市
町村の実施が困難な場合は
都道府県が施行する等。）

都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 生活保護 55 2 住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金
の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務
であって主務省令で定めるもの

生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの

150 15 15
生活保護関係情報

生活保護法による保護の実施に関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《老人福祉》 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 生活保護 62 1 老人福祉法による福祉の措置に関する事務であって主務省令で
定めるもの

生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの

151 15 15
生活保護関係情報

生活保護法による保護の実施に関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《老人福祉》 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 生活保護 63 3 老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で
定めるもの

生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの

152 15 15
生活保護関係情報

生活保護法による保護の実施に関する情報

○ 都道府県知事又は市町村長 ― ○ ○ ○ 《母子寡婦生活支
援》

都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 生活保護 65 1 母子及び寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養し
ているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

生活保護関係情報又は児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの

153 15 15
生活保護関係情報

生活保護法による保護の実施に関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《母子保健》 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 生活保護 71 1 母子保健法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で
定めるもの

生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって主務省令で定め
るもの

154 15 15
生活保護関係情報

生活保護法による保護の実施に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 生活保護 88 4 中国残留邦人等支援給付の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は母子及び寡婦福祉法による母子家
庭自立支援給付金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

155 15 15
生活保護関係情報

生活保護法による保護の実施に関する情報

○ 都道府県知事又は広島市長
若しくは長崎市長

― ○ ○ △ 《原爆》 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 生活保護 91 1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による介護手当の支
給に関する事務であって主務省令で定めるもの

生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの

156 15 15
生活保護関係情報

生活保護法による保護の実施に関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 介護保険 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 生活保護 95 1 介護保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事
務であって主務省令で定めるもの

生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの

157 15 15
生活保護関係情報

生活保護法による保護の実施に関する情報

○ 独立行政法人日本スポーツ振
興センター

― × × × ― 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 生活保護 105 1 独立行政法人日本スポーツ振興センター法による災害共済給付
の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの

158 15 15
生活保護関係情報

生活保護法による保護の実施に関する情報

○ 独立行政法人日本学生支援
機構

― × × × ― 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 生活保護 107 3 独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与に関する事
務であって主務省令で定めるもの

生活保護関係情報であって主務省令で定めるもの

159 15 15
生活保護関係情報

生活保護法による保護の実施に関する情報

○ 都道府県知事又は市町村長 ― ○ ○ ○ 障害者福祉 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 生活保護 109 1 障害者自立支援法による自立支援給付の支給又は地域生活支
援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって主務省令で定め
るもの

160 16 16
児童扶養手当関係情報

児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する
情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《保育》 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 《児童扶養手当》 12 1 児童福祉法による保育所における保育の実施に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する情報（以下「児童扶養手当関係
情報」という。）であって主務省令で定めるもの

161 16 16
児童扶養手当関係情報

児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する
情報

○ 都道府県知事又は市町村長 ― ○ ○ ○ 《保育》《児童福
祉》

都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 《児童扶養手当》 15 2 児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

児童福祉法による母子生活支援施設における保護の実施に関する情報、生活保護
関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって
主務省令で定めるもの

162 16 16
児童扶養手当関係情報

児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する
情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 生活保護 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 《児童扶養手当》 26 9 生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

児童扶養手当関係情報又は母子及び寡婦福祉法による母子家庭自立支援給付金
の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

163 16 16
児童扶養手当関係情報

児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する
情報

○ 社会福祉協議会 ― × × × ― 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 《児童扶養手当》 30 3 社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を
融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるも
の

生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は母子及び寡婦福祉法による母子家
庭自立支援給付金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

164 16 16
児童扶養手当関係情報

児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する
情報

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 《児童扶養手当》 48 4 国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は保
険料の免除に関する事務であって主務省令で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの

165 16 16
児童扶養手当関係情報

児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する
情報

○ 都道府県知事又は市町村長 ― ○ ○ ○ 《母子寡婦生活支
援》

都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 《児童扶養手当》 65 1 母子及び寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養し
ているもの又は寡婦についての便宜の供与に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

生活保護関係情報又は児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの

166 16 16
児童扶養手当関係情報

児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する
情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《母子家庭自立支
援給付金》

都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 《児童扶養手当》 66 2 母子及び寡婦福祉法による母子家庭自立支援給付金の支給に
関する事務であって主務省令で定めるもの

児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの

167 16 16
児童扶養手当関係情報

児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する
情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 《児童扶養手当》 88 4 中国残留邦人等支援給付の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は母子及び寡婦福祉法による母子家
庭自立支援給付金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
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別表第二の整理（特定個人情報による整理） 別紙６．３－２
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事務
（別表上の記載）

個人情報
（別表上の記載）

連携情報名 自
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関
連

情
報
番
号

№ 枝
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該当する
か（○：該
当、△：一
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当）

別表上の記載備考業務
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《ユニット外》）
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情報照会者 情報提供者

自治体に
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当）

補足別表上の記載 業務
（業務ユニット、
《ユニット外》）

備考
項
番

168 17 17
中国残留邦人等支援給付関係情報

中国残留邦人等支援給付の支給に関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《障害児通所支
援》

都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 9 1 児童福祉法による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費若
しくは高額障害児通所給付費の支給又は障害福祉サービスの提
供に関する事務であって主務省令で定めるもの

生活保護法による保護の実施に関する情報（以下「生活保護関係情報」という。）又は
中国残留邦人等支援給付の支給に関する情報（以下「中国残留邦人等支援給付関
係情報」という。）であって主務省令で定めるもの

169 17 17
中国残留邦人等支援給付関係情報

中国残留邦人等支援給付の支給に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・指定都市の長
・中核市の長

○ ○ △ 《障害児入所支
援》《小児慢性特
定疾患》

地方自治法施行令　第8章
（指定都市）第174条の26、
（中核市）第174条の49の2に
事務の実施者の規定あり
中核市は《小児慢性特定疾
患》のみ実施。

都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 13 1 児童福祉法による障害児入所給付費、高額障害児入所給付費若
しくは特定入所障害児食費等給付費の支給又は費用の支払命令
に関する事務であって主務省令で定めるもの

生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって主務省令で定め
るもの

170 17 17
中国残留邦人等支援給付関係情報

中国残留邦人等支援給付の支給に関する情報

○ 都道府県知事又は市町村長 ― ○ ○ ○ 《保育》《児童福
祉》

都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 15 2 児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

児童福祉法による母子生活支援施設における保護の実施に関する情報、生活保護
関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって
主務省令で定めるもの

171 17 17
中国残留邦人等支援給付関係情報

中国残留邦人等支援給付の支給に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・指定都市の長

○ ○ △ 障害者福祉 地方自治法施行令　第8章
（指定都市）第174条の36の2
に該当に事務の実施者の規
定あり

都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 24 1 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による費用の徴収に
関する事務であって主務省令で定めるもの

生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって主務省令で定め
るもの

172 17 17
中国残留邦人等支援給付関係情報

中国残留邦人等支援給付の支給に関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《母子保健》 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 71 1 母子保健法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で
定めるもの

生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって主務省令で定め
るもの

173 17 17
中国残留邦人等支援給付関係情報

中国残留邦人等支援給付の支給に関する情報

○ 都道府県知事又は市町村長 ― ○ ○ ○ 障害者福祉 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 109 1 障害者自立支援法による自立支援給付の支給又は地域生活支
援事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるもの

生活保護関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって主務省令で定め
るもの

174 18 18

母子及び寡婦福祉法による母子家庭自立支援給付金
の支給に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 生活保護 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 《母子家庭自立支
援給付金》

26 9 生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

児童扶養手当関係情報又は母子及び寡婦福祉法による母子家庭自立支援給付金
の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

175 18 18

母子及び寡婦福祉法による母子家庭自立支援給付金
の支給に関する情報

○ 社会福祉協議会 ― × × × ― 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 《母子家庭自立支
援給付金》

30 3 社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を
融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるも
の

生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は母子及び寡婦福祉法による母子家
庭自立支援給付金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

176 18 18

母子及び寡婦福祉法による母子家庭自立支援給付金
の支給に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 《母子家庭自立支
援給付金》

88 4 中国残留邦人等支援給付の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

生活保護関係情報、児童扶養手当関係情報又は母子及び寡婦福祉法による母子家
庭自立支援給付金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

177 19 19

児童福祉法による母子生活支援施設における保護の
実施に関する情報

○ 都道府県知事又は市町村長 ― ○ ○ ○ 《保育》《児童福
祉》

都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 《母子生活支援施
設》

15 2 児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

児童福祉法による母子生活支援施設における保護の実施に関する情報、生活保護
関係情報、児童扶養手当関係情報又は中国残留邦人等支援給付関係情報であって
主務省令で定めるもの

178 20 20
障害者関係情報

身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健
及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者
保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法にいう知的障
害者に関する情報

○ 都道府県知事又は市町村長 ― ○ ○ ○ 《保育》《児童福
祉》

都道府県知事 ・都道府県知事
・市町村長

○ ○ ○ 障害者福祉 ・身体障害者手帳に関する情報：都道
府県
・精神障害者保健福祉手帳に関する
情報：都道府県
・知的障害者に関する情報：市町村
※上記のうち、都道府県については、
地方自治法施行令第8章（指定都市）
第174条の28、第174条の30の3、第
174条の36の2、（中核市）第174条の
49の4、第174条の49の8に事務の実
施者の規定あり

15 1 児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置（同法第二十七条第一項第三号の措
置をいう。）に関する情報又は身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健
及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障
害者福祉法にいう知的障害者に関する情報（以下「障害者関係情報」という。）であっ
て主務省令で定めるもの

179 20 20
障害者関係情報

身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健
及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者
保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法にいう知的障
害者に関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税、固定
資産税、軽自動車
税、国民健康保険
税

都道府県知事 ・都道府県知事
・市町村長

○ ○ ○ 障害者福祉 ・身体障害者手帳に関する情報：都道
府県
・精神障害者保健福祉手帳に関する
情報：都道府県
・知的障害者に関する情報：市町村
※上記のうち、都道府県については、
地方自治法施行令第8章（指定都市）
第174条の28、第174条の30の3、第
174条の36の2、（中核市）第174条の
49の4、第174条の49の8に事務の実
施者の規定あり

27 2 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づ
く条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって主務省令
で定めるもの

障害者関係情報であって主務省令で定めるもの

180 20 20
障害者関係情報

身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健
及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者
保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法にいう知的障
害者に関する情報

○ 都道府県知事 ― ○ ○ × 自動車税、自動車
取得税

都道府県知事 ・都道府県知事
・市町村長

○ ○ ○ 障害者福祉 ・身体障害者手帳に関する情報：都道
府県
・精神障害者保健福祉手帳に関する
情報：都道府県
・知的障害者に関する情報：市町村
※上記のうち、都道府県については、
地方自治法施行令第8章（指定都市）
第174条の28、第174条の30の3、第
174条の36の2、（中核市）第174条の
49の4、第174条の49の8に事務の実
施者の規定あり

28 1 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づ
く条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって主務省令
で定めるもの

障害者関係情報であって主務省令で定めるもの

181 20 20
障害者関係情報

身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健
及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者
保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法にいう知的障
害者に関する情報

○ 公営住宅法第二条第十六号
に規定する事業主体である都
道府県知事又は市町村長

― ○ ○ ○ 《公営住宅》 公営住宅を供給する都道府
県知事又は市町村長

都道府県知事 ・都道府県知事
・市町村長

○ ○ ○ 障害者福祉 ・身体障害者手帳に関する情報：都道
府県
・精神障害者保健福祉手帳に関する
情報：都道府県
・知的障害者に関する情報：市町村
※上記のうち、都道府県については、
地方自治法施行令第8章（指定都市）
第174条の28、第174条の30の3、第
174条の36の2、（中核市）第174条の
49の4、第174条の49の8に事務の実
施者の規定あり

31 1 公営住宅法による公営住宅の管理に関する事務であって主務省
令で定めるもの

障害者関係情報であって主務省令で定めるもの

182 20 20
障害者関係情報

身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健
及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者
保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法にいう知的障
害者に関する情報

○ 住宅地区改良法第二条第二
項に規定する施行者である都
道府県知事又は市町村長

・都道府県知事（一部）
・市町村長（一部）

△ △ △ 《住宅》 団体の事情によって市町村
か都道府県が施行する。（市
町村の実施が困難な場合は
都道府県が施行する等。）

都道府県知事 ・都道府県知事
・市町村長

○ ○ ○ 障害者福祉 ・身体障害者手帳に関する情報：都道
府県
・精神障害者保健福祉手帳に関する
情報：都道府県
・知的障害者に関する情報：市町村
※上記のうち、都道府県については、
地方自治法施行令第8章（指定都市）
第174条の28、第174条の30の3、第
174条の36の2、（中核市）第174条の
49の4、第174条の49の8に事務の実
施者の規定あり

55 1 住宅地区改良法による改良住宅の管理若しくは家賃若しくは敷金
の決定若しくは変更又は収入超過者に対する措置に関する事務
であって主務省令で定めるもの

障害者関係情報であって主務省令で定めるもの
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183 20 20
障害者関係情報

身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健
及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者
保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法にいう知的障
害者に関する情報

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 都道府県知事 ・都道府県知事
・市町村長

○ ○ ○ 障害者福祉 ・身体障害者手帳に関する情報：都道
府県
・精神障害者保健福祉手帳に関する
情報：都道府県
・知的障害者に関する情報：市町村
※上記のうち、都道府県については、
地方自治法施行令第8章（指定都市）
第174条の28、第174条の30の3、第
174条の36の2、（中核市）第174条の
49の4、第174条の49の8に事務の実
施者の規定あり

56 1 障害者の雇用の促進等に関する法律による職業紹介等、障害者
職業センターの設置及び運営、納付金関係業務若しくは納付金
関係業務に相当する業務の実施、在宅就業障害者特例調整金若
しくは報奨金等の支給又は登録に関する事務であって主務省令
で定めるもの

障害者関係情報であって主務省令で定めるもの

184 20 20
障害者関係情報

身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健
及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者
保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法にいう知的障
害者に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《児童扶養手当》 都道府県知事 ・都道府県知事
・市町村長

○ ○ ○ 障害者福祉 ・身体障害者手帳に関する情報：都道
府県
・精神障害者保健福祉手帳に関する
情報：都道府県
・知的障害者に関する情報：市町村
※上記のうち、都道府県については、
地方自治法施行令第8章（指定都市）
第174条の28、第174条の30の3、第
174条の36の2、（中核市）第174条の
49の4、第174条の49の8に事務の実
施者の規定あり

58 1 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

児童福祉法による障害児入所支援、措置（同法第二十七条第一項第三号若しくは第
二項又は第二十七条の二第一項の措置をいう。）若しくは日常生活上の援助及び生
活指導並びに就業の支援の実施に関する情報又は障害者関係情報であって主務省
令で定めるもの

185 20 20
障害者関係情報

身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健
及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者
保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法にいう知的障
害者に関する情報

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 都道府県知事 ・都道府県知事
・市町村長

○ ○ ○ 障害者福祉 ・身体障害者手帳に関する情報：都道
府県
・精神障害者保健福祉手帳に関する
情報：都道府県
・知的障害者に関する情報：市町村
※上記のうち、都道府県については、
地方自治法施行令第8章（指定都市）
第174条の28、第174条の30の3、第
174条の36の2、（中核市）第174条の
49の4、第174条の49の8に事務の実
施者の規定あり

80 1 雇用保険法による雇用安定事業又は能力開発事業の実施に関
する事務であって主務省令で定めるもの

障害者関係情報であって主務省令で定めるもの

186 20 20
障害者関係情報

身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健
及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者
保健福祉手帳若しくは知的障害者福祉法にいう知的障
害者に関する情報

○ 独立行政法人日本学生支援
機構

― × × × ― 都道府県知事 ・都道府県知事
・市町村長

○ ○ ○ 障害者福祉 ・身体障害者手帳に関する情報：都道
府県
・精神障害者保健福祉手帳に関する
情報：都道府県
・知的障害者に関する情報：市町村
※上記のうち、都道府県については、
地方自治法施行令第8章（指定都市）
第174条の28、第174条の30の3、第
174条の36の2、（中核市）第174条の
49の4、第174条の49の8に事務の実
施者の規定あり

107 2 独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与に関する事
務であって主務省令で定めるもの

障害者関係情報であって主務省令で定めるもの

187 21 21

母子及び寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 生活保護 都道府県知事 ・都道府県知事
・指定都市の長
・中核市の長

○ ○ △ 《母子寡婦福祉資
金》

地方自治法施行令　第8章（指定都
市）第174条の31、（中核市）第174条
の49の9に事務の実施者の規定あり

26 3 生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

災害救助法による救助若しくは扶助金の支給、児童福祉法による療育の給付若しく
は障害児入所給付費の支給又は母子及び寡婦福祉法による資金の貸付けに関する
情報であって主務省令で定めるもの

188 21 21

母子及び寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報

○ 社会福祉協議会 ― × × × ― 都道府県知事 ・都道府県知事
・指定都市の長
・中核市の長

○ ○ △ 《母子寡婦福祉資
金》

地方自治法施行令　第8章（指定都
市）第174条の31、（中核市）第174条
の49の9に事務の実施者の規定あり

30 5 社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を
融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるも
の

母子及び寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報であって主務省令で定めるも
の

189 21 21

母子及び寡婦福祉法による資金の貸付けに関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 都道府県知事 ・都道府県知事
・指定都市の長
・中核市の長

○ ○ △ 《母子寡婦福祉資
金》

地方自治法施行令　第8章（指定都
市）第174条の31、（中核市）第174条
の49の9に事務の実施者の規定あり

88 3 中国残留邦人等支援給付の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

災害救助法による救助若しくは扶助金の支給、児童福祉法による療育の給付若しく
は障害児入所給付費の支給又は母子及び寡婦福祉法による資金の貸付けに関する
情報であって主務省令で定めるもの

190 22 22

災害救助法による救助若しくは扶助金の支給に関する
情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 生活保護 都道府県知事 ・都道府県知事
・市町村長

○ ○ ○ 《災害》 26 3 生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

災害救助法による救助若しくは扶助金の支給、児童福祉法による療育の給付若しく
は障害児入所給付費の支給又は母子及び寡婦福祉法による資金の貸付けに関する
情報であって主務省令で定めるもの

191 22 22

災害救助法による救助若しくは扶助金の支給に関する
情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 都道府県知事 ・都道府県知事
・市町村長

○ ○ ○ 《災害》 88 3 中国残留邦人等支援給付の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

災害救助法による救助若しくは扶助金の支給、児童福祉法による療育の給付若しく
は障害児入所給付費の支給又は母子及び寡婦福祉法による資金の貸付けに関する
情報であって主務省令で定めるもの

192 23 23

児童福祉法による療育の給付若しくは障害児入所給付
費の支給に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 生活保護 都道府県知事 ・都道府県知事
・指定都市の長
・中核市の長

○ ○ △ 《障害児療育給
付》《障害児入所
支援》

地方自治法施行令　第8章（指定都
市）第174条の26、（中核市）第174条
の49の2に事務の実施者の規定あり。
※「障害児入所給付費の支給に関す
る情報」は指定都市のみ提供

26 3 生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

災害救助法による救助若しくは扶助金の支給、児童福祉法による療育の給付若しく
は障害児入所給付費の支給又は母子及び寡婦福祉法による資金の貸付けに関する
情報であって主務省令で定めるもの

193 23 23

児童福祉法による療育の給付若しくは障害児入所給付
費の支給に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 都道府県知事 ・都道府県知事
・指定都市の長
・中核市の長

○ ○ △ 《障害児療育給
付》《障害児入所
支援》

地方自治法施行令　第8章（指定都
市）第174条の26、（中核市）第174条
の49の2に事務の実施者の規定あり。
※「障害児入所給付費の支給に関す
る情報」は指定都市のみ提供

88 3 中国残留邦人等支援給付の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

災害救助法による救助若しくは扶助金の支給、児童福祉法による療育の給付若しく
は障害児入所給付費の支給又は母子及び寡婦福祉法による資金の貸付けに関する
情報であって主務省令で定めるもの

194 24 24

児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置（同法
第二十七条第一項第三号の措置をいう。）に関する情
報

○ 都道府県知事又は市町村長 ― ○ ○ ○ 《保育》《児童福
祉》

都道府県知事 ・都道府県知事
・指定都市の長
・中核市の長

○ ○ △ 《障害児入所支
援》

地方自治法施行令第8章（指定都市）
第174条の26、（中核市）第174条の49
の2に事務の実施者の規定あり。
※「法第二十七条第一項第三号の措
置に関する情報」は指定都市のみ提
供。

15 1 児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

児童福祉法による障害児入所支援若しくは措置（同法第二十七条第一項第三号の措
置をいう。）に関する情報又は身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健
及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳若しくは知的障
害者福祉法にいう知的障害者に関する情報（以下「障害者関係情報」という。）であっ
て主務省令で定めるもの

195 25 25

児童福祉法による障害児入所支援、措置（同法第二十
七条第一項第三号若しくは第二項又は第二十七条の
二第一項の措置をいう。）若しくは日常生活上の援助及
び生活指導並びに就業の支援の実施に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《児童扶養手当》 都道府県知事 ・都道府県知事
・指定都市の長

○ ○ △ 《障害児入所支
援》《児童自立生
活援助》

地方自治法施行令第8章（指定都市）
第174条の26、（中核市）第174条の49
の2に事務の実施者の規定あり。

58 1 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

児童福祉法による障害児入所支援、措置（同法第二十七条第一項第三号若しくは第
二項又は第二十七条の二第一項の措置をいう。）若しくは日常生活上の援助及び生
活指導並びに就業の支援の実施に関する情報又は障害者関係情報であって主務省
令で定めるもの

196 26 26
特別児童扶養手当関係情報

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別
児童扶養手当の支給に関する情報

○ 都道府県知事又は市町村長 ― ○ ○ ○ 《保育》《児童福
祉》

厚生労働大臣又は都道府県知事 ― ○ ○ × 《特別児童扶養手
当》

15 4 児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手当の支給に関する
情報（以下「特別児童扶養手当関係情報」という。）であって主務省令で定めるもの

197 26 26
特別児童扶養手当関係情報

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別
児童扶養手当の支給に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 生活保護 厚生労働大臣又は都道府県知事 ― ○ ○ × 《特別児童扶養手
当》

26 ## 生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの
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別表第二の整理（特定個人情報による整理） 別紙６．３－２
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町
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自
治
体

都
道
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県

市
町
村

事務
（別表上の記載）

個人情報
（別表上の記載）

連携情報名 自
治
体
の
関
連

情
報
番
号

№ 枝
番自治体に

該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該

当）

別表上の記載備考業務
（業務ユニット、
《ユニット外》）
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情報照会者 情報提供者

自治体に
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部該当、
×：非該
当）

補足別表上の記載 業務
（業務ユニット、
《ユニット外》）

備考
項
番

198 26 26
特別児童扶養手当関係情報

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別
児童扶養手当の支給に関する情報

○ 社会福祉協議会 ― × × × ― 厚生労働大臣又は都道府県知事 ― ○ ○ × 《特別児童扶養手
当》

30 6 社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を
融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるも
の

特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの

199 26 26
特別児童扶養手当関係情報

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別
児童扶養手当の支給に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《児童扶養手当》 厚生労働大臣又は都道府県知事 ― ○ ○ × 《特別児童扶養手
当》

58 4 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの

200 26 26
特別児童扶養手当関係情報

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別
児童扶養手当の支給に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 厚生労働大臣又は都道府県知事 ― ○ ○ × 《特別児童扶養手
当》

88 ## 中国残留邦人等支援給付の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

特別児童扶養手当関係情報であって主務省令で定めるもの

201 27 27

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後
の自立の支援に関する法律による永住帰国旅費、自立
支度金、一時金、一時帰国旅費又は中国残留邦人等
支援給付の支給に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 生活保護 厚生労働大臣又は都道府県知事等 ・厚生労働大臣
・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 26 ## 生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律
による永住帰国旅費、自立支度金、一時金、一時帰国旅費又は中国残留邦人等支
援給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

202 28 28

公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等
就学支援金の支給に関する法律による就学支援金の
支給に関する情報

○ 文部科学大臣、都道府県知事
又は都道府県教育委員会

― ○ ○ × 《就学（高校）》 文部科学大臣、都道府県知事又は
都道府県教育委員会

― ○ ○ × 《教育》 114 2 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援
金の支給に関する法律による就学支援金の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法
律による就学支援金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

203 29 29

特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別
支援学校への就学のために必要な経費の支弁に関す
る情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 生活保護 文部科学大臣又は都道府県教育委
員会

― ○ ○ × 《教育》 26 7 生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のために必
要な経費の支弁に関する情報であって主務省令で定めるもの

204 29 29

特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別
支援学校への就学のために必要な経費の支弁に関す
る情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 文部科学大臣又は都道府県教育委
員会

― ○ ○ × 《教育》 88 8 中国残留邦人等支援給付の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

特別支援学校への就学奨励に関する法律による特別支援学校への就学のために必
要な経費の支弁に関する情報であって主務省令で定めるもの

205 30 30

学校保健安全法による医療に要する費用についての援
助に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 生活保護 都道府県教育委員会又は市町村教
育委員会

― ○ ○ ○ 《教育》 26 8 生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって主務
省令で定めるもの

206 30 30

学校保健安全法による医療に要する費用についての援
助に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 都道府県教育委員会又は市町村教
育委員会

― ○ ○ ○ 《教育》 88 9 中国残留邦人等支援給付の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

学校保健安全法による医療に要する費用についての援助に関する情報であって主務
省令で定めるもの

207 31 31
医療保険給付関係情報

医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律
による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に
関する情報

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 医療保険者（医療保険各法（健康保
険法、船員保険法、私立学校教職
員共済法、国家公務員共済組合
法、国民健康保険法又は地方公務
員等共済組合法をいう。以下同じ。）
により医療に関する給付の支給を行
う全国健康保険協会、健康保険組
合、日本私立学校振興・共済事業
団、共済組合、市町村長又は国民
健康保険組合をいう。以下同じ。）又
は後期高齢者医療広域連合

― ○ × ○ 国民健康保険、後
期高齢者医療

1 1 健康保険法第五条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこと
とされた健康保険に関する事務であって主務省令で定めるもの

医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による医療に関する給付の支
給又は保険料の徴収に関する情報（以下「医療保険給付関係情報」という。）であって
主務省令で定めるもの

208 31 31
医療保険給付関係情報

医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律
による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に
関する情報

○ 全国健康保険協会 ― × × × ― 医療保険者又は後期高齢者医療広
域連合

― ○ × ○ 国民健康保険、後
期高齢者医療

2 1 健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

209 31 31
医療保険給付関係情報

医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律
による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に
関する情報

○ 健康保険組合 ― × × × ― 医療保険者又は後期高齢者医療広
域連合

― ○ × ○ 国民健康保険、後
期高齢者医療

3 1 健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

210 31 31
医療保険給付関係情報

医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律
による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に
関する情報

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 医療保険者又は後期高齢者医療広
域連合

― ○ × ○ 国民健康保険、後
期高齢者医療

4 1 船員保険法第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこと
とされた船員保険に関する事務であって主務省令で定めるもの

医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

211 31 31
医療保険給付関係情報

医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律
による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に
関する情報

○ 全国健康保険協会 ― × × × ― 医療保険者又は後期高齢者医療広
域連合

― ○ × ○ 国民健康保険、後
期高齢者医療

5 1 船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

212 31 31
医療保険給付関係情報

医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律
による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に
関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 生活保護 医療保険者又は後期高齢者医療広
域連合

― ○ × ○ 国民健康保険、後
期高齢者医療

26 1 生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

213 31 31
医療保険給付関係情報

医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律
による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に
関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税、固定
資産税、軽自動車
税、国民健康保険
税

医療保険者又は後期高齢者医療広
域連合

― ○ × ○ 国民健康保険、後
期高齢者医療

27 1 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づ
く条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって主務省令
で定めるもの

医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

214 31 31
医療保険給付関係情報

医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律
による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に
関する情報

○ 社会福祉協議会 ― × × × ― 医療保険者又は後期高齢者医療広
域連合

― ○ × ○ 国民健康保険、後
期高齢者医療

30 1 社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を
融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるも
の

医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

215 31 31
医療保険給付関係情報

医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律
による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に
関する情報

○ 日本私立学校振興・共済事業
団

― × × × ― 医療保険者又は後期高齢者医療広
域連合

― ○ × ○ 国民健康保険、後
期高齢者医療

33 1 私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの
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別表第二の整理（特定個人情報による整理） 別紙６．３－２
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連
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番

216 31 31
医療保険給付関係情報

医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律
による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に
関する情報

○ 国家公務員共済組合 ― × × × ― 医療保険者又は後期高齢者医療広
域連合

― ○ × ○ 国民健康保険、後
期高齢者医療

40 1 国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

217 31 31
医療保険給付関係情報

医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律
による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に
関する情報

○ 市町村長又は国民健康保険
組合

― ○ × ○ 国民健康保険 医療保険者又は後期高齢者医療広
域連合

― ○ × ○ 国民健康保険、後
期高齢者医療

43 1 国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関
する事務であって主務省令で定めるもの

医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

218 31 31
医療保険給付関係情報

医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律
による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に
関する情報

○ 地方公務員共済組合 ― × × × ― 医療保険者又は後期高齢者医療広
域連合

― ○ × ○ 国民健康保険、後
期高齢者医療

59 1 地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

219 31 31
医療保険給付関係情報

医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律
による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に
関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《老人福祉》 医療保険者又は後期高齢者医療広
域連合

― ○ × ○ 国民健康保険、後
期高齢者医療

63 1 老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で
定めるもの

医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

220 31 31
医療保険給付関係情報

医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律
による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に
関する情報

○ 後期高齢者医療広域連合 ― × × × ― 医療保険者又は後期高齢者医療広
域連合

― ○ × ○ 国民健康保険、後
期高齢者医療

81 1 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の
支給又は保険料の徴収に関する事務であって主務省令で定める
もの

医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

221 31 31
医療保険給付関係情報

医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律
による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に
関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 医療保険者又は後期高齢者医療広
域連合

― ○ × ○ 国民健康保険、後
期高齢者医療

88 1 中国残留邦人等支援給付の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

222 31 31
医療保険給付関係情報

医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律
による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に
関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 介護保険 医療保険者又は後期高齢者医療広
域連合

― ○ × ○ 国民健康保険、後
期高齢者医療

94 1 介護保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

医療保険給付関係情報であって主務省令で定めるもの

223 32 32

高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴
収に関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 後期高齢者医療 後期高齢者医療広域連合 ― × × × ― 83 2 高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する
事務であって主務省令で定めるもの

高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する情報であって主務
省令で定めるもの

224 33 33

国民健康保険法第五十六条第一項に規定する他の法
令による給付の支給に関する情報

○ 市町村長又は国民健康保険
組合

― ○ × ○ 国民健康保険 国民健康保険法第五十六条第一項
に規定する他の法令による給付の
支給を行うこととされている者

・国の各種機関
・都道府県
・市町村
・その他各種機関
※上記以外で該当する国、地方
公共団体

○ ○ ○ 介護保険、《防
災》、《消防》、《学
校》、《原爆》等

44 1 国民健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主
務省令で定めるもの

国民健康保険法第五十六条第一項に規定する他の法令による給付の支給に関する
情報であって主務省令で定めるもの

225 34 34

健康保険法第五十五条に規定する他の法令による給
付の支給に関する情報

○ 全国健康保険協会 ― × × × ― 健康保険法第五十五条又は第百二
十八条に規定する他の法令による
給付の支給を行うこととされている
者

・国の各種機関
・市町村
・その他各種機関
※上記以外で該当する国、地方
公共団体

○ △ ○ 介護保険 2 2 健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

健康保険法第五十五条又は第百二十八条に規定する他の法令による給付の支給に
関する情報であって主務省令で定めるもの

226 34 34

健康保険法第五十五条に規定する他の法令による給
付の支給に関する情報

○ 健康保険組合 ― × × × ― 健康保険法第五十五条に規定する
他の法令による給付の支給を行うこ
ととされている者

・国の各種機関
・市町村
・その他各種機関
※上記以外で該当する国、地方
公共団体

○ △ ○ 介護保険 3 2 健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

健康保険法第五十五条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であっ
て主務省令で定めるもの

227 35 35

健康保険法第百二十八条に規定する他の法令による
給付の支給に関する情報

○ 全国健康保険協会 ― × × × ― 健康保険法第五十五条又は第百二
十八条に規定する他の法令による
給付の支給を行うこととされている
者

・国の各種機関
・市町村
・その他各種機関
※上記以外で該当する国、地方
公共団体

○ △ ○ 介護保険 2 2 健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

健康保険法第五十五条又は第百二十八条に規定する他の法令による給付の支給に
関する情報であって主務省令で定めるもの

228 36 36

高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第一項
に規定する他の法令による給付の支給に関する情報

○ 後期高齢者医療広域連合 ― × × × ― 高齢者の医療の確保に関する法律
第五十七条第一項に規定する他の
法令による給付の支給を行うことと
されている者

・国の各種機関
・都道府県
・市町村
・その他各種機関
※上記以外で該当する国、地方
公共団体

○ ○ ○ 介護保険、《災
害》、《消防》、《防
災》、《学校》、《原
爆》

82 2 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の
支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

高齢者の医療の確保に関する法律第五十七条第一項に規定する他の法令による給
付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

229 37 37

障害者自立支援法第七条に規定する他の法令により行
われる給付の支給に関する情報

○ 都道府県知事又は市町村長 ― ○ ○ ○ 障害者福祉 障害者自立支援法第七条に規定す
る他の法令により行われる給付の
支給を行うこととされている者

・国の各種機関
・都道府県
・市町村
・その他各種機関
※上記以外で該当する国、地方
公共団体

○ ○ ○ 介護保険、国民健
康保険、《消防》、
《防災》、《学校》、
《原爆》

110 1 障害者自立支援法による自立支援給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

障害者自立支援法第七条に規定する他の法令により行われる給付の支給に関する
情報であって主務省令で定めるもの

230 38 38

児童福祉法第二十一条の五の三十に規定する他の法
令による給付の支給に関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《障害児通所支
援》

児童福祉法第二十一条の五の三十
に規定する他の法令による給付の
支給を行うこととされている者

・国の各種機関
・都道府県
・市町村
・その他各種機関
※上記以外で該当する国、地方
公共団体

○ ○ ○ 国民健康保険、
《災害》、《消防》、
《防災》

11 1 児童福祉法による肢体不自由児通所医療費の支給に関する事務
であって主務省令で定めるもの

児童福祉法第二十一条の五の三十に規定する他の法令による給付の支給に関する
情報であって主務省令で定めるもの

231 39 39

児童福祉法第二十四条の二十二に規定する他の法令
による給付の支給に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・指定都市の長

○ ○ △ 《障害児入所支
援》

地方自治法施行令　第8章
（指定都市）第174条の26、
（中核市）第174条の49の2に
事務の実施者の規定あり

児童福祉法第二十四条の二十二に
規定する他の法令による給付の支
給を行うこととされている者

・国の各種機関
・都道府県
・市町村
・その他各種機関

○ ○ ○ 国民健康保険、
《災害》、《消防》、
《防災》、《原爆》

14 1 児童福祉法による障害児入所医療費の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

児童福祉法第二十四条の二十二に規定する他の法令による給付の支給に関する情
報であって主務省令で定めるもの

232 40 40

地方公務員等共済組合法第六十二条第一項に規定す
る他の法令による給付の支給に関する情報

○ 地方公務員共済組合 ― × × × ― 地方公務員等共済組合法第六十二
条第一項に規定する他の法令によ
る給付の支給を行うこととされている
者

・市町村
※上記以外で該当する国、地方
公共団体

○ △ ○ 介護保険 59 4 地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

地方公務員等共済組合法第六十二条第一項に規定する他の法令による給付の支給
に関する情報であって主務省令で定めるもの

233 41 41

国家公務員共済組合法第六十条第一項に規定する他
の法令による給付の支給に関する情報

○ 国家公務員共済組合 ― × × × ― 国家公務員共済組合法第六十条第
一項に規定する他の法令による給
付の支給を行うこととされている者

・国の各種機関
・市町村
・その他各種機関
※上記以外で該当する国、地方
公共団体

○ △ ○ 介護保険 40 4 国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

国家公務員共済組合法第六十条第一項に規定する他の法令による給付の支給に関
する情報であって主務省令で定めるもの

234 42 42

私立学校教職員共済法第二十五条において準用する
国家公務員共済組合法第六十条第一項に規定する他
の法令による給付の支給に関する情報

○ 日本私立学校振興・共済事業
団

― × × × ― 私立学校教職員共済法第二十五条
において準用する国家公務員共済
組合法第六十条第一項に規定する
他の法令による給付の支給を行うこ
ととされている者

・国の各種機関
・市町村
・その他各種機関
※上記以外で該当する国、地方
公共団体

○ △ ○ 介護保険 33 2 私立学校教職員共済法による短期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

私立学校教職員共済法第二十五条において準用する国家公務員共済組合法第六
十条第一項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令
で定めるもの
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別表第二の整理（特定個人情報による整理） 別紙６．３－２

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

事務
（別表上の記載）

個人情報
（別表上の記載）

連携情報名 自
治
体
の
関
連

情
報
番
号

№ 枝
番自治体に

該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該

当）

別表上の記載備考業務
（業務ユニット、
《ユニット外》）

補足
情報照会者 情報提供者

自治体に
該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該
当）

補足別表上の記載 業務
（業務ユニット、
《ユニット外》）

備考
項
番

235 43 43

雇用保険法第三十七条第八項に規定する他の法令に
よる給付の支給に関する情報

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 雇用保険法第三十七条第八項に規
定する他の法令による給付の支給
を行うこととされている者

・国の各種機関
・都道府県
・市町村
・その他各種機関

○ ○ ○ 国民健康保険、
《災害》、《消防》、
《防災》、《学校》

79 1 雇用保険法による傷病手当の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

雇用保険法第三十七条第八項に規定する他の法令による給付の支給に関する情報
であって主務省令で定めるもの

236 44 44

船員保険法第三十三条に規定する他の法令による給
付の支給に関する情報

○ 全国健康保険協会 ― × × × ― 船員保険法第三十三条に規定する
他の法令による給付の支給を行うこ
ととされている者

・国の各種機関
・市町村
・その他各種機関
※上記以外で該当する国、地方
公共団体

○ △ ○ 介護保険 5 2 船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

船員保険法第三十三条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であっ
て主務省令で定めるもの

237 45 45

介護保険法第二十条に規定する他の法令による給付
の支給に関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 介護保険 介護保険法第二十条に規定する他
の法令による給付の支給を行うこと
とされている者

・国の各種機関
・都道府県
・市町村
・その他各種機関
※上記以外で該当する国、地方
公共団体

○ ○ ○ 《災害》、《消防》、
《防災》、《学校》、
《原爆》

94 2 介護保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

介護保険法第二十条に規定する他の法令による給付の支給に関する情報であって
主務省令で定めるもの

238 46 46

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条
の二に規定する他の法律による医療に関する給付の支
給に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・指定都市の長

○ ○ △ 障害者福祉 地方自治法施行令　第8章
（指定都市）第174条の36の2
に事務の実施者の規定あり

精神保健及び精神障害者福祉に関
する法律第三十条の二に規定する
他の法律による医療に関する給付
の支給を行うこととされている者

・国の各種機関
・市町村
・その他各種機関

○ × ○ 国民健康保険、介
護保険

22 1 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による入院措置に関
する事務であって主務省令で定めるもの

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第三十条の二に規定する他の法律によ
る医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

239 47 47

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律第三十九条第一項に規定する他の法律による医
療に関する給付の支給に関する情報

○ 都道府県知事又は保健所を
設置する市の長

― ○ ○ △ 《感染症》 感染症の予防及び感染症の患者に
対する医療に関する法律第三十九
条第一項に規定する他の法律によ
る医療に関する給付の支給を行うこ
ととされている者

・国の各種機関
・市町村
・その他各種機関

○ × ○ 国民健康保険、介
護保険

98 2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律によ
る費用の負担又は療養費の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第三十九条第一項に規
定する他の法律による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定
めるもの

240 48 48

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十八条
第一項ただし書に規定する他の法令による医療に関す
る給付の支給に関する情報

○ 厚生労働大臣 ― × × × ― 原子爆弾被爆者に対する援護に関
する法律第十八条第一項ただし書
に規定する他の法令による医療に
関する給付の支給を行うこととされ
ている者

・国の各種機関
・市町村
・その他各種機関
※上記以外で該当する国、地方
公共団体

○ △ ○ 国民健康保険、介
護保険

89 1 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療
費の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十八条第一項ただし書に規定する他
の法令による医療に関する給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

241 49 49

児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給
付の支給に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《児童扶養手当》 児童扶養手当法第三条第二項に規
定する公的年金給付の支給を行うこ
ととされている者

・国の各種機関
・都道府県
・市町村
・その他各種機関

○ ○ ○ 《人事給与》、《未
帰還者》、《学校》

58 3 児童扶養手当法による児童扶養手当の支給に関する事務であっ
て主務省令で定めるもの

児童扶養手当法第三条第二項に規定する公的年金給付の支給に関する情報であっ
て主務省令で定めるもの

242 50 50

医療保険各法その他の法令による医療に関する給付
の支給に関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《予防接種》 医療保険者その他の法令による医
療に関する給付の支給を行うことと
されている者

・国の各種機関
・都道府県
・市町村
・その他各種機関
※上記以外で該当する国、地方
公共団体

○ ○ ○ 国民健康保険、介
護保険、学校

17 1 予防接種法による給付（同法第十一条第一項の疾病に係るもの
に限る。）の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報であって
主務省令で定めるもの

243 50 50

医療保険各法その他の法令による医療に関する給付
の支給に関する情報

○ 独立行政法人日本学生支援
機構

― × × × ― 医療保険者その他の法令による医
療に関する給付の支給を行うことと
されている者

・国の各種機関
・都道府県
・市町村
・その他各種機関
※上記以外で該当する国、地方
公共団体

○ ○ ○ 国民健康保険、介
護保険、学校

107 1 独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与に関する事
務であって主務省令で定めるもの

医療保険各法その他の法令による医療に関する給付の支給に関する情報であって
主務省令で定めるもの

244 51 51

特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法
令による障害を有する者に対する手当の支給に関する
情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《予防接種》 特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律その他の法令による障害を
有する者について支給される手当を
支給することとされている者

・国の各種機関
・都道府県
・市町村

○ ○ ○ 障害者福祉、 19 1 予防接種法による給付（同法第十一条第一項の障害に係るもの
に限る。）の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

特別児童扶養手当等の支給に関する法律その他の法令による障害を有する者に対
する手当の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

245 52 52

国民年金法その他の法令による給付の支給に関する
情報

○ 都道府県知事又は市町村長 ― ○ ○ ○ 障害者福祉 国民年金法その他の法令による給
付の支給を行うこととされている者

・国の各種機関
・都道府県
・市町村
・その他各種機関

○ ○ ○ 障害者福祉 111 1 障害者自立支援法による自立支援医療費、療養介護医療費又は
基準該当療養介護医療費の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

国民年金法その他の法令による給付の支給に関する情報であって主務省令で定め
るもの

246 53 53

国民年金法その他の法令による年金である給付の支給
に関する情報

× 地方公務員災害補償基金 ― × × × ― 国民年金法その他の法令による年
金である給付の支給を行うこととさ
れている者

・厚生労働大臣 × × × ― 73 1 地方公務員災害補償法による公務上の災害又は通勤による災害
に対する補償に関する事務であって主務省令で定めるもの

国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって主務
省令で定めるもの

247 53 53

国民年金法その他の法令による年金である給付の支給
に関する情報

× 独立行政法人日本学生支援
機構

― × × × ― 国民年金法その他の法令による年
金である給付の支給を行うこととさ
れている者

・厚生労働大臣 × × × ― 107 5 独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与に関する事
務であって主務省令で定めるもの

国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって主務
省令で定めるもの

248 53 53

国民年金法その他の法令による年金である給付の支給
に関する情報

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 国民年金法その他の法令による年
金である給付の支給を行うこととさ
れている者

・厚生労働大臣 × × × ― 7 1 労働者災害補償保険法による保険給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって主務
省令で定めるもの

249 53 53

国民年金法その他の法令による年金である給付の支給
に関する情報

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 国民年金法その他の法令による年
金である給付の支給を行うこととさ
れている者

・厚生労働大臣 × × × ― 115 2 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律
による職業訓練受講給付金の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

国民年金法その他の法令による年金である給付の支給に関する情報であって主務
省令で定めるもの

250 54 54

昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第二項に
おいて準用する特別児童扶養手当等の支給に関する
法律第十七条第一号の障害を支給事由とする給付の
支給に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 障害者福祉 昭和六十年法律第三十四号附則第
九十七条第二項において準用する
特別児童扶養手当等の支給に関す
る法律第十七条第一号の障害を支
給事由とする給付の支給を行うこと
とされている者

・国の各種機関
・その他各種機関

× × × ― 86 1 昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第一項の福祉手当
の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

昭和六十年法律第三十四号附則第九十七条第二項において準用する特別児童扶
養手当等の支給に関する法律第十七条第一号の障害を支給事由とする給付の支給
に関する情報であって主務省令で定めるもの

251 55 55
失業等給付関係情報

雇用保険法による給付の支給に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 生活保護 厚生労働大臣 ― × × × ― 26 2 生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

労働者災害補償関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護に関する情報
（以下「戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報」という。）、雇用保険法による給付の支
給に関する情報（以下「失業等給付関係情報」という。）、原子爆弾被爆者に対する援
護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する情報、石綿による健康被害
の救済に関する法律による特別遺族給付金の支給に関する情報（以下「石綿健康被
害救済給付等関係情報」という。）又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職
の支援に関する法律による職業訓練受講給付金の支給に関する情報（以下「職業訓
練受講給付金関係情報」という。）であって主務省令で定めるもの

252 55 55
失業等給付関係情報

雇用保険法による給付の支給に関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税、固定
資産税、軽自動車
税、国民健康保険
税

厚生労働大臣 ― × × × ― 27 6 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づ
く条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって主務省令
で定めるもの

失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

253 55 55
失業等給付関係情報

雇用保険法による給付の支給に関する情報

× 社会福祉協議会 ― × × × ― 厚生労働大臣 ― × × × ― 30 2 社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を
融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるも
の

労働者災害補償関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報、失業等給付関係
情報、石綿健康被害救済給付等関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報であっ
て主務省令で定めるもの

254 55 55
失業等給付関係情報

雇用保険法による給付の支給に関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 国民健康保険 厚生労働大臣 ― × × × ― 45 1 国民健康保険法による保険料の徴収に関する事務であって主務
省令で定めるもの

失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの
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別表第二の整理（特定個人情報による整理） 別紙６．３－２
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都
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道
府
県

市
町
村
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（別表上の記載）

個人情報
（別表上の記載）
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治
体
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関
連

情
報
番
号

№ 枝
番自治体に

該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該

当）

別表上の記載備考業務
（業務ユニット、
《ユニット外》）

補足
情報照会者 情報提供者

自治体に
該当する
か（○：該
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部該当、
×：非該
当）

補足別表上の記載 業務
（業務ユニット、
《ユニット外》）

備考
項
番

255 55 55
失業等給付関係情報

雇用保険法による給付の支給に関する情報

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 厚生労働大臣 ― × × × ― 51 3 国民年金法による保険料の免除又は保険料の納付に関する処分
に関する事務であって主務省令で定めるもの

失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

256 55 55
失業等給付関係情報

雇用保険法による給付の支給に関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《老人福祉》 厚生労働大臣 ― × × × ― 63 2 老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で
定めるもの

労働者災害補償関係情報又は失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

257 55 55
失業等給付関係情報

雇用保険法による給付の支給に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 厚生労働大臣 ― × × × ― 88 2 中国残留邦人等支援給付の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

労働者災害補償関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報、失業等給付関係
情報、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に
関する情報、石綿健康被害救済給付等関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報
であって主務省令で定めるもの

258 55 55
失業等給付関係情報

雇用保険法による給付の支給に関する情報

× 地方公務員共済組合又は全
国市町村職員共済組合連合
会

― × × × ― 厚生労働大臣 ― × × × ― 61 2 地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する
事務であって主務省令で定めるもの

失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

259 55 55
失業等給付関係情報

雇用保険法による給付の支給に関する情報

× 地方公務員共済組合 ― × × × ― 厚生労働大臣 ― × × × ― 59 6 地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

260 55 55
失業等給付関係情報

雇用保険法による給付の支給に関する情報

× 国家公務員共済組合連合会 ― × × × ― 厚生労働大臣 ― × × × ― 42 1 国家公務員共済組合法による年金である給付の支給に関する事
務であって主務省令で定めるもの

失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

261 55 55
失業等給付関係情報

雇用保険法による給付の支給に関する情報

× 国家公務員共済組合 ― × × × ― 厚生労働大臣 ― × × × ― 40 5 国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

262 55 55
失業等給付関係情報

雇用保険法による給付の支給に関する情報

× 独立行政法人日本学生支援
機構

― × × × ― 厚生労働大臣 ― × × × ― 107 6 独立行政法人日本学生支援機構法による学資の貸与に関する事
務であって主務省令で定めるもの

失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

263 55 55
失業等給付関係情報

雇用保険法による給付の支給に関する情報

× 日本私立学校振興・共済事業
団

― × × × ― 厚生労働大臣 ― × × × ― 35 1 私立学校教職員共済法による短期給付又は年金である給付の支
給に関する事務であって主務省令で定めるもの

失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

264 55 55
失業等給付関係情報

雇用保険法による給付の支給に関する情報

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 厚生労働大臣 ― × × × ― 57 1 障害者の雇用の促進等に関する法律による納付金関係業務又は
納付金関係業務に相当する業務の実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

265 55 55
失業等給付関係情報

雇用保険法による給付の支給に関する情報

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 厚生労働大臣 ― × × × ― 80 2 雇用保険法による雇用安定事業又は能力開発事業の実施に関
する事務であって主務省令で定めるもの

失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

266 56 56

雇用保険法による教育訓練給付金の支給に関する情
報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《母子家庭自立支
援給付金》

厚生労働大臣 ― × × × ― 66 3 母子及び寡婦福祉法による母子家庭自立支援給付金の支給に
関する事務であって主務省令で定めるもの

雇用保険法による教育訓練給付金の支給に関する情報又は職業訓練受講給付金関
係情報であって主務省令で定めるもの

267 57 57

雇用保険法による基本手当若しくは高年齢雇用継続基
本給付金の支給に関する情報

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 厚生労働大臣 ― × × × ― 36 2 厚生年金保険法による年金である保険給付又は一時金の支給に
関する事務であって主務省令で定めるもの

労働者災害補償関係情報又は戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金である給付
若しくは雇用保険法による基本手当若しくは高年齢雇用継続基本給付金の支給に関
する情報であって主務省令で定めるもの

268 58 58
職業訓練受講給付金関係情報

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に
関する法律による職業訓練受講給付金の支給に関する
情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 生活保護 厚生労働大臣 ― × × × ― 26 2 生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

労働者災害補償関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護に関する情報
（以下「戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報」という。）、雇用保険法による給付の支
給に関する情報（以下「失業等給付関係情報」という。）、原子爆弾被爆者に対する援
護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する情報、石綿による健康被害
の救済に関する法律による特別遺族給付金の支給に関する情報（以下「石綿健康被
害救済給付等関係情報」という。）又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職
の支援に関する法律による職業訓練受講給付金の支給に関する情報（以下「職業訓
練受講給付金関係情報」という。）であって主務省令で定めるもの

269 58 58
職業訓練受講給付金関係情報

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に
関する法律による職業訓練受講給付金の支給に関する
情報

× 社会福祉協議会 ― × × × ― 厚生労働大臣 ― × × × ― 30 2 社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を
融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるも
の

労働者災害補償関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報、失業等給付関係
情報、石綿健康被害救済給付等関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報であっ
て主務省令で定めるもの

270 58 58
職業訓練受講給付金関係情報

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に
関する法律による職業訓練受講給付金の支給に関する
情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《母子家庭自立支
援給付金》

厚生労働大臣 ― × × × ― 66 3 母子及び寡婦福祉法による母子家庭自立支援給付金の支給に
関する事務であって主務省令で定めるもの

雇用保険法による教育訓練給付金の支給に関する情報又は職業訓練受講給付金関
係情報であって主務省令で定めるもの

271 58 58
職業訓練受講給付金関係情報

職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に
関する法律による職業訓練受講給付金の支給に関する
情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 厚生労働大臣 ― × × × ― 88 2 中国残留邦人等支援給付の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

労働者災害補償関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報、失業等給付関係
情報、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に
関する情報、石綿健康被害救済給付等関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報
であって主務省令で定めるもの

272 59 59
労働者災害補償関係情報

労働者災害補償保険法による給付の支給に関する情
報

× 全国健康保険協会 ― × × × ― 厚生労働大臣 ― × × × ― 5 3 船員保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

労働者災害補償保険法による給付の支給に関する情報（以下「労働者災害補償関係
情報」という。）であって主務省令で定めるもの

273 59 59
労働者災害補償関係情報

労働者災害補償保険法による給付の支給に関する情
報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 生活保護 厚生労働大臣 ― × × × ― 26 2 生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

労働者災害補償関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護に関する情報
（以下「戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報」という。）、雇用保険法による給付の支
給に関する情報（以下「失業等給付関係情報」という。）、原子爆弾被爆者に対する援
護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する情報、石綿による健康被害
の救済に関する法律による特別遺族給付金の支給に関する情報（以下「石綿健康被
害救済給付等関係情報」という。）又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職
の支援に関する法律による職業訓練受講給付金の支給に関する情報（以下「職業訓
練受講給付金関係情報」という。）であって主務省令で定めるもの

274 59 59
労働者災害補償関係情報

労働者災害補償保険法による給付の支給に関する情
報

× 社会福祉協議会 ― × × × ― 厚生労働大臣 ― × × × ― 30 2 社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を
融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるも
の

労働者災害補償関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報、失業等給付関係
情報、石綿健康被害救済給付等関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報であっ
て主務省令で定めるもの

275 59 59
労働者災害補償関係情報

労働者災害補償保険法による給付の支給に関する情
報

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 厚生労働大臣 ― × × × ― 36 2 厚生年金保険法による年金である保険給付又は一時金の支給に
関する事務であって主務省令で定めるもの

労働者災害補償関係情報又は戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金である給付
若しくは雇用保険法による基本手当若しくは高年齢雇用継続基本給付金の支給に関
する情報であって主務省令で定めるもの
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別表第二の整理（特定個人情報による整理） 別紙６．３－２
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276 59 59
労働者災害補償関係情報

労働者災害補償保険法による給付の支給に関する情
報

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 厚生労働大臣 ― × × × ― 48 2 国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は保
険料の免除に関する事務であって主務省令で定めるもの

労働者災害補償関係情報又は戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金である給付
の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

277 59 59
労働者災害補償関係情報

労働者災害補償保険法による給付の支給に関する情
報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《老人福祉》 厚生労働大臣 ― × × × ― 63 2 老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で
定めるもの

労働者災害補償関係情報又は失業等給付関係情報であって主務省令で定めるもの

278 59 59
労働者災害補償関係情報

労働者災害補償保険法による給付の支給に関する情
報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 厚生労働大臣 ― × × × ― 88 2 中国残留邦人等支援給付の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

労働者災害補償関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報、失業等給付関係
情報、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に
関する情報、石綿健康被害救済給付等関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報
であって主務省令で定めるもの

279 59 59
労働者災害補償関係情報

労働者災害補償保険法による給付の支給に関する情
報

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 厚生労働大臣 ― × × × ― 108 2 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による
特別障害給付金の支給に関する事務であって主務省令で定める
もの

労働者災害補償関係情報又は戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金である給付
の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

280 60 60
石綿健康被害救済給付等関係情報

石綿による健康被害の救済に関する法律による特別遺
族給付金の支給に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 生活保護 厚生労働大臣 ― × × × ― 26 2 生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

労働者災害補償関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護に関する情報
（以下「戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報」という。）、雇用保険法による給付の支
給に関する情報（以下「失業等給付関係情報」という。）、原子爆弾被爆者に対する援
護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する情報、石綿による健康被害
の救済に関する法律による特別遺族給付金の支給に関する情報（以下「石綿健康被
害救済給付等関係情報」という。）又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職
の支援に関する法律による職業訓練受講給付金の支給に関する情報（以下「職業訓
練受講給付金関係情報」という。）であって主務省令で定めるもの

281 60 60
石綿健康被害救済給付等関係情報

石綿による健康被害の救済に関する法律による特別遺
族給付金の支給に関する情報

× 社会福祉協議会 ― × × × ― 厚生労働大臣 ― × × × ― 30 2 社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を
融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるも
の

労働者災害補償関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報、失業等給付関係
情報、石綿健康被害救済給付等関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報であっ
て主務省令で定めるもの

282 60 60
石綿健康被害救済給付等関係情報

石綿による健康被害の救済に関する法律による特別遺
族給付金の支給に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 厚生労働大臣 ― × × × ― 88 2 中国残留邦人等支援給付の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

労働者災害補償関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報、失業等給付関係
情報、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に
関する情報、石綿健康被害救済給付等関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報
であって主務省令で定めるもの

283 61 61
戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報

戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護に関する情
報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 生活保護 厚生労働大臣 ― × × × ― 26 2 生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

労働者災害補償関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護に関する情報
（以下「戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報」という。）、雇用保険法による給付の支
給に関する情報（以下「失業等給付関係情報」という。）、原子爆弾被爆者に対する援
護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する情報、石綿による健康被害
の救済に関する法律による特別遺族給付金の支給に関する情報（以下「石綿健康被
害救済給付等関係情報」という。）又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職
の支援に関する法律による職業訓練受講給付金の支給に関する情報（以下「職業訓
練受講給付金関係情報」という。）であって主務省令で定めるもの

284 61 61
戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報

戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護に関する情
報

× 社会福祉協議会 ― × × × ― 厚生労働大臣 ― × × × ― 30 2 社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を
融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるも
の

労働者災害補償関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報、失業等給付関係
情報、石綿健康被害救済給付等関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報であっ
て主務省令で定めるもの

285 61 61
戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報

戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護に関する情
報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 厚生労働大臣 ― × × × ― 88 2 中国残留邦人等支援給付の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

労働者災害補償関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報、失業等給付関係
情報、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に
関する情報、石綿健康被害救済給付等関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報
であって主務省令で定めるもの

286 62 62

戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金である給付
の支給に関する情報

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 厚生労働大臣 ― × × × ― 36 2 厚生年金保険法による年金である保険給付又は一時金の支給に
関する事務であって主務省令で定めるもの

労働者災害補償関係情報又は戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金である給付
若しくは雇用保険法による基本手当若しくは高年齢雇用継続基本給付金の支給に関
する情報であって主務省令で定めるもの

287 62 62

戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金である給付
の支給に関する情報

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 厚生労働大臣 ― × × × ― 48 2 国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は保
険料の免除に関する事務であって主務省令で定めるもの

労働者災害補償関係情報又は戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金である給付
の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

288 62 62

戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金である給付
の支給に関する情報

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 厚生労働大臣 ― × × × ― 108 2 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による
特別障害給付金の支給に関する事務であって主務省令で定める
もの

労働者災害補償関係情報又は戦傷病者戦没者遺族等援護法による年金である給付
の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

289 63 63

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般
疾病医療費の支給に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 生活保護 厚生労働大臣 ― × × × ― 26 2 生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

労働者災害補償関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護法による援護に関する情報
（以下「戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報」という。）、雇用保険法による給付の支
給に関する情報（以下「失業等給付関係情報」という。）、原子爆弾被爆者に対する援
護に関する法律による一般疾病医療費の支給に関する情報、石綿による健康被害
の救済に関する法律による特別遺族給付金の支給に関する情報（以下「石綿健康被
害救済給付等関係情報」という。）又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職
の支援に関する法律による職業訓練受講給付金の支給に関する情報（以下「職業訓
練受講給付金関係情報」という。）であって主務省令で定めるもの

290 63 63

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般
疾病医療費の支給に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 厚生労働大臣 ― × × × ― 88 2 中国残留邦人等支援給付の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

労働者災害補償関係情報、戦傷病者戦没者遺族等援護関係情報、失業等給付関係
情報、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による一般疾病医療費の支給に
関する情報、石綿健康被害救済給付等関係情報又は職業訓練受講給付金関係情報
であって主務省令で定めるもの

291 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年金機
構又は共済組合等（日本私立学校
振興・共済事業団、国家公務員共済
組合連合会、地方公務員共済組合
又は全国市町村職員共済組合連合
会をいう。以下同じ。）

― × × × ― 1 3 健康保険法第五条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこと
とされた健康保険に関する事務であって主務省令で定めるもの

国民年金法又は被用者年金各法（私立学校教職員共済法、厚生年金保険法、国家
公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法をいう。以下同じ。）による年金で
ある給付の支給又は保険料の徴収に関する情報（以下「年金給付関係情報」とい
う。）であって主務省令で定めるもの

292 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

× 全国健康保険協会 ― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年金機
構又は共済組合等

― × × × ― 2 4 健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

293 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

× 健康保険組合 ― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年金機
構又は共済組合等

― × × × ― 3 4 健康保険法による保険給付の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

294 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年金機
構又は共済組合等

― × × × ― 4 3 船員保険法第四条第二項の規定により厚生労働大臣が行うこと
とされた船員保険に関する事務であって主務省令で定めるもの

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
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295 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

× 全国健康保険協会 ― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年金機
構又は共済組合等

― × × × ― 6 2 船員保険法による保険給付又は平成十九年法律第三十号附則
第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十
九年法律第三十号第四条の規定による改正前の船員保険法に
よる保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるも
の

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

296 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 個人住民税、固定
資産税、軽自動車
税、国民健康保険
税

厚生労働大臣若しくは日本年金機
構又は共済組合等

― × × × ― 27 5 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づ
く条例による地方税の賦課徴収に関する事務であって主務省令
で定めるもの

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

297 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

× 社会福祉協議会 ― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年金機
構又は共済組合等

― × × × ― 30 4 社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を
融通する事業の実施に関する事務であって主務省令で定めるも
の

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

298 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 国民健康保険 厚生労働大臣若しくは日本年金機
構又は共済組合等

― × × × ― 46 1 国民健康保険法による特別徴収の方法による保険料の徴収又は
納入に関する事務であって主務省令で定めるもの

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

299 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 《老人福祉》 厚生労働大臣若しくは日本年金機
構又は共済組合等

― × × × ― 63 5 老人福祉法による費用の徴収に関する事務であって主務省令で
定めるもの

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

300 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

○ 厚生労働大臣又は都道府県
知事

― ○ ○ × 《障害者福祉》 厚生労働大臣若しくは日本年金機
構又は共済組合等

― × × × ― 67 2 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による特別児童扶養手
当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

301 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 障害者福祉 厚生労働大臣若しくは日本年金機
構又は共済組合等

― × × × ― 69 1 特別児童扶養手当等の支給に関する法律による障害児福祉手当
の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

302 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 子ども手当 厚生労働大臣若しくは日本年金機
構又は共済組合等

― × × × ― 76 1 子どものための手当の支給に関する法律による子どものための
手当の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

303 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

× 後期高齢者医療広域連合 ― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年金機
構又は共済組合等

― × × × ― 82 1 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の
支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

304 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 後期高齢者医療 厚生労働大臣若しくは日本年金機
構又は共済組合等

― × × × ― 83 1 高齢者の医療の確保に関する法律による保険料の徴収に関する
事務であって主務省令で定めるもの

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

305 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

× 平成八年法律第八十二号附
則第三十二条第二項に規定
する存続組合又は平成八年法
律第八十二号附則第四十八
条第一項に規定する指定基金

― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年金機
構又は共済組合等

― × × × ― 93 2 平成八年法律第八十二号による年金である長期給付又は年金で
ある給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

306 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

○ 市町村長 ― ○ × ○ 介護保険 厚生労働大臣若しくは日本年金機
構又は共済組合等

― × × × ― 95 3 介護保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事
務であって主務省令で定めるもの

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

307 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

× 農林漁業団体職員共済組合 ― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年金機
構又は共済組合等

― × × × ― 103 2 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合
を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法
律による年金である給付（同法附則第十六条第三項の規定により
厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金で
ある給付を除く。）若しくは一時金の支給又は特例業務負担金の
徴収に関する事務であって主務省令で定めるもの

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

308 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

× 地方公務員共済組合又は全
国市町村職員共済組合連合
会

― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年金機
構又は共済組合等

― × × × ― 60 2 地方公務員等共済組合法による年金である給付若しくは脱退一
時金又は地方公務員等共済組合法の長期給付等に関する施行
法による年金である給付の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

309 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

× 地方公務員共済組合 ― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年金機
構又は共済組合等

― × × × ― 59 3 地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

310 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

× 国家公務員共済組合連合会 ― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年金機
構又は共済組合等

― × × × ― 41 2 国家公務員共済組合法による年金である給付若しくは脱退一時
金又は国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法による
年金である給付の支給に関する事務であって主務省令で定める
もの

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

311 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

× 国家公務員共済組合 ― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年金機
構又は共済組合等

― × × × ― 40 3 国家公務員共済組合法による短期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

312 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

× 日本私立学校振興・共済事業
団

― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年金機
構又は共済組合等

― × × × ― 34 2 私立学校教職員共済法による短期給付、年金である給付又は脱
退一時金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

313 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年金機
構又は共済組合等

― × × × ― 77 1 雇用保険法による失業等給付の支給に関する事務であって主務
省令で定めるもの

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

314 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

× 国民年金基金 ― × × × ― 厚生労働大臣又は日本年金機構 ― × × × ― 52 1 国民年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事
務であって主務省令で定めるもの

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

315 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

× 国民年金基金連合会 ― × × × ― 厚生労働大臣又は日本年金機構 ― × × × ― 53 1 国民年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事
務であって主務省令で定めるもの

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの
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316 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

× 石炭鉱業年金基金 ― × × × ― 厚生労働大臣又は日本年金機構 ― × × × ― 74 1 石炭鉱業年金基金法による年金である給付又は一時金の支給に
関する事務であって主務省令で定めるもの

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

317 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

× 確定拠出年金法第三条第三
項第一号に規定する事業主

― × × × ― 厚生労働大臣又は日本年金機構 ― × × × ― 100 1 確定拠出年金法による企業型年金の給付又は脱退一時金の支
給に関する事務であって主務省令で定めるもの

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

318 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

× 国民年金基金連合会 ― × × × ― 厚生労働大臣又は日本年金機構 ― × × × ― 101 1 確定拠出年金法による個人型年金の給付又は脱退一時金の支
給に関する事務であって主務省令で定めるもの

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

319 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

× 厚生年金基金又は企業年金
連合会

― × × × ― 厚生労働大臣又は日本年金機構 ― × × × ― 37 1 厚生年金保険法による年金である給付又は一時金の支給に関す
る事務であって主務省令で定めるもの

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

320 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

× 確定給付企業年金法第二十
九条第一項に規定する事業主
等又は企業年金連合会

― × × × ― 厚生労働大臣又は日本年金機構 ― × × × ― 99 1 確定給付企業年金法による年金である給付又は一時金の支給に
関する事務であって主務省令で定めるもの

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

321 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 共済組合等 ― × × × ― 36 4 厚生年金保険法による年金である保険給付又は一時金の支給に
関する事務であって主務省令で定めるもの

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

322 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 共済組合等 ― × × × ― 48 3 国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は保
険料の免除に関する事務であって主務省令で定めるもの

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

323 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 共済組合等 ― × × × ― 85 2 昭和六十年法律第三十四号附則第八十七条第二項の規定によ
り厚生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金
である保険給付の支給に関する事務であって主務省令で定める
もの

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

324 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 共済組合等 ― × × × ― 92 2 平成八年法律第八十二号附則第十六条第三項の規定により厚
生年金保険の管掌者たる政府が支給するものとされた年金であ
る給付の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

325 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 共済組合等 ― × × × ― 108 4 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による
特別障害給付金の支給に関する事務であって主務省令で定める
もの

年金給付関係情報であって主務省令で定めるもの

326 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 共済組合等又は農林漁業団体職員
共済組合

― × × × ― 102 2 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合
を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法
律附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる
政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事
務であって主務省令で定めるもの

年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の
統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金
である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

327 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・指定都市の長

○ ○ △ 障害者福祉 地方自治法施行令　第8章
（指定都市）第174条の36の2
に事務の実施者の規定あり

厚生労働大臣若しくは日本年金機
構、共済組合等又は農林漁業団体
職員共済組合

― × × × ― 25 1 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保
健福祉手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の
統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金
である給付若しくは特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による
特別障害給付金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

328 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 生活保護 厚生労働大臣若しくは日本年金機
構、共済組合等又は農林漁業団体
職員共済組合

― × × × ― 26 6 生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の
統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金
である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

329 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年金機
構、共済組合等又は農林漁業団体
職員共済組合

― × × × ― 32 1 戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金、遺族年金又は遺
族給与金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の
統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金
である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

330 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 厚生労働大臣若しくは日本年金機
構、共済組合等又は農林漁業団体
職員共済組合

― × × × ― 88 7 中国残留邦人等支援給付の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の
統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金
である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

331 64 64
年金給付関係情報

国民年金法又は被用者年金各法による年金である給
付の支給又は保険料の徴収に関する情報

× 独立行政法人農業者年金基
金

― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年金機
構、共済組合等又は農林漁業団体
職員共済組合

― × × × ― 104 2 独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金事業の給付
の支給若しくは保険料その他徴収金の徴収又は同法附則第六条
第一項第一号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行う
ものとされた平成十三年法律第三十九号による改正前の農業者
年金基金法若しくは平成二年法律第二十一号による改正前の農
業者年金基金法による給付の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の
統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金
である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

332 65 65

国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報

○ 都道府県知事又は市町村長 ― ○ ○ ○ 《保育》《児童福
祉》

厚生労働大臣又は日本年金機構 ― × × × ― 15 5 児童福祉法による負担能力の認定又は費用の徴収に関する事務
であって主務省令で定めるもの

国民年金法による障害基礎年金の支給に関する情報であって主務省令で定めるも
の

333 66 66

国民年金法による年金である給付の支給に関する情報

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 厚生労働大臣又は日本年金機構 ― × × × ― 87 1 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の
支援に関する法律による一時金の支給又は保険料の納付に関す
る事務であって主務省令で定めるもの

国民年金法による年金である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるも
の

334 67 67

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制
度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法
等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に
関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・指定都市の長

○ ○ △ 障害者福祉 地方自治法施行令　第8章
（指定都市）第174条の36の2
に事務の実施者の規定あり

厚生労働大臣若しくは日本年金機
構、共済組合等又は農林漁業団体
職員共済組合

― × × × ― 25 1 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保
健福祉手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の
統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金
である給付若しくは特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による
特別障害給付金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

335 67 67

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制
度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法
等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に
関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 生活保護 厚生労働大臣若しくは日本年金機
構、共済組合等又は農林漁業団体
職員共済組合

― × × × ― 26 6 生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の
統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金
である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

336 67 67

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制
度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法
等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に
関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 厚生労働大臣若しくは日本年金機
構、共済組合等又は農林漁業団体
職員共済組合

― × × × ― 88 7 中国残留邦人等支援給付の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の
統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金
である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの
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別表第二の整理（特定個人情報による整理） 別紙６．３－２

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

自
治
体

都
道
府
県

市
町
村

事務
（別表上の記載）

個人情報
（別表上の記載）

連携情報名 自
治
体
の
関
連

情
報
番
号

№ 枝
番自治体に

該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該

当）

別表上の記載備考業務
（業務ユニット、
《ユニット外》）

補足
情報照会者 情報提供者

自治体に
該当する
か（○：該
当、△：一
部該当、
×：非該
当）

補足別表上の記載 業務
（業務ユニット、
《ユニット外》）

備考
項
番

337 67 67

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制
度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法
等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に
関する情報

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年金機
構、共済組合等又は農林漁業団体
職員共済組合

― × × × ― 32 1 戦傷病者戦没者遺族等援護法による障害年金、遺族年金又は遺
族給与金の支給に関する事務であって主務省令で定めるもの

年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の
統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金
である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

338 67 67

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制
度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法
等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に
関する情報

× 独立行政法人農業者年金基
金

― × × × ― 厚生労働大臣若しくは日本年金機
構、共済組合等又は農林漁業団体
職員共済組合

― × × × ― 104 2 独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金事業の給付
の支給若しくは保険料その他徴収金の徴収又は同法附則第六条
第一項第一号の規定により独立行政法人農業者年金基金が行う
ものとされた平成十三年法律第三十九号による改正前の農業者
年金基金法若しくは平成二年法律第二十一号による改正前の農
業者年金基金法による給付の支給に関する事務であって主務省
令で定めるもの

年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の
統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金
である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

339 67 67

厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制
度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法
等を廃止する等の法律による年金である給付の支給に
関する情報

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 共済組合等又は農林漁業団体職員
共済組合

― × × × ― 102 2 厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合
を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法
律附則第十六条第三項の規定により厚生年金保険の管掌者たる
政府が支給するものとされた年金である給付の支給に関する事
務であって主務省令で定めるもの

年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の
統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金
である給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

340 68 68

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する
法律による特別障害給付金の支給に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・指定都市の長

○ ○ △ 障害者福祉 地方自治法施行令　第8章
（指定都市）第174条の36の2
に事務の実施者の規定あり

厚生労働大臣若しくは日本年金機
構、共済組合等又は農林漁業団体
職員共済組合

― × × × ― 25 1 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保
健福祉手帳の交付に関する事務であって主務省令で定めるもの

年金給付関係情報又は厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の
統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律による年金
である給付若しくは特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による
特別障害給付金の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

341 69 69
地方公務員災害補償関係情報

地方公務員災害補償法による公務上の災害又は通勤
による災害に対する補償に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 生活保護 地方公務員災害補償基金 ― × × × ― 26 ## 生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

地方公務員災害補償法による公務上の災害又は通勤による災害に対する補償に関
する情報（以下「地方公務員災害補償関係情報」という。）であって主務省令で定める
もの

342 69 69
地方公務員災害補償関係情報

地方公務員災害補償法による公務上の災害又は通勤
による災害に対する補償に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 地方公務員災害補償基金 ― × × × ― 88 ## 中国残留邦人等支援給付の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの

343 69 69
地方公務員災害補償関係情報

地方公務員災害補償法による公務上の災害又は通勤
による災害に対する補償に関する情報

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 地方公務員災害補償基金 ― × × × ― 36 5 厚生年金保険法による年金である保険給付又は一時金の支給に
関する事務であって主務省令で定めるもの

地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの

344 69 69
地方公務員災害補償関係情報

地方公務員災害補償法による公務上の災害又は通勤
による災害に対する補償に関する情報

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 地方公務員災害補償基金 ― × × × ― 48 5 国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は保
険料の免除に関する事務であって主務省令で定めるもの

地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの

345 69 69
地方公務員災害補償関係情報

地方公務員災害補償法による公務上の災害又は通勤
による災害に対する補償に関する情報

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 地方公務員災害補償基金 ― × × × ― 108 5 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による
特別障害給付金の支給に関する事務であって主務省令で定める
もの

地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの

346 69 69
地方公務員災害補償関係情報

地方公務員災害補償法による公務上の災害又は通勤
による災害に対する補償に関する情報

× 地方公務員共済組合又は全
国市町村職員共済組合連合
会

― × × × ― 地方公務員災害補償基金 ― × × × ― 61 1 地方公務員等共済組合法による年金である給付の支給に関する
事務であって主務省令で定めるもの

地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの

347 69 69
地方公務員災害補償関係情報

地方公務員災害補償法による公務上の災害又は通勤
による災害に対する補償に関する情報

× 地方公務員共済組合 ― × × × ― 地方公務員災害補償基金 ― × × × ― 59 5 地方公務員等共済組合法による短期給付の支給に関する事務で
あって主務省令で定めるもの

地方公務員災害補償関係情報であって主務省令で定めるもの

348 70 70

社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利
で資金を融通する事業の実施に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 生活保護 社会福祉協議会 ― × × × ― 26 5 生活保護法による保護の決定及び実施に関する事務であって主
務省令で定めるもの

社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実
施に関する情報であって主務省令で定めるもの

349 70 70

社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利
で資金を融通する事業の実施に関する情報

○ 都道府県知事等 ・都道府県知事
・市長
・福祉事務所を管理する
町村長

○ ○ △ 《中国残留邦人》 社会福祉協議会 ― × × × ― 88 6 中国残留邦人等支援給付の支給に関する事務であって主務省令
で定めるもの

社会福祉法による生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業の実
施に関する情報であって主務省令で定めるもの

350 71 71

独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金の
被保険者に関する情報

× 国民年金基金連合会 ― × × × ― 独立行政法人農業者年金基金 ― × × × ― 101 2 確定拠出年金法による個人型年金の給付又は脱退一時金の支
給に関する事務であって主務省令で定めるもの

独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金の被保険者に関する情報であっ
て主務省令で定めるもの

351 71 71

独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金の
被保険者に関する情報

× 国民年金基金 ― × × × ― 独立行政法人農業者年金基金 ― × × × ― 52 2 国民年金法による年金である給付又は一時金の支給に関する事
務であって主務省令で定めるもの

独立行政法人農業者年金基金法による農業者年金の被保険者に関する情報であっ
て主務省令で定めるもの

352 72 72

船員保険法による保険給付の支給に関する情報

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 全国健康保険協会 ― × × × ― 36 1 厚生年金保険法による年金である保険給付又は一時金の支給に
関する事務であって主務省令で定めるもの

船員保険法による保険給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

353 72 72

船員保険法による保険給付の支給に関する情報

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 全国健康保険協会 ― × × × ― 48 1 国民年金法による年金である給付若しくは一時金の支給又は保
険料の免除に関する事務であって主務省令で定めるもの

船員保険法による保険給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

354 72 72

船員保険法による保険給付の支給に関する情報

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 全国健康保険協会 ― × × × ― 108 1 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律による
特別障害給付金の支給に関する事務であって主務省令で定める
もの

船員保険法による保険給付の支給に関する情報であって主務省令で定めるもの

355 73 73

国民年金基金の加入員に関する情報

× 厚生労働大臣 ― × × × ― 国民年金基金連合会 ― × × × ― 50 1 国民年金法による国民年金原簿の記録又は保険料の納付委託
に関する事務であって主務省令で定めるもの

国民年金基金の加入員に関する情報であって主務省令で定めるもの
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目的

今後に向けた課題の整理結果

●より公平・公正な社会の実現 ●社会保障がきめ細やかかつ的確に行われる社会の実現 ●行政に過誤

ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
ア
プ
ロ
ー

目的

国民の利便性の向上を図る

ー
チ

手続に関して
得られる情報
を増やす

手続にかかる
費用を減らす

手続にかかる
時間を減らす

処理にかかる
時間を減らす

方針

他団体連携の
実現（添付

手続の
ワンスト プ化

庁内連携の
実現

手段

実現（添付
書類の省略）

ワンストップ化実現

課題

情報の紐付け
（同定処理）

システムの
導入・改修、
情報の電子化

事務処理方法
の見直し

連携情報
連携先団
の拡充
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運用の見直し

全地方自治
一斉参加に

向けた取組
の実施

地方自治体での
準備の進め方の

作成・公表

番号制度等導入
後の業務フロー
やマニュアルの

作成

今後の課題

地方自治体が
対応するにあ
たり、必要な

地方自治体そ
れぞれが条例
等で定めた規

国の既存法令
等で定めた規
定にしたがっ

課題

地方自治体に
よって情報化
レベルが異な

番号制度等導
入後の具体的
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本事業の成果
には、検討が
不十分な点 たり、必要な

情報が公表さ
れていない

等で定めた規
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各章等の課題

定にしたがっ
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る
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る
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見直しが発生
しうる点がある

地方自治体毎
に異なる運用
（処理の時間、
タイミング等）
の吸収

「到達」の考え
方の見直し

運用開始に向け
て地方自治体が
対応すべき内容
スケジュールの
明確化

利用側と提供
側双方を考慮
した運用の精
査

地方自治体の
保有情報の電
子化

名寄せ（同一
人同定）作業
の実施

マイナンバー
法案にあげら
れたユース
ケースの詳細
検討

手続上、一般
的でない境遇
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申請者に対す
る対応の検討

情報提供ﾈｯﾄ
ﾜｰｸｼｽﾃﾑの
仕様を踏まえ
た、接続仕様
案の見直し

他の地方自治
体への成果の
検証

情報連携の仕
掛けを有効に

未申告の場合
の運用は、照

児童扶養手当
では、全情報

児童に関する
情報には、電

固定資産税に
ついては、

固定資産の情
報を連携する

国から自治体
で実施すべき

検討結果は、
その他ユース

情報提供ﾈｯﾄ
ﾜｰｸｼｽﾃﾑの

申請者を職員
が一般的な

8つの協力自

治体で結果の
本事業の分析
対象は、大綱

ボ
ト
ム
ア

掛けを有効に
活用するため
には、全国の
自治体が統一
的に対応する
ことが必要で
ある

の運用は、照
会元と照会先
の双方にとっ
て 適な運用
となるよう、継
続して検討す
る必要がある

では、全情報
が揃った時点
を到達とするた
め、照会応答
の遅れにより
支給開始時期
に遅れが生じ
ないようにする

情報には、電
子データ化さ
れていないも
のも多い

ついては、
データ移行時
に名寄せや、
同一人同定作
業等の検討が
必要になる

報を連携する
場合は、共有
者を正しく把
握できるよう、
連携方法など
を検討する必
要がある

で実施す き
事項、スケ
ジュール、シス
テム仕様等が
示されないと
動きようがな
い

その他 ス
ケースに対し
ても概ね適用
できるが、必
ずしもすべて
がそのまま当
てはまるもの
ではない

ﾜ ｸｼｽﾃﾑの
仕様が固まら
ず、検討を保
留した部分や
十分な検討が
できなかった
部分が含まれ
ている

が 般的な
ケースとして
想定した主た
る境遇の住民
に絞ったが、
実際にはそれ
以外の住民も
想定される

治体で結果の
精査、確認を
実施したが、
結果は必ずし
もすべての自
治体にそのま
ま当てはまる
ものではない

対象は、大綱
等に挙げられ
たユースケー
スであり、それ
は必ずしもマイ
ナンバー法案
のものではな
い

ッ
プ
ア
プ
ロ
ー
チ 課題エ

5.2.4(2)(E)
課題エ

5.2.4(2)(B)
課題ア

2.6.2(1)(D)
課題ア

2.6.2(1)(E)
課題ア

2.6.2(1)(E)

課題エ

課題ア
2.6.2(1)(F)

課題エ
5.2.4(2)(E)

本事業の成果が抱える課題

5.2.4(2)(A)

自治体毎に異なる運用 到達 運用開始に向けた準備

別紙７．２－１

誤や無駄のない社会の実現 ●国民にとって利便性の高い社会の実現 ●国民の権利を守り、自己情報をコントロールできる社会の実現

行政の事務を効率化する 国民の理解を得る安全なシステムを提供する

透明性を
確保する

（情報公開）

信頼性を
確保する

（セキュリティ）

処理に関して
得られる情報
を増やす

処理にかかる
費用を減らす

Push型の情報
提供

個人情報の

適 な取扱提供 適正な取扱い
の確保

第三者機関の
設置

適切に管理す
るための指針
の作成・公表

報、
団体
充

国民一人一人
に合ったお知
らせの提供

治体
に

組み

将来的なマイナ
ンバー法見直し

への期待

将来を見据えた
抜本的BPRの

実施

セキュリティ
ポリシーの
見直し

団体間連携に
係る技術検証の

実施

連携すること
で、さらなる利
便性向上等に

住民登録され
ていない個人
の情報を電子

団体間で流通
するデータ仕
様を定めた標

全団体に対し
て、ある対象
者の一括照会

現状、取得し
ていないが、
可能であれば

団体間の情報
連携における
統一的なセ便性向上等に

つながる情報、
団体がある

の情報を電子
的に照会する
術がない

様を定めた標
準仕様が存在
しない

者の 括照会
ができる仕組
みがない

可能であれば
取得したい情
報がある

統 的なセ
キュリティ基準
がない

進達業務にお
ける県、町村
の役割分担の
明確化

情報保有元が
不明である場
合の代替手段
の準備

け
が
容、
の

官民連携を実
現するための
仕組み等の整
備

相談時におけ
る情報連携実
施の制度面か
らの検証

当該自治体で
住民登録され
ていない個人
の情報連携方
法の明確化

標準的な連携
データ項目の
作成・決定手
順の明確化

マイポータル
で提供すべき
情報や項目の
明確化

当面は情報連
携の対象外と
なる情報の今
後の方針の明
確化

情報保有者に
対する情報の
保有有無及び
提供可否の確
認

情報保有元を
指定しなくても
情報を取得で
きる仕組みの
整備

外字の取扱い
の明確化

年金保険者等
の情報照会先

申請時ではな
く、相談時にも

年金受給状況
については、

固定資産の情
報を照会する

民間との連携
については、

生活保護の進
達事務（経由

連携元や連携
先の団体で住

連携データ項
目のコードに

連携データ項
目の属性・桁

制度改正やそ
れに伴う経過

マイポータル
による情報提

連携できると
よいとされた

外字を流通さ
せると仕掛けの情報照会先

について、本
人が把握して
いない場合等
に、情報保有
者に照会する
仕組みの検討
が必要になる

く、相談時にも
情報連携がで
きるとよい

については、
現時点で受給
しているかどう
かだけでなく、
今後受給権が
発生するか否
かを把握でき
るとよい

報を照会する
場合は、個人
が所有するす
べての資産に
ついて把握で
きることが望ま
しい

については、
制度面での決
定状況に応じ
て検討する必
要がある

達事務（経由
事務）につい
て、町村で受
付けた場合の
県と町村の役
割分担、処理
範囲を検討す
る必要がある

先の団体で住
民登録されて
いない個人の
情報を連携す
る際の連携方
法を検討する
必要がある

目のコ ドに
ついて、自治
体への確認等
が十分にでき
ていないため、
継続的に検討
する必要があ
る

目の属性 桁
数について、
自治体への確
認等が十分に
できていない
ため、継続的
に検討する必
要がある

れに伴う経過
措置等に対し
継続的にメン
テナンスを行
えるような仕
組み・体制等
を検討する必
要がある

による情報提
供サービスを
行うにあたり、
利用目的や住
民のニーズ等
も考慮し、検
討を行う必要
がある

よいとされた
が、マイナン
バー法案に含
まれていない
情報について
は、将来的に
検討すること
が望ましい

ス
が

せると仕掛け
も煩雑になり、
コストもかかる
ため、例えば
第2水準漢字

の範囲内にす
るなど、決め
てもらいたい

課題ア
2.6.2(1)(F)

課題ア
2.6.2(1)(F)

課題エ課題エ

課題ア
2.6.2(1)(F)

課題ア
2.6.2(1)(F)

課題ア
2.6.2(1)(F)

課題ア
2.6.2(1)(G)

課題イ
3.6.2(1)

課題イ
3.6.2(2)

課題イ
3.6.2(3)

課題イ
3.6.2(4)

課題イ
3.6.2(6)

課題エ
5.2.4(2)(C)

課題エ
5.2.4(2)(E)

各章の課題

課題エ
5.2.4(2)(D)5.2.4(2)(A)

連携先
不明

相談
あるべき姿に向けた

対応
官民
連携

進達 住登外 連携データ項目 外字
ポータ
ル

別表第
二

5.2.4(2)(D)


